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１．討　　論 ………………………………………………………………………………………………………………
　　　玉城健一郎君 ………………………………………………………………………………………………………
　　　新垣　淑豊君 ………………………………………………………………………………………………………
１．採　　決 ………………………………………………………………………………………………………………
　　　　　　　　日程第13　議員提出議案第３号　那覇軍港における米軍の訓練に関する意見書
　　　　　　　　日程第14　議員提出議案第４号　那覇港湾施設における在沖米海兵隊の訓練に
１．一括議題　　　　　　　　　　　　　　　　　 関する意見書　　　　　　　　　　　　　　　…………
　　　　　　　　日程第15　議員提出議案第５号　那覇港湾施設における在沖米海兵隊の訓練に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 関する抗議決議
１．仲村　家治君の提案理由説明（議員提出議案第３号） …………………………………………………………
１．照屋　大河君の提案理由説明（議員提出議案第４号及び第５号） ……………………………………………
１．委員会付託 ……………………………………………………………………………………………………………
　　　　　　　　日程追加　議員提出議案第３号　那覇軍港における米軍の訓練に関する意見書
　　　　　　　　日程追加　議員提出議案第４号　那覇港湾施設における在沖米海兵隊の訓練に
１．一括議題　　　　　　　　　　　　　　　　　関する意見書　　　　　　　　　　　　　　　 …………
　　　　　　　　日程追加　議員提出議案第５号　那覇港湾施設における在沖米海兵隊の訓練に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関する抗議決議
１．委員長報告（米軍基地関係特別委員長） ………………………………………………………………………… 
１．討　　論 ………………………………………………………………………………………………………………
　　　小渡良太郎君 ………………………………………………………………………………………………………
　　　比嘉　瑞己君 ………………………………………………………………………………………………………
１．採　　決 ………………………………………………………………………………………………………………
１．日程第16　陳情令和２年第147号、同第179号、同第191号、同第192号、同第216号、
　　　　　　　 陳情令和３年第103号及び陳情第27号 ……………………………………………………………
１．委員長報告（経済労働委員長） ……………………………………………………………………………………
１．採　　決 ………………………………………………………………………………………………………………
１．日程第17　陳情第７号、第17号及び第18号の２ ………………………………………………………………
１．委員長報告（文教厚生委員長） ……………………………………………………………………………………
１．採　　決 ………………………………………………………………………………………………………………
１．日程第18　陳情令和２年第219号及び陳情令和３年第168号 …………………………………………………
１．委員長報告（土木環境副委員長） …………………………………………………………………………………
１．採　　決 ………………………………………………………………………………………………………………
１．日程第19　陳情令和３年第83号 ……………………………………………………………………………………
１．委員長報告（議会運営委員長） ……………………………………………………………………………………
１．採　　決 ………………………………………………………………………………………………………………
１．日程第20　閉会中の継続審査の件 …………………………………………………………………………………
１．採　　決 ………………………………………………………………………………………………………………
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令和４年第１回沖縄県議会（定例会）会期日程
会期44日間 自 令和４年２月15日

至 令和４年３月30日
月 日

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

２月15日

16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日

23日
24日
25日
26日
27日
28日

３月１日
２日
３日

４日
５日
６日
７日

８日

９日

10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日

30日

火

水
木
金
㊏
㊐
月
火

㊌
木
金
㊏
㊐
月
火
水
木

金
㊏
㊐
月

火

水

木
金
㊏
㊐
月
火
水
木
金
㊏
㊐
㊊
火
水
木
金
㊏
㊐
月
火

水

（議席の変更）
（会議録署名議員の指名）
（常任委員の所属変更の件）
（議会運営委員の変更の件）
（特別委員の変更の件）
（会期の決定）
（知事提出議案の説明）
（予算特別委員会設置）
（予算特別委員会・先議案件審査、採決）

（議会運営委員会）
（補正予算委員長報告、採決）
（代表質問）

（代表質問）
（代表質問）

（一般質問）
（一般質問）
（一般質問）
（一般質問）
（知事提出議案説明、質疑）
（予算特別委員会・補正予算審査）

（常任委員会・先議案件審査、採決）
（予算特別委員会・補正予算採決）

（議会運営委員会）
（補正予算・先議案件委員長報告、採決）
（予算特別委員会）
（常任委員会）
（常任委員会）

（予算特別委員会）

（予算特別委員会）

（常任委員会）
（常任委員会）
（常任委員会）
（特別委員会）

（予備日）

（議会運営委員会）
（委員長報告、採決）

先議（補正予算）付託
請願・陳情付託

代表質問通告締切（正午）
一般質問通告締切（正午）

天皇誕生日

請願・陳情提出期限（特別委）
議案付託

請願・陳情付託（特別委）
請願・陳情提出期限(常任委) 

請願・陳情付託（常任委）

春分の日

曜日 日　　　　　程 備　　　　考

本 会 議

委 員 会
議 案 研 究
議 案 研 究
休 　 　 会
休 　 　 会
委 員 会
本 会 議

休 　 　 会
本 会 議
本 会 議
休 　 　 会
休 　 　 会
本 会 議
本 会 議
本 会 議
本 会 議

委 員 会
休 　 　 会
休 　 　 会
委 員 会

議 案 整 理
委 員 会
本 会 議
委 員 会
委 員 会
委 員 会
休 　 　 会
休 　 　 会
議 案 整 理
議 案 整 理
委 員 会
議 案 整 理
委 員 会
休 　 　 会
休 　 　 会
休 　 　 会
委 員 会
委 員 会
委 員 会
委 員 会
休 　 　 会
休 　 　 会
休 　 　 会
議 案 整 理
委 員 会
本 会 議
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開会日に応招した議員

赤　嶺　　　昇　君

仲　田　弘　毅　君

喜友名　智　子　さん

翁　長　雄　治　君

島　袋　恵　祐　君

玉　城　健一郎　君

上　里　善　清　君

大　城　憲　幸　君

上　原　　　章　君

小　渡　良太郎　君

新　垣　淑　豊　君

島　尻　忠　明　君

仲　里　全　孝　君

國　仲　昌　二　君

次呂久　成　崇　君

新　垣　光　栄　君
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金　城　　　勉　君
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下　地　康　教　君

石　原　朝　子　さん

仲　村　家　治　君

仲　村　未　央　さん

平　良　昭　一　君

玉　城　武　光　君

比　嘉　瑞　己　君

照　屋　大　河　君

山　内　末　子　さん

西　銘　啓史郎　君

座　波　　　一　君

大　浜　一　郎　君

呉　屋　　　宏　君

花　城　大　輔　君

又　吉　清　義　君

崎　山　嗣　幸　君
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玉　城　ノブ子　さん

西　銘　純　恵　さん
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瑞慶覧　　　功　君

比　嘉　京　子　さん

末　松　文　信　君

島　袋　　　大　君

中　川　京　貴　君

照　屋　守　之　君
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令和４年２月15日

（第１号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和４年
第 １ 回
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議　　事　　日　　程　第１号
令和４年２月15日（火曜日）

午前10時開議
第１　議席の変更
第２　会議録署名議員の指名
第３　常任委員の所属変更の件
第４　議会運営委員の変更の件
第５　特別委員の変更の件
第６　会期の決定
第７　甲第１号議案から甲第37号議案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案まで（知事説明）
第８　陳情第１号から第３号まで、第９号、第10号及び第17号の２の付託の件
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　議席の変更
日程第２　会議録署名議員の指名
日程第３　常任委員の所属変更の件
日程第４　議会運営委員の変更の件
日程第５　特別委員の変更の件
日程第６　会期の決定
日程第７　甲第１号議案から甲第37号議案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　令和４年度沖縄県一般会計予算
　　　　　　甲第２号議案　令和４年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
　　　　　　甲第３号議案　令和４年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
　　　　　　甲第４号議案　令和４年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
　　　　　　甲第５号議案　令和４年度沖縄県下地島空港特別会計予算
　　　　　　甲第６号議案　令和４年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
　　　　　　甲第７号議案　令和４年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
　　　　　　甲第８号議案　令和４年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第９号議案　令和４年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
　　　　　　甲第10号議案　令和４年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第11号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第12号議案　令和４年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第13号議案　令和４年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
　　　　　　甲第14号議案　令和４年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
　　　　　　甲第15号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第16号議案　令和４年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
　　　　　　甲第17号議案　令和４年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
　　　　　　甲第18号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第19号議案　令和４年度沖縄県公債管理特別会計予算
　　　　　　甲第20号議案　令和４年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算

令 和 ４ 年
第 １ 回

令和４年２月15日（火曜日）午前10時開会

沖縄県議会（定例会）会議録（第１号）
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　　　　　　甲第21号議案　令和４年度沖縄県病院事業会計予算
　　　　　　甲第22号議案　令和４年度沖縄県水道事業会計予算
　　　　　　甲第23号議案　令和４年度沖縄県工業用水道事業会計予算
　　　　　　甲第24号議案　令和４年度沖縄県流域下水道事業会計予算
　　　　　　甲第25号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第21号）
　　　　　　甲第26号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第22号）
　　　　　　甲第27号議案　令和３年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第28号議案　令和３年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第29号議案　令和３年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第30号議案　令和３年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第31号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第32号議案　令和３年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第33号議案　令和３年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第34号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第
　　　　　　　　　　　　　 １号）
　　　　　　甲第35号議案　令和３年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第36号議案　令和３年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第37号議案　令和３年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県首里城歴史文化継承基金条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び沖縄県職員の育児休業等
　　　　　　　　　　　　　 に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職
　　　　　　　　　　　　　 員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第６号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第７号議案　沖縄県石油価格調整税条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県行政書士試験手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第９号議案　沖縄県生活環境保全条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第10号議案　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第11号議案　沖縄県子どもの貧困対策推進基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第12号議案　沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の
　　　　　　　　　　　　　 一部を改正する条例及び沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する
　　　　　　　　　　　　　 基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第13号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める
　　　　　　　　　　　　　 条例
　　　　　　乙第14号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の設立に伴う関係条例の整理に関する条例
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県農作物種苗生産条例
　　　　　　乙第16号議案　沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条
　　　　　　　　　　　　　 例
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例の一部を
　　　　　　　　　　　　　 改正する条例
　　　　　　乙第19号議案　沖縄県観光振興基金条例
　　　　　　乙第20号議案　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第21号議案　沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
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　　　　　　乙第22号議案　沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第23号議案　沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第24号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第25号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第26号議案　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する
　　　　　　　　　　　　　 条例
　　　　　　乙第27号議案　沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第28号議案　沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第29号議案　沖縄県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する
　　　　　　　　　　　　　 条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第30号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第31号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第32号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第33号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第34号議案　訴えの提起について
　　　　　　乙第35号議案　財産損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第36号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第37号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第38号議案　損害賠償請求事件の和解等について
　　　　　　乙第39号議案　損害賠償の額の決定について
　　　　　　乙第40号議案　包括外部監査契約の締結について
　　　　　　乙第41号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の中期目標を定めることについて
　　　　　　乙第42号議案　副知事の選任について
　　　　　　乙第43号議案　沖縄県教育委員会教育長の任命について
予算特別委員会の設置
予算特別委員会委員の選任
日程第８　陳情第１号から第３号まで、第９号、第10号及び第17号の２の付託の件
　　　　　　 

出　席　議　員（48名）
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　喜友名　智　子　さん
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　島　袋　恵　祐　君
４　番　　玉　城　健一郎　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　國　仲　昌　二　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　新　垣　光　栄　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君

16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲　村　未　央　さん
25　番　　平　良　昭　一　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　照　屋　大　河　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
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説明のため出席した者の職、氏名

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん

41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

玉　城　デニー　君
謝　花　喜一郎　君
照　屋　義　実　君
島　袋　芳　敬　君
金　城　　　賢　君
池　田　竹　州　君
宮　城　　　力　君
松　田　　　了　君
名渡山　晶　子　さん
大　城　玲　子　さん
崎　原　盛　光　君
嘉　数　　　登　君
宮　城　嗣　吉　君

知　念　弘　光　君
上　原　貴　志　君
佐久田　　　隆　君

知 事　　
副 知 事
副 知 事
政 策 調 整 監
知 事 公 室 長
総 務 部 長
企 画 部 長
環 境 部 長
子ども生活福祉部長
保 健 医 療 部 長
農 林 水 産 部 長
商 工 労 働 部 長
文化観光スポーツ部長

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長

土 木 建 築 部 長
企 　 業 　 局 　 長
病 院 事 業 局 長
会 計 管 理 者
知事公室秘書防災統括監
総 務 部 財 政 統 括 監
教 育 長
公 安 委 員 会 委 員 長
警 察 本 部 長
労 働 委 員 会 会 長
人 事 委 員 会 委 員 長
代 表 監 査 委 員

課 長 補 佐
主 幹
主 査

島　袋　善　明　君
棚　原　憲　実　君
我那覇　　　仁　君
大　城　　　博　君
平　敷　達　也　君
平　田　正　志　君
金　城　弘　昌　君
阿波連　　　光　君
日　下　真　一　君
藤　田　広　美　君
島　袋　秀　勝　君
安慶名　　　均　君

城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君

○○議長（赤嶺　昇君）　ただいまより令和４年第１回
沖縄県議会（定例会）を開会いたします。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　本日、知事から、お手元に配付いたしました議案
80件並びに今期定例会提出予算説明書、積算内訳
書、令和４年１月末現在の令和３年度一般会計予算執
行状況報告書及び同一般会計繰越予算執行状況報告書
の提出がありました。
　次に、これまでに受理いたしました請願及び陳情の
うち、特別委員会に付託すべき陳情を除く請願１件及
び陳情24件は、お手元に配付の請願及び陳情文書表
のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしまし
た。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

　　　――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　議席の変更を行い
ます。
　新会派の結成に伴い、会議規則第４条第３項の規定
により議席の一部をお手元に配付の変更議席表のとお
りそれぞれ変更いたします。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔変更議席表　巻末に掲載〕
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時１分休憩
　　　午前10時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第２　会議録署名議員の指名を行います。
　今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
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　　　27番　比　嘉　瑞　己　君　及び
　　　33番　大　浜　一　郎　君
を指名いたします。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　常任委員の所属変
更の件を議題といたします。
　本件については、新会派の結成に伴い、各派の所属
議員数に異動があるため、常任委員の各派割当て数を
変更する必要があります。
　よって、お諮りいたします。
　委員会条例第４条第２項の規定によりお手元に配付
の常任委員の変更一覧表のとおり、それぞれ委員を変
更いたしたいと思います。
  これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、常任委員の変更一覧表のとおりそれぞれ委
員を変更することに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔常任委員の変更一覧表　巻末に掲載〕
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　議会運営委員の変
更の件を議題といたします。
　本件については、新会派の結成に伴い、各派の所属
議員数に異動があるため、議会運営委員の各派割当て
数を変更する必要があります。
　よって、お諮りいたします。
　委員会条例第４条第２項の規定により議会運営委員
の新垣光栄君を西銘啓史郎君に変更いたしたいと思い
ます。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第５　特別委員の変更の
件を議題といたします。
　本件については、新会派の結成に伴い、各派の所属
議員数に異動があるため、特別委員の各派割当て数を
変更する必要があります。
　よって、お諮りいたします。
　委員会条例第４条第２項の規定により、米軍基地関
係特別委員の仲宗根悟君を島尻忠明君に変更いたした
いと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第６　会期の決定を議題
といたします。
　お諮りいたします。
　今期定例会の会期は、本日から３月30日までの44
日間といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、本日から３月30日までの44日間
と決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第７　甲第１号議案から
甲第37号議案まで及び乙第１号議案から乙第43号議
案までを議題といたします。
 　知事から提案理由の説明を求めます。
 　玉城知事。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事提出議案　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　令和４年第１回沖縄県議会の開会に当たり、議員各
位の御健勝を心からお喜び申し上げますとともに、
日々の御精励に対し深く敬意を表します。
　令和４年度の当初予算案などの重要な議案の審議に
先立ち、まず、県政運営に当たっての私の所信の一端
を申し述べ、議員各位及び県民の皆様の御理解と御協
力を賜りたいと存じます。
　第１に、「県政運営に取り組む決意について」申し
上げます。
　令和４年は、本土復帰50周年の節目の年です。
　本土復帰後、沖縄県は５次にわたる沖縄振興計画等
により、社会資本整備は着実に進み、観光・リゾート
産業や情報通信関連産業の成長など様々な成果を上げ
てまいりました。
　一方で、１人当たり県民所得が全国最低の水準にあ
るなど、自立型経済の構築はなお道半ばにあるととも
に、離島の条件不利性、米軍基地問題等の沖縄の特殊
事情から派生する固有課題に加え、子供の貧困の問
題、雇用の質の改善等、重要性を増した課題や新たに
生じた課題等も明らかとなっております。
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　復帰50年の節目の年にスタートする「新たな振興
計画」においては、県民が「安全・安心で幸福が実感
できる島」の形成を施策展開の基本的指針として掲げ
るとともに、持続可能な開発に向けて全ての国が取り
組む国際社会全体の共通目標であるＳＤＧｓを取り入
れ、社会・経済・環境の３つの枠組みに対応する形
で、「誰一人取り残すことのない優しい社会」の形
成、「強くしなやかな自立型経済」の構築、「持続可
能な海洋島しょ圏」の形成の基軸的な３つの基本方向
を示しております。
　この基本方向を踏まえ、県民一人一人をはじめとす
る社会全体での参画により、「離島・過疎地域におけ
る安全・安心の確保と魅力ある生活環境の創出」、
「世界から選ばれる持続可能な観光地の形成と沖縄観
光の変革」、「世界に誇れる島しょ型環境モデル地域
の形成」など、沖縄の地域特性やソフトパワーなどを
生かし、様々な施策展開を図ってまいります。
　こうした施策展開により、「2050年カーボン
ニュートラル」の実現や「海洋立国」、「観光立国」
の展開など我が国の発展にも寄与してまいります。
　昭和46年11月に、沖縄の本土復帰に当たり作成さ
れた「復帰措置に関する建議書」においては、県民の
福祉を最優先に考え、地方自治権の確立、反戦平和、
基本的人権の確立、県民本意の経済開発等を骨組みと
するあるべき沖縄の姿を求めた新生沖縄像が描かれて
おります。
　復帰50年の大きな節目となる本年は、今後50年先
を見据え、これまでの沖縄の歩みや発展等を振り返
り、先人たちが将来を担う子や孫たちのために描いた
新生沖縄像と現状とを比較し、建議や宣言の在り方に
ついて検討してまいります。
　また、復帰50周年記念事業として「記念式典」や
「美ら島おきなわ文化祭2022」、「第７回世界のウ
チナーンチュ大会」などを開催します。
　さらに、戦後75年余りが過ぎ、戦争を知らない世
代が大半を占めるなど悲惨な体験の記憶が薄れていく
中で、沖縄戦の実相や教訓を正しく次世代に伝えるた
め、第32軍司令部壕の壕内及び周辺の環境調査等、
保存・公開に向けた取組を加速していくこととしてお
り、様々な記念事業を通じて、沖縄のこれまでの発展
の歩みや将来の可能性を国内外に発信してまいりま
す。
　私は、「時代を切り拓き、世界と交流しともに支え
合う平和で豊かな「美ら島」おきなわ」の創造を基
本理念とする「沖縄21世紀ビジョン」において掲げ
る、県民が望む５つの将来像の実現を図り、本県の自

立的発展と県民一人一人が豊かさを実感できる社会の
実現に向けて、全身全霊で取り組んでまいります。
　私が県知事に就任してから３年余りが経過しまし
た。この間、祖先（ウヤファーフジ）への敬い、自然
への畏敬の念、他者の痛みに寄り添うチムグクルを大
切にするとともに、「自立」、「共生」、「多様性」
の理念の下、包摂性と寛容性に基づく政策を推進して
まいりました。
　私が掲げた公約については、その全てに着手し、
「新時代沖縄の到来」、「誇りある豊かさ」、「沖縄
らしい優しい社会の構築」の視点の下、子供の貧困や
人権問題等、全ての人の尊厳を守り共生する社会づく
りに向けた取組や、米軍基地問題等様々な施策を展開
してまいりました。
　誰一人取り残さない社会の実現に向けては、「子ど
もの貧困対策」を県政の最重要政策に掲げ、「沖縄県
子どもの貧困対策計画」に基づく取組を着実に推進す
るとともに、幼児教育の無償化やこども医療費助成の
拡充、中高生のバスの無料化、少人数学級の対象拡
大、ヤングケアラーの実態調査の実施等、子供が健や
かに成長することができる社会の実現に向けた取組を
進めております。
　また、「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援セン
ター」の拡充、「国際家事福祉相談所」の設置など、
沖縄の特殊事情等に起因する問題に対処するととも
に、全ての人の性のありようを尊重する「沖縄県性の
多様性尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）」など、誰も
がお互いの人権を尊重し合う共生社会の実現を目指し
取組を推進しております。
　加えて、万国津梁会議については、米軍基地問題や
児童虐待、ＳＤＧｓ等の８つのテーマに関する会議を
設置し、提言については、子どもの権利尊重条例の制
定、「ＳＤＧｓ実施指針」の策定等に反映しておりま
す。また、米軍基地問題に関しては、会議の提言を踏
まえ、令和３年５月に「本土復帰50年に向けた在沖
米軍基地の整理・縮小についての要請」を日米両政府
に対して行いました。
　各会議からの提言については、「新たな振興計画」
等に反映するとともに、引き続き新時代沖縄の構築に
向け、さらなる政策の推進を図ってまいります。
　さて、令和２年２月に新型コロナウイルス感染症の
感染者が確認されて以降、その間、県においては、令
和２年度は16次、令和３年度は20次にわたりそれぞ
れ補正予算を計上させていただき、総額5056億円の
補正予算等による予算を確保し、切れ目なく対策を実
施してまいりました。
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　今回提案する令和３年度２月補正予算と令和４年度
当初予算においては、合わせて約1777億円のコロナ
対策関連予算を計上しているところです。
　引き続き、検査体制や医療提供体制の強化、ワクチ
ン接種の促進、水際対策、県内事業者の事業継続・雇
用維持等に係る支援など、感染拡大防止と県民生活の
安定並びに経済の回復に向け、全庁一丸となって取り
組んでまいります。
　また、昨年は、小笠原諸島近海の「福徳岡ノ場」の
海底火山噴火に由来すると見られる軽石が県内に漂着
したことにより、水産業や観光業、離島航路等船舶の
航行などに大きな被害が生じるなど、例年にも増し困
難に見舞われました。
　このため、県においては、沖縄県軽石問題対策会議
を編成し全庁的に対応する体制を整備するとともに、
補正予算により軽石の回収等に取り組んでまいりまし
た。
　今回提案する令和３年度２月補正予算と令和４年度
当初予算においては、合わせて約15億円の軽石対策
関連予算を計上しているところであり、引き続き、離
島住民の生活を守り、水産業、観光業等への影響を最
小限に抑えるため、国や関係機関と連携しながら、全
庁挙げて回収作業や軽石の利活用などに取り組んでま
いります。
　今、社会や経済は、新型コロナウイルス感染症拡大
蔓延の脅威等、生命の危機を含め、甚大な影響を受け
ております。また、１月15日に発生したトンガ諸島
付近での海底火山による大規模噴火により、沖縄県全
域をはじめ全国の広い範囲に津波警報・注意報が発表
されるなど、これまでの想定を超えた事象が起こって
おり、危機管理体制の強化が重要であるとともに、東
日本大震災や西日本豪雨災害等の教訓を踏まえ、地震
及び津波や大型台風等の大規模災害の発生を想定した
防災・減災対策が求められています。
　このため、沖縄県においては、防災及び危機管理の
体制強化を図るとともに、拠点となる「沖縄県防災危
機管理センター」の整備や消防防災ヘリの導入推進、
県民や本県を訪れている観光客への迅速な情報提供、
県内外への適切な情報発信等、防災・危機管理体制の
強化を推進してまいります。
　また、大規模災害等に備えた強くしなやかな県土づ
くりに向けた地震対策や河川の治水・浸水対策等、社
会基盤等の防災・減災対策に取り組むとともに、既存
インフラの長寿命化・強靱化対策、県民の防災意識の
向上などに取り組んでまいります。
　加えて、口蹄疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ

等の特定家畜伝染病の侵入防止に向け、各関係機関連
携による危機管理体制の強化、畜産農家の飼養衛生管
理基準の遵守が図られるよう取り組んでまいります。
　沖縄県民は、50年前、本土復帰によって米軍基地
も「本土並み」になるものと期待しておりました。し
かし、復帰前に建設された米軍基地の多くが、今でも
沖縄に存在し続けており、米軍専用施設面積が復帰
当時の２万8000ヘクタールから現在の１万8000ヘク
タールへと33.7％減少したものの、依然として全国
の70.3％が本県に集中しております。
　私は、沖縄の過重な基地負担を軽減するためには、
普天間飛行場代替施設の県内への新たな提供を除き、
既に日米両政府で合意されたＳＡＣＯ最終報告及び再
編に基づく統合計画で示された嘉手納飛行場より南の
施設・区域の返還を確実に実施していただく必要があ
ると考えております。
　しかし、ＳＡＣＯ合意から25年、在日米軍再編計
画の合意から15年が経過し、統合計画による返還が
全て実施されたとしても、沖縄の米軍専用施設面積は
全国の69％程度にとどまり、復帰時に期待したいわ
ゆる「本土並み」には依然としてほど遠い状況にあり
ます。
　米軍基地が集中することにより、騒音、水質汚染等
の環境問題、米軍関係の事件・事故は後を絶ちませ
ん。普天間飛行場、嘉手納飛行場やその他の訓練場の
周辺住民は、昼夜を問わない訓練により、騒音や排気
ガスの悪臭等に苦しめ続けられています。このことか
ら私は、昨年５月に日米両政府にさらなる在沖米軍基
地の整理縮小を要請したところであり、引き続き両政
府に対し、「当面は在日米軍専用施設面積の50％以
下を目指す」とする具体的な数値目標の設定と実現を
強く求めてまいります。
　普天間飛行場については、市街地の中心部に位置し
ており、住民生活に著しい影響を与えていることか
ら、周辺住民の航空機事故への不安や騒音被害などを
解消することが喫緊の課題となっており、同飛行場の
一日も早い危険性の除去と早期閉鎖・返還は県民の強
い願いであります。
　一方、政府が唯一の解決策とする辺野古移設につい
ては、軟弱地盤の存在が判明し、提供手続の完了まで
に約12年を要するとされ、さらに、今般の変更承認
申請が公有水面埋立法に照らした厳正な審査の結果、
不承認となり埋立工事全体を完成させることがより困
難な状況となりました。
　県としては、辺野古移設では普天間飛行場の一日も
早い危険性の除去にはつながらないと考えており、政
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府に対し、対話によって解決策を求める民主主義の姿
勢を粘り強く求めていくとともに、普天間飛行場の速
やかな運用停止を含む危険性の除去、県外、国外移設
及び早期閉鎖・返還と辺野古に新基地は造らせないと
いう公約の実現に向けて、今後も、あきらめず、ぶれ
ることなく、全身全霊をもって、取り組んでまいりま
す。
　私は、公約に掲げた諸施策を職員一丸となって推進
し、子供たちが健やかに成長することができる社会等
の実現を図り、未来の沖縄を担う子供たちに、平和で
真に豊かな沖縄、誇りある沖縄、「新時代沖縄」を託
せるよう、全力で県政運営に当たる決意であります。
　第２に、「沖縄を取り巻く現状の認識について」申
し上げます。
　国際社会においては、2019年末以降、新型コロナ
ウイルス感染症が世界各地で猛威を振るっており、依
然その勢いは衰えておらず、人々の生命・健康が脅か
されるとともに、社会全体に甚大な影響を及ぼしてお
ります。
　加えて、ＡＩ、ロボティクス、ビッグデータなどに
代表される第４次産業革命による情報通信技術の革新
的な進歩は、国際経済秩序に一層の変容をもたらして
おります。
　我が国においては、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大は経済社会活動の足かせとなっており、ワクチ
ン接種の進展や新薬の提供といった光明がある一方、
変異ウイルスによる感染再拡大もあり、その最終的な
終息はいまだ見通せておりません。
　感染症との闘いが長期化の様相を強める中で、人々
の働き方や消費行動、さらには暮らしの在り方が見直
されており、感染の終息を待つのではなく、新たな環
境への適応を図る動きも広がっております。
　本県においては、引き続き、医療提供体制の構築、
感染防止対策の徹底と社会経済活動の維持及び再生に
向け、全力で取り組んでまいります。
　第３に、「今後の沖縄振興に向けた取組について」
申し上げます。
　令和４年度は、新たな振興計画がスタートする意義
深い年です。新型コロナウイルス感染症拡大により落
ち込んだ経済の立て直しを図るため、沖縄振興予算、
税制及び政策金融を積極的に活用し、新時代沖縄を展
望し得る、沖縄の振興・発展に全庁挙げて全力で取り
組みます。
　令和４年度から始まる新たな沖縄振興においては、
「沖縄21世紀ビジョン」で掲げる５つの将来像の実
現と４つの固有課題の解決を図り、本県の自立的発展

と県民一人一人が豊かさを実感できる社会の実現を目
標とし、公約に掲げた「新時代沖縄」、「誇りある豊
かさ」、「沖縄らしい優しい社会」の実現に向け、新
たな振興計画を踏まえながら、諸施策を展開してまい
ります。
　「新時代沖縄の到来―経済分野―」について、申し
上げます。
　デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進
については、「沖縄県ＤＸ推進計画」を策定し、民間
の力も活用した上で、行政分野、生活分野など、様々
な領域でＤＸ施策に取り組みます。また、全ての産業
におけるＤＸの取組を加速することにより、労働生産
性を高め、県内産業の稼ぐ力を強化してまいります。
　ＭＩＣＥの振興については、産学官連携による国内
外のＭＩＣＥ誘致や受入れ体制の強化等に取り組むと
ともに、マリンタウンＭＩＣＥエリアにおいては、大
型ＭＩＣＥ施設整備と、ＭＩＣＥを中心とした魅力あ
るまちづくりを推進し、東海岸一帯の活性化に向けて
取り組んでまいります。
　また、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図
るため、沖縄県観光振興基金を設置し、本県のリー
ディング産業である観光産業のさらなる振興に取り組
んでまいります。
　鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入に向け
ては、県民一丸となった機運醸成を図り、国に対し、
鉄軌道の持続的運営を可能とする特例制度の創設を求
め、早期導入に取り組んでまいります。
　「誇りある豊かさ―平和分野―」について申し上げ
ます。
　基地問題については、広大な米軍基地の存在が本県
の振興を進める上で大きな障害となっていることか
ら、日米両政府に対して、在沖米軍基地の整理縮小を
強く求めてまいります。また、日常的に発生する航空
機騒音をはじめ、自然環境の破壊、航空機事故のほ
か、米軍人・軍属等による事件・事故等が、県民生活
に様々な影響を及ぼしていることから、基地の提供責
任者である国において適切に解決されるよう求めてま
いります。特に、ＰＦＯＳ等による地下水等汚染につ
いては、県民の健康に関わる極めて重要な問題である
ことから、情報の提供、基地内への立入調査及び対策
の実施を日米両政府に対し求めてまいります。
　加えて、昨年12月の在沖米軍基地における新型コ
ロナウイルスの集団感染は、県内にオミクロン株の市
中感染が広がる大きな要因となったと考えていること
から、検疫について国内法を適用する等、日米地位協
定を抜本的に見直すこと等を求めてまいります。
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　さらに、復帰50年を迎えるに当たり、県民が望
む、平和で豊かなあるべき沖縄の姿の実現に向けて、
沖縄の歴史的、地理的特性を生かしてアジア太平洋地
域の緊張緩和と信頼醸成を図るための新たな取組を進
めるとともに、在沖米軍基地問題のより広い国民的理
解を促すため、県内外への情報発信を強化してまいり
ます。
　駐留軍用地跡地の利用については、県土構造の再編
につながる戦略的な跡地利用を推進します。
　「沖縄らしい優しい社会の構築―生活分野―」につ
いては、子供の貧困対策として「沖縄県子どもの貧困
対策推進基金」を積み増しして60億円とし、中学校
卒業までのこども医療費助成拡充を確実に実施できる
よう市町村に対し支援を行うとともに、市町村におけ
る就学援助の充実等、困難を抱える世帯に対して個々
の家庭の事情に寄り添った支援に取り組んでまいりま
す。
　また、国や市町村と連携し、貧困対策支援員の配置
や子供の居場所づくり、小規模離島町村への支援員派
遣などに取り組むとともに、「沖縄子どもの未来県民
会議」と連携し、児童養護施設退所児童等に対する大
学等進学のための給付型奨学金の給付や食支援体制整
備など、子供の学びと育ちを支えてまいります。
　中高生のバス通学無料化については、引き続き住民
税所得割非課税世帯等の無料化に取り組むとともに、
フリースクールへの通学支援にも取り組んでまいりま
す。
　「琉球歴史文化の日」を中心に、県民が沖縄の文化
と歴史への理解を深めるための施策を推進し、故郷へ
の誇りや愛着を感じられる地域社会の形成に取り組む
とともに、文化芸術に関する産業の創出・振興に取り
組んでまいります。
　北部地区については、公立沖縄北部医療センターの
早期整備に向けて、基本設計及び設置主体となる一部
事務組合の設置準備などに取り組むとともに、令和５
年度に県立名護高等学校附属桜中学校を開校し、北部
地域の医療及び教育環境のさらなる充実に取り組んで
まいります。
　離島振興については、離島振興なくして沖縄の振興
なしという考えの下、「新たな離島振興計画」に基づ
き、「持続可能な離島コミュニティの形成」、「次代
を拓くフロンティア施策の展開」を基本方向とし、社
会・経済・環境が調和する持続可能な海洋島嶼圏の形
成に向け、取り組んでまいります。
　令和４年度の県政運営の「重点テーマ」としては、
「新型コロナウイルス感染症の克服と県経済の回

復」、「復帰50年のあゆみと沖縄の未来と希望の発
信」、「ＤＸとイノベーション等による稼ぐ力の強
化」などの６項目を掲げ、沖縄振興を力強く推進する
施策に取り組んでまいります。
　あわせて、ＳＤＧｓの推進については、令和３年５
月に国から「ＳＤＧｓ未来都市」及び「自治体ＳＤＧ
ｓモデル事業」に選定されたことを踏まえ、様々な施
策を全庁的に推進するとともに、全県的にＳＤＧｓを
推進するための取組や目標等をまとめた「ＳＤＧｓア
クションプラン」の策定、官民及び各団体の連携等を
促進するプラットフォームの創設等に取り組みます。
　令和４年度は、首里城正殿の復元工事の着工が予定
されており、一つの節目を迎えることになります。
　首里城復興基本計画に基づく取組を推進するため、
「首里城復興課（仮称）」を設置し、安全性の高い施
設管理体制の構築や城郭の修復など景観の保全を図る
ととともに、国内外から寄せられた寄附金を活用し木
材や赤瓦の調達、扁額などの製作に取り組みます。
　また、国・那覇市・地域との連携の下、「新・首里
杜構想」による歴史まちづくりや、新たな基金を設置
し、伝統技術を担う人材育成等に取り組んでまいりま
す。
　職員一人一人の持つ能力が最大限発揮され、困難な
課題に意欲的かつ柔軟、的確に対応する県庁づくりを
進め、限りある行政資源の下で、多様な行政需要に対
応する組織の編成に取り組んでまいります。
　第４に、「内閣府予算案及び税制改正について」申
し上げます。
　令和４年度内閣府沖縄振興予算案においては、令和
３年度補正予算に計上された公共事業関係費等を含め
ると、約2900億円が確保され、子供の貧困対策、離
島活性化の推進等に関する予算が計上されたほか、産
業競争力の強化や人材育成の推進、クリーンエネル
ギーの導入に向けた事業が盛り込まれました。
　また、令和４年度税制改正においては、本県と経済
界が一体となって要望してきた沖縄関係13税制の延
長と特例措置の拡充、沖縄振興における「車の両輪」
として政策金融を担う「沖縄振興開発金融公庫」の現
行組織の存続については、おおむね認められました。
　県としては、沖縄振興予算、税制及び政策金融を積
極的に活用し、新時代沖縄を展望し得る、沖縄の振
興・発展に全力で取り組んでまいります。
　次に、令和４年度における施策の概要について、御
説明申し上げます。
　第１は、「経済分野」に関して―新時代沖縄の到来
の視点―であります。



– 22 –

　本県の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大に伴い、リーディング産業である観光産業をはじ
め、あらゆる業界が深刻な影響を受けていることか
ら、令和３年12月に改訂した「新型コロナウイルス
対策に係る沖縄県の経済対策基本方針」に基づき、感
染拡大の波に応じた対策を重層的に実施し、県内事業
者の事業継続や雇用の維持等の支援に取り組みます。
　また、感染状況を注視しつつ、まずは域内の観光需
要に対応した取組を進め、段階的に域外への需要喚起
策など経済活動の回復に向けた取組を展開します。
　新型コロナウイルス感染症の収束後を見据えた成長
期出口戦略としては、新しい生活様式に対応した業態
転換の支援及びＤＸ推進による稼ぐ力の強化等に資す
る取組を推進し、県内企業の成長を図ってまいりま
す。
　また、その成果が労働者に分配され、給与の上昇に
つながり、未来への投資が生み出されるサイクルの創
出により、持続可能な社会経済の成長を促進します。
　「自立型経済発展資源の創出」について申し上げま
す。
　持続的な県経済の成長・発展に向け、アジアの活力
を取り込むためのビジネス・ネットワークの連携強化
に取り組むとともに、リゾテックおきなわの推進によ
り各産業のＤＸを促進します。
　また、人材投資等による企業の「稼ぐ力」の向上に
向け、マネジメント人材育成、奨学金返還等に対する
支援に取り組みます。
　「社会資本・産業基盤の整備」について申し上げま
す。
　那覇空港については、国や関係機関と連携し、利便
性の向上と、機能強化及び拡充に向けて取り組みま
す。
　那覇港については、臨港道路やクルーズバース、船
舶の大型化に対応する施設等の整備を推進するととも
に、航路の拡充や港湾施設の高度化、集貨・創貨の促
進に取り組みます。
　中城湾港については、産業支援港湾として新港地区
の機能強化・拡充、泡瀬地区におけるスポーツコンベ
ンション拠点の形成、西原与那原地区におけるスー
パーヨット等の受入れ環境の構築に向けて取り組みま
す。
　沖縄都市モノレールについては、引き続き３両編成
化を推進します。
　幹線道路網については、「ハシゴ道路ネットワー
ク」の早期構築を図るため、国が実施する那覇空港自
動車道等の整備を促進するとともに、南部東道路等の

整備を推進します。
　「沖縄らしい観光リゾート地の形成」について申し
上げます。
　観光振興においては、持続可能な観光地の形成につ
いて、地域社会・経済・環境の３つの側面において適
切なバランスを長期的に維持し、各地域社会が受忍で
きる一定の量を求めながら、県民の幸福度や観光客の
満足度など質の向上を目指します。
　アフターコロナを見据えた観光客の誘客について、
沖縄観光ブランドである「Ｂｅ．Ｏｋｉｎａｗａ」の
イメージを基に、国内外において戦略的なプロモー
ション活動を展開し、富裕層等の消費単価の高い層の
取り込みを図ります。また、情報通信技術を活用した
調査分析手法を導入するとともに、滞在日数の延伸や
来訪時期の平準化などにつながる沖縄型ワーケーショ
ンを促進するプロモーションに取り組みます。
　ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ2023の
開催については、関係市町村と連携して支援体制を構
築し、機運の醸成等に取り組みます。
　スポーツツーリズムの推進については、プロスポー
ツとの連携を促進し、スポーツコンベンションの核と
なるＪ１規格スタジアムの整備に向けた検討を進めて
まいります。
　「産業の振興と雇用の創出・安定」について申し上
げます。
　情報通信関連産業については、産業ＤＸの牽引役と
してさらなる高度化を図るとともに、産学官連携によ
り、官民データのオープン化や利活用のための基盤構
築に取り組みます。
　観光消費や県産品の需要拡大につながる産業横断的
なブランド戦略を策定し、企業や産業間の連携による
稼ぐ力の強化を図ります。
　さらなる県産品等の輸出促進に向けては、旅客便の
貨物スペースを活用した新たな航空物流ネットワーク
の形成や越境ＥＣの活用促進による販路の構築等に取
り組むとともに、コロナウイルスの感染症対策を徹底
した「沖縄大交易会」や「離島フェア」等の開催に取
り組みます。
　海外事務所の機能強化など海外ビジネス展開支援機
能を充実させ、県内企業等の海外で「稼ぐ力」の向上
に取り組みます。
　企業誘致については、国際物流拠点産業集積地域制
度等を活用し、高付加価値を生み出す企業の誘致、航
空関連産業クラスターの形成に取り組む等、臨空・臨
港型産業の集積を促進します。
　ものづくり産業については、付加価値の高い製品開
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発や基盤技術の高度化、生産性の向上など、県内発注
の促進や域内の経済循環を高めるための取組を推進す
るとともに、国の研究機関等との連携により県内企業
への先端技術導入を促進してまいります。
　継続的なイノベーションの創出に向け、沖縄科学技
術大学院大学をはじめとする県内大学、関係機関等が
有機的に連携したエコシステムの構築を促進します。
　また、本県の地域特性や生物資源などの優位性を生
かした医薬品や機能性食品、再生医療等の研究開発及
び事業化の促進に取り組みます。
　泡盛製造業については、消費者ニーズに対応した商
品開発や県内外への販路拡大など業界が行う自立に向
けた取組を支援いたします。
　伝統工芸産業については、おきなわ工芸の杜を拠点
に、人材育成や原材料の安定確保、製造技術の向上な
どを支援し、魅力的な商品開発やビジネスモデルの創
出を推進します。
　中小企業・小規模事業者の支援については、経営革
新やＩＴ技術の活用等による生産性の向上、事業承継
及び資金調達の円滑化など、総合的な支援を推進しま
す。
　また、商工会・商工会議所等の支援体制の強化に取
り組むとともに、市町村と連携して地域産業を支える
団体等が実施する取組を支援します。
　エネルギー分野については、地域特性に適した再生
可能エネルギーの導入拡大など、低炭素で災害に強い
沖縄らしい島嶼型エネルギー社会の実現を目指してま
いります。
　多様な人材の活躍や柔軟な働き方の促進に向けて
は、女性、高齢者、障害者など個々のニーズに応じた
きめ細かな支援やテレワークの普及促進、若年者の県
内就職促進などに取り組みます。
　働きがいのある人間らしい仕事を意味するディーセ
ントワークの実現に向けては、ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進や非正規雇用労働者の待遇改善、正規雇用
の拡大、女性の就業継続などに取り組むとともに、柔
軟な職業能力の開発・育成、企業等が従業員に対して
必要なスキルを習得させるリスキリングの促進等に取
り組みます。
　人材への投資や給与の向上を促進する企業認証制度
の創設等により、企業と社会の成長サイクルを拡大
し、企業の稼ぐ力と県民所得の向上を図ってまいりま
す。
　「農林水産業の振興」について申し上げます。
　農林水産業の振興については、亜熱帯海洋性気候、
多種多様な地域資源など、本県の特性を最大限に生か

した農林水産業を展開するとともに、離島・過疎地域
における基幹産業としての地位も踏まえつつ、魅力と
活力のある持続可能な農林水産業を目指します。
　農林水産物のブランド化に向け、戦略品目の拠点産
地形成、スマート農林水産技術等の研究開発の推進、
生産基盤の整備に取り組みます。
　また、６次産業化や地産地消、販路拡大に向けた
取組、農林水産物の輸送コスト低減対策、コールド
チェーン化などの流通の合理化に向けた取組を推進す
るとともに、中央卸売市場の再整備に係る調査に取り
組みます。
　担い手育成の強化については、農地中間管理機構等
を通じた農地利用の拡大、新規就農者の支援や沖縄県
立農業大学校の移転整備に向けた取組を引き続き推進
します。
　サトウキビについては、生産性向上に向けた取組や
製糖工場の老朽化対策に向けた支援などを推進してま
いります。
　畜産業については、生産供給体制の強化をはじめ、
飼料の安定供給に向けた各種施策に取り組むととも
に、和牛の主要産地として全国に発信する取組を進め
ます。
　このほか、農山漁村地域の多面的機能の維持・発
揮、環境保全型農業の推進、赤土等流出防止対策な
ど、ＳＤＧｓの理念に基づく施策を推進してまいりま
す。
　林業については、自然環境に配慮した森林施業を実
施し、県産木材の安定供給や県産キノコ類の消費拡大
に取り組みます。
　水産業については、糸満漁港において高度衛生管
理型荷さばき施設や水産物加工施設等を整備し、本
年10月に開設予定の新市場を中心に水産物の安定供
給、魚価の向上、販路拡大等を推進します。
　軽石については、国、市町村、関係団体と連携し
て、海水こし器の設置や漁船の燃料費の補助に取り組
むなど、水産業への支援に努めてまいります。
　また、ホテル・ホテル訓練区域における操業制限解
除区域等の拡大、日台漁業取決め及び日中漁業協定等
の見直し、尖閣諸島における漁業者の安全確保につい
ては、引き続き国に要請を行うとともに、関係機関と
連携し、漁業者の安全操業の確保や水産経営の安定化
などに取り組んでまいります。
　さらに、パラオ共和国の排他的経済水域（ＥＥＺ）
における本県マグロはえ縄漁船の安定的な操業継続に
向けて、同国との友好関係の強化が重要であることか
ら、水産技術交流等に関するＭＯＵ締結を進めてまい
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ります。
　本年１月１日から発効した地域的な包括的経済連携
協定「ＲＣＥＰ」やＴＰＰ11協定、日米貿易協定等
の貿易自由化への対応として、ＴＰＰ等対策予算を措
置し、農林水産業の体質強化対策や経営安定対策に取
り組みます。
　第２は、「平和分野」に関して―誇りある豊かさの
視点―であります。
　まず、「国際交流・協力の推進」について申し上げ
ます。
　国際交流・協力の推進については、ＪＩＣＡと連携
し、ウチナーネットワークコンシェルジュの拡充強化
を図ります。また、ウチナーネットワークを生かした
文化や経済の連携強化に取り組むとともに、将来の国
際協力を担う人材の育成を推進します。さらに、「国
際災害救援センター（仮称）」について、台風対策等
に関する本県の知見や気象情報の活用等、その在り方
の検討に必要な情報収集に取り組みます。
　中国福建省との友好県省締結25周年の節目の年に
当たり、友好親善を深める機会を創出するとともに、
アジア諸国との観光・文化交流を促進するフォーラム
の開催に取り組みます。
　「基地問題等の解決と駐留軍用地の跡地利用」につ
いて申し上げます。
　在沖米軍基地については、沖縄の過重な基地負担の
軽減を図るため、さらなる整理縮小を日米両政府に求
めるとともに、両政府に沖縄県を加えた３者で協議を
行う場「ＳＡＣＷＯ」を設けることを要請してまいり
ます。
　沖縄近海の広大な訓練水域・空域は、外来機が訓練
を目的として飛来する要因の一つとなっているほか、
漁場を制限し、また漁場間の移動を大きく制約するも
のとなっていることから、これらの大幅な削減を求め
てまいります。
　訓練移転等については、県外または国外への分散移
転・ローテーション配備を一層促進することを求めて
まいります。
　普天間飛行場については、引き続き普天間飛行場負
担軽減推進会議等において、県民の目に見える形で負
担軽減に取り組むよう求めてまいります。
　また、普天間飛行場の固定化は絶対に許されないこ
とから、県内移設の断念やオスプレイの配備計画の撤
回を求める建白書の精神に基づき、同飛行場の早期閉
鎖・返還を日米両政府に求めてまいります。
　辺野古新基地建設問題については、これまでに全国
約60の地方議会において、国民的議論で問題解決を

求める意見書等が採択されております。これは、全国
において沖縄の基地問題について議論が深まりつつあ
ることの表れであると考えており、引き続きトーク
キャラバン等を通じ、辺野古新基地建設に反対する県
民世論及びそれを踏まえた私の考えを広く国内外に伝
え、問題解決に向けた国民的議論を喚起し、理解と協
力を促してまいります。
　また、沖縄県が辺野古新基地建設に関し行った処分
に対し、国は、本来国民の権利利益の救済を図ること
を目的とする行政不服審査法に基づく審査請求を行い
ましたが、地方自治体が行った処分に対し審査請求の
手続を通じて大臣が関与する「裁定的関与」について
は、自治体が自らの判断と責任において行政を運営す
るという地方自治の保障の観点から問題であることか
ら、全国知事会と連携し、政府に対し、「裁定的関
与」の見直しを強く求めてまいります。
　沖縄の基地問題の解決を図るためには、日本政府の
みならず、一方の当事者である米国政府に対しても沖
縄県自らが直接訴えることが重要であると考えており
ます。これまでの訪米活動やワシントン駐在の働きか
け等により、連邦議会調査局報告書における在沖米軍
に関する正確な記載や、連邦議会下院の小委員会報告
書における辺野古新基地建設計画に対する懸念等の記
載がなされました。また、米国内の有識者に向けたワ
シントン駐在からの働きかけにより、米国の大学や民
間シンクタンク等において沖縄の基地問題に関する
ウェビナーが開催され、私から沖縄県の考え方等を発
信しております。このような取組を通じて、米国内に
おいても沖縄の基地問題への認識が広がりつつあると
考えております。
　引き続きワシントン駐在を活用し、米国内での情報
収集及び復帰50年の機会を捉えた情報発信、有識者
と連携した会議の開催及び連邦議会関係者への働きか
け等により、沖縄における基地問題の解決に取り組ん
でまいります。
　また、米国政府、米国連邦議会議員の理解と協力を
得るためには、私が直接、沖縄の米軍基地問題の実情
等を訴えることも重要であると考えており、新型コロ
ナウイルス感染症の状況を踏まえつつ、訪米やオンラ
インツールの活用など、様々な手法を活用して、取り
組んでまいります。
　日米地位協定に関しては、他国地位協定調査の結果
を全国知事会や渉外知事会と共有するなどの取組を通
じて、全国的に認識が広がりつつあり、全国知事会に
おいてはこれまでに２度、「米軍基地負担に関する提
言」を全会一致で決議しております。
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　さらに、新型コロナウイルス感染症対策に関し、在
日米軍が日本側の措置とは整合的でない運用を行って
いたことが明らかになったことについては、米軍人等
に日本の検疫が実施されないという、日米地位協定が
もたらす構造的な問題があると考えております。
　このようなことから、引き続き、日米地位協定の抜
本的見直しの実現に向けて、全国知事会や渉外知事会
等と連携するとともに、様々な機会を捉えて全国に情
報発信を行うなど、取組を強化してまいります。
　尖閣諸島をめぐる問題については、中国公船等が接
続水域の航行や領海への侵入を繰り返していることを
踏まえ、関係機関と連携を図り、正確な情報収集に努
めるとともに、日本政府に対し、同諸島周辺海域の安
全確保等の適切な措置を図ること、冷静かつ平和的な
外交・対話によって中国との関係改善を図ること等を
求めてまいります。
　普天間飛行場をはじめとした返還予定地について
は、関係市町村等と連携を図り、跡地利用計画の策定
を促進します。特に西普天間住宅地跡地においては、
国及び関係機関と連携し、沖縄健康医療拠点の形成に
取り組みます。
　戦後処理問題については、不発弾処理の早期解決に
取り組むとともに、沖縄戦における戦没者の遺骨収集
の加速化を図ります。
　沖縄戦に起因する所有者不明土地問題については、
早期に抜本的解決が図られるよう、法制上の措置や財
政措置などを国に求めてまいります。
　「沖縄から世界へ、平和の発信」について申し上げ
ます。
　平和を希求する「沖縄のこころ」の発信に向け、グ
ローバルな視点に立った顕彰制度である沖縄平和賞と
身近な社会貢献活動に光を当てたちゅらうちなー草の
根平和貢献賞などの取組を推進するとともに、平和の
礎や平和祈念資料館における証言映像の収録・展示、
学芸員育成や調査研究の充実を図ります。
　第３は「生活分野」に関して―沖縄らしい優しい社
会の構築の視点―であります。
　「医療の充実・健康福祉社会の実現」について申し
上げます。
　新型コロナウイルス感染症については、感染拡大防
止に向けて、「感染症総務課（仮称）」、「感染症医
療確保課（仮称）」、「ワクチン・検査推進課（仮
称）」に再編し、エッセンシャルワーカーに対するＰ
ＣＲ検査の強化など、検査体制の充実に取り組むとと
もに、保健所の体制強化や感染症患者受入れ医療機関
への支援等による医療提供体制の強化、那覇空港及び

本土と直行便の就航する離島空港における水際対策の
強化などに取り組みます。
　また、県立病院においては、医療フェーズに応じた
コロナ病床を確保するなど、引き続きコロナとコロナ
以外の医療の両立に努めてまいります。
　ワクチン接種については、国や医師会等の関係機関
と連携し、実施主体である市町村を支援するととも
に、県の広域ワクチン接種センターにおいて追加接種
を行うなど、積極的に推進してまいります。
　医療の提供体制の充実に向けては、北部・離島地域
の医師不足及び診療科偏在の解消などに取り組みま
す。
　薬剤師確保については、県内における薬学部設置の
早期実現に向け、県の基本方針の策定に取り組みま
す。
　沖縄県立看護大学については、４月１日の公立大学
法人化に向け、移行作業を進めてまいります。
　「健康・長寿おきなわ」の復活を目指して、健康づ
くりに対する県民一人一人の意識の醸成、企業におけ
る「健康経営」の推進や歯科口腔保健対策に取り組み
ます。
　障害のある人に対する理解を深めるための取組の推
進、発達障害者や医療的ケア児等に対する地域支援体
制の整備など、障害者の地域生活支援に取り組んでま
いります。
　「子育て・高齢者施策の推進」について申し上げま
す。
　子供の最善の利益を第一に考え、子供がひとしく健
やかに成長することができる社会の実現を目指し、国
が進める「こども家庭庁」創設に適切に対応できる体
制の構築に向け、県の組織編成に取り組みます。
　待機児童が生じることがないよう、保育士の労働環
境の改善及び潜在保育士の復職支援等に取り組むとと
もに、認可外保育施設を含めた幼児教育・保育の質の
向上に取り組みます。
　また、多様な保育ニーズに対応するため、市町村と
連携の下、育児相談等の地域子育て支援拠点や延長保
育、病児・病後児保育、預かり保育、医療的ケア児の
受入れ等のきめ細かな子育てサービスの提供体制の整
備に取り組みます。
　さらに、公的施設を活用した放課後児童クラブの整
備を促進すること等により、クラブの環境改善や保護
者負担の軽減に取り組みます。
　母子健康包括支援センターの設置促進などライフス
テージに即した母子保健、子育て支援の施策を推進す
るとともに、ひとり親家庭の養育費の取得に資する取
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組を強化するなど、引き続きひとり親家庭等の支援を
推進します。
　また、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊
婦等が、身近な地域で必要な支援を受けられるよう、
相談員を配置し、ＳＮＳ等を活用した相談支援や、産
婦人科への同行支援等に取り組んでまいります。
　家庭内の問題として表面化しにくいヤングケアラー
については、実態把握と早期発見に努め、適切な支援
につなげていけるよう市町村等との連携強化に取り組
みます。
　児童相談所の体制強化を図るとともに、虐待を受け
た子供の相談が容易にできる環境を整備するなど、児
童虐待の防止に取り組みます。
　介護サービスの充実に向けて、地域包括ケアシステ
ムを推進し、認知症対策や介護人材確保対策、特別養
護老人ホーム等の整備支援などに取り組みます。
　また、女性が社会のあらゆる分野でその持てる力を
発揮できるよう、引き続き「てぃるる塾」を開講する
等、ジェンダー平等や女性のキャリア形成の促進に向
けて積極的に取り組んでまいります。
　加えて、新型コロナウイルス感染症への対応とし
て、感染拡大の影響等により生活再建に向けた支援を
必要とする方々や生活困窮者に対し、就労や家計等に
対する包括的な支援に取り組みます。
　「地域力の向上・くらしの向上」について申し上げ
ます。
　民生委員・児童委員の一斉改選に向け担い手の確保
に取り組むとともに、適切な福祉サービスが利用でき
る体制の構築を推進します。
　離島過疎地域を含む県全体でバランスの取れた人口
の維持・増加を目指すため、移住相談会や体験ツアー
の開催など、ＵＪＩターン促進・支援を行います。
　「世界に誇る沖縄の自然環境を守る」について申し
上げます。
　環境分野においては、加速する国のカーボンニュー
トラルに向けた取組を踏まえ、本県の「第２次沖縄県
地球温暖化対策実行計画」における温室効果ガス削減
目標の引上げを行うとともに、県民一丸となった地球
温暖化対策を実施してまいります。
　加えて、「沖縄県クリーンエネルギー・イニシア
ティブ」に基づき、再生可能エネルギーの導入拡大に
向けた政策を積極的に推進します。
　世界自然遺産登録地である「沖縄島北部及び西表
島」の豊かな自然環境と生物多様性を保全し、持続可
能な地域づくりを推進するとともに、国立自然史博物
館の県内誘致に向けて、県民と一丸となった取組を強

化してまいります。
　「沖縄県希少野生動植物保護条例」に基づく希少種
保護を図るとともに、タイワンハブ等に対応する取組
等、外来種対策を強化してまいります。
　犬・猫殺処分ゼロから廃止に向け、譲渡拠点施設を
本格運用します。
　「沖縄県自然環境再生指針」を踏まえ、自然環境の
保全・再生・適正利用を図るため、再生事業に関する
市町村支援や全島緑化の取組を推進します。
　森や水及び水源地域に対する理解の促進等を図るた
め、北部地域の水源の維持や環境保全、地域振興等を
行い、やんばるの森・いのちの水を守る取組を推進し
ます。
　「沖縄県赤土等流出防止対策基本計画」を改定し、
総合的な赤土等流出防止対策を強化します。
　海岸漂着物の回収・処理、マイクロプラスチックの
調査等に取り組むとともに、使い捨てプラスチック使
用の削減及びプラスチック資源の循環的利用の促進に
取り組みます。
　「沖縄県食品ロス削減推進計画」に基づき、食品ロ
スの削減に向けた各種施策を推進してまいります。
　「歴史と誇りある伝統文化の継承と発展」について
申し上げます。
　沖縄文化の基層である「しまくとぅば」のアーカイ
ブ化、沖縄の伝統的な食文化の普及及び文化の担い手
育成等、文化の継承に向けた取組を推進するととも
に、沖縄音楽コンサートの開催や県立博物館・美術館
での各種特別展・企画展の開催に取り組みます。
　空手の保存・継承・発展については、第２期沖縄空
手振興ビジョンロードマップの策定に取り組むととも
に、指導者・後継者の育成、空手専用ガイドの養成、
沖縄空手会館を拠点とした「空手発祥の地・沖縄」の
発信、第２回沖縄空手世界大会及び第１回沖縄空手少
年少女世界大会の開催等に加え、ユネスコ無形文化遺
産の登録に向けた取組を推進します。
　「安心・安全で快適な社会づくり」について申し上
げます。
　公共交通については、新たに策定する「沖縄県総合
交通体系基本計画」に基づき、地域の多様な輸送資源
を活用する取組を進めるとともに、基幹バスシステム
の導入や交通結節点の整備促進など、市町村や各関係
者と協力してシームレスな交通体系の構築に取り組み
ます。
　住環境の整備については、県営高原団地、赤道団
地、平良北団地等の建て替えの推進、民間住宅の省エ
ネ化やバリアフリー化を促進するとともに、高齢者等
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の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居支援に取
り組みます。また、県営住宅への入居手続において、
これまで求めていた連帯保証人を令和４年度から廃止
し、低額所得者などの入居希望者の負担軽減を図りま
す。
　災害に備えた強くしなやかな県土づくりに向けて
は、無電柱化の推進、老朽化した道路施設及び海岸堤
防等の予防的な補修・補強や計画的な更新、民間施設
などの耐震化に向けた取組などを推進します。
　治水・浸水、土砂災害、高潮などの対策や、森林の
維持・造成による潮風害の防止、山地災害の予防・復
旧を図ります。
　水道施設の計画的な更新や耐震化を推進するととも
に、持続可能な下水道施設構築に向けた広域化・共同
化、施設の増強・更新・耐震化や市街地の浸水対策に
取り組みます。
　「ちゅらうちなー安全なまちづくり条例」に基づ
き、体感治安を改善させる抑止対策、少年の非行防
止・保護対策、適正飲酒の働きかけを継続するなど、
「ちゅらさん運動」を一層深化させます。
　犯罪被害者等の支援体制の強化を図るため、「沖縄
県犯罪被害者等支援条例（仮称）」の制定に向けて取
り組みます。
　また、「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全
の確保等に関する条例」に基づき、部局横断的に水難
事故防止対策を推進するなど、安全・安心に暮らせる
地域づくりに取り組みます。
　交通事故のない沖縄県を目指して、交通ルールの遵
守とマナーの向上、飲酒運転根絶に向けた取組を推進
します。
　また、サイバー空間における脅威や薬物犯罪、暴力
団・準暴力団等による組織犯罪等に的確に対処すると
ともに、ＤＶやストーカー、性犯罪等の被害未然防止
対策を強化します。
　消費者被害の未然防止と早期救済に向けた市町村相
談体制の充実や消費者への啓発などに取り組むととも
に、成年年齢引下げに対応した消費者教育に取り組み
ます。
　「離島力の向上」について申し上げます。
　離島診療所への医師派遣や専門医による巡回診療な
どによる医療提供体制の確保、離島患者の経済的負担
の軽減などに取り組むとともに、離島の新型コロナウ
イルス感染症対策については、市町村及び関係機関と
連携し、離島空港での検査体制の拡充、入院病床及び
宿泊療養施設の確保などに取り組みます。
　離島航路及び航空路の交通コストや生活コストの低

減、離島からの高校進学等に対する支援、港湾の機能
向上などに取り組むとともに、本島周辺離島８村への
水道水の安定供給と料金低減などを図るため、引き続
き水道広域化に取り組みます。
　加えて、ＤＸの基盤となる５Ｇなど次世代の情報通
信基盤の構築に向けて、先島・久米島地域の海底光
ケーブル通信設備の機能強化や、南大東島と北大東島
を結ぶ海底光ケーブルの敷設に取り組みます。
　農林水産業については、生産性向上、担い手の育
成・確保、製糖業の経営安定、地域の農林水産物の販
路拡大、６次産業化などを推進し、域内循環の拡大に
向け取り組んでまいります。
　肉用牛生産の活性化に向けて、飼料生産基盤や畜舎
等の整備を推進するとともに、かんがい施設等の農業
生産基盤の整備に取り組みます。
　下地島空港等の離島空港を活用した、航空・宇宙関
連産業の展開を推進します。
　離島における廃棄物の適正処理対策については、事
業者及び関係機関と連携し、課題解決に向けて取り組
みます。
　離島・過疎地域におけるオンラインの活用も含めた
交流促進や観光振興などにより、離島・島嶼地域の活
性化を図るとともに、テレワーク活用を促進します。
　離島における防災力の向上については、自然災害等
の緊急時における人的な救援や避難の準備の観点か
ら、島々の特性に応じ、港湾等の耐震化に向けた取組
やヘリの離発着場所の確保、自主防災組織の整備、地
区防災計画の策定、避難訓練の徹底など、島内での防
災体制の整備等を促進します。
　「教育振興」について申し上げます。
　学校教育については、新たな時代をつくるために必
要とされる資質・能力を育むため、授業改善や学校改
善を推進するとともに、ＩＣＴを活用した教育環境の
整備など学習活動の充実を図ります。
　また、生徒指導の充実を図るため、引き続き正規教
員率の改善に取り組むとともに、教職員が児童生徒と
向き合うための時間を十分確保するため、働き方改革
の取組を推進してまいります。
　小学校から高等学校までの学びをつなぎ、自己実現
と社会参画を図るキャリア教育の充実に努めるととも
に、県立高等学校において「多様な学びの在り方研究
モデル校」を指定し学習支援員を配置するなど、生徒
個々の学びの状態に応じた教育の充実を図ります。
　また、家庭・地域・関係機関等と連携して子供の人
権を尊重した教育に取り組むため、暴力・暴言・ハラ
スメントの根絶に向け、昨年12月に策定した部活動
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等の在り方に関する方針（改訂版）の周知徹底に努
め、健全で充実した望ましい部活動指導の実現を図り
ます。
　県立真和志高等学校の「ゆい教室」での取組の検証
を行うなど、沖縄らしいインクルーシブ教育システム
の構築に向け取り組んでまいります。
　スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーの活用及び校内自立支援室の設置等により、いじ
めや不登校等の未然防止、早期対応に取り組むととも
に、薬物乱用防止教育の強化に努めます。
　海外研修への高校生派遣など、グローバル人材の育
成に引き続き取り組みます。
　特別支援学校については、那覇みらい支援学校の令
和４年４月の開校に向けて取り組むとともに、中部地
区においては、過密化解消に向け、新たな特別支援学
校の設置に取り組みます。
　特色ある教育を実践し、個性豊かな人材育成に貢献
している私立学校を支援し、私学教育の充実、多様な
人材の育成に取り組みます。
　給付型奨学金の実施など、大学への進学を支援する
とともに、大学や専門学校等に進学の意欲がある所得
が低い世帯の学生に対し、国と連携し、支援に取り組
んでまいります。
　児童生徒が安心して教育を受けられるよう、就学援
助制度の充実促進、就学支援金支給など、家庭の教育
費負担の軽減に取り組みます。
　また、家庭教育支援チームの設置促進、幅広い地域
住民等の参画による学習支援や子供たちの放課後の安
全・安心な居場所づくりに取り組みます。
　多様なニーズに応える「知の拠点」施設として県立
図書館の機能の充実、離島等の図書館未設置町村にお
ける移動図書館等の実施による読書環境の充実に取り
組みます。
　玉城青少年の家については、令和４年度の利用開始
に向けて引き続き取り組みます。
　次に、甲第１号議案から甲第37号議案までの予算
議案について御説明申し上げます。
　令和４年度は、本土復帰から50年を迎える節目の
年であり、ＳＤＧｓを取り入れ、ウイズコロナの新し
い生活様式からポストコロナのニューノーマルに適合
する「安全・安心で幸福が実感できる島」を形成し、
自立的発展と県民一人一人が豊かさを実感できる社会
の実現を目標とする新たな振興計画がスタートする重
要な年でもあります。
　このため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止を図りつつ、県経済の回復に向けては、アフターコ

ロナに向けた将来を見通した、次の付加価値を生む事
業再構築につながる取組として、デジタルトランス
フォーメーション等の環境整備の促進を図り、将来を
先取りした経済の礎を築く取組を推進するとともに、
誰一人取り残さない優しい社会に向けた施策等を推進
することが重要です。
　このような認識の下、「令和４年度重点テーマ」を
踏まえ、新たな振興計画等に掲げた取組を推進すると
ともに、変化する社会経済情勢や県民ニーズを捉え、
的確に対応するとの基本的考え方により、令和４年度
予算を編成しました。
　その結果、令和４年度当初予算は、
　　　一般会計において、8606億2000万円
　　　特別会計において、2451億2777万2000円
　　　企業会計において、1384億581万8000円
の規模となっております。
　令和３年度補正予算につきましては、甲第25号
議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第21
号）」において、新型コロナウイルス感染症対策及び
国の補正予算関連事業等を実施するために、緊急に予
算計上が必要な事業として、243億3378万9000円を
計上しております。
　また、甲第26号議案「令和３年度沖縄県一般会計
補正予算（第22号）」から甲第37号議案「令和３年
度沖縄県流域下水道事業会計補正予算（第１号）」ま
での議案につきましては、事業の執行状況に応じた所
要の補正を行うこととしており、一般会計において
510億8680万9000円を計上しているほか、10の特別
会計及び流域下水道事業会計において所要の補正予算
額を計上しております。
　これらの補正予算につきましては先議案件として御
審議を賜りますようお願い申し上げますが、そのう
ち甲第25号議案につきましては、早期執行の観点か
ら、議会冒頭での先議案件として御審議を賜りますよ
うよろしくお願い申し上げます。
　次に、乙第１号議案から乙第43号議案までの乙号
議案につきましては、条例議案が「沖縄県首里城歴史
文化継承基金条例」及び「沖縄県観光振興基金条例」
など29件、議決議案が「工事請負契約についての議
決内容の一部変更について」など12件、同意議案と
して「副知事の選任について」など２件を提案してお
ります。
　このうち、乙第３号議案「沖縄県職員の特殊勤務手
当に関する条例の一部を改正する条例」など６件につ
きましては、先議案件として御審議を賜りますようお
願い申し上げます。
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　慎重なる御審議の上、議決を賜りますよう、よろし
くお願いいたします。
　以上をもちまして、今回提案いたしました議案の説
明といたします。
　ジフィトゥン　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
どうぞよろしくお願いいたします。イッペーニフェー
デービル。
　ありがとうございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事の提案理由の説明は終わ
りました。
　ただいま議題となっております議案中、職員に適用
される基準の実施、その他職員に関する事項について
必要な規定を定める条例については、地方公務員法第
５条第２項の規定により人事委員会の意見を聞く必要
がありますので、この際、意見を求めます。
　人事委員会委員長。
　　　〔人事委員会委員長　島袋秀勝君登壇〕
○○人事委員会委員長（島袋秀勝君）　おはようござい
ます。
　人事委員会の委員長を務めております島袋秀勝でご
ざいます。
　ただいま議長から、地方公務員法の規定に基づき人
事委員会の意見を求められましたので、当委員会の意
見を申し上げます。
　まず初めに、乙第２号議案でございます。
　乙第２号議案は、沖縄県職員の勤務時間、休日及び
休暇等に関する条例及び沖縄県職員の育児休業等に関
する条例の一部を改正する条例につきましては、昨年
10月５日に当委員会が行った公務運営の課題に関す
る報告並びに国及び他の都道府県の状況を考慮し、不
妊治療のための休暇の新設のほか、育児休業取得要件
の緩和等を措置するなど、職員及び非常勤職員の妊
娠・出産、育児等と仕事の両立支援を行うものであ
り、適当であると考えます。
　次に、乙第３号議案でございます。
　沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改
正する条例につきましては、昨年10月５日に当委員
会が行った職員の給与に関する報告及び勧告、情勢の
変化、業務内容の特殊性等を勘案し、児童相談所に勤
務する職員の社会福祉手当を増額するものであり、適
当であると考えます。
　次に、乙第４号議案でございます。
　東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災
害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特
例に関する条例の一部を改正する条例につきまして
は、新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業手当の

特例に関して支給要件を追加するものであり、適当で
あると考えます。
　次に、乙第14号議案「公立大学法人沖縄県立看護
大学の設立に伴う関係条例の整理に関する条例」のう
ち、沖縄県職員の給与に関する条例、沖縄県職員の育
児休業等に関する条例、沖縄県一般職の任期付研究員
の採用等に関する条例、沖縄県一般職の任期付職員の
採用等に関する条例、沖縄県職員の特殊勤務手当に関
する条例の一部改正につきましては、一般地方独立行
政法人である公立大学法人沖縄県立看護大学の設立に
伴い、関係条例の規定を整理するものであり、適当で
あると考えます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　人事委員会委員長の意見の開
陳は終わりました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　次に、乙第26号議案「沖縄
県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関す
る条例の一部を改正する条例」については、地方教育
行政の組織及び運営に関する法律第55条第４項の規
定により教育委員会の意見を聞く必要がありますの
で、この際、意見を求めます。
　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　おはようございます。
　ただいま議長から、地方教育行政の組織及び運営に
関する法律第55条第４項の規定に基づき、教育委員
会の意見を求められましたので、当委員会の意見を申
し上げます。
　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条
第１項の規定により、沖縄県教育委員会の権限に属す
る市町村立学校職員給与負担法第１条に規定する職員
に係る沖縄県職員の給与に関する条例に規定する扶養
手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当につい
て、沖縄県人事委員会規則で定めるこれらの手当の支
給に関する事務を、条例の定めるところにより、市町
村が処理することとすることができることになってお
ります。
　乙第26号議案「沖縄県教育委員会の権限に属する
事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条
例」につきましては、法律の規定の趣旨に沿って、こ
れらの事務を市町村が処理することとするものである
ことから、適当であると考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育委員会教育長の意見の開
陳は終わりました。
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　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　この際、申し上げます。
　先ほどの知事の提案理由説明の中で、甲第25号
議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第21
号）」は、特に早期に議決されたい旨の要望がありま
した。
　よって、甲第25号議案については、これより直ち
に質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告
はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　予算については、２月８日の議会運営委員会におい
て19人から成る予算特別委員会を設置して審議する
ことに意見の一致を見ております。
　よって、ただいま議題となっております議案のう
ち、甲第25号議案については、19人の委員をもって
構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、
審査することにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選
任については、委員会条例第５条第１項の規定により
お手元に配付の名簿のとおり指名いたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、予算特別委員会の委員は、お手元に配付の
名簿のとおり選任することに決定いたしました。

　　　――――――――――――――――――
　　　〔予算特別委員名簿　巻末に掲載〕
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時22分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第８　陳情第１号から第３号まで、第９号、
第10号及び第17号の２の付託の件を議題といたしま
す。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情６件のうち、陳情第１号から第３号
まで、第９号及び第10号については米軍基地関係特
別委員会に、第17号の２については新沖縄振興・公
共交通ネットワーク特別委員会にそれぞれ付託の上、
審査することにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案研究のため、明２月16日から
21日までの６日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明２月16日から21日までの６日間休会と
することに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、２月22日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前11時23分散会
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議　　事　　日　　程　第２号
令和４年２月22日（火曜日）

午前10時開議
第１　甲第25号議案（予算特別委員長報告）
第２　代表質問
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　甲第25号議案
　　　　　　甲第25号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第21号）
日程第２　代表質問
　　　　　　 

出　席　議　員（46名）

欠　席　議　員（２名）

令 和 ４ 年
第 １ 回

令和４年２月22日（火曜日）午前10時開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第２号）

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　喜友名　智　子　さん
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　國　仲　昌　二　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　新　垣　光　栄　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

４　番　　玉　城　健一郎　君

23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲　村　未　央　さん
25　番　　平　良　昭　一　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

28　番　　照　屋　大　河　君
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説明のため出席した者の職、氏名

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

玉　城　デニー　君
謝　花　喜一郎　君
照　屋　義　実　君
島　袋　芳　敬　君
金　城　　　賢　君
池　田　竹　州　君
宮　城　　　力　君
松　田　　　了　君
名渡山　晶　子　さん
大　城　玲　子　さん
崎　原　盛　光　君
嘉　数　　　登　君
宮　城　嗣　吉　君

知　念　弘　光　君
上　原　貴　志　君
佐久田　　　隆　君
城　間　　　旬　君

知 事　　
副 知 事
副 知 事
政 策 調 整 監
知 事 公 室 長
総 務 部 長
企 画 部 長
環 境 部 長
子ども生活福祉部長
保 健 医 療 部 長
農 林 水 産 部 長
商 工 労 働 部 長
文化観光スポーツ部長

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長
課 長 補 佐

土 木 建 築 部 長
企 　 業 　 局 　 長
病 院 事 業 局 長
会 計 管 理 者
知事公室秘書防災統括監
総 務 部 財 政 統 括 監
教 育 長
警 察 本 部 長
労働委員会事務局長
人事委員会事務局長
代 表 監 査 委 員
選挙管理委員会委員長

主 幹
主 査
政 務 調 査 課 副 参 事
主 幹

島　袋　善　明　君
棚　原　憲　実　君
我那覇　　　仁　君
大　城　　　博　君
平　敷　達　也　君
平　田　正　志　君
金　城　弘　昌　君
日　下　真　一　君
山　城　貴　子　さん
大　城　直　人　君
安慶名　　　均　君
当　山　尚　幸　君

宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君
中　村　　　守　君
嘉　陽　　　孝　君

○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　２月15日の会議において設置されました予算特別
委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に
山内末子さん、副委員長に新垣新君を互選したとの報
告がありました。
　次に、説明員として出席を求めた人事委員会委員長
島袋秀勝君及び労働委員会会長藤田広美君は、所用の
ため本日、24日、25日及び28日から３月３日までの
会議に出席できない旨の届出がありましたので、その
代理として、人事委員会事務局長大城直人君及び労働
委員会事務局長山城貴子さんの出席を求めました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　甲第25号議案を
議題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　予算特別委員長山内末子さん。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――

　　　〔予算特別委員長　山内末子さん登壇〕
○○予算特別委員長（山内末子さん）　ただいま議題
となりました甲第25号議案の予算議案について、以
下、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し
上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め、慎
重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第25号議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予
算（第21号）」は、新型コロナウイルス感染症対策
及び国の補正予算関連事業等を実施するため、緊急に
予算計上が必要な事業について補正予算を計上するも
のである。
  補正予算案の総額は、歳入歳出それぞれ243億3378
万9000円で、補正後の改予算額は、１兆683億9553
万円である。
　歳入の内訳は、分担金及び負担金、国庫支出金、繰
入金及び県債である。
　歳出の内訳は、個人向け緊急小口資金等の特例貸付
け、宮古島市山底地区ほか７地区の区画整理、漁業に
おける軽石被害からの操業再開に向けた燃料費の支援
などに要する経費であるとの説明がありました。
  本案に関し、生活福祉資金貸付事業で幾ら借入れで
きるのか、また、借入れ後も生活に困窮している世帯
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に対する対応はどうなっているのかとの質疑がありま
した。
  これに対し、貸付額は緊急小口資金で最大20万円、
総合支援資金で初回が最大20万円の３か月分、延長
及び再貸付けも20万円の３か月分となっており、
トータルで200万円である。また、貸付終了後、なお
生活に困窮している世帯に対しては、その他の取組と
して新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
の支給に取り組むほか、市町村社協等とも連携し、生
活困窮者自立支援機関において生活状況や本人の希望
を確認しながら、必要に応じてハローワークや福祉事
務所につなぐことで支援が途切れないようにしていき
たいとの答弁がありました。
  次に、２月20日でまん延防止等重点措置が解除され
る見込みと言われているが、延長を要請しない理由は
何か、また、今後の感染者数は減少していくと見込ん
でいるのかとの質疑がありました。
  これに対し、２月15日時点における病床使用率が
48％であること、重症者用病床使用率が25.7％と
なっており、国の措置解除の考え方で両方とも50％
を下回るということが示されていることから、その目
安を満たしていることが主な理由である。また、感染
者数については先週まで順調に減少していたが、今週
に入って若干下げ止まっている状況にある。ただ、こ
のまま、まん延防止等重点措置を継続した場合に、そ
の効果について疑問が出てくるという専門家会議の意
見もあり、めり張りをつけた対策を講ずるために今解
除の検討を総合的に行っているとの答弁がありまし
た。
  次に、沖縄の海岸、港湾等に軽石が漂着して約４か
月たつが、その間どれくらい回収できたのか、また、
今後の見通しはどうなっているのかとの質疑がありま
した。
  これに対し、２月４日時点で、県の漁港、港湾及び
海岸において合計で２万9209立方メートル回収して
いる。また、今後の見通しとしては、なかなか先を見
通せない状況ではあるが、報道等によると新たな軽石
の発生はないとのことであり、今沖縄に漂着している
軽石は、周辺で漂っているものが漂着したり離れたり
している状況であるとの答弁がありました。
  そのほか、補正予算編成に当たっての国との交渉状
況、国土強靱化計画に係る予算枠の設定の有無、名護
市内の２級河川の数と整備事業の進捗率、沖縄県にお
けるワクチン接種率及び全国との対比、感染症検査体
制確保事業の内容、急傾斜地崩壊対策事業の整備箇所
数、学校ＰＣＲ検査の対象者が狭まった理由、ＧＩＧ

Ａスクール構想における教員の研修体制の状況、無料
ＰＣＲ検査の実績、新型コロナウイルス感染症受入病
床確保事業の補正と繰越明許費との関係性などについ
て質疑がありました。
　採決の結果、甲第25号議案は全会一致をもって、
原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第25号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
  よって、甲第25号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　休憩いたします。
　　　午前10時８分休憩
　　　午前10時８分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、念のため申し上げます。
　本日、24日、25日及び28日から３月３日までの７
日間にわたって行われます代表質問並びに一般質問及
び議案に対する質疑につきましては、議会運営委員会
において決定されました質問要綱に従って行うことに
いたします。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　代表質問を行いま
す。
  質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　呉屋　宏君。
　　　〔呉屋　宏君登壇〕
○○呉屋　　宏君　おはようございます。
　記者の皆さん、人生初の自民党からの代表質問、初
めてでございます。よろしくお願いいたします。
　それでは、早速入りたいと思いますが、現在３期目
で初めて代表質問を自民党からやることになっていま
すけれども、これも前までは３人でも代表質問ができ
ませんでした。初めての経験でございますのでよろし
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くお願いいたします。
　それでは、先週から今週にかけてテレビで国会の予
算委員会を見ていました。総理が与野党の議員の質問
に逃げずに答弁をしていました。あれが政治家と政治
家が議論をしている状況であるんだなという感想を
持っています。この県議会であのような場面を見るこ
とはなかなかありません。今回はこの場で政治家同士
で議論ができることを楽しみにして、以下質問に入ら
せていただきます。
　知事の政治姿勢について。
　１月23日に行われた、名護市長選挙、南城市長選
挙、そして八重瀬町長選挙についてどのような所見を
知事はお持ちですか。
　名護市長選挙終了後に県政与党県議の発言で、沖縄
県民・名護市民はお金に屈したと発言がありました。
この発言は、玉城知事の与党でもありますが、知事も
同意見であると考えてもよいかお伺いをいたします。
　同じように、玉城県政を支える立憲民主党前沖縄県
代表から、沖縄は独立したほうがすっきりするという
発言もありました。この方は、玉城知事の前職の衆議
院沖縄県第３区の後継者でもありますが、知事の基本
的な考え方にこのような考えがあるのか、確認させて
いただきます。
　岸田文雄内閣総理大臣が10月４日に就任、４か月
が経過しました。この間の岸田総理に対して、どのよ
うな感想をお持ちであるか伺います。
　私は26歳で政治に関わってきましたが、もう37年
がたちました。これまで過去の知事の県政運営には、
個性というものを感じてきました。つまり当時の西
銘、大田、稲嶺、仲井眞、翁長と、先人の知事には個
性や考え方を前面に出された運営でありました。しか
し、今の玉城県政に対して個性ややりたいことが見え
ません。米軍基地問題、これについては翁長知事が主
張してきたことを引き継いだだけであります。コロナ
対策については、政府の施策を取り入れ運営するだけ
で、鉄軌道やＭＩＣＥなどは進まないどころか規模縮
小の現状です。
　そこで伺います。
　政治と行政について、知事の認識を伺いますが、知
事という要職は常に県政運営で中心に立ち、知事のカ
ラーを前面に出して先頭に立って運営を行わなければ
ならないと考えています。これがあるべき姿と考えて
いますが、玉城知事はどのような認識をお持ちです
か。
　公約について伺います。
　291項目の公約を見ていますと、オスプレイ配備に

断固反対しますとか、一日も早い米軍普天間基地の運
用停止を日米両政府に求めますとか、求めれば公約は
完結したとして捉えていいのでしょうか。このような
公約の在り方でいいのか疑問を感じていますが、そこ
で質問いたします。
　知事に伺いますが、政治に身を置く者にとって、公
約は当選後真摯に向き合わなければなりません。知事
が３年半前に県民と約束した、いわゆる公約は全部で
291ありますが、実現したのは幾つあるのか、現状を
説明してください。
　これまで当初予算で8600億を超えるような異例中
の異例であると思いますが、私にはこの予算がどうも
信じられません。
　そこで質問します。
　次年度、令和４年度県予算は、8600億円と新聞報
道されました。ここまで大幅に増えたのはなぜなのか
を御説明ください。
　この２月議会冒頭の知事提案理由説明において、第
７回世界のウチナーンチュ大会を開催するとありまし
た。復帰50年として理解はできるものの、今の沖縄
の状況、日本や世界の状況を考えたときに開催すべき
なのか、なぜ開催することになったかをお伺いしたい
と思います。
　議会冒頭の知事の提案説明、要旨について伺います
が、35ページにわたるこれだけの提案に対して、こ
れは令和４年度提案説明書だと思いますが、率直に選
挙を見越してのようにしか思えません。
　質問いたします。
　同じく提案説明を見ると、取りあえず書き込んだと
いう印象でしかありません。一体どこに力点を置き、
目玉は何なのかを感じることできません。何が目玉な
のか。提案説明ですから知事からの説明を求めます。
　病院事業局長人事について伺います。
　去る２月15日の新聞で、病院事業局長の再任につ
いては、公務員医師会と県立６病院長が再考を求める
要望書を県に提出したとありました。なぜこのような
ことになったのか、知事の説明をお伺いします。
　このことについて、前項の質問も同様に提案説明と
は何か、人事とは何か。私は一定のルールがあると思
うんです。あまりに乱暴な行政運営に思えてなりませ
ん。組織が混乱しているのではないかと心配ですらあ
ります。
　次の質問をさせていただきます。
　新型コロナウイルス感染症対策について。
　この２年間、保健医療部は大変な仕事だったと思い
ます。私は知事の見通しが少し甘かったのではないか
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と思っています。令和３年度補正予算だけでも今年の
第22次補正までで3282億5000万の補正をしており
ます。これはもう、１つの部でやっている予算以上に
なっていると思います。これは新たにコロナ対策専門
部をつくるべきではなかったかと考えています。この
ような見通しの甘さがほかの事業に影響していると考
えていますが、以下の質問をいたします。
　(1)、新型コロナウイルスが沖縄に蔓延して２年が
経過していますが、この間、県としてどのような感想
を持っていますか。
　(2)番、今度のオミクロン株は感染力が強く、12月
30日の50名から１月13日、つまり２週間後には１日
1800名という状況であります。そのとき中部地域で
は、ＰＣＲ検査が３日待ちという状況にありました。
現在の検査体制は１日２万人以上と言われています
が、この状況を説明してください。
　私はコロナ禍の中で、皆さんと随分この議場で議論
をしてまいりましたが、コロナ対策はとても単純なこ
とだと今でも考えています。しかし、単純の中にも一
つ一つが非常にハードルの高い単純さであります。徹
底した検査をしなければいけない。確実に囲い込みを
しなければいけない。そしてその補償を徹底的にやら
なければいけない。この３つしか行うことはできない
と思っています。他都道府県を見ると、東京、大阪な
ど感染者が多いところなどは必死になって独自の対策
を行っています。私は今も沖縄県は政府からの指示を
遂行しただけに過ぎないと考えています。
　以下、質問いたします。
　全国的にコロナウイルスがこの２年間蔓延してきま
したが、全国47都道府県全て同じ対策では封じるこ
とはできないと考えているが、離島県沖縄が他県と違
う対策を行っているものがあれば説明してください。
　私たちは今度、第６波でまん延防止対策による規制
をかけたことは当然だと思っています。まん延防止が
解除になる基準が分かりません。これは１日の感染者
が200名を切ったら解除するというようなことを耳に
した覚えがありますが、基準が分かりません。
　質問いたします。
　まん延防止対策が今月20日で終わるとのことです
が、新規感染者の数字の指針について説明してくださ
い。
　今現在、沖縄のコロナ対策はまん延防止解除という
ことで東京をはじめとして全国は沖縄の状況を注視し
ています。つまり１日の感染者が600名前後という数
値で解除したことに、今後の対策を全国が注目してい
るんです。

　以下、質問します。
　せんだって、コロナ対策専門家会議の藤田次郎先生
から、私見だとは思いますが、オミクロン株の実態が
発表されました。これに対して沖縄県の指針を変更す
る予定があるか伺います。
　(6)、これまで感染対策で、飲食を共にすることで
感染拡大が多く、飲食店を休業し協力金を支給してき
たのでありますが、その次に拡大させたのが家庭内感
染だと言われています。特に今度のオミクロン株につ
いては、その感染が増加の原因と考えられています。
その対策が十分ではなかったと考えていますが、家庭
内感染対策はこれ以上できないのかお伺いをいたしま
す。
　(7)、新型コロナウイルスと経済対策について。
　新型コロナと経済補償には、私たちも頭を痛めると
ころがたくさんありました。経済活動をしているほと
んどの皆さんが影響を受けたことは確かであります。
その中で、飲食業界から納得いかないという不満もた
くさんありました。店舗の職員数で協力金を決めるべ
きだというのが大半の意見でありました。１人で経営
している店舗の協力金が昨年度1000万円を超えたこ
とや、職員の数が多いところは職員に対して休業補償
を行うことで赤字になり、借金で埋めているという現
状があります。協力金の配分方法は考えるべきではあ
りませんか。
　以下、質問をいたします。
　新型コロナウイルス感染症で最も打撃が大きいと言
われる飲食業への協力金事業で十分な対策ができたと
考えているのかお聞きをします。
　私たちは協力金の在り方が完全な形でできるとは
思っていません。それにしても緊急事態宣言やまん延
防止などの協力を飲食業界に呼びかけるにしても、ど
うも上から目線として感じている業界の皆さんが少な
くありません。紙の申請からネットの申請に変わった
ことで、苦情が舞い込む状況であります。真面目に
やっているのに認められていない店舗も少なくありま
せん。
　それでは、質問をいたします。
　協力金事業の在り方に不満を訴える事業者が多く、
その対策のありように問題があったのではないかと考
えています。協力金から漏れた店やいまだに入金され
ていない店がある。何よりも事業者からは、意見を聞
く体制ができていないとの不満が多かったとのことで
す。なぜなのか、改良はできないのかお伺いをいたし
ます。
　コロナ感染拡大防止を行いながらの経済対策はどこ
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かで限界を迎えることになると思います。飲食業界を
その対象にするということは、現実的な対策なんだろ
うかと疑問に感じます。飲食業界に関連するところ、
つまり飲食業に商品を納入する業種までが飲食業界で
はないのか、質問に移ります。
　ウ、沖縄県は、中小零細企業が多く、新型コロナウ
イルス感染症により生活自体が困難を極める県民が多
いがその対策はどのような状況か。
　エ、県内のコロナ禍の中で、ブライダル業界は深刻
な状況に陥っています。ブライダル業界の深刻さは、
その業界だけにとどまらず、県が課題とする離婚率に
も関わってくると考えています。他県のブライダル業
界では深刻な問題だと考え、補助している県もありま
す。その支援をするつもりはあるかどうかお伺いをい
たします。
　沖縄県は観光業が主力産業だと思っています。しか
し、その産業を支えてきたのがホテル業であり、バス
やタクシーです。そして県民が働いている中心です。
その中で一番深刻な状況を迎えているタクシー業界
は、企業自体が余力がある業界ではありません。
　質問いたします。
　自民党会派は、先日沖縄県タクシー協会の切実な陳
情を受けました。これまで既に11社が撤退し、さら
に今後も撤退していくタクシー会社が出るかもしれま
せん。知事はこの県民の経済状況を見てどのような感
想をお持ちなのかお伺いをいたします。
　先ほど言いましたが、沖縄県は中小企業でもなく零
細企業の集合体であるがゆえに、今度のような感染症
が蔓延してしまうと一気に経済活動が崩壊します。県
内に絶対になくてはならないにもかかわらず、その影
響を受けてしまった業種も様々あります。
　この件で経済界の陳情がありました。教育行政にも
関係する切実な問題です。緊急事態宣言やまん延防止
等重点措置などで休校を余儀なくされ、学校給食がな
くなり牛乳が売れ残った状況にあります。酪農関係は
脆弱な産業でありながら、なくてはならない産業でも
あります。知事の所見をお伺いします。
　自衛隊基地と米軍基地問題について。
　私は、宜野湾市に生まれ、ほとんどの時間を宜野湾
市で生活してきました。当然政治活動用の事務所も普
天間基地のすぐ側に構えています。私は前に行った県
民投票について疑問を持っている一人です。県内に新
基地ができることに賛成をする県民がいるとは思って
いません。しかし、現実から目を背けて理想を願って
もかなえられることとかなえられないことがあると思
います。あの県民投票がイエスかノーではなく、辺野

古か宜野湾かの選択であったら一体どうなっていたの
だろうかと考える宜野湾市民は少なくないと思ってい
ます。
　そこで質問いたします。
　平成８年４月12日に米軍普天間飛行場の移設が発
表されて26年がたつことになります。この時間の経
過について知事の所見をお伺いいたします。
　(2)、日本の中の沖縄県知事として、玉城知事の国
防についての自身の考え方をお伺いいたします。
　(3)、玉城知事に伺います。沖縄県に尖閣諸島があ
ります。石垣市長は自身が取り得る施策を精一杯頑
張っていますが、玉城知事は尖閣諸島に対してどのよ
うな対処をしようと考えているのか伺います。
　(4)、宜野湾市をはじめとして近隣市町村は、米軍
普天間飛行場は危険な基地だと考えていますが、知事
の認識をお伺いいたします。
　(5)、あまり報道されていませんが、2006年５月の
２プラス２で現在のＶ字案が承認されました。普天間
飛行場の機能でＫＣ130空中給油機は岩国基地への移
駐になりました。緊急時における航空機受入れ機能は
九州２県に移転をされました。辺野古移設については
この状況が先行してきましたが、知事はこの先行して
いる状況をどのように考えていますか。
　米軍基地について、これまで幾つかの返還が行われ
てきました。キャンプ瑞慶覧西普天間地区の返還もそ
の一つです。現在、琉球大学病院が建設を行っていま
すが、この返還に地主会の代表として返還跡地の委員
長として関わってまいりました。私たち県民の土地
は、戦後米軍に強制接収された歴史があります。その
土地を返還してもらうときに県民が理想とするまちづ
くりを行いながら、沖縄経済や福祉、教育に活用して
いかなければならないと思っています。そして、これ
まで我慢してきた地主が不利益を被るような返還に
なってはいけません。
　そこで伺います。
　米軍基地返還に伴う跡地対策について。
　ア、キャンプ瑞慶覧西普天間地区の返還の際、琉大
附属病院と普天間高校の移設まで計画にありました。
なぜこの移設作業が頓挫したのか、その理由を説明し
てください。
　イ、キャンプ瑞慶覧西普天間地区は、今後の跡地利
用のモデル地域として進めてきたと認識しています。
どこに変化があったのか説明いただきたいと思いま
す。
　返還の中心にいた経験で、西普天間は約50ヘク
タールですが、米軍普天間飛行場は480ヘクタールあ
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ります。約9.6倍の面積です。50ヘクタールで長期間
かかっている今の現状、宜野湾市の４分の１に当たる
普天間飛行場の跡地利用となると簡単ではありませ
ん。周辺市町村との話合いや県内経済界とも十分に話
し合っていかなければならないと考えています。知事
が反対しても普天間移設工事は着実に進んでいます。
この跡地利用を話し合うテーブルを持たなければいけ
ないと考えていますが、そこで伺います。
　米軍普天間飛行場はキャンプ瑞慶覧西普天間地区の
返還地の10倍近くの広さがあります。現在、移設に
向けた作業は進んでいると認識しているが、この跡地
利用について地元宜野湾市長と話し合ったことがある
かお伺いをいたします。
　４番、沖縄振興策の推進について。
　沖縄県は第５次の振興計画終了で50年を迎えるこ
とになります。目標としてきたことに対して、どのよ
うな評価をしているか伺います。
　(2)番、第５次振計で示された基本的な課題が解決
されなければ、本当の意味での自立型経済は達成でき
ないと考えていますが、知事はどのような所見をお持
ちですか。
　(3)番、新たな振興計画には、ＳＤＧｓが随所に出
てきます。もちろんそれは環境だけの問題ではないと
考えるが、しかし環境に関わることが多く、来年度事
業からは環境予算はかなり増えていると予想されます
が、率にして何％増えているのでしょうか。
　(4)番、令和４年４月から新たな振興計画に突入す
る沖縄は、県土の思い切った再編にかじを切るべきだ
と思っていますが、県が策定した那覇広域都市計画区
域における今後の区域区分の在り方や市町村の土地利
用と実現方策の考え方は、振興計画を縛りつけている
ように思えています。思い切った見直しは考えていな
いのかお伺いいたします。
　(5)番、これまでの沖縄振興計画は、沖縄県が主体
になり市町村の意見を聞いて反映させるだけで、将来
の在り方が共有できているようには思えません。特に
第６章は寄り添って達成への道を歩まなければならな
いが、知事はこのことをどういうふうに考えています
か。
　知事に伺います。
　新たな振興計画には、第５章で「克服すべき沖縄の
固有課題」の解決の方向に「普天間飛行場については
一日も早い危険性の除去及び早期閉鎖・返還の実現」
とあるが、それは願えばかなうことなのかお伺いをい
たします。
　(7)番、新たな振興計画の目玉は、国立自然史博物

館の設置だと考えていますが、新年度の予算とロード
マップをお伺いいたします。
　５番、離島・過疎地域の課題解決の推進について。
　離島・過疎対策については、感想を述べさせてもら
うと、これまで振興計画やたくさんの離島・過疎対策
の要領などが出されてきました。紙にはいろいろいい
ことが書かれているにもかかわらず、県知事をはじめ
県職員、誰も真剣に寄り添っているとは思えません。
振興計画も離島・過疎対策などが書かれていますが、
書いただけで部長席に座っている皆さんがこれに寄り
添っているとは思えないのであります。皆さんのよう
に職員の陣容、能力、予算を持ってして、それでも解
決できないということは、次の振興策に書き入れても
前に進まないということではないのでしょうか。現場
視察で出向いてもたった一日だけで、そこに暮らす人
たちの状況が分かるのでしょうか。
　以下、質問いたします。
　(1)、玉城県政が考える離島・過疎地域の大変さや
苦しさはどこにあると考えているか、また過疎地域の
人口減少の要因はどこにあると考えているかお伺いを
いたします。
　先ほど言いましたが、離島・過疎地域の高校にどの
ように寄り添ってきたのかお伺いをしますが、この議
会で生中継をしている状況です。離島・過疎地域の皆
さんに直接説明していただきますようにお願いをし
て、では質問をします。
　北部過疎地域や離島にある高等学校は、その市町村
の人口増減に大きく関わってきます。高校が市町村か
らなくなることは、大きく人口を減らすことになる
が、県教育委員会はこれに対してどのような対策を進
めているのか伺います。
　(3)、北部地域の高等学校の志願者が激減している
ように思えます。知事の認識をお伺いいたします。
　久米島高校・宜野座高校・北山高校・本部高校など
の高校に対して県はどのように定員割れを防ぐ対策を
行っているか伺います。
　高等学校の合同寄宿舎について伺います。
　全ての寮が統一されていないのはなぜですか。お伺
いをいたします。
　(6)番、去る２月６日の琉球新報１面に渡名喜村の
介護の実態が掲載されていましたが、これは渡名喜村
だけの問題ではなく、小規模離島の実態だと思うが、
このことの解決策をお伺いします。
　(7)番、北部市町村会から、停電対策について昨年
９月に要請書が届いていると思いますが、このことに
ついて知事はどう考えているか伺います。
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　(8)番、久米島町に自動車学校があります。現在、
町や町民から大型免許が取れなくて困っているとのこ
とがありました。なぜ免許取得ができないのか。過疎
対策として県は対策することはできないのか伺いま
す。
　(9)番、伊平屋空港の早期建設と伊平屋・伊是名架
橋整備について、取組と現状について伺います。
　６番、地域福祉・医療の充実強化についてお伺いし
ます。
　北部基幹病院整備事業について。
　ア、２月２日に本年度２回目の整備協議会が開催さ
れ、整備費用として279億5000万円を見込むという
報道がありました。その内容は国の補助メニューの活
用と補助率のかさ上げなど、新たな制度などを求める
ということになっているようだが、国との話合いはど
のような状況かお伺いします。
　イ、公立北部病院の大きな役割として、救急救命は
大切な役割の一つと考えているが、離島を抱え本島東
海岸沿いの過疎地域とのアクセスは、防災ヘリとドク
ターヘリとのアクセスは重要なことと考えています
が、防災関係の情報交換等は十分にできていますか、
伺います。
　ウ、北部基幹病院完成後は、その機能が強化されて
いると考えています。県立病院の役割の分担に変動は
生じるのかお伺いします。
　エ、北部地域は人工透析を行うにも、近くに病院が
ない状況であります。名護市に集中している透析専用
の病院を近隣市町村に整備することは喫緊の課題であ
ります。また恩納村を中心としたリゾートホテルが多
く、透析を必要としている観光客も断っている状況と
聞きますが、解消策を考えているのか伺います。
　オ、現在、がんの早期発見のための研究は随分進ん
でいます。その研究はもはや、がんが発生してからの
発見ではなく、がんがどこに発生するかの可能性の研
究や唾液だけで５つのがんを発見することもできるよ
うになりました。そのような検診を導入するつもりは
ないかお伺いをいたします。
　カ、沖縄県には先進的ながん治療を行う施設の計画
はないか。前に琉球大学附属病院の改築に伴い重粒子
線治療を行える施設が検討されていましたが、北部基
幹病院への併設を検討しているのかお伺いをいたしま
す。
　(2)、平成28年、議員提案で手話言語条例が制定さ
れました。当時たくさんの障害者からの要望が届きま
したが、全てに対応できず手始めに手話言語条例から
進めていくとしましたが、その後障害者のための新た

な条例や施策があれば説明してください。
　(3)、2021年末に政府は孤独・孤立対策に関する重
点計画を決定しましたが、新型コロナウイルス感染拡
大の影響もあり全国的に孤独・孤立の状況悪化にも拍
車がかかっていると聞きます。家庭内での虐待の増に
もつながるなど悪影響も多いと言われていますが、県
内で孤独・孤立支援の対象となっている状況とその対
象人数についてお伺いいたします。
　(4)番、犬や猫などの動物の多頭飼育崩壊が県内で
も多発していると聞いています。その現状と対策につ
いて及び玉城知事の公約について、殺処分廃止の状況
をお伺いいたします。
　答弁を聞いて再質問させていただきたいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　それでは呉屋宏議員の御質問にお答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、
各首長選挙の結果についてお答えいたします。
　各首長選挙につきましては、それぞれの候補者が、
地域が抱える課題等の実情を踏まえ、自らの公約を掲
げ選挙に臨まれたものであり、このことを踏まえ有権
者が判断されたものと認識をしております。
　次に、知事の政治姿勢についての１の(2)、県政与
党県議の発言について同意見であると考えてよいかと
いう質問に対してお答えいたします。
　御指摘のような発言につきましては、当該の県議会
議員は御自身で否定されているものというように承知
をしております。
　それから１の(3)、前衆議院議員の発言についてお
答えいたします。
　御指摘のような発言につきましては、当該前議員
が、友人との会話のやり取りを御自身のＳＮＳで発信
されたものと承知しておりますが、なお、その発言の
趣旨については、私は存じ上げておりません。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　おはようございます。
　それではお答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての(4)、岸田総理に対
する感想についてお答えをいたします。
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　岸田総理大臣におかれましては、新型コロナウイル
ス感染防止対策や、国民の生活、経済を立て直すため
の経済対策のほか、様々な課題の解決に取り組まれて
いるものと認識しております。
　県としては、沖縄県民の声に真摯に耳を傾けていた
だき、子供の貧困問題や辺野古の新基地建設問題な
ど、沖縄県が抱える様々な課題の解決に取り組んでい
ただきたいと考えております。
　同じく１の(5)、知事の県政運営についてお答えを
いたします。
　知事は、経済と平和を両立させ、誰一人取り残さな
い社会、そして自立、共生、多様性の理念の下、県民
の笑顔があふれる沖縄の実現を目指しておられます。
その理念の下、県民の生活を守るための新型コロナウ
イルス感染症対策や県経済の回復、ＳＤＧｓの推進や
子供の貧困、基地負担の軽減など沖縄が抱える様々な
課題の解決に向け、全力で取り組まれているところで
あります。
　３、自衛隊基地と米軍基地問題についての(1)、普
天間飛行場返還合意から26年がたつことについてお
答えをいたします。
　普天間飛行場の返還合意から26年が経過しようと
する現在においても、同飛行場の返還が実現していな
いことは誠に残念であります。返還が実現していない
のは、県民の理解が得られないまま日米両政府におい
て議論が進められてきたこと、辺野古が唯一の解決策
であるとの固定観念にとらわれていることに原因があ
ると考えております。普天間飛行場の危険性の除去は
喫緊の課題であり、日米両政府に対し、辺野古移設に
関わりなく、同飛行場の速やかな運用停止を含む一日
も早い危険性の除去、県外・国外移設及び早期閉鎖・
返還を実現するよう求めてまいります。
　同じく３の(2)、国防に関する知事の考え方につい
てお答えをいたします。
　日本を取り巻く安全保障環境については、中国の軍
事力の強化、東シナ海・南シナ海における現状変更の
試み、台湾をめぐる問題、朝鮮半島をめぐる問題など
が存在しており、より厳しさを増していると理解して
おります。
　県としては、沖縄県を含む我が国が独立国として、
国民が安心して生活し、国が発展と繁栄を続けていく
上で平和と安全は不可欠であることから、専守防衛の
ための最低限度の自衛力は必要であると考えておりま
す。
　同じく３の(3)、尖閣諸島に対する県の対応につい
てお答えをいたします。

　尖閣諸島をめぐる問題については、国において、同
諸島周辺海域における安全確保を図るとともに、平成
26年に日中間で確認された日中関係改善に向けた話
合いの合意事項に基づき、冷静かつ平和的な外交によ
る日中関係の改善に取り組んでいただく必要があると
考えています。このため、県としては、同諸島周辺海
域の状況について情報収集に努めるとともに、令和
３年５月に内閣総理大臣ほか関係大臣に、また、10
月、11月には、それぞれ来県した西銘沖縄及び北方
対策担当大臣、松野官房長官に、さらなる海上保安体
制の強化と中国との対話の継続等を要望したところで
す。
　同じく３の(4)、普天間飛行場の危険性の認識につ
いてお答えいたします。
　普天間飛行場は市街地の中心部にあって、離着陸や
上空を旋回する航空機の騒音、航空機事故など、住民
生活に深刻な影響を与え続けております。昨年11月
にも、宜野湾市の住宅街に同飛行場所属のオスプレイ
から金属製の水筒が落下する事故が発生しており、周
辺住民の航空機事故への不安や騒音被害などを解消す
ることが喫緊の課題であります。このことから、県で
は、普天間飛行場負担軽減推進会議や軍転協におい
て、オスプレイ12機程度の県外拠点配備や同飛行場
所属機の長期ローテーション配備など、普天間飛行場
の一日も早い危険性の除去を図るための具体的な取組
を求めているところです。
　同じく３の(5)、普天間飛行場の機能の移転につい
てお答えいたします。
　普天間飛行場の３つの機能のうち、空中給油機の運
用機能及び緊急時における航空機の受入れ機能につい
ては、日米合意に基づき、県外の施設への移転を進め
ているものと理解しております。一方、オスプレイ等
の運用機能については、辺野古に移されることとされ
ておりますが、辺野古新基地建設については、軟弱地
盤の存在が判明し、提供手続の完了までに約12年を
要するとされ、さらに、今般の変更承認申請が公有水
面埋立法に照らした厳正な審査の結果、不承認とされ
たものであり埋立工事全体を完成させることがより困
難な状況となりました。このことから、県としては、
辺野古移設では、普天間飛行場の一日も早い危険性の
除去にはつながらないと考えております。
　４、沖縄振興の推進についての(6)、普天間飛行場
の一日も早い危険性の除去及び早期閉鎖・返還につい
てお答えいたします。
　普天間飛行場の一日も早い危険性の除去は喫緊の課
題であり、県は、普天間飛行場負担軽減推進会議や軍
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転協において、オスプレイ12機程度の県外拠点配備
や同飛行場所属機の長期ローテーション配備など、具
体的な取組を提案しているところです。また、日米両
政府に対し、あらゆる機会を捉えて、普天間飛行場の
早期閉鎖・返還を求めているところです。日米両政府
においては、辺野古が唯一の解決策という固定観念に
とらわれることなく、同飛行場の一日も早い危険性の
除去、早期閉鎖・返還に取り組んでいただきたいと考
えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(6)、知事公約の現状についてお答えいたしま
す。
　沖縄県では、知事公約に掲げられた291の施策全て
に着手し、取組を進めております。これらの中には、
例えば、琉球歴史文化の日の制定、少人数学級の中学
３年生までの拡大、こども医療費助成に係る対象の拡
大、沖縄県性の多様性尊重宣言（美ら島にじいろ宣
言）など、既に実現し、引き続き公約の趣旨・目的の
ため取り組んでいるものも含まれております。
　沖縄県としましては、知事公約の全てにおいて着手
し、取組を進めているところです。
　同じく１の(9)、知事提案説明要旨についてお答え
いたします。
　知事提案説明要旨は、向こう１年の知事の所信、県
政運営の方針などを表明するものです。新たな沖縄振
興計画がスタートする令和４年度は、ＳＤＧｓを取り
入れ、社会・経済・環境の３つの枠組みに対応する形
で、「誰一人取り残すことのない優しい社会」の形
成、「強くしなやかな自立型経済」の構築、「持続可
能な海洋島しょ圏」の形成の３つの基軸的な基本方向
に基づき、諸施策を展開していくこととしておりま
す。また、復帰50年の節目の年である本年は、復帰
措置に関する建議書において、当時の琉球政府が将来
を担う子や孫たちのために描いた新生沖縄像と現状と
を比較し、建議や宣言の在り方について検討していく
こととしております。あわせて、復帰50周年記念事
業として、沖縄のこれまでの発展の歩みや将来の可能
性を国内外に発信する様々な事業を実施することとし
ております。新型コロナウイルス感染症への対応とし
て、感染拡大防止と県民生活の安定並びに経済の回復
に向けた取組を推進するとともに、軽石問題と併せて
地震や津波、大型台風等の災害等への対応として防災
及び危機管理体制の強化等に取り組んでいくこととし

ております。基地問題については、沖縄の過重な基地
負担を軽減するため、日米両政府に対し在沖米軍基地
の整理縮小等を求めていくこととしております。これ
らに加えて、全ての産業におけるＤＸの取組の加速化
による県内産業の稼ぐ力の強化等、県政全般に係る各
種施策を推進していくこととしております。
　次に２、新型コロナウイルスの感染症対策について
の(7)のオ、タクシー事業者の状況についてお答えい
たします。
　タクシーをはじめとする公共交通は県民や観光客の
移動手段として重要な役割を担っており、それを確
保・維持することが重要であると考えております。し
かしながら、新型コロナウイルス感染症の影響の長期
化により、県内タクシー事業者の経営状況は依然とし
て厳しい状況にあるものと認識しております。そのた
め県は、県内タクシー事業者に対し、運行継続支援等
として令和２年度以降の３度の補正予算において、総
額約６億7000万円の支援金を支給しております。
　県としましては、今後の経済の回復に向けて、公共
交通の運行継続が図られるよう取り組んでまいりま
す。
　３、自衛隊基地と米軍基地問題についての(6)の
ア、普天間高校の移設についてお答えいたします。
　県では、地元からの要望等を踏まえ、平成29年５
月より、普天間高校の移設について検討を行い、同年
８月末から、高校の用地取得を開始いたしました。し
かしながら、地権者の多くが、高校の移設自体には賛
成されているものの、同跡地内での土地の自己活用を
希望しており、移設に必要な高校用地の確保は極めて
厳しいことが確認されたことから、西普天間住宅地区
跡地全体の円滑な利用促進を勘案し、普天間高校の同
跡地への移設を見直しております。
　同じく３の(6)のイ、跡地利用の先行モデルとして
の取組についてお答えいたします。
　県では、跡地利用の先行モデルとして、沖縄健康医
療拠点の形成を目指し、国、県、宜野湾市、琉球大
学、地主会等で構成する協議会や関係者会議等で、高
度医療・研究機能の拡充、地域医療水準の向上、国際
研究交流、医療人材育成等の協議を連携して行ってま
いりました。また、宜野湾市施行の土地区画整理事業
や琉球大学医学部及び同大学病院の移設も進められて
いるところであり、県としても、引き続き連携して跡
地利用を推進してまいります。
　同じく３の(6)のウ、普天間飛行場の跡地利用につ
いてお答えいたします。
　普天間飛行場は、約480ヘクタールの広大な面積を
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有し、人口の集中する中南部の中央に位置するととも
に、主要な交通ネットワークの構築等、沖縄の振興に
大きな影響があるため、県は宜野湾市と共同で跡地利
用の検討に取り組んでおります。現在、市との緊密な
連携の下、有識者を含めた検討委員会において、跡地
利用計画策定に向けた中間取りまとめの更新に取り組
んでいるところです。
　県としましては、引き続き市と緊密な連携を図り、
県全体の発展に資する跡地利用につなげてまいりま
す。
　次に４、沖縄振興策の推進についての(1)、５次に
わたる振興計画の評価についてお答えいたします。
　これまでの５次にわたる沖縄振興計画等により、空
港、港湾、道路等の社会資本の整備が図られるととも
に、新型コロナウイルス感染症の拡大前の令和元年
には、入域観光客数1016万人、情報通信関連企業は
累計で490社が新たに立地し、就業者数は72万6000
人、完全失業率は2.7％、有効求人倍率は1.19倍と着
実に成果を上げてまいりました。その一方で、１人当
たり県民所得の向上等はいまだ十分ではなく、自立型
経済の構築は、なお道半ばにあります。加えて、離島
の条件不利性、米軍基地問題など本県が抱える特殊事
情から派生する固有課題や子供の貧困の問題、雇用の
質の改善などの課題も残されております。さらに、新
型コロナウイルス感染症の拡大による深刻な影響から
の回復に向けて、ウイズコロナの新しい生活様式から
ポストコロナのニューノーマルに適合する必要があり
ます。新たな振興計画（案）においては、これらの課
題解決に向けて取り組むことにより、安全・安心で幸
福が実感できる島の形成を目指してまいります。
　同じく４の(2)、自立型経済の構築についてお答え
いたします。
　令和２年３月に県が取りまとめた沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画等総点検報告書においては、社会基盤
の整備など多くの成果があった一方で、１人当たり県
民所得の低さや非正規雇用者割合の高さなど、自立型
経済の構築は、なお道半ばにある現状が明らかとなり
ました。新たな振興計画（案）においては、ＳＤＧｓ
を取り入れ、社会・経済・環境の３つの側面が調和し
た持続可能な沖縄の発展と誰一人取り残さない社会を
目指すとともに、ウイズコロナの新しい生活様式から
ポストコロナのニューノーマルに適合する安全・安心
で幸福が実感できる島を形成することとしておりま
す。自立型経済の構築に向けては、県民所得の着実な
向上につながる企業の稼ぐ力の強化、世界から選ばれ
る持続可能な観光地の形成、デジタル社会を支える情

報通信関連産業の高度化・高付加価値化、アジアのダ
イナミズムを取り込む国際物流拠点の形成、正規雇用
の促進や非正規雇用労働者の待遇改善など多様な働き
方の促進と働きやすい環境づくり等を推進していくこ
ととしております。
　同じく４の(5)、新たな振興計画の市町村との共有
についてお答えいたします。
　新たな振興計画の策定に当たっては、新たな振興計
画（骨子案）の段階から、市町村長等の御意見を伺い
ながら、沖縄県振興審議会の審議・答申を経て、取り
まとめてきたところであります。その中で、新たな振
興計画（案）の第６章においても、市町村の御意見を
踏まえ、県土のグランドデザインと圏域別展開として
示したところであり、県土の均衡ある発展と持続可能
な県土づくりに取り組むこととしております。
　次に５、離島・過疎地域の課題解決の推進について
の(1)、離島・過疎地域の課題と人口減少の要因につ
いてお答えいたします。
　本県の小規模離島や本島北部の山間地域では、地理
的な条件不利性等に起因する産業や社会活動の停滞、
若年層の進学や就職に伴う地域外への流出など、多く
の課題を抱えております。県においては、定住条件の
整備と産業振興等を基本方針とする県過疎方針、新た
な離島振興計画を策定し、関係市町村と連携しなが
ら、産業基盤や社会インフラの整備、教育・医療の確
保等、離島・過疎地域の持続的発展に必要な諸施策に
引き続き取り組んでまいります。
　次に６、地域福祉・医療の充実強化についての(1)
のカのうち、がん治療を行う重粒子線治療施設の導入
についてお答えいたします。
　県では、琉球大学医学部附属病院の移転に伴う、が
ん治療を行う重粒子線治療施設の導入について、平成
27年度に調査・検討を行いました。その中で、導入
に係る課題として、県外や海外から相当数の患者を集
患できなければ、運営維持費など採算性の確保が難し
いことが挙げられております。一方で、現在も装置の
性能向上と小型化の研究が進められており、県としま
しては、装置のコストや研究開発の動向のほか、県
外、海外の状況を注視し、引き続き情報を収集してま
いります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○○総務部長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(7)、令和４年度当初予算が8000億円台となっ
た理由についてお答えいたします。



– 44 –

　令和４年度当初予算案は、歳入面において、県税、
地方譲与税、繰入金が増となったほか、国庫支出金も
沖縄振興予算が減となったものの、新型コロナウイル
ス感染症に対応するための交付金等の増により増額計
上しております。歳出面では、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止と県経済の回復、軽石問題への対
応、復帰50周年記念事業、世界自然遺産の保全、首
里城の復興、子供の貧困対策、観光振興などの様々な
取組とともに、高齢化に伴う社会保障関係費の増加を
受けて、初めて8000億円を超える予算規模となった
ものであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　おはようご
ざいます。
　１、知事の政治姿勢についての(8)、世界のウチ
ナーンチュ大会の開催についてお答えします。
　第７回世界のウチナーンチュ大会については、大会
実行委員会においてリアルとオンラインを組み合わせ
たハイブリッド形式による令和４年度開催を決定して
おり、国内外県人会の開催への期待も大きいことか
ら、実施に向け準備を進めております。今大会は、新
型コロナウイルス感染症の影響が残ることが想定され
ることから、ＩＣＴ等の最新技術を活用したハイブ
リッド形式での開催を進めることにより、コロナ禍や
様々な事情で来県できない皆様を含め、より多くの
方々に参加いただける大会としたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　１、知事の政治姿
勢についての御質問の中の(10)、病院事業局長人事に
対する要望についてお答えいたします。
　２月14日に沖縄県公務員医師会及び県立６病院長
から知事宛てに要望書の提出がありました。公務員医
師会の要望書については、病院事業局長の人事を検討
するにおいては、知事に病院現場との意見交換の機会
を設けること及び中部病院のクラスターに関する病院
事業局の一連の対応や見解について会員に不信感があ
り、局長人事を再考することを求めております。県立
６病院長の要望書については、局長の留任を再考する
よう求めているとの報道がありましたが、全ての病院
長からそのような事実はないことを確認しておりま
す。趣旨としては、局長人事を検討するにおいては、

知事に病院現場との意見交換の機会を求めるものと
なっております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナウ
イルスの感染症対策についての御質問の中の(1) 、こ
れまでの感染症対策についてお答えいたします。
　令和２年２月14日に県内で１人目の新型コロナウ
イルス感染症の陽性者が確認されてから２年が経過し
ました。この間、６度にわたる大流行を経験しました
が、感染症対策専門家会議や経済対策関係団体会議か
らの意見を踏まえ、緊急事態宣言やまん延防止等重点
措置による対策を講じ、県民や事業者からの協力を得
て乗り越えることができたと認識しております。ま
た、ウイルスが変異し、感染力や病原性を変化させて
きましたが、社会生活への影響を最小限に抑えつつ感
染拡大を抑制し重症化・死亡者を減らすことを目標
に、ワクチン接種や検査体制、医療提供体制の拡充な
どに努めてまいりました。これまでの経験を生かし、
様々な変化を的確に捉え、効果的な対策を講じ、引き
続き感染拡大防止と社会経済活動の回復に向け、全庁
を挙げて取り組んでまいります。
　同じく２の(2)、現在の検査体制の状況についてお
答えいたします。
　県内の１日当たりの最大検査能力は２万6000件と
なっております。感染が急拡大した１月は、検査需要
が増大し、一時的に検査を受けにくい状況がありまし
た。その理由として、各検査所における検体受付数が
限界を超え、検査能力を最大限に生かすことができな
かったことが要因として挙げられます。
　県としましては、金武町、本部町、名護市、宮古島
市において臨時の検査会場を設置するとともに、一般
無料検査の受付窓口については、昨年12月末に県内
22か所であったところを46か所まで増設するなどの
取組を行ってきたところです。
　同じく２の(3)、他県と異なる対策についてお答え
いたします。
　本県では、全国に先駆け、令和２年４月から独自の
入院管理システムＯＣＡＳを導入し、県コロナ本部に
医療コーディネーターを配置することで、リアルタイ
ムでの把握と一元的な入院調整により、迅速かつ適切
な医療提供を行っています。また、本県独自の取組で
ある臨時の接触者ＰＣＲ検査センターの設置、高齢者
検査枠の確保、抗原定性検査・陽性者登録センターの
設置、クラス単位で検査する学校・保育ＰＣＲなど検
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査体制の拡充に取り組んでおります。
　同じく２の(4)、まん延防止等重点措置の終了に関
する新規感染者数についてお答えいたします。
　１月９日からの重点措置の実施により、成人式を含
む３連休でのさらなる感染拡大を防ぎ、爆発的な感染
拡大の抑制に一定の効果があったものと考えておりま
す。県の示した解除の考え方のうち、２月16日時点
における人口10万人当たり新規陽性者数は200人以
下となっていないものの、病床使用率及び重症者用病
床使用率50％未満、新規陽性者数の前週比減の継続
は達成したところです。これらの状況について、感染
症専門家会議の意見も踏まえ、子供、高齢者への感染
防止対策及びワクチン接種の強化を前提に、まん延防
止等重点措置期間の延長を政府に対し求めないことを
決定しました。まん延防止等重点措置解除後も、３月
31日までは感染再拡大抑制期間を設定し、リバウン
ド防止と医療提供体制を維持するための対策を実施し
てまいります。
　同じく２の(5)、オミクロン株の特性を踏まえた指
針の変更についてお答えいたします。
　専門家会議においては、それぞれの立場からの見解
に基づいて、濃厚接触者の定義や待機時間等について
御意見をいただいたところですが、これらについて、
県としましては国の通知等に基づいて対応していると
ころです。オミクロン株に係る対応等については、国
における検証が進められているものと認識しており、
引き続き国の動向を注視したいと考えております。
　同じく２の(6)、家庭内感染対策についてお答えい
たします。
　オミクロン株はその感染力の高さから、一度家庭に
持ち込まれれば、家庭内での感染を防ぐことは困難で
あることから、家庭内にウイルスを持ち込まないこと
が最も重要であります。そのため、感染拡大の端緒と
なる不特定多数との会食や感染リスクが高い場所への
出入り等に対し注意を呼びかけております。それに加
え、陽性者には可能な限り宿泊療養施設での療養を勧
めるほか、家庭内においては、人との距離の確保、手
洗い等の手指衛生、マスクの着用といった基本的な感
染症対策の徹底と、毎日の健康観察を行い、体調不良
時には家庭内で隔離し、休養するよう周知広報を図っ
ているところです。
　次に６、地域福祉・医療の充実強化についての御質
問の中の(1)のア、整備費用の国との調整状況につい
てお答えいたします。
　公立沖縄北部医療センターについては、現在、内閣
府の担当部署に対して、整備基本計画や整備費用等の

説明を行っているところです。内閣府からは、北部医
療センターの安定的な経営の見込み、離島・僻地を含
めた医療提供体制などが課題として示されております
ので、内容を整理した上で、引き続き協議してまいり
ます。
　同じく６の(1)のイ、 防災関係との情報交換につい
てお答えいたします。
　公立沖縄北部医療センターは、救急告示病院とし
て、24時間365日、救急搬送の受入れに応じ、将来
的には、地域救命救急センターの指定を目指すことと
しております。また、地域災害拠点病院として、診療
棟に免震構造を採用するほか、急患搬送用のヘリポー
トを整備することとしております。県の防災担当部署
とは、沖縄県消防防災ヘリ導入の検討状況について情
報提供を受けているほか、ヘリポートの整備に当たっ
ては、双方で調整していくことを確認しております。
　同じく６の(1)のウ、県立病院との役割分担につい
てお答えいたします。
　公立沖縄北部医療センター開院後は、県及び北部
12市町村が設置する公的医療機関として、災害医
療、感染症医療、離島・僻地医療、救急医療、小児医
療、周産期医療など、県立病院と同様の機能を担うこ
ととしております。また、新たに地域がん診療拠点病
院として指定を受け、これまで北部医療圏で実施して
いない放射線治療の提供を行うとともに、開院５年目
を目標に地域救命救急センターの指定を目指し、重篤
な救急患者の受入れに備えます。加えて、琉球大学病
院地域医療教育センター（仮称）を設置し、必要な診
療科の教授が指導医となり、専攻医、研修医及び医学
生の育成を行うなど、診療体制の充実を図ってまいり
ます。
　同じく６の(1)のエ、北部地域及び観光客に対する
透析についてお答えいたします。
　公立沖縄北部医療センターの透析部門は、県立北部
病院及び北部地区医師会病院が担っていた高度急性期
医療を支える専門的な透析や、北部地区医師会運営の
クリニックが担っていた外来患者への透析機能を引き
継ぐこととしております。また、透析部門の運営計画
では、患者数の増加に対応できるよう人工透析施設の
スペースを確保するとともに、離島からの来訪者や観
光客に対する透析も実施することとしております。
　同じく６の(1)のオ、がん検診についてお答えいた
します。
　公立沖縄北部医療センターにおいては、現在、北部
地区医師会病院が担っている検診機能を引き継ぎ、が
んをはじめとした各種疾患の早期発見、早期治療、検



– 46 –

診結果に基づく保健指導等の医療を提供していくこと
としております。議員御案内の唾液を用いたがん検診
につきましては、両病院の医療従事者等で構成する医
療機能部会において、情報収集を行うとともに、受診
者のニーズを踏まえて検討していきたいと考えており
ます。
　同じく６の(1)のカのうち、重粒子線治療施設の併
設についてお答えいたします。
　公立沖縄北部医療センターは、新たに地域がん診療
拠点病院としての指定を受け、手術療法、化学療法に
加え、現在、北部医療圏で実施していない放射線治療
を提供していくこととしております。北部医療セン
ターに重粒子線治療施設を併設することについては、
これまで整備協議会において、両病院の医療従事者を
中心に、基本構想及び整備基本計画素案の中でがん医
療の機能について協議を行ってきた経緯を踏まえる
と、難しいものと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　２、新型コロナウイ
ルスの感染症対策についての(7)のア、飲食業への経
済支援策についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のための休業
要請等に伴う協力金は、１月24日時点の累計で10万
2784件、約1392億円を支給しています。併せて県で
は、全ての産業の基盤となる事業継続と雇用維持の支
援を重点的に実施しており、関連融資及び雇用継続助
成金給付の実績からも、多くの飲食事業者が活用して
おります。さらに需要喚起策としてハピ・トク沖縄
クーポン事業等を実施しており、これらの取組を通じ
て飲食業への重点的な対策に努めております。
　同じく２の(7)のイ、協力金事業の実施体制につい
てお答えいたします。
　本事業の実施体制については、県と協力金事務局及
び業界団体とが連携して迅速な支給や疑義照会に対応
する体制を取っております。不支給の通知に際して
は、理由を要項上の該当箇所を示して説明しておりま
すが、より理解を深めていただけるよう支給対象外と
なった主な事例を令和３年12月末から県ホームペー
ジで公表するとともに、業界団体にも通知しておりま
す。また、不支給に対する事業者からの照会について
は、12月からメールでの専用相談窓口を整備したと
ころであります。
　県としましては、県職員と事務局職員が連携し、支
給対象外となる事例をさらに分かりやすく説明するな

ど、引き続き丁寧な対応に努めてまいります。
　同じく２の(7)のエ、ブライダル業界への支援につ
いてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、結婚披露
宴の開催が見送られ、ブライダル関連事業者の経営環
境が厳しい状況にあるものと考えております。県で
は、同感染症の影響を受けたブライダル関連事業者を
含む中小企業者に対し、経営改善を伴う資金繰り支援
を実施しております。また、国においては、売上げが
減少している事業者への助成事業として事業復活支援
金等を実施しており、県としても、相談窓口を設置し
て対応しております。引き続き支援機関と連携し、ブ
ライダル業界を含む中小企業者の事業継続に向けた支
援を実施してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　２、新型
コロナウイルスの感染症対策についての御質問の中の
(7)のウ、生活困窮世帯への支援状況についてお答え
いたします。
　県及び市では、新型コロナウイルス感染症の影響に
より生活が困窮した世帯に対して、自立相談支援機関
において相談支援を行っているほか、住居確保給付金
の特例給付や特例再支給、緊急小口資金等の特例貸付
けなどを実施しております。また、昨年７月に創設さ
れた新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
については、今般申請期間が延長され、再支給が可能
となるなど支援が拡充されたところです。
　県としましては、引き続きこれらの制度を活用し、
生活に困窮する世帯への適切な支援に取り組んでまい
ります。
　次に５、離島・過疎地域の課題解決の推進について
の御質問の中の(6)、小規模離島における介護問題に
ついてお答えいたします。
　小規模離島においては、事業者の確保が困難な場合
が多く、介護サービスの安定的な提供が課題となって
おります。そのため県では、離島の事業者の運営費や
離島へのサービス提供に要する渡航費用を補助すると
ともに、介護に関する入門的研修の離島での実施や、
島外から介護専門職を確保するために必要な移転費用
等への支援に取り組んでおります。今後も市町村と連
携し、離島住民が住み慣れた島で安心して暮らし続け
ることができるよう、介護サービスの確保に努めてま
いります。
　次に６、地域福祉・医療の充実強化についての御質
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問の中の(2)、手話言語条例制定後の新たな施策につ
いてお答えいたします。
　県では、手話言語条例に基づき、手話通訳者の養成
や手話による県政情報等の発信、聴覚障害者等に対す
る理解促進等に取り組んでおります。手話以外の施策
として、中途失聴者向け要約筆記者、盲聾者向け通
訳・介助員、点訳・朗読奉仕員の養成等に取り組むほ
か、令和３年度から失語症者向け意思疎通支援者の養
成に取り組んでおります。
　県としましては、引き続き、障害のある人もない人
も全ての県民が地域社会の一員としてあらゆる分野に
参加できる共生社会の実現に向けて取り組んでまいり
ます。
　同じく６の(3)、孤独・孤立支援の対象状況等につ
いてお答えいたします。
　孤独・孤立問題は、人生のあらゆる場面において誰
にでも起こり得るものであり、長引くコロナ過により
顕在化し、深刻な問題となっております。孤独・孤立
対策は、生活困窮者やひきこもり、独居高齢者、障害
のある方、困難や不安を抱える女性、子供・学生、Ｄ
Ｖや性犯罪の被害者、外国人等、全ての人が対象とな
り得るものと考えております。現在、国においては、
実態調査中であり、県としましては、その結果を踏ま
え、関係機関等と連携して取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　２、新型コロナウイ
ルスの感染症対策についての(7)のカ、新型コロナウ
イルス感染症対策による酪農家への影響についてお答
えいたします。
　新型コロナウイルス感染症による小中学校等の休校
措置に伴い、学校給食用牛乳の供給が停止され、酪農
家は余剰乳を販売価格の安い加工乳配合用乳等へ仕向
けたために収入が減少しております。
　県としましては、学校給食用牛乳の供給量を確保す
るため、生産者の生産性向上やコスト削減など経営力
強化につながる取組への支援を行い、引き続き酪農振
興に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○○環境部長（松田　了君）　４、沖縄振興策の推進に
ついての(3)、環境部予算の増加率についてお答えし
ます。
　環境部の令和４年度当初予算案は、総額約40億

5400万円で、令和３年度比、約８億7000万円、率に
して27.3％の増となっております。
　同じく４の(7)、国立自然史博物館誘致の新年度予
算と今後の取組についてお答えします。
　国立自然史博物館誘致推進事業の令和４年度予算
は、2676万6000円を計上しております。国立自然史
博物館誘致を実現するためには、同博物館の概要と役
割、沖縄に設置する意義等について広く県民、企業、
市町村に理解いただき、一丸となって取り組む必要が
あると考えております。そのため、次年度は、ホーム
ページなどの充実や復帰50周年記念事業としてシン
ポジウムの開催、また、世界的な国立自然史博物館の
調査のほか、庁内の推進組織の構築と県内企業や市町
村など関係団体への説明及び連携した誘致活動の検
討、併せて国への働きかけを強化してまいりたいと考
えております。
　次に６、地域福祉・医療の充実強化についての
(4)、多頭飼育の現状、対策及び殺処分廃止について
お答えします。
　多頭飼育について定義はありませんが、令和元年４
月から令和４年１月末までの間、犬・猫10頭以上の
飼養に係る県の指導・助言等の件数は23件となって
おります。多頭飼育については、飼育状況の悪化を招
きやすく、悪臭の発生など様々な問題があることか
ら、関係機関と連携して対応しているところでありま
す。また、県では、一生うちの子プロジェクトを通し
て飼い主の意識向上を図るための普及啓発を行うとと
もに、意図しない出産を回避するため不妊去勢手術の
支援などを行っております。さらに、収容された犬・
猫の譲渡機会の拡大を図るために譲渡推進等の整備を
進めており、殺処分廃止に向けた取組を強化してまい
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　４、沖縄振興策の推
進について(4)、那覇広域都市計画区域における取組
と新たな振興計画についてお答えいたします。
　県では、学識者や関係市町村等で構成する那覇広域
都市計画区域における区域区分検討協議会を設置し、
区域区分の在り方や市町村の土地利用と実現方策の考
え方を取りまとめ、今後の取組を確認したところであ
ります。新たな振興計画では、中南部都市圏を一体の
都市と捉え、関係市町村と連携の下、地域が求めるま
ちづくりなど、市町村の実情を加味した上で、県土の
均衡ある発展を牽引し、持続可能な県土づくりに取り
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組んでいくこととしております。
　次に５、離島・過疎地域の課題解決の推進について
(7)、北部地域における停電対策についてお答えいた
します。
　県では、災害等の緊急輸送道路の確保や電力・通信
の安定供給、景観向上等の観点から、北部地域におい
て、現在３路線の無電柱化を推進しているところであ
ります。また、災害時に大規模停電が発生した場合、
県管理道路での停電復旧作業に支障となる倒壊電柱や
倒木等の撤去作業を県が行う協定を沖縄電力と締結し
ており、停電の早期復旧を支援してまいります。
　同じく５の(9)、伊平屋空港及び伊平屋・伊是名架
橋の取組と現状についてお答えいたします。
　伊平屋空港については、航空会社の意向取付けや需
要予測、費用対効果の確保などの事業化の課題解決に
向け、伊平屋村、伊是名村と連携して早期事業化に取
り組んでおります。伊平屋・伊是名架橋については、
技術上及び環境上の課題や膨大な予算の確保など、多
くの課題が明らかとなっております。このため、環境
影響の回避・低減、建設工事費の縮減等について調査
等を進める必要があり、今年度は環境調査を実施して
おります。
　今後は土質ボーリング調査を行うなど、課題克服の
可能性について、引き続き調査研究に取り組んでまい
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　５、離島・過疎地域の課題
解決の推進についての御質問の中の(2)、北部・離島
過疎地域の高等学校についてお答えします。
　北部・離島の過疎地域等においては、高等学校の存
在が地域の活力を引き出している面もあり、関係高等
学校では、地域と連携し、公営塾での学習や地域イベ
ントへの参加などに取り組んでおります。県教育委員
会では、これら地域の特性を生かした魅力ある学校づ
くりを支援しているところであります。
　同じく(3)、北部地域の高等学校の志願状況につい
てお答えします。
　令和３年度県立高等学校入学者選抜における北部地
区高校の一般入試最終志願者数は745人で、平成24
年度と比較しますと128人の減となっております。近
年の少子化の影響により、県立高校入学志願者数は減
少しておりましたが、学校基本調査の学年別児童生徒
数によると、今後は北部地区も含めて、県全体として
生徒数の増加が見込まれるため、空き定員の改善が図

られるものと考えております。
　同じく(4)、定員割れの対策についてお答えしま
す。
　近年の少子化の影響を受け、県立高校入学志願者数
は減少傾向にあり、特に、北部・離島地区の多くの学
校で定員割れが起こっております。県教育委員会で
は、これまで地域の特性を生かした特色ある学科・
コースの設置や研究校指定、中高連携に伴う教員の加
配など、学校が活性化する様々な支援を行ってまいり
ました。引き続き地域と連携し、生徒・保護者のニー
ズ等を考慮した魅力ある学校づくりを支援してまいり
ます。
　同じく(5)、北部合同寄宿舎の運営についてお答え
いたします。
　北部合同寄宿舎は、名護市内の県立高校に通学する
遠隔地出身の生徒を支援するため、名護市が平成15
年度に島田懇談会事業を活用し整備しております。当
施設の運営は、北部12市町村で構成する名護市県立
高等学校北部合同寄宿舎運営協議会が担っておりま
す。県教育委員会では、北部・離島地域出身の県立学
校に通学する生徒が安心して就学に専念できるよう、
当団体に対し、舎監１名の配置と補助金を交付して、
保護者の負担軽減を図っているところです。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○○警察本部長（日下真一君）　５、離島・過疎地域の
課題解決の推進についての(8)、離島における大型免
許の取得についてお答えいたします。
　久米島町には、届出自動車教習所がありますが、当
教習所においては大型自動車免許取得に係る教習は実
施しておりません。また、届出自動車教習所におい
て、教習を受けた方が大型免許を取得するに当たって
必要な講習を受ける義務が免除されるという法的効果
を受けるためには、当該届出自動車教習所において、
公安委員会から教習の課程の指定を受ける必要があり
ます。この指定を受けるためには、当該届出自動車教
習所において、教習指導員や大型自動車専用の教習
コース、教習用大型自動車等の準備が必要となりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　代表質問ですから、ちょっと真剣に
させていただきたいと思いますけれども。ふざけてい
るわけではないですよ、一般質問は。
　今の本部長のところからまずやりたいんだけれど
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も、今の答弁は少し違いますよ、本部長。これはあな
た方が、国が、いわゆる中型車の免許の導入を受けた
んですね。そのときに大型車がたしか８メーターくら
いで試験をしているものが、大型、中型、普通免許に
変わったんですよ。そのときに22あるこの沖縄県の
自動車学校で、今大型免許が取れるのは５校しかない
んですよ。これは、10メーターのＳ字クランクだと
か、縦列駐車だとかそういうスペースをつくらなけれ
ばいけないわけ。今免許の話ばっかりしているけれど
も、そういう話じゃないんだ。そこは久米島はそうい
うものに3000万余り使うというものだから、これは
もう１社ではできないということになって今取れない
んですよ。どうですか、これ整備するつもりはないで
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時38分休憩
　　　午前11時38分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　今呉屋議員御指摘の件は、22の教習所が届出自動
車教習所ではなくて、指定自動車教習所のことと認識
しております。
　この久米島の自動車教習所は指定も受けていない、
届出自動車教習所ということでございます。指定に当
たりましては、議員御指摘のとおり、いろんな設備要
件等ございまして、その設備の整備というのは、基
本的に補助金でありますとか、そういうことをおっ
しゃっているのかと思いますけれども、警察において
はそのようなものは措置されていないというのが全国
的にも同様でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　本部長、僕はあなたに補助金を出せ
とは言っていないんだよ。企画部だとか、離島・過疎
地域対策しているところにそれを言っているんだよ。
ただ、幾ら今本部長がそのソフト面を整備しようとし
ても、ハード面がクリアできないからソフト面の整備
はできないんだよ。どっちみちこっちで引っかかるん
だから。だからハード面がクリアできるんだったらソ
フト面は会社でどうにかすると言っているわけだよ。
久米島も町と一体になってやると言っているわけだ
よ。どうですか、これは企画ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時39分休憩
　　　午前11時39分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　久米島町の自動車学校の
大型免許専用コースにつきましては、久米島町にいろ
いろお話を伺っているところでございます。島内には
大型免許取得を前提とした職があるけれども、免許取
得ができない。そのため町としてもどのような対応が
可能か今検討しているということは聞いているところ
でございます。町においては、大型免許に係るニーズ
を把握するという視点と、あと島内に居住する方が大
型免許を取得したとして引き続き島内で職に従事する
という視点と、その辺りも踏まえた上で、財源として
どのようなものが可能か、例えば過疎債の適否等、こ
の辺りについても町と意見交換してまいりたいと考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　ぜひやってください。先週知事は
行っていなかったけれども、２月11日の鳥島の移住
祭――２月11日が移住118年目でした。そこに行っ
たときにたまたま話をした青年が――青年でもないか
な、30歳ぐらいの人でしたけれども、今から大型の
運転免許を取りに名護まで行くんだそうですよ。糸満
がいっぱいだから名護に行くんだそうです。教習所が
22か所あるにもかかわらずこんな状況ですから、少
なくても過疎の苦しさというのは分かってほしいと
思っているんです。
　それと続いて教育委員会にやります。
　このさっき、さくら寮の話をしたけれども、このさ
くら寮にあなた方が200万を補助している。それは聞
いている。200万でいいのか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　先ほども答弁させていただ
きましたけれども、運営費の200万以外に舎監の人件
費もやっていまして、北部合同寄宿舎運営協議会が大
体運営費の半分くらい、県も大体半分くらいの財源負
担というふうな状況ではございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　このさくら寮は小学生、中学生、高
校生、大学生、誰が通っているのか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　高校生でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　それでは聞きますが、県議の皆さん
もほとんど分かっていないと思うんだけれども、これ
だけは分かっていてほしいんです。開邦高校からこの
南部の市町村、那覇、南部の高校については寄宿舎が
あります。土・日・祝祭日、３食提供しています。と



– 50 –

ころがさくら寮はどういう状況かというと、月曜日か
ら金曜日までの３食提供、土・日・祝祭日は食事な
し。同じ高校生でこんなことがあっていいのか。分か
りますよ、それは。あとの北部11市町村が名護にお
願いをして、そして防衛か何かの予算を使って、この
さくら寮は名護に造ったということも分かる。しか
し、造って誰が入るのかといったらあなた方が管理し
ている高校が入るんでしょうが。そうであればあなた
方が、これは同じような高校と同じようにやらなけれ
ばいけないんじゃないのか。これ名護高校、宜野座高
校、辺土名高校、北山高校にも宿舎があるんですよ。
この状況、南部は土日問わず３食提供されていて、北
部は今言った名護だとか宜野座だとか、辺土名、北
山、これも食事は土日は出ないんですよ。祝日も。こ
の那覇と北部のこの差とは何か。答えてみて。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　寮の運営の話ということで
ございます。さくら寮の昼食の件は私どもも把握して
おりますので、そこにつきましては、しっかりまた運
営協議会とどういった対応ができるか、話し合ってみ
たいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　全部引き取ってやったらいいよ。こ
れ北部の学校は土・日・祝祭日、御飯が出ないという
話がどこにありますか。南部、那覇は出ているんだ
よ。おまけに、この群星寮というのが何年かな、五、
六年前にできたと思うんだけれども、これ定員自体が
120名ですよ。伊是名、伊平屋からの高校生はもうこ
のさくら寮に行かないで、那覇の群星寮に来ているん
だよ。こんな状況なんだよ。あなた方は実態が分かっ
ていない。真面目にやるかどうかだけ聞いておきま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　北部地区から開邦高校とかそういったところに行っ
ているというところであれば、その辺につきまして
は、やっぱり中高一貫校などが必要ということで、今
回進めているところでございますが、しっかりそう
いったところを進めていって対応していきたいと思い
ます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　もう一つ言う。
　さっき言った久米島の件もそうだけれども、久米島
も寮がありますよ。これ、久米島高校の定員が今120
名の中で60名欠けているんですよ。本土から今30名

入っている。各学年10名ずつ入っている。町が寮を
整備して何とか１学年10名だけやっている。去年の
入学、20名断っているんですよ。何でか。寮がない
から。あなた方この実態を分かっているでしょうが。
目をつぶるのか。久米島高校の寮はあなた方何もしな
いつもりでいるのか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　久米島につきましても、先
日――今年になってですけれども、久米島町の教育長
が見えて、課題についていろいろお話を伺ったところ
でございます。いろいろ町が設置しているところも
あって、どういった対応が可能かどうか、今後話し合
いながら決めていきたいと思います。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　北部市町村会に行っていろいろ話を
聞かせていただいたけれども、この定員割れの状況、
さっきも説明したようにあなた方が本当にその市町村
に寄り添っているかというと、寄り添っていません。
いろいろ話が、問題がある。これ、今日はもうそんな
にできないから６月の一般質問で教育委員会だけやろ
うかなと思っていますから、よろしくお願いをしてお
きます。それと――教育長替わっているのか、替わっ
ていてもいいんだけれども、そういう形でやります。
　それと、さっきちょっと牛乳問題、これは農林水産
部、３回にわたって６月７日から18日、８月16日か
ら９月12日、令和４年の１月11日から１月31日、こ
れを休校補償という形でできないのか。これは前に全
国一斉にやったときに、政府は全国的に補助したんで
すよ。けれども、県の補助に変わってから全く途絶え
ている。
　これもう一つ問題なのは何かというと、この間まで
陳情に行ったら畜産課と財政課の調整がつかないとい
うことでしたと言われている。財政も分かっているん
でしょ。2200万だよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時48分休憩
　　　午前11時48分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　令和２年度におきま
しては、学校の臨時休校措置によりまして、多量の余
剰乳が発生し、生乳よりも安価な加工乳等へ販売し、
酪農家では経済的な損失が発生しました。このため、
国においては、生産者需給緩和対策事業並びに県では
生乳流通支援事業を実施しまして、酪農家を支援した
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ところであります。残念ながら、令和３年度につきま
しては、国のこの事業が今なされていない状況にあり
ます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時48分休憩
　　　午前11時49分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　部長、俺が聞いたのは財政が断った
のか、あなたが断ったのかを聞いているんだよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時49分休憩
　　　午前11時49分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　令和３年度の休校措
置の影響によりまして、酪農家の経営状況は非常に厳
しいものというふうに考えております。このため、休
校措置による損失額の確認の上、検討してまいりまし
たけれども、損失割合の程度並びに趣旨などのことか
らまだ事業化には至らなかった状況でございます。
　このため、いま一度１月の休校措置、または長く続
く飼料高騰などの影響も総合的に判断して、次年度の
早い段階での酪農家の支援ができないものかというふ
うに考えているところでございます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　今、酪農家の出荷したお乳は60％
が学校ですよ。何年か前まで200の酪農家があったに
もかかわらず、今は50ですよ。これ、なくなってい
いのか、本当に。農林水産部はどう考えているのか、
真剣に考えてみてくださいよ。これ、今年はやるかど
うか分からないとか、去年は政府がやらなかったから
とかじゃなくて、それは単費でやるべきですよ、こん
なのは。１年間やって2200万の補償ですよ。飲食を
営む人たちが１年間でもらった協力金は1000万です
よ。２件分だよ。これが何で農林水産部でできないの
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　答弁少し重複いたし
ますけれども、休校措置による損失額を支援するた
めに、今年度の９月補正並びに12月の補正にて、こ
れまで臨時交付金だとか、ソフト交付金等の活用を
ちょっと検討してまいりましたけれども、休校措置に
伴う損失割合の程度並びに事業の趣旨等から、なかな

か事業化には至らなかったところでございます。これ
らを踏まえた上で、次年度の早期の段階には、また検
討を続けていきたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　総務部長、答えて。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時51分休憩
　　　午前11時52分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　今先ほど農林水産部長か
らございましたように、要求に際しての熟度といいま
すか、そういったところで今調整を進めているところ
というふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　この50の農家は皆さんの答えが出
てくるのを待っているんですよ。１回は補助が出た。
あと３回は出ない。皆さん御承知のように、この乳牛
は、飼料を外国からの輸入に頼っている。ここも上
がっている。飼料自体が上がっている。そういうこと
を考えたときに、これちゃんとはっきり相手に、でき
るのかできないのか答えるべきですよ。どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時52分休憩
　　　午前11時52分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　酪農家の状況という
のは非常に厳しいと考えておりまして、今年度なかな
かその事業の熟度が整いませんでしたけれども、次年
度の早期の段階には、休校措置または長く続く飼料高
騰への影響を総合的に判断して、早い段階で酪農家へ
の支援を考えております。これはまだ検討の途中でご
ざいますけれども、初妊牛の導入、もしくは自家育成
牛に対する支援等をその方向から検討してみたいとい
うふうに考えております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　これ以上言ったって変わらないと思
うけれども、実際はこの苦しさというのは皆さん本当
に味わうべきだと思うよ。これは切実な話ですよ、聞
いたら。何のために我々はここにいるのかということ
を考えて、だから僕は政治家と政治家で話をしたいと
言って、来たんだよ。ちゃんと農家に説明してくださ
い。
　それと、さっきのコロナ対策でブライダル業界の話
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をしました。僕はこれは非常に憂慮しなければいけな
いことだと思いますよ。僕はここに書いてあるけれど
も、その人たちからいろいろ話を聞いてきたら、何が
怖いかと言ったら、コロナ禍が終わっても披露宴がで
きなくなる可能性が――要するに披露宴をやる子供た
ちが少なくなってくると言うんですよ。皆さんは、簡
単に結婚して、披露宴もしないで一緒にアパートに住
んで、３年、４年、５年たって離婚をしてということ
につながっていく可能性のほうが高いと言うんだよ。
結婚は本人同士ではあるけれども、その親戚同士のつ
ながりでもあるんですよ。それをやるのが披露宴で
しょ。そこに、中城村は、令和４年度から10万円出
すと言っているんだよ、その結婚するところに。知
事、あなたはどうしますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時53分休憩
　　　午前11時54分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　議員から今御指摘のあった、中城村がそういった披
露宴に対して助成するということについては我々も新
聞報道等で聞いておりますけれども、先ほど答弁させ
ていただいたように、商工労働部としましては、結婚
披露宴を行う個人への補助といった、こういった個人
支援はこれまでも実施してきておりません。ただ、そ
ういったブライダル業界が大変厳しい状況にあるとい
うことは我々も承知しておりますので、繰り返しの答
弁にはなりますけれども、資金繰りでありますとか、
各種支援金の活用促進といった面で支援していきたい
というふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　子ども生活福祉部長。ひとり親家庭
の支援事業は幾らあるのか、予算は。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時56分休憩
　　　午前11時56分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　すみませ
ん、今手持ちの資料で予算額についてお答えすること
はできませんが、ひとり親家庭の支援については、就
労や生活、子供の学習支援等幅広く実施をしていると
ころでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　僕が昨日、計算しただけでこの予算

書27ページにあるだけで、４項目ありますよ、ひと
り親家庭を支援するための。
　いいですか、離婚率、群を抜いて沖縄県は高いんで
すよ。群を抜いて。1000人当たり2.5だとかというの
は沖縄県だけですよ。その入り口の対策をせずにあな
た方は結果にだけお金を出しているんだよ。ひとり親
になってからお金を出すんですか。離婚をしない、不
幸な家庭をつくらない、不幸な子供たちをつくらない
ようにしなければいけない施策はどこにあるんです
か。言ってみてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時57分休憩
　　　午前11時57分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　離婚の要
因には様々なことが挙げられると思っていまして、経
済的な問題であったり、あるいは孤立感の問題であっ
たり様々なものがあると思っています。県におきまし
ては、その孤独感等を感じないような子育てのための
環境の支援であったり、経済的な部分で言えば就労の
支援だったり、先ほども申し上げましたけれども、幅
広い観点から子育て家庭への支援を充実させることに
よって、離婚に至らないと言っては語弊があります、
離婚をするには理由があると思いますけれども、そう
いった支援も行っているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　僕は、これは全てが離婚によるもの
だとは言っていない。これをやることによって100％
離婚がなくなるとも言っていない。しかし、たかだか
５％でも10％でもこれで離婚率が落ちるんだったら
様々な方向から対策はすべきだと思う。子供の貧困も
そうだと思いますよ。僕はこういうのを、子供の貧困
支援だけで57億ですよ。さっき言ったひとり親だけ
で６億ですよ。これだけの支援をあなた方やるんだ
よ。結果に出ているんだよ。それをつくらないほうが
いいんですよ。つくらないための施策を僕は聞いてい
るんだ。何があるのか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時59分休憩
　　　午前11時59分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　一部繰り
返しになりますけれども、子育てをしていく、結婚生
活を送っていく過程で様々な困難、経済的な支援、生
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活の支援、妊産婦に対する寄り添い支援等を総合的に
行っているところでございます。また、ひとり親に
なったところに対してはひとり親支援というところで
やっているところでございますし、各方面から子育て
を支援しているというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　名渡山さんに罪はないけれども、６
月にもともと僕が専門にやってきた児童福祉だとか教
育にもう一回立ち返って、６月に一般質問したいと思
いますけれども、次に変えます。
　３番、自衛隊と米軍基地について。
　さっきいろいろ話は聞かせていただいたんだけれど
も、軟弱地盤があるから恐らく受け入れられないだと
か、工事は完成しないだろうとかと言っているんだけ
れども、じゃ僕は知事、あなたに聞きたい。普天間の
基地は危険ですよね。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時０分休憩
　　　午後０時０分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　そのように認識をしており
ます。
　普天間の一日も早い危険性の除去は喫緊の課題であ
るというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　この間防衛局とも話をしましたけれ
ども、今現在、滑走路半分はできていますよ。あと４
メーターかさ上げをするだけだ。そうすると今埋め立
てられているところに整備ができる。さっき言ったよ
うにＫＣ130は岩国に行きました。臨時の空港は九州
に行きました。残っているのはヘリだけだ。このヘリ
を今現在でも埋め立てられているところに持ってい
こうと思ったら早期整備をしてそこに――ヘリですか
ら、オスプレイも。そこに移転することは可能なんだ
けれども、それは政府に要望するつもりはないです
か、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時１分休憩
　　　午後０時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　繰り返しになりますけれども、辺野古新基地建設に
ついては、軟弱地盤の存在が判明し、提供手続の完了
までに約12年を要するとされ、さらに今般の変更承

認申請が公有水面埋立法に照らした厳正な審査の結
果、不承認とされたものであり、埋立工事全体を完成
させることが困難になったというふうに考えておりま
す。このことから、県としては、辺野古移設では普天
間飛行場の一日も早い危険性の除去にはつながらない
というふうに考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　僕の話を聞いていますか。
　今埋め立てられているところは軟弱地盤ですか。完
成してはいないけれども、あと４メーターかさ上げす
るけれども、今現在土が入っているところは軟弱地盤
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　議員のおっしゃっているのは、今辺野古側のところ
で、オスプレイは移転できるのではないかという趣旨
の話だと思います。このような話についても防衛局と
も率直に意見交換などもさせていただきましたけれど
も、そのときの防衛局側の話は、米側はやはり滑走路
が必要だということで、ですから今の辺野古側だけの
もので移転が終わるということがあり得ないというよ
うなお話をしておりました。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　謝花さん、それは事務屋の話だ。今
僕らがやろうとしているのは、政治決着の話をしてい
るから知事に聞いているんだよ。知事がそのつもりは
あるかどうかを聞きたいんだよ。それがあるというの
だったら僕らは協力しますよ。普天間から危険性をな
くすんだから。どうなんですか、知事。さっき言った
国会みたいに答えてよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御案内のそのような提
案については、これまで検討したことはございませ
ん。これはあくまでも普天間の危険性の除去、それを
県内に設置するのはなく、県外・国外へということで
我々はずっと求めてきておりますし、できる限りロー
テーション配備など、あるいは訓練の移転などについ
て実現を図っていただきたいということを要望を重ね
てきております。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　この通告は宜野湾市民のあちこちに
行っていますから。いいですか、知事。あなたが言っ
ていることはそのまま出ていますよ。これはライブで
みんな聞いているから。これ宜野湾市民に、何かが落
ちたら死ねと言っているようなもんだよ。危険性の除
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去を少しでも――危険な部分を少なくしようという話
をしているわけだから。どう思うんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時４分休憩
　　　午後０時４分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この間、沖縄県はオスプレ
イの配備反対を掲げ、県外への移設を求めておりま
す。可能であるのであれば、そのような方法も検討で
きるのではないかというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　一歩前進だね。検討すると言ってい
ますから、僕らが国と政治的な話はしますから……
（発言する者あり）　今、言わなかったか。その方法
も検討できるんじゃないかと言っていたんじゃないの
か。（「言った、言った」と呼ぶ者あり）
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　オスプレイの配備反対、そ
して県外への移設を求めているということでありま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　知事、もし我々が政治的に話をし
て、東京と政治家同士で話をして、オーケーをもらっ
たらあなたは要請しますか。それもしないか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時５分休憩
　　　午後０時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　沖縄県としては、県外・国
外移設という方向性でぜひ検討していただきたいとい
うように求めたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　宜野湾市民の皆さん、よく見ている
と思いますから、後ほどまたいろんな意見を市民とも
交換したいと思います。
　それで、形を変えて、２番から行きます。
　新型コロナウイルス対策について。
　保健医療部長、この任期２年ですか、本当にお疲れ
さまでした。任期の全部がコロナ対策だったと思いま
すけれども、公務員生活の終末に、こういう対策だけ
で部長を終わる。その御感想と退任の御挨拶をいただ
ければと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　議員御意見のとお

り、コロナについてはこの２年間、非常に大きな労力
を使って頑張ってきたと思っております。ただしか
し、保健医療部ではそのほかにも大きな課題を持って
おりまして、例えばこども医療費の無料化の拡大であ
りますとか、あと北部基幹病院についても、公立北部
医療センターについて基本計画を今策定中でございま
す。それから、水道広域化など各種の施策にも取り組
んできたところでございまして、このような検討に当
たれたことに対しては、職員とともに頑張ってきたも
のというふうに自分では思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　コロナはこれ以上やりません。
　次に振興策の(7)番。
　ここに国立自然史博物館があります。これは、僕は
第６次の振興計画の目玉だと思っているんです。これ
はどういうことかというと、前にも僕は説明しました
けれども、これはアジア全体のプロジェクトなんで
す。国立でアジア全体のプロジェクト。そうなると
200名から300名の研究員がこの沖縄の地に来る。そ
して、これはサテライトまで造るから、いろんなとこ
ろにこのサテライトを造っていく。これが設置をされ
ると、間違いなく日本中の中学生、高校生の修学旅行
は県内に訪れてくると思います。これこそが質のよい
観光じゃないんですか。私はそう思っているんです。
ですから、沖縄が本来目指すところは、海洋博の跡地
がある。国立のものがある。アジア全体のものを国立
自然史博物館がこの沖縄の中にできる。これは、日本
ができることによって、これは観光にとって大きな柱
ですよ。どう思いますか、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御案内の件につきまし
ては、私も賛同する立場であります。
　提案させていただいています来年度の予算2676万
6000円につきましては、世界的な国立自然史博物館
の調査なども含め、機運の醸成を図っていくために、
沖縄らしいアジアに唯一の自然史博物館を構想するた
めのそういう計画にも取り組んでいくということで、
誘致活動の検討、併せて国への働きかけなどもしっか
り強化をしてまいりたいというように考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　知事、別に働きかけるのはいいんで
すよ。非常にいいことだと思います。ただ、この自然
史学会の皆さんが沖縄にと言っているんですよ。日本
全体の。我々が働きかけるのはもちろんのこと、我々
本来はそういう専門家に働きかけをして専門家から政
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府に働きかけもしてくれとお願いをするんだけれど
も、専門家が政府にお願いをして、専門家が沖縄県に
お願いしているんですよ。こんないびつな話がありま
すか。だからどこかに調査に行くだとか、その展示場
を造るだとかもいいけれども、その前に国立自然史博
物館実現のための事務所を設置してくれよ。この国際
通りの入り口にでも、民間を雇ってでも、委託をして
でも、そこに造るべきだ。どう思いますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時10分休憩
　　　午後０時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　国立自然史博物館の誘致を実現するためには、広く
県民、企業、市町村に同博物館の概要と役割、沖縄に
設置する意義等について、広く理解をいただいた上で
取り組む必要があると考えております。そのため、来
年度、まず庁内の推進組織を構築するとともに、県内
企業、市町村などの説明、それからホームページなど
の充実、復帰50周年記念事業としてのシンポジウム
の開催など普及していただくための取組を強化してま
いりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　去年800万、1800万増、それで
2600万になったのは評価しましょう。でも、2600万
で本当に皆さんが今言っているような広がり方はしま
せんよ。目に見える形で――県庁に置くんじゃないん
ですよ。民間に置いて、何なのあの建物はというくら
い目立つようなところに置いて、それをやらなきゃい
けないと僕は思いますよ。今年度の補正ででもいいか
らやるほうがいいと思うんだけれど、どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時11分休憩
　　　午後０時11分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　誘致実現するための県内での取組と併せまして、所
管省庁、文科省等との連携、御説明等も必要になって
くるかと考えております。議員御提案の点について
は、今後の検討の一つとして、検討して実現に向けて
取り組んでまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　所見だけ最後に言っておきますけれ
ども、さっきの(10)番の質問、政治姿勢の(10)番。こ

れは病院事業局長人事が問われているから、その人に
答弁をさせちゃいけないですよ。常識的な話だよ、こ
んなのは。それと、この政策291ありますけれども、
知事、僕はもう時間がありませんから、最後に、あな
たに聞きますが、今年の知事選挙に出馬するんです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時12分休憩
　　　午後０時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　あらゆる公約の実現に向け
て、まず任期をしっかり全うするよう、全力を尽くし
ていきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　野党には言わないのか。与党にしか
言わないのか。こういう差をつけちゃ駄目ですよ、知
事。正々堂々とやらないと駄目だと思います。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時13分休憩
　　　午後１時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き代表質問を行います。
　西銘啓史郎君。
　　　〔西銘啓史郎君登壇〕
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時31分休憩
　　　午後１時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○西銘　啓史郎君　それでは改めまして、こんにち
は。
　会派沖縄・自民党の西銘啓史郎です。
　会派を代表して質問を行います。
　今回、持ち時間が46分ありますので、少しばかり
所見も述べさせていただきたいと思います。
　最近インターネットでいろんなことを調べることが
できます。今日の新聞にも載っていましたが、２月
22日は猫の日だそうです。ちなみに犬の日は11月１
日ということだそうですが、ペットフード協会飼育実
態調査によると、猫は全国で895万頭、犬は710万頭
が飼育、飼われているということであります。飼育さ
れていない犬・猫も含めるともっと大きな数になると
思うんですが、しかしネットで簡単に調べることがで
きる世の中、また正しい情報をどれだけ取れるかとい
うのも大変重要であると思います。例えば今日２月
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22日はどんな日かと調べると、アメリカの初代大統
領ジョージ・ワシントンの誕生日だそうです。今は第
46代バイデン大統領でありますが。そして1998年２
月22日は長野オリンピックの閉会日でありました。
２月20日に閉会した北京冬季オリンピックですが、
日本選手団は18個のメダルを獲得し、過去最高の結
果を残しました。特にスノーボード等10代の選手の
活躍もすばらしいものがありました。オリンピックは
やはり日本人選手団の活躍に誇りを感じ、またスポー
ツの持つ力が私たち国民にも勇気や希望を与えてくれ
るものだと改めて感じさせてくれました。
　さて、私は初当選以来、これまで県議会議員として
一般質問22回、予算質疑賛成討論等６回、代表質問
１回、合計29回登壇させていただきました。今日２
月22日、２回目の代表質問を２番目に当選２期の私
が行わせていただくことに感謝の気持ちを忘れずに
しっかり質問したいと思います。
　知事をはじめ執行部の皆さん、前向きな御答弁をよ
ろしくお願い申し上げます。
　では、本論に入りたいと思います。
　玉城知事が平成30年10月に就任以来、令和元年10
月、首里城の火災、令和２年１月、豚熱、同年２月、
新型コロナ感染症確認から２年に及ぶコロナ対策、そ
して令和３年11月、軽石漂流・漂着問題と、玉城県
政は多難なかじ取りが続いています。その中で特に公
約について、有権者、県民との大切な約束であるにも
かかわらず、一丁目一番地の辺野古に新基地は造らせ
ないと言いながら、残念ながら工事は着実に進展をし
ています。また県民の大切な税金１億円以上を投入し
て、裁判費用に投じて起こした国との訴訟では敗訴の
連続。話合いでの解決を求めると言いながら今回も訴
訟を起こすという対応に、県民は玉城知事のかじ取り
に不安を感じ始めているようであります。
　それでは通告に従い質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、所信表明を受けて。
　ア、基軸的な３つの基本方向、(ｱ)、「誰一人取り
残さない優しい社会」の形成、(ｲ)、「強くしなやか
な自立型経済」の構築、(ｳ)、「持続可能な海洋島
しょ圏」の形成とは何か伺います。
　イ、また、基軸的な３つの基本方向と令和４年度重
点テーマ６項目、(ｱ)、「新型コロナウイルス感染症
の克服と県経済の回復」、(ｲ)、「復帰50年のあゆみ
と沖縄の未来と希望の発信」、(ｳ)、「世界に誇る自
然を守り、調和した脱炭素島しょ型社会の実現と沖
縄文化のさらなる発展」、(ｴ)、「誰もが活躍できる

魅力ある地域社会の実現」、(ｵ)、「ＤＸとイノベー
ション等による「稼ぐ力」の強化」、(ｶ)、「未来を
拓く人材育成の推進」との関連性について伺う。
　ウ、「沖縄を取り巻く現状の認識」について。
　県民の生命財産を守るべく知事として、世界の政治
情勢等の認識を伺う。
　エ、公約とは、実現ではなく着手すればよいのか、
また、公約は任期中に実現しなくてもよいものと考え
ているのか伺う。
　(2)、来る石垣市長選挙において、知事は候補者調
整に尽力されたようであるが、政策的な調整も十分で
はないという声も聞こえる中で支援する構図は、有権
者、支援者に受け入れられるとの考えか、知事の見解
を伺う。
　(3)、副知事人事や部長人事がマスコミ報道であり
ますが、知事としての任期が残り僅かの中で行う意義
と考え方について伺う。
　(4)、沖縄県振興推進委員会が２月２日開催され、
沖縄21世紀ビジョン基本計画の2020年度の施策進捗
度をはかる県ＰＤＣＡの579の成果指標のうち、未達
成が294、未達成率が50.8％との報道がありました
が、その要因及び今後の対策について伺う。
　(5)、玉城知事の行政運営に対し、交渉力や決断
力、課題解決力に疑問を呈する声が最近数多く聞こえ
ています。玉城知事は、残りの任期で公約実現に向
け、特にコロナで疲弊した県民の生活や企業の支援、
経済回復に向けてどのように取り組むのか伺う。
　(6)、世界を取り巻く政治情勢は、米国、ロシア、
中国、北朝鮮の動向が注視される中、台湾有事等々も
含め懸念されています。リスク管理とは最悪の事態を
想定し取り組むこととの観点から、国民保護計画に基
づく沖縄県国民保護共同訓練もしっかり行うべきと考
えるが知事の見解を伺う。
　(7)、宮古圏域のまん延防止除外について、どのよ
うな科学的分析に基づき決定したのか、また、他圏域
における明確な判断基準等について伺う。
　(8)、毎週月曜日に行っているモーニングスマイ
ル、我々議員は残念ながら拝聴することができませ
ん。その効果について知事自身の評価を伺う。
　２番、沖縄振興予算について。
　令和４年度沖縄振興予算（案）が2684億円とな
り、前年度比326億円の減額となりました。特に一括
交付金においてソフト交付金394億円、ハード交付金
368億円と共に減額となり、県や各市町村の事業に関
し大きな影響が予想されます。
　このような情勢に鑑み、以下の件について伺う。
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　(1)、令和４年度沖縄振興予算について。
　ア、知事は、減額されたことについて大変残念であ
るとの発言をされたが、予算獲得に当たり知事自らど
のような交渉努力をしてきたのか伺う。
　イ、沖縄振興予算の減額に伴い、どのように事業見
直しを行ったか、県としての基本的な編成方針、考え
方について伺う。
　ウ、ソフト交付金の市町村との配分比率が、従来の
県と市町村５対３から11対９に変更となった根拠と
庁内及び市町村との調整について伺う。
　エ、沖縄振興予算の新規事業の概要及び予算額につ
いて伺う。
　(2)、令和３年度沖縄振興予算3010億円の執行予定
総額及びソフト交付金504億円、ハード交付金477億
円の執行予定額、並びに繰越予定額を伺う。
　(3)、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律
案が２月８日閣議決定されたが、その概要及び県の見
解について伺う。
　３、一般会計予算（案）について。
　令和３年度の一般会計予算は新型コロナ関係の補正
予算が幾度となく編成され、総額として１兆円を超え
る予算となりました。
　そこで一般会計予算について以下の件を伺います。
　(1)、令和３年度一般会計予算（補正含む）総額に
ついて、執行予定総額及び繰越総額等について伺う。
　(2)、新型コロナウイルス感染症対策関連予算につ
いて。
　ア、令和２年度から令和３年度における、当初・補
正含む予算総額について伺う。
　イ、総額の内訳（感染症対策、経済対策、生活者支
援、事業者支援）の予算額及び執行予定額について伺
う。
　(3)、令和４年度の一般会計予算について。
　ア、知事としての任期が最終年度を迎えるが、公約
実現に向けてどの部分に重点を置いて予算編成を行っ
たか伺う。
　イ、子どもの貧困対策推進基金を60億円規模にす
るとのことだが、これまでの県事業（実態調査事業
等）と市町村事業（支援事業等）の執行額（交付額）
並びにその効果分析について伺う。
　ウ、観光産業関連基金について、創設目的、使途基
準及び基金額の算出根拠について伺う。
　エ、文化観光スポーツ部において観光振興の予算が
466億円計上され、そのうちＧｏＴｏおきなわキャン
ペーン事業に376億円が計上されています。その事業
の概要（開始時期等）について伺う。

　４、観光産業の再興について。
　令和３年８月の臨時会において、観光産業の再興に
関する条例が全会一致で可決されました。また９月に
は、観光産業の再興に関する小委員会も設置され玉城
県知事への緊急政策提言、11月には、西銘沖縄担当
大臣をはじめ関係省庁へ沖縄県の観光産業の再興のた
めの支援に関する意見書を経済労働委員会のメンバー
を中心に上京し、手交してまいりました。しかし、県
内の相次ぐコロナ感染拡大に伴い、県内沖縄観光関連
産業への影響は想像以上のものとなり、観光関連産業
からは幾度となく県に対し強力な支援要請が行われて
います。また、沖縄観光コンベンションビューロー
とりゅうぎん総研によると、2021年度の観光客数は
320万人、観光収入は2464億円と見通し、観光収入
は約5000億円、２年間で約１兆円の減となり、実質
ＧＤＰは6.6％の減という過去最大のマイナス成長と
なる試算が示されました。
　そこで以下のとおり伺います。
　(1)、沖縄ツーリズム産業団体協議会と県観光協会
等協議会が１月26日、県庁に照屋副知事を訪ね観光
産業再興に向けた支援要請が行われたようだが、その
要請概要と県の支援策及び対応について伺う。
　(2)、県の労働力調査による産業別就業者数の統計
では宿泊業・飲食サービス業や旅行会社や観光施設等
を含む生活関連サービス・娯楽業の就業者数がコロナ
禍前（2020年１月）の９万7000人から８万2000人
（2021年11月現在）と約２年間で１万5000人減少
とのことであるが、アフターコロナを見据えて観光産
業の再興に向けた人材育成等について、県としての対
策を伺う。
　(3)、県外からの修学旅行について。
　ア、今年１月以降の予約キャンセルの実態について
伺う。
　イ、予約のキャンセルに伴うホテル、貸切りバス事
業、観光施設、観光施設飲食業等々、県内の観光関連
産業への影響（減収額等）及び経営状況について県と
して実態を把握しているか伺う。
　ウ、バスやレンタカー、ハイヤー・タクシー等保有
車両台数等に応じた支援策について、他府県の事例を
踏まえた対策等、県としての見解を伺う。
　(4)、クルーズ船の寄港について。
　ア、那覇港、平良港、石垣港における令和４年度の
予約状況について伺う。
　イ、受入れに際し、県クルーズ船受入那覇・南部地
域協議会の合意が必要とのことであるが、協議会での
議論状況について伺う。
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　(5)、県内需要喚起策としてのおきなわ彩発見事業
について。
　ア、今後の再開時期の見通しと再開条件（感染レベ
ル等々）について伺う。
　イ、令和４年度の県内需要喚起策について県の見解
を伺う。
　(6)、これまで観光関連産業の方々からの要請が幾
度となく行われたが、その対応には不満の声（知事は
誰一人として取り残さないと言うが観光関連産業は取
り残されている等々）が数多く聞こえます。そこで県
として今後の観光立県沖縄、リーディング産業として
の支援策を具体的・産業別に早急に実施すべきと考え
るが見解を伺う。
　(7)、観光産業の再興には水際対策は重要と考える
が、那覇空港内クリニックについて、那覇空港ビル
ディングからの要請概要及び県としての必要性や方向
性について見解を伺う。
　(8)、県内におけるブルーツーリズムやグリーン
ツーリズムに対する市町村の取組等について、現状と
課題・対策について伺う。
　(9)、エコツーリズム推進法について。
　ア、平成24年の成立に伴い、慶良間地域エコツー
リズム推進全体構想が４大臣の許可を得て、慶良間エ
コツーリズム協議会及びサンゴ礁保全利用部会が立ち
上がったとのことであるが、現在の状況と課題につい
て県の認識を伺う。
　イ、慶良間海域におけるダイビング船による営業実
態について伺う。
　ウ、慶良間海域は水深30メートルが保護対象とな
る国立公園であり、エコツーリズム推進法でも保護対
象であるが実態と課題について県の認識を伺う。
　エ、サンゴ礁保全のための係留ブイの設置に関し、
漁協との調整や設置許可等の庁内主管部署はどこにな
るか伺う。
　オ、沖縄県全域での係留ブイ設置状況について伺
う。
　(10)、バス、レンタカー、ハイヤー・タクシー協会
について。
　ア、県内各社の経営状況等について、どのように把
握しているか伺う。
　イ、その実態を踏まえて、各社からの幾度とない要
請への対応について、県の対応、見解を伺う。
　(11)、第３回県観光審議会が２月10日に開催さ
れ、第６次県観光振興基本計画の目標値として観光収
入1.2兆円、人泊数（延べ宿泊者数）4200万人泊に設
定することが確認されたとのことであるが、審議会で

の意見等についてどのようなものがあったか伺う。
　５、雇用・失業問題について。
　東京商工リサーチ沖縄支店は１月27日に、2021年
の県内の休廃業・解散企業数が351件と発表しまし
た。長引くコロナ禍の影響で、企業体力の低下により
事業継続を断念する企業が増えたとのことであるが、
県内各企業において雇用調整助成金等々の支援を受け
事業継続を行っている企業も多いと聞きます。
　そこで伺います。
　(1)、コロナ禍における今後の休廃業・解散企業の
見込みについて伺う。
　(2)、県内労働市場の動きについて。
　ア、直近の有効求人倍率・新規求人倍率の動き及び
正規雇用率について伺う。
　イ、令和４年３月新規高卒者に係る就職内定状況に
ついて伺う。
　ウ、平成30年３月卒業者（高校生、大学生）の中
で、３年以内の離職率について伺う。
　(3)、沖縄労働局は障害者雇用促進法に基づき、令
和３年沖縄県内の障害者雇用状況について公表しまし
た。
　ア、民間企業における雇用障害者数及び実雇用率に
ついて伺う。
　イ、公的機関における県、教育委員会、市町村おの
おのの雇用障害者数及び実雇用率について伺う。
　(4)、県内産業においてコロナの影響で資金繰りも
厳しく、金融機関から融資支援を受けることで事業継
続を行っているが、これからの返済を考えると大きな
負担となることによる不安が拡大しています。このこ
とは県内企業にとどまらず、全国の中小企業をはじ
め、ここ数年内にコロナの影響により廃業・倒産も懸
念されるが、県としての支援策及び見解を伺う。
　(5)、会計年度任用職員の現状及び課題（処遇改善
等）について伺う。
　６、県警関連について。
　(1)、警察庁が発表した令和３年の犯罪情勢による
と、刑法犯認知件数は56万8148件、特殊詐欺は１万
4461件となっていますが、県内刑法犯認知件数及び
特殊詐欺の発生件数について伺う。
　(2)、昨今、被害者と対面することなく犯行に及ぶ
匿名性の高い特殊詐欺に関して、県警が行っている防
止対策はどのようなものがあるのか伺う。
　(3)、水上安全条例が改正施行されたが、マリンス
ポーツ業界において違法行為を行っている事業者に対
する取組強化の要請も聞こえてきます。安心・安全な
マリンスポーツの実現に向けて、県警としての取組に
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ついて伺う。
　(4)、阿嘉島、慶留間島等への駐在所の設置に関す
る沖縄県離島振興協議会からの要請について、県警の
対応、見解を伺う。
　(5)、沖縄市で発生した警察官と高校生による接触
事案と沖縄警察署における騒動事案について。
　ア、１月27日に沖縄警察署管内で発生した警察官
と高校生の接触事案及び同事案を受けて、その夜から
未明にかけて発生した沖縄警察署における騒動の概要
について伺う。
　イ、これらの事案に対して、どのように対応したの
か伺う。
　ウ、今後、県警としてどのように対応していくのか
伺う。
　(6)、先般、那覇市内でインターネットでの復讐代
行による事件が発生した。ネット上には復讐代行の広
告が多くあるとのことだが、県警として再発防止に向
けた取組を伺う。
　(7)、県内薬物事犯摘発者が1975年以降で最悪、
226人との報道があったが、年代別の状況及び対策に
ついて伺う。
　７、海洋資源の開発と科学技術の振興について。
　(1)、我が国において海洋基本法に基づき海洋に関
する施策について、集中的、総合的に推進していま
す。
　ア、沖縄における海洋産業の振興・発展に向けた方
向性について伺う。
　イ、沖縄近海にある国内有数の海底熱水鉱床につい
て国主導の調査・探査が行われているが、県として海
洋産業の拠点形成に向けての現在の課題と今後の中期
的対応について伺う。
　(2)、沖縄科学技術振興について。
　ア、平成28年に策定された沖縄科学技術振興ロー
ドマップの目的及び位置づけ、役割について伺う。
　イ、科学技術振興施策に関する現状、成果及び課題
等について伺う。
　ウ、これまでの科学技術振興に関する予算額（年度
別）及び執行額について伺う。
　以上、よろしくお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　西銘啓史郎議員の御質問に
お答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)の
エ、知事公約の実現についてお答えいたします。
　公約とは、県民に対し政策を約束するものであり、

その実現に向けて、趣旨・目的に沿って継続して取り
組むべきものであります。この点を踏まえ、私は、公
約で掲げた全ての施策に着手し、取組を進めていると
ころです。
　次に１の(2)、石垣市長選挙についてお答えいたし
ます。
　今回の石垣市長選挙では、私と近い政策を持ち、共
に取り組んでいただける方を支援しております。首長
選挙につきましては、候補者が、地域が抱える課題等
の実情を踏まえ、自らの公約を掲げ、選挙に臨むもの
と認識しており、これを考慮し、有権者が判断するも
のと思われます。
　次に(3)、知事の任期が残り僅かな中で人事を行う
意義と考え方についてお答えいたします。
　沖縄県の定期人事異動については、例年４月１日に
行っており、適材適所の人事配置により、県施策の円
滑な推進や組織の活性化を図っております。そのよう
な全体の人事の中で、任期を迎える副知事や定年退職
する部長等の後任についても、４月１日付で発令する
こととしております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いて、１の(1)のア及び１の(1)のイ、基軸的な３つの
基本方向と重点テーマとの関連について。１の(1)の
アから１の(1)のイまでは関連いたしますので、恐縮
ですが一括してお答えいたします。
　新たな振興計画（案）においては、社会・経済・環
境の３つの枠組みに対応する形で、子供の貧困対策や
ジェンダー平等の推進等による「誰一人取り残すこと
のない優しい社会」の形成、デジタルトランスフォー
メーションを推進し、労働生産性を高め、県内産業の
稼ぐ力の強化等による「強くしなやかな自立型経済」
の構築、脱炭素社会に向けた再生可能エネルギーの導
入拡大や世界自然遺産の保全等による「持続可能な海
洋島しょ圏」の形成の基軸的な３つの施策展開の基本
方向を示しております。令和４年度の重点テーマにつ
いては、社会・経済・環境の３つの枠組みに対応する
項目に加え、喫緊の課題である新型コロナウイルス感
染症に対する取組、節目の復帰50年に関する取組、
各分野に通底する人材育成の６項目を設定しておりま
す。
　同じく１の(4)、沖縄県ＰＤＣＡについてお答えい
たします。
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　令和２年度を対象とした沖縄県ＰＤＣＡの実施結果
においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、離島フェアや花と食のフェスティバル等の各種
イベントが縮小・中止あるいは一部オンラインでの開
催となったほか、海外への渡航制限により県内高校生
の海外派遣事業等が中止となるなど、多くの取組で進
捗の遅れが見られ、その結果、成果目標を達成できな
かった施策が増加いたしました。
　県としましては、ウイズコロナ・ポストコロナに向
けた将来を見通す中で、オンラインを活用した取組の
実施に努めるなど、新しい生活様式に対応した施策展
開を図り、成果目標の達成に資する取組を着実に実施
してまいりたいと考えております。
　次に２、沖縄振興予算についての(1)のウ、ソフト
交付金の県と市町村間の配分割合の変更についてお答
えいたします。
　令和４年度のソフト交付金が令和３年度に比べ110
億円の大幅な減額となったことや、複数の市町村から
配分の見直しを求める意見もあったことから、県では
令和３年度の配分額の割合である11対９と、一部の
市町村から意見のあった１対１を、庁内の議論も踏ま
え市町村に提案しました。知事と41市町村長で構成
する沖縄振興会議において、１対１の場合、県が実施
する本県の特殊性に基因する不利性等の対策に影響が
生ずることを説明し、理解をいただいたことで、県
と市町村の配分は11対９の割合で決定したところで
す。
　同じく２の(3)、沖縄振興特別措置法等改正法案の
概要及び県の見解についてお答えいたします。
　２月８日に閣議決定された沖縄振興特別措置法等の
一部を改正する法律案においては、沖縄振興交付金制
度や高率補助制度、沖縄関係税制等の主要な制度が継
続・拡充されたほか、離島及び北部地域の振興、子供
の貧困対策、人材育成に必要な教育の充実、脱炭素社
会の実現、デジタル社会の形成といった県が強く求め
ていた重要な項目が、国及び地方公共団体の努力義務
として新たに規定され、法律の期限についても10年
間の延長とされております。また、駐留軍用地跡地利
用に関する特別措置が継続・拡充され、沖縄振興開発
金融公庫についても存続することとされております。　
　沖縄県では、昨年４月に国に対して制度提言を行っ
て以降、知事を先頭に、国の関係要路に対して、沖縄
振興に必要な特別措置の継続・拡充等を時期を捉えて
重ねて要望してまいりました。今回閣議決定された法
案については、これまでの沖縄県の要望や制度提言の
趣旨をおおむね盛り込んでいただいたところです。

　次に４、観光産業の再興についての(3)ウのうち、
路線バス、タクシーへの支援についてお答えいたしま
す。
　路線バスやタクシーなどの公共交通事業者への支援
について、各社の事業規模により運行経費が異なるこ
とから、県は、保有する車両台数等に応じた支援を実
施しております。具体的には、実際の経費や九州各県
の支援等を勘案しながら、業種ごとに車両１台当たり
の単価を設定し、令和２年度以降の３度の補正予算に
おいて、路線バス事業者及びタクシー事業者に対して
総額約10億6000万円を支給しております。
　同じく４の(7)、那覇空港内診療所設置についてお
答えいたします。
　那覇空港ビルディング株式会社は、旅客サービス強
化の一環として、空港内診療所の設置を必要と認識
し、実現に向けて検討を進めているところでありま
す。同社は、診療所設置に向けた報告書の中で、医師
確保や採算性などの課題があり、課題解決のために
は、国や県の支援が必要であるとしており、県として
も、これらの課題について意見交換を行っているとこ
ろです。引き続き、関係部局と意見交換を行いなが
ら、同社と協議を進めてまいります。
　同じく４の(10)のア及び４の(10)のイのうち、バ
ス・タクシー協会からの要請対応についてお答えいた
します。４の(10)のアと４の(10)のイは関連いたしま
すので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　県は、路線バスや法人タクシーについて、新型コロ
ナウイルス感染拡大以降、沖縄県バス協会や沖縄県ハ
イヤー・タクシー協会から、毎月の営業収入に関する
情報を収集しており、いずれの事業者も経営状況は厳
しいものと認識しております。そのため県は、両協会
からの要請等も踏まえ、感染防止対策として令和２年
６月補正予算、運行継続支援として令和３年４月及び
９月補正予算において、車両台数に応じた支援金を計
上し、路線バス及びタクシー事業者に対して総額約
10億6000万円を支給しております。
　次に５、雇用・失業問題についての(5)のうち、市
町村の会計年度任用職員の現状及び課題についてお答
えいたします。
　令和３年４月１日現在の県内市町村における会計年
度任用職員の数は、１万792名となっております。会
計年度任用職員については、国の制度との権衡から必
要な休暇を設ける必要があることや、期末手当につい
ては、常勤職員との権衡を踏まえて定める必要がある
ことから、県としましては、引き続き市町村に対し、
円滑な制度の運用が図られるよう必要な助言を行って
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まいりたいと考えております。
　次に７、海洋資源の開発と科学技術の振興について
(1)のア、海洋産業の振興・発展の方向性についてお
答えいたします。
　新たな振興計画（案）においては、基本施策、持続
可能な海洋共生社会の構築の中で、海洋島嶼圏として
のＳＤＧｓへの貢献を図るとともに、海の恵みを利用
した持続可能な社会経済開発であるブルーエコノミー
の先導的な展開として、海洋環境を活用した再生可能
エネルギーの導入促進、海洋調査・開発の支援拠点形
成に向けた取組の推進、沖縄科学技術大学院大学や琉
球大学、研究機関等との国内外のネットワーク形成を
視野に入れた産学官の相互連携など海洋政策の総合的
推進を盛り込んでいるところであります。
　同じく７の(2)のア、沖縄科学技術振興ロードマッ
プの目的及び位置づけ、役割についてお答えいたしま
す。
　沖縄科学技術振興ロードマップは、知的・産業クラ
スターの形成に向けた取組を加速させることを目的と
し、沖縄21世紀ビジョン基本計画の分野別計画とし
て位置づけております。本ロードマップの役割としま
しては、関係機関等との協力による科学技術の振興
と、知的・産業クラスターの形成を目指すための指針
及び活動計画となっております。
　同じく７の(2)のイ、科学技術振興施策に関する現
状、成果及び課題等についてお答えいたします。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げる健
康・医療、環境・エネルギーの成長分野を柱に、知
的・産業クラスターの形成を進めてきました。その結
果、大学・高専発ベンチャー企業の設立やうるま市州
崎地区にライフサイエンス企業が集積する等、企業の
集積が一定程度進んできております。集積したライフ
サイエンス企業は、研究成果を実用化した商品が販売
されるなど、実績を上げておりますが、さらなる発展
に向けて、県内大学、研究機関、支援機関、企業、金
融機関等の各主体の有機的な連携による、継続したイ
ノベーションの創出が課題と考えております。
　同じく７の(2)のウ、科学技術振興に関する予算額
及び執行額についてお答えいたします。
　科学技術振興に関する予算額及び執行額は、管理費
を除いた科学技術振興費で、平成28年度は、最終予
算額で約14億9000万円、執行額約14億7000万円、
平成29年度は、最終予算額で約16億3000万円、執行
額約15億9000万円、平成30年度は、最終予算額で約
９億1000万円、執行額約８億7000万円、令和元年
度は、最終予算額で約９億6000万円、執行額約８億

4000万円、令和２年度は、最終予算額で約７億1000
万円、執行額約６億4000万円、令和３年度は、最終
予算額で約６億8000万円となっており、令和４年度
当初予算案では、約７億4000万円を計上していると
ころです。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)のウ、沖縄を取り巻く現状の認識につい
てお答えいたします。
　最近の世界情勢については、ウクライナをめぐる軍
事的緊張を踏まえ、日本を含め各国が外交交渉による
解決に向けて尽力していること等について、関心を
持って注視しているところです。また、台湾海峡問題
を含む米中対立の激化によって、沖縄の基地負担の増
加につながることはあってはならないと考えておりま
す。国際社会の平和と安定は、我が国の繁栄と沖縄の
振興・発展を図り、県民の生命財産を守る観点からも
極めて重要であることから、関係国等の平和的な外
交・対話によって、緊張緩和や信頼関係の構築が図ら
れることが必要と考えております。
　同じく１の(6)、沖縄県国民保護共同訓練について
お答えいたします。
　国や市町村などの関係機関と国民保護計画に基づく
訓練を実施することは、国民保護に関する対処能力の
向上を図る上で重要と考えております。このため県で
は、国や市町村と連携して、毎年、複数回情報伝達訓
練等を実施しているほか、平成31年１月には大規模
テロ等の緊急対処事態を想定した図上訓練及び実動訓
練を実施したところです。また、令和３年度以降は、
国と都道府県による国民保護関連の課題について意見
交換する検討会が毎年開催されているほか、全国を６
つの地域ブロックに分けた実動及び図上訓練が輪番で
実施されており、九州ブロックでは、令和５年度に鹿
児島県、令和８年度に沖縄県の実施となっておりま
す。
　県としては、引き続き沖縄総合事務局や自衛隊、市
町村等と意見交換を行うなど、沖縄県主導の国民保護
共同訓練の実施についても調整してまいります。
　同じく１の(8)、モーニングスマイルの評価につい
てお答えいたします。
　モーニングスマイルは、知事から職員及び来庁者に
向けた庁内放送として行っております。その内容は、
新型コロナウイルス感染症対策に関する取組、各部局
からのトピックス、県が実施する各種イベント、季節
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の事柄、沖縄の年中行事などであり、情報の共有や職
員間のコミュニケーションに寄与しているものと認識
しております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、知事
の政治姿勢についての御質問の中の(5)のうち、生活
困窮世帯等への支援についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の影響により増
加する生活困窮者に対する切れ目のない支援を継続す
るため、住居確保給付金の特例給付や緊急小口資金等
の特例貸付け、新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金の再支給などを実施しているところです。
　県としましては、引き続き自立相談支援機関等の体
制を強化し、関係機関と連携しながら、生活困窮者
等、支援を必要とする方々への就労や家計等に対する
包括的な支援に取り組んでまいります。
　次に３、一般会計予算（案）についての御質問の中
の(3)のイ、子どもの貧困対策推進基金についてお答
えいたします。
　子どもの貧困対策推進基金を活用した県事業では、
子ども調査や子ども食堂開設支援など５年間で約２億
5000万円を執行し、子供の貧困の実態把握や施策の
効果検証、地域の取組の後押しなどを行ってまいりま
した。また、市町村事業では、約18億7000万円を執
行し、就学援助の充実や約7500名の放課後児童クラ
ブ利用料の軽減などが図られたところです。
　県としましては、今後も引き続き市町村と連携し、
子供の貧困対策に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢
についての(5)、コロナで疲弊した企業の支援、経済
回復への取組についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルスに係る沖縄県の経済対
策基本方針に基づき、引き続き、全ての産業の基盤と
なる事業継続と雇用維持の支援を実施しております。
加えて、感染状況を注視しつつ、まずは域内需要か
ら、段階的に域外への需要喚起策を実施するなど、経
済活動の回復に向けた取組を進めてまいります。さら
に、デジタルトランスフォーメーションとイノベー
ション創出による稼ぐ力の強化に資する取組等を推進
し、県経済の回復に努めてまいります。
　次に５、雇用・失業問題についての(1)、今後の休

廃業・解散企業の見込みについてお答えいたします。
　東京商工リサーチ沖縄支店によれば、2021年の県
の休廃業・解散企業数は、過去４番目に多い351件と
なっております。また、そのうち赤字廃業の割合が、
前年の約４割から約５割に増加しており、今後も新型
コロナウイルス感染症の影響が長期化すると、休廃
業・解散企業数が高止まりすることが想定されます。
　県としては、引き続き事業継続のための資金繰り支
援を実施するとともに、支援機関と連携し、国の事業
を含め各種支援策の活用促進に取り組んでまいりま
す。
　同じく５の(2)のア、有効求人倍率、新規求人倍率
及び正規雇用率についてお答えいたします。
　令和３年12月の有効求人倍率は0.82倍、新規求人
倍率は1.73倍、正規雇用の割合は61.1％となってお
ります。令和２年５月以降、有効求人倍率が１倍を下
回るなど厳しい雇用情勢が続いていることから、県で
は、雇用調整助成金の活用促進や県独自の上乗せ助成
を行うとともに、就職困難者等への再就職支援や新規
学卒者に対する相談体制の強化など、雇用の維持と求
職者の早期就職支援に取り組んでおり、引き続き関係
機関と連携しながら、雇用情勢の改善に努めてまいり
ます。
　同じく５の(2)のウ、新規学卒者の離職率について
お答えいたします。
　平成30年３月卒業者の３年以内離職率は、高校が
50.6％、大学が39.9％となっており、おおむね改善
傾向で推移しておりますが、依然として全国より高い
状況にあります。県では、インターンシップや合同企
業説明会、専任コーディネーターによる大学での就職
支援等を実施するほか、職場定着に向けた企業の取組
を支援するため、個別相談や専門家派遣等を実施する
こととしており、引き続き関係機関と連携しながら、
離職率の改善に取り組んでまいります。
　同じく５の(3)のア、民間企業における雇用障害者
数及び実雇用率についてお答えいたします。
　令和３年６月１日時点における民間企業の雇用障害
者数は5167人、実雇用率は2.86％となっており、13
年連続で法定雇用率を上回るとともに、過去最高を更
新し、全国で２番目に高い実雇用率となっておりま
す。
　同じく５の(3)のイ、公的機関における雇用障害者
数及び実雇用率についてお答えいたします。
　令和３年６月１日時点における県の知事部局、病
院事業局、企業局、警察本部、議会事務局の５機関
合計の雇用障害者数は186.5人、実雇用率は2.17％、
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県教育委員会の雇用障害者数は194.5人、実雇用率は
1.65％となっており、そのうち知事部局、病院事業
局、県教育委員会の３機関については法定雇用率未達
成となっております。市町村については、77機関合
計で雇用障害者数は492人、実雇用率は2.40％となっ
ており、そのうち令和３年11月末時点で法定雇用率
未達成の機関は20機関となっております。
　同じく５の(4)、これから返済が始まる中小企業へ
の支援策及び見解についてお答えいたします。
　コロナ禍で、県経済が依然として厳しい状況にある
中、令和２年度から実行したコロナ関連融資の据置期
間が５年以内となっており、今後、返済が始まる事業
者の増加が想定されます。県では、県経済への影響が
長期化していることを踏まえ、金融機関が継続的な伴
走支援をする融資及び利子補給制度を創設し、事業の
継続を図っております。また、県内金融機関には、こ
れまでも返済猶予等の条件変更について迅速かつ柔軟
な対応を求めております。
　県としては、支援機関と連携し、引き続き事業者の
経営改善に取り組んでまいります。
　次に７、海洋資源の開発と科学技術の振興について
の(1)のイ、海洋資源開発の拠点形成に向けた課題と
中期的対応についてお答えいたします。
　海底熱水鉱床など海洋資源の開発については、採算
性や法整備など商業化に向けた課題があることから、
県が目指す調査・開発支援拠点形成においても、現時
点では、調査機関や鉱物を利用する民間事業者の参入
に至っておりません。県では、引き続き国等の関係機
関と意見交換を行い、国の調査の進捗を把握するとと
もに、次年度は新たに、民間の事業参画への課題や条
件等を整理するための調査事業を実施し、支援拠点形
成に向け取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　１、知事の政治姿
勢についての御質問の中の(7)、宮古圏域の重点措置
区域の解除等についてお答えいたします。
　各圏域ごとのまん延防止等重点措置区域の解除につ
いては、圏域ごとの感染状況や医療体制の状況を勘案
し、地域の意見を踏まえた上で検討することとしてお
ります。解除の指標については、感染症専門家会議
や県医療コーディネーターの意見を踏まえて、それ
ぞれの圏域で、病床使用率及び重症者用病床使用率
50％以内、人口10万人当たりの新規陽性者数200人
以下、新規陽性者の前週比減少の７日間継続が見られ

る場合に措置区域から除くとの考えを示しており、２
月３日時点で全ての指標を満たした宮古圏域を地域の
意向も踏まえて措置区域外としたところです。その他
圏域についても同様の考えとなっております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○○総務部長（池田竹州君）　２、沖縄振興予算につい
ての(1)のア、予算獲得に向けた取組についてお答え
いたします。
　令和４年度の国庫要請に当たっては、全市町村と意
見交換を行った上で、知事自ら沖縄担当大臣や自民党
沖縄振興調査会をはじめ関係要路へ要請を行ってまい
りました。８月末の概算要求後も、沖縄担当大臣、官
房長官が来沖された際に、予算の確保について要請を
行い、11月には、市長会長、町村会長とともに、岸
田内閣総理大臣、松野官房長官、西銘沖縄担当大臣、
自民党沖縄振興調査会をはじめ関係要路へ要請を行い
ました。さらに、国の予算編成が大詰めを迎えた12
月中旬にも、西銘沖縄担当大臣をはじめ関係要路へ改
めて予算確保についての要請を重ねてまいりました。
　同じく２の(1)のイ、予算減額に伴う予算編成の考
え方についてお答えいたします。
　令和４年度沖縄振興予算案は、対前年度比326億円
減となる2684億円となりました。そのため、予算編
成に当たっては、市町村事業に配慮しつつ、県事業に
ついては、各事業の執行状況等の精査や必要に応じた
事業内容の見直しを行ったほか、県民生活への影響が
大きな事業や事業効果が早期に発現する取組への重点
化などを図ったところであります。
　県としましては、限られた財源を効果的かつ効率的
に活用しながら、可能な限り県民生活への影響が小さ
くなるよう取り組んでまいります。
　同じく２の(1)のエ、新規事業の概要及び予算額に
ついてお答えいたします。
　内閣府の令和４年度沖縄振興予算案における新規事
業としては、ものづくり企業の域外競争力の強化等を
図る沖縄域外競争力強化促進事業に約９億円、企業の
中核人材やＩＴを利活用できる基盤的人材の育成等を
実施する沖縄型産業中核人材育成・活用事業に約３億
円、また、2050年カーボンニュートラルの実現に向
けた沖縄クリーンエネルギー導入促進調査事業として
約１億円が計上されております。
　同じく２の(2)、令和３年度の執行予定額等につい
てお答えいたします。
　令和３年度沖縄振興予算3010億円のうち、県予算
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に計上したのは1351億円となっております。同計上
額のうち、令和４年１月末現在の執行予定額は760億
円、繰越予定額は591億円となっております。また、
ソフト交付金504億円のうち、県分の執行予定額は
253億円、年度内執行率91％、市町村分の執行予定
額は153億円、執行率68％、繰越予定額は県分26億
円、市町村分72億円となっております。次に、ハー
ド交付金477億円の執行予定額は183億円、執行率
39％、繰越予定額は294億円となっております。
　次に３、一般会計予算（案）についての(1)、令和
３年度一般会計予算の執行予定額及び繰越額について
お答えいたします。
　令和３年度一般会計予算は、今回提案しております
第22号補正予算を含めますと、１兆1194億8233万
9000円となり、過去３年の執行率を勘案すると、執
行予定額は約１兆円と想定しております。繰越明許費
は1295億771万8000円を計上しておりますが、引き
続き効率的な予算執行に努めまして、繰越額の圧縮を
図ってまいります。
　同じく３の(2)のア及びイ、新型コロナウイルス感
染症対策関連予算についてお答えいたします。３の
(2)のアと３の(2)のイは関連しますので、恐縮ですが
一括してお答えいたします。
　令和２年度以降、これまでに計上したコロナ対策関
連予算の累計は、約5297億円となっております。そ
の内訳は、感染症対策が1164億円、経済対策が2186
億円、事業者支援が1106億円、生活者支援が841億
円となっております。令和３年12月末現在の執行予
定額は、主に感染症対策の予算を計上している保健医
療部が989億円、経済対策と事業者支援の予算を計上
している商工労働部が2790億円、文化観光スポーツ
部が204億円、生活者支援の予算を計上している子ど
も生活福祉部が796億円となっており、全体で96％
の執行予定となっております。
　同じく３の(3)のア、公約実現に向けた予算編成に
ついてお答えいたします。
　令和４年度当初予算案においては、知事公約の実現
に向け、新たな振興計画を踏まえながら、諸施策を展
開することとしております。経済分野に関して、新時
代沖縄の到来の視点では、脱炭素社会の実現に向けた
島しょ型エネルギー社会基盤構築事業、県内企業の
「稼ぐ力」強化人材育成事業、観光産業のさらなる振
興に取り組むための沖縄県観光振興基金積立事業など
を計上しております。また、平和分野に関して、誇り
ある豊かさの視点では、アジア太平洋地域の緊張緩和
と信頼関係醸成に向けた平和連携の取組を推進するア

ジア太平洋地域平和連携推進事業、基地問題の国民的
理解を促すための米軍基地問題情報発信強化事業など
を計上しております。また、生活分野に関して、沖縄
らしい優しい社会の構築の視点では、子供の貧困施策
を切れ目なく推進するための子どもの貧困対策推進基
金積立事業、離島のデジタル社会の推進を図る離島地
区情報通信基盤高度化事業、北部中高一貫教育校の開
校に向けた中学校施設整備単独事業費などを計上して
おります。これらの予算を活用し、知事公約に掲げた
諸施策を着実に推進してまいります。
　次に５、雇用・失業問題についての(5)、知事部局
の会計年度任用職員の現状及び課題についてお答えい
たします。
　知事部局における会計年度任用職員は、令和３年６
月１日時点で1242名となっております。給与・勤務
条件などの処遇については、国に準じるとともに、県
の常勤職員との均衡も勘案し、改善に努めているとこ
ろであり、本定例会におきましても、妊娠・出産、育
児等と仕事の両立支援制度を充実させるための新たな
休暇制度等に関する条例案の審議をお願いしていると
ころであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　３、一般会
計予算（案）についての中の(3)のウ、観光振興基金
の創設目的等についてお答えします。
　県におきましては、国際競争力の高い魅力ある観光
地の形成を図るための取組を長期的、安定的に実施す
るために沖縄県観光振興基金を創設するものでありま
す。基金は、観光旅客の受入れ体制の充実強化を図る
ための事業等に充てることとしており、令和４年度当
初予算に計上した40億円につきましては、宿泊税を
導入した場合の想定する税収規模を参考に、基金を活
用して実施する事業の内容を勘案し積算したものであ
ります。
　同じく３の(3)のエ、ＧｏＴｏおきなわキャンペー
ンの事業概要についてお答えします。
　本事業は、国の地域観光事業支援の一環として新た
に創設された都道府県による新たなＧｏＴｏトラベル
事業を活用して実施するもので、落ち込んだ観光需要
を回復させるために、域外からの旅行需要喚起を図る
ものであります。具体的には、旅行商品の20％、１
人泊当たり8000円を上限に割引を行い、さらに、地
域クーポン3000円を上限に付与するものとなってお
ります。現在、国において詳細制度を設計中であり、
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現時点において、ゴールデンウイーク後から開始する
予定となっております。
　次に４、観光産業の再興についての(1)、沖縄ツー
リズム産業団体協議会等からの要請等についてお答え
いたします。
　両協議会からは、観光産業に対する事業規模に応じ
た支援や修学旅行等のキャンセルに伴う事務経費等の
補塡、観光予算の確保等について要請を受けておりま
す。県では、今月10日に照屋副知事が関係要路に対
して、おきなわ彩発見キャンペーン等の地域観光事業
支援の運用改善や、観光関連事業者の経営継続を支援
する地方創生臨時交付金の拡充等の要請を行っており
ます。
　県としましては、引き続き様々な財源の確保に努め
ながら、観光関連事業者の支援を検討してまいりま
す。
　同じく４の(2)、観光産業の再興に向けた人材育成
等についてお答えします。
　県では、観光関連産業従事者を対象に、エントリー
層、現場リーダー層に区分して、体系的な研修を実施
し、ウイズコロナ・アフターコロナ社会におけるマネ
ジメントやキャリアデザイン等をカリキュラムに加
え、人材育成に取り組んでいるところです。また、令
和４年度は、地域の観光振興を担う観光協会等を対象
とした研修を追加し、取組を強化しております。引き
続きアフターコロナを見据え、観光産業の再興に資す
る人材の育成・確保に努めてまいります。
　同じく４の(3)のア、修学旅行のキャンセル状況に
ついてお答えします。
　令和４年１月から３月までの県外からの修学旅行
予約数について、旅行会社15社へ照会したところ、
10社から回答がありました。令和３年12月７日時点
では、433校、８万5749人でしたが、令和４年１月
12日時点では、242校、４万7801人となっており、
191校、３万7948人のキャンセルが発生したものと
承知しております。
　次に、同じく４の(3)のイ、観光関連産業の実態把
握についてお答えします。
　沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合によると、令和
４年１月の平均客室稼働率は24.7％で、令和２年同
月比で、21ポイントの減となっております。沖縄県
バス協会によると、速報値で、令和４年１月の貸切
りバス収入額は１億1627万円で、令和２年同月比で
76.1％の減となっております。観光施設について県
が実施した調査では、令和４年１月の入場者数は、令
和２年同月比で、平均75％の減となっております。

県では、新型コロナウイルス感染症による観光関連産
業への影響について実態を把握するため、アンケート
調査を実施しているところです。
　同じく４の(3)のウのうち、貸切りバス及びレンタ
カー事業者への車両台数等に応じた支援策についてお
答えします。
　支援策について、他県では、保有車両台数に応じ
て、事業継続のための支援金交付を行っている事例な
どがあります。本県では、貸切りバス事業者へ１台当
たり最大３万円を支援し、学校行事や自治会旅行など
で貸切りバス需要を喚起するおきなわ彩発見バスツ
アー促進事業を実施しております。また、レンタカー
事業者を含め観光関連事業者等に対し個人に最大10
万円、法人に最大30万円を給付する観光関連事業者
等応援プロジェクトにより、事業継続支援を行ってお
ります。
　同じく４の(5)のア、おきなわ彩発見キャンペーン
の再開時期等についてお答えします。
　おきなわ彩発見キャンペーンは、観光庁の補助事業
を活用して実施しております。その補助金交付要綱で
は、本県の感染状況が感染警戒レベル２相当以下であ
ること、かつ、まん延防止等重点措置の適用を受けて
いないことが要件とされております。県では、感染状
況等を注視しながら、感染再拡大の防止を前提とし
て、レベル２移行後のキャンペーン再開に向け、関係
部局や関係事業者と調整を行っているところです。
　同じく４の(5)のイ、令和４年度の県内需要喚起策
についてお答えします。
　国の交付要綱等の見直しを受け、宿泊事業者感染症
対策支援事業の執行残をおきなわ彩発見キャンペーン
に増額するとともに、令和４年度に約80億円を繰り
越すこととしております。今後、利用対象範囲を現行
の県内及び隣県から地域ブロックへ拡大することに加
え、当初予算で約377億円を計上し、都道府県による
新たなＧｏＴｏトラベル事業を開始することとしてお
ります。県としては、コロナ禍で自制していた県内外
の旺盛な旅行需要を取り込むことにより、本県の観光
産業の回復に向け、全力で取り組んでまいります。
　同じく４の(6)、観光産業への具体的な支援策につ
いてお答えします。
　県では、事業者支援策として、国の月次支援金を
受給した県内事業者に対し、最大で個人に10万円、
法人に30万円を給付する観光関連事業者等応援プロ
ジェクトや、感染拡大防止策等に取り組む宿泊事業者
に対し、最大500万円を支援する宿泊事業者感染症対
策支援事業を実施しております。県内外の感染状況等
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を見極めつつ、感染のリバウンドを防止しながら、県
民による県内旅行を促進するおきなわ彩発見キャン
ペーンを再開し、その後は、都道府県による新たなＧ
ｏＴｏトラベル事業を活用するなど、段階的に域内か
ら県外、海外の旅行需要を取り込むことにより、本県
の観光産業の回復に向け、全力で取り組んでまいりま
す。
　同じく４の(10)のアのうち、貸切りバス、レンタ
カー事業者の経営状況等についてお答えします。
　県では、日頃から担当者間で電話や意見交換を行う
など、各協会を通じて経営状況等の把握に努めている
ところです。貸切りバスでは、バス運転手の路線バス
への応援や休業、レンタカーでは、車両や駐車場用地
の売却による固定費の削減を図るとともに、金融機関
からの融資や雇用調整助成金の活用などにより、事業
継続を図っていると聞いており、非常に厳しい経営状
況にあるものと認識しております。また、新型コロナ
ウイルス感染症による影響について、より詳細な実態
を把握するため、現在、各協会を通じてアンケート調
査を実施しております。
　同じく４の(10)のイのうち、貸切りバス及びレンタ
カー事業者への支援についてお答えします。
　貸切りバスについては、おきなわ彩発見バスツアー
促進事業で支援しており、２月18日時点で申請が30
社、2438万円の補助金交付を予定しております。ま
た、レンタカーを含めた観光関連事業者等について
は、観光関連事業者等応援プロジェクトで支援してお
り、２月18日時点で申請が１万5026件、給付済額が
16億7500万円となっております。観光関連事業者は
感染症の影響を長期にわたって受けており、事業者の
皆様からはさらなる支援を求められていることから、
次年度は当初予算に21億円を計上し、おきなわ事業
者復活支援金による支援を行ってまいります。
　同じく４の(11)、沖縄県観光審議会における意見に
ついてお答えします。
　第６次沖縄県観光振興基本計画の目標値について
は、コロナ禍の中、達成していない第５次計画の目
標値である4200万人泊等を基本に検討する必要があ
るとの意見があったことから、目標値を観光収入1.2
兆円、人泊数4200万人に設定することとしておりま
す。第３回審議会では、年間を通した観光需要の平準
化や富裕層の誘客による宿泊費、娯楽費等の各費目別
の単価向上等の審議が行われました。あわせて委員か
らは、観光業界の回復・復興対策や、業界とのさらな
る対話の場を求める意見が出されております。
　以上でございます。

○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　４、観光産業の再興
について(4)のア、クルーズ船の寄港予約数について
お答えいたします。
　令和４年の県内港湾におけるクルーズ船の寄港予
約数は１月時点で814回あり、そのうち那覇港は331
回、平良港は140回、石垣港は306回となっておりま
す。なお、１月末時点におけるキャンセル数は、全体
で182回となっております。
　同じく４の(4)のイ、沖縄県クルーズ船受入那覇・
南部地域協議会の状況についてお答えいたします。
　国内クルーズ船の寄港受入れに当たっては、国が公
表したクルーズの安全・安心に係る中間とりまとめに
より、衛生主管部局を含む地域の関係機関の合意を得
ることとされております。このため、沖縄県クルーズ
船受入協議会を設置したところであり、寄港予定の
１～２か月前をめどに、新型コロナの地域の感染状況
等を踏まえ、合意を図る必要があると考えておりま
す。なお、那覇港で国内クルーズ船の寄港を受け入れ
る場合は、那覇・南部地域協議会で地域の関係機関の
合意が必要となります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　４、観光産業の再興
についての(8)、ブルーツーリズムやグリーンツーリ
ズムに対する県の取組、課題・対策についてお答えし
ます。
　ブルーツーリズムやグリーンツーリズムは、農山漁
村に滞在し、農漁業体験等を楽しみ、地域の人々と
の交流を図る余暇活動であります。県では、平成29
年１月に10市町村の10団体を構成員とした沖縄県グ
リーン・ツーリズムネットワークを立ち上げ、現在、
12市町村の13団体を中心にスキルアップ研修会や農
漁業体験プログラムの開発・普及等を図っておりま
す。しかしながら、修学旅行の受入れが中心となって
いて一般客の誘致が課題となっていることから、今後
は一般客への情報発信の強化に努めてまいります。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○○環境部長（松田　了君）　４、観光産業の再興につ
いての(9)のア、慶良間地域エコツーリズム推進全体
構想の現状と課題についてお答えします。
　渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会及び座間味村エ
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コツーリズム推進協議会は、合同で慶良間地域エコ
ツーリズム推進全体構想を作成し、平成24年に国の
認定を受けております。当該構想では、慶良間サンゴ
礁保全利用部会を設置し、サンゴ群集を保全するため
に必要な事業を行うとされております。しかし、座間
味村に確認したところ、平成26年５月以後、同部会
を開催していないとのことです。また、当該構想の推
進に当たっては、両村の取組に関するすり合わせが課
題であると聞いております。
　同じく(9)のイ、ダイビング船の営業実態について
お答えします。
　県警察の公表資料によると、令和３年９月末時点で
県内に所在する潜水業の事業所は1041件で、そのう
ち渡嘉敷村及び座間味村に所在する事業所は75件と
なっております。
　同じく(9)のウ、慶良間海域における実態と課題に
ついてお答えします。
　ダイビング船がダイビングポイントで船を係留する
際、投錨したいかりがサンゴを破損してしまうことが
懸念されており、その対策として、慶良間諸島など一
部のダイビングポイントでは、船を係留する係留ブイ
が設置されております。しかしながら、他地域のダイ
ビング業者が地域のルールを守らず投錨することで、
サンゴの損傷が見られると聞いております。
　同じく(9)のエ、係留ブイの設置に係る漁協との調
整や設置許可等の庁内主管部署についてお答えしま
す。
　係留ブイの設置について法的義務はないものの、漁
場でもある海を適正かつ安全に利用する観点から、漁
協との調整が必要と認識しております。また、係留ブ
イの規模や構造によっては、農林水産部所管の沖縄県
漁業調整規則に基づく岩礁破砕等許可や、土木建築部
所管の沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則に基
づく公共用財産使用許可が必要となる場合がありま
す。
　同じく(9)のオ、沖縄県内の係留ブイ設置状況につ
いてお答えします。
　係留ブイについては、慶良間諸島や宮古島の一部の
ダイビングポイントで設置されていることを確認して
おりますが、県全域での設置状況は把握しておりませ
ん。なお、係留ブイの設置に係る岩礁破砕等許可、公
共用財産使用許可の実績はないと聞いております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　５、雇用・失業問題につい

ての御質問の中の(2)のイ、新規高卒者の就職内定状
況についてお答えします。
　県教育委員会の調査による本県高校生の就職内定率
は、令和４年１月末現在で昨年度と比べ0.9ポイント
減の76.9％となっております。その要因としては、
コロナ禍による観光関連産業をはじめとした多くの業
種における求人数の減少等が考えられます。
　県教育委員会としましては、今後も厳しい状況が予
測されることから、関係機関との連携を図り、引き続
き就職未定者の就職活動を粘り強く支援してまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○○警察本部長（日下真一君）　６、県警関連について
の御質問のうち(1)、県内刑法犯認知件数及び特殊詐
欺の発生件数についてお答えいたします。
　令和３年中の沖縄県内における刑法犯認知件数につ
きましては5833件で、前年より165件減少しており
ます。また、特殊詐欺につきましては、暫定値ではあ
りますが15件を認知しており、前年より９件減少し
ております。刑法犯認知件数につきましては、平成
14年の２万5641件をピークに、昨年まで19年連続で
減少しております。
　次に同じく６の(2)、特殊詐欺の対策についてお答
えいたします。
　特殊詐欺に関しては、オレオレ詐欺、架空料金請求
詐欺等巧妙な手口が多様に存在しますので、被害に遭
わないためには、県民がその実態を知り、防犯対策を
講ずることが重要であると考えております。
　県警察におきましては、安心ゆいメール、ＳＮＳ、
ユーチューブ動画などを活用した情報発信、高齢者世
帯への戸別訪問のほか、自治会等における防犯講話の
実施、金融機関と連携して詐欺被害防止のチラシ掲示
や、職員を対象とした被害を水際で阻止するための
ロールプレイング訓練の実施など様々な取組を行って
おります。今後とも特殊詐欺の被害者を出さないた
め、各種取組を積極的に実施してまいります。
　次に同じく６の(3)、違法行為を行っているマリン
業者に対する県警察の取組についてお答えいたしま
す。
　県警察におきましては、海域レジャー提供業者の事
業所に対する立入調査や事故発生時の調査に加え、イ
ンターネット上における事業者のホームページ、ＳＮ
Ｓ、広告等から覚知した情報等、あらゆる活動を通じ
て認知した情報を基に届出の実態把握に努めており、
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また、無届けと判明した場合には、事業の届出を行う
よう指導するなど、適切に対応しているところであり
ます。
　次に同じく６の(4)、阿嘉島、慶留間島への駐在所
の設置についてお答えいたします。
　駐在所などの警察施設の設置等に当たっては、既存
の警察施設の位置、管内人口の変動、治安情勢などを
踏まえて総合的に検討しているところであります。
　離島における警察施設の設置を検討するに当たって
は、離島の特殊性を踏まえ、地元住民の方々の設置の
御要望や治安上の不安等について、確実に把握するこ
とが極めて重要と考えております。お尋ねの阿嘉島、
慶留間島につきましては、ほかの警察施設のない有人
離島と異なり、これまでも来島者が増加する７月、８
月には警察官を応援派遣しているところであります。
そこで、派遣される警察官の勤務環境を整える意味で
も、警察施設の設置が必要であると判断しているとこ
ろであります。したがって、座間味村と調整を進めて
まいります。
　次に同じく６の(5)のア、沖縄警察署における騒動
の概要等についてお答えいたします。
　まず、高校生と警察官の接触事案についてでござい
ますが、本年１月27日午前１時15分頃、沖縄市宮里
の路上において、暴走行為警戒中の沖縄警察署所属の
警察官がバイクを運転する少年と接触する事案が発生
し、その後バイクを運転していた少年が右眼球破裂等
の重傷を負っていることが判明したものであります。
　次に、沖縄警察署における器物損壊等事案につきま
しては、本年１月27日午後11時頃から翌28日午前４
時頃にかけて、沖縄警察署周辺に最大時約400人の者
が集まり、一部の者が同署に向けて物を投げるなどし
て、庁舎の一部や構内に駐車していた車両のガラスな
どを損壊していたものでございます。
　次に同じく６の(5)のイ、各事案について、どのよ
うに対応したかについてお答えいたします。
　接触事案につきましては、当該警察官、負傷した高
校生、関係者等からの事情聴取に加え、警棒の鑑定分
析等、慎重に捜査を進めているところであります。ま
た、沖縄警察署における器物損壊等事案につきまして
は、当日、大勢の若者等が沖縄警察署周辺に集まり、
その一部の者が投石や車両への損壊行為等を行ってい
たことから、機動隊や近隣の警察署等の応援を得て、
蝟集した人々に対して解散を促すなど現場の安全を最
優先に対応しております。現在、慎重な捜査を進めて
いるところであります。
　次に同じく６の(5)のウ、今後の県警の対応につい

てお答えいたします。
　両事案ともに、事案の重大性を踏まえ、発生当初か
ら警察本部主導で慎重に捜査を行っているところであ
り、確認された事実関係について、法と証拠に基づ
き、厳正に対処してまいります。また、捜査によって
明らかになった事実関係について、引き続き必要に応
じて、県民等に対して適切に情報を発信してまいりま
す。
　次に同じく６の(6)、復讐代行の広告への対応につ
いてお答えいたします。
　御質問の事件につきましては、子供同士のトラブル
をきっかけに、無職の女性がインターネット上に掲示
されていた、いわゆる復讐代行を生業とする男性に依
頼をし、被害者が所有する車両に剝離剤などをかけて
損壊させたとし、本年２月２日水曜日、依頼した女性
と復讐代行業の男性を器物損壊罪で逮捕しておりま
す。
　インターネット上における復讐代行業に関わる記載
につきましては、その内容が人や物に危害を加えるな
ど、犯罪を誘発するおそれがある場合には削除依頼を
実施することとしております。
　県警察といたしましては、違法・有害情報を覚知し
た場合には、適切に対応していくこととしておりま
す。
　次に同じく６の(7)、県内の薬物事犯の状況と対策
についてお答えいたします。
　県内における過去３年間の薬物事犯検挙人員につき
ましては、令和元年は181人、令和２年は188人、令
和３年は226人と増加傾向にあります。昨年１年間の
検挙人員を罪種別で言いますと、大麻事犯が149人、
覚醒剤が57人、麻薬等が20人となっております。年
代別では20代の検挙者が91人と最も多く、10代が43
人、30代が47人、40代が35人、50代以上が10人と
なっております。
　県警察におきましては、薬物事犯の絶無に向けて積
極的な広報啓発活動を実施するとともに、末端乱用者
の徹底検挙による需要の根絶、密売人の取締りによる
供給源の遮断、関係機関と連携した水際対策の強化、
薬物乱用防止講話の開催など、総合的な対策を講じて
まいりたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　御答弁いろいろありがとうござい
ました。
　順不同で再質問をさせていただきます。
　まず県警関連ですが、本部長、先ほどの高校生との
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接触事案の件なんですけれども、先般記者会見をされ
たようでありますが、いろんなネット――確かにいろ
んな情報が錯綜していて、私自身も何が正しい情報な
のか分からない状況になっていました。特に今回この
事案に関してですけれども……。
　ちょっと休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時57分休憩
　　　午後２時58分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○西銘　啓史郎君　いろんな情報を耳にしました。県
警は、いろんな情報を隠蔽しようとしているのではな
いかであるとか、また先ほど申し上げましたＳＮＳ等
でもいろんな情報が拡散されて、非常に現地でも大変
だったと思います。
　そこで再質問として、県警の広報体制についてどの
ように考えているか、もう一度御説明お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　県警におきましては、
事案の発生当初においては、事実関係が判然としてい
なかったことから、事実について確認中である旨を説
明しておりますが、その後確認された事実に基づい
て、適宜マスコミ等に対して情報発信を行ってきたと
ころでございます。今後とも、正確な情報発信に努め
てまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　(6)の復讐代行、私も記事をネッ
トで見て、非常にびっくりしました。運転代行なら
ぬ、こういった復讐代行というものがなりわいになる
のかどうかも不思議なんですが、そのインターネット
での掲示だけでは犯罪ではないということをちょっと
お聞きしましたけれども、この何か――これはもちろ
ん法律なり条例では取り締まれないと思うのですが、
こういうなりわいが成立するような世の中というの
は、非常に不安であるし心配であるんです。県警とし
てできることというのはもう限られているとは思いま
すが、何かいい方法があるかどうか、もう一度御答弁
をお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　やはりこの種の事案を、復讐代行なるものを利用し
た犯罪というものは、必ず検挙するということが大事
ですし、やはりそういったもののネットサイトが非常
に有害なものであれば、違法にかかわらず削除依頼す
るなど、そういう継続的な取組が必要であると考えて

おりますので、引き続き力を入れて対策を講じてまい
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　県警関連は最後ですけれども、阿
嘉島、慶留間島、前回の一般質問でも取り上げさせて
もらいました。地元の離島振興協議会からも強い要望
があったり、我々議員団も意見交換をするときにそう
いう声がありました。今前向きな答弁をいただきまし
たので、ぜひ早急に対応していただければと思いま
す。
　以上です。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時０分休憩
　　　午後３時０分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○西銘　啓史郎君　知事の政治姿勢について、まず質
問させてください。
　先ほど所信表明を受けてというふうに、私も幾つか
質問をしました。今年は県内、選挙イヤーと言われて
おります。全県選挙として、７月の参議院議員選挙そ
れから９月の知事選挙、18市町村の首長選挙――も
う３つは既に終わりました。それから31の市町村議
会議員選挙が行われます。また、世界に目を向けると
３月韓国の大統領選挙、４月にフランス大統領選挙、
11月にはアメリカ中間選挙、上下両院議員選挙があ
る。そして隣国の中国では、５年に１度の中国共産党
大会がこの秋に行われるとあります。その選挙結果と
いうものもいろんな意味で世界、もちろん日本または
沖縄、いろんな影響が出てくると思うのですが、知事
もう一度伺います。
　知事の所信表明の中の環境の認識、沖縄を取り巻く
認識についてですが、知事として、もちろん基地問題
や県内のいろんな状況を所信表明に入れることは大変
重要だと思うのですけれども、私は今回の所信表明を
読んでいて感じたことがあります。まずページ数は増
えているのですけれども、知事、これ残念ながらマス
コミにも書かれていました。具体的な成果が問われる
ということを社説で取り上げているマスコミがありま
した。私もこの取組、決意を読んでいて知事の決意が
感じられませんでした。任期の最終年度を迎える知事
として、どこをどのようにしたいのか。特に基地問
題。実はこれは翁長知事の最終年度の資料から調べて
みました。まず、知事として辺野古の基地問題はどの
ような今位置づけになっているのか。一丁目一番地だ
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というふうにお伺いしていますけれども、知事として
の取組の決意についてもう一度御説明お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時２分休憩
　　　午後３時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　辺野古の移設そもそもは、
普天間飛行場の負担軽減、一日も早い危険性の除去で
あるということは、議員御承知のことだと思います。
市街地の中心部に位置しており、住民生活に著しい影
響を与えていることから、周辺住民の航空機事故への
不安それから騒音被害などを解消することは喫緊の課
題であり、やはり普天間飛行場の一日も早い危険性の
除去と早期閉鎖・返還は県民の強い願いであるという
ように所信表明でも述べさせていただきました。県と
しては、辺野古移設では普天間飛行場の一日も早い危
険性の除去にはつながらないと考えていることから、
政府に対しては対話によって解決策を求める民主主義
の姿勢を粘り強く求めていくとともに、普天間飛行場
の速やかな運用停止を含む危険性の除去、県外・国外
移設及び早期の閉鎖・返還と辺野古に新基地を造らせ
ないという公約の実現に向けて、ぶれずに全身全霊で
取り組んでいくということも明記させていただいてお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　過去４年間の、５年間ですか、翁
長知事の最終年、平成30年のこの所信表明の中でも
県政に取り組む決意という項目の中で、辺野古に新基
地は造らせない、公約の実現に向けて取り組むという
表現が入っています。私はこの入っているページも調
べてみたら、翁長知事のときは、最終年度、この30
年度の所信表明の取り組む決意の９行目に辺野古に
基地は造らせないという文字が入っているんです。
玉城知事の平成31年を調べてみると２ページ目の21
行目、令和２年は３ページの23行目、令和３年は６
ページの５行目。今回、令和４年は、辺野古に新基
地は造らせないという文字が出てくるのは、何と７
ページの21行目なんです。何を申し上げたいかとい
うと、辺野古の基地を阻止するのは知事の一丁目一番
地だったとしたら、取り組む決意の中で段々これが下
がってきているんです。私は、やる気があるのか、も
し与党の方だったら恐らくこの辺は普通クレーム、知
事の取り組む姿勢についてなぜこれがこんなところに
来ているんだということを言わなかったのか――事前
調整したのか分かりませんが、そういう意味も含め

て、知事の意気込み、取り組む決意が感じられないと
いう思いをしています。私は野党ですけれども、与党
はもっと厳しい追及をするのではないかと思っていま
すが、いずれにしてもこの知事の決意、一丁目一番
地、残念ながらこの中では今回一丁目一番地というと
ころを入れているのは、最重要課題というのは、子供
の貧困対策を最重要施策に掲げていますと入れている
んです。これは３ページ目に。これも大事です。もち
ろん子供の貧困対策は大事です。しかし本来の一丁目
一番地の辺野古に基地を造らせないということが――
先ほど言いました。どんなに知事が造らせないと言っ
ても工事は進んでいます。その辺について、知事はこ
の所信表明の中にどういうふうに思いを込めたのか、
もう一度御説明をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　出てくる場所によってそれ
が後退した前進したというような意見は様々あると思
いますが、しかし、決意としてぶれることは決して
ないということは改めて申し上げておきたいと思い
ます。そして今回、知事提案の説明要旨をつくるに
当たって、本土復帰50年、新たな振興計画のスター
ト、全身全霊で取り組む決意、そしてこれまで包摂性
と寛容性に基づく施策を推進してきたこと、公約の全
てに着手し様々な施策を展開していること、その目玉
となる取組、誰一人取り残さない社会の実現に向けて
お互いの人権を尊重し合う共生社会の実現、そして昨
年は困難な状況に見舞われたこと、コロナウイルス感
染対策、軽石問題、防災危機管理センター、復帰から
現状までの基地の状況、そしてＳＡＣＯ最終報告、普
天間新基地建設問題、公約に掲げた諸施策の推進な
ど、このように県政の重要課題を一つ一つ点検し、さ
らに新しい課題に取り組むという決意を込めて、今
般、私の令和４年に係る所信表明をまとめさせていた
だいております。ですから私は、この所信表明に込め
られた思いを必ず実現させるという思いで、残りの任
期をしっかりと全身全霊で務めていきたいということ
も合わせて述べさせていただいております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　やはり決意というものはもちろ
ん――知事はページ数は問題ないと言いましたけれど
も、私は重要だと思います。どの順番で何を語るか。
ましてやこれは県民の皆様への理解も賜ると書いてい
ますので、この辺はやはり知事の思いがどれだけ伝わ
るかというものは、私は大事だと思います。そしてこ
の質問の中にもありますけれども、公約は実現ではな
くて着手でもいいのかということを聞きました。知事
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は、幾つかにもう着手していますという話でありま
す。
　先般、那覇市長が施政方針の中で、184施策中着
手・達成95％と答えたそうです。そしてその後、議
員の質問に対して総務部長が、達成したのは25施策
で13.6％だという答弁をしたようです。何を申し上
げたいかというと、知事は、選挙のときには１期４年
間で――もちろん着手しかできないこともあるかもし
れませんけれども、基本的には２期８年でやるという
ことは申し上げていないはずですよね。知事はおっ
しゃっていないと思うんです。ですから任期中に実現
することが、私は本当は全てだと思います。しかし、
その中で特に辺野古については、もうちぐはぐな対応
が繰り返されている。そういう声が数多く聞こえてき
ます。
　そこで知事、もう一度伺います。知事の政策を実現
するために、この令和４年度、知事が一番重きを置い
ている項目は何でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時９分休憩
　　　午後３時９分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、当然
私にとって辺野古に新基地を造らせないということ
や、子供の貧困対策については一丁目一番地であり、
また離島振興も、離島振興なくして沖縄の振興なしと
いうような非常に重要な施策として上げさせていただ
いておりますが、もう一度この所信表明、一番最初の
議員おっしゃるところでは、初めに何を掲げているか
ということについて、もう一度御紹介したいと思いま
す。
　１ページの第１には、県政運営に取り組む決意を書
かせていただいております。本土復帰50周年節目の
年。しかし、様々な社会資本整備が進んできた中で、
１人当たり県民所得が全国最下位の水準、自立型経済
の構築はなお道半ば。離島の条件不利性、米軍基地問
題等の沖縄の特殊事情から派生する固有課題、子供の
貧困の問題、雇用の質の改善、重要性を増した課題や
新たに生じた課題等も明らかとなってきております
と。つまり、これから取り組んでいくことについて
は、やはりまだ道半ばであり、非常に重要なこの課題
が山積しているということにおいて、復帰50年の節
目の年にスタートする新たな振興計画においては、県
民が安全・安心で幸福が実感できる島の形成を施策展
開の基本的指針として掲げ、持続可能な発展に向けて

取り組んでいくというように書いてあります。その
中では、国際社会全体の共通目標であるＳＤＧs、社
会・経済・環境の３つの枠組に対応する形で、誰一人
取り残すことのない優しい社会、強くしなやかな自立
型経済、持続可能な海洋島嶼圏の３つの基本方向、さ
らには県民一人一人をはじめとする社会全体での参画
によって離島・過疎地域における安全・安心の確保と
魅力ある生活環境の創出、世界から選ばれる持続可能
な観光地の形成と沖縄観光の変革、世界に誇れる島嶼
型環境モデル地区の形成など、沖縄の地域特性やソフ
トパワーなどを生かし様々な施策展開を図ってまいり
ますと。このように所信を述べさせていただいており
ます。
　このように、議員が、やはりその一番に何を掲げる
かということに、私は、まず県政運営に取り組む決意
をしっかり述べさせていただき、るるそれぞれの項目
について、この所信表明の中で説明させていただいて
いるということを御理解いただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　改めてここで所信表明を聞くつも
りは全くありませんでしたけれども、知事、やはり知
事はこの所信表明で自分の思いを伝えるわけです、決
意を。それが私は、本当に与党の皆さんにも伝わって
いるのかどうか。この文章を作成するときにどんな調
整をされて、企画部が主管だというようには聞いてい
ますけれども、与党の方々の声も聞いたのか。それは
分かりません。ただいずれにしても大事なことは、知
事がこの残された任期、９月までの任期の中で何がで
きるか。何を県民に本当に見せてくれるのかが大事だ
と思います。この３年５か月の中でできなかったこと
が残り７か月でできるとは私は思っていません。です
から大事なことは、本当に知事の思いが込められてい
るというふうには私は感じられなかったということを
強く申し上げておきます。
　そして(2)に行きます。
　石垣市長選挙についてでありますが、私も相手候補
――相手候補といいますか、昔の仲間の一人でもあり
ますけれども、非常に残念というか驚きを隠せませ
ん。本人が立候補したこと以上に、与党の皆さんが彼
を担いだことも私は非常にびっくりいたしました。変
な意味ではなくて、私、オール沖縄の人材、石垣にも
市議会議員の方にはすばらしい方がいらっしゃると思
います。それをあえて今回、辺野古も賛成・容認、自
衛隊も賛成・容認の方を担いで、みこしに担がれてい
る本人もつらいと思います。それ以上に担ぐ方々も大
変じゃないかなという気がするんです。
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　そこで知事ちょっとお伺いしますけれども、知事は
候補者の人となりをどのように評価されたのか。先ほ
ど政策が一致するというお話をされましたが、どこを
どう評価されたのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私は、この候補者を取りま
とめる方々のいろいろなお話を聞かせていただき、そ
の方々からも非常に有能な方であり、また政策に非常
に詳しいといいますか、一つ一つ丁寧に取り組んでき
たこと、これまでの活動にも評価をしているというこ
とも候補者のお人柄として伺っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　選挙の結果は今週末に出ますけれ
ども、私は政治家としてというか人間としてといいま
すか――別にこの皆様の推薦した候補者のことを悪く
言うつもりはなくて、ここまで変われるかという気持
ちなんです。これはもちろん結果次第ですが、今日の
新聞、沖縄タイムスのほうには、石垣市長選でいろん
な世論調査が出ていました。住民投票であったり自衛
隊の配備についてでありますけれども、これ公室長に
お伺いしたいです。今まで自衛隊の配備については、
地元の理解と協力が得られるよう政府は丁寧に説明を
行うとともに、住民の生活の安全・安心に十分配慮す
べきであると考えておりますと、この繰り返しであり
ます。
　ですからここであえて質問を変えますけれども、今
回、相手候補も合意のない配備は反対とするというふ
うに話しているわけです、新聞によると。知事公室長
として賛成、反対、これ賛成は100％でなければ、住
民の合意というのが100％得られなければ、配備はで
きないというふうにお考えですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時16分休憩
　　　午後３時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　今まさに選挙中でござ
いますので、双方の候補者の発言等についてコメント
することは差し控えたいというふうに思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　そうじゃなくて、県がいつも答弁
するのは、十分配慮するべきであると考えております
と自衛隊配備について言いますよね。住民への配慮と
いうのは、地元の住民の合意が得られないと。合意と
いうものは100％賛成じゃないと合意じゃないという
理解でいいんですかということを聞いているんです。

これは選挙とか関係ありません。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時16分休憩
　　　午後３時17分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　議員御指摘のとおり、
県といたしましては、自衛隊の島嶼配備については、
我が国の安全保障や地域の振興、住民生活への様々な
影響などをめぐって様々な意見があるものと承知して
いるというふうに考えております。その認識の上に、
県としては、政府に対して地元の理解と協力が得られ
るよう十分な情報開示などをより一層丁寧に説明を行
うとともに、配備スケジュールありきで進めることが
ないよう求めてまいりたいというふうに答弁をしてき
たところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　答弁になっていないと思います
ね。要は100％合意というのは、一人でも反対したら
配備をしちゃ駄目だというふうに私は受け取れるんで
す。一人でも反対したら。だからそこを――よく皆さ
んもお使いになる民意というものが選挙で出たとか出
ないとか、よく話をされます。今石垣では、過去の市
長選挙でも、自衛隊の配備についてはもう推進派が当
選していると私は思うんですけれども、申し上げた
いことは、100％でなければ自衛隊の配備とかそうい
うものをしてはならないということであれば、辺野
古も、県民投票で70％が反対したと言いますけれど
も、100％反対でなければ止められないんじゃないか
と思ったりするわけです。もちろんこれは知事の公約
でもありますからいいんですが、数字をうまく使い分
けるというか、正しい表現ではないかもしれませんけ
れども、少なくとも今の県政与党の支持する候補者
は、ついこの間まで八重山防衛協会の事務局長もな
さっていた方だというふうに聞いていますし、彼の思
想信条、私も何回か話をする中でよく存じているつも
りですが、いずれにしても今回の選挙で私たちも一生
懸命我々が推薦する候補を応援してまいりたいと思い
ます。
　次に副知事人事等についてですが、まず最初に、こ
れも以前質問したんですが、なぜ事前に情報が漏れる
のでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時19分休憩
　　　午後３時19分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　部長人事など内示の前に
例年新聞、地元紙には掲載されております。ただそれ
は情報が漏れているというよりも、新聞社独自の取材
と判断で書かれているというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　マスコミの方もよく言うんですけ
れど、一生懸命いろいろ情報入手に力を入れていると
思うんです。でも少なくとも執行部の中のどなたかか
らの情報がない限り、口頭でも何でもいいですが、そ
ういうものは漏れないですよね。推測だけで書けない
ですよ。副知事の人事は知事しか知らないですから。
池田部長が自分で人事権があるわけがないですよね、
副知事の。だからそういうものも含めて、特に謝花副
知事、すみません、今回３月で終わりというふうに書
かれていましたが、今日の新聞にも新しいところへの
行き先も決まっていましたけれども、今回謝花副知事
は辞任、退任どのような位置づけになるでしょうか。
任期を全うしたということでよろしいでしょうか。知
事お答えください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時20分休憩
　　　午後３時20分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　今朝も新聞の報道でそのよ
うな議員御案内の記事が掲載されていたことは承知を
しておりますが、謝花副知事にはしっかりと任期を全
うしていただくということでお願いをさせていただい
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　私がした質問の趣旨は、過去、任
期４年以上務めた副知事というのはいらっしゃいませ
んか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　復帰後、副知事の人数で
いきますと４年以内で辞められている方が実は多うご
ざいます。ただ中には２期、満２期という方はほとん
どいらっしゃらないんですけれども、２期務められた
方はいらっしゃいます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　私も調べてみましたけれども、西
銘県政のときの比嘉副知事５年８か月。大田県政のと
きの東門さん４年９か月。要は知事の任期数か月を残
して副知事が変わるということは――もちろん任期４
年間ということで、私どもが任期についてどうこう言

うつもりはないですが、知事は以前、私が人事関係の
質問をしたときに、与党の方々ともいろんな方々と相
談して決めるということをおっしゃっていました。今
回の人事は、何かそういう相談をされた結果でしょう
か。要は、残り９月まで留任をお願いすることも検討
としてあったかどうか。それを差し支えなければお答
えください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時22分休憩
　　　午後３時23分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　人事に関しては、公平公正
な庁内人事を行うということと、そしてやはり重要な
副知事の人事、あるいは任期等についても様々な方々
に御相談をさせていただき、私の中で今回４月１日付
で任期を全うしていただき、次の方に替わっていただ
くということを決めたものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　謝花副知事が私と同級生だからで
はないんですけれども、謝花副知事、４年間お疲れさ
までしたということを先に申し上げたいと思います。
　次に移ります。
　(6)番の世界を取り巻く情勢についてであります
が、国民保護共同訓練、平成31年１月にテロ対処で
行ったという答弁が公室長からありました。私は、今
の時代、もちろんウクライナやロシアの動き、また
アメリカの動き、特に今、軍事遠征、これは日経新
聞に前に出ていましたけれども、通信衛星、偵察衛
星、早期警戒衛星というものがあるそうですが、今米
国の軍事衛星が128機宇宙にあるそうです。２位が中
国の109機、３位がロシアの106機で、中国において
は2012年40機から８年で2.5倍に増えているわけで
す。要は、今は宇宙情報の時代で、衛星を通して相手
の動きが本当に手に取るように分かる。その中で米軍
は米軍で訓練を強化する。私は知事に申し上げたいこ
とは、知事は県民の生命財産を守る立場であるとした
ら、先ほど申し上げましたように、世界のいろんな環
境を把握する中、もちろん話合いで解決するのも外交
でやるのももちろん大事なことです。しかし、まさか
という言葉を使わないようにしてほしいんです。そう
いうことになるとは思わなかったではなくて、日頃の
訓練というものは、やはり国民保護共同訓練というも
のは実施すべきだと思います。特に昨今こういう情勢
であるからこそ、もちろん政府としてまた他国もいろ
んな協調なりをするべきですが、知事改めて伺いま
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す。
　この国民保護共同訓練を行うつもりはないのかどう
かお答えください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　武力攻撃や大規模テロなどの緊急事態はあってはな
らない非常事態だというふうに考えておりますけれど
も、議員御指摘のとおり万が一発生した場合に備え、
住民の生命、身体及び財産を守る国民保護措置の対処
能力の向上に努める必要があると考えております。特
に沖縄県においては、島嶼県であるということから、
各島との輸送手段は空路と海路に限られるなどの課題
がございますので、そうした課題も踏まえて、訓練の
実施の必要性はあるというふうに認識をしておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　ぜひお願いをしたいと思います。
　振興予算についてですけれども、先ほど総務部長
が、知事がいろんな方々にお会いしたと聞いています
けれども、ちょっと確認させてください。これも何回
か質問に出るんですけれども、この振興予算に関し
て、国政野党の県選出国会議員の方々との連携という
か、どのような動きをされたのか。知事のほうから、
もし何かあれば、こういうことをお願いしたとかこう
いう動きをしてくれたというのが分かれば、私たちな
かなか情報がないものですから御説明お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時27分休憩
　　　午後３時28分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　お答えいたします。
　国政の野党の皆様につきましては、県選出の国会議
員の皆様に、予算要請時に協力をお願いしているとこ
ろでございます。
○○西銘　啓史郎君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時28分休憩
　　　午後３時28分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○総務部長（池田竹州君）　県選出の国会議員が要
請を受けて具体的にどういった行動をしたかまでは
ちょっと確認はしておりませんが、それぞれの党ある
いは国会での論戦などで沖縄の予算の重要性等を質問
などで取り上げてくれたものというふうに考えており
ます。

○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　なかなか、総務部長も発言しにく
そうですけれども、要は国政野党の国会議員の方々も
一生懸命活動はされていると思いますが、県民には見
えません。この振興予算に関して本当にどれだけ汗を
流してくださったのか、どれだけ貢献をされたのか私
は見えないんです。これは逆に、県政の執行部はそれ
は把握しておくべきだと思います。どういうことをお
願いして、どういうことをしてくれた。これは冷静
に、ちゃんと我々県民にも分かるようにすべきだと思
います。
　次に行きますけれども、ちょっと休憩お願いしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時29分休憩
　　　午後３時29分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○西銘　啓史郎君　これは所管部署はどこですか。重
点テーマ６項目ございます。１から６、先ほど読み上
げましたコロナウイルス感染症の克服とか、６番、未
来を開く人材育成の推進ですけれども、この重点事業
の１から６までの内訳とか予算とか。企画部長かな、
誰か把握されていたら、御説明をお願いしたいと思い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時30分休憩
　　　午後３時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　重点のテーマは、それぞ
れの予算額の合計ということでお答えさせていただき
ます。
　まず「新型コロナウイルス感染症の克服と県経済
の回復」につきましては1769億6400万円、そして
「復帰50年のあゆみと沖縄の未来と希望の発信」に
つきましては47億600万円、そして３番の「世界に
誇る自然を守り、調和した脱炭素島しょ型社会の実現
と沖縄の文化のさらなる発展」につきましては152億
7100万円、４番の「誰もが活躍できる魅力ある地域
社会の実現」につきましては1167億800万円、５番
の「ＤＸとイノベーション等による「稼ぐ力」の強
化」につきましては502億3600万円、６番の「未来
を拓く人材育成の推進」につきましては238億1300
万円となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　今お話しされたのは、この予算説
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明資料の数字ではなくて全部拾い上げた数字ですか。
私が今計算したのとちょっと違うんですけれども。総
額幾らになりますか、それで、６つの事業で。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時33分休憩
　　　午後３時34分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　今述べましたものを合計
しますと、総額で約3875億円となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　要するに、今回8600億円の一般
会計予算ですけれども、人件費や事務的経費とかを抜
くと、要は事業費としては恐らく3800億円ぐらいの
事業だというふうに理解してよろしいでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　今議員がおっしゃったよ
うに、人件費あるいは交際費等もございますので、そ
ういった形になろうかと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　大切なことはこの１年、令和４年
度の環境下の中で3800億円強の予算を組んで、県の
経済、県民の命を守る事業になると思いますが、この
執行の仕方はやはり十分に気をつけてもらわないと、
生きたお金にならないと思います。先ほど来言ってい
るように、知事の思いがどこにあって、どこに重点的
に配分したのかがよく見えなくなることがありますの
で、そこはしっかり我々もチェックをしていきたいと
思います。予算委員会でもしっかり審議をすると思い
ます。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時35分休憩
　　　午後３時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○西銘　啓史郎君　観光関連についてですけれども、
まず文化観光スポーツ部長に再質問したいと思いま
す。
　観光基金、先ほど宿泊税も参考にしながら40億円
程度のものをということでした。先ほど私の所見の中
で述べましたけれども、この２年間で約１兆円落ちて
いる沖縄県の観光産業への基金にしては、私は桁違い
だと思います。これでどれだけのものが本当に観光産
業の再生に使えるか、ＧｏＴｏも域内観光もレベル２
じゃなきゃ再開できないということがありました。修
学旅行も、もう１月もキャンセル、非常に厳しい環境

の中で、私は知事に一度、以前提言をさせてもらった
ことがあると思います。知事は医者として県内の産業
をしっかりと見るべきだということを一度お話しした
と思います。その医者、もちろん部長クラスが直接的
にいろんな産業と関わりながら情報を取って、この産
業の状態を知事に報告する。そして本当に重症化して
いる方々に対して、私の言い方が正しいかどうか分か
りませんけれども、観光産業の方々はもう瀕死の状態
なのに熱冷ましを飲まされているような雰囲気がしま
す。もちろんいろんな事業の支援もしているというふ
うに聞いていますけれども、真に求めている事業、真
に患者が必要とするものを処方箋を書いて対処してい
るかというと、私は到底思えません。この中で先ほど
午前中、呉屋議員からもありました。私もタクシー、
ハイヤーの方々とも意見交換をする中で、本当に厳し
い状況。知事、これ企画部なのかな、タクシーやモノ
レール、バスの利用状況、利用実績というのは何万人
単位で分かっていればお答えください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時37分休憩
　　　午後３時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　路線バス、タクシーそれ
ぞれの減収状況でございます。まず路線バスで申し
上げますと、令和３年４月から12月までの影響につ
いては、コロナ禍前の令和元年と比べまして、16.7
億、33％の減少。それからハイヤー・タクシー協会
によりますと、タクシーについても同じ期間の比較で
87.4億円の減収、46％の減ということを聞いており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　今減収よりも、本当は利用実績等
を確認したかったんですが、いずれにしても公共交通
機関としてのバス、タクシー、モノレール、数字的に
は大変厳しいものがあるということを聞いておりま
す。沖縄本島においては、タクシーの利用者が2684
万人で約５割、バスが1779万人で３割、モノレール
が1094万人で２割ということがタクシー協会の方々
からの資料に書いていました。申し上げたいことは、
コロナ禍で大変苦労している、バスに関しては路線バ
ス、貸切りバス、そしていろんな貸切りバスに対する
支援が路線バスを持っている会社は対象にならないと
いうことを聞きました。これは文化観光スポーツ部所
管になるんでしょうか。その件をお答えください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後３時39分休憩
　　　午後３時39分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今議員おっ
しゃっている観光事業――貸切りバスも含めた事業継
続支援として、沖縄県の場合、観光事業者等応援プロ
ジェクトを実施しておりますが、それの要件としま
して、売上高が50％以上減少したという形になりま
す。兼業率が高い場合には、売上げが50％以上減少
にならないという事業者さんもございますので、そこ
が支給できてないということだと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　恐らくバス会社もいろんな経営努
力をされて、売上げがこれだけ落ちると観光、貸切り
バス事業と路線バス事業を抱えているところは、もち
ろん運転手の数も貸切りだけに限らず、大変だと思う
んです。ですからやはり観光産業を見るときには、裾
野が広いですから、先ほども申し上げましたように、
個別に、事業体別にいろんなものを投与しないと、薬
の投与を間違うと大変なことになると思っているんで
す。これからＧｏＴｏや域内観光の需要がレベル２に
いつの段階になるのか、そして最低限この観光産業
の方々が――この間の新聞にも載っていましたけれど
も、日本全国で43兆円の貸付けがあって、この数か
月にはもう返済が始まると。貸付けも再融資を求めよ
うとしてもできない実態も聞いています。ですから
本当に厳しい状況にあるということを――観光立県、
リーディング産業という言葉を皆さんよく使われま
す。私もそうあるべきだと思います。ひとつ執行部の
方に聞き取りのときに申し上げましたけれども、観光
立県の観光を光を観るではなくて、感じる幸せ、幸せ
を感じる感幸立県にできないかなと。これは事業者も
来県者も県民も――今ややもすると観光客は来てほし
くないという声が聞こえます。知事もこの間、来島を
控えるようにという言葉が沖縄の懇話会で――以前も
言いました。ＪＡＬの会長がその発言を訂正して、対
策をして、来てくださいというふうに言ってほしい
と。修学旅行でも、ある県においてはそういう発信を
している地域には行かないようにというような教育委
員会のデータもあります。
　そこで、知事にもう一度お伺いしますけれども、知
事は観光産業をリーディング産業として、観光立県沖
縄として、本当に真剣に考えてくださるのであれば、
先ほどの基金、40億じゃ足りません。私は桁違い、
400億ぐらいまで上げる、またはもっと言えば、観光

産業の方と話をすると、１兆円を失った産業ですか
ら、それを再生するためにはもっと予算が必要だとい
うふうに私も思います。もっと大事なことはこの使途
の、使い方ですよね。単純に支援というのはできない
ということかもしれませんけれども、とにかく観光産
業を救うために、もう一度知事の言葉で観光立県とし
ての思いをしっかり伝えてください。お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　観光関連産業は沖縄県の
リーディング産業、産業基盤の一番広くて厚い層をな
しているものというように認識をしています。
　先ほど議員御案内の観光振興基金については、これ
は宿泊税を導入した場合の想定する税収の規模を参考
に、まず基金を積み上げておこうということですの
で、その打ち出しとして40億というところから基金
を創設させていただきました。ですから、できるだけ
魅力ある世界に発信し、そして世界から人を呼び込む
ような魅力ある観光地にしていくためには、さらなる
沖縄観光の振興を図るという意味からも、まずこの基
金を立ち上げてスタートさせたいという思いからであ
りますので、なお一層この基金を活用する、あるいは
観光振興にさらに資金を投入していけるような、そう
いう環境をつくっていけるようにしっかり取り組んで
いきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　知事、今宿泊税を参考にというこ
とでお話しありましたけれども、本来は必要な額を先
に考えて、そしてどれだけの基金が必要だというのが
順番ではないかなという気もします。これはこの後ど
ういう形で予算委員会も含めてどうなるかあれですけ
れども、ちょっともう一つ知事、私が常に気になるこ
とがありますけれども、本当にこの観光産業の方々と
知事が直接お会いをして――話をする機会がなかなか
ないということをお聞きします。それから副知事にお
会いをしたコンベンションビューローの下地会長を含
め、副知事がそれからまた上京して要請に行ったとい
うことを聞きました。要請した感触といいますか、副
知事として、照屋副知事が行かれたその感触をちょっ
と教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○○副知事（照屋義実君）　昨年、私が就任してから沖
縄ツーリズム産業団体協議会からの要請を幾度となく
受けております。たしか回数として６回ばかりかと思
うんですけれども、その皆さん方の熱い要請、本当に
悲鳴に聞こえるような御要請を課題として胸に抱き
ながら、要請に行ってまいりました。昨年の12月22
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日、みそかを前にしたときにも行ってまいりましたけ
れども、間を置かずにやはり年度末を控えた折から、
これはもう一回行くべきだろうということで、オミク
ロン株が急激に蔓延した状況の中であっただけに、そ
のアポを入れた省庁は来てくれるなというふうなこと
でお断りがあったわけですけれども、そこを何とか無
理をお願いしたいということでお願いしまして、面談
が実現したという事態がございました。
　沖縄ツーリズム産業団体協議会の皆さんからは、観
光産業に対する企業規模に応じた支援や、修学旅行等
のキャンセルに伴う事務経費等の補塡、観光予算の確
保等について要請を受けてまいりましたけれども、私
どもが参りました省庁、いずれも真摯に対応していた
だきました。丁寧に聞き取っていただけたというふう
に感じ取っております。また沖縄観光の現状について
の説明も、本当にその先ほど申し上げましたように真
摯に聞いていただいたわけでありまして、本県の観光
産業の厳しい現状を理解してもらえたものというふう
に私は理解しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　副知事、ぜひ沖縄の現状をやはり
こうやって直接――本当はいろんな業界の方々とお会
いをして、知事自らも私は意見を聞いてほしいんです
ね。前もお話がありましたけれども、知事にお会いす
ることはとても難しいという声をある業界の方々が
おっしゃいます。大臣に会うよりも難しいということ
をおっしゃる方もいます。そうならないように知事、
副知事がしっかりこの沖縄の観光産業の方々、いろん
な業界の方々の声を聞いて、先ほど言いましたよう
に、医者として処方するときに間違わないように副知
事、これをお願いしたいと思います。
　続いて、エコツーリズム関係についてですけれど
も、先ほど慶良間海域におけるダイビング船による営
業実態というのは、私はどのくらいの回数ダイビング
をしているかということを聞きたかったのですが、環
境部長じゃなかなか把握できないのか、文化観光ス
ポーツ部長、何か数字は把握していますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時47分休憩
　　　午後３時47分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　先ほどの答弁で、慶良間地域の事業者数をお答えい
たしましたけれども、ちょっと古いデータですが、平
成16年時点での調査結果によりますと、慶良間海域

で慶良間側の事業者が約60事業者、沖縄本島側の事
業者が約150事業者で、計200以上のダイビング事業
者が活動しているという報告がございます。現在、本
島側の事業者については調査をしているところでござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　私も数字を実際把握しているわけ
じゃないですが、ある関係者の方から聞くと、慶良間
海域で１日20艇、ダイビング船が出ているらしいん
ですね。20艇としたら１回のダイビングポイントで
アンカーを３本下ろすんです。それが大体３か所でダ
イビングするらしいんです、その１艇で。それであと
営業日が200日とすると３万6000回ぐらいアンカー
の上げ下げがあるらしいんですね。ですから、もちろ
ん業者の方々はサンゴを傷つけないように努力をされ
ているし、サンゴの保全にも力を入れていると思うん
ですけれども、申し上げたいことは、県が辺野古のこ
とでサンゴのこともいろいろお話しされますけれど
も、日々そういったダイビングの方々がサンゴを傷め
つけているかもしれない。そのために、前も言いまし
たオーストラリアのグレートバリアリーフでは、もう
係留ブイ以外は使わせないような、環境を守るために
そのための利用料金も取っているそうです。ですか
ら、ここでやはり環境部としてというだけではなく、
ぜひ文化観光スポーツ部長としても、このダイビング
の世界一立派な海の環境を守るという意味では、ぜひ
それを検討して、係留ブイができるような仕組みを検
討してはいかがかというふうに思います。
　それと最後になりますけれども、この業者、協会の
方々といろいろ話をすると、やはりサンゴを守ること
は海を守ること、海を守ることは地球を守ること、地
球を守ることは私たちの暮らしを守ることにつながる
というふうに話しております。ぜひそういう意味で
は、この係留ブイの設置についてどうやったらできる
か。こうだからできませんではなくて、どうやったら
できるかを含めて知恵を出し合っていきたいと思いま
す。
　最後に、今回３月末で退職される部長、先ほど大城
部長にもありました。また転出される方々については
御苦労さまということと、これからまた一生懸命頑
張ってほしいと思います。謝花副知事も本当にお疲れ
さまでした。今度は２人で飲みましょう。
　ありがとうございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時50分休憩
　　　午後４時10分再開
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○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き代表質問を行います。
　新垣　新君。
　　　〔新垣　新君登壇〕
○○新垣　　新君　こんにちは。
　代表質問を行う前に、一言所見を申し上げます。
　今年度で退任、退職なされます謝花副知事、教育庁
の金城教育長並びに保健医療部の大城部長、多くの県
職員の退職なされる皆様に、本当に沖縄県の発展のた
めに寄与なされたことに厚く御礼を申し上げるととも
に、退職なされて少し休んで、また沖縄県の発展のた
めに御指導と御鞭撻をいただきますよう心からお願い
を申し上げます。長い県職員生活、本当に御尽力いた
だきまして感謝を申し上げます。
　ありがとうございます。
　それでは、代表質問を行います。
　件名１、深刻な軽石問題について。
　船舶や漁船の航行・安全を確保する観点から、県と
漁協組合関係者やレジャー関係者等に軽石の最新情報
提供を行う連携体制はどうなっているのか伺いたい。
　(2)、県全域に軽石が沖合や漁港、海岸、河川等に
漂着した除去の進捗状況を伺いたい。また、軽石の漂
着がピークを過ぎるのは６月との報道があるが、県の
見解を伺いたい。
　(3)、南太平洋・トンガ沖での海底火山噴火による
さらなる軽石の漂着を危惧する声があるが、情報収集
の状況や対策等を伺いたい。　
　(4)、軽石被害における漁船の故障を防ぐ改造等に
対する応急処置の補償支援状況等を伺いたい。　
　(5)、県と水産関係団体で構成する軽石対策協議会
で、関係者に対する被害額等や漁に出ることができな
かった補償支援等についての議論の中身を伺いたい。
　(6)、軽石の安全性確認及び処分または活用方法に
関する技術的な支援についての検討結果を伺いたい。
　大項目２、農林水産業の振興について。
　(1)、令和４年度からの新たな不利性解消事業につ
いて、県の見解を伺いたい。
　ア、これまでの生産者の要望を受けて、対象品目の
拡大について見解を伺いたい。
　イ、離島から本島までの出荷コストの負担軽減措置
を検討しているか、見解を伺いたい。
　ウ、船舶輸送へのシフトを踏まえた単価の見直しが
検討されていると聞いているが、生産者団体の意見を
聞くべきだと考えるが、見解を伺いたい。
　エ、北部地域及び離島地域の支援について、新たな
不利性解消事業の枠組みの変更に伴い、市町村が実施

する不利性解消事業で、公募による指定物流事業者の
在り方として、１社またはＪＶ方式以外の形態を認め
ない選定方式を検討していると聞いているが、その中
身について見解を伺いたい。
　オ、輸送費基本単価が調整中となっているが、これ
まで生産者団体は輸送費上昇を踏まえた単価設定が必
要と要請している。同事業は予算の範囲内での対応と
しているが、一括交付金が減額されている中でも十分
な予算確保が必要であり、予算が足りなければ補正予
算などの対応が必要と考えるが、見解を伺いたい。
　(2)、新年度の松くい虫被害対策と予算を伺いた
い。また、前年度に行った松くい虫被害対策と実際に
かかった費用を伺いたい。
　(3)、シークヮーサー枯れ木被害の状況について伺
いたい。
　(4)、沖縄県水産業の振興を図る観点から、生産量
を増やす取組とブランド力などの他府県や輸入品との
差別化を図って付加価値をつけて販路拡大していく取
組が重要と考えるが、見解を伺いたい。
　(5)、糸満漁港北地区・高度衛生管理型荷さばき施
設のプロモーション戦略について。
　ア、短期的視点として、今年10月に全国でも数少
ない大規模な密閉式な高度衛生管理型の荷さばき施設
が糸満市に開設される。同施設は、今後の沖縄県で水
揚げされる水産物が本土市場及び海外市場でも評価さ
れていくためにもなくてはならない施設であり、あわ
せて県内外に沖縄で水揚げされる水産物をアピールす
る絶好の機会となる。関係機関が一丸となって、プロ
モーションセールス等を大々的に展開して、沖縄県の
水産物の知名度アップと消費者ニーズに応えた安全・
安心な水産物が供給できる施設であることをアピール
することが重要であると強く考えるが、県の支援体制
を伺いたい。
　(6)、海洋深層水を生かした水産業について。
　ア、近年、漁獲調整など水産物の資源管理が行われ
ている中、生産量を増加する取組として、今後は「と
る漁業から育てる漁業」への時代の転換期の流れにシ
フトしていくことと同時に、中長期的な視点で海面及
び陸上における養殖施設の整備と安定的で良質な種苗
生産体制の確立が必須になってくる。現在、久米島で
展開している海洋深層水もクルマエビ養殖等をはじめ
として水産業発展にも大きく寄与しており、久米島以
外の県内の数か所でも、海洋深層水が同様に利活用で
きる施設を整備することが望ましいと強く考えている
が、知事の見解を伺いたい。
　大項目３、県内社会資本の整備について。
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　(1)、新年度も一括交付金の減額が止まらない。沖
縄振興公共投資交付金（ハード交付金）の７年連続減
少により、県内のインフラ整備などの事業で、県及び
市町村ごとの主な事業内容のさらなる遅れが懸念され
るが、県の対応を伺いたい。
　(2)、公共事業、民間事業を請け負う建設業企業等
の社会保険加入率のデータとして、現在７割から８割
という数字が出ているが、現状は、大手建設会社の現
場に入るために小さな企業は社会保険に加入している
中堅企業へ社員を一時的に入社後、保険加入させ社員
の雇用をつないでいるというのが現実で、小企業の末
端まで社会保険加入に対する義務意識が浸透していな
いが、見解を伺いたい。
　(3)、本島の南北、東西を結ぶハシゴ道路ネット
ワーク構築に向け、那覇空港自動車道及び沖縄西海岸
道路整備、名護東道路整備、南部東道路整備の新年度
の取組を伺いたい。
　(4)、災害に強い県土づくりのため、海岸防波堤等
の老朽化への対応について、現状の課題等と取組を伺
いたい。
　(5)、都市計画法の改正に伴い、自己用住宅立地緩
和区域における災害危険区域等の除外と対象のある市
町村について、取組を伺いたい。
　(6)、土地利用規制法について。
　ア、安全保障上、重要施設周辺及び国境離島等にお
ける土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関す
る法律が令和４年９月までに施行されます。国の安全
保障上、無秩序な土地取引は規制すべきものであると
理解しているが、御承知のように沖縄県には米軍基地
が集中し、併せて先島には自衛隊の配備も進んでお
り、土地利用規制法が施行された場合は、沖縄県では
広範囲で注視区域に指定されるおそれがある。指定さ
れた場合は、周辺１キロメートル圏内が対象となり私
有財産の有効活用などが大きく制限されることにな
り、沖縄県の経済発展に影響が出てくることは必然で
あり、その運用に当たっては、土地所有者が経済的な
損失を被ることがないように対応すべきだと強く考え
るが、見解を伺いたい。
　(7)、デジタル庁が進めるデジタル田園都市国家構
想について、県の取組を伺いたい。
　ア、デジタル田園都市国家構想は、政府が新しい資
本主義実現に向けた成長戦略の最も重要な柱と位置づ
け、地方からデジタルの実装を進め都市間格差の解消
と地域活性化を目指すものであるが、県内には人口が
1000人にも満たない小規模離島村があり、小規模離
島村においてデジタル田園都市を推進するための人材

育成の確保や民間企業の支援も受けにくい状況にあ
る。そういった小規模離島村を取り残さないために
も、沖縄県として支援が必要と考えるが見解を伺いた
い。
　イ、沖縄県では、沖縄クラウドネットワークによる
沖縄県内の通信網整備、沖縄国際通信ネットワークに
よる首都圏・アジアへ向けた国際通信網整備、さらに
沖縄のデータ集積場所として沖縄情報通信センターを
整備し、デジタル田園都市国家構想へ向けてのインフ
ラ整備は既に整っていると考えられる。これらのイン
フラ基盤を生かした県内のあらゆるデータ整備のため
のオープンデータ整備や、県内自治体の取りまとめ地
域社会のデジタル化促進に向けて、どのように旗振り
役として取り組んでいくのか、見解を伺いたい。
　ウ、デジタル田園都市の実現には、データ連携基盤
をはじめ、統合ＩＤ、認証など共通サービスを支える
デジタル基盤が必要だが、それを引き受ける特定事業
者だけを利して終わる可能性が高いことも国は憂慮し
ている。このため、ハードウエアの共有、システムの
共有、それを担う人脈の形成など、幾つかのアプロー
チを国自ら積極的に支援するとのことだが、共有が進
んでも、現状の沖縄県では、システム企業は多いが、
ＩｏＴ機器、ＲＦＩＤ機器、ＱＲ機器、ロボットと
いったデジタルハードウエアの機器メーカーが少な
く、県外企業とは、つなぐ技術のレベルの差が顕著
で、結局県内企業には活躍の場が与えられない、いわ
ゆるざる経済が続くことが予想される。ハードに強い
システム企業の育成や県外の機器メーカーと連携でき
る環境整備が必要だが、民間だけではできないことが
多く、沖縄県として支援が必要と考えるが見解を伺い
たい。
　(8)、外国人労働者の育成・訓練について。
　ア、新年度、第11次沖縄県職業能力開発計画を策
定する予定と聞いているが、進捗状況を伺いたい。
　イ、少子高齢化で労働力不足の懸念が高まってくる
が、外国人労働者の確保や人材育成も重要である。県
はどのように検討を進めてきたのか、進捗状況と県の
見解を伺いたい。
　ウ、外国人材の活用に当たっては、職業訓練等によ
る育成支援と訓練拠点施設整備を行うことが必要と考
えるが、県の見解を伺いたい。
　４、子ども・子育て支援について。
　(1)、コロナ第６波の影響により認可園や認可外保
育園の休園が相次いでいる。夫婦共働きの家庭では、
子育てママが仕事を休む状況になり生活が苦しいとの
悲鳴が聞こえるが、県としての支援策を伺いたい。
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　(2)、コロナ第６波の影響により小・中・高・特別
支援学校も休校が相次いでいるが、生徒への学習の遅
れはないか伺いたい。
　(3)、コロナ第６波の影響により部活動等が休止で
あるが、小・中・高校生のストレスに対する精神的な
ケアはどのように対策を行っていくのか、見解を伺い
たい。
　(4)、現状の待機児童数と保育士確保の取組を伺い
たい。
　(5)、ゼロ歳児における待機児童数の状況と改善策
を伺いたい。
　(6)、沖縄県保育士合同就職説明会の在り方につい
て。
　ア、沖縄県保育士・保育所総合支援センターが行っ
ている合同就職説明会と保育者養成校の試験や実習と
日程が重なり、保育資格を有する来場者の人数が少な
かったと伺っている。今後は県が養成校に対し密に連
携を図り、日程を調整する旗振り役になるべきと考え
るが、見解を伺いたい。
　(7)、認可外保育施設園児への支援充実について。
　ア、認可外保育施設園児への新すこやか事業におけ
る給食費補助の継続を行うべきと考えるが、見解を伺
いたい。
　イ、認可外保育施設園児への新型コロナ感染予防対
策支援の利用料減免措置や休業補償を県も支援すべき
と考えるが、見解を伺いたい。
　ウ、認可外保育施設園児への認可保育との保育格差
是正について、見解を伺いたい。
　(8)、新年度の子供の貧困対策に向けた県の取組に
ついて伺いたい。
　(9)、国は虐待防止を図る観点から、「懲戒権」の
削除や「体罰禁止の明記」を民法改正に検討している
が、県の見解を伺いたい。
　(10)、現在開会されている通常国会において、児童
養護施設、里親の家庭で暮らす虐待や貧困を要因とす
る保護児童の支援の年齢制限の撤廃方針の児童福祉法
改正が提出されている。沖縄県内のケアリーバーと言
われる該当者の現状について、県はどのように把握し
ているのか伺いたい。
　(11)、昨年末、県が里親委託解除を通知した養育里
親から引渡差止めの訴訟がなされた。この解除は児童
福祉審議会の開催もなく進められたと言われています
が、当該児童は児童相談所に一時保護されており、そ
の委託先を里親夫婦へ願う署名が６万筆以上集まり県
知事に送られた。この案件の経過と県の対応について
伺いたい。

　(12)、ヤングケアラーにおける県調査結果と支援体
制が必要と考えるが、見解を伺いたい。
　(13)、２月12日の地元紙報道における県整備の公
立学童施設整備の遅れと影響について伺いたい。
　大項目５、教育・文化・スポーツの振興について。
　(1)、県内の小・中・高・特別支援学校でのいじめ
の発生件数と内容を伺いたい。学校側の対応や保護者
との関係性構築に関して、改善策等を伺いたい。
　(2)、中部の高校生が自殺した問題を受け、保護者
に対して責任の所在や再発防止に関する説明責任の対
応について、教育庁の対応には不信感が拭えないが、
本件について説明は終了したとの認識か伺いたい。
　(3)、教育委員会は、令和元年に重度知的障害者の
生徒が学ぶ普通高校の先進地視察を行いましたが、こ
れまで本県においては重度知的障害のある生徒の特性
に応じた教育を受けることができなかったが、検討し
た結果を伺いたい。
　(4)、沖縄水産高校の専攻科の漁業科・機関科の定
員増を行う必要性について、県の見解を伺いたい。
　(5)、知事の公約の一つである夜間中学設置につい
て、近年、もともとの目的であった戦中戦後の義務教
育を受けられなかった方々への教育以外に、現在では
学び直しや職業教育の基礎をつくることなど、多種多
様な学びに対しての受皿として重要視されているが、
夜間中学設置の進捗について、見解を伺いたい。
　(6)、首里城復元に向けたスケジュールと進捗状況
等を伺いたい。
　(7)、これは大変評価すべき問題でありますので高
く評価いたします。読み上げます。
　(7)、今年も、沖縄の将来を担う学生たちが参加、
交流、創造を柱に豊かな感性と個性を生かし、県産業
の担い手としての自覚と誇り、進取の気概を醸成する
場として沖縄県産業教育フェアが開催中で、南部３高
連携プロジェクトでは、ＩＣＴを活用した第６次産業
をイメージさせる、大変興味深い取組が行われてい
る。一方で、今後産業界で成長が期待されているデジ
タル産業やＤＸについては、本県だけでなく全国的な
人材不足が予想される。沖縄県経済の次世代の競争力
と県民所得向上のためには、デジタルのソフトだけで
なくハードも含めた、より実践的な教育が必要となる
と考えるが、県の見解を伺いたい。
　(8)、今年度も沖縄振興特別推進交付金（ソフト交
付金）が減額された。スポーツアイランド構想の主な
事業の大幅な遅れが懸念されるが、見解を伺いたい。
　大項目６、県知事選挙の期日前投票所増設につい
て。
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　(1)、地方選挙の投票率が低下しているが、投票率
を上げる努力について伺いたい。また、県選挙管理委
員会が目指す投票率はどのくらいを目標としているの
か、見解を伺いたい。
　(2)、今年９月に施行される沖縄県知事選挙におい
て、県内41市町村の期日前投票所の増設をすべきだ
と考えますが、市町村との連携を図ることについて、
県選挙管理委員会の見解を伺いたい。
　壇上では終わり、後は質問席で再質問したいと思い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　新垣新議員の御質問にお答
えいたします。
　県内社会資本の整備についての御質問の中の３(7)
のア及び３(7)のイ、デジタル田園都市国家構想に向
けた小規模離島村への支援及び地域社会デジタル化の
取組についてお答えいたします。３(7)のアと３(7)の
イは関連しますので、恐縮ですが一括してお答えいた
します。
　国は、新型コロナウイルス感染症への対応で課題と
なったデジタル化の遅れに対処するため、自治体ＤＸ
推進計画において、自治体ＤＸや地域社会のデジタル
化等の取組を示しております。沖縄県では、国の計画
を踏まえ、自治体ＤＸの推進に向けて、市町村への説
明会やセミナーの開催のほか、沖縄県・市町村ＤＸ推
進連絡会を設置して、情報共有、意見交換を行ってき
たところです。次年度においては、小規模離島村をは
じめとする市町村のＤＸ推進人材の確保や職員育成の
支援などを実施する予定であり、あわせて、国のデジ
タル田園都市国家構想交付金の積極的な活用を呼びか
けるなど、引き続き市町村と連携し、地域社会のデジ
タル化に取り組んでまいります。
　次に、子ども・子育て支援についての御質問の中の
(8)、子供の貧困対策に向けた取組についてお答えい
たします。
　沖縄県では、現在、令和４年度を始期とする新たな
子どもの貧困対策計画の策定に取り組んでいるところ
です。今般取りまとめた計画（素案）では、困窮世帯
の割合など44の指標を設定し、ヤングケアラーの実
態把握や若年妊産婦の支援など165の重点施策を掲げ
ております。また、子どもの貧困対策推進基金を積み
増しして60億円とし、引き続き就学援助の充実を図
るとともに、ヤングケアラー等困難を有する家庭への
訪問支援など、個々の家庭の事情に寄り添った支援
に、市町村と連携して取り組むこととしております。

今後とも、社会の一番の宝である子供たちが、その生
まれ育った環境によって左右されることなく、夢や希
望を持って成長していける誰一人取り残さない優しい
社会の実現を目指し、子供の貧困対策に取り組んでま
いります。
　次に４の(12)、ヤングケアラーの調査結果と支援に
ついてお答えいたします。
　今般、学級担任を対象に実施したアンケートにより
ますと、ヤングケアラーと思われる子供は1088人、
そのうち学校生活に影響が出ている子供は523人であ
りました。次年度は、児童生徒を対象とした実態調査
を実施し、課題等を明らかにした上で、支援体制の在
り方を検討するなど、ヤングケアラーへの支援の強化
を図ることとしております。
　沖縄県としましては、子供らしい暮らしができずに
つらい思いをしているヤングケアラーの気持ちにしっ
かり寄り添い、適切な支援につなげることにより、子
供たちとその家族が安心して生活し、学び、成長して
いけるよう、引き続き関係機関や市町村とも緊密に連
携しながら取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。 
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時36分休憩
　　　午後４時36分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○○環境部長（松田　了君）　１、深刻な軽石問題につ
いての(1)、船舶等の航行安全を確保する観点からの
情報提供についてお答えします。
　沖縄島及び先島諸島周辺の軽石の漂流状況について
は、第11管区海上保安本部が、航空機による漂流状
況調査を行っており、その情報を同本部ホームページ
で公開するとともに、県の関係課で構成する軽石対策
ワーキング会議にも随時情報提供していただいており
ます。県では、軽石に関する県のホームページ上にリ
ンクを張り、情報の周知に努めております。
　同じく(2)、軽石除去の進捗状況及び収束について
お答えします。
　軽石については、令和４年２月15日時点で、国、
県による回収が、港湾で１万7220立方メートル、県
による回収が、漁港で2530立方メートル、海岸で
3932立方メートル、市町村等による回収が１万1990
立方メートルで、計約３万6000立方メートルを回収
しております。軽石の影響については、専門家等から
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今年４月から６月頃まで漂着が続くとの予測が示され
ており、県としましては、第11管区海上保安本部の
観測結果や専門家の予測結果の把握に努めるなど、漂
着状況の動向を注視してまいります。
　同じく(3)、トンガ沖海底火山噴火で危惧される軽
石漂着に対する情報収集や対策等についてお答えしま
す。
　令和４年１月にトンガ沖で噴火した海底火山により
噴出した軽石については、沖縄科学技術大学院大学の
研究者から、赤道付近の海流を横切るとは考えにくい
との見解が示されております。
　県としては、漂着に備え情報の収集に努めるととも
に、今後漂着が確認された場合には速やかに回収に着
手した上で、追加の予算が必要になった場合には国に
対して支援を要請してまいります。
　同じく(6)、軽石の安全性確認及び処分または活用
方法に関する技術的な支援の検討結果についてお答え
します。
　県が行った分析の結果、軽石中の重金属等は、土壌
汚染対策法に定める土壌溶出量基準及び含有量基準以
下であることが確認されており、環境安全性に問題は
ないと考えられますが、他方、塩分濃度が高いことか
ら、利活用について各部局で検討を行っているところ
であります。また、一般公募で集まった88件のアイ
デアの実現可能性等を検証しており、３月上旬にはア
イデア集として公表し、利活用を推進していくことと
しております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　１、深刻な軽石問題
についての(4)、軽石に係る漁業者への支援について
お答えします。恐縮ですが１の(4)と１の(5)は関連し
ますので、一括してお答えします。
　県内漁業者は、軽石の影響により、操業自粛を余儀
なくされるなど、漁業活動に多大な影響を受けており
ます。そのため県では、協議会での議論を踏まえ、軽
石により影響を受けた漁業者への支援のため、海水こ
し器の設置補助やモズク、アーサへの異物混入対策を
実施するほか、漁業者が円滑に漁業活動の再開ができ
るよう１か月分相当の燃油使用料を補助することとし
ております。
　県としましては、これらの支援が円滑に進むよう、
引き続き市町村や水産関係団体と連携して取り組んで
まいります。
　続きまして２、農林水産業の振興についての(1)の

ア、農林水産物条件不利性解消事業の対象品目と、離
島の出荷コスト負担軽減についてお答えします。恐縮
ですが２の(1)のアと２の(1)のイは関連しますので、
一括してお答えします。
　令和４年度からの新たな不利性解消事業では、現行
事業の発展的な承継を図りつつ、持続可能な県外出荷
等の物流ネットワークの構築に取り組んでまいりま
す。対象品目については、これまでの戦略品目から、
サトウキビ・米を除く県産農林水産物に拡大し、さら
なる販路拡大に向けた支援を行ってまいります。また
北部・離島地域振興対策として、新たに離島－本島間
の出荷コストの負担軽減について、市町村への補助事
業を実施してまいります。さらに鮮度保持技術を活用
したコールドチェーン体制の構築に向けた総合的な支
援を図ってまいります。
　同じく２の(1)のウ、単価の見直しに関する生産者
団体等の意見についてお答えいたします。
　単価の見直しについては、現行事業における補助事
業者が提出する実績報告や、物流事業関係者からの聞
き取り等を踏まえるとともに、国との調整、新たな沖
縄振興策の検討の基本方向、総合物流施策大綱などに
照らして、総合的に検討しております。生産者団体等
とは、引き続き理解が得られるよう意見交換等を進め
てまいります。
　同じく２の(1)のエ、北部・離島地域振興対策にお
ける公募型指定物流事業者方式の在り方についてお答
えいたします。
　新たな不利性解消事業のうち北部・離島地域振興対
策では、運輸業界の人手不足等に対応し、持続可能な
県産農林水産物の県内外への物流ネットワークの構築
を目指した総合的な取組を図るものとしております。
そのため、地域の農林水産物の出荷の集約化に向けた
取組を目指すものとなっておりますが、地域の実情等
に配慮して、当面の間、当該市町村において複数の物
流事業者を指定できるよう国等の関係機関と調整を進
めてまいります。
　同じく２の(1)のオ、補助単価の在り方と予算措置
についてお答えします。
　新たな不利性解消事業では、対象品目を拡大するこ
とにより、出荷事業者においてスケールメリットを追
求し、鮮度保持技術を活用したコールドチェーン体制
による船舶輸送の促進と、持続可能な物流コストの低
減に取り組むことができるよう、総合的な支援の枠組
みを前提とした補助単価を想定しております。予算措
置につきましては、近年の出荷状況等に基づき、所要
額を確保しているものと考えております。
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　同じく２の(2)、松くい虫予算及び対策についてお
答えします。
　松くい虫の防除対策については、市町村及び森林組
合等と連携して、保安林等の公益的機能の高い松林
や、幹線道路周辺の松林等で重点的な防除対策に取り
組んでおります。令和２年度は、薬剤散布、樹幹注入
及び被害木の伐倒駆除による防除対策を実施してお
り、費用は6603万5000円となっております。令和３
年度は、松くい虫被害が久米島町で初めて確認され本
島中北部等で増加したことから、一括交付金による
沖縄型森林環境保全事業の補正予算を含め、9668万
9000円を確保し、巨樹、名木等の貴重な松の防除対
策についても強化しております。令和４年度は、当初
予算で7771万9000円を計上しており、引き続き松く
い虫被害の蔓延防止に取り組んでまいります。
　同じく２の(3)、シークヮーサー立ち枯れ被害の状
況についてお答えします。
　シークヮーサーの立ち枯れについて農家へアンケー
ト調査や現地調査等を実施した結果、約6.3％程度の
立ち枯れ等が確認されました。原因として、病害虫に
よる被害のほか、栽培管理上の課題として、過度な着
果負担による樹勢低下等が見られました。現在、ＪＡ
等を通じて生産農家等に対して調査結果を配布し、栽
培講習会等を通して、効果的な対策についての指導に
取り組んでいるところであります。
　県では、引き続き関係団体等と連携し、シークヮー
サー立ち枯れ対策に取り組んでまいります。
　同じく２の(4)、水産物の生産量増加とブランド化
の取組についてお答えします。
　県では、水産資源の回復に向け、漁業者協議会を設
立し、保護区や禁漁期を設定する等、資源管理を推進
してきたところであります。一方近年は、持続可能な
水産物の優先調達方針を示す大手スーパーやホテル等
が増加しており、水産物にもＳＤＧｓの視点が求めら
れております。そのため県では、令和４年度からサン
ゴ礁漁業におけるＳＤＧｓブランド化推進事業によ
り、マリンエコラベル等の認証取得を支援するなど、
高付加価値化や販売促進等に取り組むこととしており
ます。
　同じく２の(5)のア、糸満新市場のプロモーション
についてお答えします。
　高度衛生管理型荷さばき施設の完成に伴い、本年
10月に開設が予定されている糸満新市場は、水産物
流の拠点となることが期待されており、集出荷機能強
化を図るためにもプロモーションが重要と考えており
ます。同市場では、開設者となる沖縄県水産公社を中

心とし、県も参画する市場運営協議会が発足される計
画であります。
　県としましては、様々な媒体で情報発信をするとと
もに、同協議会において基本的な課題の整理のほか、
効果的な販売戦略などについても検討してまいりま
す。
　同じく２の(6)のア、久米島町以外における海洋深
層水施設の整備についてお答えいたします。
　県では、久米島町に海洋深層水研究所を設置し、海
洋深層水を活用した研究を実施しております。また、
海洋深層水研究所で開発された技術については、県内
企業等への技術移転により、久米島町を含む本県の水
産業振興に大きく寄与しております。
　県におきましては、新たな施設整備の計画はありま
せんが、海洋深層水研究の推進については、水産業振
興の有効な手段の一つと考えております。引き続き、
海洋深層水研究所や水産海洋技術センター等、研究機
関の連携強化により、海洋深層水を活用した研究の充
実に努めてまいります。
　続きまして３、県内社会資本の整備についての
(4)、海岸堤防等の老朽化の課題と取組についてお答
えします。
　農林水産部で管理している海岸保全施設について
は、令和２年度までに機能診断に基づく長寿命化計画
を策定したところであります。海岸保全施設の老朽化
対策については、機能の維持が重要であるため、長寿
命化計画に基づいた整備に取り組んでいるところであ
ります。
　県としましては、引き続き海岸保全施設の持続的な
機能の確保に向けて、一括交付金や補助事業を活用し
取り組んでまいります。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　３、県内社会資本の
整備について(1)、沖縄振興公共投資交付金予算の減
少に対する県の対応についてお答えいたします。
　県や市町村では、老朽化した橋梁の更新や公営住宅
の建て替えなど、緊急的な対応が必要な箇所に沖縄振
興公共投資交付金を重点配分し、限られた予算の効率
的・効果的な執行に取り組んでおります。また、その
他の財源を確保するため、起債事業や新たな補助金等
の積極的な活用についても検討しております。今後
も、市町村と連携し、関係要路へ要請するなど、沖縄
振興公共投資交付金予算等の確保に向けて取り組んで
まいります。
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　同じく３の(2)、建設業における社会保険未加入対
策についてお答えいたします。
　公共事業労務費調査では、令和２年10月時点の本
県の建設企業の社会保険加入率は97％、建設労働者
の社会保険加入率は87％となっております。県で
は、入札参加資格として社会保険加入を要件化し、建
設工事請負契約約款に２次以下を含め社会保険未加入
の建設業者を下請負人としてはならない規定を設ける
など、社会保険未加入対策に取り組んでいるところで
あります。引き続き関係団体等と連携しながら、社会
保険未加入対策に取り組んでまいります。
　同じく３の(3)、那覇空港自動車道、沖縄西海岸道
路、名護東道路、南部東道路の新年度の取組について
お答えいたします。
　ハシゴ道路ネットワークの南北軸については、国に
おいて整備が進められております。令和４年度の事業
内容としては、那覇空港自動車道・沖縄西海岸道路が
橋梁上下部工、道路改良工及び用地買収等、名護東道
路については道路改良工等が予定されております。県
で整備を進めている東西軸の南部東道路については、
令和４年度の事業内容として南城大城インターチェン
ジの橋梁上部工、道路改良工及び用地買収等を推進し
てまいります。
　同じく３の(4)、海岸堤防等の老朽化の課題と取組
についてお答えいたします。
　老朽化した海岸保全施設への対応については、維持
管理に要する費用の縮減や平準化等、持続的に防護機
能を確保していくことが必要と考えております。県で
は、平成20年度から予防保全型の維持管理を推進す
るため、長寿命化計画を策定し、同計画に基づく海岸
老朽化対策事業により、施設の改修等に取り組んでい
るところであります。引き続き老朽化対策を推進する
とともに、より集中的・計画的に進めるため、新たに
創設される補助事業を活用することとしております。
　同じく３の(5)、自己用住宅の立地緩和区域の災害
危険区域等の除外についてお答えいたします。
　都市計画法の改正により、開発許可制度が見直さ
れ、令和４年４月１日より、市街化調整区域において
県が条例で指定する区域、いわゆる自己用住宅の立地
緩和区域から、原則、災害危険区域等が除外されるこ
ととなっております。県が調査したところ、５市町村
において災害危険区域等が含まれており、関係市町村
や関係機関からの意見を踏まえ、緩和区域から除外す
る区域の検討を行っているところです。
　次に５、教育・文化・スポーツの振興について
(6)、首里城復元の進捗状況等についてお答えいたし

ます。
　国の首里城正殿等の復元に向けた工程表では、首里
城正殿について、令和４年中には本体工事に着工し、
令和８年までに復元することを目指すこととなってお
ります。令和３年度は、国において首里城正殿の実施
設計や木材の調達等に取り組んでいるとのことであり
ます。県においても、柱材等の木材調達や赤瓦の試作
などの取組を行っているところであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　３、県内社会資本の整備
についての(6)のア、いわゆる重要土地等調査法の施
行に伴う経済的な損失についてお答えいたします。
　重要土地等調査法の経済活動へ与える影響につい
て、政府は同法に係る国会審議において、対象区域で
通常の生活を送る住民や事業活動を行う企業にとって
は、同法に基づく調査や事前届出制が実施されても土
地等の使用、収益、処分について制約を受ける可能性
や、通常の不動産取引に悪影響を及ぼす可能性は小さ
い旨答弁されております。
　県としましては、米軍基地が集中し、また、多くの
国境離島等を抱えることから、同法の施行が県内の土
地取引等経済活動に及ぼす影響がないよう、今後策定
される基本方針等国の動向を注視してまいりたいと考
えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　３、県内社会資本の
整備についての御質問の中の(7)のウ、強いＩＴ企業
の育成や環境整備についてお答えいたします。
　情報通信産業については、労働生産性の向上を図る
ため、下請に依存しないビジネスモデルへの転換や、
人材及びデジタル技術の高度化を支援することで、強
い産業構造への変革を促してまいります。これにより
企業の稼ぐ力を強化し、従業員の正規化など安定的な
雇用や賃金水準の向上にもつなげていきたいと考えて
います。また、県内ＩＴ企業がリゾテックおきなわの
取組を積極的にサポートできる環境をつくり、産業全
体のＤＸを推進することで、県内のデジタル需要を取
り込み、経済の循環も高めてまいります。
　同じく３の(8)のア、第11次沖縄県職業能力開発計
画の策定状況についてお答えいたします。
　同計画の策定については、昨年11月に沖縄県職業
能力開発審議会へ諮問し、去る１月27日開催の審議
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会において、委員意見を反映させた計画（案）が、お
おむね了承されたところであります。また、昨年12
月から実施したパブリックコメントでは、県内経済団
体から企業が行うＤＸやリスキリングに関する支援な
どの御意見をいただきました。今後、パブリックコメ
ントや審議会委員からの意見を取りまとめて知事への
答申を行い、今年度末に計画を策定する予定でありま
す。
　同じく３の(8)のイ、外国人労働者の確保や人材育
成の検討状況と県の見解についてお答えいたします。
　少子高齢化や生産年齢人口の減少下において、産業
振興や人手不足への対応等の観点から、外国人材の活
用は重要であると考えております。第11次沖縄県職
業能力開発計画の策定に当たっては、少子高齢化等の
動向と課題を見据え、労働力の確保に取り組む必要が
あることから、外国人材の職業能力開発を新たな施策
として位置づけております。
　県としては、人手不足分野への就業につながる取組
の促進や国内に定住する外国人材の就労支援に取り組
んでまいります。
　同じく３の(8)のウ、外国人材の訓練拠点施設整備
についてお答えいたします。
　現在国は、人手不足を補うため、外国人材の受入れ
について、専門的・技術的分野の在留資格や特定技能
の外国人を積極的に受け入れることとしております。
県においても外国人材の活用は重要であると考えてお
り、新たな振興計画（案）において、外国人材の受入
れ環境の整備を新たな施策として位置づけたところで
あり、外国人材の受入れが円滑に行えるよう、企業の
取組を支援することとしております。
　なお、外国人材の訓練拠点施設の整備につきまして
は、法整備を含む国の動向等を注視してまいりたいと
考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　４、子ど
も・子育て支援についての御質問の中の(1)、コロナ
禍における子育て家庭への支援についてお答えいたし
ます。
　県では、保育所等については、感染症対策を徹底し
た上で継続して保育を提供するよう、市町村に依頼し
ているところです。感染症の影響による保育所休園等
で、収入が減少し生活に困窮している世帯に対して
は、緊急小口資金等の特例貸付けを実施しておりま
す。特例貸付けでは、一定の要件を満たせば償還免除

となることから、困窮する世帯の支援につながるよ
う、周知に努めてまいります。
　なお、国においては、感染症による小学校休業等対
応助成金により、子育て世代を支援しております。
　同じく４の(4)、待機児童数と保育士確保について
お答えいたします。
　本県における待機児童数は、令和３年10月１日時
点で1309人となり、前年度から1013人減少し、減り
幅も過去最大の43.6％減となっております。潜在的
待機児童数については3234人で、前年度から20人減
少し、ほぼ横ばいとなっております。県では、就職準
備金や保育料の貸付け等の潜在保育士への復職支援に
取り組むとともに、県外保育士誘致支援事業を新たに
立ち上げ、保育士の確保に努めているところです。
　同じく４の(5)、ゼロ歳児の待機児童対策について
お答えいたします。
　令和３年10月１日時点におけるゼロ歳児の待機児
童数は741人で、全体の56.6％を占めており、出生や
育児休業明け等の理由により、年度途中の待機児童が
増加する傾向があります。このため、県では、市町村
が実施するゼロ歳児受入れのための加配保育士に対す
る支援や、ゼロ歳児から２歳児を受け入れる小規模保
育事業所の整備への支援を行っているところです。
　同じく４の(6)のア、保育士合同就職説明会につい
てお答えいたします。
　保育士合同就職説明会につきましては、あらかじめ
養成校と連携し、開催時期等の調整を行っているとこ
ろですが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う養成校
における実習や試験などの日程の変更等により、一部
開催日が重なった事例があったところです。
　県としましては、引き続き養成校と連携し、対応し
てまいります。
　同じく４の(7)のア、給食費補助の継続についてお
答えいたします。
　県では、一括交付金を活用し、平成24年度から新
すこやか保育事業において、認可外保育施設の入所児
童に対する給食費や健康診断費等に対する支援を実施
してまいりました。引き続き入所児童の処遇及び保育
の質の向上を図るため、本事業を実施し支援を継続し
てまいります。
　同じく４の(7)のイ、認可外保育施設への感染予防
対策支援についてお答えいたします。
　認可外保育施設を含む児童福祉施設等に対しては、
国により、マスク等、衛生用品の購入や、職員の感染
症対策手当等に要する経費の支援が行われているほ
か、県では、ＰＣＲ検査や抗原検査等の支援に取り組
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んでおります。また、感染拡大による登園自粛に伴う
利用料減免への助成については、保育の実施主体であ
る市町村において、感染状況など地域の実情に応じ取
り組まれております。
　なお、休業に係る支援については、要件を満たせば
国の制度の活用が可能であることから、市町村と連携
し、制度の周知に努めてまいります。
　同じく４の(7)のウ、認可保育所との格差について
お答えいたします。
　認可外保育施設においては、保護者から徴収する利
用料により運営されており、厳しい経営状況にあるも
のと認識しております。県では、認可外保育施設に対
し、認可化に向けた運営費や施設整備への支援を行う
ほか、給食費や健康診断費等の助成による入所児童の
処遇向上、認可外保育施設指導監督基準の達成など、
保育の質の確保・向上に取り組んでいるところです。
　同じく４の(9)、民法改正の検討状況等についてお
答えいたします。
　現在、国の法制審議会においては、民法改正が審議
されており、懲戒権の規定を削除し、子供の成長・発
達に悪影響を及ぼす体罰等を禁止する案が検討されて
おります。体罰は、児童虐待防止法で既に禁止されて
いる行為であり、このことを踏まえ、県においても子
どもの権利尊重条例を定め、体罰など子に対し心身の
苦痛を与える行為の禁止を定めたところです。
　県としましては、引き続き子供の権利を尊重し、体
罰によらない子育てを推進してまいります。
　同じく４の(10)、沖縄県内のケアリーバーの現状に
ついてお答えいたします。
　児童養護施設等を退所したいわゆるケアリーバーに
ついては、県が配置する自立支援コーディネーターが
おおむね22歳まで定期的に生活や就労・就学の状況
を確認するとともに、生活等に関する相談や生活資金
の貸付け、賃貸住宅等の身元保証など、自立に必要な
各種支援を実施しております。
　県としましては、引き続きケアリーバーの自立支援
に携わる関係機関と連携し、対応してまいります。
　同じく４の(11)、里親委託解除の経過と県の対応に
ついてお答えいたします。
　本事案は、養育里親へ委託した児童に関して、実親
の意向、児童相談所の援助方針、里親の意向が一致し
なかったことから一時保護を行っているものであり、
その経緯は、法令の規定に基づき社会福祉審議会の児
童福祉専門分科会審査部会へ報告しております。ま
た、当該児童の今後の援助については、現在、同審査
部会において審議いただいているところであり、元里

親夫妻から受けた署名についても委員に提供しており
ます。今後は、子供の最善の利益に十分配慮しなが
ら、審査部会からの意見も踏まえ、適切に対応してま
いります。
　同じく４の(13)、放課後児童クラブの公的施設整備
についてお答えいたします。
　県では、民立民営の放課後児童クラブが多く、利用
料が高いなどの課題を踏まえ、実施主体である市町
村が行う公的施設活用クラブの整備を支援してまい
りました。平成24年度以降、新設された公的施設活
用クラブは126か所、うち県支援分53か所となって
おり、沖縄21世紀ビジョン実施計画に掲げた成果指
標を達成しております。この間、平均月額利用料は
1314円低減しており、県としましては、引き続き市
町村と連携し、公的施設の活用促進や賃借料支援等に
取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　４、子ども・子育て支援に
ついての御質問の中の(2)、第６波の影響による学習
の遅れについてお答えします。
　まん延防止等重点措置期間中、県立学校において
は、学びの保障の観点から一斉休校とはせず分散登校
を実施し、オンライン等を活用した学習支援に努めて
まいりました。また、市町村立小中学校においては、
臨時休校や分散登校の対応を行いながら、オンライン
等による学習支援が行われておりました。学習の遅れ
に対しましては、学習内容を重点化し、効果的・効率
的な指導の工夫や補習授業等を行っているところで
す。
　県教育委員会としましては、コロナ禍にあっても、
児童生徒の学びの保障の支援に努めてまいります。
　同じく(3)、コロナ禍における児童生徒への心理的
ケアについてお答えします。
　各学校においては、児童生徒の学校生活等の変化を
早期に把握するためのアンケートや、個別の教育相談
により、児童生徒の不安や悩み等の把握に努めており
ます。また、管理職、担任、養護教諭、スクールカウ
ンセラー等によるケース会議を通し支援計画を立て、
組織的に支援を行っているところであります。生活支
援等が必要な場合は、福祉部局や児童相談所等と連携
し対応しております。
　県教育委員会としましては、引き続き不安や悩みを
抱える児童生徒の支援に努めてまいります。
　次に５、教育・文化・スポーツの振興についての御
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質問の中の(1)、いじめの認知件数と内容、保護者対
応等についてお答えします。
　令和２年度問題行動等調査において、いじめの認
知件数は、小学校１万785件、中学校1175件、高校
191件、特別支援学校49件、合計１万2200件となっ
ております。各学校においては、いじめの未然防止、
早期発見、早期対応に向け学校いじめ防止基本方針を
策定しており、その内容を保護者や地域に周知し、連
携していじめ防止の取組を行っております。
　同じく(2)、高校生自死事案への対応等についてお
答えします。
　事案発生後、文部科学省の指針に基づき、第三者
チームによる詳細調査を行い、その報告書において、
事案の要因や改善すべき点が示されたことから、所期
の目的が一定程度達成されたものと認識しておりま
す。しかしながら、これまでの対応に不信感があると
の御指摘については、より丁寧な対応が必要であった
と考えております。県教育委員会では、このたび、部
活動等の在り方に関する方針（改定版）を策定し、各
学校へ周知したところであり、部活動のみならず、教
員の人権意識の高揚を図り、再発防止に努めてまいり
ます。また、現在総務部において実施されている再調
査に、丁寧に対応してまいります。
　同じく(3)、高校における重度知的障害のある生徒
の教育課程等についてお答えします。
　共生社会の形成に向け、高等学校において調査研究
を行うモデル校として、令和３年４月、県立真和志高
校に、ゆい教室を設置いたしました。ゆい教室に入学
した生徒は、専門性の高い教員の下、柔軟な教育課程
で学んでおります。また、モデル校においては、障害
のある生徒と障害のない生徒のそれぞれの学びを保障
するとともに、できるだけ同じ場で共に学べるよう取
り組んでいるところです。
　県教育委員会としましては、人々の多様な在り方を
相互に認め合える社会づくりの契機となるよう、教育
の充実に努めてまいります。
　同じく(4)、沖縄水産高校専攻科の定員増について
お答えします。
　沖縄水産高校においては、実習船海邦丸を大型化
し、今年度から海洋技術科の海技士養成課程の定員を
30名から40名へ増員したところであります。専攻科
については、実習船定員60名に対する海洋技術科の
生徒の乗船人数との関係から、従来の漁業科10名、
機関科10名としております。
　県教育委員会としましては、海技従事者の養成は重
要であると考えており、民間船舶企業との意見交換や

関係省庁との連携を図りつつ、引き続き水産業・海運
業の担い手育成に努めてまいります。
　同じく(5)、夜間中学設置の進捗についてお答えし
ます。
　県教育委員会では、夜間中学について、通学の利便
性等の観点から、まずは市町村に対し、設置検討を依
頼しているところであります。現在、那覇市において
検討委員会が設置され、検討を行っている状況です。
　県教育委員会としましては、１月に実施した市町村
教育長研修会において、那覇市を含む全市町村に対し
て、改めて検討を促しているところです。今後は、市
町村の取組状況を踏まえ、対応を検討していくことと
しております。
　同じく(7)、デジタル産業やＤＸに対応した実践的
な教育についてお答えします。
　コロナ禍における県産業教育フェアの取組の一環と
して、ウェブ会議等のオンラインを活用し、異なる分
野の専門高校生が商品開発から販売までを行う学校間
連携プロジェクトを実施し、その様子を特設ウェブ
ページで公開しております。関係者からは、高校生の
新たな取組として高い評価を得ているところでありま
す。
　県教育委員会としましては、引き続きＩＣＴ機器を
活用した実践的な取組を通して、これからのデジタル
社会で生きていくために必要な情報活用能力などの資
質・能力を高め、新たな価値を創造できる有為な人材
育成を推進してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　５、教育・
文化・スポーツの振興についての(8)、スポーツアイ
ランド沖縄の形成に向けた主な事業についてお答えし
ます。
　令和４年度は、スポーツツーリズム推進等の各種取
組に加え、海外チームの誘致プロモーションやスポー
ツを核とした新たな産業の創出等に取り組んでまいり
ます。Ｊ１スタジアム整備については、財源確保に向
け、内閣府と意見交換を継続するとともに、整備費や
収支計画の改善に向けた検討、経済波及効果の算出等
を行ってまいります。
　県では、これらの取組を含む第２期スポーツ推進計
画の策定を進めており、スポーツアイランド沖縄の形
成に向けた各種施策に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　選挙管理委員会委員長。
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　　　〔選挙管理委員会委員長　当山尚幸君登壇〕 
○○選挙管理委員会委員長（当山尚幸君）　６、県知
事選挙の期日前投票所増設についての御質問のうち
(1)、投票率向上に向けた努力と目標についてお答え
いたします。
　国政選挙や県の選挙における投票率は近年低下傾向
にあり、直近の衆議院議員選挙では、相対的に離島で
高く、本島の市では低い状況となっております。投票
率については、選挙の種類や候補者の注目度、争点の
明確化などによって変動するため、数値目標を掲げる
ことは困難ですが、健全な民主政治の発展のためには
積極的な投票参加を促す必要がございます。
　県選挙管理委員会としましては、特に投票率の低い
若年層を中心に投票の意義や重要性について啓発して
いくとともに、期日前投票所の設置など、有権者の投
票機会の確保や、投票環境のさらなる向上に有効な取
組について、市町村選挙管理委員会に対し積極的に助
言を行っていくこと等により、投票率向上に取り組ん
でまいりたいと考えております。
　次に(2)、期日前投票所増設に向けた市町村との連
携についてお答えいたします。
　期日前投票所の設置は市町村選挙管理委員会の権限
ですが、投票所に適しており、かつ選挙人の便宜が図
られる施設に期日前投票所を増設することは、投票機
会の確保を図る観点から有用であると考えておりま
す。
　県選挙管理委員会としましては、各市町村に対し、
集客施設等に積極的に期日前投票所を増設するよう、
引き続き文書での通知や会議での助言を行ってまいり
ます。また、ショッピングセンターなどが所在する市
町村に対しては、可能な範囲で直接お伺いし、積極的
に増設を要請してまいりたいと考えております。
　以上です。
○○新垣　　新君　議長。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時21分休憩
　　　午後５時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　新垣　新君。
○○新垣　　新君　先ほどの教育・文化・スポーツの
振興の(5)、知事公約の一つ、夜間中学の設置につい
て、我が会派が聞いていることは、これ県知事の選挙
公約でもあるんですね。非常に県民が注視している問
題であって、今、話を聞く限りでは那覇市に丸投げし
ている感じがして、県としての対応はどうだったの
か、再度伺います。

○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　先ほども御答弁させていた
だきましたけれども、夜間中学については、通学の利
便性等の観点から、まずは市町村でと。それで先行し
ているのが那覇市ということで、那覇市でやってあり
ます。ただ、先月１月に市町村教育長研修会がござい
ましたので、那覇市を含め、改めて検討をしていただ
きたいというふうなことを伝えております。また、県
として、県立を検討しないのかという御質問だと思う
んですけれども、まずは市町村でということで、今、
利便性の話とかいろいろありました。ただ一方で、市
町村の取組状況を踏まえて、庁内において県立での設
置も当然考えていくと。その中でやはり市町村がいい
んじゃないかというふうなことを我々市町村のほうに
話している中では、やっぱり通学距離が短くて登校率
が高まるとか、また調査の対象者が５キロ以内にいた
とか、いろんな状況がございました。一方でやはり他
県でも県立の設置もございましたので、そういう情報
も伝えながら双方で話し合い、また情報も交換しなが
ら進めていきたいという考えでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　知事に伺います。知事公約ですか
ら。
　知事、当選なされて、もう今年９月には選挙を迎え
る、７か月後に。知事、県民は知事が――僕は、今市
町村丸投げと聞いていないんですね、県民は。普通、
県民は県が新たにつくるというものに期待しているん
ですよ。今聞く限り、市町村に丸投げ丸投げで、これ
は公約違反としか受け止めざるを得ないという、私は
そう感じておりますが、知事の見解を伺いたいと思い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私も291の公約を掲げてお
りますので、その一つ一つが実現できるようにしっか
りと取り組んでいきたいと思います。（資料を掲示）　
これは私の選挙公約、新時代沖縄です。この中に書い
てありますのは、「教育振興と国際交流・協力の推
進」の部分です。「憲法の「教育を受ける権利」を保
障し、公立夜間中学校の設置を進めます」と書いてあ
ります。ですから、そこで、市町村の設置主体として
の役割、県の支援する役割などについてお互いに協力
しながら進めていきましょうと、公立の夜間中学を進
めていきましょうということで書いてありますので、
それぞれの役割をしっかりと確認しながら協力して進
めていくということに異論はないというように考えて
おります。
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○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　あくまでも県民は、知事、県がやる
と。他の都道府県の実績、事例もあると。
　伺います、知事、確認しますよ。これ市町村がやっ
て沖縄県は幾分かの予算化の支援をして終わりという
考え方で受け止めてよろしいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　今那覇市だけというお話ございましたけれども、昨
年の８月に夜間中学に関する検討ワーキングチームを
設置して、那覇市を除く本島内の各市教育委員会を訪
問して検討状況とか取組状況を把握させていただきま
した。それぞれの市においても検討を進めているとこ
ろでございます。それでもやはり予算的な支援ですと
か、人的な支援も含めて、その出来上がったときには
どういった体制にしていくかということも含めて、県
教育委員会と市町村教育委員会、連携してやっていく
ことが必要なのかなと思っています。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　じゃ比較しますよ。仲井眞県政は夜
間中学に対して支援していましたか。翁長県政、玉城
県政になってどういう支援をしていましたか。市町村
がやるものにわざわざ県が支援しますという形の知事
答弁も今あって、言わなければよかったんじゃないか
なと。これ結局、市町村がやるものなのに、県はただ
言ってと。これ支援という中身、どのくらいやってい
るんですか、公約を打ったんですよ。どのくらいの予
算をつけているんですか。これは仲井眞県政、翁長県
政、玉城県政とどうなっていますか、伺います。中身
を。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時30分休憩
　　　午後５時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　まず、予算につきまして
は、やはりまだ委員会を会議したりとかそういったと
ころですので、その大きな予算はございませんので、
まずは我々としましては、他県の状況ですとか、今の
各市町村の状況等を調査いたしまして、その調査にか
かる旅費等はございますけれども、そういったものを
かけてまず情報を提供させていただいているところで
ございます。
　また議員御指摘のほうは恐らく戦中戦後の部分だっ
たのかなと思っていますけれども、それにつきまして

は令和３年度は490万の予算を計上しているところで
ございます。
　以上でございます。
○○新垣　　新君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時31分休憩
　　　午後５時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○教育長（金城弘昌君）　繰り返しになりますが、先
ほどから答弁しているとおり、他県の状況を含めてそ
れぞれお伺いして、状況を伝えているということと、
夜間中学の支出として戦中戦後の混乱期における義務
教育未修了支援事業がございました。これ平成30年
度からやっていますけれども、これについては予算額
490万を計上して実施しているところでございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　この支援にしても先ほど――待っ
てくださいよ。490万の話は置いておいて、教育長、
ちゃんと答えてくださいね。３年半近くたっているん
ですよ。知事公約を打っているんですよ。待ちわびて
いる市町村もあるんですよ。何でこんなにたらたらし
ているんですか。他の都道府県はやっているのに。ど
うなんですか、伺いますよ。補正でもやってほしいで
すよ、これいいことですから。待ちわびていますよ、
市町村も。やっている那覇市も。市町村丸投げと言い
ながら予算もつけていない、この３年６か月弱。これ
待っているんですよ、知事。どうですか、知事。こ
れ、まだ公約違反にならないと思いますが、まだ７か
月あるから、知事。どうですか、遅いということなん
ですよ、知事。待ちわびていますよ、いいことを言っ
ているんだから、知事。いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほども教育長からも答弁
をさせていただいておりますけれども、この様々な教
育を受ける権利を保障し、この夜間中学の在り方につ
いても、先ほども答弁にありました市町村との意見交
換、それから県外事例の情報収集に関する取組などに
も着手をし、その検討を進めているという状況でござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　知事、知事は選挙公約したんです
よ、責任は重いんですよ。291の中で、重いんです
よ。私はこの291の中に、達成してほしいんですよ、
これは。本当に知事はいいことを言っている。でも取
組が遅い、だらだらしている。だけど頑張ってほし
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い。だから知事、伺いますよ。公約の重さを知事はど
う捉えていますか。まず伺います。遅いんですよ、こ
れできることですよ、知事が、知事の予算をつけると
一言。これ知事権限ですぐできる事業、こんな遅いと
いうのは、悲しさを感じているんですよ。知事、いい
こと言っている。実現してほしい。改めて伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　公約の実現に向けては、真
摯に頑張ってまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　知事、公約の実現の中で、291の中
でこれも一つに入っています。今、現時点、私ちょっ
と――知事、公約を頑張る頑張るというのはよく聞い
ています、答弁でも。頑張ってほしい。しかしなが
ら、公約を達成したものは幾つありますか。達成率は
何％になりますか。もう予算が削られたという話ばっ
かり聞いて。
　じゃ伺います。先ほど達成率１つと、県知事になっ
て事業たくさん、291言っていますから、企業誘致と
雇用と税収を上げる政策はどうなったのか。沖縄県に
高額納税者をどのくらい誘致して、玉城県政は税収を
上げた、増やす政策をやって、291の公約にどれだけ
取り組んできたか、それを伺いたい。数字を明確に、
雇用者数も伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時35分休憩
　　　午後５時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　公約とは県民に対し、政
策を約束するもので、その中には実現したとしても引
き続き公約の趣旨、目的のため継続して取り組まなけ
ればならないものもございます。このため公約につい
ては達成度という成果指標的な考え方は難しく、これ
を継続して内容を充実しつつ取り組むことが重要と考
えているところでございます。
○○新垣　　新君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時36分休憩
　　　午後５時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（宮城　力君）　先ほど申し上げたとお
り、継続して内容充実しつつ取り組むことが重要で、
この点を踏まえて知事は公約で掲げた全ての施策に着
手し、継続して取組を進めているところでございま
す。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――
○○新垣　　新君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時37分休憩
　　　午後５時43分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　さきの９月議会のときに――９月議会ですか、11
月議会ですかね。知事の公約で、これまでの県政で
は、いわゆる完了というものを出してなかったんです
が、この完了というのを５つ施策として出したという
ことがあって、これがパーセントが出て、僅かだとい
うような数字が出ておりました。そういったことが
あったんですが、先ほどの企画部長の答弁は、――――――
――――――――――――――――――――というふうにお答えしておりま
すけれども、やっぱりこれはちょっと正確じゃないだ
ろうという御指摘だと思っております。それで、個別
具体的――我々達成というものをどういう形でやるか
というのはなかなか表現が難しいんですけれども、
ちょっと説明させていただきます。個別施策は一応全
ては着手してございます。着手した上で、５施策につ
いては取組は既に完了しております。280施策は取組
を推進中です。６施策は取組に着手はしている、まだ
推進という形になっていない。公約というのはずっと
継続して取組をやらないといけないものですから、ど
ういう形で表現するかということはありますけれど
も、完了とそれから推進しているというものを合わ
せますと285、それを291で割りますと97％になりま
す。
　以上でございます。
○○新垣　　新君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時45分休憩
　　　午後７時45分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩いたします。
　　　午後７時45分休憩
　　　午後７時45分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際申し上げます。
　企画部長宮城力君から申出のあった件については、
議長において後刻記録を調査の上、適切な措置を講ず
ることといたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　新垣新議員の御質問にお
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答えいたします。
　沖縄県は、新時代沖縄の到来、誇りある豊かさ、沖
縄らしい優しい社会の構築の３つの視点から、知事が
公約として掲げた291の個別施策についてのうち５施
策については取組が完了し、取組を継続して推進中、
280施策は取組を推進中、６施策は着手となっており
ます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　御答弁ありがとうございます。
　今のところ、玉城知事、知事になり３年半近く、５
しか完了していないと、引き続き任期満了まで公約達
成に向けて、ぜひ頑張っていただきたいと強く求めま
す。いい公約もありますので、いいものはいい、駄目
なものは駄目と是々非々で対応中でございますが、我
が会派は。ぜひ進めていただきたいということを強く
申し上げます。
　休憩、議長。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時47分休憩
　　　午後７時47分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○新垣　　新君　件名１、深刻な軽石の問題です。
　軽石の除去のスケジュール等を改めて、具体的に日
にち、何月で終わらせるという明確な答弁がなかった
ものですから、明確にお答えください。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　現在、関係部局、土木建築部、農林水産部、また国
あるいは市町村等で鋭意回収作業に取り組んでいると
ころでございます。しかしながら、現時点でいつまで
に完了するということについてのめどはまだ立ってお
りません。各関係部局と連携して、なるべく早く回収
が進むように取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　ぜひなるべく早く、軽石の除去を頑
張っていただきたいと思います。
　続きまして、深刻な軽石の(4)、応急処置の御支
援、本当にありがとうございます。しかしながら、エ
ンジントラブルを防ぐフィルター等は必ず消耗しま
す。製造メーカー既製品のフィルターも同様に支援し
ていただきたいのですが、県の見解を求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時48分休憩
　　　午後７時49分再開

○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　海水こし器の措置に
つきましては、設置の補助を想定しておりますので、
これで支援してまいりたいと思います。
○○新垣　　新君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時50分休憩
　　　午後７時50分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えします。
　漁船の安全操業を目的として、漁業者が漁船に海水
こし器を設置する場合、13万5000円を上限に機材代
金の２分の１を補助することを支援しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　正直言いますよ。これ２分の１では
漁民、本当に苦しい生活になりますよ。現場に行った
ことありますか、まず伺います。これ、メーカー既製
品というのは、相当上がります。13万5000円ではと
どまりませんよ。分かりますよね現場。その件を改め
て伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　海水こし器の補助に
つきましては、国の事業も適用されておりまして、競
争力強化型機器等導入緊急対策事業でされておりまし
て、採択要件というのは、広域な浜プランを作成して
いることになりまして、国事業のところが補助率２分
の１になりますので、同様に県事業のところも、ソフ
ト交付金を使うとか、２分の１を補助することになろ
うかと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　知事、ちょっとお願いがあります。
　これ今、後の質問で言おうかなと思ったけれども、
前倒しで言いましょうね。
　本当に漁民は苦しいです、生活が。尖閣問題、日台
漁業協定、コロナ禍、軽石漂着、燃料費高騰。これ２
分の１でさらなる負担が出ていく、おまけに五重の苦
を食らっているんです、今。重ねて船のローン、住宅
ローン。２分の１では足りないんですよ。これ２分の
１と定めがあるんだったら県がその分を支援してほし
いんですよ、単独予算でも。本当に苦しいんですよ。
もうこのままだったら飯を食っていけないというくら
いなんですよ。だから僕は代表質問でここまで言うん
ですよ。漁民の声を、現場の声を。ぜひ知事、部長で
は答え切れないものですから、本当に検討してほしい
んですよ。苦しいんですよ。誰一人取り残さないと、
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助けてほしい。知事、答弁求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　担当部局とよく相談の上、
どのような支援ができるかを検討していきたいと思い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　知事、検討していきたいという温か
い声はあるんですが、具体的に助けてほしいんです
よ。２分の１じゃ足りませんよ。ぜひ、お願いしま
す。
　続いて(5)、この県内37漁業組合で構成する県の軽
石対策会議で、軽石被害の被害額を早急に取りまとめ
てほしいんですけれども、その件について、会議を週
１回行っているとお聞きしましたが、この県内37団
体の漁業組合の被害額、どのくらい上がってきていま
すか、伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　水産関係の被害につ
きましては、軽石のほかに新型コロナの影響なども
あることから、軽石の影響のみを算出するのは非常
に難しいんですけれども、一方昨年10月以降、県内
の水産物卸売市場での水揚げは減少しております。
10月、11月の水揚げについて平年期と比較したとこ
ろ、23市場中18市場で水揚げが減少しておりまし
て、その合計は290トン、約２億3000万円となって
おります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　この290トンの問題と同じで、どう
するかと。この週１回行われている軽石対策会議で真
摯に向き合ってほしい。重ねて、それで納得いくかな
と思っています。
　沖縄だけ特別なんですね。尖閣、中国の問題で漁獲
規制、日台漁業協定、コロナ禍、そして軽石、沖縄の
海は苦しいんですよ。燃油高騰も。他の都道府県と違
うんです。特殊な、特別な理由があるんですよ。それ
をぜひ鑑みて、思って、この漁民を支援していただき
たいんです、被害・損害額を。ちゃんと向き合って、
きちんと彼らの意見を聞いて助けていただきたい。救
済していただきたいということを強く申し上げます。
　次に移らせていただきます。
　１の(6)、軽石の利活用。
　環境部長、ちょっと専門家の意見でも割れていまし
て、先ほどは県民の意見、アイデアとかを聞きました
が、専門家の意見はどういう感じで聞いていますか。
さきの11月の定例会でも専門家の意見も聞くべきだ

という私からの指摘もあると思いますが、いかがです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　例えば農業用の利用です
とか、あるいはその赤土流出防止材としての利用につ
いては、農林水産部あるいは衛生環境研究所等、研究
所で今鋭意、実用できるかどうかということについて
の検討を進めているところでございます。民間からは
88件のアイデアをいただきまして、実現可能である
というようなものにつきましては、３月の上旬にも県
のホームページに掲載しまして、例えば焼き物の釉薬
でございますけれども、そういったものにも活用可能
だということですので、民間の方々にも利用してもら
おうということで、今アイデアも公表する準備をして
いるところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　分かりました。慎重に調査している
ということで、ぜひいい利活用ができるように強く求
めていきたいと思います。頑張ってください。
　続きまして、農林水産業の振興についての(1)、不
利性解消事業でございます。
　この(1)の問題で、農業生産団体から不安と不満の
声があり、なぜ事前に新たな農林水産物不利性解消事
業の基本的な方向性について、農業生産団体やまた水
産関係団体にも説明しなかったのか伺います。現場が
混乱している問題もあるということで伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時57分休憩
　　　午後７時57分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　不利性解消事業につ
きましては、国等との調整に基づきまして、輸送費の
低減対策に向けての新たな仕組みを構築しておりま
す。これらの整ったところで、今２月の関係団体等へ
の説明というふうになっておりまして、その意見等も
踏まえて、一部は修正することも検討してみたいなと
いうふうに考えております。
　以上です。
○○新垣　　新君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時58分休憩
　　　午後７時58分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　新垣　新君。
○○新垣　　新君　現場が一番混乱しているのは、新た
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な不利性解消事業、新年度から始まるときに、今まで
飛行機で運んでいたものを船で運ぶ、コールドチェー
ンという不安も誤解もあるんです。これ本当に鮮度保
持の問題もあるかとか、果たして農業団体が一つと
なってこの時期に何と何をこの船に運べるかとまとま
るかと、事前にそういう言葉を言ってほしかったとい
う現場の声とか、先ほど演壇でも申し上げましたが、
この指定物流業者の在り方の問題も、この問題におい
て説明不足のところもあるんですよ、先ほどるる言っ
たように。その件に関して現場が非常に混乱して、拡
大解釈して、大丈夫かという意見なんです。このコー
ルドチェーンに対しても鮮度保持の説明がないと。ど
うなんだ、どのメーカーを使っているのかとか、具体
的に言われてきているんですよ、私は。だからそこら
辺に関しての説明を、混乱させないようにもう一度伺
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時59分休憩
　　　午後８時０分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　先ほどの答弁の
ちょっと重複にもなりますけれども、地域の農林水産
物の出荷の集約化に向けた取組を目指すものとなって
おりまして、２月から関係団体等に説明したところで
ございます。公募型の指定物流業者等のこの方式等に
ついては、新しいこともございましたので、地域から
の要望を受けて、当面の間は当該市町村で複数の物流
業者も指定できるように今調整を国等と始めていると
ころであります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　答弁ありがとうございます。今、農
家に対する答弁だと理解いたしました。
　今度は漁民に対する答弁をいただきたいんですけれ
ども、高級魚、本マグロとかカジキが捕れた場合、
コールドチェーンで本当に鮮度保持、大丈夫なのか、
船で運ぶという形で。普通だったら飛行機ですぐ市場
に運んでおいしく食べてほしいというのが一般的な考
えなんですけれども、この船で運ぶとき、鮮度保持は
大丈夫なんですかという声もあるんですけれども、い
かがですか、水産関係団体からの声です。船で運ぶと
言うんだから。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時１分休憩
　　　午後８時１分再開

○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　鮮魚等につきまして
は、確かに鮮度の問題等もございますので、この辺検
討いたしまして、この当該事業の中には、鮮度保持す
るための瞬間冷凍施設等も整備ができるようなところ
をちょっと加えてございますので、ここは地域で考え
ていただいて、効率的に運べるような仕組みが――
コールドチェーンをできるような仕組みができるのか
と考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　そのとおりです。
　瞬間冷凍施設も一緒に造ってあげないと納得しない
んですよ。このコールドチェーンというのは瞬間冷凍
で鮮度を落とさない、そういう形も船で運べる体制も
築くべきだと、今年から船になるので。そういう懸念
もあるということで、ぜひ瞬間冷凍の導入という形で
水産関係団体を説得していただいて、納得すると思い
ますので、ぜひ強くお願い申し上げます。
　次に移らせていただきます。
　２の(5)、糸満漁港北地区・高度衛生管理型荷さば
き施設のプロモーション、先ほどの答弁では、プロ
モーションを行っていくと言っているんですけれど
も、具体的に明確にどういうプロモーションを行うん
ですか。私のイメージとしては、知事を先頭に国内外
にセールスしていくというイメージなんですけれど
も、例えば世界各国の空港で、この糸満の高度衛生型
荷さばきの卸売市場のそういう形を行っていく、重ね
てこれはアジア戦略構想の一環です。今の答弁を聞く
と、ちょっと弱いなと思うんですよ、セールスが。そ
の件に関して説明を求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　糸満市場では開設者
となる沖縄県水産公社を中心に、県も参画して市場の
運営協議会なるものを発足させる計画でございます。
　県としましては、様々な媒体で情報発信をするとと
もに、同協議会において十分に練りまして、効果的な
プロモーションがどうあるべきなのかを、この協議会
の中でまず検討してまいりたいというふうに考えてお
ります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　すみません、この協議会も伺いまし
た。しかし、これはアジア戦略構想の一環ですよ。県
の取組が遅かったんじゃないかなと思うんですけれど
も。運ぶのは造る前に事前にどういう戦略と戦術を、
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販路拡大やそして知事を先頭にどこの市場を紹介して
いく、そういう取組が審議会で決まってからでは遅い
んですよ、今。これすごい豊洲クラスの市場、すばら
しいもの造っているんですよ。そこをしっかりぜひ頑
張っていただきたいんですけれども、ある意味。知
事、分かる範囲でお答え願いたいんですけれども、や
はり知事が先頭でこういったセールスに動かないと、
前に行かないんですよ。審議会という前に、さきに
もっと１年前に気づいておくべきだったと僕は思って
いるんですけれども、いかがですか、知事。知事だ
よ、これ大きいんだから。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　総合的なプロモーションに
ついては、沖縄県水産公社と県も参画するその市場運
営協議会で、より具体的に効果的に検討が進められる
ものというように思いますので、県としてもしっかり
サポートしていきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　私から、地元ですから、本当これ知
事を先頭にこうやって経済を活性化できるように、
ちょっと取組が遅いなということを指摘させていただ
きます。ぜひ審議会で頑張っていただきたいと、取組
遅いということを指摘だけはさせておいてください。
　続きまして、(6)の海洋深層水の問題です。
　県は研究していきますというんですけれども、度重
なる代表質問や多くの議員の一般質問でも民間が参入
するならば本島でも検討するという、代表質問、多く
の議員が質問していますが、翁長県政時代からずっ
と。その件に関して、民間がやる気があるというん
だったら検討するという形で理解していいですか。農
林水産部長、伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時５分休憩
　　　午後８時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　先ほどの答弁と一部
重複はいたしますが、県では、久米島町に海洋深層水
研究所を設置して、海洋深層水を活用した研究なるも
のを実施しております。また、海洋深層水を活用した
養殖事業展開についての県漁連等からの要望は直接県
には出されておりませんので、今後、県漁連からの要
望を聞くなどして意見交換はしてみたいというふうに
考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　今、県漁連の名前が出ました。漁獲

規制、どう考えていますか。今、漁民、コロナ、軽
石、日台漁業協定、尖閣の問題、燃油高騰。沖縄県だ
け特殊なんです、漁獲規制まで入っているんです、実
は。高級魚を捕るなという、資源を守ると。その件に
関して認識をまず伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時７分休憩
　　　午後８時９分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○新垣　　新君　聞き取りでも言っていますが、漁獲
規制。それで高級魚を捕るな、都道府県に対して資源
を捕るなと、魚を捕るなと高級魚において。そういう
規制が入って、この水産関係団体は「とる漁業から育
てる漁業」に時代の転換期の流れにシフトしていく
と。民間はもうやりたいと、はっきり意思表示なんで
す。ですから県の支援はどうなのかと、それを今質問
しているんです。
　もう一度伺います。もう民間はやりたいと言ってい
るんです。県は結局は研究していきますとかそういう
答弁なので、かみ合ってないんです、私と、はっきり
言って。どうなんですか、県の取組姿勢。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時９分休憩
　　　午後８時９分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　県では水産資源の減
少や漁場環境の悪化等に対応するため、沖縄型のつく
り育てる漁業の振興が必要であると考えております。
　先ほどと重複しますけれども、海洋深層水を活用し
た養殖事業展開についての県漁連からの要望等は直接
今ありませんので、今後ありましたら検討したいとい
うふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　県漁連はちゃんと今の発言を見てい
ます。手続を踏まえて、理事会でオーケーもらって、
基本構想の入り口に入れていこうとそういう意欲があ
りますので、ぜひ部長、前向きに導入して考えていた
だきたいのですが、この基本構想の入り口に。ぜひ部
長伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　県漁連等からの直接
の要望はございませんので、今後、出次第、検討して
まいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　私はこの水産関係団体と意見交換し
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て今このようなことを言っています。近々来ます。逆
に県から本当かなと、意欲ありますかと聞きに行っ
て、じゃ一緒に基本構想をつくりませんかと、そう
言ってほしいんですよ。
　逆に伺います。知事、こういう形で今、水産関係団
体、やる気があります。海洋深層水を活用して久米島
のように、もう「とる漁業から育てる漁業」、時代の
転換期にシフトしていかないと、もうやっていけない
と、漁獲規制の問題で。知事、この件に関して、しっ
かりこの民間が下から、しっかり理事会の手続で議決
を得て、知事のところに伺って基本構想をつくりま
しょうと、そして前に動かしましょうと必ず来ますの
で、知事、そのときはどういう対応をなされますか。
知事に見解を求めます。知事ですよ、これ。大きな時
代の流れですから。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○新垣　　新君　ちょっと待って、これ知事にお願い
したいんですよ。トップは知事なんだから、経済の活
性化含めてこんなに困っているんだよ、漁獲規制で。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時11分休憩
　　　午後８時12分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　団体と意見交換を行
いまして、しっかり意見交換をしていきたいというふ
うに……
○○新垣　　新君　分かりました。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　分かりました。ぜひお願いを申し上
げます。
　前向きに動かしてください。沖縄を前へ。漁民の生
活をぜひよくしてください。
　続いて社会資本の整備についての(1)、一括交付金
の減額により、建設会社の倒産を危ぶむ声が聞こえて
きますが、県の見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　ハード交付金につき
ましては、今年度から約109億円減少するというとこ
ろでございますが、我々土建部としましても、選択と
集中で、限られた予算の中ではありますけれども、重
点的に橋梁の架け替えですとか、あるいは住宅の建て
替え等々、緊急的な措置が必要なものに重点配分して
いくというところと、あとハード交付金以外の例えば
起債事業ですとか、それ以外の補助メンテナンスに係
る補助事業等を活用して、事業を推進していきたいと

考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　一括交付金のハード交付金以外の他
の補助金を獲得して行っていくと。単費、単独事業で
も行っていくという形もどうでしょうか、検討して
は。取れなかった場合どうするかというものも、本当
に痛んでいるんですよ、沖縄県の建設業界は。いかが
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　単費につきまして
も、やはり限られた予算ですので、先ほど申し上げま
したが、起債事業を活用して、例えば道路ですとか、
河川ですとか、そういったところのしゅんせつですと
か、自然災害防止について取り組んでいきたいと考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　了解いたしました。
　実は今、去年と同じような我が党の代表質問、全く
一緒の答弁をしています。去年も同じような答弁で、
令和３年２月も同じことをやっているんですね。令和
３年、そういう取組、今言った答弁の取組をやってい
ますか、伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　具体的には今申し上
げました起債事業につきましては、令和２年、３年、
４年とそれぞれエントリーしてございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　令和３年よりちょっとボリュームを
大きくしてあげて、ぜひ公共事業を出してほしいと、
建設業を倒産させないように、ぜひお願いを強く申し
上げます。
　休憩、議長。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時15分休憩
　　　午後８時15分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○新垣　　新君　今度(7)、デジタル庁が進めるデジ
タル田園都市国家構想についてですけれども、このア
の部分。　
　小規模離島自治体は、高齢化や過疎化などの社会課
題に直面し、新たな技術を活用するニーズがありま
す。例えば自動走行による送迎サービスや配達の自動
化、オンライン医療、オンライン教育、リモート技術
を活用した働き方、農業や観光産業のデジタル化技術
の活用により、政府が目指す都市間格差の解消と地域
活性化の実現につながると考えるが、見解を伺いた
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い。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　小規模の離島自治体が直
面する高齢化や過疎化などの課題解決に向けては、医
療、教育、観光等をはじめとする各分野におけるデジ
タル技術の活用は有効な手段になると考えておりま
す。
　先ほど知事から答弁申し上げたとおり、人材の確保
等の市町村支援を行うなど、県としましては、地域社
会のデジタル化に取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　ありがとうございます。
　この問題においてニーズが非常に高いことから、専
門職員、専門の人材も育てると同時に、人材の確保も
両方重ねて走っていただきますよう強くお願いを申し
上げます。
　続いてウの部分に移ります。
　先ほど質問しましたが、要は国がデジタル化という
新しい公共事業を出すのに、県内システム企業では力
不足で対応できないので、国からの予算が結局はざる
方式になって、本土に取られてしまう。県内主導で、
システム企業の技術力育成の伴走支援が必要だと思う
んです。その件に関して、簡単に言うと、ざる方式か
らの脱却で、地元ウチナーの企業を強くしていくと、
その強化を再度伺いたいと思いますが、見解を求めま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県内情報通信産業におきましては、外貨を獲得して
いく上で、技術力を強化し、高度な解析業務などに対
応していくことは重要であるというふうに考えており
ます。そのため、まずその技術力の強化という観点か
らは、ＡＩやＩｏＴ、ロボティクスなど先端技術の導
入に向けた県内ＩＴ企業の取組を支援するとともに、
先端的な技術を持つ県外企業との共同開発を支援する
こととしております。これは実際に令和４年の新規事
業として、ＩＣＴビジネス高度化支援事業というもの
を約２億円計上しております。
　それから、人材も大事でございます。高度な開発業
務に採用できるエンジニアやデータサイエンティス
ト、それからプロジェクトマネージャーの育成に支援
することで、ＩＴ人材の高度化を図っていきたいとい
うことで、こちらも継続事業ではございますが、先端
ＩＴ人材育成支援事業、これは約5000万円を計上し
ております。
　最後に情報通信産業と県内産業との連携によりまし

て、社会課題の解決や新たなビジネスを創出できるよ
う、県内ＩＴ企業の企画力や提案力を高めていくとい
うことで、こちらはその令和４年度の新規事業とし
て、沖縄ＤＸ促進支援事業というものを計上させてい
ただいております。
　こうした取組によりまして、情報通信産業の高度化
を図りまして、県内産業のＤＸを支えていくことで、
産業全体の稼ぐ力の強化にも貢献できるよう取り組ん
でまいりたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　ぜひ地元企業を育ててほしい。さら
なる強化を、ざる方式からの脱却、ぜひ期待していま
すので、知事先頭にこの問題、力強く頑張ってくださ
い。期待しております。
　続きまして教育委員会に移ります。
　教育・文化・スポーツの振興について(1)、いじめ
を未然に防ぐ教育委員会の取組は理解しました。改め
て、提言したいと思います。
　スローガン、朝の会、帰りの会。私が子供の頃の教
育ですが、朝の会、帰りの会、学校や部活、クラブ
等、始まりと終わりに言った言葉をよく覚えていま
す。親に感謝、先生に感謝、みんなと仲よく楽しも
う、いじめはいけないこと、いじめを見たら親や先生
に言うこと、いじめは絶対に駄目なこと、いけないこ
とというこのスローガンの読み上げ。子供の頃非常に
徹底されて、いじめが非常に小中、未然に防げたと記
憶しています。やっていけないことはやっていけない
という、この涵養、感謝と涵養、いじめはいけないと
いう涵養を僅か１分の読み上げなんですけれども、こ
れを小・中・高、ぜひスローガンをまとめて、親に感
謝、先生に感謝、いじめはやってはいけないこと、み
んなと仲よく楽しもうとクラブ活動でも言ってほしい
んですよ、それでも変わると私は思っています。いか
がですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　新垣議員がこの間、いじめを防止する、いじめをな
くすということで、スローガンはどうかというふうな
提案がございました。私どものほうとしても、そうい
うふうなスローガンの提案が県議会であるということ
で、市町村とそのいじめの取組について意見交換をさ
せていただきました。そうしたらやはり、市町村とし
ては、上から押しつけられるというよりは、児童が主
体となって、自分事として捉えて主体的に取り組む活
動を支援していきたいということがございました。具
体的には、それぞれの学校で、やはりいじめ防止宣言
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をしたりとかスローガンをやったりとか、また缶バッ
ジを作って、みんなでいじめを防止していこうとか、
児童生徒は、いじめは絶対駄目、やめるべきというこ
とはもうみんな認識していると思います。あとはいか
に行動に移すか。そうするとやっぱり児童生徒の主体
的な取組が一番肝要なのかなと、それはいろんなとこ
ろを我々としては例を出しながら市町村の取組につな
げていきたいと思います。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　これやっている市町村、スローガン
を読み上げて、学校の担任によって違うんですよ。こ
れ、私小学校６年のとき、中村光男先生の教えから、
クラブ活動やそういう形で行ってきて防げたという実
績あるんですよ、成果が。他の市町村の小中学校も
やっているところあります。調べました。だから、押
しつけじゃないですよ、涵養していくんですよ。いけ
ないものはいけないんだと、そういった毎日こうやっ
て植え付けて涵養していけば、今よりも未然にいじめ
を防げないかという予防策を言っているんですよ。押
しつけではありませんよ。どうかこれ検討していただ
けませんか、伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　押しつけということで私は言ったわけではなくて、
児童生徒がやっぱり自分事として捉えて、どんなこと
をやったほうがいいかということを議論しているんで
すよ。例えばある中学校では、いわゆる人権宣言とい
う５条から成るものをつくり上げて、仲間を独りには
しないで、一人一人の個性を尊重して温かい言葉をか
けていきましょうとか、あとは、いじめゼロ宣言とい
うふうなこともやっていますので、それはやはり児童
生徒が主体で考えている取組をしっかり各教育委員会
としては進めるべきと思っています。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　ちょっと最後になりますが、私はや
はりいけないものはいけないと毎日、朝の会、帰りの
会で、言い聞かせるということが、やはり未然に防ぐ
んじゃないかなと。かみ合わないところがあります
が、しようがないなと思って次に移らせていただきま
す。
　最後に６、県知事選挙の期日前投票所の増設につい
て。
　実現してほしいんですね、正直言って。先ほども答
弁、12月でも質問しましたが、県内の町、投票率が

悪い。まず県内11市に期日前投票所のさらなる増設
と――県内本島の町は今金武町しかやっていません。
県内本島の多くの町に、期日前投票所の増設を指導助
言、行っていただけないかなと。場合によっては県が
予算を出すからと、そういう言い方をしないとやりま
せんよ。ですから、ぜひその努力を検討していただき
たいのですが、いかがですか。改めて執行部にも聞き
ますので。
○○議長（赤嶺　昇君）　選挙管理委員会委員長。
○○選挙管理委員会委員長（当山尚幸君）　引き続きの
御質問ありがとうございます。
　投票率を上げたいというお気持ち、十分受け取りま
した。我々もそれは必死に取り組んでいるところでご
ざいます。
　今おっしゃった11市の中で、複数の、要するに増
設をした投票所、それを設置しているところが５市ご
ざいます。ところがあとの６市は単数しかないんで
す。そういう意味でそういうところに呼びかけを強化
しようかということで考えております。これまでも町
も含めて、文書では要請はしております、助言はです
ね。それから会議等でもぜひ増設してほしい、あるい
は設置してほしいという要望をしておりますけれど
も、なかなか内情がいろいろあるようでして、簡単で
はございませんが、引き続き要請していきたいとは
思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　私も地元糸満市ですから、市議会議
員の関係者といろいろ話をして、やはり県から指導助
言する場合は予算を持って、こうやって県がつけてあ
げるから、ぜひ市町村、市と町やってくださいと言っ
たら変わりますよ。そこを聞いているんですよ。自分
たちは財政が苦しいからと逃げられます。県知事選挙
と――あくまでも今回の県知事選ですよ。その後は県
議選しか言いません。これは県の問題ですから、県知
事選挙は。ぜひ予算化して頑張っていただきたいんで
すけれども、まず選挙管理委員長の答弁と、この担当
の企画部長、答弁を両方からいただきたいなと思いま
す。投票率を上げるための努力ですので、ぜひ双方い
ただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　選挙管理委員会委員長。
○○選挙管理委員会委員長（当山尚幸君）　その予算に
ついてはやはり、県のほうで何かやるのかというのは
あるかもしれませんけれども、選挙管理委員会から予
算を持っていってというのがなかなか難しくて、もし
それが可能であればそういうこともあるのかなとは思
いますけれども、ただ期日前投票所の設置とか増設に
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ついて、何らかの予算措置はされているかのように聞
いております。それがどの程度かは分かりません。実
は、前回、その増設についての御質問がありましたの
で、昨年の12月から今年の１月にかけて、各市町村
に対して、投票率向上に向けた取組に関する調査を行
いました。期日前投票所の増設に向けた課題として、
市町村からは動員職員が確保できないという課題を
言ってこられたんですね。ただそうでありますけれど
も、市町村からは県選管に求める支援として、財政支
援などの要望はございませんでした。他市町村の取
組、その事例の共有をしたい、それから選挙出前事業
に係るノウハウを提供していただきたいというふうな
要望はございました。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　こういう今、市町村の課題と取組、
聞きましたよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　国政選挙につきまして
は、選挙執行経費基準法という法律に基づいて、市町
村の選挙人の数、それから投票所の数、これを基礎に
法定の費用を算定する仕組みとなっておりまして、知
事選についてもこの基準に準じて費用を算定し、各市
町村に交付することになっております。期日前投票所
についても、この予算を編成する前に各市町村に何か
所設定する予定かというのを照会しておりまして、そ
の数に応じて予算措置をするということになっており
ます。今増設されている各８市町村ございますが、そ
れは期日前投票所の数に応じた算定がなされており、
今後、増設を希望する市町村があれば、その分加算さ
れるということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　最後、結びたいんですけれども、ど
ういうふうにこの投票率を上げるかと、やっぱり期日
前投票所の増設なんです。市町村においては、おっ

しゃるとおり、この職員の、この選挙のときの投票所
の職員の確保、これ事前に予算つけますからと言え
ば、市町村取組と努力してくれますよ。県としては指
導助言をぜひ選挙管理委員会委員長、予算をつけます
からぜひやってくださいと、この職員確保もやってあ
げますからと予算をぶら下げてしっかりお願いしてい
けば、向き合っていけば必ず成果が出ると、実現でき
ると思うのですけれども、いかがですか。そんなに難
しい問題じゃないと見ていますよ私。いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　選挙管理委員会委員長。
○○選挙管理委員会委員長（当山尚幸君）　今の点は、
そういう予算がつくということは各市町村分かってい
ると思います。ですからあと増設をするかどうか、市
町村の意気込みによります。そういうところをまた市
町村、お知り合いの議員におっしゃっていただければ
いいかなと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　分かりました。じゃ、ぜひ増設して
くださいと指導助言をぜひ力強く頑張って、投票率を
上げる努力、県としても選挙管理委員会委員長が市町
村に足を運んで、ぜひ活用してください、この予算
を、投票率を上げてくださいと委員長が自ら足を運ん
で、投票率を上げる努力を期待して、私の質問を終わ
ります。
　本日は御答弁、質問に協力していただきましてあり
がとうございました。
　終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、２月24日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後８時32分散会
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○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　本日の会議に説明員として出席を求めた公安委員会
委員長阿波連光君は、所用のため出席できない旨の届
出がありましたので、その代理として、公安委員会委
員知念公男君の出席を求めました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　代表質問を行いま
す。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　瑞慶覧　功君。
　　　〔瑞慶覧　功君登壇〕
○○瑞慶覧　功君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　会派てぃーだ平和ネットの瑞慶覧です。
　代表質問に入る前に所見を述べたいと思います。
　謝花副知事はこのたび３月末、任期満了で退任され
るとのことです。これまで翁長前知事、そして玉城知
事を支え、激動の時期に県政を中心的に担っていただ
きました。大変忙しく厳しい任務だったと思います。
やはり副知事というのは、ある意味で嫌われ役になる
こともあったかと思います。私は心から感謝申し上げ
ます。お疲れさまでした。
　さて、ウクライナをめぐる情勢が大変厳しくなって

います。バイデン米大統領は18日、ロシアのプーチ
ン大統領がウクライナ侵攻を決断したと表明し、一方
のロシア側は否定しつつも、ウクライナ国境周辺に
ロシア軍約19万人で包囲しているとアメリカは指摘
し、親ロシア派住民の保護を名目にロシアが軍事介入
すると主張しています。双方ともプロパガンダで国民
をあおり正当性を主張し、一触即発の状態です。もし
このまま戦争になれば、核兵器をはじめ細菌兵器の開
発が進む現在、地球滅亡へと突き進むことになりま
す。そうならないことを願うばかりです。
　一方、平和の祭典と称される北京オリンピックが
20日に閉会しました。戦争と平和の問題が同時に進
行し、複雑な気持ちです。今回のオリンピックでは開
会式、閉会式、競技施設、宿泊施設やＩＴやドローン
技術には目を見張りました。中国は世界に技術力の高
さを示したかったのでしょう。しかし、香港やウイグ
ルの人種問題は封印されたままです。
　そして次に来るのは台湾有事の問題です。台湾有事
になれば国内で真っ先に戦場になるのは日米の軍事基
地が集中する沖縄です。このまま進めば５年以内に中
国が動くと言われています。子や孫たち、県民の命を
守るため、何としても戦争を回避しなければなりませ
ん。安倍元首相は台湾有事は日本の有事とあおってい
ます。今政治の果たすべきことは対話による外交努力
です。戦争に勝者はいません。そのことを肝に銘じて
共に頑張りましょう。　
　質問に入ります。
　玉城県政のこれまでの歩みは、首里城火災、豚熱、
新型コロナ感染、軽石漂着等々、次々に問題が相次ぎ

知 事 公 室 長
総 務 部 長
企 画 部 長
環 境 部 長
子ども生活福祉部長
保 健 医 療 部 長
農 林 水 産 部 長
商 工 労 働 部 長
文化観光スポーツ部長
土 木 建 築 部 長
企 　 業 　 局 　 長

金　城　　　賢　君
池　田　竹　州　君
宮　城　　　力　君
松　田　　　了　君
名渡山　晶　子　さん
大　城　玲　子　さん
崎　原　盛　光　君
嘉　数　　　登　君
宮　城　嗣　吉　君
島　袋　善　明　君
棚　原　憲　実　君

病 院 事 業 局 長
会 計 管 理 者
知事公室秘書防災統括監
総 務 部 財 政 統 括 監
教 育 長
公 安 委 員 会 委 員
警 察 本 部 長
労働委員会事務局長
人事委員会事務局長
代 表 監 査 委 員

我那覇　　　仁　君
大　城　　　博　君
平　敷　達　也　君
平　田　正　志　君
金　城　弘　昌　君
知　念　公　男　君
日　下　真　一　君
山　城　貴　子　さん
大　城　直　人　君
安慶名　　　均　君



– 103 –

ました。恒常的な軍事基地に起因する様々な問題が多
発し、まさに全国一多忙な知事だと思います。山積す
る問題に対する対応を高く評価しております。そして
多くの県民も評価し、期待しております。
　(1)、知事のこれまでの県政運営の自身の評価と今
後どのような県政運営をしていくのか、そして９月に
予定される県知事選挙に向け、率直な気持ちを伺う。
　次に1968年、米軍統治下での初めての選挙で琉球
政府行政主席となり、1972年に祖国復帰し初代の県
知事となった屋良朝苗さんが、復帰前の1971年11月
17日、沖縄国会と銘打った臨時国会に、屋良主席は
沖縄の民意をまとめた、基地の無条件返還などを求め
た建議書を届けるために上京しましたが、羽田空港に
到着する数分前に基地の固定化を招く理不尽な沖縄返
還協定が強行採決されました。後に返還協定は日米の
密約でできたことが分かりましたが、政府は否定して
います。日本政府が約束した核抜き本土並み返還は、
現在の沖縄の現状を見ればうそであったことが明白で
す。むしろ軍事基地は強化されています。そして軍事
基地は経済発展の最大の阻害要因であるということを
忘れてはなりません。
　(2)、復帰50年に向け、屋良建議書を踏まえ、復帰
措置に関する建議書の現状検証と新たな建議書や宣言
の在り方を検討するとあるが、その建議書を未来の沖
縄にどう生かしていくかが重要です。その意義と決意
を伺う。
　(3)、辺野古新基地建設問題、戦没者遺骨に関する
問題、日米地位協定問題等について、日本全国民の問
題として提起すべく知事自ら参考人として国会で発言
する機会を設定すべきと思うが所見を伺う。
　(4)、米軍普天間飛行場返還と名護市辺野古の新基
地建設問題を考える知事のトークキャラバンの意義、
目的、これまでの実績と今後の目標、開催計画につい
て伺う。
　(5)、土地利用規制法について。
　自衛隊基地や国境離島などの重要施設を対象に、政
府が周辺の土地利用の実態を調査できる土地利用規制
法の９月からの施行に向け、陸上自衛隊与那国駐屯地
や宮古島駐屯地を特別注視区域に指定する作業を進め
ています。最終的には在沖米軍基地も対象に広げると
言われており、沖縄県民を監視下に置くような法律は
断じて容認できません。思想信条や財産権を侵害し、
憲法に抵触しかねない法律であり、廃止を求めるべき
である。見解と対応を伺う。
　２、新型コロナウイルス対策（防疫関連）につい
て。

　(1)、感染状況について。
　ア、世界の感染状況を伺う。
　イ、日本の感染状況を伺う。
　ウ、県内の感染状況を伺う。
　エ、他都道府県と沖縄県との状況の違いを伺う。
　オ、１年前の状況と比べ改善された施策について伺
う。
　(2)、エッセンシャルワーカーへのコロナワクチン
接種状況について伺う。
　(3)、県立病院職員のコロナワクチン接種状況、課
題と対応を伺う。
　(4)、学校ＰＣＲ検査体制について。
　昨年６月から学校ＰＣＲ業務が教職員の業務とさ
れ、学校現場は混乱し、教職員組合は業務負担増、感
染リスクの面から学校ＰＣＲ業務を教職員に従事させ
ないよう要請し、その結果９月から外部業者が回収す
ることになりました。
　ア、外部業者の回収業務体制について伺う。
　外部業者が保護者から直接回収したのは７％に過ぎ
ず、授業を自習にしてＰＣＲ業務に取り組まざるを得
ない状況であり、本来の教職員の業務が阻害されてい
るとのことです。そして教職員の感染リスクは残され
たままとの指摘があります。教職員の負担軽減、感染
リスクをなくすためにイ、外部業者の拡充を図るか、
コロナ禍の雇用対策として人員を募集し学校に配置
し、ＰＣＲ業務を教職員から完全に切り離して行うべ
きではないか。所見を伺う。
　３、新型コロナウイルス対策（経済関連）につい
て。
　(1)、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて
いる事業者への支援状況、今後の課題と対応を伺う。
　(2)、飲食店等向け協力金の状況、不正受給への対
応状況、今後の見通しについて伺う。
　(3)、まん延防止等重点措置移行に伴う認証辞退の
状況、課題と対応を伺う。
　４、基地問題について。
　(1)、有害物質の有機フッ素化合物ＰＦＡＳ問題に
ついて。
　うるま市の米陸軍貯油施設から去年の６月に有機
フッ素化合物ＰＦＡＳを含む汚染水が流出した事故
で、国、県、米軍の３者が約４か月以上も調査結果を
公表してこなかった。国の指針値の1600倍のＰＦＡ
Ｓが検出されたにもかかわらず、住民の人命軽視であ
る。2015年に締結した環境補足協定で調査結果の公
表は米軍の同意が必要とされるためである。これでは
住民の命は守れません。県は米軍や政府の対応を恐れ
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ず、堂々と調査結果を公表すべきです。
　ア、嘉手納基地のＰＦＯＳ問題、経緯と現状、取組
と課題を伺う。
　イ、普天間基地のＰＦＯＳ問題、経緯と現状、取組
と課題を伺う。
　ウ、うるま市の米陸軍貯油施設からのＰＦＡＳ漏出
問題、経緯と現状、取組と課題を伺う。
　エ、金武町のＰＦＡＳ問題、経緯と現状、取組と課
題を伺う。
　(2)、第４次嘉手納爆音訴訟について。
　１月28日、米軍嘉手納基地周辺に住む住民３万
5566人が、米軍の深夜・早朝の飛行差止めを国に求
める訴訟を提起し、原告数は過去最大となりました。
1982年に原告約900人で第１次訴訟が提起され、
2000年には原告約5500人で第２次訴訟、2011年に
は原告２万2000人で第３次訴訟が提起されました。
これまで損害賠償は認められてきたが、原告が強く望
む飛行差止めは第三者行為論によって退けられ、住民
は爆音による睡眠妨害、健康被害等に40年も苦しめ
られてきました。日本政府、司法の不作為です。見解
を伺う。
　５、首里城再建について。
　琉球・沖縄のアイデンティティーのよりどころとし
て、首里城の再建については沖縄県民のみならず国内
外から大きな関心が寄せられています。特に首里城正
殿、大龍柱の向きに関する事項は大きな注目と関心を
集める大変重要な事項です。昨年12月１日に、内閣
府沖縄総合事務局首里城復元に向けた第２回技術検討
委員会において、暫定的な結論として、令和復元にお
いても大龍柱の向きは平成復元を踏襲するとなってお
り、報道によれば多くの県民に不信感と失望感を抱か
せているとのことです。
　(1)、首里城再建は、沖縄県が総合事務局と締結し
た３点の覚書を見直し、沖縄の主体的な再建体制を整
えるべきと、多くの知識人、県民から強い意見、要望
が出ています。見解を伺う。
　(2)、技術検討委員会における暫定的な結論、令和
復元においても大龍柱の向きは平成復元を踏襲するの
は推測であり、ユネスコ基準に反するとの指摘があ
り、見直しを求める声が高まっています。県は主体的
に学術的検討を行う必要があるのではないか見解を伺
う。
　(3)、那覇市議会は意見書で、大龍柱の向きは見切
り発車ではなく、慎重に幅広い議論を重ねることを求
めています。見解を伺う。
　６、教育行政について。

　(1)、県立においてもＧＩＧＡスクール構想を考え
ているようだが、どのような事業内容となっているか
伺う。
　(2)、保護者のタブレット端末購入代金、月々の家
庭での通信料の負担額は幾らになるのか、全額公費で
賄うべきではないか見解を伺う。
　(3)、公立高校における端末の整備状況（見込み）
について、都道府県別の費用負担（自治体、保護者）
について伺う。
　７、経済振興について。
　政府は2022年度以降に契約を交わす公共工事や物
品購入などの入札で、従業員の賃上げを表明した企業
が有利になる新たな制度をスタートするとのことで
す。総合評価方式の中で入札参加企業の賃上げ表明を
新たな加点対象とする。前年度と比べ、大企業は１人
当たり平均給与額を３％以上、中小企業は1.5％以上
引き上げることを要件としています。賃金を上げたか
どうかも政府が確認し、未達だった場合はその後１年
間の入札で大きく評価を下げることとなります。政府
は民間企業の賃上げによって消費が拡大し、経済が成
長することを目指すとしています。西銘沖縄担当相
も、県民所得について全国最下位を脱し、30位台ま
で持っていく取組をしたいと意欲を示しています。ま
た企業の「稼ぐ力に関する万国津梁会議」の末吉委員
長は、３年以内に県内企業の１人当たり月額給与を平
均で１万円以上アップする数値目標等の提言書を玉城
知事に手交しました。県内建設業の就労者７万2000
人、県就労者の10％、県が条例を規制型にして賃金
を実質的に引き上げれば、県民全体の所得向上につな
がると見込まれ、貧困改善に大きく貢献すると言われ
ています。県はこれまで条例改定に後ろ向きと言われ
ています。真剣に向き合い取り組むべきであります。
　(1)、公契約条例を現行の理念型から規制型に改定
し、公共工事設計労務単価の80％以上の支払いを義
務づけるべきではないか所見を伺う。
　(2)、公共工事の入札の総合評価方式に労働者の賃
金引上げ（公共工事設計労務単価80％以上）に対し
評価し、加点すべきではないか所見を伺う。
　８、戦没者の遺骨の保全を図る条例制定について。
　遺骨収集ボランティア、ガマフヤーの具志堅隆松代
表や研究者らが、戦没者遺骨の保全を図る条例の制定
を求める陳情書を沖縄県議会に提出しました。具志堅
さんは遺骨の問題は全国民の問題と訴え、全国の都道
府県・市町村、1743議会に意見書可決を促す要望書
を送り、２月９日現在で可決は県内30、県外176の
計206議会に達し、さらに増える見込みであるとのこ
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とです。県議会は悲惨な沖縄戦戦没者の遺骨等が混入
した土砂を埋立てに使用しないことを求める意見書を
全会一致で可決しています。人道上の問題として条例
制定を実現すべきです。見解を伺います。
　９、軽石問題に係る県の対応状況について環境部に
伺います。
　10、ヘイトスピーチ対策条例について。
　(1)、第２回検討委員会で新素案から氏名公表の仕
組みをなくしたことに対し、失望の声が上がっていま
す。説明を求める。
　２月15日、大阪市のヘイトスピーチの抑止策を定
めた条例が最高裁で争われ、対象を悪質なヘイトス
ピーチに絞り設計されており、抑止する必要性が高い
と合憲の判断を下しました。
　(2)、条例制定をめぐる全国の状況と所見を伺う。
　沖縄で起こるヘイトスピーチの解消を目指し活動す
る沖縄カウンターズは、悪質なヘイトスピーチを止め
るのは市民の力のみでは限界があると言っています。
沖縄県民ということでこれまで差別を受けてきた歴史
があり、現在も続いていることを直視し、沖縄県が制
定する条例は日本で最も実効性のあるものにしなけれ
ばなりません。神奈川県川崎市では全国で唯一刑事罰
つきの条例を制定し、ヘイトスピーチを禁止し効果を
上げています。沖縄こそ先頭に立ってヘイトスピーチ
をなくすべきです。
　(3)、ヘイトスピーチをなくすための厳格な条例を
制定し、県がしっかり対応すべきではないか。見解を
伺う。
　(4)、もっと真摯に向き合うべきである。検討委員
会を継続すべきではないか。見解を伺う。
　11、子育て、福祉行政について。
　(1)、ヤングケアラーに関するアンケート結果と課
題、今後の取組について伺う。
　生後２か月から養育していた児童５歳を里親が反対
する中で児童相談所が引き取る事案があり、里親委託
を解除された里親が、一時保護の委託先を里親夫妻の
元にするように求めています。インターネット上で署
名を募り、１月時点で６万人以上が賛同し、また別の
里親の夫妻は、子供の最善の利益を壊し、苦しみを生
む制度になっていると指摘しています。政府は里親制
度を子供の健全な育成を図る有意義な制度として評価
しています。しかし現在の里親制度はいつ引き離され
るか分からない、何より子供の声を聞くこと、そして
その子を育ててきた人の言葉を聞いてほしいと訴えて
おります。
　(2)、里親委託解除が問題となっています。概要と

有識者審議会の内容、今後の対応について伺います。
　(3)、こども医療費、現物給付へのペナルティー問
題の現状と課題、方針を伺う。
　12、県営住宅連帯保証人廃止について。
　(1)、これまでの経緯と課題、今後の対応について
伺う。
　(2)、自治体の連帯保証人廃止の状況について伺
う。
　13、しまくとぅばの継承について。
　2006年に９月８日をしまくとぅばの日と定める条
例が制定され、今年で15年となりました。意識調査
ではしまくとぅばに愛着を持つ人は77％、沖縄の文
化・芸能に誇りを持っていると答えた人は91.5％も
います。しかし今、継承の危機と言われる状況です。
故大城立裕氏は、言葉は魂である、ウチナーグチが消
えるということは魂が消えること、すなわちウチナー
ンチュじゃなくなることとおっしゃっております。ウ
チナーグチがなくなれば、組踊やウチナー芝居、ウチ
ナー民謡も消滅するでしょう。沖縄のチムグクル、ア
イデンティティーもなくなってしまうのでしょうか。
世界のウチナーンチュとのかけ橋となっているのが伝
統文化であり、しまくとぅばであることを忘れてはな
りません。大事にしましょう。
　(1)、しまくとぅば継承の取組の状況と課題、今後
の活動方針を伺う。
　(2)、復興の抜本的な対策として教育課程に導入す
べきとの提言があるが、見解を伺う。
　14、県内在住外国人を取り巻く問題について。
　(1)、在住外国人の現状を伺う。
　(2)、外国人労働者の現状と課題、支援状況を伺
う。
　(3)、技能実習生が入国できないことにより、県内
産業に与える影響を伺う。
　香港人の移住については、以前にも質問しました。
2020年に中国政府による香港国家安全維持法が施行
されたことを受け、沖縄に移住を希望する香港人が増
えたとのことでしたが、コロナ禍の入国制限で移住先
をイギリスに変更したとのことです。国の入国制限に
よるものと思っていましたが、私は近年の台湾有事の
問題が要因ではないかと懸念しています。
　(4)、香港人の沖縄移住中止の理由、課題と所見を
伺います。
　以上、よろしくお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
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チューウガナビラ。
　皆さん、おはようございます。
　瑞慶覧功議員の御質問にお答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、 
県政運営と県知事選挙についてお答えいたします。
　私は、2018年10月知事就任以来、新時代沖縄の到
来、誇りある豊かさ、沖縄らしい優しい社会の構築の
３つの視点から、公約として掲げた291の施策全てに
着手し、さらに新たな課題解消のための施策を推進し
ているところです。経済分野においては、観光振興に
資する諸施策の実施等により、2019年には入域観光
客数が1000万人を超え、雇用情勢が大幅に改善する
など、着実に成果を上げてまいりました。しかし、新
型コロナウイルス感染症の拡大が、これまで積み上げ
た成果に打撃を与え、多岐にわたる業種で大きな影響
を及ぼしております。このため、県民及び医療界、産
業界や各種団体と一体となって、感染拡大防止及び社
会経済活動の回復に向け全力で取り組んでいるところ
です。また、沖縄県子どもの貧困対策計画に基づく取
組を着実に推進するとともに、こども医療費助成、中
学卒業までの通院費窓口払いの無料化、中高生のバス
無料化、子どもの権利尊重条例の制定等、子供たちが
健やかに成長することができる社会の実現、そして若
年妊産婦の支援などに向けても取組を推進しておりま
す。加えて、沖縄本島と北大東島を結ぶ海底ケーブル
の整備や農林水産物を本土へ出荷する際の輸送費補助
など、離島振興に取り組むとともに、沖縄空手世界大
会開催に向けた取組や琉球歴史文化の日の制定など文
化振興にも力を注いでまいりました。米軍基地問題に
ついては、辺野古新基地建設の阻止に取り組むととも
に、基地負担の軽減、日米地位協定の抜本的見直しの
実現に向けた全国知事会との連携、トークキャラバン
の実施による国民的議論、世論の喚起など、様々な機
会を捉えて全国に情報発信してまいりました。今後と
も県民の皆様の御期待に沿うべく、全力を尽くして県
政運営に当たり、新時代を展望し得る沖縄の振興・発
展に取り組んでまいります。
　なお、県知事選挙につきましては、家族からの理
解、後援会の協力なども得ながら熟考いたすというこ
とですが、まずは掲げた公約の実現に向けて、残る任
期に全力を尽くしてまいります。
　次に(2)、建議書の意義と決意についてお答えいた
します。
　昭和46年11月に、沖縄の本土復帰に当たり作成さ
れた復帰措置に関する建議書においては、県民の福祉
を最優先に考え、地方自治権の確立、反戦平和、基本

的人権の確立、県民本意の経済開発等を骨組みとする
あるべき沖縄の姿を求めた新生沖縄像が描かれており
ますが、復帰50年を迎える現在でも、基地の負担に
ついて考えてみますと、復帰当時に沖縄県民が期待し
た本土並みには依然としてほど遠い状況にあるものと
思わざるを得ません。沖縄県においては、復帰50年
の節目となる本年、当時の琉球政府が将来を担う子や
孫たちのために描いた新生沖縄像と現状との比較検証
を行い、若い世代を含む県民の皆様や有識者からの意
見も取り入れながら、建議や宣言の在り方について検
討してまいります。
　次に、しまくとぅばの継承についての御質問の中の
(2)、教育課程への導入に関する見解についてお答え
いたします。
　県内各地域で受け継がれてきたウチナーグチ、しま
くとぅばは、組踊、琉球舞踊、島唄等の沖縄文化の基
層となるものであり、沖縄県民のアイデンティティー
のよりどころであります。このため、沖縄県では、教
育機関と連携し、読本の配布や検定を行うなど、しま
くとぅばの普及、継承に取り組んでおります。また、
令和４年度から令和８年度までの５年間を期間とす
る、しまくとぅばアーカイブロードマップに基づき、
国等と連携して、県内81地域のしまくとぅばを収集
し教材化するとともに、小中学校の教科書に載ってい
る歌や物語等をしまくとぅばで収録するなど、学校教
育の活動の中で幅広く活用できる取組を行うこととし
ております。
　沖縄県としましては、今後も日常生活をはじめ、あ
らゆる機会を通して、しまくとぅばに触れる機会を創
出してまいります。
　リーサイ　マジュン　チバティ　イチャビラナヤー
サイ。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(3)、知事の国会での発言機会についてお答
えをいたします。
　県としては、辺野古新基地建設や日米地位協定等の
問題解決のためには、国会、国民の皆様がこれらの問
題について共有し、日米安全保障の負担の在り方等に
ついて議論を深めていただくことが重要であると考え
ております。衆参両議院の議院規則では、国会におけ
る参考人について、委員会における審査または調査の
ため、参考人の意見を聞くことができる旨規定されて



– 107 –

おり、そのような機会が得られれば、しっかりと対応
してまいりたいと考えております。
　同じく１の(4)、トークキャラバンの実績等につい
てお答えいたします。
　知事のトークキャラバンについては、辺野古新基地
建設や日米地位協定の問題等について広く周知を図
り、問題解決に向けた国民的議論の機運醸成を図るこ
とを目的に、令和元年度に東京、名古屋、大阪、札幌
の４都市で実施したところです。令和２年度は新型コ
ロナウイルス感染症の影響から実施を見送りました
が、令和３年度は感染状況を踏まえ、去る１月27日
に福岡向け、２月９日に神戸向けにオンライン配信で
実施したところです。令和４年度においても実施を計
画しており、引き続き、問題解決に向けた機運醸成を
図ってまいりたいと考えております。
　同じく１の(5)、土地利用規制法についてお答えい
たします。
　いわゆる重要土地等調査法については、防衛関係施
設や国境離島の機能を阻害する土地の利用を防止する
ことを目的としておりますが、国民の思想信条の自
由、表現の自由、プライバシーの権利、財産権などの
人権が過度に制限されるおそれがあるなど、様々な問
題が指摘されております。
　県としては、今後の政令の制定状況等について、県
民生活にどのような影響が生じるのか、引き続き情報
収集に努めてまいりたいと考えております。
　４、基地問題についての(1)のイ、普天間飛行場の
ＰＦＯＳ問題についてお答えいたします。
　普天間飛行場においては、令和２年４月、格納庫の
消火設備から大量の泡消火剤が流出し、一部は基地外
にも流れ出る事故が発生しました。また、昨年８月、
ＰＦＡＳ廃水処理システムで処理された水について、
日米間で協議が進められている中、米側が一方的に公
共下水道に放出し、同年９月、沖縄防衛局が、地下貯
水槽に残っている廃水を県外に運搬した上で焼却処分
を行いました。在沖米海兵隊によると、ＰＦＯＳ等を
含む泡消火剤については、全て処理されているとのこ
とです。一方で、普天間飛行場周辺の湧水等からＰＦ
ＯＳ等が高濃度で検出されているため、基地内への立
入調査を申請しておりますが実現しておりません。
　県としては、立入調査の実現をはじめ、在沖米軍施
設におけるＰＦＯＳ等の保管状況の把握、その管理及
び処理計画の作成と公表等を日米両政府に対し引き続
き求めてまいります。
　同じく４の(2)、第４次嘉手納爆音訴訟についてお
答えいたします。

　嘉手納飛行場をめぐる訴訟については、これまでに
第１次、第２次、第３次といずれも、環境基準を超え
る騒音被害に対して国の賠償責任を認めております
が、飛行差止めには至っておりません。戦後76年を
経た今もなお、依然としてこのような訴訟が提起され
るのは誠に残念であります。同飛行場をめぐっては、
昼夜を問わないエンジン調整や訓練、外来機の度重な
る飛来や暫定配備に加え、パパループの一時使用な
ど、負担軽減と逆行する状況にあると言わざるを得ま
せん。
　県としては、今回の訴訟を大きな関心を持って注視
していくとともに、今後とも引き続き、日米両政府に
対し、嘉手納飛行場の騒音の軽減を粘り強く働きかけ
てまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナウ
イルス対策（防疫関連）についての御質問の中の(1)
のア、イ、ウ、世界、日本及び県内の感染状況につい
てお答えいたします。２の(1)のアから２の(1)ウまで
は関連しますので、一括してお答えいたします。
　厚生労働省のホームページによりますと、令和４
年２月23日15時現在における世界の感染者数は４億
2784万8679人、死亡者数は590万5872人でありま
す。同じく日本の感染者数は460万7029人、死亡者
数は２万2272人であります。県内の年齢別の感染
者数及び死亡者数は令和２年２月14日から令和４年
２月23日12時現在までの累計で、10歳未満の感染
者１万450人、死亡者なし、10代が１万2593人、
死亡者なし、20代が２万1128人、死亡者なし、30
代が１万4884人、死亡者なし、40代が１万3719
人、死亡者６人、50代が9779人、死亡者12人、60
代が6752人、死亡者39人、70代が3582人、死亡者
91人、80代が2475人、死亡者142人、90代以上が
1163人、死亡者131人となっております。本人及び
御家族の意向による非公表者等を含めた県内全体の感
染者は９万6676人、死亡者は423人であります。
　同じく２の(1)のエ、他都道府県との状況の違いに
ついてお答えいたします。
　本県は人口10万人当たりの累計感染者数は多い一
方、感染者に占める死亡者の割合は全国平均より低い
状況にあります。感染者数が多い理由としましては、
人口密度が高いこと、人口当たりの検査数が多いこ
と、世代間交流が活発なことなどが挙げられます。死
亡者の割合が全国平均より低い理由としましては、県
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医師会及び看護協会等の多大な御協力及び医療現場に
おける献身的な治療、県コロナ本部に医療コーディ
ネーターを配置の上、独自の入院調整システムＯＣＡ
Ｓを導入し、リアルタイムでの把握と一元的な入院調
整による適切な医療提供、高齢者施設等への早期支援
による感染予防、重症化予防の取組等によるものが大
きいと考えております。
　同じく２の(1)のオ、１年前から改善された施策に
ついてお答えいたします。
　感染予防・重症化予防の改善としましては、ワクチ
ン接種や抗体カクテル療法等の開始が挙げられます。
また、検査体制の拡充及び強化としましては、介護施
設・障害者施設における定期ＰＣＲ検査、学校・保育
園における学校ＰＣＲ検査、那覇空港等におけるＰＣ
Ｒ検査、県民向けのドライブスルー方式による接触者
ＰＣＲ検査センターの新設等が挙げられます。さら
に、コロナ病床の増床、入院待機施設の新設、宿泊療
養施設の増設、飲食店等における感染防止対策認証制
度の導入等が挙げられます。
　同じく２の(2)、エッセンシャルワーカーへの接種
状況についてお答えいたします。
　追加接種については、医療従事者、高齢者施設等の
入所者等及び一般高齢者を優先的に接種しているとこ
ろであり、その他の県民については、ワクチンの量や
接種体制等を勘案し、順次、初回接種から６か月経過
後に接種していくこととしております。現在、県の広
域ワクチン接種センター３か所においては、２回目接
種から６か月以上経過した18歳以上の全ての方を対
象とし、接種を進めているほか、企業・団体枠を設
け、エッセンシャルワーカーを含めた、あらゆる職種
に対する接種に取り組んでいるところであります。引
き続き、希望する全ての県民へ早期に接種できるよ
う、市町村と連携し、取り組んでまいります。
　同じく２の(4)のア、イ、学校ＰＣＲ検査における
回収委託業務の人員拡充についてお答えいたします。
２の(4)のアと２の(4)のイは関連しますので、一括し
てお答えいたします。
　学校・保育ＰＣＲ検査については、外部委託により
実施しているところであり、委託業者の検体回収に従
事する人員は、２名１組の６チーム、計12名となっ
ています。今後、感染の急拡大にも適切に対応できる
よう、委託業者の回収チーム数の増加、容器配付体
制、結果の連絡体制の改善を図るなど、運営方法の見
直しや学校現場の負担軽減に取り組んでまいります。
　次に３、新型コロナウイルス対策（経済関連）につ
いての御質問の中の(3)、認証辞退の状況等について

お答えいたします。
　令和４年１月９日からのまん延防止等重点措置の実
施に伴い、国の示した協力金の額について認証店と非
認証店で差が生じたことから、認証を辞退する申出が
272件ありました。県では、全国知事会や内閣官房よ
り派遣されたリエゾンチームを通じて国への要請を
行ったところ、協力金の額が見直され、同額となりま
した。国の方針変更を受け、認証辞退の申出店舗に対
し、意向確認を実施したところ、261店舗から申出の
取下げがあり、認証店として継続することとなってお
ります。
　次に４、基地問題についての御質問の中の(1)の
エ、金武町のＰＦＯＳ等の現状、課題及び取組につい
てお答えいたします。
　令和２年６月に金武町の水源である複数の井戸及び
水道水から暫定目標値を超えるＰＦＯＳ等が検出され
たため、金武町は、同年７月に当該井戸からの取水を
停止しており、県企業局の水道用水と混合して供給す
ることで、暫定目標値以下となっております。
　県としましては、汚染源はキャンプ・ハンセンの可
能性が高いと考え、令和３年12月に沖縄防衛局を通
じ、米軍に立入調査を申請しており、引き続き立入調
査の実現に向けて取り組んでまいります。
　次に11、子育て、福祉行政についての御質問の中
の(3)、こども医療費助成制度についてお答えいたし
ます。
　県では、令和４年４月からのこども医療費助成制度
の拡充により、県内全ての市町村において、中学校卒
業までの現物給付、いわゆる窓口無料化が実施される
運びとなりました。現物給付の実施に当たっては、国
民健康保険の国庫負担金減額調整措置、いわゆるペナ
ルティーが課題となっていたことから、市町村を支援
するため、令和４年度当初予算において、減額調整額
に対する補助事業約4600万円を計上しているところ
です。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　２、新型コロナ
ウイルス対策（防疫関連）についての御質問の中の
(3)、県立病院職員のワクチン接種状況についてお答
えいたします。
　県立病院職員におけるコロナワクチン接種状況に
ついては、２月９日現在で２回目ワクチン接種率は
94％、３回目ワクチン接種率は84％となっており、
２月中にはおおむね完了する予定となっております。
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未接種者については、ワクチンを積極的に接種するよ
う勧奨するとともに、発熱等の症状がある場合は、速
やかにＰＣＲ検査を受けさせるなど、病院運営に支障
がないよう職員の健康管理に努めております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　３、新型コロナウイ
ルス対策（経済関連）についての(1)、事業者への支
援状況、今後の課題と対応についてお答えいたしま
す。
　県では、新型コロナウイルスに係る沖縄県の経済対
策基本方針に基づき、全ての産業の基盤となる事業継
続と雇用維持の支援を実施しております。同感染症関
連融資に係る保証承諾実績は、12月31日時点で１万
4766件、約2342億円となり、沖縄県雇用継続助成金
の実績は、２月10日時点で支給決定件数が3824件、
支給決定額が約19億円となっております。課題とし
ては、令和２年度から実行したコロナ関連融資の据置
期間の終了後、返済開始に伴う事業者の資金繰りの悪
化が懸念されることですが、コロナ禍でも事業継続が
可能となるよう経営改善に取り組むための融資及び利
子補給制度を今年度に創設したところであり、引き続
きその活用促進を図ってまいります。
　同じく３の(2)、飲食店等向け協力金の状況、不正
受給への対応状況、今後の見通しについてお答えいた
します。
　休業要請等に係る同協力金につきましては、令和３
年９月１日から10月末までの第９期はおおむね支給
を完了し、現在は第10期に向けて準備を進めており
ます。不正受給への対応については、協力金事務局内
に情報提供対策室を設置し、申請店舗の現地確認等を
行っています。要件に該当すると誤認して受給した事
業者については、自主返納を促しており、令和４年１
月19日現在で14件、1546万2000円の返納がありま
した。また、営業許可証の偽造、営業実態のない店舗
の申請等、悪質なケースについては、県警とも協議の
上、刑事告訴も視野に厳正に対処していく方針であり
ます。
　次に７、経済振興についての(1)、沖縄県の契約に
関する条例を規制型へ改正することについてお答えい
たします。
　県が締結する公共工事を含む業務委託等の契約につ
いては、従事する労働者の適正な労働条件の確保に加
え、公共サービス等の品質確保のためにも適正な金額
での契約が必要と考えております。そのため、県で

は、平成30年３月に沖縄県の契約に関する条例を制
定し、県が取り組むべき方針を定め、最低賃金法や労
働関係法の遵守を契約書に明記することや最新の設計
労務単価を適正・迅速に反映すること等に取り組んで
いるところであります。
　県としましては、引き続き関係部局と連携を図りな
がら、取組方針を浸透させ、着実に実施することで、
条例の実効性を高めてまいります。
　次に14、県内在住外国人を取り巻く問題について
の(2)、外国人労働者の現状、課題、支援状況につい
てお答えいたします。
　沖縄労働局によると、県内の外国人労働者は、令和
３年10月末現在で１万498人となっております。新
型コロナウイルス感染症の影響による出入国規制によ
り、外国人の新規入国や帰国が困難となっており、国
においては、多言語対応の相談窓口の設置や帰国困難
者等への就労可能な在留資格の付与など、外国人労働
者等への支援を行っております。県においては、女性
就業・労働相談センターで相談対応を行うほか、沖縄
労働局や支援機関等を紹介するなど、適切に対応して
いるところであります。
　同じく14の(3)、技能実習生の入国規制による県内
産業への影響についてお答えいたします。
　技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の
外国人を日本で一定期間に限り受け入れ、ＯＪＴを
通じて技能を移転することを目的に創設された制度
です。沖縄労働局によると、県内の技能実習生は、
令和３年10月末現在で2668人、産業別では建設業
が1183人で44.3％、製造業が404人で15.1％、卸売
業・小売業が270人で10.1％となっております。新型
コロナウイルス感染症による入国規制により、建設業
などにおいては、人材確保に影響が生じていると聞い
ております。
　同じく14の(4)、香港在住者の沖縄移住中止の理由
等についてお答えいたします。
　沖縄へ移住予定の香港在住者が入国の見通しが立た
ないことを理由に、移住や投資先を変更していること
は、新聞報道により承知しております。課題となって
いる入国制限は、国による措置であり、３月以降、制
限緩和に向けた対応がなされると認識しております。
　県としましては、海外からの投資を促進すること
は、県経済の発展に重要であることから、引き続き国
の動向を踏まえ、沖縄のビジネス環境について香港事
務所等を活用した情報発信に努めてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
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　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○○企業局長（棚原憲実君）　４、基地問題についての
御質問の中の(1)のア、嘉手納基地ＰＦＯＳ問題の経
緯と現状等についてお答えします。
　企業局では、嘉手納基地周辺の調査の結果、汚染源
は嘉手納基地である可能性が高いと考え、平成28年
と令和２年に米軍に対し、立入調査を申請したほか、
ＰＦＯＳ等の使用履歴を米軍が調査した文献調査結果
の提供を要請しています。また、関係部局と連携し
て、令和元年と令和３年に関係大臣及び米軍に対し、
立入調査を認めることや汚染原因の究明と必要な対策
の実施等を要請しておりますが、いまだ実現しており
ません。引き続き、立入調査の実現と原因究明に取り
組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○○環境部長（松田　了君）　４、基地問題についての
(1)のウ、うるま市米陸軍貯油施設からのＰＦＡＳ含
有水漏出事故についてお答えします。
　令和３年６月10日、降雨により貯水槽内のＰＦＯ
Ｓ含有水が基地外へ流出した事故について、県は、
12日に周辺水路等５か所の調査を行い、全て暫定指
針値未満であることを確認しております。また、６月
28日に現地立入調査を実施し、貯水槽内のＰＦＯＳ
含有水を米軍、国、県の３者で分析し、12月28日に
公表したところです。本件に関して、事故の通報や分
析結果の公表の遅れがあったことから、国及び米軍に
対し、迅速な通報と貯水槽内のＰＦＯＳ含有水を速や
かに適正処理するよう求めております。
　次に９、軽石問題についての(1)、軽石問題に係る
県の対応状況についてお答えします。
　県は、関係部局による沖縄県軽石問題対策会議を設
置し、知事を筆頭に全庁体制で対策に取り組んでおり
ます。これまでに、災害復旧事業や国の補助金を活用
した回収を進めるとともに、市町村が行う回収に対し
支援を行っており、令和４年２月15日時点で約３万
6000立方メートルを回収しております。また、漁業
や観光業への影響を把握し、支援等の対策を検討、実
施しております。今後とも国、市町村等と連携して回
収の推進と必要な支援の実施等に取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　５、首里城再建につ

いて(1)、覚書の見直し及び沖縄の主体的な体制整備
についてお答えいたします。
　県と国で締結した首里城正殿復元工事に用いる制作
物の譲渡に関する覚書等については、県が寄附金を活
用して制作した大龍柱等を、国に譲渡するに当たって
必要なルールを定めたものであります。大龍柱等の制
作に当たっては、有識者による監修が必要と考えてお
り、県において監修に係る委員会の設置を検討してい
るところであります。県は、首里城の象徴部の制作等
に当たっては、県内に蓄積・継承されている伝統技術
を積極的に活用し、主体的に取り組んでまいります。
　同じく５の(2)、県における学術的検討についてお
答えいたします。
　首里城の復元整備は国営公園事業のため、復元整備
に係る技術検討は、事業主体である国が行うことと
なっております。首里城復元に向けた技術検討委員会
には、沖縄関係の有識者が入っており、琉球の歴史な
ど学術的・専門的な議論がなされていると考えており
ます。県は、首里城の彫刻や焼き物などについて、寄
附金を活用して制作することとしており、制作に当た
り必要となる監修に係る委員会を県で設置することに
ついて、検討しているところであります。
　同じく５の(3)、那覇市議会の意見書における大龍
柱の向きについてお答えいたします。
　県としては、首里城復元に向けた技術検討委員会で
了承された大龍柱の向きに係る暫定的な結論について
は、有識者による専門的、学術的な検討の結果である
と考えております。他方で、大龍柱の向きについて
は、県民などから様々な意見があることから、首里城
復元に向けた技術検討委員会の報告の場を今後も開催
し、国の首里城復元への取組に対する県民の理解促進
に継続して取り組むことなどについて、国に要望して
おります。
　次に７、経済振興について(2)、総合評価方式にお
ける設計労務単価の80％以上を支払う企業の評価に
ついてお答えいたします。
　企業の評価は、賃金など労働条件確保に向けた企業
の取組が評価できる一方、全労働者の履行確認による
受発注者双方の事務量増加等が懸念されております。
評価項目への導入については、他県の事例や関係業界
団体の意見も聞きながら、引き続き検討していきたい
と考えております。
　次に12、県営住宅連帯保証人廃止について(1)、連
帯保証人の廃止に係る課題と今後の対応等についてお
答えいたします。
　これまで県営住宅の入居手続において、入居者と同
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程度以上の収入のある連帯保証人を求めてまいりまし
たが、入居を希望する住宅困窮者が申込みをちゅう
ちょする状況がうかがえておりました。そのため、県
では入居希望者の負担軽減を図り、住宅困窮者が安心
して入居できる環境をつくるため、令和４年４月の入
居手続から連帯保証人を廃止することとしておりま
す。一方で、連帯保証人を廃止した場合、家賃等収納
率への影響が懸念されるところであります。その対応
策として、指定管理者に配置している専門相談員を活
用し、収入が不安定な入居者と福祉制度をつなぐ仕組
みを継続し、取組を強化することとしております。
　同じく12の(2)、自治体の連帯保証人廃止の状況に
ついてお答えいたします。
　令和３年４月１日時点の全国調査によると、連帯保
証人を求めていないのは18都道府県、連帯保証人を
求めているのは29府県となっております。また、公
営住宅を有している県内36市町村の令和３年12月時
点の状況については、連帯保証人を求めないこととし
ているのが７市町村、廃止を検討中としているのが３
市町となっております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　６、教育行政についての御
質問の中の(1)、県立高校のＧＩＧＡスクール構想に
係る事業についてお答えします。
　令和４年４月から、１人１台端末環境で学んだ中学
生が県立高校に進学することから、同様の環境で、個
別最適な学びと協働的な学びを実施する必要がありま
す。県立高校においては、タブレット端末を学校や家
庭など様々な場面で日常的に活用し、学習することが
重要であると考えており、生徒が所有する端末を活用
して授業を実施することとしております。このため、
令和４年度１年生の保護者等が購入するタブレット端
末の購入費用の一部を補助することとしております。
　同じく(2)、タブレット端末の購入費等の負担につ
いてお答えいたします。
　高等学校では、個人が専有する教材は、自己負担と
なっております。端末や通信費は、民間事業者で学生
向けサービスが展開されております。端末の購入に当
たっては、教育費の負担軽減の観点から、県指定ＥＣ
サイトを利用することで、１万5000円の助成を受け
ることができ約３万円程度の購入費となるよう計画し
ております。また、端末購入ができない低所得世帯の
生徒は、学校に整備済みの端末を貸し出す予定であ
り、通信費についても奨学のための給付金等による支

援があります。
　同じく(3)、各都道府県の端末の整備状況等につい
てお答えいたします。
　文部科学省の調査によると、各都道府県の端末整備
の方法は、24自治体が公費負担、23自治体が保護者
負担となっております。本県で調査したところ、令和
４年１月末時点で、全世帯を対象に支援策を実施する
のは、沖縄県を含め、４自治体となっております。ま
た、全ての都道府県において、令和４年度中に、新入
生の１人１台環境が整備され、年次進行により全学年
で１人１台環境が整備される予定となっております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　８、戦没
者遺骨の保全を図る条例制定についての御質問の中の
(1)、戦没者遺骨の保全条例の制定についてお答えい
たします。
　戦没者の遺骨収集等に係る事務は、厚生労働省設置
法に基づく国の事務であり、平成28年に施行された
戦没者遺骨収集推進法において、国の責任で実施する
ことが明確に規定されました。遺骨が残っている可能
性があることを理由とした保全については、県土のほ
とんどが戦場となった本県において、その可能性があ
る土地は県土全体に及び、対象の限定が困難であるこ
となど課題が多いものと考えております。条例制定に
つきましては、引き続き関係部局とともに研究してま
いりたいと考えております。
　10、ヘイトスピーチ対策条例についての御質問の
中の(1)、氏名公表の仕組みをなくしたことについて
お答えいたします。
　県では、有識者による委員会を設け、条例の主な項
目の構成案を示し、様々な意見を伺ったところです。
第１回委員会では、目的や定義のほか表現内容の概要
及び表現活動を行った者の氏名について公表すること
などの措置を含む構成案を示しました。委員からは、
氏名の公表については段階を踏む必要があるとの慎重
な意見もあったことから、第２回委員会では、表現内
容の概要のみを公表することとした構成案を示し、意
見を伺ったところです。
　県としましては、今後、氏名公表に係る効果と課題
について検討を重ねながら、条例案の作成に取り組ん
でまいります。
　同じく10の(2)、条例制定をめぐる全国の状況と所
見についてお答えいたします。
　一般財団法人地方自治研究機構のホームページによ
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ると、令和３年９月現在、東京都や大阪市、川崎市な
ど２都府６市区町が、ヘイトスピーチ対策の条例を制
定しております。また現在、条例制定について検討し
ている自治体もあり、それぞれの地域の実情に応じた
取組がなされているものと考えております。
　同じく10の(3)及び(4)、検討委員会を継続し、厳格
な条例を制定することについてお答えいたします。
10の(3)と10の(4)は関連しますので、一括してお答
えします。
　憲法で保障された表現の自由を制限するに当たって
は、要件や基準の明確化、公共の福祉との兼ね合いな
ど、慎重に検討する必要があると考えております。そ
のため県は、ヘイトスピーチ等を専門とする学識者や
弁護士、在住外国人の支援者を委員とする検討委員会
を設け、各委員それぞれの専門分野から意見交換を
行っていただきました。今後、県案を作成するに当た
り、委員には、課題に応じた専門的な助言を個別にい
ただくこととしており、引き続き条例制定に向けて全
力で取り組んでまいります。
　11、子育て、福祉行政についての御質問の中の
(1)、ヤングケアラーの調査結果と課題及び今後の取
組についてお答えいたします。
　学級担任を対象にアンケートを実施したところ、ヤ
ングケアラーと思われる子供は1088人、うち学校生
活に影響が出ている子供は523人でありました。見え
てきた課題としては、学級担任への継続的な啓発やス
クールソーシャルワーカー等との情報共有などが挙げ
られます。次年度の取組としては、児童生徒を対象と
した実態調査を実施し、ヤングケアラーなど困難を抱
える家庭への訪問支援や関係機関職員向け研修を実施
することとしております。
　県としましては、引き続き、教育、保健医療など関
係部局とともに市町村と連携し、適切な支援につなげ
ていけるよう取り組んでまいります。
　同じく11の(2)、里親委託解除の概要等についてお
答えいたします。
　本事案は、養育里親へ委託した児童に関して、実親
の意向、児童相談所の援助方針、里親の意向が一致し
なかったことから一時保護を行っているものでありま
す。現在、社会福祉審議会の児童福祉専門分科会審査
部会において、当該児童の今後の援助について、審議
いただいているところです。今後は、子供の最善の利
益に十分配慮しながら、審査部会からの意見も踏ま
え、適切に対応してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。

　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　13、しま
くとぅばの継承についての(1)、取組状況等について
お答えします。
　県では、平成25年度にしまくとぅば普及推進計画
を策定し、戦略的に普及運動を実施しております。昨
年度の県民意識調査で親しみを感じる割合が84.8％
と過去最高となるなど、一定の成果が現れておりま
す。一方、しまくとぅばを挨拶程度以上使う人の割合
が43.2％と減少するなどの課題があります。
　県としては、新たにしまくとぅばのアーカイブ化に
取り組むほか、引き続きしまくとぅば普及センターを
中心に、人材育成等の普及継承に取り組んでまいりま
す。
　次に14、県内在住外国人を取り巻く問題について
の(1)、在住外国人の現状についてお答えします。
　法務省が令和３年12月に公表した在留外国人統計
における県内の国籍別の総数は１万9205人で、多い
順にベトナム3006人、中国2549人、米国2488人、
フィリピン2196人、ネパール1913人等となっており
ます。また、在留資格別の人数は、永住者5421人、
技能実習2901人、技術・人文知識・国際業務2237
人、日本人の配偶者等1885人、留学1837人等となっ
ております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○○瑞慶覧　功君　ありがとうございました。
　初めに、建議書ですが、屋良さんは建議書の結び
で、問題を党派的立場で議論するのではなく、沖縄県
民の将来の運命がかかっていることを留意されて慎重
な上にも慎重を重ねて検討いただきたい。沖縄県民の
疑惑、不安、不満を解消させてくださることを強く要
望するものでありますと結んでおります。建議書や建
白書もそうですけれども、全会一致が原則だと思いま
す。しかし、現在の県内の政治情勢というのは、県知
事選を控えて、まとめるというのは大変厳しいものが
あるなというふうに思いますけれども、それを踏まえ
知事の決意を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時19分休憩
　　　午前11時20分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、この
50年前の建議書については、日本復帰に伴うその前
段で、実は沖縄の現状、沖縄が求める方向について政
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府と必ずしも考え方は一致していないということの危
機感、そしてそのためには県民からの要望、要求を
しっかりと申し立てなければならないということに
よって、132ページ40万字、その構成は、はじめに
という部分と基本的要求、具体的要求の３部構成で、
日本復帰の意義と新生沖縄の決意を示した内容になっ
ております。今般、その建議書についてこの50年間
の経過をしっかりと現状と比較検討することと併せ
て、なおこれから先に沖縄県民が望む将来像について
どのような方向性であらねばならないかということを
しっかりと示していきたい。そのためには、有識者を
はじめ専門的な方々からの御意見、そして幅広く県民
から広範な意見等を聴取した上で、建議、宣言、どの
ような形で発信するかということをしっかりと取りま
とめてまいりたいというように考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○○瑞慶覧　功君　頑張っていただきたいと思います。
　次に７番、経済振興についてですが、この中で商工
労働部長、ちょっとはっきりしなかったので、理念型
から規制型にという要望であるんですけれども、そこ
はどうなっているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時22分休憩
　　　午前11時22分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　先ほどの答弁と重なる部分もありますけれども、県
では、平成30年３月に沖縄県における契約に関する
条例を定めておりまして、それに基づいて県が取り組
むべき取組方針というものを策定しております。その
取組方針に、最新に、新たな取り組むべき事項等を追
加するということで取り組んできておりまして、結論
から申し上げますと、いかに条例の実効性を高めてい
くかという観点からは、その取組方針をしっかりと確
保していくといいますか、実行していくということが
重要であるというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○○瑞慶覧　功君　規制型にしていくというふうに、も
う受け取りたいんですけれども、いろいろ聞いており
ますと、職員が対応するには大変厳しいというような
話も聞きました。やはりこの問題は、沖縄の経済格差
そして貧困問題にも直結する大変重要な問題です。新
しい課を設置してでも、対応すべきだと思いますけれ
どもどうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。

○○商工労働部長（嘉数　登君）　先ほどちょっと舌足
らずでしたのでお答えします。
　条例を改正ということでございましたけれども、そ
の条例の実効性を高めていく観点からは主に３つの視
点があるかというふうに考えております。まず先ほど
私が答弁いたしましたように、この取組方針に新たな
取組を追加して全部局で取り組んでいく方法、それか
ら他県においては、賃金や社会保険加入状況等を事業
者に報告を求める条例をつくっておりまして、そう
いった報告を求めるということ。さらには議員が提案
なさっているような国の解釈等もありまして、都道府
県での事例はないものの、賃金下限額を設定する規制
型にするという方法が考えられます。
　県としましては、他の自治体の条例の運用状況、そ
れからその効果をさらに調査研究しまして、その結果
を踏まえ、この条例は契約審議会というところに諮っ
て制定をしておりますので、そういった契約審議会の
委員の意見も聞きながら対応を検討してまいりたいと
いうふうに考えております。
○○瑞慶覧　功君　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
　　　〔当山勝利君登壇〕
○○当山　勝利君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　てぃーだ平和ネット、２番手の当山勝利です。
　さて、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に伴う
埋立ての賛否を問う県民投票から今日で３年がたちま
した。約72％が反対の民意を示し、民意が明確にな
りましたが、日本政府は無視し続け、工事を強行して
おります。それを許すわけにはいきません。玉城デ
ニー知事とともに辺野古新基地建設を止めるために、
てぃーだ平和ネット一丸となって引き続き取り組むこ
とを約束し、以下代表質問を行います。
　１番目に、知事の政治姿勢について伺います。
　2015年、防衛省沖縄防衛局は、地質調査をした業
者から軟弱地盤の存在により工事計画が大幅に変更に
なる可能性があることを指摘されていたことが分かり
ました。政府は新基地建設工事を始めるよりもずっと
早い段階で、軟弱地盤の存在だけでなく、工事が大幅
に変更になることも知りながら明らかにせず、さらに
強行に工事を進めたことになります。知事の所見を伺
います。また、軟弱地盤が最も深いと指摘されている
にもかかわらず直接の調査がなされていないＢ27地
点の調査を国が実施しないことに対する県の対応と知
事の所見を伺います。
　１月７日の日米安全保障協議委員会（２プラス２）
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において、日本の南西諸島を含めた地域における自衛
隊の態勢強化の取組を含め、日米の施設の共同使用を
増加させることにコミットしたことで一致しました。
南西諸島などに攻撃用軍事拠点を置いた場合、そこが
相手側の攻撃目標となり、住民が戦闘に巻き込まれる
リスクが飛躍的に高まります。このような合意に対す
る県の対応と知事の所見を伺います。さらに沖縄県内
の自衛隊基地、米軍基地における共同訓練などが激化
すると懸念され、沖縄における基地負担がさらに増加
するのではないか、知事の所見を伺います。
　昨年末、自衛隊と米軍は台湾有事を想定した遠征前
方基地作戦と言われる新たな日米共同作戦計画を策定
し、有事の初期段階で米海兵隊が鹿児島県から南西諸
島に臨時の攻撃用軍事拠点を置くことが明らかにな
り、先ほど述べた２プラス２で日米両政府が共同使用
などをコミットしました。この作戦により有事の際、
自衛隊の宮古島・石垣島・うるま市へのミサイル配
備、弾薬庫配備された基地は攻撃用軍事拠点となり、
攻撃目標となる可能性が高いことから、自衛隊のミサ
イル基地配備等に反対すべきではないか、県の対応に
ついて伺います。
　米中関係の悪化の中、島嶼防衛と称し沖縄列島がミ
サイル基地化され、有事の際には住民が危険にさらさ
れることは以前から指摘されています。しかし、今回
の共同作戦計画や２プラス２の一致により、さらに危
険度が増しています。いたずらに軍備を増強し、隣国
を刺激するのではなく、平和外交の推進を国に求める
べきではないでしょうか。取組について伺います。ま
た、沖縄県の歴史的背景や地理的優位性などから、隣
国と経済活動や人的交流により相互理解を深める活動
も積極的に取り組むことで、平和外交の一役を担うこ
とができると考えられますが、取組について伺いま
す。
　次年度の沖縄振興一括交付金は、令和３年度と比べ
219億円減の762億円と、制度創設以来過去最低の額
となり、また沖縄振興公共投資交付金、いわゆるハー
ド交付金及び沖縄振興特別推進交付金、いわゆるソフ
ト交付金が共に令和３年度と比べ109億円減で、それ
ぞれ368億円、394億円となりましたが、それらの影
響について伺います。また、ソフト交付金の県と市
町村の配分において、県が前年度と比べ97億円減の
216億円、市町村が11億円減の178億円とし、これま
でより市町村の割合を増加させましたが、その理由に
ついて伺います。
　２番目に、復帰50年について伺います。
　さきの大戦で苛烈を極めた地上戦により多くの県民

が命を落としました。戦後アメリカの施政権下にあっ
た沖縄は、1972年に復帰し、復帰後インフラなど整
備されてきましたが、いまだ多くの米軍専用基地があ
り、また県民所得が低いなど、まだまだ課題が多いの
が現状です。このような沖縄の歴史を踏まえた上で、
復帰50年を振り返り、次の100年に向けて日本及び
アジアにおける沖縄の果たすべき役割など、アジアを
中心とした国内外でシンポジウムを開催してはどうか
伺います。
　沖縄戦で起きたことを後世に伝えるために、沖縄に
残されている戦争遺跡の整備は必要です。自然のまま
にしておけば将来遺跡は朽ち果ててしまい、伝えるこ
とが困難になります。戦争遺跡を整備し、さらに活用
するために拡充が必要ではないか伺います。また、沖
縄戦の教訓を生かす語り部が高齢化しており、積極的
に伝承していかなければ次の世代に伝えられません。
悲惨な戦争を再び起こさないためにも、語り部の育成
強化が必要ですが、そのことについて伺います。
　過去に米軍基地があるがゆえに起きた多くの重大事
件・事故、それは今も絶えないのが現実です。多くの
米軍専用基地と米軍人・軍属が暮らす沖縄において、
事件・事故のない社会を県民は望んでいます。そこで
重大な事件・事故の加害者の判決後の軌跡を調査・検
証することで今後に生かすことができるのではないか
伺います。
　復帰50周年記念式典は、本土復帰の歴史を振り返
り、先人の労苦や知恵に学ぶとともに、沖縄の発展の
歩みや将来の可能性を県内外に発信する機会になるよ
うに開催したいということですが、沖縄県は多くの世
界のウチナーンチュとつながりがあり、その各国にお
いてウチナーンチュにつながるネットワークも形成さ
れています。世界のウチナーンチュの代表メッセージ
等も盛り込んで世界に向けてネット配信すれば、広く
世界にアピールができると考えますが、そのことにつ
いて伺います。
　今年も世界のウチナーンチュ大会が開催され、リア
ルであれオンラインであれ、多くのウチナーンチュが
参加されます。また、これまで各国の記念事業におい
ては県や県議会などの代表が出席してきましたし、各
国からも沖縄県に滞在し、職能のみならず言葉や文化
を習得して帰っていかれました。以前、県議団の一人
としてブラジルでの式典に参加させていただいたとき
に知り合った中城村出身の３世の方が、御自身のお仕
事でよく中国上海などに行くため、足を延ばして沖縄
まで行くことがよくあるとのことで、ブラジル以外で
仕事をするなら沖縄でやりたいとおっしゃっていまし
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た。御自身は沖縄生まれではありませんが、そのルー
ツに思いをはせてこのような感情をお持ちになるのだ
と思います。そして、このような感情は決して特別な
ことではないと思います。このように世界のウチナー
ンチュとの文化的連携はこれまで行われてきたところ
ですが、さらに進化させて経済的連携を構築し推進し
てはどうでしょうか、伺います。
　３番目、平和・基地について。
　那覇軍港でオスプレイ機などの米軍機を用いた訓練
が行われました。非戦闘員の退避を目的とした訓練の
ようですが、米軍基地や施設の使用条件を定めた５・
15メモにおける那覇軍港の使用主目的は、港湾施設
及び貯油所となっており、今回の米軍機による使用は
その目的から逸脱していると言わざるを得ません。日
本政府は那覇軍港における米軍の航空機使用を認めて
いる立場であり、米軍は今後も那覇軍港で航空機を
使った訓練をする意向を示したようです。今後も含め
た県の対応と知事の所見を伺います。
　在沖米軍基地があるがゆえに起こる事件・事故は、
相変わらず後を絶ちません。また、有害物質である有
機フッ素化合物の水道水などへの混入など環境汚染を
引き起こしていますが、嘉手納基地への立入調査がい
まだにできない状況です。それらの障害となっている
日米地位協定の抜本的な改定が必要です。これまで県
は、諸外国の地位協定を調査し、日本と大きな違いが
あることを確認されてきました。ぜひその成果を発揮
していただきたい。県の対応について伺います。
　嘉手納ラプコンの進入管制業務が日本に移管された
後、詳細は公表されていませんが、アライバル・セ
クターと言われる嘉手納飛行場を中心に長さ108キロ
メートル、幅36キロメートル、高さ600メートルか
ら1800メートルの範囲で空域が新たに設定され、民
間機は制限を受けています。また、広大で数多くの訓
練水域・空域が設定されているため、良好な漁場など
が奪われています。沖縄の航空管制空域における米軍
専用管制空域や米軍訓練水域・空域の撤廃を求めるべ
きではないでしょうか、伺います。
　世界で最も危険と言われる普天間基地の一日も早い
運用停止を地元の方々を含め県民は求めています。日
本政府は辺野古が唯一と主張しますが、完成するまで
にまだ長い年月と膨大な予算が必要で、また海面か
ら深さ90メートルはあると言われる軟弱地盤の存在
で、たとえ造ったとしても地盤沈下を起こし護岸が崩
壊する可能性があると専門家は指摘しています。そこ
で普天間基地の一日も早い運用停止をさせるため、日
米両政府に働きかけるプロジェクトチームをつくり、

その作業を加速させてはどうか伺います。
　不発弾処理の完了は沖縄県の発展に重要ですが、ま
だ多くの不発弾が残されており、計算によればあと
70年ほど処理に時間を要するようです。復帰50年た
ちますが、いまだ戦争による負の遺産が県土内にあり
ます。早期の解決をするため、国の責任で不発弾処理
を行うとともに予算の拡充などを求める必要がありま
すが、そのことについて伺います。
　米軍の航空機による事件・事故は絶えません。
2017年12月に米軍ヘリから7.7キログラムの窓が体
育の授業をしていた児童のいる普天間第二小学校のグ
ラウンドに落下し、体調に不調を訴える児童が出まし
た。またその前には宜野湾市野嵩の緑ヶ丘保育園に米
軍機の部品が落下する事故が起きましたが、どこから
落ちてきたのか特定されず米軍も認めていません。さ
らに昨年もオスプレイ機から水筒を落とす事件が起
き、監視カメラの映像があったために米軍はすぐに認
めました。米軍基地の騒音測定器を設置している箇所
に監視カメラを設置すべきではないか伺います。
　４番目に、米軍による新型コロナウイルス感染症に
ついて伺います。
　昨年12月22日、外務大臣は、在沖海兵隊キャンプ･
ハンセンの新型コロナウイルスのクラスターに関連
し、感染者が発生した部隊が米国を出国する際、ＰＣ
Ｒ検査を実施していなかったと明らかにしました。米
軍側は水際対策で日本と足並みをそろえると言ってい
たようですが、実際にはワクチン接種が進んだ昨年９
月、日本側に知らせずに２回のワクチン接種済みを条
件に出国時のＰＣＲ検査の義務づけをやめ、移動制限
時間も短くするなど一方的に対策を緩和していたよう
です。そして残念なことに、昨年末、キャンプ･ハン
センやキャンプ・シュワブなど基地従業員がオミクロ
ン株に罹患し、さらに年をまたいで米軍基地内での感
染拡大と基地からのしみ出しによる市中感染拡大が起
きています。
　同様のことは米軍岩国基地がある岩国市と広島市で
も起きました。以前岩国基地の地元への影響を調べる
ために岩国市役所を訪れ、ヒアリングをしたことがあ
ります。そのとき担当者から、岩国基地の米兵は車や
電車で約１時間ほどの広島市へ行くことが多いと説明
を受けました。今回広島市でオミクロン株が感染拡大
したことは、まさしくその担当者が説明していたこと
を裏づける残念な結果になったと言わざるを得ませ
ん。さらに日米地位協定が壁となり、米軍に対して日
本側が検疫手続を徹底させる手だてがないことも問題
であります。
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　以下、質問します。
　在日米軍が新型コロナウイルス感染症の水際対策を
一方的に緩和していたことに対する知事の所見を伺い
ます。
　在沖米軍基地からのオミクロン株しみ出しによる市
中感染による拡大について、根拠と知事の所見を求め
ます。
　米軍が外出制限を始めたのは１月10日と、昨年末
から米軍基地内での感染が拡大していたにもかかわら
ず、米軍の対応は遅かった。また１回延期はしたもの
の、感染拡大が収まっていない中で１月31日に外出
制限を解除しました。このような米軍の感染対策に対
する県の対応と知事の所見を伺います。
　米軍人・軍属の入国・出国の検疫体制を徹底させ、
安全管理体制の強化徹底、沖縄県への協力体制を強く
求めるべきではないか、対応を伺います。
　感染症対策の面においても日米地位協定による問題
が起きています。新型コロナの対応をはじめとする保
健衛生上の課題について、日米間の連携を強化するた
め、日米合同委員会の下に検疫・保健分科委員会が新
たに設置されました。県は本分科委員会の設置に関し
てどのように評価しているのか、また実効性をどのよ
うに求めていくのか伺います。
　５番目に、新たな振興計画について伺います。
　２月18日付の全国紙に「円の実力50年ぶり低さ」
という見出しで相対的な通貨の実力をはかる実質実効
為替レートが1972年以降の低水準になったと報道さ
れました。日本は大企業を中心に海外事業化を展開し
て久しく、海外法人の数や売上高は年々右肩上がりで
推移しています。さらに現地や域内での調達及び販売
の割合が高く、そこで得られた利益を国内に戻す需要
は限定的なため、今後さらに同為替レートが下がり、
対外的な購買力が低下する可能性があると指摘してい
ます。
　また、日本の人口減少は2005年頃から始まってお
り、総務省によると、2005年と比べ2050年には総人
口が3300万人減少し約9500万人、若年人口は900万
人減少し約800万人、生産年齢人口は3500万人減少
し約4900万人、高齢人口は1200万人増加し約3800
万人になると推計しています。65歳未満の年齢層は
消費活動が活発であり、その人口が減ることで日本の
内需は減少すると予測されています。日本の経済は対
内外的に厳しい局面を迎えています。
　沖縄県は新たな振興計画の経済面において、今後
10年は人口が増加し、労働力人口、県内総生産額、
１人当たりの県民所得などにおいて増加を見通してい

ます。内需が減少傾向になるなど日本の経済状況が厳
しくなる中で、沖縄県経済の拡大をどのように実現
しようとしていくのか伺います。また、10年後以降
は、沖縄県の人口も減少傾向になると予想されていま
すが、県経済の成長戦略をどのように考えているのか
伺います。
　沖縄県の自立型経済の構築に向けて、県経済の成長
エンジンであるリーディング産業を複数振興すること
で、経済発展の好循環を創出するとしています。産業
の種類によって好景気、不景気における反応が変わる
ことはよく知られ、例えば製造業は不景気になるとす
ぐ落ち込むが立ち上がりも早く、また不景気になって
も落ち込みが遅いが立ち上がりも遅い産業分野もあ
り、安定した経済をつくるには産業の組合せが重要で
あると考えます。そこで、沖縄県はどのようにして経
済の好循環をつくるのか、また鍵となる制度及び技術
は何か伺います。また、アジアのダイナミズムを取り
込み、県経済発展を牽引するとしていますが、ポスト
コロナのアジアのマーケットを取り込む戦略について
伺います。
　多様な人材が活躍し、能力を発揮できるように、働
き方の選択肢の多様化や働きやすい環境づくりをする
としていますが、例えば沖縄県内における建設業に就
労する約８割が男性、医療・福祉産業の場合は約７割
が女性であるなど、産業によって偏りが見られ、また
全国と比べ製造業が圧倒的に少なく、製造業への就職
が難しいなど、沖縄において就労の機会が奪われてい
ます。また非正規雇用の割合が高いこともまだ改善で
きていません。現状と沖縄県の目指すゴールには開き
がありますが、課題解決に向けた取組について伺いま
す。
　６番目に、経済振興について伺います。
　軽石の影響は引き続き残るとされていることから、
地元、関係機関との連携を図り、漁業者支援・夏場の
観光産業へ影響が出ないよう対策を強力に進める必要
があると思います。取組について伺います。
　昨年５月、地方公共団体によるＳＤＧｓの達成に向
けた優れた取組を提案するＳＤＧｓ未来都市に沖縄県
が選定されました。そのことによりＳＤＧｓ未来都市
としてさらなる進化が期待されているところですが、
実効性のある取組の強化をどのように図り、地方創生
ＳＤＧｓを展開していくのか伺います。
　沖縄の車社会による渋滞の解消や環境負荷の軽減な
ど、鉄軌道の実現に県民は期待を寄せていますが、そ
の取組について伺います。県の鉄軌道事業案において
費用便益比は１を超えるものの、経営黒字化のために
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は整備新幹線と同じ手法、いわゆる上下分離方式が必
要で、そのために法改正を伴うことからハードルが高
いと言えます。さらに今若者の車離れが顕著となって
いますが、車による移動が主流の沖縄観光を敬遠する
若者が多くなっていることが明らかになりました。こ
れらのことを踏まえ、定時定速の公共交通機関整備の
早期実現のために、代替案として新型路面電車（ＬＲ
Ｔ）等の導入も再度検討してはどうか伺います。
　ＳＡＣＯ合意により返還が進められる基地跡地利用
に関して、将来の県経済に大きな影響を与えることか
ら、地元自治体だけに任せるのではなく、県全体のバ
ランスが取れるように県が積極的に調整すべきである
と考えますが、取組について伺います。
　低炭素島の実現に向け、バイオマス発電・水素発
電・天然ガスの利活用などを推進し、エネルギーの地
産地消を強力に推進すべきですが、その取組について
伺います。再生可能エネルギーなどを利用したエネル
ギーの地産地消モデル事業を推進し、地域活性化につ
なげてはどうか、また公的機関に電力の自由競争を取
り入れ、経費削減を図る必要があるが取組について伺
います。
　世界的なデジタル化の波が大きく動いています。沖
縄県のデジタルトランスフォーメーション推進に向け
た取組について伺います。また、人材も国内外で不足
している現状があり、県内産業のデジタルトランス
フォーメーションを強力に推進するには人材不足の解
消が必須です。人材確保、人材育成にどのように取り
組まれるのか伺います。そして庁内のデジタルトラン
スフォーメーション推進の取組について伺います。
　日本の中でアジアに近い沖縄という地理的優位性や
特区制度などの活用により、これまで県は臨空・臨港
型産業の集積を積極的に実施してきました。沖縄県は
さらに臨空・臨港型産業の集積化を図るとしています
が、その理由について伺います。また、これからは集
積した企業を成長させるための支援を行うことも必要
ではないでしょうか。例えば輸送費の補助や設備投資
補助の充実などが挙げられますが、取組について伺い
ます。
　臨空・臨港型企業が安く、早く海上輸送できる使い
勝手のよい港湾の実現は、アジア経済戦略構想を実現
するためにも必要であると考えます。その実現に向け
て中城湾港の整備は重要です。認識と取組について伺
います。
　沖縄県のものづくり産業において、サポーティング
産業の課題は以前より指摘されているところです。そ
の課題解決に向けた取組と現状について伺います。県

内でサポーティング産業が充実できるまでの間、県外
の、例えば大阪府のものづくり企業を集めたＭＯＢＩ
Ｏと連携し課題解決することも考えられます。ＭＯＢ
ＩＯを視察させていただいたとき、沖縄の企業もＭＯ
ＢＩＯに集まる企業と連携は可能かと尋ねたところ、
可能であるという答えでした。認識を伺います。
　ものづくり企業から安定した産業廃棄物処理が求め
られているが取組について伺います。また、リサイク
ルできる材料であるにもかかわらず環境が整っていな
いためリサイクルされずに廃棄されている現状があり
ます。例えばテフロン材を加工したくずは、環境が
整っていればリサイクルできる材料ですが、沖縄県内
ではできません。それ以外にもリサイクル可能な材料
にもかかわらず環境が整っていないために廃棄されて
いる現状があるのではないでしょうか。製造で使われ
る材料においても循環できる環境をつくる必要があり
ます。認識と取組について伺います。
　先端医療・健康・バイオ産業は沖縄県の産業成長戦
略の一つであり、バイオベンチャー企業数は年々伸び
ています。バイオ産業の要となる再生医療分野の促進
は重要であり、その実現のために医療分野、研究分
野、製造分野を集積化することで効率的な再生医療が
実現できると考えられます。認識と取組について伺い
ます。
　世界的なパンデミックを起こしている新型コロナウ
イルス感染症により、県経済の牽引役である観光産業
は大きな打撃を受けています。民間企業によると、
2020年度の沖縄県のＧＤＰは3141億円の減、21年
度は3428億円の減、また完全失業率はそれぞれ1.9ポ
イント引き上げたと試算されています。ポストコロナ
を見据えた観光業への支援は重要です。次年度から創
設される観光振興基金の経緯、目的、基金の使途内
容、そして本基金により沖縄県の観光の方向性をどの
ように導いていこうとしているのか伺います。
　若者や女性の農業従事者の支援を推進することで、
未来の農業を支える必要があります。取組について伺
います。
　最後に、警察行政について伺います。
　１月27日、沖縄市の路上をバイクで走行していた
高校生と警備していた警察官が接触した後、高校生は
重傷を負いました。本件に対する県警の対応について
伺います。
　以上です。
　御答弁のほどよろしくお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの当山勝利君の質問
に対する答弁は、時間の都合もありますので午後に回
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したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午前11時54分休憩
　　　午後１時15分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前の当山勝利君の質問に対する答弁を願います。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　当山勝利議員の御質問にお
答えいたします。
　３、平和・基地についての御質問の中の(1)、那覇
港湾施設における米軍の訓練についてお答えいたしま
す。
　今般の那覇港湾施設における米軍の訓練について
は、過重な基地負担を背負わされている県民に新たな
基地負担を強いるものであり、断じて容認できるもの
ではありません。このため、県は今月15日に外務省
特命全権大使沖縄担当及び沖縄防衛局長に対し、厳重
に抗議をしたところであります。
　沖縄県としては、引き続き米軍及び日米両政府に対
し、那覇港湾施設においては、いわゆる５・15メモ
に記載されている使用主目的に沿って厳格に運用を行
い、今後、航空機の離着陸や訓練を一切行わないこと
等について求めてまいります。
　次に、米軍による新型コロナウイルス感染症につい
ての御質問の中の(4)、米軍の検疫体制の徹底等につ
いてお答えいたします。
　米軍基地における新型コロナウイルス感染拡大を受
けて、昨年12月21日に私から在日米軍沖縄地域調整
官及び外務副大臣に対し、同月23日には軍転協とし
て日米両政府に対し、新型コロナウイルス感染が収束
するまでの軍人・軍属の異動の停止、水際対策の徹
底、変異株スクリーニング体制の構築等の要請を行い
ました。さらに、１月20日及び31日に、日米両政府
に対し、米軍の外出制限措置の延長、基地内検査体制
の拡充、県への迅速かつ的確な感染症に関する情報提
供することなどに併せて、米軍に検疫に関する国内法
を適用する等、日米地位協定を抜本的に見直すことを
求めたところであります。
　次に、経済振興についての御質問の中の(12)、観光
振興基金の創設経緯等についてお答えいたします。
　沖縄県では、国際競争力の高い魅力ある観光地の形
成を図る取組を実施するために基金の創設を検討して
まいりました。新型コロナの影響が長期化している状
況にある中、感染状況や観光業界の実情に対応して機
動的かつ柔軟に事業を実施する必要があることから、

沖縄県観光振興基金を創設するものであります。
　沖縄県では、基金を活用し、人材育成と観光旅客の
受入れ体制の充実強化等を図り、滞在型観光の推進や
観光産業の高付加価値化など、質の向上による沖縄観
光のさらなる発展に業界をしっかり支えながら取り組
んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
について(1)、国が軟弱地盤の存在を明らかにせず工
事を進めたこと等についてお答えいたします。
　県は、沖縄防衛局が、埋立土砂投入前の早い段階で
軟弱地盤の存在を把握していたということであれば、
その時点で、地質調査結果を踏まえた実施設計につい
て、県と協議すべきであったと考えております。県で
は、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変更承認
申請書について、災害防止に十分配慮した計画となっ
ているか審査する中で、繰り返しＢ27地点の力学的
試験の必要性を求めてきたところでありますが、国
は、調査を実施しておりません。このようなことか
ら、公有水面埋立法第４条第１項第２号で規定する
「環境保全及び災害防止に付き十分配慮せられたる
ものなること」等の要件に適合しないと判断し、昨
年11月に不承認とする処分を行ったところでありま
す。
　次に６、経済振興について(8)、中城湾港新港地区
の整備についてお答えいたします。
　中城湾港新港地区は、背後に国際物流拠点産業集積
地域を有していることから、企業の生産活動の効率
化・活性化を支援する港湾施設の整備等を推進する必
要があると考えております。このため、新たな振興計
画（案）において、東海岸地域の産業支援港湾として
の機能強化・拡充を図るため、航路の新設・拡充を含
む効率的で生産性の高い物流ターミナルの整備・運営
や既存施設の再編・強化等に取り組むこととしており
ます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(2)、臨時の軍事拠点配置及び共同訓練等に
ついてお答えをいたします。
　昨年12月に報道された南西諸島への臨時の軍事拠
点配置を含む日米の共同計画については、去る12月
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24日、知事が防衛省に対し、その詳細を明らかにす
るよう強く要請しております。その後、１月７日の２
プラス２共同発表では、日米は、「同盟の役割・任
務・能力の進化及び緊急事態に関する共同計画作業に
ついての確固とした進展を歓迎した」旨が示されまし
た。
　県としては、日米共同訓練の激化等、これ以上の基
地負担があってはならず、ましてや台湾有事等により
沖縄が攻撃目標とされるような事態は決してあっては
ならないと考えており、引き続き情報収集を行った上
で、適切に対応してまいりたいと考えております。
　同じく１の(3)、自衛隊施設の攻撃用軍事拠点化に
ついてお答えをいたします。
　自衛隊の配備については、我が国の安全保障や地域
の振興、住民生活への影響をめぐって様々な意見があ
るものと承知しております。また、かねてから沖縄の
米軍基地の整理縮小、さらなる基地の返還を求めてい
るところに自衛隊の配備増強が重なると、県民として
は不安を抱かざるを得ません。引き続き、政府に対し
て、地元の理解と協力が得られるよう、十分な情報開
示を行うなど、より一層丁寧に説明を行うとともに、
配備スケジュールありきで物事を進めることがないよ
う求めてまいります。
　同じく１の(4)、平和外交の取組についてお答えを
いたします。
　県では、米軍基地問題に関する万国津梁会議の提言
等を踏まえ、昨年５月の本土復帰50年に向けた在沖
米軍基地の整理縮小についての要請において、日本政
府に対し、アジア太平洋地域における緊張緩和と信頼
醸成に努めることや、冷静かつ平和的な外交によって
中国との関係改善を図ること等を求めております。ま
た、令和４年度は、新たな取組として、沖縄県からア
ジア太平洋地域の平和と安定の重要性等を発信すると
ともに、各国・地域との連携可能性等について検討
し、経済活動や人的交流等による相互理解を深めるた
めの取組を進めてまいりたいと考えております。
　２、復帰50年についての(1)、アジアを中心とした
シンポジウムの開催についてお答えをいたします。
　沖縄は、日本本土、中国、朝鮮半島、台湾、東南ア
ジアの中央に位置するという地理的特性を生かし、琉
球王国時代は万国津梁となることを目指してきた歴史
があります。現在では、観光、経済、文化、平和など
様々な分野でアジア各国との交流を行っており、今後
もアジア地域との関わりは重要であると考えておりま
す。このため、アジアを含む国内外への情報発信の取
組の一つとして、安全保障分野の観点から、アジア太

平洋地域の緊張緩和と信頼醸成の重要性や、戦後から
復帰を経て、現在もなお県民に過重な負担を強いてい
る沖縄の基地問題等について、広く発信するためのシ
ンポジウムの開催を検討しております。
　同じく２の(3)、米軍による事件・事故の加害者の
判決後の軌跡等についてお答えをいたします。
　米軍人等による事件・事故の再発を防止するために
は、人権教育・安全管理の強化等、より一層の綱紀粛
正措置が取られる必要があります。このため、県で
は、軍転協とも連携しながら、日米両政府に対し、再
発防止について万全を期すことに加え、事件・事故を
起こした米軍構成員等の処分・処罰の公表など、情報
を開示し、透明性の確保に努めること等を求めている
ところです。
　同じく２の(4)、沖縄復帰50周年記念式典の世界に
向けたアピールについてお答えをいたします。
　今年は、復帰50年の沖縄県にとって意義深い歴史
的な節目の年であり、沖縄復帰50周年記念式典につ
いては、多くの県民をはじめ国内外の方々が高い関心
を寄せているものと承知しております。そのため、式
典については、インターネット配信により、世界中ど
こでも見られるようにすることを検討しております。
　県としましては、式典の配信を通して、沖縄の自然
や文化、将来の可能性等を世界に向けてアピールする
とともに、沖縄復帰の意義等についても発信してまい
りたいと考えております。
　３、平和・基地についての(2)、日米地位協定の見
直しについてお答えをいたします。
　米軍基地から派生する諸問題を解決するためには、
米側に裁量を委ねる形となる運用の改善や補足協定の
見直しだけでは不十分であり、国内法の適用など日米
地位協定の抜本的な見直しが必要であると考えており
ます。そのため、県では、機会あるごとに日米両政府
に対し要請を行っており、昨年５月の本土復帰50年
に向けた在沖米軍基地の整理縮小についての要請にお
いても、同協定の見直しを求めております。
　県としては、引き続き全国知事会や渉外知事会等と
も連携し、日米地位協定の見直しに向けた取組を強化
してまいります。
　同じく３の(3)、米軍専用管制空域等の撤廃に関す
る取組についてお答えをいたします。
　文献等によると、米軍機が嘉手納飛行場及び普天間
飛行場に優先的に着陸するために、アライバル・セク
ターと言われる着陸空域が設定されており、那覇空港
に離着陸する民間機の飛行高度が制限される措置が行
われているとのことであります。また、沖縄周辺に
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は、広大な米軍訓練水域が設定され、漁場が制限され
るとともに、安全操業が脅かされております。さら
に、両飛行場から発生する航空機騒音は、広大な訓練
水域・空域で日常的に行われる訓練が要因の一つと考
えております。そのため、県は、昨年５月に日米両政
府に対して、沖縄周辺空域の航空管制の見直しと訓練
水域・空域の大幅な削減を要請しております。
　同じく３の(4)、普天間飛行場を運用停止させるた
めのプロジェクトチームについてお答えをいたしま
す。
　普天間飛行場の一日も早い危険性の除去は喫緊の課
題であり、県は、普天間飛行場負担軽減推進会議等に
おいて、オスプレイ12機程度の県外拠点配備や同飛
行場所属機の長期ローテーション配備など、宜野湾市
と連携し、具体的な取組を求めているところです。今
後とも、政府に対し、同飛行場の速やかな運用停止を
含む一日も早い危険性の除去を求めてまいります。ま
た、政府への働きかけを強化することは重要であるこ
とから、議員から提案のあるプロジェクトチームの設
置を含め、どのような取組が可能か、検討してまいり
たいと考えております。
　同じく３の(5)、国の責任で不発弾処理を行うこと
についてお答えをいたします。
　不発弾等処理事業は県民の生命財産を守る観点から
重要であり、戦後処理の一環として、国の責任におい
て実施されるべきものであると考えております。この
ため、国に対して、県や市町村が実施する不発弾等処
理事業を国直轄事業とすることや、その対象区域を海
上まで広げること、さらに、県内の公共工事・民間工
事に係る不発弾探査費の全額国庫負担と、必要な予算
額の確保などについて要望してきたところです。引き
続き、国に対し、不発弾等処理事業の国の責務による
実施などについて強く求めてまいります。
　同じく３の(6)、米軍基地の騒音測定器設置箇所へ
の監視カメラ設置についてお答えをいたします。
　県では、航空機騒音の発生源となっている機種の判
別や各騒音測定地点周辺における飛行状況の確認を行
うことにより、住民からの苦情への対応や米軍等関係
機関への要請時の資料に活用することを目的として、
嘉手納飛行場周辺５地点、普天間飛行場周辺３地点
に、航空機映像自動撮影カメラを設置しております。
一方、米軍の航空機事故を監視するカメラの設置につ
きましては、事故発生場所の事前予測の困難性や、そ
の設置場所の選定等課題が多いものと承知しておりま
す。
　４、米軍による新型コロナウイルス感染症について

の(1)、在日米軍の水際対策の一方的な緩和について
お答えをいたします。
　外務省によると、在日米軍は、軍人のワクチン接種
完了済みであることを前提に、昨年９月３日から、米
国出国時及び日本到着直後の検査を実施していなかっ
たことが12月24日に判明したとのことです。
　県としては、今回の県内における新型コロナウイル
ス感染拡大は、米軍において日本への入国前検査を
行っていなかったことなど、日本の措置とは整合的と
は言えない運用が行われていたことが端緒であると考
えております。日米両政府においては、こうした対応
を許したことを真摯に反省するとともに、このような
問題を解決するためにも、検疫について国内法を適用
するなど、日米地位協定の抜本的な見直しを行ってい
ただきたいと考えております。
　同じく４の(3)、米軍の外出制限についてお答えを
いたします。
　在日米軍は、１月10日から基地外への外出制限を
実施しましたが、県は昨年12月21日に日米両政府に
対し、キャンプ・ハンセンの全ての軍人等の外出禁止
を求めており、米軍の対応は遅かったと言わざるを得
ません。その後、県は、１月20日に外出制限の延長
を要請したところ、在日米軍は、同月24日から１週
間、制限を延長しました。在日米軍は、１月31日午
前６時をもって外出制限措置を解除しましたが、県内
では、まん延防止等重点措置期間中であり、米軍基地
においても外出制限措置が解除できる状態ではなかっ
たことから、県は、感染拡大が収束するまでのさらな
る延長を日米両政府に求めたところです。
　同じく４の(5)、検疫・保健分科委員会の設置につ
いてお答えをいたします。
　去る１月28日、外務省は、日米合同委員会の検疫
部会を格上げする形で改組し、新たに検疫・保健分科
委員会を設立したことを発表しました。検疫・保健分
科委員会においては、外務省及び在日米軍の政策部局
に加え、双方の保健当局も参加することとされており
ます。
　県としては、この仕組みが生かされるためには、米
軍基地が過度に集中する沖縄県当局との連携も重要で
あることから、去る１月31日に日米両政府に対し、
県への情報共有を求めたところであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○○総務部長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(5)、沖縄振興一括交付金の減額による影響に
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ついてお答えいたします。
　令和４年度の沖縄振興一括交付金は、対前年度比
219億円減の762億円となりました。予算計上に当た
り、ソフト交付金事業では不利性等対策や人材育成な
どの事業は前年度並みに確保できたものの、プロモー
ション事業や産業振興支援事業では一定の縮小を図ら
ざるを得なかった状況にあります。また、ハード交付
金事業についても、減額分は全て県事業で対応したと
ころですが、事業の進捗遅れは避けられないと考えて
おります。そのため、令和５年度の沖縄振興一括交付
金の確保に当たっては、県と市町村が協働して取り組
むことを１月末に開催された沖縄振興会議において確
認したところでございます。
　次に６、経済振興についての(5)、電力自由競争に
よる経費削減についてお答えいたします。
　厳しい県の財政状況を踏まえた場合、電力費の低減
を図ることは重要な課題であると認識しております。
一方、電力の安定供給の確保は、行政運営の重要な要
素であることから、各施設を所管する部局において、
それぞれの施設規模や電力需要を踏まえ検討する必要
があると考えております。総務部におきましては、北
部合同庁舎及び中部合同庁舎におきまして、自由競争
による電力調達を実施するため、令和４年２月21日
より入札公告を開始したところであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(5)のうち、ソフト交付金の県と市町村間の配
分割合の変更についてお答えいたします。
　令和４年度のソフト交付金が令和３年度に比べ110
億円の大幅な減額となったことや、複数の市町村から
配分の見直しを求める意見もあったことから、県では
令和３年度の配分額の割合である11対９と、一部の
市町村から意見のあった１対１を、庁内の議論も踏ま
え、市町村に提案しました。知事と41市町村長で構
成する沖縄振興会議において、１対１の場合、県が実
施する本県の特殊性に基因する不利性等の対策に影響
が生じることを説明し、市町村の皆さんに理解をいた
だいたことで、県と市町村の配分は11対９の割合で
決定したところです。
　次に５、新たな振興計画についての(1)、県経済の
成長戦略についてお答えいたします。
　我が国が人口減少している中、県経済が成長するた
めには、東アジアの中心に位置する沖縄の地理的優位
性やデジタル技術を活用したグローバルな展開によ

り、国内外の需要を取り込むことが重要になると考え
ております。また、今後の本県の人口減少を見据え、
県経済の持続的な発展に向けては、企業の稼ぐ力や労
働生産性を高めることが重要となります。このため、
那覇空港や那覇港を核に、アジアのダイナミズムを取
り込む臨空・臨港都市を形成するとともに、地理的不
利性の克服のためのＥコマースの推進など、先端的な
デジタル技術を活用し、国内外の需要を取り込むほ
か、産業のＤＸ導入や産業人材の育成などを積極的に
推し進める必要があります。
　県としましては、こうした施策を強力に推進し、足
腰の強い経済構造に転換できるよう、取り組んでまい
ります。
　同じく５の(2)のうち、経済の好循環と制度及び技
術についてお答えいたします。
　県が目指す自立型経済の構築に当たっては、移輸出
型産業で国内外から外貨を獲得し、その外貨が域内に
投下され、域内産業の活性化につなげることが重要だ
と考えております。このため、観光、商工、農林水産
分野が連携し、産業横断的なマーケティング力を強化
するなど、企業の稼ぐ力に資する取組を積極的に推進
し、移輸出額の向上に努め、域内産業の活性化を図っ
てまいります。また、沖縄関係税制や沖縄振興開発金
融公庫の融資制度を活用し、競争力のある企業の誘致
や投資の促進を図るほか、島嶼県である本県におい
て、地理的不利性の低減を図るため、ＡＩ、ＩｏＴ、
ロボット・テクノロジー等の第４次産業革命の動きを
捉え、効果的な施策の推進に努めていく必要があると
考えております。
　次に６、経済振興についての(2)、ＳＤＧｓ未来都
市に関する取組についてお答えいたします。
　沖縄県は、令和３年５月に優れたＳＤＧｓの取組を
提案する自治体として、国からＳＤＧｓ未来都市に選
定されました。ＳＤＧｓの取組としては、令和３年９
月に沖縄県ＳＤＧｓ実施指針を策定するとともに、お
きなわＳＤＧｓアクションプランの策定に向けて取り
組んでおります。令和４年度は、県民、企業・団体、
市町村などの参画と連携を促進するプラットフォーム
の構築や企業等の取組を見える化するＳＤＧｓ認証制
度の創設など、地方創生ＳＤＧｓの取組を加速してま
いります。
　同じく６の(3)、鉄軌道の導入に向けた取組とＬＲ
Ｔ等の導入再検討についてお答えいたします。
　沖縄県総合交通体系基本計画に基づき、広域交流拠
点を有する那覇と北部圏域の中心都市である名護を１
時間で結ぶには、最高速度時速100キロメートル以上
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の専用軌道を有するシステムが求められており、具体
的なシステムについては、今後、ルートや駅位置等の
具体的な検討を行う計画段階において、検討を行って
いくこととしております。また、県では、フィーダー
交通について、沖縄本島の北・中・南部の圏域ごとに
議論の場を設定しており、その取組の中で、ＬＲＴな
ど様々なシステムを含め地域にふさわしい公共交通
ネットワークの在り方について市町村と協働で検討を
行っていくこととしております。
　同じく６の(4)、基地跡地利用の取組についてお答
えいたします。
　県では、関係市町村と連携し、広域的観点から跡地
利用の方向性を示した中南部都市圏駐留軍用地跡地利
用広域構想を平成25年１月に策定しております。広
域構想では、広域的かつ総合的な視点を踏まえ、各跡
地が固有に持つ特性や跡地間の役割分担を考慮し、効
果的な跡地利用の検討を進めていくこととしておりま
す。県では、関係市町村と協議会、作業部会等を通し
て意見交換を行ってきたところであり、広域構想の考
え方が市町村の跡地利用計画へ反映されるよう、引き
続き連携して取り組んでまいります。
　同じく６の(6)のうち、庁内のＤＸ推進の取組につ
いてお答えいたします。
　県は、沖縄県ＤＸ推進本部を設置し、全庁を挙げた
ＤＸ推進のビジョンや基本姿勢、沖縄県ＤＸ推進計画
の骨子を定めてまいりました。現在、外部アドバイ
ザーチームによる各部局のヒアリングを実施してお
り、専門的な意見を取り入れながら、効果的な施策の
推進に向け取り組んでおります。また、さらなる体制
強化のため、ＤＸの推進役となるＣＤＯの補佐官の任
用を予定しているほか、令和４年度には沖縄県ＤＸ推
進計画を策定し、総合的かつ計画的にＤＸ関連施策を
推進してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　２、復帰50年についての
(2)、戦争遺跡の整備拡充についてお答えします。
　戦争遺跡は、文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化
財包蔵地として、開発行為に対し届出等の義務を課す
などの保護措置が取られております。
　県教育委員会としましては、戦争遺跡の文化財的価
値を損なうことなく後世へ伝えていくため、文化財へ
の指定を含め、現状のまま保存する方法について検討
していきたいと考えております。
　以上でございます。

○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　２、復帰
50年についての御質問の中の(2)のうち、沖縄戦の語
り部育成についてお答えいたします。
　県では、沖縄戦から学んだ歴史的教訓を次世代に正
しく継承していくとともに、平和を希求する「沖縄の
こころ」の発信に努めております。沖縄戦の実相を語
り継ぎ、平和の尊さを伝えることは重要であり、県で
は、ちゅらうちなー草の根平和貢献賞において、戦争
の教訓の継承などに取り組んでいる団体や学校への表
彰を行っているほか、次世代の語り部となる児童生徒
を対象としたワークショップを通して、戦争の実相と
教訓を正しく継承していくよう取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　２、復帰50年につ
いての(5)、世界のウチナーンチュとの経済的連携に
ついてお答えいたします。
　県では、海外企業等が県内において投資や立地、商
取引などを検討する際のサポートを行い、海外と沖縄
のビジネス交流を促進する目的で、相談窓口を設置
し、世界のウチナーンチュはもとより、幅広く海外か
らビジネス相談に対応しております。
　県としましては、引き続き海外事務所、ジェトロ沖
縄貿易情報センター等と連携し、世界のウチナーン
チュをはじめとする海外企業と県内企業とのビジネス
マッチングを図るなど、さらなる経済的な連携に取り
組んでまいります。
　次に５、新たな振興計画についての(2)、ポストコ
ロナのアジアのマーケットを取り込む戦略についてお
答えいたします。
　今後も成長が見込まれるアジア諸国と連動し、アジ
アのマーケットを取り込むことは、県経済の成長・発
展に引き続き重要であると考えております。そのた
め、航空及び海上のネットワークの拡充などによる国
際物流拠点の機能強化を図るとともに、県内企業の海
外展開の拠点として、海外事務所のビジネス支援機能
の充実や世界的に成長している越境ＥＣの活用促進な
ど、アジア市場のニーズを踏まえた県産品の販路拡大
や県内企業の海外展開促進に取り組んでまいります。
　同じく５の(3)、多様な人材が活躍し、能力を発揮
するための課題解決に向けた取組についてお答えいた
します。
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　少子高齢化や生産年齢人口の減少下において、社会
の活力を維持し、本県の持続的な社会経済の発展を図
るためには、多様な人材の活躍促進や多様な働き方の
促進、働きやすい環境づくり、多様な職業能力の育
成・開発等が重要であると考えております。そのため
県では、新たな振興計画（案）において、女性や高齢
者、若年者、障害者等の個々のニーズに応じたきめ細
かな支援を行うほか、テレワークやワーク・ライフ・
バランスの普及促進、非正規雇用労働者の待遇改善、
正規雇用の拡大、女性の就業継続に取り組むととも
に、企業のニーズ等に対応した職業能力の育成・開発
等に取り組むこととしております。
　次に６、経済振興についての(5)、エネルギーの地
産地消を推進する取組についてお答えいたします。
　県では、令和４年度新規事業として、離島における
太陽光発電事業に対する補助のほか、県産木質バイオ
マス、水溶性天然ガス及び離島における発電用水素の
利活用促進に向けた可能性調査を予定しています。引
き続き市町村や民間事業者と連携し、宮古島での実証
事業の成果を生かした太陽光発電の活用促進に加え、
可能性調査を踏まえた県産エネルギーの活用により、
エネルギーの地産地消を実現するスマートコミュニ
ティーの構築を目指してまいります。
　同じく６の(6)、県内産業のＤＸ推進等に向けた取
組についてお答えいたします。
　県では、県内産業のＤＸを推進するため、企業との
相談窓口の設置やＤＸ計画の策定を支援するととも
に、経営者や従業員向けのセミナーを開催するなど、
機運醸成を図ることとしております。また、企業のＩ
Ｔ導入支援のほか、デジタル技術の活用による新たな
ビジネスの創出など、取組段階に応じた各種施策も展
開してまいります。人材については、企業の経営改革
に取り組むＤＸ推進リーダー育成や、従業員向けデジ
タルリテラシー研修など、人材の育成・確保を支援し
てまいります。
　同じく６の(7)、臨空・臨港型産業を集積する理由
と成長に向けた取組についてお答えいたします。
　県では、県経済の発展を牽引する先導的な産業の一
つとして、域外需要を取り込み、経済、技術革新等の
面から域内産業に波及効果をもたらす臨空・臨港型産
業の集積に取り組んでおります。立地企業の成長に向
けた支援としては、製造品の共同物流や金属部品の表
面処理加工、資材の県内調達など、共通のニーズを持
つ企業間をマッチングし、課題解決に向けた検討会を
立ち上げております。今後とも、きめ細かな支援によ
り、立地企業の成長を促進し、県経済のさらなる発展

につなげてまいります。
　同じく６の(9)、サポーティング産業の現状と課題
解決に向けた取組等についてお答えいたします。
　県のものづくり産業の課題は、最終製品を作る過程
で必要となる基盤技術を提供するサポーティング産業
の裾野が広がっていないことであると認識しており
ます。そのため県では、平成22年に素形材産業振興
施設を開設し、令和３年現在で10社が入居していま
す。入居企業については、工業技術センターと連携し
て、新技術、新製品の開発や人材育成を支援すること
によってさらなる充実を図りたいと考えております。
大阪府のＭＯＢＩＯ等、他県の先進事例との連携につ
いては、一般社団法人ものづくりネットワーク沖縄と
も調整しながら検討してまいります。
　同じく６の(11)、再生医療分野の集積化についてお
答えいたします。
　県では、再生医療の実用化の促進のため、新たな振
興計画（案）において、産業利用の観点から、企業等
による実用化を見据えた研究開発の支援等に取り組む
こととしています。再生医療の事業展開においては、
医療技術の研究開発、製造、医療提供の各機能が相互
に連携することが必要であると考えています。そのた
め、再生医療を含む健康・医療分野について、県内外
の研究機関や企業等によるネットワークの構築や、研
究開発や製造等、関連する機能が集積した産業拠点の
形成に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　４、米軍による
新型コロナウイルス感染症についての御質問の中の
(2)、在沖米軍基地からの市中感染拡大についてお答
えいたします。
　在沖米軍基地では、令和３年12月初旬、部隊異動
により米本国からＰＣＲ検査を受けずに沖縄の米軍基
地に来た部隊から感染が拡大したものと認識しており
ます。県内では、12月16日までは、市中におけるオ
ミクロン株は検出されませんでしたが、12月17日に
基地関係者より県内１例目が確認され、その後は基地
関係者を中心に発生が続き、年末にかけて感染経路不
明のオミクロン株陽性者が急増し、同時期に米海兵隊
のキャンプ・ハンセンでも感染者が拡大しました。基
地関係者のゲノム解析を基に、国立感染症研究所の協
力を得て作成したオミクロン株のリンク図からは、在
沖米軍基地から市中へと感染が広がっていることが推
測されたことから、米軍基地が発端となった可能性が
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極めて高いと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　６、経済振興につい
ての(1)、軽石に係る漁業者の支援についてお答えし
ます。
　県内漁業者は、軽石の影響により、操業自粛を余儀
なくされるなど、漁業活動に多大な影響を受けており
ます。そのため県では、協議会での議論を踏まえ軽石
により影響を受けた漁業者への支援のため、海水こし
器の設置補助やモズク、アーサへの異物混入対策を実
施するほか、漁業者が円滑に漁業活動の再開ができる
よう、１か月分相当の燃油使用料を補助することとし
ております。
　県としましては、これらの支援が円滑に進むよう、
引き続き市町村や水産関係団体と連携して取り組んで
まいります。
　同じく６の経済振興についての(13)、農業の担い手
育成・確保対策についてお答えいたします。
　県では、農業の担い手育成・確保対策の主な取組と
して、沖縄県新規就農一貫支援事業による就農相談体
制の強化や農業施設等の整備支援、農業次世代人材投
資事業による資金交付等を実施しております。また、
重要な担い手である女性農業者への参画を支援するた
め、女性農業士の認定等、リーダーの育成、農村女性
起業者の育成及び技術指導などを行っております。
　県としましては、引き続き市町村等関係機関と連携
し、農業の担い手育成・確保に取り組んでまいりま
す。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　６、経済振
興についての(1)のうち、軽石の観光産業への影響を
抑制する取組についてお答えします。
　県では、軽石の漂流・漂着に係る観光への影響に
ついて継続的に情報を収集し、景観回復やマリンレ
ジャー等への影響を抑制するため、市町村や地域観光
協会と連携して、優先的に軽石の回収を実施するビー
チや海岸等を特定し、順次、回収に取り組んでまいり
ます。また、離島航路の運航状況や軽石の漂着、回収
状況等について、ホームページ等を通じて正確な情報
を発信することにより、風評被害が発生しないよう取
り組んでまいります。
　以上でございます。

○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○○環境部長（松田　了君）　６、経済振興についての
(10)、産業廃棄物処理とリサイクルに関する取組等に
ついてお答えします。
　令和２年度末現在、県が許可した稼働中の産業廃
棄物処理施設は193施設あり、県内の産業廃棄物はこ
れらの施設で処理されております。沖縄県廃棄物処
理計画で定める令和２年度のリサイクル率目標値は
51％ですが、令和元年度実績は48.5％となっており
ます。
　県としましては、事業者等への聞き取りなどからリ
サイクルが進まない原因を明らかにするとともに、リ
サイクル施設の整備等への補助制度やリサイクル資材
認定制度の周知を強化し、リサイクル率向上に向けて
取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○○警察本部長（日下真一君）　７、警察行政について
の(1)、高校生負傷事案に対する県警の対応について
お答えいたします。
　県警察では、事案の重大性を踏まえ、警察本部主導
であらゆる可能性を視野に捜査を進めております。引
き続き、事案の全容解明に向けて捜査を推進してまい
ります。
　なお、捜査によって明らかになった事実関係につき
ましては、必要に応じて適宜、県民等に対して正確な
情報を発信しているところであり、今後もそのように
してまいる所存でございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　最後に、知事にお伺いします。
　新沖縄発展戦略：新たな振興計画に向けた提言とい
うのが令和２年度にありました。そのはじめの中にこ
う書いてあります。「人口が減少に転じた日本経済
は、国内市場に依存しては縮小を余儀なくされ、成長
著しいアジアをはじめ海外に市場を求めて展開せざる
を得ない状況であり、もはや経済、社会の枠組みが
「アジア規模」でなければ成り立たなくなっている。　
今、時流が沖縄に味方している。中国をはじめとする
アジアのダイナミズムが重層的に展開する中、人口が
減少している日本経済は、市場が狭まり、かつてほど
の勢いがない。沖縄が両者の間で「アジアの橋頭堡」
として機能すれば沖縄の発展だけでなく「日本の再
生」に役立つ時代が開かれたのである」と。これは、
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振興計画をつくる土台になる、この発展戦略の中であ
ります。
　今まさにこの沖縄振興計画が令和４年度から始まり
ます。これは強いリーダーシップを持っていかなけれ
ば、このアジアの橋頭堡として、そして日本の経済の
窓口として、沖縄が役立つことはないと思います。そ
こでぜひ知事にその決意、しっかり答弁していただき
たいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほども企画部長から答弁
させていただきました。いずれ我が沖縄県も人口減少
の状況を迎えるに当たっては、これからグローバルな
展開の中にあって、どのように地理的な優位性を発揮
していくかということにあると思います。議員御案内
の新沖縄発展戦略、それから沖縄21世紀ビジョンの
中でも、これからの時代は、まさにデジタルトランス
フォーメーションなど技術的な革新の展開を図り、企
業の稼ぐ力や労働生産性を高めることが重要になって
まいります。あわせて、やはりアジアのダイナミズム
というのは存在しておりますので、この地理的な優位
性をアジアのダイナミズムを取り込み、域内の産業を
活性化させ、ひいては国内の産業にも寄与するための
方向性をしっかりとつくっていくよう、このような関
連する施策を強力に推進してまいりたいと思います。
○○当山　勝利君　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時５分休憩
　　　午後２時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　渡久地　修君。
　　　〔渡久地　修君登壇〕
○○渡久地　修君　日本共産党沖縄県議団を代表して質
問を行います。
　質問に入る前に、日本共産党は22日、「ロシアは
ウクライナ東部地域の「独立」承認と派兵指令を撤回
せよ」との声明を発表しました。「国際社会がロシア
の暴挙に対し、厳しい批判をおこなうとともに、紛争
の平和的解決を求めた国連憲章と国際法に基づき、ウ
クライナの主権尊重の原則に立った外交・政治的な事
態打開の努力を急ぐよう、強く呼びかけ」、「岸田政
権に対しては、プーチン大統領に決定の撤回を求め、
平和の国際秩序の侵害を許さない確固とした外交をす
すめるよう求め」、ロシア、ウクライナをはじめ、各
国政府に送付しました。米国の基地が世界で一番集中
させられている沖縄から、平和の国際秩序の侵害を許
さない声を上げることが必要だと思います。

　摩文仁の沖縄県平和祈念資料館には、「沖縄戦の実
相にふれるたびに　戦争というものはこれほど残忍で　
これほど汚辱にまみれたものはないと思うのです　こ
の　なまなましい体験の前では　いかなる人でも　戦
争を肯定し美化することは　できないはずです　戦争
をおこすのは　たしかに　人間です　しかし　それ以
上に　戦争を許さない努力のできるのも　私たち　人
間　ではないでしょうか　戦後このかた　私たちは　
あらゆる戦争を憎み　平和な島を建設せねば　と思い
つづけてきました　これが　あまりにも大きすぎた代
償を払って得た　ゆずることのできない　私たちの信
条なのです」と、県民の平和への誓いの言葉が掲げら
れています。
　そして、戦後27年間、過酷な米軍の植民地支配の
下に置かれ、日本復帰を前にした1971年、琉球政府
の復帰措置に関する建議書には、「異民族による軍事
優先政策の下で、政治的諸権利がいちじるしく制限さ
れ、基本的人権すら侵害されてきたことは枚挙にいと
まがありません。県民が復帰を願った心情には、結局
は国の平和憲法の下で基本的人権の保障を願望してい
たからに外なりません。経済面から見ても、平和経済
の発展は大幅に立ちおくれ、沖縄の県民所得も本土の
約六割であります。その他、このように基地あるがゆ
えに起きるさまざまの被害公害や、とり返しのつかな
い多くの悲劇等を経験している県民は、復帰に当たっ
ては、やはり従来どおりの基地の島としてではなく、
基地のない平和の島としての復帰を強く望んでおりま
す」と記載されています。沖縄県民の平和の願い、日
本復帰に託した県民の願いは実現したのでしょうか。
　沖縄戦で生き延び私たちを産み育て、米軍占領時代
の苦難を乗り越え、今日の沖縄を築いてこられた先人
たちの歴史を受け継ぎ、次の世代にどのような沖縄を
残していくのか、沖縄の未来を示していくのか、悲惨
な沖縄戦から77年、復帰から50年という節目の年の
今日、沖縄県政に携わる私たちに鋭く突きつけられて
います。
　それでは質問します。
　知事の認識と政治姿勢について質問します。
　悲惨な沖縄戦、戦後27年間の過酷な米軍による植
民地支配の実相を正しく継承し、戦争を繰り返さな
い、基地のない平和な沖縄を目指していくことが、県
政に携わる者の原点として据えられるべきと思います
が、見解を伺います。
　復帰に託した県民の願いとは何だったのか。復帰時
の建議書と現在をどう捉えているか。
　復帰50年たっての沖縄県民の願いとは何か。新た
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な建議書、宣言等の発信について伺います。
　復帰から50年たった沖縄の米軍基地の実態につい
て。
　そもそもの沖縄の米軍基地はどのように形成された
のか。
　敵基地攻撃能力の保有、辺野古新基地建設、ミサイ
ル配備、自衛隊と米軍の基地の共同使用、共同訓練、
台湾有事の際の前線基地化など、負担軽減どころか沖
縄の基地は機能強化へと逆行しているのではないか。
　沖縄は世界の中で最も米軍基地の集中した異常な地
域になっているのではないか。最新の米国防総省、基
地構造報告等による、米軍基地の海外全体とドイツ、
イタリア、イギリス、日本の縮減数と割合、米軍基地
面積と資産価値の日本と沖縄県と韓国、英国、イタリ
アとの比較、また、駐留軍人の増減について伺いま
す。
　日本、沖縄に基地が集中している理由は、思いやり
予算等で米本国に置いておくより安上がりであると同
時に、地位協定によって米軍にとって何の制約もない
からではないか。
　那覇軍港での米軍の訓練について、県が中止を求め
たことに対して、米軍は、理想的な場所だと今後も訓
練を続ける可能性を示唆し、日本政府も追認していま
すが、断じて容認できません。断固たる態度で臨むべ
きではないか。
　辺野古新基地建設問題について。
　辺野古新基地は絶対に造らせないという沖縄県と県
民の粘り強い闘いは、基地問題であるとともに、日本
の民主主義と地方自治の在り方を問うものでありま
す。この間の闘いが県民世論、国内外の世論、司法に
も大きな影響を与えていると思いますが、見解を伺い
ます。
　辺野古新基地建設は、軟弱地盤の存在など技術的に
も完成の見通しはないのではないか。また、国民の税
金の壮大な無駄遣いではないか。
　辺野古埋立設計変更承認申請を不承認にした知事の
判断について伺います。
　県民投票から３年がたちました。埋立て反対が
72％という民意をゆがめる動きは断じて許されませ
ん。県民投票の民意や沖縄の実態など、繰り返し粘り
強く国内外の世論に訴えていくことをさらに強化すべ
きです。
　日米地位協定の抜本改定について。
　他国では、受入れ国の同意なしに受入れ国での訓練
はできないのではないか。
　他国では、検疫について国内法が適用されているの

ではないか。
　翁長雄志前知事は、憲法の上に日米地位協定があ
り、国会の上に日米合同委員会があり、司法の上に日
米安全保障体制があると喝破しましたが、玉城デニー
知事の見解を伺います。
　日米合同委員会の廃止、日米地位協定の抜本改定は
緊急の課題ではないか。
　次に、次期沖縄振興計画について。
　復帰時の沖縄振興計画の目標は達成されているか。
　復帰時の沖縄振興の原点は、県民への償いの心だっ
たが、50年たって、基地との引換えのリンク論、あ
めとむちの政策へとゆがめられているのではないか。
　基地再編交付金は、まさに基地と引換えのあめとむ
ちの政策ではないか。
　沖縄振興計画の実行に当たっては、次の視点を重視
すべきではないか。
　振興予算の本土還流を食い止め、県内産業、県内企
業育成の県内循環型に改めること。
　福祉、教育、医療など県民生活向上を大きな柱に据
えること。
　米軍基地は沖縄経済発展の最大の阻害要因であり、
基地をなくしてこそ沖縄経済は発展するのではない
か。
　県民所得の全国最低から脱却するために次のことを
重視すべきです。
　中小企業を支援して全国一律最低賃金にすることを
沖縄から国に強く要請すること。
　公契約条例の実効性を確実なものにしていくこと。
　正規雇用の拡大への県の取組の強化と、国の法制度
の改善を求めること。
　次に、新年度予算は、玉城デニー知事の誰一人取り
残さないという理念の実現、コロナ対策、経済再建、
子供の貧困解消、基地問題解決へ向けた意欲あるもの
になっていると思いますが、規模と特徴、知事の決意
について伺います。
　ちょっと休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時15分休憩
　　　午後２時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○渡久地　修君　次に、復帰50年事業について。
　悲惨な沖縄戦、過酷な米軍占領時代の実相を正しく
継承し、50年たった今日の実態を明らかにし、これ
からの沖縄の針路を県民が考えるものにすべきです。
　沖縄県史各論編・沖縄戦、各論編・現代を安価な普
及版として普及に努めるべきである。英語版の発行、
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ビジュアル版の発行と既刊の再発行、映像版、ネット
版の普及について伺います。
　戦後から今日までの沖縄展を県内、国内、国外で開
催すべきではないか。
　児童生徒への継承について強化すべきです。
　次に、沖縄県の自治体外交について伺います。
　次に、教育問題について。
　教育基本法第16条の国と地方公共団体の責務につ
いて伺います。
　小・中・高校教員の過労死ラインを超える時間外労
働の実態、メンタルでの相談、休職、退職などの実態
について伺います。また、コロナ禍で状況が悪化して
いるのではないか。
　教員の過重勤務の改善への取組を伺います。全国的
に、教員の増員、学校事務職員の配置で改善した事例
が報告されていますが、教員を増やすこと、事務職員
の増員は緊急課題ではないでしょうか。
　教員給与特例法が異常な実態を見えなくしているの
ではないか。残業代ゼロの部分を廃止すべきです。
　特別支援教育のさらなる拡充について伺います。
　30人学級の実現について伺います。
　次に、首里城復興、復元について。
　県民の力、県民参加で復興、復元するという立場に
ついて伺います。
　学者、研究者、多くの県民から意見が出されている
正殿の大龍柱の向きについては、拙速ではなく慎重か
つ丁寧な対応が求められているのではないか。
　御茶屋御殿の復元について。
　焼失した原因は沖縄戦ではないか。戦争を起こした
国の責任で復元すべきです。
　首里杜構想への復元の明記、調査費の計上など大き
な一歩であると評価しています。同時に、次期沖縄振
興計画にも御茶屋御殿の復元を明記するよう繰り返し
求めてきましたが、ぜひ明記してください。
　次に、旧日本軍32軍壕の保存・公開について。
　第５坑口周辺の土地を取得したいと去年11月議会
で知事が答弁しましたが、速やかに実行すべきです。
　早期の土地取得で、壕周辺と入り口の外からの公開
が可能となります。また、模型の展示など、できるも
のから始めることが重要ではないか。
　第１坑口の発掘を急ぐべきです。
　戦争遺跡指定について伺います。
　公共交通について。
　鉄軌道導入への取組について。
　モノレールの早期の３両化。
　那覇空港駅のエレベーターの大型化、複数化。

　駅でのウチナーグチによるアナウンスがいつの間に
か消えていますが、再開することについて伺います。
　次に、沖縄市での高校生のバイク事故について、公
安委員会としての全容解明、説明責任及び再発防止と
今後の対応について問うものです。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　渡久地修議員の御質問にお
答えいたします。
　１、復帰50年を迎える沖縄の現実と知事の政治姿
勢についての御質問の中の(1)のア、沖縄戦の実相を
継承し、平和な沖縄を目指すことについてお答えいた
します。
　沖縄県民は、さきの大戦で、熾烈な地上戦により、
かけがえのない生命と貴重な文化遺産や美しい自然を
失い、想像を絶する極限状態の中で戦争の不条理さと
残酷さを身をもって体験いたしました。この戦争の体
験こそ、沖縄の人々が、戦後の廃墟と混乱を乗り越え
培ってきた、平和を求めてやまない「沖縄のこころ」
の原点です。私たち沖縄県民は、世界の恒久平和を心
から望んでおり、平和で真に豊かな世界に誇れる沖縄
を次世代に託すことが、今を生きる我々の責務であり
ます。私は、沖縄県知事として、こうした県民の思い
を胸に、沖縄戦の歴史的教訓を次世代に正しく継承す
るとともに、平和を希求する「沖縄のこころ・チムグ
クル」を広く内外に発信し、もって恒久平和の樹立に
寄与するため、これからも全身全霊で取り組んでまい
ります。
　次に１の(4)のウ、日米地位協定等に対する前知事
の認識についてお答えいたします。
　日米地位協定は昭和35年に締結されて以来、一度
も改定されておらず、社会情勢の変化や人権や環境問
題などに対する意識の高まり等の中で、時代の要求や
県民の要望にそぐわないものとなっており、基地の管
理権や環境汚染等、様々な問題が指摘されておりま
す。また、日米合同委員会においては、日米地位協定
の運用について重要な事項が議論されているにもかか
わらず、政府は協議内容を国会に報告する必要はな
く、その合意内容について国会の承認を得る必要はな
いとしております。我々も会議の中身については一切
国民にも知らされていないという現状があります。さ
らに、数次にわたる爆音訴訟等においては、第三者行
為論により飛行の差止めが棄却されております。こう
した不条理極まりない沖縄における基地負担の現状を
踏まえると、翁長前知事の考え方は十分理解できるも
のであると考えております。



– 128 –

　次に２、新年度予算についての(1)、令和４年度当
初予算の規模と特徴、知事の決意についてお答えいた
します。
　令和４年度は、「新型コロナウイルス感染症の克服
と県経済の回復」をはじめとした、６つの重点テーマ
を掲げ、新たな沖縄振興を力強く推進する施策に取り
組むこととしております。このため、新型コロナウイ
ルス感染症対策関連予算として、令和３年度２月補正
予算と合わせて約1777億円を計上するとともに、復
帰50周年記念事業、世界自然遺産の保全、第32軍司
令部壕の保存・公開、首里城の復興等の予算を計上し
ております。さらに、沖縄子どもの貧困対策推進基金
を60億円規模に積み増すとともに、新たに40億円の
沖縄県観光振興基金を創設いたします。そのほかに
も、県内企業のＤＸの取組等の支援、こども医療費の
対象年齢拡大、つまり通院費の窓口支払い無料化、そ
してヤングケアラーへの寄り添い支援、女性のキャリ
ア形成の促進などに積極的に取り組むほか、離島の海
底光ケーブル通信設備の機能強化、不利性解消等を進
めてまいります。加えて、北部地区の中高一貫教育校
の整備着手、中部地区の新たな特別支援学校設置に向
けた取組等を推進してまいります。
　令和４年度予算は、新たな振興計画等に掲げた取組
の推進を図るとともに、変化する社会経済情勢や県民
ニーズに的確に対応するため、様々な分野に、くまな
く目を配り、規模も初の8000億円台となるなど、必
要な取組に適切に予算計上したものと考えておりま
す。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　１、復帰50年を迎える
沖縄の現実と知事の政治姿勢についての(1)のイ、復
帰時の建議書と現在についてお答えいたします。
　復帰措置に関する建議書は、沖縄が望む復帰の在り
方を表明するとともに、将来の平和で豊かな沖縄県づ
くりのための具体的な措置を政府に求めたものであり
ます。同建議書では、県民福祉を最優先に考え、地方
自治権の確立、反戦平和、基本的人権の確立、県民本
位の経済開発等を骨組みとする新生沖縄像が描かれて
おります。復帰から50年を迎える現在においても、
今なお我が国の米軍専用施設・区域は沖縄に集中し、
復帰時に期待した、いわゆる本土並みには依然として
ほど遠い状況にあると思わざるを得ません。そして、
米軍基地が集中すること等の特殊事情から派生する固

有課題を抱えております。
　同じく１の(1)のウ、新たな建議・宣言の発信につ
いてお答えいたします。
　県においては、復帰50年の節目となる本年、復帰
措置に関する建議書において、当時の琉球政府が将来
を担う子や孫たちのために描いた新生沖縄像と現状と
の比較検証を行い、若い世代を含む県民の皆様や有識
者からの意見も取り入れながら、建議や宣言の在り方
について検討してまいります。
　同じく１の(5)のア、５次にわたる振興計画の評価
についてお答えいたします。
　これまでの５次にわたる沖縄振興計画等により、空
港、港湾、道路等の社会資本の整備が図られるととも
に、新型コロナウイルス感染症の拡大前の令和元年
には、入域観光客数1016万人、情報通信関連企業は
累計で490社が新たに立地し、就業者数は72万6000
人、完全失業率は2.7％、有効求人倍率は1.19倍と着
実に成果を上げてまいりました。その一方で、１人当
たり県民所得の向上等はいまだ十分ではなく、自立型
経済の構築は、なお道半ばにあります。加えて、離島
の条件不利性、米軍基地問題など本県が抱える特殊事
情から派生する固有課題や子供の貧困の問題、雇用の
質の改善などの課題も残されております。さらに、新
型コロナウイルス感染症の拡大による深刻な影響から
の回復に向けて、ウイズコロナの新しい生活様式から
ポストコロナのニューノーマルに適合する必要があり
ます。新たな振興計画（案）においては、これらの課
題解決に向けて取り組むことにより、安全・安心で幸
福が実感できる島の形成を目指してまいります。
　同じく１の(5)のイ、基地と沖縄振興のリンク論に
ついてお答えいたします。
　国は、沖縄の置かれた歴史的、地理的、自然的、社
会的な特殊事情に鑑み、沖縄の自立的発展や豊かな住
民生活の実現に寄与することを目的として、沖縄振興
特別措置法に基づき沖縄振興策を総合的かつ計画的に
講じております。在沖米軍基地の返還及びさらなる整
理縮小と、沖縄の自立的発展や豊かな住民生活の実現
に向けた沖縄振興策は、沖縄県としてもそれぞれ別と
して取り組むべきものと認識しております。
　同じく１の(5)のエの(ｱ)、県内循環型への転換につ
いてお答えいたします。
　沖縄県は、農林水産業や製造業といった生産部門の
割合が低いため、個人消費や企業活動の増大に伴う需
要の多くを県外からの移入に頼らざるを得ず、結果と
して所得の一部が県外に流出しているものと認識して
おります。
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　県としましては、県内で生産可能な農産品及び製品
や提供可能なサービスは可能な限り県内で調達できる
よう県内企業の稼ぐ力を強化し、獲得した所得を地域
内に循環させることが、県全体の経済活性化や県民所
得の増加に寄与するものと考えております。
　同じく１の(5)のエの(ｲ)、新たな振興計画における
県民生活の向上についてお答えいたします。
　新たな振興計画（案）においては、各施策展開に通
底する基軸的な基本方向の一つとして、「平和で生き
生きと暮らせる「誰一人取り残すことのない優しい社
会」の形成」を目指すこととしております。子ども
の貧困対策推進基金の延長と60億円規模の追加積立
て、中学校卒業までの医療費の窓口無料化、感染症に
備えた保健衛生、医療提供体制の充実・強化、福祉・
介護人材の育成・確保、遠隔教育に対応したＩＣＴ環
境整備、北部圏域における中高一貫教育校の設置など
を図り、子供から高齢者までの全ての県民が安全・安
心かつ健やかに暮らせる社会の形成に向けて、より一
層取組を強化してまいります。
　同じく１の(5)のエの(ｳ)、米軍基地と沖縄経済の発
展についてお答えいたします。
　沖縄県の米軍基地は、人口が集中する中南部都市圏
において、市町村面積の相当の割合を占めるなど、市
街地を分断する形で存在し、計画的な都市づくりや交
通体系の整備、産業基盤の整備などの経済活動の制約
になっていると認識しております。現在の基地返還後
の跡地利用による経済効果は、かつての基地経済の効
果を大きく上回るものとなっており、今後、一層の基
地返還が進めば、さらなる飛躍的な発展が期待できる
と考えております。
　次に３、復帰50年事業についての(1)、米軍占領時
代の実相の継承とこれからの沖縄の針路についてお答
えいたします。
　復帰50周年記念事業においては、「復帰から50年
の歴史を振り返り、先人たちの労苦と知恵に学ぶとと
もに、誇りある豊かさに向けた展望を発信する」など
の視点に基づき、様々な事業を実施することとしてお
ります。具体的には、沖縄復帰後展の開催や、沖縄戦
の実相や教訓を正しく次世代に伝えるための第32軍
司令部壕の保存・公開に向けた取組、米軍統治下時代
の証言映像収録事業などを実施していくこととしてお
ります。併せて、復帰措置に関する建議書において、
当時の琉球政府が将来を担う子や孫たちのために描い
た新生沖縄像と現状との比較検証を行い、若い世代を
含む県民の皆様や有識者からの意見も取り入れなが
ら、建議や宣言の在り方について検討することとして

おります。
　８、公共交通についての(1)、鉄軌道の導入に向け
た取組についてお答えいたします。
　鉄軌道の導入は、沖縄21世紀ビジョンで掲げる沖
縄の将来像「希望と活力にあふれる豊かな島」の実現
のための重要な事業であり、県土の均衡ある発展を図
るためにも必要な事業であります。鉄軌道導入の実現
可能性を高めるためには、鉄軌道の持続的運営を可能
とする特例制度の創設が必要であります。そのため、
令和４年度に復帰50周年事業に位置づけ、鉄軌道の
導入効果を広く県民に周知し、期成会設立に向け、県
民一丸となった機運醸成を図り、国に対し特例制度の
創設を求め、鉄軌道の導入実現に向けて取り組んでま
いります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　１、復帰50年を迎え
る沖縄の現実と知事の政治姿勢についての(2)のア、
沖縄の基地の形成過程についてお答えをいたします。
　去る沖縄戦において激しい戦闘の末、沖縄を占領し
た米軍は、住民を収容所に強制隔離し、軍用地として
必要な土地を確保した上で、基地の建設を進めまし
た。戦後27年間に及ぶ米軍統治下においても朝鮮戦
争の勃発等により新たな基地が必要になったことや、
1950年代に本土で発生した米軍基地への反対運動等
により、当時米国の施政権下にあった沖縄に本土の海
兵隊を移駐させる必要が生じたことから、銃剣とブル
ドーザーによる接収と呼ばれた民有地の強制接収など
によって沖縄県に広大な米軍基地が形成されたものと
認識しております。
　同じく１の(2)のイ、基地の機能強化についてお答
えをいたします。
　米軍が台湾有事等を想定して、沖縄からフィリピン
を結ぶ地域、いわゆる第一列島線に沿って中距離ミサ
イルの配備を検討していることは、報道等により承知
しております。また、昨年12月に報道された南西諸
島への臨時の軍事拠点配置を含む日米の緊急事態に関
する共同計画については、去る12月24日、知事が防
衛省に対し、その詳細を明らかにするよう強く要請し
ております。その後、１月７日の２プラス２共同発表
では、日米は、「同盟の役割・任務・能力の進化及び
緊急事態に関する共同計画作業についての確固とした
進展を歓迎した」旨が示されました。
　県としては、ミサイル配備や日米共同訓練の激化等
により、沖縄の基地機能が強化され、これ以上の基地
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負担の増加につながることは断じてあってはならない
と考えております。
　同じく１の(2)のウ、海外の米軍基地の数等につい
てお答えをいたします。
　米国防総省が公表している基地構造報告に基づい
て、2007年と2020年の米軍の海外基地数を比較する
と、海外基地全体が230施設減、減少率30.2％、その
うち、ドイツは145施設減、減少率54.1％、イタリア
は34施設減、減少率41.0％、イギリスは22施設減、
減少率48.9％、日本は７施設減、減少率5.6％となっ
ております。また、米軍基地面積及び資産価値は、
2020年９月末時点で、日本が約４万6575ヘクター
ルで約15.4兆円、沖縄が約１万8933ヘクタールで
約5.5兆円、韓国が約１万2283ヘクタールで約4.4兆
円、イギリスが約3243ヘクタールで約１兆円、イタ
リアが約958ヘクタールで約1.1兆円となっておりま
す。さらに、海外駐留米軍人数については、国防総省
の統計によると、2020年は2008年に比べ19万6524
人の減、減少率は54％、在日米軍人数は１万2652人
の増、増加率は29.8％となっております。
　同じく１の(2)のエ、沖縄に基地が集中する理由に
ついてお答えをいたします。
　在日米軍駐留経費負担については、過去の米国防総
省の報告書において、同盟国との経費分担の仕組みに
より、米国本土に軍を置くよりも前方展開するほうが
米国にとっては費用がかからないと記述されているほ
か、様々な見解があるものと承知しております。同経
費の在り方については、今後とも国政の場で十分に議
論を深めていただきたいと考えております。また、沖
縄への基地の集中と日米地位協定との関係は明らかで
はありませんが、県が行った他国地位協定調査では、
ドイツ、イタリアなど調査した６か国全てにおいて、
自国の法令を米軍に適用させ、米軍の活動をコント
ロールしていることなどを確認しております。
　県としては、今後ともあらゆる機会を通じ、日米両
政府に同協定の見直しを粘り強く求めてまいります。
　同じく１の(2)のオ、那覇港湾施設における米軍の
訓練についてお答えをいたします。
　今般の那覇港湾施設における米軍の訓練について
は、過重な基地負担を背負わされている県民に新たな
基地負担を強いるものであり、断じて容認できるもの
ではありません。このため、県は今月15日に外務省
特命全権大使沖縄担当及び沖縄防衛局長に対し、厳重
に抗議したところであります。
　県としては、引き続き米軍及び日米両政府に対し、
那覇港湾施設においては、いわゆる５・15メモに記

載されている使用主目的に沿って厳格に運用を行い、
今後、航空機の離着陸や訓練を一切行わないこと等に
ついて求めてまいります。
　同じく１の(3)のア、辺野古新基地を造らせない取
組が与える影響についてお答えをいたします。
　辺野古新基地建設問題については、国民の皆様に自
分事として考え議論を深めていただくとともに、米国
側の理解と協力を促すことが重要であると考えており
ます。このため、県では、これまでトークキャラバン
や訪米活動、訴訟等を通じて、辺野古移設では普天間
飛行場の一日も早い危険性の除去につながらないこ
と、地盤改良工事によって不可逆的で著しい環境破壊
が生じることなど、辺野古新基地建設問題は民主主義
や地方自治の問題でもあり、環境にも甚大な影響を与
えることを訴えてきたところです。令和３年６月に世
論調査会が実施した全国世論調査において、57％の
方が辺野古移設を進める政府の姿勢を支持しないと回
答したことや、令和２年６月に米連邦議会下院の小委
員会が軟弱地盤等を理由に辺野古新基地建設に対し懸
念を示したことは、これまでの取組の成果と受け止め
ております。また、令和３年７月の最高裁判決におい
ても２名の裁判官から県の主張に沿った反対意見が述
べられているところです。
　同じく１の(3)のエ、県民投票で示された民意等を
国内外に訴えていくことについてお答えをいたしま
す。
　県では、トークキャラバンや訪米活動における連邦
議会議員との面談、大学での講演等を通じて辺野古新
基地建設問題に関する県の考えや県民投票で示された
民意等を広く国内外に伝え、理解と協力を促してきた
ところであります。今後も引き続きトークキャラバン
やインターネット、ワシントン駐在による情報発信な
どを通じて、正確な情報を広く国内外に伝え、理解と
協力を促してまいりたいと考えております。
　同じく１の(4)のア、他国における受入れ国の米軍
訓練への関与についてお答えをいたします。
　県が行った他国地位協定調査では、受入れ国が自国
の法律や規則を米軍に適用させ、米軍の活動をコント
ロールしていることを確認しております。ドイツで
は、野外演習区域、訓練区域及び射撃場の使用等につ
いて、ドイツ側の許可や承認が必要となっておりま
す。また、イタリアでは、米軍による訓練について、
イタリア軍司令官への事前通告やイタリア側による
調整、承認が必要とされております。さらに、ベル
ギー、イギリスでは、外国籍の航空機や駐留軍機の領
空内における飛行を禁止することができるとされてお
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ります。
　同じく１の(4)のイ、他国における検疫に関する国
内法の適用についてお答えをいたします。
　検疫に関する受入れ国の国内法の適用について、他
国地位協定調査で収集した資料を確認したところ、
オーストラリアでは、米豪地位協定第13条におい
て、オーストラリアの検疫法の遵守が定められており
ます。また、フィリピンでは米比訪問軍協定第３条に
おいて、フィリピン側に要求された場合には、世界保
健機構により発行される規制及び米比双方が合意した
手順に従って、米国の司令官が検疫検査を行うことが
定められております。一方、ドイツ、イタリア、韓国
では、地位協定の条文等に検疫手続に関する記述は確
認できませんでした。
　同じく１の(4)のエ、日米地位協定の見直しについ
てお答えをいたします。
　米軍基地から派生する諸問題を解決するためには、
米側に裁量を委ねる形となる運用の改善や補足協定の
見直しだけでは不十分であり、日米合同委員会の合意
事項を速やかに公表することを明記する等、日米地位
協定の抜本的な見直しが必要であると考えておりま
す。そのため、県では、機会あるごとに日米両政府に
対し要請を行っており、昨年５月の本土復帰50年に
向けた在沖米軍基地の整理縮小についての要請におい
ても、同協定の見直しを求めております。
　県としては、引き続き全国知事会や渉外知事会等と
も連携し、日米地位協定の見直しに向けた取組を強化
してまいります。
　同じく１の(5)のウ、再編交付金についてお答えを
いたします。
　再編交付金は、米軍再編を円滑に進めることを目的
として、再編に伴い負担の増加する市町村に対し、そ
の負担の程度及び事業の進捗の度合いに応じて交付さ
れるものであると理解しております。
　県としましては、米軍再編に伴い、新たな負担を受
け入れることとなる地域に対し、政府がその負担を緩
和するための措置を実施することは必要なことと考え
ております。一方で、再編交付金は、再編関連特定周
辺市町村の指定について、明確には基準が規定されて
おらず、交付金の支給の可否を含め法律の運用の大部
分が政省令に委任されていることなどについては、課
題があるものと考えております。
　４、沖縄県の自治体外交についての(1)、沖縄県の
自治体外交等の取組についてお答えをいたします。
　県では、県系移民が多い、米国ハワイ州、ブラジル
南マットグロッソ州、ボリビアサンタクルス州の３州

と姉妹提携を結んでいるほか、歴史的な関わりのある
中国福建省と友好県省を結んでおり、経済・文化・人
的交流等を図っております。また、中国・台湾との経
済や観光分野の連携協定の締結等も行われておりま
す。さらに、県では、新たな取組として、沖縄県から
アジア太平洋地域の平和と安定の重要性等を発信する
とともに、各国・地域との連携可能性等について検討
し、経済活動や人的交流等による相互理解を深めるた
めの取組を進めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時48分休憩
　　　午後２時49分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　１、復帰50年を迎
える沖縄の現実と知事の政治姿勢について(3)のイ、
普天間飛行場代替施設建設の完成の見通し等について
お答えいたします。
　県では、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変
更承認申請書について、軟弱地盤の最深部が位置する
Ｂ27地点において、粘性土層の性状確認に必要な力
学的試験を実施していないため、地点周辺の性状等が
適切に考慮されていないこと等から、公有水面埋立法
第４条第１項第２号で規定する「環境保全及び災害防
止に付き十分配慮せられたるものなること」の要件に
適合しないと判断したところであります。併せて、
「国土利用上適正且つ合理的なること」の要件に適合
しないこと、埋立ての必要性について合理性があると
は認められないこと、これらのことから変更の内容に
ついて認められないことと判断し、昨年11月に不承
認とする処分を行ったところであります。そのような
ことから、埋立工事全体を完成させることは困難な状
況であると考えております。
　同じく１の(3)のウ、変更承認申請を不承認とした
判断についてお答えいたします。
　県では、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変
更承認申請書について、公有水面埋立法に基づき、
「災害防止」及び「環境保全」に十分配慮した計画と
なっているかなど厳正に審査してきたところです。審
査の結果、公有水面埋立法の要件に適合しないと認め
られることや埋立ての必要性について合理性があると
は認められないことなどと判断し、昨年11月に不承
認とする処分を行ったものであります。
　次に６、首里城復興、復元について(1)、県民参加
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による首里城復興についてお答えいたします。
　首里城の復興に当たっては、県が令和３年に策定し
た首里城復興基本計画を着実に推進していくこととし
ており、県民、企業、地域・文化団体など、様々な主
体と連携・協働して取り組むことで、広く参加機会を
提供していくこととしております。県は、首里城周辺
地域の歴史まちづくりの推進に当たって、地域団体と
の意見交換やアンケートの実施等により、意見をしっ
かりと受け止め、今後の取組に反映してまいります。
　同じく６の(2)、正殿の大龍柱の向きについてお答
えいたします。
　県としては、首里城復元に向けた技術検討委員会で
了承された、大龍柱の向きに係る暫定的な結論につい
ては、有識者による専門的、学術的な検討の結果であ
ると考えております。他方で、大龍柱の向きについて
は、県民などから様々な意見があることから、首里城
復元に向けた技術検討委員会の報告の場を今後も開催
し、国の首里城復元への取組に対する県民の理解促進
に継続して取り組むことなどについて、国に要望して
おります。
　同じく６の(3)のア、国の責任による御茶屋御殿の
復元についてお答えいたします。
　御茶屋御殿の復元等については、那覇市、県、国に
て構成する御茶屋御殿ワーキンググループにおいて、
整備主体を含め、引き続き検討が必要であると考えて
おります。
　同じく６の(3)のイ、新たな振興計画（案）への御
茶屋御殿の明記についてお答えいたします。
　御茶屋御殿については、新たな振興計画（案）に明
記する方向で検討してまいります。一方で、御茶屋御
殿については、想定される敷地内の施設の移転など多
くの課題があることから、整備主体を含めて、引き続
き、那覇市、県、国と連携し検討を行っていく必要が
あると考えております。御茶屋御殿については、那覇
市、県、国にて構成する御茶屋御殿ワーキンググルー
プにおける検討が具体化するよう、事業化可能性調査
等の実施に向けて取り組んでまいります。
　次に８、公共交通について(2)のア、モノレールの
早期の３両化についてお答えいたします。
　３両化については、現在、３両編成車両の新造を４
編成分進めているところであり、そのうち２編成分の
新造車両については、令和４年度末に納入する計画と
なっております。その後、３両編成車両の試験運転等
を経て、最短で令和５年度内に運行を開始する計画と
なっております。
　同じく８の(2)のイ、那覇空港駅のエレベーターの

大型化、複数化の必要性についてお答えいたします。
　那覇空港駅の混雑緩和に向けた対応は重要であると
考えており、エレベーターの大型化や複数化について
は、新型コロナウイルス感染症の収束を見据え、関係
機関と連携を図りながら対応を検討していきたいと考
えております。
　同じく８の(2)のウ、モノレール駅におけるウチ
ナーグチアナウンスの再開についてお答えします。
　沖縄都市モノレール株式会社によると、モノレール
駅において、平成29年３月まで、しまくとぅばによ
る駅名等のアナウンスを行ってきたところでありま
す。その後、外国人観光客の増加に伴い、マナー啓発
に関する多言語放送に変更し、現在は、新型コロナウ
イルス感染予防のため、咳エチケットや手洗い等の放
送を行っております。今後は、新型コロナウイルス感
染症の状況を見据え、しまくとぅばによるアナウンス
再開について検討するとのことであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　１、復帰50年を迎
える沖縄の現実と知事の政治姿勢についての(6)の
ア、全国一律最低賃金制度の国への要望についてお答
えいたします。
　最低賃金の引上げは、県民所得の向上に寄与するこ
とから、県においても重要であると考えております。
　県としましては、県内の中小企業の体力を考慮しつ
つ、全国知事会を通して、引き続き最低賃金の地域間
格差の是正及び中小企業の支援強化を求めてまいりた
いと考えております。
　同じく１の(6)のイ、沖縄県の契約に関する条例の
実効性についてお答えいたします。
　現在、県では、条例の実効性を高めるため、関係部
局と連携を図りながら、全庁的に沖縄県の契約に関す
る取組方針の浸透を図っているところです。
　県としましては、同取組方針に掲げた施策を着実に
実施するとともに、その状況について沖縄県契約審議
会に報告を行い、審議会からの意見を踏まえて同取組
方針に新たな取組を追加する等の改善を行うといっ
た、ＰＤＣＡサイクルを継続的に回していくことが重
要であると考えております。
　同じく１の(6)のウ、正規雇用拡大の取組と労働者
派遣法制度の改善についてお答えいたします。
　県では、正規雇用の拡大に向けて、正規雇用転換に
係る専門家派遣や研修費補助を行うとともに、若年者
の正規雇用に対して助成を行っております。労働者派
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遣法については、社会経済の動向や労働者等のニーズ
に対応すべく、国の審議会や研究会での議論等を踏ま
えて、数次にわたって改正が行われ、近年は、雇用安
定措置やキャリアアップ措置の義務化、不合理な待遇
差を解消するための規定の整備など、派遣労働者の保
護の観点から改正が行われているものと認識しており
ます。
　県としては、常用労働者が派遣労働者に代替される
ことの懸念等も踏まえ、雇用形態の動向を注視しつ
つ、引き続き正規雇用の拡大等に取り組んでまいりた
いと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　３、復帰50年事業につい
ての御質問の中の(2)、沖縄県史の普及についてお答
えします。
　沖縄県史の安価な普及版につきましては、発行する
ことが可能であるか研究してまいります。発行済みの
ビジュアル版につきましては、刊行から相当の年月が
経過し、著作権の許諾の関係上、再発行が難しくなっ
ております。現在、新たな資料の発見や研究も進んで
いるため、最新の研究成果を基にした新たなビジュア
ル版「沖縄戦」の編集に取り組んでいるところです。
英語版につきましては、新たなビジュアル版での刊行
を検討しております。映像版とネット版の普及につき
ましても、どのようなことが可能であるか研究してま
いります。
　同じく(4)、児童生徒への継承についてお答えしま
す。
　児童生徒が、戦後沖縄の社会状況や歴史を学ぶこと
は、重要なことと考えております。各県立高校では、
これまで、地理歴史科、公民科の授業や特別活動等に
おいて、戦後の沖縄の歴史について学んでおります。
今年は復帰50周年に当たることから、各学校では、
特設授業等を年間行事計画に位置づけ、沖縄戦から日
本復帰に至る過程について学ぶこととしております。
　県教育委員会としましても、参考資料を作成・配付
するなど、次代の沖縄を担う児童生徒が、主体的に社
会参画する態度の育成を支援してまいります。
　次に５、教育問題についての御質問の中の(1)、教
育基本法第16条についてお答えします。
　教育基本法第16条は、教育行政の在り方、役割を
規定しており、第１、第２、第３項において、国は、
教育に関する施策を総合的に策定して実施し、地方公
共団体は、その地域における実情に応じた教育に関す

る施策を策定して実施しなければならないとされてお
ります。第４項では、国及び地方公共団体は、必要な
教育予算を確保するなど財政上の措置を講じなければ
ならないとされております。
　同じく５の(2)、教員の時間外勤務等の実態につい
てお答えします。
　令和２年度の月80時間を超える長時間勤務者の全
職員に占める割合は、小中学校4.0％で前年度比1.5％
の減、県立学校2.7％で前年度比1.2％の減となってお
ります。令和２年度のメンタルヘルス相談件数は250
件で、前年度比80件の減、令和２年度の精神疾患に
よる休職者数は188人で、前年度比２人減、精神疾患
により休職後退職した者の令和２年度の人数は26人
で、前回調査の平成29年度比５人増となっておりま
す。
　同じく５の(3)、教職員の業務改善及び増員につい
てお答えします。
　県教育委員会では、沖縄県教職員働き方改革推進プ
ラン及び教職員の勤務実態調査結果等を基に、学校の
実情に応じた行事や会議等の見直し、合理的でかつ効
率的・効果的な部活動の推進、部活動指導員やスクー
ル・サポート・スタッフの配置等の取組を進めており
ます。教職員の増員につきましては、教職員定数の改
善を図るよう、全国都道府県教育長協議会等を通して
国に要望しているところであります。
　同じく(4)、公立の義務教育諸学校等の教育職員の
給与等に関する特別措置法についてお答えします。
　教育職員には、給特法に基づき教職調整額が支給さ
れる一方、時間外勤務手当等は支給されないこととさ
れており、この仕組みが、学校における勤務時間管理
の必要性の認識を希薄化させ、長時間勤務の抑制につ
ながっていないと、中央教育審議会等からも指摘され
ているところであります。
　県教育委員会としましては、同法の見直しについ
て、全国都道府県教育長協議会を通じ国に要望してい
るところであります。
　同じく(5)、特別支援教育のさらなる拡充について
お答えします。
　特別支援学校等に在籍する児童生徒が増加している
背景については、近年、特別支援教育の理解啓発が広
がったこと等が要因として考えられます。特別支援学
校については、令和４年４月に那覇みらい支援学校が
開校するほか、中部地区への新設校設置に取り組んで
まいります。また、小中学校の特別支援学級、通級指
導教室についても増加傾向にあり、教員の定数を確保
するなど、市町村教育委員会と連携して取り組んでい



– 134 –

るところです。
　県教育委員会としましては、引き続き、担当教員向
けの研修会を開催するなど、教員の専門性向上を図
り、特別支援教育の充実に努めてまいります。
　同じく(6)、30人学級の実現についてお答えしま
す。
　県教育委員会では、小学校１年生及び２年生で30
人学級、小学校３年生から中学校３年生まで35人学
級を実施しているところであります。県内の市町村立
小中学校全学年で30人学級を実施した場合について
試算すると、現在よりも、教室数は約600教室、教員
数は約700人必要となると見込んでおり、教室及び教
員の確保が課題となります。
　県教育委員会としましては、30人学級を含め少人
数学級について、国の加配定数を活用し実施してお
り、国の動向を注視してまいります。
　次に７、旧日本軍32軍壕の保存・公開についての
御質問の中の(4)、戦争遺跡の文化財指定についてお
答えします。
　戦争遺跡である第32軍司令部壕を文化財に指定す
るためには、壕の詳細な構造や遺物の存在について調
査を行い、評価する必要があります。しかし、本壕の
内部は崩落の危険性が高く、酸素の欠乏している箇所
もあることから、過去の調査でも一部の現状を確認し
たのみにとどまっております。今後、子ども生活福祉
部と連携しながら、同部が設置する委員会での議論と
調査の内容を踏まえ、文化財指定について検討してま
いります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　３、復帰
50年事業についての(3)、沖縄展の開催についてお答
えします。
　県では、本年７月から県立博物館・美術館におい
て、復帰の日を起点とした本県の発展と葛藤の歩みに
ついて、復帰当時の資料等の展示を通して振り返る沖
縄復帰後展を開催することとしております。また、琉
球王国時代以降の本県の歴史や文化を発信し再考する
契機として、国立博物館と共催し、東京・福岡・沖縄
の３か所で琉球をテーマとする特別展の開催を予定し
ております。そのほか、これらの概要動画をネット上
で配信するなど国内外への情報発信に努めてまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。

　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　７、旧
日本軍32軍壕の保存・公開についての御質問の中の
(1)、第５抗口周辺の土地取得についてお答えいたし
ます。
　第32軍司令部壕は、住民を巻き込んだ熾烈な沖縄
戦の残酷さとともに、平和の尊さを次世代に正しく伝
える上で重要な戦争遺跡であります。県では次年度、
現存する唯一の抗口である第５抗口周辺の早期の土地
取得に向けて、当該用地の鑑定に要する経費を計上し
ているところです。
　同じく７の(2)、早期公開に向けた取組についてお
答えいたします。
　現在開催している第32軍司令部壕保存・公開検討
委員会からも県民の声を受けて、早期公開を求める御
意見等をいただいております。県では、次年度からの
詳細調査の実施や第５抗口周辺の早期の土地取得と併
せて、沖縄戦の実相と教訓を正しく次世代に継承する
ため、デジタル技術を活用した壕内部の映像や詳細調
査などの情報発信にも取り組んでまいります。
　同じく７の(3)、第１抗口についてお答えいたしま
す。
　県では、本土復帰50年の節目となる令和４年度か
ら、第32軍司令部壕の壕内及び周辺の環境調査等に
取り組むこととしております。これまでの保存・公開
検討委員会においても、未発掘となっている第１抗口
の公開を望む御意見があることから、その位置特定に
向けて、地上から電磁波を照射して空洞や緩み等を確
認する地中レーダー探査等の調査を実施してまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　公安委員会委員。
　　　〔公安委員会委員　知念公男君登壇〕
○○公安委員会委員（知念公男君）　渡久地修議員の御
質問９、公安委員会としての全容解明、説明責任につ
いてお答えいたします。
　公安委員会といたしましても、警察官と接触した高
校生が右眼球破裂という重傷を負ったことについて非
常に遺憾に思っております。接触事案につきまして
は、随時、報告を受けるなど現状を把握しております
が、そのほか、先般は発生現場についても確認いたし
たところでございます。また、県警察における組織を
挙げての事案の全容解明に努めており、必要に応じて
適宜、県民等に対し情報を発信していくものと承知い
たしております。引き続き、本事案における対応につ
きまして、県警察が適切な処置を講じていくよう管理



– 135 –

してまいる所存でございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○○警察本部長（日下真一君）　９の再発防止と今後の
対応についてお答えいたします。
　県警察では、事案の重大性を踏まえ、警察本部主導
であらゆる可能性を視野に捜査を進めております。引
き続き、事案の全容解明に向けて捜査してまいるとと
もに、また、少年のケアについても大変重要でござい
ますので、適切に必要な対応を取ってまいります。ま
た、捜査によって明らかになった事実関係について、
引き続き必要に応じて、県民等に対して適切に情報を
発信してまいります。さらに、本件のような事案の再
発を防止するため、捜査等により明らかになった事実
に基づき、必要な措置を講じてまいる所存でございま
す。
　なお、本接触事案発生直後から、県警といたしまし
ては、私自身、直接各公安委員に報告するなどして公
安委員会に随時報告し、指導・助言を受けているとこ
ろであり、ただいま申し上げた一連の対応につきまし
ても、公安委員会の管理の下、適切に対応してまいり
ます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　それでは再質問したいと思います。
　まず基地問題について、復帰50年たちますけれど
も、その沖縄はどうなっているのか、世界から見てど
うなのかということで、米国防総省の資料などで今回
質問をさせていただきました。
　まず最初に、さっき質問の仕方が悪かったのか、米
軍人が減っている問題で、世界全体ではどれだけ減っ
ているのか。ドイツではどれだけ減っているのか、日
本ではどうなっているのかということをもう一度答弁
をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時16分休憩
　　　午後３時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　まず世界全体で米軍がどれくらい減っているかと
いうことにつきましては、2008年と2020年の比較で
お答えしたいと思います。全体で申し上げますと、
19万6524人の減でございます。これに対してドイツ
につきましては、4124人の減、韓国につきましては

412名の増、イタリアにつきましては546人の増、そ
れからイギリスについては345人の増となっておりま
して、一方、日本につきましては１万2652名の増と
なっております。
○○渡久地　修君　ちょっと休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時16分休憩
　　　午後３時17分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　世界全体で19万6524名減って、ド
イツが4124名減っている。日本は１万2652人、逆に
増えているという実態がありました。
　沖縄の米軍基地の面積、最新のもので幾らになりま
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時17分休憩
　　　午後３時17分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　今、私比較で申し上げ
る関係で、2020年版の基地構造報告によりますと、
在沖米軍基地の面積は、１万8933ヘクタールとなっ
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　それで、ドイツ、イタリア、イギリ
スの３か国、米軍基地の面積は幾らですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　ドイツ、イタリア、イギリスの３か国に所在する
米軍基地の面積の合計は、6736ヘクタールとなりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　今の答弁からすると、ドイツ、イタ
リア、イギリスの３か国の合計よりもこの小さな沖縄
一県の基地の面積が非常に大きいということになる。
これは、３か国合計の比較、何倍になりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　沖縄県の基地面積１万
8933ヘクタールに対しまして、先ほどのドイツ、イ
タリア、イギリスの合計は6736ヘクタールでござい
ますので、沖縄の基地面積では約2.8倍ということに
なります。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　沖縄に、ヨーロッパのドイツ、イタ
リア、イギリス３か国合計の2.8倍もの基地が集中さ
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せられている。それと、お隣の韓国の面積と沖縄県の
面積の比較と、韓国の基地と沖縄の基地の比較はどう
なりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　韓国の国土面積は、10万413平方キロメートルで
ございます。これに対しまして沖縄県の陸地面積は、
2282平方キロメートルであり、沖縄県の陸地面積
は、韓国の国土面積の約2.3％、約44分の１となって
おります。また、2020年版基地構造報告に掲載され
ている米軍基地の面積につきましては、韓国が１万
2283ヘクタールに対しまして沖縄県が１万8933ヘク
タールでございます。沖縄は韓国の約1.5倍というこ
とになります。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　これだけ小さな沖縄一県に、これだ
けの基地を集中させる。要するに世界的に見ても基地
が集中している、大きいということです。
　それで先ほど聞いた、米軍基地の資産価値というの
はどうなのかという点で、沖縄だけ言っていましたけ
れども、もう一度日本全体と沖縄の米軍基地の資産価
値について報告してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時20分休憩
　　　午後３時21分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　日本が約15.4兆円でございます。これに対しまし
て沖縄は、約5.5兆円でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　日本全体で15兆3615億円、沖縄が
５兆5308億円。この資産価値をアメリカがはじき出
しているけれども、海外での米軍基地の資産価値、上
位３つの基地、基地名と額、そして上位10位までの
基地名を教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　同じく基地構造報告
によりますと、まず嘉手納飛行場は資産価値が約150
億ドル、１ドル113円の換算で約1.7兆円であり、掲
載されている基地の中では最も高い値となっておりま
す。次いで、横須賀海軍施設が約133億ドルで約1.5
兆円、次に岩国飛行場が約131億ドルで約1.5兆円と
なっております。４位以下につきましては、順に韓国
のキャンプ・ハンフリー、日本の三沢飛行場、横田飛
行場、キャンプ瑞慶覧、キューバのグアンタナモ海軍

基地、ディエゴガルシアのディエゴガルシア海軍支援
基地、そしてドイツのラムシュタイン飛行場となって
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　知事、アメリカの報告書を見ると、
ずらっと日本の基地が並んでいるんです上位に。
　公室長、このアメリカの報告によって今嘉手納が世
界で断トツの１位なんだけれども、上位20位に沖縄
の基地はどこが入っているかということで、基地名と
資産額をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　世界で20位までの基地で、沖縄の基地名というこ
とでございますけれども、基地構造報告によります
と、資産価値の上位20位までの中に在沖米軍基地は
４つ含まれております。上から順に、嘉手納飛行場が
約１兆6900億円、キャンプ瑞慶覧が約8200億円、牧
港補給地区が約4700億円、キャンプ・ハンセンが約
3900億円となっております。
○○渡久地　修君　ちょっと休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時23分休憩
　　　午後３時24分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　嘉手納が１位、キャンプ瑞慶覧７
位、牧港補給地区14位、キャンプ・ハンセンが19
位。ずらっと沖縄の基地が上位20位に入っていると
いうことです。
　米本国以外の海外基地について、2007年から2020
年までに230か所減っている。ドイツ145か所減って
54.1％、イタリア34か所減で41％減、イギリス22か
所で48.9％減、日本は７か所5.6％でほぼ横ばいと。
駐留する米軍人は全体で19万6524名減って、ドイツ
が4124人減っているのに、日本は逆に１万2652人増
えていると。そして沖縄一県だけで、ドイツ、イタリ
ア、イギリスの合計の2.8倍の基地面積を擁して、韓
国の1.5倍。資産価値は沖縄県だけで５兆5800億円、
嘉手納が１兆6949億円、世界第１位。
　知事、沖縄の県民所得は復帰してから50年たって
いるのに全国最下位ですよ。最下位だけれども基地だ
けは世界で断トツのこんな資産価値のある基地になっ
た。そして台湾有事などで沖縄の基地はますます強化
されていると。これは異常でしかない。異常と言わず
何と言うのか。これはとんでもない。この沖縄の現実
というのはこういうものになっているということを
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しっかり捉え直して、今度建議書の問題とかいろいろ
議論されているけれども、これは私たちが言っている
んじゃないです。アメリカの報告書に基づいて今指摘
しているんです。知事の見解を聞きます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時26分休憩
　　　午後３時26分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　沖縄県民は、今から50年前、本土復帰によって米
軍基地も本土並みになるものと期待しておりましたけ
れども、依然として沖縄県には、全国の米軍専用施設
面積の70.3％が国土面積の0.6％の沖縄県に集中して
いるという状況にございます。この結果として、騒音
問題、それから水質汚染等の環境問題、米軍人・軍属
等による事件・事故は後を絶つことがありません。さ
らに普天間飛行場、嘉手納飛行場及び訓練場の周辺住
民におきましては、昼夜を問わない訓練により騒音や
排気ガスの悪臭等に苦しめ続けられております。沖縄
の基地負担はそういった意味でも異常であり、到底受
忍できるものではありません。沖縄県が本土復帰50
年という大きな節目を迎えるに当たり、日米両政府に
は目に見える形で沖縄の過重な基地負担の軽減に、解
消に努めていただく必要があるものがあるというふう
に考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　知事。これはやっぱり復帰50年を
迎えた沖縄の現実なんです。これは私たちの指摘では
なくてアメリカの報告書から見てこうなんです。だか
ら、50年たった現在のこの基地の異常な在り方につ
いて、知事の認識をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　今公室長からも答弁させて
いただきましたが、復帰から50年たつ沖縄には、本
土面積比較0.6％に70.3％の米軍専用施設面積が置か
れ続けているという異常な状態が続いております。そ
の基地あるがゆえの比率によって、当然事件・事故も
後を絶たない。騒音被害、水質汚染などにも表される
ように、いつどこでその実害が生じているのかという
ことについても全く調査ができない状況になっていま
す。そういう異常な状況は、やはり一刻も早く是正す
べきであるということをなお一層強く日米両政府に求
めていかなければならないというのが、現状の沖縄の
課題であり、国による重大な責任の放棄であると言わ

ざるを得ないと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　次に、那覇軍港の問題について、
ちょっと時間がなくなって後で時間があったら再質問
します。
　次に、県民の所得向上について、公契約条例につい
て、まず入札担当のところに聞きます。
　公契約条例ができたのが2018年。これは全国で６
番目ということで、私たちはこれは評価しているんで
す。ただ４年たった今、これを確実なものにしていく
ために今何をどう改善していくかというのが求めら
れていると思います。2020年度、県土建部発注工事
449億4300万、農林水産部142億6100万、これ発注
していますけれども、県は、公共工事発注の際に予定
価格を算出すると思うんです。当然そこには、就業人
員が何名か、労務単価を工種ごとにはじき出している
と思います。2020年度に県が発注した際の公共工事
の予定就業人員数と実際に就業した人の数をお聞かせ
ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　土木建築部が発注す
る工事におきましては、現状では予定数、実績数とも
確認をしておりません。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　農林水産部におきま
しても、土木建築部同様、確認されておりません。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　では、発注の際の労務単価は幾らで
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　令和３年度の労務単
価は、全職種平均で２万5625円となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時31分休憩
　　　午後３時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　先ほど土木建築部長
からもありましたように、農林水産部も同じ単価でご
ざいます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　この労務単価、県が発注したものが
下請、２次下請あるいは３次下請にいった場合、実際
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に支払ったこの労務費というものは幾らになります
か。教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　土木建築部が発注す
る工事におきましては、現状では各建設労働者の支払
い実績については確認しておりません。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　農林水産部が発注す
る工事においては、現状では建設労働者への支払い実
績は確認しておりません。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　ここにやっぱり改善するところがあ
ると思うんです。ここをしっかりやらないと、税金を
使うわけだから。他県ではこの問題を解決するため
に、しっかり報告を求めている事例があります。岩手
県、奈良県、愛知県の条例について、ここではどう扱
われているか報告してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、岩手、奈良、愛知のほうでそ
ういった報告義務を条例において規定しておりますの
で、該当する箇所を読み上げて説明したいと思いま
す。
　まず岩手県ですけれども、県が締結する契約に関す
る条例第８条、ここは「特定県契約に関する措置」と
いうことで、「知事は、この条例の施行に必要な限度
において、前条各号に掲げる事項の遵守の状況につい
て、規則で定めるところにより、特定受注者に対し、
報告を求めることができる」と。それから、奈良県で
すけれども、こちら奈良県公契約条例の第12条にな
ります。「賃金支払い状況等の報告」ということで、
「特定受注者は、規則で定める時期に、特定労働者に
支払った賃金の額、特定労働者に係る第６条第２号イ
からエまでに掲げる事項、特定公契約に係る事業につ
いて同号オに掲げる事項の遵守の状況その他規則で定
める事項（以下賃金支払状況等」という。）を知事に
報告しなければならない」と規定しております。それ
から愛知県ですけれども、こちらも愛知県公契約条例
において、第９条で「労働環境の整備が図られている
ことを確認するための措置」ということがあります。
「知事等は、規則又は企業管理規定で定める公契約の
相手方に対し、当該公契約に係る労働者等の適正な労
働条件の確保その他の労働環境の整備が図られている
ことを確認するため必要な措置を講ずるものとする」

ということで、条例に報告義務を規定しているところ
でございます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　もう大体明らかになってきたと思い
ます。やっぱり県民の税金を使って県が発注するわけ
だから、透明性の確保、説明責任を果たすと、そうい
う意味ではしっかり把握する。そのためには報告をし
てもらうと。条例に報告を求めるということが絶対に
必要だと思います。そして報告を求めて、次の入札の
ときの評価に、点数に加えればいいんですよ。ですか
ら、そこは絶対に報告を求めるということが必要だと
思います。いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　今議員提案の、工事
受注者のほうから建設労働者への支払い実績について
報告をいただいて、それを総合評価で加点するという
取組については、賃金改善ということで理解しており
ます。我々も議員の提案を含めて、効果的な取組を今
後検討していきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　知事、これは担当副知事でもいいん
ですけれども、これは県民所得向上の大きな一歩にな
ると私は思うんです。これは企業も業界も、それから
労働者も、皆に喜ばれるものだと思うんです。だから
ここはしっかり、今検討するということだったので、
報告を求めて、せっかく公契約条例を皆さんつくって
いるんだから、これはすばらしいことだから、改善す
べきは改善するということでぜひしっかり取り組んで
いただきたい。答弁をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○○副知事（照屋義実君）　労働環境の改善を図る法律
は、幾つも整備されてきているところでありますけれ
ども、この公契約条例につきましてもその一つだとい
うふうに理解をいたしております。ただこの条例を制
定してもう４年になるわけでありますけれども――い
や４年しかまだなっていないと言ったほうがいいで
しょうか。産業界はどの業種にかかわらずやっぱり元
請の下には下請がいるわけでありまして、そして孫
請、ひ孫請というふうに多重構造となっております。
したがって、契約する場合に発注者と受注者の間で契
約をするというようなことになっているわけですが、
受注者の中でチェックしていくというふうなことがで
きるわけですけれども、それからさらにその下の孫
請、ひ孫請のほうにどういうふうに渡っていくかとい
うことについては、なかなか監視、チェックしようが
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ないというのが実情でありまして、その点がなかなか
この規制型に踏み切れていけないということの課題に
なっているだろうというふうに私は認識しておりま
す。
　したがって、その辺の問題を他県がどのように実効
性を担保するような仕組みをつくっているか、この辺
の研究が必要だろうと思っておりまして、これは産業
界、企業の皆さんにおいても、中小企業の経営改善等
も含めて課題としていただきながら、この公契約条例
に関してお互いに向き合っていくことが必要であろう
というふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　副知事、せっかく部長が検討すると
言っているのに。これは検討する、みんな喜んでいる
んだから、そんなできない理由を言ったら駄目です
よ、できない理由を。どうやれば改善するのかという
ことなんだから。一緒にやってください。ぜひお願い
します。
　次、教育問題について。
　過労死ラインを超える残業について、先ほどパーセ
ントだけだったんですけれども、小・中・高校の人数
を報告してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　小中学校は合計になりますけれども、小中学校で
4596人。これは令和２年度、月80時間以上の長時間
勤務です。県立学校で1879人となっております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　これだけの人たちが過労死ラインを
超えているんです。これは異常事態だということだと
思います。
　それから特別支援学級。沖縄県は2016年から児童
１人でも特別支援学級が設置できるようにしたという
ことで、これも大変頑張っていると思うんですけれど
も、2016年から特別支援学級と通級指導教室がどれ
だけ増えたのかというのを教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時39分休憩
　　　午後３時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　まず特別支援学級ですけれども、2016年度からで
すので平成28年度になりますか。平成28年度が819
教室、29年度が974教室、平成30年度が1101教室、

令和元年度が1266教室、令和２年度が1432教室、令
和３年度が1559教室で、特別支援学級対象の児童数
に応じて学級が設置されているところでございます。
また通級指導教室につきましても、平成28年度が50
教室、29年度が63教室、30年度が70教室、令和元年
度が88教室、令和２年度が103教室、令和３年度が
121教室で、同様に対象児童の状況に応じて教室が設
置されているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　教育長、こういうふうに特別支援学
級が増えて、これは大いに評価しているんですけれど
も、やっぱり現場はそれでも大変なんです。だから学
級の８名定員を６名にするとか、いろんな教材をしっ
かりと確保するとか、この辺の支援はしっかりやって
ください。これを指摘しておきます。
　次に、御茶屋御殿ですけれども、御茶屋御殿の件で
さっき調査費がついたということも言われていまし
た。調査費は幾らで、次年度どのようなことをやろう
としているのか教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　令和４年度に約500
万を予算化の予定でございます。その予算につきまし
て、今回開かれるワーキンググループにて検討が具体
化するような事業化の可能性調査等を行う予定でござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　これ今回大きな前進だから、ぜひ実
現できるようにやってください。
　最後に、32軍壕について知事にお尋ねしますけれ
ども、32軍壕も知事が現場視察をして、知事の決断
でかなり大きく一歩を踏み出したと。それと50年事
業でも取り組むということなんだけれども、土地の取
得、公開それから第１坑口の発見とか、一つは知事、
５月15日が復帰の日、それから次６月23日慰霊の日
なんです。そこまでには、しっかり前進したというこ
とが報告できるように、僕は、大変だけれども職員の
皆さんも頑張って知事も一緒に頑張っていただきたい
んですが、いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　32軍司
令部壕第５坑口の鑑定料について、次年度の当初予算
にのせていただいているところでございます。土地の
取得に関しましては、鑑定結果を踏まえて、できる限
り早期にまた予算を確保して、取得に取り組んでま
いりたいと考えております。５月15日、６月23日と
いった日付をお示しいただいているところではござい
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ますが、その鑑定結果等も踏まえまして、早期の取得
に向け取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　知事、最後にこの建議書、屋良さん
のときの建議書、やっぱり今日の質問も含めて、これ
からみんなが質問していることも含めて、建議書には
沖縄の現状をしっかりと書き込んで、県民の願い、戦
争の実態なども含めた、そういう建議書にしていただ
きたいというふうに思いますが、最後に知事の決意を
お聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　やはり屋良建議書には、新
生沖縄像が描かれており、沖縄県民が望む自分たちで
勝ち取る将来の姿が網羅されているものというように
受け止めております。その復帰50年を経た現状にお
いて、しっかりと比較検証を行い、たくさんの方々の
意見を伺った上で、建議、宣言としてどのように取り
まとめていくかしっかりと検討していきたいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時45分休憩
　　　午後４時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き代表質問を行います。
　玉城ノブ子さん。
　　　〔玉城ノブ子さん登壇〕
○○玉城　ノブ子さん　日本共産党の玉城ノブ子でござ
います。
　日本共産党県議団を代表いたしまして、質問を行い
ます。
　１、子供の貧困対策について。
　沖縄県は2016年１月、全国に先駆けて子供の貧困
率を推計した結果、子供の貧困率が29.9％で、全国
16.3％の約1.8倍であることが明らかになり、2016
年３月、沖縄県子どもの貧困対策計画を策定し、同計
画に基づく子供の貧困対策を推進するため、30億円
の沖縄県子どもの貧困対策推進基金を設置するととも
に、沖縄子どもの未来県民会議を設置し、県民運動と
して対策に取り組んできております。しかし、困窮世
帯の割合の改善状況は十分とは言えず、解決しなけれ
ばならない課題は残されております。玉城デニー県政
の下、新たな子どもの貧困対策計画の素案が出されま
した。県の子どもの貧困対策計画では、社会の一番の
宝である子供たちが、現在から将来にわたって、その
生まれ育った環境によって左右されることなく、夢や
希望を持って成長していける、誰一人取り残さない優

しい社会の実現を目指すことが基本理念として位置づ
けられております。実現を目指して頑張っていただき
たいということを申し上げて、質問をいたします。
　(1)、全国に先駆けて翁長県政で始め、デニー県政
で拡充した子供の貧困対策は子供たちや県民に希望を
与えております。子どもの貧困対策推進基金に60億
円を確保し、継続、拡充する知事の決意を伺います。
　(2)、就学前までだったこども医療費の窓口無料化
を一気に中学校卒業までに拡大した知事の英断を大い
に評価いたします。県民から期待の声が上がっていま
す。対象年齢拡大の意義と期待される効果について伺
います。
　(3)、こども医療費の窓口無料化の完全実施のため
に市町村への支援を行うこと。国に対して制裁（ペナ
ルティー）を止めるように求めることについて伺いま
す。
　(4)、中高校生のバス・モノレール通学費無料化の
実績と拡充について伺います。
　(5)、ヤングケアラーの実態調査、支援と条例制定
について伺います。
　(6)、子供の貧困対策で、特にひとり親世帯の現状
は大変厳しいものがあります。ひとり親世帯の実態は
どうなっていますか。これまで県が取り組んできた対
策と今後の支援について伺います。
　(7)、０歳から17歳までの子供を育てる世帯調査、
沖縄子ども調査の結果について伺います。
　(8)、就学援助制度の拡充への取組を伺います。制
度の周知徹底に大きな成果を上げていたテレビコマー
シャル等の広報事業を新学期に向けて急いで再開させ
るべきであります。見解を伺います。
　２、コロナ感染から県民の生命と暮らし、医療、教
育を守ることについて。
　コロナ感染から県民の命を守るために必死に奮闘さ
れている医療機関、保健所、県コロナ対策本部等の関
係機関と全ての関係者の皆さんに心からの敬意を表
し、質問をいたします。
　(1)、医療崩壊を防ぐために県が実施をしてきた対
策と教訓、課題について伺います。
　(2)、ワクチン接種、ＰＣＲ検査と医療体制の拡大
について。
　ア、３回目ワクチン接種を迅速に進め、水際対策、
ＰＣＲ検査を拡充することが求められております。県
の取組と市町村への支援、今後の計画について伺いま
す。
　イ、抗原検査キットを県民に無料配布するよう国に
求めることについて、見解を伺います。
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　ウ、医療体制の強化、療養施設確保、臨時医療施設
の設置を要請してきましたが、設置の状況はどうなっ
ていますでしょうか。
　エ、自宅療養を余儀なくされている陽性者への支援
について伺います。
　オ、発熱外来の体制支援、診療報酬の引上げなど、
医療機関への十分な支援を国に求め、保健所の恒常的
な職員増など体制強化を進めることについて伺いま
す。
　(3)、経済対策と県民生活への支援について。
　ア、沖縄県観光振興基金積立事業の目的と意義につ
いて伺います。
　イ、新型コロナウイルス感染症の影響で打撃を受け
た観光業をはじめとする各種産業への県の支援につい
て伺います。
　ウ、新型コロナウイルス感染症の影響により生活が
困窮した世帯に対する支援について伺います。
　エ、事業復活支援金を少なくとも持続化給付金並み
に増額し、審査の改善、体制の拡充、迅速化を図るよ
う国に求めるべきであります。見解を伺います。
　(4)、教育現場での感染予防策と学びの保障につい
て。
　ア、児童生徒や教職員等の感染状況、学級閉鎖や臨
時休校等の影響、オンライン授業の実施状況を伺いま
す。
　イ、10代と10代未満の子供の感染状況の見解を伺
います。
　ウ、感染拡大防止のために、教員の負担にならない
ように体制を強化し、早期に学校ＰＣＲ検査の再開が
必要ではないでしょうか。見解を伺います。
　(5)、米軍基地を提供している政府の責任で感染対
策を実施すること。
　ア、米軍は米兵の検査なし入国を、昨年の９月には
日本政府に伝えていたことが発覚をいたしました。そ
のときに対策を取らなかった水際対策の大穴が、沖縄
での感染拡大を招いたのではないでしょうか。見解を
伺います。
　イ、米軍基地は日米地位協定で日本の検疫法が適用
されず、昨年の９月以降、日本に入国する際の出国前
検査を取りやめ、米軍基地内でクラスターが発生し、
感染を広げ、県民の健康や命を脅かす事態になってい
ます。玉城デニー知事も、日米両政府に対し、県民が
抱える不安や危機感を伝え、感染症が収束するまでの
異動停止や水際対策の徹底、キャンプ・ハンセンの全
ての軍人等へのＰＣＲ検査の実施等について強く求め
ておりました。しかし、感染拡大防止策は取られるこ

となく沖縄中に感染が広がりました。本当に許せませ
ん。日米地位協定を抜本的に改定し、入管法及び検疫
法などの国内法を米軍に適用するよう、国に求めるこ
とについて、知事の所見を伺います。
　ウ、入国後も全ての軍関係者のＰＣＲ検査を実施
し、感染者数等の情報提供、開示を国に求めることに
ついて、知事の所見を伺います。
　エ、米軍人の基地外への外出禁止を継続するよう求
めることについて見解を伺います。
　３、辺野古新基地建設と土砂採取について。
　辺野古新基地建設の是非を問う県民投票では、
72％の県民が反対の民意を示しました。県民投票か
ら３年が経過した今日においても、政府は県民の民意
を無視し、辺野古新基地建設を強行しています。断じ
て容認できません。埋立土砂の７割以上を糸満市をは
じめ、南部地域からの遺骨の混じった土砂を使うこと
が明らかになり、県民をはじめ、全国で大きな怒りが
広がっています。戦没者の血が染み込み、遺骨が眠る
土砂を、辺野古新基地建設のための埋立てに使うこと
は人道上も許されません。知事の所見を伺います。
　４、ジェンダー平等社会の実現へ。
　女性差別撤廃条約の採択から43年。日本政府は
1985年にこれを批准しながら、具体化・実施にまと
もに取り組んでおりません。男女賃金格差の縮小も、
選択的夫婦別姓への法改正も、繰り返し国連の女性差
別撤廃委員会から是正勧告を受けたにもかかわらず、
具体的な対応がなされてきませんでした。コロナ危機
を経て、ジェンダー平等を求める国民の声は劇的に高
まっております。
　(1)、男女の賃金格差について、沖縄県の実態調査
を実施し、格差の是正に取り組むことについて知事の
所見を伺います。
　(2)、選択的夫婦別姓制度の法制化を国に求めるこ
とについて見解を伺います。
　(3)、沖縄県としてパートナーシップ制度を導入
し、同性婚を認める民法改正を国に求めることについ
て見解を伺います。
　(4)、国連は政策決定等、政治や公的な活動へ参画
する女性の比率を2030年に向けて50％を目指してい
ます。地方自治体で見ると、2021年時点で課長職以
上の管理職における女性の人数と割合は政令市を含む
市町村が15.8％、都道府県で11.1％で増加傾向では
ありますが、2003年に政府が掲げた、2020年までに
30％という目標には大きな開きがあります。審議会
等委員会では40.7％、専門委員では30.3％となって
います。女性の社会参加を促進するとともに、県の管
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理職や審議会などへも積極的に目標を持って取り組む
ことについて、現状はどうなっているか。今後の目標
と計画について伺います。
　(5)、コロナ禍でＤＶ被害の状況はどうなっている
でしょうか。被害者を守るための対策について伺いま
す。
　５、農林水産業の振興について。
　(1)、新規就農者支援事業の概要について伺いま
す。
　(2)、県民が要求し続けてきた高度衛生管理型荷さ
ばき施設が、漁業の町、糸満市に10月から開設され
ることになりました。大きな期待の声が上がっていま
す。それに伴って設置される糸満市への高度衛生管理
型荷さばき施設整備事業の進捗について伺います。
　(3)、軽石被害で漁業にも大きな影響が出ました。
漁民の仕事と暮らしを守るために、資材・燃料への支
援について伺います。休業補償を国に求めることにつ
いて見解を伺います。
　(4)、沖縄県農作物の種苗の生産に関する条例の目
的と今後の取組について伺います。
　６、県営住宅の連帯保証人がなくてもよいと条例改
正がなされておりますが、現在の入居者にも適用すべ
きであると思います。見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　玉城ノブ子議員の御質問に
お答えいたします。
　１、子供の貧困対策についての御質問の中の(1)、
子どもの貧困対策推進基金についてお答えいたしま
す。
　子どもの貧困対策推進基金は、就学援助の充実や放
課後児童クラブ利用料の負担軽減など、子供の貧困対
策を推進する大きな力になったものと考えておりま
す。子供の貧困対策については、一過性のものとせ
ず、継続的に推進していく必要があることから、今
般、この基金を積み増しして60億円とし、就学援助
の充実など市町村支援を継続するとともに、ヤングケ
アラーや若年妊産婦の支援などに新たに取り組むこと
としております。社会の一番の宝である子供たちが、
その生まれ育った環境によって左右されることなく、
夢や希望を持って成長していける誰一人取り残さない
優しい社会の実現を目指し、引き続き取り組んでまい
ります。
　次に(2)、こども医療費助成制度拡充の意義と効果
についてお答えいたします。
　沖縄県では、こども医療費助成制度の対象年齢の拡

大に取り組んできたところ、県内各市町村の御理解を
いただき、令和４年４月から県内全ての市町村におい
て、通院対象年齢の中学校卒業までの拡大と現物給
付、いわゆる窓口無料化が実施される運びとなりまし
た。これにより、子供の疾病の早期発見、早期治療を
促進し、子供の健全な育成が図られるとともに、経済
的理由で受診を控えることがあった世帯においても、
必要な医療を受けることができることから、子供の貧
困対策にも寄与するものと考えております。
　沖縄県としましては、今後とも、こども医療費助成
制度をはじめ、子供の健全育成及び子育て支援にしっ
かり取り組んでまいります。
　次に３、辺野古新基地建設と土砂採取についての
(1)、辺野古新基地建設と土砂採取についてお答えい
たします。
　辺野古新基地建設については、軟弱地盤の存在が
判明し、提供手続の完了までに約12年を要するとさ
れ、さらに、今般の変更承認申請が公有水面埋立法に
照らした厳正な審査の結果、不承認となり埋立工事全
体を完成させることがより困難な状況となりました。
　沖縄県としては、常に申し上げておりますが、普天
間飛行場の一日も早い危険性の除去につながらないこ
とが明確となった辺野古新基地建設は、直ちに断念す
るべきであると考えております。政府は、戦没者の遺
骨が残されている可能性がある場所から採取した土砂
の使用について、明確には否定しておりませんが、悲
惨な戦争を体験した県民や国民、御遺族の思いを傷つ
けるようなことは、絶対にあってはならないと考えて
おります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　１、子供の貧困対
策についての御質問の中の(3)、こども医療費助成制
度についてお答えいたします。
　こども医療費助成制度の拡充に伴う市町村の現物給
付、いわゆる窓口無料化の実施に当たっては、国民健
康保険の国庫負担金減額調整措置、いわゆるペナル
ティーが課題となっていたことから、市町村を支援す
るため、令和４年度当初予算において、減額調整額に
対する補助事業約4600万円を計上しているところで
す。
　県としましては、国民健康保険の国庫負担金減額調
整措置の廃止と、子供の医療に関わる全国一律の制度
の創設について、全国知事会等を通じて引き続き国に
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要請してまいります。
　次に２、コロナ感染から県民の生命と暮らし、医
療、教育を守ることについての御質問の中の(1)、医
療崩壊を防ぐための対策等についてお答えいたしま
す。
　県では、一般医療も含めた医療提供体制を確保する
ため、重点医療機関におけるコロナ用病床の確保に加
えて、宿泊療養施設の確保、後方支援医療機関におけ
る転院受入れ体制の整備、病床逼迫時の入院待機施設
の設置、自宅療養者の健康観察体制の強化等の対策を
講じてまいりました。
　県としては、これまでの経験を踏まえ、平時からの
医療機関との連携体制や、宿泊療養施設及び入院待機
施設の確保が重要と考えており、引き続き関係機関と
連携を図りながら、医療提供体制の維持、強化に努め
てまいります。
　同じく２の(2)のアのうち、追加接種、市町村支援
及びＰＣＲ検査の取組等についてお答えいたします。
　追加接種については、県広域ワクチン接種センター
３か所において、２回目接種から６か月以上経過し
た18歳以上の全ての方を対象としており、エッセン
シャルワーカーを含めた、あらゆる職種に対する接種
を進めているところであります。また、市町村におけ
る追加接種が円滑に進められるよう、県はワクチンの
配分及び医療従事者の確保等の調整を行うなど、市町
村の支援に努めております。
　ＰＣＲ検査については、中部地区に引き続き、南部
地区接触者ＰＣＲ検査センターを新設したほか、金武
町、本部町、名護市、宮古島市等における臨時のＰＣ
Ｒ検査センターを設置するとともに、高齢者検査枠を
優先して確保するなど体制強化を行っているところで
あります。
　同じく２の(2)のイ、抗原検査キットの無料配布に
ついてお答えいたします。
　抗原検査キットについては、高齢者施設、保育施
設、医療機関等への配付を行っており、症状がある場
合の検査に使用することが可能となっております。ま
た、県民の方は、薬局において薬剤師からの説明を受
けた上で購入することが可能となっておりますが、広
く無料で配布することについては、検査キットの取扱
いに注意が必要であるため、慎重に検討する必要があ
ると考えております。
　同じく２の(2)のウ、医療体制の強化、療養施設の
確保等についてお答えいたします。
　県では、医療提供体制の維持、強化のため、重点医
療機関におけるコロナ用病床の確保、後方医療機関

における転院受入れ体制整備拡充等を行っておりま
す。宿泊療養施設については、那覇・南部地域に６施
設、中部、北部、宮古、八重山地域に各１施設の合計
10施設を借り上げて1180室を運用しております。ま
た、今後の流行に備え、宿泊療養施設と事前協定を締
結し、881室を確保済みであり、必要に応じて稼働す
る予定です。臨時の医療施設については、那覇市内に
新たに入院待機施設を整備し、２月に50床を稼働し
ており、３月中にさらに50床を増床し、100床を確
保する予定となっております。
　同じく２の(2)のエ、自宅療養者への支援について
お答えいたします。
　自宅療養者については、県コロナ対策本部において
毎日の健康観察を実施するとともに、パルスオキシ
メーターを配付しているほか、家族や知人の援助が難
しく、独自で食料等の調達ができない方に対しては、
配食支援サービスを実施しております。さらには、市
町村との情報共有や各市町村の支援内容を案内するな
ど、安心して自宅療養できるよう努めております。
　同じく２の(2)のオ、保健所の体制強化等について
お答えいたします。
　発熱外来を実施する診療・検査医療機関に対して
は、国において感染防護資材を支援しているほか、発
熱患者等の外来診療について診療報酬を加算する特例
措置が令和３年度末まで臨時的になされております。
また、令和４年度診療報酬改定に向け、諮問機関より
厚生労働大臣に改定内容が答申されており、感染対策
を行う診療所への診療報酬の加算の新設も含まれてお
ります。保健所体制の強化については、県管轄の５
保健所において、令和４年度に19名の職員定数を増
加しており、その内訳は事務職７名、保健師12名と
なっております。さらに、感染拡大に対応するため、
保健所の応援体制の強化にも努めていきたいと考えて
おります。
　同じく２の(4)のイ、子供の感染状況についてお答
えいたします。
　県内における２月14日から20日までの１週間の
新規陽性者のうち、10代以下が全体に占める割合は
34.4％となっており、特に10歳未満が18％と最大の
割合を占めております。また、小学生と中学生におけ
る推定感染経路では家庭内感染が最も多く、その次は
友人からの感染となっております。
　県としましては、引き続き早期に感染者を把握する
ための検査体制の拡充と基本的な感染対策の周知に取
り組んでまいります。
　同じく２の(4)のウ、教員の負担軽減と学校ＰＣＲ
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再開についてお答えいたします。
　学校ＰＣＲ検査については、陽性者が発生した場
合、クラス単位での検査を実施しておりましたが、感
染の急激な拡大に伴い、検査に時間を要したため、現
在、濃厚接触者を対象として実施しているところで
す。今後、学校ＰＣＲ検査の接触者を含めた運用の早
期再開に向け、委託体制や運営方法の見直しを図るな
ど、関係機関と連携し、学校現場の負担軽減に取り組
んでまいります。
　同じく２の(5)のア、米軍の水際対策についてお答
えいたします。
　在沖米軍基地では、令和３年12月初旬、部隊異動
により米本国からＰＣＲ検査を受けずに沖縄の米軍基
地に来た部隊から感染が拡大したものと認識しており
ます。沖縄県では、12月16日まで、市中ではオミク
ロン株は検出されませんでしたが、12月17日に基地
関係者より県内１例目が確認され、その後は基地関係
者を中心に発生が続き、年末にかけて感染経路不明の
オミクロン株陽性者が急増し、同時期に米海兵隊の
キャンプ・ハンセンでも感染者が拡大しました。基地
関係者のゲノム解析を基に、国立感染症研究所の協力
を得て作成したオミクロン株のリンク図からは、在沖
米軍基地から市中へと感染が広がっていることが推測
されたことから、米軍基地が発端となった可能性が極
めて高いものと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　１、子供の貧困対策につい
ての御質問の中の(4)、中高生バス・モノレール通学
の無料化についてお答えします。
　県では、住民税所得割非課税世帯等の高校生を対象
として、令和２年10月１日からバス・モノレール通
学費の無料化を開始し、令和３年度からは、高校生
に加え、通学区域が全県域の中学校の生徒まで対象
を拡げ実施しております。認定を受けている方は、
１月31日現在で4419名、令和３年度の費用は約４億
1000万円を見込んでおります。令和４年度は、在籍
校が出席扱いとするフリースクールに通学する生徒ま
で対象を広げ、経済的負担の軽減を図っていく計画で
あります。
　同じく(8)、就学援助の拡充への取組についてお答
えします。
　県教育委員会では、就学援助制度の充実に向け、市
町村担当者会議において、先行事例を紹介するなどの
情報共有を通して制度の拡充を促しております。ま

た、周知広報については、テレビ広報番組うまんちゅ
広場やラジオ県民室など県の広報媒体を活用した周知
を行うとともに、各市町村と連携し、児童生徒にチラ
シを配布しております。今後とも、援助を必要とする
児童生徒に必要な支援が届くよう、市町村と連携を図
りながら、制度の適切な実施に努めてまいります。
　次に２、コロナ感染から県民の生命と暮らし、医
療、教育を守ることについての御質問の中の(4)の
ア、学校における感染状況及びオンライン授業等につ
いてお答えします。
　令和４年１月から２月14日までの公立学校におけ
る新型コロナウイルス感染者数は、児童生徒4181
人、教職員402人であります。また、令和４年２月
９日時点、学級閉鎖や学年閉鎖を行っていたのは80
校、休校は１校となっております。まん延防止等重点
措置期間中のオンライン活用状況については、小中学
校は約９割、高等学校は約９割、特別支援学校は約８
割となっております。学習の遅れに対しましては、学
習内容を重点化し、効果的・効率的な指導の工夫や補
習授業等を行っているところです。
　なお、感染不安などにより登校できない児童生徒に
対しては欠席扱いとはせず、オンライン等を活用した
学習支援に努めております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、子供
の貧困対策についての御質問の中の(5)、ヤングケア
ラーの調査結果、支援及び条例制定についてお答えい
たします。
　学級担任を対象にアンケートを実施したところ、ヤ
ングケアラーと思われる子供は1088人、うち学校生
活に影響が出ている子供は523人でありました。次年
度は、児童生徒を対象とした実態調査や、ヤングケア
ラーなど困難を抱える家庭への訪問支援、関係職員向
け研修を実施することとしております。子どもの権利
尊重条例は、全ての子供は、その尊厳にふさわしい生
活を保障される権利を有すると規定しており、育つ権
利や教育を受ける権利の侵害が懸念されるヤングケア
ラーへの支援についても、同条例を踏まえ取り組んで
いく必要があると考えております。
　県としましては、引き続き、教育、保健、医療など
関係部局と連携し、今後の支援の在り方を検討してい
きたいと考えております。
　同じく１の(6)、ひとり親家庭の実態と対策等につ
いてお答えいたします。
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　子育てと生計維持を一人で担うひとり親家庭では、
就業や育児、住居等、日常生活全般にわたり様々な困
難があると認識しております。このため、県では、保
育や医療の負担軽減や、住宅・就労支援などに取り組
んでまいりました。また、養育費については、これま
での法律相談や同行支援に加え、令和４年度から新た
に公正証書等の作成費用の補助等を実施することとし
ております。
　県としましては、引き続き、ひとり親家庭の生活の
安定と自立に向けて取り組んでまいります。
　同じく１の(7)、沖縄子ども調査の結果についてお
答えいたします。
　県では、今年度、０歳から17歳の子供がいる保護
者を対象とした生活実態等の調査を実施しました。現
在、調査結果を取りまとめているところですが、０歳
から17歳の子供がいる世帯の困窮世帯の割合は、暫
定値で23.2％となっており、依然として本県の子供
たちの生活環境は厳しい状況となっております。ま
た、小学校５年生及び中学校２年生の児童生徒及びそ
の保護者を対象とした調査を併せて実施しており、全
体の調査結果の公表は、令和４年４月以降を予定して
おります。
　次に２、コロナ感染から県民の生命と暮らし、医
療、教育を守ることについての御質問の中の(3)の
ウ、生活困窮世帯への支援についてお答えいたしま
す。
　県及び市では、新型コロナウイルス感染症の影響に
より生活が困窮した世帯に対して、自立相談支援機関
において相談支援を行っているほか、住居確保給付金
の特例給付や特例再支給、緊急小口資金等の特例貸付
けなどを実施しております。また、昨年７月に創設さ
れた新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
については、今般申請期間が延長され、再支給が可能
となるなど支援が拡充されたところです。
　県としましては、引き続きこれらの制度を活用し、
生活に困窮する世帯への適切な支援に取り組んでまい
ります。
　次に４、ジェンダー平等社会の実現についての御質
問の中の(2)、選択的夫婦別姓制度の法制化について
お答えいたします。
　選択的夫婦別姓制度については、国の第５次男女共
同参画基本計画において、「国民各層の意見や国会に
おける議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏ま
え、更なる検討を進める」とされています。また、令
和２年度に実施した県民意識調査では、同制度に賛成
との回答は49.2％となっているところです。

　県としましては、国の動向や県民各層の議論を注視
するとともに、性別に関わりなく、個性や能力を十分
に発揮することができる社会の実現に向け取り組んで
まいります。
　同じく４の(3)、パートナーシップ制度導入や同性
婚についてお答えいたします。
　県では、全ての県民の尊厳をひとしく守り、互いに
尊重し合う共生の社会づくりを目指して、沖縄県性の
多様性尊重宣言を昨年３月に発表し、周知・啓発活動
や専用相談窓口の設置などに取り組んでいるところで
す。パートナーシップ制度については、宣言を実効性
のあるものとするため県内市町村と情報を共有し、意
見交換をしてまいりたいと考えております。同性婚に
ついては、司法の場において議論がなされているとこ
ろであり、その動向について引き続き注視してまいり
ます。
　同じく４の(4)のうち、県の審議会等における女性
委員の登用についてお答えいたします。
　令和３年４月時点の県の審議会等における女性委員
の割合は、審議事項に係る専門分野や関係団体等の代
表者に女性が少ない現状も影響し、30.7％となって
おり、第５次沖縄県男女共同参画計画で目標として定
めた40％には届かなかったところです。
　県としましては、令和４年度からスタートする第６
次沖縄県男女共同参画計画の下、改選時の事前協議や
関係団体への女性候補者の推薦依頼等に取り組み、令
和８年度までに目標の40％を達成できるよう、引き
続き女性の政策・方針決定過程への参画促進に努めて
まいります。
　同じく４の(5)、ＤＶ被害の状況と対策についてお
答えいたします。
　配偶者暴力相談支援センターにおける令和３年度の
12月末時点におけるＤＶ相談件数は、1939件と前年
度の同時点と比較し432件、約30％の増となってお
ります。このため、県においては、女性相談所の体制
強化や相談機関のさらなる周知に努めているところで
す。今後も引き続き、関係機関と連携し、ＤＶ被害者
の早期発見及び迅速・適切な対応に努めてまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　２、コロナ
感染から県民の生命と暮らし、医療、教育を守ること
についての(2)のアのうち、水際対策の取組と今後の
計画についてお答えします。
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　島嶼地域である本県においては、来訪前の陽性者の
特定が重要であることから、出発前の検査体制の整備
等を国に要請しております。県の要請等を受け、１月
20日から２月28日までの間、羽田空港等と沖縄県内
の空港を結ぶ便の搭乗者に対し、国が無料のＰＣＲ等
検査を実施しております。今後、春休みシーズンを迎
え、本土との人の往来が活発になることが見込まれる
ことから、３月以降も当面の間、同検査を継続してい
ただくよう国に要請したところ、今般、検査期間が３
月31日まで延長されることとなりました。また、県
内空港においても、感染が拡大した昨年12月から検
査枠を拡充するとともに、検査運用時間の延長、検査
結果の早期通知などに取り組んでいるところであり、
引き続き水際対策の強化を図ってまいります。
　同じく２の(3)のア、沖縄県観光振興基金の目的と
意義についてお答えします。
　県では、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を
図る取組を実施するために基金の創設を検討してまい
りました。新型コロナの影響が長期化している状況に
ある中、感染状況や観光業界の実情に対応して機動的
かつ柔軟に事業を実施する必要があることから、沖縄
県観光振興基金を創設するものであります。県では、
基金を活用し、人材育成と観光旅客の受入れ体制の充
実強化等を図り、滞在型観光の推進や観光産業の高付
加価値化など質の向上による沖縄観光のさらなる発展
に取り組んでまいります。
　同じく２の(3)のイ、観光関連産業等への県の支援
についてお答えします。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた各産業へ
の支援につきましては、令和３年度において、観光関
連事業者等応援プロジェクトを実施しており、国の月
次支援金を受給した県内事業者に対して、最大30万
円の給付を２回実施しております。また、令和４年度
においては、売上げが30％または50％以上減少し、
国の事業復活支援金を受給した県内事業者に対して、
最大50万円を給付するおきなわ事業者復活支援金で
支援することとしています。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　２、コロナ感染から
県民の生命と暮らし、医療、教育を守ることについて
の(3)のエ、事業復活支援金の給付に関する国への要
請についてお答えいたします。
　事業復活支援金は、地域・業種を問わず、幅広い事
業者に対して給付され、中小事業者等の事業継続・回

復に資するものとなっております。県では、その支援
額の増額、売上減少率の要件緩和、提出書類の簡素
化、審査の迅速化及び相談体制の強化等について、全
国知事会を通じて、国に要望しております。
　次に４、ジェンダー平等社会の実現についての
(1)、男女の賃金格差についてお答えいたします。
　県では、厚生労働省が毎年実施する賃金構造基本統
計調査により、本県労働者の年齢や性別等と賃金との
関係の実態を把握しているところであります。労働者
が性別を理由に差別されることなく、その能力を十分
に発揮できる雇用環境を整備することは重要と考えて
おります。
　県としましては、性別を理由とする賃金格差など男
性と比べて不利益を受けやすい立場にある女性労働者
の労働環境の改善を図るため、男女の機会均等や女性
の就業継続に資する取組を引き続き実施してまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　２、コロナ感染から県
民の生命と暮らし、医療、教育を守ることについての
(5)のイ、米軍への国内法の適用についてお答えいた
します。
　日米地位協定においては、米軍に原則として国内法
の適用がないため、県では、平成29年９月に日米両
政府に対し人、動物及び植物に対する検疫並びに人の
保健衛生に関して、国内法を適用する旨を明記するこ
となど、日米地位協定の見直しに関する要請を行って
おります。また、昨年12月23日の軍転協要請におい
ては、在沖米軍における新型コロナウイルス感染症対
策に関し、検疫について国内法を適用する等、日米地
位協定の抜本的な見直しを求めております。
　県としては、引き続き全国知事会や渉外知事会等と
も連携し、日米地位協定の見直しに向けた取組を強化
してまいります。
　同じく２の(5)のウ、米軍へＰＣＲ検査等を求める
ことについてお答えいたします。
　県としては、今回の県内における新型コロナウイル
ス感染拡大は、米軍において日本への入国前検査を
行っていなかったことなど、日本の措置とは整合的と
は言えない運用が行われていたことが端緒であると考
えております。そのため、今後同様の事態を発生させ
ないためにも、水際対策の徹底、県への迅速かつ的確
な感染症に関する情報を提供すること等に併せて、米
軍に検疫に関する国内法を適用する等、日米地位協定
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を抜本的に見直すことについて、日米両政府に対し求
めているところです。
　なお現在、米軍においては、出国前72時間前の検
査、入国後24時間以内の検査及び入国後５日目以降
の検査の合計３段階の検査を実施しているとのことで
す。
　同じく２の(5)のエ、米軍人の外出禁止についてお
答えいたします。
　在日米軍は、去る１月10日から31日までの３週間
にわたり、基地外への外出制限を行いました。しか
しながら、県では、昨年12月21日に日米両政府に対
し、キャンプ・ハンセンの全ての軍人等の外出禁止を
求めており、米軍の対応は遅かったと言わざるを得
ません。在日米軍は、１月31日午前６時をもって、
外出制限措置を解除しましたが、県内では、まん延防
止等重点措置期間中であり、米軍基地においても外出
制限措置が解除できる状態ではなかったことから、県
は、感染拡大が収束するまでのさらなる延長を日米両
政府に求めたところです。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○○総務部長（池田竹州君）　４、ジェンダー平等社会
の実現についての(4)、県の女性管理職登用の現状、
目標及び計画についてお答えいたします。
　令和３年度の知事部局における課長級以上の女性管
理職は54名、16.4％であり、九州各県の中では福岡
県に次いで第２位となっております。沖縄県では、令
和３年３月に沖縄県特定事業主行動計画を策定し、令
和７年度までに女性の管理職への登用率を23.0％ま
で引き上げることとし、その達成に向け、女性職員の
職域拡大やマネジメント能力向上等の人材育成、ワー
ク・ライフ・バランスの推進等、働きやすい職場環境
の整備に取り組んでおります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　５、農林水産業の振
興についての(1)、新規就農者支援事業の概要につい
てお答えします。
　県では、年間300名の新規就農者を育成・確保する
ため、国の事業を活用し、令和４年度から新規就農者
支援事業に取り組んでまいります。主な取組として、
就農相談員の配置に伴う相談体制の整備や、就農後の
経営発展のための農業機械・施設等の導入に係る助成
支援を計画しております。

　県としましては、引き続き関係機関と連携し、農業
の担い手の育成・確保に取り組んでまいります。
　同じく５の(2)、高度衛生管理型荷捌施設新築工事
の進捗についてお答えします。
　１月28日時点における工事の出来高は、78.2％の
計画に対し、84.7％の実績となっており、順調に進
捗しております。現在は内部の土間打ち、内装施工、
換気設備の設置を行っております。
　県としましては、引き続き、令和４年10月の新市
場開設に向けて、地元自治体及び水産関係団体と連携
して取り組んでまいります。
　同じく５の(3)、軽石に係る漁業者の支援について
お答えします。
　県内漁業者は、軽石の影響により、操業自粛を余儀
なくされるなど、漁業活動に多大な影響を受けており
ます。そのため県では、協議会での議論を踏まえ軽石
により影響を受けた漁業者への支援のため、海水こし
器の設置補助やモズク、アーサへの異物混入対策を実
施するほか、漁業者が円滑に漁業活動の再開ができる
よう１か月分相当の燃油使用料を補助することとして
おります。
　県としましては、これらの支援が円滑に進むよう、
引き続き市町村や水産関係団体と連携して取り組んで
まいります。
　同じく５の(4)、沖縄県農作物種苗生産条例の目的
と今後の取組についてお答えします。
　県では、生産者への良質な種苗の安定的な供給、伝
統的農作物等の在来種などの遺伝資源の収集・保存、
種苗の生産に関する知見の提供を調査審議する附属機
関の設置などを定めた沖縄県農作物種苗生産条例を今
議会に提案しているところです。
　県としましては、今回の条例を制定することで、生
産者が将来にわたり、県の奨励品種や伝統的農作物等
の良質な種子や苗の供給を受けることが可能となるも
のと考えております。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　６、県営住宅の連帯
保証人についての(1)、現入居者の連帯保証人の取扱
いについてお答えします。
　今回の条例改正では、県営住宅の入居希望者の負担
軽減を図り、住宅困窮者が安心して入居できる環境を
つくるため、入居時に求めていた連帯保証人を廃止
し、令和４年４月の入居手続から適用できるようにす
るものです。現在入居している方については、名義変
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更等、契約を更新する機会を捉えて、新しい制度へ順
次移行することとしております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　御答弁ありがとうございまし
た。
　子供の貧困対策について伺います。
　０歳から17歳の子供を育てる世帯の調査を行って
おりますけれども、今後はその結果に基づいて具体的
な支援につなげていくことが大事だというふうに考え
ますが、支援についての県の考え方や取組についてお
聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　０歳から
17歳までを対象とした調査につきましては、詳細に
ついては次年度以降の公表となりますけれども、県と
いたしましては、新たな子どもの貧困対策計画に盛り
込む予定としております、新たに顕在化した問題、ヤ
ングケアラーの問題の支援等に取り組んでいきたいと
考えております。新たに積み増しをする子どもの貧困
対策基金を活用しまして、ヤングケアラーの次年度は
大規模な子供に対する実態調査を行うこととしており
ます。そのほかにも、学校の先生方や市町村の職員、
民生委員の方であったり、あるいは介護に携わる方、
障害福祉に携わる方等々、関係者の方々がヤングケア
ラーに気づいて、そして支援につなげていくための研
修というのを実施してまいりたいと考えます。あわせ
て寄り添い支援事業という新たな事業も想定をしてお
りまして、これまでは相談窓口を設置して待つ支援で
あったところ、こちらから気になる家庭に出向いて
いって、支援を届けるような訪問支援の取組について
も始めてまいりたいと考えているところでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　支援につなげていく上での課題
は多いというふうには思いますけれども、やっぱり具
体的な支援につなげることによって、子供たちの未来
を希望あるものにしていくことになるし、誰一人取り
残さない優しい社会につなげていけるというふうに思
いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
　ヤングケアラーの問題が出ておりましたので、実態
調査をいち早く実施していただいて高く評価しており
ます。ヤングケアラーは、大人が担うような家事や家
族の世話を日常的に行う18歳未満の子供を指してお
りますけれども、家族の代わりに兄弟の世話をしてい
る者が43％もいるということが分かりましたし、学

校を休みがちである、精神的な不安定さがある等の学
校生活への影響も出ております。すぐにこの実態調査
に基づいた支援につなげていただきたいというように
思います。
　子供が相談しやすい環境をつくること、市町村や関
係機関、民間団体等と連携して支援体制をつくること
が求められているというふうに思いますが、いかがで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　ヤングケ
アラー等の子供たちに対する支援につきましては、具
体的には市町村の要保護児童対策地域協議会で担って
いくことが想定されているところでございます。その
協議会には、その子に係る学校関係者であったり、市
町村の担当者であったり、例えば保育所であれば保育
所、地域の民生委員等、関係者の方々が集まってそれ
ぞれその子に対する支援の在り方を議論する場となっ
ておりますので、その要保護児童対策地域協議会の認
知度を高める意味でも、その研修において周知広報し
てまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　前回の質問でもちょっと申し上
げましたけれども、埼玉県がケアラー条例を制定して
おります。ぜひ条例制定まで踏み込んで進めていただ
きたいというふうに考えておりますが、どうでしょう
か、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　部長からも答弁をさせてい
ただきましたけれども、今般子どもの権利尊重条例に
おいて、全ての子供はその尊厳にふさわしい生活を保
障される権利を有すると規定しております。ですか
ら、これから国のほうにおいては、こども家庭庁など
の改編整備なども進んでいくと思います。沖縄県もそ
れに対応するような組織改編も同時に進めていきたい
と思いますが、この子どもの権利尊重条例には、この
子供たちの生活を保障する権利、育つ権利、その安心
して暮らす権利を包含して、より条例の内容をしっか
りと充実させていきたいというように考えております
ので、引き続き御指導よろしくお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　ぜひよろしくお願いいたしま
す。
　次に、ジェンダー平等についてお伺いをいたしま
す。
　(1)の男女の賃金格差についてでございますけれど
も、国税庁調査での男女別の平均収入は男性が532万
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円に対して女性は293万円で、40年間勤務すると生
涯年収が約１億円の差となります。男女賃金格差の要
因は、管理職比率の低さ、非正規化による貧困化、保
育や介護など女性の多いケア労働の賃金が抑えられて
いると言われております。その実態を把握して対策を
講ずることが必要ではないでしょうか、見解を伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では厚生労働省が実施する賃金構造基本統計調査
を活用しまして、県内の男女の給与の実態等を把握し
ておりますので、当該調査結果を活用しながら、今後
政策についてもいろいろと検討していきたいというふ
うに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　まず実態を調査して、その実態
を把握して、その把握した実態に基づいて対策を進め
ていくということが非常に大事だというふうに思いま
すので、その実態把握についての皆さん方の姿勢はど
うでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　先ほど厚生労働省が実施する賃金構造基本統計調査
ということを答弁させていただきましたけれども、当
該調査におきましては、例えば雇用形態別の労働者数
ですとか、就業形態それから年齢、勤続年数そういっ
たもの、それから決まって支給する現金給与額といっ
たような詳細な調査をやっておりますので、その当該
調査結果を活用しながら、対策については検討してま
いりたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　ぜひ具体的に実態調査に基づい
て、そこをしっかりと掌握をして、それに基づいて具
体的な対策を進めていただきたいというふうに考えて
おりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。
　次に管理職や審議会委員、農業委員会等の政策決定
の場などへの女性比率、これは国連では2030年まで
に50％を目指すとなっておりますけれども、この目
標もしっかりと位置づけながら、県が立てた目標を逆
算方式で、計画的にこの県が立てた目標をしっかりと
達成できるように、計画的に登用率を高めていくとい
うことが大事じゃないかというように思いますが、い
かがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　先ほども述べましたとお
り、行動計画に基づきまして、毎年少しずつではあり

ますが向上させております。女性の職域拡大などにも
毎年取り組んでおりまして、少しでも働きやすい環境
をつくりながら、目標達成に向けて、毎年少しずつ上
げていきたいと思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　ぜひ女性の登用率――皆さん方
計画を立てて具体的に少しずつ上がっては来ているん
ですけれども、そこをやっぱり一気にその目標に向
かって具体的に計画的に進めていくという点で、まだ
そこら辺の具体的な進め方というのでしょうか、こう
いうふうに登用率を上げていくということの皆さん方
の計画がちょっとまだ見えてこないということが現実
の問題としてありますので、そこら辺具体的な計画を
もっと細かく持って、登用率を上げていくということ
についてはどうなんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　管理職に登用するために
は、まずその前段となる例えば班長級の職員の登用を
進めていく必要があります。その上でそういった経験
を踏まえて管理職、課長級そして統括監、部長級とい
うふうに、職歴を踏まえながらきちんと上げていく必
要があるということで、班長級の登用についても、今
積極的に進めているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　ぜひそこの具体的な登用率を引
き上げていくための計画をしっかりと持って、進めて
いただきたいというふうに思っています。
　あと日米地位協定の問題。
　米軍基地由来のコロナ感染拡大についてですけれど
も、昨年の９月以降、米軍関係者が米国から在日米軍
基地に入国する際の検疫を取りやめ、全国の在日米軍
基地から感染が拡大をして、沖縄県においては、基地
内でクラスターが発生していたにもかかわらず、米軍
人はマスクもせずに基地外へと出歩き、感染を広げて
います。県民の命を脅かすというこの事態を招いてい
るわけであります。本当に許せません。日米地位協定
をやっぱり抜本的に改定することが必要です。入管
法、検疫法などの国内法を米軍に適用するよう国に要
求すべきであるというふうに思いますが、知事の決意
を最後にお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）これまで一度も改定されたこ
とがない日米地位協定の問題は、もう山積し過ぎてい
ると言っても過言ではないと思います。ですから我々
は、全国知事会や渉外知事会と連携して、この間も政
府に対して地位協定の改定などについて要請を重ねて
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まいりました。この地位協定の改定こそが、本当の日
本の独立国家としての姿を示す一助にもなるというこ
とは、私もそれを信じてしっかり政府に要請を重ねて
いきたいと思いますし、基地あるがゆえのその構造的
な差別は絶対にあってはならないということも重ね
て、強くその改定に向けて取り組んでまいりたいと思
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　ぜひこの日米地位協定の抜本改
定の問題は、本当に近々の課題として取り組んでいた
だきたいというふうに思いますので、よろしくお願い
いたします。
　子供の貧困対策についても、デニー知事から貧困対
策に対する熱い決意を伺いまして、本当にうれしく思
いました。ぜひ子供の貧困対策についても、この子供
たちの支援のために一緒に頑張っていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。
　質問はこれで終わりますけれども、謝花副知事は今
度退任されるということで、本当に長い間お疲れさま
でございました。また部長の皆さんも退職される方が
いらっしゃいます。ぜひ今後とも皆さん方の御支援、
御鞭撻をよろしくお願いいたしまして、質問を終わり
ます。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで終了いたしました。
　次会は、明25日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時12分散会
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28　番　　照　屋　大　河　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
知　念　弘　光　君
上　原　貴　志　君
佐久田　　　隆　君

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長

課 長 補 佐
主 幹
主 査

城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君

○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　平良昭一君。
　　　〔平良昭一君登壇〕
○○平良　昭一君　おはようございます。
　先月、会派合併により新会派おきなわ南風となり、
再スタートすることになりました。どこの政党にも属
していない５人のメンバーでありますので、常に県民
目線で活動を展開していき、県勢発展のために努力し
ていく決意ですのでよろしくお願いいたします。
　それでは、会派おきなわ南風を代表して質問を行い
ます。
　まず１、知事の政治姿勢について。
　(1)、沖縄振興特別措置法の改正案が２月８日に閣
議決定されたが、その内容について伺います。
　(2)、これまで何度も玉城県政に北部全体を網羅し
た真の北部振興について質問しているが、明確な答弁
はいただいていないと認識しております。次期沖縄振
興計画における北部振興の目玉、主要施策、北部振興
の将来像をどう描いていくのか伺います。
　(3)、令和４年度県予算は過去最大となったが、そ
の特徴と目玉について伺います。
　(4)、再開した知事の全国トークキャラバン講演に
ついて伺います。
　(5)、トンガ噴火の影響での県内被害状況はどう
なっているのか伺います。
　(6)、沖縄美ら海水族館入場料値上げについて伺い
たいと思います。
　２、新型コロナウイルス感染症対策について。

　(1)、ワクチン３回目接種率が伸び悩んでいるが、
県広域ワクチン接種センターの接種状況及び各自治体
における遅れの要因、課題についてどのように対策を
考えているのか伺います。
　(2)、県は１月24日から２月10日まで新型コロナウ
イルスワクチン接種に関するアンケート調査を実施し
たが、年代別及び計何名の方から回答があったのかを
伺います。また、アンケート結果を踏まえ、今後のワ
クチン接種率の向上にどのように生かしていくのか伺
いたい。
　(3)、県庁内に設置した抗原定性検査・陽性者登録
センターでは、患者自身が実施した抗原検査キットの
検査結果に基づき、医師によるオンラインでの問診・
診断が行える体制を整えた。しかし前提となる抗原検
査キットは確保が困難である中、この仕組みに支障を
来さないか伺いたい。
　(4)、感染症拡大の影響で県内外の修学旅行が激減
し、平和学習を担っていたボランティアガイドが存続
の危機となっております。沖縄戦の継承、平和を見つ
め直すためには平和学習は重要と考えるが県の対応策
を伺いたい。
　(5)、新型コロナの影響で外出や社会参加を控える
高齢者の活動量や社会参画機会が減少していると思わ
れるが県はその実態を把握しているのか伺う。
　(6)、アフターコロナを見据え、高齢者等の健康維
持・増進を図るための施策を検討しているのか伺いた
い。
　(7)、介護施設等ではコロナ感染のリスクが高いた
め、家族等が入居者に面会できない状態が長期間続い
ていると聞きます。県として入居者の心身の健康維持
の観点からも家族等との面会方法を示唆する必要があ
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商 工 労 働 部 長
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教 育 長
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ると思うがどう考えているか伺います。
　(8)、基地従業員のワクチン対策の状況と課題につ
いて伺う。
　(9)、コロナ禍の中の固定資産税軽減策について伺
います。
　３、福祉・医療関係について。
　(1)、公立沖縄北部医療センター（北部基幹病院）
についてであります。
　ア、開院に向けた進捗状況について伺う。
　イ、開院時期が2026年度から2028年度に遅れる見
通しであるが具体的理由について伺いたい。また、開
院遅れにより北部地区住民への影響はあるのか伺いま
す。
　(2)、パーキングパーミット制度普及推進事業につ
いて伺います。
　４点目、商工・農林水産業について。
　(1)、平成28年以降、県内農業産出額及び生産農業
所得は年々減少しております。農業産出額の増加は重
要と考えるが、事業継続や経営安定の対策の強化取組
について伺いたいと思います。
　(2)、農業産出額の増加には生産性を上げることが
重要であり、そのためには農林水産業のイノベーショ
ンが不可欠だと考えるが、沖縄県に適した具体的な施
策を伺いたい。
　(3)、黒糖については、国及び沖縄県によるさとう
きび増産プロジェクト等により生産量は一定程度保た
れているが、供給が需要を上回り在庫を抱える状況と
なっております。県として販路拡大や黒糖利用のニー
ズ調査を実施し、活用を推進していく必要があると考
えるがいかがでしょうか、お聞かせ願います。
　(4)、軽石漂着に係る現在の漁港等の被害状況と除
去対策について伺いたい。また軽石漂着の情報につい
て漁協・漁民等への情報を共有する体制は構築されて
いるのか伺いたい。
　(5)、令和３年11月議会で、軽石による被害を受け
た漁業者への補償について、県及び県漁連等の水産関
係団体で構成する対策協議会での議論を踏まえ、具体
的な支援策を講ずるとの答弁がありましたが、その支
援策を伺いたい。
　(6)、本島北部地域における密漁が問題となってい
るが、今後の取締り対策について方針を伺いたい。
　(7)、これまでの沖縄振興は、企業における生産性
向上、人材育成等が必ずしも十分とは言えず課題があ
ります。今後、沖縄の自立的発展を目指すには新たな
ビジネスモデルの構築を図り、競争力ある産業育成が
必要と考えるが取組を伺いたい。

　(8)、沖縄国際物流ハブ貨物専用機は新型コロナウ
イルス感染拡大の影響で令和２年度より全便運休して
いるが令和４年度以降の見通しについて伺いたい。
　(9)、Ｅコマース商品の物流ニーズが高まる中、県
内農林水産物の輸出について、アジア圏からの需要が
ある中、海外に輸出するスキームについて伺います。
　５、土木・環境行政について。
　(1)、プラスチックごみ回収の交付金の詳細につい
て伺います。
　(2)、不法投棄ごみ対策について。
　ア、県環境部によると、令和元年度に県内の不法投
棄ごみ件数は過去５年間で最多の126件に上っており
ます。このうち、全量を撤去したのは僅か８件にとど
まっており、118件は残ったままとなっていることか
ら現状と課題、今後の対策について伺います。
　イ、昨年は沖縄本島ヤンバルと西表島が世界自然遺
産に登録されました。しかしヤンバルでは依然として
不法投棄ごみが後を絶たない現状もあります。県が先
日発表した21世紀ビジョン実施計画を検証する令和
２年度の県ＰＤＣＡ実施結果では、不法投棄等の不適
正処理の防止及び環境美化の推進が大幅遅れとなって
おります。県独自の取組を改善・加速させる必要があ
るが、関係自治体を含めてどのような考えで不法投棄
ゼロに向けた取組を進めているのか伺います。
　(3)、沖縄県の下水処理場における資源有効利用の
現状と今後の取組について伺います。
　６、公安行政関係について。
　(1)、本県で発生した復讐代行業事件について伺い
ます。
　(2)、沖縄署管内で起きた、暴走行為警戒中だった
警察官とバイクを運転していた男子高校生が接触し、
高校生が眼球破裂と眼底骨折の重傷を負った件の詳細
について伺います。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　平良昭一議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(2)、
北部振興の主要施策、将来像等についてお答えいたし
ます。
　北部振興は、県土の均衡ある持続可能な発展に向け
重要と考えており、新たな振興計画（案）において
は、公立沖縄北部医療センターの整備による安定的な
医療提供体制の構築、中高一貫教育校の設置による教
育環境の充実、国内外の来訪者等の増大に対応するた
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め、体系的な道路整備やシームレスな交通体系の整
備・拡充、世界自然遺産に登録された沖縄島北部地域
の環境保全と持続的な利活用の両立を図る取組の推
進、ＯＩＳＴ等を核としたイノベーション・エコシス
テムの構築による国際的な学術研究・観光拠点の形
成、市町村等によるテレワーク環境の充実強化の促進
やワーケーションと連動した企業誘致の推進などの施
策を展開することとしております。これらの取組を通
じ、若者が定着する魅力ある北部圏域の活性化を図る
こととしております。さらには、自然史博物館の誘致
の地域としても十分な魅力を持つエリアであるという
ように認識しております。
　沖縄県としては、引き続き、北部圏域市町村と連携
して、魅力ある生活環境の整備や雇用機会の創出に、
しっかり取り組んでまいります。
　次に、新型コロナウイルス感染症対策についての御
質問の中の２の(4)、学校における平和学習について
お答えいたします。
　沖縄県としましては、平和教育を教育の主要な施策
に位置づけており、各学校においては、コロナ禍に
あっても、年間を通した指導計画の中で様々な工夫を
行い、平和学習の充実に努めているところです。戦争
体験者が減少する中で、ボランティアガイドが平和教
育に果たす役割は重要であると考えております。今後
はより一層、体験的な学びを重視する観点から、各学
校に対し戦跡巡り等のフィールドワークや平和関連施
設、ボランティアガイドの活用を促し、沖縄県として
もさらなる平和教育の充実に努めてまいります。
　次に４、商工・農林水産業についての御質問の中の
(7)、競争力のある産業育成についてお答えいたしま
す。
　沖縄県の自立的発展に向けては、新型コロナウイル
ス感染症の影響による落ち込んだ経済の回復を図り、
デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）とイノ
ベーション創出による稼ぐ力の強化に資する取組が重
要であると考えております。そのため、リゾテックお
きなわの推進による観光や農林水産業等を含む全産業
ＤＸの加速化やデジタル人材の育成、地域経済の好循
環に向けた企業や産業間連携による取組の強化、越境
Ｅコマースの活用等による新分野展開の支援など、生
産性や付加価値の向上につながる新たなビジネスモデ
ルの構築を図ってまいります。また、企業の人材投資
や給与への配分を促進する奨学金返還支援や企業認証
制度の創設等により、企業と社会の成長サイクルを拡
大し、県民所得の向上を図ってまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)、沖縄振興特別措置法改正案の内容につい
てお答えいたします。
　２月８日に閣議決定された改正法案において、沖縄
振興特別措置法では、沖縄振興交付金制度や高率補助
制度、沖縄関係税制等の主要な制度が継続・拡充され
たほか、離島及び北部地域の振興、子供の貧困対策、
人材育成に必要な教育の充実、脱炭素社会の実現、デ
ジタル社会の形成といった県が強く求めていた重要な
項目が、国及び地方公共団体の努力義務として新たに
規定されております。また、法律の期限が10年間の
延長とされ、法の施行後５年以内に、新たな沖縄振興
計画に基づく事業等に対する特別措置の適用状況等に
ついて検討を加え、必要があると認めるときは所要の
見直しを行うことが新たに規定されております。
　県では、昨年４月に国に対して制度提言を行って以
降、知事を先頭に、国の関係要路に対して、沖縄振興
に必要な特別措置の継続・拡充等を時期を捉えて重ね
て要望してまいりました。今回閣議決定された法案に
ついては、これまでの沖縄県の要望や制度提言の趣旨
をおおむね盛り込んでいただいたところです。
　次に２、新型コロナウイルス感染症対策について
の(9)、固定資産税の軽減策についてお答えいたしま
す。
　固定資産税は市町村税収の多くを占める貴重な財源
でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り厳しい経営環境にある中小事業者等が所有する償却
資産等に対しては、令和３年度に限り特例的に軽減措
置が講じられております。また、納税が困難な方に対
しては、今後も納税の猶予制度等が活用できることか
ら、県としましては、当該制度が柔軟かつ適切に運用
されるよう、市町村に助言してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○○総務部長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(3)、令和４年度当初予算の特徴と目玉につい
てお答えいたします。
　令和４年度は、「新型コロナウイルス感染症の克服
と県経済の回復」をはじめとした、６つの重点テーマ
を掲げ、新たな沖縄振興を力強く推進する施策に取り
取むこととしております。このため、新型コロナウイ
ルス感染症対策関連予算として、令和３年度２月補正
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予算と合わせて約1777億円を計上するとともに、復
帰50周年記念事業、世界自然遺産の保全、第32軍司
令部壕の保存・公開、首里城の復興等の予算を計上し
ております。さらに、沖縄子どもの貧困対策推進基金
を60億円規模に積み増すとともに、新たに40億円の
沖縄県観光振興基金を創設いたします。そのほかに
も、県内企業のＤＸの取組等の支援、こども医療費の
対象年齢拡大、ヤングケアラーへの寄り添い支援、女
性のキャリア形成の促進に積極的に取り組むほか、離
島の海底光ケーブル通信設備の機能強化等を進めてま
いります。加えて、北部地区の中高一貫教育校の整備
着手や、中部地区の新たな特別支援学校設置に向けた
取組等を推進してまいります。
　令和４年度予算は、新たな振興計画等に掲げた取組
の推進を図るとともに、変化する社会経済情勢や県民
ニーズに的確に対応するため、様々な分野にくまなく
目を配り、規模も初の8000億円台となるなど、必要
な取組に適切に予算計上したものと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(4)、トークキャラバンについてお答えをい
たします。
　令和元年度から実施している知事のトークキャラバ
ンについては、昨年度は新型コロナウイルス感染症の
影響から実施を見送りましたが、本年度は感染状況を
踏まえ、去る１月27日及び２月９日にオンライン配
信で実施したところです。
　県としては、辺野古新基地建設や日米地位協定等の
問題解決のためには、国民の皆様がこれらの問題につ
いて共有し、議論を深めていただくことが重要である
と考えており、今後も引き続き、国民的議論の喚起を
図るなど、辺野古に新基地は造らせないという知事公
約の実現に全力で取り組んでまいります。
　同じく１の(5)、トンガ沖の火山噴火による県内の
被害状況についてお答えいたします。
　日本時間の令和４年１月15日13時頃にトンガ沖で
発生した大規模な火山噴火の影響で、気象庁は１月
16日０時15分、沖縄県全域に対し津波注意報を発表
しております。県内では、津波による直接的な人的被
害や住家被害は確認されておりませんが、避難中に転
倒し軽傷を負った高齢者の事案が１件報告されていま
す。このほか、水産関係で宮古島市においてモズク網
が絡まる等により、モズク約20トンの被害が発生し
ております。

　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
について(6)、沖縄美ら海水族館の入場料限度額の改
正についてお答えいたします。
　入場料は平成14年の開館から約20年間、増税以外
の理由で改正されなかったことから、全国の同規模な
水族館の平均額と乖離が生じております。美ら海水族
館においては、管理及び運営経費が増加しており、施
設の安定的な管理運営を図る必要があることから、入
場料の限度額を改正することとしております。また、
県民利用者に対しては、国及び指定管理者と協議し、
年間パスポートの活用や県民を対象とした割引の導入
を検討してまいります。
　次に５、土木・環境行政について(3)、下水道資源
の有効利用についてお答えいたします。
　現在、那覇浄化センターから放流している下水処理
水の一部はトイレ用水等に再利用されているほか、バ
イオガスを発電燃料として利用することに加え、下水
汚泥の肥料化等、市町村、事業者と連携し、下水道資
源の有効活用に取り組んでおります。
　県としては、下水道の普及に伴い、下水道資源も増
加することから、さらなる資源の有効活用に向けて検
討し、循環型社会の形成や脱炭素社会の実現に向けて
取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナウ
イルス感染症対策についての御質問の中の(1)、県広
域ワクチン接種センターの接種状況及び各自治体の対
策等についてお答えいたします。
　県広域ワクチン接種センターにおいては、２回目接
種から６か月以上経過した18歳以上の全ての方を対
象として、接種を進めているところであり、２月23
日までの接種実績は7179名となっております。本県
の３回目の接種者については、２月21日時点で21万
184人となっており、そのうち、高齢者は14万7383
人、接種率は44.4％で、全国６番目の進捗状況と
なっております。県は、３月31日までを沖縄県ワク
チン追加接種推進期間と設定し、高齢者人口の70％
を目標として接種を加速化することとしており、市町
村に対して接種券の早期発行や、予約状況等に応じて
接種の対象を拡大することを要請し、３回目接種の推
進を図ってまいります。
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　同じく２の(2)、ワクチン接種に関するアンケート
調査についてお答えいたします。
　新型コロナウイルスワクチンに関する県民意識調査
につきましては、合計１万1353人から回答があり、
年代別では、10代が354人、20代が1287人、30代が
2549人、40代が3394人、50代が2530人、60代が
1030人、70代が200人、80代が９人となっておりま
す。調査結果については、現在、公表に向けて取りま
とめ及び分析作業を行っているところであり、今後の
施策に活用していきたいと考えております。
　同じく２の(3)、抗原定性検査・陽性者登録セン
ターについてお答えいたします。
　県では、抗原定性検査キットを用いた自主検査の結
果に基づき、確定診断や発生届出を速やかに行い、そ
の後の健康観察等の支援につなげるため、全国初の取
組として抗原定性検査・陽性者登録センターを１月
26日に開設しております。センターを円滑に運用す
るため、県薬剤師会と連携し、県内167か所に抗原定
性検査キットの販売薬局を確保しております。また、
医薬品卸売業者を通じて、県内の抗原定性検査キット
の在庫及び需給状況を毎週調査し、これまでに十分な
在庫を確認していることから、センターの運用に支障
は生じていないものと考えております。
　同じく２の(8)、基地従業員のワクチン対策の状況
と課題についてお答えいたします。
　沖縄防衛局によると、基地従業員に対する追加接種
については、１月から基地内において開始されてお
り、２月11日時点で約1300人の従業員に対して接種
が行われているとのことです。
　県としましては、初回接種を基地外で行った基地内
医療従事者等のうち、引き続き基地外での追加接種を
希望する87人については、県の広域ワクチン接種セ
ンターで接種する方向で調整を進めているところであ
ります。また、全駐労からの基地従業員に対する接種
券の早期発行に関する相談を受け、関係市町村と調整
を行う等、基地外での接種を希望する従業員について
速やかに接種が行われるよう市町村と連携して取り組
んでおります。
　次に３、 福祉・医療関係についての御質問の中の
(1)のア、北部医療センターの進捗状況についてお答
えいたします。
　公立沖縄北部医療センターにつきましては、現在、
整備基本計画のパブリックコメントを実施しており、
今後、整備協議会での協議を経て、３月末に基本計画
を策定することとしております。令和４年度は、基本
設計及び北部医療センターの設置主体となる一部事務

組合の設置などに取り組むこととしております。
　同じく３の(1)のイ、開院時期及び地域住民への影
響についてお答えいたします。
　公立沖縄北部医療センターの開院時期につきまして
は、敷地の土壌汚染調査と施設の解体撤去に約１年か
かること、450床規模の病院の実施設計に約１年６か
月を要すること、災害拠点病院として免震構造を採用
することなど、地域住民の安心・安全のための対策に
取り組むため、令和８年度中旬から令和10年度当初
に変更したところであります。
　県としましては、北部医療センター開院までの間、
引き続き、県立北部病院及び北部地区医師会病院にお
ける医師、看護師等の確保や、僻地診療所等に対する
支援を行うなど、北部地域の医療提供体制の整備に取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　２、新型コ
ロナウイルス感染症対策についての(4)のうち、県外
からの修学旅行における平和学習についてお答えいた
します。
　平和学習は、沖縄を修学旅行の目的地として選定す
る大きな理由の一つであり、多くの修学旅行で行程に
組み込まれるなど、沖縄修学旅行の中でも主要な学習
プログラムの一つとなっております。新型コロナウイ
ルス感染症の影響で、県外からの修学旅行が減少し、
ボランティアガイドは大変厳しい状況となっているこ
とから、県としては、関係部局と連携し、平和に関す
るワークショップ等における講師として活動いただく
ほか、沖縄への修学旅行を中止または方面変更した学
校に対する働きかけを強化し、平和学習の重要な機会
である沖縄への修学旅行を早期に取り戻すことができ
るよう、関係機関と連携しながら取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　２、新型
コロナウイルス感染症対策についての御質問の中の
(5)と(6)、新型コロナウイルスによる高齢者の心身へ
の影響と対応策についてお答えいたします。２の(5)
と２の(6)については関連しますので、一括してお答
えいたします。
　新型コロナウイルスの感染拡大による高齢者の心身
への影響につきましては、外出機会の減少などによ
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り、多くの市町村において体力低下などの相談が寄せ
られていると聞いております。そのため、県では、市
町村が行う高齢者の見守り活動や健康状態確認、自宅
でできる運動の推奨などの介護予防の取組を推進する
とともに、老人クラブが行う健康づくり活動や社会参
加活動、高齢者相互の見守り活動などの取組を支援し
ております。
　同じく２の(7)、高齢者施設等における面会につい
てお答えいたします。
　高齢者施設等における面会機会の確保につきまして
は、家族との交流が心身の健康に与える影響等から、
重要であると認識しております。県では、施設管理者
に対し、面会の実施に当たっては、地域の流行状況等
を踏まえ、ガラス越し、リモートなどの方法や、時間
の制限など工夫して実施するよう求めてきたところで
あり、引き続き、入所者や家族等の意向にも配慮した
対応を行うよう周知を図ってまいります。
　次に３、福祉・医療関係についての御質問の中の
(2)、パーキングパーミット制度普及推進事業につい
てお答えいたします。
　県では、障害者等用駐車区画の適正利用を図ること
を目的に、沖縄県版のパーキングパーミット制度とし
て、沖縄県ちゅらパーキング利用証制度を令和４年７
月から導入することとしております。現在、制度導入
に向け、対象区画の確保に係る経済関係団体への説
明、利用証の交付事務に係る市町村への協力依頼など
の準備を進めているところです。今後は、メディアを
活用した県民への普及啓発及び施設管理者の区画設置
を推進し、円滑な制度導入を図ってまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　４、商工・農林水産
業についての(1)、農業産出額の増加に向けた取組に
ついてお答えいたします。
　県では、亜熱帯海洋性気候や地理的特性を生かした
農林水産業の振興を図るため、おきなわブランドの確
立と生産供給体制の強化、輸送コストの低減対策、生
産基盤の整備などに取り組んでいるところでありま
す。これらの取組により、近年、1000億円前後で推
移する農業産出額、おきなわブランドとして定着をし
た冬春期の施設野菜や肉用牛など、着実に成果が現れ
ております。
　県としましては、各種生産振興対策による経営規模
の拡大や、ＤＸの推進等による生産性の向上など、事
業継続や経営安定対策の強化に努めてまいります。

　同じく４の(2)、農林水産業のイノベーション施策
についてお答えいたします。
　農林水産業の生産性の向上に当たっては、デジタル
技術等の先端技術の活用、本県の気候特性を踏まえた
農林水産技術の開発等が重要であると認識しておりま
す。このため、新たな振興計画（案）では、スマート
農林水産技術の実証と普及、気候変動等に適応した生
産技術や品種の開発、遺伝子技術を活用した種雄牛の
造成、産学官連携による地域特性を生かした新たな技
術開発などに取り組むこととしております。
　県としましては、各種施策を推進し、農林水産業の
さらなる振興に努めてまいります。
　同じく４の(3)、黒糖の販路拡大などの推進につい
てお答えいたします。
　県産黒糖については、国内の砂糖消費の低迷や輸入
黒糖等との競合に加え、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により観光客向けお土産品の販売が落ち込
み、卸売業者等の取扱いが低迷しております。
　県としましては、これまでの販路拡大に加え、国と
連携し、新規事業として沖縄黒糖ブランディング実証
支援事業を立ち上げ、スポーツや観光と連携した沖縄
黒糖のＰＲ活動等を支援することとしており、引き続
き黒糖の消費回復及び販路拡大に取り組んでまいりま
す。
　同じく４の(4)、軽石漂着に係る漁港の被害状況と
除去対策、情報の共有についてお答えいたします。
　２月15日時点の被害状況について、県管理の18漁
港、市町村管理の43漁港、計61漁港に軽石が漂着し
ております。除去対策については、県管理の５漁港、
市町村管理の２漁港、計７漁港で国庫補助対象の災害
復旧事業を実施しており、撤去量の累計は3170立方
メートルとなっております。漁港への軽石の漂着状況
については、県出先機関及び漁港管理者の市町村へ随
時確認しており、環境整備課のホームページで公表し
ております。また、沖合の漂流状況については、沖縄
県漁業無線協会を通じて漁業者に情報提供されており
ます。
　同じく４の(5)、軽石に係る漁業者への支援策につ
いてお答えいたします。
　県内漁業者は、軽石の影響により、操業自粛を余儀
なくされるなど、漁業活動に多大な影響を受けており
ます。そのため県では、協議会での議論を踏まえ軽石
により影響を受けた漁業者への支援のため、海水こし
器の設置補助やモズク、アーサへの異物混入対策を実
施するほか、漁業者が円滑に漁業活動の再開ができる
よう１か月分相当の燃油使用料を補助することとして
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おります。
　県としましては、これらの支援が円滑に進むよう、
引き続き市町村や水産関係団体と連携して取り組んで
まいります。
　同じく４の(6)、本島北部の密漁対策についてお答
えいたします。
　本島北部地域を中心に密漁が頻発していることにつ
きましては、県としましても、大きな問題として認識
しており、これまでも、沖縄県警、第11管区海上保
安本部及び関係漁業団体とともに、連携を強化して、
対応してきたところであります。
　県としましては、引き続き関係漁業団体と情報等の
共有を図るとともに、捜査関係機関と連携し、漁業関
係法令に基づき、厳正に対処してまいります。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　４、商工・農林水産
業についての(8)、沖縄国際物流ハブ貨物専用機の令
和４年度以降の見通しについてお答えいたします。
　沖縄国際物流ハブについては、新型コロナウイルス
感染症の影響の長期化により、令和２年４月以降運休
が続いており、現時点で運航再開の見通しは厳しい状
況にあります。このため、現在県では、本土経由の輸
送ルートを確保し、県産品等の輸出促進に取り組んで
おります。
　県としましては、引き続き復便に向けて取り組むと
ともに、貨物専用機に加え、旅客機の貨物スペースを
活用する新たな航空物流ネットワークの構築に取り組
んでおります。
　同じく４の(9)、県内農林水産物の輸出のスキーム
についてお答えいたします。
　アジア向け沖縄県産品の輸出のスキームとしては、
航空物流を活用した航空コンテナスペース確保事業に
おいて県内農林水産物の輸出を促進しております。本
事業における令和３年度の県内農林水産物の輸出の実
績は、12月末時点において前年比200％増の約378ト
ンとなっております。
　県としましては、県内農林水産物をはじめとする沖
縄県産品について、今後も世界的に需要拡大が見込ま
れる越境ＥＣ等の活用を促進し、航空物流、海上物流
によるさらなる輸出の拡大に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○○環境部長（松田　了君）　５、土木・環境行政につ

いての(1)、プラスチックごみ回収の交付金について
お答えします。
　国は、本年４月から施行されるプラスチック資源循
環促進法に基づき、市町村が実施するプラスチック使
用製品廃棄物の分別収集及び再商品化に要する経費に
ついて、特別交付税措置を講ずる方針を示しておりま
すが、現時点で、その詳細は明らかにされておりませ
ん。
　県としましては、特別交付税措置の内容を注視する
とともに、その内容が明らかになった時点で、速やか
に市町村へ情報提供し、市町村と連携してプラスチッ
ク資源循環が促進されるよう取り組んでまいります。
　同じく(2)のア、不法投棄の現状、課題及び対策に
ついてお答えします。
　令和元年度末時点の県内不法投棄残存数は118件、
総重量は1765トンであり、投棄者の特定ができない
こと等により、廃棄物の撤去が進んでおりません。廃
棄物が放置されると新たな不法投棄を招く懸念がある
ため、県は、投棄者の特定に向けた取組を強化すると
ともに、不法投棄監視パトロール等普及啓発の拡充、
また、県単補助金による不法投棄廃棄物の回収や市町
村と連携した不法投棄廃棄物の回収にも取り組んでま
いります。
　同じく(2)のイ、不法投棄ゼロに向けた取組につい
てお答えします。
　県では、不法投棄を防止するため、市町村、県警本
部等と不法処理防止連絡協議会及び各保健所ネット
ワーク会議を設置し、情報交換、合同監視等を実施し
ております。また、各保健所に警察官ＯＢを配置し、
パトロールや監視カメラ設置等の対策を進めており、
新規の不法投棄件数は、平成27年度の32件から令和
元年度は13件と減少するなど一定の効果を上げてお
ります。今後も、監視手法の改善や関係機関との連携
強化を図り、不法投棄ゼロに向けて取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○○警察本部長（日下真一君）　６、公安行政関係につ
いての御質問のうち(1)、復讐代行業事件についてお
答えいたします。
　御質問の事件につきましては、子供同士のトラブル
をきっかけに、無職の女性がインターネット上に掲示
されていた、いわゆる復讐代行を生業とする男性に依
頼し、被害者が所有する車両に剝離剤などをかけて損
壊させた器物損壊事件で、本年２月２日、依頼した女
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性と復讐代行業の男性を逮捕し、さらに被害者の職場
へ名誉を害する虚偽の文書を送付した名誉毀損事件
で、２月24日両名を改めて逮捕しております。イン
ターネット上における復讐代行業に関わる記載につき
ましては、その内容が人や物に危害を加えるなど犯罪
を誘発するおそれがある場合には、削除依頼を実施す
ることとしております。
　県警察といたしましては、違法・有害情報を覚知し
た場合には適切に対応していくこととしております。
　次に６の(2)、沖縄署管内で起きた高校生と警察官
の接触事案の詳細等についてお答えいたします。
　まず、高校生と警察官の接触事案についてでござい
ますが、本年１月27日午前１時15分頃、沖縄市宮里
の路上において、暴走行為警戒中の沖縄警察署所属の
警察官がバイクを運転する少年と接触する事案が発生
し、その後バイクを運転していた少年が右眼球破裂等
の重傷を負っていることが判明したものでございま
す。
　次に、沖縄警察署における器物損壊等事案につきま
しては、本年１月27日午後11時頃から翌28日午前４
時頃にかけて、沖縄警察署周辺に最大時で約400人の
者が集まり、一部の者が同署に向けて物を投げるなど
して、庁舎の一部や構内に駐車していた車両のガラス
などを損壊したものでございます。両事案ともに、事
案の重大性を踏まえ、発生当初から警察本部主導で慎
重に捜査を行っているところであり、確認された事実
関係について、法と証拠に基づき、厳正に対処してま
いります。捜査によって明らかになった事実関係につ
きましては、引き続き必要に応じて、県民等に対して
適切に情報を発信してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　新型コロナウイルス感染症の件で
ちょっと聞きます。
　この意識調査をやったことは非常にいいことだと思
いますけれども、今回の件に関しても若者の世代、特
に20代の発症が多くなったわけでありますので、若
者世代の懸念事項がどうなっているのかということ
は、やっぱりアンケートの中で出てきていると思いま
す。そのことを踏まえて、どのような施策を考えてい
るのかお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時49分休憩
　　　午前10時50分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。

○○保健医療部長（大城玲子さん）　今回のアンケート
調査では、広い年代から御回答をいただいておりま
す。特に若者世代のワクチン接種率が低い状況にあり
ますので、例えばどのような状況であれば打ちに行く
のかとか、どのような点に不安があるのかといったよ
うなことを取り上げて周知・啓発を行ったり、あるい
はワクチン接種の提供体制を見直すかどうかというよ
うなことを考えるべきかと思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　この庁舎内に検査機関を置いたとい
うのは非常にいいと思います。その中で、センター
は、検査キットは足りているというような答弁であり
ましたけれども、実際本当に足りていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　厚生労働省が認証
しています抗原定性検査キットにつきましては、県の
ほうで卸売業者の状況も毎週確認しておりまして、そ
の状況から特に不足は生じていないものと認識してい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　これは一般向けもそういうふうに理
解してよろしいですよね。一般の方々が使う物も。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　一般の方向けにも
この卸売業者を通じて薬局には提供されておりますの
で、そのように認識して結構だと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　分かりました。
　続いて、高齢者の健康維持でありますけれども、も
う感染予防と介護の両立、それは非常に大事なことで
あります。いわゆる３密ということが言われておりま
すけれども、それだけではなくて、いわゆる３密と２
活が必要と言われているような話があります。２活と
は、身体活動と社会活動のことでありまして、特に筑
波大学の山田教授が言うには、介護予防には３密２活
を合い言葉に進めていただきたいというような提言が
ありますけれども、それに関して県の対応はどうで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　議員が
おっしゃいましたような留意事項については非常に重
要だと思っておりまして、市町村が様々な通いの場等
実施するに当たっては、そのような留意点をお伝えし
ているところでございますし、また社会参加活動とい
うところでの老人クラブが行う健康づくり活動に対し
て支援を行うなど、コロナ禍においても高齢者が健康
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を維持しながら生き生きと暮らしていけるような部分
で工夫をしながら、市町村と連携して取り組んでいる
ところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　高齢者がこの期間で３割運動量が
減っている、社会参加が少なくなっているというの
は、今後の身体維持のために非常に重要になります。
この辺は今後のアフターコロナを見据える中での大事
な部分だと思いますので、努力していただきたいと思
います。
　そして、基地従業員の接種の件でありますが、１回
目、２回目は基地内で打っている方々もいらっしゃい
ますけれども、３回目は市町村で打ちなさいというよ
うな状況になっているらしいです。そこでこの間隔、
いわゆる６か月という話もありますけれども、国では
８か月という話もありますし、その辺が統一されてい
ないような状況があります。一体全体、２回目から３
回目の期間というのは何か月なんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　ワクチンの追加接
種、３回目接種につきましては、法律上は６か月以上
というふうになっております。ただし、国のほうから
ワクチンの供給見込みであるとか市町村の接種体制
等々につきまして、８か月をめどにというような通知
も出されていたところでございます。ただ、今現在は
６か月以上であれば打てる状況にはございます。市町
村からの接種券の到着を、県としてもできるだけ早く
ということでお願いをしている次第でございまして、
市町村の接種体制について支援するとともに、６か月
をたった方の接種への積極的な検討をお願いしたいと
考えているところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　その辺なんですよね。１回目、２回
目の接種は基地内でやっていますから、市町村にその
資料がないわけですよ。そういう中でのやりとりで遅
れが生じてくると大変だと。その中で８か月たってい
ませんからできませんと基地従業員は言われていると
ころもあるんですよ、市町村によっては。その辺を統
一しないとスムーズにいかないと思いますので、基地
従業員のこういう安全のためには統一した見解が必要
だと思いますけれども、どうですかこの辺は。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時55分休憩
　　　午前10時55分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。

○○保健医療部長（大城玲子さん）　当初の頃において
は、先ほど申し上げましたように原則８か月というよ
うなこともございましたけれども、今現在は６か月が
たてばということで市町村に対しても発行をお願いし
ておりますので、そのような調整が整っているものと
認識しています。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　その辺は市町村と連携を取って徹底
してやっていただきたいと思います。
　続いて、コロナ禍の中の固定資産税の軽減ですけれ
ども、令和３年度は償却資産だけが国の対象になって
いたというふうに思いますが、これは令和４年度はど
うなる予定なんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　先ほど答弁しましたとお
り、固定資産税は市町村にとって非常に重要な財源
で、令和３年度は特例的に軽減措置が講ぜられたとい
うことで、令和４年度については従前のとおりの固定
資産税の水準になるというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　県民の中には、いわゆる国の特例が
あったと。今年はないだろうという中で、各市町村の
中で固定資産税を軽減するような策が出てきた場合、
財源の豊かな市町村、厳しい市町村、それに違いが出
たときには困るんじゃないかなという話がありますけ
れども、そういうことはあり得ませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時57分休憩
　　　午前10時57分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　例えば固定資産税を独自
の判断で軽減した場合のこの減収補塡という国の補塡
措置がありません。固定資産税を軽減するというのは
市町村にとっても非常に厳しい選択になろうかと思い
ます。軽減を予定している市町村というのは、今のと
ころ相談はございませんが、仮に軽減するとしても、
国策として対応していただく必要があるのかなとは考
えているところです。ただし、全国の市長会等から
は、この固定資産税の軽減については慎重に検討され
るべきものというような意見もございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　市町村にすれば大きな財源でありま
すから、取りたいというのはあります。しかし、特例
で令和３年度は軽減された、国が軽減したということ
であれば、その辺を県民の立場としたら求めていきた
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いわけですよね。市町村の立場に立つと厳しいなとい
う感がありますけれども、この辺全国的な流れという
のはどのような状況なんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時58分休憩
　　　午前10時59分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　全国の市長会、町村会に
あっては、税の軽減という措置ではなく、国による経
済対策、あるいはその厳しい状況にある事業者への支
援ということを求めているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　この辺はまた国との議論も必要に
なってくるかもしれませんので。
　軽石の問題に移りますけれども、除去した軽石の保
管、もうこれは限界という話もありますが、どうで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　今、市町村のほうにも保管状況等については問合
せ、確認等しておりまして、現時点で個別の保管状況
について非常に困っているというような相談はまだ把
握してございません。一方で、県のほうで北部地域に
広域の県の保管場所として確保しておりまして、３月
上旬から保管場所として使用できる見込みになってご
ざいます。今後は市町村が保管場所について足りない
という状況になりましたら、そういった場所を紹介し
まして保管できるように、確保してまいりたいと考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　その漁港、港の部分はよく分かって
いますけれども、それ以外の海岸部分の対策はどう
なっていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時０分休憩
　　　午前11時１分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　一般の海岸ですけれ
ども、土木建築部で管理している海岸と、あと管理を
市町村に依頼している部分もありまして、まず県で
やっている部分に関しましては、海岸漂着物等地域対
策推進事業を用いまして、約７億円の予算等がござい
ますので、それで５つの各土木事務所で実施をしてい
ると。あと恩納村、あるいは管理を移管されている部

分の海岸につきましては、それぞれの市町村において
同じく海岸漂着物等地域対策推進事業を用いて対策を
行っているというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　海岸部分は沖縄県、市町村に任せて
いると言うけれども、いわゆるプライベートビーチと
かありますよね。そういうところは一体どうなってい
ますか。そんなところがあるのか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　プライベートビーチ
という言葉がございますけれども、海岸の土地は基本
的には国有地でございます。海岸法の規定により都道
府県知事が海岸管理者として管理を行うこととなって
おります。先ほども申しましたけれども、海岸法の規
定により、市町村長は都道府県知事と協議を行って海
岸の管理を行うことができると。それで恩納村、渡嘉
敷村は全ての海岸、宮古島市の一部の海岸については
当該市町村が管理をしているという状況でございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　最後に、密漁の件。
　一般の方が日常的に行っている潮干狩りありますよ
ね。それも密漁になるのかという意見がありますけれ
ども。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えいたします。
　水産動植物の採捕については、漁業関係法令に基づ
き、従前より様々なルールが定められております。特
にイセエビとかサザエ、タコ等の一部の水産動植物
は、共同漁業権に基づく漁業の対象種となっておりま
して、漁業権の免許を受けた漁協の組合員にその漁業
を営む権利が与えられております。そのため当該組合
員以外の者が漁業権の対象種を採捕した場合、免許を
受けた漁協から漁業権侵害で告訴され、漁業法違反と
なる場合があります。
　以上であります。
○○平良　昭一君　違反になるということですか。場合
というのはどういうことですか。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　一般的に県民の方が
いろんな動植物を捕って、漁協の組合員の方がそれを
告訴した場合に、漁業法違反となるということでござ
います。
○○平良　昭一君　分かりました。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
　　　〔翁長雄治君登壇〕
○○翁長　雄治君　休憩お願いします。
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○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時５分休憩
　　　午前11時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○翁長　雄治君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　会派おきなわ南風の翁長でございます。
　平良会派長の後を継いで質問のほうをしていきたい
と思います。
　質問に入ります前に、所感を少々述べたいと思いま
す。
　昨日ロシアからウクライナに対しての攻撃が始ま
り、日本時間の昨晩、ウクライナの報道によると昨日
だけで200回を超える攻撃があったということでござ
います。さらには住宅地にも攻撃が及びまして、民間
人にも既に死者が出ていると。これはもう単なる軍事
的パフォーマンスではなく、戦争への道をひた走って
しまっていると。
　2018年に私がロシアを訪れた際に、ゴルバチョフ
元大統領は、当時の国際情勢を鑑みつつ私たちにこの
ように投げかけました。国際社会は今、過去の大戦の
時代のように各国が軍拡競争にいそしみ、新たな戦争
へのステージに進もうとしている。この流れだけは止
めないといけない。各国は対話をすべきであると。今
回は日本政府をはじめとした各国が、ロシアに対して
対話を求める中での戦闘開始であり、またどのような
戦争においても、ましてやその中で関係のない民間人
も巻き込む、命を奪うなどということは、どんな理由
があろうと正当性はなく、全くもって認められませ
ん。我が県も他人事ではなく、様々な戦闘、そして経
済戦争で県民の暮らしや命に影響が出る可能性は十二
分に考えられます。遠くのこととは考えずに、知事を
はじめ当局の皆様におかれましても、様々な可能性を
考え、今後のこの問題の推移を見守りつつ、起こり得
る問題に対して対策を打っていただきたいと要望いた
します。
　最後に、この戦闘で命を落とした全ての方に哀悼の
意を表すとともに、国際社会全体でこの戦争を一日も
早く終結させることを祈ります。
　それでは、質問に入ってまいりたいと思います。
　１、知事の政治姿勢について以下伺います。
　(1)、知事の任期最終年となりました。残りの任期
での公約達成に向けた取組を伺います。
　(2)、次年度は本県が本土復帰50年を迎えます。県
の取組を伺います。
　(3)、名護市長選挙の結果について、所感を伺いま

す。
　(4)、那覇港湾施設における米軍の訓練について、
現状を伺います。
　(5)、辺野古大浦湾埋立賛否についての県民投票か
ら３年を昨日迎えました。多くの県民が参画し、県民
の意思を力強く発揮して３年以上が経過しました。こ
れについての所感を伺います。
　２、子供の貧困対策について以下伺います。
　(1)、今年度の調査と結果について、現状と課題を
伺います。
　(2)、新たな沖縄振興計画における本問題、子供の
貧困対策についての位置づけについて伺います。
　(3)、来年度の取組について伺います。
　今年度は、これまでよりも内容そして拡充して行っ
たというふうに伺っております。最終的な報告は、今
後の集計や比較等をした後になるかと思いますけれど
も、現在の速報を受けて御答弁いただければと思いま
す。
　３、新型コロナウイルスについて以下伺います。
　(1)、１月９日から２月20日までのまん延防止等重
点措置についての評価を伺います。
　(2)、オミクロン株はこれまでのものとは異次元と
も言える感染拡大でありました。この間の検査体制に
ついて伺います。
　(3)、県内小・中・高校も休校や分散登校を余儀な
くされました。カリキュラム等学校教育における影響
を伺います。
　(4)、新型コロナウイルスの感染対策としてオンラ
イン授業が本格的に始動しました。これまでの総括を
伺います。
　(5)、５歳から11歳のワクチン接種がこれから始ま
る予定となっております。こちらについて、まだまだ
保護者の皆さんから情報が十分に伝わっていないと。
非常に不安の中で打つべきか打たないべきかというこ
とを悩まれております。県の取組について伺います。
　(6)、県内小・中・高校での感染状況及び学校ＰＣ
Ｒ検査について、現状と課題を伺います。
　(7)、治療薬の特例承認が行われていますけれど
も、こちらの実情について、処方についてはどのよう
になっているか現状を伺いたいと思います。
　４、観光再興、経済再興における来年度の県の取組
について伺います。
　コロナ禍によって様々な産業、事業が影響を受けて
おり、場合によっては事業継続も危うい方々が出てき
ております。ウイズコロナ、アフターコロナに向けた
県の取組を御答弁お願いします。
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　５、大型ＭＩＣＥ建設について、現状を伺います。
　マスコミ報道によって様々な情報が飛び交っており
ます。大型ＭＩＣＥは本県の経済、とりわけ東海岸の
まちづくり及び開発には大きな影響を与えます。現在
の県の方向性を県民にお伝えいただければと思いま
す。
　６、Ｊ１対応サッカー場建設について、現状と課題
を伺います。
　こちらのサッカー場建設につきましては、これまで
も本会議での質問、そして委員会での質疑において、
毎議会のように私、お話を伺ってきたと思います。次
年度は、新たな沖縄振興計画も始まることから、改め
て伺いたいと思います。
　最後に７番、乙第15号議案沖縄県農作物種苗生産
条例について、その意義と概要について伺います。
　以上が質問でございます。御答弁のほどよろしくお
願いします。残りの時間は、答弁を聞きながら質問席
にて再質問を、要望をさせていただきたいと思いま
す。よろしくお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　翁長雄治議員の御質問にお
答えいたします。
　その前に、国際社会が平和的な外交を求めていたさ
なかでロシアが軍事作戦に至ったことは、非常に衝撃
的であり誠に残念でなりません。私たち沖縄県民もか
つて戦争で大きな害を被った側からすれば、その被害
に遭われた方々への思いを致し、国際社会が一日も早
くその状況をしっかりと停戦に結びつけ、ロシアに冷
静な対応を取るよう求めるべきことは言うまでもあり
ません。これからも沖縄県もしっかりとその世界情勢
を注視しながら、平和こそ経済、平和こそ暮らしとい
うその思いをしっかりと発信していけるように努力を
つなげていきたいと思います。ありがとうございま
す。
　それでは御質問にお答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(3)、
名護市長選挙の結果についてお答えいたします。
　名護市長選挙につきましては、おのおのの候補者
が、地域が抱える課題等の実情を踏まえ、自らの公約
を掲げ、選挙に臨まれたものと認識いたします。そし
て、それらのことを踏まえ、有権者が判断をしたもの
というように受け止めております。
　次に、大型ＭＩＣＥ建設についての５の(1)、大型
ＭＩＣＥ施設についてお答えいたします。
　沖縄県では、県土の均衡ある発展と産業振興を図る

ため、大型ＭＩＣＥ施設整備を核とした沖縄県マリン
タウンＭＩＣＥエリア形成事業基本計画（案）を取り
まとめ、公表したところです。この計画（案）では、
大型ＭＩＣＥ施設の構成として、１万平米の展示場、
7500平米の多目的ホール、会議室、立体駐車場等を
主なものとしております。また、今後の需要の増加を
見据え、展示場を１万平米から２万平米、さらに拡張
可能な計画としております。まずは手堅く始めて、事
業の展開によってはその拡張も大いに見込めていける
というような計画と見直した次第です。
　沖縄県としましては、この計画（案）を基に、さら
なる検討を進め、魅力あるマリンタウンＭＩＣＥエリ
アの形成をはじめとした東海岸サンライズベルト構想
の推進に取り組んでまいります。
　次に７、沖縄県農作物種苗生産条例についての
(1)、沖縄県農作物種苗生産条例の意義と概要につい
てお答えいたします。
　沖縄県では、生産者への良質な種苗の安定的な供
給、伝統的農作物等の在来種などの遺伝資源の収集・
保存、種苗の生産に関する知見の提供を調査審議する
附属機関の設置などを定めた沖縄県農作物種苗生産条
例を今議会に提案させていただいています。
　沖縄県としましては、今回の条例を制定すること
で、生産者が将来にわたり、県の奨励品種や伝統的農
作物等の良質な種子や苗の供給を受けることが可能と
なり、また、県民に対しては、優良な農作物の提供と
沖縄の伝統的な食文化の継承に寄与するものと考えて
おります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)、公約達成に向けた取組についてお答えい
たします。
　県では、知事公約に掲げられた291の施策全てに着
手し、新時代沖縄の到来、誇りある豊かさ、沖縄らし
い優しい社会の構築の視点の下、こども医療費助成の
拡充や中高生のバスの無料化等、子供が健やかに成長
することができる社会の実現に向けた取組や、沖縄県
性の多様性尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）等、誰も
がお互いの人権を尊重し合う共生社会の実現を目指し
た取組等、様々な施策を展開してまいりました。
　県としましては、引き続き社会・経済・環境の３つ
の側面が調和した持続可能な沖縄の発展と誰一人取り
残さない社会を目指すとともに、安全・安心で幸福が
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実感できる島を形成し、自立的発展と県民一人一人が
豊かさを実感できる社会の実現に向けて取り組んでま
いります。
　同じく１の(2)、復帰50周年の取組についてお答え
いたします。
　県では、令和４年の復帰50年の節目において、県
内はもとより、国内外に向けて、沖縄のこれまでの発
展の歩みや将来の可能性を発信していくため、外部有
識者の意見も取り入れながら検討を行い、42の記念
事業を決定したところです。これら事業の中には、初
めての取組として、次世代を担う高校生が企画立案
し、参画する事業も位置づけており、効果的かつ魅力
的な事業を展開してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(4)、那覇港湾施設における米軍の訓練につ
いてお答えいたします。
　今月８日から13日にかけて那覇港湾施設で実施さ
れた米軍の訓練では、担当部局の職員による現場確認
等により、ＭＶ22オスプレイの離着陸３回、ＣＨ53
ヘリコプターの離着陸６回、米軍船舶による接岸１回
が確認されました。また、銃で武装した兵士による建
物の警備活動や、抗議活動に対する対応訓練のような
活動も確認されております。
　県としては、市街地に位置し、多くの民間機が離着
陸する那覇空港に近接している同施設での訓練は、県
民の不安を増幅させるものであることから、断じて容
認できるものではないと考えております。引き続き米
軍及び日米両政府に対し、那覇港湾施設においては、
今後、航空機の離着陸や訓練を一切行わないこと等に
ついて求めてまいります。
　同じく１の(5)、県民投票から３年を迎えることに
ついてにお答えいたします。
　平成31年２月の県民投票では、投票総数の７割を
超える圧倒的多数の辺野古埋立てに反対する県民の民
意が明確に示されました。県民投票により、県民の意
思が直接確認されたことは、重要な意義があるものと
考えております。政府は、県民投票で示された民意を
一顧だにせず工事を強行しておりますが、辺野古新基
地建設については、今般の変更承認申請が公有水面埋
立法に照らした厳正な審査の結果、不承認とされたも
のであり、埋立工事全体を完成させることがより困難
な状況となりました。
　県としては、辺野古移設では普天間飛行場の一日も

早い危険性の除去につながらないと考えており、政府
に対し、対話によって解決策を求める民主主義の姿勢
を粘り強く求めてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　２、子供
の貧困対策についての御質問の中の(1)、子ども調査
結果の現状と課題についてお答えいたします。
　県では、今年度、０歳から17歳の子供がいる保護
者を対象とした生活実態等の調査を実施しました。現
在、調査結果を取りまとめているところですが、０歳
から17歳の子供がいる世帯の困窮世帯の割合は、暫
定値で23.2％となっており、依然として本県の子供
たちの生活環境は厳しい状況となっております。ま
た、小学校５年生及び中学校２年生の児童生徒及びそ
の保護者を対象とした調査を併せて実施しており、全
体の調査結果の公表は、令和４年４月以降を予定して
おります。
　同じく２の(2)、新たな振興計画における位置づけ
についてお答えいたします。
　新たな振興計画（案）においては、子供の貧困解消
に向けた総合的な支援の推進を基本施策に掲げ、子供
のライフステージに応じたつながる仕組みの構築及び
県民運動の展開、貧困状態にある子供への支援、ひと
り親家庭等の困難を抱える保護者への支援などの施策
を展開していくこととしております。こうした取組を
通して、貧困の世代間連鎖の解消を図り、子供たちが
生まれ育った環境に左右されず、夢や希望を持って成
長することができる社会の実現を目指してまいりま
す。
　同じく２の(3)、来年度の子供の貧困対策の取組に
ついてお答えいたします。
　県では、新たな子どもの貧困対策計画に基づき、令
和４年度から子供の居場所での保健に関する相談支
援、若年妊産婦や妊娠・出産期に困難を抱える保護者
への支援などを実施することとしております。また、
子どもの貧困対策推進基金を活用し、引き続き市町村
が行う就学援助を支援するとともに、低所得世帯への
ヘルパーの派遣や、ヤングケアラーなど困難を有する
家庭への訪問支援を実施するなど、市町村と連携し子
供の貧困対策を一層推進してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　３、新型コロナウ
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イルスについての御質問の中の(1)、まん延防止等重
点措置の評価についてお答えいたします。
　沖縄県では、昨年末からオミクロン株の置き換わり
による急速な感染拡大が見られ、昨年の経験から成人
式を含む３連休でさらなる感染拡大が懸念されたこと
から、１月７日、政府に対しまん延防止等重点措置を
要請いたしました。まん延防止重点措置の指定に伴
い、１月９日から沖縄県全域を措置区域として、飲食
店やイベントに関する制限を要請するとともに、県民
を対象とした無料ＰＣＲ検査を実施し、検査能力を拡
充したほか、宿泊療養施設や入院待機施設の体制を強
化拡充するなど、感染拡大の抑制と医療提供体制の維
持に努めてまいりました。まん延防止等重点措置に対
し、県民の皆様から御協力を得られたことから、若年
世代の爆発的な感染拡大を抑制し、医療提供体制を維
持できたものと考えております。
　同じく３の(2)、感染拡大期間の検査体制について
お答えいたします。
　オミクロン株の急激な感染拡大時には、中南部地区
の接触者ＰＣＲ検査センターの検査枠拡充や高齢者枠
確保のほか、金武町、本部町、名護市、宮古島市にお
ける臨時の検査会場の設置などの対応を行ってきまし
た。また、オミクロン株の拡大に不安を感じた無症状
の県民向けに、無料で検査を受検できる事業を12月
25日から開始し、22か所あった検査窓口を46か所に
拡大し継続して運営しているところです。さらに、県
衛生環境研究所では、感染が拡大した年末年始には連
日変異株検査を実施してきたところであり、現在、県
内における新たな変異株について監視を続けていると
ころです。
　同じく３の(5)、５歳から11歳児のワクチン接種に
ついてお答えいたします。
　５歳から11歳児へのワクチン接種については、２
月10日に開催された国の分科会において、予防接種
法上の努力義務を課さないとする考え方が示されたと
ころです。
　県としましては、このような国の考え方を踏まえ、
県民が希望する場合に、接種が受けられるよう機会を
確保することについて、市町村及び医療関係者と意見
交換を行っているところであります。ワクチンの有効
性及び安全性について情報提供を行い、保護者及び本
人が接種について判断ができるよう、市町村と連携し
て取り組んでまいります。
　同じく３の(6)のうち、学校ＰＣＲの現状と課題に
ついてお答えいたします。
　学校ＰＣＲ検査については、陽性者が発生した場合

に、クラス単位での検査を実施しておりましたが、感
染の急激な拡大に伴い、検査に時間を要したため、現
在、濃厚接触者を対象として実施しているところで
す。また、委託業者による検体回収が間に合わず、学
校現場の負担となっていたものと認識しております。
今後、学校ＰＣＲ検査の接触者を含めた運用の早期再
開に向け、委託体制や運営方法の見直しを図るなど、
関係機関と連携し、学校現場の負担軽減に取り組んで
まいります。
　同じく３の(7)、治療薬についてお答えいたしま
す。
　県では、中和抗体薬の投与を積極的に進めるため、
県コロナ対策本部内に令和３年９月14日付で専任担
当者を配置しております。現在、投与可能な医療機関
は58機関登録されており、入院に加え外来での投与
も可能となっております。また、経口治療薬のモルヌ
ピラビル（商品名ラゲブリオ）については、医療機関
160機関、薬局75施設が登録されており、多くの医
療現場において活用が進んでおります。新たに特例承
認されたパクスロビド（商品名パキロビッドパック）
については、令和４年２月27日までを承認直後の試
験運用期間として、新型コロナ病床確保医療機関及び
県が選定した対応薬局でのみ本剤を扱えることとなっ
ております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　３、新型コロナウイルスに
ついての御質問の中の(3)、休校や分散登校による学
校教育への影響についてお答えします。
　まん延防止等重点措置期間中、県立学校において
は、学びの保障の観点から一斉休校とはせず分散登校
を実施し、オンライン等を活用した学習支援に努めて
まいりました。また、市町村立小中学校においては臨
時休校や分散登校の対応を行いながら、オンライン等
による学習支援が行われておりました。学習の遅れに
対しては、学習内容を重点化し、効果的・効率的な指
導の工夫や補習授業等を行っているところです。
　同じく(4)、今年度のオンライン授業の総括につい
てお答えします。
　臨時休校や分散登校等の期間中、各学校においてオ
ンライン等を活用した学習支援を行うことにより、児
童生徒の学びの継続や生活習慣の維持に努めてまいり
ました。成果としましては、教員のスキルや児童生徒
の情報活用能力の向上等が挙げられます。課題としま
しては、通信環境や児童生徒の対話を中心とした学習
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の難しさ、健康面への影響等が挙げられます。
　県教育委員会としましては、今後とも通信環境の改
善や教員のＩＣＴ活用の支援等を行い、コロナ禍に
あっても、児童生徒の学びの保障に努めてまいりま
す。
　同じく(6)、県内小・中・高校での感染状況につい
てお答えいたします。
　令和４年１月から２月14日までの公立学校児童生
徒における新型コロナウイルス感染者数は、小学校
2064人、中学校922人、高校1155人となっておりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　４、観光再
興、経済再興における来年度の県の取組についての
(1)のうち、観光再興に向けた県の取組についてお答
えします。
　観光関連産業の再興に向けては、切れ目のない事業
継続支援と、感染状況を踏まえた段階的な需要喚起策
等を講ずることが重要と考えております。令和４年度
は、県独自のおきなわ事業者復活支援金の給付や、水
際対策など感染防止対策を徹底した上で、ＧｏＴｏお
きなわキャンペーンなどの需要喚起策を実施するとと
もに、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図る
ための基金を設置します。
　県としましては、観光再興に向けこれらの施策を重
層的に展開してまいります。
　次に６、Ｊ１対応サッカー場建設についての(1)、
Ｊ１スタジアム整備の現状と課題についてお答えしま
す。
　スタジアムの整備については、これまで計画地を奥
武山公園として、事業方式や財源、スケジュール等に
ついて整理しております。課題である法規制や既存イ
ベント等への対応については、那覇市など関係機関と
協議を進めております。また、財源の確保について
は、内閣府との意見交換を継続するとともに、平成
29年度の基本計画で示された整備費や収支計画の改
善に向けた検討、経済波及効果の算出等を行うことと
しており、引き続き条件整備を進めてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　４、観光再興、経済
再興における来年度の県の取組についての(1)、経済
再興における来年度の県の取組についてお答えいたし

ます。
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、落ち込ん
だ経済の回復を図るため、ＤＸとイノベーション創出
による稼ぐ力の強化に資する取組が重要であると考え
ております。そのため、リゾテックおきなわの推進に
よる産業全般のＤＸ加速化やデジタル人材の育成、奨
学金返還支援や所得向上応援企業認証制度（仮称）の
創設、地域経済の好循環に向けた企業や産業間連携に
よる取組の強化、越境ＥＣの活用等による新分野展開
の支援など、生産性や付加価値向上につながる施策を
推進してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　御答弁ありがとうございました。
　まず要望のほうから先にさせていただきたいと思い
ます。
　子供の貧困のところについてなんですけれども、今
回様々な結果がこれから来年度に出てくるかと思いま
すけれども、次の振興計画の間にしっかりと解決をし
ていかないと、10年後も同じような議論をしている
わけにはいかないと思います。せめて全国並みのも
の。そのためには全庁的に――子ども生活福祉部だけ
ではなくて、当然親の貧困でありますので、親の稼ぐ
力をどうやって上げていくかというところも、これは
知事を筆頭に全庁的に子供の貧困は解決していくと。
沖縄のどこで生まれても、子供たちが日本全国と変わ
らない教育を受けられる、生活ができる、医療が受け
られる体制をぜひよろしくお願いいたします。
　それでは再質問を行ってまいります。
　１の(1)、知事の公約のところについてなんですけ
れども、この間ずっとこの議論をうかがっております
と、なかなか県民の見たい数字と皆さんが出してくる
数字、出し方の部分に相当乖離があると思っていま
す。例えば、そもそも行政というのは継続性でありま
すので、今既に取り組んでいることは、これから連綿
と続いていって解決をしていく、どんどん拡充をして
いくというものがあると思います。皆さんから出して
いただいているのは、基本的に事業が完了したものが
メインかなと思っています。箱物を造るというものに
ついては、造りましたということで終わりかと思うん
ですけれども、例えば拡充をというのは、公約につい
て、例えば６次産業の品目を増やしていくとか、これ
は３品目でもう達成なのかといったら、多分公約上の
数字だけではもしかしたら達成かもしれないけれど
も、皆さんからすると、じゃこれは６にしなきゃいけ
ない、10にしなきゃいけないと。どんどんどんどん
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この幅を広げていかないといけない。こども医療費に
ついても、今は中学校まで。ただこれから社会のニー
ズに合わせて、もしかしたら高校まで上げていくかも
しれないということをやると、４月にスタートして
も、これは完了じゃないというところがあると思いま
す。
　こういう県民が欲しい数字、見たい数字、どれぐら
い今知事が頑張っているのか、県が頑張っているのか
というところで、非常にあると思います。私も民間の
出身ですので、民間の場合は、これは当然照屋副知事
がよく分かるかと思うんですけれども、今年度の売上
げの目標、例えば10億だとするならば、達成率とい
うのは５億いったら50％になってくるんです。こう
いうふうに何がどこまで今できているのか。着手した
だけなのか、事業がスタートしたのか、しっかりと全
部終わったのかというところ、これは事業一つ一つに
よっても変わってくると思います。ぜひこの辺を県民
が分かりやすいもの、皆さん恐らくこういった出し方
を今までしてきていないかと思うんですけれども、こ
ういった出し方にしていくべきだと思いますが、所感
を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、私、
291の公約全てに着手をしたということで申し上げさ
せていただきました。その中には、捉え方の違いで誤
解を与えてしまっているところがあるということは、
申し訳ないなと思います。
　議員御案内のとおり、例えば工事や目的としてはあ
る一定程度ここまで達した、けれどもそれは完了では
なく、そこから始まる継続があります。例えば、琉球
歴史文化の日を制定する。公約に掲げ、それは議会で
その条例が可決されました。それで終わりではないん
です。それでは、琉球歴史文化をここからさらに深め
ていく、新しく創造していくための取組が始まるわけ
ですから、そういうことを考えますと、いわゆるＰＤ
ＣＡサイクルのようなある一定数値を掲げて、そこに
達成したか否かということが次の展開につながるとい
うことの数値的な測り方が必ずしもできないというと
ころもあります。ですから那覇空港の第２滑走路がで
きた。それで終わりかというとそうではなく、そこを
活用していくということから始まるわけですから、で
すから、私は、表現としては291の公約全てに着手を
し、そして県政の新たな課題についてもしっかりと取
り組んでいくということから、さらに継続して発展さ
せていく。そういうような捉え方で、これからは県民
の皆様にしっかりと取組を公表していけるようにした

いと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　これ再々質問をするつもりはなかっ
たんですけれども、私が今求めたのは、当然それはよ
く理解しています。なかなか出しづらい部分があろう
かと思います。ですので、この一つ一つどこまで進ん
でいるのかということを各部で検証しながら出してい
く仕組みをつくるべきではないかということを考えて
います。お願いして質問しました。これについて、ぜ
ひ企画部長から御答弁いただければと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　公約についていろいろ知
事からもお話がありましたとおり、既に実現したとし
ても、趣旨・目的のために継続して取り組まなければ
ならないものも多々ございます。どのような観点から
整理できるのか、少し研究してまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　お願いします。
　質問を変えていきたいと思います。
　次に、那覇港湾施設の問題についてなんですけれど
も、この問題でまずは、民間航空機への影響はなかっ
たかどうか伺いたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　県がこの訓練の期間中
に、大阪航空局那覇空港管理事務所に確認をしたとこ
ろ、今般の那覇港湾施設における米軍の航空機の離発
着を伴う訓練に当たっては、米側と事前に調整を行っ
ており、事務所としても民間機に支障がないよう適切
に管制を行うという回答がございました。このことに
ついて、訓練終了後に再度確認いたしましたところ、
那覇空港において離着陸する民間機への影響はなかっ
たという回答がございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　次に、これは単発的な訓練と見てい
るのか、それともこれから長期的な訓練になると見て
いるのか。断続的にこれからもこういった訓練を行っ
ていくのかということを、どのように捉えているの
か。これまで米側とか政府側との話をした際にどうい
うふうに今考えているかお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時43分休憩
　　　午前11時43分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　このことにつきまし
て、米海兵隊に確認をいたしましたところ、那覇港湾
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施設は、陸軍管理の施設ではありますけれども、今後
海兵隊にとって那覇港湾施設が適切な訓練場所として
判断されるのであれば、なおかつ同施設が使用可能で
あれば訓練の可能性はあるというふうな回答をいただ
いております。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　私たちの会派の中では、５名中３名
が条件付容認もしくは賛成という立場で、この問題に
は常に当たらせていただいております。しかしながら
これは、今まで皆さんの説明の中で港湾の中の引っ越
しであるとか――私としては、これまでの歴史的背景
であるとか、それこそ辺野古との大きな違いは、歴史
的に辺野古は沖縄県に示してきた条件をどんどんほご
にされてきて、県民が容認したものとは違うものが今
でき上がろうとしているからこそ、今私たちは反対で
きるんです。軍港については、浦添市さんからの案が
出てきたときにも、それは米側も政府側も少なくとも
立ち止まってその推移を見守ってきたわけです。だか
らこそ対応の違いから見ても、ここは私たちが容認し
たものを造るものだということで、私は歴史的に容認
してきました。
　しかしながら今回のように、今までと違うことが行
われている。これまでの議会の質問にもあったよう
に、5・15メモなどから考えると、そもそも軍港の活
用の仕方として非常に疑義が出てくる。そういったも
のを浦添に本当に移設してしまっていいのかと。これ
からあの軍港のところには、ラグジュアリーホテルが
建つ、ビーチリゾートができる。そういったところに
こういったものが来たときに、浦添市としてできるの
かと言われたら私たちは甚だ疑問でございます。この
辺について、所感があればお伺いしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員の不安な点は、恐らく
県民が共有していることと思います。今までそういう
使われ方をしてこなかったところが、新たな基地の強
化とみなされる使用が拡充していくということは、絶
対にあってはならないということです。ですから、現
行の那覇港湾施設は、係留施設と貯油施設ということ
で5・15メモにも明記されておりますが、我々が訓練
をしないようにと中止を求めても、それを強行するこ
とであれば、それは那覇港湾施設が浦添地先に移設を
した場合でもそういう使われ方がされてしまう。つま
り基地の機能の強化が加えられるということですか
ら、これは移設の計画にも相当な影響を与えるものと
いうように私は考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。

○○翁長　雄治君　浦添市との情報共有はどのように
なっていますでしょうか。浦添市との情報共有。受入
先の浦添市とは、今どのように話合いが行われている
かということをお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　那覇港湾施設の代替施設につきましては、これまで
も移設協議会の枠組みの中で円滑な移設が進められる
よう協議を行うということが繰り返し確認されており
ます。そういうことで、この場で浦添市の意見等も拝
聴しているということでございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　ぜひ移設協だけではなくて、平場で
もこういった情報共有というものをお互いにやってい
かないと、なかなかこれは、県がどのように考えてい
るかというのは伝わらないと、報道だけ見ても浦添市
の皆さんも困るかと思いますのでよろしくお願いしま
す。
　すみません、休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時46分休憩
　　　午前11時47分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○翁長　雄治君　すみません。ちょっと順番が１つ飛
びましたけれども、(3)番の名護市長選挙についてで
す。
　名護市民ないしは沖縄県民も含めてなんですけれど
も、ずっと暮らしか経済かというところを、こういう
非情な選択をさせられてきました。私たちの訴えとし
て、ずっとこの辺野古反対のものについても、暮らし
の部分にそれをなかなかつなげることができなくて、
なかなか市民の皆さんに理解を得られていない部分も
あろうかと私は思います。この非情な選択、私も報道
のほうでもいろいろとお騒がせしましたけれども、私
はあのとき申し上げましたのは、私たちオール沖縄が
勝てば、中国に攻められても自業自得だと本土側から
投げられ、そして私たちが負けた際には、お金に屈し
たと本土のほうからまたこれも投げかけられる。こう
いったものを言われる市民。６万市民に、いつまでこ
ういった選択をさせ、そういったことを投げかける社
会をつくっていくのかということを考えたら分かりま
すかという話をしました。これについての、知事から
もし御言葉をいただければと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　選挙につきましては、それ
ぞれの候補者が政策を掲げ、よりよいその市民の暮ら
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し、市民の希望を実現していくということを訴えてお
のおのが選挙に臨み、そして住民、有権者の審判を仰
ぐということです。ですから本来であれば、その中で
争点となるもの、あるいはそれぞれの候補者の主張と
されるものが全てその市民が受け入れる、あるいは受
け入れないということは、私はそういうことではない
のではないかと思います。つまり、ある政策について
は反対の立場の人がそうではない方を応援する、投票
するということもありますし、またその逆もあると思
います。ですから私たちは、その選挙の結果を真摯に
受け止めて、その選択されたことが、選択されなかっ
た側のその政策も含めた市民の暮らしの向上、市勢の
発展という方向につなげていくことが重要であると思
いますし、そういうことをやはりこれから市政の側と
してもしっかりと発表していくといいますか、展開さ
せていくことが、その誤解を生まない重要なポイント
ではないかというように受け止めています。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　本当に、選んだ市民には何の罪もな
いということです。これを外部からとやかく言われる
ものではないというふうに私は思います。知事がおっ
しゃっていただいたように、様々な公約があり、市民
がそれをそれぞれ確認して、皆さんが吟味した結果だ
と思いますので、私たちはこれをしっかりと真摯に受
け止めていなかきゃいけないのかなというふうに思い
ます。
　次に、４番の経済・観光の問題のところなんですけ
れども、バス、タクシー、ハイヤー等様々なところが
今厳しい状況にあると思います。これは、今、守って
いかないと、これから先、そもそも事業は継続してい
るのか、もしくは県が後から支援しても、コロナが終
わった後であると、例えば県民向けの補助とかをその
会社が、事業体がなかなかそれを活用するに至らない
というところがあると思いますけれども、この辺の取
組についてお伺いしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　観光産業の
再興に向けては、切れ目のない事業継続支援と感染状
況を踏まえた段階的な需要喚起策を講ずることが重要
と考えておりまして、今ありました貸切りバスへの支
援につきましては、これまでおきなわ彩発見バスツ
アー促進事業で支援しておりまして、２月18日時点
で申請が30社、2438万円の補助金交付を予定してお
ります。令和４年度におきましては――この事業は令
和３年度終了予定となっておりましたので、次年度に
おきましては、貸切りバス事業者を含む観光関連事業

者に対し、最大50万円を給付するおきなわ事業者復
活支援金による支援を行ってまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　彩発見についてなんですけれども、
こちらはどのように再開していくのかお伺いしたいと
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　彩発見につ
きましては、国の交付要綱上、まん延防止等重点措置
の対象となっていないこと、それから県全体の警戒レ
ベルがレベル２相当以下に改善した場合に、知事の判
断でできるという形になっております。昨日、県の警
戒レベルはレベル２に引き下げられたというような、
本部のほうで決定されたことではありますけれども、
キャンペーン再開に当たりましては、感染のリバウン
ドを防止しながら再開することが非常に重要であると
いうふうに考えております。このため感染の再拡大の
リスクを最小限に抑える形で段階的にキャンペーンを
再開できる方法を関係部局、それから感染症の専門
家、関係団体の意見を聞きながら現在至急調整を進め
ているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　よろしくお願いします。
　次に、Ｊ１対応サッカー場のところをお伺いしてい
きたいと思いますけれども、２年前から私も伺ってい
ますが、法整備、これは特に条例のところですね。沖
縄県そして那覇市の条例の話がずっとされていますけ
れども、なかなかこれが進んでいないというふうに私
は考えておりますが、こちらは、本当に皆さんとして
はいつまでにやるつもりなのか、その課題についてお
伺いしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時53分休憩
　　　午後11時53分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県におきま
しては、新たな沖縄振興計画においてもスポーツアイ
ランド沖縄の形成に向けて取り組むこととしておりま
して、Ｊ１規格スタジアムはスポーツコンベンション
の核となる施設というふうに位置づけております。ま
た、ＦＣ琉球の活躍によって、県民の期待も高まって
いるというふうに承知しているところであります。そ
のために、見るスポーツを通じた地域経済の活性化に
貢献するＪ１スタジアムの早期整備に向け取り組むこ
ととしております。
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　主な課題としまして、整備事業費の財源の確保、都
市計画法・都市公園法の法規制の対応、Ｊ１ライセン
スへの影響、巨人軍キャンプ等の既存イベントの対応
等の課題がありますので、今この課題を引き続き整理
しているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　僕の質問とちょっとずれているんで
すけれども、僕が聞いているのは、法整備をしていく
上での課題です。これをお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時54分休憩
　　　午前11時55分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　課題の一つ
であります法規制の対応ですけれども、都市計画法に
おける用途の緩和のためには、特定行政庁の那覇市の
許可、用途地域の見直しの手続が必要となります。那
覇市との意見交換の方向性ですけれども、用途を緩和
する手法としては、特別用途地区制度の活用の方向性
を検討しているところであります。また、都市公園法
においては、建蔽率の制限があり、スタジアム、複合
機能を整備するためには、都市公園条例で定める建蔽
率を緩和する必要がありまして、このことにつきまし
ては、土木建築部と協議を進めているところでござい
ます。有識者の意見等も参考にしながら、整備可能範
囲を設定し、建蔽率等を今検討しているというところ
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　これを早めに進めていただきたいん
です。要は、今いろいろと議場からも言葉が出ました
けれども、県の本気度が今問われていますし、チー
ム、そして県民、選手、サポーターへのモチベーショ
ンにもつながります。
　先日このサポーターの皆さんともお話をしました。
スタジアムを造るというのは、子供たちに夢を見せる
んだということ、最終的には子供たちのためにやりた
いと。ＦＣ琉球は2003年に創設以来、18年超、やが
て20年近くなります。一つ一つみんなで一丸となっ
て取り組んできて、時にはお金がない選手に対して、
サポーターみんなでお金を出し合ってお肉を買って、
これを食べて強くなってくれと言いながら一緒に歩ん
できた。一歩一歩彼らはやってきたんです。今回の
シーズンのもので、サポーターのほうが掲げているプ
ラカード――あしたはホーム開幕戦がありますけれど
も――闘うスタジアムと。この闘うというのは戦争の

戦ではなくて、闘争のほうの闘。これは、彼らは辞書
でいろいろと調べる中で、困難に打ち勝つというとこ
ろがあり、今このＦＣ琉球が置かれている状況、とに
かくＪ２からＪ１へ上がると、そのためにみんなで盛
り上げていこうと。
　沖縄県の今、皆さんの公約というか政策の中にも、
プロスポーツを盛り上げていくというような話がござ
います。しかしながらこの一歩がなかなか見えないと
いうところが、今サポーターからしても、非常に不満
がたまるところなんです。まずは、例えば皆さんがこ
れから予算を取りに行くというときに、こういった法
整備が済んでいない場合、この予算の獲得について動
けるのかどうか、お伺いしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　予算の確保
につきましては、今課題としてありました都市計画法
や都市公園法の法規制の対応がクリアできると、そう
いう見込みを持ちながら財源獲得の調整をすることに
なるかと思っています。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　本当に、法整備、改正をまず先に
行っていただきたいです。県はちゃんとやるんだと、
つくるんだというところをサポーターの皆さん、チー
ムの皆さん、県民の皆さんにぜひ示していただきたい
と思います。私は知事にはＦＣ琉球に限らず、キング
ス、コラソン、アスティーダの試合にも、ホーム開幕
戦とか、重要な試合のときとか、お忙しい中だとは思
いますけれども、ぜひ顔を出していただいて激励して
いただくと。沖縄県を背負って彼らは今戦っているん
です。そこを知事がぜひ――本当に、全試合観てほし
いとかじゃなくて、行って、冒頭チームの皆さんに―
―試合前なのでお会いできるかどうかは別にして、知
事も来ているんだよというところを見せることも大切
じゃないかなと、スポーツアイランド沖縄を成就して
いく中で非常に重要なことかなと思いますので、よろ
しくお願いします。
　最後にコロナのところでお伺いをしたいと思いま
す。
　子供のワクチンのところについてなんですけれど
も、ワクチンはメリットがデメリットを上回ったとき
に初めて打つものだと考えています。今、なかなか子
供たちが打つべきなのかどうか、症状的にもどうなの
かというところが保護者の皆さん気になっています。
子供たちの症状について、今どういった症状が起きて
いるのか、重症化率はどれくらいあるのかというとこ
ろをお伺いしたいと思います。
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○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時０分休憩
　　　午後０時０分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナに感染した
場合の症状ということでよろしいですか。
　子供たちについては、一般的に軽症ということが言
われております。ただ今回の感染拡大によりまして、
中にはやはり基礎疾患をお持ちのお子さんなどについ
ては、中等症以上になった方もいらっしゃいますの
で、決して軽症で全てが終わるということではござい
ません。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　このワクチンを打つことによって、
子供たちに想定される副作用というのはどういったこ
とがあるかお伺いしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時１分休憩
　　　午後０時１分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　小児へのワクチン
接種につきまして、これについては米国において副反
応の報告がございます。それによりますと、接種後
10％前後に発熱、約40％に全身の反応、約60％に局
所反応が認められるというような報告がございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　県としては、これはメリットが――
いろいろな副作用があるというふうに伺っていますけ
れども、メリットがデメリットを上回っているという
ふうに考えていてよろしいでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　２月10日に国の
分科会においても、小児へのワクチン接種について話
し合われたところでございまして、一般的にワクチン
については努力義務が国民に対しては課されているん
ですが、５歳から11歳については努力義務は課さな
いという方向でまとまったと聞いております。
　県としましても、メリットとデメリット両方をきち
んと情報提供して、御判断いただくというのが重要か
と考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　ぜひ県民の皆さん、保護者の皆さん
が分かりやすいようにメリット、デメリットを広報し
ていただきたいというふうに思います。

　最後に、コロナのところの最初に戻るんですけれど
も、まん延防止の中で、今後県民の皆さんが気になっ
ているのは――昨日は大きく数が下がりましたけれど
も、下げ止まり傾向にある中で、今後どのような形で
これを、例えばまん延防止にまたなるのか考えている
ところです。この辺の指標についてお伺いしたいと思
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時３分休憩
　　　午後０時４分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　今回のまん延防止
等重点措置の延長をしないという決定をした際に、や
はり新規感染者数については下げ止まっているとい
うこともございます。病床使用率についても50％を
やっと切ったという状況でございますので、やはり感
染拡大をさせないというところが非常に注意が必要だ
というふうに考えておりまして、その際にも、感染の
拡大兆候が見えた場合には早期にまたブレーキを踏む
というような政策が必要だということで、その際の指
標としましては、７日間平均の新規陽性者の数が２倍
になるような急拡大、それから各圏域ごとに病床使用
率が60％を超えるような状況というものが目安にな
るということでお示ししたところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　分かりました。
　私たちも今の状況からということで考えながらでい
いんですよね。今の状況から倍になったらと考えてい
ていいんですよね。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時５分休憩
　　　午後０時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　今現在の状況とい
うことではなくて、そのときの、例えば１週間の合計
というものを見てその傾向を見るんですが、その際に
１週間前と比べた状況が２倍になっているという状況
をやはり警戒すべきということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○○翁長　雄治君　分かりました。
　まだ少し話したいと思いますが時間がないので、残
りはまた一般質問の会派の皆さんにお願いしたいと思
います。
　ありがとうございました。



– 174 –

○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時５分休憩
　　　午後１時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き代表質問を行います。
　崎山嗣幸君。
　　　〔崎山嗣幸君登壇〕
○○崎山　嗣幸君　皆さん、こんにちは。
　立憲おきなわ、会派を代表しまして代表質問したい
と思います。
　よろしくお願いします。
　質問に入る前に、今ロシアによるウクライナ軍事侵
攻、やはり何といっても国際社会に大きな衝撃を与え
ております。いかなる軍事侵略も許されるものではな
いと思っております。また、このことが連鎖によって
報復合戦になって、沖縄の米軍基地へ悪影響を与えて
はならないというふうに考えております。国際社会の
平和的解決を求めるという立場でありますので、ぜひ
ともその立場で方向を期待したいと思います。
　では、早速でありますが、知事の政治姿勢について
伺っていきたいと思います。
　(1)、知事公約の成果と課題について。
　復帰50年、節目の年に知事選挙の政治日程が予定
されております。玉城デニー知事は、これまで辺野古
新基地建設反対、自立経済の構築等を掲げ走り抜いて
きております。知事公約の主な施策の成果と課題、そ
して新年度予算への反映と抱負を伺いたいと思いま
す。
　(2)、南西諸島の軍事拠点について。
　米軍と自衛隊が台湾有事を想定し、石垣島、宮古島
等に軍事拠点を設置する日米共同作戦計画が策定され
ております。明らかに自衛隊と一体化した米軍の軍事
拠点をつくる狙いがあります。沖縄が再び攻撃目標に
され、戦場にする計画を断じて容認できない。知事は
計画の詳細を明らかにさせ反対をすべきではないか伺
いたいと思います。
　(3)、土地規制法について。
　政府による自衛隊、米軍の基地周辺や国境離島の土
地の利用を規制する法案が強行され、重要度の高い特
別注視地区の約200か所の中にミサイル配備を予定す
る宮古や与那国を対象とすることが明らかになってお
ります。この内容は、土地所有者を調査し売買の届出
や妨害行為への懲罰を科すなど私権を過度に制限する
問題をはらんでおります。知事の見解を伺います。
　(4)、那覇軍港での米軍訓練についてであります。
　去る２月８日から、那覇軍港で米軍の海兵隊による

ＭＶ22オスプレイやＣＨ53大型ヘリ、海軍輸送艇に
よる大規模な演習が繰り広げられました。５・15メ
モで港湾施設と貯油所と使用目的を定めておきなが
ら、逸脱し、拡大解釈をし、常態化を図ろうとしてお
ります。遊休化している那覇軍港での訓練強化は、浦
添移転後も機能強化する危うさを物語っております。
知事は、容認する日米両政府に抗議し、使用条件の厳
格運用をさせるべきではないか見解を伺いたいと思い
ます。
　(5)、辺野古新基地建設反対について。
　知事は、軟弱地盤改良工事の設計変更を去る11月
25日不承認としました。国は対抗措置として、承認
の取消しを求める審査請求をしたが、今後の展開を伺
います。
　(6)番、ＰＦＯＳ対策について。
　県は、有機フッ素化合物ＰＦＯＳを含むＰＦＡＳが
米軍普天間飛行場周辺から検出されていることから、
汚染源の特定のためボーリング調査実施を検討してい
るようであります。また、嘉手納基地への立入調査等
汚染の実態解明と解決の取組を伺います。
　(7)番、新たな沖縄振興計画の取組について。
　21世紀ビジョンの集大成に向かう、次期沖縄振興
計画においては、特に持続可能な沖縄の発展と誰一人
取り残さない社会を実現する体制の強化を伺いたいと
思います。
　(8)、県ワシントン駐在について。
　沖縄の米軍基地問題の解決を米国政府や米国連邦議
会等に直接訴えるための活動を展開してきておりま
す。主な活動実績と成果を伺います。
　２番、復帰50年の取組について。
　(1)、玉城デニー建議書について。
　知事は、1971年11月の沖縄国会に届くことのな
かった琉球政府・屋良朝苗主席の復帰措置に関する
建議書を、復帰50年の今日、県民の要求を国民、国
会、日本政府に広く示す玉城デニー建議書として作成
に取り組む考えを示してきておりますが、その内容と
意義づけを伺いたいと思います。
　(2)、記念式典の意義と発信するメッセージの内容
を伺います。
　(3)、第32軍司令部壕の保存公開の基本構想を策定
し、取り組むとしているが、その進捗と完成時期のめ
どを伺います。
　(4)、沖縄戦における戦没者の遺骨が眠る可能性が
ある土地の開発行為規制は必要であります。県の取組
を伺います。
　(5)番、世界のウチナーンチュ大会開催の取組内容
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を伺います。
　３番、首里城復興基金について。
　既存の首里城復興基金54億8300万円の使い方につ
いて、県民のオープンな議論を求める識者の陳情が提
出されております。既存の基金の使い方の内容をしっ
かり説明する必要があると思います。今回、新たに創
設する基金は、伝統的建造物の建造や修繕に関する専
門知識や技術を有する人材の育成、歴史・文化的に重
要な施設整備をする歴史的景観の向上を図ろうとして
おりますが、既存基金の使用内容と新しい基金との活
用の整合性を図る必要があります。あくまで、首里城
は国の所有であり、管理する県の主体的役割は、基金
でどう発揮するのか伺いたいと思います。
　４番、新型コロナウイルス対策について。
　(1)、米軍へ検疫体制を取らせることであります。
　昨年12月、米軍基地のキャンプ・ハンセンからオ
ミクロン株が発生し、感染した米兵が基地の外でも自
由に行動し、市中感染が広がる要因となりました。地
位協定によって日本の検疫が米軍に及ばないことや国
内と整合性のある感染対策が取られないことが重要な
問題であります。県は、県民を守るため地位協定の改
定を求め、検疫体制を取らせるべきではないか。知事
の見解を求めたいと思います。
　(2)、３回目のワクチン接種の取組状況について伺
いたいと思います。
　(3)、従来より小規模離島を多く抱える沖縄では医
療体制に限りがあります。島出身者から医師、看護師
の輩出が継続できるよう、奨学金や通信教育への支援
を行うことについて伺いたいと思います。
　(4)、今後のＰＣＲ検査の拡大策について伺いま
す。
　５番、観光振興基金の創設についてであります。
　県は観光資源である豊かな自然環境や独自の伝統文
化等のソフトパワーを活用した沖縄観光の高度化、雇
用の拡大と人材育成、ＤＸの推進による受入れ体制の
強化等を図るとともに、観光危機にも柔軟に対応でき
るとしております。観光振興基金創設の具体的内容を
伺います。
　６番、県営住宅入居時の連帯保証人の廃止につい
て。
　県は、県営住宅入居希望者の負担軽減を図り、住宅
困窮者が安心して入居できる環境をつくるため、入居
時に求めていた連帯保証人の廃止を令和４年４月の入
居手続から適用することとしております。これまで身
寄りのない高齢者等の連帯保証人の確保が解消され、 
住宅セーフティーネットの役割が期待されます。問題

点と課題は何か伺いたいと思います。
　７、ヘイトスピーチ規制条例制定についてでありま
す。
　県は、全ての人が、相互に人権を尊重し合える社会
の実現を目的とした条例制定の取組をしております。
これまで、差別的言動を規制対象として、検討委員会
等の取組をしてきておりますが、理念型になり、実効
性への疑問が持たれておりますが、経緯と問題点を伺
います。
　８番、軽石問題について。
　これまでの漂着状況、回収状況、被害状況（港湾、
漁港、水産関連、観光関連）及び漁業者、観光業者へ
の支援状況を伺います。
　９番、雇用問題について。
　(1)、完全失業者等の実態を伺います。
　県内の雇用情勢は、オミクロン株の感染拡大等の影
響も受け、より厳しさがあります。完全失業率、有効
求人倍率、非正規職員の実態や雇用のミスマッチ対策
を伺います。
　(2)番、男女の給与格差の解消について。
　女性の所得の低さが際立っており、県内の給与格差
の実態を示されたい。さらに格差や不利性が固定化さ
れた社会では人材本来の活躍が阻まれ、沖縄振興の主
要目標である所得の向上につながりません。多様な働
き方を保障する制度を充実させ、子育てや介護、家事
にかかる女性への偏りを解消し、性にかかわらずキャ
リアが構築され得る仕組みづくりを、経済労働政策と
女性政策の両面から強力に推進することについて伺い
ます。
　(3)、公契約条例の実効化について。
　県内、建設労働者の雇用所得の改善は、大きな課題
となりながら、改善傾向が見られません。県内の低所
得、貧困問題に直結しており、現行の公契約条例を理
念型から、実効性ある規制型へと改正することが求め
られております。県の対策を伺います。
　(4)番、職員給与の遡及カットについて。
　県は、去る2021年12月期に支給した職員の一時
金を来る６月期の一時金から0.15月（平均７万円～
８万円）を減額しようとしております。人事院勧告を
尊重するとのことだが県や全市町村に波及し、コロナ
禍の消費動向を鈍化させることにもなります。また、
遡っての減額措置は国会でも附帯決議されたように不
利益不遡及の原則から逸脱をします。県は職員団体の
要請にどう対応するのか。再考すべきではないか伺い
たいと思います。
　10番、福祉行政についてであります。
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　(1)、超高齢社会への対応について。
　年少人口の割合が全国一高い沖縄県も2025年には
人口の４分の１が高齢者となることから、次期沖縄振
興計画は、超高齢社会のニーズに即し対応する必要が
あります。介護職員の処遇改善事業、認知症疾患医療
センター事業の取組について伺います。
　(2)、子供の貧困対策について。
　県は沖縄県の子ども貧困対策計画に掲げる指標の改
善状況や施策の実施状況等の検証を行い、成果や課題
をまとめております。次期計画策定に当たって、これ
までの総括をどう改善し、見直しを図って行くのかを
伺います。
　11番、県農産物種苗生産に関する条例の取組につ
いてであります。
　県が制定に向け作業中の沖縄県農作物の種苗の生産
に関する条例案が、今議会に提案されております。種
苗条例は農業の競争力という経済面だけでなく、日々
県民が口にする農作物を生産する食と農の安全の問題
でもあり、地域ごとの農作物の種苗の多様性を公的種
苗事業として守る重要なテーマであります。その取組
の経緯と内容を伺います。
　12番、教育行政について。
　(1)、県内でも公立小・中・高・特別支援学校教員
の業務量増大や多忙化により、教員の減少化傾向の実
態が明らかになっています。よって、教員の確保を図
るべきではないか伺います。
　(2)、教員試験の受験年齢の上限引上げを図り、教
員の確保に努めるべきではないか伺います。
　(3)、国の就職氷河期世代支援に準じて、県でも図
書館司書の救済措置を講ずるべきではないか伺いま
す。
　(4)、12校の高校で緊急対応用務員が配置されてお
りますが、希望校へ増員して配置すべきではないか伺
います。
　13番、健康増進事業の推進について。
　近年健康増進の目的で、県民の中でウオーキングが
広まっており、県の施策でも、県民が心身ともに健康
で生き生きとした生活を送る上で、生涯スポーツ社会
の実現を目指しております。特にウオーキングコース
も水はけが良く、クッション性があり、足膝への負担
を軽減する全天候型のウレタン舗装やタータンコース
が求められております。しかし、いまだに土やコンク
リートコースがあり、足・腰・膝への負担となってお
ります。
　(1)、那覇市内の奥武山公園コース、新都心公園
コース、漫湖公園コース等の現状と改善について伺い

ます。
　(2)、県内の県、市管理の公園や河川敷、散策路等
も足腰の負担を軽減する上から、整備すべきではない
か伺います。
　(3)、県のがんじゅう事業、道路空間形成事業のウ
オーキングコース（ラバー舗装）がありますが、那覇
市内道路での実態と拡充を伺いたいと思います。
　以上でありますが、再質問は指定の席から行いたい
と思います。
　よろしくお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　崎山嗣幸議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、
知事公約の成果や予算への反映についてお答えいたし
ます。
　私は、新時代沖縄、誇りある豊かさ、沖縄らしい優
しい社会の実現に向け、公約として掲げた291の施策
全てに着手し取組を進めているところです。具体例と
しましては、幼児教育の無償化やこども医療費助成の
拡充、低所得世帯の中高生のバスの無料化、国際家事
福祉相談所の設置などに取り組んでまいりました。令
和４年度は、これら取組を引き続き進めるとともに、
沖縄県こどもの貧困対策推進基金の積み増しによる子
供の貧困対策の推進、沖縄県観光振興基金設置による
国際競争力の高い魅力ある観光地形成に向けた諸施策
の展開、デジタルトランスフォーメーションの推進に
よる産業の稼ぐ力の強化等にも取り組むこととしてお
ります。引き続き、私が掲げた公約の実現に向け、全
力で取り組んでまいります。
　次に２、復帰50年の取組についての御質問の中の
(1)、建議書の内容と意義についてお答えいたしま
す。
　昭和46年11月に、沖縄の本土復帰に当たり作成さ
れた復帰措置に関する建議書においては、県民の福祉
を最優先に考え、地方自治権の確立、反戦平和、基本
的人権の確立、県民本意の経済開発等を骨組みとする
あるべき沖縄の姿を求めた新生沖縄像が描かれており
ますが、復帰50年を迎える現在でも、基地の負担に
ついては、復帰当時に沖縄県民が期待した本土並みに
は依然としてほど遠い状況にあると言わざるを得ま
せん。沖縄県においては、復帰50年の節目となる本
年、当時の琉球政府が将来を担う子や孫たちのために
描いた新生沖縄像と現状との比較検証を行い、若い世
代を含む県民の皆様や有識者からの意見も取り入れな
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がら、建議や宣言の在り方について検討してまいりま
す。
　次に６、県営住宅入居時の連帯保証人の廃止につい
ての(1)、連帯保証人廃止の問題点と課題についてお
答えいたします。
　沖縄県では、住宅に困窮する低額所得者への住宅の
提供という公営住宅の目的を踏まえ、条例を改正し、
入居の手続における連帯保証人に関する規定を廃止す
ることとしております。一方で、連帯保証人を廃止し
た場合、家賃等収納率への影響が懸念されるところで
すが、その対応策としては、指定管理者に配置してい
る専門相談員を活用し、収入が不安定な入居者と福祉
制度をつなぐ仕組みを継続し、取組を強化することと
しております。今後とも、誰もが安心して心地よく暮
らせる沖縄を目指して、安全・安心な住まいづくりに
向け、積極的に取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(2)、南西諸島への軍事拠点配置についてお
答えをいたします。
　昨年12月に報道された南西諸島への臨時の軍事拠
点配置を含む日米の共同計画については、去る12月
24日、知事が防衛省に対し、その詳細を明らかにす
るよう強く要請しております。その後、１月７日の２
プラス２共同発表では、日米は、「同盟の役割・任
務・能力の進化及び緊急事態に関する共同計画作業に
ついての確固とした進展を歓迎した」旨が示されまし
た。
　県としては、日米共同訓練の激化等、これ以上の基
地負担があってはならず、ましてや台湾有事等により
沖縄が攻撃目標とされるような事態は決してあっては
ならないと考えており、引き続き情報収集を行った上
で、適切に対応してまいりたいと考えております。
　同じく１の(3)、土地規制法についてお答えをいた
します。
　いわゆる重要土地等調査法が今年９月に全面施行さ
れるのに合わせ、陸上自衛隊与那国駐屯地、宮古島駐
屯地周辺や無人の国境離島の区域を特別注視区域に指
定する方向で政府が検討しているとの報道については
承知しております。重要土地等調査法については、防
衛関係施設や国境離島の機能を阻害する土地の利用を
防止することを目的としておりますが、国民の思想信
条の自由、表現の自由、プライバシーの権利、財産権

などの人権が過度に制限されるおそれがあるなど、
様々な問題が指摘されております。
　県としては、今後の政令の制定状況等について、県
民生活にどのような影響が生じるのか、引き続き情報
収集に努めてまいりたいと考えております。
　同じく１の(4)、那覇港湾施設における米軍の訓練
についてお答えをいたします。
　今般の那覇港湾施設における米軍の訓練について
は、過重な基地負担を背負わされている県民に新たな
基地負担を強いるものであり、断じて容認できるもの
ではありません。このため、県は今月15日に外務省
特命全権大使沖縄担当及び沖縄防衛局長に対し、厳重
に抗議したところであります。
　県としては、引き続き米軍及び日米両政府に対し、
那覇港湾施設においては、いわゆる５・15メモに記
載されている使用主目的に沿って厳格に運用を行い、
今後、航空機の離着陸や訓練を一切行わないこと等に
ついて求めてまいります。
　同じく１の(8)、ワシントン駐在の活動実績と成果
についてお答えをいたします。
　ワシントン駐在は、これまで米国連邦議会関係者等
延べ2154人と面談するなど、沖縄の基地問題に関す
る情報提供等の働きかけを精力的に行っております。
これまで駐在の働きかけ等により、連邦議会調査局報
告書における在沖米軍に関する正確な記載や、連邦議
会下院の小委員会報告書における辺野古新基地建設計
画に対する懸念等の記載がなされております。また、
米国内の有識者に向けた駐在からの働きかけにより、
米国の大学院等が開催した沖縄の基地問題に関する
ウェビナーにおいて、知事が登壇し、県の考え方等を
発信しております。このような取組を通じて米国内に
おいても沖縄の基地問題への認識が広がりつつあると
考えております。
　２、復帰50年の取組についての(2)、沖縄復帰50周
年記念式典の意義とメッセージについてお答えをいた
します。
　沖縄復帰50周年記念式典は、沖縄の本土復帰を記
念するとともに、将来の沖縄の一層の発展を祈念する
ものと考えております。また、式典においては、本土
復帰の歴史を振り返り、先人の労苦や知恵に学ぶとと
もに、平和を愛する沖縄の心、沖縄の自然や文化、将
来の可能性等を発信したいと考えております。
　県としましては、復帰50年の歴史的な節目の年に
ふさわしい式典となるよう取り組んでまいります。
　４、新型コロナウイルス対策についての(1)、国内
法適用等に係る地位協定の見直しについてお答えをい
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たします。
　日米地位協定においては、米軍に原則として国内法
の適用がないため、県では、平成29年９月に日米両
政府に対し、人、動物及び植物に対する検疫並びに人
の保健衛生に関して、国内法を適用する旨を明記する
ことなど、日米地位協定の見直しに関する要請を行っ
ております。また、昨年12月23日の軍転協要請にお
いては、在沖米軍における新型コロナウイルス感染症
対策に関し、検疫について国内法を適用する等、日米
地位協定の抜本的な見直しを求めております。
　県としては、引き続き、全国知事会や渉外知事会等
とも連携し、日米地位協定の見直しに向けた取組を強
化してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
について(5)、国の審査請求に対する県の対応につい
てお答えいたします。
　県が普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面
埋立変更承認申請を不承認処分としたことについて、
沖縄防衛局は、行政不服審査法及び地方自治法に基づ
く審査請求を行っております。県は、審査請求に対す
る弁明書を令和４年１月６日に国土交通省へ提出して
おります。その後、沖縄防衛局から反論書が提出され
たことから、２月７日に意見書を提出したところであ
ります。
　県としては、引き続き、公有水面埋立法に基づき適
正に判断したことを主張してまいります。
　次に３、首里城復興基金について(1)、基金活用に
おける県の主体的役割についてお答えいたします。
　既存の首里城復興基金については、沖縄県首里城復
興基金の活用に関する方針に基づき、焼失した首里城
の城郭内の施設等の復元に充当することになっており
ます。活用箇所については、寄附者の思いに鑑み、正
殿の象徴的な部分を県が主体的に選定しており、復元
に用いる木材、赤瓦などを調達してまいります。ま
た、新たに設置予定の首里城歴史文化継承基金は、県
の実施する伝統的な建築等の技術に係る人材育成と、
首里城周辺の歴史的空間の創出に充当する方針です。
　次に13、健康増進事業の推進について(1)、都市公
園のジョギングコースの現状についてお答えいたしま
す。
　那覇市内における都市公園のジョギングコースにつ
いては、県が管理する奥武山公園において、ゴムブ
ロック等クッション性のある舗装1066メートルを整

備しております。那覇市が管理する新都心公園におい
ても、同様にクッション性のある舗装850メートルを
整備しており、漫湖公園については、赤土によるクレ
イ舗装1200メートル及びアスファルト舗装1380メー
トルを整備しております。
　同じく13の(2)、公園や河川敷、散策路のゴムブ
ロック舗装等の整備についてお答えいたします。
　県管理公園におけるゴムブロック等クッション性の
ある園路については、整備及び維持管理に係る費用、
公園の利用状況等を踏まえ、その必要性について検討
したいと考えております。河川沿いにある管理用通路
については、日常の河川巡視及び水防活動等のため車
両等も通行することから、ゴムブロック等クッション
性のある舗装は、強度や耐久性の面から困難であると
考えております。
　同じく13の(3)、那覇市内におけるがんじゅーどー
事業についてお答えいたします。
　県では、県道７号奥武山米須線の宇栄原小学校や海
軍壕公園付近から豊見城交差点までの約1.6キロメー
トルにおいて、ゴムチップによる歩道整備を行ってい
るところであります。整備の拡充については、事業効
果や利用状況等を勘案した上で検討したいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○○企業局長（棚原憲実君）　１、知事の政治姿勢につ
いての御質問の(6)、嘉手納基地への立入調査等につ
いてお答えします。
　企業局では、嘉手納基地周辺の河川等からＰＦＯＳ
等が検出されたため、平成29年と30年にボーリング
調査を実施し、その結果から汚染源は嘉手納基地であ
る可能性が高いと考えております。そのため、平成
28年と令和２年に米軍に対し、立入調査を申請した
ほか、ＰＦＯＳ等の使用履歴を米軍が調査した文献調
査結果の提供を要請しています。また、関係部局と連
携して、令和元年と令和３年に関係大臣及び米軍に対
し、立入調査を認めることや汚染原因の究明と必要な
対策の実施等を要請しておりますが、いまだ実現して
おりません。引き続き、立入調査の実現と原因究明に
取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○○環境部長（松田　了君）　１、知事の政治姿勢のう
ち(6)、ＰＦＯＳ等汚染源特定のためのボーリング調
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査についてお答えします。
　普天間飛行場周辺の湧水等からＰＦＯＳ等が高濃度
で検出されており、同飛行場が汚染源である蓋然性が
高いことから、県は平成31年２月に基地内への立入
り申請を行っておりますが、これまで実現しておりま
せん。そのため、県は令和３年度に専門家会議を設置
し、汚染源特定に向けた検討を進めているところであ
ります。同会議からは、汚染源を特定するための情報
が十分ではなく、地下水の流向等を明らかにするた
め、ボーリング調査等を実施する必要があるとの意見
が出されており、令和４年度の実施に向けて検討を進
めているところであります。
　次に２、復帰50年の取組についての(4)、土地の開
発行為規制の取組についてお答えします。
　沖縄島南部地域には、優れた風景地の保護を目的と
する自然公園法に基づき、第二次大戦における戦跡と
海食崖景観を保護するために、沖縄戦跡国定公園が設
けられております。同公園内で開発行為等を行おうと
するときは、風景の保護のために許可または届出が必
要となりますが、糸満市長から、沖縄戦跡国定公園は
指定後、かなりの年月を経ており、保全すべきところ
は保全し、活用すべきところは活用されるよう見直し
てほしいという趣旨の要望があったことから、県とし
ては、今後、地元の意見を聞きながら地種区分の見直
しを進めていくこととしております。
　次に８、軽石問題についての(1)、これまでの漂
着、回収、被害状況についてお答えします。
　軽石の漂着は、38市町村の海岸、38港湾、61漁港
で確認されております。令和４年２月15日時点で、
国、県による回収が、港湾で１万7220立方メート
ル、県による回収が、漁港で2530立方メートル、海
岸で3932立方メートル、市町村等による回収が１万
1990立方メートルで、計約３万6000立方メートルを
回収しております。軽石による被害としましては、こ
れまでに７港湾で船舶の運航に支障が生じたほか、漁
業者の出漁自粛、マリンレジャーのキャンセル等多岐
にわたっております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(7)、新たな振興計画の推進体制についてお答
えいたします。
　新たな振興計画（案）においては、ＳＤＧｓを取り
入れ、県民一人一人をはじめとする社会全体での参画
により、社会・経済・環境の３つの側面が調和した持

続可能な沖縄の発展と誰一人取り残さない社会を目指
すとともに、ウイズコロナの新しい生活様式からポス
トコロナのニューノーマルに適合する安全・安心で幸
福が実感できる島を形成することとしております。新
たな振興計画で掲げた施策の推進に当たっては、国、
市町村、関係団体等と連携し、各種施策を展開してま
いりたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　２、復帰
50年の取組についての御質問の中の(3)、第32軍司令
部壕の保存・公開についてお答えいたします。
　第32軍司令部壕は、住民を巻き込んだ熾烈な沖縄
戦の残酷さとともに、平和の尊さを次世代に正しく伝
える上で重要な戦争遺跡であります。県では、令和４
年度から保存・公開に向けた安全性確認等の調査を実
施し、その評価結果を踏まえて、現時点においては、
令和８年度をめどに基本構想を策定することとしてお
りますが、併せて第５抗口周辺の早期の土地取得や第
１抗口の位置特定に向けた地中レーダー探査等を実施
しながら、有識者委員会において早期公開に向けた手
法も検討してまいります。
　次に７、ヘイトスピーチ規制条例制定についての御
質問の中の(1)、ヘイトスピーチ規制条例の制定につ
いてお答えいたします。
　県では、有識者による委員会を設け、条例の主な項
目の構成案を示し、様々な意見を伺ったところです。
第１回委員会では、目的や定義のほか表現内容の概要
及び表現活動を行った者の氏名について公表すること
などの措置を含む構成案を示しました。委員からは、
氏名の公表については段階を踏む必要があるとの慎重
な意見もあったことから、第２回委員会では、表現内
容の概要のみを公表することとした構成案を示し、意
見を伺ったところです。
　県としましては、今後、規制の効果や課題について
検討を重ねながら、条例案の作成に取り組んでまいり
ます。
　次に９、雇用問題についての御質問の中の(2)のう
ち、性にかかわらずキャリアが構築され得る仕組みづ
くりについてお答えいたします。
　県では、現在、令和４年度からスタートする第６次
沖縄県男女共同参画計画の策定に取り組んでいるとこ
ろです。同計画の下、固定的性別役割分担意識の解消
に向けた講座・学習機会の提供や男性の育児休業取得
を推進するための啓発活動、女性が社会のあらゆる分
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野で活躍できるようスキルアップやネットワーク構築
を目的とする人材育成講座てぃるる塾等に引き続き取
り組み、性別にかかわらず活躍できる環境づくりに努
めてまいります。
　次に10、福祉行政についての御質問の中の(1)、介
護職員の処遇改善事業、認知症疾患医療センター事業
の取組についてお答えいたします。
　介護職員の処遇改善事業は、本年２月から賃金引上
げを行う事業所等に、介護職員１人当たり月9000円
相当額を補助することとしております。認知症疾患医
療センター運営事業では、認知症の専門的医療提供体
制を確保するため、６機関を指定し、鑑別診断と初期
対応、専門医療相談等を実施しております。また、次
年度においては、新たに、診断後の相談支援及びこれ
まで未設置だった八重山圏域の指定に係る経費を予算
計上しているところです。引き続き、超高齢社会に対
応するための各種施策を推進してまいります。
　同じく10の(2)、次期子どもの貧困対策計画の策定
に当たっての改善、見直しについてお答えいたしま
す。
　県が今年度に実施した現計画の最終評価では、待機
児童数の減少、放課後児童クラブ利用料の低減、小中
学生の基礎学力の上昇など、一定の成果が見られるも
のの、一部後退している指標もあり、なお課題が残さ
れております。次期計画の策定に当たっては、これら
の成果やヤングケアラーなどの新たな課題を踏まえ、
指標や重点施策に反映しております。また、子どもの
貧困対策推進基金を積み増しして60億円とし、基金
を活用した事業を計画的かつ効果的に実施することと
しております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　２、復帰
50年の取組についての(5)、世界のウチナーンチュ大
会についてお答えします。
　第７回大会は、復帰50年の節目の年に、沖縄を思
う心やアイデンティティー等でつながる国内外のウチ
ナーンチュが一堂に会し、ウチナーのチムグクルを世
界に発信することで、ウチナーネットワークのさらな
る継承・発展を図ります。今大会は、コロナ禍で来県
できない皆様も参加できるようハイブリッド形式での
開催に向け取り組んでいるところです。これまでに、
大会シンボルマーク、テーマソング等を決定してお
り、引き続き、オンラインキャラバンの実施等、機運
醸成に取り組むとともに、毎回好評を得ている前夜祭

パレード、開会式、閉会式等の各種イベントが、ハイ
ブリッド形式においても魅力的となるよう検討を進め
てまいります。
　次に５、観光振興基金の創設についての(1)、観光
振興基金の具体的内容についてお答えします。
　県では、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を
図るための取組を長期的、安定的に実施するために沖
縄県観光振興基金を創設することとしております。基
金は、観光旅客の受入れ体制の充実強化を図るための
事業等に充てることとし、その活用については、各部
局から提案された事業について、基金の目的、優先
度、効果等を勘案し選定した上で、有識者や観光関連
団体等で構成する検討委員会で意見を聴取し、決定す
ることとしております。
　次に８、軽石問題についての(1)のうち、観光関連
の被害状況等についてお答えします。
　観光関連事業者や団体を対象としたアンケート調査
により、令和３年10月末から12月末までに、マリン
レジャーや宿泊のキャンセル、ダイビングスポットや
フォトウエディング撮影場所の変更等を確認しており
ます。今後も継続的に情報を収集し、市町村や地域観
光協会と連携して、優先的に軽石の回収を実施する
ビーチや海岸等を特定し、順次、回収に取り組むとと
もに、影響を受けている事業者への効果的な支援に向
けて検討してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　４、新型コロナウ
イルス対策についての御質問の中の(2)、追加接種の
取組状況についてお答えいたします。
　追加接種については、医療従事者、高齢者施設等の
入所者等及び一般高齢者を優先的に接種しているとこ
ろであり、その他の県民については、ワクチンの量や
接種体制等を勘案し、順次、初回接種から６か月経過
後に接種していくこととしております。現在、県の広
域ワクチン接種センター３か所においては、２回目接
種から６か月以上経過した18歳以上の全ての方を対
象とし、接種を進めているほか、企業・団体枠を設
け、エッセンシャルワーカーを含めた、あらゆる職種
に対する接種に取り組んでいるところであります。引
き続き、希望する全ての県民へ早期に接種できるよ
う、市町村と連携し、取り組んでまいります。
　同じく４の(3)、離島出身の医師、看護師確保につ
いてお答えいたします。
　県及び琉球大学は、地域枠制度において離島・北部
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枠を設け、将来の離島・北部の医療を担う医師を養成
しています。また、看護師確保につきましては、通信
課程を含め、看護師等養成所に在学する学生に修学資
金貸与事業を実施しており、その対象者には離島出身
者を含みます。
　県としましては、これらの取組に加え、自治医科大
学への学生派遣やナースバンク事業など様々な施策を
通じて、離島の医療従事者の確保に引き続き取り組ん
でまいります。
　同じく４の(4)、ＰＣＲ検査の拡大についてお答え
いたします。
　第６波においては、急激な感染拡大に伴い、検査需
要が増加し検査が受けにくい状況がありました。
　県としましては、接触者ＰＣＲ検査センターの検査
枠の拡充、臨時の検査会場の設置のほか、一般無料
検査の窓口を県内22か所から46か所まで増設するな
ど、検査を受けやすい環境の整備に取り組んできたと
ころです。今後も、必要な検査が速やかに受けられる
よう、流行地域に臨時の検査会場を設置するなど、市
町村とも連携して感染状況に応じた対策を取っていき
たいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　８、軽石問題につい
ての(1)、軽石に係る漁業者の支援についてお答えい
たします。
　県内漁業者は、軽石の影響により、操業自粛を余儀
なくされるなど、漁業活動に多大な影響を受けており
ます。そのため県では、協議会での議論を踏まえ軽石
により影響を受けた漁業者への支援のため、海水こし
器の設置補助やモズク、アーサへの異物混入対策を実
施するほか、漁業者が円滑に漁業活動の再開ができる
よう１か月分相当の燃油使用料を補助することとして
おります。
　県としましては、これらの支援が円滑に進むよう、
引き続き市町村や水産関係団体と連携して取り組んで
まいります。
　次に11、県農産物種苗生産に関する条例の取組に
ついての(1)、沖縄県農作物種苗生産条例の取組の経
緯と内容についてお答えいたします。
　県では、生産者への良質な種苗の安定的な供給、伝
統的農作物等の在来種などの遺伝資源の収集・保存、
種苗の生産に関する知見の提供を調査審議する附属機
関の設置などを定めた沖縄県農作物種苗生産条例を今
議会に提案しているところであります。

　県としましては、今回の条例を制定することで、生
産者が将来にわたり、県の奨励品種や伝統的農作物等
の良質な種子や苗の供給を受けることが可能となるも
のと考えております。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　９、雇用問題につい
ての(1)、完全失業率、有効求人倍率、非正規雇用の
実態及びミスマッチ対策についてお答えいたします。
　令和３年12月の完全失業率は3.4％、有効求人倍率
は0.82倍、非正規雇用の割合は、38.9％となってお
ります。令和２年５月以降、有効求人倍率が１倍を下
回るなど、厳しい雇用情勢が続いていることから、県
では、雇用調整助成金の活用促進や県独自の上乗せ助
成を行うとともに、就職困難者等への再就職支援や新
規学卒者に対する相談体制の強化、地域の特性等に応
じたマッチングなど、雇用の維持と求職者の早期就職
支援に取り組んでおり、引き続き関係機関と連携しな
がら、雇用情勢の改善に努めてまいります。
　同じく９の(2)、男女の給与格差の解消についてお
答えいたします。
　厚生労働省の令和２年賃金構造基本統計調査による
と、本県一般労働者の所定内給与額は、10人以上規
模の事業所において、月額、男性27万7900円、女性
21万8700円で、女性は男性の78.7％となっておりま
す。少子高齢化や生産年齢人口の減少下において、社
会の活力を維持し、持続的な成長を実現していくため
には、多様な労働力の確保や生産性の向上が重要であ
り、女性の労働参加を促進することが不可欠でありま
す。
　県としましては、女性が活躍できる環境づくりに向
け、ワーク・ライフ・バランスの推進や男女の機会均
等、処遇改善などの施策に引き続き取り組んでまいり
ます。
　同じく９の(3)、沖縄県の契約に関する条例を規制
型へ改正することについてお答えいたします。
　現在、県では、条例の実効性を高めるため、関係部
局と連携を図りながら、全庁的に沖縄県の契約に関す
る取組方針の浸透を図っているところです。今後、条
例の運用については、他自治体の取組状況等を調査研
究した上で、沖縄県契約審議会において審議を行って
いただきたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
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○○総務部長（池田竹州君）　９、雇用問題についての
(4)、ボーナス引下げについてお答えいたします。
　職員の期末手当、いわゆるボーナスの引下げについ
ては、国及び本県を除く全ての都道府県で実施するこ
ととされているとともに、県内民間事業者の支給実績
に基づくものであり、本県も実施する必要があると考
えております。職員団体からは、引下げに反対する意
見に加え、新型コロナウイルス感染症への対応で、厳
しい業務を強いられている職員の勤務改善に係る要望
などがございました。
　県としては、職員の負担軽減のため、臨時的任用職
員の増員や業務の委託化に取り組むとともに、夏季休
暇の取得期間延長など、複数の提案に対して合意に
至っており、ボーナスの引下げに対しては、最終的に
当局判断で条例改正を行うことについて、組合として
特に言及しないとの認識が示されております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　12、教育行政についての
御質問の中の(1)、教員の確保についてお答えしま
す。
　沖縄県の教員候補者選考試験の受験者数及び受験倍
率は、全国と比較して高い水準にあるものの、年々減
少しております。受験者数等が減少している理由とし
ては、景気拡大による他業種への流出や、長時間労働
など教職イメージの低下、正規率改善に向けた採用者
数の拡大などが考えられます。
　県教育委員会としましては、学校現場の業務改善へ
の取組を推進するとともに、県内外の大学において沖
縄県の教職の魅力を発信するための説明会を開催する
などして、志ある優秀な人材の確保に取り組んでまい
ります。
　同じく(2)、教員候補者選考試験の受験年齢につい
てお答えします。
　教員候補者選考試験の受験年齢は、平成23年度実
施試験から、それまでの35歳から45歳に引き上げた
ところであります。沖縄県の教員については、採用後
一定期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発・
向上が必要であるとの考えから、受験年齢に制限を設
けております。受験年齢の見直しは、受験者数の推
移、退職者数等の見通し等も考慮しながら、慎重に検
討する必要があると考えております。
　同じく(3)、学校司書の採用についてお答えしま
す。
　学校司書の採用試験は、沖縄県職員中級試験の試験

区分県立学校事務Ⅱとして、県人事委員会が実施して
いるところです。上級、中級及び初級の職員採用試験
においては、長期勤務によるキャリア形成を図るとの
趣旨から、受験年齢に上限が設けられております。採
用試験等の見直しを行うに当たっては、受験者数の推
移や他の職員採用試験との均衡等も考慮して検討を行
う必要があります。
　なお、令和２年度には、沖縄県職員中級試験の受験
年齢を従来の27歳から33歳に拡大したところです。
　同じく(4)、緊急対応用務員の配置についてお答え
します。
　県教育委員会では、令和４年１月から学校における
学校教育活動の一層の充実と教員の働き方改革の実現
を図るため、県立学校13校に学校の環境整備や学校
行事・式典等の準備補助に従事する緊急対応用務員を
配置したところです。緊急対応用務員の配置につきま
しては、配置の効果を検証し、効率的に配置ができる
よう努めてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　では再質問をしたいと思います。
　まず１の(4)の那覇軍港の課題であります。
　知事は２月８日のときにも、もう断じて訓練を容認
できないと発言して、５・15メモの厳格運用を求め
ておりますが、これ今のところ、米軍も政府も全く聞
く耳を持たなくて、開き直っている感がするんです。
私も防衛局に要請をしましたが、そういう態度の中
で、米軍の将校あたりは、船舶と航空機を使う訓練が
１か所でできるので那覇軍港は理想的な場所だという
ことで、今後の常態化、言っております。このことに
関して知事は、この動きを払拭していかなければ常態
化がますます強まっていくと思いますが、それにどう
対応していくのかを再度聞かせてもらいたいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　米海兵隊に今後、那覇港湾施設を訓練目的で使用す
る予定があるかということを確認しておりますけれど
も、基本的に、運用に関することを事前に明らかにす
ることはできないが、今後も那覇港湾施設を使用する
可能性がないわけではないというふうな回答を得てお
ります。
　しかしながら、県としては、訓練による使用が港湾
施設の主目的とは考えられず、さらに市街地に位置
し、多くの民間機が離着陸する那覇空港に近い同施
設において、復帰50年にもわたって使用されてこな
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かった――運用が行われることについては、県民に新
たな負担を強いるものであり、断じて容認できないと
いうふうに考えております。
　県としましては、那覇港湾施設はいわゆる５・15
メモに記載されている使用主目的に沿って厳格に運用
されるべきであり、引き続き米軍及び日米両政府に対
して、同施設において今後航空機の離着陸や訓練を一
切行わないことを求めてまいりたいというふうに考え
ております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　知事にお伺いしますが、常態化を許
さないという姿勢については、毅然としていいと思い
ます。ただこの那覇軍港の問題は、ここが航空機の離
着陸あるいは訓練の場所として簡単に使われていると
いうことについては看過できないということは、知事
も同感だと思います。この常態化を許すと、那覇軍港
の浦添移設については、これは移設後もそういった理
由でオスプレイが飛んだり、あるいはそういった訓練
が挙行されたりするということになるわけですよ。そ
ういった意味では、知事は、那覇軍港の移設について
は、現行機能の移設、強化を許さないという立場で容
認していると私は理解しているんですが、これはこの
ままただ姿勢を明確にしているだけでは、那覇軍港の
移設については移設協議会の中で議論が進んでいるわ
けですから、具体的に知事の立場は求められていると
思うんです。知事として那覇軍港の浦添移設に関し
て、この協議会の中で、今知事が言っているスタンス
を明確に、そういった状態が浦添移設後の中におい
て、オスプレイやあるいは訓練地としては、５・15
メモについて厳格運用を求めるということの移設協議
会の中で確認を取るということが重要だと思うんです
が、これ知事のほうから答弁できませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、この
那覇港湾施設、いわゆる那覇軍港での新たな訓練が行
われたことについては、これまで行われてなかったこ
とをあえてこの那覇の、人口が集中している地域に近
い場所で行ったということについても、非常に大きな
衝撃を受けておりますし、またこれから移設の作業が
進んでいる、協議が進んでいる移設協議会の中でも、
恐らくその基地の機能強化につながるような状態を危
惧するという、そういう意見も那覇市、浦添市にもあ
るのではないかというように考えております。ですか
ら、そういう移設協議会の中で――知事公室長が協議
会には参加をするのですが、県のこの意見として、や

はりその協議会には申入れをしなければならないであ
ろうというように考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　では、協議会の中で、知事公室長が
出ようが、知事としての立場は取って、ぜひ協議会の
中で５・15メモの厳格運用、しっかり求めていくと
いうことで、理解して知事よろしいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　繰り返しになりますが、基
地の機能強化は認められないということでしっかり申
し入れていきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　次行きます。
　復帰50年の取組についてでありますが、玉城デ
ニー建議書ということで私、銘打ったんですが、県は
建議書、宣言の在り方として、県民アンケートを実施
しております。その中の基本的なことも含めて、地方
自治、反戦平和、基本的人権、経済開発ということで
４本を骨組みとしているようでありますが、この理念
を持ってこれから取組をするということの知事の取組
と言われております。
　では、県はこの建議書、宣言ということについて、
これをまとめたときに、政府や国会でどういうふうに
取り扱わせるかについての検討をされているのかどう
か、それを伺いたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　新たな建議、宣言の案な
んですが、これ５月頃をめどに検討を進めておりま
す。発信の方法等については今後検討を進めることと
しているところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　これは発信といっても、50年前の
屋良建議書が国会に届かなかったという歴史的な経緯
を知っていると思うんですが、その後、屋良建議書は
政府に届けたという事例が起こっているんです。それ
を踏まえるならば、今回、建議書なり宣言なり出すと
きに、政府や国会で前回どう取り扱われたのか、今回
どう取り扱わせていくのかについては方向を持たない
と、何ら意味を持たない建議書なり宣言だと思うんで
す。そういった意味では、どういうふうにこの50年
たった今日を知事の建議書なり、宣言なりに生かすか
については方向性を持たないと、ただ内外にアピール
するということなのか、そうではなくて、国会や政府
に、世論に訴えていくのかどうかを聞いているんで
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。



– 184 –

　　　午後２時30分休憩
　　　午後２時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　当時の屋良建議書、国会の
決議には間に合わなかったんですが、後日、それぞれ
の関係要路にしっかりと届けられたという経緯も承知
をしておりますし、またオスプレイの配備反対をう
たったいわゆる建白書も関係要路にしっかりと届けら
れたというような経緯がありますので、その経緯を踏
まえて検討してまいりたいというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　では知事、屋良建議書、一読したと
思いますが、これの感想と今言われた屋良建議書がど
う取り扱われたのか、それは答えてもらえますか。屋
良建議書が国会に届かなかったのだけれど、政府に届
けたと。これが意見書ということになっていたのか、
あるいは陳情となっていたのか、そして行政文書保管
されているのか、その辺のことについては検証して、
これ皆さん提案していると思うんです。そういった思
いを屋良建議書がなし得なかったことについて、50
年たった今日どう変わっているのか、これを出そうと
しているわけだから、これは調べての上だと思うんで
すが、幾つかの欠点についてこれはもう分かっている
ことだと思うので、事務方と知事のほうから併せて答
弁できますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時31分休憩
　　　午後２時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　復帰措置に関する建議書
においては、先ほど答弁がありましたとおり、県民の
福祉を最優先に考え、地方自治権の確立、反戦平和、
基本的人権の確立、県民本位の経済開発等を骨組みと
するあるべき沖縄の姿を求めた新生沖縄像が描かれて
おったものでございます。今検討を進めております建
議、宣言については、どのような手法を取るか、これ
も含めて今検討しているところでございます。
○○崎山　嗣幸君　知事に屋良建議書の……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時33分休憩
　　　午後２時33分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　屋良建議書、日本復帰が具

体的に進む中、日本政府の復帰措置の中身が沖縄県民
の思いとはかけ離れているものであるというところか
ら、復帰措置に関する建議書として琉球政府が日本復
帰に際して沖縄県の声をしっかり届けるためにまとめ
られたものであるということです。その中には先ほど
ありましたとおり、新生沖縄の骨組みを地方自治の確
立、反戦平和の理念を貫くこと、基本的人権の確立、
そして県民本位の経済開発というように書かれており
まして、はじめに、基本的要求、具体的要求と３つの
章立てといいますか、その内容になっておりまして、
非常に当時の沖縄の復帰にかける願い、そして沖縄が
自立的に発展していくということ、そして基地のない
平和で豊かな島を目指そうというその新生沖縄像が盛
り込まれていることなど、今日にもつながっているそ
の願いであろうというように受け止めています。
○○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　そうです。私がこだわっているの
は、知事がこれを出そうということに関して、建議書
なのか宣言なのか、どういう形なのかが不明確な状態
では困ると言っているので、屋良建議書そのものの扱
い方は、既にもう歴史の中では処理が決まっているわ
けでしょ。陳情処理されて、行政文書が残っているか
どうか含めて、これはぜひ検証してもらって、あれ国
会に、法案でもないし、どういう形で出していくのか
含めて、ぜひこれを検証して提案してもらいたいとい
うことの気持ちで私はこだわっているんです。
　それで50年前と50年後の今日なんですが、情勢も
随分変わっていると思います。これはオスプレイも当
時は飛んでないし、あるいは辺野古の新基地も言われ
ていないし、言われるところだと復帰時点の米軍専用
施設の58.7％が現在70.3％と、減るどころか増えて
いる。さらにこの辺野古と新基地ですよね。あと自衛
隊の面積も40.6倍、さらに与那国、宮古にも自衛隊
ミサイル。50年前に比べて米軍と自衛隊の一体化も
進んでいますよね。そういった意味では状況が、基
地もない、平和な沖縄島を目指した50年前が、50年
たってさらに強化されているということは明確ですよ
ね。だからそこは知事は、発信する責任というのか、
そういったことを私、さらに屋良建議書を踏まえて、
踏襲して一段と踏ん張っていかなければ、さらにこ
れからの50年後も沖縄が大変な状況になると思うん
です。この50年後、さらに将来にわたっていくとき
に、知事が発信するこのメッセージ、建議書なり宣言
なりを知事は言っていますので、これしっかり検討し
て、アンケートを取っているようでありますから、知
事としてはぜひ宣言ではなくて、やっぱり建議書に意
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味が権威があるならば、建議書を作成して、それを国
会に政府にどういう形で本当に届けていくのか、反映
させるかについては、いろんな角度から検討をして、
そういう沖縄県民の気持ちを伝えることの努力をすべ
きだと思うんです。そういった意味では、屋良建議書
がどう扱われたかについてはぜひ調べてもらいたい。
調べた上で、これ今日において知事がなし得なかった
ことを、50年後の私が、玉城デニー知事が建議書と
して携えていくんだということを含めてやってもらえ
たらと思って聞いているんですが、再度知事の決意を
お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　今般のこの新しい建議、宣
言の在り方については、若い世代を含む県民の皆さん
や有識者の方々から意見を取り入れながら、その比較
検討を行っていくというふうに取り組みたいと思いま
すが、実はせんだってその話合いに参加をしていただ
くということも含めて、当時この建議書をまとめる中
心になられた一人で平良亀之助さんという方がいらっ
しゃいます。平良さんとお会いいたしまして、いろい
ろ私もこの建議、宣言をまとめるに当たりどのような
思いで臨むかということも自分の中で自問自答しつ
つ、平良さんにお話を伺ったんですが、平良さんは―
―この間、屋良主席から私まで数えて公選８代、県知
事が誕生しております。その８代の知事の中で誰一人
としてこの建議書を取り下げた人はいない。つまり、
建議書の理念やその願いは生き続けているということ
をおっしゃっていました。まさにそのとおりだと思い
ます。ですから、この生き続けている屋良建議書に、
今の沖縄県民がこれから未来の沖縄をどのように望む
のかということを改めて確認作業をさせていただきな
がら、たくさんの方々の思いをこの建議書の中にしっ
かりと織り込めて政府に届けたいというように思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　知事、ぜひ頑張っていただきたいと
思います。
　次行きます。
　２の(4)の沖縄戦における戦没者遺骨が眠る可能性
がある土地についての質問であります。
　この件については陳情が出されております。沖縄戦
で激戦地となった南部からの遺骨混じりの土砂採取
に、この間警鐘を鳴らして措置命令まで知事は出して
きましたが、今回この開発行為規制の陳情、やっぱり
それを一定の守るべき立場に立てる条例になるかと思
うんですが、この陳情で出された案を含めて、知事と

して認識を持って、またこの条例関連に対しての考え
方を聞きたいと思いますが、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時40分休憩
　　　午後２時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　現在沖縄島南部地域にお
きましては、第二次世界大戦の戦跡と海食崖景観を保
護するという目的のために、沖縄戦跡国定公園が設け
られております。先ほど議員のほうから御指摘のあり
ました措置命令についても、当該沖縄戦跡国定公園の
風景を保護するという観点で措置命令を発出したとこ
ろでございます。新たな条例等については、今関係各
課でどのような対応ができるか検討を進めているとこ
ろでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　では次行きます。
　５番の観光振興基金の創設であります。
　40億の基金を創設するということで、観光客の受
入れ体制の支援強化ということを予定されているよう
でありますが、先ほどの答弁を聞くと、修学旅行の
キャンセルも貸切りバスで83％出ているということ
であります。この基金の中で、バス事業者の深刻な事
態だということをこの間、ずっと言われているんです
が、新たな基金の中でもバス事業者への経営支援の取
組というのか、反映させていくということの考えはあ
るかどうか聞かせてもらいたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では国際
競争力の高い魅力ある観光地の形成を図るための取組
を長期的かつ安定的に実施するために、今般基金を設
置するものであります。想定している事業としまして
は、観光旅客の受入れ体制の充実強化、観光地におけ
る環境及び良好な景観の保全、観光振興に通じる文化
芸術の継承及び発展並びにスポーツの振興、地域社会
の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅客の促
進を図るための事業などに充てることを想定しており
ます。事業を実施する基金を活用する考え方としまし
ては、既存事業では十分に対応できない事業、中長期
的に実施する必要のある事業、機動的、柔軟に実施す
る必要のある事業に活用することとしておりますの
で、令和４年度当初予算に様々な事業を計上させてい
ただいております。
　これらの事業の進捗を確認してから、各部局から活
用事業を募集しながら、検討委員会で意見を聴取して
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随時事業を決定したいと思っておりますので、どう
いった事業が含まれるかという部分につきましては、
これらの事業の実施状況、その当時の状況で検討委員
会での意見の聴取などで判断していきたいと考えてお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　今の答弁の中で、バス支援について
は既存の事業でやっているが、でも基金の、新たにつ
くるものから排除されるものではないということで理
解してよろしいですか。対象であるかということで
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　当初予算で
計上されている事業の進捗と、それから観光事業者さ
んの意見等踏まえながら検討していきたいと考えてお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　具体的な中身、いっぱいあるんです
が、ぜひそれも含めて、基金と既存の事業含めて、こ
の打撃を受けている観光業、貸切りバスについては対
応方お願いをしたいと思います。
　それから９の(3)の公契約条例の実効化についてで
あります。
　県が平成30年４月に制定している公契約条例であ
りますが、これは理念型となっていると。果たして理
念型によって、それが言われている公契約の労働者の
賃金が改定されるかについての問題があると思いま
す。条例を制定した後、実効性というのか、成果とい
うのか、その把握はされているんでしたらその紹介を
お願いしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、条例を制定した後、この条例
の実効性という観点から、全庁的な沖縄県の契約に関
する取組方針というものをつくっておりまして、それ
の浸透を図っていると。この取組方針の中にいろんな
そのメニュー、具体的な数字等々把握しまして、実際
に我々その条例でうたっているようなことが実行でき
ているかどうかといったものについては確認を取って
おります。
○○崎山　嗣幸君　今、確認が取れていると。実効性の
成果を出してくれませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時45分休憩
　　　午後２時46分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　部長、成果が出ているということの
集約しているということでいいんですか、理解。成果
が確実に出ているということで理解してよろしいんで
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時46分休憩
　　　午後２時49分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　この県契約に関する施策を総合的に推進するため、
基本理念に沿って取り組むべき施策を条例の第６条第
２項各号に掲げる項目ごとに体系整理しまして、取り
まとめたものをその県の取組方針としてつくっており
まして、これを平成31年３月に公表しております。
実際の取組状況ですけれども、平成30年、既に実施
している取組が104、今後実施を検討する取組とし
て15、これが令和元年には既に実施している取組が
113、今後実施を検討する取組が６。さらに令和２年
になりますと、既に実施している取組が116、今後検
討する取組が３というように、年度を追うごとに既に
実施している取組が増えまして、結果として今後実施
を検討する取組というものが減ってきているという状
況になっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　多分に理念型の範疇で、労働環境の
整備とかだと思うんですが、私が聞きたいところは、
県内の建設業で働く７万人以上の皆さんが、公共工事
の設計の関係の中で、労務単価の50％から60％しか
もらっていないと、公共工事のですよ。それを80％
もらえるように義務づけしてくれないかというような
陳情が出ているんですよ。だから、そこによって税金
で払われているこの公共工事の単価がこの労働者に
50％から60％しかいってないということですよね。
だからそれをせめて80％いくように義務づけてくれ
ないかということがこの規制型ですよ。これを義務づ
けるということをしたらどうなのかということが一番
の本質なんですよ。だからそこについて、現段階の公
契約条例の中ではうたわれていないということなの
で、理念型ではないかと言われている。
　それで聞きたいところは、何でこれができないのか
と、規制が。各都道府県の中でも含めて若干前進して
いるところもあると思いますが、これを規制している
ところもあるんですが、何でこれができないのかにつ
いて県の問題というのか、課題というのか、原因とい
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うのか、これ部長、何でこれができないのか含めて答
弁お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　公契約条例を制定す
るに当たっては、これは沖縄県契約審議会というとこ
ろに諮問いたしまして検討しております。その契約審
議会の中でも、最低賃金とこの公契約条例の関係とい
うものをいろいろと議論しておりまして、その際に
は、その国の解釈として、その条例に具体のその金額
といいますか、額を書くことについては問題があると
いったような解釈も示されたことから、当初はやはり
言われているような理念型という形でつくっていると
いう状況でございます。
　ただ、議員御指摘のように、他県においては、これ
は規制型ということではないんですけれども、賃金の
支払い状況等について報告を求めるというような条文
が入っている県もございます。具体的には、岩手県で
すとか、愛知県、奈良県といったようなところについ
ては、条例にその事業者から賃金の支払い状況につい
ての報告を求めるというような規定がございまして、
そこについては我々も、この条例の実効性という観点
については課題があるというふうに考えておりますの
で、そういったその先行する県の条例の運用状況、そ
ういったものを調査研究して、そこを契約審議会に上
げて、沖縄県の条例のあるべき姿というものを検討し
ていきたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　部長、これ国会で、今言われている
ような最低賃金法の趣旨に反するのではないかについ
ての質問の中で、反しないということの見解は出てい
る。これは再度調べたほうがいいと思います。
　そういった意味では先駆けてやっているのが野田市
です。そこは野田市の条例で単価を決めて、この役
職、それを決めているわけですよ。それを義務づけて
いるんですが、しかもその中に市長が定める賃金、こ
れ決めているわけですよ。決めて、これを下回ったら
この市と事業者が補塡をすると。そこまで規則や条例
の中に打ち込んでいるんですよ。それが連帯して当局
と事業者が支払っていくと。そういったことでやって
いるのは、じゃ違法なのかなんですよ、野田市は。そ
ういった意味では先駆けてやっていることもあるの
で、法的根拠としては再度国会の中の答弁なりを調べ
たほうがいいと思うんですが、野田市は規制型といっ
て、それはちゃんと決めている。それは部長、調べて
いると思いますが、調べているんだったら答弁お願い
します。

○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　規制型と言われるよ
うな条例を制定しているところについては、これは確
かに市区町村、議員が今御指摘になったところも含め
てありますけれども、都道府県においてはないという
ことと、我々も国の法解釈というものを参考にしなが
ら、そこは契約審議会においても審議した結果として
今の条例をつくっているという状況でございます。た
だ、先ほども申し上げたとおり、条例制定から４年、
来年は５年目を迎えるということになります。これま
でその取組方針をつくって全庁的に取り組んできてお
りますけれども、そこになお課題があるのであれば、
先ほど答弁しましたように、賃金等の状況を報告する
というような規定を設けている県もございますので、
そういった県の運用の在り方、効果等も検証しなが
ら、契約審議会の中でしっかりと審議していただきた
いというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　都道府県の中では規制型はないんで
すが、私が言っているのは市の中であると言ってい
る。同じ地方自治体の中で。それを紹介しているので
あって、それをぜひ都道府県の中で沖縄県が先駆けて
やるということには、さっきから言っている復帰50
年、この中において建設労働者の待遇を改善するとい
うことについては相当な、やっぱり県の中における経
済も含め波及すると思うんです。それは今後議論をし
て、ぜひとも知事先頭に、私はぜひ公契約条例の中で
しっかり改正したほうがいいだろうと思っています。
再考をお願いして私の質問を終わります。
　答弁あるんですか。あるんでしたら、知事どうぞ。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、条例
の実効性を高めるためには、やはり土木建築部をはじ
め、工事担当部局が連携して取組の充実を図っていく
ことだと思います。そのためには、先進県、先進市の
取組もしっかりと研究するということと、それから来
年はこの条例制定から５年目を迎えます。ですからこ
れまでの取組、これからの方向性などについてはしっ
かり審議をしていただきたいということもありますの
で、経営者や労働団体などから成る沖縄県の契約審議
会で審議をしていただいて、私としてはぜひ令和４年
度以内にこの検討の結果を出して、来年の改定に向け
た取組の中身をしっかり議論していただきたいと思い
ます。
○○崎山　嗣幸君　どうもありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
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　　　〔上原　章君登壇〕
○○上原　　章君　皆さん、こんにちは。
　公明党会派、上原章でございます。
　会派を代表して質問をさせていただきたいと思いま
す。
　その前に、昨日のロシアによるウクライナの侵攻に
ついて少し述べたいと思います。
　昨日、公明党の山口那津男代表は、ロシアの行動は
国際法上、決して許されるものではない。特定の地域
を一方的に独立国家として承認することは許されな
い。ウクライナ東部の紛争解決を目指すミンスク合意
を破棄するような対応も言語道断だと。また、国際社
会の警告を無視してロシアがウクライナ国内の複数の
場所を攻撃する暴挙に出た。軍事力を行使し、力によ
る一方的な現状変更は断じて許されないと。またこれ
はウクライナという局地的な問題ではない。国際社会
で力を使った国が優位になり、国際法が意味をなさな
いものになってはならないことを国際社会の結束に
よって示す必要があると述べております。
　さきの大戦で唯一、地上戦を経験した私たち沖縄県
民にとっても人ごとではなく、どんな理由があっても
戦争は許されることではないと思います。沖縄の言葉
にチムグリサという言葉がありますが、民間人が巻き
込まれる事態は胸が締めつけられる思いでございま
す。今回のウクライナ侵攻が一日も早く終息し、平和
的解決の道を構築していくよう求めて、代表質問をさ
せていただきたいと思います。
　初めに、コロナ対策についてお尋ねします。
　(1)、オミクロン株によって感染者や濃厚接触者が
急増し、保健所や医療現場及び自治体等の業務が逼迫
しました。そのため、濃厚接触者の追跡調査や必要と
するＰＣＲ検査を速やかに受けることができないなど
混乱を招きました。県の対策を伺います。
　(2)、増加する自宅療養者への支援体制及び市町村
との情報共有はどうなっていますか。
　(3)、感染拡大に伴い濃厚接触者や軽症者等に対
し、迅速に反応し、結果の出る抗原定性検査の活用整
備が必要と思うがどうか。
　(4)、３回目を含めたワクチン接種の状況及び接種
率を上げる対策を伺います。オミクロン株に対するワ
クチン接種の効果や交互接種の有効性・安全性等につ
いて広く県民に周知する必要があると思うがどうか。
　(5)、米軍関係者の入国における検査体制はどう
なっているか。
　(6)、飲食店以外の他事業所等への支援について伺
います。

　(7)、土産物店を営む中小企業及び個人事業者は、
長引くコロナ禍で収入が激減し経営状態が極めて深刻
です。特に店舗の家賃負担が重く廃業を考えている経
営者も少なくないと聞きます。基幹産業である観光産
業を支え、雇用を守るためにも早急な県独自の家賃支
援ができないか伺います。
　次に、知事の政治姿勢についてお尋ねします。
　(1)、政府は今年３月で期限切れとなる沖縄振興特
別措置法改正案など沖縄関連５法案を閣議決定し、年
度内の成立を目指すとしています。知事の評価、見解
を伺います。
　(2)、次期沖縄振興計画の玉城カラーは何か。第５
次振計は、仲井眞元知事が沖縄21世紀ビジョン策定
に連動し沖縄関係予算10年間3000億円台の確保、一
括交付金制度の導入、那覇空港第２滑走路建設等を政
府と交渉し実現しました。その結果、社会資本の整備
拡充、経済の活性化、失業率の改善、福祉・医療・教
育の向上、離島振興の推進、観光客1000万人実現等
につながったと考えます。次期振計について玉城知事
と国との交渉で具体的な成果があればお聞かせくださ
い。
　(3)、令和４年度内閣府沖縄振興予算が大幅に減額
されるとあるが、内容、要因、影響、対策を伺いま
す。
　(4)、県の令和４年度新規事業、沖縄県観光振興基
金積立事業の内容と検討されている具体的な事業があ
ればお聞かせください。
　(5)、米軍の那覇軍港での訓練について、断じて許
されることではないと考えます。県の対応を伺いま
す。
　(6)、県は、大型ＭＩＣＥの展示場について、現行
案を３分の１に縮小するとあるが、国際水準の規模の
必要性や既存施設との違い、共存はどうなるのか。あ
わせて官民連携（ＰＦＩ）の手法で事業化するとして
いるが、実現性、今後の見通しを伺います。
　(7)、那覇市から琉球王府の迎賓館で文化の殿堂
だった御茶屋御殿の復元を求める要請があるが、対応
を伺います。あわせて、首里杜地区整備基本計画や次
期振計に明記する考えはないか。
　(8)、北部基幹病院の整備について、2026年度開院
予定が2028年度初頭に遅れると聞くが、理由と前倒
しができないか伺います。
　３、政府は、処遇改善が遅れている介護職や保育
士、幼稚園教諭らの賃金を２月分から３％、月額
9000円程度引き上げ、看護師の賃金は１％、月額
4000円程度増やすとしています。県内の取組を伺い
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ます。
　４、県内の18歳以下への10万円相当の給付状況及
びひとり親家庭に届いていない問題の対応を伺いま
す。
　５、困窮学生に対する学生支援緊急給付金及び住民
税非課税世帯に対する給付金10万円の実施状況を伺
います。
　６、軽石対策の取組、効果及び解決に向けて今後の
見通しを伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　上原章議員の御質問にお答
えいたします。
　１、コロナ対策についての御質問の中の(4)、ワク
チン接種の状況と対策及び県民への周知についてお答
えいたします。
　沖縄県における３回目の接種者については、２月
21日時点で21万184人となっており、そのうち、高
齢者は14万7383人、接種率は44.4％で、全国６番目
の進捗状況となっております。沖縄県では、３月31
日までを沖縄県ワクチン追加接種推進期間と設定し、
市町村と連携して取組を加速化してまいります。
　なお、高齢者については、人口の約９割が初回接種
を終了しており、本期間内ではその８割に当たる約
23万人、全高齢者人口の70％を目標として設定し取
り組んでまいります。厚生労働省によりますと、オミ
クロン株に対するワクチンの発症予防効果、入院予防
効果は、追加接種することによって回復すると示され
ております。また、交互接種についても、１回目、２
回目に用いたワクチンの種類にかかわらず、十分な効
果と安全性が確認されていることから、これらの情報
を様々な機会を捉えて、県民の皆様へ発信していきた
いと考えております。
　次に２、知事の政治姿勢についての御質問の中の
(2)、新たな振興計画の特徴等についてお答えいたし
ます。
　新たな振興計画（案）においては、ＳＤＧｓを取り
入れ、現行計画の柱である経済と社会の２つの基軸
に、新たに環境の枠組みを加え、社会・経済・環境の
３つの枠組みに対応する形で、「誰一人取り残すこと
のない優しい社会」の形成、「強くしなやかな自立型
経済」の構築、「持続可能な海洋島しょ圏」の形成の
基軸的な３つの基本方向を示し、各施策を展開するこ
ととしております。県民一人一人をはじめとする社会
全体での参画により、基軸的な３つの施策展開の基本
方向が調和した「子どもの貧困の解消に向けた総合的

な支援の推進」、「世界から選ばれる持続可能な観光
地の形成」、我が国が目指す2050年カーボンニュー
トラルを見据えた「世界に誇れる島しょ型環境モデル
地域の形成」など、沖縄の地域特性やソフトパワーな
どを生かし、様々な施策展開を図ることで、安全・安
心で幸福が実感できる島を形成することとしておりま
す。
　沖縄県としては、これらの施策の効果的な推進を図
るため、沖縄振興交付金及び高率補助制度の継続、沖
縄関係税制の拡充並びに沖縄振興開発金融公庫の現行
組織の存続などについて、市町村長や経済界と連携協
力し、要望してまいりました。御党の沖縄21世紀委
員会でもそのような要望をしっかりとお聞きいただい
たところであります。沖縄県の要望については、沖縄
振興特別措置法等の一部を改正する法律案等におおむ
ね盛り込まれております。これらの制度の下で、私
は、新時代沖縄を展望し得る、沖縄の振興・発展に全
力で取り組んでいきたいと考えております。
　次に２、知事の政治姿勢についての(5)、那覇港湾
施設における米軍の訓練についてお答えいたします。
　今般の那覇港湾施設における米軍の訓練について
は、過重な基地負担を背負わされている県民に新たな
基地負担を強いるものであり、断じて容認できるもの
ではありません。このため、県は今月15日に外務省
特命全権大使沖縄担当及び沖縄防衛局長に対し、厳重
に抗議をしたところであります。
　沖縄県としては、引き続き米軍及び日米両政府に対
し、那覇港湾施設においては、いわゆる５・15メモ
に記載されている使用主目的に沿って厳格に運用を行
い、今後、航空機の離着陸や訓練を一切行わないこと
等について求めてまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　１、コロナ対策に
ついての御質問の中の(1)、感染者等の急増への対策
についてお答えいたします。
　第６波の急激な感染拡大に伴い、保健所業務の逼迫
により濃厚接触者の追跡調査に遅れが生じたことや、
検査が受けられるまで時間を要する状況にありまし
た。このような状況に対応するため、濃厚接触者の追
跡調査については、県職員の緊急動員及び外部委託に
よる人員確保を行っております。また、検査体制につ
きましては、中南部地区での接触者ＰＣＲ検査セン
ターの設置及び検査枠拡充と高齢者枠の確保、感染が
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拡大した地域への臨時の検査会場の設置、県コロナ本
部内における抗原定性検査・陽性者登録センターの設
置などを行い、現時点では、検査が受けやすい状況に
なっております。
　同じく１の(2)、自宅療養者支援及び市町村との情
報共有についてお答えいたします。
　県では、家族や知人の援助が難しく、独自で食料等
の調達ができない自宅療養者に対し、配食支援サービ
スを実施しております。陽性者の急増に対しては、配
食支援サービスを行う委託業者を新たに増やすこと
や、市町村が実施している支援内容を積極的に案内す
るなど、支援体制の強化を図っております。配食サー
ビスを実施している各市町村に対しては、当該支援が
円滑に行えるよう、県から市町村への情報提供も行っ
ております。自宅療養者の生活支援については、住民
サービスなど住民に身近な行政を担う市町村との協力
が特に重要であることから、今後も市町村と情報を共
有し、連携を強化していきたいと考えております。
　同じく１の(3)、抗原定性検査の活用についてお答
えいたします。
　抗原定性検査については……
○○上原　　章君　定量。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時12分休憩
　　　午後３時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　抗原定性検査の活
用についてお答えします。
　抗原定性検査については、高齢者施設、保育施設、
医療機関等への配付を行っており、症状がある場合の
検査に使用することが可能となっております。また、
医療従事者等が濃厚接触者となった場合に抗原定性検
査を行うことで従事を継続することや、社会機能維持
者である濃厚接触者において解除期間の短縮のための
検査として活用することが可能となっております。さ
らに、一般の方も必要がある場合には薬局において入
手可能となるよう流通量を確保し、陽性となった場合
には、県コロナ対策本部内に設置した陽性者登録セン
ターにおいて療養につなげる仕組みを整備してきたと
ころです。
　次に２、知事の政治姿勢についての御質問の中の
(8)、北部医療センターの開院が遅れる理由等につい
てお答えいたします。
　公立沖縄北部医療センターの開院時期につきまして
は、敷地の土壌汚染調査と施設の解体撤去に約１年か
かること、450床規模の病院の実施設計に約１年６か

月を要すること、災害拠点病院として免震構造を採用
することなど、地域住民の安心・安全のための対策に
取り組むため、令和８年度中旬から令和10年度当初
に変更したところであります。
　県としましては、病院機能に影響を及ぼさないよう
留意しながら、できる限り工期の短縮に取り組み、北
部医療センターの早期整備に努めてまいります。
　次に３、介護職や保育士等の賃金引上げについての
御質問の中の(1)のうち、看護師の処遇改善について
お答えいたします。
　国においては、地域でコロナ医療など一定の役割を
担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効
果が継続される取組を行うことを前提として、令和４
年２月から収入を引き上げるための経費を支援するこ
ととしております。
　県としましては、当該経費について令和４年度当初
予算に必要額を計上しており、今般の措置が確実に対
象医療機関に従事する看護職員の賃金に反映されるよ
う、引き続き医療機関と連携して取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　１、コロナ対策につい
ての(5)、米軍関係者の検疫についてお答えをいたし
ます。
　外務省によると、昨年末に在沖米軍の入国時の検疫
体制が日本の検疫との整合性が図られていないことが
問題視されたことから、米軍では、昨年12月26日以
降に出国前72時間前の検査、同30日以降に入国後24
時間以内の検査をそれぞれ実施し、以前から行われて
いた入国後５日目以降の検査と合わせて、現時点では
合計３段階の検査が行われているとのことです。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　１、コロナ対策につ
いての(6)、飲食店以外の他事業所等への支援につい
てお答えいたします。
　今般、国において、観光関連事業者をはじめとした
幅広い事業者の事業継続・回復のため、地域・業種を
問わず、最大250万円が給付される事業復活支援金の
受付が開始されたところです。
　県としては、県産業振興公社に設置した相談窓口に
おいて、当該支援金の活用促進が図られるよう、県内
事業者へのサポートに取り組んでおります。
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　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　１、コロナ
対策についての(7)、中小企業等への県独自の家賃支
援についてお答えします。
　県では、土産物店を含め幅広い事業者を対象に、観
光関連事業者等応援プロジェクトにより支援を行って
いるところです。国において、令和４年１月より事業
復活支援金が開始されており、県においては新年度よ
り、同支援金に県独自の上乗せ給付を行うおきなわ事
業者復活支援金による支援を行う予定であります。こ
れらの支援は、事業者の事業継続等を目的に給付する
ものであり、使途は家賃を含め事業全般に広く使える
ものとなっております。
　次に２、知事の政治姿勢についての(4)、沖縄県観
光振興基金の内容等についてお答えします。
　県では、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を
図るための取組を長期的、安定的に実施するために沖
縄県観光振興基金を創設することとしております。基
金は、観光旅客の受入れ体制の充実強化を図るための
事業等に充てることとし、その活用については、各部
局から提案された事業について、基金の目的、優先
度、効果等を勘案し選定した上で、有識者や観光関連
団体等で構成する検討委員会で意見を聴取し、決定す
ることとしております。
　同じく２の(6)、大型ＭＩＣＥ施設の整備等につい
てお答えします。
　沖縄県では、県土の均衡ある発展と産業振興を図る
ため、沖縄県マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業基
本計画（案）を取りまとめ、公表したところです。同
計画（案）では、施設の拡張性を持たせた上で、展示
場１万平米、多目的ホール7500平米、会議室3400平
米としており、これまで受入れができなかった大規模
な国際会議等の開催が可能になると考えております。
また、本事業への参入意欲を持つ民間事業者は複数確
認できております。今後は、ＰＦＩ法に基づく実施方
針等の作成に向けて、さらなる検討を進めてまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　２、知事の政治姿勢につ
いての(1)、沖縄振興特別措置法等改正法案の評価・
見解についてお答えいたします。
　２月８日に閣議決定された改正法案においては、沖

縄振興交付金制度や高率補助制度、沖縄関係税制等の
主要な制度が継続・拡充されたほか、離島及び北部地
域の振興、子供の貧困対策、人材育成に必要な教育の
充実、脱炭素社会の実現、デジタル社会の形成といっ
た県が強く求めていた重要な項目が、国及び地方公共
団体の努力義務として新たに規定され、法律の期限に
ついても10年間の延長とされております。また、駐
留軍用地跡地利用に関する特別措置が継続・拡充さ
れ、沖縄振興開発金融公庫についても存続することと
されております。
　県では、昨年４月に国に対して制度提言を行って以
降、知事を先頭に、国の関係要路に対して、沖縄振興
に必要な特別措置の継続・拡充等を時期を捉えて重ね
て要望してまいりました。今回閣議決定された法案に
ついては、これまでの沖縄県の要望や制度提言の趣旨
をおおむね盛り込んでいただいたところです。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○○総務部長（池田竹州君）　２、知事の政治姿勢につ
いての(3)、沖縄振興予算の減額についてお答えいた
します。
　令和４年度の沖縄振興予算案は、国として必要と考
える所要額を積み上げた結果、一括交付金や公共事業
関係費等が減少し、約2684億円を計上したとしてお
ります。予算額の減に伴い、ソフト交付金事業では、
プロモーション事業や産業振興支援事業で一定の縮小
を図らざるを得なかった状況にあり、ハード交付金事
業についても、事業の進捗遅れは避けられないものと
考えております。そのため、予算編成に当たっては、
市町村事業に配慮しつつ、県事業については、各事業
の執行状況等の精査や必要に応じた事業内容の見直し
を行ったほか、県民生活への影響が大きな事業や事業
効果が早期に発現する取組への重点化などを図ったと
ころであります。
　次に５、困窮学生に対する給付金の実施状況につい
ての(1)、困窮学生に対する緊急給付金の実施状況に
ついてお答えいたします。
　国が経済的に困窮している学生に対し、現金10万
円を給付する学生等の学びを継続するための緊急給付
金は、退学や休学を減らし学生の修学の機会を確保す
るための支援策であると考えております。実施状況に
ついて、県内の専門課程のある専修学校に確認したと
ころ、令和４年２月17日時点で566人から申請があ
ると聞いております。
　県としましては、円滑かつ着実な給付が行われるよ
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う、専修学校に対し、制度を活用するための通知を
行っているところでございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　２、知事の政治姿勢
について(7)、御茶屋御殿の復元を求める要請への対
応と、新たな振興計画（案）への明記についてお答え
いたします。
　令和４年１月に那覇市から御茶屋御殿の復元の要請
を受けており、県としては、まちづくりの主体である
那覇市及び国と連携し、課題解決に向けて取り組んで
いきたいと考えております。また、首里杜地区整備基
本計画及び新たな振興計画（案）に御茶屋御殿を明記
する方向で検討してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　３、介護
職や保育士等の賃金引上げについての御質問の中の
(1)のうち、介護及び保育分野等における処遇改善に
ついてお答えいたします。
　国は、令和３年11月に策定したコロナ克服・新時
代開拓のための経済対策において、介護職員や保育士
等を対象に、収入を３％程度、月額9000円引き上げ
ることとしております。県においては、対象となる本
年２月以降の所要額について、次年度当初予算に計上
したところであり、今般の措置が確実に賃金に反映さ
れるよう、引き続き国や市町村と連携して取り組んで
まいります。
　次に４、10万円相当の給付状況についての御質問
の中の(1)、18歳以下への10万円給付についてお答え
いたします。
　子育て世帯への臨時特別給付金は、感染症の影響が
続く中、子供の健やかな成長に役立てるために支給さ
れ、県内では、18歳以下の約31万人の児童が対象と
なっております。また、基準日以降の離婚等により給
付の対象外となっていた方については、令和４年２月
末時点で子供を養育している方が対象となるよう見直
しが行われ、現在、市町村において準備が進められて
おります。
　県としましては、対象となる方に漏れなく支給され
るよう、市町村と連携し周知に努めてまいります。
　次に５、困窮学生に対する給付金の実施状況につい
ての御質問の中の(1)のうち、住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金の実施状況についてお答えいた

します。
　本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長
期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速
やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非
課税世帯及び家計急変世帯に対して１世帯当たり10
万円を支給するものとなっております。支給対象と
なる住民税非課税世帯は約21万世帯と見込まれてお
り、現在、実施主体である各市町村において、年度内
での支給開始に向けた対象世帯への確認書等の送付や
周知等に取り組んでいるところです。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○○環境部長（松田　了君）　６、軽石対策についての
(1)、軽石対策の取組、効果及び解決に向けた今後の
見通しについてお答えします。
　県は、関係部局による沖縄県軽石問題対策会議を設
置し、知事を筆頭に全庁体制で対応に当たっておりま
す。これまでに、災害復旧事業や国の補助金を活用し
た回収を進めるとともに、市町村が行う回収に対して
支援を行ってきており、令和４年２月15日時点で約
３万6000立方メートルを回収しております。また、
漁業や観光業への影響を把握するとともに、支援等の
対策を検討、実施しております。今後とも国、市町村
等と連携して回収の推進と必要な支援の実施等に取り
組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　御答弁ありがとうございました。
　幾つか再質問、要望したいと思います。
　先ほどのワクチン接種については44.4％、これは
全人口における数字ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　44.4％は、高齢
者の人口に占める高齢者の接種率です。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　全人口、２回目と３回目でちょっと
教えてもらえますか。全国何位なのか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時32分休憩
　　　午後２時32分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　２月21日時点の
ＶＲＳシステムによりますと、全人口に占める１回目
が70.08％、２回目が69.28％、３回目が14.15％と
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いうことで、１回目が47位、２回目が47位、３回目
が38位となっております。
　すみません、これはＶＲＳ上の数字ですので、基地
従業員などの数字はこれには含まれておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　沖縄県はこれだけ感染が拡大して、
ワクチン接種が１回目、２回目と全国から比較しても
非常に厳しくて、ぜひ３回目も――今本当に子供たち
にも感染するという非常に厳しい状況ですので、この
３回目接種を全力で取り組んでいただきたいと思いま
す。
　それから増加する自宅療養者に対する配食サービ
ス、先ほど市町村等へ情報提供していると。これ何市
町村提供していますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時34分休憩
　　　午後２時34分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　２月16日現在
で、配食サービス等の支援が実施されている市町村
は、39市町村となっております。
○○上原　　章君　休憩します。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時34分休憩
　　　午後２時34分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　感染者についての
情報提供については、39市町村と情報共有しており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　分かりました。
　現場はこれ申請制になっていまして、この助けを求
めるところがその市町村の窓口に依頼をしないと届か
ない。そういう意味ではしっかり自宅療養の方々がど
の地域にいるかを市町村がその情報しっかり持ってい
ないとなかなか届かないケースがあると聞いています
ので、それもしっかりお願いしたいと思います。
　それから先ほど私、抗原検査について定量のほうを
質問したつもりだったんですけれども、私の勘違いで
定性になっていました。抗原定性検査も重要だと思う
のですが、より性能の高いこの定量検査も非常に重要
だという多くの方々の御意見がありますが、いかがで
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　抗原定量検査の検

出感度につきましては、ＰＣＲ検査と同等というよう
なこともございます。またＰＣＲよりも短時間で結果
が判明するという利点もございます。ＰＣＲ検査と同
様に――ただ検査機器を備えなければならないという
ことで、技術者が必要であることや、あと検査セン
ター、医療機関というような施設が必要だというとこ
ろもございます。このような利点なども総合しまし
て、抗原定量検査については空港検疫などでも利用さ
れていると認識しているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　そこでいろいろ専門家の方からは、
本当に高い性能を持っているこの定量検査について
は、例えば小型の検査機器を県内の主な、中心的な薬
局に配置する。または薬剤師がこの検査を行い、数値
が高い場合に病院やクリニックと連携を図る体制の確
立も非常に重要じゃないかなと。これ１機100万円ぐ
らいらしいんですけれども、こういったことが医療現
場の負担を大幅に軽減するということもありますが、
いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時37分休憩
　　　午後２時38分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　定量検査だけでは
なく、ＰＣＲ検査についても小型の機器はございまし
て、例えば診療所とかそういうところでは活用がされ
ているところでございます。同じような形で定量検査
についても小型の機器を診療所等で活用することは可
能だと思います。
　ただ、薬局となりますと、検査証の登録が必要にな
りますので、技術者の配置であるとか検査スペースの
設置であるとか、いろいろな条件がございます。とい
うようなことで、薬局については少し検討が必要かな
というふうに考えます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　これ第６波の中で、あれだけ１日
2000人近くの感染者があったときに、本当に保健所
も機能しない中で、また各診療所に問い合わせてもＰ
ＣＲ検査が受けられないというそういう中で、こう
いった定量検査の整備・配置ができているというこ
とは非常に――沖縄県の場合、海に囲まれた島ですか
ら、独自でしっかりした検査体制を組まなくちゃいけ
ないのかなと思います。今の人員配置についても、薬
剤師の皆さんがそれを兼ねることができるということ
もちょっと私聞いたので、これ一度検証していただい
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て、御検討いただける可能性はないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　議員御案内の抗原
定量検査につきまして、いろいろ課題はございます。
ただ定性検査も含めまして、今回は逼迫の状況のとき
に非常に活躍したと考えておりますので、用途に応じ
て急拡大時にも対応できるような検討はしてまいりた
いと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　ぜひより性能の高い――それでこの
方はすぐに病院に行くべきだ、まだ家で十分療養がで
きる、いろんなそれが判断できるのが定量検査だと聞
いていますので、よろしくお願いします。
　あと米軍関係者のニュース、出入国で検査をするよ
うになったと。これ何検査ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
○○知事公室長（金城　賢君）　外務省によりますと、
在日米軍基地へ直接入国する米軍人等の米軍が行う検
査は、抗原定性検査となっているということでござい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　ぜひこちらも――実は那覇空港、国
際線のある空港では、国内に入ってくる外国人は検疫
制度で定量検査と決められているんですね。そういう
意味では、私は米軍といえどもしっかりした検査体制
の中でやるべきだと思うんですが、県としては、この
定量検査をよりしっかりしたＰＣＲも含めてやるべき
だというのは、申入れすべきではないかと思うんです
が、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　米軍が抗原定性検査を行っていることにつきまし
て、林外務大臣は、米軍の組織・施設運用などの観点
から全く日本国と同一の措置を求めることは現実的で
はないということを国会において答弁しておりまし
て、その上で日米の対応について大きな方向性におい
て整合性は保っているという認識を示しております。
　一方、県といたしましては、今回の県内における新
型コロナウイルスの感染拡大につきましては、米軍に
おいて日本への入国時検査が日本の措置と整合的なも
のでなかったということが大きな原因であるというふ
うに考えておりますので、日本国と整合的な措置、そ
れから米軍の検疫について国内法を適用する旨の日米
地位協定の見直し等を強く求めていきたいというふう
に考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。

○○上原　　章君　これは世界で起きたパンデミックで
すから、米軍人・軍属の人たちといえども、命をどう
守るかということを考えると、私はより性能の高い検
査体制を組まないと大変じゃないかなと思う。まして
や我々沖縄県においても、国内法の検疫体制の中で、
米軍、これだけ基地を提供しているわけですから、
しっかりした検査体制を――これはもう世界共通の命
と暮らしを守るための取組ですから、ぜひ知事、先頭
になって両政府にしっかり訴えていただきたい。いか
がですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　やはり日本国内で行われて
いる同じ検査体制、検査方式で、同一的な対応を取っ
ていただきたいということはこれからも強く要求をし
ていきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　よろしくお願いします。
　次に、事業復活支援金について、県独自の支援とい
うのはお幾らですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時43分休憩
　　　午後２時44分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、令
和４年度におきまして、コロナウイルス感染症の影響
により売上げが30％、または50％以上減少し、国の
事業復活支援金を受給した県内事業者に対し、県独自
の支援として、個人事業者へは最大10万円、法人へ
は規模に応じて最大50万円を給付するということと
しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　知事、今県内、観光業界、もう大変
な状況ですけれども、特に土産物店は、観光客、修学
旅行の子供たち中心の経営ということで、この２年間
もう大変な現状。廃業、解散したところもあると聞い
ていますけれども、今もうそういった状況がどうなっ
ているか。本当に今、知事を先頭に確認をしていただ
きたい。特に家賃がもう――休業しても当然家賃は出
ます。今、国もこういった家賃支援についてこれまで
も幾つかあったんですけれども、１事業者１支援と。
店舗を幾つ持っていても１支援というような取組で、
自分の店舗を、自社の店舗を持っているところはまだ
いいんですけれども、本当に毎月家賃が発生するそう
いった事業者は、もうその一部でも県が補助を出して
くれればこれからもっと頑張っていけるという思いが
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あるんです。私の知っている方も毎月数百万必要と。
先ほどの10万円もしくは50万円、いろいろこれも大
事なんですけれども、事業復活支援金も大事なんです
けれども、今本当に助けを求めている方々にどう手を
差し伸べるかと、今本当に県は問われているんじゃな
いかなと思うんですが、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時46分休憩
　　　午後２時46分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、コロナ禍の影響もあって、お
土産品も含めて大変厳しい状況であるというふうに
思っております。県は、新型コロナウイルス感染症が
県内で発生した当初から事業の継続と雇用の維持とい
うことでやってきておりまして、今議員御指摘の件に
ついては、事業をいかに継続していくかという観点
で、無利子・無担保の融資をずっと継続してきており
ます。それも借換えというタイミングがやってまいり
ますので、それについては各金融機関のほうに働きか
けをしまして、この借換えもスムーズにいくような形
で資金繰りを支援するということにしております。引
き続き、大変苦しい状況にある土産品店等含む事業者
に対してスムーズな資金繰りができますように、県と
しても対応してまいりたいというふうに考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　確かに、この借入れの条件変更も大
変ありがたいです。もう据置期間が終わる。まさか２
年続くとは思わなかったところも多くて、もう次の世
代に自分の経営をつないで本当にいいのかなという社
長さん、経営者も多いんです。そういう意味では思い
切った借換えの仕組みもつくらないといけないと思う
のですが、その前にこの店舗が、この事業者が本当に
行き詰まって、もう私にはちょっと身近なところは正
社員が72名いらっしゃるんですけれども、その方々
を守りながらこの２年間頑張ってきている。もうある
意味では限界に来ている。もう借入れができる――も
う返すことも直近の悩みですけれども、この方々も本
当に社員を守りながらこの内部留保のお金も全部使い
切ったんだと。それでも頑張って――これはもう何と
か行政が、玉城知事の本当に思いを届けるのが今じゃ
ないかなと思うんですが、全国でも様々なそういった
方々の独自の支援をしていると聞いておりますが、い
かがですか。

○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この２年余り、本当にコロ
ナウイルスの変異株の登場など、もう未知との闘いが
ずっと続いている中で、非常に事業者の方々にはつら
く厳しい状況がずっと続いておられると思います。本
当に心痛むばかりですが、県としても様々な国のメ
ニュー、あるいは県の限られた財源の中でどのように
支援を打ち出していくかということについてもこの
間、全庁挙げて対応させていただいております。しか
し政府においても、全国知事会からの要望にも上げて
ありますが、より機動性の高い、使い勝手のよい交付
金を創設することも求めておりますし、沖縄県として
も、私たち沖縄県が事業者、県民の皆さんを支えるた
めに何ができるのかということを真摯に、また考え実
行してまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　本当、待ったなしかなと私は思いま
す。解散したり廃業すると、もう元には戻れません。
観光客が戻ってきても、じゃその受皿の方々がどうい
う形になるのか、ぜひ政治の御判断、絶対必要ではな
いかなと思います。今助けるところは助け、また次の
展開も見えてきますので、よろしくお願いします。
　あと沖縄関連予算、本当に知事の玉城カラーと私、
質問させていただきました。確かに先ほど来、この知
事の新しい所信表明がありましたけれども、こういっ
たいろんな施策の展開を述べる、これ大事なことだと
思うんですが、その根拠となる予算、残念ながら今
回、10年その3000億を保っていた沖縄関連予算、ソ
フト交付金もハード交付金も大きな減額だと。
　知事、いろんな施策するためのその根拠となる予算
というのは非常に重要だと思います。この10年、第
５次振計がもう終わる、いよいよ第６次振計に向けて
ここ数年――もう期限は分かっていたわけですから、
私はその予算の確保は知事のある意味では重要な一丁
目一番地だと思うんです。知事と政府がどこまで交渉
し、粘り強く沖縄県のこの県政運営、そして市町村の
運営にしっかり届けるというこの決意で、覚悟でやっ
てきてはいると思うんですが、残念ながらこの関連
交付金が11％減、そして一括交付金も22％減という
大変厳しい現実があるわけなんです。この10年間の
3000億円台を確保し、またこの一括交付金制度の導
入について、知事はどう評価されていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この10年間、3000億規模
の予算で様々な市町村の事業が展開され、県において
も、また県民の福祉の向上、県勢の発展に十分寄与さ
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せていただいたと思います。10年前、一括交付金を
創設するときには、私は国会議員で、当時与党の議員
でしたので、沖縄県の発展のためには党派を超えて政
争の具にしない、政局の具にしないということで協力
をさせていただき実現できたのが一括交付金でありま
した。ですから、そのときも本当に各党皆さんの御協
力をいただいたということもありますし、今般は次期
振計に向けた政府の閣議決定に向けても、また各党の
皆さんに本当に協力をしていただきました。ここから
先はやはりこの3000億円を割ってしまった予算では
ありますけれども、いかにしてその予算を適切に配分
し、実行していくかということにしっかり注力してい
くことが大事だろうというように思います。ですから
限られた内容ではありますけれども、十分充実した予
算の執行につながるよう取り組んでまいりたいと思い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　本当ぜひ――これからもう前を向い
ていくしかないわけですけれども、これから10年、
また本当沖縄県にとって大事な10年になると思いま
す。ぜひ今回の様々な経緯を考えると、もっともっと
政府としっかりした信頼関係を構築しないと、事務方
レベルだけでは絶対こういった一つ一つの政治的判断
には結びつかないと思います。よろしくお願いしま
す。
　あと40億の観光振興基金について、これは、皆さ
んの概要にはこの災害時等の観光危機管理に使えると
あります。今回こういったコロナを受けての、そう
いった災害という考え方でも使えるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　想定する事
業の一つとして、観光旅客の受入れ体制の充実強化が
ありまして、観光客が快適に観光を満喫できる受入れ
環境の整備や利便性・満足度の向上に資する取組を想
定しています。この中には、災害時等の観光の危機対
応ということは想定しておりますが、基金の活用に当
たりましては、既存事業で十分に対応できない事業と
か、機動的、柔軟に実施する必要のある事業というこ
とを想定しておりますので、当初予算で、例えば先ほ
どありました事業復活支援金であると約21億円計上
させていただいておりますので、これらの事業の進
捗、効果を勘案しながら、基金の活用ができる事業と
いうのを検討してまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　それこそもう先ほどの家賃支援につ
いては、本当に切実な問題だと思います。本当に災害

に遭ってしまったという思いだと思います。ぜひお願
いします。
　それから御茶屋御殿、大きな大きな一歩、次期振計
に明記するという、本当にありがとうございます。
　そこでこの御茶屋御殿の再興について、これまで復
元についてはワーキングチームが国、県、那覇市と
あって、今回のその実現可能性を皆さんが調査する、
その事業との――どういう関わりになってきますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　令和４年度に実施予
定の事業化可能性調査では、既存の資料収集を行い、
事業手法の検討を行う予定でございます。その調査結
果を那覇市、県、国で構成する御茶屋御殿ワーキング
グループに資料として提供するという予定でございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　2000年から2005年、県の埋蔵文化
財センターがこの御茶屋御殿の遺構確認調査をしてお
ります。間違いなくここに御茶屋御殿の跡があると。
今後それがどのぐらいの規模でその跡があるか、これ
から多分その調査をする中で出てくると思うんです。
私は今回いろんな県とのやり取りの中で、この件、何
度か取り上げてきましたが、特に事業主体がどこにな
るのかとか、また今ある教会とか保育園があるところ
をどういうふうに移転していただけるのか、いろんな
そういうロードマップをしっかりつくるべきじゃない
かなと思っておりますが、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　今議員御指摘の想定
される敷地内の施設の移転ですとか、あるいはどのよ
うな事業を使うのか、どちらが整備をするのか、そう
いった主体や手法についてまだまだ多くの課題が残っ
ているというところでございます。そういった中で、
やはりそういった調査結果、４年度の可能性調査結果
等も踏まえて、今後事業化のめどがついた段階でロー
ドマップについては検討したいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　知事、この御茶屋御殿の跡地は、今
の県営公園から少し離れているんです。そこを今後県
営公園として処理できる仕組みがつくれるのか。それ
からこの文化財指定にしていけるということも非常に
復元については大きな取組だと思うのですが、こう
いった一つ一つをしっかりやっていく中でこの復元に
向けて歩んでいくと思うのです。私が懸念するのは、
このワーキングチームもそうですけれども、この事業
化可能性調査で厳しいと、そういう声が出る中で、私
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はその厳しい課題が何なのか、事業主体がどこなの
か、それからこの移転の問題をどうするのか。そして
今言った文化財指定や県営公園に指定する、こういっ
た一つ一つを乗り越えていけば、おのずとこの一つ一
つの復元に歩んでいけると私は思うのですが、こう
いった課題があって無理だというようなことになるの
はまたちょっとおかしいのかなと思うのです。
　知事、今回の調査、一つの前提として復元していく
方向に向けて頑張る、そしてそのための振興計画に明
記するという考え方でよろしいでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほどから答弁させていた
だいております。このまず可能性調査をしっかり行っ
て、次期振興計画の中にも書き込んでいきながら、よ
り実現性をしっかり様々な角度から議論をしていくこ
とが重要であろうと思いますので、しっかり取り組ん
でいきたいと思います。
○○上原　　章君　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後４時０分休憩
　　　午後４時20分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き代表質問を行います。
　大城憲幸君。
　　　〔大城憲幸君登壇〕
○○大城　憲幸君　こんにちは。
　成立しているか心配になるほど人が少ないんですけ
れども、今日は代表質問、最後は無所属の会、大城で
あります。
　今日は新たな沖縄振興計画についてということで、
この新たな振興策によりどうやって自立する沖縄経済
をつくるのか。我が会派の考えとしては、基本に戻っ
て、地元の企業優先あるいは地元の県産品を優先発
注、そういうような地産地消とか地域経済の循環、そ
ういうものにこだわった施策を根幹に据えて徹底して
いくことが沖縄の元気な経済につながるというふうな
考えです。その柱に添えて今日は執行部の認識を確認
し、我が会派の提案をしながら議論を進めていきたい
と思っております。持ち時間は20分ですので、お付
き合いのほどよろしくお願いいたします。
　(1)、多くの職員、関係者による振興計画の総点検
から始まった同計画の策定作業も約３年、決定に向け
た最終段階にある。その経過と評価についてから２点
お願いします。
　ア、前回の計画策定と比較し、そのスケジュールや
国とのやり取りは何が変わり、どう対応したか伺う。

　イ、前計画では一括交付金制度を筆頭に、県民も期
待する施策が多くあったと認識しているが、新たな計
画で中心となる内外に訴えたい施策を伺う。
　(2)、経済分野における展望値について４点お願い
します。
　ア、県民所得向上に向けこれまでの取組をどう総括
し、291万円の展望値に向けた施策に生かすか伺う。
　イ、県民所得向上に向け域内自給率を高めるとして
いるが、具体的な取組を伺う。
　ウ、沖縄県パイル・ヒューム管協同組合より昨年末
に県産品優先発注に関する陳情が出ているが、提出に
至る背景をどう認識しているか伺う。
　エ、地域経済の状況をバケツに例えて対策するバケ
ツの漏れ穴理論についての認識と、あわせて、市町村
民所得で常にトップの南北大東村の地域経済も地域自
給率が関係すると考えていますけれども所見を伺いま
す。
　(3)、世界に誇れる島嶼型環境モデル地域の形成に
ついて。
　ア、これまでもＳＤＧｓの観点から同施策の重要性
の議論をしてきたが、経済面からも域内自給率を高め
るため、再生可能エネルギーを核としたエネルギーの
地産地消を進めるべきと考える。早急な取組とその強
化に向けた認識を伺う。
　イ、再生可能エネルギーについては、さらに高い目
標値を設定し県民をリードすべきと考えるが認識を伺
う。
　(4)、持続可能な農林水産業の振興について。
　ア、農林水産物の輸送コスト低減策は不利性解消事
業の取組により一定の成果を上げてきた。同計画にお
いて総合的な流通の合理化に取り組むとしているが具
体策を伺う。
　イ、これまでも農林水産業の６次産業化や地産地消
の取組は推進されてきた。新たな計画ではＳＤＧｓの
各種目標はもちろん、域内自給率の点からも、観光や
エネルギーと連携した具体的な施策を打ち出し、強化
すべきと考えるが所見を伺う。
　よろしくお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　大城憲幸議員の御質問にお
答えいたします。
　１、新たな沖縄振興計画についての御質問の中の
(1)のイ、主な施策等についてお答えいたします。
　新たな振興計画（案）においては、ＳＤＧｓを取り
入れ、現行計画の柱である経済と社会の２つの基軸
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に、新たに環境の枠組みを加え、社会・経済・環境の
３つの枠組みに対応する形で、「誰一人取り残すこと
のない優しい社会」の形成、「強くしなやかな自立型
経済」の構築、「持続可能な海洋島しょ圏」の形成、
この基軸的な３つの基本方向を示し、各施策を展開す
ることとしています。県民一人一人をはじめとする社
会全体での参画により、基軸的な３つの施策展開の基
本方向が調和した「子どもの貧困の解消に向けた総
合的な支援の推進」、「世界から選ばれる持続可能
な観光地の形成」、我が国が目指す2050年カーボン
ニュートラルを見据えた「世界に誇れる島しょ型環境
モデル地域の形成」など、沖縄の地域特性やソフトパ
ワーなどを生かし、様々な施策の展開を図ることとし
ております。加えて、新型コロナウイルス感染症の拡
大による深刻な影響からの回復に向けては、ウイズ
コロナの新しい生活様式からポストコロナのニュー
ノーマルに適合する必要があります。新たな振興計画
（案）においては、これらの施策展開を図ることによ
り、安全・安心で幸福が実感できる島の形成を目指す
ということにしております。
　次に１の(3)のア、再生可能エネルギーを核とした
エネルギーの地産地消についてお答えいたします。
　沖縄県では、昨年３月に策定した沖縄県クリーンエ
ネルギー・イニシアティブの基本目標にエネルギーの
地産地消化を掲げ、再生可能エネルギーを中心とした
県産エネルギーの利用拡大に取り組んでいるところで
す。具体的には、沖縄県と経済界が一体となって要望
したクリーンエネルギー設備導入に係る税制優遇制度
の積極的な活用促進に加え、令和４年度新規事業とし
て、民間が行う離島における太陽光発電事業を支援し
てまいります。
　沖縄県としましては、新たな時代に対応した持続可
能な沖縄の発展に向けては、ＳＤＧｓの推進を基本理
念として、再生可能エネルギーの主力化や水素などの
次世代エネルギーの活用等により、エネルギーの地産
地消を推進し、2050年度脱炭素化の実現を目指して
まいります。
　次に１の(4)のイ、観光やエネルギーと連携した施
策の強化についてお答えいたします。
　農林水産業は、食品製造業などの関連産業を含めた
地域経済や雇用への波及効果など、重要な役割を担っ
ており、多様な地域資源を活用した域内循環の創出
は、農山漁村地域の活性化の観点からも重要であると
認識しております。このため、新たな振興計画（案）
では、バイオマスやいわゆるソーラーシェアリングと
いう形での営農型の太陽光発電等の地産地消型エネル

ギーシステムのモデル構築と促進に取り組むほか、県
産食材の活用や調達に向けたマッチング支援、６次産
業化の支援による県産農林水産物の高付加価値化な
ど、観光産業や食品関連産業等との積極的な連携に取
り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　１、新たな沖縄振興計画
についての(1)のア、計画策定スケジュール等の前回
との違いについてお答えいたします。
　新たな振興計画の策定に当たっては、前回と同様に
適宜、国への資料提供や意見交換を行いながら、全体
的に前倒しで作業を進めてまいりました。現行計画等
の総点検については、前回より約１年早く着手すると
ともに、昨年１月には、市町村、関係団体、県民の皆
様から幅広く御意見を伺うため、今回初めて新たな振
興計画（骨子案）を策定し、６月には幅広い御意見を
踏まえて取りまとめた、同計画（素案）を沖縄県振興
審議会に諮問し、前回より約２か月半早い本年１月に
答申を得たところであります。
　同じく１の(2)のア、 展望値の実現に向けた施策に
ついてお答えいたします。
　コロナ禍前の県経済は、好調な観光需要に牽引され
成長を続け、１人当たり県民所得は着実に増加してき
たものの、依然として、全国最下位の水準にとどまっ
ております。１人当たり県民所得が伸び悩む要因とし
ては、県内産業の生産性が低いことや稼ぐ力の弱さに
起因した課題があるものと認識しております。
　県としましては、産業のＤＸ導入や産業人材の育成
などを積極的に推し進め、労働生産性や稼ぐ力の向上
を図るとともに、域内経済循環を高める施策を総合的
に展開することで県民所得の向上に努めてまいりま
す。
　同じく１の(2)のイ、自給率を高める取組について
お答えいたします。
　県としては、域内経済循環の向上を新たな沖縄振興
における経済政策の一つに位置づけ、各産業における
域内経済循環を高めていくための諸施策を新たな振興
計画に盛り込んでおります。具体的には、観光と農
業・商工業などの産業間連携強化の促進、ものづくり
産業の高度化、県内企業への優先発注、県内需要の高
い作物の安定生産体制の整備、地消地産の促進などの
取組を講じていくこととしております。
　同じく１の(2)のエ、市町村民所得と域内自給率に
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ついてお答えいたします。
　沖縄県は、農林水産業や製造業といった生産部門の
割合が低く、商品や原材料の多くを県外からの移入に
頼らざるを得ず、その結果、県外に所得が流出し、域
内経済循環が不十分であることが指摘されているとこ
ろです。県内で１人当たり市町村民所得が高い南北大
東村は、人口に占める就業者の割合が高いこと、農家
当たりのサトウキビ作付面積が県平均に比べ４～５割
程度大きいこと等が要因であると考えております。新
たな振興計画においては、経済・産業の振興を重要な
政策課題と位置づけており、沖縄の優位性を生かした
地域産業の振興や公共工事の地元優先発注について、
引き続き推進してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　１、新たな沖縄振興
計画について(2)のウ、沖縄県パイル・ヒューム管協
同組合からの陳情についてお答えいたします。
　本陳情は、県内において、県外大手企業の参入が拡
大していくことを危惧し、県内企業優先発注を要望し
ているものと認識しております。土木建築部が発注す
る工事では、県内企業の優先発注及び県産品の優先使
用基本方針に基づき、特記仕様書に県産資材の優先使
用を明記して、その優先使用に努めているところであ
ります。
　県としては、工事着手前に使用資材計画を確認する
など、引き続き県産資材の優先使用に取り組んでまい
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　１、新たな沖縄振興
計画についての(3)のイ、再生可能エネルギー電源比
率目標値についてお答えいたします。
　県では、ＣＯＰ26や国の動向等を踏まえ、昨年３
月に策定した沖縄県クリーンエネルギー・イニシア
ティブの改定に取り組んでおります。改定案では、外
部有識者委員会の意見を踏まえ、2030年度の再エネ
電源比率目標は、着実に達成すべき目標である現行の
18％に加え、将来における技術革新が実現し、これ
を利用する場合の挑戦的目標26％を併記することと
しております。併せて、次世代エネルギーとして水素
アンモニアの活用に取り組むなど、本県のエネルギー
の脱炭素化を積極的に推進してまいります。
　以上でございます。

○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　１、新たな沖縄振興
計画についての(4)のア、総合的な流通の合理化に関
する具体策についてお答えいたします。
　新たな振興計画（案）における農林水産物の流通対
策として、現行の不利性解消事業の発展的な承継を図
りつつ、持続可能な県外出荷等の物流ネットワークの
構築を図ってまいります。具体的には、沖縄県と鹿児
島県との輸送費の差額相当分を補助する取組、北部・
離島市町村等において、県産農林水産物及びその一次
加工品に係る県内外への出荷コストの負担を軽減する
取組、鮮度保持技術を活用したコールドチェーンの構
築を支援する取組の３つの取組を一体的に実施してま
いります。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　順を追って再質問させていただきま
す。
　振興策、先ほどから説明を聞いていると非常にすば
らしい計画ができたというふうに聞こえるんですけれ
ども、ちまたの評価は違うんです。今代表質問で他の
会派からもあったように、非常に厳しい。ただ今あっ
たように、評価はスケジュールも予定より早く進みま
した。あれもこれもやりますよというような話ではあ
るんですけれども、ここはあまり私の本論ではありま
せんから時間はかけませんが、例えば非常に気になっ
たのが、閣議決定した後の大臣の会見で、強い沖縄の
経済を実現するために、民間からこの振興策に対して
提案をさせるんだというような部分がありました。
　我々は３年かけて10年間の総括をして中間報告し
て、様々な専門家から意見を聞いて、誰よりも一番沖
縄のことを分かっているメンバーで、これをやれば沖
縄が元気になるんだという議論をしてきたはずなんだ
けれども、ここに来てまた民間から具体的な施策を出
してくださいという。その辺についてどう理解すれば
いいですか。その辺をまずお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画の策定に
当たっては、幅広い御意見を頂戴してまいりました。
市町村の皆様、それから関係団体の皆様、県民の皆
様、1200余りの御意見を頂戴したところです。加え
て県議会の皆様からの御意見、御指摘等も踏まえ計画
を取りまとめてきたところでございます。適宜国のほ
うとは、情報を提供し意見交換をしてきたところでご
ざいます。お互い強い沖縄の経済をつくるためにとい
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う思いは一致していると考えております。今後とも連
携して取り組んでまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　部長はそうとしか答えられないと思
います。ただやっぱり残念なのは、さっきも言ったよ
うに、前の副知事などは特に振興策に思い入れが強く
て、新沖縄発展戦略有識者チームということで、沖縄
の本当のエキスパートを集めて議論をして、そこから
提言もあったのにいろんなものが採用もされずに、予
算も切り取られて、そしてここで――民間の力を借り
るのは大事だと私は思いますけれども、内閣府でああ
いうことになるというのは、知事はあれだけ基地問題
でははっきり国に物を言っているわけですから、この
振興策でも、先ほど知事が話していましたけれども、
10年前、民主党政権時代に沖縄がこの振興策をつく
るんだということにしたわけですから、もっとほかの
闘い方、交渉の仕方があったんじゃないかというよう
に感じたところです。ここは苦言だけ申し上げて終わ
りたいと思います。
　(2)に進みます。
　それを踏まえて具体的にどうするかという話ですけ
れども、私は、県民所得がこの２次振計までは目標、
展望値を達成できたけれども３次以降は展望値を達成
できていないんです。そういう中で、先ほどあった域
内自給率を高める。そこを入れてきたというのは、私
は高く評価しております。今回の計画では、展望値で
は２ポイントアップするというような展望値を設けて
いますけれども、その県民所得あるいは県経済に与え
る効果というのはどのぐらいと見ていますか。お願い
します。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　これは加工統計である県
民経済計算を基に算定しているものでございます。１
ポイント当たりどの程度の効果があるかというのは、
すぐには申し上げられませんが、県内の経済の規模を
拡大していくためには、その向上が不可欠であるとい
うふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　新聞報道では、概算なのか１ポイン
ト300億とか、400億とかいう数字も出ましたけれど
も、それはきちんとした数字は出ないということはそ
れでいいと思います。ただ知事、本当にここ域内自給
率を高める、県内でお金を回すというのは、我々の想
像以上に大きい効果が現れるというのは、私最近勉強
して非常に強く感じたところなんです。だからこそや
はり冒頭言ったように、地元業者の優先発注、地元県

産品の優先使用というのは、我々もう一回見直さない
といけないと思っています。
　それで、このパイル組合から出ている陳情ですけれ
ども、この中では非常に危機感が伝わるんです。先ほ
どありました県は、いや、ちゃんと優先発注している
から大丈夫だよということですけれども、このパイル
の組合員は３社あって、その皆さんが沖縄の中で頑
張ってきたわけです、製造業で。この状況、シェアそ
ういうようなものは概略でも把握していますか。どう
いう推移になっているのかお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　今議員お話のあった
コンクリート製のパイルについてのシェア等について
は、申し訳ございませんが把握してございません。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　組合さんに教えてもらいましたけれ
ども、平成28年に４万トンあった県産パイルの取扱
いが去年２万トン切っているんです。今年度はあと２
か月残っていますけれども、１月末で１万トンしかな
いんです。それに比べて、もう全国で大手の２社が沖
縄に入ってきて、28年にそのシェアが県外産が26％
だったのが、これは民間も合わせてですけれども、直
近ではもう66％が県外産になっている。だからさっ
き言ったように、私は、この沖縄振興策を本当に県民
の豊かさに変えるためにはどうしても域内自給率にこ
だわるべきだと思っています。そして皆さんもさっき
あった基本方針に基づいて、我々県産を使うように頑
張っていますよと言っていますけれども、パイル組合
の数値などを見ると、この五、六年で一気に取扱いが
半分以下になっている。これでここに働いている皆さ
んは、直接雇用だけで３社で197名。関連会社も入れ
ると1279名、家族まで入れると2000名、3000名。
この皆さんが本当にこの振興策を見て、豊かな沖縄に
つながるのかと。あるいは県民所得が本当に290万に
届くのか。そうは到底考えられませんよ。だからやっ
ぱりそこはしっかりと知事のリーダーシップ含めて具
体的にどうするのかというのを議論する時期に来てい
ると思うんです。
　そういう前提で次の部分に進みたいと思うんですけ
れども、バケツに例えた議論、もうちょっと部長、具
体的に教えてください。皆さんが商工リサーチにやっ
た部分でも序文のほうでありましたけれども、バケツ
で経済を例えた３つの施策があると思います。お願い
します。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　バケツで経済規模を例え
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るのであれば、バケツのパイを大きくして経済規模を
拡大していく取組が必要と。もう一点は、バケツに穴
が空いてせっかく得た資金がその穴から抜け落ちてし
まう、それを塞ぐ、そしてそのバケツの穴を塞ぐと同
時に規模を拡大していく、域内循環を高めて規模を大
きくしていく。このような取組が必要と認識しており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　知事、私は冒頭申し上げましたけれ
ども、やっぱり我々、私も含めて、沖縄の経済を強く
するために、どうにか外からのお金を沖縄に引っ張っ
てこよう、あるいはお願いして国民の理解を得て振興
策を大きくしようという部分には、非常に力を込めて
きました。ただこのさっき言ったバケツに――お金を
水に例えるとすると、水を注ぐものには本当に頑張っ
てきましたけれども、どんどんどんどん――ざる経済
という発言をする人もいますが、バケツに穴があいて
どんどんどんどん漏れていってしまっていたんじゃな
いかと。結果として我々は、この数年沖縄経済はあ
る意味バブルのような状況だった。そして観光客が
1000万人だった。振興策も過去最高がずっと続いて
いた。けれども県民所得というのは、思ったように上
がらなかったんです。そして今後ということを考える
と、今あるように国と県の関係で一喜一憂するような
話になってしまわないかという危惧がある。さらにコ
ロナを経験して今後財政再建、国も県も市町村も体力
以上のものを吐き出してしまった。こういう中では、
やっぱりもう一度沖縄の中で経済を回す、域内自給率
を高めるというのは、本当にまずトップリーダーであ
る知事が強い決意を持って決めて、そして職員に共有
して、県民にお願いする。そういうような取組が必要
だと思うんです。その辺に対して知事、今の議論を聞
いて所見をお願いしたい。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　これまでも沖縄県経済は、
いわゆるざる経済と呼ばれていて、多くの原資が本土
に還流させられてしまっているというような状況。数
字によっては８割に上るというようなことも、そのよ
うな意見があるということは承知しております。だか
らこそ議員御案内のように、域内でどのようにして生
産性を高め、そこに投資できる、循環できる、そうい
うシステムやスキームをつくっていくかということが
非常に重要だということは、この10年間の沖縄21世
紀ビジョンの前期の計画でも、それを高めるためにア
ジアのダイナミズムを取り込むということで、域外か
ら域内に投下させていく仕組みをつくってきて、コロ

ナが発現する前までは、それがうまくいっていたと思
います。ただ残念なことに、それらが沖縄に落ちて
も、沖縄からまた本土に流れていってしまう。おっ
しゃるようにバケツの穴が塞がっていないというよう
な状況だったと思いますので、その域内の需要とその
ための生産性を高めていく。今回の振興計画はまさに
デジタルトランスフォーメーションなど新時代を取り
込む形で、どのようにして域内にその成果・効果が現
れるか、落とし込まれていくかということについての
基本的な計画をしっかりつくっていく必要があると思
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　考え方はそのとおりだと思います。
ただ私が言いたいのは、やっぱり知事の決意なんで
す。先ほど言ったように、そういう考えを今までも述
べてきたはずです。そして県は、これも昭和の時代か
らこの県内企業への優先発注及び県産品の優先使用の
基本方針というものは持っています。その中でも、と
にかく県内企業を優先するんだとうたっているんで
す。７月は県産品奨励月間といって毎年恒例行事で
やっているんです。けれども、さっき言ったように
ずっと県と連携しながら県民の雇用を守ってきた工場
を、頑張ってきた皆さんがコンクリートは３割、４割
高い。電気料も高い。規模も３社まとまっても全く歯
が立たない。そういう大手の企業がどんと来て、港に
ヤードを置いてどんどんどんどん県外製品を県内で
売っていく状況があるわけです。だからやっぱりここ
は、もう一度リーダーである知事が今までの方針とい
うのを、状況というのを確認して前に進めなければな
らない。そして、民間も含めて、県民の理解も得るよ
うな努力をしないといけないと思うんです。
　そこで先ほど言った南北大東村の話ですけれども、
さっき部長は就業者の割合が高いとかサトウキビだと
か、そういう議論はずっとありますよ。ただやっぱり
県内でも１人当たりの市町村所得が100万、200万切
るような市町村がある中で、常に400万以上ですよ。
多いときは480万ある。これは、時期によっては公共
工事が多いとかいろいろあるかと思うんですけれど
も、私やっぱり域内自給率の高さというのがあると思
います。職員に話を聞いても、あまりそこまでの分析
というのは詳しくやったことがないというものですか
ら、私は県民の理解を得るためにも、県が域内の自給
率がどうなっているのか、そういうものをきちんと調
査して、そして県民に知らせる。あるいはそういう関
連があるんだったらみんなで共有して、そういう意識
を変えるということが大事だと思うんです。ぜひこれ
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取組をお願いしたいと思います。
　次に進みます。
　エネルギー施策、(3)の部分。このバケツの議論に
なると、日本自体もこの研究している皆さんから言わ
せれば、自給率の低いエネルギーと食料というのは、
日本経済にとって最大の漏れ穴、バケツの大きな穴だ
と言われているんです。そういう意味で沖縄の場合、
特にエネルギー施策なんかは非常に大きい。市町村に
よっては、例えば徳島県の佐那河内村、2500名の人
口で年間７億円のエネルギー代を払っているそうで
す。そして熊本県の水俣市、２万5000名で年間86億
円域外にエネルギー代を払っている。沖縄でどれぐら
い年間で払っているかというと、本県で原油、石炭、
天然ガス、石油精製品で2168億円払っていると言わ
れている。これはもう払いっ放しですから、これを域
内で回す取組というのが各地域で広がっているんで
す。2000名、3000名の村で、地域でエネルギーを循
環させることによって20億、30億の新たな産業を生
み出している。そういうようなことを考えると、やっ
ぱり沖縄でこのエネルギー政策というのは大事なんで
す。
　そして先ほど部長は、イの部分で再エネの目標を
18％から26％にしたと言いますけれども、そういっ
ても沖縄の化石燃料の依存というのは、26％を達成
したとしても70％以上はまだまだ化石燃料が残るん
です。そういう意味では、脱炭素という意味でもやら
ないといけないし、経済の地域循環という意味でもこ
こは大きなチャンス。地消地産の話もしていましたけ
れども、エネルギーというのはずっと県民が使うもの
ですから、そこに産業は生まれるし、それを生み出す
のは私は振興策だと思っているんです。そこは、私は
もう部長とはこういう議論はしてきましたので、この
再エネの目標については、やっぱり知事が腹を決めて
ＳＤＧｓも当然大事だし、ずっと知事はＳＤＧｓにも
こだわってきたはずです。そういう意味でこの再エネ
の目標というものは、できるできないじゃなくて、や
らないといけないんだという知事のリーダーシップが
必要だと思いますけれども、その辺について、エネル
ギー政策、脱炭素の再エネの目標について知事の所見
をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　昨年３月に策定した沖縄県
クリーンエネルギー・イニシアティブも、私も議論に
加わりながら、とにかくこれからは再生可能エネル
ギーを島嶼型でしっかりとつくっていくということ
に、技術力も資本も、それをどんどん投資していくん

だということで、民間にも当然このクリーンエネル
ギーを達成させていくための技術力を求めるところが
出てくると思います。しかしそれがいわゆる域外の
方々ではなく、域内でそれができるように、例えばＯ
ＩＳＴや琉球大学などと連携した産官学の技術連携で
ありますとか、あるいはこれは沖縄電力ともその締結
の中で、クリーンエネルギーに転換していくための
ロードマップ、スケジュールなどについても、より明
確にしていくというふうなことを我々沖縄県には求め
られていると思います。ですから私たちは、2050年
にカーボンニュートラル、脱炭素を目指すその意気
込みをこの10年間で本当に形にしないといけない。
しかもできるだけ前倒しにしていかないといけない。
そのためには、強い決意を持ってこのクリーンエネル
ギー、再生可能エネルギーへのチャレンジを続けてい
きたい、始めていきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　今知事から強い決意という言葉が出
ましたけれども、まさにそのとおりで、県外は原発が
あるからなんですけれども、県外は今の目標を頑張れ
ば、全国は10年後には化石燃料が４割まで減るんで
す。でも沖縄は特殊事情ですよ、原発もないですか
ら。今のこの高い目標を設定したって26％達成して
も、さっき言った化石燃料が74％残るんです。それ
を事務方ではこれが限界だから、だからこそリーダー
の強い決意が必要だと思います。ぜひ頑張っていただ
きたい。よろしくお願いいたします。
　最後の農業の部分に進みます。
　これも部長からありました。これ再三議論をしてい
ますけれども、さっき言った不利性解消事業は大事で
すよ。たださっきも言った、この沖縄はこんなに人口
が増えて観光客が1000万人になって、これだけ経済
がよくなって――このコロナ禍は別ですよ。それなの
に農業は思うように伸びていないんです。やっぱりそ
れは非常に流通が多様化したというのもあります。た
だお互いの施策もどうかという話でもあるんです。市
場はこの振興策での目標は約６万6000トンだったと
思いますけれども、今は取扱量が５万トンを切ってい
ますよ。非常に流通が多様化して、直売所やファー
マーズにどんどん物が分散してきた。結果として物が
集まらない。だから各スーパーが自分たちで県外から
引っ張ってくる。
　そういうような悪循環になっていると思うんです。
そういう意味でも、この総合的な見直しというところ
は、やっぱり青果市場を中心にしっかりと改築して、
コールドチェーンできるようなものにして、そこで入
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れる物、出す物をコントロールしていく。そういうよ
うな総合的見直しが必要だと思うんです。その辺につ
いて考え方はどうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　農林水産物の流通に
つきましては、実に多様化しまして、これまでの青果
の流通から、例えばカット野菜とか、いろんな方向に
変わっているというように感じております。
　協同青果のことにつきましては、施設の整備だけで
はなくて、やはり生産現場との有機的な連携、これも
含めた上で施設整備を一緒に考えることが必要ではな
いかというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　考えるのは上等だし、この振興策で
も全部やると言っていますよ。それは全部言うのはい
いんですけれども、ただやっぱり今言ったように具体
的に優先順位をつけるとしたら、まずは市場をしっか
りとしたものにしないと。この市場の老朽化にしても
振興策で触れていますよ。ただ書き方というのは、市
場の老朽化対策は、検討に取り組むと書いているんで
す。何で10年後の沖縄の姿を示すのに、検討に取り
組むというのは、本当に決意が見えないんです。そう
いう意味では、やはりさっき言ったように、しっかり
とこの沖縄の野菜を市場に集めて、そして地産地消で
はなくて地消地産、沖縄で消費されているものを沖縄
の農家に作ってもらう。市場でビッグデータを取れば
何月に何が出るというのは全部分かるじゃないです
か。そういうような意味でも、しっかりと市場を中心
にして、県産野菜を農家を支える。あるいは生産を増
やしていく。それがやっぱり我々農政の基本だと思っ
ていますので、そこをしっかり取り組んでいただきた
いというふうに思っています。
　そろそろ時間がなくなってきましたけれども、後は
もう営農型発電とかそういう部分は知事も触れてもら
いましたので、細かい議論はいいと思います。最後の
ほうは、知事のやる気の確認をしたいと思うんですけ
れども、知事、話が飛ぶというか突拍子もない話です
がうまい棒、知事は食べたことがありますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　うまい棒、大好きです。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　何が言いたいかというと、今食品の
値上がりが激しいんですけれども、うまい棒が４月か
ら12円になるそうです。10円だったのが。12円、大
したことはないみたいですけれども、パーセントで
いったら20％の値上がりです。これは何が言いたい

かというと、我々歩いていける畑の農作物より、地球
の裏側から運んできた食料のほうが安いということ
に、何の違和感もなくなってしまったんです。このモ
デルというのは、やっぱり前提としては安価な石油に
依存するモデルなんです。資源の枯渇あるいは今の世
界情勢、そういうものを考えたら、そういうものが成
り立たなくなるんです。そういう意味で経済の域内需
給というのは本当に大事だし、そして伊江島がやって
いるような民泊事業、ああいうものは本当に地域で地
域の農家さんにお金を払う。そしてそれが学生さんの
口に入る。そして地域の刺身屋さん、八百屋さん、そ
してそれをさらに地域で麦を作って、その麦でお菓子
を作ってそれを売っていく。まさにそれが地域でお金
が回るということです。それにプラスの、ずっと言っ
ている、今日触れてもらいましたけれども、その麦畑
の上でソーラーシェアリング、営農型発電までやれ
ば、本当に１次産業、２次産業、３次産業までまさに
６次産業が出来上がるんです。そういうようなものを
本当に知事が出身の伊江島でまずモデルをつくってほ
しい。そしてそれを県内に広げてほしい。それが自給
率を上げるということになる、沖縄の経済が元気にな
ることにつながると私は確信していますので、ぜひと
もお願いしたい。
　最後に知事の決意をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私はうまい棒も大好きです
し、値上がりはショックですが、伊江島でケックンと
いうお菓子が作られています。伊江島の麦を使った、
それこそまさに地産地消できるモデルとして、今各店
舗でも展開して売られています。ですから地域のよさ
に目をつければ、最初は天ぷらで揚げて食べるしかな
かった小麦が、これがやがてお菓子になり、本当に味
の工夫をすれば、シナモンの味もちょっとピリ辛な味
もつけることができる。うまい棒はそうやって味のバ
リエーションをつけていったことによってヒットした
ということを聞いております。
　ですから地産地消は、まさに様々なアイデアを織り
込み、それにどれだけ本気でやるかということがか
かっていると思いますので、心してやっていきたいと
思います。
　それから先ほど議員御案内のありました、新たな振
興計画（素案）の農林水産物の輸送コストの低減対策
及び総合的な流通の合理化の各種対策についての「検
討に取り組みます」という文言は、「取り組みます」
に変更いたします。
○○大城　憲幸君　ありがとうございました。
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○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、２月28日定刻より会議を開きます。

　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時１分散会
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議　　事　　日　　程　第５号
令和４年２月28日（月曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第24号議案まで、甲第26号議案から甲第37号議案まで及び乙第１号議案から乙第43
　　　号議案まで（質疑）
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第24号議案まで、甲第26号議案から甲第37号議案まで及び乙第１号議案から乙
　　　　　第43号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　令和４年度沖縄県一般会計予算
　　　　　　甲第２号議案　令和４年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
　　　　　　甲第３号議案　令和４年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
　　　　　　甲第４号議案　令和４年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
　　　　　　甲第５号議案　令和４年度沖縄県下地島空港特別会計予算
　　　　　　甲第６号議案　令和４年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
　　　　　　甲第７号議案　令和４年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
　　　　　　甲第８号議案　令和４年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第９号議案　令和４年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
　　　　　　甲第10号議案　令和４年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第11号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第12号議案　令和４年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第13号議案　令和４年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
　　　　　　甲第14号議案　令和４年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
　　　　　　甲第15号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第16号議案　令和４年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
　　　　　　甲第17号議案　令和４年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
　　　　　　甲第18号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第19号議案　令和４年度沖縄県公債管理特別会計予算
　　　　　　甲第20号議案　令和４年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
　　　　　　甲第21号議案　令和４年度沖縄県病院事業会計予算
　　　　　　甲第22号議案　令和４年度沖縄県水道事業会計予算
　　　　　　甲第23号議案　令和４年度沖縄県工業用水道事業会計予算
　　　　　　甲第24号議案　令和４年度沖縄県流域下水道事業会計予算
　　　　　　甲第26号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第22号）
　　　　　　甲第27号議案　令和３年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第28号議案　令和３年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第29号議案　令和３年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第30号議案　令和３年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第１号）

令 和 ４ 年
第 １ 回

令和４年２月28日（月曜日）午前10時開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第５号）
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　　　　　　甲第31号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第32号議案　令和３年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第33号議案　令和３年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第34号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算
　　　　　　　　　　　　 　（第１号）
　　　　　　甲第35号議案　令和３年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第36号議案　令和３年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第37号議案　令和３年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県首里城歴史文化継承基金条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び沖縄県職員の育児休業　　　　　
　　　　　　　　　　　　 　等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県
　　　　　　　　　　　　 　職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第６号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第７号議案　沖縄県石油価格調整税条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県行政書士試験手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第９号議案　沖縄県生活環境保全条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第10号議案　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第11号議案　沖縄県子どもの貧困対策推進基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第12号議案　沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
　　　　　　　　　　　　 　の一部を改正する条例及び沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関
　　　　　　　　　　　　　 する基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第13号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定め
　　　　　　　　　　　　 　る条例
　　　　　　乙第14号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の設立に伴う関係条例の整理に関する条例
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県農作物種苗生産条例
　　　　　　乙第16号議案　沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する
　　　　　　　　　　　　 　条例
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例の一部
　　　　　　　　　　　　 　を改正する条例
　　　　　　乙第19号議案　沖縄県観光振興基金条例
　　　　　　乙第20号議案　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第21号議案　沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
　　　　　　　　　　　　　 例
　　　　　　乙第22号議案　沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第23号議案　沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第24号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第25号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第26号議案　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正す
　　　　　　　　　　　　 　る条例
　　　　　　乙第27号議案　沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第28号議案　沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第29号議案　沖縄県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関す
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　　　　　　　　　　　　 　る条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第30号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第31号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第32号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第33号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第34号議案　訴えの提起について
　　　　　　乙第35号議案　財産損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第36号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第37号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第38号議案　損害賠償請求事件の和解等について
　　　　　　乙第39号議案　損害賠償の額の決定について
　　　　　　乙第40号議案　包括外部監査契約の締結について
　　　　　　乙第41号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の中期目標を定めることについて
　　　　　　乙第42号議案　副知事の選任について
　　　　　　乙第43号議案　沖縄県教育委員会教育長の任命について
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
知　念　弘　光　君
上　原　貴　志　君
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○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに
一般質問を行い、甲第１号議案から甲第24号議案ま
で、甲第26号議案から甲第37号議案まで及び乙第１
号議案から乙第43号議案までを議題とし、質疑に入
ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　島袋　大君。
○○島袋　　大君　おはようございます。
　自民党の島袋大です。
　知事、昨日、石垣の市長選挙結果が出ました。実際
どう思いますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　選挙の結果につきまして
は、それぞれの候補者が公約を掲げ選挙戦に臨み、そ
して市民がその公約等を基にして判断をした結果であ
ると受け止めております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　それは理解できますよ。我々の相手
候補の皆さん方を知事は支持されていますけれども、
その中で調整役として知事、副知事もいろいろ入りま
した。玉城デニー知事と一緒にやる方と我々対決して
勝利したんですが、その結果を見て一言、何かコメン
トありましたら。

○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　選挙の結果は有権者の判断
によるものというように受け止めております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　まさしくおっしゃるとおり、これは
市民の民意の結果だと思っていますから、その辺は御
理解いただきたいなと思っています。
　令和４年一括交付金、ソフト交付金の配分について
であります。
　一括交付金のソフト交付金の県と市町村の配分が
11対９というふうに決まっております。当時、西銘
沖縄担当大臣は１対１が望ましいと。市町村分を確保
するために財務省との復活折衝に臨んだということで
ありましたけれども、１対１の比率ではなく11対９
になった大きな理由をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　ソフト交付金に係る県と
市町村の配分につきましては、知事と41市町村長が
一堂に会する沖縄振興会議において決定されるもので
ございます。令和４年度のソフト交付金が令和３年度
に比べ110億円の大幅な減額となったことや、複数の
市町村から配分の見直しを求める意見もあったことか
ら、県では令和３年度の配分額の割合である11対９
と一部の市町村から意見のあった１対１を、庁内の議
論も踏まえ市町村に提案いたしました。沖縄振興会議
において、１対１の場合、県が実施する本県の特殊性
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に基因する不利性等の対策に影響が生ずることを説明
し、理解をいただいたことで、県と市町村の配分は
11対９の割合で決定したところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　11対９の内容は、県分が前年度か
ら63億円減額の216億円、市町村分が前年度から47
億円減の178億円。知事、皆さん県当局が政府との交
渉に失敗したわけですから、県分の63億の減額はし
ようがありませんよ。しかし、その失敗に巻き込まれ
て47億円減らされた市町村はかわいそうじゃないで
すか。市町村財政は大変厳しいような状況になってい
ますよ。その辺りは、知事は申し訳ないなというよう
な思いと、市町村側に伝えるということのメッセージ
はないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　平成29年度以来一括交
付金は減額が続いておりまして、平成23年度以前の
県の補助金の額も勘案して５対３の割合で配分してき
たところ、29年度の減額以降、県分から市町村分へ
10億、12億、令和３年度には三十数億円、県から市
町村へ調整額として措置して、何とか市町村の事業の
影響を小さくしようということで取り組んできたとこ
ろでございます。
　県も市町村も大幅な減額となっておりまして、事業
の執行に影響が生ずることは見込まれておりますが、
県にあっては、先ほど申し上げた不利性の解消事業等
については現行のスキームを維持し、また、市町村の
執行調査を随時行って、過不足調査の下、余る市町村
から不足する市町村へ流用した上で、円滑な執行に少
しでも資するように努めていきたいと考えているとこ
ろでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　知事、部長はそれ以上は、もう答え
切れませんよ。私どもは前からずっと申し上げている
ように、制度設計を含めてしっかりと自民党は頑張り
ますよと。予算の件においては、知事は自ら県のリー
ダーとしていろんな形で国との交渉、いろんな形の突
き合わせをしないと予算的に厳しくなりますよと言っ
た結果がこうなんですよ。我々は、だから言っただろ
うということは申し上げませんよ。そうなった場合の
対応として、知事として自ら、こういう一括交付金の
配分になってしまった、理由は予算が減額されたから
ですよと。その知事としてのメッセージはないという
ことで理解していいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　当然予算が減額になったと

いうことは非常に残念ではありますが、しかし先ほど
部長から答弁をさせていただいたとおり、できるだけ
影響を小さくし、市町村に頑張っていただきながら、
県も何とかサポートしていきたいということでの予算
配分とさせていただいたことに御理解をいただきたい
と思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　市長会の桑江会長もいろんな面で不
満というか、厳しい御意見も我々いただきましたけれ
ども、皆さん県から――要するに市町村から47億円
も取り上げてまで影響が出てくる施策はどんなものが
あるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　市町村の皆様に１対１の
場合の影響を御説明いたしました。その中でも、本県
の特殊性に基因する不利性等を解決するための取組、
例えば離島住民等の交通コストの負担軽減であります
とか、あるいは全県的に行っております待機児童対
策、特に待機児童対策等については今県のほうの持ち
出しが多いスキームで実施しているところですが、こ
れを市町村の皆様との共同で、例えば１対１の割合で
取り組むとか、その辺りの影響が出るおそれがあると
いうことを御説明してきたところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　次に、新たな沖縄振興法の制度につ
いてお聞きします。
　今回、国は沖縄振興法を改正し、賃上げをしっかり
する約束で、事業者に税金や補助金の優遇措置を与え
る制度を導入することとなっていると思っておりま
す。沖縄総合事務局を活用し、担当者を継続的に張り
つけて県民所得の低さに正面から取り組む姿勢が出て
おります。
　知事、これはかなり画期的なことだと思っておりま
す。国はかなり斬新な施策を打ち込んできております
けれども、私どもは高く評価するんですが、知事、ど
のように評価しますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　今回税制改正において
は、その効果を測る指標としまして付加価値の増分あ
るいは雇用者の所得の上昇、この辺りも指標として新
たに設定されてきたところで、その辺りの取組が沖縄
振興に向けても寄与していくものと考えておりまし
て、県としましても、この税制等を幅広く周知してい
きたいと考えているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　知事、この国の取組に県も一体と
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なって取り組むべきと思いますけれども、いかがです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　沖縄振興に向けては、
国、県あるいは市町村、連携して取り組むべきものと
考えております。引き続き連携しながら取り組んでい
くというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　知事、私がなぜ知事に聞いているの
か分かりますか。復帰50年、新たな沖縄の振興とい
うことで、政府も一丸となって新たな沖縄振興法を改
正する際に、この法律の中で自ら企業が賃金を上げよ
う、復帰して50年、県民は本土と格差があって所得
が低いですよとずっと言っておきながら、歴代の知事
もそう求めてきた。県議会議員もそうですよ。しか
し、国自らこういった形で沖縄に寄り添って頑張ろう
ということで出しているんですよ。だから、県民は所
得が低いと言っているけれども、やはりそれを打破す
るためには斬新な施策を打ち込むべきだと私は思って
いるんですよ。当然ですよ。この国の取組に呼応し
て、さらに効果が上がるような具体的な施策を県は打
つべきだと思っているんですけれども、知事、ぜひ前
向きな御答弁をいただきたいんですが。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この現在の振興計画におい
ても、沖縄21世紀ビジョンの計画と相和して、アジ
アのダイナミズムを取り込みながら着実に沖縄の状況
は前進してきたというように考えております。しか
し、コロナウイルスの出現によって世界的、国内的、
県内的にも非常に大きな影響を受けているということ
は議員御承知のことと思いますが、しかし、これから
もこの新しい振興計画の中には、やはりＳＤＧｓを取
り入れて、社会・経済・環境の３側面から一体となっ
てあらゆる分野で沖縄のポテンシャルといいますか、
そのソフトパワーを発揮していきたい。その中には企
業の稼ぐ力で域内経済を循環させていくというしっか
りした取組にデジタルトランスフォーメーションを組
み合わせていきながら、しっかり支えていく。そし
て、沖縄をより日本全体の経済にも寄与するような、
引き続きアジアのダイナミズムをしっかり引き込んで
いきたいというようなことで、その計画の素案を立て
させていただいております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　ぜひとも、これだけ国と連携して―
―国はやろうと言っているわけですから、知事がおっ
しゃっている公約の中にアジアのダイナミズム、新沖

縄、新しい沖縄をつくっていくということに合致する
と思っていますよ。だからそこは我々は否定しません
よ。県民のことを思えば与野党は関係ないと常に言っ
ているじゃないですか。だからこそ、こういった形で
復帰50年を皮切りに新たな沖振法を改正する中で―
―これは革新の皆さん方も言っていますよ。共産党の
皆さん方も各政党も言っていますよ。賃金を上げよう
と言っている。だから我々は、所得を上げるために
は、これだけ国が沖縄県の企業に対しても優遇措置を
しますよと言っているんだから、ここは県知事として
県内の企業を含めても、そういったことの方向性を導
くべく考えて、ひとつ御理解とお力添えを、御協力も
お願いしたいと思っております。
　次に移ります。
　新たな沖縄振興法の制度については終わりますけれ
ども、新型コロナウイルスの対策についてでありま
す。学校給食の牛乳の供給停止に伴う支援についてで
ありますけれども、議長、休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時13分休憩
　　　午前10時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○島袋　　大君　（パネルを掲示）　まず１点目のコ
ロナに関する影響ですけれども、新型コロナウイルス
の感染者数の拡大に伴い、おととし３月、５月の全国
一斉臨時休校に続き、昨年６月に県独自での県立学
校、小中学校の臨時休校措置が取られました。その
後、大多数の学校において夏休みの短縮が行われる予
定でしたけれども、感染者数の状況から夏休みの短縮
が止められて、夏休み延長措置や分散登校、オンライ
ン授業の実施などが行われております。また、先月か
らオミクロン株の影響による感染者数の急拡大を受け
て、再び県独自での県立学校、小中学校の臨時休校、
分散登校、オンライン授業の実施の措置が取られてお
ります。
　これらの影響によって、学校給食用の牛乳に仕向け
られるはずだった生乳が突如として行き場を失って、
大量の余剰乳が発生いたしております。乳製品等への
生乳使用率の引上げや県外移出で脱脂粉乳やバターへ
の加工処理などに対応したため、酪農家の収入は大き
く減少しております。これに対する補塡ですよ。これ
は代表質問であったけれども、その後どんな議論に
なっていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えいたします。
　代表質問でもお答えしたとおり、新型コロナウイル
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ス感染症による小中学校等の休校措置に伴いまして、
学校給食用牛乳の供給が停止され、酪農家は余剰乳を
販売価格の安い加工乳配合用乳等へ仕向けたために収
入が減少して大変厳しい状況というふうに認識してお
ります。
　県としましては、学校給食用牛乳への供給量を確保
するため、生産者の生産性向上やコスト低減など経営
力強化につながる取組への支援を行いまして、引き続
き酪農振興に取り組んでまいりたいというふうに考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　代表質問でもあったけれども、200
ぐらいの酪農家が今50戸になっているわけですよ
ね。県内の牛乳の供給としては約60％が学校給食に
行っている。でもこういう状況になれば60％が止ま
るわけですよ。止まったときにどうするかとなった
ら、今言う脱脂粉乳やバターへの加工処理なんかいろ
いろ考えるんだけれども、間に合わないわけですよ。
　知事、これ見てください。この私が提案した日付か
ら遡っていきますと、2200万足りないんです。2200
万をこの酪農家の皆さん方に払うことによって、戻せ
るわけですよ、通常に。2200万円を補塡することも
できないんですかというのが、代表質問を含めての
我々の質問なんですよ。
　ですから、今回の復帰50年を皮切りに、新たな沖
縄振興法の中に我々自民党は、この緊急措置をするた
めにも、これから長い目で見ても、この脱脂粉乳や加
工産業ができるような施設も新たに沖縄県は独自で
造って、緊急対応できるように。ですから、今の生乳
としても60％の割合が学校給食に当たっているけれ
ども、そこを加工製品、加工乳にできる、回せるよう
な施設の整備も自民党はやっていかなくちゃいけない
んじゃないかなという考えもある。新たな施設を造っ
ていくのも。しかし、原資というのは60％が学校給
食に行っているんだから、その分の補塡は必要でしょ
うということですよ。どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　令和３年度の休校措
置の影響によりまして、酪農家の経営状況というの
は、島袋議員からパネルで説明ありましたとおり非常
に厳しいと我々も認識しております。
　これまで休校措置による損失額などを確認して補正
予算等を検討してまいりましたけれども、損失割合の
程度などから、残念ながら補正予算には至らなかった
経緯にあります。その後、１月の休校措置、それから
また長く続く飼料高騰が非常に影響を与えております

ので、次年度の早い段階では酪農家への支援について
財政当局と調整して詰めてまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　多分農林水産部長は状況も知ってい
るし、担当部署からも上げられて、部長としても提案
していると思いますよ、補正の予算。要するに問題は
財政畑ですよ。総務部長を含めて担当の副知事、これ
単費でもできるような体制にすれば、今やっと学校
も、みんな戻ってきてスタートしようとしているの
を、これを補塡することによってゼロになるんです
よ。そういったことは考えられませんかという切実な
思いなんだけれども、後は知事、副知事がどう考える
かですよ。どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　畜産、県内でも牛乳の生
産が続くということは、非常に大切なことだと考えて
おります。農林水産部長からもありましたが、どう
いった形で支援することが妥当かについて、しっかり
と意見交換をしながら対応を検討していきたいと思い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　この検討する、検討すると長引い
て、50戸に減った酪農家が、これが補塡されないお
かげで沖縄県の酪農家が20戸になったらどうするん
ですか。学校給食の牛乳はどうなるんですか。牛乳が
ないから県外から持ってくるんですか。単価が上がり
ますよ。だからそこを切実な思いだからどうかと聞い
ているのに、考えるのはいいですよ。２年間考えるん
ですか。来週で結論を出すんですか。そこを求めてい
るんですよ。陳情が来ているんですよ、みんな。そこ
を聞きたい。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時19分休憩
　　　午前10時19分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　酪農家の皆さんが非常に苦
しんでいらっしゃるということは、部長からもその内
容等説明を詳しく聞いておりますし、また部局のほう
でもどのような対応ができるかということで努力をい
ただいていることと思います。
　県としましては、これから先、その酪農家の方々が
自分たちもしっかりと先を見通していろいろと努力し
たいというようなことにおきましても、議員御案内の
新たな施設の件でありますとか、もろもろ検討が必要
だということも我々認識しております。総合的にそれ
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らを含めて、部局からもまたしっかりと検討させるよ
うに努力をさせていただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　知事から答弁ありましたけれども、
これ以上深くは言いませんが、ひとつ決断をお願いし
たいと思っています。知事は常に誰一人取り残さない
社会と言っておりますけれども、既に取り残されてお
ります。この皆さん方が止まることによって、子供た
ちの小中学校の給食の牛乳が止まるということを御理
解ください。ここをしっかりと救うべきだと思ってい
ますから、知事の明確な判断もひとつ御理解とお願い
をしたいと思っております。
　次であります。
　沖縄県タクシー・ハイヤー事業の緊急支援について
でありますけれども、ハイヤー・タクシー協会、事業
者から来ておりますけれども、１台当たり20万円の
緊急支援で、今まで県から公共交通支援金ということ
で４万円ないし５万円近く、３回に分けて支給されま
した。しかし、あまりにも長引くものですから、そう
いったことを考えて、その中から経費も含めてやって
いくためにも、１台当たり20万ないしの緊急支援の
予算を組んでいただいて、そこで会社が維持できるよ
うな形にしていただきたいというのがあるみたいで
す。
　実際県内では3600台のタクシーが保有されており
ます。県内離島を合わせて3600台ですから、その中
で乗務員が7000名もいるわけですよね。その中での
皆さん方の考えでは非常に回すことが大変だと。もう
タクシー業者も廃業に追い込まれて大手が吸収合併を
するような形になっているけれども、その大手のタク
シー会社さえ非常に厳しい状況になっているわけで
す。雇用状況が大変厳しくなるのもあるんですけれど
も、そういった面での支援金のお考えはないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　タクシー、路線バス等の
公共交通は県民や観光客の移動手段として重要な役割
を担っており、それを確保・維持することが重要であ
ると考えております。新型コロナウイルス感染症の影
響の長期化により、県内のタクシー及び路線バス事業
者の状況が非常に厳しいということは承知しておりま
す。引き続きこの公共交通の維持・確保が図られるよ
う努めてまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　引き続き、緊急事態宣言、まん延防
止期間中に１台当たり１万円の緊急支給を願いたいと
いうふうに要請も来ておりますけれども、その辺の考

えはないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時22分休憩
　　　午前10時23分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　これまで３回の支援に当
たりましては、１台当たり単価を設定しまして、感染
症対策あるいは経営支援を行ってきたところでござい
ます。加えて、日額当たりの経営補償的な要請だと認
識しておりますが、これは九州各県の状況あるいは予
算の状況もございます。いろんな角度から検討してい
きたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　今7000名の乗務員がいるけれど
も、昼と夜、２交代ですが、これを回しても２万円し
か上がりがないんですよ。２万円しかない。しかし、
沖縄県は電車がありませんから、路線バスもそうです
よ。タクシーもそうですよ。公共交通として一番率が
高いわけですよね。それでも回していても今２万円し
か上がりがない。その中で大変企業も苦しいような状
況になっているわけですから、そこを御理解願いた
い。
　もう一点、社会保険料の免除や県独自の緊急公的融
資支援、そういったものはないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　先ほど答弁申し上げまし
た、これまで１台当たりの単価を設定して支援してき
たところでございます。公共交通を維持・確保するた
めにどのようなスキームが望ましいのか、より効果的
なのか、この辺りも含めて検討していきたいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　知事、副知事、ぜひとも、会社の乗
務員の数は減らしてでも、今の状況でタクシーを回し
ているんだけれども、社会保険料というのは出ていく
わけですよ。それを銀行や一番最終の沖縄公庫にも融
資を願って、もう借りるだけ借りている。しかし、も
う払うのも大変なんですよ。こういった状況が来てい
るわけだから、そこはひとつ御理解と、要するにどう
いったふうにてこ入れするかという判断を願いたい。
　バスについてでありますけれども、路線バスの支
援。これは昨年の10月と比べて軽油が４割上がって
いて、路線バスの事業がダブルパンチとなっているそ
うです。その路線バスの生活路線を守るために、財政
支援を検討してくれと言っているんですけれども、要
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請が。そこはどうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　路線バスもタクシーと同
じく公共交通の大きな一部でございます。新型コロナ
ウイルス感染症により乗客が大幅に減少しているとい
う点と、議員がおっしゃるように燃料費が高騰してい
るということで経営が非常に厳しい状況にあるという
ことは承知しております。タクシー同様公共交通の維
持・確保に向けてどのような取組ができるか、検討し
てまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　これはバス、タクシー、ハイヤーも
含めてだけれども、バスガイドもそうです。エッセン
シャルワーカーを含めて３回目のワクチン接種です
ね。ハイヤー、タクシーの乗務員、バスの運転手の皆
さん、バスガイド、どうなっていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時26分休憩
　　　午前10時26分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　３回目のワクチン
接種については各市町村でも取り組んでいただいてい
るところですが、県の広域ワクチン接種センターでは
事業所ごとにまとめて申し込んでいただくような枠を
設けておりまして、その中でバスやタクシーなどの業
界の方についても積極的に受けていただきたいと考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　ひとつこれから観光客も増えてくる
はずですから、その辺の対応策はしっかりとやってい
ただきたいなというふうに思っています。
　次であります。
　協力事業の対応に不満を訴える飲食事業者から多く
の要請を受けておりますけれども、対応策について伺
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では令和２年に開始した本事業につきまして、協
力金事務局それから業界団体と協力し、迅速な支給と
疑義照会に対応しております。不支給の通知に際して
は、理由を要項上の該当箇所を示して説明しておりま
すが、より理解を深めていただけるよう支給対象外と
なった主な事例を令和３年12月末から県ホームペー
ジで公表するとともに、業界団体にも通知をしており
ます。また、不支給に対する事業者からの照会につい

ては、12月からメールでの専用相談窓口を設置した
ところでございます。
　県としましては、県職員と事務局職員が連携して、
支給対象外となる事例をさらに分かりやすく説明する
など、引き続き丁寧な対応に努めてまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　部長も大変だと思っていますよ。こ
れもかなりの数の飲食店の皆さん方が今言う支給対象
外になったりとか、あるいは不支給で通達が来て、
メールでの回答がない。各部長、知事、副知事も自分
の支持者の飲食店から来ていると思いますよ。県議会
議員ほとんど来ていると思う。いろんな面で苦しい状
況だけれども不支給になった。理由は何ですかと言っ
て、１か月待っても来ないという方、数多いわけです
よ。職員で足りないから外部委託しているかもしれな
いけれども、人間はもう今日食っていくためにはどう
するべきか、今日生きていくためにどうするべきかと
いう非常に追い込まれている状況の中で、メールで回
答が来ないということは非常に大変なことですから、
そこは、緊急に至急にでも対応策、人員を増やすな
り、寄り添って、そういう対象となる方々にいろんな
面で説明できることをしてほしいんだけれども、どう
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お尋ねは執行体制の
件だというふうに考えております。
　既に９期までは支給は終了しておりますが、これか
ら第10期の協力金受付を行います。その体制につい
ては、まずコールセンターで22名、それから疑義照
会・審査対応で22名、それから審査オペレーターが
48名、それから不正対応として４名、申請サポート
センターで26名、合計122名の体制で行っておりま
す。それから議員御指摘の不支給に当たってメールが
ということでございましたけれども、電話での対応に
なりますと、どうしても言った言わないということが
ありまして、そこは記録に残るという形がよろしいか
と思いまして、我々は不支給の事由を要項上の該当箇
所を示して申請者に対して通知をいたしております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　部長がおっしゃるのは、それは理解
します。メールでもうちょっと細かく理由を再度――
確認しても分からない場合はメールでも返ってこない
ということがあるみたいですから、そこもうちょっと
対応を細かく、砕いてできるような体制もひとつお願
いしたいと思っています。
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　知事、私が今言ったコロナ対策での学校給食、タク
シー、バス、ハイヤーそして飲食店の皆さん方、みん
な苦しんでいる。予算が必要なんですよ、予算が必
要。そこを知事としていろんな面で誰一人取り残さな
い社会というのであれば、ここにもっと寄り添って予
算を組むべきだと思うんだけれども、そういったこと
を含めてもどうですか、ないですか、考えは。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　国等からの財源も活用しな
がら、やはり困窮していらっしゃる方々に対して、県
全体でどのような取組ができるのかはこれからもしっ
かりと考えていきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　次です。
　復帰50年の記念式典について、開催方法等につい
て伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　今年は本土復帰50年という沖縄県にとって大変意
義深い歴史的な節目の年であります。このため、式典
の開催について、去る２月16日、松野内閣官房長官
に対し、県と国との共催とすること、沖縄と東京の２
会場で開催すること及び沖縄会場には三権の長に御参
列いただくことについて要請したところでございま
す。
　県といたしましては、式典において平和を愛する沖
縄の心、沖縄の自然や文化、将来の可能性等を発信し
てまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　ぜひとも知事、今政府とも話を詰め
ていると思いますけれども、私は先ほどから述べてい
る質問の中でも、コロナ禍という状況の中でこれだけ
画期的な沖縄からのウエルカムのメッセージ発信はな
いと思っているんですよ。これをすることによって全
世界が注目して、国内の皆さん方も注目して沖縄に
行ってみようと、沖縄の文化や青い空、青い海を見て
いこうとなると思うんだけれども、そこ今政府と詰め
ていると思うが、やはり県も望んでいる先進７か国の
Ｇ７も含めて、国際誘致も含めて、やっぱり頑張って
いきたいと、もっとメッセージ的にひとつ力強いお言
葉が欲しいんだけれども、どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　今議員御案内いただきまし
たＧ７の関係閣僚会合についても、環境やそのほかの
分野においての会合をぜひ希望したいというように思

いますし、この50周年の式典も東京と沖縄の２会場
で開催をし、三権の長には御来県をいただけるよう
に要請もさせていただいております。ぜひ復帰50周
年、沖縄の魅力をしっかりと発信できるそういうふさ
わしい式典にできるよう努めていきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　ひとつ御理解と御協力をお願いした
いと思っております。
　次、我が党の代表質問の関連についてでありますけ
れども、呉屋宏議員の代表質問から、知事の政治姿勢
について、知事公約の現状についてでありますが、選
挙公約について現状を改めて説明してほしいんです
が。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　県では知事公約に掲げ
られた291の施策全てに着手し、取組を進めておりま
す。これらの中には、例えば、琉球歴史文化の日の制
定、少人数学級の中学３年生までの拡大、こども医療
費助成に係る対象の拡大、沖縄県性の多様性尊重宣言
（美ら島にじいろ宣言）など、既に実現し、引き続き
公約の趣旨・目的のために取り組んでいるものも含ま
れております。
　県としましては、知事公約の全てにおいて着手し、
取組を進めているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　総務部長、県の経常収支比率は何％
になりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時34分休憩
　　　午前10時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　今手元に資料はないんで
すけれども、90％台の後半だったと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　失礼しました。
　私が調べた限りでは97.2ぐらいだというふうに理
解しております。
　玉城デニー知事がこれだけ選挙公約をスタートし
てやっているんですけれども、今沖縄県の今年度予
算の計上は8000億超えております。経常収支比率が
97.2％。玉城デニー知事の選挙公約を全部達成する
としたら、この数値はどれくらいに上がりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時35分休憩
　　　午前10時35分再開
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○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　お答えいたします。
　公約の実現に当たっては、内閣府の補助事業であり
ますとか、各省計上など様々な財源も活用しておりま
す。また、別途いろいろありますので、一概にちょっ
と全て達成したら経常収支がどれだけ上がるというこ
とはなかなかお答えしづらいかと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　いや、僕が聞きたいのは、この公約
をスタートして進めるためには予算が必要なんです
よ。入り口論も全部、幾らか必要なんですよ。今現状
では経常収支比率は97.2なんですよ、97.2。これス
タートしてもろもろやるとしたら何％に上がります
か。今で97.2だけれども、どれくらいになりますか
と聞いているんです。100％超えるでしょう。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　経常収支比率は、人件費
や県債など経常的な支出に対して、県税などの経常的
な財源を示す割合でございます。公約の中には経常的
な支出、例えばこども医療費でありますとか、通学費
の助成などもございますので、それをやっていけば当
然ある程度増えますが、その中には既に今言ったもの
については、歳出の中に含まれているものがございま
す。ですから、どういった形でやるかというのは――
全て一応着手しているという答弁が企画部長からあり
ましたが、それをどこまでやるかというところについ
ては、一概にちょっとどの程度上がるかというのは、
私どもそういった観点で試算はしておりませんので、
ちょっと数字的にはお答えすることが難しいものと考
えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　これが行政のはぐらかしというんで
すよ。これやるためには経常比率たくさん上がります
よ。これに関わる予算なんて入っているんだから、こ
れに。ごまかさないでくださいよ。あなた方はやるや
る言って、入り口だけ入っていって、これやりまし
た、進めていますという表現しているんだよ。通るわ
けないでしょうが。もっと分かりやすく県民に、知
事、私は頑張ったけれどもここまでしかできなかっ
た。しかし、４年間でまた頑張りますのでと、今日出
馬表明しますか。それぐらいちゃんと県民に分かりや

すく言わないと、何でも入り口のほう入ってやってい
ますという表現は、私はいかがなものかと思います
よ。今のやり方だったら通常財政は非常に厳しいよう
な予算措置になりますよ。
　じゃ基地問題の解決と返還基地の跡地利用につい
て、一日も早い米軍普天間基地の運用停止を日米両政
府に求めますと。求めているからオーケーじゃないで
すか、これ。ずっと言い続けてこれ予算化していくの
か。自分の公約を引っ張っていくのか。求めているか
らもういいでしょう。達成ですよ。日米地位協定を抜
本的に見直し、米軍にも航空法など国内法の適用を求
めます。求めたでしょう、もう何度も。こういうよう
な評価での説明の仕方なんだよ。これで県民が納得し
ますか。もうちょっと分かりやすく、県民目線に立っ
て、本当に自分がやっている仕事に誇りを持って県職
員の皆さん頑張っていますよ。頑張っているけれど
も、あまりにもやっているような雰囲気をこういうふ
うにやっているという仕向け方、見せ方、プロかもし
れませんよ。ここをもうちょっとどういうふうに表現
するというのも大事かもしれないけれども、あたかも
全部やっているようなトーク、この間の代表質問にも
あったけれども、全部100％着手してやっていますと
いう、こんな表現いかがなものかと思いますよ。どう
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時40分休憩
　　　午前10時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　公約の中には県が取り組ん
でいる業務、計画をさらに進展させていくような内容
のものもありますし、継続的に取り組んでいく、つま
り誰一人取り残さないという考え方の中には、継続中
の事業についてもしっかりとケアをしていくというよ
うなこともあります。ですから、表現はその文章の表
現上様々な取られ方、あるいは考え方があろうかと思
いますが、一つ一つ、やはり県民の福祉の向上、県勢
の発展のためにしっかり取り組んでいくということが
私たちの一番肝腎なところであろうというように考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　知事、じゃ知事は次の選挙、出る出
ない、まだはっきりしていませんけれども、次出られ
るとしたらそのままこの内容の公約で理解していい
ですか。新たに足すんですか。経常収支比率も97％
超える中でまた足すんですか。この146万県民に対し
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て、またやるやるやるだけ言って、４年後にぎりぎり
になったら、またここもやっていますよという表現す
るんですか。こんなやり方おかしいと言っているんで
すよ。それどうですか、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時41分休憩
　　　午前10時42分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　繰り返しになりますけれど
も、私が掲げた291の公約はそのいずれも着手をさせ
ていただき、例えば琉球歴史文化の日は制定をさせて
いただいてから、さらに琉球の歴史文化に関する様々
な取組を次のステージでやっていくというように続い
てまいります。その一方、例えば、沖縄型の環境モデ
ルを経済発展資源として活用する戦略を展開しますと
いうような項目については、これはまた、県のＳＤＧ
ｓの取組とも相まってくるような内容ですので、一つ
一つの事業はやはりこれまでも取り組んできた、そし
てこれからも取り組んでいくというようなものもたく
さん含まれているということを御理解いただきたいと
思います。
　これからも公約がしっかり県民のために一つでも実
現し、また次のステージに進んでいけるように丁寧に
丁寧に向けていきたいというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　いや、今知事がおっしゃる中身とい
うのは、丁寧にこうやっていると、丁寧に県民に説明
していくというのは分かりますよ。何か私が嫌がらせ
で、あなた何もやってないんだ、知事は私はしっかり
やっていますよと、何か私がいじめっ子みたいな行動
に受け取られるんだけれども、私は何もいじめていま
せんよ。誰が見ても、これマスコミいるかもしれない
けれども、新聞紙面にこれ延々と290近くの公約にマ
ル、バツ、三角、二重マルとやって、県民がみんな本
当にこれやっているか、どんなふうになっているんだ
と疑問に思いますよ。これ、だからもっと公表したら
いいんじゃないのか。県のホームページに載せるな
り、意見を県民から聞くなり。私は職員と一緒になっ
て努力する気持ちは分かりますよ、理解します。しか
し、こういった形で入り口だけ走ったというのを着手
ということ自体がいかがなものかということを私は
言っているんですよ。頑張っていただいているのは理
解します。しかし、要はこの公約というのは実行力と
行動力の結果ですよ、結果。結果を求めているんです
よ、県民は。そこを求めているんですけれども、いか

がですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　全ての公約について説明を
する時間はございませんが、例えば、低所得世帯の中
高生のバス通学費の無料化、少人数学級の中学３年生
までの拡大、こども医療費助成に係る窓口払いの無料
化、おきなわ工芸の杜、琉球歴史文化の日制定など、
実現している公約も当然ありまして、それからまたさ
らに、その公約を膨らませていく必要があるのであれ
ば、その限られた財源の中でどのように県民に寄り添
い、しっかりと実現していくかということについても
検討を深めていくことが大事だろうと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　ですから、行政は継続ですから。仲
井眞県政、翁長県政、玉城県政に替わってきた。引き
続きやっている行政の移り変わりは分かるよ。しか
し、今言っている話も以前の県政から引っ張っている
事業と第３コーナー回っていることをやっていると
言っているんだよ。私が言っているのは、入り口のと
ころをやっているけれども、ここ着手という表現はい
かがですかということを聞いているわけであって。
　あまりにも一方的に私がいじめているような表現に
なっていますけれども、県民の皆さん方はそう理解し
ていただきたくないなと思っております。知事がやる
べきことをしっかりやってほしいから言っているわけ
でありますから、お互いに、知事、頑張ってまいりま
しょう。
　よろしくお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
　　　〔下地康教君登壇〕
○○下地　康教君　宮古地区選出、会派沖縄・自民党の
下地康教です。
　昨晩、石垣市長選挙で我々が推薦する候補者が勝利
を収めております。その勝利をもって、先ほどの会派
長の質問は相当テンションが上がったかなというふう
に思っておりますけれども、私のほうはしっかりと冷
静に質問をしていきたいと思っております。
　それでは所見を述べながら一般質問に入らせていた
だきたいと思います。
　さて、今般ロシアによるウクライナ侵攻に関する報
道が全世界をめぐっております。専制主義国家の力に
よる現状変更が強く非難され、侵略者の一方的な理由
により、非合法的国家併合が正当化されようとしてい
ます。これは、沖縄県においても対岸の火事ではあり
ません。尖閣諸島における専制主義国家中国の力によ
る現状変更がなされようとしている緊迫した事態を、
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これは重く受け止めなければならないというふうに思
います。尖閣諸島を県土に持つ沖縄県知事としての玉
城知事は、尖閣における中国への対応を外交手段によ
る平和的解決のみではなく、毅然とした態度をもって
その表明をするべきものであるというふうに私は考え
ております。
　知事は、あらゆる場面において、県民投票で
72.15％が辺野古基地建設に反対し、民意が示された
としておりますけれども、このような表現は沖縄県民
の総意を適切に表現しているものとは言い難いという
ふうに私は思っております。県民投票では、当日有権
者が115万3591人でありました。そこで、当日有権
者の中で辺野古基地建設を明確に反対した人数の割合
は、37.65％であります。この数字を見る限り、辺野
古基地建設に反対を投じた数は、当日有権者数の過半
数にも及んでいないという事実であります。県民投票
は法的拘束力を持つものではありません。県民投票
は、該当する問題において県民の意思を確認するもの
であり、投票結果において当該問題の本質を捉えよう
とするものであります。よって、辺野古基地建設に関
する住民投票において、沖縄県民の72.15％が辺野古
基地建設に反対しているかのような印象操作的な表現
では、問題の本質を見極めることができないというふ
うに考えております。当該住民投票における正しい
表現方法としては、投票率約52％の県民投票におい
て、約72％の県民が辺野古基地建設に反対したとの
表現が最も適当であると私は考えております。した
がって、県民の約72％が辺野古基地建設に反対であ
り民意は示されたとの表現は、問題の本質をゆがめる
ものであるというふうなことを指摘しておきたいと思
います。
　それでは一般質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢について。
　去る15日に示された知事の所信表明は、本土復帰
50周年で任期最後の年において集大成を迎える知事
として、政策の力点がどこにあるのか見えないもので
ありました。復帰20周年の大田知事は平和行政、復
帰30年の稲嶺知事は経済振興、復帰40年の仲井眞知
事は沖縄21世紀ビジョンの実現でありました。今回
の玉城知事の所信表明には、これまでの歴代知事が発
信した明確なメッセージを受け継ぐ確固たる方針が残
念ながら見えませんでした。
　(1)、知事の所信表明による沖縄における在日米軍
専用施設の50％以下の実現に向けた具体的な取組を
伺う。
　(2)、日米両政府と県が議論をするＳＡＣＷＯの実

現に向けての具体策を伺う。
　国勢調査では、沖縄県における65歳以上が占める
人口割合が22.6％となって、超高齢社会の指標であ
る21％を超えております。本県においても、超高齢
社会が始まっていると言えます。
　(3)、本県における超高齢社会への対応を伺いま
す。
　２、新型コロナウイルス感染防止対策について伺い
ます。
　まん延防止等重点措置が宮古島市のみ、今月の７日
をもって解除されました。しかし、７日から６日連続
で新規感染者数が前の週の同じ曜日を上回っておりま
す。12日時点での人口10万人当たりの新規感染者は
275.84人と、解除基準の200人を超えていました。
解除後の感染状況を見る限り、７日における重点措置
解除の判断は果たして正しかったのか疑問が残りま
す。
　そこで(1)、宮古島におけるまん延防止等重点措置
解除について伺います。
　次に、厚生省は基礎疾患を有することにより重症化
するリスクが高い小児には、ワクチン接種の機会を提
供することが望ましいとしています。
　(2)、５歳から11歳までの小児用ワクチン接種につ
いて伺います。
　県内の社会福祉施設では、依然として感染が相次い
でおりますけれども、陽性となった職員が陽性の利用
者をケアする陽陽介護が深刻な問題となっています。
　(3)、陽陽介護問題の対策について伺います。
　９月議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を
受けた事業者を対象に３年間実質無利子、据置期間５
年以内の感染症対応資金や、新型コロナウイルス感染
症対応伴走型支援資金を創設して、最大３年間実質無
利子となる利子補給事業を実施しているとの答弁があ
りました。
　その後の状況として(4)、ホテル事業者等宿泊施設
事業者への支援について伺う。
　事業復活支援金は経済産業省が実施しており、申請
方法がオンライン申請のみとなっていて、小規模事業
者はインターネット環境が整っていない場合があった
りします。
　そこで(5)、県における事業復活支援金などの支援
措置に係る支援手続サポート体制について伺う。
　３、農林水産業について。
　農林水産業における農業基盤整備の沖縄県予算はほ
ぼ半数が宮古地区に投入されております。これまで、
出先機関の宮古農林水産振興センター、農林水産整備
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課では、地元Ａクラス事業者育成の観点から、１億
5000万円未満の工事発注を心がけてきましたが、諸
般の事情を理由に１億5000万円以上の特Ａクラスの
工事をこれまでより多数発注するようになっておりま
す。
　(1)、土地改良事業における離島建設業者への受注
機会の確保について伺います。
　次に、宮古島を含む県内の漁師は、新型コロナウイ
ルスにより魚の消費市場が鈍化し販売が閉ざされると
ともに、軽石の漂着で出漁ができず、さらに燃料費の
高騰が生活の困窮に拍車をかける、まさに三重苦の悲
惨な状況が続いております。
　(2)、コロナ禍、軽石漂着、燃料費高騰による水産
業への支援について伺います。
　次に、県は宮古島市のクルマエビ養殖被害について
関係者と協議を行い、養殖場のウイルス防疫体制が徹
底されるよう指導すると回答しております。その後、
宮古島漁協は来期の養殖事業の中止を決定しておりま
す。
　(3)、宮古島漁協のクルマエビ問題に関するその後
の対応を伺います。
　４、離島における社会資本整備について。
　６月議会において、宮古地区における県の植栽管理
を含む道路維持管理について、植栽管理計画の策定に
着手をしているとの答弁がありました。
　(1)、県道における植栽管理について伺います。
　次に、宮古地区における県道整備事業は９か所が整
備中であります。
　その中で(2)、県道マクラム通り線の事業整備につ
いて伺います。
　２月８日、沖縄セルラー、ＮＴＴ西日本、ソフトバ
ンクの３社共同で、沖縄本島、宮古島・石垣島及び久
米島を結ぶ大容量海底ケーブルの整備に合意したとの
プレスリリースがありました。
　(3)、先島・久米島地域の海底ケーブルの通信施設
整備の事業内容について伺います。
　５、下地島空港利活用計画について。
　(1)、第２期利活用事業、宇宙港事業の概要及び進
捗状況について伺います。
　また、県は第３期利活用事業計画を昨年の11月８
日から今年１月14日を募集期間として公募しており
ます。
　そこで(2)、第３期利活用事業の募集について伺い
ます。
　以上、答弁を聞いて再質問いたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。

　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　下地康教議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、
在沖米軍基地の整理縮小についてお答えいたします。
　沖縄県としては、基地のない平和で豊かな沖縄を
求める沖縄21世紀ビジョンの考え方やＳＡＣＯ合意
から25年、在日米軍再編計画の合意から15年が経過
し、統合計画による返還が全て実施されたとしても全
国の米軍専用施設面積の69％程度にとどまること、
また、駐留軍等労働者の雇用対策などを踏まえ、日米
両政府に対しては、具体的な数値目標を設定し、さら
なる基地の整理縮小を実現することを求めたところで
あります。
　沖縄県としては、日米両政府への要請に加え、基地
所在市町村や全駐労等との意見交換、地主会長会への
説明、ワシントン駐在を活用した米国政府関係者、議
会関係者への情報発信等を行ってきたところであり、
引き続き在沖米軍基地の整理縮小等、過重な基地負担
の軽減に全力で取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(2)、ＳＡＣＷＯ実現に向けた取組について
お答えをいたします。
　平成８年のＳＡＣＯ最終報告や平成25年の沖縄に
おける在日米軍施設・区域に関する統合計画において
は、計画の決定に沖縄県や地元市町村が関与できな
かったため、地元の意向が十分に反映されませんでし
た。このため、県としては、機会あるごとにＳＡＣＯ
以降の基地の整理縮小の検証及び今後の沖縄の負担軽
減策の検討のため、日米両政府に沖縄県を加え、３者
で協議を行う場、ＳＡＣＷＯを設けることを要請して
おり、引き続きその実現を求めてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、知事
の政治姿勢についての御質問の中の(3)、本県におけ
る超高齢社会への対応についてお答えいたします。
　令和２年国勢調査の結果によると、沖縄県の高齢化
率は22.1％となっており、超高齢社会を迎えており
ます。高齢化の進行により、単身や夫婦のみの高齢者
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世帯が増加し、家庭内の介護力の低下が予想されると
ともに、高齢者が活躍できる社会の実現が求められて
おります。
　県としましては、高齢者が住み慣れた地域で自分ら
しい暮らしを続けることができるよう、市町村と連携
して地域包括ケアシステムの構築を推進し、介護サー
ビスの充実、高齢者の社会参加の促進や就業機会の確
保などに引き続き取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナウ
イルス感染防止対策についての御質問の中の(1)、宮
古島の重点措置区域の解除についてお答えいたしま
す。
　各圏域ごとのまん延防止等重点措置区域解除につい
ては、圏域ごとの感染状況や医療体制の状況を勘案
し、地域の意見を踏まえた上で検討することとしてお
ります。解除の指標については、感染症専門家会議
や県医療コーディネーターの意見を踏まえて、それ
ぞれの圏域で、病床使用率及び重症者用病床使用率
50％以内、人口10万人当たりの新規陽性者数200人
以下、新規陽性者の前週比減少の７日間継続が見られ
る場合に措置区域から除くとの考えを示しており、２
月３日時点で全ての指標を満たした宮古圏域を地域の
意向も踏まえて措置区域外としたところです。
　同じく２の(2)、小児用ワクチン接種についてお答
えいたします。
　５歳から11歳児へのワクチン接種については、２
月10日に開催された国の分科会において、予防接種
法上の努力義務を課さないとする考え方が示されたと
ころです。
　県としましては、このような国の考え方を踏まえ、
県民が希望する場合に接種が受けられるよう機会を確
保することについて、市町村及び医療関係者と意見交
換を行っているところであります。ワクチンの有効性
及び安全性について情報提供を行い、保護者及び本人
が接種について判断ができるよう、市町村と連携して
取り組んでまいります。
　同じく２の(3)、陽陽介護問題の対策についてお答
えいたします。
　県では、これまで高齢者施設等で感染者が発生した
際には、コロナ本部において情報を収集し把握すると
ともに、必要に応じ感染症対策専門家を派遣し指導を
行うほか、感染規模によっては当該施設内に対策本部
を設置して対応に当たっております。また、職員不足

が生じた施設に対しては、県内外の医療機関及び関係
団体等から看護師や介護士を派遣するなどの支援を
行っております。一方、第６波では、感染の急拡大に
より、入所者や職員が多数感染し、支援を要する施設
が急増したことから、早期に支援看護師等を派遣でき
ない状況が生じたところです。そのため、施設運営の
維持に当たり、やむを得ず感染した職員が就業する、
いわゆる陽陽介護を行う施設も発生しておりました。
その場合であっても、介護に当たる感染者の症状には
十分配慮するとともに、感染が拡大しないよう必要な
感染対策指導を行っております。
　県としましては、このような課題を踏まえ、さらな
る対策強化のため、医師会等関係団体と連携を図りな
がら、感染者が発生した施設内でも医療が提供できる
よう体制を整備するとともに、引き続き医師や看護
師、介護士の確保及び派遣に努めてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　２、新型コロナウイ
ルス感染防止対策についての(4)、ホテル等宿泊施設
事業者への支援についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
中小企業者を対象に、３年間実質無利子等の同感染症
関連融資を実施しており、ホテル等宿泊業者に対する
保証承諾実績は、令和２年２月から令和３年12月末
までの間で584件、約78億2000万円となっておりま
す。また、県では、県内金融機関に対し、既存融資の
返済猶予の条件変更など、迅速かつ柔軟な対応を求め
てまいりました。
　県としては、引き続き中小企業者の円滑な資金繰り
を支援するとともに、感染状況を注視しつつ、まずは
域内需要から、段階的に域外への需要喚起策を実施し
てまいります。
　同じく２の(5)、事業復活支援金に係る申請手続の
サポート体制についてお答えいたします。
　県では、国が実施する事業復活支援金の活用促進が
図られるよう、県産業振興公社に相談窓口を設置し事
業者のサポートに取り組んでおります。申請手続のサ
ポートについては、国が各都道府県に電子申請のサ
ポート会場を置くこととしており、本県においては那
覇市に設置されております。
　県としては、県内事業者の利便性向上のため、サ
ポート会場を複数設置するよう全国知事会を通じて要
望しているところです。
　以上でございます。
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○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　３、農林水産業につ
いての(1)、離島建設事業者への受注機会の確保につ
いてお答えいたします。
　県では、公共工事の発注に当たっては、県内企業へ
の優先発注及び県産品の優先使用基本方針に基づき、
宮古管内や八重山管内などの地域要件を設定する方法
により、地元企業への受注の確保に取り組んでおりま
す。
　県としましては、工事内容や現場条件等を勘案し、
可能な限り、分離・分割発注を行うとともに、大規模
な工事についても共同企業体方式により、地元企業の
受注機会の確保に努めているところであります。
　同じく３の(2)、コロナ禍、軽石漂着、燃油高騰に
よる漁業者への支援策についてお答えいたします。
　県では、新型コロナ対策として県産水産物を活用し
た学校給食提供事業により、学校給食への県産水産物
の提供に取り組んでおります。また、軽石対策とし
て、海水こし器の設置補助やモズク、アーサへの異物
混入対策を実施するほか、１か月分相当の燃油使用料
を補助することとしております。さらに、燃油高騰対
策としては、国が実施している漁業経営セーフティー
ネット構築事業により、一定の基準を超えて燃油価格
が上昇した場合には、補塡金が支払われることとなっ
ております。
　同じく３の(3)、宮古島漁協クルマエビ養殖場に対
する対応状況についてお答えいたします。
　宮古島漁業協同組合クルマエビ養殖場では、クルマ
エビ急性ウイルス血症の発生により、来期の生産休止
を決定しております。そのため県では、病気の汚染状
況を把握するため、ウイルス量調査を実施するほか、
感染経路の特定を目的とした保有生物調査を実施する
こととしております。また、宮古島市では、防疫体制
強化のため、飼育池の漏水対策に係る調査費を令和４
年度予算として計上する計画と聞いております。
　県としましては、クルマエビ養殖場の再開に向け関
係機関と連携を図ってまいります。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　４、離島における社
会資本整備について(1)、県管理道路における植栽管
理についてお答えいたします。
　県では、近年、植栽管理に係る予算を６億円程度確
保し、年１回から４回の除草を実施しており、観光地

へアクセスする道路においては、沖縄フラワークリエ
イション事業を活用した花木等による修景を行ってお
ります。街路樹については、今年度、新たな取組とし
て、良好な沿道景観形成のための街路樹のあり方計画
の策定に着手し、めり張りのある管理区分の考え方等
について検討しているところであります。今後とも、
良好な沿道景観形成に努めていきたいと考えておりま
す。
　同じく４の(2)、マクラム通り線街路整備事業の進
捗についてお答えいたします。
　マクラム通り線は、北給油所交差点から平良保健セ
ンター前までの延長約１キロメートルを幅員16メー
トル、２車線で整備を行っており、令和２年度末の進
捗率は、事業費ベースで約34％となっております。
引き続き用地買収及び工事に取り組み、2020年代後
半の完成を目指し、鋭意整備を推進していきたいと考
えております。
　次に５、下地島空港利活用計画について(1)、下地
島宇宙港事業の概要と進捗状況についてお答えいたし
ます。
　ＰＤエアロスペース株式会社が実施する下地島宇宙
港事業は、「宇宙に行ける島、下地島」をコンセプト
に、一般向けに宇宙旅行を提供する事業であります。
宇宙港の機能として必要な格納庫、管理棟などを設置
し、テナント事業、訓練事業及び観光事業を行うこと
としております。現在、宇宙飛行機開発の試験等を進
めており、併せて施設の設計に取り組んでいるところ
であります。
　県では、宇宙港事業の支援を目的に、令和４年度に
アクセス道路を整備することとしております。
　同じく５の(2)、第３期利活用事業の募集について
お答えいたします。
　下地島空港第３期利活用事業については、提案書受
付期限の本年１月14日までに、７件の応募がありま
した。県では、実現可能性のある事業について、学識
経験者や地元宮古島市等で構成する検討委員会の助言
を踏まえ、本年３月末までに利活用候補事業者を選定
し、令和４年度から基本合意に向けた条件協議を行い
たいと考えております。引き続き、下地島空港及び周
辺用地の利活用促進に取り組みたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　４、離島における社会資
本整備についての(3)、先島・久米島地域の海底ケー
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ブル通信施設整備についてお答えいたします。
　県は、先島地域や久米島地域において、情報通信基
盤の強靱化や地域情報化の促進を図るため、海底光
ケーブルを整備し、平成28年度に既設民間ケーブル
との接続によるループ化を実現しております。令和４
年度においては、社会のデジタル化の進展を踏まえ、
当該地域における今後の通信需要増加を見据え、県所
有海底光ケーブルの通信設備の機能強化を図ることと
しております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　休憩します。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時16分休憩
　　　午前11時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○下地　康教君　まず知事の政治姿勢についてでござ
います。
　所信表明において知事は、日米両政府に対して、当
面は在日米軍専用施設面積の50％以下を目指すと、
具体的な数値目標の設定と実現を強く求めているとし
ておりますが、この文脈からしますと、この数値目標
の設定は日米両政府が行うというふうに理解されるん
ですけれども、それは日米両政府に求めているという
ことなんでしょうか。いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　議員からこの50％以下について日米両政府に求め
ているのかという御質問でございますけれども、県と
いたしましては、基地の提供責任者である日本政府
と、実際に基地を運用する米国政府との間で、基地従
業員の雇用の確保あるいは安全保障等の環境等も踏ま
えて数値目標を設定していただくことが実現可能性を
高める上で重要だと考えておりまして、そういう観点
から日米両政府に対して、施設返還や返還時期等を含
めた具体的な計画の策定を求めているところでござい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　この50％という数字ですよね。そ
もそもこの数字というのは、今現在知事がこの提示を
しているということですよね。しかしながら、この数
字の具体的な内容であるとか、その目標を日米両政府
に設定してもらうというふうに受け止められるんです
けれども、どうなんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。

　先ほどもお答えいたしましたけれども、県といたし
ましては、基地のない平和で豊かな沖縄を求める21
世紀ビジョンの考え方でありますとか、あるいは海兵
隊撤退を求める県議会の決議、それから駐留軍等従業
員の雇用の確保等々踏まえまして、日米両政府に対し
て、当面は在沖海兵隊の削減と50％以下の基地の整
理縮小を実現するための計画の策定を求めているとい
うことでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　この50％という数字自体は、知事
が提示をしているわけですよね。それでその根拠とい
うのが全く示されていない。それによってこの50％
という数字を、ただ国、日米両政府に求めていくとい
うことで、この数字の内容自体、その根拠自体が全く
示されていない。要するに丸投げというふうに受け止
められるんですけれども、その辺りはどうなんでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　今現在沖縄県には、１万8500ヘクタールの米軍基
地がございます。このうち在沖海兵隊については約
１万3000ヘクタールという状況にございまして、仮
に県が求めているところの50％以下を実現するとす
れば、約１万ヘクタールの削減が実現されれば可能な
数値となっておりますので、県といたしましては、そ
ういうことも踏まえまして、日米両政府に対して、ま
ずは基地の提供責任者である日本政府と、実際に基地
を運用するところの米軍との間で協議をした上で、具
体的な返還計画をつくっていただきたいという要請を
行っているということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　まず知事は50％という数字を提示
した以上、この数字の根拠と実現に向けた道筋を日米
両政府に自らこれを提示するべきじゃないですか。こ
の内容をですよ。どのぐらいの面積で、またどの場
所、いつまでにというような具体的な道筋、このロー
ドマップ、そういったものを考えながらしっかりと意
見を言う、姿勢を示す。それがなぜできないんです
か。ただ50％という数字だけ上げて何とかしてくれ
よという話ではどうしようもないですよ。具体的にど
こで、いつ、どれぐらい返還をしていただきたいと
か、その数字を上げるべきじゃないですか。どうです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県といたしましても、今回の要請につきまして、基
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地所在市町村27市町村ございますけれども、この市
町村との意見交換、それから全駐労、それから地主会
会長会等と意見交換を行ってまいりました。この中で
課題といたしまして、基地従業員の雇用の確保の問題
でありますとか、それから跡地利用の問題等、様々な
意見をいただいております。
　県といたしましては、そうした意見も踏まえて駐留
軍等労働者の雇用の問題ですとか、跡地利用の観点な
ど市町村や地権者等における課題等も整理をした上
で、日米両政府にまた働きかけを行ってまいりたいと
いうふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　全く私の考え、議論のかみ合わない
ところがあるんですけれども、知事はこの所信表明
の中でしっかりと50という数字を訴えておりますの
で、その内容をしっかり示すべきだというふうに思っ
ております。そうでないと、やはり県民からは絵に描
いた餅というふうにしか見られませんので、その辺り
はやっていただきたいというふうに思っております。
　それともう一つ、(2)の日米両政府と県が議論をす
るＳＡＣＷＯの実現に向けてということで提案されて
いるんですけれども、その具体的な道筋はどのように
なっているんですか。その実現に向けて。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　先ほどの基地の整理縮
小等含めまして、日米両政府に沖縄県を加えたところ
のＳＡＣＷＯの設置につきましても、昨年５月の要請
においてもその実現を求めたところであり、引き続き
あらゆる機会を通じてＳＡＣＷＯの設置についても
しっかりと求めてまいりたいというふうに考えており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　要請をすれば日米両政府がやってい
ただくということではないですよ、これは。現時点で
ＳＡＣＷＯに関する問題は、まずは日本政府のどの機
関と調整または協議を進めているのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　議員御指摘のところの
ＳＡＣＷＯの設置につきましては、国の見解といたし
ましても、外交交渉につきましては政府が責任を持っ
て交渉を続けるといった意見でありますとか、政府が
我が国を代表して米国政府と交渉しつつ、沖縄県とは
普天間飛行場負担軽減推進会議等、そういった場を活
用して負担軽減に取り組みたいといったような意向を
知事の要請等において外務、防衛等からいただいてお
ります。

　ただ一方で、県としては、先ほど申し上げたとおり
具体的な基地の返還に当たって、やはり沖縄県、市町
村の意向というものも反映させていただくことが基地
の返還に当たって重要だと考えておりますので、引き
続き日米両政府に対してＳＡＣＷＯの設置を求めてい
きたいというふうに考えています。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　まず基本的に、常識的に考えてみた
場合、そもそも国家間の協議の場に地方自治体の長が
入って協議をするという仕組みを私はいまだ見たこと
はないですよ。そういうちぐはぐな協議はいまだかつ
て私は見たことありません。それをやろうとしている
わけですから、それをやろうとしているのであれば、
まずは日本政府のどういうところと協議をして、どう
いう考え方でもって米国のほうに求めていくか。それ
はしっかりと日本政府を味方につけなきゃいけないん
ですよ。いけないんじゃないですか。その協議はどう
なっているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　議員御指摘のとおり、
県が求めているＳＡＣＷＯの実現のためには日本政府
の理解が大前提だというふうに考えております。相手
方としては当然のこととして防衛、外務というふうに
なろうかと思いますので、県といたしましては、引き
続き各省の担当部局とも意見交換を行ってまいりたい
と。具体的には日米地位協定室とかそういったところ
になるかと思いますけれども、その実現に向けてしっ
かりと意見交換等も行っていきたいというふうに考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　これも全く絵に描いた餅というふう
に評価せざるを得ません。しっかりとその提案につい
ては、どことどういうふうに協議していくかというこ
とを県民に分かりやすく説明していただきたいという
ふうに思っております。
　次は、新型コロナの感染防止対策についてですけれ
ども、宮古島市は今月７日にまん延防止等重点措置が
解除されておりますけれども、その後、新規感染者が
200名を上回ったという日にちがあったりしました。
それはどのぐらいあったのか、それをお聞きいたしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時27分休憩
　　　午前11時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
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○○保健医療部長（大城玲子さん）　宮古圏域につきま
しては、２月７日から措置区域外としたところでござ
いますが、２月７日からの宮古圏域の増加について
は、高齢者施設等での集団感染がございましたので、
その収まりとともに下がっている状況でございまし
て、２月14日の週からは再度200人以下に減少して
いるところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　私が質問したのは、７日以降10万
人当たりの感染者が200人を超えた日はあったのか、
あったとしたら何日だったのかというのをお聞きして
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時28分休憩
　　　午前11時28分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　２月７日から増加
して２月14日からは減少に転じているところまでは
数字を持っているんですけれども、200人を超えた詳
しい日数については、ちょっと手元にございませんの
で、後ほど提供させていただきたいと思いますが。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　宮古の飲食店では、その重点措置の
解除が早過ぎるというふうな声がかなりありました。
そういう意味ではこのオミクロン株、これは感染の拡
大が非常に強いということでありましたので、しっか
りとそういったものを検討して判断していただきたい
というふうに考えております。
　次は、５歳から11歳までの小児ワクチンの接種で
すけれども、県内における小児ワクチンの対象者数は
何名おりますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　県内の５歳から
11歳の小児は約12万人でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　ワクチンはどのぐらい準備する予定
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　小児への接種ワク
チンについてはファイザー社製が用いられることに
なっておりまして、国からは２月下旬から５月にかけ
て19万2300回分でございますので、２回打ちますの
で、人数としましてはその半分ということですが、５
月までに県内の小児の約８割の数に当たるワクチンが
配分される予定となっております。

○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　つまり小児用ワクチンは、約８割は
２回分準備されるという理解でよろしいですね。
　ではその副反応のデータを示していただきたいと思
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　副反応のデータ
としましては、米国においてございまして、接種後
10％前後に発熱、約40％に全身反応、約60％に局所
反応が認められるとの報告があります。また、５歳か
ら11歳児の２回目接種後の７日間で認められた副反
応は、12歳から15歳よりも頻度は少ないという報告
もございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　それと接種までの手続と接種時の準
備はどのようなものがあるか。これはやはり父兄の
方々非常に心配しております。それも考えながらお答
えいただきたいというふうに思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時31分休憩
　　　午前11時32分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　小児につきまして
は、市町村から個別に通知が行くことになっておりま
して、その通知を受けて保護者、あるいは本人が受け
るかどうかの判断をいただいて、接種をするというよ
うな手続になります。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　５歳から11歳までは園児や小学生
が含まれております。教育現場でのワクチン接種に関
する、例えばいじめや中傷、接種後の体調管理、体
制、そういったものをしっかりと対応して、小児の父
兄や本人の不安を解消するような対策を十分講じてい
ただきたいというふうに思っております。
　次に、農林水産業についてでありますけれども、土
地改良事業における離島建設業者への受注機会の確保
についてということです。
　現在宮古地域においてはＡクラスの業者が60社お
ります。特Ａクラスの事業者と比較しますと、会社規
模が小さくて島外への事業を展開することが非常に困
難な会社というふうになっております。また、土地改
良事業における土地区画整備工事は、技術提案型の工
事とは異なって標準的な土木技術によって完了が可能
だというふうになっておりますので、また、この土地
改良事業には受益者負担がありまして、地元の皆さん
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方が負担する出資金がこの事業に投入されているとい
うことでありますので、地元事業者にそれを還元する
という意味でも、しっかりと地元事業者の育成をお
願いしたいというふうに思っております。今、１億
5000万円以上の工事を発注するという大きなその流
れが出ているということでありますので、この60社
のＡクラスの事業者を育成することが非常に厳しいと
いうふうになっております。その辺りをどういうふう
にしてＡクラスの事業者に仕事をしっかりとできるよ
うにしていただくのか、その辺り、どういう対策が必
要なのか、皆さんのほうはどう考えているのかお聞か
せいただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　先ほどの答弁と
ちょっと重複いたしますけれども、１つに、県内発注
の基本方針に基づきまして地元発注に取り組みたい。
それから工事内容や現場条件等を勘案しまして、可能
な限り分離・分割発注を行うことでＡクラス等の入札
を増やしたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　やはり工事を分割するということ
は、その工事を担当する現場の職員が数多く必要に
なってくるという現実がありますけれども、その辺り
をその現場の県職員の人数の補塡といいますか、増員
も考えながらしっかりやっていただきたいというふう
に思っております。
　次は、下地島空港の利活用についてでございます。
まず、第３期利活用事業に応募した事業者の内容を可
能な限り教えていただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　先ほども答弁しまし
たけれども、１月14日までに７件の応募がありまし
た。現在、企業情報の保護の観点から、具体的な答弁
に関しましては控えさせていただきますけれども、大
まかに言いますと、航空関係、観光関係、通信関連関
係の事業者等から応募がございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　第３期利活用募集エリアは農振農用
地となっております。農業以外の利活用を検討する場
合、農振農用地の解除が必要になってくると思われる
んですけれども、その解除には高いハードルが考えら
れておりますが、その点に関して県はどのように対応
していくと考えておりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えいたします。
　土木建築部から農地転用等に係る問合せ等がありま

したら、適宜対応するとともに、密に情報共有を図っ
て連携をしたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　基本的に下地島は全て県有地となっ
ておりまして、この未利用地がありますけれども、そ
の未利用地は現在無償耕作者がサトウキビの栽培を
行っている状況であります。この無償耕作者の立ち退
きを含めた説明はどういうふうになっているのか、内
容を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　無償耕作者の皆様に
御理解いただく必要があるということで、第３期募
集を開始する前の11月１日に宮古島市と連携しまし
て、事業の説明会を実施したところでございます。今
後も同様の説明会を通じて耕作者の理解を得ながら、
宮古島市と連携しながら県有地の明渡し等をお願いし
たいと考えております。
○○下地　康教君　一つだけお願いがあります。この耕
作を……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時38分休憩
　　　午前11時38分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほどの御質問
で、宮古地域の人口10万人当たり新規陽性者数につ
いてでございますが、それが200人を超えたのは２月
８日から２月15日までの８日間となっております。
○○下地　康教君　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
　　　〔石原朝子さん登壇〕
○○石原　朝子さん　沖縄・自民党、石原朝子でござい
ます。
　一般質問をする前に、所見を述べさせていただきま
す。
　現在、国外で起きていますロシアのウクライナ侵攻
については、沖縄県を取り巻く状況にとっても人ごと
ではありません。昨日、国境の島を抱える石垣市長選
が行われ、国防に対してしっかりとした見識を持ち、
国と一つとなって取り組むことのできる中山義隆市長
が当選したことは、心から安堵しているのは私ばかり
ではないと思っています。国と県が一つになってこ
そ、私たちの命と暮らしが守られるものと私は思って
おります。ぜひとも私たち沖縄県におきましても、国
と一つとなって国防に取り組んでいただきたいと思っ
ております。最後にロシアとウクライナの戦闘が一日
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も早く終結され、それぞれの国民に平穏な日々が取り
戻されることを祈るものであります。
　では、一般質問をさせていただきます。
　１、保健・福祉行政について。
　(1)、難聴児の早期発見・早期療育の推進に当たっ
てどのような取組がされているのか伺う。
　(2)、家庭の事情等により療育施設に入れず、一般
の保育園に入園する難聴児もいるため、保育士も難聴
児に関する認識を持つことが必要だと思います。日常
的に難聴児支援に携わる専門家と連携できる仕組みが
必要と考えるが、県内においてはどのような状況なの
か伺います。
　(3)、がんの手術や抗がん剤などの治療によって脱
毛、皮膚障害、乳房切除、人工肛門・人工膀胱造設と
いった、外見（アピアランス）の変化が生じる場合が
あり、アピアランスの変化は、がん患者の生活の質に
影響を及ぼすことから、アピアランスケアに関する支
援は重要だと思われます。県としての取組状況を伺い
ます。
　(4)、沖縄県子どもの貧困対策に関する最終評価報
告書を踏まえ、次年度予算にどのように反映されてい
るのか。また、性や妊娠・出産、子育てに関する教育
や相談支援事業、避妊などで悩む女性に対する相談支
援事業などは盛り込まれているのか伺う。
　(5)、こども医療費の拡充によって、県内市町村の
国民健康保険財政上の影響額は幾らと算定しているの
か。県は、国のペナルティー（国保の減額措置）を市
町村が負担することについてどのように考えているの
か伺う。
　(6)、介護保険施設である特別養護老人ホームや認
知症高齢者グループホーム等の待機状況は改善されて
いるのか伺います。
　(7)、民生委員・児童委員の一斉改選に向け担い手
の確保については、具体的にどのように取り組むのか
伺います。
　(8)、沖縄県再犯防止推進計画によると地域の再犯
防止や更生保護については民間協力者の活動に支えら
れているとのことだが、現状と課題について伺いま
す。
　２、河川・道路について。
　(1)、緊急浚渫推進事業の内容、今年度実績見込
み、次年度２億8590万円増額された理由を伺いた
い。
　(2)、河川改修事業が10億1922万2000円と大幅に
減額されていますが、その理由と、16年前に児童の
命を奪った報得川の河川整備事業の次年度予算は幾ら

なのか伺います。
　(3)、南部東道路の起点側である南風原区間整備に
ついて、今年度及び次年度の取組と予算額を伺いま
す。
　(4)、南風原町中央公民館、南風原文化センター前
面道路である黄金森公園線、平成23年都市計画決定
されてから10年以上経過しています。沿道には、公
共施設が立地し施設利用者に大きく支障を来していま
す。黄金森公園線整備に向けた県の考えを伺います。
　(5)、県管理道路における植樹、沿道の草、車両防
止柵については、歩行者の安全な通行の妨げとなって
いる箇所が見られるが、今年度の事業取組状況及び次
年度予算額を伺います。
　大きい３、我が党の代表質問との関連について。
　呉屋宏議員の代表質問中６、地域福祉・医療の充実
強化について(2)、手話言語条例に関連して次のこと
を質問いたします。
　(1)、沖縄県手話推進計画（第２期）、令和３年３
月に策定されています。第１期計画の効果と課題を伺
います。
　(2)、聴覚障害教育特別支援学校の現状と課題につ
いて伺います。
　新垣新議員の代表質問中４、子ども・子育て支援に
ついての(13)、公立学童施設整備の遅れと影響につい
てに関連して次のことを質問いたします。
　(3)、小学校内での学童クラブ施設設置状況。
　(4)、待機児童状況と、待機児童を解消するまでの
緊急的措置としての放課後居場所緊急対策事業の実施
状況を伺います。
　(5)、障害児受入れ状況と待機児童状況について伺
います。
　よろしくお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　石原朝子議員の御質問にお
答えいたします。
　１、保健・福祉行政についての御質問の中の(5)、
こども医療費助成制度についてお答えいたします。
　こども医療費助成制度の拡充に伴う、市町村の国民
健康保険の国庫負担金減額調整額、いわゆるペナル
ティーは、令和元年度の医療費を基にした試算で、約
１億8800万円と見込んでおります。国保の減額調整
措置については、いわゆる窓口無料化、現物給付の実
施に当たって課題となっていることから、沖縄県で
は、市町村を支援するため、各市町村の御理解をいた
だいた上で、令和４年度当初予算において、減額調整
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額に対する補助として、約4600万円を計上している
ところです。また、国民健康保険の国庫負担金減額調
整措置の廃止と、子供の医療に関わる全国一律の制度
の創設について、引き続き全国知事会等を通じて国に
要請してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　１、保健・福祉行
政についての御質問の中の(1)のうち、難聴児の早期
発見の推進についてお答えいたします。
　県では、聴覚障害を早期に発見し、療育につなげる
支援体制を構築するため、医療機関や教育機関等の関
係機関で構成する新生児聴覚検査体制整備事業協議会
を設置しております。令和２年度からは、琉球大学病
院内に、きこえの支援センターを新たに設置し、産科
医療機関や市町村からの相談への対応、技術支援等を
行うとともに、検査事業実施のための手引書作成や、
研修会の開催、検査を勧奨するためのパンフレット作
成等による普及啓発を行っております。
　県としては、これらの取組により、聴覚障害の早期
発見・早期療育が図られるよう支援を行っておりま
す。
　同じく１の(3)、がん患者のアピアランスケアに係
る県の取組についてお答えいたします。
　がん治療の副作用や手術による外見の変化に悩んで
いる方の社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図
ることは重要であると考えております。こうした外見
変化の悩みについては、がん診療連携拠点病院等に設
置されている相談支援センターにおいて、療養生活全
般にわたる相談の一つとして相談できる体制が整えら
れております。がん患者に対する支援については、患
者団体等からの意見や、国及び他県の状況などの情報
収集に努め、検討してまいりたいと考えております。
　同じく１の(4)のうち、性や妊娠・出産、子育てに
関する教育や相談支援事業についてお答えいたしま
す。
　県では、妊娠期からの切れ目ない支援のため母子健
康包括支援センターの設置促進を図るとともに、各市
町村が行っている母親学級や妊娠・出産・育児に関す
る相談支援の充実強化のため職員対象の研修会等に取
り組んでおります。また、妊娠・出産・思春期・更年
期などの悩みに対応する女性健康支援センターの設置
や、若年妊婦等が身近な地域で必要な支援を受けられ
る若年妊婦支援事業の予算を計上しております。さら

に、安全な妊娠・出産について理解し、ライフプラン
に役立てるための支援者向け研修会等に取り組んでま
いります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、保
健・福祉行政についての御質問の中の(1)及び(2)の御
質問のうち、難聴児の早期療育と難聴児支援に関する
取組についてお答えいたします。１の(1)と１の(2)は
関連しますので、一括してお答えいたします。
　市町村は、児童発達支援、保育所等訪問支援事業等
を実施し、難聴児を含む障害児の早期療育に取り組ん
でおります。県は、市町村が実施するこれらの取組を
支援するとともに、保育所や障害児通所支援事業所等
へ言語聴覚士等の専門職員を派遣し、療育技術の指導
等を行う障害児療育支援事業等を実施しております。
現在、国において難聴児の早期発見・早期療育推進の
ための基本方針の検討が行われており、それらを踏ま
え、関係機関が連携した難聴児支援の充実に取り組ん
でまいります。
　同じく１の(4)のうち、子供の貧困対策に係る次年
度予算についてお答えいたします。
　県では、現計画に係る最終評価を踏まえ、新たな貧
困対策計画（素案）において、困難を抱えるヤングケ
アラーや若年妊産婦への支援などを盛り込んだところ
です。具体的には、ヤングケアラー実態調査や子供の
居場所に保健師等を派遣し、性に関する相談支援等を
行うほか、若年妊産婦を対象に就職や就学、ライフプ
ラン等の講座を行う事業等を次年度予算案に計上して
おります。避妊などに悩む女性を対象とした相談支援
については、国から直接、団体等に補助する事業と
なっております。
　同じく１の(6)、特別養護老人ホームの入所待機者
等についてお答えいたします。
　令和２年10月末現在、特別養護老人ホームへの入
所の必要性が高い待機者は772名となっており、近
年、緩やかな増加となっております。県では、沖縄県
高齢者保健福祉計画に基づき、令和３年度からの３年
間で、特別養護老人ホームや認知症高齢者グループ
ホーム等の整備により、1289床の定員増を図ること
としております。
　県としましては、必要なサービス量の確保がなされ
るよう、引き続き市町村と連携して取り組んでまいり
ます。
　同じく１の(7)、民生委員の一斉改選に向けた取組



– 229 –

についてお答えいたします。
　県では、民生委員の担い手の確保を図るため、県広
報誌や広報番組等を活用した民生委員活動の周知、民
生委員活動の環境改善に取り組むためのハンドブック
の作成・配布を行っております。令和４年度の一斉改
選に向けては、地域の実情に応じ、民生委員の年齢要
件を緩和するとともに、充足率の低い市町村を訪問
し、市町村長と充足率向上に向けた意見交換を行う予
定であります。
　県としましては、一斉改選に向け、市町村と連携し
民生委員の確保に努めていきたいと考えております。
　同じく１の(8)、民間による再犯防止の現状と課題
についてお答えいたします。
　犯罪や非行を起こした人には、障害や貧困、依存症
などを抱え社会的な支援が必要であるにもかかわら
ず、適切な支援につながらないまま再犯を繰り返して
いる人が少なくありません。このような負の連鎖を断
ち切るには、刑事司法関係機関だけでなく、地方公共
団体、民間による連携が必要です。民間においては、
保護司、自助グループ、依存症リハビリ施設等の各団
体が支援を行っております。
　県としましては、引き続き民間団体をはじめ各関係
機関と連携し、再犯防止に向けて取り組んでまいりま
す。
　次に３、我が党の代表質問との関連についての御質
問の中の(1)、第１期手話推進計画の効果と課題につ
いてお答えいたします。
　県は、第１期沖縄県手話推進計画に基づき、手話の
普及、聴覚障害者等への理解促進等に取り組むととも
に、手話通訳者養成研修等を実施してまいりました。
登録手話通訳者数は増加しておりますが、目標値に届
かないなど人材育成に課題があることから、全国統一
試験に向けた集中講座を開催するなど、合格率の向上
等に取り組んでいるところです。第２期計画では引き
続き人材育成に取り組むとともに、遠隔手話サービス
の運営、手話による県政情報の発信等を追加するな
ど、手話の普及等に関する施策の充実に取り組むこと
としております。
　同じく３の(3)、小学校内での学童クラブ施設設置
状況についてお答えいたします。
　令和３年５月１日現在における放課後児童クラブ数
は558施設となっております。そのうち、小学校敷地
内に専用施設を有するクラブが57施設、学校の余裕
教室を活用したクラブが24施設あり、合わせて81施
設、約14.5％が学校敷地内に設置されております。
　同じく３の(4)、登録できない児童の解消等につい

てお答えいたします。
　令和３年５月１日現在における放課後児童クラブの
登録児童数は２万3080人で、前年度から1112人増加
しておりますが、利用ニーズの高まりにより、786人
の登録できなかった児童が生じております。また、放
課後居場所緊急対策事業については、これまで市町村
における活用実績はありません。
　県としましては、同事業の周知に努めるとともに、
公的施設の整備促進や運営費等の支援など、引き続き
登録できない児童の解消に向け、市町村と連携して取
り組んでまいります。
　同じく３の(5)、障害児の受入れ状況等についてお
答えいたします。
　令和３年５月１日現在、放課後児童クラブ404施
設、72.4％において、1088人の障害児を受け入れて
おります。登録できなかった児童は786人おります
が、そのうち何名の障害児が含まれているかは把握し
ておりません。障害児の受入れに当たりましては、支
援員の加配に要する経費等を支援しており、引き続き
市町村と連携して、障害児の受入れ促進に取り組んで
まいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　２、河川・道路につ
いて(1)、緊急浚渫推進事業における令和３年度の実
績及び令和４年度の内容等についてお答えいたしま
す。
　緊急浚渫推進事業は、地方公共団体が緊急的にしゅ
んせつ事業に取り組み、危険箇所を解消することを目
的とした起債事業であり、事業期間は令和２年度から
令和６年度までとなっております。令和３年度の県管
理河川においては、報得川ほか４河川で設計業務や
しゅんせつ工事等を実施しております。令和４年度の
増額理由は、新たに饒波川ほか２河川を追加するもの
であります。
　県としては、引き続き浸水被害の軽減など防災・減
災に取り組んでまいります。
　同じく２の(2)、令和４年度の河川改修事業費の減
額理由と報得川河川整備の予算額についてお答えいた
します。
　令和４年度における河川改修事業費の減額理由につ
いては、沖縄振興公共投資交付金等の減額に伴うもの
であります。また、報得川の令和４年度の予算額は
3000万円を予定しており、工事着手に必要な用地買
収が完了する見込みであります。
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　県としては、引き続き八重瀬町と連携を図りなが
ら、河川の早期整備に取り組んでまいります。
　同じく２の(3)、南部東道路の南風原町内区間の今
年度の取組等についてお答えいたします。
　南部東道路の南風原町内の区間については、令和３
年度は所要額を確保し、那覇空港自動車道への直接乗
り入れの橋梁設計を進めているところであります。ま
た、令和４年度予算については、所要額の確保に取り
組んでいるところであり、引き続き整備を推進してま
いります。
　同じく２の(4)、宜野湾南風原線喜屋武工区の整備
についてお答えいたします。
　宜野湾南風原線喜屋武工区は、照屋北交差点から那
覇空港自動車道までの約0.9キロメートルについて、
平成22年度に事業着手し、進捗率は、令和２年度末
の事業費ベースで約37％となっております。現在、
用地取得に鋭意取り組んでいるところであり、引き続
き早期供用に向けて整備を推進してまいります。
　同じく２の(5)、県管理道路における植栽管理、車
両用防護柵についてお答えいたします。
　県の道路管理に係る令和４年度の予算は約11億円
となっております。除草については、道路利用空間確
保のため、年１回から４回実施しております。街路樹
については、主に交差点部や信号機等の視認性を阻害
する箇所の剪定を優先的に実施しております。車両用
防護柵については、現場状況等を勘案し、通学路等優
先度が高い箇所から順次設置しているところでありま
す。今後とも、適正な道路の維持管理に努めていきた
いと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　３、我が党の代表質問との
関連についての御質問の中の(2)、沖縄ろう学校の現
状と課題についてお答えします。
　県立沖縄ろう学校の今年度の在籍数は35人で、手
話、口話、読話等を用いて教科等の指導を行っており
ます。また、高等部の進路状況は多くの生徒が就職し
ますが、中には大学等へ進学する生徒もおります。ま
た、沖縄ろう学校では、小中学校の児童生徒対象の通
級指導教室を設置するとともに、乳幼児から高校生ま
での教育相談を行う等、本県の聴覚障害教育のセン
ター的機能を担っております。課題としましては、生
徒数の減少に伴う教員体制や専門性の確保等が挙げら
れます。
　県教育委員会としましては、引き続き、認定講習の

活用等により教員の専門性の向上を図るとともに、聴
覚障害教育の充実に努めてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　質問の途中ではありますが、
石原朝子さんの再質問は時間の都合もありますので午
後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時６分休憩
　　　午後１時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　石原朝子さんの再質問を行います。
　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　ちょっと休憩してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時25分休憩
　　　午後１時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○石原　朝子さん　では再質問をさせていただきま
す。
　まず初めに、難聴児の早期発見・早期療育の推進に
当たってについてです。
　県としては、推進体制を整備しているということな
んですけれども、沖縄県の新生児聴覚検査の受検率が
全国平均よりも低いということなんですが、その理由
は何でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時26分休憩
　　　午後１時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　県全体の受検率が
令和２年度の段階で80.1％ということではございま
す。平均よりも少し低いという点について、理由につ
いてはまだ分析はしておりませんけれども、コロナの
影響もあって若干また下がっているというような状況
もありますので、県としては、早期発見に向けて、検
査を受けるようにという啓発を行っていきたいと考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　新生児の聴覚検査なんですけれど
も、県内市町村の公費負担の状況はどのようになって
いますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時28分休憩
　　　午後１時28分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　県内における市町
村の公費負担の状況についてでございますが、令和３
年の12月末現在で８市町村が償還払いで実施してい
るというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　答弁にありましたように、県内８
市町村。このような状況で、県はそれでよいと思って
いるんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　新生児の聴覚検査
については、やはり早期発見・早期療育が重要だと考
えておりまして、全ての新生児に検査が実施されるこ
とが重要だと思っております。検査費用につきまして
は、交付税措置がされておりますので、市町村に対し
ては公費負担を推進するようにということで、県とし
てもこれまで通知などをして意見交換を行っていると
ころでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　県としては、各市町村のほうで検
査への助成を推進するようにと指導されているようで
すけれども、なかなかそれが今８市町村しかできてい
ない。次年度実施する予定の市町村もございますで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　こちらで意見交換
を行っている状況からでございますが、令和４年度以
降に検討中とお答えいただいているのが、今３市町村
ございます。
　県としましても、できる限り広げていけるように意
見交換してまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　先ほど部長のほうから答弁があり
ましたように、やはり全ての新生児がこの新生児聴覚
検査を受検する体制は重要じゃないかと思っておりま
す。今後のこの子供たちの早期療育に向けて、やはり
県としても、各市町村のほうに検査を実施するように
ということでもっと強く指導していただきたいと思っ
ております。
　ちょっと休憩してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時30分休憩
　　　午後１時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○石原　朝子さん　この難聴児の件につきましては、
代表質問の呉屋宏議員の質問とも関連しますので、

ちょっと再質問させていただきます。
　先ほど沖縄ろう学校、生徒数の答弁がございまし
た。確かに少ないニーズだと思います。先生方の専門
性がなかなか足りないところがあるということなんで
すけれども、沖縄ろう学校以外に、各市町村の特別支
援学級においての聴覚障害児に対する教育の状況はど
のようになっていますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　令和３年度になりますけれども、小中学校における
難聴の特別支援学級の在籍児童数でございますが、
46人になっていまして、学級数は36学級というふう
になっています。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　その難聴児が通うこの学級、そこ
の担当の先生の専門性というのはどのような状況に
なっていますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　特別支援学級の、その特別
支援学校教員免許状の取得が課題となっております。
　市町村のほうにおきましては、その聴覚障害の特性
に対応できるよう、難聴・言語障害教育研究会が実施
する研修会等に参加して、研さんに努めているという
ところでございます。ちょっと人数については把握し
ておりませんが、参考までに、特別支援学校の聴覚障
害領域の免許状の保有率、このほうも44.2％という
ふうになっております。引き続き、この認定講習とか
研修等を活用して、専門性の向上に努めていきたいと
思います。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　地域で特別支援学級に通われてい
る難聴児童、やっぱり専門性の高い先生方を配置して
いただきながら、この教育に差がないようにしていた
だきたいと思いますし、特に全国的に幼稚部の教員で
難聴児に関する専門性を有する人材が少ないと聞きま
すけれども、本県においてはどのようになっています
でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　議員御指摘のように、障害
領域、特に聴覚の障害領域の免許状の保有というの
は、先ほど答弁させていただきましたが44.2％とい
うことで、やはり厳しい状況がございます。ちょっと
数字は把握しておりませんけれども、免許の取得に向
けて認定講習などしっかりやっていくとともに、あわ
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せて専門機関の専門人材がおりますので、そういった
方々も活用しながら、聴覚障害教育の充実に努めてい
きたいと考えています。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　分かりました。ぜひ、よろしくお
願いいたします。
　続きまして、アピアランスの件ですけれども、前向
きな答弁をいただき誠にありがとうございます。
　このアピアランスの件につきましては、やはりその
人らしくいられるように、外見とともに周りの環境や
患者本人の気持ちを整えるサポートですので、ぜひと
も県としても――県外においては、独自でウイッグと
か胸部補整具等に対する助成、また温泉入浴着啓発ポ
スターの作成とか、アピアランスケアに関する研修会
なども開催されているようですけれども、県として
は、今後このような取組はどのように行っていく予定
でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時35分休憩
　　　午後１時36分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど答弁申し上
げましたが、県としましては、やはり外見の変化に悩
んでいる患者さんが多くいらっしゃると思いますの
で、がん診療連携拠点、病院等で相談支援に当たると
ともに、また、がん患者に対する様々な支援につい
て、患者団体等から意見交換などで把握して、国や他
県の状況なども勘案して情報収集などをしていきたい
と考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　今回この件を取り上げましたけれ
ども、私の周りにおきましても、そういった悩みを抱
えている女性、またお母さん方がたくさんおります。
ウイッグとか胸部補整具等については、ぜひとも県で
一部助成をしていただきたいと思いますけれども、そ
の助成につきましては、県外の状況を見て検討してい
くということなんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　アピアランスケア
については、国においてもがん対策の中でいろいろ検
討がされていると伺っております。今のところ、国か
らの補助メニュー等はございませんけれども、県とし
ましては、まずは患者団体からの御意見を伺った上
で、どのような工夫ができるのかというようなことは

議論していきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　分かりました。ぜひ、その件につ
きましては、県としても前向きに取り組んでいただき
たいと思っております。よろしくお願いいたします。
　次、子供の貧困に関する再質問ですけれども、今
回、次年度新たな事業等も取り組まれるようですね。
出産、そして妊娠についても、相談支援事業等に取り
組むようであります。やはりそれは、これまでもやっ
ていたかと思いますけれども、今後また強化をして次
年度から県のほうは取り組んでいくようですが、今の
子供の貧困対策に関するメニュー等を見ていますと、
やはり対症療法が大きな事業のメニューになっていま
すので、原因と言われているこのひとり親世帯を生み
出さない、そういった取組は本当に重要かと思ってお
ります。福祉、保健の部分では、次年度新たな事業に
取り組んでいくことはやはりよかったと思っておりま
す。
　私は、子供の貧困対策を進める上では、親自身が子
供を持つことや子育てについての自覚、責任感、ある
いは子育ての能力を持つことができるように、中学、
高校の頃からこれらの事柄について、教育・啓発が必
要であると思います。本県におきましては、家庭教育
支援推進計画というのを教育委員会のほうでは作成さ
れていると思います。その中で、家庭教育支援条例に
ついても制定の計画を立てていたかと思います。その
件につきましては、県のほうはどのような取組をする
お考えをお持ちでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時40分休憩
　　　午後１時41分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。　
○○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　家庭教育支援、計画で展開をしているところでござ
いまして、議員が条例のほうというお話が今ありまし
たけれど、現時点で条例を検討しているところではな
くて、あくまで家庭教育推進計画のほうで、議員御案
内のように、いわゆる家庭教育支援、「家～なれ～」
運動充実事業、そちらのほうで取組を進めているとい
う状況でございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　そういうことであると思うんです
けれども、教育長としては、この家庭教育支援条例の
制定についてはどのようなお考えをお持ちでしょう
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か。お答えをお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　先ほど議員からの御指摘、
小さい頃、児童生徒の頃から取組を進めていくべきと
いうことがございました。学校においては当然のこと
ながら、性に関する指導を児童生徒の発達段階に応じ
て、保健体育、家庭科等関連教科で、また道徳の特別
教科など、そういったものを通じて学校教育活動全体
で実施をしております。また、議員御指摘のように、
家庭での取組ということも重要というふうに認識して
おりますので、まず家庭教育支援のほうでその家庭に
関する悩みですとか、不安を抱く保護者、友人に対す
るような相談体制を充実するとか、また先ほど御紹介
いたしましたが、家庭教育の必要性や重要性について
広く県民に周知を図り、家庭教育に取り組む教育環境
を整えて、家庭の教育量を高めるという取組を実施し
ていきたいというふうに考えています。そういう中
で、どういったことが検討できる、また研究できるか
考えていきたいと思います。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　私は、熊本県の家庭教育支援条例
というのを持っておりますけれども、その目的の中に
――教育委員会でも家庭教育の支援をする様々な施策
を展開していると思いますけれども、それを総合的に
推進していくためにも、そしてまた保護者がやっぱり
親として学び成長していくことを、また子供が将来親
になることについて学ぶことを促す、そういった条例
が今のこの沖縄県には必要ではないかと思っておりま
す。やはりこの家庭の再生に向けて、ぜひこの家庭教
育支援条例というのを今後検討していただきたいと思
います。いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　家庭への支援ということでございますので、もしか
したら教育委員会の範疇を超えることもあると思いま
すので、関係部局とも取組状況をちょっと把握させて
いただきながら考えていきたいと思います。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　では、こども医療費の件ですけれ
ども、今回影響額が１億8800万円。そして今回現物
給付の支援をしていく上で4599万円。この予算につ
きましては妥当だとお考えでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時45分休憩

　　　午後１時45分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど答弁申し上
げました約１億8800万円というのは、令和元年度の
医療費を基に試算した数字でございます。この国保の
減額調整措置、いわゆるペナルティーと言われている
部分については、市町村の御理解も得た上で今年度の
当初予算に4600万円を計上しているところでござい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　私はこの約4600万円の予算、や
はりありがたいことだと思います。今後、その市町村
の状況を見て、増額の可能性はあるんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　今回、このことに
つきましては、市町村との意見交換を踏まえてこのよ
うな予算計上になっております。今後も引き続き市町
村との意見交換を実施していきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　分かりました。ぜひこの事業が継
続できるように、そしてまた市町村の国保会計への影
響を少しでも抑えられるようにぜひ取り組んでいただ
きたいと思っております。
　続きまして、特別養護老人ホームの入所待機されて
いる高齢者を減らすという取組をされておりますけれ
ども、この取り組み方で、県のほうはこの今の現状を
改善することはできるとお考えでしょうか。そしてま
た、その待機されている高齢者の方の支援状況はどの
ような状況になっていますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時47分休憩
　　　午後１時48分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　特別養護
老人ホーム等の入所施設の整備につきましては、保険
者・各市町村のほうでニーズなどを調査した上で、毎
年度毎年度計画を進めていくという３年に１回の計画
を立て、それに基づき実施をされておりまして、県は
そちらを支援していくという形になっています。ま
た、議員がおっしゃいましたように、待機の方々への
支援といたしましては、待機の方々は在宅で過ごされ
ていたりするところも多い、そしてまた別の有料老人
ホームに入っていらっしゃる方がこの特養が空いたと
きに入れるようにということで、有料に入っていて御
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希望されているという方もあるかと思います。そう
いった方々に対しまして、必要な支援ということで在
宅の介護サービスであったり訪問のサービスだったり
とか、そういったことを提供しながら対応していると
ころでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　分かりました。県内のその高齢
者、待機されている御家庭におきましては、今そうい
うホームにつきましては、民間の老人ホームもござい
ますけれども、やはり金額的に高いと。それで何より
もまた沖縄県の所得が低い中において、高齢者がそう
いった高額な老人ホームには入所できない状況ですの
で、少しでもこの待機を減らすことができるように、
県として取り組んでいただきたいと思いますし、待機
している高齢者に対しても、やはりしっかりとした支
援のほうをよろしくお願いいたします。
　続きまして、河川・道路について再質問させていた
だきます。
　私たち八重瀬町、３万2000人ですか、本当に小さ
な町ではありますけれども、この報得川の河川事情に
つきましては、県としても前向きに取り組んでおられ
るようであります。本当に感謝をしておりますけれど
も、今、世名城橋の近くまでの実施設計になっている
かと思いますが、今の状況でありますと、次年度用地
買収を行い、令和５年度には工事に着手できるという
ことでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時51分休憩
　　　午後１時51分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　令和４年度に用地買
収を予定しておりまして、その買収が完了となりまし
たら、令和５年度から橋梁の箇所の工事を執り行う予
定でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　今の県のこの報得川に関しまして
は、世名城橋の近くまでだと思うんですけれども、赤
田橋までのこの実施設計、ちょっと上流のほうになり
ますが、そこら辺の実施設計の予定はどういう状況に
なっていますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時52分休憩
　　　午後１時52分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。

○○土木建築部長（島袋善明君）　赤田橋の実施設計に
つきましては、令和４年度以降に実施する予定でござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　ありがとうございます。よろしく
お願いいたします。
　どうもありがとうございました。質問終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
　　　〔仲村家治君登壇〕
○○仲村　家治君　こんにちは。
　沖縄・自民党の仲村でございます。
　一般質問に入る前に所見を述べさせていただきま
す。
　本日、私はウクライナの国旗の色のネクタイをして
おります。ロシアのウクライナ侵攻に対して、一人の
人間としてこのロシアのウクライナ市民に対する戦争
行為、そして高齢者や女性や子供たちがポーランドに
逃げるあの姿を見て、戦争の愚かさをつくづく感じて
おります。ぜひともロシアとウクライナの停戦協定が
早急に締結され、新たな方向へ進んでほしいというこ
とを切実に願いながら一般質問をさせていただきま
す。
　１、知事の基地問題への取組について。
　(1)、那覇港湾施設移設への進捗状況（移設協議会
などの開催）について。
　(2)、現那覇港湾施設の使用主目的が「港湾施設及
び貯油所」の解釈について。
　(3)、２月８日からの米海兵隊による人道支援や非
戦闘員退避等の訓練に抗議しましたが、その根拠を伺
います。
　(4)、知事は浦添への移設については認めておりま
す。浦添への移設に際して、現行の使用主目的を踏襲
するよう要求するのですか。知事にお伺いします。
　２、道路行政について。
　(1)、県道221号線、那覇大橋架け替え事業の進捗
状況について。
　３、農林水産行政について。
　(1)、南大東島の農業用水の早期確保について。
　ア、農業生産基盤整備の状況について。
　イ、農業生産基盤整備の現状と課題について。
　４、海の安全・安心について。
　(1)、沖縄県における指定管理者制度導入施設の中
の３海浜公園における現状と課題について。
　(2)、自然海岸における安全・安心対策の進捗状況
を知事公室、土木建築部、文化観光スポーツ部、公安
委員会にお伺いします。
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　(3)、海の安全・安心対策としての次年度予算につ
いて伺います。
　５、我が党の代表質問との関連について。
　呉屋議員の代表質問３、自衛隊基地と米軍基地問題
(2)、日本の中の沖縄県知事として、玉城知事の国防
についての自身の考え方。
　３の(3)、沖縄県の尖閣諸島があります。石垣市長
は自身が取り得る施策を精いっぱい頑張っています
が、玉城知事は尖閣諸島に対してどのような対処をし
ようと考えているか伺います。
　西銘啓史郎議員の代表質問１、知事の政治姿勢につ
いての(6)、世界を取り巻く政治情勢は米国、中国、
北朝鮮の動向が注視される中、台湾有事等々も含め懸
念されています。リスク管理とは最悪の事態を想定し
取り組むとの観点から、国民保護計画に基づく沖縄県
国民保護共同訓練もしっかり行うべきだと考えるが、
知事の見解を伺う。
　以上でありますけれども、再質問をさせていただき
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　仲村家治議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の基地問題への取組についての御質問の中
の(4)、代替施設の使用主目的についてお答えいたし
ます。
　沖縄県としましては、那覇港湾施設の移設によっ
て、米軍基地機能が強化され、沖縄の基地負担の増加
につながることがあってはならないと考えておりま
す。このため、代替施設の使用主目的についてもこれ
までと同様に「港湾施設及び貯油所」とし、この目的
に沿って厳格に運用されるよう求めてまいりたいと考
えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の基地問題へ
の取組についての(1)、那覇港湾施設移設への進捗状
況についてお答えをいたします。
　那覇港湾施設の移設については、昨年５月19日に
開催された第27回那覇港湾施設移設に関する協議会
において、那覇港管理組合から浦添ふ頭地区における
民港の形状案について報告が行われたところであり、
今後、防衛省から、同案を踏まえた代替施設の配置案
が示され、同協議会において民港との整合等が確認さ

れることになると考えております。また、次回の移設
協議会については、防衛省に確認したところ、現在、
しかるべき時期に開催できるよう検討を行っていると
の回答がありました。
　同じく１の(2)、那覇港湾施設の使用主目的につい
てお答えをいたします。
　那覇港湾施設の使用主目的については、いわゆる
５・15メモに「港湾施設及び貯油所」と記載されて
おります。一方、政府は、今般、那覇港湾施設で実施
された訓練に関して、那覇港湾施設の使用主目的に
沿ったものとの考えを示しております。
　しかしながら、県としましては、訓練が港湾施設の
使用主目的とは考えられず、このような米軍基地の使
用を許せば、県民の基地負担が増大することから、那
覇港湾施設は、５・15メモに記載されている使用主
目的に沿って厳格に運用されるべきであり、同施設に
おいて、航空機の離着陸や訓練を一切行うべきではな
いと考えております。
　同じく１の(3)、米軍の訓練に対する抗議の根拠に
ついてお答えをいたします。
　米海兵隊は、去る２月８日から13日にかけて、那
覇港湾施設において人道支援や大使館補強等を目的と
した訓練を実施しました。政府は今回の訓練につい
て、使用の主目的に沿ったものとの認識を示しており
ます。
　しかしながら県としては、訓練による使用が港湾施
設の主目的とは考えられず、また市街地に位置し、多
くの民間機が離着陸する那覇空港に近接している同施
設において、復帰後50年間行われてこなかったこの
ような訓練が行われることは、県民に新たな基地負担
を強いるものであり断じて容認できません。このた
め、県は今月15日に外務省特命全権大使沖縄担当及
び沖縄防衛局長に対し、厳重に抗議したところであり
ます。
　４、海の安全・安心についての(2)、知事公室にお
ける自然海岸の安全・安心対策についてお答えをいた
します。
　水難事故の防止は、県民や観光客などの安全・安心
につながるものと考えております。そのため、現在、
知事部局内の関係課にて定期的な意見交換を行ってお
り、過去の水難事故の詳細な分析を行うとともに、各
部局における水難事故防止のための取組を今後、検証
することとしております。
　知事公室においては、第11管区海上保安本部から
水難事故の詳細な情報収集を進めるとともに、各消防
本部における水難事故防止に関する取組について確認
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を行っているところであります。今後、沖縄県水難事
故防止推進協議会における議論なども踏まえ、より効
果的な対策について関係機関と連携し取り組んでまい
ります。
　同じく４の(3)、知事公室における次年度予算につ
いてお答えをいたします。
　知事公室においては、海の安全対策に係る次年度予
算の計上はありませんが、現在、関係部局と連携し効
果的な対策について検討しているところであり、知事
公室として事業の実施等が必要であれば、予算確保に
ついても検討してまいりたいと考えております。
　５、我が党の代表質問との関連についての(1)、国
防に関する知事の考え方についてお答えをいたしま
す。
　日本を取り巻く安全保障環境については、中国の軍
事力の強化、東シナ海・南シナ海における現状変更の
試み、台湾をめぐる問題、朝鮮半島をめぐる問題など
が存在しており、より厳しさを増していると理解して
おります。
　県としては、沖縄県を含む我が国が独立国として、
国民が安心して生活し、国が発展と繁栄を続けていく
上で平和と安全は不可欠であることから、専守防衛の
ための最低限度の自衛力は必要であると考えておりま
す。
　同じく５の(2)、尖閣諸島問題に対する対応につい
てお答えいたします。
　尖閣諸島をめぐる問題については、国において、海
上保安庁による現場海域での冷静かつ毅然とした対応
やさらなる海上保安体制の強化などの措置と併せて、
日中関係改善に向けた話合いの合意事項に基づき、冷
静かつ平和的な外交による日中関係の改善に取り組ん
でいただく必要があると考えています。
　このため、県としては、同諸島周辺の状況について
情報収集に努めるとともに、令和３年５月に内閣総理
大臣ほか関係大臣に、また、10月、11月には、それ
ぞれ来県した西銘沖縄及び北方対策担当大臣、松野官
房長官に、さらなる海上保安体制の強化と中国との対
話の継続などを要望したところです。
　同じく５の(3)、国民保護共同訓練についてお答え
をいたします。
　沖縄県は、各島との輸送手段が空路と海路に限られ
るなど住民避難に関する課題があることから、国や市
町村などの関係機関と国民保護計画に基づく訓練を実
施することは、国民保護に関する対処能力の向上を図
る上で重要と考えております。このため県では、国や
市町村と連携して、毎年、複数回、情報伝達訓練等を

実施しているほか、平成31年１月には大規模テロ等
の緊急対処事態を想定した図上訓練及び実動訓練を実
施したところであります。また、令和３年度以降は、
国と都道府県による国民保護関連の課題について意見
交換する検討会が毎年開催されているほか、全国を６
つの地域ブロックに分けた、実動及び図上訓練が輪番
で実施されており、九州ブロックでは、令和５年度に
鹿児島県、令和８年度に沖縄県の実施となっておりま
す。
　県としては、引き続き関係機関と意見交換を行うな
ど、沖縄県主導の国民保護共同訓練の実施についても
調整してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　２、道路行政につい
て(1)、那覇内環状線街路整備事業の進捗についてお
答えいたします。
　那覇大橋は、那覇市中心部と南部地域を結ぶ県道那
覇内環状線に位置しております。昭和45年に建設さ
れ老朽化が著しいことから、現在、架け替え事業を
行っており、進捗率は、令和２年度末の事業費ベース
で約71％となっております。
　次に４、海の安全・安心について(1)、県管理海浜
公園等の現状と課題についてお答えいたします。
　県管理の安座真海浜公園、宇堅海浜公園及び西原・
与那原マリンパークでは、県と指定管理者が締結した
管理に関する協定書に基づき、施設内の監視、遊泳基
準等の管理運営要領等を定めております。同要領等に
基づき、水難救助や救命技能等の資格を有する監視員
を配置し、安全対策を行っております。引き続き、指
定管理者と連携し、安全・安心の確保に努めてまいり
ます。
　同じく４の(2)、自然海岸における対策の進捗状況
についてお答えいたします。
　県では、海の安全・安心対策に向け、関係部局によ
る情報共有や意見交換を行っているところでありま
す。土木建築部においては、これまでに沖縄ライフ
セービング協会等の関係団体と意見交換を行うととも
に、他県における海岸管理者による取組状況を調査し
たところであります。これらの調査結果等も参考に、
関係部局が取り組むべき対策等を明確にし、引き続き
海の安全・安心の確保に努めてまいります。
　同じく４の(3)、次年度予算についてお答えいたし
ます。
　今後の予算措置については、関係部局が取り組むべ
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き対策等を踏まえ、所要額を確保する必要が生じた場
合は、財政当局に要求していきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　３、農林水産行政に
ついての(1)のアとイ、南大東島における農業生産基
盤整備の現状と課題についてお答えします。恐縮です
が、３の(1)のアと３の(1)のイは関連しますので、一
括してお答えいたします。
　南大東島における農業用水源の整備については、貯
水池56か所が計画されており、現在までに19か所が
整備され、２か所が整備中となっております。貯水池
の整備については、島内に河川がないことから、畑に
降った雨水を水路により集水し、貯留する必要がある
ため、圃場整備等を先行して実施する必要がありま
す。しかしながら、圃場整備においては、地元の合意
形成を要するため、完成までに時間を要している状況
にあります。
　県としましては、引き続き農業用水源の早期確保に
向けて、農業生産基盤の整備に取り組んでまいりま
す。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　４、海の安
全・安心についての(2)のうち、文化観光スポーツ部
における海の安全・安心対策についてお答えします。
　文化観光スポーツ部では、これまでに観光情報サイ
トや観光客向けハンドブックにおいて、海水浴やシュ
ノーケリングの注意点、離岸流の危険性や対処方法等
について周知を行っております。また、令和３年11
月以降、定期的に庁内関係課と意見交換を実施してお
り、水難事故の場所や傾向等を把握し、実態に応じた
効果的な対策を各部局の役割に沿って検討することと
しております。
　観光部局としては、市町村や沖縄観光コンベンショ
ンビューロー等と連携し、観光客への効果的な周知を
行ってまいります。
　同じく４の(3)、次年度予算についてお答えいたし
ます。
　文化観光スポーツ部では、新規事業として、マリン
レジャー魅力向上促進事業、815万円を次年度当初予
算案に計上しております。本事業では、事業者向けセ
ミナーにより、安全・安心やＳＤＧｓに配慮した高付

加価値なサービスの提供に関する理解促進や意識啓発
を図ることとしております。また、観光客へ向けて
は、安全・安心に配慮した事業者選びや遊泳、シュ
ノーケリングの注意点等についての周知を行う予定で
あり、観光客の安全・安心なマリンレジャー体験や事
故の抑制につながるものと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○○警察本部長（日下真一君）　４、海の安全・安心に
ついての御質問のうち(2)、自然海岸における安全・
安心対策の進捗状況についてお答えいたします。
　県警察におきましては、昨年中、海域レジャー提供
業者に係る水難事故を防止するため、水上安全条例に
基づく業者への指導、勧告及び事業の停止命令等の行
政処分を実施しました。また、水難事故防止に向けた
意識を高めるため、県、市町村、海上保安庁、その他
関係機関、団体等との情報交換及び協働による各種水
難事故防止活動を実施し、併せて米軍との事故防止会
議を開催するなどして、水難事故防止に努めてきたと
ころでございます。引き続き業者への指導を徹底する
とともに、県の関係部署等と連携を図りつつ、県民等
の水難事故防止に向けた啓発に努めてまいります。
　次に、同じく４の(3)、海の安全・安心対策として
の次年度予算についてお答えいたします。
　県警察における次年度の水上安全対策関係予算は、
総額483万円余りを要求しており、今年度と比較いた
しまして約270万円増となっております。主な事業内
容といたしましては、海域レジャー提供業者に対する
安全講習及び安全対策優良海域レジャー提供業者の審
査のための委託料のほか、水難事故防止ポスターやチ
ラシ作成のための印刷製本費、その他消耗品費等であ
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　ちょっと休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時16分休憩
　　　午後２時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○仲村　家治君　再質問、ちょっと順番を変えて伺い
たいと思います。
　那覇大橋の架け替えです。
　向こうは交通量が日中問わず、また平日、週末、大
変渋滞する幹線道路になっていて、なかなか橋の架け
替えが難しい。だから僕もずっと状況を見ている中
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で、車を運転していてその状況が見えなかったもので
すから、今回質問したんです。川下のほうにはモノ
レールの橋脚があって、いろいろ動線も仮設橋オン
リーでやるにはちょっと厳しい状況にあるなと思って
聞いたんですけれども、71％の進捗であるというこ
とと、この残りの30％近く、完成のめどはいつにな
るか分かれば教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時17分休憩
　　　午後２時17分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　今、那覇大橋では議
員おっしゃるとおり、モノレールの軌道桁やバイパス
等も近いことがあって、かなり詳細な細分化した移設
を計画しております。それで来年度から仮橋への暫定
的な切替えも予定しておりますが、完成予定年度につ
きましては、令和７年度の完了を目途に事業を鋭意進
めているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　全体の計画もいただいたんですけれ
ども、ステップ８まであって、仮設橋を通しながらま
た工事をして、今の既存の橋を半分シャットアウトし
て、またこれも壊して架ける。相当狭隘な中でやると
いうことで大変だと思うんですけれども、この狭隘な
中で事故のないように、ぜひ一日も早く完成させるこ
とを希望しておりますので頑張ってください。
　続きまして、３番の農林水産行政についての南大東
の件ですけれども、村のほうからも聞いて、南大東、
北大東というのはもう本当に沖縄県にとりましてサト
ウキビの生産、大型機械化もいち早く進んで――やっ
ぱり天候との闘いなんですよ。南大東の製糖工場の煙
突には「さとうきびは島を守り島は国土を守る」とい
うキャッチフレーズがあって、まさしくそのとおりだ
と思うので、こちらの事業も地権者とかいろいろある
とおっしゃっていましたけれども、ぜひ予算はちゃん
と確保して一日も早く工事が完了するように、ぜひ部
長の意気込みを聞かせてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　議員の御提案の南北
大東島というのは、農業用水が非常に大切な島でござ
います。サトウキビを栽培するに当たって、農業用水
の確保は一番目の重要な課題と思っておりまして、農
林水産部では、南大東島における水源整備の促進を図
るために島内に点在する自然池、これに流入してくる
雨水を活用した取水池の整備を進めているところであ

ります。令和３年度は自然池周辺のボーリング調査並
びに水質調査等実施しておりまして、今後とも早期の
水源確保に向けて全力で取り組んでまいりたいと思い
ます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　よろしくお願いいたします。
　続きまして、知事の基地問題への取組について再質
問させていただきます。
　まず去年、オスプレイ等ヘリを本国へ輸送するため
に那覇軍港に着陸して、輸送艦に乗って移送されたこ
とに対して、軍転協で多分この訓練、この飛行に対し
て抗議したと聞いておりますけれども、その際、どな
たにその要請をしたのかよろしくお願いします。12
月。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　軍転協の要請につきましては、内閣総理大臣、官房
長官、外務大臣、防衛大臣、それから在日米国大使館
に対して要請を行ったところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　この去る訓練、私も地元の人間と
して、50年もやっていない訓練をやったことに対し
て、ましてや那覇市のど真ん中の那覇軍港にオスプレ
イ、ヘリが飛んできて、幾ら人道支援や非戦闘員の退
避ということであっても、ヘリとかオスプレイを使わ
なければ多少はいいのかなと個人的には思っています
けれども、ただやっぱり50年間やってこなかった訓
練を何でやったのかなということも、私個人的には中
国の影響も若干あるのかなということで思っておりま
す。ただ(3)の根拠、主目的が港湾施設、貯油所とい
うことであるんですけれども、訓練をしてはいけない
ということは書かれていないと思うんですね。その辺
の解釈というのをもう一度答弁お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時23分休憩
　　　午後２時24分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長｡
○○知事公室長（金城　賢君）　議員から御質問のある
とおり、県が在日米軍、在沖米軍に対して抗議とか意
見交換をした際に、先方より、政務外交部長からは
５・15メモには港湾施設及び貯油所と記載はされて
いるものの訓練を実施しないとは書いていない、除外
はしていないという説明がございました。
　ただ一方で、県といたしましては、先ほども申し上
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げましたとおり、那覇港湾施設については、５・15
メモに記載しているところの主目的、すなわち港湾施
設及び貯油所という形で運用される必要があるという
こと、それから議員からありましたとおり、戦後50
年間行われてこなかったという状況もございますの
で、県としてはこういった形での今般のような訓練に
ついては断じて容認できないというふうに考えており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　要は、まず最初は抗議ということで
米軍側に申入れしたけれども、抗議は受け付けません
よと。それで意見交換になったということは、米軍側
は別に訓練はやっちゃいけないということは書いてい
ないし、それをという解釈で運用上やられたと。ま
た、日本政府もそのような解釈だったと思うんです
よ。ただ、だからといって中心市街地のど真ん中で、
ましてや那覇空港もそばにある。市街地、密集してい
るところにある中で、何でこんな訓練をやらないとい
けないのか、その理由が見えないんですよ。ですか
ら、抗議するとかそういう問題以前に、そういう人道
的な支援、救出作戦とかであればほかの基地でもでき
る、訓練場でできるんじゃないかという申出も同時に
されたほうがいいと思うんですけれども、知事どうで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、確か
に米軍はこの主目的にかなうという認識、政府もそれ
を追認するというような形でコメントを出しておりま
すが、我々はその５・15メモに書いてある主目的が
港湾機能とそれから貯油施設であるということが書か
れているということを前提に、そのような抗議をして
おります。しかしこの市街地に最も近い港湾で、しか
も多数の飛行機が離発着する那覇空港に近接する場所
で、もしも今後もこの同じような訓練が行われるので
あれば、私は５・15メモを一旦廃止するなり、厳し
い運用を課すなり、もう一度そこに立ち返って、50
年たって初めて訓練が行われるようなそういう事態が
あってはならないということは厳格に求めるべきでは
ないかというように認識しています。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　この訓練に対しては、オスプレイ、
ヘリが使用されて、同じような気持ちではあるんです
けれども、ただやっぱりこの辺のしっかりとした形で
こういう市街地のど真ん中でそのような訓練はやめて
くださいと、中止してくださいと、今後やらないでく
ださいということは、私は別に構わないと思うんで

す。ただ運用上という、米軍側のこの運用というのに
対してなかなか突っ込めない部分はありますので、こ
の辺は――要はコミュニケーションをしっかりして、
那覇軍港ではやらないでくれと。市街地のど真ん中で
はやらないでくれということぐらいは強く強く申入れ
をして、政府にも同様に、ほかの訓練場でもできるで
しょうと、そういう話をしないと訓練したら抗議し
て、知事公室長、軍特委でも同じようなこと、ずっと
何回も繰り返していいかげんにしてくれと。あと事
件・事故の場合はワーキングチームがあるじゃないで
すか。その開催を求めているけれども一切やらない。
要は、そういう普段から私たちは日本政府や米軍に対
して運用の、沖縄県民に被害を被るようなやり方はや
めてくれということを何回も何回も意見書でも抗議文
でもやりましたよね。けれども一向にその後どうなっ
ているか分からない。やっぱりそれをしっかりとした
形で後追いして、このワーキングチームをぜひ開催す
るように努力すべきだと思うんですけれども、どうで
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私たちは県民の生命財産、
安全・安心を一番に考える以上、やはり基地の厳格な
運用を求めるということは、もう最前提であろうと思
います。議員おっしゃるように、やはり市街地に近い
ところでは訓練をするなということもそうですが、他
方で、例えば騒音防止協定ですとか、そのような約束
事があったとしても、その協定すら無視をしていると
いうそういう米軍の行動規範と申しますか、その考え
方はいかがなものかということは、厳しく問わなけれ
ばならないと思います。それは同時に、基地を提供し
ている政府の責任でもありますので、引き続き県民の
そのような命の危険に関わるような訓練はまずやめさ
せることと、そして基地があればどこでもどのような
訓練を行ってもいいというような考え方は持たせない
ような、そういう厳しい条件を課すべきであろうとい
うように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　何年か前に防災訓練の中で、奥武山
運動公園の近くでヘリを使った訓練が――あれはどこ
のヘリだったか、海上保安庁か自衛隊か忘れたんです
けれども――あったんですね。明治橋じゃなくて、手
前のほうの、あそこは南というのかな。あの近辺で
やったときにヘリを使ったんです。でもやっぱりそれ
は防災訓練であったので、誰一人反対する人はいな
かったんですけれども、似たような――距離的にはそ
れほど違わないので、やっぱりこの辺はしっかりとし
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た形で分けて考えないといけないと思うんですけれど
も、絶対ヘリを使った防災訓練は駄目だとかそういう
ことも言えないので、普段から米軍とはコミュニケー
ション取って、何かあってからでは駄目なんですよ。
普段から何らかの形で情報共有するとか、そういうこ
とをやっていくべきだと思うんですけれどもどうで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　まず日本の国内法では、そ
の航空機を使用する場合にはフライトプランを提出し
て、安全運航を確実なものにするということが前提。
これは防災訓練であれ、自衛隊の視察であれ、同じよ
うにそれを提出するということになっております。他
方、米側にはそういう航空法が適用されません。そう
いう運用上の上、せんだっての２月８日の訓練も前日
に、いきなり明日からやるということを通告してきた
わけですよね。つまりコミュニケーションの在り方そ
のものも、軍の運用次第でいかようにでもなるという
考え方そのものがやっぱり間違っているということだ
けはしっかり申し入れないといけないのではないかと
思います。
　しかし、やはり県といたしましては、県民の安全・
安心を最優先に考えるという観点から、防衛省、外務
省を通じた様々なチャンネルを通じて、そのような米
軍に対する要請は重ねていきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　あと、これ以上過剰な訓練が行われ
るようでしたら浦添移設への条件が崩れていくという
新聞報道とかあるんですけれども、知事、那覇市と浦
添市と一度、この件に関して３者で協議して意思統一
すべきだと思うんですよ。なぜかというと、近々移設
協もあるわけですから、ぜひ今回の訓練に関して３者
で話合いを持って、同じテーブルで意見交換をして、
意思統一すべきだと思うんですけれどもどうでしょう
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、その
ような認識を３者で確認したいというように思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　これ以上前提条件が崩れると浦添移
設もないよという記事とか、いろんな声が飛び交って
いるので、その辺を３者の意思統一で方向性を決めて
もらわないと、せっかくずっと移設に関してやってき
た努力が、あっという間に水泡に帰してしまうような
ことがあり得るので、ぜひこの辺は慎重になっていた

だきたいなと思っております。
　ちょっと休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時34分休憩
　　　午後２時34分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○仲村　家治君　那覇軍港の訓練の件はこれで終わり
ます。
　海の安心・安全に関してなんですけれども、まず指
定管理の件で、実はあざまサンサンビーチと宇堅ビー
チの指定管理者が変わるんですよね。それは両者とも
応募していない、手を挙げなかった。それはなぜか。
この２年間のコロナ禍の中で収益がほとんどない。そ
うすると運営をしていけないというのが最大の理由だ
と私は聞いていますけれども、部長はその辺認識して
いますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時35分休憩
　　　午後２時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　今議員からお話のあ
りました宇堅と安座真の指定管理者が次に応募しな
かったということについては、今初めて聞きました。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　去る12月議会で、土木環境委員会
で指定管理の議案が出されて、もう通っているはずな
んですけれどもね。いいですよ。
　この指定管理者の制度、特に海浜公園のビーチ、こ
れまではバーベキューとかいろんな遊具とか貸し出し
て収益を得て、運営をしていくというのが前提らしい
んですけれども、その収益がなくなって人件費が賄え
ないと、そういう状況に陥ってしまったというのが最
大の理由らしいんです。だからといってこの――先ほ
ど現状と課題という話を聞いたんですけれども、ぜひ
この指定管理者の在り方、これは総務部長になるんで
すか。ぜひこの海浜公園、ビーチにおける指定管理者
の中で、ライフセービングの監視員の予算は県が持つ
べきだと私は思っているんです。県に準じて市町村の
海浜公園、パブリックビーチの人たちは同じような指
定管理を受けているんですね。一番最近、令和３年度
第２回、11月10日に首里城公園管理体制構築検討委
員会の中で、「元々指定管理制度は民間活力を利用し
たコストダウンを図れるというメリットがあるが、民
間の活力を利用するにはその代替性がどうしても必要
となってくる。逆に民間の活力を入れるということは
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防災業務のように利益を生まないものについてはコス
トカットの対象になる可能性がある」ということをこ
の検討委員会でなされているんです。ですから、パブ
リックビーチでも同じような安心・安全のコストを管
理者である県が持つべきだと思うんですけれども、こ
の辺は全体的なものですから総務部長になるのかな。
どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　今指定管理の在り方
の中で、基本的な施設の管理運営とは別に、安全・安
心に特化した部分は県直営でというお話だと思います
けれども、この辺に関しましては、今回海浜公園の指
定管理につきましては、管理運営に関する部分は補正
予算を措置する予定ではございますけれども、議員御
提案の件に関してはどのような対応が取れるか、今後
いろんな意見を踏まえて検討していきたいと考えてお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　私、初当選以来今回で質問に８回
立ったんですけれども、毎回この海の安心・安全の質
問をしています。それは私自身が選挙のときにこの安
心・安全を政策の一つとして掲げたんですけれども、
知事も公約の中でライフガード従事者の地位向上とい
うことで掲げていますが、実際次年度予算を計上した
のは県警本部と、文化観光スポーツ部は新規にこの予
算をつけたということです。知事公室、土建部はつい
ていません。公約の中の一つとして、知事はこのマリ
ンレジャーの一環をなす安全・安心に責任を持つべき
だと思うんですけれども、どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時39分休憩
　　　午後２時39分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　土木建築部といたし
ましては、令和４年度の予算措置に関しては、要望は
現状として行っていないというところでございますけ
れども、今後海岸管理者としてどのようなことが対応
できるのかと、その辺も関係部局と調整をしながら、
我々土建部としての役割を確認して、所要額について
もし必要であれば要望していきたいと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　知事、公約でライフガード従事者の
地位向上云々ということを掲げておりますので、代表
質問そして我が会派のみんなが知事の公約で質問をし

ております。去年、水難事故が過去最悪になりまし
た。本部長、去年の実績を教えてもらえますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　令和３年中、県内における水難事故の発生件数、暫
定値でございますが94件でございます。令和２年と
比較いたしまして、９件の増加となっています。内訳
は罹災者数が139人で前年より36人の増加、死者数
が45人で前年より３人の増加、行方不明者はなしで
前年より１人の減少となっています。
　なお、発生件数、罹災者数及び死者数は、過去10
年間で最多となっております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　知事、過去最悪の水難事故があっ
て、また公約の中でそのような海の安全を掲げている
んですけれども、予算が反映されていない。それに対
して今後、さっき土建部とか知事公室とかありました
けれども、それ以外にもし必要があれば今後考えてい
きたいというお話なんですけれども、それはもう知
事、トップリーダーとして指示をすべきじゃないで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　今般は文化観光スポーツ部
の予算でマリンレジャーの魅力向上促進事業、800万
円。これ新規でマリンレジャーの魅力及び質の向上の
ための情報発信、プロモーションなどの予算をまずつ
けさせていただいております。それから、私はマリン
レジャーライフガード従事者の地位向上と支援に取り
組みますという公約を掲げておりまして、まず県警等
関係機関と連携して、水上安全条例の改正に取り組
み、そしてライフガードの地位向上や支援を担う団体
との連携強化を図っていくというようにしております
が、議員御提案のように、やはりこれは沖縄県におけ
る安全・安心の水上レジャーのためには、やはりしっ
かり検討するべき項目であろうと思いますし、この水
難事故もシュノーケリングの際にライフジャケットの
着用等の義務化とかいろいろな意見が寄せられてきて
おります。いろいろなことをやはり安全・安心のため
にどのような計画を立て、どのように予算づけしてい
くかということについてはしっかり考えていきたいと
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　去年は５月から10月まで、沖縄ラ
イフセービング協会の方々が週末だけボランティアで
石垣と本島内の海岸パトロールをしたんですけれど
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も、なかなか人数と、範囲が広いということで、請願
も出ております。ぜひこの協議会、また予算化を目指
して最後に決意をお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　県民、それから観光客、誰
でもが水に親しみ、そして安全・安心に沖縄のよさを
満喫していただくためには、やはりそういう管理体
制、監視体制もしっかりと整えることが重要であろう
ということも含めて、しっかりと検討していきたいと
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　それでは沖縄・自民党会派末松文
信、一般質問を行います。
　まず、１番目の知事の政治姿勢についてであります
けれども、初めに知事は去る２月20日をもって、沖
縄県のまん延防止等重点措置を解除されました。長期
化するコロナ禍で県民の生活習慣も変わりつつありま
す。そのはざまにあってか、気持ちが晴れない日が続
いております。そのような気持ちを払拭し、元気を取
り戻すために知事から力強いメッセージが必要ではな
いでしょうか。例えば、メンソーレおきなわ彩発見、
リッカリッカおきなわ彩発見など発信されてはどうで
しょうか。そして、おきなわ彩発見の予算について
も、思い切って500億円程度の補正予算を組んではど
うでしょうか。
　さて、来る５月15日は、県民の悲願であった本土
復帰から50周年の節目を迎えます。思い起こせば、
当時の軍道１号線、今の国道58号は名護から国頭へ
蔡温松の並木道で風光明媚な海岸線でありました。そ
の海岸線を走る車の砂煙を吸いながら、皆と一緒に沖
縄を返せなどと歌いながら名護から辺戸岬まで行進し
たものであります。たどり着いた辺戸岬は闇に包ま
れ、与論島との中間地点、いわゆる北緯27度線上の
船にかがり火がともされたあの海上集会が走馬灯のよ
うによみがえってまいります。あれから50年余の歳
月を経て、沖縄県は復帰記念国体をはじめ、沖縄国際
海洋博覧会、730交通区分変更、首里城の復元、そし
て沖縄サミットなど数多くのイベントが開催されると
同時に、半世紀に及ぶ沖縄振興計画により、社会資本
の整備や産業経済、医療福祉、人材育成・教育等々、
様々な分野において地域振興策が展開され沖縄の復興
ぶりは隔世の感がいたします。
　そこで伺います。
　(1)、復帰50周年の節目に当たっての施政方針につ

いて。
　昭和47年の復帰から、５次50年にわたる沖縄振興
計画は、その節目節目において振興計画の実施状況と
評価、そして検証を行う中で、常に新しい視点を盛り
込んで計画の進化を図り今日の発展を遂げてまいりま
した。
　そこでア、次期沖縄振興計画の新たな視点について
伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画（案）に
おいては、ＳＤＧｓを取り入れ、現行計画の柱である
経済と社会の２つの基軸に、新たに環境の枠組みを加
え、社会・経済・環境の３つの枠組みに対応する形
で、「誰一人取り残すことのない優しい社会」の形
成、「強くしなやかな自立型経済」の構築、「持続可
能な海洋島しょ圏」の形成の基軸的な３つの基本方向
を示し、各施策を展開することとしております。県民
一人一人をはじめとする社会全体での参画により、社
会・経済・環境の３つの側面が調和した持続可能な沖
縄の発展と誰一人取り残さない社会を目指すととも
に、ウイズコロナの新しい生活様式からポストコロナ
のニューノーマルに適合する安全・安心で幸福が実感
できる島を形成することとしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　私は、新しい視点がどのようなもの
があるかということでお尋ねしておりますけれども、
実は先人たちが沖縄の立ち位置を示した万国津梁の鐘
があります。その万国津梁の鐘に刻印された気概を
持って、今沖縄県南北約400キロ、東西約1000キロ
の琉球弧としての位置にあります。そういう中にあっ
て、やっぱり新しい振計をつくる中で新たな視点、政
策がないか伺ったところであります。
　ここで知事からのコメントがあれば伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　次期沖縄振興計画は、国も
目指しております2050年のカーボンニュートラルの
ための技術を開発していく大事な10年になるであろ
うと思います。そのために社会と経済に環境を加え
て、その技術を革新させていくことによって、島嶼型
のエネルギー、自前のエネルギーをつくり出してい
く、それがひいては沖縄から島嶼でつながれる島々、
国々にもその技術を波及させていくことの大きなかけ
橋にもなると思います。ですから、これからは再生可
能エネルギーがまさに万国津梁となって、様々な地域
へと沖縄から発信していける、そういう基盤をつくっ
てまいりたいというように考えています。



– 243 –

○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ありがとうございます。
　岸田総理はこういうことを言っております。強い沖
縄経済をつくると言っております。その中で従来の発
想にとらわれない戦略の策定に向けて、３月31日ま
で内閣府の特設サイトで国民のアイデアを募集すると
しております。そういった中で、これからの沖縄の在
り方について、いろいろと議論されると思いますけれ
ども、このような視点についてどのように思います
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画にあって
は、経済の自立的発展に向けて様々な取組を進めてい
くこととしております。ＤＸを活用した高付加価値
化、高度化、域内循環率を高めるための取組も進めて
いくこととしております。
　内閣府のほうで収集したデータについては共有させ
ていただいた上で、県の取組にも反映していきたいと
いうふうに考えます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ありがとうございます。よろしくお
願いいたします。
　それでは次にイ、離島・北部地域の条件不利性の解
消に向けた具体的な取組について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　県では、離島・過疎地域
の振興を最重要課題と位置づけ、定住条件の整備と地
域の特色を生かした産業の振興を図ってきたところで
あります。今後も、県過疎方針や新たな離島振興計画
を策定し、関係市町村と連携しながら、農地・漁港な
どの産業基盤の整備や農林水産物の出荷コストの負担
軽減、道路・情報通信・再生可能エネルギーなどの社
会インフラの整備に取り組むほか、条件不利性を軽減
できるＩＣＴ等活用した遠隔教育・遠隔医療の推進、
スマート農業等の産業振興、ＡＩによる高齢者等の見
守りなど、離島・過疎地域の持続的発展に必要な諸施
策を推進してまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ありがとうございます。
　ここで１つだけお尋ねしたいんですけれども、離島
における農産物の輸送コスト、これについての助成制
度、今でもあるわけでありますけれども、今後どのよ
うな対応をされるのか、取組姿勢についてお尋ねしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　令和４年度からの農

林水産物条件不利性解消事業では、１つに、鹿児島県
との生産者、同じ競争条件で、首都圏などの大消費地
における農林水産物の販売促進を図るため、地理的不
利性から生じる物流コストの差額を改善するととも
に、２つ目に、北部・離島地域における均衡ある持続
可能な農林水産物の振興に寄与するため、県内外の出
荷に係る輸送コストの負担軽減が図られるよう準備を
進めているところであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　郵便料金を考えてみますと、全国一
律で郵便料金があります。それと同じとは言いません
けれども、沖縄県内で生産される農産物について、そ
ういった視点で検討することはございませんか、伺い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時55分休憩
　　　午後２時56分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　令和４年度から始ま
ります農林水産物の条件不利性解消事業の中では、北
部・離島に限った事業メニューを加えておりまして、
その中では離島――宮古、八重山もしくは離島からの
それぞれのコストに応じた補塡をしておりますので、
均一ということにはなりませんけれども、負担軽減に
はつながるかなと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　離島の農家では、これが一番大事な
ように伺っておりますので、引き続きまたよろしくお
願いしたいというふうに思います。
　次にウ、知事は普天間飛行場の辺野古移設に反対す
る理由として、県民投票や知事選挙において反対の民
意が示されたからと繰り返し答弁しておりますが、そ
の考えは今も変わりませんか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　知事は辺野古に新基地は造らせないという公約を掲
げて当選をし、多くの県民の負託を受けております。
また平成31年２月に辺野古埋立てに絞って実施され
た県民投票では、投票総数の７割を超える圧倒的多数
の辺野古埋立てに反対する県民の民意が明確に示され
ました。
　県としましては、今後とも県民投票で示された民意
に応え、辺野古に新基地は造らせないとの知事公約の
実現に向けて全力で取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
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○○末松　文信君　それでは伺いますけれども、民意は
選挙によって示されると思いますけれども、そういう
理解でよろしいでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時57分休憩
　　　午後２時57分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　そのように理解をして
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ところで、令和３年10月30日の衆
議院総選挙、沖縄選挙区では自民党が公認し公明党が
推薦した保守中道の候補者が、玉城デニー知事をは
じめオール沖縄と称する団体が支持した候補者に対
し、３万5571票の差をつけております。また、名護
市辺野古が選挙区である第３区では、島尻安伊子候補
が7214票の差をもって勝利しております。さらに去
る１月23日の名護市長選挙では、渡具知武豊市長が
5085票の大差をもって当選いたしました。
　知事はこの民意を尊重されますか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　選挙の結果、民意が示され
たということについては、当然尊重されるものと思い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ありがとうございます。
　知事がこの選挙における民意を尊重されるというの
であれば、ＳＡＣＯ合意に基づく普天間飛行場の辺野
古移設を加速させ、一日も早い普天間の危険性を除去
し、予定されている嘉手納以南の返還を着実に実施す
るとともに、復帰50周年の節目にあって、米軍基地
のみならず、自衛隊基地も含め沖縄における基地の在
り方について新たな方向性を示すべきと思いますけれ
ども、知事の御所見を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　まずＳＡＣＯ合意について
は、辺野古に新基地を造る新たな機能を付け加える形
で建設を進められ、そのことについても私たちは反対
をしております。普天間飛行場の一日も早い危険性の
除去という原点に立ち戻り、軟弱地盤の存在で変更承
認申請も公有水面埋立法に照らして厳正に審査をした
結果、不承認となっております。そのように時間がか
かる工事ではなく、一日も早い危険性の除去を目指す
べきであり、またそのほかの米軍基地におかれても速
やかに移設され、現在の土地が返還されるというこ

と、これは政府に対しても一日も早くその実現を目指
していただきたいということを望みます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　いや知事、先ほど衆議院選挙第３
区、名護市長選挙の結果について尊重されると言うか
ら、私伺っているんです。もう一度お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　選挙においては、様々な争
点によって有権者の判断が出るのであろうというよ
うに思います。他方で、辺野古埋立ての一つの課題
に絞った県民投票では、52％の投票率でその52％を
100と例えた場合、72％の方が反対という結果を出
しておりますので、それはそれの結果としてしっかり
受け止め、そしてそのほかの選挙におかれては、それ
ぞれの候補者が掲げた公約で有権者が判断をされたと
いうことであろうというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　時間があまりありませんけれども、
知事、直近の民意というのはどこにあるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時１分休憩
　　　午後３時１分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　それぞれの選挙では候補者
がそれぞれ、御自身が争点とするものを掲げて選挙を
行ったものというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ですから皆さんが支持した辺野古反
対の候補者が敗北したわけです。これは民意というの
は、今辺野古を進めるということが民意になっている
わけです。これは何で知事、尊重すると言いながらそ
ういう言い方をされるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　繰り返しになりますが、そ
れぞれの選挙区においては、有権者がその候補者の訴
える争点のどれを重視して投票したかということに
よって、その結果が表れると思います。もし辺野古の
点についてあえて申し上げるとすれば、３区、４区の
候補者はそのような結果になりましたし、１区、２区
の候補者はそのような結果になりましたというよう
に、考え方によってはどれが争点であったかというこ
とについてのそれぞれの地域での訴えによって結果が
異なっているということだろうと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　争点がいろいろあるということであ
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れば、そんな反対が最大の争点なんて言わないほうが
いいんじゃないですか。
　それでは、次に行きます。
　私は、沖縄における基地問題、とりわけ普天間飛行
場の辺野古移設については、移設先地域の負担を最小
限にとどめ、代替施設を辺野古に整備し移設すること
によって、普天間飛行場の危険性を除去するととも
に、沖縄における米軍基地の整理縮小と返還跡地の利
用促進による社会資本の整備、そして企業誘致による
経済効果や雇用の創出、加えて移設先地域の振興を図
るなど、沖縄における米軍基地の長い歴史と多様性の
中で推移してきたものと認識しております。知事は、
沖縄における米軍基地の整理縮小についてもしっかり
とした計画を持って進めるべきだと思います。知事は
自らの意思も示さず、日米両政府頼みでは到底解決で
きる事案ではないと思います。知事が他力本願で受け
身の姿勢である以上、知事自ら米軍に対し提供施設の
運用を安易に許容しているように思います。指摘し
て、この件は終わります。
　次に、知事の公約について伺う前に、２、我が党の
代表質問との関連で確認しておくことがありますの
で、よろしくお願いいたします。
　知事の公約の実績についてでありますけれども、我
が党の新垣新議員の代表質問で、企画部長は議会を空
転させる中で、議論を尽くし整理した上で、291の施
策のうち、５つの施策を完了、280の施策は推進中、
そして６つの施策は着手していると答弁しておりま
す。にもかかわらず、知事はその後の与党からの質問
に対し、291の公約全て着手しましたと答弁しており
ます。知事答弁の真意について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時５分休憩
　　　午後３時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　県では、知事公約に掲げ
られた291の施策全てに着手し、取組を進めていると
ころでございます。
○○末松　文信君　休憩してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時６分休憩
　　　午後３時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（宮城　力君）　知事が公約として掲げた
291の個別施策、全てに着手しておりまして、そのう
ち５施策については一部完了し継続して取組を推進

中、280施策は取組を推進中、６施策は取組に着手と
なっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時７分休憩
　　　午後３時７分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（宮城　力君）　291の施策に全て着手
し、取組を進めておるというところで、先ほど答弁し
ました291の全てに着手していて、５施策については
一部完了して継続して取組を推進中、280施策は取組
を推進中、６施策は取組に着手ということで、全て着
手しているという意味では同様のものと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　それでは部長、用語の定義ですけれ
ども、完了とは何ですか。着手とは、そして推進中と
はそれぞれどのような状況を示しますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時８分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　公約の中で公表しており
ます資料においては、琉球歴史文化の日の制定という
公約については、これを制定し、それ自体は完了し
て、その後も継続して取組を推進しているもの、それ
から推進中、着手して取組を進めているもの、それか
ら着手は事業実施には至らないが、情報収集、検討、
要請等を実施する等して個別施策の実現に向けた何ら
かの取組に着手しているものというふうに整理してい
るところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　そういうことであれば、全て着手し
ているということで、何か完了が幾つだとかいう話は
全く問題ないんじゃないですか。全て施行している。
もう一遍言ってください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時10分休憩
　　　午後３時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　公約ございます。全てに
何らかの予算が関わっているとは思いますが、例えば
人件費に係るもの、事業予算とかではなくて、必ずし
も全てが何らかの事業費予算を伴うものではないと考
えます。例えば何らかの要請を行うとか、そういうも
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のについては、何々事業費予算を組むというところと
は少し差異があるのかなというふうにも考えます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　視点を変えてお尋ねしますけれど
も、その着手していない公約はないんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　繰り返しになりますが、
291全てにおいて着手しているというふうに考えてお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　これ以上やっても平行線のようです
から終わります。
　次に、知事の公約について、北部医療センター整備
に向けた取組状況について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　公立沖縄北部医療
センターにつきましては、現在整備基本計画のパブ
リックコメントを実施しており、今後整備協議会での
協議を経て、３月末には基本計画を策定することとし
ております。また令和４年度は、基本設計及び北部医
療センターの設置主体となる一部事務組合の設置など
に取り組むこととしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ありがとうございます。
　北部医療センターの整備については、地域住民への
説明会など尽力いただいていることに対し、敬意を表
したいと思います。
　供用開始が当初計画より１年半ほど延びたことは残
念でありますけれども、最新の機能を備えた医療セン
ターの完成を一日千秋の思いで待っている名護・やん
ばる住民の期待に応えていただきたいと、このように
思いますが、その姿勢について伺いたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　北部圏域における
医療体制の充実のためには、どうしても公立沖縄北部
医療センターの設置が必要だというふうに考えており
ます。スケジュールについては、若干の延長もするこ
とになっておりますが、しっかりと安全・安心にのっ
とった計画を立てて進めていきたいと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ありがとうございます。よろしくお
願いいたします。
　それでは次に、県立名護高等学校への中高一貫校設
置について取組状況を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。

○○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　名護高校への中高一貫教育校の設置につきまして
は、令和３年８月の教育委員会会議において校名を県
立名護高等学校附属桜中学校に決定し、今回の議会に
設置に係る条例案を提出しているところでございま
す。次年度、令和４年度は校舎等の施設整備、また地
域への周知、入学者の募集・決定などを行い、令和５
年度の開校に向けてしっかり取り組んでいきたいと思
います。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　教育長におかれても、御尽力いただ
いて大変ありがとうございます。
　来年の開校に向けてということでありまして、今後
の生徒の募集とかそういった現在の取組について少し
教えていただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　まず条例が通りましたら、
３月末には学校説明会を開催いたしまして、設置基本
方針の概要ですとか開校までのスケジュール、または
県立中学校入学者決定に関することについて説明をし
ていきたいと思っています。４月からは、教育課程・
教育方針の検討を行いまして、また募集要項を発表す
る９月以降には改めて学校説明会を開催して、しっか
り地域の方また県民含めて説明したいと思います。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ありがとうございます。よろしくお
願いいたします。
　次にウ、やんばるの森・いのちの水基金の創設に向
けての取組について。
　知事は４年前の就任の際、「命の水、やんばるの森
と海を守り、未来へつなぐために、自然保護への啓発
や、県民運動を通じた「やんばるの森・いのちの水基
金」の創設に取り組む」ほか、世界自然遺産の登録を
目指すとしておりました。今度の施政方針では、「い
のちの水を守る取組」に書き換えられております。期
待していた基金の創設はほごにされるのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　県では、水源地域に対す
る理解の促進と地域の振興を図るため、平成30年度
まで実施してきた北部地域の水源涵養機能維持を目的
とする1000万円の事業に加えまして、知事が就任後
の令和元年度から、ヤンバルの環境保全対策や水源地
域の振興に関する事業を新設し、やんばるの森・いの
ちの水事業として総額3000万円の助成事業を実施し



– 247 –

ておるところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　いや私は、知事はやっぱりゆかりの
地、伊江島、やんばるということで、やんばるにかけ
る思いはすごいなと当初思っておりました。今、答弁
がありますように3000万ぐらいでお茶を濁すようで
は、こんな大上段に構えて言う必要なかったんじゃな
いですか。知事もう一度、伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　まず沖縄県、様々な関係団
体、そして何よりも北部地域の方々、ヤンバル地域の
方々の御尽力により、世界自然遺産登録が実現できた
ということは非常に大きな第一歩だと思います。他方
で、やんばるの森・いのちの水基金についても、先ほ
ど部長から答弁がありましたとおり、まずその北部地
域の水源涵養機能維持を目的とする1000万円の事業
に加えまして、令和元年度から、まずその水源地域の
振興に関する事業、私の公約の中にも自然保護への啓
蒙、県民運動を通じたというそういう運動につなげ
ていかないといけないということもありまして、約
3000万円助成事業を実施しようということにしてい
るものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　知事、情けないですよ。いのちの水
基金の創設というのは、やんばる世界自然遺産登録と
相まって、今後の北部振興に欠かせない重要な役割を
担う基金として期待しておりました。恐らくは、僕は
桁違いじゃないかなと思って、300億円ぐらいの基金
を創設するのではないかというふうに考えておりまし
たけれども、何とこれ3000万ですか。これでやんば
る全域をカバーされるんですか。もう一度答弁してく
ださい。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時18分休憩
　　　午後３時18分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　先ほど申しました、やん
ばるの森・いのちの水事業でございます。新たに水源
地域の振興に関する事業、それから環境保全対策を加
えたところでございます。それまで水源涵養の機能維
持としましては、国頭村、東村、大宜味村、あと水源
地域として、名護市、金武町、宜野座村等、100万を
満たないという事業規模でもございましたが、事業規
模を拡大したことによって、数百万単位で事業実施し
ているというところでございます。加えて今、水源地

域から様々な御要望を承っているところでございまし
て、それぞれの地域の課題に対して県としてどのよう
な対応ができるのか、令和２年以来、トータルで17
か所、意見交換を進めているところでございます。今
後も取組を進めていきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　しっかりやってください。こんなお
茶濁されたらやんばるはたまったものじゃないです。
　それでは次に移ります。
　沖縄本島縦貫鉄軌道整備の進捗状況について伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　鉄軌道の導入は、県土の
均衡ある発展、県民をはじめ観光客も含めた移動利便
性の向上、自家用車から公共交通の転換による交通渋
滞の緩和、それに伴う温室効果ガス排出量の低減が図
られることになります。鉄軌道の導入実現に向けて
は、持続的運営を可能とする特例制度の創設が不可欠
であると考えております。そのため、令和４年度に復
帰50周年事業に位置づけ、鉄軌道の導入効果を広く
県民に周知し、期成会設立に向け、県民一丸となって
機運醸成を図り、国に対して特例制度の創設を求め、
鉄軌道の導入実現に向けて取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ありがとうございます。
　それでは、あらゆる方向から検討は進められている
ようでありますけれども、先日、沖縄振興特別措置法
の鉄軌道に関する文言の変更を要請したようでありま
すけれども、その後の状況について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　県では、鉄軌道の導入に
向けた取組の進展を図るため、国に対し制度提言を
行ってまいりました。２月８日に閣議決定されました
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案、これで
は鉄軌道に係る条項の改正は盛り込まれず、現行の条
文のままとなっております。そのため、２月16日に
謝花副知事が上京し、県選出国会議員と沖縄振興特別
措置法の鉄軌道に係る条文について意見を交わしたと
ころでございます。
　県としましては、今国会において鉄軌道に関する議
論が活発に行われるよう、働きかけていきたいと考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　今の件で謝花副知事、コメントない
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
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○○副知事（謝花喜一郎君）　ただいま企画部長から答
弁がありましたように、我々制度要望としていろいろ
要求しておりましたけれども、本当に２月８日の国の
特別措置法の案は、ほぼほぼ県の要望を取り入れた形
になってございました。ただ鉄軌道につきましては、
10年前、本当にこれも超党派でいろいろ御議論いた
だいて盛り込んでいただいたということで、この点に
ついては大変感謝をしているところでございますけれ
ども、その規定に基づきまして、調査、これは国も
県もそれぞれ行ったところでございます。今後10年
間、さらにまた同様な文言だった場合に、県民の悲願
であります鉄軌道が果たしてできるのかということ
が、大変多くの県民が不安になるのではないかという
ことで、率直な意見交換などをさせていただいたとこ
ろでございます。まずは県選出国会議員の方々に、与
野党問わず、これは超党派的に取り組んでいただきた
いということで、確保ができている段階ではございま
すけれども、ぜひ県民の思いとして受け止めていただ
きたいという趣旨で意見交換をさせていただいたとこ
ろでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　大変、重要な視点だったと思います
ので、引き続き努力していただきたいというふうに思
います。
　それでは、先にオの前にキについて伺います。
　宮古島の事例で恐縮ですけれども、来間大橋、池間
大橋及び伊良部大橋、それぞれの島の人口と橋の長
さ、総事業費及び費用対効果について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　伊良部大橋は、本橋
部の橋長が約3.5キロメートル、総事業費が約400億
円、費用便益比が2.08となっております。池間大橋
は、橋長が約1.4キロメートル、総事業費が約99億円
となっております。また、島の人口については、令和
３年３月の離島関係資料によりますと、伊良部島が
5053人、池間島が555人となっております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　来間大橋の件を説明
いたします。
　宮古島市道来間大橋線の一部である来間大橋は、県
営一般農道整備事業来間地区として昭和61年度から
平成６年度にかけて整備をされたものであります。
平成６年度の開通時の島民人口は167人、農道延長
3923メートルのうち、橋梁部が1690メートルとなっ
ております。総事業費は地区全体で約92億円、橋梁

部で約82億円で、最終事業費に対する費用対効果は
1.00となっております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ありがとうございました。
　なぜそれを先に聞くかといいますと、私先日宮古島
へ行ったときに、この３つの橋を見てまいりました。
なぜ宮古島にあれだけの橋ができて、伊平屋・伊是名
架橋はできないのかというふうなことがあったもので
すから、お尋ねしたところであります。
　それで伺います。
　オ、伊平屋空港の整備促進に向けた取組について伺
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　伊平屋空港につきま
しては、就航見込みのある航空会社との意見交換や、
需要予測などの確認・検証及び関係機関との調整に取
り組んでいるところであります。引き続き、意向取付
けや需要予測、費用対効果の確保など、事業化の課題
解決に向け、伊平屋村、伊是名村と連携し早期事業化
に向け取り組んでいきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　次に、伊平屋・伊是名架橋の整備促
進に向けた取組について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　伊平屋・伊是名架橋
については、平成23年度に整備の可能性調査を実施
しており、技術上及び環境上の課題や膨大な予算の確
保など、解決すべき課題が多いことが明らかとなって
おります。このため、環境影響の回避・低減、建設工
事費の縮減等について調査を進める必要があり、今年
度は環境調査を実施しております。今後は土質ボーリ
ング調査を行うなど、課題克服の可能性について引き
続き調査研究に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ありがとうございました。
　今の伊平屋村と伊是名村は、かつて第二尚氏琉球王
統410年の歴史の中で、王朝直轄の島、島尻郡伊平屋
村として統治されていたとあって、住民は尚円王金丸
の誕生の地として誇りを持って、イヒャジューテーに
象徴されるように、訪れる人々をもてなし、交流の輪
を広げ信頼を深める中で、島チャビ、離島苦を克服し
て島おこしをすると同時に、人材を育み、政治・経
済・教育・文化等、様々な分野において人材を輩出
し、沖縄県発展にも貢献してきたものと自負しており
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ます。今、両村の悲願は、伊平屋空港と伊平屋・伊是
名架橋を整備し、両村を一体的に地域振興を図ること
にあると考えております。両村から、長年にわたり何
回となく要請を受ける中で、架橋の整備促進海上大会
も開催されるなど、伊平屋空港及び伊平屋・伊是名架
橋の整備にかける両村の思いは頂点に達しているもの
と思います。いま一度、宮古島の例に倣いつつ、研究
を重ねていただき道を開いて実現していただきたいと
思いますけれども、知事の御所見を伺いたいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほど部長から両方答弁が
ありました。空港に向けても、それから伊平屋・伊是
名架橋に向けても、累次の意向の取付けですとか、費
用対効果の確保など、あるいは環境調査なども実施し
ておりまして、特に架橋については、土質ボーリング
調査を行うなど課題の克服の可能性もまた引き続き調
査をしていきたいと思いますので、さらなるそのよう
な関係者の方々の協力も得ながら、取組を進められる
よう図りたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ありがとうございます。
　土建部長、この件について何かビー・バイ・シーを
１にするというのは大変厳しいように思います。新た
な視点を盛り込まないと、どうもそうならないような
感じがしてならないんですけれどもどうなんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　一般的に、道路にお
ける費用対効果の便益マニュアルというのがございま
して、その中では、走行経費の低減ですとか、あるい
は交通事故の減少、時間短縮とこういった主に３便益
と言われるものでベネフィットをカウントしていると
ころですが、議員御提案のとおり、離島に関する特殊
事情とかそういったもの、新たな視点で何か我々も知
恵を絞りながら、どういった観点で費用対効果の効果
の部分を見出していくのか、これはぜひ我々としても
研究が必要だというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ありがとうございます。
　離島と言えばやっぱり海洋国家である我々、特に島
嶼県においては、海洋資源を確保するために――４海
里でしたか８海里でしたかありますよね。そういった
離島の特殊事情というのを加味する、そういう係数を
かけるということはあり得ないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　議員御提案の件に関

しては今即答するのは厳しいんですが、我々も先ほど
申したとおり、どういった方法があるか、例えば飛行
機に乗ると船よりは欠航率がよくなるよねとか、ある
いは、フェリーのときよりはある程度自由に時間を選
んで飛行機に乗る利便性が向上するとか、様々な観点
があると思います。そういったものをやはり先ほど申
し上げたとおり知恵を出しながら、どういった視点で
新たな便益をカウントできるかというのは、まさにこ
れからも調査研究していきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　よろしくお願いします。
　前回の仲里全孝議員の質問に副知事が新たな答弁を
するということで期待していましたけれども、出てこ
ないので、全孝さんに任せます。
　それでは最後に、この時期になりますと出船入り
船、悲喜こもごもでありますけれども、謝花喜一郎副
知事におかれましては、企画部長、知事公室長、副知
事を歴任されて、県政の中枢で御活躍をいただいてい
ることに対して、衷心より敬意を表する次第でありま
す。また、やんばる・今帰仁村出身とあって、やんば
るの振興発展には特にお気遣いいただいたものと思っ
ております。どうぞこれからもよろしくお願いを申し
上げます。
　そして、大城玲子保健医療部長におかれましては、
コロナ禍における御奮闘ぶりに心から敬意を表しま
す。特に名護・やんばる地域の悲願であった北部医療
センターの整備に向けた尽力を賜り、令和10年度初
頭に供用開始のめどをつけていただいたことについ
て、感謝を申し上げます。
　金城弘昌教育長におかれましては、県政全般におい
て尽力を賜り、感謝を申し上げます。特に、教育委員
会において御苦労も多かったと思いますけれども、懸
案だった名護高等学校附属桜中学校の開校を来年にめ
どをつけていただいたことに対して、心から感謝を申
し上げます。
　ありがとうございました。
　いずれにいたしましても、やんばる地域の定住条件
の整備であり、今後の北部地域に大きく寄与するもの
と確信しております。衷心より感謝を申し上げる次第
であります。どうぞ新任地でのますますの御活躍と県
勢発展に引き続き御尽力賜りますようよろしくお願い
申し上げまして、私の一般質問を終わります。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時34分休憩
　　　午後３時55分再開
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○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　仲里全孝君。
　　　〔仲里全孝君登壇〕
○○仲里　全孝君　皆さん、こんにちは。
　自民党会派の仲里全孝でございます。
　通告した一般質問を行います。
　１、辺野古暫定基地建設、変更承認申請の不承認処
分について。
　沖縄防衛局から提出された変更承認申請に対し、県
は昨年11月25日に不承認としたが、下記のとおり知
事の考え方を伺う。
　(1)、沖縄防衛局は不承認処分の取消しを求め国土
交通大臣に審査請求を行っているが、今後の見通しを
伺う。
　(2)、沖縄防衛局の審査請求が容認され、不承認処
分が取り消された場合、県としては再度訴訟を提起す
る考えなのか伺う。
　２、北部基幹病院（公立北部医療センター）の整備
について。
　県、北部12市町村、北部地区医師会は、令和２年
７月28日、県立北部病院と北部地区医師会病院を統
合し、新たに北部基幹病院を整備することに合意しま
した。下記のとおり県の考え方を伺う。
　(1)、令和３年度中に策定予定の基本計画につい
て、進捗を伺う。
　(2)、開院時期はいつか伺う。
　３、密漁等漁業関係法令違反について。
　海上保安庁によると、2021年の密漁等漁業関係法
令違反の送検は2114件で、昨年度より25件増えたと
の報道がありました。下記のとおり知事の考え方を伺
う。
　(1)、沖縄県での密漁等漁業関係法令違反件数を伺
う。各市町村から改善対策などで要望等が届いている
と思うが、県の対応を伺う。
　(2)、沖縄県での密漁等漁業関係法令違反の内容・
検挙状況を市町村別に伺う。
　(3)、沖縄県での密漁防止対策状況を市町村別に伺
う。
　４、河川・閉塞問題について。
　沖縄県の河川・閉塞対策について、下記のとおり知
事の考えを伺う。
　(1)、河川・閉塞が問題となっている箇所は県内全
域で何か所あるか伺う。
　(2)、各市町村から改善対策などの要望が届いてい
ると思うが、県の対応を伺う。

　５、具志川職業能力開発校の施設管理について。
　(1)、具志川職業能力開発校の造園科から、屋外技
能検定試験会場設置の要望があります。対応につい
て、県の考えを伺う。
　６、我が党の代表質問との関連について。
　我が党関連質問について、呉屋宏県議の代表質問の
中の１、知事の政治姿勢について(10)、病院事業局長
の留任方針再考について伺います。再考を求める要望
書を県へ提出とあるが、宛先、受理者はどこか伺いま
す。要望書の内容等を伺います。この件について、病
院事業局長がなぜ答弁するのか伺う。
　５、離島過疎地域の課題解決の推進について(4)、
高校の定員割れについて伺います。教育長の答弁で
は、特色ある学校づくり、地域と連携するとのことだ
が内容を伺う。
　(9)、伊平屋空港の早期建設と伊平屋・伊是名架橋
の整備について。ボーリング等調査に取り組んでいる
ということでしたが、調査内容を伺います。
　答弁を聞いて再質問を行います。よろしくお願いし
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　仲里全孝議員の御質問にお
答えいたします。
　６、我が党の代表質問との関連についての御質問の
中の(1)のイ、要望書の内容等についてお答えいたし
ます。
　２月14日に沖縄県公務員医師会及び県立６病院長
から私、知事宛てに要望書の提出がありました。公務
員医師会の要望書については、病院事業局長の人事を
検討するにおいては、知事に病院現場との意見交換の
機会を設けること及び中部病院のクラスターに関する
病院事業局の一連の対応や見解について会員に不信感
があり、局長人事を再考することを求めております。
県立６病院長の要望書については、報道では局長の留
任を再考するよう求めているとありましたが、その内
容の趣旨としては、局長人事を検討するにおいては、
知事に病院現場との意見交換の機会を求めるものと
なっておりました。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　１、辺野古暫定基地
建設、変更承認申請の不承認処分について(1)、審査
請求の今後の見通し等についてお答えいたします。
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　県が普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面
埋立変更承認申請を不承認処分としたことについて、
沖縄防衛局は、行政不服審査法及び地方自治法に基づ
く審査請求を行っております。県は、審査請求に対す
る弁明書を令和４年１月６日に国土交通省へ提出して
おります。その後、沖縄防衛局から反論書が提出され
たことから、２月７日に意見書を提出したところであ
ります。
　県としては、引き続き、行政不服審査法等に基づき
適切に対応してまいります。
　同じく１の(2)、不承認処分が取り消された場合の
対応についてお答えいたします。
　県では、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変
更承認申請書について、厳正に審査した結果、公有水
面埋立法の要件に適合しないと認められることや埋立
ての必要性について合理性があるとは認められない
ことなどと判断し、昨年11月に不承認とする処分を
行ったものであります。一方、沖縄防衛局は、県の不
承認処分に対して、昨年12月、国土交通大臣に行政
不服審査法及び地方自治法に基づく審査請求を行って
おります。県は、公有水面埋立法に基づき適正に判断
したことを、行政不服審査法の手続においても繰り返
し主張しているところであり、訴訟に対する対応につ
いては、答弁を差し控えさせていただきます。
　次に４、河川・閉塞問題について(1)、県内河川に
おける河口閉塞の箇所についてお答えします。
　県管理の２級河川については、河口閉塞による流水
の正常な機能の維持や水質悪化が問題となっている河
川はありません。また、市町村管理の普通河川につい
ては、大宜味村２か所と南城市３か所の計５か所につ
いて河口閉塞の改善要望があります。
　同じく４の(2)、各市町村からの改善対策の要望に
ついてお答えいたします。
　準用河川及び普通河川については、市町村が管理し
必要な整備を行うこととなっており、県としては、意
見交換しながら技術的な支援や事業化に向けた協力を
行っていきたいと考えております。また、令和２年度
から市町村管理河川の河口閉塞にも活用できる起債事
業が創設されており、令和３年度から南城市と八重瀬
町、令和４年度から大宜味村が事業実施予定となって
おります。引き続き、起債事業の活用について市町村
へ周知してまいります。
　次に６、我が党の代表質問との関連について(3)、
伊平屋・伊是名架橋の調査内容についてお答えいたし
ます。
　伊平屋・伊是名架橋の整備については、多くの課題

が明らかとなっており、これまで、建設工事費の縮減
等について、調査研究に取り組んでおります。建設工
事費の精度向上を目的として、令和３年度は、サンゴ
分布調査や潮流調査・潮流シミュレーション等、環境
影響の回避・低減に向けた調査を実施しております。
令和４年度には、地質や強度を把握するため、伊平屋
島側の海域において土質ボーリング調査を予定してお
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　２、北部基幹病院
（公立北部医療センター）の整備についての御質問
の中の(1)、基本計画の進捗についてお答えいたしま
す。
　公立沖縄北部医療センター整備基本計画について
は、現在、パブリックコメントを実施しており、今
後、整備協議会での協議を経て、３月末に基本計画を
策定することとしております。
　同じく２の(2)、開院時期についてお答えいたしま
す。
　公立沖縄北部医療センターの開院時期につきまして
は、敷地の土壌汚染調査と施設の解体撤去に約１年か
かること、450床規模の病院の実施設計に約１年６か
月を要すること、災害拠点病院として免震構造を採用
することなど、地域住民の安心・安全のための対策に
取り組むため、令和８年度中旬から令和10年度当初
に変更したところであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　３、密漁等漁業関係
法令違反についての(1)、密漁の件数と市町村からの
要請についてお答えいたします。
　本島北部地域を中心に発生している密漁につきまし
ては、県としましても、大きな問題として認識してお
ります。国頭漁協からは、海上保安庁等へ通報した密
漁の件数として、令和元年20件、令和２年28件、令
和３年16件の報告を受けております。このような状
況を踏まえ、１月24日には、北部市町村会から、水
産資源の沿岸密漁対策に係る要請を受けたところで
す。
　県としましては、関係漁業団体や捜査関係機関との
連携を強化していきたいと考えております。
　同じく３の(2)、密漁等漁業関係法令違反の内容・
検挙状況についてお答えいたします。
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　第11管区海上保安本部によると、県内における水
産動植物の採捕に係る漁業関係法令違反の送致件数
は、平成30年26件、令和元年32件、令和２年41件と
なっております。令和２年の地域別の件数につきまし
ては、本島北部18件、中部８件、南部６件、先島９
件となっております。また、その内容については、漁
業権侵害が32件、禁止期間の違反等の漁業調整規則
違反が33件となっております。
　同じく３の(3)、密漁防止対策の状況についてお答
えいたします。
　県では、密漁防止対策として、沖縄県警、第11管
区海上保安本部及び関係漁業団体と連携し、巡視活動
等を行っております。令和２年６月には、海上保安庁
及び沖縄県警とともに大規模な合同密漁取締りを実施
するなど、対応を強化してきたところであります。ま
た、泊市場をはじめとする県内の卸売市場や飲食店等
に対し、違法に採捕された漁獲物の流通防止について
協力を求めるとともに、一般に対し漁業関係法令の周
知を図ってきたところです。
　県としましては、引き続き捜査関係機関及び水産関
係団体等と連携し、密漁防止対策に取り組んでまいり
ます。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　５、具志川職業能力
開発校の施設管理についての(1)、屋外技能検定試験
会場の設置についてお答えいたします。
　日本造園組合連合会沖縄県支部及び沖縄県職業能力
開発協会から具志川職業能力開発校に対し、同試験会
場の設置について要望があります。要望のある常設の
屋根付試験会場を設置した場合、本来の訓練生が行う
農業実習に当たって、日光が遮られ野菜等生産物の生
育に影響を与えるなど、訓練に支障があるものと考え
ます。
　県としましては、同試験会場の確保など、技能検定
試験の円滑な実施に向け、今後、造園組合及び職業能
力開発協会と意見交換を行ってまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　６、我が党の代表
質問との関連についての御質問の中の(1)のア、要望
書の宛先及び受理者についてお答えいたします。
　沖縄県公務員医師会及び県立６病院長から提出され
た要望書の宛先は、玉城知事宛てとなっております。

要望書については、沖縄県公務員医師会及び県立６病
院長から提出されたものであり、それぞれの要望書の
趣旨を確認する必要があったことから病院事業局で受
理したところであります。
　同じく６の(1)ウ、局長人事を病院事業局長が答弁
することについてお答えいたします。
　今回の要望書が、沖縄県公務員医師会及び県立６病
院長から提出されたものであったため、それぞれの要
望書の趣旨を確認し、代表質問で御説明申し上げたと
ころです。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　６、我が党の代表質問との
関連についての御質問の中の(2)、特色ある学校づく
りと地域連携についてお答えします。
　県教育委員会では、これまで地域の実情や特性を生
かした学科やコース等を設置し、学校の特色化を図っ
てまいりました。例えば、辺土名高校には、ヤンバル
の自然について学習する環境科を、本部高校や久米島
高校には、地域とのつながりが深いことから、連携型
中高一貫校の導入を、さらには、北部の進学拠点校で
ある名護高校には併設型中高一貫教育として、令和５
年度に県立中学校を設置予定であります。また、関係
高等学校と地域との連携については、町村設置の公営
塾での学習や地域イベントでの高校生ボランティアの
活動に加えて、同窓会などの地域人材を講師として学
校に招くなど、様々な取組を行っております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　答弁どうもありがとうございます。
　再質問をさせてもらいます。
　まず初めに、伊平屋・伊是名架橋、伊平屋村の伊平
屋空港についてお伺いします。
　今着々とボーリング調査、環境調査などの話が出ま
した。伊平屋・伊是名架橋、そして伊平屋空港につい
て、これまで調査にかかった費用を御説明お願いしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時18分休憩
　　　午後４時19分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　およそ平成23年頃
から調査等を行っているところでございますが、大変
申し訳ございませんけれども、これまでの設計等の調
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査費の合計については把握してございませんので、後
ほど提出するということでお願いしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　そうですね部長、通告していません
から。ただ関連質問だから、調査が入っているという
ことで、これ10年余り調査に費用をかけているのか
なという認識があったものだから、後ほどその詳細を
教えてください。
　謝花副知事、６月定例会でこれまでの答弁、費用対
効果のみならず調査もろもろ、６月から今議会まで伊
平屋・伊是名架橋についての進捗状況、進展をお願い
します。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　前回の議会におきまして、長い間、議員は質問をな
さっていますが、費用対効果の繰り返しだけじゃない
かということでございまして、私のほうからもそう
いった費用対効果というだけの答弁にならないように
ということで、より詳細な答弁を心がけさせていただ
いたところでございます。私もその後いろいろ部局の
ほうと意見交換等をさせていただきました。やはり平
成23年度から調査を繰り返しまして、部局において
もどういう形でやればこれが実現可能なのかというこ
とで、費用対効果で相当苦労して、苦心してやってい
るということはよく理解できました。そういった中に
おきましても、今般ボーリング調査も実施すると。そ
の背景にございますのは、やはり支持地盤が想定より
ちょっと浅いのではないかと。そういったいろいろ課
題などが前回の調査で分かったということがございま
した。より詳細に調べる必要があるということで、私
も報告を受けております。
　そういった中におきまして、環境への影響、提言を
受けた潮流のシミュレーションの実施ですとか、それ
から工種選定、施工計画等の詳細検討、建設コストの
精度向上、縮減、整備効果、そういったものを積み上
げていくということを検討しているという報告を受け
てございます。そういったものを含めて、どういう形
で実現が可能か、引き続き部局においてしっかり取り
組んでいくように指示をしたところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　ぜひ副知事の任期中に対処よろしく
お願いしたいと思います。
　これまで調査に費用がかかっているというんですけ
れども、これは県の一般財源を投入しているんです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。

○○土木建築部長（島袋善明君）　単費を利用して調査
を行っているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　そうであれば、皆さん、先ほど副知
事のほうからもろもろ説明がありました。目標、やっ
ぱりターゲットを設置するわけですから、この事業の
採択はいつ頃の予定ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　先ほど来いろいろな
課題に向けて一歩ずつ我々は取り組んでいるところで
ございます。採択というのは、国庫事業の採択だとい
うふうに認識をしておりますけれども、現時点でそれ
がいつ頃になるかというのは申し上げることは困難で
ございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　部長、私が言っているのは予定で
す。めどです、めど。大体どれぐらいをめどにしてい
るのか。これまで平成23年度から県の事業、調査費
用に皆さんは一般財源を投入しているわけじゃないで
すか。めど、あるいは予定、いつ頃なのか教えてもら
えないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時24分休憩
　　　午後４時24分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　現在行っている調査
等を踏まえまして、少なくとも３年以上、３年ぐらい
をめどに何といいますか、３年をめどにしたいなと
……。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　ありがとうございます、部長。令和
７年、令和８年には大体採択はめどというふうに考え
てよろしいですね。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　採択といいますか、
ある程度の道筋は３年後ぐらいには、何らかの報告が
できると思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　今部長のほうからはなか
なか事業採択という話はできませんが、先ほど来お話
ししておりますように、部局も一生懸命取り組んでお
ります。今のところでは事業の可能性の方針、それが
出るのが大体二、三年後ぐらいかなというふうに私は
伺っておりますので、そういった間しっかりと調査を
させてみたいと思います。
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○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　謝花副知事、あと３年で事業採択が
できる。ちょっと退任するのは、これは北部の損失
じゃないかなと思います。
　まず謝花副知事、退任するんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　任期４年間、精一杯働か
せていただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　いや、退任するのかしないのかなん
ですけれども。新聞報道で謝花副知事の次のポストま
で掲載されて、私どうも不安なんです。これからとい
うところで、特にヤンバル出身が、今帰仁村から初め
ての副知事と。私、副知事の祝賀会に行きました。い
やこれからだなというときに、本当に退任されるの
か。それはぜひちょっと聞いてみたいんですけれど
も、答弁いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　平成30年度、４月１日
に拝命いたしまして、任期４年ということで辞令にも
打たれてございます。ですから３月31日までが任期
となってございます。その後は退任をさせていただき
たいと思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　退任するんですね。自ら退任を決意
したんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　まず地方公務員法上、任
期というものがございます。その任期を全うさせてい
ただいた後は退任をということで、知事ともお話をさ
せていただいたところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　謝花副知事の退任は、特にヤンバル
に、沖縄県に大きな損失を与えるのではないのかなと
そういうふうに思います。これからコロナ対策、基地
問題。特に基地問題解決、復帰50周年の取組、沖縄
振興計画、この大事なときに謝花副知事が必要不可欠
ではないのかなと思います。
　次に移ります。
　設計変更不承認について内容をちょっと確認させて
ください。沖縄防衛局から設計変更申請書が県へ提出
されたのはいつですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　変更承認申請書が提
出されたのは、令和２年４月21日でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。

○○仲里　全孝君　県側の受理した部署はどちらです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　土木建築部海岸防災
課でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　変更申請に対して、県が防衛局に回
答を出したのはいつですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時29分休憩
　　　午後４時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　変更承認について
不承認とする処分は、令和３年11月25日でございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　辺野古暫定基地の工事に対して、県
の立場は承認されているんですか。容認ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時30分休憩
　　　午後４時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　昨年11月25日に不
承認処分をしたところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　部長、私が言っているのは設計変更
申請ではなくて、今動いている辺野古暫定基地に対し
ては、県の立場はどういう考え方なんですか。反対で
すか、承認したんですか、容認ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時31分休憩
　　　午後４時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県は、米軍基地が沖縄に集中し過重な負担となって
いること、それから県知事選挙など一連の選挙や県民
投票によって辺野古埋立てに反対する圧倒的多数の民
意が示されたこと、辺野古大浦湾の貴重な自然環境を
保全し次世代に引き継ぐべきことから、普天間飛行場
の辺野古移設に反対しているところでございます。ま
た、今般の変更承認申請が公有水面埋立法に照らした
厳正な審査の結果、不承認とされたことにより、埋立
工事全体を完成させることがより困難になったことか
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ら、普天間飛行場の一日も早い危険性の除去にはつな
がらないということが明確になったものと考えていま
す。
　県といたしましては、同飛行場の県外・国外への移
設、早期閉鎖・返還及び速やかな運用停止を含む危険
性の除去を引き続き政府に強く求めてまいりたいと考
えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　工事に反対の立場と、そういうふう
な認識でよろしいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県といたしましては、先ほど私が申し上げた理由に
よって辺野古新基地建設に反対しているということで
ございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　県が認めない工事なのに、なぜ変更
申請が表れるのか。皆さんがこの工事認めていないん
ですよ。なぜ変更申請が出てくるのか。変更申請を皆
さん何で受理するのか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　公有水面埋立法に
のっとり変更承認申請書が提出されたものと理解して
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　それからいうと、沖縄県はこの工事
を承認されているわけですよね。承認されていること
ですよね。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　翁長前知事のときに、承
認の取消しを行いましたが、その取消しもまた取り消
されております。したがいまして、今現在の法的な面
からいいますと、承認が有効という前提になってござ
います。その有効な承認手続に基づいて今般、変更承
認申請が出されたということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　副知事、それからいうと、県は承認
をしたということですよね、工事は。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　この部分については、何
度か議会でも答弁をさせていただいておりますけれど
も、県が承認をしたということではなくて、承認の取
消しの取消しが行われた。それによって承認の効果が
出ているということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　今、設計変更の提出とか承認とかの

話ではなくて、工事の話なんです。皆さんが認めてい
ない工事から設計変更というものは出てこないでしょ
う。だから工事は、皆さん認めたんですかと聞いてい
るんですよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　行政の立場と政治の立場
でやっぱり異なると思います。今の玉城県政において
は、辺野古新基地を認めないという立場でございます
が、一方で行政の立場として、公有水面埋立法に基づ
く、先ほど土木建築部長から答弁ございましたが、申
請があれば行政としてその変更承認申請につきまして
は審査をしなければならない。その審査に基づいて、
今般11月25日に不承認としたということでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　副知事、受理をする時点で皆さんの
意見は尊重されなかったんですか。受理をするとき
に。変更申請を提出する、皆さんが受理する、確認を
する、不承認をしたということですよね。工事は、皆
さんでも、工事そのものには承認しているという形
じゃないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　そのロジックがうまく私
のほうとかみ合っているかどうか、ちょっとはっきり
しませんけれども、繰り返しになりますが、まず今の
県政は、翁長前知事の辺野古新基地建設反対、その立
場を踏襲しております。しかしながら、先ほども答弁
させていただきましたが、承認取消しが取り消された
ということで、法的には承認が有効という前提になっ
ております。沖縄防衛局は、その有効ということを前
提として今般、変更承認申請を出したということで、
まだ工事も続いております。ただ辺野古側にはできま
すけれども、大浦湾側については、変更承認申請が不
承認になった時点においてまだ着手できないというこ
とがございますけれども、工事は、法的には認められ
ています。それに基づいて手続がなされているという
ことで御理解いただければと。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　知事に確認します。
　４年前の知事の公約は、辺野古暫定基地に対しての
知事の公約はどういう考え方だったんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私は、辺野古に新基地を造
らせないというそういうことです。なお、議員、辺野
古暫定基地とお使いですけれども、辺野古新基地建設
ということで私は申し上げております。
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○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　新基地というふうにこだわるけれど
も、変更承認申請されたのはどうなっていますか。
新基地というように変更承認申請されていますか。
ちょっと変更承認申請されたものを読み上げてくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　提出されたものは、
普天間飛行場代替施設建設事業に係る変更承認申請で
ございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　知事、代替施設と言っています。新
基地じゃない。だから代替施設に対してどういう認識
なんですかということです、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時39分休憩
　　　午後４時39分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私は、その計画の名称は代
替施設というような名称が使われていますが、新しい
機能が付与されているということから、辺野古の新基
地ということで認識をし、そのように名称を使ってお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　公の行政の立場で皆さんが受理した
のは、代替施設建設事業というふうに申請されている
と思うんですよ。それはいかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　沖縄防衛局から提出
された名称は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る
変更承認申請書となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　知事、同じ行政として皆さんの答弁
が違いますよ。どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時40分休憩
　　　午後４時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　行政的には、普天間飛行場
代替施設建設事業に係る公有水面埋立変更承認申請を
不承認としたということです。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　不承認として認めた。それで今動い
ているのは、沖縄県として、今進んでいる工事は皆さ

ん承認しているわけですね。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時41分休憩
　　　午後４時42分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　今現在、辺野古側で
行われている工事につきましては、平成25年に提出
された埋立承認を行った部分だと認識しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　部長、私が今問うているのは、設計
変更申請を皆さんに申請して、提出しているんです
よ。受理しましたよ。今の工事は、皆さん認めている
んでしょう。認めなければ受理しないですよ。それを
聞いている、私が聞いているのは。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　公有水面埋立法に
のっとりまして、平成25年の埋立ては承認されたと
いうところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　次に移ります。
　高校の定員割れについて教育長のほうから答弁があ
りました。そこに、教育長の答弁に宜野座高校の現状
の話がなかったんですけれども、代表質問では、宜野
座高校、北山高校というふうな話が出ていましたが、
それについていかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　県教育委員会では、特色あ
る学校づくりということで学校の特色化を図ってまい
りました。宜野座高校ですけれども、宜野座村が支援
をしておりまして、私も宜野座高校を訪問させていた
だきました。村営の学習塾ですとか、ハワイへの短期
留学、また部活動補助等が行われているところでござ
います。一方で地域との連携というところでは、その
地域へのボランティア活動として高校生が、例えば図
書館に行って読み聞かせをしたり、また児童オリン
ピック大会の運営を補助するといったような形で地域
とも連携を取っているところでございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　教育長、定員割れ、どういうふうな
対策をしているのか。定員割れです。連携を取ってい
るのは分かるんですけれども対策、どういうふうな対
策を取っているのかお願いできますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　なかなか厳しいところでは
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ございますけれども、まず学校では、先ほども申し上
げましたけれども、特色ある教育課程の編成、いわゆ
る学科を編成している、コースをつくったりと。また
多様な生徒を評価するような特別推薦枠などの入試選
抜の改善、先ほど連携型の中高一貫も説明しました
が、社会の変化や地域のニーズを考慮した学科の改
編、そういったことをやっているところです。またあ
わせて、定員の確保については、各中学校との連携が
必要ですので、パンフレットを配布したりオープン
キャンパスや学校説明会を開催するなど、学校の魅力
化に取り組んだ状況などをお伝えしているところで
す。
　教育委員会では、そういった学校の声を聞きまし
て、特性に応じた学科の新設ですとか、研究校の指
定、中高一貫、そういったふうな取組をして、何とか
定員の確保につなげていきたいと思っております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　教育長の考え方は分かるんですけれ
ども、今、宜野座高校、１クラス17名なんです。そ
れが３クラス。その定員割れをどういうふうに改善し
ていくのかなんですけれども、地域とどういうふうに
連携していくのか。それは教育長が言うように、特別
な塾とかそういったものをやっているのはいいんです
けれども、定員割れ、生徒が来ないんですよ。特色あ
る学校づくり、魅力のある学校づくり。だから教育委
員会、もう少し地域としっかり連携を取って、対策に
取り組んでほしいです。いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　私も12月末に学校を訪問
させていただきました。学校の現状、厳しいところを
お聞かせいただきました。やはり学校のことをもっと
知ってもらいたいということと、地域の中学校また市
町村教育委員会との連携が必要だと。課題もいろいろ
伺いましたので、しっかり市町村教育委員会、また宜
野座村とも連携しながら、何とか定員割れを少しでも
埋めていくような取組をしていきたいと思っておりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時47分休憩
　　　午後４時47分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　次、密漁に関してちょっと再質問さ
せてもらいたいんですけれども、私、各漁業組合を

回っていろんな対策、ちょっと一部写真を撮ってきま
した。（パネルを掲示）　この警告活動なんですけれ
ども、この警告活動に県の関わりはどういうふうに
なっていますか。　
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時48分休憩
　　　午後４時48分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　議員が御指摘の看板
は、与那城町漁協が事務局を務めているうるま市の与
那城漁業集落が令和２年度、３年度に設置したもので
あります。同看板の設置に当たりましては、県が実施
している漁業再生支援事業を活用しているところであ
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　ここでちょっと気になるのは、この
地域でイセエビ類、ヤコウガイ、タカセガイ、サザ
エ、シャコガイ、タコ、ウニ、ナマコ、養殖モズク、
アーサ等と書いてありますけれども、そのほかの場合
どうなりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時49分休憩
　　　午後４時50分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　共同漁業の対象とし
ましては、イセエビ類、シラヒゲウニ、タコ類、シャ
コガイ類、サザエ、ヤコウガイ、サラサバテイ、マガ
キガイ、モズク、ヒジキ、ヒトエグサ等が対象となっ
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　この対象品目はどこで決めたんです
か。これは国で決めているのか、県で決めているの
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時50分休憩
　　　午後４時51分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　漁業法に基づきまし
て、県が設定をしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　それでは、これは魚は捕ってもいい
んですか。魚類は看板に書いていないんです。今、部
長の答弁でもそう言っていました。これは魚は捕って
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いいのか、自由に。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時51分休憩
　　　午後４時52分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　水産動植物の採捕に
つきましては、漁業関係法令に基づきまして従前より
様々なルールが定められております。議員の御指摘の
魚類につきましては、現在規制を設けておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　規定を設けられていないということ
は、魚類は自由に捕っていいんですかと聞いているん
です。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時52分休憩
　　　午後４時53分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　漁業権の対象種には
なっておりませんけれども、漁業の委員会の指示に基
づきまして、対象魚種、対象海域もしくは全長、長さ
等を規制する場合がございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　部長、それを聞いているんじゃなく
て、今問題になっているのは、こういう看板が出て、
例えば釣りはしていいんですか。釣りをするときには
魚は捕っていいんですよねと。そしてもう一つは、た
またまこれは与那城町漁業組合から提供を受けました
けれども、各漁協組合、免許を受けている。これ全て
の漁業組合は免許を受けているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時54分休憩
　　　午後４時55分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　漁業権とは、一定の
水域において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権
利のことでありまして、定置漁業権、区画漁業権及び
共同漁業権という３種になります。漁業権侵害とは、
これらの漁業権等、漁業を営む権利を侵害することで
ありまして、これらの漁業権というのは漁協に与えら
れております。それから遊漁――釣り人でしょうか、
釣り人の魚種については基本的には制限は今のところ
ございません。
　以上です。

○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　部長、皆さんが免許を付与している
わけですから、内容を皆さんが持っているんですよ。
皆さんが各漁協組合に免許付与しているわけですか
ら、その内容を持っているんですよ。釣り人がどうあ
るのか。よくイザリとかあるじゃないですか夜。イザ
リもできないんですかと。海に入れないですかと。こ
れを見たら、全て該当するんじゃないか。この看板を
見たら。貝類以外は全部認められているから。先ほど
部長の答弁からすると密漁した方、何名か摘発されて
いると。貝類だけか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時56分休憩
　　　午後４時56分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○仲里　全孝君　いまだそういったことで、部長、
ちょっと整理してほしい、漁業組合と。一般の人でも
分かりやすいように、これは摘発するところは摘発す
る。悪質なものを今聞いているんです。そういった悪
質なものは摘発していくと。一般の人が分かりやすい
ように、沖縄県が指導して、設置してほしい。
　以上です。
　次に移ります。
　５の具志川職業能力開発校の屋外技能検定の試験場
の設置、これは設置しないんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時57分休憩
　　　午後４時57分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　先ほど答弁させてい
ただいたんですけれども、常設の屋根付試験会場を設
置した場合、本来訓練生が行う農業実習に当たって日
光が遮られ、野菜等の生産物の生育に影響を与えると
いうことで、訓練に支障があるんじゃないかと考えて
おります。そのため県では、同試験会場の確保など技
能検定試験の円滑な実施に向けて、今後造園組合及び
職能協会と意見交換を行っていきたいというふうに考
えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　技能検定を受けるときに、これ技能
検定を受ける方、受検者から話が出ているんです。ど
ういった問題点がありましたか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時58分休憩
　　　午後４時58分再開
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○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　雨天の場合に、技能検定試験を延期して実施してい
るということを聞いております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　雨が降ったら受検できないんです
よ。そういう話も出ているんじゃないですか。そして
もう一つは、７月頃に国家試験であるから、７月頃に
日にちはずらせないと。熱中症対策だとかそういった
対策はやっているんです、学校側で。何でこの屋外の
屋根をかけるのがそんなに難しいのか。どうですか部
長。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時59分休憩
　　　午後５時０分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　この具志川職業能力開発校の造園ガーデニング科に
おいて、屋根つきの実習場を持っております。ただ３
級の試験会場として対応可能でありますけれども、１
級と２級の技能検定試験の会場としては広さが足りな
いということがありまして、ではどうするかというこ
とについて、造園組合とか職業能力開発協会と意見交
換しようというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　部長、前向きに取り組んでいくわけ
ですね。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　まずこの技能検定試
験は協会が実施しているということで、たまたまその
場所として具志川職能校を提供しているところでござ
いますけれども、私も写真で見ました。暑いさなか、
日光を遮るために黒いシートをかけたりとか、それが
また雨が降ると試験を延期しなければならないという
ことも聞いておりますので、どういった対応ができる
かということについては、両団体としっかりと話合い
を進めていきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　よろしくお願いします。
　これで一般質問を終わります。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ではお願いします。
　ロシアのウクライナ侵攻の報道に合わせて、ＳＮＳ

の普及により現地の様相も即座に世界に知れ渡り、侵
攻されたウクライナの市街は多くの被害が出て、両国
多くの死者が出ていることが明らかになっておりま
す。これ以上、戦火が広がることなく、全世界的な呼
びかけをしていただき、早期に休戦、そして終戦を迎
えていただきたいと思っております。加えて、この侵
攻によって人的・物的な輸送が滞るとか、資材が高騰
する、金融的な混乱がなされるとか、あと世界の軍事
バランスが崩れるとか、いろんなことが想定されるか
と思います。
　我々沖縄県も、台湾有事ということの可能性も取り
沙汰されております。国防、防衛ということについて
も、沖縄県、今の状況でいいのかということを考えな
ければいけないと思います。望まなくても相手はやっ
てきます。こういうことも分かりました。今後、我々
沖縄県、どのような影響が及ぼされるのかということ
について、またその対策はどのようにするべきなのか
ということも予測しながら、今後の県政運営を行って
いただきたいと思っております。
　現在の我々の生活、この生活が安全に営まれる環境
であり続けることが何よりも大事だと思います。そう
でなければ、今後の対策や支援ということもできない
というふうに思います。しかし、沖縄県の経済の柱で
ある観光産業、今非常に新型コロナの感染拡大で苦境
にあえいでおりますが、これは平和産業とも言われて
おります。まだまだ前途多難な時期が続く可能性があ
ります。だからこそ、しっかり県はその対策、支援を
やっていかなければいけないと思っております。それ
を踏まえまして、質問に入りたいと思います。
　新型コロナウイルス感染拡大による、経済的影響と
今後の方針について伺います。
　我々の、島袋大会派長の質問にもありましたが、飲
食事業の方々から様々な声が上がっております。もち
ろん、ほかの業種と比較するとまだまだ飲食はありが
たいというような声もありますけれども、厳しい声も
多くあります。
　(1)、飲食店協力金事業の申請件数と不支給と判断
された件数について、また主な理由について伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず協力金の申請件数ですけれども、これは令和
２年の第１期から令和３年第９期までの累計で11万
2256件となっております。それから不支給の件数で
すが、これは重複申請や入力ミスによる取下げ等を含
め9016件となっておりますけれども、この取下げ等
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を除く、実質的な不支給件数は4099件となっており
ます。
　それから、不支給判断の主な理由ですけれども、こ
れは営業実態が確認できないことや、休業等要請の対
象外である日中営業及びテイクアウト専門店からの申
請等となっております。これらの事例につきまして
は、県ホームページで公表するとともに、業界団体に
も通知したところでございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　では(2)、不支給に当たり、該当の
店舗から不満の声が聞こえておりますが、これはどの
ような不満を持った理由がありますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　不支給となった事業者からは、総じてその不支給の
理由を詳細に説明してもらいたいというような声を受
けております。そのため、令和３年12月にメールに
よる専用相談窓口を設置し、この寄せられた申立てに
対しては、支給対象外となる事例を用いまして説明し
ておりまして、その結果納得していただけた事業者も
ございます。
　県としましては、県職員と事務局職員が連携し、支
給対象外となる事例をさらに分かりやすく説明するな
ど、引き続き丁寧な対応に努めてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　この件について再質問していきたいと思います。
　これまでこういった協力金の、休業要請、協力要請
に対して、過料を言い渡すと。最終的には過料を言い
渡すということになっているはずですけれども、この
過料を言い渡された数と、実際に支払いがあった件数
というのはどのようになっていますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時７分休憩
　　　午後５時９分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　これまでに、過
料の通知を裁判所に行ったものが220件でございます
が、過料の通知が実行されたという報告はまだござい
ません。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　今220件あって、実行されたという
報告がないというお話ですけれども、そうなると、店

を開けた者勝ちですよというお話になってくるかと思
います。これまで県へ協力、様々な協力をさせていた
だいたと。我々は協力したけれども、中では実際に、
営業実態がないというようなお話が先ほど嘉数部長か
らもありましたが、本当にこの店舗に対して内装も
しっかりやった、本当に今から開けたい、けれども、
人の流れというものがあってなかなか開け切れないん
だというようなところが、営業実態がありませんとい
うことで、この協力金事業から削除されている、除外
されているというようなケースがあると聞いておりま
す。そうだったら、今大城部長がおっしゃっていたよ
うに、今まで県に協力しなくてそのまま開けておけば
よかった、そしたら人も離さなくてよかったと。人を
離してしまったがために採用も難しいんだというよう
なことをおっしゃる経営者もいらっしゃるんですね。
ちなみに、この過料ということについて報告がなされ
ていないということですけれども、これについての見
解をお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。これ
知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　ただいま保健医療部長からございました220件。こ
れを件数を見ると、このキングファイル数冊に及ぶも
のを各事務方は準備して、裁判所に提出しておりま
す。裁判所はこの間多分ずっと見て調べていると思い
ます。行政としては、行うべきことは全て行って司法
のほうに委ねてございますので、しっかりと司法のほ
うで対応していただけるものと思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　もちろん職員の皆さんも非常に頑
張っているということは、これは存じております。た
だ、市中にはそういった声があるということも実際に
分かっていただきたいというふうに思います。
　先ほども話しましたけれども、従業員を手放してし
まった、もうお休みせざるを得なくて解雇してしまっ
たというところが、次の再起ができないという状況の
中で、その後、営業実態がないじゃないかと、終わっ
た後に閉めているじゃないかというふうに言われて、
協力金の返還と言われないかと、どきどきしているお
店もあるんですね。この点については、どのようにお
考えでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず、その営業実態がないというところが発覚とい
いますか、明らかになった場合においては、我々はそ
の返還を求めるということになろうかと思いますが、
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それの未然防止ということではないんですけれども、
昨年の12月に対象外となるケース――これ10ケース
くらいありますか――そういったものの事例を分かり
やすくホームページに掲載いたしまして、そういった
ケースが起こらないようにということで取り組んでお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　例えば、先行でまん防を解除しまし
た宮古島ですけれども、結局宮古島の島内は開けまし
た。けれども、結局飲食店のお客様というのは島外か
らいらっしゃる、県外からいらっしゃるお客様という
のがいるわけですね。そういった流れがない中で、
じゃ、まん防は明けたけれども店は閉めざるを得ない
んだよといったときには、これは対象になるんでしょ
うか、ならないんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　まん延防止の重点
措置区域としては、宮古地域については解除されてお
りますので対象にはなりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ごめんなさい、休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時13分休憩
　　　午後５時14分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　議員がおっしゃって
いるのは、休業要請あるいはその時短の要請を発出す
る日に、要はその営業実態があったかどうかというと
ころを我々は問うているので、そのケースだというふ
うに考えて答弁させていただきます。この要請を発出
する際に、実際に営業をしているという実態が確認で
きなければ、それを確認するために我々は公共料金の
支払いですとか仕入れ伝票とかいろいろなものを取っ
ております。そういったものが確認できなければ、支
給対象外になると。場合によっては現場確認をして、
確認を取った上で対象外になるケースについては不支
給としているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　じゃ終わった後、どうしても人の流
れで閉めざるを得ないというところは、これは対象と
なっており、返還はないという認識でよろしいです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時15分休憩
　　　午後５時16分再開

○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
やっと理解できました。
　要請期間、要請を発出する前と後ろの件ですね。要
は、その実際に閉まっていたかどうかというところが
きちっと把握できれば、それは協力金の返還を求める
ことはないというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。安心いたし
ました。
　では、今回第６波のときに飲食店の時短を求めまし
たけれども、第５波までの感染拡大において、認証店
及び非認証店での感染率、こういったものの違いとい
うのはどのようになっているのでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時17分休憩
　　　午後５時17分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　認証店で感染が拡
大したかどうかというような分析は今のところしてお
りませんが、毎日のヒアリング、分析集計状況を見ま
すと、認証店からの感染は少ないものというような理
解をしているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　これを、実は認証店、非認証店、これは協力金の差
の件もありました。結構問題になったと思うんですけ
れども、非認証店と認証店、どこから――ちゃんとそ
の対応した店舗からはクラスターが出ないとか、感染
者が出ないとか、そういったものがちゃんと認識され
ていれば、もう少し規制を緩和してもよかったんじゃ
ないかという声はありました。そういったところも今
後の対応に生かしていただきたいと思います。
　あとこれは先ほど島袋議員のお話にもありましたけ
れども、不支給決定の店舗から、窓口をつくってほし
いというようなことを言われる方もいます。これは先
ほど部長もおっしゃっていましたけれども、今どうい
う対応をしているのか、もう一度聞かせてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時18分休憩
　　　午後５時20分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
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　先ほども答弁させていただきましたけれども、昨年
の12月からメールによる専用相談窓口というものを
設置して、苦情といいますか申立て等については対応
しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　民間のコールセンターは録音します
よと言ってやっているところもあると思うんですよ
ね。そういった対応はなさらないんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時20分休憩
　　　午後５時20分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　コールセンターにお
いて、その電話対応については録音をいたしておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　この苦情申立ての件もでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　苦情の申立てについては電話というよりもメールで
対応しております。これはなぜかといいますと、電話
でやりますと言った言わないでトラブルに発展しやす
いということもありまして、我々としてはそのメール
において、例えばその不支給を連絡するに当たって
は、要項上の該当箇所を示した上で不支給の連絡をし
ているという状況でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　先ほど録音をされているということ
であれば、その言った言わないはないはずなんです
よ。だから、申し出る側とすれば、これはそのレスポ
ンスの早さとかが、これが非常にストレスになるわけ
ですね。だから設置してほしいと言っているんですけ
れども、この点いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時22分休憩
　　　午後５時22分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　確かにその議員御指摘のように、レスポンスという
観点からはメールよりも電話ということがあるかもし
ませんが、それも先ほど答弁させていただきましたけ
れども、言った言わない、あるいはその事実誤認とい
うことがありまして、この苦情申立てについては、
メールで対応させていただいているという状況でござ

います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　どうしても難しそうですね。
　例えば法務的なことをやる担当が一緒の場所にいる
とか、そういったことであれば大分解消するんではな
いかと思っているんですね。本当に話を聞いてくれ、
何が足りないのか教えてくれというところが多いんで
すよ。だから、ぜひとも窓口を置いてほしいと。これ
はもう非常に強い要望をしたいと思っていますので、
お願いします。
　３番目ですけれども、感染防止対策認証店舗につい
て、メリットはどのように考えていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　感染防止対策認証
制度につきましては、店舗の感染防止対策に取り組む
事業者への経営環境の支援と県民・来訪者に感染防止
に取り組む店舗の利用促進を図ることを目的に実施し
ております。認証店については、様々な媒体を活用し
て積極的な周知や利用促進を図るとともに、ＣＯ₂セ
ンサーやのぼりの配付などを行っています。また、ま
ん延防止等重点措置の期間においては、認証店のみ酒
類の提供、それからカラオケ設備の利用を選択できる
こととなっております。
　県としましては、引き続き認証制度の充実強化を
図って、感染防止対策に継続して取り組む安全・安心
なお店をつくっていきたいというふうに考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　例えば今後も、新型コロナが終息す
るまでの間、ひょっとしたらこういった波があるかも
しれませんよね。そういったときに、例えば、若年者
は特にワクチン接種率が低いというところがあるとい
う話をされていましたけれども、そういった方々がワ
クチンを接種したら、例えば認証店舗で使えるような
商品券を出すとか、そういったことも提案されたんで
すけれども、このようなことはどうお考えですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時25分休憩
　　　午後５時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　この件についても、
我々経済対策関係団体会議のほうでいろいろと飲食業
の方とも意見交換をさせていただきました。休業等要
請が来た後に、何らかのそのインセンティブがという
話がありまして、その際に我々が、今時点で検討でき
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ることということで、ＧｏＴｏイートの解除とかそう
いったものを、当然その感染状況を見ながらではあり
ますけれども、そういった部分は検討していきましょ
うという話ですとか、これは今後の話にはなりますけ
れども、やっぱりその需要喚起策というところは非常
に大事になってくるのかなというふうに思っておりま
して、まずはこれは観光のほうから先行して需要喚起
策を打っていきまして、徐々にそういった部分を、業
界というのですか、広げていくことは可能かどうかと
いうことについては、引き続き業界の方と意見交換し
ていきたいと考えております。
○○新垣　淑豊君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時26分休憩
　　　午後５時26分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　沖縄県の場合に
は、20代、30代のワクチン接種率１回目、２回目の
接種率もまだ低い状況にございますので、それについ
ては引き続き接種を促進していきたいと考えておりま
す。ただし、今の商品券等については、特に検討はし
ておりませんけれども、ただワクチンの必要性等につ
いてはしっかりと広報していきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　私個人的にはそういった必要性とい
うよりも、これを打って、落ち着いて２週間たった
ら、免疫がついたらほかの人と飲食ができるというよ
うな、そのインセンティブがあるといいなというふう
に思っていますので、ぜひこれも御検討いただきたい
と思います。
　では、観光振興基金条例による基金の内容と理由、
次年度の予算について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、国
際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図る取組を長
期的、安定的に実施するために沖縄県観光振興基金を
創設することとし、令和４年度当初予算において一般
財源で40億円を計上しております。基金は、観光旅
客の受入れ体制の充実強化を図るための事業等に充て
ることとし、その活用については、各部局から提案さ
れた事業について、基金の目的、優先度、効果等を勘
案し選定した上で、有識者や観光関連団体等で構成す
る検討委員会で意見を聴取し、決定することとしてお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。

○○新垣　淑豊君　観光業、もう2001年の９・11から
10年おきに波があるというふうに言われていますけ
れども、今回特にコロナというのは非常に大きい波
だったと思っておりますが、例えば40億、これで本
当に十分なのかということを考えたときに、もう少し
私は積み増しが必要じゃないかと思っております。そ
の積み増しということについては、今後どのように考
えていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、令
和４年度当初予算において、観光事業者の支援策とし
て、例えば国の支援金に上乗せを行うおきなわ事業者
復活支援金が約21億とか、需要喚起策としては、Ｇ
ｏＴｏおきなわキャンペーン事業で377億円を計上し
たりしておりまして、この基金については、当初予算
で計上した事業等で十分に対応できない事業等に活用
することとしておりまして、当初予算または基金で活
用する事業、それを総合的に実施することによって、
沖縄観光の回復に向け取り組むこととしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　次に関わるんですが、ＧｏＴｏキャ
ンペーンですよね。この予算はどこから出てくるんで
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　国の地域観
光事業支援、国の補助金を活用しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ですよね。国から377億下りてくる
ということですよね。だから沖縄県としては、今後ど
のように考えていますかというような質問です。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時30分休憩
　　　午後５時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今回は一般
財源で40億円積み立てておりますけれども、国際競
争力の高い魅力ある観光地の形成を図るための取組を
長期的、安定的に実施するためには、将来的には宿泊
税の導入が必要であると考えております。しかしなが
ら、新型コロナの沖縄観光への影響を鑑みると、直ち
に導入することは困難な状況であるかと考えておりま
す。
　今後、旅行需要が安定的に回復する傾向が見られた
状況において、宿泊事業者等の観光関連団体の理解が
得られるよう、意見交換を密に行いながら、導入に向
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けて検討を進めていきたいと思っています。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　そうなんですよ。今部長おっしゃっ
ていたように、理解がちゃんと得られるようにという
ことはしっかりやっていただきたいと思います。私は
コロナ前にこの宿泊税の話をしたときに、いや、今の
県の体制ではやりたくないということを明確におっ
しゃっていた役員の方がいます。なので、この辺り
しっかりと理解を得た上でないと物事が進まないと思
いますので、ぜひこの辺りはお願いをしたいと思いま
す。
　では今お話ありましたけれども、ＧｏＴｏおきなわ
キャンペーン、この内容についてお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時31分休憩
　　　午後５時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＧｏＴｏお
きなわキャンペーン事業ですけれども、国の地域観光
事業支援の一環として新たに創設された都道府県によ
る新たなＧｏＴｏトラベル事業を活用して実施するも
ので、落ち込んだ観光需要を回復させるために、域
外、県外からの旅行需要を喚起するものとなっており
ます。具体的には、旅行商品の20％、１人泊当たり
8000円を上限に割引を行い、さらに、地域クーポン
3000円を上限に付与するものとなっております。現
在、国において詳細制度を設計中となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　これは国の制度にそのまま乗っける
という形でいいんでしょうか。それとも沖縄県独自の
使い方が何かできるものなんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　宿泊旅行代
金の割引上限20％、それから旅行形態によって移動
を伴う交通の飛行機とか船舶とかがセットになってい
る分について上限8000円、それ以外の商品について
は5000円、日帰り旅行については2000円という上限
が設けられております。それから、地域クーポンは１
人泊当たり3000円を上限にというところで、制度の
骨格については国のほうが定め、細かな制度設計につ
いては都道府県による設計ということになっておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　彩発見のときに観光飲食関連の方々から、ぜひこれ

に入れてほしいというような要望があったらしいんで
すが、それが届かなかったと。多分これは協力金があ
るから大丈夫じゃないかというような話ですけれど
も、やはりそこはしっかり分けていただきたいという
意見もありました。こういったことについて、どのよ
うに対応なさるんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時33分休憩
　　　午後５時34分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　新たなＧｏ
Ｔｏトラベルの利用対象は、県外からの観光客が中心
になります。当然県内の旅行も対象になりますが、県
外から沖縄に来られる観光客が中心となっておりまし
て、地域クーポンの利用期間はどうしても旅行期間中
に限定されるということになりますので、その辺が彩
発見の場合には県内の旅行客ということで、キャン
ペーン期間中利用できるという、幅広く利用期間を設
定しておりました。そういう違いが出てこようかと
思っておりますので、このため、利用に大きな偏りが
生じないように配慮しながら、利用者の利便性を踏ま
えた制度設計をするということが必要かなというふう
に考えておりますので、どういった業種を対象にする
かという部分につきましては、関係団体の意見も聞き
ながら検討してまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ぜひよろしくお願いします。
　先ほどこういう立てつけになりましたと言って持っ
てこられましたと。それを意見を言ったら、いや、も
うこれは決まったものですからということで対応でき
なかったという事例があったというふうに聞いており
ます。ぜひ最初の制度をつくるときにお話をしていた
だきたいなと思います。
　では首里城の件ですけれども、首里城の再建と周辺
の整備について伺います。
　首里城の正殿再建に当たり、見せる復興を行うと聞
いているが、見学用のデッキ以外にどのような施策を
行うことになっているか、お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　見せる復興に当たっ
ては、国と連携して、展示、イベント、情報発信を行
うこととしております。これまで、国は北殿北側見学
通路の説明パネルの設置等を行い、県は首里城復興展
示室の設置等を行っております。今後、国は正殿復元
工事の見学用施設の設置等を行い、県は首里杜館のガ
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イダンス機能の強化等を行ってまいります。引き続き
イベントや情報発信を通じて、県民等に復興の状況が
伝わるよう、見せる復興に積極的に取り組んでまいり
ます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　今首里杜館の展示という話もありましたので、実は
私も昨年末に熊本城の視察に行ってきましたけれど
も、過去の復元も含めての資料が展示されていまし
た。また、復元の過程も展示されていましたので、ぜ
ひこういったものを設置していただきたいなというふ
うに思っております。
　あと、再建に当たり木曳式が行われますけれども、
その内容と実施体制をお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　令和４年に首里城正
殿の復元工事が着工されることから、県においては、
復元工事を記念するとともに完成を祈願する令和首里
城復興イベントを予定しております。具体的には、琉
球王朝時代に行われていた木曳式に倣い、国頭村から
始まる木曳パレードや首里城公園で行う木遣行列など
を予定しております。また、実施体制については、知
事を委員長として実行委員会を設置したところであ
り、関係自治体及び関係団体と連携して取り組んでま
いります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　これは地元も楽しみにしておりますので、よろしく
お願いします。
　では３番、本年１月27日に首里城の再建に合わせ
て歴史的価値の高い御茶屋御殿を復元するよう那覇市
の城間市長が玉城知事に要請されました。今後の方針
について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　令和４年１月に那覇
市から御茶屋御殿の復元の要請を受けており、県とし
ては、まちづくりの主体である那覇市及び国と連携
し、課題解決に向けて取り組んでいきたいと考えてお
ります。御茶屋御殿については、想定される敷地内の
施設の移転など多くの課題があることから、那覇市、
県、国で構成する御茶屋御殿ワーキンググループで引
き続き検討していきたいと考えております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　振興計画にも記載されるということ

ですので、そこはしっかりと進めていただきたい。私
も今後も確認をさせていただきたいと思います。
　では首里杜地区整備計画案の最終事前説明会が行わ
れたと聞きました。このとき地域から交通問題、具体
的に首里杜館の駐車場を廃止してほしいという要望が
上がっていましたが、これまで観光で来た方は車で来
て、そのままぱっと帰ってしまう。地域の周遊という
のはあまりないというような話でしたけれども、この
ことについて駐車場の問題、渋滞問題、周遊につい
て、県としてはどのように考えているのか。どのよう
に対応していこうとしているのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　首里城公園周辺の渋
滞問題の解消ですとか周遊の促進の取組につきまして
は、首里杜地区整備基本計画に明記し、観光客の受入
れ環境の整備あるいは首里の観光の在り方について、
総合的かつ持続可能な交通観光マネジメントを推進す
る方向で検討していきたいと考えております。県は令
和４年度に行政、地域、事業者等で構成する首里杜ま
ちづくり推進協議会を設置することとしており、今後
も那覇市や地域と連携して首里杜地区の整備に向けて
取り組んでいきたいと考えております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ちなみにその説明会のときに、地域
の方からどういった御意見があったんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時40分休憩
　　　午後５時41分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　地域の声といたしま
しては、先ほど議員が申し上げられた首里杜館の駐車
場廃止の声ですとか、あるいは首里地域で観光客を受
け入れる際のキャパシティーというのはどれぐらいあ
るのかといった質問とか意見がございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　継続して続けられる観光、また地域の人にもあまり
負担のないような形にもしていただきたいんですけれ
ども、ただにぎわいも欲しいという非常にバランスが
難しいと思いますので、また今後も地域の声もお話し
しながらやり取りさせていただきたいと思っておりま
す。よろしくお願いします。
　では３番、児童・高齢者・障害・更生保護などを複
合的に受ける福祉施設または商業的な付加施設を伴う
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形態の施設が全国的にも増えてきているが、沖縄県内
の状況と今後の取組の方向性を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　複合型福
祉施設は、利用者が住み慣れた地域で暮らし続けてい
く上で利便性が高いことですとか、施設利用者間の垣
根を越えた交流につながること、高齢者や障害者の自
立・自己実現、また子供の健全な成長などにもいい影
響が期待できるものと考えています。県内でも、高齢
者施設や保育施設等が併設された例ですとか、市町村
が高齢者施設と児童館などを併設した例がございま
す。複合型福祉施設は、様々な施設間の相乗効果を生
み出し、人材やスペースなどの資源の有効利用につな
がることから、今後もニーズは増えていくものと考え
ております。
　県としましては、活用可能な補助制度などの情報提
供をするなど、対応してまいりたいと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　ぜひこういった施設も拡充というのをやっていただ
きたいなと思います。これはまたいろんな縦割りの部
分があると思いますけれども、これを打破していただ
くということも含めて、ぜひお願いをしたいと思いま
す。
　それでは４番行きます。
　本年１月の新たな振興計画（案）にある持続可能な
海洋共生社会の構築の中にも、「ブルーエコノミーを
先導する地域として、豊かな海洋資源を活用した新た
な産業の創出や、総合的に海洋政策を推進していくこ
とが課題」とあるが、令和４年度予算において、海洋
調査・開発の支援拠点形成に向けた取組の推進及び海
洋政策の総合的推進においてどのような事業を予定し
ているのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　私のほうからは、支
援拠点形成の推進についてという観点から答弁させて
いただきます。
　県では、これまで実施してきた国等の関係機関から
の情報収集などの取組を踏まえまして、令和４年度
は、海洋資源調査・開発支援拠点形成に向けた調査事
業におきまして、民間の事業参画への課題や条件等を
整理するための調査を予定しております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　海洋政策の総合的推進の

取組の一環としまして、ブルーカーボンなど海洋生態
系に関連する国際動向、先進事例等の情報収集を行い
ますし、あるいはサンゴ礁の白化現象調査研究、サン
ゴ礁の保全・再生の取組、あるいは本県の地域特性を
生かした水産関連研究、海洋に関するイベントの開
催、沖縄科学技術大学院大学・琉球大学・研究機関等
との国内外のネットワーク形成を視野に入れた産学官
の相互連携など総合的推進に取り組むこととしており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　改めて知事に聞きますけれども、沖
縄県の経済自立において海洋資源開発は重要だと思っ
ていらっしゃいますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　新たな振興計画（案）にお
いては、持続可能な海洋共生社会の構築ということも
挙げておりますし、この東西南北に広い海域を有する
沖縄県が、ぜひ海洋島嶼圏としての魅力の発信、技術
の向上などを含めて先進的な取組を進めていきたいと
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　では今後のスケジュールと、今国との連携もこれ必
要だと思うんですけれども、この状況についてお伺い
します。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時46分休憩
　　　午後５時46分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画において
は、海洋立国と国際社会への貢献を基本方向に、我が
国の海洋政策推進の新たな拠点、これの設置促進が必
要と考えております。令和４年度においては海洋政策
に関する先進事例等の情報収集を行うこととしており
まして、それらを踏まえて検討を進めていくこととし
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　支援拠点の形成に向
けての取組という観点から答弁させていただきます。
　直近の３年でいきますと、令和２年度までの取組に
ついては海底資源に関する周知・広報、それから海底
熱水鉱床の開発動向に係る情報収集を主に行ってまい
りました。
　今年度は民間投資による事業参画の可能性のある海
底熱水鉱床の調査、それから開発及び研究に携わる民
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間事業者等の検討・整理を行うとともに、国等の関係
機関と意見交換を行いまして、国の調査の進捗状況、
海底熱水鉱床の開発動向等の情報収集を行っておりま
す。
　次年度ですけれども、島嶼型エネルギー社会基盤構
築事業におきまして、海洋資源調査開発支援拠点の形
成に向けた調査ということで、これは民間の事業参画
への課題あるいはその条件を整理することを目的に、
ヒアリングなど取り組んでいきたいというふうに考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　いろんな事業の拠点を整備するとい
うことに関しては、そこに人材が必要となってくると
思いますけれども、沖縄県としては海洋教育をどのよ
うに取り組んでいるのか、また教育機関との連携とい
うのはどういうふうになっているのかというのを教え
ていただきたいです。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　海洋教育につきまして
は、平成19年に施行されました海洋基本法の中で、
国民が海洋についての理解と関心を深めることができ
るよう、学校教育及び社会教育における海洋に関する
教育の推進等のために必要な措置を講ずるとともに、
大学等においても海洋に関する政策課題に対応できる
人材育成を図ることが規定されております。
　県としましては、海洋についての理解と関心を深め
ることができるよう、市町村と連携し海洋教育を推進
するということとしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　市町村との連携というのも大事なん
ですけれども、要は先端の産業を持ってくるんですよ
ね。ということは、先端の教育機関とのつながりが必
要だと思うんですけれども、この辺りはどう考えてい
るんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　先ほど答弁いたしました
ＯＩＳＴとの連携という視点も大事になってくると考
えております。琉球大学それから研究機関、彼らとの
連携によってネットワークを構築し、人材育成にもつ
ながる取組ができるのではないかというふうに考えて
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　すみません、これはＯＩＳＴも琉大
も大事だと思うんですけれども、県外にも様々海洋関
係の研究機関があると思います。ぜひそういったとこ
ろもしっかりとつなげていただきたいというふうに

思っていますので、よろしくお願いいたします。
　すみません、ちょっと５番飛ばします。次の機会で
やりたいと思います。
　我が党の代表質問に関連してですが、まず新垣新議
員の養育里親の訴訟についてですけれども、この中で
児童相談所の根拠となる法令というのは何があるんで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　児童相談
所は、子供の福祉を図るとともに、その権利を擁護す
ることを主たる目的として、児童福祉法に基づき都道
府県に設置が義務づけられた行政機関です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　児童福祉法施行令の32条では、措
置を変更する場合において、児童もしくはその保護者
の意向が当該措置と一致しないとき云々ありまして、
これは都道府県児童福祉審議会の意見を聞かなければ
ならないとありますけれども、私が聞いている状況に
よると、当該児童、里親の元から離れる際に泣きわめ
いたと聞いています。これは児童の意向が措置と一致
しているとは言えないのではないかと思いますけれど
も、この点いかがでしょうか。もちろん個人情報もあ
りますので、お答えいただける範囲で結構です。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　子供の援
助方針は、子供の最善の利益がかなうように、子供の
心身の状況などを踏まえながら社会診断、心理診断、
医学診断、行動診断などを基に総合的に検討いたしま
すけれども、その決定に当たっては、子供に対し年齢
や理解力等に配慮しながら丁寧に説明を行い、その意
向を把握するよう努める必要があるものとは考えてお
ります。
　ただ、本件の場合、具体的なことは申し上げられな
いのですけれども、子供の年齢や状況等から措置に関
する意向を確認するのは難しいものと考えておりまし
て、現在、今後の措置方針、支援方針について児童福
祉審議会の意見を聞いているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　年末年始、この審議会が開催されな
かった理由は何でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　法令等の
規定では、児童相談所の援助方針と保護者の意向が一
致しない場合に児童福祉審議会の意見を聞かなければ
ならないとされておりますけれども、そのいとまがな
いときは取った措置について事後に報告をすることと
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されております。
　本件につきましては、児童相談所と元里親との間で
様々なやり取りがあったものの、最終的には里親委託
解除に同意いただいたものと認識をしていたところで
ございます。ただ、その後12月28日の提訴により、
意向がいまだ一致していないということは認識をした
ところですけれども、実際の訴状というのは県のほう
に届いておりませんで、実質的に事前に審査部会へ状
況を説明して諮ることができず、事後報告となったと
いうところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　そうなんですよね。審議会、これが
本来であれば開催されてからの措置であるべきですけ
れども、そこがうまくいかなかったということになっ
ております。
　しかし、やっぱりここで一番大事なのは子供だと思
うんですよね。子供が本当にそこで幸せなのかという
ことを考えなければいけないと思っておりますが、ち
なみにこの子が今一時保護をされていると聞いていま
すけれども、その間しっかりと教育はされているのか
というところも非常に気になるところであります。そ
のときに、現在、この里親さんとの意思疎通、そごが
あったというふうに感じますけれども、なかなか里親
さんの意見を公的に述べる機会というのがほとんどな
いじゃないかという方もいらっしゃいます。この辺
り、今後県としてはどのようなことをやっていく予定
なのか教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　児童相談
所には里親支援の業務も担っているところではござい
ます。ですが、児童相談所の人員体制等厳しい中で、
そういった部分が少し足りない部分もあろうかと思い
ますので、今後児童相談所の体制強化に努めてまいり
たいと考えておりますし、また、児童相談所に言いづ
らいような相談も里親さんが持っていらっしゃるとい
うところもございます。そういったものに対応するた
めの事業といたしまして、こころサポート事業という
事業を実施しております。核となる児童養護施設に併
設をして、専門のカウンセラー等を配置して里親さん
の悩みにお答えしたりするような事業も準備をしてご
ざいますので、その周知を図りながら活用を呼びかけ
ながら、この里親制度がより効果的に運用していける
ように取り組んでまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　ぜひ里親さん、もちろん実親さんのこともあると思

いますけれども、やはりこれまで５年間大事に育てて
きたという子が半ば強制的に引き離されたというふう
な状況になっている。我々からしてみたらそういうふ
うに見えてしまうので、その辺りもしっかりお互い意
見交換をやっていただきたいなというふうに思ってい
ます。ぜひその機会をつくってあげてください。お願
いします。
　続きまして、ちょっと人事について２つ、我が党関
連でお話を聞かせていただきたいと思います。
　以前にもちょっとお伺いしたんですけれども、西銘
啓史郎議員からの副知事人事及び部長人事というとこ
ろですが、これからちょっと発展しまして、政策参与
ですね。以前政策参与の指摘をさせていただいたと思
いますけれども、政策参与がその後どういった成果を
出したのかということについて聞かせてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時56分休憩
　　　午後５時56分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　政策参与につきましては、県政における重要課題の
解決の促進に資するため、知事が特に命ずる事項につ
いて調査研究をし、知事に進言することを職務として
おります。
　現在３名の政策参与がいらっしゃいますけれども、
まず金城政策参与につきましては、予防医療の観点か
ら働き盛り世代の健康状態を改善するため、職場にお
ける健康づくりの推進について進言をいただいており
ます。それから亀濱政策参与につきましては、離島医
療の拡充や女性の地位向上、子供の居場所における支
援などについて進言をいただいているところでござい
ます。さらに高山政策参与につきましては、新型コロ
ナウイルス感染症対策に係る県の医療提供体制や検査
体制の拡充などについて進言をいただいているところ
でございます。
　知事は各政策参与からの進言等を踏まえ、県政の重
要課題である新型コロナウイルス対策や県民の健康増
進、離島振興、女性の地位向上等に取り組まれている
ところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　高山参与については、ＳＮＳなどの発信も含めてい
ろんなところでお話を伺うんですけれども、残り２人
に関して実は何も見えていないというのが現状だと
思っております。本当に何をしているのか分からない
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ということで、実は玉城デニー県政、翁長県政からも
含めまして、要は一般的な採用試験を通らずに採用さ
れた方というのがどれぐらいいるのかというのを教え
ていただきたいです。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時58分休憩
　　　午後５時59分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　現在、一般職のいわゆる任期付職員としては、まず
知事公室にお二人、政策調整監と参事、そして文化観
光スポーツ部に県立美術館・博物館の館長がお一人、
商工労働部のほうで職業能力開発校に７名、企画部に
ＩＴ関係でお二人、そしてこれはコロナ対応ですけれ
ども、保健医療部のほうで感染症対策とか保健所の主
任看護師が８名、看護師が53名、救急救命士が５名
採用されているところでございます。
○○新垣　淑豊君　救急救命士、何名でしたか。
○○総務部長（池田竹州君）　救急救命士、５名でござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　この採用に当たってはどのような手
順になっているんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　一般職の任期付職員であ
ります者につきましては、いわゆる選考での書類審
査、面接で採用しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　これは最終的な決定権者はどなたに
なるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　最終的には知事ですけれ
ども、実際にはそれぞれの採用する部局におきまして
選考委員会をつくりまして、それぞれの部で選考手続
を進めてございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ちなみに、この一般職の任期付職員
の年齢とかの制限というのはありますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　年齢制限等は特にござい
ません。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　分かりました。
　コロナ対策以外にも結構いるんだなという印象を受
けました。ありがとうございます。

　続きまして、先ほど仲里全孝議員のお話にもありま
したけれども、病院事業局の局長人事、この件につい
て伺います。
　病院事業局長の再任に向けて、どのような手続を経
てきたのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時２分休憩
　　　午後６時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　病院事業局長人事の内示につきましては、新型コロ
ナウイルス感染症の先行きが見通せない現下の状況下
におきまして、その対応にこれまで尽力されていた現
局長に引き続きとどまっていただきたいと知事が判断
され、御本人の了解も得られたことから留任とする内
示を行ったところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　先ほど公務員医師会、こちらから留
任の再考についてとありましたが、この内容を端的に
お伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　要請書の内容については、
２月14日に沖縄県公務員医師会及び県立６病院長か
ら、私知事宛てに要望書の提出がありました。公務員
医師会の要望書については、病院事業局長の人事を検
討するにおいては、知事に病院現場との意見交換の機
会を設けること及び中部病院のクラスターに関する病
院事業局の一連の対応や見解について会員に不信感が
あり、局長人事を再考することを求めている内容であ
ります。
　それから県立６病院長の要望書については、趣旨と
しては、局長人事を検討するにおいては、知事に病院
現場との意見交換の機会を求めるものというように
なっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　知事はその後、意見交換はされたん
でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時４分休憩
　　　午後６時４分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　６病院長の先生方とはまだ
ですが、医師会の安里会長、それから公務員医師会の
久貝会長とは意見交換をさせていただきました。
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○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ちなみにこういう６病院長及び公務
員医師会からの人事再考の要望が出されたということ
は、前例としてありますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時５分休憩
　　　午後６時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　議員の質問は過去に再考の要望が出されたかという
ことでございますが、過去に公務員医師会及び県立病
院から留任の再考を求める要望書が知事に出された事
実は把握しておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　そうですよね。普通ないんですよ、
こういうの。これ何でですかね。中部病院のクラス
ター問題、これが非常に大きかったのかなと思います
けれども、これが本当にあったんですかね。隠蔽問題
というのが。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時６分休憩
　　　午後６時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　中部病院のクラスターにおいては、去年の第４波、
５月にかなりコロナの感染症が流行した時期に起こっ
たものでございます。２つの課題がありまして、１つ
は大きなクラスター、51名の感染、その原因。それ
から公表の遅れが問題になりました。
　発生の原因に関しては、中部病院といろいろ検討し
ておりまして、やっぱりＰＣＲ検査の時期とか、それ
からマスクが十分じゃなかったとか、それから換気の
問題とか、そういった様々な因子がありまして、その
後は改善に向けて適切に対応しております。
　公表の遅れに関しては、この記者会見は６月11日
に合同でやるというふうなことになっておりましたけ
れども、基本的には公表の基準がない等などのことに
よりトーンダウンしましたが、記者会見をやめるよう
な指示を私から指示したものではありません。その中
で中部病院の意見を尊重し、記者会見を行うときには
合同でやりましょうと、そういうふうなことでござい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　このように再考の要望書が届くとい

うのは、やはり私は何か大きな課題があるんじゃない
かと思っております。病院の職員の皆様が働くモチ
ベーション、これがどのようになるのか。私は非常に
この県立病院の現場が混乱するのではないかというふ
うに心配しております。
　人事はもちろん最終的には知事が決めることだとい
うふうに思っておりますけれども、ぜひこれは再考し
ていただきたいなということを最後に申し上げまして
質問を終わります。ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後６時９分休憩
　　　午後６時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き、質問及び質疑を行います。
　島尻忠明君。
　　　〔島尻忠明君登壇〕
○○島尻　忠明君　皆さん、こんにちは。
　沖縄・自民党島尻忠明です。
　それでは通告に従い、一般質問を行います。
　まず最初に、知事の政治姿勢についてでございま
す。
　本県にとって今年は、復帰50周年の大きな節目の
年となります。この間、本土との格差是正と自立的発
展の基礎条件整備を目標に掲げた第１次沖縄振興開発
計画をスタートとして、第１次計画と同じ目標を掲げ
た第２次沖縄振興開発計画、第３次沖縄振興開発計画
では、これまでの計画目標に新たに、広く我が国の発
展に寄与する特色ある地域として整備を加えた取組に
着手をしております。さらに復帰30年目となる2002
年（平成14年）には、新たに開発の文言を削除し、
民間主導の自立型経済の構築とフロンティア創造型の
振興を目標に掲げた第４次となる沖縄振興計画が策
定をされ、復帰40年目となる2012年（平成24年）に
は、沖縄振興計画の策定主体を国から県に変更し、県
がより主体的に沖縄振興を進める方向性を示した新生
沖縄と再生沖縄をうたい、「時代を切り拓き、世界と
交流し、ともに支え合う平和で豊かな「美ら島」おき
なわ」を創造することを基本理念とし、県民が望む将
来の姿、目標とすべき５つの将来像を示した沖縄21
世紀ビジョンの策定をしてまいりました。　
　そこでお伺いいたします。
　(1)、復帰から50年、抱える課題解決には、県経済
の底上げが喫緊の課題であるとの指摘があるが、知事
の見解を伺います。
　一方、この50年間の沖縄振興予算は13兆1000億円
余に及び、社会生活、経済活動の基盤となる道路整備
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をはじめ、玄関口となる空港・港湾等の社会インフラ
整備が行われてまいりました。知事はさきの那覇港湾
管理組合議会におきまして、令和４年度の施政方針を
表明いたしました。本年は那覇港管理組合設立の20
年の節目の年であり、施政方針で示した、那覇港が新
時代沖縄の牽引役として、東アジアをはじめ世界のか
け橋としてさらなる発展を目指すとしております。そ
こで、那覇港が新時代沖縄の牽引役として、東アジア
をはじめ世界のかけ橋となるための課題について伺い
ます。
　現在、那覇港におきましては、港湾計画改訂に向
け、長期構想検討委員会で20年、30年後の那覇港の
将来像が議論されております。また、計画改訂との整
合性を求められる那覇軍港を浦添埠頭地区の北側に移
設することにつきましては、昨年開催されました移設
協議会で確認はされたものの、具体的な位置及び形状
については示されず議論の対象となっておりません。
速やかに港湾計画改訂作業を進めるためには、早期に
移設協議会を開催し、軍港の位置及び形状について関
係機関で合意することが浦添埠頭地区の早期整備と
キャンプ・キンザー跡地利用の推進につながるものと
考えます。そこで移設協議会を早期に開催することに
対する知事の見解を伺います。
　２、沖縄振興関連法の改正案についてでございま
す。
　沖縄振興特別措置法など、関連法改正案が今国会に
提出され、審議されます。向こう10年、復帰60年に
向けた新たな沖縄の実現を目指し、今国会に提出され
る沖縄振興関連法改正案は新時代沖縄の方向を示す新
たな振興計画を着実に具現化し、持続可能な沖縄県づ
くりの骨格をなす重要な法案であり、県民一丸となり
その成立に向けた議論を注視してまいりたいと思いま
す。一方、今回の関連法改正に際しましては、法期限
をこれまで同様に10年延長するものの、５年以内の
見直しが附則に規定をされました。また、特区・地域
制度などの適用条件に付加価値増、給与増などの要件
が新設されるなど、この間、第５次にわたる振興計画
で解消されなかった長年の課題を解決するための法改
正になっているものと思料いたします。
　そこで、今国会に提出をされ審議される沖縄振興特
別措置法など関連法改正案の要点について伺います。
　次に先月、「「拠点返還地」の要件緩和　政府、キ
ンザー跡利用を念頭」、「返還跡地支援を拡充」の見
出しで、国が跡地利用を積極的に支援する拠点返還地
の指定要件を緩和する特例が盛り込まれたと跡地利用
特別措置法の改正案が新聞で大きく報道をされまし

た。拠点返還地の指定要件を緩和することで、跡地利
用計画にどのような影響があるのか、さらに跡地利用
特別措置法改正案が跡地利用計画に及ぼす効果につい
て伺います。
　あわせて、沖縄振興開発金融公庫法改正案が跡地利
用に及ぼす効果についても伺います。
　３、戦後処理としての一つとしての不発弾処理の現
状と課題について伺います。
　４、美ら島ゆいまーる寄附金の現状と課題について
伺います。
　我が党の代表質問との関連については今回はござい
ません。
　よろしく御答弁のほどお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　島尻忠明議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、
県経済の底上げについてお答えいたします。
　令和２年３月に県が取りまとめました沖縄21世紀
ビジョン基本計画等総点検報告書においては、社会基
盤の整備など多くの成果があった一方で、１人当たり
県民所得の低さや非正規雇用者割合の高さなど、自立
型経済の構築は、なお道半ばにある現状が明らかと
なっております。新たな振興計画（案）においては、
ＳＤＧｓを取り入れ、社会・経済に環境の３つの側面
が調和した持続可能な沖縄の発展と誰一人取り残さな
い社会を目指すとともに、ウイズコロナの新しい生活
様式からポストコロナのニューノーマルに適合する安
全・安心で幸福が実感できる島を形成することとして
おります。自立型経済の構築に向けては、県民所得の
着実な向上につながる企業の稼ぐ力の強化、世界から
選ばれる持続可能な観光地の形成、デジタル社会を支
える情報通信関連産業の高度化・高付加価値化、アジ
アのダイナミズムを取り込む国際物流拠点の形成、正
規雇用の促進や非正規雇用労働者の待遇改善など多様
な働き方の促進と働きやすい環境づくり等を推進して
いくこととしております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
について(2)、那覇港の課題についてお答えいたしま
す。
　那覇港管理組合では、現在、那覇港長期構想の策定
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に取り組んでいるところであります。その中で、那覇
港の課題としては、近年の船舶大型化や貨物量増加に
対する岸壁延長の不足、埠頭の狭隘化、施設の老朽
化、物流戦略の見直し及びクルーズ戦略の見直しの必
要性などとなっております。
　那覇港管理組合としては、今後、那覇港港湾計画改
訂を行い、将来にわたる沖縄県全域の持続可能な発展
の推進力になる港づくりを進めていくとのことであり
ます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(3)、移設協議会の早期開催についてお答え
をいたします。
　那覇港湾施設の移設については、昨年５月19日に
開催された第27回那覇港湾施設移設に関する協議会
において、那覇港管理組合から浦添ふ頭地区における
民港の形状案について報告が行われたところであり、
今後、防衛省から、同案を踏まえた代替施設の配置案
が示され、同協議会において民港との整合等が確認さ
れることになると考えております。また、次回の移設
協議会については、防衛省に確認したところ、現在、
しかるべき時期に開催できるよう検討を行っていると
の回答がありました。
　３、不発弾処理の現状と課題についてお答えをいた
します。
　沖縄県においては、さきの大戦による不発弾が今な
お多く残されており、不発弾の爆発等の事故から県民
の生命財産を守るため、不発弾等処理事業を実施して
おります。近年は埋没情報が少ないことなどから不発
弾処理量も減少傾向にあり、処理の完了には長期間を
要すると見込まれております。
　なお、令和３年度における不発弾等処理事業の予算
額は、29億2111万4000円となっており、主な事業
として、住宅等の民間工事を対象とした住宅等開発磁
気探査支援事業が14億9693万7000円、畑などの土
地を対象とした広域探査発掘加速化事業が10億6355
万5000円などとなっております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　２、沖縄振興関連法の改
正案についての(1)、沖縄振興特別措置法等改正法案
の要点についてお答えいたします。
　２月８日に閣議決定された改正法案においては、沖

縄振興交付金制度や高率補助制度、沖縄関係税制等の
主要な制度が継続・拡充されたほか、離島及び北部地
域の振興、子供の貧困対策、人材育成に必要な教育の
充実、脱炭素社会の実現、デジタル社会の形成といっ
た県が強く求めていた重要な項目が、国及び地方公共
団体の努力義務として新たに規定され、法律の期限に
ついても10年間の延長とされております。また、駐
留軍用地跡地利用に関する特別措置が継続・拡充さ
れ、沖縄振興開発金融公庫についても存続することと
されております。
　県では、昨年４月に国に対して制度提言を行って以
降、知事を先頭に、国の関係要路に対して、沖縄振興
に必要な特別措置の継続・拡充等を時期を捉えて重ね
て要望してまいりました。今回閣議決定された法案に
ついては、これまでの沖縄県の要望や制度提言の趣旨
をおおむね盛り込んでいただいたところです。
　同じく２の(2)、跡地利用推進法改正による効果に
ついてお答えいたします。
　いわゆる跡地利用推進法の改正案では、法律の期限
を10年延長するとともに、拠点返還地の指定制度に
ついて、駐留軍用地が段階的に米国から返還される場
合の指定要件の緩和が盛り込まれております。この改
正により、引き続き、駐留軍用地跡地利用が有効かつ
適切に推進されるとともに、牧港補給地区が段階的に
返還された場合でも、地区全体を拠点返還地に指定す
ることが可能になり、一体的な跡地利用が推進できる
ものと期待されます。
　同じく２の(3)、沖縄振興開発金融公庫法の改正案
についてお答えいたします。
　現行の沖縄振興開発金融公庫法では、駐留軍用地跡
地において施設を自ら所有するための整備資金を貸付
け等の対象としております。改正法案では、貸付け等
の対象を譲渡等に活用される保留床部分を含む施設の
建設または整備に必要な資金に拡大しております。こ
の改正により、駐留軍用地跡地に商業施設等を開発す
る場合に、当該施設の保留床部分も含めて資金の貸付
対象となることから、所有者が多数存在する駐留軍用
地跡地の利活用の推進に資するものと考えておりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○○総務部長（池田竹州君）　４、美ら島ゆいまーる寄
附金についての(1)、美ら島ゆいまーる寄附金につい
てお答えいたします。
　ふるさと納税制度は平成20年度に開始され、本県
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における令和２年度の受入額は10億9088万3000円
となっております。本県では平成22年度から返礼品
を送付しておりましたが、平成27年４月に、趣旨に
反するような返礼品は自粛すべきことが総務省から通
知されたことを踏まえ、平成28年１月から返礼品の
送付を見合わせているところでございます。今後は、
返礼品の在り方も含め、他県の状況を調査しながら、
美ら島ゆいまーる寄附金の活性化について検討してま
いります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　御答弁ありがとうございました。
　それでは再質問をさせていただきます。
　知事がいろんな経済の底上げの件で、次期振計に向
けて、自立型経済あるいはまた脆弱である――県民所
得もなかなか伸び悩み、そして企業へいろんなお力を
入れるとの答弁がありましたが、岸田総理も強い沖縄
をつくるということで強い意思を示しております。こ
の知事が最近答弁した中で、企業へ対してとか、ある
いは自立型経済に向けてどういう――次期振計に向け
て取り組んでいくのかお伺いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　先ほど自立型経済の構築
に向けた稼ぐ力の強化等についてお答えしたところで
す。今回の沖縄振興計画にあっては、これまでは生産
性の向上に向けた取組等を進めてきておったところで
すが、域内循環というところに視点を当てて、これま
で外部に流出していた所得を県内にとどめさせて、再
投資、再循環させていく、そのために域内循環を高め
ていくという取組を進めていくこととしております。
観光と農業、商工業との産業間連携の強化の促進、そ
れからものづくり産業の高度化、県内企業への優先発
注、県内需要の高い作物の安定生産体制の整備、地消
地産の促進などの取組を講じていくこととしておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　企画部長が今答弁したのは、これま
で言ったとおりの答弁なんですよ。新しい振興計画が
ある中で、ものづくりとか今まで言ってきたことの延
長なんですよ。ですからこの節目の年に、どういった
財源投入をするのか、あるいはまた制度設計をするの
か、その辺をどういう方向に持っていくのかを今聞い
ていますので、御答弁をお願いしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　当然、島嶼型経済を域内循
環させるためには、その足腰をつくるためには、もの

づくり産業、建設産業、農林水産業、今の既存産業に
もっと力を入れていかないといけない。そのために何
が必要かというと、やはりデジタルトランスフォー
メーション（ＤＸ）が必要不可欠になってくると思い
ます。それによってＡＩ、ＩｏＴ、ＩＣＴをふんだん
に取り入れた企業経営、企業体の構築が図られていく
と思います。それがこの10年間で非常に大きな姿を
見せていくだろうということです。そしていわゆる域
外の経済をどのように引き込んでくるかというと、や
はりそこにデジタルトランスフォーメーションを中小
零細企業までしっかりと基盤整備することによって、
小さな企業でも海外とＥコマースなどを通して自分た
ちのその展開の条件を整備していくことができる。こ
れは非常に大きな展開になっていくと思います。その
ためには、リゾテックおきなわをしっかりと推し進め
ていって、県民所得の着実な向上につながるための企
業の稼ぐ力、これはあるゆる産業においてしっかりと
取り組んでいくべき方向性であるだろうということで
打ち込んであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　知事がおっしゃるＤＸ、やっぱり少
子高齢化でなかなか労働力人口厳しい中ですから、そ
れも一理あると思います。
　先ほど企画部長が地産地消のお話をしたんですけれ
ども、私のふるさとで魚とかいろいろ捕っているんで
すが、ここで捕った魚はいい魚でも、地元の人はキロ
3000円では買わないんですよ。どうしても地産地消
と言いながら、やっぱりこの島内で消費するのは――
ここはいろんな野菜、農業している人もそうですけれ
ども、なかなか地元では値段が厳しい状況なんです
よ。やっぱり県外にしっかりと出荷をしないと、いい
物を作ってもいい物を捕ってもなかなか付加価値が得
られていないというのは、今地産地消、いろんなとこ
ろで聞く話なんですよ。ですからそのためにもぜひ不
利性解消、よく言っております。それをしっかり充実
をしないと、企画部長がおっしゃっている地産地消は
なかなか厳しい結果が出るんじゃないかと思いますけ
れども、この件についていかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時55分休憩
　　　午後６時55分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　域内自給率については、
県外への出荷は経済の規模を大きくすることにつなが
ります。域内自給率の向上要件として働きますけれど
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も、その分を県民が県外からの入荷に頼った場合に
は、域内自給率も低下要因にも働くことになります。
域内自給率の向上に向けた県内産の財・サービスを県
外に出荷するとともに、県民が消費する需要に対して
も適切に満たす県内外のバランス、これが必要だとい
うふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　企画部長、それはよく分かるんです
けれども、やっぱりこういうお仕事をしている人たち
の所得のことを考えると、県内でその値で消費できる
というのがなかなか厳しいのもあると思いますので、
その辺をしっかり不利性解消で――与那国でもそうで
すよ、カジキはほとんど県外ですよ。その辺にもう
ちょっと温かく手当てをしていただきたいというふう
に思っております。
　時間の都合もありますので再度、復帰50周年、こ
の沖縄振興開発計画を受けての率直な感想をいただき
たいと思います。これまで。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　沖縄県はこれまで社会基盤
の整備からその振興開発計画がスタートし、その状況
が整うにつれ観光客数の増加、それから情報通信産業
の沖縄での展開など、やはり基盤が整備されてくるこ
とによってしっかりとその需要を受け止めることがで
きるという、そういう環境がつくられてきたと思いま
す。そして、現振興計画は間違いなく沖縄の持ってい
る魅力や潜在力、ポテンシャルというものが十分に引
き出され、アジアのダイナミズムがそこに、沖縄に向
かっていた。中国の観光客が沖縄にどんどんやってき
たという、海外に対しても沖縄のネームバリューを発
信できる環境まで来ていたと思います。しかし、コロ
ナウイルスによって世界的に経済が今停滞させられて
いますが、しかし、アフターコロナ、ポストコロナに
おいては、ニューノーマルに適合する安全・安心な島
を目指して幸福が実感できる島を目指して、しっかり
とまた立ち上がっていって、この沖縄のさらなる魅力
をどんどん発信していきたいというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　これまでの50年間、そしてまた向
こう10年間の議論を今されております。ぜひこれま
でのことを踏まえて、今知事から答弁がありましたよ
うに、まだまだ足らぬところもあるし、またいろいろ
と沖縄県の方向性も含めて、今回10年延長されたわ
けですから、改正法案も含めて、ぜひ今回の改正案を
受けて実効性のある施策を持って、この施策が絵に描
いた餅にならないようにぜひ取り組んでいただきたい

と思います。
　次に、公室長、移設協議会については防衛省から何
ら連絡がないということでありましたけれども、日程
調整等、関係機関からの問合せはあったのかどうか再
度確認をいたしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　第28回移設協議会の開催につきましては、防衛省
から日程調整等の依頼がございましたけれども、双方
の日程などの調整がつかなかったことから、防衛省に
再考を求めたところでございます。これを受け現在、
防衛省において日程等含めて調整を行っているという
状況でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　島袋土建部長、今港湾組合では改訂
に向けてパブリックコメントをしたり、去年意識調査
も終わりまして、今年３月末には長期構想検討委員会
の結果もしっかりまとめるという方向で進めておりま
す。そういう中におきまして、先ほど答弁がありまし
たが、もう一度課題についていろいろとお話がありま
したけれども、まずは１つ２つ重要な課題があると思
います。これ検討委員会の中でもいろいろと概要版で
出ておりますので、その辺も含めて、中身も大体４つ
ぐらい大まかに出していますので、その辺の説明をお
願いしますとともに、これ港湾計画改訂はいつ最後に
されておりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時１分休憩
　　　午後７時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　今那覇港管理組合で
取り組んでおります長期構想の中で、目指す４つの将
来像というのがございます。「Ⅰ　アジアのダイナミ
ズムを取り込み、自立型経済の構築を支える国際物
流拠点となる“みなと”」、「Ⅱ　世界から選ばれ、観
光の高付加価値化に導く“みなと”」、「Ⅲ　沖縄の経
済・生活の強靱化を支える“みなと”」、「Ⅳ　持続可
能な発展を実現する“みなと”」となっております。
　那覇港港湾計画の改訂につきましては、平成15年
３月に改訂され、その後平成22年３月に一部改訂等
を経て現在に至っているというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　一部改訂を除いて、本来であれば何
年スパンで改訂をしなければいけないというふうに考
えていますか。
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○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時３分休憩
　　　午後７時３分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　改訂につきまして
は、おおむね10年から15年でございます。
○○島尻　忠明君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時３分休憩
　　　午後７時４分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○土木建築部長（島袋善明君）　一部改訂を除きます
と、平成15年に改訂ということでございますから、
単純に平成30年が15年後というところでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　そうですよね。平成15年に改訂し
ております。
　部長にお伺いしますけれども、長期構想ができまし
たら次は作業、何がありますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時４分休憩
　　　午後７時４分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　那覇港管理組合によ
りますと、現在作業中の長期構想の取りまとめと移設
協議会において那覇港湾施設の代替施設の配置が確定
した後、那覇港管理組合において港湾計画の改訂案を
作成するというスケジュールになっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時５分休憩
　　　午後７時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　この港湾計画改訂に当たっては、次
はいろんな作業があるかと思いますが、その作業は、
あと何がありますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　その後、公有水面埋
立ての申請等がございますので、環境影響評価に基づ
く手続等が必要になると考えております。
○○島尻　忠明君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時６分休憩

　　　午後７時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○土木建築部長（島袋善明君）　失礼いたしました。
　港湾計画の改訂案を作成した後は、那覇港地方港湾
審議会、国の交通政策審議会の議を経て港湾計画の改
訂となると考えているとのことでございます。
○○島尻　忠明君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時６分休憩
　　　午後７時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　部長、今那覇港は大変狭隘で危険な
んですよ。そして岸壁の延長も求められています。ク
ルーズバースも、大分大きい船が来た場合は若狭バー
スでは厳しいものですから、今那覇港を使っておりま
す。人と人といろんなトレーラーとか大変危険な状況
です。そして上屋も大分老朽化しております。いろん
な公共施設もやっている。これ急いで――今検討委員
会しておりますので、早めに県民の安心・安全、そし
て県民の多くの生活物資はこの港から来ているわけで
すから、早めに整備をしなければいけないと私は思う
んですけれども、部長いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　現在、先ほども申し
上げましたけれども、那覇港管理組合において長期構
想の策定に取り組んでいるところでございます。那覇
港管理組合としては、今後那覇港港湾計画の改訂を行
い、将来にわたる沖縄県全域の持続可能な発展の推進
力となる港づくりを進めていくとのことでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　部長、今沖総局と防衛のほうです
か、静穏度調査をやっていますけれども、この調査は
どういう調査ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時８分休憩
　　　午後７時９分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　沖縄防衛局で静穏度
調査を行っているというふうに聞いてはおりますが、
詳細については把握してございません。
○○島尻　忠明君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時９分休憩
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　　　午後７時９分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○土木建築部長（島袋善明君）　沖総局の調査内容に
ついても詳細については把握してございません。
○○島尻　忠明君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時９分休憩
　　　午後７時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○土木建築部長（島袋善明君）　静穏度調査につきま
しては、一般的に港内での静穏度というところで、船
舶等が係留される際に、その波の高さですとか、その
影響の程度について把握する調査、シミュレーション
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　これは港湾組合でも、そして沖総局
でも、いろんな意味で、今そこの港湾の整備、いろん
なことが大変厳しい状況があることを踏まえて、着々
と行政的には進めてまいっております。これ政局にす
るつもりは絶対ありませんので、やはり港の整備をす
るために、早めに港湾計画を改訂する。そのために
は、前回の議会で港湾計画の早期の改訂に当たって
は、移設協議会も早期に開催をすべき、必要があると
答弁をしております。公室長、これで間違いないです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時12分休憩
　　　午後７時12分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　那覇港湾施設の代替施
設につきましては、移設協議会の枠組みの中で進める
というのが確認事項でございますので、県としても、
そういった形で進めてまいりたいというふうに考えて
います。
○○島尻　忠明君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時12分休憩
　　　午後７時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
民港の港湾計画との整合を図りつつ、しっかりと進め
るということが基本的なスタンスでございますので、
議員今ございました形で答弁したかというふうに思い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。

○○島尻　忠明君　公室長、これは港湾議会でもそのよ
うにちゃんと答弁がありますので、その辺の整合性を
今確認していますので。
　それで、行政・事務方の皆さんで積み上げてきた、
いろんな方々で、今もう長期構想検討委員会も３月末
では締めて、パブリックコメントも終わっていますの
で、１月で。製本にするのかどういうふうに――今概
要版が出ていますけれども、次はもう港湾計画改訂し
かないわけですよ。そこに進むには、やはりいろんな
ものが含まれているかもしれませんけれども、やはり
次の県民の安心・安全、食の安全、そしてしっかり
入ってくる港の整備、そういうものを包含して早めに
進めるためには、やはり移設協議会は避けては通れな
いと思うんですよ。その辺はどう考えていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　那覇港湾施設の代替施
設につきましては、繰り返しになりますけれども、昨
年５月19日に那覇港管理組合から民港の……
○○島尻　忠明君　知事公室長、ちょっといいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時15分休憩
　　　午後７時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事公室長（金城　賢君）　県としましては、防衛
省から示された代替施設の配置案につきまして、前回
の移設協議会でも、環境保全への最大限の配慮であり
ますとか、移設面積を可能な限り縮小すること、民港
部分に支障のない適切な配置であることなどを求めて
おりますので、県としても、民港の部分に支障がない
形でしっかりと整合性を確認してまいりたいというふ
うに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　公室長、私が言っているのは軍港
じゃなくて、要するに港湾計画を改訂するために、皆
さん移設協議はしないといけないと話をしているもの
ですから、しかも、ほとんど作業は終わっているんで
すよ。後はそれしかないんですよ、港湾計画改訂に向
けては。その後、地方港湾審議会、そして国交省の交
通部会と、いろいろ長いですので、早めにやらない
と。せっかくパブリックコメントも終えました、検討
委員会も終わりました。これ１年２年延びる、これを
またもう一回やり直しですよ。これ、パブリックコメ
ントいただくわけですから。ですからその辺が遅滞な
くですよ、ただでさえ遅れていますので、そのために
港湾計画改訂に向けてどうですかと聞いていますの
で、今公室長からの港湾云々は、そこで論議されるか
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もしれませんが今は論議していませんので、その作業
だけ問うていますから。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　那覇港管理組合からの民港の形状案も踏まえて、そ
の後防衛省から代替施設の配置案が示されるというこ
とになっておりますので、県といたしましては、当該
配置案についてしっかりと対応してまいりたいという
ふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　ぜひその辺も、今私が訴えている部
分を受けて、早めに――お忙しい中と思いますけれど
も、オンラインでもできるし、いろんな形で今できま
すので、もしまた防衛局からその日程調整ありました
ら、しっかりと受け止めるということで理解してよろ
しいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　議員御指摘のとおり、
移設協議会の枠組みの中で進めるというのが基本的な
考え方でございますので、しっかりと対応したいとい
うふうに考えております。
○○島尻　忠明君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時18分休憩
　　　午後７時18分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　企画部長から答弁がありました、
キャンプ・キンザーを見据えてという報道がありまし
たけれども、これまではいろんな面積の制限がありま
して、跡地利用の拠点のいろんな開発行為の縛りが
あったんですが、段階的返還でそれもできるというこ
とになりましたが、いま一度これまでの面積と、今度
示された面積をお答えできますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　跡地利用推進法では、広
域的な観点から開発を行うことで、県の自立的発展、
豊かな生活環境の創造の拠点等になると認められる区
域を拠点返還地として、内閣総理大臣が指定すること
が規定されております。そしてこの拠点返還地が200
ヘクタール以上の場合、国の取組方針の策定、これが
義務づけられているところでございます。今回段階的
に返還されたとしても、これを一体として指定できる
という特例が創設されました。したがいまして、拠点
返還地の指定面積が200ヘクタールを今超えない場合
であっても、段階的に返還されてこれが200ヘクター

ルを超える場合、国の取組方針が義務づけられて、跡
地利用への国の積極的な関与が期待されるところでご
ざいます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　このことがキャンプ・キンザーの返
還に及ぼす効果というのは、どういうことが考えられ
ますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　今申し上げたように、段
階的返還であっても国の取組方針が義務づけられると
いうことになります。国の取組方針にあっては、拠点
返還地の整備の方針に関する事項、実施すべき事業、
実施主体に関する事項、重点的に推進すべき公共施設
の整備に関する事項、産業の振興に関する事項、これ
らの方針を定めることになります。これらをこの方針
の下に、国それから県、地元市も含めて、取組の推進
に当たっていくことになるものと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　次に、公庫法改正では跡地で商業施
設などを開発する場合の貸付条件が今回拡充をされま
す。その具体的内容及び効果について伺います。あわ
せて、開発事業で建築された建物の所有権の一部を保
留床として第三者に譲渡できる譲渡方式による開発も
貸付条件に加える改正内容になっております。その具
体的内容及びその効果についてもお伺いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　今、議員がおっしゃった
とおりでございまして、例えば今までは自己所有のた
めの整備資金、これしか貸付対象ではなかったとこ
ろ、たくさんの地権者がいらっしゃって、その上に施
設を造って、一部については地権者の所有分として保
留床として扱うことになりますけれども、そういう大
型施設についても貸付対象になったということでござ
います。地権者が多数存在する駐留軍用地跡地の利活
用の推進に当たって、非常に有効な貸付けになるもの
というふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　部長、一番は、この軍用地というの
は昔、一坪反戦地主というのが大きくクローズアップ
されていたんですよ。それで土地がなかなか小さいん
ですよ。今回の改正によって１つの土地として開発・
事業をやって、そして、普通は区画整理は立体換地と
いうものはやらないんですけれども、平面換地なんで
すが、これ立体換地ができて、その保留地が――これ
が一番の今回の改正案の大きな課題なんですよ。これ
を公庫がやったということは、私やっぱり公庫が存続
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した大きな役割もあると思うんですよ。この件につい
て答弁いただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　公庫にあっては、これま
でも創設以来、７兆円の出融資実績があって、沖縄の
地域的な政策課題に応えるための様々な取組を、ある
いは独自制度も創設した上で展開してきたところでご
ざいます。跡地の利活用に向けた融資についても、平
成24年度から令和２年度で累計710億円、ホテルや
大規模商業施設、小規模店舗のほか医療福祉施設、賃
貸住宅などに幅広い融資を行ってきたところで、この
法律改正によってさらにこれが拡充されるということ
で、跡地利用の円滑な推進に資するものというふうに
考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　次は寄附金についてなんですけれど
も、今沖縄県は返礼品はしてないということなんです
けれども、ほかの都道府県というのはどういう状況に
なっておりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　確認しましたところ、
47都道府県のうち、いわゆる返礼品を行っていない
のは沖縄県含めまして９都府県、38道府県は返礼品
等を行っている状況にございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　そこで部長、３割とかいろんな規制
はありますけれども、今、こういうすばらしいパンフ
レットを作っているんですよ。（資料を掲示）　そし
て伝統文化あるいは海を守るとかいろんなものがあ
ります。41市町村でいろんな返礼品やっていますの
で、そうじゃなくて、いろんな史跡やそしてダイビン
グ、やっぱり海をきれいにしたいということで寄附を
なさる方もいると思いますので、そういった県ができ
ること、首里城だったりいろんな史跡であったり、そ
この入園料とかいろんなものを含めて、その辺を返礼
品にできないかなと思いますが、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　返礼品を行ってない自治
体の中には、確認したところ、市町村との競合を避け
るために行わないというところもございました。同じ
ようなものを送ってしまうと、確かに市町村と競合す
るというケースは当然出てくると思っております。圧
倒的に返礼品を行っている自治体、都道府県のほうが
実際には多いという状況もありますので、今後――先
ほど10億円余りというふうにふるさと納税額を答弁
したんですけれども、そのほとんどは首里城の基金で

ございまして、いわゆるふるさと納税のうちの御質問
がありました美ら島ゆいまーるの部分に限っていく
と、この４年間、大体3000万円から4000万円で推移
しています。その拡充は非常に大事だと考えています
ので、議員御指摘の点も踏まえて、他県の状況など、
あるいは市町村の返礼品の状況なども確認しながら検
討していきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　ダイビング業界とか、あるいはまた
いろんな史跡巡りができるような返礼品もできればい
いかなと思っております。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時27分休憩
　　　午後７時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○島尻　忠明君　磁気探査の件ですけれども、ここ３
年の予算の推移を教えていただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時27分休憩
　　　午後７時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　まず令和２年度が32億2932万9000円、それから
令和３年度が29億2111万4000円、それから令和４
年度は今、予算案というベースでございますけれども
29億385万9000円となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　減っている原因は何ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　昨年比較で申し上げま
すと、令和４年度は約1700万円程度、１％減でござ
いますけれども、令和２年度で比較しますと約３億
2500万円と大幅な減額となっています。これについ
ては、当然戦後処理の一環として国の責務で行われる
べきであるという観点から、国に対し予算の確保を求
めているところでございますけれども、内閣府からは
現下の国の厳しい財政状況の中、予算の効率的な執行
の観点から減額したというふうな説明を受けておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　沖縄県では、建築主がそのまま設計
士にお願いをしたり、施工業者を探すんですよ。他府
県では、私も県外で不動産業界にいましたけれども、
ほとんどハウスメーカーが造った家を買うんですよ。
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それで、この方々が言うには、なかなか年度末の予算
がなくて、そのまま工事をするという傾向もあります
ので、やはり沖縄は特殊性があって、日取りとかいろ
んな年を取るとかってあるものですから、３月にして
５月にやりたいという人もいますけれども、この継続
性というのは厳しいですか、予算の。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　議員が御質問の件につ
きましては、予算の制度上、繰越しを前提とした形の
事業の執行は難しいということでございます。このた
め議員からもございましたけれども、例えば２月に工
事を施工したいとした場合に、これが工期が三、四か
月かかるといった場合については、予算の制度上を認
められないということになります。繰越しを前提とし
た事業は難しいということでございますけれども、一

方で、議員から御指摘のような課題は県としても認識
しておりますので、内閣府とも、例えば債務負担行為
の設定をすることによって事業化ができないかといっ
たような検討を今行っておりまして、そうした課題の
解決については、しっかりとまた今後も検討してまい
りたいというふうに思います。
○○島尻　忠明君　ありがとうございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明３月１日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後７時30分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。
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議　　事　　日　　程　第６号
令和４年３月１日（火曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第24号議案まで、甲第26号議案から甲第37号議案まで及び乙第１号議案から乙第43
　　　号議案まで（質疑）
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第24号議案まで、甲第26号議案から甲第37号議案まで及び乙第１号議案から乙
　　　　　第43号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　令和４年度沖縄県一般会計予算
　　　　　　甲第２号議案　令和４年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
　　　　　　甲第３号議案　令和４年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
　　　　　　甲第４号議案　令和４年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
　　　　　　甲第５号議案　令和４年度沖縄県下地島空港特別会計予算
　　　　　　甲第６号議案　令和４年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
　　　　　　甲第７号議案　令和４年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
　　　　　　甲第８号議案　令和４年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第９号議案　令和４年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
　　　　　　甲第10号議案　令和４年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第11号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第12号議案　令和４年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第13号議案　令和４年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
　　　　　　甲第14号議案　令和４年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
　　　　　　甲第15号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第16号議案　令和４年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
　　　　　　甲第17号議案　令和４年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
　　　　　　甲第18号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第19号議案　令和４年度沖縄県公債管理特別会計予算
　　　　　　甲第20号議案　令和４年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
　　　　　　甲第21号議案　令和４年度沖縄県病院事業会計予算
　　　　　　甲第22号議案　令和４年度沖縄県水道事業会計予算
　　　　　　甲第23号議案　令和４年度沖縄県工業用水道事業会計予算
　　　　　　甲第24号議案　令和４年度沖縄県流域下水道事業会計予算
　　　　　　甲第26号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第22号）
　　　　　　甲第27号議案　令和３年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第28号議案　令和３年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第29号議案　令和３年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第30号議案　令和３年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第１号）

令 和 ４ 年
第 １ 回

令和４年３月１日（火曜日）午前10時開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）
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　　　　　　甲第31号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第32号議案　令和３年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第33号議案　令和３年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第34号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第
　　　　　　　　　　　　　 １号）
　　　　　　甲第35号議案　令和３年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第36号議案　令和３年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第37号議案　令和３年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県首里城歴史文化継承基金条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び沖縄県職員の育児休業等
　　　　　　　　　　　　　 に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職
　　　　　　　　　　　　　 員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第６号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第７号議案　沖縄県石油価格調整税条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県行政書士試験手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第９号議案　沖縄県生活環境保全条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第10号議案　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第11号議案　沖縄県子どもの貧困対策推進基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第12号議案　沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の
　　　　　　　　　　　　　 一部を改正する条例及び沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する
　　　　　　　　　　　　　 基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第13号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める
　　　　　　　　　　　　　 条例
　　　　　　乙第14号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の設立に伴う関係条例の整理に関する条例
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県農作物種苗生産条例
　　　　　　乙第16号議案　沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条
　　　　　　　　　　　　　 例
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例の一部を
　　　　　　　　　　　　　 改正する条例
　　　　　　乙第19号議案　沖縄県観光振興基金条例
　　　　　　乙第20号議案　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第21号議案　沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第22号議案　沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第23号議案　沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第24号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第25号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第26号議案　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する
　　　　　　　　　　　　　 条例
　　　　　　乙第27号議案　沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第28号議案　沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第29号議案　沖縄県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する
　　　　　　　　　　　　　 条例の一部を改正する条例
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　　　　　　乙第30号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第31号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第32号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第33号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第34号議案　訴えの提起について
　　　　　　乙第35号議案　財産損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第36号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第37号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第38号議案　損害賠償請求事件の和解等について
　　　　　　乙第39号議案　損害賠償の額の決定について
　　　　　　乙第40号議案　包括外部監査契約の締結について
　　　　　　乙第41号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の中期目標を定めることについて
　　　　　　乙第42号議案　副知事の選任について
　　　　　　乙第43号議案　沖縄県教育委員会教育長の任命について
　　　　　　 

出　席　議　員（47名）

欠　席　議　員（１名）

説明のため出席した者の職、氏名

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　喜友名　智　子　さん
３　番　　島　袋　恵　祐　君
４　番　　玉　城　健一郎　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　國　仲　昌　二　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　新　垣　光　栄　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君

２　番　　翁　長　雄　治　君

24　番　　仲　村　未　央　さん
25　番　　平　良　昭　一　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　照　屋　大　河　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

知 事　　 副 知 事玉　城　デニー　君 謝　花　喜一郎　君
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
知　念　弘　光　君
上　原　貴　志　君
佐久田　　　隆　君

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長

課 長 補 佐
主 幹
主 査

城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君

○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　諸般の報告については、お手元に配付の文書により
御了承願います。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案か
ら甲第24号議案まで、甲第26号議案から甲第37号議
案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案までを議
題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　又吉清義君。
○○又吉　清義君　質問の前にちょっと……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時１分休憩
　　　午前10時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○又吉　清義君　おはようございます。
　沖縄・自民党、又吉清義、一般質問を行いますが、
順番を変えて７番、８番、９番を終えてから１番に入
りたいと思いますので、御理解をよろしくお願いいた
します。
　まず、本日卒業を迎える県立高等学校の皆さん、卒
業おめでとうございます。
　コロナ禍の中の学園生活はさぞ大変だったでしょ
う。今後の皆様方の未来に向け、幸多かれと議長に代

わり熱くエールを送りたいと思います。
　７番から質問に入らせていただきたいと思います。
　まず、台風や大雨、地震等による自然災害の県の対
応について伺う。
　(1)、土砂災害警戒区域、普天間の急傾斜地帯対策
についての進捗状況について伺う。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　令和２年10月に発
生した宜野湾市普天間の崖崩れについては、令和３年
９月に県による調査を終えております。宜野湾市か
ら、地権者の同意取付けを進めた結果、おおむね同意
は得たとの報告を令和４年１月に受けたところでござ
います。県では、令和４年度に急傾斜地崩壊対策を実
施するために必要となる危険区域の指定及び予備設計
を実施する予定であり、引き続き宜野湾市と連携して
取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　ありがとうございます。
　順調に進んでいることに深く感謝申し上げます。ま
たひとつ今後もよろしくお願いいたします。
　では引き続き、８番に移らせていただきます。
　コロナ禍の影響により大きな経済的打撃を受け、厳
しい経営を迫られている路線バス運営の支援につい
て。
　(1)、県民の交通機関である民間路線バスは移動手
段のない弱者を助ける大きな役割を担っていると理解
をするが、県の考え方を伺う。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。

副 知 事
政 策 調 整 監
知 事 公 室 長
総 務 部 長
企 画 部 長
環 境 部 長
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保 健 医 療 部 長
農 林 水 産 部 長
商 工 労 働 部 長
文化観光スポーツ部長

土 木 建 築 部 長
企 　 業 　 局 　 長
病 院 事 業 局 長
会 計 管 理 者
知事公室秘書防災統括監
総 務 部 財 政 統 括 監
教 育 長
警 察 本 部 長
労働委員会事務局長
人事委員会事務局長
代 表 監 査 委 員

照　屋　義　実　君
島　袋　芳　敬　君
金　城　　　賢　君
池　田　竹　州　君
宮　城　　　力　君
松　田　　　了　君
名渡山　晶　子　さん
大　城　玲　子　さん
崎　原　盛　光　君
嘉　数　　　登　君
宮　城　嗣　吉　君

島　袋　善　明　君
棚　原　憲　実　君
我那覇　　　仁　君
大　城　　　博　君
平　敷　達　也　君
平　田　正　志　君
金　城　弘　昌　君
日　下　真　一　君
山　城　貴　子　さん
大　城　直　人　君
安慶名　　　均　君
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○○企画部長（宮城　力君）　路線バス等の公共交通
は、議員おっしゃるとおり交通弱者はもとより、県民
や観光客の移動手段として重要な役割を担っており、
それを確保・維持することが重要であると考えており
ます。
　県としましては、引き続き公共交通の確保・維持が
図られるよう取り組んでいきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　行っていくのは当然かと思うんです
が、ちなみに皆さん、一般会計補正予算、令和２年度
第４号、令和３年度第17号でこのように補正もして
いただき本当に感謝申し上げます。しかし、公共交通
と言われている路線バス、令和２年から令和３年12
月までどのくらい減収になったか御存じでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時５分休憩
　　　午前10時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　県内路線バス10社の減
収状況でございます。令和２年度４月から翌年の３月
までで約22億円、それから令和３年度４月から去る
12月までで16億円、40億円弱の減収となっておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　ですから部長、そういった減収が
40億円近くもなる中で、また燃料代も上がってし
まったと、非常に厳しいのが現状だと思います。ただ
その中で、私たちはやはり足のない、そして弱者を助
ける、たとえまん延防止が措置される中、緊急事態宣
言が措置される中、バスは止めるわけにはいかないと
思うんです。そういうのを勘案した場合に、部長いか
がですか。やはりもっとしっかりと、どのようにした
ら立て直すことができるか。
　(2)にあります、今後の路線バスの支援についてど
のように取り組んでいくのか、皆さん協議をしておら
れるのか、知事の考え方をお伺いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　先ほど申し上げましたと
おり、県内の路線バス事業者の経営状況は、非常に大
変厳しい状況にあるものと認識しております。県では
路線バス事業者に対し、運行継続支援等として令和２
年度以降３度の補正予算において総額３億9000万円
の支援金を支給してきたところでございます。
　県としましては、今後の経済の回復に向けて、公共
交通の運行継続が図られるよう取り組んでまいりたい

と考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　皆さんが大変なことも、私も重々よ
く理解しております。ただしかし、路線バス、今整理
統合であり、減便ももう視野に入っております。そう
なった場合に、これを復活するのは並大抵じゃないで
すよ。やはりその辺を県としてもしっかりと話合いを
する中で、どこまで支援できるのか、お互いどうでき
るのか身も削る中でしっかりとした対策を立てていた
だきたいと思うのですが、部長再度お伺いします。知
事は答弁しないものですから、部長に私すがるしかあ
りませんから。いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　公共交通については、県
民の皆様、特に交通弱者の皆様にとっては非常に重要
な移動手段だと考えております。今後とも公共交通の
維持・確保に向けて努めてまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　次に移らせていただきます。
　９番、沖縄県下水道事務所宜野湾浄化センターにつ
いて、進捗状況について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　中部流域下水道の宜
野湾浄化センターは、流入量の増加及び施設老朽化
に対応するため、平成17年度より処理施設の建設を
行っております。水処理については、現行計画におい
て４施設を整備する予定であり、そのうち平成30年
度までに２施設の供用を開始しております。令和４年
度は、３施設目を供用開始する予定であり、全施設の
供用開始に向け引き続き整備を進めてまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　そういうふうに進める中で、地域か
らグリーンベルト地帯、そしてまた緩衝地帯等、県と
のいろいろ打合せがあったかと思いますが、その取扱
いについて、皆さん県としてどのように対応しておら
れるか、分かる範囲で御説明お願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　宜野湾浄化センター
の緩衝緑地帯につきましては、これまで宜野湾市及び
伊佐区自治会との協議を踏まえ、既存施設を撤去した
後、臭気や景観に配慮した緑地帯を設置することとし
ております。県はこれまで地元に対し、工事の進捗状
況に応じて説明会を行うなど、必要な情報提供を行っ
ているところであります。
　県としては、引き続き地元と協議を進め、早期の整
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備完了に向けて取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　実を申しますと、宜野湾市も地元地
区も、県のほうから当時の大田知事、平成９年８月１
日に頂いた資料によりますと、こういった問題点につ
いての回答で、記の２番目のほうに、「第３系埋立地
側の施設建設にあたっては、施設上部を多目的広場と
して整備し、地域への開放を図る」。私は、これ地域
とともに、地域の方々にもそういった開放できる場が
あれば、そういうのも努力していきたいというふうに
捉えておるんですが、そういった理念でもって緑地帯
であり、緩衝地帯、やはり皆さん、施設の移転が行わ
れるまで、そういった広場ができる間は、地域へいか
に開放していくか。いかに県民の健康を守るために活
動していくか。私はやるべきだと思いますが、いかが
でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　現在、埋立て、拡張
に当たりまして、民地との間に約25メートル幅の緩
衝地帯を設けて緑化するという計画になってございま
す。住宅地域から100メートル以内の場所につきまし
ては、緩衝帯と位置づけて、臭気の発生するおそれが
ない施設、例えば事務室ですとか電気室等々、そう
いったものを整備する予定でございます。
　議員のお話にありました緩衝帯での多目的広場、ト
イレとか駐車場とかそういったものの実現に関しまし
ては、下水道事業では、運動施設に位置づけられる多
目的広場の実現は厳しいので、宜野湾市の公園事業と
調整を図りながら、その連携について宜野湾市と調整
を図っていきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　ぜひ地域に開放を図る上で、やはり
施設が移転する間、ある程度空白期間の年月があるわ
けです。その辺はたくさん借りてくる必要はないかと
思います。やはり施設上部にそういった広場を設ける
場合の予算と、そういった空き施設が出た場合に開放
すると、どちらがやはり便利か、また予算も少ない
か。いろんな角度から検討して、ぜひ地域とともに、
お互い施設を造るまでの間しかできませんよと、そう
いった条件つきでもいいかと思います。ぜひそういっ
た対応もしていただきたいと思います。
　ちょっと休憩してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時13分休憩
　　　午前10時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

○○又吉　清義君　１番のほうに戻って質問したいと思
います。
　まずその前に、知事に確認をしたいと思います。何
かといいますと、沖縄の歴史を正しく知り、正しく後
世に伝えることにより、沖縄は未来永劫に発展してい
くものだと確信をするが、知事はどう思うか、所見を
伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　雑　な考え方で大変申し訳
ありませんが、やはり歴史を振り返り未来に対してど
のような継承をしていくか、そのために調査を行い、
しっかりと検証作業も行った上で未来に対する問いか
けを出していかなければならないだろうというように
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　すっきりしない答弁ですね。私はや
はり歴史を正しく知ることは非常に大事だと思いま
す。間違えた歴史、ゆがんだ歴史を発信すると沖縄の
未来はないと思います。
　まず１、知事提案説明の中で、「県政運営に取り組
む決意について」明記をされている復帰措置に関する
建議書について伺う。
　(1)、復帰措置に関する建議書が1971年11月に作
成された経緯について伺う。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　復帰措置に関する建議
書、これの冒頭において、沖縄の返還協定や復帰準備
として閣議決定された復帰対策要綱の一部、国内関連
法案等に「県民の要求が十分反映されていない憾み」
――うらみという字は遺憾に思うの憾という字で、残
念に思うという意味でございます――憾みがあると
し、「沖縄問題の重大な段階において、将来の歴史に
悔を残さないため、また歴史の証言者として、沖縄県
民の要求や考え方等をここに集約し、県民を代表し、
あえて建議するものであります」とされております。
沖縄県行政記録によりますと、1971年10月15日に琉
球政府の宮里副主席を本部長として、本土政府の復帰
対策要綱及び復帰法案等を総点検するプロジェクト
チームを発足させ、翌月の11月17日に復帰措置に関
する建議書を発表したと記されております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　このプロジェクトチームというの
は、どのような選考をおかれてやったのか、またどう
いうふうにしてこのチームができたか御答弁くださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
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○○企画部長（宮城　力君）　沖縄県公文書館に保存さ
れている資料によりますと、宮里松正行政副主席以
下、琉球政府各課の31人の職員で組織され、また外
部有識者として弁護士、医師、それから学識経験者、
大学の先生など９名が加わるなど、幅広い分野での検
討が行われたものと認識しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　あえて議論しませんが、その認識は
間違いです。プロジェクトチームのメンバーは各局で
選考したのではなくて、グループが指定したものであ
るということです。グループが指定した。よくないで
すよ。
　次に、当時の立法院とはこの建議書とどのような関
わりがあるかお答えください。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　立法院における建議書の
取扱いについては、琉球立法院会議録及び沖縄県行政
記録において確認できませんでした。
○○又吉　清義君　ちょっと休憩していいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時18分休憩
　　　午前10時18分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　又吉清義君。
○○又吉　清義君　多分立法院の議事録で確認できない
です。当たっています。だって立法院に諮られていな
いんだから。私も議事録を全部見てきました。２か年
分の議事録。そしてそういうのを調べてみて、要する
にこういうふうに書かれています。作業を副主席直接
指導により総務局が当たると。各局は総務局に協力す
ると決定し、同日引き続き行われた行政府・与党連絡
会議でも同様に決定されたと。これ与党連絡会議と
か、グループで選任された中でやられたというもので
す。ですから立法院の中で決議されたものではないと
いうことを皆さんしっかりと分かっていただきたい。
いかがですか。記録はありませんよ、ですから。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　先ほど答弁申し上げまし
たように、立法院における取扱いについては確認で
きませんでしたが、沖縄県行政記録によりますと、
1971年10月15日にプロジェクトチームを発足させる
という記録が残っておりまして、正式な琉球政府の組
織であるというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　正式な組織であるかないか、普通は
そういうことしませんよ。グループで指名するなんて

ないですよ。皆さんも諮問委員会を設置するときにグ
ループで指名するんですか。そんなことないですよ。
そしてこれができた経緯、９月３日に閣議決定、復帰
対策要綱が全て、第３次まで承認をされた。その後に
皆さんは急いでこれをつくると。なおかつ、その建議
書、復帰対策要綱の中に入っている全てのものと中身
はほとんど変わらない。ある一部分を除いて。またア
チラシケーサーしている。その中身も確認いたしまし
たか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時20分休憩
　　　午前10時21分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　建議書については、内容
等確認しているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　これは、国会召集日1971年10月16
日の５日前という時期につくられた対策要綱も全てと
うに決定し、復帰関連などの法案も全部仕上がった
と。しかし一部の例外を除いてはその都度、この会議
の皆様が了承して決まった事項について、また異議申
立てをしているということなんですよ。これが屋良建
議書なんです。それじゃよくないですよということ
で、そこで私は非常に気になるのは、これは正式な公
文書としての効力を認められるかどうか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　当時の琉球政府の公文書
によりますと、本土政府の復帰対策要綱及び復帰法案
等を総点検するプロジェクトチームは、先ほど申し上
げた宮里副主席を本部長とし、各局31名の職員及び
９名の外部有識者で構成されております。また、沖縄
県行政記録においては、同年11月17日に復帰措置に
関する建議書を発表と記載されております。これらの
ことから、当該建議書は琉球政府内において取りまと
められ公文書として発表されたものと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　だから発表はしたけれども、正式な
手続は踏まれていませんよということです、皆さん。
そこが大事です。だって与党連絡会議で協議をする、
立法院には諮っていない。そしてなおかつ閣議決定も
した中身をまたあえて持っていく。しかし閣議決定を
された中身の要綱、この建議書にいた皆さんがまたあ
えてそこに来てやる。おかしいと思いませんか。
　そこで次に移ります。
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　２番目、屋良朝苗主席が保革を問わず超党派で取り
組んできた、復帰に向けた復帰対策県民会議がどのよ
うに進められてきたか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　沖縄県行政記録によりま
すと、屋良主席は1970年11月12日の定例局長会議に
おいて、復帰対策県民会議（仮称）の設置を提唱し、
復帰対策室に検討するよう指示したとされておりま
す。琉球政府時代の公報によりますと、復帰対策県民
会議設置規則、これが1971年１月１日に公布され、
「復帰準備に関し広く県民の意志を反映させ、もつて
平和で豊かな沖縄県づくりに資する」ことを目的に復
帰準備に係る重要事項について調査審議、答申する琉
球政府の諮問機関として設置されております。また、
当時の公文書によりますと、県民会議は1971年５月
10日時点で、各界各層49名で構成されております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　これが復帰対策県民会議です。この
ように手順を踏んできました。しかし先ほどの復帰措
置に関する建議書、それを皆さんはそのような手順一
切踏まれておりません。ですから公文書として、皆さ
んよろしいですかと。ですからグループが指名したと
いうのはそういうことなんですよ。おかしくありませ
んか。
　次に、1970年11月12日の局長会議で屋良主席自ら
提案して設置された――これはいいですね。次に移り
ましょう。
　次(2)、これも一緒です。
　次(3)番に移ります。
　(3)、1971年５月27日、平敷静男、仲吉良新、仲
宗根悟、友寄信助４委員の連名で屋良主席と安里県民
会議会長宛てに出された８項目の意見書とはどのよう
に取り扱われたか伺う。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　当時の琉球政府の公文書
によりますと、1971年５月27日に開催された第11回
復帰対策県民会議において、仲吉氏ほか３委員より、
８つの要請項目が盛り込まれた復帰対策要綱第３次分
に対する要請書が屋良行政主席及び安里復帰対策県民
会議会長宛て提出されております。当時の公文書か
ら、その取扱いに関する記述は確認できませんでし
た。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　そうです。確認できないと思いま
す。だって取り扱われてないからです。閣議決定――
正式なものじゃないからです。これをどういうふうに

取り扱われたかというと、実録によりますと、主席は
安保破棄、一切の基地撤去、全軍用地返還の立場は取
らない。革新統一綱領でもそこまでは言っていない。
そんなことで県民会議が成り立たなければ、県民会議
は解散していいと、きっぱりと屋良さんはこの４名に
言ったわけです。ですからこの４名の方はそこで説得
をされて、これはなかったことになるわけです。です
から記録にはないと思います。いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　県民会議の答申を踏ま
え、琉球政府において作成された、復帰対策要綱に関
する要請書においては、仲吉氏らの要請に関する事項
は確認できませんでした。ただし、冒頭申し上げたと
おり、建議書は返還協定や閣議決定された復帰対策要
綱の一部、国内関連法案等に県民の要求が十分反映さ
れていないことから、将来の歴史に悔いを残さないた
め、琉球政府における総点検を経て、県民の要求や考
え方を取りまとめたものであり、建議書の内容には、
この仲吉氏らから要請されました８項目のうち７項目
について、その趣旨が盛り込まれているところでござ
います。
○○又吉　清義君　ちょっと休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時28分休憩
　　　午前10時28分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　又吉清義君。
○○又吉　清義君　今皆さんがおっしゃっている復帰措
置に関する建議書、これがつくられた経緯をもう少
し私から厳しく申し上げますと、このグループの皆
様は、10月の沖縄国会へ向けての闘争に動き出した
と。ですから、復帰協ですね、10月１日、沖縄批准
国会の闘争要綱をまとめる。そのときから政治的な絡
みの、沖縄県民の未来云々の前に闘争なんですよ、闘
争。ですから我々は保革対立の構造、もうそのとき出
来上がってしまった。いかに沖縄県民一緒になって県
民のために頑張るかじゃなくて、闘争するので団体、
そして闘争するためにできたのが、私からすると沖縄
復帰措置に関する建議書だと言っても私は言い過ぎで
はないと思います。その皆様方の集まりですから。先
ほど４委員から出されたのも、これは屋良主席から当
時厳しく言われて、これも排除になったということで
す。
　ですから――時間がありませんので次に移りますけ
れども、３番目に移ります。
　14回も開催された復帰対策県民会議の超党派を乗
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り越えて出来上がった沖縄の心は国にどのように受理
され、今日の沖縄に反映されているか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　復帰対策県民会議におけ
る答申を経て、取りまとめられた復帰対策要綱に関す
る要請、それなどを踏まえ、国において復帰対策要綱
が閣議決定されました。決定した復帰対策要綱に基づ
き、沖縄振興開発特別措置法案や沖縄の復帰に伴う特
別措置に関する法律案等の復帰関連法が制定され、こ
れらの法律に基づき、沖縄の振興や開発が進められて
きたものと考えております。一方で、返還協定や復帰
対策要綱の一部、国内関連法案等については、県民の
要求が十分反映されていないとし、将来の歴史に悔い
を残さないため、沖縄県民の要求や考え方等を集約し
た建議書が琉球政府により作成されております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　部長がおっしゃるとおり、何も
100％は反映されていないのは事実でございます。多
少の違いがあるのもこれも事実であります。それはそ
れでいいんです。しかし、一番大事な復帰対策要綱、
それによることによって、我々はあらゆる社会資本整
備、福祉、教育、医療、経済と、そして沖縄総合事務
局の設置と、税制の改革と、こういう県民の生活、未
来に向かうための大きな権限を勝ち取ることができた
ということは御存じでしょうか、皆さん。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　県民会議において取りま
とめられた内容については、多岐にわたります。その
復帰に伴い、これらの制度を構築していただきたいと
いう要請がなされ、それに基づいて国の復帰対策要綱
が制定され、関連法案に反映されたというのは承知し
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　何も基地問題だけじゃなくて、基地
問題は急には片づきませんよと。しかし一番大事なこ
ういった社会資本整備、沖縄県民の暮らし、健康、命
を守る、その中でやはり我々一番大事な施政権を勝ち
取ることができた。この施政権を勝ち取ることができ
たことに関しては、部長としてどのように思います
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　沖縄県が日本国の一部、
県として認定され、それによって他県と同様の政治シ
ステムが適用されるということにあっては、基本的人
権の確保という意味にあっても非常に意義があるもの
であったというふうに考えます。

○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　部長、意義があるものとは格が違い
ますよ。施政権というのは立法、司法、行政の三権を
これから沖縄県民が自ら行使することができる。でき
なかったんですよ、皆さん。できなかった。これをで
きるようにしたのが復帰対策県民会議であり要綱であ
り、その中でそれが生まれてきて、今日の沖縄の未来
があるということです。皆様がおっしゃっている復帰
措置に関する建議書、これでは勝ち取れなかったと思
いますよ。これはグループがつくったものであるとい
うこと、大きな違いがありますよ。ですから歴史を正
しく知る、私たちは歴史を正しく後世に伝えていく、
これは大事なことだと思います。一番本質なものをそ
ばに置いていて、後でできたものを皆さんメインで出
すのはいかがなものかなと。私はもっと復帰対策県民
会議、全面的に出すべきだと思いますが、いかがで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　県民会議を通して制定さ
れました復帰対策要綱についても、内容等について確
認し検証する必要があると考えております。一方で、
建議書にあっては、特に基地問題について述べておっ
て、それがどのような経緯を経て沖縄に今の現状が
あって、日米間の政府の取決めがあって、その制度面
の運用がどのようにされているか。その辺りも検証
し、今後沖縄の将来の姿としてどうあるべきかという
視点も大事だと考えているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　ですから私、否定はしませんよ。皆
さん今、復帰措置に関する建議書、基地問題、自衛隊
問題に特化しようとしている。しかし我々沖縄県民、
それだけじゃないですよと。教育であり、福祉であ
り、経済であり、その部分が全く見えてこない。先人
の皆様がそういうふうにして沖縄の皆さん向かって
いってというのをしっかり検証してどうするか。こう
いう議論の場がない。これでいいんですかと思ってい
るから、あえて聞いているわけです。知事に素直に私
は聞いてみたい。
　知事、基地のない平和で豊かな島をつくる、これ非
常にいいことだと思います。私も基地はないほうがい
いです。しかし、現実的に見て、基地があっても平和
で豊かな島にする決意はないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　今県が基本的な方針、計画
として取りまとめて実践をしています沖縄21世紀ビ
ジョンは、基地のない平和な島、誇りある豊かな島、
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そういうような将来像を描いてそれぞれの計画がつく
られています。そして、議員御承知のとおり、返還さ
れた基地の跡地利用に関しては、経済効果、雇用効
果、これはもう基地あった当時とは比較にならないほ
ど何十倍、何百倍とその効果を発現しています。です
から、基地を整理縮小し、あるべき沖縄の姿を求めて
いくということが本来の私たちが県民とともに行動し
ていく、実行していく道筋ではないかというように思
います。
○○又吉　清義君　休憩してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事（玉城デニー君）　基地を前提としてどうなの
かということについては、それは様々な異論、議論あ
ると思います。しかし、あくまでも今現状の0.6％の
本土と比較した我々の面積に70.3％の米軍専用施設
面積があり続ける、基地があり続けるというのは異常
としか言いようがありません。ですからそれを政府も
おっしゃっているように、より整理縮小を目指して
いって、あるべき沖縄の将来像にしっかりと取り組ん
でいくという方向性を確認することが重要であろうと
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　時間の無駄ですので。ですから現実
的に今、基地があるんです。ですから基地がある中で
も沖縄県民を豊かに平和にする決意はないんですかと
聞いているわけです。今の答弁からするとないという
ふうにしか聞こえませんので、私がっかりいたしまし
た。先ほど、誇りある県民とおっしゃっておりました
が、これも私疑問です。
　いきなりちょっと順番変えて５番に移らせていただ
きます。
　首里城火災が起きる以前の文化の日に執り行われて
いた首里城祭について、三跪九叩頭の礼とはどのよう
な儀式か伺う。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　琉球王朝時代、中国
皇帝が冊封使を送り、琉球王国の国王を任命する儀式
を首里城祭の関連イベントとして再現した冊封儀式の
一部と聞いております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　皆さん、本当にその程度しか調べて
ないのですか。もう一度伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。

○○土木建築部長（島袋善明君）　三跪九叩頭の礼と
は、号令とともに手を地面につけ、額を地面に３回つ
け、この一連の動作を３回繰り返すというもので、清
時代の皇帝に対する儀式と言われております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　部長、そこまで分かるのなら、全て
分かるんじゃないですか。地面に３回つけるというの
はどのような行為ですか。明確におっしゃってくださ
い。みんな誤解しますよ。明確に教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　先ほど申しました
が、号令とともに手を地面につけ、額を地面に３回つ
け、この一連の動作を３回繰り返すということでござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　これ部長どこの資料ですか。お答え
ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時40分休憩
　　　午前10時41分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　いろんな資料から調
べたというところで、琉球冊封使一件という資料と、
あとはインターネット等を通じて、ホームページ等か
ら調べたというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　この内容等が世界ではどう行われて
いるか、皆さんしっかり調べるべきです。地面につけ
ると地面にたたきつけるとは意味が違いますよ、皆さ
ん。石に血がにじみ出るぐらい、音が出るぐらいたた
きつけるんですよ。王様にそんなことをさせるんです
よ。そしてこれは中国の属国だという意思表示です
よ、皆さん。それを2017年に復活した。そして今回
――昨日の議会でもありました、首里城復興祭のとき
に、そういった行事を復活させようとしているのか、
皆さんどのように予定しておりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　三跪九叩頭の礼につ
きましては、県の管理となる以前の平成30年以降、
実施をしておりません。
　以上であります。
○○又吉　清義君　休憩してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時43分休憩
　　　午前10時43分再開
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○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○土木建築部長（島袋善明君）　そのような予定はご
ざいません。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　ぜひこういう間違えたもの、これは
沖縄の琉球王朝、誇りも何もないですよ、皆さん。先
ほど知事が言いました誇りある豊かな沖縄、ないです
よ、こういうの。誰が復活させたかですよ。なかった
ものが復活したということをよく御理解いただきた
い。時間がありませんので、あちこち行ったりしま
す。
　すみません、もう一つ、４番目の復帰50周年式典
を行うに当たり、県の進捗状況を伺う中で(2)です。
　復帰に御尽力いただいた当時の方々に感謝する場を
設けるべきだと思うが、県の対応等はどのように考え
ておりますか。お答えください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　沖縄復帰50周年記念式典については、これまでの
歴史を振り返り、先人たちの労苦や知恵に学び、沖縄
の発展の歩みや将来の可能性を発信する機会となるよ
う開催したいというふうに考えております。現在、式
典の内容については、共催を求めている国と意見交換
をしているところでありますが、どのような形で感謝
の気持ちを表すことができるか検討してまいりたいと
いうふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　ぜひ本当に復帰に御尽力いただいた
方々、民間の方々もいます。自費でやった方々もいま
す。しかし残念なことに、歴史から全て抹消されてお
ります。それを抹消せずに、改めて掘り起こして検証
する。
　そしてもう一つ提案があります。この復帰をして
50年の間に、皆さんが嫌っている自衛隊の皆さんで
す。離島、島嶼県の中で、この50年の間に島民の皆
様方、命を救うために緊急搬送、何回あり、何名の方
の命を救ったか御存じですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　私の記憶で、約１万名
の方が搬送されているというふうに理解しておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　確かに皆さん自衛隊が嫌いかもしれ
ないですけれども、離島の方々、こんなにたくさんの
方の命を救っている、危険を冒して。ぜひこれも復帰
式典の中でやはりしっかりしたお礼も言うべきだと思

います。50年という歴史の中にこういう歴史もある
んだということをぜひ覚えていただきたい。ただ基地
闘争だけにこだわるんじゃなくて、ほかの分野もやっ
ていただきたいと思います。
　ちょっと休憩してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時46分休憩
　　　午前10時46分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○又吉　清義君　すみません、時間が大分なくなって
しまいましてね。
　６番の(6)、今５歳以上の子供へのワクチン接種が
進められようとしておりますが、子供たちの身体は発
達途中であり、ましてや副反応がいまだに明かされて
いない治験中のワクチン接種は、治験結果が明らかに
されてからでも遅くはないと理解をするが、そのメ
リット、デメリットについて伺う。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　５歳から11歳児
へのワクチンの接種につきましては、日本小児科学会
から基礎疾患のある小児への接種により重症化を防ぐ
ことが期待でき、また健康な小児に対しても発症予防
等において意義があるとの見解が示されております。
副反応としましては、米国において接種後10％前後
に発熱、約40％に全身反応、約60％に局所反応が認
められるとの報告がございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　そういう中で、皆さん重篤者、死亡
者、これまでに何名か発表されましたか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時48分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　５歳から11歳未
満のお子さんについては、死亡者は沖縄県内の場合は
おりません。あと重症者がいるかについては、中等症
以上の子が第６波で何名か出たというふうには記憶し
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　ワクチンの目的は、重症化を抑え
る。しかし日本全国、コロナで死亡した人もいない。
重篤者もいるかもしれないけれども、基礎疾患を持っ
ている。そういった方々４名しかおりません。いない
のに、あまりにもリスクが大き過ぎませんかと。ワク
チンの意味があるんですかと、意味はないんじゃない
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ですかと思いますが、もう少し正式に調べたほうがい
いと思いますが。私の理論、間違えていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほども申し上げ
ましたが、日本小児科学会からは、基礎疾患のある小
児への接種は重症化を防ぐことが期待できるとござい
ます。また健康な小児に対しても発症予防等があると
いうことでございますので、ワクチン接種の意義につ
いては、示されているところでございます。ただし、
国の予防接種法上の努力義務が課されないということ
となっておりますので、県民が希望する場合に、接種
ができる体制を県としては確保することは重要である
というふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　ですから皆さん、よく私言っていま
す。コロナについて、ワクチンについて正しく情報を
流してもらいたいと。５歳から11歳で亡くなった方
もいない。重篤者もいない。こういう現状の中で皆さ
んどうですかというのも言っておかないと、親の皆さ
ん、みんな死んだり重篤化すると思っておりますよ。
そういうのをしっかり流すべきだと私は思いますが、
やはりそういう情報は流しませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時50分休憩
　　　午前10時51分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど申し上げま
したけれども、沖縄県内では確かに死亡者はおりませ
んが、基礎疾患等をお持ちのお子さんで中等症以上に
なられた方もいらっしゃるというのは記憶しておりま
す。重症化予防、それから発症予防については効果が
あると言われておりますので、県としては、日本小児
科学会が示していますとおり、保護者や個人の判断に
よって打てる環境を整備することは重要であると考え
ております。
○○又吉　清義君　ありがとうございます。
　ぜひ正しい資料と数字を言うべきです。数字を言わ
ないから県民はこんがらがってしまうんです。
　ありがとうございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　皆様、おはようございます。
　もうそのまま通告に従って早速質問に入っていきた
いと思うんですけれども、通告の質問要旨の１番の
(1)、我が県の産業政策について。
　先端技術の活用に関して、新たな沖縄振興計画（素

案）の中で記載があった「新技術・新ビジネスの本格
展開前の実証や実装等の先行モデル地域など、アジ
ア・ビジネスの橋頭堡として我が国の経済・社会の発
展に貢献する」云々という文言がありましたが、中間
取りまとめ及び新たな振興計画（案）では削除されて
いるように見受けられます。この理由とそれに至った
背景、ちょっと教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　御指摘の箇所につきま
しては、昨年10月の新たな振興計画（中間取りまと
め）の公表に向けて、重複箇所など最終的な精査を行
う中で整理したところでございます。新たな振興計画
（案）の計画策定の意義においては、本県が東アジア
の重要拠点として我が国の社会経済の発展に貢献する
こと、これを盛り込んでおります。また、将来像の実
現に向けた道筋、この項目立ての中において、本県の
地域特性を生かした新たな展開として、新技術の実証
試験や社会実装等を積極的に行うテストベッド・アイ
ランドの形成に取り組むということを示しているとこ
ろでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　この今まであった、まとまった文
言が分かれて、分散して記載されている形になったも
のですから、質問取りの中で削除されているわけじゃ
なくて、今答弁あったように記載をされているという
説明を受けて、少し安心はしたんですけれども、やは
り読むとちょっと後退したような印象も受けるもので
すから、少しこれに関して再質問させていただきたい
と思うんです。この離島県である我が沖縄にとって新
技術の実証実験というのは、限られた県土面積ではあ
りますけれども、それを逆手に取って活用していくと
いう方策にもなりますし、また新しいビジネスの実装
については、沖縄の地理的優位性を最大限に生かす取
組として非常に有用であると私も考えております。
　ぜひともしっかりと今まで以上に次の10年では進
めていっていただきたいと考えているんですが、今こ
ういうことをやろうと考えているとか、実際にやって
いるという取組があれば教えていただきたいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画（案）に
おいては、実証の試験の場、それからテストベッドと
して先端技術分野において国家戦略特区等による規制
緩和を積極的に推し進めるなど、島嶼特有の閉鎖的な
立地状況を強みとして、小規模だからこそチャレンジ
できる先端技術に取り組むとしております。具体的に
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は遠隔教育、遠隔医療の提供であったり、ＭａａＳに
よる公共交通、あるいはドローンによる物流の安定的
確保等に取り組みたいと考えているところでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　この先端技術の活用、実証実験等
については、21世紀ビジョンの中にもしっかりと記
載がある部分になっているんですけれども、ここ10
年、あまりそういったものがやられてきたかなと考え
ると、ちょっと疑問に思う部分が多々あります。今ま
でについての批判等をしたいわけではなくて、今後
しっかりやっていただきたいという意味での質問にな
ります。
　この新技術の実証実験を行う場合、法的または税制
面での優遇措置、今答弁にもありましたように、国家
戦略特区等の取得を目指すという部分についても非常
に重要なものになっていくだろうなというのは分かる
んですが、ただ沖縄にその技術の実証実験を行うのに
ふさわしい土壌があるかという分についても、また重
要なファクターになり得るかなというふうに考えてお
ります。
　例えば、脱炭素社会構築に向けて今、電気自動車の
普及、国もそしてあちこちの都道府県、また都道府県
内の市町村でも、エコカー補助金とかＥＶとかに関す
る補助制度をつくって普及促進に取り組んでいるとい
う制度・事業があちこちで見受けられるんです。この
沖縄本島に関しては、この社会実装の先行モデル地域
として、先ほど申し上げたようにほどよい広さがあっ
て、車社会ですから社会環境も他府県以上に整ってい
ると見受けられるんですが、この電気自動車の普及ま
たは充電設備等の整備に関しても、正直いまいち進ん
でいないんじゃないかなと感じるところがあります。
他府県見渡すと、いろんな制度面でバックアップをし
て、そういったものを進めていきたい、普及を広げて
いきたいという取組はなされているんですが、沖縄で
は補助金も含めてそういった制度がないと、見受けら
れないように思います。宮古島で以前、充電設備のも
のについてあったんですけれども、これも今はたしか
なくなっていたんじゃないかなというふうに記憶をし
ております。
　あくまでこのＥＶ補助制度というのは、一つの例で
はあるんですけれども、振興計画に文言として記載す
るのであれば、そういう事業を呼び込めるような先行
投資として県が土壌づくりを行っていくということも
非常に重要なことになると思うんですが、改めてＥＶ
の補助金制度も含めて見解をお示しいただきたいと思

います。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　現在、国の交付金と補助金を併用し、県費の負担を
軽減した上で、県公用車に電動車の導入を進めている
ところでございます。県内の市町村にも交付金と補助
金の活用について周知を行っておりますが、引き続き
同使用による導入について広報を強化してまいりたい
と考えております。また、一般県民や事業者に対し
て、国が今年度拡充した電動車や充電施設の補助制度
について周知を図るとともに、県として電動車の普及
に向けてどのような施策を実施できるか検討してまい
りたいと考えております。
　なお、太陽光発電などの再生可能エネルギーを利用
した充電時に二酸化炭素を出さない充電環境の普及に
も取り組んでいく必要があると考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　先端技術の活用について他府県の
事例を見ると、やはり私が先ほど話したように自治体
としてちゃんと投資を行っていると。普及に係るもの
を補助、整備していたり、そういった設備等をしっか
りと造っていったりということがありますので、国の
制度を活用してというだけではなくて、県独自の制度
もつくっていくという気概がないと、ほかの県との競
争に負けてしまうと。せっかくの優位性が発揮できな
いということにもつながります。沖縄の未来にも直結
しますし、皆さんが計画に盛り込んだ文言でもありま
すので、ぜひ一つ一つ着実に実現していけるような事
業化というものに取り組んでいただきたいと。これ要
望して次に行きます。
　(2)番、産業人材の育成について、以前の一般質問
で商工労働部長と議論させていただいたと思います。
人材育成・雇用の確保・労働政策が互いに連携・連動
しシームレスに行われることが、沖縄の発展に直結す
るんじゃないかという話をさせていただいたと思うん
ですが、その後の部局の対応について、どういったふ
うに変わってきたのか詳細を伺いたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、誰もが安心して働ける環境づくりと多様な
人材の活躍を促進するため、正規雇用化の促進、それ
から若年者等の雇用促進や定着支援、働きやすい環境
づくりに取り組むほか、地域社会を支える人材を確保
するため、多様な職業能力の育成・開発に取り組んで
いるところでございます。また、県内企業の人材確保
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を促進するため、県外求職者と県内企業とのマッチン
グ支援等に取り組むほか、第11次沖縄県職業能力開
発計画（案）の策定に当たりましては、経済団体の意
見等も踏まえ、ＤＸの促進やリスキリング等を新たな
施策として取り組むこととしております。さらに、令
和４年度からは、県内企業の人材確保・定着を図るた
め、企業が従業員に対して行う奨学金返還への支援を
実施することとしております。こうした取組によっ
て、産業人材の育成と活躍の場の確保並びに学び直し
などの実施に努めてまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　前回の一般質問の中で、県は、県
外就職推進の雇用政策になっているんじゃないかとい
う部分の指摘もさせていただきました。他府県が人材
の囲い込み、特に若年者の人材の囲い込みに一生懸命
になっている中で、沖縄県は何で流出させるんだとい
う話もさせていただいたと思うんですけれども、その
点についても何か変化があったのか教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　本県では雇用情勢の改善によりまして、地域や業種
によって人手不足が顕在化している状況にあるほか、
今後の少子高齢化の進展を踏まえまして、ますます労
働力の確保は重要になってくると考えております。一
方で、若年者が進学や就職のため県外に転出している
状況もございます。また本県は島嶼県であり、県外か
らの人材確保に不利性を抱えていることや、小規模事
業者が多く、人材投資を含めた生産性向上の取組、そ
れから雇用労働環境の改善に向けた企業の取組が十分
でないといった課題がございます。
　そのため県では、新たな振興計画（案）において、
若年者の県内就職の促進を新たな施策として位置づけ
まして、まず県内企業でのインターンシップ、それか
ら合同企業説明会の開催、ＵＩターンの相談窓口の設
置など、県内企業とのマッチングの充実に取り組むほ
か、若年者にとって魅力ある職場環境づくりを促進す
ることとしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　ありがとうございます。
　人材確保に、囲い込みにしっかりとかじを切ってい
るという答弁がいただけて少し安心をしました。　
　以前の一般質問では時間がなくて議論できなかった
部分、少し進めさせていただきたいと思うんですが、
高卒人材に関しての取組をお聞かせいただきたいと思
います。
　この高卒の人材というのは、かつて私が生まれる前

かそれぐらいの時代だったと思うんですが、金の卵と
いう形でもてはやされて注目された時代があったと思
います。この現代においても、少子化による人手不足
等々が深刻化していくという中にあって、改めてこの
高卒人材というのが注目をされ始めているというふう
に耳にする機会が多くなってきております。この沖縄
でも、コロナ以前では人手不足が叫ばれて、先ほども
県の雇用施策が変わったという話があったんですが、
沖縄における高卒人材の活用、どのようになっている
のか、また教育委員会と経済部局との連携等がどの程
度行われているのか、現状を教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時５分休憩
　　　午前11時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　商工労働部との連携というところでございます。
　先ほど商工労働部長からもございましたけれども、
商工労働部が主催します県内・県外企業合同説明会、
面接会等に、積極的に参加するように学校には周知を
しているところでございます。またあわせて、教育委
員会の事業でございますけれども、就職担当教諭等に
よる県外求人開拓と定着指導という事業におきまし
て、県外事務所と連携して県外就職希望生徒向けの情
報収集及び県外就職への定着支援を行っているところ
でございます。その間、学校に対しましては、キャリ
アセンターから就職関連の講師を派遣してもらうな
ど、様々な業務において連携をしているところでござ
います。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　私のほうからは理系人材の受皿という観点からお答
えさせていただきます。
　理系及び技術系の人材の県内定着に向けてというこ
とで、ものづくり産業を中心に、こうした人材の育成
と活躍できる環境整備が重要と考えております。その
ため、国際物流拠点産業集積地域うるま・沖縄地区に
立地する企業、それから那覇空港の航空機整備施設の
入居企業と連携しまして、県内の工業高校、それから
高専、理系大学等の学生を対象とした工場見学会の開
催やマッチング等を通して、ものづくり産業への理解
を深めることで県内企業への就職を促進してきている
ところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
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○○小渡　良太郎君　ありがとうございます。
　この沖縄県、大学等の進学率を見ると４割弱程度と
いう形で、全国で一番低い状況にあるんですが、裏を
返せば毎年１万人近い高卒人材が輩出されているとい
うことも言えると思います。その育成と雇用の場の確
保というのは、一つ大きな社会課題にもなっているか
と考えるんですけれども、今教育長の答弁があったよ
うに、県外就職希望者向けにいろいろやっているとい
う話もありました。沖縄県は県内就職推進の雇用政策
に切り替えるという先ほど答弁があったんですけれど
も、別に県外を望む方々にその門戸を閉ざせというつ
もりはありません。ただいろいろと個人的に高校生か
ら見聞きする限り、学校現場の進路指導等において、
この県内就職推進という方針が学校現場には浸透して
いない、伝わっていないようにも感じるわけでありま
す。人材流出を防ぐために、ちゃんと沖縄で働き続け
る環境をつくろうということで商工労働部が一生懸命
やっていても、高校の現場でどんどん県外に行きなさ
いという形でやったら、人材流出を食い止められない
ということになると思うんですが、教育委員会の見解
を教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　教育委員会として、県外就
職という形では推奨をしているわけではございませ
ん。あくまで生徒の希望を尊重した形での就職指導を
しているところでございます。ただ一方で、やはり県
内・県外の求人の状況を見ますと、全国ということも
あって求人が多いところがございます。またあわせ
て、やはり県内と一緒で――先ほども言いましたけれ
ども、県内と比較して求人数が多いこと、またコロナ
に関連して、これまで多かった観光関連産業などの業
種での求人数が減少したというところもございますの
で、そういったところをしっかり関係の企業等とも連
携しながらやっていきたいというふうに思っていると
ころでございます。
　県教育委員会としましては、特に就職担当教諭向け
に県内企業の理解を深める説明会の実施ですとか、先
ほどもございましたけれども、関係部局等が主催する
県内企業見学ツアー、また業界との意見交換もさせて
いただいているところでございます。その業界主催の
企業説明会等に参加を促して県内就職もしっかり勧め
ていきたいと。ただ一方で、やっぱり求人が少ないと
いうところもございますので、そういったところはど
ういった対応ができるのかというところもしっかり意
見交換をしていきたいと思っています。
　以上でございます。

○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　この求人について、高校に求人の
出し方が分からないというふうな声もちょくちょく聞
いたりします。また、県外の求人が多くなっているの
も、私も見聞きはしているんですが、何で県外企業が
沖縄の高校とかに求人を出してくるかというと、安価
な労働力を求めてという部分がやっぱり多数を占める
んじゃないかなと。実際に東京の企業の求人で提示し
ている給与とかを見ると、東京の平均より明らかに低
い給与で出てきていると。そうなると、そこに生徒を
送り込むということは、東京にわざわざ行かせている
のに、東京の平均よりも安い給料で働かせる後押しを
していると。これはちょっと言い過ぎかもしれないん
ですが、そうなってしまうことも考えられるわけであ
ります。求人内容の精査とかも含めて、ぜひ人材を
ちゃんと沖縄で活用できる環境を整えるということに
改めて注力していただきたいと、これは要望いたしま
す。
　先日、私ども自民党会派フレッシュ会のメンバーで
熊本県の産業政策を勉強しに行きました。熊本は直近
でもＴＳＭＣという世界の半導体受託生産の５割超を
占める世界最大手の半導体企業の製造拠点誘致にも成
功しているんですが、ニュース等でも出ています。直
接この熊本県の担当の方に話を聞くと、土地の広さと
か、または阿蘇山から来る水というような立地上の優
位性以上に、長期にわたって行政が不断の努力を続け
てきているということが、誘致実現に結びついている
という話を聞きました。熊本県の担当者の方々、沖縄
のほうが物流ははるかに優れているんだと。熊本で工
業誘致しても港も少ない、航空便も熊本空港しかない
からなかなか出せないという中で、沖縄は物流的に優
位性があるから十分可能性があるんじゃないですかと
いうふうなアドバイスまでいただいたわけでありま
す。
　人材育成の話をしているので、それはちょっと置い
ておいて、人材育成に関してもやはりこの高卒、大
卒、専門卒も含めた県外流出を防ぐための取組という
のを熊本県は行っていました。誘致した企業で働いて
もらうために、教育委員会と連携していろんな取組を
するとか、またはどういった企業があるというのを教
育委員会と連携して子供たちに教えていく。この有名
な企業も――ＴＳＭＣは世界的に有名な企業なんです
けれども、有名じゃないが世界シェアを一定以上握っ
ているというふうな優良企業もたくさんあります。そ
ういうＣＭとか雑誌では見られないような優良企業の
紹介ということも雇用政策、人材育成政策の一環で連
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携して取り組んでいるというところが、そういうサ
イクルをしっかりと確立させているというところが
ちょっと沖縄と違うなと、うらやましいなと正直思い
ました。
　人は石垣、人は城というこの言葉を皆さん御存じか
と思います。人的資源というのは最も重要な財産であ
りますし、全国で唯一人口増、自然増を続けている沖
縄県にとっては、他府県に比べて最大の優位性にもな
るんじゃないかなと思うんですけれども、県の産業人
材育成に関して、部長とか教育長の見解をいろいろお
聞かせいただきました。改めて知事の見解と今後の意
気込み、何かお聞かせいただけるのであればお言葉を
いただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先進県の事例など御丁寧に
御案内いただきありがとうございます。
　先ほども部長から答弁をさせていただいております
が、私たちが今始めようとしている21世紀ビジョン
の後期の計画であります新しい振興計画の中では、こ
れからの未来に向けた様々な取組を凝縮させていた
だいています。５Ｇの整備によるデジタルトランス
フォーメーション、これは離島であれ、沖縄本島であ
れ、沖縄の持つ地理的な優位性はアジアにも広がって
いくということで、そのリテラシーをしっかりと活用
できる人材を育成していくこと、さらには議員御案内
のように若者たちがしっかりと定着をするためのその
企業へのサポート、それから奨学金を活用して大学か
ら企業へと就職をした、その奨学金返済をサポートす
る企業に対するサポートなど、いろんな組合せを考え
ていかなければならないと思います。また、いわゆる
デジタルネイティブと言われている今の若い世代は、
さらに大きな可能性を秘めているであろうということ
が非常にうらやましいなという環境も持ち合わせてい
ると思います。その能力をしっかり発揮するために
は、企業、行政、産業界あるいはまた研究する、そう
いう分野の方々とも連携をする。沖縄の強みをソフト
パワーを生かしていく、そういう人材と企業をしっか
りと育てていく、そのような土壌をつくっていきたい
というように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　知事、ありがとうございます。意
気込みは理解いたしました。
　ただ、先日からいろいろな議論になっているよう
に、行政の姿勢というのは予算をつけて事業化して初
めて本気度が見えるという部分もございます。意気込
みで終わらせるのではなくて、しっかりと事業化し

て、県がやっているんだと、やっていくんだという姿
勢を行動で表していただきたいと要望して次の質問に
行きます。
　２、我が県の教育政策について(1)、我が県の高校
入試制度について、現行制度に関して問題点・課題点
等あれば教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　本県の県立高校入学者選抜は、１月から３月の約２
か月間、推薦入試を皮切りに一般入試、追検査及び第
２次募集を実施し、受検機会の複数化や選抜方法の多
様化を図ってきたところです。また、受検生のニーズ
に応えるため、一般入試、第２次募集のいずれにおい
ても志願変更を実施しているところでございます。た
だ一方で、中学校や高校からタイトな日程であるなど
の指摘もございます。
　県教育委員会としましては、入試日程も含めて、推
薦制度の見直しを行っているところであり、キャリア
教育の視点に立った入試制度の改善に努めていきたい
というふうに考えています。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　ありがとうございます。
　この高校受験の進路選択というのは、子供たちに
とって自分の状況に合わせて将来を選択すると、初め
て選択する重要なものであると思うんですが、今答弁
の中にもあったように志願を変更する場合、志願状況
を見て変更するという部分について、時間がないとい
う話をあちこちで耳にしました。志願状況の発表が
あって翌日には中学校に志願変更の届けを出さないと
変えられないという声もあって、実質考える時間、数
時間しかありませんと。この人生のある意味最初の選
択をする中で、数時間で選べと。数時間で変えるかそ
のまま行くか選べというのは、いささか酷じゃないか
なと思うんですけれども、また、その日程の余裕のな
さが志願変更制度の活用を消極的に捉える遠因にも
なっているんじゃないかなという話も、いろいろと耳
にしました。
　これについて教育長にお伺いしたいんですけれど
も、この部分についての是正というのを今後どのよう
に考えるのか教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　議員御指摘のように、志願
変更の日程がタイトになっているというところは、確
かに中学校からも高校からも――先ほど答弁させてい
ただきました。
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　ただ、中学校、また受検生には前もって、できれば
第２希望の学校まで決めていただけないかといったそ
の志願先、学校の検討を促しているところではござい
ます。ただやはりそういった心積もりがないというと
ころもあると思います。一方で、やはり１万人以上の
ほとんどの中学生が高校に進学している中では、一人
一人が出願すると受付業務が膨大になるというだけで
はなくて、出願ミス等への対応に時間がかかることか
ら、高校の負担軽減のために今現時点では中学校にお
願いしているところでございます。
　ただ一方で、他県では次年度からになりますけれど
も、ウェブを活用した出願等、ＩＣＴを活用したとこ
ろもございます。ちょっとそういったところ、他県の
対応状況も確認しながら現在検討しているところでご
ざいます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　今、教育長がおっしゃったよう
に、この問題の根幹にあるのは中学校単位での出願に
なっているということと、あと紙ベースでの出願の制
度を取っているというところにあるんじゃないのかな
と考えます。
　デジタル庁が発足して行政サービスもＤＸ化、ＤＸ
化という形でいろいろと求められている中で、高校の
出願についても、先ほど他府県では事例があると話が
ありました。オンラインでの出願ができるようにする
とか、実際には中学校単位じゃなくて、ほかの県だと
大学受験のように個人で出願しているというところも
あります。そういったものも含めて、あくまで受検の
メインは生徒ですから――学校側の業務が煩雑になる
とかそういったものを低減する必要はあると思いま
す。でも生徒の自主性とか思うとおりに進路を選べ
るという環境を整えることが――主役は子供たちです
から――重要になると思うので、ぜひこのデジタル出
願、個人出願制度も含めてしっかりと検討を行って、
次年度以降、出願変更したかったけれどもできなかっ
たとか、望む高校に行けなかったとか、そういう子供
たちが出ないように積極的な取組を教育委員会にはお
願いしたいと思います。
　(2)番の定員に関して、課程・学科及び定員につい
てという形であるんですが、うちの呉屋議員の代表質
問の中でも志願者数の偏りの話が出ました。この偏り
に関しても、やはり出願変更する時間が短いからもう
そのまま行くしかない。出願状況を見て、倍率が高い
んだけれども、その高校に行きたいと思うのももちろ
んあると思います。でも選択する時間がないからそこ

に出さざるを得なくなったという部分もあります。偏
り是正というところはやはり県立高校ですから、税金
で運営されているわけですので、学校行政の適正な運
営という観点から考えると、あまりに偏りがひどい場
合、定員の見直しとかいろんな部分を考えていかない
といけないと。偏り是正に関してしっかりと取り組ん
でいただきたいと思うんですが、教育長の考えを教え
てください。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　県立高校の課程・学科の設置につきましては、議員
御指摘のように教育の機会均等に加えまして、高校教
育の質の確保・向上の観点から、生徒のニーズや地域
の実態等を踏まえ、適正な学科等の設置を行うことと
しております。特に、職業教育を主とする専門学科に
ついては、地域産業を担う人材育成の観点から、各地
域の実情に応じて設置することとしております。
　定員につきましては、学科等の設置の考え方を踏ま
え、県内各地区の中学校卒業者の推移を考慮して、定
員を設定しているところでございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　この高校受検の志願変更制度の話
を先ほどしたんですけれども、この聞き取りの中で、
そもそも中学校の現場において、進路指導とか進路面
談の実施に関しても、中学校や担任の先生によってば
らつきがあるというふうな話も聞きました。この偏り
是正の部分は中学校の進路指導にいろいろと力を貸し
ていただく部分も多々出てくると思うんですけれど
も、ちゃんと連携をして県教育委員会として取り組ん
でいただきたいと要望いたします。
　(3)、スクールハラスメント対策に関して、今の基
本的な考え方と現状実施している取組について教えて
ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　学校におけるいじめや教職員によるハラスメント等
の行為は、児童生徒の心身の成長及び人格の形成に重
大な影響を与えるものであり、許されない行為でござ
います。各学校では、いじめの未然防止、早期発見、
早期対応に向け、学校いじめ防止基本方針を作成し、
組織的にいじめ防止に取り組んでおります。また、教
職員に対しては、服務規律の確保と綱紀粛正の周知徹
底、様々な機会での研修を通して人権意識の向上を図
る等、未然防止に努めているところでございます。
　以上でございます。
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○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　ありがとうございます。
　これ新垣新議員の代表質問にも関連するんですが、
本島中部の高校生の自死事案について少し確認させて
ください。
　当該自死事案について、現在総務部において第三者
委員会が設置されて再調査されていると思うんです
が、この再調査委員会の設置目的と理由及び調査の進
捗について教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　お答えいたします。
　第三者再調査委員会は、御遺族からの要望や県議会
の決議も踏まえまして、知事部局におきまして、県教
育委員会から独立した第三者による調査等を行うため
に設置したものでございます。この委員会は県外の方
も含めまして８名の委員から成っております。これま
でに２回、今年の１月と２月に会合を開催しておりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　教育長は、さきの代表質問の答弁
で、文科省の指針に基づき第三者チームによる詳細調
査を行って、所期の目的が達成されたと述べているん
ですけれども、今のこの議会の議決があった、または
保護者からの要望があったから再調査を行うというと
ころに関して、ちょっと軽いんじゃないかなと。何か
足りないことがあった、もしくはもっと再調査するべ
き事項があったから再調査委員会を設けるという理由
が聞けるかなと思ったんですけれども、議会の議決が
あったから設けましたというところでは、私も文教厚
生委員会で議論していましたので、ちょっとこの遺族
の思いとかも含めて、ちゃんと反映されているのかな
と疑問に思う部分が今出てきております。
　この対応に不信感があると指摘されたから、または
丁寧な対応が必要だったからと考えていると教育長の
答弁の中にもあったんですけれども、教育委員会とし
て再調査の必要性、どのように考えているのか教えて
ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　県教育委員会としまして
は、今回の事案の発生後、学校における基本調査を受
け、県教育委員会において第三者チームによる詳細調
査を行いました。その中で自死の要因が部活動による
ストレスであることですとか、部活動指導の在り方、
学校及び教育委員会の管理体制など改めるべきことが
示されたところでございます。

　今回、知事部局で第三者再調査委員会が設置されて
おります。私どもがやった詳細な調査、それに対する
取組について、また様々な意見が出てくるかと思って
おります。そういったところにしっかり取組をするこ
とで、このような事件が再発されないように取組を進
めていきたいというふうに考えます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　もっと深く突っ込みたいんですけ
れども、ちょっと時間がないので残りは文教厚生委員
会でさせていただきたいと思います。
　次の質問、３番、我が県の交通政策に関して。
　(1)、以前一般質問で提案した、信号のタイミング
を交通流量に応じてＡＩ制御するという事柄につい
て、県警本部長からかなり前向きな答弁をいただいた
んですけれども、その後どのような研究または調査が
行われたのか、県警にちょっとお伺いしたいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　まず現状ですけれども、県内の信号機です。あらか
じめ設定された信号サイクルで交通整理を行う、いわ
ゆる試験制御、それからもう一つが信号機付近に設置
された車両感知器により現地の交通情報、渋滞情報を
収集し、交通管制センターで集約した上で交通量に応
じた信号サイクルの調整を行う集中制御の２種類でご
ざいます。これらの信号機は、交通環境の変化があっ
た場合には、設定の見直しとか機器の改良等を行っ
て、交通量の最適化に努めておるということでござい
ます。
　議員御指摘のＡＩを活用した交通管理、これが実現
されれば、よりきめ細やかな信号制御等が実現され
て、より最適な、交通量の最適化につながるというこ
とでございます。現在我々把握している限りでは、い
ろいろな企業でありますとか研究機関等で、このＡＩ
を活用した信号制御機とか、そういった交通管理の在
り方全般について研究が進んでいるということでござ
います。その辺の研究の進み具合でありますとか実用
化の動向、こういったものを注視して、そういったも
のが導入できるかどうか、そういったものをまた見据
えながら、さらなる交通の安全と円滑化に努めてまい
りたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　今答弁のあった信号の集中制御に
関してなんですけれども、ＡＩを活用した流量の制御
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の一歩手前の技術なのかなというふうに感じておりま
す。このＡＩを活用した部分については、世界的に見
てもまだ実証実験段階でありますので、技術はこれか
らまた洗練されていくものだと思うんですけれども、
実証実験場所としての沖縄という議論、先ほどさせて
いただきました。ぜひ前向きに取り組んでいただきた
いと要望して次に行きます。
　(2)番、知事の所信表明並びに新たな振興計画の中
に「鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入」と
あったんですが、鉄軌道以外の公共交通システムにつ
いてはどのような検討がなされ、考えられているのか
教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　県では、長期的な観点か
ら、鉄軌道とフィーダー交通が連携する利便性の高い
公共交通ネットワークの構築に向け取り組んでいると
ころです。また、短中期的には、定時速達性が高く多
頻度で運行する基幹バスシステムの導入に向け、ノン
ステップバスの導入やバスレーンの延長の検討等に取
り組んでいるところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　先日、当山議員も代表質問で触れ
ていたんですが、若者世代の車離れが沖縄観光の足か
せになるんじゃないかという記事が大々的に報道され
ております。この沖縄経済の柱でもある観光の持続可
能性が揺らいでいるんじゃないかとも取れる内容に
なっているんですが、正直この県の交通政策が従来ど
おりでは、県行政が沖縄観光の足を引っ張るというこ
とに、そういう未来につながりかねないという部分を
私は危惧しているところであります。
　この鉄軌道というのは、決定しても予算もかかる、
時間もかかるという部分になるんですけれども、それ
以外の公共交通システムの在り方というのをもっと率
先して取り組んでいかないと、沖縄観光は取り残され
てしまう懸念があるわけであります。現在、沖総局が
３月４日まで幹線路線バスの在り方というアンケート
調査を行っているんですけれども、このバス交通網の
見直し、先ほども話が出ていました。そういったのも
非常に有用だなと思いますので、しっかりこの重要な
政策テーマであると思いますから、鉄軌道だけに頼ら
ない、いろんな部分の複合的なものをぜひ検討してい
ただきたいと最後に要望して私の一般質問を終わりま
す。
　時間が過ぎました。すみませんでした。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
　　　〔仲田弘毅君登壇〕

○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時32分休憩
　　　午前11時33分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○仲田　弘毅君　改めて皆さん、こんにちは。
　沖縄・自民党の仲田でございます。
　通告に従い所見を交えながら一般質問を行います。
　まず、知事の政治姿勢についてであります。
　(1)、沖縄の本土復帰50年式典について。
　今年５月15日で沖縄の本土復帰から50年を迎えま
す。県民は一丸となって、本土に追いつき追い越せと
いう思いで頑張ってまいりました。50年たった今、
いまだ多くの問題が山積しておりますが、沖縄県がこ
れだけ豊かになったことは大変感慨深いものがあり
ます。岸田総理も、国会で復帰50周年式典に言及し
ております。昨年12月９日、参議院本会議代表質問
で、式典開催については、沖縄県と連携をしながら検
討してまいりたい。そして記念切手発行など記念事業
についても、政府全体として検討を進めてまいりたい
と前向きの答弁がありました。私は、50周年の大き
な節目の記念式典を沖縄で実施することは当然のこと
ながら、東京でも開催すべきだと考えております。
　そこで質問をします。
　ア、本土復帰から50年目を迎えるに当たり、知事
の所感をお聞かせください。
　イ、岸田総理も、国会で式典開催について言及して
おりますが、現在政府との調整はどうなっているか伺
います。
　ウ、復帰50周年、節目の記念式典であります。県
民はもとより、全国民と共に祝っていただく事業にな
ることを願っております。式典の成功に向け、知事の
決意をお聞かせください。
　(2)、参議院における沖縄・北方特別委員会の合併
について。
　ア、沖縄・北方特別委員会がＯＤＡ特別委員会と１
つにまとめられましたが、知事の見解を伺います。
　イ、国民の負託を受けた参議院議員により、この合
併が賛成多数で可決されたことを知事はどう受け止め
ますか。
　(3)、沖縄振興開発金融公庫の存続について。
　今年は、沖縄の本土復帰50周年の節目に当たり、
第６次沖縄振興のスタートとなります。沖縄振興に欠
かすことのできない各種税制や一括交付金、高率補助
制度、沖縄公庫の制度継続など政府から示されたとこ
ろであります。県内企業の金融支援という観点から、
沖縄公庫の存続は大きな意義があると考えておりま
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す。
　そこでお聞きします。
　ア、沖縄公庫がこれまで沖縄振興に果たした役割及
び成果について、知事の見解を伺います。
　イ、知事もいろいろ沖縄公庫の存続要請を行ってき
ました。中でも西銘代議士が大臣となり、総理とじか
に掛け合った努力が大きいと考えておりますが、知事
の思いをお聞かせください。
　ウ、コロナ後の沖縄経済の回復とさらなる発展に向
け、今後、沖縄公庫に知事は何を期待しますか。
　２、新型コロナ対策について。
　新型コロナウイルスの新規感染者は、２月に入り減
少傾向にあるとはいえ、下げ止まりし、県経済や日常
生活の先を見通すことが困難な状況は、いまだなお続
いております。去る１月には、約３万2000人の新規
感染者が報道され、月別では過去最多を記録し、第６
波に突入したとのことでした。１月上旬には、年代別
で20代が半数を占め、若者の感染から始まり家族や
職場へ、そして子供たちや高齢者へ広がった経緯があ
ります。結果的に濃厚接触者が急増し、医療関係、保
健所や自治体の業務が逼迫することを危惧しておりま
す。
　そこでお聞きします。
　(1)、第６波、オミクロン株等について。
　ア、感染力が強いと言われるオミクロン株のコロナ
感染状況を伺います。
　イ、各療養施設（高齢者・ホテル・自宅）等の状況
と取組の説明をお願いします。
　(2)、ワクチン接種について。
　ア、ワクチン３回目、追加接種の重要性と必要性が
要望される中、早期接種が指摘されております。現状
を教えてください。
　イ、ワクチン接種の実施主体は基本的に市町村です
が、県との連携はどうなっていますか。
　(3)、まん延防止等重点措置について。
　ア、去る２月20日に期限を迎えた重点措置解除基
準の説明をお願いします。
　イ、２月13日、感染症対策専門家会議の意見を受
け解除判断がされたと思いますが、賛否両論の内容を
お聞かせください。
　ウ、重点措置の解除後、感染拡大した場合に問題に
なっている飲食店等を含め、県はどのような支援策を
考えていますか。
　３、教育行政について。
　我が国においては、いかなる困難な社会情勢におい
てもしっかりと教育が続けられ、学校制度や教育課程

の改革等にも取り組まれてきました。教育は人材育成
に関して最も必要不可欠であることは言うまでもあり
ません。本県の将来、次代を担う子供たちの健やかな
成長を見守り、学校教育の充実を図ることは、親をは
じめ教職員、そして地域社会の大きな願いでもありま
す。
　そこでお伺いいたします。
　(1)、コロナ禍の学校運営について。
　ア、オミクロン株の感染急拡大による学校現場の臨
時休校や学年・学級閉鎖の状況をお聞かせください。
　イ、昨年９月議会でも学習・学びの保障という点か
ら、休校中のオンライン授業の重要性を質問しまし
た。今年の実施状況はどうか伺います。
　ウ、県立高校推薦入試において、感染の急拡大によ
り面接が原則中止になったとありますが、経過につい
てお聞かせください。
　(2)、少人数学級編制について。
　ア、文部科学省の公立小中学校における学級編制基
準と本県の実施状況を伺います。
　イ、さらなる少人数学級の推進に向けどのようなこ
とが課題としてありますか、お聞かせください。
　４、我が党の関連は取り下げます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　仲田弘毅議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)の
ア及び(1)のウ、復帰50年目の所感と式典成功に向け
た決意についてお答えいたします。なお、１の(1)の
アと１の(1)のウは関連しますので、恐縮いたします
が一括してお答えいたします。
　本土復帰後、沖縄県は５次にわたる沖縄振興計画等
により、空港、港湾、道路、橋梁、ダム等社会資本整
備は着実に進み、さらに観光・リゾート等関連産業や
情報通信関連産業の成長など様々な成果を上げていま
す。一方で、１人当たり県民所得が全国最低の水準に
あるなど、自立型経済の構築はなお道半ばにあるとと
もに、離島の条件不利性、米軍基地問題等の沖縄の特
殊事情から派生する固有課題等に加え、子供の貧困の
問題、雇用の質の改善等、重要性を増した課題や新た
に生じた課題等も明らかとなっています。
　県としましては、今年の式典の開催について、引き
続き国と連携し、平和を愛する沖縄の心、沖縄の自然
や文化、将来の可能性等をしっかり発信する式典とし
たいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
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させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)のイ、式典に関する政府との調整につい
てお答えをいたします。
　岸田総理大臣が昨年12月９日の参議院本会議で、
沖縄復帰50周年記念式典について、政府としても、
沖縄県等とも連携しながら検討してまいりたいと発言
されたことは承知しております。県としては、去る２
月16日に謝花副知事が松野内閣官房長官に対し、式
典を県と国との共催とすること、沖縄と東京の２会場
で開催すること及び沖縄会場には三権の長に御参列い
ただくことについて要請したところです。
　県としましては、式典の開催について、引き続き国
と連携し、平和を愛する沖縄の心、沖縄の自然や文
化、将来の可能性等を発信する式典としたいと考えて
おります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(2)のア及び(2)のイ、参議院沖縄及び北方問題
に関する特別委員会について、１の(2)のアと(2)のイ
は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えいたし
ます。
　参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会につい
ては、１月17日の本会議において、地方創生及び消
費者問題に関する特別委員会が２つに分割されたこと
に伴い、統合が決定されたものと報道を通じて承知し
ております。統合後の委員会は、沖縄・北方問題に加
え、政府開発援助等に関する諸問題についても審議を
行うこととなりますが、県としては、これまでと同様
に、沖縄振興等に関して、しっかりと御審議いただき
たいと考えております。２月９日に、知事と当委員会
の青木一彦委員長が電話で話した際には、今国会に提
出された沖縄振興特別措置法等改正法案についてしっ
かりと審議したいとの発言をいただいたところです。
　同じく１の(3)のア、沖縄振興開発金融公庫のこれ
までの役割と成果についてお答えいたします。
　沖縄振興開発金融公庫の政策金融は、沖縄振興特別
措置法に基づく税・財政面の特別措置と並び、沖縄振
興の車の両輪として重要な役割を担っており、昭和
47年度から令和２年度までの出融資実績は、約７兆
円に達し、沖縄特有の政策課題に応えるための独自制
度の活用による地域に密着した政策金融を展開してお

ります。特に、今般のコロナ禍では、セーフティー
ネット機能を存分に発揮し、令和３年７月末時点で
約１万5000件、約3100億円の緊急融資等を行ってお
り、県内事業者の事業継続に大きく貢献するなど、経
済界からも高く評価されております。
　１の(3)のイ、沖縄振興開発金融公庫の存続につい
てお答えいたします。
　知事は、沖縄振興開発金融公庫の現行組織の存続に
ついて、市町村長、経済団体と一体となって、国の関
係要路へ強く要望してまいりました。２月８日に閣議
決定された沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法
律案では、同公庫の10年間の延長が盛り込まれたと
ころです。この結果は、地元選出であり、同公庫の役
割を十分認識しております西銘沖縄担当大臣をはじめ
関係各位の御尽力のおかげであることから、知事が上
京し直接謝意を伝えることとしておりましたが、新型
コロナウイルス感染症の流行拡大の状況を鑑み、オン
ラインを活用し感謝を申し上げたところです。
　同じく１の(3)のウ、今後の沖縄振興開発金融公庫
の役割についてお答えいたします。
　ウイズコロナ・ポストコロナに向けた将来を見通す
中で、沖縄経済の着実な再興に向けて、沖縄振興開発
金融公庫の政策金融からの出融資が不可欠です。この
ため、税財政面の措置と並び、沖縄振興の車の両輪と
して、同公庫と民間金融機関が連携・協調し、必要な
資金を十分かつ円滑に供給できる体制が今後とも必要
と考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナ対
策についての御質問の中の(1)のア、第６波の感染状
況についてお答えいたします。
　県内ではオミクロン株が最初に確認された12月17
日以降、デルタ株からの置き換わりが進んだこと、年
末年始の交流もあり、爆発的な感染拡大につながりま
した。まん延防止等重点措置への県民の皆様の御理解
と御協力により、危機的状況から脱し、新規陽性者
数もピークであった１月15日時点の1829人と比べ、
２月28日現在、422人へと減少しております。しか
し、まん延防止等重点措置終了後もいまだ10代以下
の子供と高齢者等の流行は続いております。
　同じく２の(1)のイ、各療養施設の状況と取組につ
いてお答えいたします。
　２月28日現在、高齢者等の施設内において療養中
の方は133人、宿泊施設は506人、自宅療養は3933
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人となっております。県では、高齢者施設等に対し、
感染対策指導を行うとともに、必要に応じて医師、看
護師を派遣しているほか、医療資材の提供、従事者に
対するメンタルケアなどの支援を行っております。
宿泊療養については、那覇・南部地域に６施設、中
部、北部、宮古、八重山地域に各１施設、合計10施
設1180室を運用しており、軽症者や無症状の方は原
則、入所を勧めているところです。自宅療養について
は、毎日の健康観察、パルスオキシメーターの配付、
家族や知人の援助が難しい方への配食支援サービスの
実施のほか、市町村との情報共有や各市町村の支援内
容の案内などを行っています。
　県としましては、引き続き陽性者が安心して療養で
きるよう医療提供体制の確保に努めてまいります。
　同じく２の(2)のア、追加接種の現状についてお答
えいたします。
　追加接種については、医療従事者、高齢者施設等の
入所者等及び一般高齢者を優先的に接種しているとこ
ろであり、その他の県民については、ワクチンの量や
接種体制等を勘案し、順次、初回接種から６か月経過
後に接種していくこととしております。現在、県の広
域ワクチン接種センター３か所においては、２回目接
種から６か月以上経過した18歳以上の全ての方を対
象とし、接種を進めているほか、企業・団体枠を設
け、エッセンシャルワーカーを含めたあらゆる職種に
対する接種に取り組んでいるところであります。引き
続き、希望する全ての県民へ早期に接種できるよう、
市町村と連携し、取り組んでまいります。
　同じく２の(2)のイ、市町村との連携についてお答
えいたします。
　県では、初回接種時においては、市町村へのワクチ
ン配分や市町村間の融通に係る調整、接種体制の構築
に要する医療従事者確保に係る調整及び意見交換会や
ヒアリングを通した市町村の課題の把握と指導・助言
を実施しているところであります。追加接種について
も、引き続き希望する全ての県民へ早期に接種できる
よう、市町村と連携し取り組んでまいります。
　同じく２の(3)のア、重点措置解除基準の説明につ
いてお答えいたします。
　１月９日からの重点措置の実施により、成人式を含
む３連休でのさらなる感染拡大を防ぎ、急激な感染拡
大の抑制に一定の効果があったものと考えておりま
す。県の示した解除の考え方のうち、２月16日時点
における人口10万人当たり新規陽性者数は200人以
下となっていないものの、病床使用率及び重症者用病
床使用率50％未満、新規陽性者数の前週比減の継続

は達成したところです。これらの状況について、感染
症対策専門家会議等の意見も踏まえ、子供、高齢者へ
の感染防止対策及びワクチン接種の強化を前提に、ま
ん延防止等重点措置期間の延長を政府に対し求めない
ことを決定したところであります。
　同じく２の(3)のイ、まん延防止等重点措置の解除
に係る専門家会議の意見についてお答えいたします。
　去る２月13日の新型コロナウイルス感染症対策専
門家会議においては、まん延防止等重点措置の解除に
ついて専門家の意見を聴取したところ、８名が賛成、
１名が反対の意見を表明しました。賛成の意見として
は、新規陽性者数及び入院患者数が減少傾向にあるこ
と、ワクチン接種が進んでいくこと、施設内の療養に
ついても医師会等との連携により体制強化が図られる
こと、措置の期間が長期化しており、延長した際の効
果に疑問がある等の意見がありました。また、解除す
るに当たっては、引き続き感染拡大を警戒する対策が
必要であることや医療体制の充実、ワクチン接種、水
際対策の推進が重要との意見がありました。反対の意
見としては、病床使用率等がまだよくなっていないこ
と、２月の連休の後に陽性者が増える可能性があるこ
と等の意見がありました。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　２、新型コロナ対策
についての(3)のウ、重点措置解除後の飲食店等を含
めた支援策についてお答えいたます。
　県では、沖縄県の経済対策基本方針に基づき、引き
続き、飲食店等を含む全ての産業の基盤となる事業継
続と雇用維持の支援を実施しております。また、国の
事業復活支援金は幅広い事業者が対象となることか
ら、県では、県産業振興公社に設置した相談窓口にお
いて、当該支援金の活用促進が図られるよう取り組ん
でまいります。さらに、感染状況を注視しつつ、まず
は域内需要から、段階的に域外への需要喚起策を実施
するなど、経済活動の回復に向けた取組を進めてまい
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　３、教育行政についての御
質問の中の(1)のア、学校の臨時休校等の状況につい
てお答えします。
　令和４年２月９日時点で、休校を行っていたのは小
学校１校であります。また、学年閉鎖や学級閉鎖は小
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学校50校、中学校14校、高校12校、特別支援学校４
校となっております。
　同じく３の(1)のイ、オンライン授業の状況につい
てお答えします。
　臨時休校や分散登校等の期間中、各学校においてオ
ンライン等を活用した学習支援を行うことにより、児
童生徒の学びの継続や生活習慣の維持に努めてまいり
ました。オンライン活用状況については、小中学校は
約９割、県立高等学校は約９割、特別支援学校は約８
割となっております。また、県立学校においては、通
信環境を改善するため、２月にネットワークサーバー
の移設を行ったところであり、現在はその状況を確認
しているところです。
　県教育委員会としましては、コロナ禍にあっても、
児童生徒の学びの保障の支援に努めてまいります。
　同じく(1)のウ、県立高校推薦入試の面接中止につ
いてお答えします。
　今年１月のオミクロン株の驚異的な感染拡大によ
り、推薦入試において、受検できない生徒が多数出る
ことが懸念されたことや高校においても教員に感染の
広がりが見受けられ、試験の実施が危ぶまれたことか
ら、やむなく、選抜に必要不可欠な実技等を除いて、
面接を原則中止としたところです。
　県教育委員会としましては、コロナ禍にあっても、
引き続き受検生の不利益にならないよう、公平公正な
入学者選抜の実施に努めてまいります。
　同じく(2)のア及び(2)のイ、少人数学級の実施状況
等についてお答えします。３の(2)のア及び３の(2)の
イは関連いたしますので、恐縮ですが一括してお答え
いたします。
　国においては、令和３年度から５年かけて小学校
全学年に35人学級を実施することとしており、令和
３年度は小学校２年生までを35人学級としておりま
す。県教育委員会では、小学校１年生及び２年生で
30人学級、小学校３年生から中学校３年生まで35人
学級を実施しているところであります。県内の市町村
立小中学校全学年で30人学級を実施した場合につい
て試算すると、現在よりも、教室数は約600教室、教
員数は約700人必要となると見込んでおり、教室及び
教員の確保が課題となります。
　県教育委員会としましては、30人学級を含め少人
数学級について、国の加配定数を活用し実施してお
り、国の動向を注視してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　質問の途中ではありますが、
仲田弘毅君の再質問は時間の都合もありますので午後

に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時２分休憩
　　　午後１時20分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲田弘毅君の再質問を行います。
　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　一般質問、御答弁ありがとうござい
ました。
　再質問を行いますが、まず最初に、復帰記念式典に
ついてであります。
　先日謝花副知事が上京し、式典開催に向けてあらゆ
る要請をしてきておりますが、官房長官にお会いし
て、どのような感触がありましたでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　官房長官には、県からの
知事名の要請書をお渡ししました。その際には、市長
会を代表して浦添市長、それから経済団体もいらっ
しゃっておりました。それぞれ復帰50周年の意義を
踏まえて、１式典２会場ということで、東京と沖縄２
会場で行っていただきたいという趣旨の要請を行って
おります。官房長官のほうは、大変よく理解しており
ますということで、前向きなお話、検討するというよ
うな趣旨のお話をいただいたところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　官房長官にお会いし、そしていろい
ろな要請の中で、先ほどの答弁で三権の長――それは
総理大臣を含めて、三権の長の御来県をお願いしたと
いうことですが、せんだっての新聞で、何か総理が沖
縄会場に参加するということですが、この内容は県当
局も把握しているということでよろしいでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　公式に政府のほうからそ
ういった情報はまだいただいておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　御存じのように、自民党の沖縄振興
調査会、小渕優子会長ですが、式典、記念事業等の実
施に向けて調整委員会なるものが立ち上げられており
ますけれども、具体的に、県から国に対してどのよう
な事業内容を同委員会とか政府に対して行っている
か。あるいはまたこれから行っていくのか。その内容
についてお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　現時点におきまして
は、本省サイドの内閣府沖縄担当部局と、それから沖
縄総合事務局――現地の出先機関でございます――と
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沖縄県との間で式典の内容でありますとか、記念レセ
プション等々を含めて意見調整を行っているという段
階でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　資料によりますと、屋良朝苗主席の
「基地のない平和の島」を求めた建議書があります。
これまでその建議書の取扱いの経緯について伺いたい
と思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時25分休憩
　　　午後１時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　いわゆる屋良建議書につ
きましては、50年前に琉球政府において取りまとめ
られ、国のほうに提出されたものということで、今年
復帰50年の節目の年に、改めてこの建議書の内容等
について検証しているところでございます。その在り
方について、今有識者からの意見も踏まえて検討して
いるところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　私は、式典開催につきましては政治
的な立場を超えて、復帰の意義を国内外に発信してい
ただきたいというふうに考えております。知事は式典
において、どのように沖縄の現況をメッセージとして
アピールしていくのか。そこのところをお聞かせくだ
さい。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時26分休憩
　　　午後１時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　今、有識者の方々、県民か
らこの復帰措置に関する建議書に関する様々な御意見
をいただいて、新たな建議、宣言に込める県民の思い
というものをお聞かせいただいている最中でありま
す。
　なお、式典やその建議書をどのようにまとめるかと
いうことについては、今協議を進めておりますので、
検討中ということでお答えしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　知事、再度質問しますけれども、知
事は辺野古問題について、従来対話を求めていらっ
しゃいます。建議書は、ある意味では強硬な印象を与
えるとの意見が我々のところ、手元に届いているわけ
ですが、そのことに対して知事はどういうふうなお考

えでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　50年前にまとめられまし
た建議書につきましては、政府と沖縄側でいろいろと
この復帰について進めている中にあって、まだ沖縄の
心が十分反映されていないのではないかということで
取りまとめられたというように承知をしております。
ですが、現代においてその50年をどのように振り返
り、これから先の沖縄をどのように見通していくか、
展望していくかということについて、様々な方々から
御意見を伺いたいというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　次に、参議院の委員会問題について
でありますが、沖縄担当大臣が単独の大臣から複数の
掛け持ち大臣になり、そして委員会も複数の掛け持ち
委員会になるなど、沖縄振興や基地問題も含めて、国
民全体として無関心の状況を大変危惧しております。
私たち県民は沖縄問題の重要性を理解してもらうため
にも、さらなる努力が必要と考えますが、見解はいか
がでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　沖縄・北方問題に関する
特別委員会、これが政府開発援助等に関する諸問題に
ついても審議の対象となった、これについては県選出
の国会議員も反対していただいたということは承知し
ております。心強く思っております。しかしながら、
国会で決定されるものでございます。
　県としましては、その新たな委員会においても、沖
縄振興等に関してしっかり審議していただくというこ
とを申し上げております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　休憩いたします。お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時30分休憩
　　　午後１時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○仲田　弘毅君　次に、コロナ対策について伺いま
す。
　オミクロンは感染力が強いと言われますが、１月上
旬の医療従事者の感染や濃厚接触による、県内21重
点医療機関を含む県内の病院での欠勤者の人数につい
て教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時30分休憩
　　　午後１時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　患者受入れ医療機
関の就業制限、いわゆる休業、欠勤しているという方
の数が、１月15日がピークで705人でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　この欠勤者の内訳はどういうふうに
なっておりますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時32分休憩
　　　午後１時33分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　すみません、手
元にあるのが合計で705人になっております。グラフ
で見ていますので少し確実な数字が申し上げにくい
んですけれども、看護師が約350を超えるくらい、そ
れからコメディカル――検査技師等々についてが300
弱、それから医師についてが約50弱というような形
になっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　今部長の答弁にありましたように、
この医療従事者、特にドクター、看護師、コメディカ
ルと言われる方々、あるいは入院患者の治療に携わっ
ている方々がこれだけ感染あるいは濃厚接触者になっ
て欠勤ということになりますと、これはもう医療体制
の大きな逼迫につながっていくことになったわけで
す。そのときに、どのような影響がありましたでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　医師、看護師、コ
メディカルの方々が就業できないということによりま
して、コロナ病床としては確保していたけれども、そ
こで従事していただける人材を確保できないというよ
うなこと、それからコロナ病床以外の病床においても
同じようなことが生じましたので、病床が逼迫すると
いう状況になってございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　病床逼迫ということでありますが、
県として医療機関団体に関して、そのコロナ専門の病
床は、幾らの病床を要請して、確保がどれぐらいであ
りましたでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時35分休憩
　　　午後１時36分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。

○○保健医療部長（大城玲子さん）　第６波に備えた体
制としまして、まず通常ベースの一番厳しい部分で
632床、それから緊急フェーズに至っては920床まで
ということで、医療機関の了解をいただいていたとこ
ろでございます。しかしながら、先ほど申し上げまし
たとおり医療従事者の休業によりまして、このような
確保した数についても、全てを使えるという状況では
なかったというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　県の姿勢として、この病床数に関し
ては感染状況に応じて随時調整をするというふうに報
道ではなされていたわけですが、現在の病床数と、そ
してその対応状況、２月がピークアウトと言われたの
ですが、今月に入ってこの状況はどういうふうになっ
ておりますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時37分休憩
　　　午後１時38分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど申し上げま
したように、緊急フェーズに行く前の一番厳しい病床
の確保数として632を確保しているところでございま
すが、この段階に応じて病床については空けていきま
すので、本日現在の確保病床数は516でございます。
そのうち入院数が316でございますので、病床使用率
については――これは昨日現在ですが50％というと
ころでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　部長、医療従事者と病床確保という
のは最も重要であるというふうに考えております、ぜ
ひとも頑張っていただきたいと思います。
　休憩をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時39分休憩
　　　午後１時39分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○仲田　弘毅君　次に、療養施設等について質問させ
ていただきます。
　県全体の感染者の数からしまして、これまで感染者
のうち、入院を含め施設療養の人数はどの程度になり
ますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時39分休憩
　　　午後１時39分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　各療養の状況につ
きましては、日ごとに変わりますので、２月28日現
在で申し上げますと、高齢者等の施設内において療養
中の方が133名、宿泊療養施設で療養中が506名、自
宅療養中が3933名となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　今御報告がありましたように、高齢
者施設において集団感染が発生して、中等症２の入所
者は、通常入院治療を必要としておりますが、残念な
がらその施設内での療養を続けざるを得ない状況があ
りました。そのような中において、病床逼迫を防ぐた
めに取られた処置として、自宅療養や施設療養があり
ます。症状の急変、悪化に伴う入院体制の準備につい
て、県としての対応をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　全ての感染者を病
院に入院ということはかなわない状況にございます。
入院治療が必要な方に入院していただいて、それ以外
の方については、宿泊療養あるいは自宅療養、また施
設におられる方については施設内療養ということで療
養いただいているところでございます。ただし、施設
内療養につきましては、やはり医師や看護師等の感染
管理なども必要になってまいりますので、必要な医療
が提供できるように、医師、看護師、介護士などを
チームで派遣するような体制を今整えているところで
ございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　部長、10名程度の小さな高齢者施
設、大変小規模なんですが、そういったところに支援
体制というものもありますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　高齢者施設等にお
いて感染者が発生した場合には、コロナ本部で一元的
に情報は収集しておりまして、まずは電話での感染防
止指導等を行っています。ただ、その聞き取りの中
で、現地での指導が必要というときに派遣をしている
状況にございまして、施設の規模によっては、大きく
クラスターが生じるようなところにあっては、現地本
部を立ち上げることもございますが、議員がおっしゃ
いますように小規模のところにあっては、感染管理の
看護師等々を派遣して指導を行う場合もございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　これは知事のおっしゃる誰一人とし
て取り残さない――大規模は全面的にバックアップす
るけれども、小規模が見逃されるということが多々あ

りますので、そういったところもぜひ頑張っていただ
きたいと思います。
　これは県へのお願いなんですが、オミクロン株の急
拡大によって医療体制も大変厳しい中ではありますけ
れども、一番地元を把握している県医師会及び地区医
師会と連携を密にして、県民の健康と命をしっかりと
守っていただきたいと思います。
　対策本部長として、知事の決意をお聞かせくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この間、沖縄県医師会、地
区医師会、看護協会、それから薬剤師会、様々な方々
と病院の現場をつないでいただいて、この間施設へも
その医療チームの派遣などにも御尽力をいただいてお
ります。よく先生方と意見交換をさせていただくとき
に、やはりテーマになるのは地域医療です。これから
は入院施設のない地域のクリニックも、積極的にその
コロナウイルス対策をはじめ地域医療、特に高齢者の
医療と子供たちの医療には、その地域の先生方の力が
どうしても必要だということで、常に意見交換をさせ
ていただきながら、その体制を組んでいけるよう、県
としてもしっかりと取り組んでいきたいということで
お話をさせていただいております。その思いで、これ
からもしっかり頑張ってまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　重点措置等が解除されましたけれど
も、これまでの緊急事態宣言や重点措置等により、飲
食業界をはじめホテル業界、観光施設等は経営が悪化
しており、給与カットや人員削減を余儀なくされてい
る産業が増加しております。現在どのような支援金が
対応されているのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、事
業者支援策として、これまでに観光関連事業者等に対
し、個人に最大10万円、法人に最大30万円を給付す
る観光関連事業者等応援プロジェクトや、感染症防止
対策、または前向き投資に取り組む宿泊事業者に対
し、最大500万円を支援する宿泊事業者感染症対策支
援事業で支援を実施してまいりました。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　その中において、飲食店の認証、非
認証で協力金が大変大きな問題になっておりました。
経過説明をまずお願いしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　当初、令和４年１月
７日発出の沖縄県対処方針におきましては、認証店と
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非認証店の協力金の差額が生じていたことから、不公
平があるとの意見が多く寄せられておりました。その
ため、県では全国知事会や内閣官房より派遣されたリ
エゾンチームを通じて国への要請を行った結果、令和
４年１月11日に発出された国の取扱い変更通知に基
づき、１月12日の沖縄県対処方針――これは一部修
正ですけれども、それにおきまして、認証店が非認証
店と同じ要請内容に従った場合、同額の協力金の申請
が行えるよう見直しを行っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　ちょっと確認をさせていただきます
が、ホテル・観光施設関係に、航空会社からキャンセ
ル手数料の徴収免除通知というものが送られていると
いうことなんですが、県はそのことを認識していらっ
しゃいますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県がホテル
組合へ聞き取りしたところによりますと、航空会社の
グループ企業である旅行会社から、まん延防止等重点
措置期間内に４回、キャンセル料を免除してほしいと
いう協力依頼があったということでございます。ホテ
ル側としましては、協力依頼にかかわらず、現状では
お客様のキャンセル料を取っていない施設がほとんど
という状況でございます。
　また、観光施設協会のほうに聞き取りしますと、そ
の通知自体は来ていないと、存在は把握していないと
いうことでありましたけれども、観光施設としては、
コロナ禍前からキャンセル料を徴収するというのは一
般的ではないというようなことでございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　ホテル業界としては、このキャンセ
ル料は大変大きな収入源になっているようでありま
す。このようなキャンセル料の免除に対して、県とし
て何らかの支援策を組むべきだというふうに考えてお
りますが、いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　キャンセル
料収入も含めまして、事業所収入が減少したことに対
する支援をどうするかということだと思いますけれど
も、県では、令和４年度におきましては、感染症の影
響により売上げが30％、または50％以上減少し、国
の事業復活支援金を受給した県内事業者に対して、県
独自の支援策として個人事業者に最大10万円、法人
に最大50万円を給付するおきなわ事業者復活支援金
を実施することとしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。

○○仲田　弘毅君　減収に対する支援金が少なくなって
いるということですが、あえて伺います。
　新たな変異株の発生や感染拡大に伴い、再度重点措
置あるいは緊急宣言等が発令されることが業界の中で
大変危惧されております。このような不安解消に向
け、県の経済支援対策というものがあれば、再度御説
明をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　新型コロナウイルス
の感染状況に対応した出口戦略ロードマップにおきま
しては、感染拡大の波に応じた経済対策を重層的に講
ずることとしております。基本的な取組としまして、
全ての産業の基盤となる事業継続と雇用の維持の支援
を継続しつつ、感染状況を確認しながら、落ち込んだ
経済を回復するための需要喚起策などを実施してまい
ります。さらに、デジタルトランスフォーメーション
等による稼ぐ力の強化に資する取組等を推進し、県経
済の回復に努めてまいります。
　なお、お尋ねの新たな変異株等により感染が再流行
しまして、行動変容要請を行う場合についてですけれ
ども、これは国の基本的対処方針に基づく支援を行っ
ていくことになるというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　時間がありませんので、教育委員
会、金城教育長お願いします。
　次に、少人数学級についてでありますが、本県の小
学１・２年で30人、小学３年から中学３年で35人学
級。この実施に関しては、国・文科省よりも先行して
おり、大きく評価したいと思います。
　まずは少人数学級の導入によるメリットについて、
教育長の見解をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　これは国のほうもおっしゃっていますけれども、少
人数学級の効果といたしましては、一人一人の理解度
や興味関心に応じたきめ細かな指導が可能となるこ
と、また、発言・発表の機会が増え、より積極的に授
業に参加できるようになる、また、教室にゆとりが出
て様々な教育活動が可能となるなどがあるというふう
に考えています。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　中城村では、少人数学級を通して学
力向上モデル事業が実施されておりまして、また、秋
田県や福島県では、中学３年生まで30人学級が予定
されているようであります。教室の確保や教職員の増
員、財源等いろいろ課題はあると思いますけれども、
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教育長、この抱負みたいなものがありましたら。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　議員御指摘のように、やは
り少人数学級をするにおいては、本答弁でも言いまし
たけれども、教員の確保また教室の確保が必要でござ
います。本県の少人数学級の実施については、国の加
配定数を活用して実施をしているところでございま
す。国のほうも、小学校については今年度から段階的
に実施するというところでございます。
　また、やはり市町村と少し意見交換すると、やっぱ
り教室の確保がかなり厳しいですよという話を聞いて
おります。このことについては、国のほうに対しまし
て、小中学校の少人数学級を実施する際のクラス数に
ついては、新・増改築ですとか改修に際しては、国の
負担制度の弾力的な運用を図るよう、全国都道府県教
育長協議会を通して要望しているところでございま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　教育長、中城村のモデル事業では、
子供たちの生活面、学習面、そして保護者や教師から
も、大きな効果があったという御意見が寄せられてい
るようであります。本県の将来を担う子供たちのため
には、前向きに、ぜひ推進をしていただきたいと思い
ます。
　今議会を最後に退任される謝花副知事はじめ、大城
部長、そして金城教育長、沖縄県民のために長年公務
のお仕事をこなしてきていただいたことに対して、こ
の長年の御労苦に対して、心から敬意を表したいと思
います。これから第二の人生、また未来に向けて大い
なる飛躍を遂げていただきたいと要望して質問を終わ
ります。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
　　　〔中川京貴君登壇〕
○○中川　京貴君　皆さん、こんにちは。
　沖縄・自民党会派の中川京貴でございます。
　一般質問を通告しております。項目に従い順次質問
を行いますが、その前に謝花副知事、そして金城教育
長、大城部長、長い公務員生活大変御苦労さまでござ
いました。昭和、平成、令和とこれまで歴代の県知事
を支えて来られたことと、県勢発展に御尽力いただき
ましたことに心から感謝と敬意を申し上げたいと思っ
ております。
　それでは一般質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。

　(1)、復帰50年の歩みと歴史、沖縄の未来と希望の
発信について伺いたい。
　(2)、新型コロナウイルス感染症の克服と県経済の
回復について伺いたい。
　(3)、東部海浜開発事業の早期実現が求められてい
るが、事業の必要性とこれまでの経緯、予測される今
後の課題、完成時期や総予算について伺いたい。
　(4)、大型ＭＩＣＥ建設については、財源を国と交
渉して決めないまま発注し、２か年にわたり設計等の
予算を計上してきた。ところが結局、財源の確保がで
きずに断念し、受注企業体に約9000万円賠償するこ
ととなった。このことは県政の失態であり県政の責任
は大きい。住民訴訟になってもおかしくありません。
今後このようなことが起きないための対策、対応・計
画について伺いたい。
　２、基地問題について。
　(1)、県は、平成12年８月に日米地位協定の抜本的
見直し11項目について、日米両政府に要請している
が、これまでの経緯について伺いたい。
　(2)、嘉手納基地の米軍機騒音激化について、騒音
防止協定の遵守と飛行訓練をしないこと等を日米両政
府に求めているが、一向に改善されていない。県の取
組を伺いたい。
　(3)、第４次嘉手納爆音差止訴訟のこれまでの経緯
と人数、損害賠償金の総額について伺いたい。
　(4)、米軍基地周辺の防音工事対象区域の現状と予
算、件数、課題について伺いたい（令和２年、３年、
４年）。
　３、沖縄県の廃船の現状――この廃船は放置艇のこ
とと一緒であります――予算と対策について。
　(1)、県管理の漁港数と廃船数について伺いたい。
　(2)、市町村が管理する漁港、廃船について伺いた
い。
　(3)、県、市町村が管理する船だまりの廃船につい
て伺いたい。
　(4)、西原町の船だまりの廃船について伺いたい。
　４、観光関連に対する支援状況について。
　(1)、新型コロナウイルスの感染が広がり、またオ
ミクロン株などでまん延防止が打ち出された。本県の
リーディング産業である観光関連産業をはじめ飲食業
及びその他の事業者も含む被害状況について伺いた
い。
　ア、バス・タクシー・レンタカー等の被害状況と支
援対策について伺いたい。
　イ、ブライダル関係の被害状況と支援対策について
伺いたい。
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　ウ、沖縄県出店業事業協同組合、固定店舗を持たず
に各種イベント等への出店で生活基盤を築いている事
業者の被害状況と支援策について伺いたい。
　エ、キッチンカー事業者の被害状況と支援策につい
て伺いたい。
　５、本県における環境問題について。
　(1)、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡによるこれまでの被害、
処理状況について伺いたい。
　(2)、県の水道水におけるＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの被
害状況について伺いたい。
　(3)、本県におけるアスベストの被害状況について
伺いたい。
　(4)、軽石対策の現状と予算について伺いたい。
　６、我が党の代表質問との関連についての質問はあ
りません。
　答弁を聞いて再質問を行いたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　中川京貴議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(2)、
新型コロナウイルス感染症の克服と県経済回復につい
てお答えいたします。
　沖縄県では、新型コロナウイルスに係る沖縄県の経
済対策基本方針に基づき、安全・安心の島沖縄の構築
と経済の礎を築く取組を軸に、感染症対策と経済対策
に取り組んでおります。令和３年度２月補正予算及び
令和４年度当初予算においては、感染症対策予算とし
て約327億円、経済対策予算として約708億円、その
他、生活者支援及び事業者の資金繰り支援として約
742億円、合わせて約1777億円のコロナ対策関連予
算を計上しているところです。同感染症の克服に向け
ては、引き続き、受入れ病床の確保や宿泊療養施設の
運営など医療提供体制の確保及び検査体制の強化を図
るとともに、ワクチン接種や感染防止等認証制度の推
進等に重点的に取り組んでまいります。県経済の回復
に向けては、全ての産業の基盤となる事業継続と雇用
維持の支援を重点的に実施してまいります。加えて、
感染状況を注視しつつ、まずは域内需要から、段階的
に域外への需要喚起策を実施するなど、経済活動の早
期回復に向けた取組を進めてまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ

いての(1)、復帰50年の歩み等の発信についてお答え
いたします。
　県では、令和４年の復帰50年の節目において、県
内はもとより、国内外に向けて、沖縄のこれまでの発
展の歩みや将来の可能性を発信していくため、外部有
識者の意見も取り入れながら検討を行い、42の記念
事業を決定したところです。これら事業の中には、初
めての取組として、次世代を担う高校生が企画立案し
参画する事業も位置づけており、効果的かつ魅力的な
事業を展開してまいります。
　次に４、観光関連に対する支援状況についての(1)
のアのうち、路線バス・タクシーの状況と支援策につ
いてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年度と
比較した営業収入は、沖縄県バス協会や沖縄県ハイ
ヤー・タクシー協会によると、路線バスについては、
令和２年度が約33％の減収、令和３年４月から12月
までの期間では約33％の減収となっております。ま
た、法人タクシーについては、令和２年度が約40％
の減収、令和３年４月から12月までの期間では約
46％の減収となっております。このような状況を踏
まえ県は、運行継続支援等として令和２年度以降の３
度の補正予算において、路線バス及びタクシー事業者
に対して総額約10億6000万円を支給しております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
について(3)、泡瀬地区埋立事業の必要性等について
お答えいたします。
　泡瀬地区埋立事業は、地元からの強い要請に基づ
き、沖縄本島中部東海岸地域の振興を図る目的で実施
しております。県は、平成17年度に事業着手し、平
成22年度には環境等に配慮し、埋立面積を当初計画
の約半分に縮小しております。また、社会経済動向に
即した土地利用計画とすることが課題となっており、
昨年度、沖縄市において検証を終えたことから、現
在、港湾計画改訂等に向け取り組んでいるところであ
ります。総事業費は約542億円を見込んでおり、令和
11年度の埋立完了の予定となっております。
　次に３、沖縄県の廃船の現状と予算と対策について
お答えいたします。県管理港湾の廃船、放置艇につい
て３の(3)と３の(4)は関連しますので、一括してお答
えいたします。
　廃船、放置艇は、公共空間の適正利用の阻害や景観
の悪化といった地域の安全や環境の保全面で問題と
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なっております。平成30年度に実施したプレジャー
ボート全国実態調査では、県管理港湾において、廃船
168隻、放置艇97隻が確認されております。また、
中城湾港西原船だまりでは、令和４年１月時点で約
50隻の廃船、放置艇が確認されております。
　県としては、廃船、放置艇の処理は、一義的には所
有者の責任において処理されるべきものと考えており
ますが、港湾の維持管理を権限移譲している市町村と
連携し、所有者の特定や撤去命令の通知を行うととも
に、廃船、放置艇対策に関する検討会などを立ち上
げ、解決に向けた取組を進めていきたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　１、知事の
政治姿勢についての(4)、大型ＭＩＣＥ施設建設につ
いてお答えします。
　県では、沖縄振興特別推進交付金の活用を前提とし
た計画を見直し、官民連携の手法により大型ＭＩＣＥ
施設等の整備を核とした、沖縄県マリンタウンＭＩＣ
Ｅエリア形成事業基本計画（案）を取りまとめ、公表
したところです。同計画（案）では、施設の拡張性を
持たせた上で、展示場１万平米、多目的ホール7500
平米等を主な施設構成としております。今後はＰＦＩ
法に基づく実施方針等の作成に向けて、さらなる検討
を進め、県土の均衡ある発展と産業振興を図るため、
魅力あるマリンタウンＭＩＣＥエリアの形成を目指し
てまいります。
　次に４、観光関連に対する支援状況についての(1)
のアのうち、貸切りバス、レンタカー事業者の現状と
支援についてお答えします。
　バス協会によると、速報値で、令和４年１月の貸
切りバス収入額は１億1627万円で、令和２年同月比
で76.1％の減となっております。レンタカー協会に
よると、令和４年１月の車両保有台数は１万5279台
で、令和２年同月比で30％の減となっております。
県では、貸切りバス事業者へ１台当たり最大３万円を
支援するおきなわ彩発見バスツアー促進事業や、レン
タカー事業者を含め観光関連事業者等に対し最大30
万円を給付する観光関連事業者等応援プロジェクトを
実施しております。次年度は、貸切りバス及びレンタ
カーを含む事業者に対し、最大50万円を給付するお
きなわ事業者復活支援金による支援を行ってまいりま
す。
　以上でございます。

○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　２、基地問題について
の(1)、日米地位協定の見直しの要請についてお答え
をいたします。
　米軍基地から派生する諸問題を解決するためには、
日米地位協定の抜本的な見直しが必要であると考えて
おります。そのため、県では日米両政府に対し、平
成12年に、日米地位協定の見直しに関する11項目17
事項の要請を行いました。また、平成29年において
も、平成12年以降の状況の変化や市町村の意見等を
踏まえて見直し事項を新たに加え、11項目28事項の
要請を行っております。
　県としては、引き続き全国知事会や渉外知事会等と
も連携し、日米地位協定の見直しに向けた取組を強化
してまいります。
　同じく基地問題についての(2)、米軍機騒音に対す
る県の取組についてお答えをいたします。
　令和２年度航空機騒音測定結果によると、嘉手納飛
行場から発生する航空機騒音は、19局中６局で環境
基準を超過しており、依然として周辺住民の生活環境
に大きな影響を与えております。県は、これまであら
ゆる機会を通じ、同飛行場における訓練移転の検証を
行い実効性のある対策を講ずることや、航空機騒音規
制措置の厳格な運用、騒音対策の強化拡充等、航空機
騒音の軽減について要請しており、引き続き関係市町
村や軍転協、渉外知事会等とも連携しながら、騒音を
はじめとする周辺住民の負担軽減が図られるよう、粘
り強く働きかけていきたいと考えております。
　同じく２の(3)、嘉手納飛行場の爆音訴訟について
お答えをいたします。
　嘉手納飛行場をめぐる訴訟については、これまでに
第１次、第２次、第３次といずれにおいても、環境基
準を超える騒音被害に対して国の賠償責任を認めてお
りますが、飛行差止めには至っておりません。去る１
月には第４次嘉手納爆音差止訴訟が提起され、これ
までの原告の総数は延べ６万4000人となっておりま
す。また、判決が確定した損害賠償金の総額は、約
331億2500万円であります。
　同じく２の(4)、防音工事対象区域の現状等につい
てお答えをいたします。
　沖縄防衛局に確認したところ、一般防音と住宅防
音を合わせた防音工事について、令和２年度は予算
額が約162億3600万円、実績は8489件、令和３年度
は予算額が約140億900万円で、現在執行手続を進め
ているとのことであります。また、令和４年度予算
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は約146億3500万円を計上しており、件数は予算成
立後、必要な手続を取った上で公表されるとのことで
す。住宅防音工事については、嘉手納飛行場及び普天
間飛行場周辺におけるＷ値85未満の地域では、昭和
58年の住宅防音工事対象期日までに建築された住宅
が対象とされており、その後建築された多くの住宅に
ついては、防音工事を受けられない状況となっており
ます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　３、沖縄県の廃船の
現状と予算と対策についての(1)、県管理の漁港数と
廃船数についてお答えいたします。
　県管理の漁港は27漁港あり、令和３年度放置艇実
態調査では、512隻の放置艇が確認されております。
　同じく３の(2)、市町村管理の漁港数と廃船数につ
いてお答えします。
　市町村管理の漁港は60漁港あり、令和３年度放置
艇実態調査では、372隻の放置艇が確認されておりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　４、観光関連に対す
る支援状況についての(1)のイ、ウ及びエ、ブライダ
ル関係事業者、イベント等出店事業者及びキッチン
カー事業者の被害状況と支援対策についてお答えいた
します。４の(1)のイから４の(1)のエまでは関連しま
すので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　民間の調査会社によると、令和２年２月以降、県内
の新型コロナウイルス感染症の影響による倒産件数は
22件となっており、そのうち、イベント出店事業者
及びキッチンカーの倒産はなく、結婚式場が１件と
なっております。同感染症の長期化に伴い、ブライダ
ル関連事業者を含む多くの中小企業者等が大変厳しい
経営状況にあることは承知しております。
　県としては、事業の継続を図る資金繰り支援のほ
か、国の事業復活支援金等の活用促進が図られるよう
相談窓口を設置するなど、引き続き支援機関と連携
し、県内事業者へのサポートに取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○○環境部長（松田　了君）　５、本県における環境問

題についての(1)、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡによる被害、
処理状況についてお答えします。
　ＰＦＯＳ等被害事例としては、令和２年４月の普天
間飛行場ＰＦＯＳ等含有泡消火薬剤漏出事故、令和３
年２月の航空自衛隊那覇基地ＰＦＯＳ等含有泡消火薬
剤漏出事故、また、令和３年６月のうるま市陸軍貯油
施設ＰＦＯＳ等含有水漏出事故等があります。これら
の事故に関し、県は米軍や国に対し、事故原因の究明
や再発防止策の徹底、基地内への立入り、ＰＦＯＳ等
を含まない泡消火薬剤への切替え等を要請しておりま
す。普天間飛行場のＰＦＯＳ等含有泡消火薬剤とＰＦ
ＯＳ等含有水及び航空自衛隊那覇基地内のＰＦＯＳ等
含有泡消火薬剤等は、県外の施設で処理されておりま
すが、うるま市陸軍貯油施設のＰＦＯＳ等含有水につ
いては現在処理を検討中、航空自衛隊那覇基地のＰＦ
ＯＳ等含有水については処理状況を問合せ中でありま
す。
　同じく(3)、本県のアスベスト被害状況についてお
答えします。
　アスベスト健康被害者やその御遺族に対する支援制
度として、労働者災害補償保険法に基づく労災補償と
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく給
付制度があります。平成17年度から令和２年度まで
に、両制度合計で270件の申請があり、166件が認定
されております。
　同じく(4)、軽石対策の現状と予算についてお答え
します。
　県は、関係部局による沖縄県軽石問題対策会議を設
置し、知事を筆頭に全庁体制で対策に取り組んでおり
ます。これまでに、災害復旧事業や国の補助金を活用
した回収を進めるとともに、市町村が行う回収に対し
支援を行っており、令和４年２月15日時点で約３万
6000立方メートルを回収しております。また、軽石
関連対策予算として、令和３年度２月補正予算と令和
４年度当初予算で合わせて約15億円の軽石関連予算
を計上しております。今後とも国、市町村等と連携し
て回収の推進と必要な支援の実施等に取り組んでまい
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○○企業局長（棚原憲実君）　５、本県における環境問
題についての御質問の(2)、水道水におけるＰＦＯＳ
等の被害状況についてお答えします。
　企業局では、北谷浄水場の水源である嘉手納基地周
辺の中部水源からＰＦＯＳ等が検出されたため、取水
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の停止または抑制するなど、水量の確保に影響が生じ
ております。そのため、不足する水量を確保するた
め、水事情が良好な時期はダム水を増量しているほ
か、ＰＦＯＳ等対策として、定期的な粒状活性炭の入
替えなどの対応が必要となっております。今後も引き
続き、水道水の安定供給とＰＦＯＳ等対策に取り組ん
でまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　それでは再質問を行いたいと思って
おります。
　知事の政治姿勢についての復帰50年の歩みと歴
史、沖縄の未来と希望について再質問を行います。
　実は、この問題は基地問題で再質問をしようかと
思ったんですが、あえて知事の政治姿勢について伺い
たいと思っております。
　玉城知事は沖縄県が50年前に本土復帰をして、沖
縄県民の生活や教育、医療、福祉、環境、インフラ整
備等、本当に復帰してよかったとお思いですか。率直
な意見を聞かせてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この復帰50年、沖縄県は
まず社会資本、社会基盤の整備が進みまして、空港、
港湾、ダム、道路、橋梁など、まず立ち後れていた社
会資本整備から始まり、それから徐々に観光関連産
業、そして現在では情報通信産業と、その時代ごとに
しっかりとその成長の途に乗ってきているものという
ように認識をしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　知事は復帰50年を迎え、沖縄県民
として、そして日本人としての誇りはお持ちでしょう
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時24分休憩
　　　午後２時24分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　そのように思っておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　復帰50年の歩みと歴史の中で、沖
縄の米軍基地は、日米両政府のＳＡＣＯ合意の中で返
還され、復帰前と比べ間違いなく沖縄県は全体的に基
地の整理縮小や負担軽減がされていると私は思います
が、知事の率直な意見をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。

○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　ＳＡＣＯ最終報告で示された返還予定面積5200ヘ
クタール、11施設でございました。このＳＡＣＯ合
意につきましては、北部訓練場の過半、それから読谷
補助飛行場など合計4449ヘクタール、約89％の返還
となっております。それから残りの施設につきまして
は、平成25年４月に発表された統合計画におきまし
て６施設1048ヘクタール、このうち約73ヘクタール
が返還をされたという状況にございます。
　議員から御質問のところの米軍基地の面積、復帰時
点で約２万8000ヘクタールございましたけれども、
現在約１万8000ヘクタールということで、33.7％の
減少でございます。
　ただ一方で、依然として全国の70.3％が本県に集
中をしているという観点から申し上げますと、応分の
負担という意味合いではまだ基地負担が重いというふ
うに考えておりまして、県といたしましては、引き続
き県民の過重な基地負担の軽減に全力で取り組んでま
いりたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　知事、実はこれまで復帰後歴代の知
事は、日米両政府はもちろん市町村、地元との交渉も
しながら基地の整理縮小、返還をされてまいりまし
た。一番新しいところでいうとキャンプ瑞慶覧の泡瀬
ゴルフ場、ライカム地域、そして北部訓練場返還、北
谷町ハンビーにあったヘリ部隊は普天間飛行場に統合
されております。そして読谷村の瀬名波通信所は読谷
村のトリイステーションに村内移設をされておりま
す。読谷村にあった象のおりが金武町に県内統合、そ
して間違いなく私は基地の整理縮小は進められている
と。もちろん自治体、日米両政府合意の下に進められ
ていると思いますが、知事がこれから考える沖縄の基
地問題、削減については、やっぱり日米両政府と対話
を持ってやるべきだと思いますが、知事いかがでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　そのように認識をしており
ますし、そのためにＳＡＣＷＯという協議の場もぜひ
設けていただきたいということは、これまでも要請を
重ねてきております。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　ぜひ信頼関係、対話をもって基地問
題、整理縮小に取り組んでいただきたいと思っており
ます。
　２番目の質問は、新型コロナウイルス、経済の回復
をするに当たり観光はということで再質問します。
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　観光関係はもちろん、経済産業または農林水産業を
はじめ、県がまず最初に取り組む経済の回復とは、ど
の部分から取り組むつもりでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時28分休憩
　　　午後２時28分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　感染状況を注視しつ
つではございますけれども、まずは域内需要というと
ころから、段階的に域外の需要喚起策を実施していく
ということを考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　やはりそういったことも含めて、市
町村との連携も必要だと思っておりますし、財源も伴
うと思っております。そういった意味ではしっかりと
した財源も確保して、この県経済の回復に取り組んで
いただきたいと思っております。
　３番目の東部海浜開発事業の再質問を行います。
　当初、平成７年でしたか、187ヘクタールに計画を
変更し、その後訴訟等があり、平成22年度約95ヘク
タールに見直し縮小になった。約450億円かけての東
部海浜開発事業の経済波及効果はどれだけ見ているの
かを伺いたい。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時29分休憩
　　　午後２時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　大変申し訳ございま
せんが、経済波及効果についてはちょっと手持ちで持
ち合わせておりません。すみません。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　もし後で資料がありましたら、御報
告願いたいと思っています。
　３番目、この埋立事業の財源の持ち出し、割り振り
について伺いたい。国が幾らで県が幾ら、市町村、地
元が幾らか。割り振りについてお聞かせ願えますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時30分休憩
　　　午後２時32分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　答弁でお答えしまし
た総事業費542億円というのは県の事業分でございま
して、県の事業にはハード交付金ですとか社会資本整

備交付金、あるいは臨海部土地造成事業費ということ
で、それぞれ補助率が異なっておりますので、９割補
助から６割補助、４割補助の事業で行っているところ
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時32分休憩
　　　午後２時34分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○土木建築部長（島袋善明君）　現在、国の埋立てに
関する費用は、平成23年度の埋立承認申請の数字で
は約332億円となっています。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　この当初187ヘクタールの計画か
ら、約半分の95ヘクタールに縮小された経緯につい
て聞かせてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　もともと平成元年は
沖縄市さんが策定した東部海浜地区開発計画と陸続き
の方式で計画が走っておりますけれども、その後、出
島方式というところで、やはりトカゲハゼですとか鳥
類、あるいは野外レクリエーション施設等々のサンゴ
あるいは海草藻場等、地元からの環境への配慮が求め
られていたことから、環境に配慮した方式に変更した
と認識しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　玉城知事、恐らく玉城知事が沖縄市
の市議会議員の頃から、これ多分事業はあったと思っ
ております。地元は187ヘクタールを埋立てしてその
開発をしたいという要望がありました。しかしなが
ら、途中から訴訟があったり、同じ海を埋め立てるに
当たって賛成、反対に分かれて、そして規模が縮小さ
れました。私はこの件については、沖縄市、県にとっ
ての莫大な損失だと思っています。その理由として、
知事、これ最近の新聞なんですが、見てください。
（資料を掲示）　沖縄市の桑江市長、これ最近の新聞
ですけれども、多くの沖縄市民や東部海浜開発関係の
皆さん方が夢と希望を持って、特にビーチですよ。こ
れ以上、何百メートルのビーチをつくって地元の観光
産業をしっかり支えていこうと全力で取り組んでいる
んですよね。それが半分に減らされた。それもほとん
ど８割、９割が国庫補助であり、県の事業でありなが
ら、まちづくりに支障を来したんです。知事、どう思
いますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　泡瀬地区開発事業には――
昭和49年、コザ市と美里村が合併し沖縄市が誕生い
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たします。以降は昭和60年からこの計画が始まり、
そしてさらに途中で裁判などもありましたけれども、
当初国際交流リゾート拠点の形成ということで計画が
スタートしたんですが、沖縄市による計画の見直しが
あり、その後埋立面積は半分になり、スポーツコンベ
ンション拠点の形成と、隣接されている県の総合運動
公園と併せて、ここにスポーツの拠点として利用して
いこうと。そしてそこにはまた宿泊施設や交流施設が
あり、市民も憩える900メートルのビーチを整備して
いただいて、十分その市民の望む場所としての開発を
していこうということで、現状の計画に進んでいると
いうように認識をしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　ぜひ申し上げたいのは、平成の時代
にこの東部海浜開発の埋立事業については賛成、反対
に分かれました。現在においては全会一致でありま
す。しかしながら、それだけ沖縄市にとっては財産価
値が本当に半分に減ったと言っても過言ではないと
思っております。私は地元からの要望があれば、それ
に沿った政治決着、予算づけをしたほうがいいと思っ
ております。今後もそういった課題を克服して、ぜひ
一日も早い完成に向けて取り組んでいただきたいと
思っております。
　次、大型ＭＩＣＥについて再質問を行います。
　知事も御承知のとおり、この大型ＭＩＣＥは我々自
民党会派、県連も含めて国と交渉をして、何としても
この東地域、西原、与那原地域、また南部地域にしっ
かりとしたこういった施設を造って開発をしていこう
という気持ちで取り組んできたんです。我々も党本部
や政府に何度も要請しながら、この予算化をしていた
だいて、国の予算、事業によるＭＩＣＥ施設を設置し
ていただきたいと。しかしながら、知事、県が見切り
発車をしてこの入札を行った。契約はしていないと言
いますが、その後予算がつかなければ契約は不履行に
なるという説明がありましたけれども、結果的に約
9000万の損害賠償を補塡しなきゃならなくなった。
私はその経緯について非常に残念でならない。これも
全て県の単費だったと思っています。県民の税金だっ
たと思っています。これについて一言あれば、御説明
ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　和解金を支
払うことになった経緯ということで御説明したいと思
いますけれども、県としましては、沖縄県大型ＭＩＣ
Ｅ施設整備運営事業は、ソフト交付金の交付決定によ
り契約の効力が発生する旨の条件を付して、一般競争

入札の公告をし、落札者を決定していること、また、
交付決定に向けた努力を尽くしてきたことから、落札
決定が無効となったことについては県の責めに帰すべ
き事由がないと考えており、落札者の同意も得られて
いたところです。
　しかしながら、落札決定が無効となることによっ
て、落札者がＭＩＣＥ事業のために負担した費用が落
札者の損失として発生することは認識しており、県と
しては、県と落札者双方で法的確認を行いながら進め
てきた協議を踏まえ、落札決定の無効の確認によって
発生する落札者の一連の損失のうち、一般競争入札へ
の応募費用に当たる部分は落札者の負担とし、落札決
定後の準備費用に当たる部分は県が補塡することに
よって、発生した費用の負担を釣合いの取れた状態に
是正することが信義則や衡平の観点に基づき適切であ
るということで判断し、和解に至ったものでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　このＭＩＣＥ施設については、民間
資金を活用するという答弁もありましたけれども、こ
れ民間が活用して、事業主体は民間がやるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　新たな基本
計画（案）では、民間資金による施設整備後に県に所
有権を移転することとしておりまして、この場合の整
備費については、その運営機関において割賦により県
が事業者に支払うということを想定しております。
○○中川　京貴君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時42分休憩
　　　午後２時42分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　運営手法も
民間を活用しようとしておりまして、独立採算を前提
としたコンセッション方式、運営権の設定をするとい
うことを想定しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　先ほどもＰＦＩでやりたいという説
明がありましたが、じゃ民間が赤字になって借金をし
た場合は、責任はどこが取るんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　独立採算を
前提とした運営収支をつくっていただくということに
なりますが、その場合の変動リスクは原則として当事
者が負担することとはなりますが、先進県の事例で見
ますと、今回のコロナのような予測できないような需
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要変動に備えてリスク分担をしているという事例もあ
りますので、そういった事例を研究していきたいと
思っています。
○○中川　京貴君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時43分休憩
　　　午後２時43分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　独立採算を
想定しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　これはＰＦＩ、民間の資金を活用す
ると言いながら、民間に造ってもらって、完成したら
県が買い取るというのはどういうことですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　整備費のう
ち、地方債を活用する部分については地方債を充当し
ます。残りの部分について民間資金を活用していただ
いて、その運営期間に応じて割賦で県が買い戻すと。
所有権は先に移転しますけれども、そこを割賦で支払
うという形になります。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時44分休憩
　　　午後２時45分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＰＦＩ法に
基づく事業を実施しようとしておりまして、その際の
民間資金で整備をした後に県が所有権を移転すると。
そういう方式を想定しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　県が所有権移転をする場合に、県は
幾らぐらいの予算規模を予定しているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時46分休憩
　　　午後２時46分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＭＩＣＥの
施設の建設費としましては、令和３年６月時点の単価
に基づいた試算では概算事業費として350億円を見込
んでおります。
○○中川　京貴君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時46分休憩
　　　午後２時46分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県のほうが
買い取るという形になります。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　その財源はどこから来るんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　起債と一般
財源を想定しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　知事、そういったことがあって３分
の１に縮小したんですか。だったら３分の１に縮小し
なければいいじゃないですか。起債して一般財源でや
るというんだったら、３分の１に縮小しないで元の計
画どおりやったらよかったんじゃないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　従来の計画
から展示場面積を１万平米に変更しております。変更
した理由につきましては、コロナの影響による催事形
態の変化を踏まえ、ハイブリッド対応などの機能充実
により十分にＭＩＣＥ需要を取り込めること、それに
より安定的に持続可能な運営を確保できること、官民
連携による事業を想定しているため、民間事業者の参
入可能性を高める必要があることなどが変更した理由
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　知事、この件は県民の理解を得なけ
ればできない事業だと思っていますよ。もしこれで
失敗したら350億の借金、負債を残すことになるんで
す。起債するんですよ。本当にそれで理解が得られま
すか。
　知事、そういったＭＩＣＥ施設をはじめこういった
大型事業については、国としっかり交渉しながら、国
の支援を得ながら事業をすべきだと思っていますが、
いかがでしょうか。知事の見解を求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御案内のように、国と
の――当然その財源を活用する場合でも、計画を進め
る場合でも、必要に応じてやはり協議をし、また市町
村とも連携をしていくと。そういうようにして民間の
活力をこのＰＦＩ事業で最大限生かしていただくとい
うような形で、それぞれがやはり連携していくことが
重要であると思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　知事、いま一度このＭＩＣＥ施設は
地元にしっかり説明しながら、立ち止まって、我々自
民党も全力で協力したいと思っていますから、国の支
援をもらって事業をしていただきたい。これ要望申し
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上げます。
　次に、嘉手納基地からの米軍機騒音激化に伴う騒音
防止協定の遵守等、再質問を行わせていただきます。
　これまで嘉手納町から住宅地に近い元駐機場、パパ
ループの深夜・早朝の騒音被害や運用の改善がされて
いないと県に要請があったと思いますが、県の対応を
お聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　嘉手納飛行場のパパループにつきましては、第353
特殊作戦航空団区域の開発計画に伴い、ＭＣ130特殊
作戦機等の一時的な駐機場として使用されているほ
か、外来機の使用も確認をされております。
　県といたしましては、こうした状況も踏まえ、昨年
11月に航空機騒音規制措置等を厳格に運用し同飛行
場の騒音軽減が図られるよう、松野内閣官房長官に要
望をしたところでございます。さらに、令和２年８月
には玉城知事が直接嘉手納町を訪問し、嘉手納町長と
面談をしております。現場の確認も行っております。
また、私も６月に第18航空団の司令官に直接お会い
をしまして、住宅地域に近いパパループの使用をめ
ぐって、騒音あるいは悪臭といった形で地域住民に健
康被害をもたらしているということで改善を強く求め
たところでございます。さらに、昨年12月14日には
嘉手納町議会からの航空機騒音の軽減等を求める要請
もございました。さらに、２月７日には私もその要請
を受けて、嘉手納飛行場の現況を確認するとともに、
嘉手納町長と30分ほど面談をして、パパループの騒
音被害等について意見を交わしたところでございま
す。引き続き軍転協とも連携しながら、この現状の改
善に全力で取り組んでまいりたいというふうに考えて
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　知事、嘉手納飛行場は、私の記憶で
は約100機以上の米軍機があって、戦闘機もあり、Ｋ
Ｃ130もあります。それが我々自民党も県外訓練移設
またグアム移設も要請してまいりました。しかしなが
ら、それが実現しておりますが、外来機が入ってきて
それが実感できないというのが地元の声なんです。そ
して今知事公室長が答弁しておりましたけれども、第
18航空団ケイン司令官、大佐は、騒音等を軽減する
日米合意を守る努力はしていると言っているんです
よ、司令官も。しかし上層部から指示があれば運用せ
ざるを得ない状況もあると説明しております。
　知事、我々沖縄・自民党会派は、平成29年、島尻
安伊子議員、國場幸之助議員、宮﨑政久議員、自民党

の国会議員とともに直接ワシントンに行って、ペンタ
ゴンまで行きまして、海兵隊ネラー総司令官とお会い
しまして、沖縄基地の騒音被害やパラシュート降下訓
練、Ｆ15戦闘機の海兵隊の県外訓練要請を行いまし
た。意見交換もしてまいりました。その結果、沖縄の
基地から発生する騒音問題やパラシュート降下訓練も
含めて、一時的には大分よくなりました。
　私はやはり、その司令官、またトップとのコミュニ
ケーション、お互いの立場を尊重しながらの話合い、
その必要性、対話が必要だと思っているんです。知事
は訪米したときに、沖縄の基地問題をどのような形で
向こうの方々に説明したんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時53分休憩
　　　午後２時54分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　さきの知事の訪米におきましては、連邦議会議員、
それから国務省、国防総省など合計28名の皆様と面
談を行い、沖縄県の過重な基地負担の現状のほか、普
天間飛行場の辺野古移設計画について軟弱地盤による
工期の問題、それから基地としての運用の問題を訴
え、さらに国防総省及び会計検査院による精緻な調査
と費用の検証を求めるよう働きかけたところでござい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　私はワシントン事務所を開設してい
ても、その結果が出ていないと思っております。
　そして次の質問に移りますけれども、第４次嘉手納
爆音差止訴訟のこれまでの経緯について再質問を行い
ます。
　知事、この新聞を御覧になったと思いますが、（資
料を掲示）　３万5566人、そしてたしか１万2049世
帯の方々が訴訟を起こしております。しかしながら、
その訴訟をしていない、その訴訟に加わらないで基地
から発生する騒音被害を受けている地域住民もいると
いうことなんです。この方々をどうやって基地からの
騒音から守ることができるんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　議員からも御指摘のありますとおり、第４次嘉手納
爆音訴訟の原告数の増加につきましては、騒音被害が
軽減されない現状への不満というものと、さらにこれ
まで３次にわたる訴訟によって原告団の活動の認知度
が高まってきたことによるものというふうに考えてお
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ります。
　県といたしましては、戦後76年を経た現在におい
ても、依然として過重な基地負担が県民生活や本県の
振興開発にも様々な影響を与えているというふうに考
えているところでございます。引き続きあらゆる機会
を通じて、軍転協とも連携しながら航空機騒音をはじ
めとした負担軽減を日米両政府に強く求めてまいりた
いというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　知事、この第４次嘉手納爆音訴訟団
は、法律によって訴訟を起こして、その被害を受けて
いると。私はこれ理解はしております。しかしなが
ら、結果的には嘉手納飛行場からの騒音は止めること
ができないんです。私は騒音を止めることができる唯
一の方法としては、やはり防音工事だと思っているん
です。
　我々自民党会派、県連としましても、これまで何度
も自民党本部や政府に要請をして、その防音工事の予
算を拡大、拡充してまいりました。当初は50億だっ
たんですよね。それから年々交渉しながら拡大しなが
ら、これまで防音工事の申請をして四、五年待たない
と事業ができなかったことが、予算化することによっ
て１年、２年を待たずに工事ができるようになりまし
た。
　県はその防音工事事業に対して、これまでどういっ
た努力をしたんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県は騒音対策の充実強化は重要な課題であるという
認識の下に、令和３年９月には沖縄防衛局長に対し、
住宅防音工事対象区域の拡大や区域指定後に建築され
た住宅への適用の拡大、事務所、店舗の対象化と騒音
対策の強化拡充を図ることを求めたところでございま
す。それから、令和２年10月には防衛大臣に対し、
住宅防音工事の区域指定告示後に建築された住宅への
防音工事の適用拡大や対象区域の拡大、事務所・店舗
等の対象化、それから予算の確保など騒音対策の拡充
強化を図ること。さらに、全ての認可外保育施設を防
音対象事業の補助対象施設とすることを要望したとこ
ろでございます。
　こうした取組を通じて、平成24年度から嘉手納飛
行場周辺の特に騒音の著しいうるささ指数85以上の
区域において、平成20年３月10日までに建築された
住宅に対象が拡大されたことや、それから令和元年
度からは、10月１日から建具の復旧工事の対象が防
音工事実施後10年以上経過した住宅に拡大されるな

ど、一定の進展があったものというふうに考えており
ます。引き続き軍転協等とも連携しながら、政府に改
善を求めていきたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　謝花副知事が一番詳しいかと思って
いますが、令和４年、本年度は120億円の予算措置が
されております。しかしながら、令和３年、２年は
140億を超しているんですよね。これはなぜかという
と、予算を途中で補正するんですよ。国は必要があれ
ば補正します。そうしなければ予算化しません。過去
に１度、たしか翁長県政の頃でしたか、補正がゼロの
ことがありました。結果的に90億で止まったことも
あります。
　我々は沖縄・自民党会派として、自民党の国会議員
を通して直接大臣や総理とも、また財務省とも交渉し
ながらその予算の拡大に当たってきたんです。私は嘉
手納飛行場、普天間飛行場からの音を止めることがで
きなければ、地域の環境整備をしっかり防音工事でや
るべきだということを申し上げて、この質問を終わり
ます。
　次に……。
　休憩いたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時０分休憩
　　　午後３時０分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○中川　京貴君　沖縄県の放置艇、所有者不明につい
て再質問を行います。
　西原町から、その放置艇についての要請が上がって
いると思っております。西原町ではこの船だまり、廃
船、放置艇の件数が大体50隻ぐらいあると。地元で
はどうしても問題解決ができないので、土建部長に対
しその要請が上がっていると思っていますが、これに
ついて県の考えを聞かせてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　議員おっしゃるとお
り、２月14日に直接町長のほうから西原の船だまり
の放置艇について要請を受けております。県としても
西原町と一緒になって、今後廃船あるいは放置艇対策
の勉強会、検討会を立ち上げて、令和４年度以降一緒
になって取り組んでいく考えでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　部長、港湾の放置艇を処理する予算
はありますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時２分休憩
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　　　午後３時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　現時点では予算措置
はされておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　知事、実は農林水産部は予算がある
んですよ。農林水産部は、県が管理しているところの
放置艇は、その市町村とも、地元とも連携を取りなが
らその処理をしております。しかし、港湾は予算がゼ
ロなんです。特に、私が現場視察に行ってまいりまし
た西原町を見たら、50隻のうち恐らく45隻以上は使
える船じゃないなという、写真も撮ってまいりまし
た。
　一番心配することは、知事、その放置艇のそばに船
の――氷を入れて魚を冷やしたりするダンブルという
んですか、そういうのがごろごろあります。ここに子
供が入って閉じ込められて事故が起きないとも限らな
い。知事は昭和の時代をよく覚えていると思います
が、昭和の時代に冷蔵庫にかくれんぼして、子供が中
に入って亡くなったとか事故が発生したことがよくあ
りました。平成に入って、そうした産業廃棄物、不法
投棄が大分減ってそういった事故がなくなりましたけ
れども、しかしながら、漁港施設、港湾施設の中には
そういった危険箇所がたくさんあります。それを放っ
ておいて事故が起きたら県の責任になるんです。県の
土地なんですよ。それを市町村に任せるのではなくて
県が責任を持ってやるべきだと思いますが、知事いか
がでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほども部長から答弁をさ
せていただきましたが、この放置艇、廃船の問題につ
いては、地元の漁協それから市町村、県、それから今
議員御案内の国の予算の活用状況等々、あらゆるもの
を勘案しながら検討してまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○○中川　京貴君　以上で質問を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　会派沖縄・自民党、花城大輔です。
　今日は珍しく一般質問を行う前に所信を述べさせて
いただきたいと思います。
　2010年に、私は青年団体の全国組織で憲法を改正
するための委員長を務めていました。2010年という
のは憲法改正国民投票法が完全施行されるということ
で、多くの国民が期待を持っていましたけれども、残
念ながら民主党政権の怠慢で３つの宿題を残したまま

の１年となってしまいました。私は全国を行脚しなが
ら、当時５月３日に47都道府県で同時にタウンミー
ティングをやるということをやっていたんですけれど
も、愛知県の会場で、ある大学生から早めに自衛隊法
を改正しないと、そのためにも憲法を改正しないと近
い将来我が国は守れなくなってしまうよということを
言われたのを覚えています。そして、今の時代に改め
て憲法を読み直すと、非常に違和感を感じるのがこの
前文の第２段落のところですね。「平和を愛する諸国
民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保
持しようと決意した」。
　ウクライナはかつて核保有国でありました。そして
国連の常任理事国から安全保障を担保に核放棄を迫ら
れて、それに従ったわけであります。それが今のあり
さまであります。数年前にクリミアが侵略されたとき
にこうなる事態は予想されていたわけでありますけれ
ども、誰も止めることができなかった。そしてロシア
は非武装化を求め、中国はそれを支持している。誰も
助けてくれない状況があるわけであります。今我々人
類はこの状態にあってどのように平和を希求していく
のか。そして我が国はどのように国土と国民を守って
いくのか。そして沖縄県はどうやって沖縄県民を守っ
ていくのか。それが試されているというふうに思って
おります。後ほど知事には国民保護計画のほうで覚悟
のようなものを聞かせていただければというふうに
思っていますので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。
　それでは質問に入ります。
　まず１番、県立病院の医療体制についてでありま
す。
　(1)、医師や看護師等の定数確保の状況について伺
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　病院事業局におきましては、安定的な医療提供体制
の確保や勤務環境の改善等を図るため、沖縄県職員定
数条例の改正等により、医師、看護師、医療技術職等
の定数を確保し、人員体制を整備してきたところでご
ざいます。令和４年２月１日現在の病院事業局の定数
は、全体で3056人となっており、職種別の内訳は、
医師458人、看護師1886人、医療技術職487人、そ
の他事務職員等225人となっております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　それぞれ何名と言われてもよく分か
らないんですけれども、確保されているという認識で
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いいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　職種によって多
少――全て充足しているということではございません
が、おおむね確保されているということでよろしいと
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　次に、労働環境の状況について伺い
たいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　これはコロナの状
況の労働環境でよろしいでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時９分休憩
　　　午後３時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　失礼しました。お
答えします。
　労働環境の状況につきましては、県立病院職員の労
働環境について時間外勤務及び年次休暇取得の状況で
申し上げますと、令和３年度上半期における職員１人
当たり月平均の時間外勤務時間数は17.8時間となっ
ており、うち医師については58.6時間、看護師につ
いては10.4時間となっております。また、同じく年
次休暇の平均取得日数は5.2日となっており、うち医
師については3.5日、看護師については5.3日となって
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　今の答弁も先ほどと同じく分かりづ
らいんですよ。例えば年次休暇が3.5日とか5.5日とい
うのは、通常の週休の休みがあってそれに加えてそう
いった数字があるのかとか、例えば残業もそれぞれ違
いますけれども、僕は劣悪な環境になっていないかど
うか、しっかりと人間らしい生活を過ごしているのか
それを確認したいんです。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　県立病院は週休２
日制ということになっており、それは職員、休みは
取っているというふうな認識です。それから休暇取得
に関しては、議員のおっしゃるようにそれはまだ十分
ではございませんが、年平均の約半分程度というふう
になっていると考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　それでは３つ目の質問の施設の整備
状況について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。

○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　病院事業局における施設整備については、建物等に
関する劣化度調査の結果を基に、令和３年度末まで
に、沖縄県立病院施設等総合管理計画を策定し、計画
的な修繕、改修を実施することとしております。ま
た、施設整備以外の手術支援ロボットやハイブリッド
手術室等の整備についても、病院現場等から要望があ
ることから、病院事業局としては、各病院現場の状況
等を踏まえ、限られた予算の中で効果的かつ効率的に
整備を行っていきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　事業局長、今ロボットの話をしたら
駄目ですよ。
　次、４番行きます。
　医療現場からの要望の対応について伺いますとあり
ますけれども、これはいろんな病院の現場で要望や問
題がどのように病院事業局に届いて、それが処理され
ているかというプロセスを聞かせていただきたいと思
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　県立病院のそれぞ
れの問題、課題については、病院事業局では毎日行っ
ている朝の幹部会議で問題点について共有をします。
担当の病院職員に対して、病院現場からのさらなる情
報を周知し、可能な限り迅速に行います。また毎月
行っている院長会議で議題として上げることや、直接
本庁機関の各担当が相談等を受けること等により把握
をしているところでございます。把握した課題につき
ましては、各県立病院及び関係機関団体等と調整を
行った上で院長会議等で処理方針を検討した後、病院
事業局長が必要な対応について決定を行うことにより
対応を行っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　局長にお尋ねしますけれども、就任
してからこの医療現場の環境を整えるために病院事業
局がどのように機能してきたかということをどう評価
されていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　私が平成30年４
月１日に局長に就任して以来、県立病院の医療提供体
制や勤務環境の向上に向け、病院事業局の本庁機関に
必要な対応を指示し取り組んでまいりました。その結
果、定数の増員及び欠員の解消に向けた取組や新型コ
ロナウイルス感染症への対応に必要な機器等の整備が
済んでおり、医療現場の環境改善に対し病院事業局か
ら本庁機関が機能しているものと考えております。医
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療を取り巻く環境が大きく変化する中ではあります
が、さらに本庁機関と県立病院等が緊密に連携を図る
ことが必要であるため、令和４年におきましては、本
庁機関の組織を見直し、各県立病院に対する支援体制
を強化する予定でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　今の病院事業局長の答弁を聞いて、
また改めて質問しますけれども、今回の定例会で中部
病院に対する陳情が出ていますね。そこにはこう書か
れています。地域医療の要としての役割を担ってきた
中部病院が、医師や看護師等の人員減のために過酷な
労働を強いられ、十分な休日の確保がなされていませ
ん。答弁とは丸反対な内容になっていますけれども、
これどちらが事実でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時16分休憩
　　　午後３時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えいたしま
す。
　中部病院の勤務の状況でございますが、令和４年２
月１日時点の県立中部病院の医師は、配置定数に対し
欠員は３名、看護師は欠員29名となっております。
令和３年度上半期の中部病院における医師１人当たり
の月平均時間外勤務時間数は53.6時間、年次休暇取
得日数は3.2日、看護師の時間外勤務は10時間、年次
休暇取得日数は5.8日となっており、県立病院全体の
平均と大きく乖離したものではありません。しかしな
がら、医師、看護師ともに診療科ごとの勤務内容、病
床利用の状況、患者、重症度等によって業務が過重に
なっていることは認識しております。
　病院事業局としましては、引き続き医師や看護師等
の人材確保に努めるほか、医師に係る変形労働時間制
の導入や医師クラークの配置や看護師等の医療職員の
タスクシフトにより、過重な業務負担の軽減に向けて
取り組んでまいりたいと思います。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　病院事業局長、毎朝の会議でいろい
ろと報告を受けているというお話がありました。この
中部病院の労働環境について、これまでそういった情
報を得たことはなかったんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　看護師それから医
師の労働環境については、病院現場からそういった大

きな問題があれば病院事業局のほうに報告することに
なっておりますけれど、先ほど言いましたように、普
段の看護師、医師の労働の人数に関しては状況は幾つ
かありますが、取り立てて特別に、そういった環境が
悪いとそういうふうな報告は受けていないような状況
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　今の段階ではどちらが正しいのか私
は分かりませんけれども、調査する必要はあるんだろ
うなと思っています。
　また、この陳情の中には具体的に３点あります。ま
ず１点目が泌尿器科の医師が２名体制のところが１名
しかいないということ。全県をまたぐ仕事であるか
ら、４月から非常に過酷になるんではないかというこ
とであります。あともう一つは、ほかの病院は五、六
名体制らしいんですね、病床が半分で。２つ目が休日
の確保、これはやはり訴えられてきました。そして
47都道府県で泌尿器科のロボット支援手術の機材が
沖縄だけないということであります。この３つを受け
て、今どのようにこれを捉えていくのか、今後の計画
について聞いていきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　まずは最初の医師
の確保の状況についてお答えします。
　県立中部病院の泌尿器科は医師の定数を３人として
おりますが、泌尿器科の医師は県内全体でも大変不足
している状況であるため、現在勤務している医師は２
人となっています。中部病院の泌尿器科の定数につい
ては、次年度も３人を維持することとしており、定数
に欠員が生じないよう医師の確保に向けて取り組んで
まいりたいと思います。それから、中部病院の泌尿器
科の医師の休暇でございますが、泌尿器科の医師に関
しては他の医師と比べて特に少ないというわけではご
ざいません。それから３点目の手術支援ロボットの設
置についてでございます。手術支援ロボットにつきま
しては、いまだ県立病院において導入されておらず、
中部病院等から要望がなされていることは承知してお
ります。病院事業局としては、今後各病院現場の状況
等を踏まえ、限られた予算の中で効果的かつ効率的な
整備を行っていきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　仮に、この陳情者の出した、地域医
療の要としての役割を担ってきた中部病院が医師や看
護師の人員減により過酷な労働を強いられ十分な休日
の確保がなされていません、これが一部でも事実であ
れば大きな問題だと思います。しっかりと委員会の中
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でも審査をして、また局長は各病院の代表者としっか
りと話をするべきだと思いますよ。このような、陳情
に出されたことが事実であろうがなかろうが、このよ
うな話をしっかりしないとまたいろんな問題にもつな
がりかねないと思っております。
　何か決意のようなものがあれば聞かせていただけま
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　各病院へのいろん
な陳情は、今回の議会では文教厚生委員会で中部病院
の泌尿器科の陳情が出てございます。こういったこと
に関しては、しっかりと院長から対応がどうかという
ことを聞いて、適切に対応していきたいと考えており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　ぜひ任期満了で終わらなくてよかっ
たなという評価を受けていただきたいと思うので、頑
張ってください。
　次に、知事の政治姿勢についてであります。
　所信表明演説について伺いますとありますけれど
も、開会日当日に知事の所信表明演説、１時間にもわ
たる内容でした。時々水を口に含みながら丁寧に丁寧
に読み上げていた印象でしたけれども、内容について
は全く入ってきませんでした。県内紙の報道では、総
花的で知事がどこに力点を置いているのか見えづらい
とか、また、施策の具体性に欠けるとの評価もありま
した。この個々の主張は抜きにしても、知事の所信表
明演説というものがどのような意味合いを持つものな
のか説明をお願いしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　知事提案説明要旨は、県
議会２月定例会の開会に当たり、次年度の当初予算案
などの重要な議案の審議に先立ち、県政運営に当たっ
ての知事の所信を議員各位及び県民の皆様に説明する
ためのものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　先ほど内容が全く入ってこなかった
と言ったのは、ひょっとしたら今の説明の、議員各位
及び県民の皆様に説明を申し上げるものとしてなじま
ないものになっているからというふうに思いました。
例えば７ページの「「当面は在日米軍専用施設面積の
50％以下を目指す」とする具体的な数値目標の設定
と実現を強く求めてまいります」。これは県がやるわ
けじゃないんですよね。これは今までもさんざん一般
質問の中で指摘をされていました。どこをやるんです
か、50％の根拠は何ですかといったことに全く答え

られないまま、これを国に求めていくということが書
かれているわけですよ。なので県民からすると、知事
は50％を目指して何かをやってくれるんだろうなと
いうふうに期待をするわけですね。でも聞いてみると
全くそうではない。非常におかしい。なのにあえてま
たここで持ち出してきたわけです。これで人の心に言
葉が刺さるわけありませんよ。また、下地議員の質問
の中でも相変わらず無責任な答弁でしたね。
　これ既に国には要請したんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　復帰50年を迎える中でのこの要請につきまして
は、昨年５月に内閣総理大臣を含め外務大臣、防衛大
臣等関係大臣に要請を行いました。それから昨年10
月には、来県いたしました西銘沖縄及び北方対策担当
大臣、11月には松野内閣官房長官に対し要請を行っ
たところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　この政府を代表するあらゆる方にこ
ういうお願いをして、反応はどうだったんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　昨年５月の要請におき
まして、当時の加藤官房長官や岸防衛大臣からは、政
府間で決定している普天間飛行場の辺野古移設を含
め、嘉手納飛行場以南の施設返還やグアム移転を一日
も早く実現させたいといった発言がございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　じゃ50％以下の要請に対してはス
ルーされたわけですね。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　県が求めた在日米軍専
用施設面積50％以下ということについては、特にコ
メントはございませんでした。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　もうもう、既に残念ですね。
　同じく７ページの普天間飛行場の返還についてで
す。
　最近は、軟弱地盤を理由に辺野古への移転は困難だ
というような論調なんですけれども、軟弱地盤の問題
が解消されて、自然環境が保全されて、12年の工期
が大幅に短縮されたらこれを認めるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
この軟弱地盤の問題だけではなくて、まずは米軍基地
が沖縄に過度に集中している、結果として県民に過重
な基地負担を負わせているということ、それから過去
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２回の県知事選挙や県民投票によりまして、辺野古埋
立てに反対する圧倒的多数の民意が示されているこ
と、さらに辺野古大浦湾の貴重な自然環境を保全し、
次世代に引き継ぐべきことなどから、普天間飛行場の
辺野古移設に反対をしているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　いや、質問の内容は――まあいい
や、どうせ同じことをおっしゃいますよね。
　それではここで我が党関連の質問を１つ挟みます。
　呉屋議員の代表質問の３の(5)、辺野古の埋立てが
完了している辺野古側に回転翼機を移設するというこ
とで提案がありました。それによって普天間の危険性
の除去が早めになるのではないかという内容でありま
したけれども、それについて謝花副知事はこう答弁し
ていますね。「このような話についても防衛局とも率
直に意見交換などもさせていただきましたけれども、
そのときの防衛局側の話は、米側はやはり滑走路が必
要だということで、ですから今の辺野古側だけのもの
で移転が終わるということがあり得ないというお話を
しておりました」。これ確認したときに、私は、辺野
古の基地が完了した後の運用の内容を協議している事
実があるというふうに感じたんですけれどもいかがで
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　まず申し上げたいのは、我々運用について協議をし
たということではなくて、議員の質問が辺野古側の話
がありましたので、ちょうどそのときに思い出しまし
たのが、今から２年前ですか、元防衛大臣経験者等が
――軟弱地盤の存在があったということを契機として
だと思いますが、辺野古移設については見直し、そう
いったものがいろいろ新聞報道等でされていました。
そういった折に防衛省関係者とお話をする機会があり
ましたので、政府においてもそういった考えがあるん
ですかというような趣旨でお聞きをした、その話を答
弁としてさせていただいたところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　私は事前の協議があったほうが正常
だと思いますね。西普天間地区は、返還の内容を合意
するのに８年から９年くらいかかったと聞いていま
す。私は知事が基地は絶対に造らせないと主張しなが
らも、実際工事が進んでいる。なのでこれ以上県民に
負担をかけないように、運用の内容まで切り込むべき
だと思っています。同時に、普天間基地の跡地利用の
問題も同じようなスピードで進めないと、いざ何か
あったときに何もできなくなる。行政がストップして

しまうんじゃないですか、謝花副知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　普天間飛行場の跡利用に
つきましては、私の企画部長時代から宜野湾市と連携
して取り組んでおります。中間取りまとめなどもつ
くったというところがございますし、また様々な県
民、市民からの図画コンクール、そういったものも
やって機運醸成も図ったところであります。跡利用に
はやはり時間がかかりますので、そういった取組は並
行して進めなければいけないと思っております。一方
で、普天間飛行場につきましては、辺野古の軟弱地盤
の存在なども明らかになって、政府が当初主張してお
りました一日も早い早期の返還につながるということ
がもう困難になっているだろうということがございま
すので、先ほどの協議という話がありましたけれど
も、私が協議したのは、平成30年、当時の官房副長
官と11月に４回にわたって協議しました。その際に
は、軟弱地盤の存在などがあったものですから、３分
の１辺野古移設の部分はできたとしても、辺野古側は
できたとしても大浦湾側はできませんよということ
で、ぜひここは工事を止めて沖縄県と話合いをしてみ
たらいかがでしょうかという話をしたということでご
ざいます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　私は以前の質問でも行いましたけれ
ども、政府は大浦湾側の工事、大分自信を持っていま
すよ。だから今の県の状態はただ頑固なだけで、もう
既に一日も早い危険性の除去とか普天間飛行場の移設
は喫緊の課題とか、その目的を失っているように思い
ます。
　そして所信表明演説の内容に戻りますけれども、そ
のほかにも「「ＳＡＣＷＯ」を設けることを要請して
まいります」と書かれていますけれども、これも既に
断られているわけですね。なのに、まことしやかにこ
れから始めるかのように書かれている。あとは対話に
よる解決とかバスの無料化とか裁判で負けたことの言
い訳とか、これまでの３年間でできなかったことを上
書きしているわけですよ。これでは人々の心には伝わ
らないと思います。
　次の質問に行きます。
　名護市、南城市、石垣市の選挙結果について見解を
伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　名護市、南城市、石垣市の
選挙結果については、それぞれの市長選挙について
は、候補者がそれぞれ政策を掲げ、地域が抱える課題
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の解決に向けての主張を行い、それを市民、有権者の
方々が受け止め判断をし、投票なされたものという結
果だと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　知事の今のコメントは、選挙とはど
ういうものですかと聞いたら出てくる言葉ですよ。私
は、知事が支援した人がこのような結果となったこと
について、どのような見解を持っているんですかと聞
いたんですよ。
　知事は、南城市にも名護市にも入っていますし、石
垣市では候補者の選定にまで関わっているわけです
よ。そして知事はいつも私の政治理念に近い候補者を
応援すると言われて、負けているわけです。そして、
今回マスコミのぶら下がりに対して、一喜一憂しない
とも話していましたけれども、そんなに一喜一憂しな
いほどの簡単な選挙だったのか。その辺も聞かせてほ
しいというふうに思ったんですけれども、非常に残念
ですね。私は今まで知事に話したように、昨年の衆議
院議員選挙の後も言いましたけれども、民意というも
のを都合よく使い分けるのはやはりよくないと思いま
すよ。
　では次の質問に移ります。
　(3)、2023年度ＦＩＢＡワールドカップ予選ラウン
ドについてです。
　部長、今県のほうで第２期沖縄県スポーツ推進計画
のパブリックコメントを行われていますけれども、県
としてこれどれくらい本気で取り組むつもりですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　スポーツ推
進計画の中でも、施策展開としてスポーツ関連産業の
振興と地域の活性化とありまして、スポーツコンベン
ションが位置づけられております。そこにＦＩＢＡの
2023年の開催に向けての取組というところは含まれ
てくるかと思っております。
　ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップの開催に
向けましては、来年夏の開催を控え、県民等の機運醸
成を図るとともに、会場への誘客を促進するため、県
内外でのプロモーションを進めているところです。ま
た、大会に向けた観客輸送や警備等の受入れ環境を整
備するとともに、機運醸成を図るため、県と関係市町
村等で構成する支援体制の構築を進めております。開
催地負担金につきましては、沖縄市と丁寧に調整を進
めているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　私はこのスポーツアイランド沖縄の
形成には、国際大会は必要であって、そしてその国際

大会の誘致には、市町村の協力は非常に必要であると
思っていますけれども、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　国際大会の
誘致それから開催に当たりましては、準備期間も長く
なりますし、多くの関係市町村の協力が必要だと思い
ますので、県や市町村がそれぞれ役割分担の下、連携
して取り組んでいく必要があるものと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　この県と市町村の役割を素直に考え
たときに、予算については県が、そして場所や施設の
提供については市町村がというふうになると思ってい
るんですよ。そうでなければ、県と市町村が協力をし
てイベントを開催するのは不可能です。協力したくて
も、多額の予算がかかれば市町村は協力できないです
よね。そしてそのことは昨年の９月にも部長に申し上
げましたけれども、三役と調整しながら決定していき
たいと思いますと答弁しています。そして、三役で決
定して、先週沖縄市に打診した内容が、なぜかたくな
に１対１で、沖縄市に３億円の負担を要望しているん
ですか。知事、お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　開催地負担
金の負担については、2019年ラグビーワールドカッ
プ開催地負担金の考え方を参考に、立候補団体で同額
の案分として沖縄市に対して負担額を提示していると
ころでありまして、引き続き沖縄市と丁寧に調整を行
い、双方が納得する形で進めていきたいと思っていま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　過去にも１対１で県と市町村が案分
したケースはあるというふうに聞いていますけれど
も、これは政令指定都市とか大きなところですよね。
これを沖縄市と一緒にしたら困りますよ。あと予算規
模も全然違う。これ三役で決定した結果、こういう方
針でいくというふうに決めたことを、知事聞かせてく
ださい。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　2019年ラ
グビーワールドカップを参考にしておりますけれど
も、議員おっしゃるように、立候補の都市につきまし
ては、政令市とか中核市とか、県単独でというような
ところもございますけれども、中にはそうでない市
も、釜石とか熊谷とか、そういった市もあることはご
ざいます。
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　協議が続いているということは、誘致を進めるに当
たって、県と沖縄市が事前に役割や費用負担について
しっかり決めてこなかったというところが大きな反省
点になっているかと思っておりますので、引き続き沖
縄市と、今事務的には信頼関係を維持しながら、率直
な意見を含めながら調整を進めておりますので、納得
いく形で決定できればというふうに思っています。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　これはもうトップの決断ですよ、知
事。もう部局の人たちかなり困っていますよ。で、沖
縄市は多分一歩も譲りませんね。知事、この件につい
て、沖縄市民、結構知っているんですよ。ある方が
言っていましたよ。知事は先日、沖縄市長選の新人候
補の記者会見に同席をしていたけれども、桑江には手
柄をやらぬということではないかなと。そういうこと
はありますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時40分休憩
　　　午後３時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　負担金につ
きましては、沖縄市との間で事務的にきめ細かな調整
を進めているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　今回とっても大きいチャンスである
と思うんです。出場国のマスコミは、大会だけじゃな
くて沖縄のあらゆる風景を映すというふうに思われま
す。大会関係者や家族はＳＮＳも発信すると。そのＦ
ＩＢＡの情報を見て、沖縄に行ってみたいと思われる
ような取組も必要になるはずです。そして今、沖縄市
では、このＦＩＢＡに向けて、立体駐車場の整備が多
額の予算を入れて行われているんですよね。また、大
会開催時に向けて、練習会場やボランティアの集合場
所、プレスセンターの設置、コザ運動公園全体を使っ
て頑張っていると思います。
　知事はこのイベントを誘致できた背景とか、そして
今現在頑張っている多くの皆さんの気持ちに応えるた
めにも、一肌脱がないといけないと思うんですけれど
も、そんな思いはないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私の知り合いにも、バス
ケットボール、本当に大ファンの方がいますし、もう
必ずキングスの応援には駆けつけていらっしゃる方も
大勢いらっしゃいます。今そのＦＩＢＡの大会を１年
後に控えて、沖縄市や県バスケットボール協会など関

係団体が機運の醸成でありますとか、それからプロ
モーション活動、一般の方々、市民の方々も加わりな
がらその準備に向かって一生懸命頑張っていらっしゃ
ると思います。
　沖縄県においても、支援体制の構築や県内外でのプ
ロモーション活動、それから機運の醸成をしっかり高
めていきたい、取り組んでいきたいというように思っ
ておりますが、これまでの取組、先ほど来、文化観光
スポーツ部長からの説明をさせていただいております
が、そのような事務方の作業も進めながら、このよう
な大会が沖縄で開催されるということは、県民にとっ
ても本当に大変うれしいことでもあり、世界の一流プ
レイヤーが沖縄に集うということは、またとない機会
であるということは言うまでもありません。ですか
ら、子供たち、市民、県民に希望を与えるとともに、
さらに子供たちのバスケットボールの競技力の向上に
もつながっていくものと思います。ですから、関係市
町村、それから関係機関と密に連携をして、大会を運
営する日本バスケットボール協会を支え、ぜひ大会が
成功しますよう、一緒に頑張っていきたいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　最後に、「一緒に頑張っていきたい
と思います」、その言葉を信じたいと思いますので、
ぜひ、全国のバスケットボールファンのため、そして
沖縄の観光のために責任を持っていただきたいと思い
ます。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時43分休憩
　　　午後３時43分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○花城　大輔君　それでは少し順番を変えていきたい
と思いますけれども、我が党関連の質問をここでもう
一回挟みます。西銘議員の代表質問の１の(1)のエで
す。
　公約の実現について、公約は着手するだけでいいの
かという議論がありましたけれども、私は最近になっ
て、知事はこの公約を達成するということに対して意
識が希薄なのではないかなと思い始めていますが、知
事、市議会議員時代、国会議員時代、公約を達成した
経験はお持ちですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時44分休憩
　　　午後３時44分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　市議会議員、それから衆議
院議員を通じて、私が市議会議員のときには――市議
会議員も政党に所属しておりましたし、衆議院議員
ももちろん政党に所属しておりました。特に、2009
年、私が所属していた政党の折には、現在の沖縄県の
振興計画、一括交付金等々、そのような地方分権とい
う大きな目標を掲げた一つ一つの公約、あるいは政府
と一体となって取り組んでいく項目についても、進ん
でいるものもあろうかと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　まあ公約を達成したかしてないかに
言及はありませんでしたけれども、今回291のうちの
５件しか達成できていませんが、そのうちの１つは第
２滑走路ですね。これは仲井眞知事と菅官房長官の時
代にやったものですよ。そして１つはカジノ反対を決
めたという。実質３件ではないかなと思っています。
　先ほど、知事の公約に対する意識が希薄なんじゃな
いかなというのは、いみじくも与党の代表質問のやり
取りを見ていたからなんですよ。１度達成したとして
も、これがまだまだ発展していく、成長していくので
あれば、それは完了とは言わないというようなことを
あえて言っていましたけれども、そういうものがない
から３件なんですよ。ないということを明らかにして
いながら、実はほかにも頑張っているところがあるん
だよというふうに言う。これじゃもうやぶ蛇ですね。
　私の地元の市長は、８年前に絶対誰もできないだろ
うというような公約を出しました。アリーナです。仮
にできたとしても、ちゃちなやつだろうというふうに
言われていました。私はある日、政府のトップクラス
の人へ一緒に会いに行ったときに、この政府のトップ
クラスの人が妥協案を提示してきました。市長は１万
人と言っているけれども、このぐらいの規模でどうか
という妥協案でした。私は非常にこのタイミング、震
えましたけれども、市長は即答しました。私が市民と
約束したのは１万人です。そしたらその政府のトップ
クラスの方は、15分の予定を５分で切り上げて、そ
れから当分アポが取れなくなりました。怒らせたわけ
ですよ。でもこれぐらい、公約というものは覚悟をし
てやらないといけないものだというのも目の当たりに
しました。私はあの天の時、地の利、人の和、この天
地人そろったときに物事が動くというふうに思ってお
りますけれども、この動く人そのもののエネルギーと
か、責任感とか覚悟とか、最も大事だなというふうに
思っております。この沖縄振興予算の成果について伺
いますというふうな質問も置いていましたけれども、

昨年私が知事に、知事は情熱も本気度も感じられない
と。そして、どうせ予算はもらえるものとたかをく
くっているのではないかと、党本部の人からそう評価
されていますよと伝えて、それではいけないので、最
終最後、覚悟を持って取り組んでほしいともお伝えを
しました。でも、最後まで知事が変わることはなかっ
たようです。この予算の結果はそういうふうに私は理
解をします。知事が民主党政権時代に沖縄関係予算に
関わって、その経験が、何でここに生きなかったの
か。そのような話が聞きたいわけですよ、我々は。非
常に残念だと思います。
　それでは、次の質問。
　(5)の国民保護計画における沖縄県の現状について
伺います。
　先月の７日に、那覇軍港において米軍の訓練が行わ
れました。僕はあれを見たときに、国民保護訓練の最
も大きなものはあの内容になるんだろうなと思ったん
ですね。例えば離島から脱出をさせる、県内でも移動
させる。今回は米軍が非戦闘員を移動させるというこ
とでありますけれども、県内でそのような現実が迫っ
てきた場合に、知事はどのように行動するか決まって
いますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　沖縄県、御案内のとおり島嶼県でございますので、
各島との輸送手段は空路と海路に限られるなど、住民
避難に関する課題があるというふうに考えておりま
す。沖縄県国民保護計画においては、離島地域からの
避難の基本パターンは、離島市町村からは船舶または
航空機により沖縄本島へ避難し、その後県外へ避難を
する流れとしております。また、宮古・八重山地域に
おいては、宮古島または石垣島を経由して沖縄本島へ
避難するパターンと、それから直接県外へ避難するパ
ターンを想定しているところでございます。
　こうしたことから、県といたしましては、運送事業
者や沖縄総合事務局等からの聞き取り等も含め、民間
事業者の輸送力に関する情報の把握に努めているとこ
ろでございます。特に手段が船舶及び航空機に限ら
れ、また宮古・八重山地域から沖縄本島への旅客船が
ないという状況もございますので、国による支援が必
須と考えており、引き続き国との意見交換等を行うな
ど、住民避難の在り方について検討してまいりたいと
いうふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　知事が沖縄県民の命を守る最高責任
者ですから、ぜひ早急につくっていただきたいと思い
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ます。また、県内市町村もこの避難計画が出来上がる
のが令和８年というふうに聞いています。非常に遅過
ぎると思います。しっかりと取り組んでいただきたい
と思います。
　休憩をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時50分休憩
　　　午後３時50分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○花城　大輔君　最後に質問しようかと思いましたけ
れども、お礼を言って終わりたいと思います。
　金城教育長、お疲れさまでした。大城部長、お疲れ
さまでした。今後呉屋宏から電話がかかってくること
はないと思います。そして、謝花副知事。本当に私の
８年近くの議員人生の中で、私の質問に一番多く答え
ていただいたのが謝花副知事だというふうに思ってい
ます。委員会でも本会議でもですね。これからの活
躍、ますます期待をしたいと思います。
　本当にありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時51分休憩
　　　午後４時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　大浜一郎君。
　　　〔大浜一郎君登壇〕
○○大浜　一郎君　ケーラネーラ　クヨーム　ナーラ。
　お昼を過ぎると大分お疲れのようで集まりが悪いよ
うでございますが、通告に従って質問させていただき
ます。
　沖縄・自民党の大浜一郎でございます。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、直近に施行された自治体の首長選挙結果への
知事所感について。
　(2)、改正沖縄振興特別措置法について。
　ア、改正沖縄振興特別措置法及び法期限を10年と
し、５年以内の見直しとの附則が明記されたことにつ
いての知事所見について。
　イ、令和４年度沖縄関係予算についての知事所見に
ついて。
　ウ、沖振法改正において離島・本島北部の産業振興
や定住促進に関する努力義務が新設されたことについ
ての知事所見について。
　(3)、令和４年度県当初予算における離島関連予算
について。
　(4)、復帰50年目を迎える沖縄の自立型経済へ向け

た知事の展望について。
　２、県のコロナ感染対策について。
　(1)、第６波対策としての離島地域を含めた３回目
ワクチン接種体制強化について。
　３、尖閣諸島の諸問題について。
　(1)、石垣市による尖閣諸島海域の実態調査及び海
上視察実施についての知事の所見について。
　４、防災対策について。
　(1)、南西諸島地域海底地震観測網の整備における
県の取組状況について。
　５、八重山地域の課題について。
　(1)、未来法を活用した石垣島におけるゴルフ場を
含むリゾート建設に関する諸手続の進捗についてお伺
いします。
　６、我が党の代表質問との関連については取り下げ
ます。
　以上でございます。よろしくお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　大浜一郎議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、
直近に施行された各首長選挙の結果についてお答えい
たします。
　各首長選挙につきましては、それぞれの候補者が、
地域が抱える課題等の実情を踏まえ、自らの公約を掲
げ、選挙に臨まれたものであり、このことを踏まえて
有権者が判断されたものと認識をいたします。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(2)のア、５年以内の見直しについてお答えい
たします。
　改正沖縄振興特別措置法の附則に、５年以内に所要
の見直しを行うことが設けられたことについては、社
会経済情勢が目まぐるしく動く中で、沖縄振興策もそ
の情勢に合わせて適宜見直していく必要があることか
ら新設されたものと承知しております。
　県としましても、新たな振興計画については、３年
ごとに策定する実施計画や毎年度実施するＰＤＣＡ等
を活用した計画の検証を行い、折り返しとなる５年以
内に、必要に応じて計画の改定等を行ってまいりたい
と考えております。
　同じく１の(2)のウ、離島・北部地域の振興に関す
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る努力義務についてお答えいたします。
　今回閣議決定された改正法案において、離島地域及
び北部地域の地理的及び社会的条件の不利性に鑑み、
国及び地方公共団体がこれらの地域の振興を図るた
め、産業の振興や移住定住の促進等に必要な措置を講
ずるよう努めることが新たに設けられております。
　県としましては、これまでも離島振興及び北部振興
に取り組んできたところですが、これらの規定が置か
れた趣旨を踏まえ、今後はより一層、国や市町村と連
携しながら、離島地域及び北部地域の振興に取り組ん
でまいります。
　同じく１の(3)、令和４年度の離島関連予算につい
てお答えいたします。
　令和４年度当初予算における離島関係予算は、概
算で約536億円となっております。主な事業としまし
ては、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業が23
億6000万円、離島地区情報通信基盤高度化事業が13
億円、沖縄離島体験・デジタル交流促進事業が２億
2200万円、離島高校生修学支援事業が2700万円、離
島医療体制確保支援事業が5300万円等となっており
ます。また、離島の条件不利性を軽減できるＩＣＴ等
を活用する事業として、ＤＸ人材確保育成市町村支援
事業が3000万円、離島デジタル広報・販売スキル向
上支援事業が6000万円、離島ＩＣＴ利活用人材等高
度化事業が2700万円等となっております。
　同じく１の(4)、自立型経済へ向けた展望について
お答えいたします。
　県が目指す自立型経済の構築に当たっては、移輸出
型産業で国内外から外貨を獲得し、その外貨が域内に
投下され、域内産業の活性化につなげることが重要だ
と考えております。このため、観光、商工、農林水産
分野が連携し、産業横断的なマーケティング力を強化
するなど、企業の稼ぐ力に資する取組を積極的に推し
進め、生産性の向上や産業全体の収益力を高めてまい
りたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○○総務部長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(2)のイ、令和４年度沖縄振興予算についてお
答えいたします。
　令和４年度の沖縄振興予算の確保に向けては、市長
会、町村会と連携し、沖縄担当大臣をはじめ関係要路
へ要請を重ねてまいりましたが、令和４年度沖縄振
興予算案は、前年度比326億円の減となりました。ま
た、市町村とともに増額を強く求めてきた沖縄振興一

括交付金については、前年度比219億円の減額となっ
たものの、制度の継続は認められました。一方、沖縄
振興予算の確保に併せて求めていた高率補助制度、沖
縄関係税制などの特別措置の拡充、法の適用期間、沖
縄振興開発金融公庫の存続と機能強化等については、
おおむね本県の要望を踏まえていただいたものと考え
ております。令和５年度の沖縄振興予算の確保に向け
ては、国への要請に当たり、これまで以上に、県と市
町村が一丸となって取り組む必要があることから、ア
フターコロナを見据え、市町村とともに要請活動を
行ってまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　２、県のコロナ感
染対策についての御質問の中の(1)、ワクチン接種体
制の強化についてお答えいたします。
　追加接種については、医療従事者、高齢者施設等の
入所者等及び一般高齢者を優先的に接種しているとこ
ろであり、その他の県民については、ワクチンの量や
接種体制等を勘案し、順次、初回接種から６か月経過
後に接種していくこととしております。現在、県の広
域ワクチン接種センター３か所においては、２回目接
種から６か月以上経過した18歳以上の全ての方を対
象とし、接種を進めているほか、小規模離島町村にお
いては接種体制の確保が課題となることから、医療従
事者の確保に係る関係団体等との調整について、市町
村の支援を行っております。引き続き、希望する全て
の県民へ早期に接種できるよう、市町村と連携し、取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　３、尖閣諸島の諸問題
についての(1)、石垣市による尖閣諸島海域の実態調
査等についてお答えいたします。
　石垣市長は去る１月30日から31日にかけ、東海大
学の調査船に同乗し、石垣市周辺海域実態調査とし
て、海上から尖閣諸島を視察されたものと承知してお
り、今般の視察は石垣市長としての判断によるものと
受け止めております。
　県としては、尖閣諸島をめぐる問題は、日中両政府
の平和的な外交・対話によって解決が図られることが
必要と考えており、引き続き日本政府に対し適切な対
応を求めるとともに、今後の日中両政府の対応も含
め、注視してまいります。
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　４、防災対策についての(1)、海底地震・津波観測
網整備の取組状況についてお答えいたします。
　南西諸島海溝における海底地震・津波観測網の整備
については、毎年度、九州地方知事会を通じ、国に対
して整備を検討する際に必要な基礎データの検証・評
価を求めております。あわせて、琉球大学などの関係
機関と、海底地震・津波観測網整備の現状や、プレー
ト間の固着の強さ等の基礎データの収集に向けた方策
等についての意見交換を昨年11月から２月にかけて
３回実施しております。その中で、整備に向けての効
果的な取組方法や課題等について、勉強会を通して理
解を深めながら進めていく旨、確認したところです。
　県としましては、今後とも関係機関と連携し、早急
に解決すべき課題として、海底地震・津波観測網の整
備に向け、取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　５、八重山地域の課
題についての(1)、地域未来投資促進法に係る手続の
進捗についてお答えいたします。
　県では、令和３年11月26日に事業者から提出の
あった地域経済牽引事業に係る修正計画と、基本計画
及び土地利用調整計画との適合性について確認を行
い、その後も必要に応じて、事業計画の補正を事業者
へ指示してまいりました。現在は、基本計画に記載さ
れた環境の保全など地域経済牽引事業計画の促進に際
し配慮すべき事項と当該事業計画との適合について確
認作業を進めております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　それではよろしくお願いいたしま
す。
　知事の政治姿勢について、去る日曜日は石垣市の市
長選で、私どもは自民・公明の協力体制でもって勝利
を収めさせていただきました。選挙結果についての知
事のコメントは先ほどお聞きしましたけれども、今回
石垣市長選につきましては、知事は保革合同という体
制づくりに相当深く調整に関わられていたと。私ども
とそういう中で市長選を戦ったわけであります。その
調整においては、照屋副知事の数回にわたる政務日程
だというように思いますが、石垣入りして選挙戦の調
整をしたことからも明らかだというように思います。
知事は、選挙中には石垣入りはされませんでしたけれ
ども、知事は選挙での民意は尊重するということを
常々語っておられることからも、今般の石垣市長選で

示された民意ということを知事は最大限尊重してい
く。その理解でよろしいかお伺いしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　選挙は候補者の政策に対し
て住民の皆さんが審判、判断して投票するということ
は先ほど申し上げたとおりですが、選挙が終わった後
は、私は基本的に首長という立場はノーサイドだと思
います。皆さんのあらゆる意見もしっかり参考にしな
がら、市政運営、県政運営に当たっていくということ
については、中山市長にもそのようにまた頑張ってい
ただければと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　もっと言いたいことはあるんでしょ
うけれども、尊重されると、今回の結果を尊重してい
くということの理解でいいですかと私はお聞きしたの
で、それでよろしいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　はい、それで理解しており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　それでは改正沖縄振興特別措置法に
おいての５年以内の見直しなんですけれども、改正沖
振法に５年以内の見直しという附則が明記されました
が、その意味を、その意味をどのように知事は捉えら
れているのか。所信の中で読み取ろうとしたんです
が、どうも私には読み取れなかった。知事の具体的な
政策推進において具体的にどのように取り組むのか。
これを分かりやすくお聞かせいただきたいというよう
に思うんです。５年以内に見直すという附則がついて
いるわけですから、その辺をもう少し分かりやすくお
伝えください。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　先ほど答弁申し上げたと
おり、目まぐるしく展開する社会経済情勢の中で沖縄
振興策もその情勢に合わせて適宜見直す必要があるも
のとして新設されたものと承知しております。そし
て、新たな振興計画においては、今現行の実施計画が
５年単位であるところ、これを３年という単位にする
こととしております。加えてＰＤＣＡによる毎年の検
証を行い、折り返しの５年以内に必要に応じて計画の
見直しを図っていきたいというふうに考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　当然、経済の見通しや政策の遂行に
おいて具体性と迅速性は当然これから求められるわけ
です。ゆえに復帰50周年を迎えた今後10年間におい
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ては、漠然とした政策遂行では期待する結果の進化は
望めないと。だからこそ５年以内の見直しをもって、
より政策の具現性を高めなければならないということ
を沖振調査会の議員から私たちはお聞きしておりま
す。政府としては、５年以内の見直しということが、
実は沖縄の後押しになるんだよということを言ってお
るんですけれども、この所信の中でそういったことを
感じられる文言とかがないものですから、これは知事
がしっかり理解しないといけないことですから、もう
一度知事の御理解をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この間の10年間の計画に
おいても、３年ごとに策定する実施計画あるいは毎年
行っておりますＰＤＣＡを活用した計画の検証は行っ
てきておりました。それを次期振興計画は５年目に必
要であれば見直しをするということについては、私
は、次の10年は恐らくデジタルトランスフォーメー
ションにしても５Ｇ、６Ｇの技術の転換にしても、こ
の10年よりも先の10年は非常に早いと思います。で
すから５年目にそれらを見直すということは、政府が
さらに沖縄の政策にしっかりと力を入れていくという
ことのそういう思いだというように受け止めていま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　知事おっしゃるとおりなんですよ。
ですので所信の中で、いついつまでにこう、いついつ
までにこうというようなものがお示しされているよう
には、私には見えなかった。実はこれとても大事なこ
となんです。ですのでその辺の取組を事務方もしっか
りやっていただきたいというように思っております。
　これに関連しますけれども、令和４年度の沖縄関係
予算について、先ほど総務部長からありましたけれど
も、我が党の代表質問でこのような同様の質問をさせ
ていただきましたが、振興予算の減額措置に対して知
事は、大変残念としか言いようがないとか、復帰50
周年を節目に新しくスタートする沖縄振興の発展につ
なげていく予算として県民や市町村、県の思いに応え
られるものではない。さらには、果たして国は沖縄の
発展的可能性をどのように検証したのか、当然、国に
たださないといけないと国へ苦言を呈しておられる。
知事はなぜ国へ苦言を呈するんですか。知事は、国が
沖縄の思いを踏みにじったというふうに思われている
のか非常に疑問です。その辺は、このコメントについ
て知事はどういう思いで言っているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほどの私の答弁と若干、

議員の御意見が少しかみ合っていないような感じがす
るんですが、所信表明は令和４年の県政運営に当たっ
ての全般をお話しさせていただいたもので、振興策は
振興策で、10年間のものであればそれは新しい振興
計画の案の中でしっかりとこの10年でやっていきた
いということは網羅させていただいておりますので、
そのことはぜひ御理解をいただければと思います。
　それから、やはりこのように単年度の、次年度の
予算に我々も3000億規模でしっかりと臨んでいきた
い。そうすれば、市町村の事業も遅滞することなく、
あるいは縮小することなく実行できますし、また県も
サポートができるという、そういう財源が確保できる
ということから、その思いがかなわなかったというこ
とで非常に残念であるというように述べさせていただ
いた次第です。しかし、予算が示されればその示され
た予算で、ではどのようにしてお互いが支え合える予
算の仕組みにしていくかということについては、また
新たな我々の思いをしっかりとその令和４年度の予算
案に込めさせていただいたと思います。
○○大浜　一郎君　ちょっと休憩します。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時39分休憩
　　　午後４時39分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事（玉城デニー君）　申し訳ありませんが、どの
場面のインタビューのどの質問に対する私の発言なの
かについては、少し思い出せないのですが、ただ国に
対してただしていくということは、我々の思いを常に
確認していくということで、意見交換も含めて確認を
しながら、よりブラッシュアップさせていくというこ
とは我々にも責任があることですので、それを確かめ
ながらやりたいということの思いではなかったかと思
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　私たち沖縄・自民党は、財政特例や
税制特例、沖縄公庫の存続などを含む特例制度に関し
ては、政府側に制度の維持を強く要望していくという
ことを皆さんにお約束しました。しかしながら、予算
獲得額については知事の最も重要な仕事であり、知事
の力量にかかっているんですよと再三この議会で我々
は申し上げてきました。予算獲得が、これは知事の責
務じゃないんですか。知事の予算減額の結果責任とい
うのは当然あると思いますよ。それをどのようにお考
えなのか。それを明確にきちっと言ってもらわない
と、僕はよくないと思いますね。知事どうでしょう
か、その辺は。
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○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　令和４年度の予算につき
ましては、内閣府のほうに確認したところ、所要額を
積み上げた結果というふうな御説明もございました。
当初は財務省の内示からはかなり大幅な減でしたけれ
ども、最終的に西銘大臣の折衝によりまして今の額が
確保されたというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　ですから、政府も一生懸命頑張った
わけですよ最後は、復活折衝で。しかしながら、予算
を積み上げていくというのは、これは知事の最大限の
仕事だと思います。これは再三申し上げてきた。この
結果について、知事は残念だとか苦言を呈したり、そ
ういった場合ではないんです。しっかりと次はとにか
く頑張る。こういうことになって本当に残念だけれど
もこの予算をしっかり使い切るという、先ほどの答弁
のようなことを力強く言えばよかっただけの話です
よ。
　これ以上言っても、また総務部長がお答えになるで
しょうから、次に移りますけれども、沖振法の改正に
おいて努力義務が課せられたということについて、こ
れは内閣府の中でも、振興審議会の中でもあったそう
なんですけれども、知事はやはり離島地域や本島北部
地域を含め、行政視察も極めて少ないと。地域が抱え
る産業振興、定住人口、特に医療体制の課題解決の関
心がとても薄いのではないかという疑義が沖振調査会
でもあったと私はお聞きしました。これは私も含め離
島住民も同様に感じている人々も多いと思いますよ。
　知事は、この努力義務新設についてどのように取り
組まれていくのか、知事の言葉でお聞きをしたいとい
うように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時43分休憩
　　　午後４時43分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　離島振興、北部振興、こ
れまで取り組んできたところ、今回努力義務規定が設
けられたところで、沖縄県としても、さらなる施策の
充実等に努めていく必要があると考えております。ま
た、条文では地方公共団体に加え、国も加えられてお
ります。国、市町村と連携して、必要な施策の充実に
努めていきたいというふうに考えます。
○○大浜　一郎君　ちょっといいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時44分休憩

　　　午後４時45分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　企画部長が答弁をさせてい
ただいていることと重複しますけれども、これまでも
北部・離島市町村の振興について定住条件を図るなど
様々な取組を行ってきたところではありますが、その
振興について努力義務が置かれた、努力の規定が置か
れたということは、議員御案内のとおり、より一層、
国、市町村と連携をして力強く取り組んでいくという
ことが位置づけられたというように受け止めていま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　それに向けて本当に知事、よろしく
お願いを申し上げたいというように思います。
　この努力義務に関連することなんですが、特にコロ
ナ禍において離島の医療の脆弱性は顕著な事例として
浮き彫りになりました。現場から聞こえてくる声は、
先ほど病院事業局長からありましたけれども、やはり
離島医療における大きな課題は、医療資源の不足とか
医療人材の確保が非常に求められています。今後にお
いても、感染症対策の充実とか医療人材の働き方改革
の問題もありますね。そういったこともありますの
で、離島地域の医療充実のための離島地域の基幹病院
の定数の見直しも含めた議論は、改正沖振法の努力義
務として具体的に取り組むべきではないかというよう
に思いますけれども、これはもう知事のリーダーシッ
プでしょう。知事のほうでちょっとお聞かせいただき
たいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時46分休憩
　　　午後４時46分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　県立病院の離島の
医師の確保については、毎年どういうふうにして充実
するか、みんなで検討しているところでございます。
まず第１に、離島の医師の確保に関しては、県立病院
で専攻医というのを採用して、基本的には専攻医が３
年目になるときには１年間の離島の勤務というふうな
方法で医師を確保すると、まずそれが第１点でござい
ます。それからもう一点は、派遣事業がありまして、
本土の大学それから公的な病院に、採用のホームペー
ジあるいは直接そこに出向いて医師を確保すると。そ
れから３点目は、やっぱり琉球大学との交流が必要で
ございます。琉球大学にもかなり多くの医師を確保し
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ていただいております。それから今後、地域枠という
のがございます。こういった方々が専門を終了した場
合に、地域に、離島、北部を含めて派遣して確保して
いくと、そういうふうなことで対応しているところで
ございます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　病院事業局は、コロナ禍の２年間の
内容を、もう少し現場の声を聞いたほうがいいと思い
ますよ。コロナ禍においても経営効率を求められるよ
うな議論があったりとか、どたばたしている中で人員
確保もままならない中で、そういったことで現場から
は基本的にうんざりした声が聞こえてくるものですか
ら、定数の見直しも含めて、どういうふうにしたら医
療崩壊しないのかという、ちゃんと現場の声をお聞き
になってやっていただかないといけないんですよ。こ
れは離島振興なくして沖縄振興なしという知事の思い
に今のところ沿っていると思えませんよ。知事、この
辺はどういうふうにお考えになりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほど病院事業局長からあ
りましたとおり、医師の確保、医療人材の確保という
のは、あらゆる手段やその方法も考えながら適宜行っ
ているという中にあって、今般コロナウイルス感染症
が２年にわたってずっと感染している状態が続いてい
る。そこで全国からも医療人材をお寄せいただき、場
合によっては自衛隊にも力を貸していただきながらと
いうことで、地域医療、離島医療に一生懸命取り組ん
できたところであります。さらに、この離島医療につ
いて、医療体制の脆弱さというのは言うまでもありま
せんが、ですからなおのこと大学などの地域枠なども
さらに増員をさせていただくとか、お互いに少し枠を
増やしていただけるような、そういう取組もまた工夫
を重ねていきながらしっかりと取り組んでいく。それ
を一つ一つ丁寧に進めていくことが肝要であろうとい
うように考え、取り組んでいるところであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　これはもう知事のリーダーシップで
解決できる問題だというように思っておりますので、
どうかこの辺の現場の声をしっかり形にしていただき
たいと思います。
　それと復帰50周年を迎える沖縄自立経済に向けて
の展望ですけれども、知事は復帰50周年を迎えた総
括と展望ということについて、県民所得は全国最下位
で自立経済は道半ばだと。国による沖縄の特例措置
は、特殊事情から発生する政策課題の解決が実感でき

るようになるまでは継続が必要だというふうにも述べ
ています。政策課題が解消したと、沖縄の特殊的な事
情から発生する政策課題を解消したと思える、実感で
きる時期というものは、知事はどのような展望で見て
いますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時51分休憩
　　　午後４時51分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　これまで県経済の拡大・
拡充、それから１人当たりの県民所得に向けて様々な
取組を講じてまいりました。新たな振興計画にあって
は、ＤＸを活用した産業の高度化、高付加価値化を図
ることとしておりますし、新たな振興計画、今回展望
値で域内循環率というのを定めております。バケツを
大きくして経済規模を拡大していく。そして穴が空い
て外に漏れる水を塞いでいく。そうして域内循環率を
高めていくことにしておりますが、例えば地産地消な
らぬ地消地産という言葉があります。地域で消費する
ものは地域で産出する、生産する。例えば県内で生産
されるビールであったり泡盛だったり、この原材料も
県内で産出する取組も必要になるでしょうし、ものづ
くりにあっても、ある程度競争力があるものは県外か
らの調達によらず、県内の産業あるいは企業を強化し
ていく。こういう取組を通して域内循環率を高め、１
人当たりの県民所得の向上につなげていきたいと考え
ております。
○○大浜　一郎君　休憩します。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時53分休憩
　　　午後４時53分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（宮城　力君）　失礼いたしました。
　これまでの沖縄振興特別措置法等については、今議
員おっしゃるとおり様々な特殊課題があって、それか
ら派生する課題、これに対応するための特別措置が講
ぜられているもので、沖縄の特殊事情が存して、それ
に対する課題があるならば、引き続きの特別な措置を
講ずる必要があるものというふうに考えます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　これは時間軸を持った計画にしてい
かないと厳しいですな。
　知事は具体的に、県民所得が35位、25位の状況に
なってきたら、特措法とか振興計画の必要性の議論が
出てくるとも語っているんですね。最新の都道府県
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別において、これは内閣府の県民経済計算、2018年
ベースが出ていると思いますけれども、25位とか35
位の県民所得額と都道府県名はどこか、ちょっと教え
てくれませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時54分休憩
　　　午後４時55分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　今手元にその中位の県の
１人当たりの県民所得のデータは持ち合わせておりま
せんが、後で提供したいと思います。今後数年かけて
１人当たりの県民所得が向上するとしても、相対的な
順位になろうかと思います。各県との相対的な順位が
どの程度になればというのは、非常にそのデータに基
づいて検討する必要があるというふうに考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　私はだからそのランキングの位置、
25位とか35位の位置が基準となる根拠は何なのか
と。目標とすべき県民所得の到達時期をどう展望して
いるのかと。もう一つは関連して、沖縄県は労働生産
性が低いというのは、これは基本的に反省としてある
わけです。ではこれらは目指す県とどれぐらいの労働
生産性の差異が今生じているか。こういう基準がなく
て、25位、35位といっても分かりませんよ、これが
基準になるなんて言ったって。どういう経済運営をし
ていくんですか。どういう振興計画をきちんとやって
いくんですか。だからこれが漠然だと言っているんで
すよ。この辺ちょっとしっかりお答えいただけません
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画につきま
しては、計画の展望値を設定しているところで、これ
は絶対値でございます。10年後、様々な沖縄施策の
展開によって指標がどの水準になっているか。例えば
１人当たりの県民所得であれば、令和２年度約214万
円の水準であるところを291万円の水準にまでなると
いうふうに今見込んでいるところでございます。この
291万円が10年後に全国のどの水準になるかという
のは、先ほども申し上げたとおり相対的な部分があり
ますので、これは非常に難しいところだと考えます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　基本的に全国レベルでここまでいけ
ば振興策を考えようというふうに明確に知事が言って
いるわけですから、その辺の根拠となるバックデータ

をしっかり持っておかないと議論にならないので、そ
の点は後ほどまたやっていきたいと思います。
　コロナ対策なんですけれども、石垣市では２月28
日の時点で65歳以上の高齢者の３回目のワクチンの
接種率は84.4％、12歳から64歳までが18.2％、全対
象者の38.1％が接種を完了しております。市の方針
としては、３月までに接種率を高め、地域の免疫力を
高め、医療崩壊を防ぎ、経済再生への足がかりにした
いということであります。
　県の直近の３回目の接種状況と具体的な接種率をい
つまでに、いつまでに市町村と連携強化していくのか
を、もう少し具体的に答弁を願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　ワクチンの接種に
ついては、３回目接種を推進する必要があるというこ
とで、推進期間を設けまして、３月末までに高齢者の
７割に当たる接種を推進するということで、目標を設
定しているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　とにかくコロナは今日も1029名、
そして来週にはまたどうなるか分からない状況になっ
てきている。一方ではインフルエンザのようなものだ
からあまり気にしないほうがいいという人もいるけれ
ども、石垣市では３回目を接種して、かかっても無症
状な102歳のおばあちゃんがいるんですよ。だから医
療崩壊が起きない。だからいつまでにワクチン接種を
するというようなことが非常に大事なことなので、そ
れに向けて加速して対策を取っていただきたいと思い
ますけれども、知事これはどうですか。これは経済の
再生の礎になるものですから。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　まず、高齢者の方々の発症
及び重症化を防ぐということから、３月末までに高齢
者７割に当たる方々にワクチン接種を進めていきた
い。市町村と連携をし、広域センターも活用しなが
ら、エッセンシャルワーカーの皆さん共々含めて、よ
りワクチンの接種を進めていきたいというように思い
ます。
　それから、今日も1000名余りの新規陽性者がカウ
ントされておりますけれども、特に１回目、２回目の
ワクチンの接種率が低い市町村もまだ頑張っていただ
いて、そういう方々にも声をかけていただきながら県
もしっかりとサポートをしていき、できるだけ感染を
防ぐ、そして感染しても重症化を抑えるという意味で
のワクチン接種への協力をしっかり呼びかけていきた
いと思います。
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○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　この広域接種センターですけれど
も、県は第６波の対策として、職域接種も含めたワク
チン接種率を向上するための大規模なワクチン接種会
場の設置を、東京とか大阪のように――これは実は自
衛隊法に基づいて沖縄での会場設置、誘致ができるん
ですね。その辺のことをお考えになったことがあるの
か。その要請を試みたことがあるのか。その誘致を今
後もこの状況下の中でやるべきなのか。やるおつもり
があるのか。自衛隊法で設置誘致できるんですが、災
害要請ではなくて。ですので、そういったことを要請
してもいいんじゃないかと思いますよ、こういう事態
になれば。私が聞いた範囲では、自衛隊も要請があれ
ば検討するということをお聞きしています。大規模接
種センターをしっかり運用していくためには、自衛隊
法に基づいた接種会場の設置も視野に入れてはどうか
なと思いますが、どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　昨年の夏でござい
ましたが、ワクチンを推進するためにということで、
自衛隊の大規模接種会場についても沖縄県で設置でき
ないかという要請は口頭で申し上げたところでござい
ます。しかしながら、東京、大阪以外にはちょっと検
討が難しいというお答えであったというふうに理解し
ております。
　今回、県が設置しております３か所の接種センター
につきましては、北部、中部、南部に置いております
けれども、予約状況についてはまだ余裕がございます
ので、まずはそこからしっかりと接種を進めていきた
いと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　それでは自衛隊法に基づく会場設置
は要請されたんですね。自衛隊がお断りになったとい
う理解でいいですか。設置が難しいと。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時２分休憩
　　　午後５時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　すみません。具体
的な資料が今手元にないんですけれども、昨年の夏に
口頭で知事のほうから要請をしたということでござい
ます。
○○大浜　一郎君　ちょっと休憩いいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時３分休憩

　　　午後５時３分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　すみません。自衛
隊に直接ということではなくて、知事が軍転協に参加
されるときに上京された際に、関係要路で口頭でお話
になったというふうに記憶しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時４分休憩
　　　午後５時４分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　まず、今部長が答弁をさせ
ていただきましたけれども、そういうような設置が可
能かどうかという意見交換をさせていただいたもので
ありまして、要請をしたという正式なものではありま
せん。ただ、やはり自分たちでしっかりと運営してい
くというようなことを考えた場合に、広域ワクチン接
種センターを設置するに当たってはということで、ま
たいろいろとそこも意見交換をさせていただきまし
た。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　これは安全保障委員会で設置ができ
るという議論がもう既に終わっている話です、去年の
段階で。ですので、その辺のところも必要であるなら
ばいろんな手を借りてワクチン接種を向上させていた
だきたいというように思います。
　話を変えます。
　尖閣の問題でありますけれども、第11管区海上保
安本部長が2021年度における中国海警局が尖閣の接
続水域に派遣された日数、接続水域で確認された日数
について、極めて深刻だというふうなことを述べられ
ております。この日数については、県のほうで把握さ
れていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　中国の船舶による領海
侵入につきましては、平成31年が延べ日数で32日、
延べ隻数で126隻、それから令和２年におきましては
延べ日数で29日、延べ隻数で88隻、そして令和３年
におきましては、延べ日数が40日で延べ隻数にして
110隻となっております。
○○大浜　一郎君　すみません、休憩します。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時６分休憩
　　　午後５時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事公室長（金城　賢君）　私、先ほど領海侵入と
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いうことでお答えいたしましたけれども、接続水域で
ございますね。接続水域につきましては、令和３年に
おきましては、延べ日数で332日、延べ隻数で1222
隻というふうになっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　今はいろいろな接続水域とか領海侵
犯した際には、知事にすぐ報告していますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　海上保安庁からの連絡
を受けまして、三役に情報共有を行っているところで
ございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　今回は海保や県警、自衛隊の連携の
保護の体制の下で、東京都による海域調査から10年
ぶりになる、石垣市による海洋実態調査、海上視察に
ついて行いましたけれども、これまで知事から基本的
に何のコメントもございません。今回の調査は、平成
25年に制定した石垣市の海洋基本計画に基づく海洋
利用の促進と海洋環境保全の調査、そしてＳＤＧｓの
豊かな海を守ろうスローガン、また知事が掲げている
社会・経済・環境が調和する海洋島嶼圏構想にも合致
していると僕は思うんですよね。県の行政区内におけ
る今回の海域調査についてどのように思われている
か、知事の所見を伺いたいんですが、この日はこの船
に伴走するように領海侵犯を中国はしているわけです
けれども、これはどう思いますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　答弁が重複するようで大変
申し訳ないんですが、今回の視察の件に関しまして
は、石垣市長としての判断として行ったものだろうと
いうように受け止めております。また、やはり日中両
政府の平和的な外交、対話によって解決が図られるこ
と、尖閣諸島問題はそれが重要であるというように考
えておりますので、引き続きそのように求めてまいり
たいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　何を解決するんですか。調査に行っ
て、自分の域内で調査してきて何を解決するんです
か。ちょっと分かりませんけれども、何を解決するん
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　尖閣諸島における様々な対
話によってお互いの互恵的な関係が築いていける、そ
ういうような解決策を探っていただきたいということ
です。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。

○○大浜　一郎君　知事はあそこは沖縄の海だと思って
いないんですか。今の話はそういうことになります
よ。どうなんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時９分休憩
　　　午後５時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　平成26年11月７日に日中
関係の改善に向けた話合いが行われました。４項目あ
る中の３項目で、双方は尖閣諸島等東シナ海の海域に
おいて、近年緊張状態が生じていることについて異な
る見解を有していると認識し、対話と協議を通じて情
勢の悪化を防ぐとともに、危機管理メカニズムを構築
し、不測の事態の発生を回避することで意見の一致を
見たとあります。ですから、その方向で互恵的な関係
をつくり、このような問題についての解決を図ってい
ただきたいということを申し上げた次第です。
○○大浜　一郎君　休憩します。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時10分休憩
　　　午後５時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事（玉城デニー君）　日本の領海であり、領土で
あります。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　ですので、あの４つの約束かどうか
分かりませんが、あの辺は中国からすればこれは日本
が守るべきだということを、僕は前の議会でも質問を
しております。
　知事にお聞きしますけれども、今回尖閣諸島の海域
の調査に、調査船に乗船して視察同行を要請していた
ら、知事は乗船して尖閣諸島海域の視察に同行された
でしょうか、もしお誘いした場合は。どうですか。一
緒に行きましょうと。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　仮定の質問にはお答えを控
えたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　仮定ではなくて――実際にお誘いし
なかったから仮定になるかもしれませんが、やはり自
分の領土・領海は自分で守るという基本的なことを、
行政の長であってもしっかりやるべきだというふうに
思います。これも知事はしっかりとそういう答弁を今
後はしなければならないというふうに思います。その
点についてはよろしくお願いをしたいと思います。
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　それと、やっとこの地震の観測網の話合いが前に進
んでいるなという気がしますけれども、これは物すご
く今大事な施設整備になると思いますから、勉強会と
かいうのもいいんですが、しっかり時間軸を決めて国
と本当にやらないと、自然発生的なものから来る被害
は甚大ですよ。その点、もう一度決意をお聞かせくだ
さい。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県といたしましても、昨年11月から２月にかけて
琉球大学の教授と意見交換を行っております。この中
で基礎データの調査の状況でありますとか、沖縄県に
おける地震発生の危険度でありますとか、海底地震観
測網に係る国の整備状況等々について意見交換を行っ
ているところでございます。この意見交換の中で、や
はり国の整備に当たっては、地震調査研究推進本部で
整備の必要性が認められる必要があり、基礎データの
収集や整備に関する地域住民の意識の醸成など、一つ
一つクリアすべき課題等を洗い出しながら進めていく
必要があるというようなことを、県にもそういう意見
がございました。
　こうしたことも踏まえまして、議員からありました
とおり、県民の生命財産、安全・安心な暮らしを守る
という観点から、非常に緊急で取り組むべき課題だと
いうふうに考えておりますので、引き続き琉球大学等
関係機関も含めて、整備に向けた取組を強化してまい
りたいというふうに思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　質問を変えます。
　ゴルフ場を含むリゾート建設なんですけれども、今
進捗状況は商工労働部長からお聞きしましたが、農水
部のほうでは何か問題がある箇所というのがまだ存在
しているんでしょうか。どうですか、農水部のほう
は。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えいたします。
　農林水産部においては、農林水産省の通知等に基づ
きまして、土地利用の調整計画と地域経済牽引事業計
画の土地利用予定地の記載内容、その他の適合につい
て確認を終えたところであります。地域経済牽引事業
計画が承認され次第、農振除外や農地転用の手続を行
うことになります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　環境部はどうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。

○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　環境部に関しましては、沖縄県環境影響評価条例に
基づき環境アセスメントの手続を実施しております。
当該事業につきましては、環境アセスメント手続は既
に終了してございます。今後仮に事業が実施される際
には、事後調査報告書、現場の調査、環境監視が行わ
れます。その結果を報告することになりますので、そ
の内容について詳細にチェックをしまして、必要に応
じて事業者を指導していくことになると考えておりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　このように未来法の趣旨にのっとっ
て各種手続が進行して、大詰めに差しかかっているこ
の計画であるんですけれども、今般の市長選の争点に
なったことが私は全く不思議でならない。手続にのっ
とってやっているにもかかわらず。照屋副知事が１月
に選挙で石垣に来た際に、今のような開発をしていい
のかと。私もこの手続の中にいるけれども、実際に現
場に来ると認識の仕方が変わってくると述べられてい
るんですよ。このような開発をしていいのかと。これ
は地元紙で報道されていますよ。何をおっしゃってい
るんだろうと我々思いました。基本的にこの施設は地
域の稼ぐ力の生産基地として期待されている施設なん
です。高単価の客層や冬場の観光客の誘致、県民の生
涯スポーツとしての活用、地域の農水産物の地産、消
費拡大などの展望が期待されるものなんですね。ある
意味、照屋副知事の一連の発言で仮に許認可の諸手続
に遅れがあったとするならば、影響があったとするな
ら、サボタージュしたと勘ぐりたくもなりますよ。規
模の大きい民間投資を伴うものですから、慎重にこう
いうことはしゃべっていただかないと大変困ると思い
ますが、これ副知事、いつ頃までに手続が済むという
ふうにお考えになっていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○○副知事（照屋義実君）　まず、私のコメントが波紋
を広げたようでありますけれども、これは赤土等によ
る水の濁りというふうなものについて、工事中、名蔵
湾で調査が実施されない予定であるというふうなこと
から、知事意見で実施するよう意見が提出されており
ました。そのために令和４年１月16日、御指摘の日
の現地視察を行った後に、赤土等の流出について発言
をしたものであります。
　私は、この石垣ゴルフ場については否定したことは
ありません。必要だというふうに認識しているという
ことは、前の議会でも答弁をしたとおりでありまし



– 336 –

て、直近の環境団体が要請に来た折にも、私は、地域
未来投資促進法につきましては、地域の特性を活用し
た事業の生み出す経済的波及効果に着目して、これを
最大化しようとする地方公共団体の取組を支援するも
のであるというふうに申し上げておりますし、また推
進する団体の要請も受けて、その内容についても知っ
ているわけであります。一方で、計画地周辺はラム
サール条約に基づいた登録湿地である名蔵アンパル
や、国指定特別鳥獣保護区などが存在し、また特別天
然記念物であるカンムリワシの生息が確認されるな
ど、自然環境の保全上、大変重要な地域と考えている
わけですね。
　したがって、この古くて新しい言い方でありますけ
れども、環境と開発の両立というふうな課題に向き合
う事案として慎重に今まで手続を進めてまいりました
けれども、この石垣リゾート＆コミュニティ計画につ
きましては、地域未来投資促進法や沖縄県環境影響評
価条例に基づく手続に加え、沖縄県赤土等流出防止条
例の開発行為に伴う手続も必要となることから、県関
係部局及び石垣市と緊密に連携しながら適切に進めて
まいりました。
　手続につきましては、地域経済牽引事業計画、これ
が順調に審査が進んでおりますので、速やかに確認が
下りるだろうとふうに考えております。
○○大浜　一郎君　シカイトゥ　ミーファイユー。あり
がとうございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長から発言の申出
がありますので、これを許可します。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　申し訳ありませ
ん。
　先ほど議員の御質問に対し、知事が軍転協参加のた
め上京したと申し上げましたが、正確には令和３年の
５月27日に、基地関連の用務で上京された際に、内
閣官房長官及び防衛大臣等へ、人口の集中する那覇地
域に国が主体となり、大規模接種センターを立ち上
げ、ワクチン接種を大きく展開していただきたいとい
う旨の話をされたというのが正確な答弁でございま
す。
　訂正しておわび申し上げます。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　それでは、知事の政治姿勢から入っ
ていきます。
　市町村道や農地基盤整備の予算が激減し、計画的な
まちづくりに支障が出ております。地方の建設業は非
常に不況にあえいでいまして、また沖縄県のハシゴ道

路計画事業も予算の影響で進捗が遅れている。まだま
だ未整備の多い沖縄県の社会資本整備事業の予算の在
り方に平準性がないのであります。現行の一括交付金
制度においては、予算化されている社会資本整備事業
の今後の在り方と予算の確保について知事の考え方を
伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　県や市町村では、老
朽化した橋梁の更新など、緊急的な対応が必要な箇所
に限られた一括交付金予算を重点配分し、効率的・効
果的な執行に取り組んでおります。また、ほかの財源
を確保するため、起債事業や新たな補助金等の積極的
な活用についても検討しております。今後とも、市町
村と連携し、関係要路へ要請するなど、一括交付金予
算等の確保に向けて取り組んでまいりたいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　この一括交付金なんですが、県は、
県が配分できる一括交付金は非常に使い勝手がいい制
度と言っております。たしか沖縄都市モノレールの事
業のときは集中的にそれに配分して、市町村の分が遅
れた分が多々あったわけです。これは認めておりまし
た。そのときも都市モノレールが終了すれば、必ず市
町村の遅れが取り戻せるという答弁だったが、今現実
に全く停滞しているわけです。これが現実なんです。
市町村は、計画的に事業を採択して展開しているわけ
ですから、これが一括交付金の減額でハード事業に直
結するというのは、これはおかしな話なんです実は。
池田部長は、一括交付金の減額によるハード事業の遅
れは避けられないと発言しました。これは既に決まっ
ている事業に対して予算要求の20％程度しかつかな
いんです、地方の公共事業が。それでいいんでしょう
か。予算をつけられないのであれば、この一括交付金
制度の予算、これ知事が民主党時代の国会議員のとき
につくった制度なんですが、このようにハード事業が
一括交付金に縛られていいんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時24分休憩
　　　午後５時24分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　ハード交付金の減額
に伴いまして、公共事業への事業のスピード化に対す
る影響というのは免れないところがございますけれど
も、その中でも令和４年度のハード交付金の配分につ
きましては、なるべく市町村への影響が少なくなるよ
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う配慮したところでございます。おおむね県と市町村
の配分が１対１となるよう考慮したところでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　配分の問題ではないんです。これは
一括交付金制度において、ハード交付金が全てその減
額の対象のときに影響を受けるというのは、いかがな
ものかという考え方なんです。それについておかしい
とは思いませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時25分休憩
　　　午後５時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　先ほども答弁をさせ
ていただきましたけれども、ハード交付金が減額され
ているという一方で、ほかの財源も、例えば新たな補
助金として道路のメンテナンス事業ですとか起債事
業、そういったものを活用しながらなるべく影響が少
ないように考慮しているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　一括交付金のない他府県のハード事
業も果たしてそうなのか。全て減っているかというこ
となんです。決して減ってはいません。政府はコロナ
後の景気回復を見据えて、大型景気対策を打って出て
いるわけです。今こそ公共工事なんです。なぜ沖縄だ
けが減るんですか。その疑問が一括交付金にあったん
です。そういうことじゃないですか。いわゆる一括交
付金方式の在り方の検証もなく、一括交付金による
ハード事業の減少を仕方がないとする県の考え方は、
県知事をはじめ予算の交渉力がないということなんで
す。それに気がつくべきです。いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時26分休憩
　　　午後５時26分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　令和４年度予算の要請に
当たりましては、これまでも全市町村長と意見交換を
重ねるとともに、今年新たな取組として、ロジックモ
デルなども活用して内閣府にその事業の必要性につい
て丁寧に説明してきたところでございます。ハード交
付金の部分につきましても、従来からいわゆる国直轄
だけではなくて県事業、市町村事業が一体とならない
とトータルでの効果が発現しないということで具体的
な事例も上げて説明をさせていただいたところです

が、今回大幅な減額になったということで、その影響
をなるべく最小限に収めるために、事業の進捗である
とかそういったものを踏まえながら現在対応している
ところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　第５次振興計画の最中に決めたもの
は、これは継続してやらなければいけませんよ。です
から市町村が着手した事業の予算はしっかりと確保し
ないといけません。だからこれは一括交付金が減額す
ることによって、市町村の事業がこの７年間も停滞す
ることはあってはいけないというんです。このシステ
ムがおかしいと言っているわけです。だから池田部長
が一括交付金の減額は仕方がないと言うことはおかし
い。努力をしなければいけないということなんです。
そういうことです。いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　減額措置されたその現実問
題として、では今までのように予算がつけられるかと
いうと、その財源がそもそも欠けてしまっているとい
う状況ですから、欠けた財源の中でフル活用するため
に、どういう工夫が必要かということを申し上げてい
る次第であります。なお、次年度は、もちろんその予
算が増額できるようにしっかりと交渉していきたいで
すし、令和４年度の年度途中でも補正予算としてまた
組み込めるものがあればしっかりと見ていきたい。そ
ういうものを創意工夫を凝らしていきたいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　だから沖縄振興予算の増減に一喜一
憂するんじゃなくて、内容ですよ。事業の継続性を重
視して訴えて、絶対にこれは確保しなければいけない
予算があるということをベースにしなければいけない
ということなんです。そういうことです、もういいで
す。
　次に、現在の東アジア情勢は、台湾有事、北朝鮮の
ロケット威嚇、中国の現状変更などで緊張が高まって
おります。知事は、尖閣問題で中国政府にいまだ抗議
も行わず、外交・防衛は国の専権事項として、当事県
の立場に立った発言を国際社会にまだ発信しておりま
せん。さらに知事は、日米安保と自衛隊を容認すると
しながら米軍基地を政治問題化し、日本政府と対峙す
る政治姿勢を続けているが、沖縄県知事として日本政
府及び米国と連携した県民の安全保障をどのように考
えているのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
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　県といたしましては、日米安全保障体制が、我が国
及び東アジアにおける平和と安定の維持に寄与してき
たものと認識しております。しかしながら、本県に約
70.3％の米軍専用施設が存在する状況は、到底受忍
できるものではなく、さらなる基地負担の軽減、基地
の整理縮小が必要であると考えております。また、ア
ジア太平洋地域における平和と安定は、県民の生命財
産を守り、沖縄の振興・発展を図る上で極めて重要で
あることから、日米両政府に対し、域内における緊張
緩和と信頼醸成に努めること等を求めております。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　知事、沖縄県のこの安全保障体制と
いうか、県民の安心・安全をどう守るのか。これは有
事を想定する中での認識が甘いのではないかという県
民の見方があるんですが、それについてはどうなんで
すか。アメリカとの安保条約の中で、抑止力というの
が今作用しているはずなんです。その抑止力を評価す
るものですか、知事いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　ここ最近の論調、風潮、そ
してロシア、ウクライナの現実的な問題が惹起する
に、やはりその台湾有事がまことしやかに論調として
高まってきておりますが、有事ということはつまり戦
争になるということです。沖縄が有事の的になるとい
うことは、絶対に認められません。それは政府の努力
によって日米の安全保障体制を確保しつつ、日本の立
ち位置として、では韓国、中国、東アジアの国々とど
のような外交努力をしていくかということが肝要だと
思います。その上で私は、これは外務省の中国・モン
ゴル第二課が令和２年に出した資料ですが、中国経
済、日中経済関係というページの中に、日本にとって
中国は最大の貿易相手国――2019年です――中国に
とって日本は米国に次ぐ２番目の貿易相手国です。中
国にとって日本は国として第４位の投資国です。中国
にある日系企業の拠点数３万3050拠点、日系企業の
海外拠点数で中国は第１位という、このような現実的
な方向性を我々はもっと重要視した外交ができるので
はないかということも同時に議論をしていかなけれ
ば、片方の有事論だけで安全保障を語るのではなく、
人間の安全保障こそが日本が求める立ち位置なんだと
いうことを政府にしっかり頑張っていただきたいとい
うようにエールを送っている次第です。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　今知事はこの台湾有事論をまことし
やかにと言いましたが、事実、現実はもう台湾問題と
いうのは、世界が注目する緊張を高めていることもあ

るということは現実なんです。まことしやかじゃない
んです。その中で日米安保を基軸に我々は、東アジア
の安定に寄与しているという、抑止力を必要としてい
るということを知事が認識しないと、今、全くもって
日米の方針と違うことを言っているということです
ね。そういうことですよ。違いますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私は、この世界のグローバ
ル経済の中での日本のポジションというものをもっと
重要視した外交ができるのではないかと思います。安
全保障は確かに重要です。日米同盟も私は認めている
立場です。しかし、その安全保障に偏らない政策の方
向性を同時に行っていかなくてはいけないということ
が最近の世論の中で非常に薄くなってきている。テレ
ビや報道の論調もパワーゲームみたいな有事論を得意
とする方々がテレビに出てきて語ると。そうすると国
民は、あ、それだけかということで片方の方向性に振
られかねない。だからもう少し冷静に、日本だからで
きる安全保障という存在、姿を国民に示すということ
も大事ではないかということを申し述べている次第で
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　知事こそ、これ空想ですよ。安保を
強化することが何か全て対抗意識を出しているという
意味じゃないんですよ。安保でもって抑止をする。均
衡のバランスでこそ日本の外交は成り立っています。
外交と防衛です。今世界の現実はそうなんです。そう
いう中での沖縄県の立場というものが非常に微妙なん
だということを、県知事は分からないといけないとい
うことを言いたくてこの問題を指摘しているわけで
す。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時35分休憩
　　　午後５時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○座波　　一君　次に移ります。
　今月20日にまん延防止措置が解除されましたが、
その時点での新規陽性者からしても、第５波のデルタ
株のときであれば解除はできなかったはずでありま
す。感染力が強いオミクロン株に対し、なぜ早々とま
ん延防止措置を解除するに至ったのか、専門家会議で
どのような議論があり判断したのか、オミクロンとデ
ルタ株の特性にどのような違いがあるのか、県民への
説明責任を果たし理解と協力を得るべきだと思います
がいかがでしょうか。
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○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　１月９日からのま
ん延防止等重点措置につきましては、その実施によ
り、急激な感染拡大の抑制に一定の効果があったもの
と考えております。２月16日時点における人口10万
人当たり新規陽性者数は200人以下とはなっていない
ものの、病床使用率それから重症者用病床使用率は
50％未満、新規陽性者数の前週比減の継続は達成し
ておりましたことから、感染症対策専門家会議等の意
見を踏まえて、措置期間の延長を政府に対し求めない
ことを決定したところでございます。また、オミクロ
ン株はデルタ株等に比べて、感染力は高いが、重症化
する割合は低いとされていることが確認されていると
ころでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　くしくも今日、感染者が1029人と
発表されました。来週にかけては2000人にいくので
はないかという予測なんです。これはクラスターが多
い学校現場での対応が問題ではないかという指摘もあ
るわけです。今、介護施設や家庭内、あるいは施設内
療養にも大変問題があります。今後しばらく重症化や
死亡率のほうが非常に問題になります。このペースで
また感染が拡大してそのような問題、重症化や死亡率
に対する考え方、それをしっかりとしないと、今のま
ん防措置の解除の緩みが本当に最悪の事態になって、
死亡率が高くなるということが非常に懸念されるわけ
です。そこについてはどう考えていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時38分休憩
　　　午後５時38分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　まん延防止等重点
措置を延長しないことについて判断する際に、病床使
用率について、それから重症者用病床使用率について
を国としてもこれは重視するということでございまし
た。県としても国の考え方も踏まえまして、またオミ
クロン株が感染力が高く軽症者も多いということもご
ざいましたので、オミクロン株前につくった指標では
なかなか難しいということもあって、専門家会議の御
意見を伺い、延長をしないことということを判断した
ところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　延長しなかったことを悪いと言って
いるわけじゃなくて、それはそれでブレーキとアクセ
ルを分けながらやるということが大事なことだと思っ

ておりますが、オミクロンとデルタの株の特性をしっ
かりと認識した上での判断であったと今言っているわ
けですよね。そうであればそういうことをしっかりと
説明して、幾ら急激に感染が拡大しても、最低でも守
るべきは、重症化リスクのある患者とか高齢者とか、
そういう対応策を打ってなおかつ増えるのであっても
何とか対応できるという考え方だと思うんですが、そ
ういうことではないんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　議員御質問のとお
り、その判断をするときに、やはり新規陽性者数につ
いてはまだ多い状況でございましたが、子供と高齢者
の対策をしっかりやるということを前提に、まん延防
止等については延長しないということとしましたの
で、その際に高齢者対策、それから子供に対する対策
を強化するということで、県としてはそのような取組
をしているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　次に、県議会では全会一致で観光産
業の再興に関する条例を制定しました。そして５つの
緊急政策提言を知事に対して行いました。条例の目的
である感染症対策と経済対策の両輪の対策が県の責務
として明記され、それに伴い緊急政策提言も行いまし
た。知事は、この条例がコロナ対策の後ろ盾になると
していたが、残念ながら緊急提言が生かされず第６波
の感染拡大となった。那覇空港クリニックの設置、離
島のコロナ患者のヘリ搬送強化、紫外線照射装置等に
よる医療・介護従事者等の安全と衛生環境保全業務の
負担軽減、自衛隊法に基づくワクチン接種強化など、
国と折衝すれば可能であったと考えるが伺います。ま
た今後の感染対策と経済対策を見据え、今後この条例
の必要性を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　那覇空港内クリニックの
設置についてでございます。那覇空港内クリニックの
設置は、那覇空港ビルディング株式会社が、旅客サー
ビス強化の一環として必要と認識し、検討を進めてい
るところです。同社は、空港内クリニックの医師確保
や採算性などの課題解決のためには、国や県の支援が
必要であるとして、県としても、これらの課題につい
て意見交換を行っているところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　多くの離島を抱え
る本県においては、小規模離島において感染者が発生
した場合には、沖縄本島、宮古島または石垣島の重点
医療機関に搬送する体制を整備しております。さらに
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重症者については、各地域から本島へ搬送していると
ころでございます。また紫外線照射装置につきまして
は、国は、紫外線の新型コロナウイルス感染症の予防
効果について、現時点では明らかになっていないとし
ていることから、県としても慎重に検討する必要があ
ると考えているところでございます。またワクチン接
種につきましては、県の広域ワクチン接種センターを
北部、中部、南部の３か所に設置し、２回目接種から
６か月以上経過した18歳以上の全ての方を対象に追
加接種を進めているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　観光再興条
例は、新型コロナウイルス感染症が観光関連産業をは
じめとした県内産業に深刻な影響を及ぼしていること
に鑑み、観光産業の再興と安全・安心の島沖縄の実現
を目的として、全会一致で制定された経緯がありま
す。
　県としては、県内の感染状況や県内産業が長期にわ
たり影響を受けていることを考慮すると、本条例が観
光産業の再興等に関する施策を実施するための予算確
保などの後押しとなることは望ましいものと考えてお
ります。
○○座波　　一君　今後この条例の必要性は……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時43分休憩
　　　午後５時43分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　本条例は、
今年３月を期限とすることから、その延長に向けて議
会において審議されるものと承知しております。
　県としては、県内の感染状況や県内産業が長期にわ
たり影響を受けていることを考慮すると、本条例の延
長は適当であると考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　議会の緊急提言はまさに出口戦略で
あります。その一つである離島のコロナ患者のヘリ搬
送強化について、八重山病院は、宮古、八重山諸島圏
域の唯一の中核病院であるため、緊急患者の受入れや
本島への中継搬送の役割を担っております。令和２年
度、自衛隊と海上保安庁が対応した数は97件にもな
り、周辺離島のクラスター患者等の搬送など、緊急ヘ
リ搬送の重要度が増しております。県は、八重山病院
が果たす役割をどのように理解し、ヘリ搬送強化策を
考えているのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時45分休憩

　　　午後５時45分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　県内における一般
の急患搬送につきましては、自衛隊及び海上保安庁と
の協定に基づき、その枠組は整備されておりますけれ
ども、感染症については資材等を用いて安全に搬送す
ることが必要、それから感染しないようにという感染
防止対策の確保なども必要なことから、自衛隊、海上
保安庁及び航路事業者の協力を得て、各地元の病院と
も協力しながら進めているというところでございま
す。
○○座波　　一君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時45分休憩
　　　午後５時45分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　県立八重山病院は、八重山医療圏の基幹病院、中核
病院としての役割を果たしています。御存じのように
八重山地域には離島診療所、幾つかの小さな島があり
ますけれども、そこの患者さんの搬送に関しては、基
本的には船舶ではない場合には海上保安庁のヘリを用
いて患者さんの搬送を頼んでいるところでございま
す。自衛隊のヘリの場合には、例えば与那国で多数の
患者さんが発生した場合に複数の患者さんを運ぶと、
そういうふうなことで自衛隊ヘリの活動も応援を頼ん
でいるところでございまして、八重山地域は最後のと
りでとしてそういった患者搬送については力を入れて
いると、そういうふうなことでございます。それから
八重山から本島、非常に重篤な患者さん、これは新生
児とか心疾患、脳の疾患とか、非常に緊急を要するよ
うな場合でも、夜間とかも利用して患者さんを搬送し
ているとそういうふうな状況でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　私がこれをなぜ聞いているかという
ことなんです。八重山病院においての圏域における搬
送体制がしっかりつくられているかということは、今
年の２月17日付で知事公室長から病院事業局長宛て
に急患搬送用ヘリポート設置の検討についてというも
のが出されていますね。それについて案が示されて、
その案について３月７日までに回答するようにという
ことで、非常に時間のないようなやり取りが今なされ
ているわけですね。それは事実ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後５時48分休憩
　　　午後５時48分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　今、座波議員が御質問
の件は、八重山病院における今暫定ヘリポートという
形でヘリポートを整備していますけれども、このヘリ
ポートが将来的に石垣市における土地区画整理事業の
関係で、運用の関係で石垣市と今協議をしております
けれども、そのヘリポートの形態によっては石垣市の
土地区画整理事業の土地の活用に一定の影響が出ると
いうことで、今恒久ヘリポートの整備に向けて協議を
しているということで、県立八重山病院の所管でござ
いますので、病院事業局とも意見交換をしているとい
うことでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　私は、場所がどうのこうのの問題を
言っておりません。今示された案が、１人搬送用の機
種のみを想定した計画を求めているんですね。それが
おかしいんじゃないかと言っているわけですよ。大規
模災害も含めて、やはり自衛隊が運用する２人乗り以
上の機種が対応できるようなヘリポートの検討が必要
じゃないかということを言いたいわけですね。なぜ１
案に限って決め打ち的にそれを回答を求めているのか
というのが、大いなる疑問なんです。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　先ほど申し上げました
けれども、まずは現行の暫定ヘリポートについて今後
どういった形で恒久的に使える形に持っていくかとい
うことでの議論をしているというわけでございまし
て、今座波議員からありましたところの機体につい
て、限定的にこういった形でのものは今後検討してい
くということになろうかというふうに考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　この圏域は、自衛隊の搬送圏域でも
あるわけですよ。ですから恒久ヘリポートというので
あれば、そういったことも視野に入れて、先島地域を
含めた離島の中継拠点としてしっかりとヘリポートを
整備するべきではないかというのが今の質問です。そ
の考え方に対してどう思いますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　具体的に今、議員から
あるところの機体にした場合、どういった規模のヘリ
ポートになるのかも含めて、まずはしっかりと検証し
た上で、本来の目的であるところの離島地域の医療の

確保の観点も含めて検討してまいりたいというふうに
考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　先ほどのコロナの問題なんですが、
今介護施設でも療養を受け入れるような方針になって
いますよね。これは今施設では大変負担が大きいとい
うことで悲鳴を上げているようです。これを沖縄県、
どのように本当に考えているのか。追加接種をした職
員がそれでもコロナにかかる、その施設はクラスター
になってしまっているという現実がもう毎日続いてい
るわけです。沖縄県、これを容認して今やっているわ
けですけれども、この問題に対する対応というかフォ
ローはないんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　高齢者施設等にお
いて感染者が発生した場合、入院治療が必要な場合に
は病院で療養することになりますが、今回のように数
が非常に多いという場合には自宅療養、それからホテ
ル療養、ただ高齢者の場合にはホテル療養が非常に難
しいということもございますので、施設内で療養する
という形を取らせていただいております。その際に
は、県のほうからは感染管理の専門家、医師、看護師
等、それから介護士等を派遣するような仕組みを今つ
くって、それで実施しているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　現実に、医師のいない施設もあるわ
けですね。そういうところでもうクラスターは当然。
そしてまた家庭内療養に戻っても、さらにまた出てき
て感染すると。これの繰り返しなんですよ。そういう
状況であるということを考えれば、県は何か打つ手は
ないんでしょうか。大変だと思いますよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　自宅療養それから
施設における療養等々につきましては、やはり感染し
てから解除されるまでの間、しっかりと感染対策を
取っていただいて療養するという形が必要になりま
す。その際に、やはり病状が変わるとか入院が必要で
あるという場合にしっかりと対応ができないといけな
いと思いますので、そこは県のほうで健康管理セン
ターをつくって毎日健康観察を行っておりますので、
そういった対応でしっかりと取り組んでまいりたいと
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　病院等の病床圧迫を避けるためと
か、医療現場を守るためにというような施策が、今し
わ寄せが介護に来ているわけです。そういうことを
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しっかり受け止めて、県は次の施策をやらないと今大
変な状況だということをぜひ分かってほしい。そうい
うことで質問しております。よろしくお願いします。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時55分休憩
　　　午後５時55分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○座波　　一君　我が会派の代表質問に関連しまし
て、西銘議員の３の(3)のウ、観光産業関連基金につ
いてであります。
　観光再興条例を制定するに当たり、コロナで壊滅的
な状況にある観光業の再興のために、国の支援を求め
短・中・長期的な視点から観光産業を支えるために国
の支援を求め、観光業再興のための基金創設の必要性
を訴えてきました。しかし、今議会で提案される観光
振興基金についての答弁では、まだ成立もしていない
宿泊税の税収規模を見込んで40億円としているとの
ことであります。
　そこで、コロナで疲弊する状況下で宿泊税の導入が
本当に可能なのか疑問が残ります。これは状況が落ち
着くまでというわけにはいかぬ状況なんですね、今。
そしてまた観光業界の理解を得られていない。今一番
必要なのは、経営支援であります。すなわち、固定費
を補塡することであるわけですが、この40億円で国
の施策の上乗せ程度しかできないのではないかと思っ
ております。沖縄独自の積極的施策に向け、国の支援
を前提として基金の財源をつくるべきではないかと考
えておりますが、いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時56分休憩
　　　午後５時57分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、国
際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図るための取
組を長期的かつ安定的に実施するために、今般沖縄県
観光振興基金を創設することとしております。その使
途としましては、観光旅客の受入れの体制の充実強
化、観光地における環境及び良好な景観の保全、観光
の振興に通じる文化芸術の継承・発展並びにスポーツ
の振興、地域社会の持続可能な発展を通じて国内外か
らの観光旅客の促進を図るための事業等に活用するこ
ととしております。
　国に対して、国庫を活用するように、積立ての財源
とするように国に要請すべきではないかというような

御趣旨ではありますけれども、県ではこれまで国に対
して、影響を受けている観光事業者への支援の拡充強
化を要請してきたところであります。２月には照屋副
知事が関係要路に対して要請をしたところであります
し、また、令和４年度当初予算におきましては、おき
なわ事業者復活支援金、それからＧｏＴｏおきなわ
キャンペーンなどの事業者支援策、それから需要喚起
策なども計上しているところでございます。これらの
施策、事業の実施により沖縄観光の回復にしっかりと
取り組むこととしておりますので、また引き続き、こ
ういう執行状況を確認しながら国に対して観光事業者
の支援の拡充強化を要請していきたいと思っておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　今問題なのは、落ち込んでいる観光
業界を再興させるというのが目的ではなかろうかと
思っているわけですよ。今さら振興の話じゃなくて、
どのように今落ち込んでいる業界を立て直して持ちこ
たえるかということなんです。だから固定費が必要で
すよと、経営支援が必要ですよと言っているわけで
す。そういったものに応えられるような基金になりま
すかということです。シンプルに答えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時０分休憩
　　　午後６時０分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　沖縄県観光
振興基金は、既存事業では十分に対応できない事業、
中長期的に実施する必要のある事業、機動的、柔軟に
実施する必要のある事業に活用することを想定してお
ります。先ほど述べましたとおり、令和４年度当初予
算には様々な事業者支援策、そして需要喚起策なども
計上しているところでございます。
　基金の活用につきましては、各部局から活用事業を
募集し、基金の目的、優先度、効果等を勘案した上
で、事業の執行状況も勘案しながら、有識者や観光関
連団体等で構成する検討委員会で意見を聴取し、事業
を決定することを予定しております。事業のほうが決
定され次第、随時補正予算等で計上し、速やかな執行
に努めていきたいと考えています。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　質問が抜けていました。２に戻りま
して(2)、コロナウイルス第６波におけるオミクロン
株対策と出口戦略について、県はこの２つの株の特性
をどのように分析しているか。例えば重症化率、致死
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率、感染から発症までの期間、必要な隔離期間等を比
較して何が分かったのか、対策方法を変えるべきと判
断したのか、沖縄県には全国に先んじたデータがある
はずであります。県民の安心・安全と経済復興のため
にも、県民が理解できる判断指標を出口戦略とするべ
きではないか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　国立感染症研究所
によりますと、オミクロン株はデルタ株等に比べて、
潜伏期間が短いこと、それからワクチン２回接種によ
る発症予防効果が著しく低下すること、感染力は強い
ものの入院や死亡リスクは低いことなどが示唆されて
おります。そのため県では、ワクチン・検査パッケー
ジを活用した制限緩和を行わないことや、濃厚接触者
の待機期間の短縮、それから新規陽性者数よりも医療
逼迫の状況を表す指標を重視するなどの対応を判断し
たところでございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　国立感染症研究所の見解、データも
含めて、ちょっと県の見直しもあるようですね。ある
ようなんですが、やはりそれからするとデルタ株との
比較でいうと、濃厚接触者という定義も変えないとい
けないのかなという感じがするんですが、これはまあ
国の基準ですからそういうことではありますが、今そ
の議論もやっているんですか。国も含めて、県もやっ
ていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　オミクロン株につ
いての急拡大は、沖縄県がやはり全国に先んじて急拡
大したということもございまして、沖縄県の状況を例
えば国立感染研などが調べて国に報告しているところ
だと思います。そのような状況も踏まえまして、濃厚
接触者の待機日数が縮められたり、それから例えば医
療従事者や介護従事者などについては、濃厚接触者で
あっても検査をすれば従事ができるというような対応
であったりというようなことは、国から緩和策として
出されたところでございます。そのような状況を踏ま
えまして、国においても先ほどの濃厚接触者の定義
等々についても今議論されているところであると認識
しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　やはり、デルタ株とオミクロン株の
特性に応じて専門家会議の中では相当議論されている
ようです。そして解除の方向へ向かった。あれだけ高
いレベルの新規感染者を出しながら解除に向かって

いったというのは、大体筋道が分かってきたわけです
けれども、しかしながら今日が1029人ですよね。で
すが、これが本当に重症化が少ない、あるいは致死率
が少ないというデータがあれば、それも示すべきだと
思っております。さらには、そういう県民の不安を払
拭するための工夫もしなければいかぬでしょうし、検
査も徹底的にやる。そしてまた重症者対策はどうす
る、ワクチンも本当に積極的に打たせるというよう
な、こういったことも展開しながら収束を図らなけれ
ば、この問題、何ていうんですか、いきなりまた復活
して増えていった。これ県民は大変なパニックになり
ますよ。そういう心配はありませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　まん延防止等重点
措置の延長をしないことを決定した際に、専門家会議
からも御意見がございました。感染状況については、
決してまだ予断を許さない状況ではあるということ
で、子供の対策、高齢者の対策、ワクチン接種につい
てはしっかりと取り組むようにというような御意見が
あったところでございます。その中において、やはり
再度拡大の兆候が見られるときには、再度まん延防止
等重点措置に踏み切ることもちゅうちょなくやるべき
であるという御意見も中にはございまして、県としま
しては、その目安を明示したところでございます。そ
れを病床使用率と前週と比較する７日間の新規陽性者
の合計数という形で示したところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　全国に先駆けて出口戦略に入って
いったわけなんですよ、結論から言うと。ですからそ
れに見合う対応で臨まないといけない。ですから先ほ
どの基金の問題も戦略も立てて、当面の問題は何をす
るかということを明確にして、出口戦略を知事がリー
ダーシップを取って引っ張っていかなければいけない
と思っております。そしてまた、濃厚接触者の定義の
議論も沖縄から発信して、議論も進めていって、そう
いうオミクロンであれば何日間でいいというものがあ
れば、学校も混乱しない。今混乱しているところが非
常に落ち着くんです。ですからそういう意味では、非
常に難しい判断ではありますが、しっかりとブレーキ
とアクセルを踏み分けながら出口に向かうという戦
略、それをぜひとも本部長である知事、よろしくお願
いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　条例を提案させていただい
ております観光振興基金は、既存事業では十分対応で
きない事業、中長期的に実施する必要がある事業な
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ど、いわゆる機動的かつ柔軟に対応できるような基金
とさせていただきたいという考えでございます。他方
で全国知事会では、国からの交付金について、それも
またもっと機動的に使えるような、議員御案内のよう
に支えるための、今を支えるためのそういう予算とし
て積み上げ、それを実行するような、そういう形にも
使えるようにしていただきたいということもるる全国
知事会でも政府に提案をさせていただいております。
沖縄県もまた全国でもこの観光をなりわいとしている
方々が非常に多いということで、同じような思いで強
く要望を上げさせていただいていますので、ぜひ沖縄
県としましても、全国知事会とともに政府のほうへ機
動的かつ柔軟な予算の組入れについてもしっかり要請
していきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　ありがとうございました。終わりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後６時10分休憩
　　　午後６時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時30分休憩
　　　午後６時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○照屋　守之君　まず初めに、追加質問のお願いで
す。
　２月27日の石垣市長選挙の結果について。また、
２月24日のロシアによるウクライナ侵攻について。
　この２件は、質問通告後に発生した看過できない重
大な問題でありますので、先例を踏まえて質問を行い
ます。なお、議長と執行部には連絡を済ませておりま
す。
　質問を行います。
　２月27日の石垣市長選挙の結果について。
　主義主張や政策が異なる保守の一部と革新が統一
し、選挙で勝つための候補者が現職に負けた。
　そこで伺う。
　(1)、選挙で勝つための保守の一部と共産党・革新
共闘は限界であると思います。玉城知事の見解を問い
ます。
　(2)、昨年２件の市長選挙、そして今年の南城市、
名護市及び今回の石垣市において玉城知事が推す候補

が連続して敗れ、５連敗であります。なぜ玉城知事が
応援すると負け続けるのか、玉城知事に伺います。
　(3)、照屋副知事は、革新の分裂を避け勝つために
一本化したと思います。
　そこで伺います。
　ア、副知事の職務規程に候補者調整の規定があるの
か。また、なぜ県の副知事としてそこまでやったの
か、照屋副知事に伺います。
　(4)、照屋副知事が応援したうるま市、南城市、そ
して石垣市長選挙で負けた。なぜ照屋副知事が応援し
たら負けるのか。照屋副知事に伺います。
　次に、２月24日のロシアによるウクライナ侵攻に
ついて。
　ロシア軍は、２月24日軍事力によってウクライナ
に侵攻し、ウクライナ国民をはじめ世界中に恐怖を与
え震撼させております。今回の有事は、尖閣諸島や台
湾問題を抱える沖縄県民にも強い衝撃と危機感を与え
ております。武力行使は現在も続き、多くの死傷者が
出ております。いかなる理由があるにせよ、武力攻撃
による他国への侵攻は許すことができず、容認できる
ものではありません。
　そこで伺います。
　(1)、ロシアの武力行使によるウクライナ領土侵攻
について、玉城知事の見解と対応を問います。
　(2)、県民は今後、尖閣諸島や台湾への軍事力によ
る現状変更を危惧しております。玉城知事はどのよう
に対応するか伺います。
　(3)、米軍、米国は、日米安全保障条約の下、沖縄
県、日本を守る義務があると思います。沖縄県も米軍
と連携・協力して沖縄県を守る体制を確立してほし
い。玉城知事の見解と対応を伺います。
　(4)、尖閣諸島に上陸を許さない対策及び上陸され
たときの対応を伺います。
　(5)、台湾有事に備えた沖縄県の対応について伺い
ます。
　３、令和４年度国の沖縄関係予算について。
　玉城知事は、夏の概算要求で国に3600億円要求し
ながら、年末に2680億円に決定した。920億円の大
幅減額の決定に玉城知事への失望と知事の責任を問う
県民の声があります。玉城知事は、その責任をどのよ
うに感じているか、玉城知事に伺います。
　今、沖縄県はコロナ感染問題で観光関連産業をはじ
め企業存続の不安、経済不況の不安の中、今回の国の
予算2680億円は、オール沖縄県政・玉城県政では国
の予算を勝ち取ることはできない。玉城知事の限界を
印象づけたと思います。玉城知事の見解を問います。
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　玉城知事の辺野古阻止の公約違反について。
　玉城知事は辺野古阻止の公約に違反しております。
　休憩願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時35分休憩
　　　午後６時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○照屋　守之君　（パネルを掲示）　これが現場で
す、今の状況。
　同時に玉城知事はサンゴの移植の許可を与え、行政
手続によって埋立工事を進めていることで県民を裏
切っております。玉城知事は、公約違反と県民への裏
切りを認めるべきであります。玉城知事に伺います。
　翁長前知事が埋立てを承認し、工事が進み、玉城康
裕知事もサンゴの移植等の許可をして埋立てを進め
ております。埋立事業費7200億円、現在2573億円、
35.7％も工事は進んでおります。さらに、新基地で
はなく代替施設としてシュワブ内で進められておりま
す。玉城知事は辺野古の現場がどうなっているか知っ
ておりますか。玉城知事は、いつ、辺野古の現場を視
察されたか。いつ辺野古区長・豊原区長・久志区長ら
と意見交換されたのか、玉城知事に伺います。
　オール沖縄は、辺野古阻止を選挙で勝つための戦術
として使ってきたと思います。玉城知事が公約に違反
したことで、これからの選挙では公約や争点に取り上
げることはないと思います。玉城知事の見解を問いま
す。
　県民の命の尊厳に係る玉城県政の対応について。
　(1)、コザ高校生の自殺問題について。
　遺族や関係者から再調査の要望が出され、県教育委
員会は再調査を開始した。ところが県教育委員会はそ
の前に顧問の先生を懲戒免職の処分にした。そこで伺
います。
　ア、なぜ再調査もしないままに顧問の先生を処分し
たのか。
　イ、顧問の先生を処分するのであれば、学校や県教
育委員会の責任も明確にすべきであります。学校・県
教育委員会の責任はどうするのか伺います。
　(2)、県民の命の尊厳、本部港の倉庫における死亡
事故について。
　この事故は、沖縄県政の人災による事故であると思
います。県が速やかに修繕をしていれば、死亡事故は
発生しなかったと思えてなりません。
　そこで伺います。
　ア、なぜいまだに県は事故への対応を示さないのか
説明願います。

　イ、自民党、公明党の県議らが文書で県に対応を要
望しております。県はそれを無視しているのか。なぜ
回答しないのか伺います。
　県民の命の尊厳、中部病院でのコロナ感染死亡者に
ついて。
　県立中部病院に入院、完治して退院を心待ちにした
患者の皆様が亡くなられ帰らぬ人となりました。改め
て御冥福をお祈りいたします。
　県民の命を守り続け最も信頼されている県立中部病
院での出来事に御本人はもとより遺族の皆様も納得で
きないと思います。しかも集団感染と死亡者の事実を
隠していたわけであります。死亡した事実を社会に公
表していなかったわけであります。このことは命の尊
厳を著しく損なう行為であり、今の玉城県政の対応に
憤りを感じております。県立中部病院でコロナ感染
し、お亡くなりになった県民及び遺族にどのように対
応するか伺います。
　中部病院のコロナ集団感染及び死亡者の隠蔽につい
て。
　県議会は昨年７月12日、うるま市議会は７月27日
に真相を求める決議を全会一致で行い、玉城知事に要
請をしております。
　そこで伺います。
　なぜいまだにうるま市議会、沖縄県議会に報告がな
いのか玉城知事に伺います。
　(2)、今回の中部病院の集団感染及び死亡者の件
は、公表遅れではなく隠蔽だと思っております。誰の
指示で病院事業局長と県立中部病院長でメールでやり
取りして会見を中止させたか。病院事業局長に伺いま
す。
　(3)、６月10日、中部病院の会見直前に、病院事業
局から謝花副知事に文書で、患者29名、職員12名、
合計41名の集団感染が報告されています。ここで謝
花副知事は、中部病院の集団感染を確認したはずであ
ります。会見中止との関わりを謝花副知事に伺いま
す。
　(4)、玉城知事はコロナ感染症対策本部長として総
責任者であります。中部病院の集団感染と死亡者につ
いては、事前に分かっていたはずであります。玉城知
事は、中部病院の会見中止にどのように関わったのか
説明を願います。
　後ほど再質問を行います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時40分休憩
　　　午後６時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　照屋守之議員の御質問にお
答えいたします。
　御質問の11の(1)、選挙で勝つための共闘、11の
(2)、石垣市長選挙についてお答えいたします。11の
(1)と11の(2)は関連しますので、一括してお答えしま
す。
　各首長選挙につきましては、それぞれの候補者が、
地域が抱える課題等の実情を踏まえ、自らの公約を掲
げ、選挙に臨まれたものであると思います。そして、
そのことを踏まえて有権者が判断されたものと認識し
ております。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
　　　〔副知事　照屋義実君登壇〕
○○副知事（照屋義実君）　照屋守之議員の御質問にお
答えしたいと思います。
　２月27日の石垣市長選挙の結果について11の(3)
ア、(4)、石垣市長選挙における対応について、11の
(3)アと11の(4)は関連しますので、一括してお答えい
たします。
　今回の石垣市長選挙では、知事と近い政策を持ち、
共に取り組んでいただける方を支援したところです。
各首長選挙につきましては、それぞれの候補者が、地
域が抱える課題等の実情を踏まえ、自らの公約を掲
げ、選挙に臨まれたものであり、このことを踏まえて
有権者が判断したものと認識いたしております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○○総務部長（池田竹州君）　３、令和４年度国の沖縄
関係予算についての(1)及び(2)、沖縄振興予算減額の
受け止めについてお答えいたします。３の(1)と３の
(2)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えい
たします。
　令和４年度の沖縄振興予算の確保に向けては、市長
会、町村会と連携し、沖縄担当大臣をはじめ関係要路
へ要請を重ねてまいりましたが、令和４年度沖縄振興
予算案は、前年度から326億円の減となりました。ま
た、市町村とともに増額を強く求めてきた沖縄振興一
括交付金については、前年度比219億円の減額となっ
たものの、制度の継続は認められました。一方、沖縄
振興予算の確保と併せて求めていた高率補助制度、沖
縄関係税制などの特別措置の拡充、法の適用期間、沖

縄振興開発金融公庫の存続と機能強化等については、
おおむね本県の要望を踏まえていただいたものと考え
ております。
　県としては、沖縄振興予算を含め、過去最大の
8000億円台の当初予算案を編成したところであり、
新型コロナウイルス感染症の拡大により落ち込んだ経
済の立て直しを図るため、沖縄振興予算、税制及び政
策金融を積極的に活用し、新時代沖縄を展望し得る、
沖縄の振興・発展に全力で取り組んでまいります。
　次に11、２月27日の石垣市長選挙の結果につい
ての(3)のア、副知事の職務についてお答えいたしま
す。
　副知事の職務については、地方自治法第167条で定
められております。同条では、副知事は知事を補佐
し、知事の命を受け政策及び企画をつかさどり、その
補助機関である職員の担任する事務を監督するとされ
ております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　４、玉城知事の辺野古
阻止の公約違反についての(1)、辺野古阻止の公約と
行政手続についてお答えをいたします。
　辺野古新基地建設に係る各種申請等の事務について
は、所管部局において、関係法令や審査基準に基づき
適切に対応しているものと承知しております。このよ
うな審査の結果、今般の変更承認申請が不承認とさ
れ、また、地盤改良工事が必要とされている場所等に
生息するサンゴの特別採捕許可申請についても、不許
可とされております。辺野古新基地建設については、
軟弱地盤の存在が判明し、提供手続の完了までに約
12年を要するとされ、さらに、今般の変更承認申請
が公有水面埋立法に照らした厳正な審査の結果、不承
認とされたものであり、埋立工事全体を完成させるこ
とが困難な状況となりました。
　県としましては、引き続き政府に対し、対話によっ
て解決策を求める民主主義の姿勢を粘り強く求め、辺
野古に新基地は造らせないという知事の公約の実現に
向けて全力で取り組んでまいります。
　同じく４の(3)、知事の辺野古視察及び久辺３区長
との意見交換についてお答えをいたします。
　知事は、辺野古の埋立工事の現状等を確認するこ
とを目的に、平成30年12月15日に辺野古漁港から、
令和元年９月11日に海上から現地を視察しておりま
す。また、知事は、久辺３区の区長と意見交換をした
ことはありませんが、意見交換につきましては、久辺
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３区の意向等も踏まえながら対応してまいりたいと考
えております。
　同じく４の(4)、辺野古に新基地は造らせないとの
知事公約についてお答えをいたします。
　知事は、辺野古に新基地は造らせないという公約を
掲げ、多くの県民の負託を受け、その実現に向けて全
力で取り組んでいるところです。政府が唯一の解決策
とする辺野古新基地建設については、今般の変更承認
申請が不承認とされたことにより、埋立工事の全体を
完成させることがより困難な状況となりました。普天
間飛行場の危険性の除去は、政府、県、宜野湾市の共
通の課題であり、今後も政府に対し、対話によって解
決策を求める民主主義の姿勢を粘り強く求めてまいり
ます。
　12、２月24日のロシアによるウクライナ侵攻につ
いての(1)、ロシアによるウクライナ侵攻についてお
答えをいたします。
　国際社会が平和的な外交による解決に向けて働きか
けを強めていた中で、ロシアが侵攻に至ったことは大
変残念であり、深刻な事態と受け止めております。ま
た、ウクライナは沖縄と地理的に離れた場所にありま
すが、国際社会の秩序の維持という観点から、今回の
事態は決して看過できるものではありません。
　県としては、関係国による一層の外交努力により、
一刻も早い平和の回復が実現されるよう強く望むとと
もに、重大な関心を持って事態の推移を引き続き注視
してまいります。
　同じく12の(2)、尖閣諸島や台湾への軍事力による
現状変更に対する県の対応についてお答えをいたしま
す。
　県としては、尖閣諸島や台湾海峡をめぐる問題がエ
スカレートし、不測の事態が生ずる事態は、決して
あってはならないと考えております。このため、県
は、日本政府に対し、尖閣諸島周辺海域における海上
保安体制の強化、平成26年に日中間で確認された日
中関係改善に向けた話合いの合意事項に基づく冷静か
つ平和的な外交・対話による日中関係の改善、米中対
立の緩和に向けた取組等を求めたところです。
　同じく12の(4)、尖閣諸島に上陸させないための対
策及び上陸されたときの対応についてお答えをいたし
ます。
　尖閣諸島周辺海域においては、海上保安庁により、
領土・領海を断固として守り抜くという方針の下、事
態をエスカレートさせないよう冷静かつ毅然とした対
応が行われているものと承知しております。また、県
警察本部においては、国境離島警備隊を設置して、国

境離島の警戒警備と対処能力の向上に取り組んでお
り、仮に武装集団による不法上陸事案が発生した場合
には、海上保安庁等の関係機関と緊密に連携して適切
に対処するものと承知しております。
　同じく12の(5)、台湾有事に備えた対応についてお
答えをいたします。
　台湾海峡をめぐる問題については、日米首脳会談等
においても、繰り返し、平和的解決を促進することが
表明されております。県としては、台湾海峡をめぐる
問題がエスカレートし、不測の事態が生ずることは、
決してあってはならないと考えております。このた
め、県は昨年５月の本土復帰50年に向けた在沖米軍
基地の整理縮小についての要請において、日米両政府
に対し、アジア太平洋地域における緊張緩和と信頼醸
成に努めること等を求めたところです。
　以上でございます。
　失礼いたしました。答弁漏れがございましたので、
答弁したいと思います。
　12の(3)、米軍との連携についてお答えをいたしま
す。
　2015年４月に策定された日米防衛協力のための指
針では、「日米両政府は、日本に対する武力攻撃を伴
わない時の状況を含め、平時から緊急事態までのいか
なる段階においても、切れ目のない形で、日本の平和
及び安全を確保するための措置をとる」と記載されて
おり、県としては、沖縄県を含む我が国の安全保障に
ついては、日米同盟により確保されるものと承知して
おります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　６、県民の命の尊厳に係る
玉城県政の対応についての御質問の中の(1)のア、コ
ザ高校事案に係る顧問の処分についてお答えします。
　本件については、県教育委員会が設置した第三者調
査チームの調査及び県教育委員会の調査で、生徒の自
死は顧問の不適切な指導が継続的に繰り返されたこと
が要因であると認められたことから、顧問の処分を
行ったものであります。
　同じく(1)のイ、学校、県教育委員会の責任につい
てお答えします。
　学校は、校内における教育活動について生徒を保護
すべき義務があります。本件の事案に関しては、顧問
の言動について把握できなかった点など、顧問による
不適切な指導を止められなかったことについて、学校
としては責任があると考えております。また、県教育
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委員会は学校の設置者として、本件のような事案が起
こらないよう県立学校を指導する責任があると考えて
おり、このような事案が繰り返されないよう、教職員
の人権意識の向上や部活動等の在り方に関する方針
（改定版）の徹底を図る等、再発防止に取り組んでま
いります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　６、県民の命の尊厳
に係る玉城県政の対応について(2)のア、本部港上屋
事故後の県の対応についてお答えいたします。
　本部港で発生した上屋の事故後の対応については、
市町村、各土木事務所において港湾施設の緊急点検を
実施し、危険の及ぶおそれのある箇所については、応
急処置を行いました。また、事故の原因については警
察が捜査を行っているところであり、県が設置した本
部港上屋事故に係る再発防止検討委員会においては、
事故に至った要因を整理・分析し、再発防止策等につ
いて検討を行っているところであります。
　同じく６の(2)のイ、本部港上屋事故に係る要請へ
の対応についてお答えいたします。
　要請事項のうち、事故原因の調査結果の報告、再発
防止策の公表については、現在、本部港上屋事故に係
る再発防止検討委員会により検討を行っているところ
であり、検討結果については速やかに報告、公表する
こととしております。また、施設所有者である県の責
任の所在、被害者遺族への補償に関しては、警察によ
る捜査が行われており、原因及び責任の所在が明らか
にされ次第、県として真摯に対応していきたいと考え
ております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　６、県民の命の
尊厳に係る玉城県政の対応についての御質問の中の
(3)、県立中部病院でコロナ感染しお亡くなりになら
れた方への対応についてお答えいたします。
　県立病院において新型コロナウイルス感染症の院内
感染によりお亡くなりになった方々に心から御冥福を
お祈りいたしますとともに、御遺族におかれまして
は、謹んでお悔やみ申し上げます。
　御遺族の方々には、病院の管理者や主治医から、全
力を尽くしたが及ばなかったことを真摯に、丁寧な説
明を行ったと聞いております。病院側からは今のとこ
ろ問合せはないと聞いていますが、お亡くなりになっ

た患者の御遺族からの申入れがある場合は、真摯に対
応したいと考えております。
　次に、中部病院におけるコロナ感染についての御質
問の中の(1)、うるま市議会・沖縄県議会への報告に
ついてお答えいたします。
　県議会の決議及びうるま市の意見書は、集団感染及
び公表遅れの原因の説明、再発防止、医療従事者の支
援体制の強化を求めるものであります。集団感染及び
公表遅れの原因については、令和３年７月５日及び７
月８日に開催された県議会文教厚生委員会において説
明を行うとともに、知事、病院事業局及び中部病院が
それぞれ記者会見を行ったほか、各県立病院長、県医
師会、県関係病院長会議へ丁寧に説明を行ってまいり
ました。決議や意見書の内容については適切に対応し
ているところですが、今後も引き続き真摯に対応して
まいります。
　同じく(2)、中部病院における集団感染の会見中止
についてお答えいたします。
　中部病院で発生したクラスターについては、公表基
準を定めていなかったため、令和３年６月11日に予
定していた記者会見開催に向けてのやり取りの中で、
病院事業局からのメールの内容を中部病院が会見中止
の指示であると受け止めるなど、双方のコミュニケー
ションが十分でなかったことが主な原因であり、指示
により会見を中止したものではありません。
　同じく７(3)及び７(4)、 玉城知事及び謝花副知事
と中部病院の会見中止との関わりについてお答えいた
します。７(3)と７(4)は関連しますので、恐縮でござ
いますが一括してお答えいたします。
　病院事業局が行った県新型コロナウイルス感染症対
策本部会議への報告及び謝花副知事への報告メモの内
容は、クラスター発生に特化したものではなく、県立
病院の入院患者や診療制限の状況等の情報の一部とし
て報告したものであったことから、玉城知事及び謝花
副知事へのクラスターの発生に関する報告が十分でな
かったと認識しております。また、病院事業局は、記
者会見開催を検討していることについては三役に報告
しておらず、玉城知事及び謝花副知事が、記者会見中
止に関与した事実はありません。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　７、中部病院にお
けるコロナ感染についての御質問の中の(1)のうち、
県議会の決議、うるま市議会の意見書のうち、対策本
部及び保健所の体制強化並びに市町村との連携につい



– 349 –

てお答えいたします。
　県コロナ対策本部総括情報部の体制については、ワ
クチン接種の促進や感染拡大等へ対応するため、本
務・兼務職員合わせて278名まで体制強化を図りまし
た。また、第６波においては、全庁から１日当たり最
大約200名の職員を動員し、自宅療養者の健康観察、
陽性者の情報入力、保健所支援に当たりました。保健
所については、県職員の動員や市町村、大学、看護学
校等の協力など、応援体制を構築したほか、外部委託
により人員を確保するなど体制強化に取り組んでおり
ます。市町村との連携については、引き続き迅速に感
染状況等の情報提供を行うとともに、共同して対策の
実施に努めていきたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時４分休憩
　　　午後７時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○○総務部長（池田竹州君）　副知事の職務につきまし
ては、地方自治法第167条で定められておるところで
すが、その中に候補者調整の規定はございません。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　再質問をさせていただきますけれど
も、順番を入れ替えて、まず公約違反についてからで
す。
　知事、辺野古阻止は公約違反ですよね。知事、いか
がですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時７分休憩
　　　午後７時８分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　辺野古に新基地は造らせな
いというのは、私の公約です。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　私が聞いているのは、公約違反して
いますよねと、それを聞いていますよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私は、辺野古に新基地は造
らせないという公約は、取り下げておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　ですから公約違反をしているという
ことには言及していませんよね。これは公約違反です

よ、知事。
　見てください。（パネルを掲示）　これ平成30年
の10月に知事が就任したときの辺野古です。これ令
和４年１月19日、これだけ埋まっていますよ。かな
り工事が進んでいますね。
　土建部長、どのくらい工事が進んで、今、国の令和
３年の補正予算、あるいは新年度予算でどのくらいつ
いているか、ちょっと説明お願いできませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時９分休憩
　　　午後７時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　まず事業の進捗でご
ざいますけれども、埋立土量の割合での換算でいいま
すと、事業全体で、令和４年１月末で9.3％。あと予
算でございますが、防衛省が公表している資料、我が
国の防衛と予算の令和３年度予算の概要によると、普
天間飛行場の移設として846億円と記載されておりま
す。また、令和３年度補正予算の概要によると、普天
間飛行場代替施設の建設として801億円と記載されて
おります。
　なお、防衛省が公表している資料、我が国の防衛と
予算案の令和４年度予算、令和３年度の補正を含む概
要によりますと、普天間飛行場の移設として1220億
円と記載されております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　知事、辺野古に造らせないと言いな
がら、これまで既に2573億ですか。国の補正予算で
800億円、さらにまた新年度予算で1000億余りつい
ている。阻止できないでしょう。どうやって阻止する
んですか。公約違反じゃないですか、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほど土建部長が答弁しま
したとおり、今9.3％の進捗であるということは認識
をしておりますが、軟弱地盤など大浦湾側がその工事
の７割から８割を占めるという現況においては、工事
の進捗は難しいものというように認識します。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　何を言っているんですか、知事。
既に2573億円、済んでいるんですよ。さらにこれに
801億円補正予算でついて、新年度予算で1200億。
これ合計したらどうなりますか。来年までには7200
億のうちの、もう50％以上進むんでしょう。これ現
実ですよ。知事、分かっているでしょう。公約違反



– 350 –

じゃないですか。いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私は公約を取り下げており
ません。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　そうですよ、取り下げていません
よ。違反をしています。御認識ください。
　国の新年度予算で、実は国民新党がこの予算に賛成
したんですよ。（「国民民主党」と呼ぶ者あり）　国
民民主党か、国民民主党ね。
　知事がかつて民主党時代に仲間だった方々が国民
民主党にいますよ。その人たちがこの新年度予算で
1200億余りの、1000億余りの国の予算に賛成してい
るんですよ。知事は国会議員さえ仲間に入れて、予算
に反対するということをやってないじゃないですか。
いかがですか、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　政党の中にもいろいろな
方々の意見が存在するものと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　ですから、一緒に民主党にいらっ
しゃった方々が国民民主党になって、この辺野古の予
算、国会で賛成しているんですよ。どうやって止める
んですか。知事、どうやって止めますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時13分休憩
　　　午後７時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私に国の予算を止める権限
はございません。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　ですから、公約実現するために、そ
ういうありとあらゆる動きを玉城知事はやっていない
んですよ。だから工事は進んでいるんですよ。公約違
反ですよ。
　次に、国の予算です。
　この新年度の国の予算2680億円なのに、所信表明
ではなぜか補正も含めて2900億確保されたと表現し
ています。何でこういう表現するんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　国の３次補正、いわゆる
災害対策の関連につきましては、新年度予算と一体と
なってということが国からも求められております。そ
ういった形で補正予算と合わせて総額としてこういっ
た形で紹介させていただいております。

○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　おかしいですよね。2680億円と明
示すべきですよ。2900億円、どういうことですか。
だから、先ほどから責任を問われて、知事自体が答
えないのはそういうことなんでしょう。トータルで
2900億になりましたよということですよ。ですから
私は、これから国の予算を玉城知事が取るのは限界だ
なと。
　平成23年度の国の予算、幾らか分かりますか。分
かったら教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時15分休憩
　　　午後７時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　令和４年度の国の一般歳
出の合計は、107兆5964億円でございます。
○○照屋　守之君　休憩願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時16分休憩
　　　午後７時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋守之君。
○○照屋　守之君　平成23年度の国の沖縄関係予算は
2300億です。今、令和４年度のものが2680億です。
私は非常に危機感を持っているんですよ。今の知事の
対応で、これどんどんどんどん減っていって、この平
成23年度の2300億に限りなく近づいていくんじゃな
いかなと。もうこれ県政不況になるなと、非常に厳し
く受け止めているんですよ。知事、そういう危機感は
ありませんか。どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時17分休憩
　　　午後７時17分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　平成23年度の予算額が
照屋議員御指摘のとおりの額だったというのは、今確
認しております。その後3000億円台が確保されたと
ころでございます。それによって県、そして特に市町
村が様々な事業に取り組めたものというふうに考えて
おります。国のほうは今年度の2684億円の予算額に
つきましては、国として必要と考える所要額を積み上
げた結果というふうにしておるところですが、県とし
ましては、市町村と連携をして、予算額のさらなる確
保、令和５年度についてはきちんと求めていきたいと
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考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　この答弁を総務部長がやる。知事が
しっかり県民に説明できない。だから危機感を感じて
いるんですよ。
　もう一つ、危機感を感じているのは、玉城知事は反
対、批判、強いですよね。予算を要求しに行きます
ね。こういうふうな仕組みも含めて非常に我々は外か
ら見て危機感がある。もう本当に限界じゃないです
か。玉城知事、感じていませんか。国の予算を勝ち取
るという、限界を感じていませんか。どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　市長会、町村会とともに、
また全庁挙げて、その予算の要求や様々な県民の福祉
の向上、県勢の発展のための予算を国にお願いをさせ
ていただいています。もちろん全身全霊で一生懸命お
願いをさせていただいています。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　私は稲嶺知事、仲井眞知事、ずっと
一緒でしたけれども、仲井眞さんも含めて、こういう
質問に対して市町村会とかっていうふうなことは聞い
たことありませんね。やっぱり県民の予算、市町村も
含めて、県知事が全て責任を負うという、そういう気
概がないからこういうふうなことになるんですよ。も
う本当に限界を感じています。
　次、中部病院のクラスター、死亡者の隠蔽につい
て。
　これ病院事業局、何て言いましたか。これまで既に
説明している。我々沖縄県議会は、全会一致で――先
ほど説明あった、その後に決議して送ったんですよ、
全会一致で。どういうことですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　県議会で決議されたことに関しては、７月２日の記
者会見、それからその他の文教厚生委員会、それから
院長会議で複数回にわたって説明し、それから県医師
会、それから保健医療部が開催した県病院長会議の中
でも説明を行いました。その内容については、これま
で答弁したことでございますが、因果関係それから公
表の遅れについては、これまで答弁したことでござい
ます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　それを納得できないから、県議会で
決議したんでしょう。真相究明を求めることをやった
んでしょ。おかしくないですか。議長、こういうこ

とってありますか。これ県議会で百条委員会つくって
やったほうがいいんじゃないですか。何を言っている
んですか。納得できないから県議会で全会一致で議決
してやったのに、どこに説明した、どこに説明した。
こういう説明で本当にいいんですか。もう一回ちゃん
と説明してください。できなければ県議会に百条委員
会の設置、要請してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。　
　　　午後７時22分休憩
　　　午後７時22分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　令和３年７月10日以降に県議会に説明は行ってお
りませんが、集団感染及び公表遅れの原因について
は、７月５日及び７月８日に開催された文教厚生委員
会において説明を行ったとおりでございます。決議の
内容については適切に対応しているところですが、今
後も引き続き真摯に対応していきたいと思います。
○○照屋　守之君　休憩願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時23分休憩
　　　午後７時23分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋守之君。
○○照屋　守之君　この件、公表隠しの工作と私は思っ
ているんですよ。病院事業局長と病院長のメールのや
り取り、厚労省の公表の基準がない。これ厚生労働
省、国に確認しましたか。どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時23分休憩
　　　午後７時24分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　厚労省からの公表
に関する公表基準ですが、これは１類感染症が発生す
る場合で、準じてその基準でございます。病院名を公
表することに関しては、２つのことがありまして、１
つは、例えば食事――飲食店とか、それから公共に人
が出入りする場合にそこから感染が広がっていくと、
そういう場合には具体的なその場所の名前を公表する
と。それからもう一つは、病院のほうでクラスターの
発生により大きな診療制限が行われる場合に公表する
というふうなことでございます。
　中部病院においては、記者会見によって公表は行わ
れませんでしたが、６月10日にホームページにてク
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ラスターが発生したということは記載があるところで
ございます。
○○照屋　守之君　休憩願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時25分休憩
　　　午後７時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　厚生労働省に直接
確認したわけではございません。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　厚生労働省に確認していない。では
皆さん、違法行為やっているんじゃないですか。
　では次に、マスコミをコントロールしているという
メールがあるんです。これ、どういうことですか。説
明してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　マスコミをコントロールしているという――これは
当該職員からのメールでありますが、これは当該職員
が勘違いといいますか、ありまして、感染症をこう
いった集まりにおいて、薬剤師などの集まりというこ
ともあるんですが、そういったところで感染症につい
ていろいろなコントロールを行っているということ
で、本人の理解が、解釈がそれは間違えていたと、そ
ういうふうなことを申しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　病院事業局長、皆様方のメールのや
り取りでマスコミをコントロールしている、厚生労働
省の基準がないということを明確に病院長に送ってい
るんですよ。何ですか、今の説明は。何でマスコミを
コントロールする必要があるんですか。説明してくだ
さい。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　これは先ほど申し
ましたように、マスコミをコントロールしているとい
うふうなことは、これは本人が間違えていたと、そう
いうふうなことでございます。
○○照屋　守之君　休憩願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時27分休憩
　　　午後７時28分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　担当の職員は――
７月２日に病院事業局が開催した記者会見がございま
した。その場で感染症の専門家もおりましたけれど
も、その旨確認して、本人の勘違いであったというこ

とを話しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　全く信頼できません。全部後づけ
じゃないですか。
　当時の病院長はこのメールのやり取りで、じゃ分
かったと。公表はしないにしても、県内２紙に会見で
報告するようにという、そういうメールのやり取りが
ありますね。これやりましたか、県内２紙に。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　６月９日だったと思いますけれども――10日です
か。会見は中止するというふうなことになりまして、
院長からは、それでは県内２紙が取材を行うというふ
うなメールがありました。そのときには、私のほうに
も内容等確認して行うというふうな話がありましたけ
れども、その後これは中部病院のほうで――明確な理
由は私は把握しておりませんが、そんな取材は中止し
たというふうなことを聞いております。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　ですから、こういう形で病院長が県
内２紙に会見するようにということをやったのも、こ
れも結局やっていないわけでしょ。公表を隠している
んですよ、ですからこれは。６月10日に病院事業局
から謝花副知事に、41名の感染者を報告しています
ね。何でそのときに、４名の死亡者の数が入っていな
いんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時30分休憩
　　　午後７時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　６月10日、謝花副知事への報告でございますが、
これはメモにして報告いたしました。タイトルは、中
部病院における外来診療、入院受入れ制限期間の延長
等についての内容でありまして、入院患者29名、職
員12名の合計41人ということで、そういうことで、
このときには死亡者の数については記載はなかったと
いうことでございます。
○○照屋　守之君　休憩願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時31分休憩
　　　午後７時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　別に隠していたつ
もりはございませんが、先ほど言いましたように、謝
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花副知事への報告に関しては、中部病院の診療制限が
主であるという趣旨で報告した次第でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　だから隠していたつもりはないけれ
ども、４名も報告しない。隠していたつもりはないけ
れども、県立病院の集団感染、24名ですか、21名で
すか、死亡者、これも隠していた。結果的にそうなる
んでしょう。隠蔽じゃないですか。謝花副知事、ある
いは玉城知事も、この実態を分かりながらそういう公
表はしないということを、そういう形でいろいろ相談
したんですか。知事、副知事、答えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　先ほど来、局長から答弁ありますように、件名が県
立中部病院における外来診療・入院受入れ制限期間の
延長等についてとなってございます。今、死亡者の話
ですけれども、先ほど来ありますように、このまとめ
た１枚紙と併せまして中部病院の院長のほうから同様
な名称、外来診療・入院及び受入れ制限、期間の延長
及び診療制限への御協力についてという文言がありま
す。その中には院内感染という言葉がありますけれど
も、死亡者とかそういったものは入っていないわけで
す。恐らく――これ行政的な話なんですけれども、そ
ういった中部病院の文書を受けて、それを私のほうに
報告という形で、メモでやったのかなと思っておりま
す。それからここの中には集団感染とかいう言葉は
入ってございません。院内感染という言葉が使われ
ているということです。それから６月10日にホーム
ページに掲載ということがございまして、記者会見
云々という話がここには載ってございません。私のほ
うから、記者会見があるということ自体がまず知らな
いわけですから、こちらのほうでそういった指示をす
るとかそういったことは一切ございません。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　非常に不透明ですね。やっぱりこれ
ぜひ百条委員会を設置してください。前の答弁と全然
違う。それと知事、副知事、こういうことが起こって
いるということを知らないはずはないでしょう。職務
怠慢ですよ。もしこれが、分かりませんでしたと言え
ますか、県民に。おかしいですよ。ぜひ百条委員会の
設置、お願いします。
　次に、県民の命の尊厳、コザ高の自殺の問題。教育
長、なぜ顧問の先生を懲戒免職にしたんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　先ほども御答弁させていた
だきましたけれども、まず事案発生後に県教育委員会

で設置をした第三者チームによる調査を行いました。
その後、その調査では個別のことは決めないようにと
いうふうなこともありましたので、私どもはやはり教
育委員会のほうで別途、その処分に至るまでの検討の
ための調査をいたしました。その両方の調査から、や
はり生徒の自死は、顧問の不適切な指導が継続的に繰
り返されたことが要因であるというふうに認められた
ことから、顧問の処分を行ったものです。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　自殺したのは、顧問の先生のそうい
う指導によって。じゃ、これが根拠。これ客観的に誰
がどうやって認めるんですか。これ教育長が認めたん
ですか。県の教育委員会の責任、どうしますか。学校
の責任はどうしますか。何で顧問の先生だけ処分する
んですか。説明してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　先ほども顧問の処分もございました。また学校の責
任、教育委員会の責任、御答弁させていただきまし
た。当然ながら一連の様々な課題等ございますので、
そこはしっかり対応していって、その再発防止につな
げていくと、そういったことが必要と考えています。
　以上でございます。
○○照屋　守之君　休憩願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時36分休憩
　　　午後７時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○教育長（金城弘昌君）　失礼いたしました。
　これに際しまして、処分に至るまでに関係者、いろ
いろ聞き取りをいたしました。その中で結果が出てき
て、先ほど申し上げましたように、生徒の自死は顧問
の不適切な指導が継続的に繰り返されたことが要因で
あるというようなことを認めて、分限懲戒審査委員会
での審査を経て、最終的には教育委員会会議で決定し
たところでございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　ということは、顧問を処分した教育
委員会にも責任があり、学校にも責任がある。それ、
いつ責任を明確にするんですか。そのときに、この責
任の分担はどうするんですか。今100％、顧問の先生
だけでしょう。教育委員会の責任、学校の責任、どう
するんですか。処分してしまったんでしょう。どう
やって処理するんですか。
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○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　繰り返しになりますが、ま
ず学校は校内における教育活動について生徒を保護す
べき義務がございます。今回の事案につきましては、
顧問の言動について把握できなかった点など、顧問に
よる不適切な指導を止められなかったことについて、
学校として責任があると考えております。また、教育
委員会は学校の設置者として、本件のような事案が起
こらないよう県立学校を指導する責任があると考えて
おりまして、このような事案が繰り返されないよう、
教職員の人権意識の向上や部活動等の在り方に関する
方針（改定版）の徹底を図るなど、再発防止に取り組
んでまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　再発防止じゃないですよ。県の教育
委員会、県の教育長の責任、学校の責任を明確にして
くださいということです。
　知事、県の教育長はあなたが任命しています。県知
事も一緒に責任を負わないといけない事案じゃないで
すか。本人は認めたんですか、顧問の先生は、これ
で。認めたんですか。

○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　繰り返しになりますが、こ
の処分に当たっては、調査をしたところでございま
す。その中で生徒の自死は顧問の不適切な指導が継続
的に繰り返されたことが要因であると認められたこと
から、顧問の処分を行ったものでございます。
○○照屋　守之君　教育長、本人にも確認しないで処分
して、こんなやり方がありますか。
　知事、しっかりやってくださいよ。おかしいです
よ、こんなやり方は。ちゃんと責任を明確にしてくだ
さい。教育委員会、学校も、知事も。お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時40分休憩
　　　午後７時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　以上で本日の一般質問及び議案に対する質疑を終わ
ります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明２日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後７時40分散会
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議　　事　　日　　程　第７号
令和４年３月２日（水曜日）

午前10時開議
第１　ロシア連邦によるウクライナ侵攻に対し、早期停戦、撤退と平和的手段による早期解決を求める決議
　　　　島袋　　大君　　小渡良太郎君
　　　　新垣　淑豊君　　島尻　忠明君
　　　　仲里　全孝君　　新垣　　新君
　　　　下地　康教君　　石原　朝子さん
　　　　仲村　家治君　　西銘啓史郎君
　　　　座波　　一君　　大浜　一郎君
　　　　呉屋　　宏君　　花城　大輔君
　　　　又吉　清義君　　末松　文信君
　　　　中川　京貴君　　照屋　守之君
　　　　仲田　弘毅君　　玉城健一郎君
　　　　上里　善清君　　山里　将雄君
　　　　当山　勝利君　　照屋　大河君　　

提出　議員提出議案第２号　　　　山内　末子さん　瑞慶覧　功君
　　　　比嘉　京子さん　島袋　恵祐君
　　　　瀬長美佐雄君　　玉城　武光君
　　　　比嘉　瑞己君　　玉城ノブ子さん
　　　　西銘　純恵さん　渡久地　修君
　　　　翁長　雄治君　　次呂久成崇君
　　　　新垣　光栄君　　平良　昭一君
　　　　仲宗根　悟君　　喜友名智子さん
　　　　國仲　昌二君　　仲村　未央さん
　　　　崎山　嗣幸君　　上原　　章君
　　　　金城　　勉君　　大城　憲幸君
　　　　當間　盛夫君
第２　一般質問
第３　甲第１号議案から甲第24号議案まで、甲第26号議案から甲第37号議案まで及び乙第１号議案から乙第43
　　　号議案まで（質疑）
　　　　　　

本日の会議に付した事件
日程第１　ロシア連邦によるウクライナ侵攻に対し、早期停戦、撤退と平和的手段による早期解決を求める決議
日程第２　一般質問
日程第３　甲第１号議案から甲第24号議案まで、甲第26号議案から甲第37号議案まで及び乙第１号議案から乙
　　　　　第43号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　令和４年度沖縄県一般会計予算
　　　　　　甲第２号議案　令和４年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
　　　　　　甲第３号議案　令和４年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算

令 和 ４ 年
第 １ 回

令和４年３月２日（水曜日）午前10時開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第７号）
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　　　　　　甲第４号議案　令和４年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
　　　　　　甲第５号議案　令和４年度沖縄県下地島空港特別会計予算
　　　　　　甲第６号議案　令和４年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
　　　　　　甲第７号議案　令和４年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
　　　　　　甲第８号議案　令和４年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第９号議案　令和４年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
　　　　　　甲第10号議案　令和４年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第11号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第12号議案　令和４年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第13号議案　令和４年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
　　　　　　甲第14号議案　令和４年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
　　　　　　甲第15号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第16号議案　令和４年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
　　　　　　甲第17号議案　令和４年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
　　　　　　甲第18号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第19号議案　令和４年度沖縄県公債管理特別会計予算
　　　　　　甲第20号議案　令和４年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
　　　　　　甲第21号議案　令和４年度沖縄県病院事業会計予算
　　　　　　甲第22号議案　令和４年度沖縄県水道事業会計予算
　　　　　　甲第23号議案　令和４年度沖縄県工業用水道事業会計予算
　　　　　　甲第24号議案　令和４年度沖縄県流域下水道事業会計予算
　　　　　　甲第26号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第22号）
　　　　　　甲第27号議案　令和３年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第28号議案　令和３年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第29号議案　令和３年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第30号議案　令和３年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第31号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第32号議案　令和３年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第33号議案　令和３年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第34号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第
　　　　　　　　　　　　　 １号）
　　　　　　甲第35号議案　令和３年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第36号議案　令和３年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第37号議案　令和３年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県首里城歴史文化継承基金条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び沖縄県職員の育児休業等
　　　　　　　　　　　　 　に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職
　　　　　　　　　　　　 　員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第６号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第７号議案　沖縄県石油価格調整税条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県行政書士試験手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第９号議案　沖縄県生活環境保全条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第10号議案　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
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　　　　　　乙第11号議案　沖縄県子どもの貧困対策推進基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第12号議案　沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の
　　　　　　　　　　　　 　一部を改正する条例及び沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する
　　　　　　　　　　　　 　基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第13号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める
　　　　　　　　　　　　 　条例
　　　　　　乙第14号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の設立に伴う関係条例の整理に関する条例
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県農作物種苗生産条例
　　　　　　乙第16号議案　沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条
　　　　　　　　　　　　　 例
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例の一部を
　　　　　　　　　　　　 　改正する条例
　　　　　　乙第19号議案　沖縄県観光振興基金条例
　　　　　　乙第20号議案　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第21号議案　沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第22号議案　沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第23号議案　沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第24号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第25号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第26号議案　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する
　　　　　　　　　　　　 　条例
　　　　　　乙第27号議案　沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第28号議案　沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第29号議案　沖縄県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する
　　　　　　　　　　　　 　条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第30号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第31号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第32号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第33号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第34号議案　訴えの提起について
　　　　　　乙第35号議案　財産損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第36号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第37号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第38号議案　損害賠償請求事件の和解等について
　　　　　　乙第39号議案　損害賠償の額の決定について
　　　　　　乙第40号議案　包括外部監査契約の締結について
　　　　　　乙第41号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の中期目標を定めることについて
　　　　　　乙第42号議案　副知事の選任について
　　　　　　乙第43号議案　沖縄県教育委員会教育長の任命について

出　席　議　員（48名）
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　喜友名　智　子　さん
２　番　　翁　長　雄　治　君

３　番　　島　袋　恵　祐　君
４　番　　玉　城　健一郎　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
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説明のため出席した者の職、氏名

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　國　仲　昌　二　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　新　垣　光　栄　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲　村　未　央　さん
25　番　　平　良　昭　一　君
26　番　　玉　城　武　光　君

27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　照　屋　大　河　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

玉　城　デニー　君
謝　花　喜一郎　君
照　屋　義　実　君
島　袋　芳　敬　君
金　城　　　賢　君
池　田　竹　州　君
宮　城　　　力　君
松　田　　　了　君
名渡山　晶　子　さん
大　城　玲　子　さん
崎　原　盛　光　君
嘉　数　　　登　君

知　念　弘　光　君
上　原　貴　志　君
佐久田　　　隆　君

知 事　　
副 知 事
副 知 事
政 策 調 整 監
知 事 公 室 長
総 務 部 長
企 画 部 長
環 境 部 長
子ども生活福祉部長
保 健 医 療 部 長
農 林 水 産 部 長
商 工 労 働 部 長

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長

文化観光スポーツ部長
土 木 建 築 部 長
企 　 業 　 局 　 長
病 院 事 業 局 長
会 計 管 理 者
知事公室秘書防災統括監
総 務 部 財 政 統 括 監
教 育 長
警 察 本 部 長
労働委員会事務局長
人事委員会事務局長
代 表 監 査 委 員

課 長 補 佐
主 幹
主 査

宮　城　嗣　吉　君
島　袋　善　明　君
棚　原　憲　実　君
我那覇　　　仁　君
大　城　　　博　君
平　敷　達　也　君
平　田　正　志　君
金　城　弘　昌　君
日　下　真　一　君
山　城　貴　子　さん
大　城　直　人　君
安慶名　　　均　君

城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君

○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　昨日、知事から、お手元に配付いたしました議案３
件の提出がありました。
　次に、昨日、大浜一郎君外20人から議員提出議案

第１号「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
いる観光産業の再興に関する条例の一部を改正する条
例」及び島袋大君外46人から議員提出議案第２号
「ロシア連邦によるウクライナ侵攻に対し、早期停
戦、撤退と平和的手段による早期解決を求める決議」
の提出がありました。
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　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　議員提出議案第２
号　ロシア連邦によるウクライナ侵攻に対し、早期停
戦、撤退と平和的手段による早期解決を求める決議を
議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　島袋　大君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第２号　巻末に掲載〕
 　　　――――――――――――――――――
　　　〔島袋　大君登壇〕 
○○島袋　　大君　沖縄県議会全議員を代表しまして、
ロシア連邦によるウクライナ侵攻に対し、早期停戦、
撤退と平和的手段による早期解決を求めるための決議
をする前に、ウクライナ、ロシア両国の犠牲になられ
た方々の御冥福を祈り哀悼の誠を捧げる意味で黙禱を
議長の取り計らいでお願いしたいと思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　この際、申し上げます。
　今回のロシア連邦によるウクライナ侵攻により多数
の民間人にも犠牲が出ております。
　本県議会は、今回、亡くなられた犠牲者とその御遺
族に対し哀悼の意を表するとともに、犠牲者の御冥福
を祈るため、黙禱をささげたいと思います。
  全員御起立願います。
　黙禱。
　　　〔全員起立　黙禱〕
○○議長（赤嶺　昇君）　黙禱を終わります。
　御着席願います。
　　　――――――――――――――――――
○○島袋　　大君　ただいま議題となりました議員提出
議案第２号につきまして、各派代表者会の議員により
協議した結果、議員提出議案として提出することに意
見の一致を見ましたので、提出者を代表いたしまして
提案理由を御説明申し上げます。
　提案理由は、ロシア連邦によるウクライナ侵攻に対
し、早期停戦、撤退と平和的手段による早期解決を求
めるためであります。
　まず、議員提出議案第２号を朗読いたします。
　　　〔ロシア連邦によるウクライナ侵攻に対し、早
　　　　期停戦、撤退と平和的手段による早期解決を
　　　　求める決議朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。

　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第２号
については、会議規則第37条第３項の規定により、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　これより議員提出議案第２号
「ロシア連邦によるウクライナ侵攻に対し、早期停
戦、撤退と平和的手段による早期解決を求める決議」
を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
  よって、議員提出議案第２号は、原案のとおり可決
されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第２及び日程第３を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案か
ら甲第24号議案まで、甲第26号議案から甲第37号議
案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案までを議
題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　金城　勉君。
○○金城　　勉君　おはようございます。
　本日のトップバッターを務めさせていただきます。
　ただいま県議会として、プーチン・ロシアによるウ
クライナ侵攻に対する非難決議を可決いたしました。
沖縄・自民党の案文を基に全会一致でまとめたことを
高く評価いたします。一日も早く戦争が終結し、ウク
ライナの平和な日常が戻ることを祈念を申し上げたい
と思います。今朝は衆議院も同様の決議をしたという
ことで聞いております。
　では、一般質問に入ってまいります。
　知事の政治姿勢について、(1)点目、本土復帰50周
年に当たる本年、これから新しい、また次の50年に
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臨んでいきますけれども、この新年度、50周年の節
目を迎えるに当たっての知事の所信表明を読みまし
た。その中には復帰50年を刻み、次の10年への決意
が示されております。１つ目には経済分野で新時代沖
縄の到来、平和分野で誇りある豊かさ、生活分野で沖
縄らしい優しい社会、それぞれの分野ごとに目標とな
る事業メニューが掲げられております。その目標を達
成することによって、自立する沖縄像が見えてくると
思います。知事は目標達成のために何が一番重要であ
るか、そのことについてまずお伺いをいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　金城勉議員の御質問にお答えいたします。
　復帰50周年に当たっての私の思いですが、まず本
土復帰以降、沖縄県は、沖縄振興開発特別措置法等に
より、ダム、港湾、空港、道路などの社会資本整備が
着実に進められ、観光・リゾート関連産業や通信関連
産業の成長など、この間様々な成果を上げてきており
ます。一方、やはり１人当たり県民所得の向上等はい
まだ十分ではなく、自立型経済の構築は、なお道半ば
にあるというように捉えております。さらには、米軍
基地など沖縄の特殊事情から派生する固有課題をはじ
め、子供の貧困の問題など重要性を増した課題なども
あることから、復帰50年にスタートする新たな振興
計画に基づき、さらなる発展に向けて取り組んでまい
りたいということで、取りまとめた次第であります。
また県においては、復帰50周年の節目となる本年、
当時の琉球政府が将来を担う子や孫たちのために描い
た新生沖縄像と現状との比較検証を行い、若い世代を
含む県民の皆様や有識者の意見も取り入れながら、建
議や宣言の在り方について、検討してまいりたいとい
うように思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　私は10年前、この新たな10年計画
を策定するに当たって、仲井眞知事が主導して頑張り
ましたけれども、50年の区切りに向かうということ
で、最後の仕上げかなというふうにイメージしており
ました。しかし今知事がおっしゃったように、まだま
だ沖縄の自立に向けての道半ばであると。県民の所得
の問題やあるいは子供の貧困の問題等々、様々な課題
が残っている。そういう状況を踏まえたときに次の第
６次の振興計画もお願いせざるを得ないと、そういう
ことでありますけれども、その自立経済を目指す、ま
たは自立する沖縄の姿を思い描いてきた、そういう計

画を推進してきた立場から６回目をお願いせざるを得
なかったということについては、どう認識されており
ますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この間、５次にわたる振興
計画は、先ほど述べましたとおり、社会資本整備が進
められ、さらに、コロナウイルスが発現する以前はこ
れらの社会資本整備の基、観光関連産業、情報通信関
連産業が非常に幅広く成長する伸びを見せておりまし
た。ですからこのアフターコロナ、ポストコロナを見
据えて、さらに沖縄の特異性、優位性を発揮していく
ために、次の振興計画においては、さらに次世代の計
画でありますデジタルトランスフォーメーションなど
を取り入れた島嶼型の経済を形成していくために、新
たな取組を含めて次の振興計画を提案させていただい
たということになると思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　知事は、復帰50周年に当たって、
屋良建議書を参考にしながら新たな建議書を作成す
る、その検討に入ったというふうに聞いております。
広く県民の意見も伺いながら取りまとめをしていきた
いというふうに考えているようですけれども、知事自
身が思い描くこの建議書、その骨格となる思いという
のはどういうことでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　昭和46年11月にまとめら
れました、沖縄の本土復帰に当たり、県民の福祉を最
優先に考え、地方自治権の確立、反戦平和、基本的人
権の確立、県民本位の経済開発等を骨組みとするある
べき沖縄の姿を求めた新生沖縄像を描く意味での建議
書であったということは、現代においてもまだ沖縄固
有の課題が解決されていないということにつながって
いると思います。ですから、そのことを解決していく
ためにどのような知恵を絞り工夫を凝らし、汗を流し
ていくかということが重要であろうというように考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　屋良建議書は、いろいろなそういう
27年間の異民族支配からの脱却を願い、本土復帰を
願い、平和憲法の下へという思いを強くにじませなが
ら、そして課題になっている沖縄の状況というものを
ぜひ政府の力で支援していただきたいというような、
るるそういうものが述べられておりますけれども、今
現在、50年たった今、そしてこれから次の10年、次
のまた50年に向かうという意味では、私はいつまで
も政府に頼って、いろんな要請をするだけでは足りな



– 363 –

いというふうに思います。そういうところから、やは
り沖縄県民というのは、自分たちが自覚をして、自分
たちの力で自立する道というものを模索、または探求
していくべきだと思います。
　10年前、仲井眞知事が21世紀ビジョンを策定する
に当たっておっしゃっていたことを私は鮮明に覚えて
いるんですけれども、その出発に当たっておっしゃっ
たことは、独立独歩の精神、そして主体性ある相互依
存という言葉を強調しておりました。その表現を用い
て沖縄県民のプライド、矜持を持って進むべきであ
る。そして自分たちの足で立てるような沖縄というも
のをつくっていかなくてはならない。こういう強い思
いを述べておりました。
　しかし、今のそういう玉城知事の発言からは、そう
いう強い責任感、そして県民の自立の形を求めていく
というパワーが感じられない。そういうところで、私
は今回の建議書、そして次の10年に向かっていくに
当たって大事なことは、沖縄県民自身が自分の足で立
っていくというその決意を込めるべきだというふうに
思いますけれども、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私は、疾風に勁草を知ると
いう言葉が大好きです。強い風が吹き過ぎた後で、し
なやかに倒れずにすくっと立ち上がる一本の草、私は
政治に対してはそういう気持ちを持つべきであると思
いますし、それはまた人に求めるものではないと、自
分自身の心の中にその疾風勁草の心を持って毅然とし
て当たっていく。そのためには強くしなやかであり続
けることが私の政治の信念だと思います。今般の新し
い振興計画には、誰一人取り残すことのない優しい社
会の形成、強くしなやかな自立型経済の構築、持続可
能な海洋島嶼圏の形成、この３つの基軸をしっかりと
埋め込んでおります。あとは、それに向かって努力を
していく。その方向はぶれることもなくこれからも堅
持していきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　今回６次目の振興計画をスタートさ
せようとしております。この沖縄特別措置の在り方と
いうものは、知事のイメージではいつまで続くんです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時18分休憩
　　　午前10時18分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　議員御案内のように、沖

縄の振興、この根底には沖縄における４つの特殊事情
がございます。自然的・歴史的・地理的、そして社会
的。社会的は米軍基地が沖縄に集中しているというこ
となんですが、これはどのように整理縮小されるかと
いうことだと思いますが、残りの３つは自然も歴史も
地理的、これは変えようがございません。ですから沖
縄の特殊事情はまだあるだろうと。一方で、これまで
３次まではいわゆるキャッチアップ、格差の是正、そ
れが４次から５次においては自立型経済の構築という
ふうになっておりました。これから６次、７次という
ふうになる場合に、今回のものもそうなんですけれど
も、沖縄県が我が国の発展に貢献する、そういった視
点を持っております。ですから今後も沖縄県の発展の
みならず、これが我が国の発展にも寄与する、そう
いった視点で沖縄振興ということが求められていくの
ではないかというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　知事に答えてほしかったんですけれ
ども。やはり今、私が申し上げましたように、自分た
ちの足で立つ、そういう気概を持って、そういう責任
感を持って、結果にも責任を取るというぐらいの気概
を持ってこの10年間の新たな振興計画に臨むべきだ
と思います。同時に、今回でこの建議書にどうするか
は別にして、今回の10年計画で最後にするというぐ
らいの気概があり、そしてその責任を持って10年計
画を進めていく。今課題になっている――沖縄の課題
をこの10年間でめどを立てる。そういう決意は知事
にありませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　繰り返し申し上げて恐縮で
はありますが、私は令和４年度から始まるこの10年
間の新しい振興計画は、まさに沖縄の50年先を見据
えた基盤づくりであると思います。コロナウイルスが
出現する前の伸びを議員御自身も御承知だと思います
が、やはり沖縄県の持てる力を発揮すれば、必ずその
優位性があらゆる分野において効果をもたらす、成果
を上げるというように思います。この10年、そのた
めの令和４年度のスタート、しっかりと踏み出してま
いりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　はっきりしませんね。
　次、(2)点目に移ります。
　在沖米軍基地の整理縮小の取組について。
　昨年５月に、この万国津梁会議、基地問題に関する
会議の提言を受けて、本土復帰50年に向けた整理縮
小についての要請をまとめました。これを日米両政府
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に提出いたしましたけれども、両政府の反応はいかが
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　昨年５月の要請において、当時の加藤官房長官や岸
防衛大臣からは、政府で決定している普天間飛行場の
辺野古移設を含め、嘉手納飛行場以南の施設の返還や
グアム移転を一日も早く実現させたいなどの発言がご
ざいました。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　もう１か年たとうとしているんです
けれども、具体的なそういう動きが政府から聞こえて
こない。私は、沖縄の過重な基地負担の軽減というの
は立場を超えて共通する県民の認識だと思っておりま
す。しかし、玉城知事がそういうことを繰り返し政府
に求めても、政府からは具体的な反応がない。なぜな
いのか。私は思うに、知事の今の基地問題に対する向
かい方、政府に対する向かい方というのは、オール・
オア・ナッシングになっているというふうに政府に見
られているんじゃないかと思うんです。この要請書の
中身というのはそうでもないんですけれども、しかし
知事のスタンス、基地問題に関する知事のスタンスは
そういうふうに政府には受け止められている。そうい
うふうに私は思っております。ですから、知事が一生
懸命政府に訴えても、なかなかそれを受け止めてもら
えない。この要因は、あるいはまた打開策はどうです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　県といたしましては、昨年５月の要請後、今回の要
請内容につきまして、基地所在市町村――27市町村
ございますけれども――との意見交換や全駐労、それ
から地主会などとの意見交換を行いました。この中で
市町村等からは、駐留軍労働者の雇用の確保の問題で
すとか、跡地利用、米軍基地の細切れ返還等の懸念が
示されております。
　県といたしましては、こうした市町村の意見も踏ま
えて、駐留軍労働者が少ない演習場等の返還等含めま
して、市町村や地権者の意向等も踏まえた上で、課題
整理等行いながら日米両政府に対して粘り強く基地の
整理縮小等を求めていきたいというふうに考えており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　ＳＡＣＷＯを求めてもなかなか反応
がない、あるいはまた在日米軍基地の50％以下を求
めるというメッセージも発信したけれども反応もな

い。そういうことは、やはり先ほども申し上げたよう
に、知事が、あまりにも偏り過ぎた基地政策というも
のを――政府が捉えている。そういう状況にあるんで
す。ですからそういう意味では、玉城知事の県政の中
では、沖縄の基地負担の軽減はなかなか難しい、そう
いう思いがいたします。ですからどうか新しいリーダ
ーに委ねて、沖縄の基地負担の軽減を進めていっては
どうかということで私は提言を申し上げたいと思いま
す。
　次(3)点目、日中国交回復50周年に当たって、知事
の所見をお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　本県
は、600年以上にわたる中国との交流の歴史等を踏ま
え、平成９年に福建省と友好県省を締結するなど、
友好的な関係を築いてきました。中国とは留学生の
受入れ、派遣や次代を担う若者の交流を推進している
ほか、複数の海外事務所を設置し、県産品輸出や県内
企業の海外展開等の経済交流を推進しております。ま
た、コロナ禍の前までは直行便が６路線就航し、ク
ルーズ船の寄港も含め多くの観光客が沖縄を訪れてお
りました。本年は日中国交正常化50周年であるとと
もに、沖縄・福建友好県省25周年の節目の年となっ
ており、県としましては、友好県省締結の意義を再確
認する機会とするとともに、沖縄ならではの交流をさ
らに深めてまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　先ほど、県議会としてロシアのウク
ライナ侵攻非難決議をいたしました。そういう状況が
ある中でこのアジア、東アジア地域においても非常に
不安定な状況、または懸念する声も上がってきており
ます。日中国交回復50周年を迎える今日、友好をい
よいよ深めていかなきゃいかぬという一方で、この
尖閣を抱える沖縄としても、中国の在り方、人権問題
やあるいはまた香港、あるいはまた台湾問題等々、そ
ういう懸念する材料が幾つも出てきております。そう
いう中におけるロシアの侵攻というものが相まって、
その懸念する声も高まってきております。そういう中
国の在り方に対しては注文をつける必要もある。しか
し間違っても、このアジア地域で紛争につながるよう
なそういう状況をつくっては絶対にならないとそうい
う思いがいたします。1972年、50年前の日中共同声
明、あるいはまた78年の日中平和友好条約、その中
には平和共存の諸原則の基礎の上に立って、日中両国
の恒久的な平和友好関係を確立するということを確認
しております。そのことについて知事の認識を伺いま
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す。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　沖縄、日本は中国と長い歴
史の中での交流を続けてまいりましたし、そして本年
は日中国交正常化50周年であるということ、あわせ
て沖縄・福建省の友好県省25周年の節目であるとい
うことです。さらに付け加えるのであれば、経済にお
いては日本、米国ともに中国との互恵関係の上に成
り立っているということは言うまでもありません。
ですから、その互恵関係をさらに発展させていくため
にはどのような交流、経済、人物、文化、芸術などど
のような交流をさらに進展させていくかということが
大変重要であろうというように思いますし、その友好
状態を東アジア全体で保持していくということの共通
目標が肝要であろうというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　昨日、沖縄・自民党の皆さんと知事
との日中の問題、あるいはまた尖閣の問題等々につい
ての議論を聞いておりました。自民党の皆さんから
は、この台湾をめぐる問題も含めて、この日中関係
は、極めて緊張関係にある、厳しい状況にある、ま
た警戒心も持たなければならないと、そういう議論も
ありました。十分理解できます。一方で、我々公明党
は、50年前の日中国交回復の端緒を開いたという歴
史的な背景もありまして、やはりここは公明党として
は、その端緒を開いて、そして田中角栄総理が中国に
渡って、共同宣言を発出した、平和友好条約に結びつ
けた。こういう歴史を踏まえると、50年の節目とい
うこの時期に、改めて日中の善隣友好の絆というもの
を強めていかなきゃならないとそういう思いがいたし
ます。ですからバランスが大事だと思うんですけれど
も、知事いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほども申し上げました
が、日中国交正常化50周年であるというこの機会を
捉えて、この間少し、経済は熱く政治は冷たいと言
われている日中関係をバランスのいい状態に保って
いく、戻していくということは、大切であると思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　そういう状況を含めて最近は、日本
の非核三原則の見直しの議論も出てきております。た
だ唯一の被爆国としての日本の立場としては、この非
核三原則というのは堅持して変えていってはならない
というふうに思います。ここに私は「日米同盟のリア
リズム」という小川和久さんの本を持ってきたんです

けれども、（資料を掲示）　この中には日米同盟の抑
止力がいかにこの東アジア地域を平和に保っているか
と、いかに機能しているかということが詳細に書かれ
ております。同時に、日本が核を持つというリスクが
どれほど大きなものになるかということも詳細に書か
れております。ですから、そういう意味では、日米同
盟の抑止力の大きさ、この機能というものを日本の国
民はもっと知るべきであると同時に、核を持つことの
リスクも大きなものがあるということも理解をしてい
かなきゃならないと、そういうことが書いてあります
ので、詳細は紹介できませんけれども、御一読いただ
ければと思います。
　では次に、コロナ対策について行きます。
　また新規感染者が1000名を超えるような状況に
なっておりますけれども、この要因はどのように捉え
ておりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　第６波におきまし
ては、まん延防止等重点措置による対策に県民や事業
者の皆様が協力をいただきまして、医療の逼迫状況が
軽減されて重点措置を終了することができたものと考
えておりますが、３月から４月にかけては、本土との
往来が増える、それから人の活動も活発になるという
こともございますので、県内における感染状況につい
ては予断を許さない状況は続くものと考えておりま
す。そのため、再拡大した場合の重点措置を検討する
目安を県民の皆様には明示しているところでございま
して、引き続き感染防止対策への協力と、県としまし
ては、医療提供体制、検査体制、ワクチン接種にしっ
かり取り組んでいく所存でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　ぜひ頑張っていただきたいと思いま
す。
　次、人材育成の取組について伺います。
　商工労働部長、私これまで何度かこの奨学金返還支
援制度創設について提案を申し上げてまいりました。
いよいよ新年度からスタートしていただくということ
で、大変喜んでおります。制度の内容について御説明
をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、県内中小企業における人材の確保と定着を
図るため、企業が従業員に対して奨学金返還支援を行
う際に、企業が負担する費用の一部を補助する奨学金
返還支援事業を令和４年度から実施することとしてお
ります。
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　県としては、新たに創設する所得向上応援企業認証
制度、これはまだ仮称でございますけれども、当該制
度と併せて運用することで、優秀な人材の獲得に向け
た企業の人材投資を促進するとともに、奨学金の返済
負担を抱える従業員が安心して働ける環境づくりを支
援してまいりたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　企業にとっても、またその働く本人
にとっても、この返還支援制度というのは非常に有効
な手だてだと思います。人材の確保、または企業側か
らすれば離職対策等にもつながりますし、人材の確保
にもつながります。そういうことで今回当初予算600
万が組まれておりますけれども、スタートとしてぜひ
期待を申し上げたいと思います。この対象者数はいか
がですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず初年度ですので、まずは10社、50名程度の支
援を想定しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　まずは10社50人程度からスタート
して、今後当然毎年度、それは拡充していくことにな
ると思うんですけれども、見通しはどうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　予算ですので、年度ごとに予算を計上していくとい
うことになりますが、従業員１人につき、最長５年と
いうことで考えております。先ほど答弁しましたよう
に、１年当たり50名程度ということで考えておりま
すので、仮に今後こういった規模で予算が獲得できる
としたならば、５年間で250人程度の支援ができるの
ではないかと。またそういった方向で取り組んでいき
たいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　企業側には、所得向上応援企業認証
制度というものもお願いをして、その社員の給料を上
げる等々の企業に対しては認証を与えて、そして県の
負担金も増やすというような制度になっているようで
すから、ぜひこれが生きるように頑張っていただきた
いというふうに思います。
　ちょっと時間配分が気になってきました。医療的ケ
ア児の支援について、この支援センターの設置または
保育所や学校等においての体制整備はいかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　現在県で
は、保健・医療・福祉・保育・教育等の関係分野が連

携をする協議の場において、医療的ケア児及びその家
族への支援の方法ですとか、センター機能の在り方等
について検討を行っているところです。次年度の当初
予算においては、そのセンター設置に向けて、ネット
ワークづくりとかそういったような総合調整等を行う
コーディネーターの配置に要する経費を計上している
ところでございます。引き続き市町村、関係機関と連
携してセンター設置に向けた議論を進めてまいりたい
と考えております。また、保育所における医療的ケア
児の受入れについてでございますが、令和３年４月１
日現在で、９市町村で13人の医療的ケア児の受入れ
がなされているところでございます。
　県においては、医療的ケア児の受入れを行う保育所
に対して、看護師を配置するなどの補助事業を実施し
ておりまして、そういった取組を通して医療的ケア児
とその家族の支援に取り組んでまいりたいと考えてお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　これは学校サイドもぜひお願いした
いと思います。
　次に、ヤングケアラーの支援、これについてはちょっ
と時間の都合もありますので、はしょります。ぜひ、
実態調査含めて取り組んでいただいて対応方お願いを
いたします。
　こども医療費助成事業についても、新年度から中３
までの医療費の無料化、現物給付の制度が導入される
ということで高く評価をしたいと思います。
　それから特定不妊治療の助成事業、これも保険適用
が新年度から実施されるということになりまして、国
の制度としてこれが適用されますから、県内において
もその周知啓発をお願いをしたいと思います。
　次に(7)の子ども貧困対策計画についてでありま
す。
　この素案を読ませていただきました。非常に意欲的
な素案になっております。やはり沖縄が抱える最重要
課題の子供の貧困問題に積極的に対応しようというこ
とで、この計画素案をつくっていただいております。
ぜひこれは頑張っていただきたいと思うんですが、私
は前から申し上げているように、やはり子供政策とい
うのは子供特区という形で特別に制度を設けてでも対
応すべきことだというふうに思っております。この貧
困対策、令和８年度までの５か年計画になっておりま
すけれども、その目標値について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　ただいま
お示ししてある計画素案については、目標値の欄はま
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だ埋めていないところでございます。現在関係部局に
おいて、その５年間の進捗を確認していく上で適切な
目標値を設定するべく検討を進めているところでござ
います。今月末の子どもの貧困対策計画策定までに
は、そこの設定も含めて取り組んでいるところでござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　ぜひお願いします。
　次に、若年結婚あるいは若年出産が沖縄においては
非常に多いと、全国の２倍以上あるんですけれども、
その背景についてはどのように分析されております
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時41分休憩
　　　午前10時41分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　沖縄県において、
若年妊産婦が多い要因について申し上げます。
　沖縄県の若年層を取り巻く環境としまして、まず離
婚率が高い、それから母子世帯が多い、子供の貧困、
それからひとり親世帯の貧困率が高いというような状
況がございまして、それら様々な要因が重なって、若
年妊産婦の多さにつながっているものと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　それでは各市町村においてはその相
談事業をやったりして、いろいろと支援の在り方を模
索しているようですけれども、県としては支援の在り
方についてはどのように検討されておりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、まず若年
妊産婦の場合に喫煙率が高いとか、痩せているという
ような状況もございますので禁煙の支援、栄養指導を
行う市町村やそれから医療機関の保健指導の充実を推
進するほか、身近な場所で必要な支援、相談等が受け
られるように、相談支援事業や産婦人科への同行支援
などを引き続き行ってまいります。またあわせて、母
子健康包括支援センターを活用した支援に取り組んで
いきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　それで私、この本を読んで、（資料
を掲示）　山内優子さんの「誰がこの子らを救うの
か」とか、上間陽子さんの本とか、そういう県の若年
妊産婦の具体的な事例を取り上げながら、非常に身に
つまされるような事例も数多く紹介されておりますけ

れども、その数がやはり全国の倍以上いるということ
で、その支援体制も非常に重要だというふうに訴えら
れております。それで例えば沖縄市もそうですけれど
も、通所型で相談を受けるその業務をやったりしてい
るんです。この方々から話を聞くと、やはり宿泊型の
支援施設もぜひ必要だというふうに訴えているんです
けれども、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　ただいま
保健医療部長からお話もございましたように、県にお
いては若年妊産婦の支援に向けて母子手帳交付のとき
から寄り添い支援を行っておりまして、今議員がおっ
しゃいましたような若年母子の居場所というものの設
置にも力を入れております。現在通所が中心になって
いるところではございますが、まずは若年母子の居場
所が県内５か所となっておりますので、この設置を促
進、広めたいというところで、次年度県においては若
年妊産婦を対象とした就労や就学、ライフプランなど
の講座を行いまして、それをきっかけとして若年妊産
婦の居場所を普及させていこうというような事業も始
めるところです。そのような取組を通しまして、また
一歩進めた宿泊型のニーズがどの程度あるのかという
ところの実態等も把握しながら検討してまいりたいと
考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　これ非常に需要が高いようですから
ぜひ御検討をお願いいたします。
　次に、時間がちょっと迫ってまいりましたので、こ
の高校進学、大学進学等の支援、それから放課後児童
クラブ、これについても新たな事業が立ち上がるよう
ですけれども、ぜひ後押しをお願い申し上げたいと思
います。　
　次に、小中学校の給食費の無償化を実施するとした
場合の予算額について教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　小中学校の給食費を無償化した場合の所要額につき
ましては、令和３年度に県教育委員会が実施いたしま
した市町村別学校給食費徴収状況調査によりますと、
総額約62億5000万円となっております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　私、子供特区の話をすることは、や
はり教育費、子供たちに関わる経費については、公費
で賄ったらどうかという思いがあります。ですから、
この給食費についてもやはり62億円という数字です
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から、これを県と市町村が分担するということになれ
ば、２分の１。そういう方向で具体化するという検討
はいかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　学校給食につきましては、
議員御案内のとおり、学校給食法第４条に基づいて実
施をしておりまして、それによりますと、義務教育諸
学校の設置者にその任務が課せられております。ただ
一方で、食材費等につきましては、いわゆる学校給食
費でございますけれども、同法、学校給食法第11条
第２項の規定に基づき、学校給食を受ける児童また
は生徒の保護者が負担するというふうに法で規定をさ
れているところです。ただ一方で市町村におきまして
は、経済的に困窮している児童生徒の保護者に対して
は生活保護による教育扶助とか、就学援助制度を実施
しているほか、市町村独自の取組として学校給食費の
全額無償化、または一部助成というところで行われて
いるところでございますので、そういった形で取り組
まれているところでございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　最近は各首長、市町村長の皆さん方
も給食費の無償化というものをぜひ実施したいという
思いが強く政策にも反映されてきております。ですか
らそのことについては、ぜひ県も一緒になって協力を
して進めていけるようにお願いを申し上げたいと思い
ました。
　最後に、ジェンダー平等社会の実現についてであり
ますけれども、沖縄の生産性の向上ということ、ある
いは非正規に女性が非常に多いという社会環境、雇用
環境、そういうものを総合的に見た場合、女性力の活
用、女性力の向上、ここに大きな鍵があるのではない
かというふうに思っております。女性をもっともっと
活用する、そしてその力を信頼してもっともっと力を
高めていただく、そういうふうな施策が非常に重要だ
というふうに思うんですけれども、その取組について
はいかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県では、
次年度からスタートする第６次の沖縄県男女共同参画
計画の下で、市町村や民間団体等と連携協力しなが
ら、男女が共に家庭生活に参画するための意識啓発や
多様な就業を可能にする環境整備など取り組んでいく
こととしております。全ての県民がその個性や能力を
十分に発揮し、個人の尊厳と多様性が尊重されるジェ
ンダー平等の実現に力を尽くしてまいりたいと考えて

おります。
○○金城　　勉君　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　自民党の皆さん、拍手ありがとうご
ざいました。何か相当応援されているようで頑張って
いきたいなと思っております。
　まず、知事の公約についてでありますが、これは大
勢の議員の皆さんが質問をされています。しかし知
事、４年間で知事が公約に上げた291がどうなってい
るかというのは、やっぱり県民に示すべきだというふ
うに思っておりますので、残りはあと６か月、しっか
りと公約に上げられたものを頑張っていただければな
というふうに思っております。
　そしてこの私の質問は、知事がこの公約に上げた
291、いろいろとあるんですけれども、知事のその公
約の一丁目一番地というのは何になっているんでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　一丁目一番地という言い方
をよく表現させていただいていますが、それはやはり
その最優先課題であるということの認識と一体だと思
います。その最優先課題は、例えば子供の貧困問題
は、子供の貧困ではなく社会全体から子供の貧困で
ある状態を解消していくことによって県民所得につな
がり、地域経済の発展にもつながっていくという意味
で、一丁目一番地として子供の貧困問題というように
端的に表現をさせていただきます。そして、離島振興
の問題。離島振興も一丁目一番地の課題。これは沖縄
の離島県のさらに離島を抱えているというところから
住民福祉、経済も医療も含めて総合的に離島への対策
を取っていくことは、これはもう必要不可欠であると
いう意味での一丁目一番地などを使っております。
　ですから、私にとって――私自身は世のため人のた
めにというのが政治の根本的な仕える意味での言葉で
はありますが、それを幅広く捉えて様々な課題に対し
て、現下のコロナウイルス対策にしても、今はこれが
一丁目一番地。そして経済を回復させる、それも一丁
目一番地というように、連関している取組をしっかり
とつなげて取り組んでいくというところに一丁目一番
地という思いをそれぞれに込めさせていただいている
と御理解をいただければと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　僕は知事がこの一丁目一番地、どう
答えるのかなと思ったんですけれども、この貧困問題
だとか経済は、これは別に玉城県政の課題じゃないわ
けです。やっぱり一丁目一番地、玉城県政の一丁目一
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番地というのは、辺野古に基地を造らせない。それが
一丁目一番地ではないでしょうか。どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　それも私の一丁目一番地の
一つです。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　ですよね。ですので、次の質問に移
らせていただきますけれども、基地問題で「今後も、
あきらめず、ぶれることなく、全身全霊をもって」取
り組むというふうにありますが、何を解決して、そし
てまた解決策をどのように取り組んできたのか、まず
お伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　基地問題、「今後も、あき
らめず、ぶれることなく、全身全霊をもって」取り組
むというのは、これは県知事として欠かざるべき考え
方であり、取組であるというように思います。それは
なぜかと申しますと、先ほど冒頭に県議会で議決をい
ただいた、ウクライナ侵攻に対するロシアへの早期解
決を求める決議にも込められておりました。「戦後
77年を経た現在においても、凄惨な戦争を体験した
県民の心は癒えず、戦没者の遺骨収集、不発弾処理、
軍事基地の返還と跡地利用など戦争に起因する問題を
抱え今日に至っている」ということは、これもやはり
一丁目一番地としてそれぞれを解決に結びつけるため
の県政の取組をしっかりと表に出していかなくてはい
けないという意味で取り組む必要があろうかというよ
うに思うわけです。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　私は知事、どういう解決策を知事は
やってきたのかと、今言うそういう分の、基地に関す
る分をということを問うているんですが、なかなかそ
れが出てこないのであれなんですけれども。
　皆さん、本土復帰50年に向けた在沖米軍基地の整
理縮小について日米両政府に要請したということがあ
るんですけれども、これは回答はあったんですか。進
捗状況、どうなっていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
○○知事公室長（金城　賢君）　昨年５月、そして大臣
等来沖するたびに、復帰50年要請を行っております
けれども、日米両政府から具体的な回答は得られてお
りません。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　だから回答を求めるのが皆さんの仕
事だと思うんですよね、要請するというだけではなく
て。

　それでは知事、安倍元総理もそうだと思うんです
が、菅前総理、そして今、岸田総理、首相ということ
があるんですけれども、このお三方と今回辺野古の移
設を含めた基地問題における対話というのは、何回ぐ
らいされましたか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時55分休憩
　　　午前10時56分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長｡
○○知事公室長（金城　賢君）　知事と総理の面談回数
でございますけれども、安倍元総理との面談が４回、
それから菅前総理大臣との会談が１回、そして岸田現
総理大臣との面談が１回というふうになっておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　これは基地問題に対しての部分です
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時56分休憩
　　　午前10時57分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長｡
○○知事公室長（金城　賢君）　直近の岸田総理との面
談については、沖縄振興に関する要望という形での面
談でございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　まだ岸田さんとはこの基地問題に関
しては、１回も膝を交えて対話をしたことはないとい
う状況が続いているわけですよね。
　次の質問なんですけれども、自民党の代表質問で、
昨日もあったんですが、僕は辺野古のこの移設の部分
で、謝花副知事が言っている話と玉城知事が言ってい
るものが、整合性がないわけですよ。謝花さんは、そ
ういうことも言ったけれども、滑走路が云々だったか
らねという話をするわけです。ところが玉城知事は、
検討もしたことないと、こういったことは。これどう
いう整合性を持っているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　玉城知事がおっしゃった、検討したこともないとい
うことは、私も同様でございます。私のほうで確認を
したというのは、２年前の元防衛大臣経験者ほか数名
から、辺野古、この軟弱地盤の存在を契機として見直
しの議論があるということが報道等であったものです
から、その時期に防衛省関係者とお話をする機会がご



– 370 –

ざいましたので、政府の中においてはどうなんですか
というような話を、向こう側の情報を逆にお聞きした
いという意味合いでお聞きしたということでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　そのとき、その話なのか分からない
んですけれども、玉城知事の後援会長であった呉屋さ
んが、メガフロートの話を出しているわけですよね。
それとの整合性はどうなったんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　私がその防衛省の関係者
と話をしたときには、呉屋さんのお話は念頭にはござ
いませんでした。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　分かりました。
　でも政権与党の自民党の代表質問であったわけです
から、私はこの軟弱地盤を触らずに、そういう分での
今辺野古部分のということを、その普天間基地を早期
に移設するということであれば、一つの提言だという
ふうにも思いますけれども、知事どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　どのような内容で対話がで
きるのか、ぜひＳＡＣＷＯを設置していただければと
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　なかなかＳＡＣＷＯを設置と言って
も、この日米両政府含めてあるわけですから、やっぱ
り現実的対応を今求められていますよ、知事、その分
では。しっかりと提言は提言で受けて、どうあるかと
いうことは、やっぱり検討すべきだというふうにも
思っておりますので、これも提言で、私も終わりたい
と思っています。
　次に、ウクライナ情勢が本当に、もう今侵攻、侵略
というんですか、緊迫しているんですけれども、この
ロシアというだけではなくて、我々今この身近にある
米中の対立と台湾海峡の危機というふうにも言われて
いるんですが、アジア太平洋地域の安全保障状況、ど
のように捉えているのかお伺いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　アジア太平洋地域の安全保障環境につきましては、
中国の軍事力の強化、東シナ海・南シナ海における現
状変更の試み、台湾をめぐる問題、朝鮮半島をめぐる
問題などが存在をしており、より厳しさを増している
と理解しております。沖縄県は、日米安全保障体制
が、我が国及び東アジアにおける平和と安定の維持に

寄与してきたものと認識をしております。アジア太平
洋地域の平和と安定は、県民の生命財産を守り、沖縄
の振興・発展を図る上で極めて重要であることから、
関係国等の平和的な外交・対話によって、緊張緩和や
信頼関係の構築が図られることが必要だというふうに
考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　昨日も三沢基地に配属されている航
空自衛隊のＦ35が那覇空港に４機、訓練でというこ
とで、今日米の訓練がされているわけですよね。そこ
で今激化する米軍・自衛隊の演習、訓練の状況、日米
同盟での軍事的抑止について県の見解をお伺いいたし
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　防衛省によると、自衛隊は平素から日米間で様々な
訓練を実施しているとのことであり、先月は海上自衛
隊と米海軍の２つの空母などが参加する訓練、昨年
11月には航空自衛隊と米空軍が捜索救難訓練を行っ
たものと承知をしております。県は日米同盟関係が、
これまで我が国及び東アジアにおける平和と安定の維
持に寄与してきたものと理解しております。一方で、
我が国の平和と安定を図る上では、抑止力だけではな
く、冷静かつ平和的な外交により緊張緩和と信頼醸成
が図られることが必要だというふうに考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　今、沖縄だけではなくて、日本全国
各地でそういう米軍の訓練だとか自衛隊の訓練が激化
していると。嘉手納がアジアのその最大の基地じゃな
くて、今岩国が最大の基地になっているということに
なると、決して我々沖縄県だけが激化しているという
ような方向性でもないんですけれども、ちなみに沖縄
の航空自衛隊の緊急発進状況、把握されていますで
しょうか、スクランブル。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時３分休憩
　　　午前11時３分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。　
　知事公室長｡
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　まず2017年度が736回、それから2018年度で758
回、2019年度が742回、2020年度が544回、そして
2021年度が785回というふうになっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　もう今、この2021年度で785回。
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そしてその中の国別で見ると、大半が中国になってい
るんですよね、571回ということで。ますますこの南
西航空方面隊における負担というのを、我々のこの緊
急発進というのも増えている状態があります。
　そこで、次の質問。
　国民保護計画訓練の状況と有事における住民の安全
を守る取組状況、課題についてをお伺いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　国や市町村などの関係機関と国民保護計画に基づく
訓練を実施することは、国民保護に関する対処能力の
向上を図る上で重要だというふうに考えております。
また、沖縄県は島嶼県であるため、各島との輸送手段
が空路と海路に限られるなど住民避難に関する課題が
あります。このため県では、国や市町村と連携して、
毎年、複数回、情報伝達訓練等を実施しているほか、
平成31年１月には大規模テロ等の緊急対処事態を想
定した図上訓練及び実動訓練を実施したところです。
また、平素からの備えとして、運送事業者や沖縄総合
事務局等から輸送力に関する情報を把握しているほ
か、国と連携した市町村向けの研修を実施しておりま
す。引き続き、沖縄総合事務局や自衛隊、市町村等と
意見交換を行うなど、国民保護措置の対処能力の向上
に努めてまいりたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　この国民保護の部分で、僕らも国民
保護計画――これは県が、そして市町村がという形が
あるんですけれども、この武力攻撃じゃないと国民保
護のこの発令が出てこないよねというのがあったり、
いや、武力攻撃とその前段の緊急対処事態という部分
でのものも措置対象ということになっているんですけ
れども、この緊急対処事態というのはどういう状態な
んでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時６分休憩
　　　午後11時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長｡
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　緊急対処事態につきましては、武力攻撃に準ずる手
段による多数を殺傷する事態またはそうした行為が発
生する明白な危険が切迫している事態で、国家として
緊急に対処することが必要なものということで、事例
といたしましては、原子力事業所などの破壊でありま
すとか、大規模集客施設の爆破、生物剤の大量散布、
航空機による自爆テロ等が例示として挙げられており

ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　そうなんですよね。国内における部
分なんですよね。今問題になっているのは、台湾海峡
の有事の際に我々この国民保護計画、この国民保護は
どういうふうな形になるのかというのは、どうなんで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
○○知事公室長（金城　賢君）　国は――確認しており
ますけれども、今回、台湾をめぐる問題については、
我が国としては対話により平和的に解決されることを
期待するというのが従来から一貫した立場であるとい
うふうに説明をしております。
　県としては、引き続き台湾情勢や国の検討状況等を
注視するとともに、国民保護に関する取組について推
進をしてまいりたいというふうに考えております。
　議員から御質問のあるところの、万が一、国による
武力攻撃事態等に認定をされ、住民避難をはじめとし
た国民保護措置が必要となるような状況となりました
らば、国が策定をしました対処基本方針に基づき、速
やかに国民保護に関する措置を実施するということに
なります。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　公室長、武力攻撃は、我々が攻めら
れないと武力攻撃のものがないわけですよね、日本が
攻められないと。この緊急事態でも原子力だとか、そ
ういう大型施設、それしかないわけです。ところが台
湾海峡で、外国の、他国の隣接する部分がこういう有
事体制にあっても、今の国民保護法ではその保護の対
象になるような発令ができないというふうに私は認識
しているわけです。ところがこの台湾有事、台湾海峡
でもし万が一あれば、一番我々の沖縄県内の与那国は
どうするのかということが出てくるわけです。そのと
きに与那国の輸送手段だとか、その住民の移動という
ことを、我々やっぱり真剣に考えないといけない。昨
日もテレビでもやっていたんですけれども、与那国は
飛行機もあるんです、空港も。フェリーは約150名の
輸送手段しかないということになるんです。この沖
縄県民を守るための国民保護計画ということを皆さん
真剣にどのように捉えているのか、まず教えてくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
○○知事公室長（金城　賢君）　當間議員からも御指摘
のあるとおり、沖縄県、島嶼県でございます。輸送手
段が空路あるいは海路ということで、そういう意味で
は他県に比較して、より国民保護措置についての対応
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というのが非常に重要な課題だというふうに考えてお
ります。
　一方で、その武力攻撃事態に当たるかどうか、その
国民保護措置を適用する事態になるかどうかについて
は、これは国民保護制度の仕組み上、国が事態認定を
行うというのがまず先でございます。その上で、要避
難地域、この地域については避難が必要だということ
を示した上で避難経路等の方向性が示されるというこ
とで、県といたしましては、そうしたことも踏まえて
この仕組み上は、例えば市町村における避難パターン
というものを複数例つくるということについて、市町
村研修等通じて対応しているということで、令和３年
度においても２回、この研修等を実施したところでご
ざいます。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　この国民保護訓練だとかそういった
ものは、僕は大変大事なものがあると思うんですよ。
何年にこう訓練をやるみたいな、何か事務的なことに
ならないようにやっていただけないかなというふうに
も思っておりますので、よろしくお願いいたします。
　次に、友好都市の連携状況、そしてアジア太平洋地
域の緊張緩和と信頼醸成を図るための新たな取組とい
うことをお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県は、中国の台頭や米中対立等、沖縄を取り巻く安
全保障環境が厳しさを増している状況を踏まえ、沖縄
の平和を希求する心や歴史的・地理的特性を生かし
て、アジア太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成に寄与
してまいりたいというふうに考えております。そのた
め、県では、海外事務所の活用と併せて、新たな取組
として、沖縄県から地域の平和と安定の重要性等を発
信するとともに、アジア太平洋地域の各国・地域と沖
縄との連携可能性について検討し、可能な事項から連
携協定を締結する等、同地域の緊張緩和と信頼醸成に
向けた取組を推進してまいりたいというふうに考えて
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　友好都市と
の連携状況についてお答えいたします。
　本県は、県系移民を主な縁として、米国ハワイ州、
ブラジル南マットグロッソ州、ボリビアサンタクルス
州と姉妹提携を結んでいるほか、歴史的な関わりを主
な縁として中国福建省と友好県省を結んでおり、経
済・文化・人的交流等を図っております。これまで、
技術研修員や県系子弟等留学生の受入れや派遣、姉妹

提携記念式典等の開催、芸能団派遣、福州駐在所の設
置など、友好都市との連携・交流を継続しておりま
す。また、本年は沖縄・福建友好県省締結25周年の
節目の年を迎えることから、その意義を再確認する機
会とするとともに、沖縄ならではの交流をさらに深め
てまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　この友好都市は、沖縄県は４都市な
んですよね、今。アジアにおいてはこの福建省だけに
なっているわけです。先ほども中国との部分がありま
した。共同声明も今年50周年、福建省との友好都市
締結25周年という節目になっています。私は、先ほ
ど金城代表からもありましたように、中国ともしっか
りとこれまでの歴史を含めてやるべきだというふうに
思っております。先ほどあったように、アジアのいろ
んな国々と連携を取っていきたいということが今度の
玉城知事のカラーになっているわけですから、それか
らすると先ほども私は台湾海峡のお話もさせてもらっ
たんですけれども、台湾とのその友好都市締結という
ことをどのように考えますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　本県と台湾
は地理的に最も近い位置にあり、歴史的にも関わりが
深く、経済・文化をはじめ様々な分野における交流が
行われているところです。県においては、留学生の相
互派遣や農林水産技術に関する交流等を行ってきたと
ころであります。コロナ禍前の2019年では、外国人
観光客249万人のうち最多の85万8000人が台湾から
お越しいただいたということもありますし、2020年
のリゾテックおきなわでは、オードリー・タン台湾デ
ジタル担当大臣による講演、知事の対談とかも実施す
るなど、様々な交流が行われております。本県と台湾
との友好関係がさらに発展するよう、引き続き様々な
分野において積極的に交流を進めていきたいと考えて
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　様々な分野で僕は大事だというふう
に――知事、福建省、友好都市やっています。要する
に台湾は国ですから、台湾とやれと。台湾とそうい
う友好都市を結ぶというのは、国とはあり得ないです
よ。台湾のその台北市だとか、そういった部分という
のを、友好都市をしっかりと持つ。知事だから、沖縄
県の知事だから、私はこのことが必要だと思っており
ます。福建省とやっているから。中国の顔色をうか
がって、台湾とはやらないということは、僕はあり得
ないというふうに思っていますけれども、その点はど
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うでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　沖縄県は、琉球王国の時代
から中国を含むアジアの国々と交流し、文化を伝播
し、新たな価値をつくり出すなど、世界を結ぶかけ
橋、万国津梁となってこれまで歴史を紡いでまいりま
した。ですから沖縄県としては、東アジアの中心に位
置する地理的特性、自然的特性、独自の歴史的・文化
的特性等を生かし、学術・文化・経済など様々な分野
における地域間交流を促進して、相互理解を深め、さ
らに将来にわたった様々な交流を目指していきたい。
台湾も、例えば台北市とか県の事務所を置いてござい
ますので、そういうその地域間交流については積極的
に取り組む素地が十分あるというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　積極的に友好都市を結ぶべきです
よ。やっぱり経済連携はできているわけです。ＭＯ
Ｕだとか、台湾とはやっているわけですから、それ
をやっぱり踏み越える。そのことが今、やっぱり知
事の――玉城知事だから僕はやるべき。万国津梁会議
の皆さんからも言われているわけですから。知事が今
できるものは、防衛の話じゃなかなか難しいですよ。
知事がやるべきことは、沖縄県民をいかに守るか。そ
してまた、この戦争だとかそういう部分で基地問題を
含めてもそうなんでしょうけれども、そういった戦争
をしない、有事にならないような友好、このアジアと
の友好をいかにやっていくかということが玉城知事に
課せられていることだというふうに思っておりますの
で、頑張ってください。
　次に、新たな振興計画について。
　まず改正後の沖振法で、特区・地域制度、各分野の
政策課題対応の中で、努力義務の新設というのがあり
ますけれども、どういう意味なんでしょうか。どうい
う影響が出てくるんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　今回閣議決定された改正
法案において、離島及び北部地域の振興、子供の貧困
対策、人材育成に必要な教育の充実、脱炭素社会の実
現、デジタル社会の形成といった項目が、国及び地方
公共団体の努力義務として新たに規定されておりま
す。こうした努力義務を定める規定については、沖
縄振興策として特に重要な分野や項目に関して、国、
県、市町村が施策の充実等に努める責務があることを
明記しているものと認識しております。
　県としましては、今回新たな努力義務規定が新設さ
れた趣旨を踏まえ、国と連携しながら各分野の施策の

充実等に努めてまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　私は今回のこの改正のもので、沖
縄・自民党さんもしっかりと、やっぱり政権与党とい
うことで頑張られたというものは評価もしますが、こ
の今回の改正の特区においても、付加価値をつけなさ
いとか、給与を増額しなさいとか、こういう離島の分
野でも努力義務を新たに設けるということは、これは
県が求めたことですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　税制にあっては、様々な
制度提言を行っておりました。ただこの今議員がおっ
しゃった２つの要件については、特に要望等はしてご
ざいません。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　国においていろんな――皆さん展望
値しか出せないから、やっぱり５年後を見据えてとい
うことで、これがうまくいっているのかどうなのかと
いう視点を持つということが、私は国のものだと思っ
ているわけです。平成24年に沖縄県がその計画を策
定するということで、この沖振法にあるんですけれど
も、今回のこの沖振法における部分だとか、今度の沖
縄振興予算の部分は、皆さんが出したその計画、皆さ
んが策定した計画どおりにその沖振法を含めた予算と
いうものになったという認識ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　今回努力義務として設定
されております子供の貧困対策等については、これに
ついて制度提言等行ってきたところです。国において
は、この子どもの貧困対策緊急事業等も継続して計上
されておりますし、クリーンエネルギー導入促進調査
事業等も、あるいは沖縄産業競争力強化人材育成事業
などの予算項目も新設されているところで、一定の制
度提言の内容、それから沖縄振興特別措置法の改正
案、これらと連動した予算の内容になっているかと思
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　知事、もう今国会でもこの新たな沖
振法の審議が始まっているわけですよね。その中でい
ろいろと知事は要求してきた。3000億近くの予算も
要求したけれども、結局約2700億というような数字
も出てきた。沖振法もいろんな変わり方をしてきたと
いうのがあるんですけれども、知事は今回の沖振法、
そしてこの振興計画の予算を含めて、満足いくものに
なったというふうに考えられていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
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○○知事（玉城デニー君）　沖振法については、今現在
国会で議論をされておりますので、ここから先の見通
しというものについては、我々が掲げたものについて
国会での御議論で後押しをしていただきたいというよ
うに思います。他方で、やはり令和４年度の予算は、
我々当初はその要求としては3000億円以上というよ
うな要求をし、さらにそこでどのような計画が見込め
るかということについてもある程度幅を持たせて計画
しておりました。それが今般、そこまで届かなかった
というようなことですから、財政的ないわゆる切り詰
め型の計画ではありますけれども、そこでやはり創意
工夫を凝らして、市町村と協力をしながらそれぞれの
施策、事業を展開していくということを、その連携を
持ってしっかり当たるべきであろうというように認識
しています。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　この特区制度とか税制というのは、
大田県政の国際都市形成構想でこの特区形成が出てき
た。しかしなかなか中身が使いづらいということで、
稲嶺さんのときに釣りざおが欲しいということでやっ
たわけですね。ところがある評論家によると、その釣
りざおの針はグルクンを――いろんなものをつけられ
て鯨を釣るような針になっていたという言われ方をし
ているわけですよ。今回の改正も、この付加価値をつ
けなさいとか、給料を上げないとこの特区の税制の恩
恵を受けられませんよと、ましてや５年ですよと言っ
たら、僕はなかなか投資する企業というのは厳しくな
ると思っているんですよ。投資するのに５年で見直し
されるというようなことの今回のその税制含めたその
特区制度ということは、やはり僕は、もう少し皆さん
も国の官僚をしっかりと論破するようなことをやって
いただきたいというふうに思っています。
　しかし、これもう沖振法は進んでいますので、その
中で稼ぐ県産品・企業連携で域内経済循環や域内自給
率の向上とありますが、現状と具体的取組についてお
伺いをいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　本県の域内自給率は、令和２年度で71.5％となっ
ており、新たな振興計画（案）では、令和13年度ま
でに73.4％程度となることと見込んでおります。そ
のための取組として、県産品優先使用による県内企業
の取引活性化や、企業等の連携により域内調達を促進
するプロジェクト等への支援のほか、給与向上に取り
組む企業にインセンティブを与える認証制度の創設等
に取り組んでまいります。

　県としては、これらの取組により域内経済の好循環
を促進し、企業や地域の稼ぐ力の向上及び県経済の活
性化を図ってまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　嘉数部長、今回のこの改正、皆さん
この経済循環向上に向けた施策の調査を踏まえて、ざ
る経済、この漏れ経済というのが言われて50年です
よ。これ今回の分、どういうふうな形で防ぐという取
組になるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時25分休憩
　　　午前11時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　県としましては、域内経
済循環率の向上を新たな振興における経済政策の一つ
に位置づけて、域内経済循環を高めていくこととして
おります。観光と農業、商工業などの産業間連携強
化、ものづくり産業の高度化、県内企業への優先発
注、県内需要の高い作物の安定生産体制の整備、加え
て地消地産の促進など、これを講じていくこととして
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　我々の代表質問であったように、公
共工事においても、民間企業もう７割県外だとか、県
産品使用ももう７割近く県外のものだというふうに言
われているわけですよ。やっぱり域内自給率を上げる
ということになってくると、この県内企業への優先発
注をどうするのか。県産品のその使用に関しても公共
工事、県の公共工事は100％ですよということじゃな
くて、民間活用をどうさせるのかということになって
くると、今の商工労働部が出している基本方針だけで
はなくて、それに一歩踏み出した産業振興条例と、県
産品、県内企業優先ということを含めたその条例化を
すべきだというふうに思いますけれども、それはどう
でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えします。　
　現在、県内企業への優先発注及びその県産品の優先
使用基本方針というものに基づいて取組を推進してお
りますけれども、仮にその条例化したとしましても、
これは独禁法等の関係もありまして、理念型とならざ
るを得ないということで、議員おっしゃっている実効
性というところにおいては、まだ課題があるのかなと
いうふうに考えております。そのため県では、現在の
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基本方針を改正しまして、優先発注を県の全ての業務
に対象を広げるなどして実効性を高めてきたところで
ございます。直近で申し上げますと、平成30年４月
の改正で、この優先発注の対象を公共工事や物品調達
から、県が発注する業務全般に拡大し、さらに県内企
業に定義を明記したところでございます。引き続き、
必要に応じて改正を行い、この実効性をさらに高めて
まいりたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　ありがとうございます。
　次に、誰もが活躍する地域社会の実現に向けての、
離島の子供たち。離島の子供たちの教育支出というの
はやっぱり大きいわけですよね。沖縄振興開発金融公
庫が出しているものを見ても。やっぱりこの部分で、
先ほども給食費の無償化というのもありましたが、離
島の子供たちの教育費無償化をいかに取り組むか。そ
してまた沖縄の子供の貧困、子供の貧困はないわけで
す。そうではなくて、やっぱり全体の貧困なわけです
よ。それからしたら、このやっぱり沖縄は振興策とい
う武器があるわけですから、そういった沖縄版ベー
シックインカムということがどうできるのかというこ
とを、ぜひ検討はしてもらいたいというだけで、質問
は終わります。
　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時29分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○當間　盛夫君　次に、健康長寿おきなわの復活策は
本気度が私は見えないということで質問させてもらっ
ているんですけれども、復活宣言の具体的取組をお伺
いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　健康・長寿おきな
わの復活に向けては、県民一人一人の健康づくりや生
活習慣病予防に向けて取り組んでいくことが、それを
強化することが重要であると考えております。具体的
には、健康的な生活習慣の習得に向けた各種イベント
やメディアを活用した普及啓発、副読本を活用した小
中学生の健康教育等に取り組むこととしております。
中でも、特に平均寿命の延伸には、働き盛り世代の対
策が重要であると考えておりまして、企業等が従業員
の健康づくりに取り組む健康経営を推進し、生活習慣
病の発症と重症化の予防に向けた取組を官民一体と
なってやってまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。

○○當間　盛夫君　平成26年に危機状態だといって取
り組んだものが、その平成26年の時点より今もっと
悪くなっているわけです。今この健康長寿、健康寿命
というんですか、これ今どのくらいの位置に沖縄県は
あるんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
　　　午前11時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　まず健康寿命につ
いてでございますが、令和３年の12月に厚労省より
公表された数値が、令和元年の状況がございますけ
れども、男性が72.11年、女性は75.51年ということ
で、男性がその前の26位から40位へ、女性は10位か
ら25位へと下がっている状況でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　何にも成果が現れていない、取り組
んでいないと。全く沖縄県は、基地問題だとか、その
貧困だと言われながら、そういったことを一切取り組
んでいないというような成果になっているというふう
にも思います。皆さん、労働局もやっているんですけ
れども、うちなー健康経営宣言という取組があるんで
すが、これ今どれくらいの事業者数になっています
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　うちなー健康経営
宣言につきましては、沖縄労働局などと５者協定を結
びまして、県としても一緒に取り組んでいるところで
ございます。令和４年の２月末現在で、388の事業所
がうちなー健康経営宣言を行っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　知事、大分県が今度トップになっ
たんですよ。大分県が何をやったかといったら、こ
の健康経営の企業を、今大分県は600社余っています
よ。700社近くの企業がその健康経営ということに宣
言をして取り組んでいると。やはり一つ一つやろうと
言ったものから、やはりやるべきですよ。沖縄県はこ
の健康経営宣言されていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　事業所としての沖
縄県庁という意味でお答えしますと、県としての宣言
はまだ行っておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　知事、やっぱり県からやるべきで
す。沖縄労働局が最初にやったんですよ、これ。沖縄
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労働局がやって、今各企業にそのことをやる。市町村
もなかなかないんですけれども、やっぱり沖縄県だか
らこそ、この健康経営をやる。沖縄県の職員が健康じ
ゃなくて、ほかの企業に、皆さん健康経営、健康にな
りなさいよと言えるはずがないんです。その辺知事ど
うですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほども答弁にありました
けれども、特に平均寿命を延ばしていく、健康寿命を
延ばしていくためには、働き盛り世代の方々に対する
特化した取組が必要です。実は現在、金城政策参与と
健康長寿課で連携をして、企業を対象に、ある一点に
絞ってぜひその健康観察をしようと。それは何かとい
うと血圧です。沖縄県はこの高血圧に起因する疾病の
率が非常に高い。そしてそれとまた失命率も高い。つ
まり命を亡くされる、あるいは重大な――何というん
でしょうか、麻痺を残してしまうということから、
やはり健康経営の第一歩は、血圧を測ろうということ
で、ある一定数の企業に対して、例えば３か月とか４
か月とか、ある一定期間毎日血圧を測って、自らその
取組を確認してみようということを具体的にやってい
く。いろんな健康食を食べましょう、運動しましょ
う、何をしましょうというのは、もちろん網羅的に
やりますけれども、特にそこに特化して取組をしてみ
て、そこからさらに沖縄が健康長寿を延ばしていくた
めにはどのような取組ができるかということに広げて
いきたいということを、今具体的に計画をしておりま
す。
　ぜひ令和４年度は、本当に健康長寿おきなわ復活の
ための第一歩を力強く踏み出せるように取り組んでま
いりたいというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　頑張ってください。
　知事、それと沖縄県のこの65歳以上の、部長、有
業率ということを把握されていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　平成29年――これ総務省統計局の就業構造基本調
査によりますけれども、沖縄県が19.7％、ちなみに
全国が24.4％というふうになっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　高齢社会沖縄。沖縄も10年後には
人口減少が始まるというようなこと。今回のその健
康状態においても沖縄県はそれが下がってきていると
いうことになってくると。やっぱりお年寄りになって
も、高齢化していっても、健康で働くという体制をつ

くるべきだというふうに私は思っているんですよ。こ
の65歳以上、高齢者の皆さんのその就業率、有業率
の向上ということをこれからどのように取り組みます
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後11時36分休憩
　　　午後11時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　高齢者の雇用促進ということについてですけれど
も、これは令和３年４月に施行されました改正高年齢
者雇用安定法におきまして、65歳までの雇用確保の
義務に加えまして、70歳までの就業確保措置を講ず
ることが事業主の努力義務とされております。県では
高齢者の就業機会の拡大を図るため、国の制度等の周
知を図るほか、沖縄県シルバー人材センター連合や、
新設のシルバー人材センターへの支援等を行うととも
に、ワーク・ライフ・バランス等の働きやすい環境づ
くりなどに取り組んでおります。また、少子高齢化や
生産年齢人口が減少する中で、社会の活力を維持し、
本県の持続可能な社会経済の発展を図っていくために
は高齢者等の多様な人材の活躍促進が重要でありまし
て、県では新たな振興計画（案）におきまして、高齢
者の活躍促進を施策の一つとして位置づけ、働く意欲
のある高齢者が知識や経験を生かして活躍できる環境
づくりに取り組むこととしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　次に、乗合バス事業者の経営収支の
状況。国、県、市町村の財政的支援はお分かりになり
ますでしょうか。答弁ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　路線バスは、県民や観光
客の移動手段として重要な役割を担っており、それを
確保・維持することが重要であると考えております。
このため県は、運行収入だけでは維持が困難な路線に
ついて、国や市町村と連携して支援を行っており、令
和２年度は36路線に対して国、県、市町村合わせて
約５億5000万円を支援しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　国、県合わせて５億近くのこの赤字
路線補助ということをやっている。私は再三、この乗
合バス事業者の統合、連携ということを図るべきだと
いうふうに提言しているんですが、これはどのように
取り組まれていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
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○○企画部長（宮城　力君）　今、県では基幹バスシス
テムの導入に向けて検討――関係各位といろいろ意見
交換をしているところで、バス事業者、関係市町村、
有識者、国、県で構成する沖縄県公共交通活性化推進
協議会、この中でバスネットワーク、バス網の最適化
については議論をしているところでございます。そ
してバスの支線の再編ができれば、乗り継ぎの問題が
出てきますので、乗り継ぎ運賃、ひいては料金プール
制、これについても今後議論を深めていきたいという
ふうに考えているところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　この新たな振興の部分で、我々この
50年間、こういろいろと国から予算を引っ張ること
を政治的にはやってきたというふうにも言われていま
す。バケツに水は入れるんだけれども、この漏れが大
きかったと。この漏れをいかに防ぐかというのが今回
の新たな振興の地域経済の循環だとか、自給率の向上
だというふうに言われておりますので、しっかりとそ
の政策をやる。沖縄県は県民所得が最下位。県民所得
を上げるというのもなかなか難しい。この50年やっ
ても難しいということになれば、先ほど知事からあっ
たように、沖縄県のこの健康状態をいかに戻すかとい
うことも私は大事な視点だというふうに思いますし、
健康になるためにはその公共交通、バスを含めた鉄軌
道云々というのはもう夢になっているかもしれない。
この公共交通をいかに活性化していって、皆さんが健
康そのもので公共交通をしっかりと活用してもらうか
ということをやってもらうということが大事だという
ふうに思っています。
　休憩します。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後11時41分休憩
　　　午後11時41分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○當間　盛夫君　申し訳ない。デジタルと小中学校の
ものがちょっと時間的に行けませんでした。
　新型コロナに係る経済対策についてお伺いをいたし
ます。
　地域観光事業支援、経済対策というのは、令和３年
の積み残し、いろんなものがあると思うんですけれど
も、明許繰越ができるというふうな認識でいいんで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時41分休憩
　　　午前11時42分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　国の地域観
光事業支援の需要喚起部分を活用して、彩発見キャン
ペーンを展開しているところでありまして、今般、一
部48億ほど宿泊事業者感染症対策支援事業の減額分
を活用しまして、増額補正をした後に、執行見込額を
差し引いた79億8000万円を繰り越す方向で手続を進
めております。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　そういう繰越しというのは、国も認
めているという認識でいいわけですね。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時42分休憩
　　　午前11時42分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　所管省庁の
観光庁が、財務省と今調整しているというふうに聞い
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　ありがとうございました。
　質問項目を上げて質問ができなかった部分、担当の
皆さんには大変申し訳なく思っております。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
　　　〔瀬長美佐雄君登壇〕
○○瀬長　美佐雄君　ハイサイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。
　皆様、こんにちは。
　日本共産党、瀬長美佐雄です。
　一般質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、日本復帰50年の節目に当たって。
　今、世界は、戦争と平和をめぐる重大な岐路に直面
しています。ロシアのプーチン政権によるウクライナ
侵略は、国連憲章２条４項の武力行使禁止原則に明白
に反する重大な犯罪行為であり、断固抗議し、軍事作
戦の即時中止とロシア軍の撤退を強く求めるもので
す。ロシアのウクライナ侵略に抗議する反戦デモや
スタンディングが、ロシア国内で、世界中で、日本全
国、沖縄県内でも取り組まれています。ウクライナへ
の連帯のうねりが、国連総会の緊急特別会合が開催さ
れる力になっています。今日の県議会決議もまた重要
な意味を持つものと確信します。憲法９条を持つ日本
が行うべきは、ロシアのウクライナ侵略反対の一点で
平和的解決に取り組むことです。
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　ウクライナ侵略を利用して、日米軍事同盟の軍事力
強化を唱える動きは看過できません。安倍晋三元総理
が、27日放送の民放番組で、米国の核兵器を自国領
土内に配備して共同運用する核兵器共有について議論
すべきと主張しました。ロシアのプーチン大統領は、
既に核兵器運用部隊を警戒態勢に置き、核戦争のおそ
れすら現実味を帯びてきたと言われる中で、非核三原
則を投げ捨てる安倍元総理の発言は許せません。実際
の核使用の危機が高まる中、唯一の被爆国日本が取る
べき道は、軍事同盟強化ではなく、核兵器禁止条約に
参加し、核兵器廃絶実現に取り組むべきではないで
しょうか。
　日本復帰50年目を迎え、核も基地もない平和な島
沖縄実現を求める県民の願いに応える取組が、玉城デ
ニー知事に期待されています。デニー知事の平和構築
への決意、ウクライナ連帯への所見を伺いたいと思い
ます。　　
　ア、アジア太平洋地域平和連携推進事業の目的と意
義及び東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）を中心とす
るアジアの平和共同体との連携強化について伺いま
す。
　イ、米軍基地問題情報発信強化事業の目的と意義、
期待される効果を伺います。
　ウ、ワシントン事務所の成果と今年度の事業計画、
国連の軍縮機関との連携や軍隊のない国との連携の探
求を求めるものです。
　(2)、日本政府の軍事力増強、敵基地攻撃能力の保
有増強、軍事費の拡大は、県民の不安を高めていま
す。日本復帰に託した県民の願い実現のために、日本
政府に対し軍事費の削減、日本国憲法の遵守、平和外
交の努力を求めるべきと思うが見解を伺います。
　(3)、一括交付金の果たしてきた成果及び大幅な減
額の理由、市町村事業への影響を伺います。
　２、ヘイトスピーチ規制条例（仮称）の制定に向け
た進捗状況を伺います。
　(1)、沖縄県民に向けられたヘイトの現状と認識を
伺います。
　(2)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解
消に向けた取組の推進に関する法律への附帯決議への
見解を伺います。
　(3)、川崎市の条例を参考に、沖縄県民の尊厳と人
権を守る実効性のある条例にすべきと思うがどうか伺
います。
　３、産業振興と雇用創出を図り、暮らし支援の拡充
を。
　(1)、再生医療分野の研究開発及び事業化の意義と

期待される効果、今後の再生医療関連施設整備の事
業計画を伺います。豊見城市内での同施設整備を引き
続き求める声があります。計画推進の条件等を伺いま
す。
　(2)、正規雇用化促進・若年者活躍促進事業の成果
を伺います。
　(3)、食支援連携体制構築事業の目的と意義、食支
援を行う団体等への支援の現状を伺います。
　４、農林水産業振興・農家支援について。
　(1)、新規就農者支援事業等の実績・成果と今後の
取組を伺います。
　(2)、県立農業大学校の移転整備事業費が新年度に
計上されています。我が母校であり、元同窓会長とし
て、整備検討委員会にも同窓会長として関わっただけ
に、移転整備・開校に期待するものです。現在の農業
大学校用地に、北部基幹病院の整備予定でもあり、事
業のスケジュールを伺います。
　(3)、豚熱による養豚業者等に対する支援事業の実
績、県独自の支援事業等について伺います。
　５、米軍基地問題について。
　(1)、嘉手納基地周辺の住民３万5566人が、第４次
嘉手納爆音訴訟を那覇地裁に起こした。夜間・早朝の
米軍機の飛行差止めや騒音被害に対する損害賠償を国
に請求しています。戦後77年、日本復帰50年を迎え
る年に、憲法が保障する人権と日常が脅かされている
沖縄の現状への見解と問題解決への県の取組を伺いま
す。
　(2)、沖縄県気候非常事態宣言の実現のためには、
米軍駐留や軍事訓練に伴うＣＯ２排出問題は避けられ
ない課題ではないか。気候危機対策としても軍事基地
撤去に取り組むべきではないか見解を伺います。
　６、国際交流・協力の推進について。
　(1)、第７回世界のウチナーンチュ大会の準備状
況、事業内容・取り組む意義等を伺います。
　(2)、ウチナーネットワークコンシェルジュの運用
状況と今後の展開について伺います。
　７、豊見城市内の県道整備の進捗、根差部入り口の
電柱撤去及び信号機設置の取組を伺います。
　８、我が党の代表質問との関連はありません。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　瀬長美佐雄議員の御質問に
お答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(2)、
政府に平和外交の努力を求めることなどについてお答
えいたします。
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　県民は、今から50年前、本土復帰によって米軍基
地も本土並みになるもの、つまり減らされていくも
のと期待しておりました。しかし、依然として全国の
米軍専用施設面積の約70.3％が本県に集中し、今な
お、県民は過重な基地負担を背負っております。米中
対立が激しさを増す中で、沖縄が攻撃目標とされるよ
うな事態は決してあってはならないと私は考えており
ます。私は、県民の生命財産を守り、沖縄の振興・発
展を図るためには、アジア太平洋地域の平和と安定が
維持されることが、極めて重要であると考えておりま
す。そのため、昨年５月に日米両政府に対し、さらな
る基地の整理縮小や、アジアにおける緊張緩和と信頼
醸成等を求めたところです。
　なお、憲法につきましては、平和国家を目指すとい
う我が国の立場を訴える役割を果たしてきたものと考
えております。また、防衛関係予算の在り方について
は、国政の場で国民に納得が得られるような議論を深
めていただきたいというように考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)のア、アジア太平洋地域平和連携推進事
業についてお答えをいたします。
　県では、復帰50周年記念事業として、沖縄の平和
を希求する心や歴史的・地理的特性を生かし、アジア
太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成に寄与することを目
的に、アジア太平洋地域平和連携推進事業を実施した
いと考えております。
　県としては、中国の台頭や米中対立等、沖縄を取り
巻く安全保障環境が厳しさを増している状況を踏ま
え、地域の緊張緩和と信頼醸成を図る必要があると考
えており、本事業を実施することにより、アジア太平
洋地域の平和と安定、ひいては沖縄の基地負担の軽減
につなげることを目指してまいりたいと考えておりま
す。本事業を実施する中で、東アジアや東南アジア等
の国・地域と様々な分野で連携を図ってまいりたいと
考えております。
　同じく１の(1)のイ、米軍基地問題情報発信強化事
業についてお答えをいたします。
　県としては、復帰50年を迎えてもなお沖縄に米軍
基地が過度に集中し、県民が過重な負担を強いられ続
けていることについて、幅広く周知を図る必要がある
と考えております。このため、復帰50年の機会を捉
えていま一度、沖縄の米軍基地問題に関する正確な情

報を県内外に発信し、県民・国民一人一人がこの問題
の当事者として考え、解決に向けた議論を創出するこ
とを目的に、米軍基地問題情報発信強化事業を実施し
たいと考えております。
　県としては、本事業の実施により、沖縄県の米軍基
地問題に対する県民、国民の理解を促進することで、
在沖米軍基地の整理縮小等を図ってまいります。
　同じく１の(1)のウ、ワシントン駐在の成果等につ
いてお答えをいたします。
　ワシントン駐在のこれまでの働きかけ等により、連
邦議会調査局報告書における在沖米軍に関する正確な
記載や、連邦議会下院の小委員会報告書における辺野
古新基地建設計画に対する懸念等の記載がなされてお
ります。今年度は、米国連邦議会関係者等に加え、米
国内の有識者に向けた働きかけ等に力を入れたことに
より、米国の大学院等が開催した沖縄の基地問題に関
するウェビナーにおいて、知事が登壇し、県の考え方
等を発信しております。また、平成30年に知事が訪
米された際に、国連の軍縮担当の事務次長と面談し
ており、引き続き国連への働きかけに取り組むことと
しております。コスタリカ等、軍隊のない国について
は、これらの国の取組等について確認してみたいと考
えております。
　５、米軍基地問題についての(1)、騒音の現状への
見解と県の取組についてお答えをいたします。
　嘉手納飛行場をめぐる訴訟については、これまでに
第１次、第２次、第３次といずれも、環境基準を超え
る騒音被害に対して国の賠償責任を認めております
が、飛行差止めには至っておりません。戦後76年を
経た今もなお、依然としてこのような訴訟が提起さ
れるのは誠に残念であります。同飛行場をめぐって
は、昼夜を問わないエンジン調整や訓練、外来機の度
重なる飛来や暫定配備に加え、パパループの一時使用
など、負担軽減と逆行する状況にあると言わざるを得
ません。
　県としては、今回の訴訟を大きな関心を持って注視
していくとともに、今後とも引き続き日米両政府に対
し、嘉手納飛行場の騒音の軽減を粘り強く働きかけて
まいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(3)、一括交付金の成果等についてお答えいた
します。
　平成24年度に沖縄振興交付金が創設されて以降、
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ソフト交付金を活用し、離島住民の交通コストの低
減や子供の貧困対策、学習支援員の配置等による教育
の充実、観光プロモーション等による観光振興、高度
ＩＴ人材の育成等による情報通信関連産業の高度化な
ど、多方面において各種施策を展開いたしました。ま
た、ハード交付金については、モノレールの延長、医
療施設や教育施設の整備など、社会資本の整備を図っ
てきたところです。令和４年度沖縄振興予算案におい
て沖縄振興交付金が対前年度約219億円の減となった
理由について、国は必要と考える所要額を積み上げ
た結果であると聞いております。市町村事業において
も、一定の影響が生じることは避けられないものの、
ソフト交付金については市町村間流用、ハード交付金
については前年度と同程度の予算額の確保など、影響
を軽減するよう対応してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　２、ヘイ
トスピーチ規制条例（仮称）の制定に向けた進捗状況
についての御質問の中の(1)、沖縄県民に向けられた
ヘイトについてお答えいたします。
　沖縄県や沖縄県民に対する批判や誹謗中傷などが、
主にインターネットに投稿されていることは承知して
おります。意見や考えを自由に表現することは、憲法
で保障されておりますが、その言動が人の心を傷つけ
るおそれもあることを一人一人が認識し、他者を尊重
し合える社会であることが重要だと考えております。
　次に同じく２の(2)、差別的言動解消法附帯決議へ
の見解についてお答えいたします。
　衆参両院の法務委員会附帯決議において、本邦外出
身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、
いかなる差別的言動であっても許されるという理解は
誤りであり、法の趣旨、憲法及び人種差別撤廃条約の
精神に鑑み、適切に対処することとされております。
　県としましても、全ての人々の人権が尊重されるこ
とは、平和で豊かな社会にとって重要であり、人権を
侵害する不当な差別的言動は許されるものではないと
考えております。
　同じく２の(3)、県民の尊厳と人権を守る実効性の
ある条例とすることについてお答えいたします。
　川崎市の条例においては、人権全般を対象とした不
当な差別的取扱いを禁止する規定を設けております
が、規制については本邦外出身者に対する不当な差別
的言動が対象となっております。県では、有識者によ
る委員会を設け、表現内容の概要や表現活動を行った

者の氏名を公表するなどの規制を含む構成案を示して
おり、様々な意見を伺ったところです。
　県としましては、今後、規制の効果や課題について
検討を重ねながら、条例案の作成に取り組んでまいり
ます。
　次に３、産業振興と雇用創出を図り、暮らし支援の
拡充についての御質問の中の(3)、食支援連携体制構
築事業についてお答えいたします。
　県では、沖縄子どもの未来県民会議と連携し、子供
の居場所や生活困窮家庭への持続可能な食支援体制を
構築するおきなわこども未来ランチサポートの取組を
実施しております。今年度は、１月末現在で54社の
協賛企業の協力の下、59か所の子供の居場所等へ食
料品等を配布しております。子供の居場所や地域の子
ども食堂への支援としましては、子どもの居場所ネッ
トワーク会議を設置し、支援情報の共有や支援の質向
上のための研修等に取り組んでいるところです。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　３、産業振興と雇用
創出を図り、暮らし支援の拡充についての(1)、再生
医療関連施設整備の事業計画についてお答えいたしま
す。
　再生医療分野は、今後市場規模の大幅な成長が見込
まれる高付加価値産業であり、再生医療技術の研究開
発を推進し事業化することにより、県の経済振興に寄
与するものと考えています。県では、新たな振興計画
（案）において、「健康・医療分野を軸とした産業拠
点の形成」を掲げており、再生医療を含む健康・医療
分野の企業集積の呼び水となる産業支援施設につい
て、新たな振興計画期間中の整備に向け、取り組む考
えです。施設に必要な機能や施設内容等については、
来年度策定予定のバイオ関連産業の振興に係る分野別
計画の中で検討してまいります。
　同じく３の(2)、正規雇用化促進・若年者活躍促進
事業の成果についてお答えいたします。
　県では、正規雇用の拡大に向けて、正規雇用転換に
係る専門家派遣や研修費補助を行うとともに、若年者
の正規雇用に対して助成を行っております。労働力調
査によると、県内の正規雇用者数は増加傾向にあり、
また正規雇用割合も上昇傾向にあることから、正規雇
用化が進んでいるものと考えております。若年者の活
躍促進に向けては、大学等と連携した就職支援、職場
訓練によるマッチング、就業意識醸成に向けた取組等
を実施しており、若年者の完全失業率の改善や就職内
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定率の向上等につながっております。
　県としては、引き続き沖縄労働局等の関係機関と連
携し、正規雇用の拡大と若年者の活躍促進に取り組ん
でまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　４、農林水産業振
興・農家支援についての(1)、担い手育成・確保対策
の成果及び新規就農者支援事業の概要についてお答え
いたします。
　県では、一括交付金等を活用し、平成24年から令
和３年までの10年間で、3000名の新規就農者の育成
目標に対し、令和２年までの９年間で、2834名の新
規就農者を育成してまいりました。令和４年度から
は、新規就農者支援事業において、就農相談員の配置
に伴う相談体制の整備や就農後の経営発展のための農
業機械・施設等の導入に係る助成支援を計画しており
ます。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、農業
の担い手の育成・確保に取り組んでまいります。
　同じく４の(2)、県立農業大学校移転整備の進捗に
ついてお答えいたします。
　令和３年度における県立農業大学校移転整備事業の
主な取組としては、移転用地の用地取得と建設工事に
伴う実施設計を行ってきたところであります。令和４
年度は、当初予算において、約17億2000万円を計上
し、施設の建築に着手することとしております。
　県としましては、引き続き令和６年度の開校に向
け、宜野座村や関係機関と連携し、移転整備に取り組
んでまいります。
　同じく４の(3)、豚熱による養豚業者への支援事業
についてお答えいたします。
　豚熱発生に伴う補償について、豚を殺処分した発生
農場へは令和２年３月９日に、移動・搬出制限を受け
た農場へは令和３年12月27日に、全て手当金等の支
払いを完了しております。また、豚熱発生農場に対し
ては、県家畜改良センターからの種豚の供給や移動制
限に伴う一時避難設備の設置補助など、県独自の支援
を行いました。
　県としましては、引き続き特定家畜伝染病の侵入防
止のため、危機管理体制の強化、畜産農家の飼養衛生
管理基準の遵守が図られるよう取り組んでまいりま
す。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。

　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○○環境部長（松田　了君）　５、米軍基地問題につい
ての(2)、沖縄県気候非常事態宣言の実現と米軍基地
についてお答えします。
　県は、2050年カーボンニュートラルを目指し、県
民一丸となって取り組むことを掲げて、令和３年３月
に沖縄県気候非常事態宣言を行っております。一方、
米軍基地内で使用されている燃料やエネルギー使用量
は公表されていないことから、米軍基地に起因する温
室効果ガス排出量は把握できておりません。人類の生
存基盤に影響を及ぼすおそれのある気候変動問題は、
全世界で取り組むべき喫緊の課題であることから、米
軍基地から排出される温室効果ガスについても削減し
ていく必要があると考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　６、国際交
流・協力の推進についての(1)、世界のウチナーン
チュ大会の準備状況等についてお答えします。
　第７回大会は、復帰50年の節目の年に、沖縄を思
う心やアイデンティティー等でつながる国内外のウチ
ナーンチュが一堂に会し、ウチナーのチムグクルを世
界に発信することで、ウチナーネットワークのさらな
る継承・発展を図ります。今大会は、コロナ禍で来県
できない皆様も参加できるようハイブリッド形式での
開催に向け取り組んでいるところです。これまでに、
大会シンボルマーク、テーマソング等を決定してお
り、引き続きオンラインキャラバンの実施等、機運醸
成に取り組むとともに、毎回好評を得ている前夜祭パ
レード、開会式、閉会式等の各種イベントが、ハイブ
リッド形式においても魅力的となるよう検討を進めて
まいります。
　同じく６の(2)、ウチナーネットワークコンシェル
ジュの運用状況等についてお答えいたします。
　令和３年４月、ウチナーネットワークコンシェル
ジュをＪＩＣＡ沖縄センター内に設置し、ウェブやＳ
ＮＳ等を活用した海外県系人等に対する交流事業を展
開しております。例えば、国内外の活動情報等を集約
したニュースレターや首里城復興等を紹介する動画番
組の多言語配信、国内外の若者が集うオンラインイベ
ントの開催、海外県人会長とのゆんたく会など、コロ
ナ禍においても世界中のウチナーンチュとつながる取
組を推進しております。引き続きウチナーネットワー
クコンシェルジュの機能を最大限活用し、第７回世界
のウチナーンチュ大会を盛り上げていくとともに、大
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会後もきめ細かな交流が継続できるよう、ＪＩＣＡと
も連携し、充実強化を図ってまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　７、豊見城市内の県
道の整備、根差部入り口の電柱撤去及び信号機設置の
取組について(1)、市内の県道整備の進捗等について
お答えいたします。
　豊見城市内の県道については、豊見城中央線、東風
平豊見城線及び豊見城糸満線で事業を実施しておりま
す。令和２年度末の進捗率は、事業費ベースで、豊見
城中央線は約80％、東風平豊見城線は約94％、豊見
城糸満線は約４％となっております。また、根差部入
り口付近の市道に位置する電柱の撤去については、電
線管理者及び豊見城市により、撤去に向けて調整が進
められているとのことであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○○警察本部長（日下真一君）　７、豊見城市根差部入
り口の信号機設置についてお答えいたします。
　信号機につきましては、交通量、交通事故の発生状
況、周辺における道路や施設の設置計画状況等を考慮
した上で設置の必要性を判断しております。御質問の
箇所につきましては、道路管理者において、交差点の
形状や運用計画などの検討が現在も進められているも
のと承知しており、信号機の設置の御要望につきまし
ては、その結果も踏まえ、今申し上げたような観点か
ら引き続き検討してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　質問の途中ではありますが、
瀬長美佐雄君の再質問は時間の都合もありますので午
後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時14分休憩
　　　午後１時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　瀬長美佐雄君の再質問を行います。
　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　どうも答弁ありがとうございまし
た。
　まずヘイトスピーチ条例に関して再質問します。
　このヘイトスピーチ条例を制定しようという取組に
この間かかっているということ自体は、本当に高く評
価したいと思います。

　まず、川崎市の条例が進んでいるんじゃないかとい
う思いで質問しました。そこの市議団とも連携いたし
まして、つくるための経過であるとか課題をお聞きし
まして、注目されていたのが、罰則規定をつけるのか
どうか。当市議団はやっぱり表現の自由に最大限配慮
が必要だし、そことの兼ね合いをとても真剣に議論し
たと。その上で制定したということで、その点で例え
ば裁判もありました。大阪市の条例に関する表現の件
で、この裁判の意味するもの、結論的に判決はどうい
うことに至っているのかまず確認します。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　このほど
出されました大阪市の条例に対する最高裁の判決でご
ざいますけれども、ヘイトスピーチの表現内容の拡散
防止であるとか、表現内容の概要、それから表現を
行った者の氏名の公表をすることは、表現の自由を一
定の範囲で制約するものであるとしながら、ヘイトス
ピーチは抑止する必要性が高く、加えて条例制定時、
市内では過激で差別的言動を行う街宣活動が頻繁に行
われていたことも勘案すると正当であるというふうに
指摘をしておりまして、制限は事後的で制裁もないこ
とから、合理的で必要やむを得ない限度にとどまると
いうことで合憲の判決が出たというところでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　ちなみに川崎市の条例では、川崎
市差別防止対策審議会の意見を経て公表であるとか、
罰則に踏み切るというふうな流れになっています。県
内で今検討会議が２回行われたという点で、この罰則
あるいは公表についてどのような議論になったのかお
伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　２回検討
会が行われた中では、たたき台といたしまして、想定
される項目について構成案としてお示ししながら御意
見を伺ったところでございます。まずこちらから示し
たものに関しましては、行為の概要の公表と氏名の公
表というところで第１回委員会はお示しいたしまし
た。それにつきましては、氏名の公表というのが非常
に重たいものであるという御意見も出たところです。
罰則よりも氏名の公表は重いのではないかという意見
も出たところではございます。第２回委員会において
は、そうした意見を踏まえまして、また違う形での案
ということで、氏名の公表を抜いた案もお示ししなが
ら、またそれぞれ御意見を伺ったところです。県案の
策定に当たりましては、これから様々なこれまでの御
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意見も踏まえながら、規制の効果と課題等について検
討しながら、また議論をしていきたいと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　川崎市の条例で罰則対象というの
は、本邦外出身者に対する差別というふうに限られて
いて、今県内で進めている条例制定の中で、ここに
絞った形での罰則は必要、あるいは必要ない。どんな
到達になったんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　２回の検
討委員会で示しました規制の内容といたしましては、
先ほど申し上げましたような行為の概要の公表と氏名
の公表についてをお示ししながら議論をいただいたと
ころです。制限の度合い等も踏まえまして規制は考え
ていくわけですけれども、罰則を設けるとかそういっ
た規制を設ける場合には、その処罰の対象となる行為
の範囲が明確に規定をされていなければならない、過
度に広範なものとなることが許されないというところ
もございまして、その効果という面で、例えば極端に
限定された表現を避けるような形での表現がなされた
りといったようなところも課題として示されていると
ころでございますので、そのような個々の規制の効果
と課題を今後突き合わせながら、県案を検討してまい
りたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　検討会議、２回行われて、今言う
まだ確定的ではない罰則規定、公表について意見を
伺ったと。これをどうするのかという、確定させる作
業を内部でやる。例えば、パブリックコメントも控
えていると。このパブリックコメントの中で、例えば
罰則規定を設けるべきだと、公表もすべきだというふ
うな意見に基づいてそういった修正もあり得ると。ど
ういう形で取り組むのか、そこが見えないので確認で
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　今後県の
骨子案を策定いたしまして、またその際には、パブ
リックコメントという手続を取ることになるかと思い
ますけれども、そこで寄せられました様々な御意見に
関しましては、一つ一つ検証させていただきながら、
参考とすべきものは参考とさせていただくこともある
と思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　あとは、委員会でまたお願いしま
す。

　アジア太平洋の平和構築に関して質問します。
　アジア太平洋地域の連携事業、この目的に、軍事に
よらない平和構築の方向の調査検討が進められていま
す。今、ＡＳＥＡＮの10か国、日本、中国、韓国、
オーストラリア、ニュージーランド、インド、アメリ
カ、ロシアから成る18か国で毎年のように首脳会談
が交わされて平和構築の仕組みができている。これに
関わって軍事によらない話合い、対話による平和構築
が東アジアはまずできていると。そこに対して、県と
して積極的に調査検討し、関わっていくというふうな
ことがこの事業にも合致するかなと思いますが、どう
なんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　沖縄県といたしましては、琉球王国時代にアジアの
国々との交易を通して人と文化のかけ橋、すなわち万
国津梁を目指してきた歴史や日本本土と東アジア及び
東南アジアの中央に位置するという地理的特性に加
え、太平洋戦争の地上戦や戦後の米軍統治などの困
難な経験を踏まえた沖縄の平和を希求する心を生かし
て、同地域の緊張緩和と信頼醸成に取り組みたいとい
うふうに考えております。具体的には、まず初めにア
ジア太平洋地域の国、地域に対し、沖縄県は同地域の
平和と安定に向け自ら考え行動していくというメッ
セージを表明するとともに、米中の軍事衝突を防ぎ、
同地域の平和を確保するための連携した取組の必要性
を発信してまいりたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　基地問題情報発信を強化していく
というこの事業にも期待されますが、世界へ公式の
チャンネルから発せられて、フェイクによらないちゃ
んとした沖縄県の考え方を多言語で示すということも
求められないかと思いますがどうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　復帰50年を迎えるに当たり、沖縄県としては、復
帰50年を迎えてもなお沖縄に米軍基地が過度に集中
していると、県民は過重な基地負担を強いられ続けて
いる課題について広く発信を行ってまいりたいと思い
ます。情報発信に当たっては、沖縄の米軍基地問題
について、インターネットやＳＮＳ等の普及によっ
て沖縄への誤解であるとか無理解に起因する様々な
意見も発見されており、こうしたことも踏まえて、正
確な情報発信をしてまいりたいというふうに考えてお
ります。今、瀬長議員からございましたところの多言
語化での情報発信ということでございますけれども、
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まずは本事業においては国内向けの情報発信を行いた
いと。ただ一方で米軍基地問題については、米国を含
め国外における理解も重要でございますし、諸外国に
おける世界のウチナーンチュ等への発信も重要でござ
いますので、そうした観点も踏まえて、事業を進める
中で議員から御提案のところの多言語による発信につ
いても検討してまいりたいというふうに考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　ワシントン事務所については、本
当に意義ある成果があると思います。同時に、新年度
の取組の中に世界のウチナーンチュ大会も控えてい
て、県人会のネットワークにも寄与するような取組、
国連の平和機関との連携とＳＤＧｓの推進と、ワシン
トン事務所の担うべき役割は、本当に重要な点が多い
と思います。この点で新年度どういう取組を予定して
いくのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　ワシントン駐在につき
ましては、沖縄県における米軍基地問題の解決を図る
ためには、日本政府のみならず、一方の当事者である
米国政府関係者や連邦議会関係者などに対して、沖縄
県自らが沖縄における基地の実情をしっかりと訴え、
なおかつ米国内における情報収集をしっかりと行うと
いうことが非常に重要だというふうに考えておりま
す。そういった観点から、令和４年度においても、
しっかりとした形で米国内における情報収集、県内に
おける情報発信等をしっかりと行ってまいりたいとい
うふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　国連の機能は多面的で本当に幅広
いものがあります。ＳＤＧｓの推進もそうです。１つ
は平和の点でいうと、コスタリカをはじめ軍隊を持た
なくても平和を維持していると。沖縄県、日本は海洋
国ですが、コスタリカあるいは、ほかの軍隊を持たな
い国も地続きで、陸続きの国境を境にしながらも軍隊
に頼らないで平和構築している国がある。なぜか。こ
れについては、本当に研究して、今軍事力で構えよう
という動き。これはおかしいんじゃないのかと。軍隊
に頼らなくても、軍事力に頼らなくても平和を構築で
きるんだと。こういった国々の研究あるいは連携、こ
の中心を担うのは多分国連でしょうということで、国
連とのそういった軍縮との関わりで、平和構築の関わ
りで研究する必要があろうかと。かなうならば、この
沖縄にそういった平和、軍縮に係る、あるいはＳＤＧ
ｓの推進に係る国連の機構の一部なりを誘致すること

を含めて連携を強める必要があろうかと思いますが、
デニー知事はいわゆる平和の緩衝地構想、沖縄のある
べき姿、知事の思い描く平和構築という点では、そう
いった国連との連携も含めたどのような展開を構想し
ているのか伺いたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時50分休憩
　　　午後１時50分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　東アジアの中心に位置する
沖縄の地理的優位性、それから世界に広がるウチナー
ンチュネットワークなどの活用、そういう沖縄の特性
を生かした世界に対しての情報発信、特にワシントン
事務所を中心としたアメリカ社会に対する沖縄とのつ
ながりと、それから沖縄の平和への取組など、様々な
情報発信の仕方があると思いますが、特にその国際的
な機関を沖縄県に誘致するということも、私は重要な
取組の一つであると思います。そのためには、沖縄で
ある種の会合が開かれる喫緊の――私たちが要請して
いるのはＧ７の関係閣僚会議ですが、そのような会合
の誘致なども行いながら、国連の機関あるいは国連大
学と同じようなグローバルなネットワークを持ってい
る機関などの誘致――これはもう当然国の協力も必要
ではありますけれども、そのような沖縄の特性をこ
れからも生かしていけるような取組を、具体的にどの
ような形でそれを進めていけるのかについても、復帰
50周年の令和４年は、ぜひ検討を始めていきたいと
いうように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　ぜひ検討をよろしくお願いいたし
ます。
　今言う沖縄の特殊性という点では、世界に県系人の
ネットワークがあると。これもまた世界平和の一翼を
担うような発展が期待されています。今年第７回世界
のウチナーンチュ大会、先ほど準備状況ありました
が、私は、世界から選ばれる国際的な観光都市を目
指す上で一つの試金石になろうかと。コロナ感染の対
策を万全に取り組むことを前提としつつ、より多くの
県系人が来訪されるような環境に頑張っていただきた
い。その点では、外務省への要請、渡航費の支援、世
界の同胞への参加呼びかけの取組が大事かと思います
がどういうふうな取組をされるのか確認します。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　第７回の周
知につきましては、大会ホームページやウチナーネッ
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トワークコンシェルジュを活用した情報発信に加え、
シンボルマーク、キャッチフレーズ、テーマソングの
公募、図画コンクールの実施等、国内外に向けた機運
醸成を実施しているところであります。加えまして、
今年３月に北米・南米各国を対象にオンラインキャラ
バンを実施することとしておりまして、このキャラバ
ンでは大会の認知度向上を図り、大会参加者からの機
運醸成、大会参加への意欲喚起につなげることを目的
に実施することとしております。大会の概要説明のほ
か、参加者の方々に臨場感を持ってもらうための県人
会と交流のある団体による芸能演舞、首里城や牧志公
設市場、空手会館からの出張配信などを行ったり、各
市町村からのメッセージ動画、またルーツ検索サービ
スを紹介することなどを盛り込みまして、大会への参
加意欲、関心を高めることにつなげていきたいと思っ
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　ウチナーネットワークコンシェル
ジュの取組も期待されるものがあります。関係者は世
界のウチナーンチュセンターの整備を発展的には求め
ていると思うんです。ですからウチナーネットワーク
コンシェルジュの運用状況の活性化、発展が、そのセ
ンター実現の展望を開くことが期待されています。そ
れだけに今世界のウチナーンチュの多様な要望に応え
られるような活動展開、活動の活性化の取組をする上
でも、国際交流団体との連携が必要だろうと。実際に
どのような取組で成果を上げているのかを伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　次世代ウチ
ナーネットワークを安定的に継承するために、ＪＩＣ
Ａと連携して昨年の４月からウチナーネットワークコ
ンシェルジュを運営しております。５つの機能があり
まして、１つ目が人的ネットワークの継承、２つ目が
情報発信集約、３つ目が交流活動促進、４つ目が相談
窓口、５つ目が歴史継承に関する業務を実施している
ところです。今年度の主な取組としましては、人的
ネットワークの継承では、県系子弟留学生の２名を受
入れしております。また情報発信集約では、ＳＮＳで
の発信、ユーチューブそれからニュースレターでの発
信等を行っております。交流活動促進では、オンライ
ンイベント――これは慰霊の日であるとか、あるいは
県系人を通したイベントを行っております。ウチナー
ネットワークサポート事業ということで、活動してい
る団体への支援を行っております。相談窓口としまし
ては、国内外からの相談受付、県人会のゆんたく会と
称したブラジル、ボリビア等々の県人会との交流を

行っております。歴史継承としましては、県立図書館
と連携しましてルーツ調査を多言語で連携して案内す
るといった取組を行っているところでございます。ま
た情報発信につきましては、第７回ウチナーンチュ大
会の情報発信も行っているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　世界からも、魅力的なこういう取
組をできる地域はまずないだろうと言われるほどに、
世界のウチナーンチュ大会は意義あるものと。より意
義あるものにする、復帰50年、首里城の復元にも走
り出したと。こういう新たなことを国連機関の中満泉
国連事務次長は、先般、６・23の平和の、慰霊の日
にメッセージを寄せていただきました。とても関心を
持たれています。軍縮も含めた新たな沖縄の展開とい
う点では、世界のウチナーンチュ大会に何らかの案内
あるいはメッセージ等々も呼びかけられてはどうかと
思いますが、その考えはないか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　第７回の大
会に世界で活躍する県系人、あるいは沖縄県に思いの
ある方々を招待して発信していただくということは検
討しているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　できましたら中満さんもぜひ検討
していただきたい。
　あと米軍基地問題でいうと嘉手納爆音訴訟の点で、
なぜ繰り返されるのかと、収めることができないのか
と本当に憤りを持ってこの訴訟に取り組まれていると
思います。
　端的に伺いますが、こういった爆音、公害というか
抑えられない。この要望が長年かかってもかなわな
い。一体何なんだと。どこに原因があるんだというふ
うに皆さんは捉え、それをどうしようとしているのか
端的に伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　嘉手納飛行場及び普天間飛行場周辺地域における爆
音等につきましては、嘉手納町をはじめ県も軍転協と
も通じて航空機騒音の軽減を繰り返し求めてきたとこ
ろでございます。一方で米軍においては、日米同盟目
的達成のために必要な訓練、即応体制の維持と練度の
維持との観点から必要な訓練は必要であると。県の繰
り返しの要請に対して米軍は、日米同盟の義務を果た
すために今私たちは訓練を行っているんだということ
を繰り返し説明を受けているところでございます。そ
ういった観点から、県といたしましては、嘉手納基地
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周辺――私も２月７日に現状確認をいたしましたけれ
ども、せめて航空機騒音規制措置の厳格な運用という
ものをぜひ米軍に守っていただくよう、日米両政府に
しっかりと訴えていく必要があるかというふうには考
えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　外来機の飛来が相次いでいたり、
昨今も激しいと新聞紙面にもありました。昨今でいう
と、より激しくなっているのではないかというふうに
思います。今どんな状況なんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　沖縄防衛局の離着陸等状況調査によりますと、嘉
手納飛行場の令和３年の外来機の離着陸回数は１万
2583回であり、令和２年と比べ3082回、率にして
32.4％の増となっております。また普天間飛行場の
令和３年の外来機の離着陸回数は3194回であり、令
和２年と比べて544回の増、増加率は20.5％の増と
なっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　同時にＣＯ２排出も相当量だろう
と。これを研究している世界の学者もいらっしゃい
ます。軍事に制約を加えないで地球温暖化1.5度上昇
に抑えるということも懸念されている。聖域にすべき
ではないと思います。そこではやっぱり県もそういっ
た立場で、どれだけの排出量があるんだと、今言う離
着陸の回数、ジェット燃料消費、そこはそういう環境
を守るという点でも研究して調査する必要がないか伺
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　米軍基地内で使用されている燃料やエネルギー使用
量は、公表されていないことから、現在米軍基地に起
因する温室効果ガス排出量は把握できていない状況が
続いております。
　なお、日本の自衛隊におきましても、建物等で使用
する電気等から使用に伴う温室効果ガスの排出量は計
算されておりますけれども、いわゆる装備に関する排
出量は公表されていないというような現状がございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　だからこそ調べて、とんでもない
温室効果ガス排出、温暖化を誘因しているんだという
ことを研究している皆さんも、機関もあります。そこ
との連携で情報を取り寄せるなりしてほしいと。
　再生医療の細胞培養加工施設が残念ながら豊見城市

議会の議案否決で実現できませんでしたが、先ほどの
答弁で、要するに今後も必要な施設、どのぐらいの市
場規模で効果が見込めるということで取り組もうとさ
れているのか。私、集積することの関係でも、やっぱ
り当初どおり豊見城も適地の一つかと思いますが、そ
れについて伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時３分休憩
　　　午後２時３分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　拠点形成の意義というところで答弁させていただき
ます。
　本県は、輸送コストの高さ等により産業構造におけ
る製造業の割合が平成30年度に4.3％でありまして、
全国と比べて約５分の１と低く、県民所得及び労働生
産性においても全国水準の７割程度で最も低い水準と
なっておりまして、理系人材の受皿となる企業が少な
い状況にございます。そのため、製造業の中でもとり
わけ付加価値が高く、輸送コスト等の影響を受けにく
い健康医療バイオ関連産業を中心とした企業等を集積
し、ものづくり産業の振興や雇用促進に貢献できるも
のというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　豚熱の養豚業者に対する支援、県
独自でもされていると思います。やっぱり大事なの
は、二度とそういった感染の状況を起こさないための
手だてもまた取り組まれているかと思いますので、県
独自の支援事業、内容、金額あるいは今後の防疫体制
について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　豚熱に対します県独
自の支援といたしましては、発生農場の経営再建にお
きまして、県家畜改良センターから３農場へ種豚とし
てアグー豚を４頭、それから一般豚36頭の供給を行
いました。また、補償対象とはならない一時避難用
施設の整備や地理的要因により搬出制限を行った農家
などに対しても県独自の支援を行ったところでありま
す。
○○瀬長　美佐雄君　その他の質問、答弁を準備されて
いた皆さんには申し訳なく思います。
　以上です。ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　てぃーだ平和の比嘉京子です。
　一般質問を始めます。
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　まず１番目に、児童相談所の役割についてお伺いし
たいと思います。
　乳児院にいる生後２か月の子を児相から懇願され
て、お願いされて５歳になるまで養育してきた里親
から、里親委託を解除し、令和４年１月４日、コザ児
童相談所が一時保護をしました。私はこの問題につい
て、昨年から注視をしてまいりました。今回の本件の
児相による一時保護が、子供の最善の利益に照らして
妥当であったかどうかを検証するため、以下質問をい
たします。
　ア、里親委託解除の理由と一時保護の緊急性とその
根拠について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　本事案
は、養育里親へ委託した児童に関して、実親の意向、
児童相談所の援助方針、里親の意向が一致しなかった
ことから一時保護を行っているものであります。児童
福祉法第27条第４項において、児童を里親に委託す
る等の措置は、親権者の意に反して行うことができな
いこととされており、当該児童についても、様々な経
緯から委託措置の継続が難しい状況が生じたことから
一時保護に至ったものです。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　親権者から解除をお願いされたか
らといって、すぐに解除になるとは限りませんよね。
親権者に説明をして、継続をすることも可能であった
だろうということは、識者が述べておりました。それ
と同時にその里親委託解除の理由として、私はこれは
十分ではないと思っているわけですけれども、解除基
準のマニュアルに照らし合わせますと、今回の解除が
どの基準に適合したのか伺いたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　一時保護
の目的でございますが、一時保護は子供の安全の迅速
な確保、適切な保護を行うこと、または子供の心身の
状況、置かれている環境などの状況を把握するために
行うことということがございます。今回の一時保護は
委託解除がなされる中で、行動観察を含む総合的なア
セスメントのため、子供の心身の状況、置かれている
状況とか、境遇などの状況を把握するために行ってい
るというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　この期間は最小限にすべきである
ということを厚労省は言っているわけですけれども、
もうすぐ２か月になろうとしています。こんなに長く
なっている理由は何でしょうか。

○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　一時保護
の期間は、一時保護の目的を達成するために要する必
要最小限の期間とするとされており、原則２か月を超
えてはならないというところとなっております。現
在、子供の援助方針を決定するために、児童福祉審議
会に諮っているところでございまして、援助方針が決
定するまでの間、行動観察等をしながら、一時保護を
行っているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　子供はこども園にも行けず、誰に
も会えない状況で今、拘束されている状況になってい
るわけです。話を戻しますと、里親解除の理由として
は、親権者が解除を言ったからだけではいかないと、
これは識者が言っていることですけれども、私は里親
の解除基準のマニュアルを見ると、里親と里子との適
合ができなかった場合、それから里子が里親宅を拒否
しているような、そういう状況の場合ということが重
ならないと一時保護には至らないと理解しているんで
すが、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時11分休憩
　　　午後２時12分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　今回の
ケースについて、詳細は申し上げられないところでは
ございますが、養育里親については、子供及びその実
親に対して、児童相談所や関係機関と緊密な連携を図
りながら、親子の再統合に向け段階的な取組に協力を
することが求められているといったところでございま
すけれども、本ケースにおいて、面会交流の実現に向
け、真実告知等を始めるように数年にわたり指導を行
い、理解を促してきたところ、なかなか連携が取れな
かったというところも理由の一つには挙げられている
ところでございます。それに加えまして、先ほど申し
上げましたような委託措置の前提となる同意の解除と
いうところもあったところでございますし、また行動
観察の必要性というのもあったところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　行動観察は子供にとって必要かも
しれませんが、今挙げた３つの条件は、大人の論理だ
と思います。指摘をしておきたいと思います。
　一時保護の目的を先ほど部長から述べていただきま
したけれども、ほとんどの場合が虐待による安全性の
確保ですよね。虐待による安全性の確保でやるわけで
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すけれども、では次に質問いたします。
　一時保護を強行的に行う場合、ガイドラインには常
に子供の意見を尊重することが求められると書いてあ
りますけれども、今回どのような対応をなさったんで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　一時保護
や里親委託などの子供の援助方針の決定に当たりまし
ては、子供の意見を尊重することが求められるところ
ではございます。今回の場合、詳細なことは申し上げ
られないところではございますが、児童の年齢等、
様々な状況によって、その意向の確認が難しいとい
うところもございまして、児童福祉審議会に今後の援
助方針等について意見を求めているところでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　子供にとってこの状況はどう受け
止められているかというところが非常に問題だという
ふうに思います。
　一時保護の緊急性についてですけれども、なぜ１月
４日という設定になったんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　こちらも
詳細な内容は申し上げられないところではございます
けれども、この期日につきましては、里親からの要望
を受け、関係者間で協議の上、当該期日が設定された
ものと理解しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　先ほど虐待等における強行的な一
時保護というお話がありましたけれども、この里子に
関して言えば、平穏な家庭から、暮らしているところ
から５歳児を連れていくわけですけれども、５歳児な
りの理解の仕方というのがあると思うんですね。それ
を児相はずっと強調してきたわけです。５歳なりの受
け止め方があるんでしょうということを真実告知で
ずっと強調してきたわけなんですけれども、このとき
そのことを裏返していうならば、５歳児にどういうよ
うな説明をしたんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時15分休憩
　　　午後２時15分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　一時保護
所においては、主に行動観察をメインに行うところで
ございまして、当該お子さんに対しましては、具体的

にはちょっと申し上げられないところではございます
が、同年代の子供たちもほかにもいるので、ほかのお
友達と一緒にしばらくここで過ごしましょうというよ
うな説明をしているというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　あの状況を見ると、引き裂いてい
たように見られています。説明を受けた子供が静々と
従っていたようには見えておりません。児相は一時保
護をした後に、この子の心療内科の診断書の提出を求
めたり、この子の食物アレルギー等について問い合わ
せたりしておりますけれども、これは物事の進め方と
して逆ではないかと私は思っております。一時保護す
る前にこういうような話合いがあり、そして子供の状
況、育ってきた背景を知った上で保護するならする。
そういうことをせずに一時保護を急ぎやったというふ
うに見られていますし、見ています、私も。これは子
供への配慮、それから丁寧な対応ということからする
と非常に欠けていると私は厳しく指摘をしたいと思っ
ているんですけれども、部長の所見を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　児童相談
所においては、ただいま議員がおっしゃいましたよう
な子供の情報を得たいということで、一時保護の前に
日常生活の留意点やアレルギー等も含めて必要な情報
を受けるための面談の申入れを行っていたものと理解
しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　私はこの一件だけ見ても、ガイド
ラインに逆行しているというふうに言わざるを得ませ
ん。
　次に、一時保護をする前に里子のリスクをどのよう
にアセスメントしたのか、客観的な判断をしたのか、
またこの一時保護によるリスク、子供に対するリスク
を児相は何をもって判断したのか、その認識を伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時18分休憩
　　　午後２時19分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　一時保護
は子供にとって精神的にも大きな不安を与えるもので
すので、子供の状況に応じた丁寧なケアは求められる
ところでございます。本件対応についても詳細な内容
は申し上げられないところではございますが、子供に
対しては、子供の心身の状況など、周辺の関係者に対
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する社会調査等もしながら、子供の心身の状況などを
考慮し、一時保護後のケアに十分配慮することとして
一時保護を行っているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　ちょっとよく見えないんですが、
この里子を一時保護することによって、どのようなリ
スクが生ずると考えたのか、児相の判断根拠について
伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時20分休憩
　　　午後２時20分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　関係機関
に対する社会調査をしていたり、あるいは事前に心理
面談等もしておりますので、そのような状況も踏まえ
て、子供の心身の状況も考えながら、さらには一時保
護後のケアに十分対応を尽くすということも前提とし
て一時保護を行っているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　里親がこども園の指摘であると
か、家庭内での様子から子供心療内科を受診し、月２
回のペースで療育を受けています。それからこども園
においても療育の支援を受けています。さらにセカン
ドオピニオンやサードオピニオンの診察を受け入れ、
いずれも自閉症スペクトラム、それからアタッチメン
ト形成不全、お一方によってはＡＤＨＤというような
疑いを示されています。このような障害を抱えた５歳
児を一時保護した場合のリスクをどういうふうに想定
されたんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　子供の状
況等についてはプライバシーに関わることですので、
お答えすることは差し控えたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時22分休憩
　　　午後２時22分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　医師の意
見はそれぞれ尊重されるべきものですけれども、児童
相談所の援助方針の決定に際しましては、医学的な所
見に加えまして、その他の社会的調査ですとか、心理
面談と様々な要素を総合的にアセスメントをして、決
定されるものです。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　じゃ聞き直したいと思います。

　自閉症スペクトラムという子供について、こういう
子供の特徴はどういう特徴ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時23分休憩
　　　午後２時23分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　一般的に
申し上げますと、様々な個別の状況はあるかと思いま
すけれども、例えばこだわりが強かったり、衝動的な
行動があったり、あるいはある一定の刺激に対して過
敏になったり、一般にそのような症状があるものと理
解しております。
○○比嘉　京子さん　対人に対してはどうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時23分休憩
　　　午後２時23分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　対人関係
につきましても、それぞれ症状は異なるかとは思いま
すけれども、例えば、初めての方に対して時間がか
かったり、あるいは逆にとても人懐こかったり、それ
ぞれ様々な症状はあるかと思っています。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　ではアタッチメント形成不全の子
供をこのように分離をするということで、どのような
後遺症状につながるとお考えですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時24分休憩
　　　午後２時24分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　一時保護
であったり、そういった親子の分離に際しましては、
障害の有無にかかわらず子供に与える影響は非常に大
きいものと考えております。一時保護所においては、
医師ですとか心理司、それから担当指導員等の見守り
の下で、そういった子供たちの保護に当たっていると
ころでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　次に行きたいと思います。
　厚労省は、社会的養育を必要とする子供たちに、施
設で長く養育することから里親の家庭に委託すること
に力を入れています。その狙いは何でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　子供をな
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るべく家庭的な雰囲気の下で養育するという目的が一
番大きいかと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時26分休憩
　　　午後２時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　失礼いた
しました。
　「保護者による養育が不十分又は養育を受けること
が望めない社会的養護のすべての子どもの代替的養育
は、家庭養護が望ましく、養子縁組里親を含む里親委
託を原則として検討する」こととされています。将来
は家庭の引取りが見込めるが、当面保護者による養育
が望めない子供、家庭においては、積極的に養育里親
への委託を検討するということでございます。
○○比嘉　京子さん　ちょっとすみません。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時27分休憩
　　　午後２時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　乳幼児期
は安定した家族関係の中で、愛着関係の基礎をつくる
時期であり、子供が安心できる温かく安定した家庭で
養育されることが大切であるというところで、里親へ
の措置を積極的に活用するというところでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　なぜ愛着関係にここまでこだわっ
ているのかというと、先ほど一時保護の中には心理司
さんもいます、誰もいますとおっしゃるので、これは
愛着形成にはならないし、安心・安全にもならないん
です。人がいるからいいのではなくて、なぜ１対１な
のかというところが愛着の形成なんです。この子供は
出産後すぐに分離をされていて、乳児院に２か月いた
わけです。このハンディもしょっているわけです。そ
のために、現在５歳になっても里親と手をつないで
くっついてしか寝られない、そういう子供というこ
とを想定してリスクを考えないといけないんじゃない
ですかと、先ほどからそれを聞いているんですよ。乳
幼児期は１対１が大事だから里親制度を一生懸命に取
り組んでいるし、沖縄県も頭を下げてお願いしている
んですよ。愛着関係が取れないとどうなるか、将来的
に肯定感につながらないんです、自己肯定感に。たく
さんの子供を乳児院で見ていて世話をしているけれど
も、１対１ではないから育ちが悪いんです。それを分
かっているから、こういうことを細かく書いているわ

けです。
　次に行きます。
　特定の大人との愛着関係の下で養育されることを非
常に重要視しているわけです。そのことが子供の成長
発達に不可欠であるということを厚労省は言っている
わけなんです。そのことが自己肯定感につながるし、
そのことがなければ将来的にこういう特性のある子供
というのは自傷行為に至ったりすると言われているわ
けです。そういうリスクを持っているということを想
定した上で預かりましたかということを聞いているわ
けです。
　次に行きます。
　子供の最善の利益という言葉が１ページに何か所も
出てきます。子供の最善の利益を守るとか、子供の最
善の利益を図るとか、このガイドラインには本当にた
くさん出てきます。具体的に最善の利益というのは部
長、どのようにお考えでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　児童福祉
法の第１条に規定をされておりますけれども、その児
童において「児童の権利に関する条約の精神にのっと
り、適切に養育されること、その生活を保障されるこ
と、愛され、保護されること、その心身の健やかな成
長及び発達並びにその自立が図られること」などが保
障されていることが子供の最善の利益であるというふ
うに考えます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　次に行きたいと思います。
　一時保護の前になぜ、児童福祉審議会の意見を求め
なかったんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　法令等の
規定では、児童相談所の援助方針と保護者の意向が一
致しない場合に、児童福祉審議会の意見を聞かなけれ
ばならず、いとまがないときは取った措置について事
後に報告することとされております。本件について
は、児童相談所と元里親の間で様々なやり取りがあっ
たものの、最終的には里親委託解除に同意いただいた
ものと認識をしておりました。その後、12月28日の
提訴により、里親の意向がいまだ一致しないことを認
識しましたが、実際の訴状が届いておらず、実質的に
事前に審査部会へ状況を説明して諮ることができな
かったため、事後報告となったものです。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　先ほど私は子供の最善の利益とい
う話をしたんですが、今は大人の論理じゃないです
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か。子供の最善の利益を図るために、様々なことをや
るのが児相なんです。法律に書かれていても、実母が
どう言おうとも、一般論的には――私は実母のことは
よく分かりませんが、一般論的には、どれだけ強要
されても、最善の利益につながらないと思ったら体
を張って、最後のとりでとして児相が守るんです。
これが児相の役割ではないですか。今の役割は、言っ
ているのは大人の論理を押しつけているとしか思えま
せん。
　さて、質問に移ります。
　昨年の――ここはなぜ諮らなかったのかというと、
年末年始で開催のいとまがなかったというふうに、
皆さんおっしゃったんでしょうか。これはもう識者か
ら、措置解除前に審査会を開かなかった理由にはなら
ないと。子供の一生がかかっている可能性もあり、大
人の事情でその子の人生を変えてはならないと、審議
会で意見を聞くべきだったと断じています。これは、
１月の問題です。
　さて、12月中旬に私は部長とこの案件について、
意見交換しました。そのときに部長はこの案件は対立
案件ではないので、審議会にかける案件ではないと言
われました。一時保護後になぜ開かれることになった
のか、その理由について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時34分休憩
　　　午後２時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　先ほどの
裁判の提訴の話をさせていただきましたが、裁判所へ
の提訴もあり、様々な経緯から元里親さんとの意向が
異なっていること、それからお子さんが小さいこと、
それから様々な経緯があったこと等を踏まえまして、
今後の援助方針について児童福祉審議会の専門的な意
見を伺うということを判断したところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　子供を中心に考えると、審議会を
開くべきか開かないでいいのかという判断が一時保護
の前にされるわけです。それを後々、大人の理屈で開
かなければいけなくなるということ、こういうこと自
体もおかしくないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　児童福祉
審議会に諮る当初の年末の議論では、元里親の方から
は、最初のほうは児童福祉審議会の意見を聞いてほし
いという申出があって、その後すぐまた期間を延長し

てほしいというようなお話があったかと思います。
　これ以上ちょっと具体的なことは申し上げられない
んですけれども、その延長の申出があったことをもっ
て一時保護自体には最終的には御同意をいただいたと
いうような見解がありまして、児童福祉審議会に諮る
案件ではないという判断に至っていたところです。た
だその後先ほど答弁申し上げましたように、裁判が提
訴されたというところもございまして、児童福祉審議
会に諮っているというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　堂々巡りのようですね。
　では、里親が真実告知をしなかったことは、大変な
問題になっておりますけれど、里親に真実告知の義務
はあるんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時37分休憩
　　　午後２時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　子供が自
らの出自を知ることについては、児童の権利に関する
条約において尊重し、確保しなければならない権利と
されております。一般的には、乳幼児期から里親の元
で養育されている子供には、早い時期から実親の存在
やその生い立ち等を伝えていく必要があると言われて
います。いわゆる真実告知につきましては、里親が里
子に行う義務規定というのはございませんが、国によ
る養育指針の中には、里親が行うことが望ましいとさ
れております。ただ、個々の状況や事情によっては、
児童相談所による真実告知も検討がなされるところで
はございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　里親に真実告知の義務はありませ
ん。そして、いつから言うというその確約もありませ
ん。子供の発達はみんな違います。そういうような真
実告知の義務がないということを確認するわけですけ
れども、なぜ里親が真実告知ができなかったのかとい
うことについては、どのように理解されているんです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時38分休憩
　　　午後２時39分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　すみませ
ん、これは子供の状況によることなのでお答えは差し
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控えさせていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　では、さきのこの里子の心療内科
の主治医が児相に提出した意見書について伺います。
　この子の状態、そしてリスクについて部長の認識を
伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　ただいま
の御質問は全て子供の心身の状況等情報によるもので
すので、お答えすることは差し控えさせていただきま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　ちょっと休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時40分休憩
　　　午後２時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　診断の内
容に関わることですので、すみません、答弁を差し控
えさせていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　この主治医の意見書には、本児の
情緒的な安定が図られる時期まで本児を精神的な危機
にさらすことなく、精神的にも物理的にも安定、安心
感を維持できる環境、現在の生活環境を保持しなが
ら、本児の特性の緩和に通院及び療育を定期的に実施
することが必須ですと、今告知をすべきではないとい
う第三者の意見に対応して告知をしなかったという事
実があります。義務はありませんが、そういう事実が
あります。そういう指摘を受けて、親とすれば、専門
家からすると子供の最善の利益を図らなければならな
いという基本はそこにあるということを申し上げてお
きます。
　次、聞きます。
　里親と児相が協力して子供にとっての告知時期等を
決めていくということが一番大事なわけですけれど
も――これはカットしておきたいと思います。
　次、オに行きたいと思います。
　児童相談所は強権的とも取れる一時保護までの間、
里親にどのような支援・指導をしてきたのでしょう
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　養育里親
につきましては、子供及びその実親に対して、児童相
談所や関係機関と緊密な連携を図りつつ、親子の再統

合に向け段階的な取組に協力することが求められてい
ます。本ケースにおきましても、面会交流の実現に向
け、真実告知を始めるよう数年にわたり指導を行い、
里親へ理解を促してきたところでございます。
○○比嘉　京子さん　すみません、今の答弁は……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時42分休憩
　　　午後２時43分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　児童相談
所には里親支援という業務もございます。訪問につい
ては、委託直後の２か月間は２週間に１回程度、２年
後までは毎月ないし２か月に１回程度、３年目以降は
年２回程度訪問をするというような目安が示されてい
るところではございます。ただ、児童相談所の訪問
が、今里親さん全般に言えることだとは思いますけれ
ども、このとおりにはいっていないようなこともござ
いますが、訪問ではなくて、例えば電話による状況確
認であったり、そういうような取組はしているという
ところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　この里親にどのような――じゃ、
何回里親宅に行って子供の様子を聞いたり、記録をし
ているんですか。実態を。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時44分休憩
　　　午後２時44分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　申し訳あ
りません、ちょっと回数については把握しておりませ
ん。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　今、部長が――ガイドラインの里
親への定期的な家庭訪問、その意義については、その
必ずしも児相の担当者、里親担当者が行くのではなく
て、里親委託調整員であるとか専門員であるとか、い
ろんな人と連携をして情報共有するということが大事
になっているわけです。このことは置いておきます
けれども、今部長がおっしゃった委託直後の２か月間
は、２週に１度などというガイドラインの規定があり
ますけれども、これでカウントすると最低でも５歳８
か月までに22回訪問ということになりそうです、私
がカウントすると。１回ないし２回というところは
１回にしましたから。そうすると、５歳８か月まで
約22回。でも、２回しか来ていないんです。この２
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回で何が分かるかというと、この家庭だけではない
んです。私、ほかの里親さんたちからいろんな意見を
もらっているんですが、ほとんどいらしていません。
同じです。見えていません。その見えないことがどこ
につながっているんだろうというふうに思うんです。
そうするとどういうことかというと、やっぱり養育の
状況、家庭における子供の姿、そしてどういうところ
がこんなになっているのか、こういうことがつぶさに
全然伝わっていない可能性がある。その上に立って、
一時保護をした可能性があると私は思っているわけで
す。
　さて、次に移りたいと思います。
　カの、12月20日に里親に署名を求めた確認書につ
いて伺います。
　児相が作成し、里親に署名捺印を求めた10項目の
確認書があります。その確認書の中には４項目めに
里親は児相が指定した日に里子を引き渡すことを確約
する。５項目めに、期限どおり里子を引き渡さない場
合、養育里親が里子を預かり続ける行為そのものが誘
拐罪になり得ることを確認すると、こういうことを行
政が書く文書でしょうか。大丈夫でしょうか。部長の
見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時47分休憩
　　　午後２時47分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　当該確認
書は、当該児童に係る援助方針に基づき、養育里親に
行っていただきたいことや、今後の手続などを関係者
間で確認するために案として作成されたものです。里
親の要望も踏まえながら、実親の意向も確認の上、ま
たその内容も再検討を行いまして、修正した確認書に
後日、御署名いただいたところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　幾ら案とはいえども、このような
文書を行政が出すとは驚きです。しかも、これはこの
ような内容だけではありません。署名捺印を求めて、
児相の担当者が里親宅にその日付の明ける、いわゆる
変わる、24時近くまで里親宅に迫っていくという行
政の行為、私はもう本当に異常だと思いました。こう
いうようなことは里親との信頼関係ではなく、愛情を
持って里子を育ててきた養育里親への対応として、私
は児相自らが信頼関係を壊すような行為ではないかと
思うんですが、部長の見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。

○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　当日につ
きましては、里親から措置解除の延期の申出があり、
それを受け……。
　ちょっとすみません。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時49分休憩
　　　午後２時49分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　失礼いた
しました。
　当該その日につきましては、里親から措置解除の延
期の申出があり、それを受けて関係者間で調整を行う
ため、その日が当初の委託措置解除の期限の前日で
あったために、その日中に確認書を出していただい
て、その御要望の期日の延長の調整をしたいというと
ころで、そのような状況になったものと理解しており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　先ほど案の文書だとおっしゃいま
したけれども、案の文書の署名をこういう時間帯まで
求めたということですよ。
　次に行きたいと思います。
　次に、児童の虐待死亡事例集からまず公表されてお
りますけれども、検証した社会福祉審議会の提言とし
て共通して指摘されていることはなんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　公表され
た５つの検証報告において共通する主な課題といたし
ましては、児童相談所におけるスーパーバイズ機能の
充実や介入と支援の役割分担の徹底、市町村や県警察
との連携強化が指摘されています。そのため、県で
は、児童福祉司等専門職員を計画的に増員するととも
に、令和２年度には、児童相談所の介入と支援の機能
を分離し、一時保護等の初期対応に特化した初期対応
班を新設したほか、県警察との人事交流による現職警
察官の配置、市町村支援担当職員の配置など機能強化
を進めてきたところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　その中に、平成31年１月の千葉
県野田市で起きた10歳の児童の死亡事案ですけれど
も、その教訓はどう考えられているんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　千葉県野
田市における児童虐待死亡事例の検証においては、Ｄ
Ｖと児童虐待が密接に関連している事例で、児童虐待
ケースとして市町村が把握している世帯が他の自治体
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に転居した場合の情報提供の在り方、常時弁護士へ相
談できる体制の構築や、児童相談所が市町村の児童家
庭相談部署への支援を行い、連携し情報共有すること
の重要性等が示されているところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　私はそれにリスクアセスメントの
弱さだということを指摘したいと思います。読んでい
ますと、強硬に出てくる加害者の実父に対して、本当
にこれでよかったのかというような対応をしていま
す。ですから、渡した後のリスクをどう考えたのかと
いうところが非常に疑問が残っています。
　最後になりますけれども、児童相談所への第三者評
価の導入について認識を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　児童相談
所の業務の質の評価については、全国どの地域におい
ても子供の権利が守られることが重要との観点から、
令和元年の児童福祉法の改正で定められたところで
す。この評価の取組は、児童相談所の業務に関し、
業務の振り返りや第三者の視点を取り入れることによ
り、課題や改善点を確認し、児童相談所の質の確保、
向上につなげる仕組みの一つと考えております。
　県としましては、児童相談所の体制強化に取り組む
とともに、導入に向けた課題等の把握に取り組んでま
いります。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　ぜひ知事にお願いしたいんですけ
れども、この児相のなかなか見えにくい内容、中で
す。これは児童相談所にとっても第三者評価を入れる
ことは有効だと思います。人員体制が的確なのかどう
かということになると、児相だけで解決できる問題で
はありません。そういうこともあって、行政が一緒に
なって、第三者評価を入れる、そのことによってでき
ていること、できていないこと、何が問題なのかとい
うことを第三者から指摘をしてもらう。このことをぜ
ひとも取り入れてほしいと思うんですが、いかがで
しょうか知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　第三者の視点を取り入れて
課題や改善点を探り出し、そして今般、児童相談所の
質の確保と向上につなげる仕組みを導入することは非
常に有用であると考えます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○○比嘉　京子さん　最後になりましたけれども、今回
の児相の事案については、沖縄県が今後取るべき対応
として、これまで私、挙げてきましたけれども、措置

解除も含めて里親解除も含めて、何といっても子供に
とっての最善の利益がどこにあるか、なかなか見えな
くなっています。そういうような状況でありますの
で、子供にとってこの２か月間は本当に心身にとって
大きな影響、ダメージを与えたことは予想できます。
そのことを考えますと、これからでも子供が安心でき
る里親の元に再委託をして、専門医の療育を受けなが
ら症状の回復を図ることを願うものです。ぜひとも沖
縄県の取るべき方針としてそのことを強く申し入れて
終わります。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時56分休憩
　　　午後２時56分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○新垣　光栄君　それでは新垣光栄、会派おきなわ南
風の一般質問に入ります。
　よろしくお願いします。
　まず、質問に入る前に、感染症の克服のため前線で
頑張っておられる医療関係者、介護、学校関係者をは
じめ、県職員の皆様に心より感謝申し上げます。大変
だとは思いますけれども、またこれから一緒に頑張っ
ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
　それでは１、知事の政治姿勢に関して(1)、新型コ
ロナウイルス感染症の克服について。
　私は感染者が急増し、病床が逼迫、入院できない自
宅療養者が相次いでいる中で、野戦病院的な施設の常
設を提案してきました。今回、常設の入院待機所が整
備されたことをとてもうれしく思っております。その
中でイ、感染症療養等の臨時施設の取組状況について
伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、那覇市内
に新たに臨時の医療施設の機能を有する入院待機施設
を整備しまして、２月に50床を確保しております。
また３月中にさらに50床を増床し、100床の確保を
予定しているところでございます。当該施設は、他自
治体の施設の借り上げではなく、県の施設として確保
していることから、必要なときに迅速かつ柔軟な運用
が可能となっておりまして、今後の感染の再拡大に備
えて、医療提供体制の強化が図られたものと考えてい
るところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　施設のほうは整ったということで、
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この施設が感染者が急増しているときはいいんですけ
れども、減少したときに、人員体制、運営体制はどの
ようになっているかお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　入院待機ステー
ションの運営に当たっては、これまでも県内の医療機
関それから医師会、また急拡大のときには国や全国知
事会等の協力も得ながら、医師及び看護師を確保して
きたところでございます。
　県としましては、引き続き関係機関と連携を図ると
ともに、ＳＮＳを活用した効率的かつ迅速な医師確保
や人材派遣会社からの派遣看護師を活用しまして、入
院待機施設の運営に必要な人材を確保しているところ
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　しっかり運営のほうまで体制を整え
ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
　続きまして――後先が逆になってしまったんですけ
れども、私は感染症対策の基本は、検査そして疫学調
査、隔離に尽きると思っております。その中でこれか
ら県経済を回復させていくための要が検査体制の強化
にあると思います。
　そこでア、検査体制、抗原検査等を含む強化の現状
について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　感染対策としまし
て、検査体制の拡充は重要なことだと考えておりま
す。特に抗原定性検査につきましては、高齢者施設そ
れから保育施設、医療機関等への配付を行っていると
ころでございまして、症状がある場合の検査に使用す
ることが可能となっております。これら検査に使う種
類がいろいろございますが、その用途に応じて目的に
応じて工夫して検査体制を拡充していきたいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　政府もこのＰＣＲ検査等の検査の無
料化のために検査の促進枠分で0.3兆円配分したわけ
ですけれども、その中で、私は飲食店の感染対策から
学校の感染対策のほうに移行しているのではないかな
と感じております。そこで、学校のＰＣＲ検査等につ
いて、学校側の取組状況についてお伺いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時２分休憩
　　　午後３時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。

○○保健医療部長（大城玲子さん）　学校それから保育
園に関するＰＣＲの体制については、学校・保育ＰＣ
Ｒ検査事業としまして今実施しているところでござい
ます。陽性者が発生したときに接触者を広く検査する
ということは重要だと考えておりますので、これにつ
いても今、急拡大によって学校については濃厚接触者
に限った運用をしておりますが、早期の再開に向けて
取り組んでいるところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　この学校のＰＣＲ検査については、
やっぱり先生方の負担が大きいということで、しっか
り先生方の負担がないように取り組んでいただきた
い。そのためにも、私は抗原検査キットを各家庭に配
付して、自宅のほうで検査ができるようにしたほうが
いいのではないかという提案をさせていただきました
けれども、どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　抗原検査キット、
抗原定性検査というものでございますが、これについ
ては有症状、症状がある場合に感度が高いということ
もございまして、広く無症状者を拾う、無症状で感染
しているということについては感度がＰＣＲに比べる
と落ちるということもございますので、全員に配って
ということについては今検討はしていないところでご
ざいますが、先ほども申し上げましたように、高齢者
施設や学校等においては症状が出た場合の対策として
置いておくことは有効であると考えます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　もう一つの観点から、この検査体制
の強化、無償化というのが、今後沖縄県が行う予定の
おきなわ彩発見キャンペーン、そしてＧｏＴｏキャン
ペーンの中で、彩発見の80億、そしてＧｏＴｏキャ
ンペーンで377億でしたか――の予算を計上している
と思いますが、その検査体制が充実することがこのＧ
ｏＴｏキャンペーン、彩発見キャンペーンを成功させ
る鍵となると思っておりますけれども、県は今どうい
う取組をしていこうとお考えでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　彩発見キャ
ンペーンの再開につきましては、感染再拡大を抑止し
ながら段階的に再開することとしました。３月１日か
ら開始したところではありますけれども、利用条件と
しまして、１部屋４人以下の宿泊、１グループ４人以
下の旅行、例外としては同居世帯と修学旅行は除きま
す。また利用条件としまして、感染拡大の抑止という
観点から、今議員がおっしゃいましたＰＣＲ検査の陰
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性結果を提示していただくことになりまして、そこの
例外としまして12歳未満の子とワクチン３回目接種
者は例外としますけれども、こういった感染拡大抑止
対策を講じながら、段階的に経済回復を図っていきた
いと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　そこで次のエ、ワクチン接種・検査
陰性証明の活用です。ワクチンパッケージの件なんで
すが、政府は新たなワクチン検査制度を確立しようと
しております。その中で、やはりこういう今おきなわ
彩発見キャンペーン80億、そしてＧｏＴｏおきなわ
キャンペーンが377億、合計457億の事業が見込まれ
ております。これを成功させるためにも、ぜひそう
いったツールなり、また企業の方々に負担がないよう
に取り組まなければならないと思っております。
　その中で、今県といたしましてどのようなことを考
えているでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、感染防止と経済活動の両立に向けて、経済
団体などと合同で沖縄県ワクチン接種・検査陰性証明
活用ガイドラインを策定し、感染拡大時でも一定程度
の行動制限の緩和を可能とする運用方法を定めまし
た。しかしながら、感染力の強いオミクロン株の爆発
的な流行を受けまして、国の基本的対処方針等に基づ
き、一時的に運用を停止しております。
　県としましては、ワクチンの追加接種の状況も踏ま
え、国に対し全国知事会を通じて、専門的・医学的見
地から制度の再検討を要請したところであり、政府の
分科会では、３回目接種等を条件とする方向で検討を
始めたものと承知しております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　ぜひこのワクチン検査制度をしっか
り整えないと、沖縄の観光業の回復は遠のくと思って
おりますので、ぜひ早急に確立していただきたいと思
います。
　そこでウ、観光関連産業をはじめとする県経済の回
復対策について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、事
業者支援策として観光関連事業者等応援プロジェクト
や宿泊事業者感染症対策支援事業を実施しておりま
す。県内外の感染状況等を見極めつつ、感染のリバウ
ンドを防止しながら、県民による県内旅行を促進する
おきなわ彩発見キャンペーンを再開し、その後は、都

道府県による新たなＧｏＴｏトラベル事業を活用する
など、段階的に域内から県外の旅行需要を取り込むこ
とにより、本県の観光産業の回復に向けて取り組んで
まいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　今ＧｏＴｏと彩発見を述べていただ
きましたけれども、観光関連産業としてバス・タク
シー、それからブライダル産業等あるんですけれど
も、私たちが提案してきた、県内のバス事業者を助け
るために平和学習で活用してはどうかということを提
案させていただいたんですけれども、どうなっている
でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　県教育委員会としましては、各学校に対して、もう
３月になっていますけれども、４月からになります
が、年間を通じた指導計画の中で戦跡巡りですとか平
和関連施設の積極的な利用を組み込むよう促すことは
可能であるというふうに考えております。昨年11月
にも、おきなわ彩発見バスツアー促進事業の文化観光
スポーツ部からの周知依頼がございました。それにつ
きましては、学校等へ平和学習等で活用するよう促し
たところでございます。そういった取組で支援してい
きたいと思います。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　ぜひこの平和学習、平和ガイドボラ
ンティアのほうも危機的状態であるということであり
ますので、しっかり活用をしながら効果的な施策を
取っていただきたいと思いますので、よろしくお願い
します。
　そこで、今政府は1.2兆円のうち今回１兆円を都道
府県に5000億、そして市町村に5000億追加交付いた
しました。沖縄県でいきますと、算定額が予想される
ので96億円、各市町村にも96億円の配分が見込まれ
ます。そういった中で沖縄県はコロナ対策、様々な対
策をやられて、やはり予算的に厳しい。しかし、市町
村は割と潤沢な予算があると今言われております。お
互いに協力し合いながら取り組むべきではないでしょ
うか。例えば乳製品の問題でありましても、市町村に
は業者がいるわけですよ。その半額を県が出すから半
額は市町村で持てないかというふうに協力、連携しな
がらやっていく必要があると思いますけれども、どう
でしょうか。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後３時11分休憩
　　　午後３時12分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　県内酪農・乳業にお
きましては、コロナ禍の学校給食の停止もしくは飼料
の高騰等におきまして、非常に厳しい状況というふう
に認識しております。このために、どのような支援が
できるかというのを検討しているところでございまし
て、酪農の生産支援を含めて製品等の何らかの支援、
これを関係者とともに十分に検討してまいりたいとい
うふうに思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　これは酪農に限らないんですよ。県
の施策の全般的に、市町村と連携して様々な事業者の
支援ができないかという意味で今回申し上げましたけ
れども、執行部の皆さんを代表して、副知事、知事、
どういうふうに考えておりますでしょうか。市町村と
の連携について。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時13分休憩
　　　午後３時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　コロナの対応、そしてそ
の後のアフターコロナの経済対策、いずれもやはりこ
れは県単独ではなかなか厳しい部分があると思いま
す。一方で、市町村におかれては、またそれぞれの実
情などがあると思いますけれども、感染対策それから
併せまして今議員から御指摘の経済対策、やはり市町
村との意見交換は重要だと思っております。これまで
も過去に県は市町村と意見交換をした際にも、やはり
市町村が行っている事業との連携という話がございま
した。そういった観点からどのような形で対応ができ
るか、これはしっかりと今後も検討する必要があるだ
ろうというふうに思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　ぜひこの地方創生臨時交付金の意味
合いからも、都道府県や市町村がきめ細かく事業者支
援の取組を実施できるようにということで交付してい
ますので、きめ細かい支援をするためにはやはり市町
村との連携が必要だと思いますので、よろしくお願い
いたします。
　続きまして(2)、危機管理体制の強化と防災・減災
対策について伺います。
　その中のア、危機管理体制の現状と強化について伺

います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症拡大により県経済に影響
がある中、大規模災害が発生した場合はさらなる打撃
を受けることから、危機管理体制の強化を図ることは
重要であると考えております。そのため、危機対応の
拠点となる防災危機管理センター ――仮称でござい
ますけれども――この整備や、大規模地震・津波を想
定した災害対策本部設置運営訓練や総合防災訓練等の
実施により、災害対応力の向上を図っているところで
あります。引き続き県民が安全・安心に暮らせる島を
目指して、危機管理体制の強化に取り組んでまいりた
いと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　ぜひ安全・安心の県民の暮らし、そ
して生命を守るためにもすばらしい危機管理センター
を整備していただきたい。耐震・免震性で震度７以
上、耐久性で100年以上の建物を造っていただきたい
と思います。
　そして次に参ります。
　イ、道路・海岸保全、そして急傾斜地崩壊等の土砂
災害、河川氾濫等の対策について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　県では、県経済の回
復や災害に備えた強くしなやかな県土づくりに向け
て、無電柱化の推進、老朽化した道路施設及び海岸堤
防等の予防的な補修・補強や計画的な更新に向けた取
組などを推進しております。引き続き、河川の治水・
浸水対策や海岸の高潮対策、土砂災害防止の地すべり
対策等、安心・安全で快適な社会づくりに向け、防
災・減災に取り組んでまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　私たち中南部の地域では、東側に土
砂災害危険箇所が連担しております。その中でも道路
に関しては、今県道の伊計平良川線の急傾斜地の問題
等もあると思います。その件についてはどう考えてい
るでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時17分休憩
　　　午後３時17分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　伊計平良川線の上原
入り口付近については、土砂災害警戒区域に指定をさ
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れております。土砂災害の危険性があるということは
認識をしておりますが、その工区につきましては、道
路整備の宮城島工区と上原地区と、その辺の関連もご
ざいますので、道路の整備の進捗状況を踏まえつつ、
その土砂災害警戒区域については検討していきたいと
考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　またこれ委員会で聞きますので、次
に行きます。
　次、熱田久場海岸の保全についてお伺いいたしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時18分休憩
　　　午後３時18分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　今、海岸の熱田久場
地区につきましては、市町村のほうから要望が出てい
るところは認識をしております。今後、海岸保全区域
の指定等に向けて、地元市町村と意見交換を行いなが
ら、その対応について検討していきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　続きまして、西原町池田の急傾斜地
の崩壊等の対応を今県はやっていただいていると思う
んですけれども、どのような状況でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時19分休憩
　　　午後３時20分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○新垣　光栄君　このように、今崩壊現場はいろいろ
あります。
　そして今河川現場は本当に土木事務所の皆さんが頑
張っていただいて、小波津川の重点整備事業、そして
比謝川、普天間川の緊急浚渫推進事業、宇地泊川の用
地買収等、本当に精力的に取り組んでいただいて、土
建部の皆さん、本当にありがとうございます。そうい
う河川の状況も今どうなっているかお聞きいたしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　主に小波津川、比謝
川、普天間川、宇地泊川の４河川につきましては、護
岸整備あるいは橋梁整備等々、設計等鋭意事業を進め
ているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　今言われたとおり、河川が多いんで
すね。地域の中でやはり氾濫等の問題が多く起こって

いて、精力的に今回取り組んでいただいていることに
本当に感謝を申し上げます。
　その中で小波津川について、住民から――西原町の
小波津川ですけれども、デイゴを残したまま整備して
いただきたいという陳情を受けていると思います。や
はり私もデイゴは県花として残すべきではないかなと
思っています。その辺について、対応をどのように
行っていくかお伺いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　小波津川から西原町
役場の上流のほうにデイゴ並木があることについては
存じております。地元から残してもらいたいと要望が
あることから、地元及び西原町と調整を行いながら、
デイゴの木が残せるように検討を行っていきたいと考
えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　ぜひよろしくお願いいたします。
　続きまして、大枠の２、土木建築行政についてで
す。
　休憩お願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時22分休憩
　　　午後３時23分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○新垣　光栄君　（スクリーンに表示）　今タブレッ
トのほうにデータを送らせていただきました。
　本当に今雑草対策――(1)ですけれども、性能規定
方式による道路の除草管理の取組状況と成果につい
て、本当にすばらしい成果が出ています。それについ
て今どのような運営をしているか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　性能規定方式は、県
の要求水準に対して、受注者のノウハウを活用して達
成するもので、今年度は、沖縄本島内の県管理道路の
約２割で実施をしているところであります。実施箇所
においては、おおむね草丈が低い状態が常時維持でき
ており、良好な沿道景観形成の成果が現れてきている
ものと認識しております。令和４年度は、さらに路線
を拡大し、関係団体との意見交換を継続しながら、本
格的な導入に向けて取り組みたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　この管理方式、性能規定方式、実
証実験で20％ということでさせていただいていると
思うんですけれども、今年度はまだ50％ということ
で、副知事はじめ土建部の皆さんで精力的に取り組ん
でいただいて、今実証実験をやっている道路、街路は
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雑草がもう消えています。それぐらい今評価を受けて
おります。ぜひ目標に向かって取り組んでいただきた
いと思っております。
　休憩お願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時24分休憩
　　　午後３時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○新垣　光栄君　（スクリーンに表示）　これは中部
土木事務所の管内です。なぜか分からないんですけれ
ども、中部土木事務所管内はうるま市しかやっていな
いんですよ。それで本当にうるま市長から電話があり
まして、とてもきれいになっていると。ありがとう
と。その上にボランティアの照屋県議も一生懸命草
刈りをやっているものですから、本当に今うるま市
は雑草が少なくなったということで評価されています
ので、ぜひ精力的に取り組んでいただきたいと思いま
す。
　今後はどのような方向性で考えているか、部長のほ
うからこの取組について伺いたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　現時点は沖縄本島の
北部、中部、南部土木事務所を中心に試験的に実施を
行っているところでございます。議員おっしゃるとお
り、だんだんと効果のほうも見えつつありますので、
その辺の効果の検証もしながら、ひいては宮古、八重
山、離島方面にも展開をしていきたいと。さらに今除
草に限定をしておりますけれども、行く行くは低木で
すとか高木の管理、その辺まで見据えてうまく試験的
に実施しながら、効果的にやっていきたいと考えてお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　ありがとうございます。
　本当にこういうふうにちゃんとつくっていただい
て、しっかり令和７年度には雑草のない県道をつくる
と、ここまで明確にやっていただいている企画書はな
いと思います。本当にすばらしい取組で、ぜひ期待し
ておりますので、このことが国道やまた市町村道に波
及していくように期待しておりますし、今までＰＤＣ
Ａを回してきたんですけれども、これは多分私はＡＡ
Ｒということで、本当に予測して行動をやってみて、
そして振り返るということで、手法も違ってきたので
はないかなと思っておりますので、ぜひ今後ともしっ
かり取り組んでいただきたいと思います。
　続きまして(2)、公共施設のマネジメントの推進と
管理の現状について伺います。

○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　県では、沖縄県公共施設
等総合管理計画を平成28年度に策定し、公共施設等
の長寿命化などによる財政負担の軽減や平準化に取り
組んでいるところであります。今年度は、施設ごとに
策定された個別施設計画や新たな行政課題を踏まえ、
総合管理計画の改訂作業を進めているところです。ま
た、公共施設マネジメント推進事業として、約19億
4800万円の予算を今議会に提案しており、同事業や
改訂後の総合管理計画に基づき、公共施設マネジメ
ントをさらに推進してまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　雑草の管理も、この性能規定方式で
やってうまくいっていますので、そういうふうに大規
模修繕ではなくて、日頃から細かく管理をしていくこ
とが重要ではないかと思っておりますので、ぜひこの
公共施設のマネジメントもしっかり単年度の予算をつ
けながら、しっかり細かく管理をしていくことがこの
マネジメントが成功する要因になると思いますけれど
も、どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　この公共施設マネジメン
ト事業の中には、大規模改修という従来からの施設の
長寿命化に加えまして、今回新たに緊急修繕等事業と
いうものを入れております。こちらは広く県民が使用
する施設など、例えば運動公園などを対象に緊急に修
繕、改修を行うことで、施設機能の向上や県民の利便
性を確保していくということで、今後そういった方向
も踏まえて対応していきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　ぜひよろしくお願いいたします。
　続きまして３番、観光行政と魅力ある地域社会の実
現について。
　(1)、沖縄県観光振興基金の設置について、知事の
所見を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、国
際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図る取組を実
施するために基金の創設を検討してまいりました。新
型コロナの影響が長期化している状況にある中、感染
状況や観光業界の実情に対応して機動的かつ柔軟に事
業を実施する必要があることから、沖縄県観光振興基
金を創設するものであります。県では、基金を活用
し、人材育成と観光旅客の受入れ体制の充実強化等を
図り、滞在型観光の推進や観光産業の高付加価値化な
ど質の向上による沖縄観光のさらなる発展に取り組ん
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でまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　私もこれは総務企画委員会のときに
提案させていただいたんですけれども、観光税を取る
べきだということで、そして入域税の話もあったと思
います。業界からは入域税のほうが取りやすいのでは
ないかなという意見もありまして、しかし、これは宿
泊税で落ち着いたと思います。
　その中で、今県は40億の税収の枠組みで制度設計
をしていると思うんですけれども、100億ぐらいのス
キームの枠組みでの設計をしてはどうかと思うんです
けれども、どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　基金が目的
としているところの国際競争力の高い魅力ある観光地
の形成を図るための取組を長期的・安定的に実施する
ためには、将来的には宿泊税の導入が必要であると考
えております。しかしながら、新型コロナの沖縄観光
への影響に鑑み、直ちに導入することは困難な状況で
ございます。今後、旅行需要が安定的に回復する傾向
が見られた状況において、宿泊事業者等の観光関連団
体の理解が得られるよう意見交換を密に行い、宿泊税
の導入に向けて取り組んでまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　しっかり取るべきところは取って、
本当に今言われた沖縄の観光地における景観及び良好
な道路管理とか、そういうものに使っていただきた
い。そしてまた受入れ体制の充実、それから沖縄の伝
統芸能等にも生かして、充実した観光地としての沖縄
をさらに発展させていただけるようにこの基金を使っ
てもらいたいなと思っていますので、よろしくお願い
します。
　そして次に(2)、大型ＭＩＣＥ施設について、知事
の見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、県
土の均衡ある発展と産業振興を図るため、大型ＭＩＣ
Ｅ施設整備を核とした沖縄県マリンタウンＭＩＣＥエ
リア形成事業基本計画（案）を取りまとめ、公表した
ところです。同計画（案）では、施設の拡張性を持た
せた上で、１万平米の展示場、7500平米の多目的
ホール等を主な施設構成としております。大型ＭＩＣ
Ｅ施設の整備によって、これまで受入れができなかっ
た大規模なＭＩＣＥの開催が可能となります。その経
済的効果や教育的効果等は、マリンタウンＭＩＣＥエ
リアだけではなく、県全体にも波及するものと考えて

おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　この大型ＭＩＣＥ施設の誘致によっ
て、私は観光の質、先ほども言われたように教育、ま
ちづくりにも大きな影響があると思います。特に教育
に関してはどのような見解を持たれているのか、お伺
いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＭＩＣＥに
ついては、経済消費活動の裾野が広く、周辺地域を含
め大きな経済効果が見込まれるほか、教育効果や地域
活性化にもつながるものと期待しております。
　効果としまして、観光リゾート地の産業付加価値効
果、産業競争力や都市ブランドの向上などもあります
が、加えまして地域住民へもたらされる効果としまし
て、国内外から多くの参加者が訪れることによる異文
化理解の促進、地域のグローバル化の進展、ＭＩＣＥ
主催者による市民講座などの多様な教育機会の提供、
最先端の研究者との交流、優れた研究成果に触れるこ
とによる地域内イノベーションの創出、ＭＩＣＥを通
じたまちづくりに地域全体で取り組むことにより、交
通利便性の向上や商業施設の充実などが期待されると
ころでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　そこで教育のほうを述べていただき
ましたけれども、まちづくりについても述べていただ
きました。
　そのまちづくりに関して(3)、マリンタウンＭＩＣ
Ｅエリア形成事業の取組状況について伺いたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、こ
のエリアが選ばれるＭＩＣＥエリアとなるため、周辺
公共施設や屋外を活用し、エリア全体でＭＩＣＥを受
け入れる体制を整える環境整備を進めることとしてお
ります。また、エリアの利便性、魅力を向上させるた
め、デジタル技術を活用したスマートシティーの形
成、クリーンエネルギーの供給やエネルギーマネジ
メント、スローモビリティー等の新たな移動手段の導
入、ウオーカブルシティー ――歩行空間の構築等を
進め、デジタル技術とＭＩＣＥが連動した都市として
のブランド価値向上を図ることで、他のエリアとの差
別化を図ることとしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　ぜひこのエリア形成をしっかりやっ
ていただきたい。この与那原、西原地区は、国の観光
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立国推進基本法に基づいて計画がなされ、その中で沖
縄県も沖縄県観光振興計画によってＭＩＣＥが決定し
ました。それに基づいて、西原町、与那原町は自分た
ちのまちづくりのプランを大きく変更しながら、この
ＭＩＣＥ施設の誘致のために都市計画を合わせてきま
したので、国や沖縄県はその社会基盤整備を着実に進
める責務があると私は思っております。その辺に関し
てしっかり対応していくのが私たち沖縄県も必要では
ないかと思っておりますけれども、どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　マリンタウ
ンＭＩＣＥエリアに大型ＭＩＣＥ施設の整備を想定し
まして、西原町では平成29年12月、与那原町では平
成30年６月に都市計画法に基づく都市計画マスター
プランの改定が行われております。また、県では平成
29年２月にマリンタウンＭＩＣＥエリアまちづくり
ビジョンを策定し、平成30年８月には与那原町、西
原町と協働してマリンタウンＭＩＣＥエリアまちづく
りデザインを策定しているところであります。
　県としましては、今般新たな基本計画（案）を公表
したところでありまして、地元自治体において今後予
定されている都市計画の変更、用途地域の変更等につ
きまして、両町が掲げるまちづくりの実現に連携して
取り組んでいきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　ぜひしっかり対応していただきたい
と思います。
　そして、このＭＩＣＥはサンライズベルト構想の核
となる施設にもなると思っております。そこで知事
の公約でもある大型ＭＩＣＥ施設を核としたにぎわ
いのある東海岸一帯を形成していくということでし
た。その中で知事の291の公約にはないんですけれど
も、48年ぶりに那覇広域都市計画区域の市街化調整
区域の在り方（ガイドライン）の見直しを行ってきま
した。その件に関しては市町村から高い評価を受けて
いて、知事も、今後ともこの均衡ある発展のために、
公約実現に向けしっかり取り組んでいただきたいと思
いますので、決意のほうを知事からぜひお願いしたい
と思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　多くの市町村が都市計画を
していく上で、どうしても網かけとなっていた市街化
調整区域の問題について、多くの市町村からも御提案
をいただき、また議員をはじめたくさんの皆様からも
これからの沖縄の将来、均衡ある県土の発展のために
は重要であるという御提案などもいただいておりまし

た。今般、約１年かけて各市町村と調整をし意見を集
約させていただいて、このような改定に取り組もうと
いうことにしたものであります。ですから、それぞれ
の市町村の特色と、そして守るべきところは守ってい
く、残すところは残していくという、これから後の未
来の世代のためにも計画的、継続的なまちづくりに資
する、そういう大綱といいますか、計画になるように
進めていきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　知事の公約にはなかったんですけれ
ども、しっかり重要施策を追加してきたわけですよ。
そういうこともありまして、しっかりどの政策が大切
なのか、どの政策が緊急性があるかというのを見極め
て政策をやってきたと思っていますので、今後とも東
海岸のサンライズベルト構想にはしっかり取り組んで
いただきたいと思います。よろしくお願いいたしま
す。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時39分休憩
　　　午後３時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○新垣　光栄君　時間がないので少し変更して、４番
の子育て・福祉政策の(4)、パーキングパーミット制
度普及及び推進の取組状況についてお伺いいたしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　パーキングパーミット制
度、令和４年７月から導入をする方向で今進めており
ますが、沖縄県ちゅらパーキング利用証制度は、対象
となる方に共通の利用証を交付することで、駐車区画
の適正利用を促進するとともに、外見から障害のある
ことが分かりづらい体の内部に障害のある方などが、
駐車しやすい環境の整備にも効果が期待されておりま
す。県民お一人お一人にこの制度の趣旨を御理解いた
だき、行動していただくことが障害のある方もない方
も、共に暮らしやすい安全・安心な共生社会づくりに
つながるものと考えております。
　沖縄県としましては、市町村、経済関係団体などの
幅広い協力を得ながら、今後広く県民への周知を図
り、誰一人取り残さない優しい社会の実現に一つ一つ
取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　このパーキングパーミット制度は、
私が県議になってずっとこのことを言い続けてきまし
た。もう６年になります。なぜかというと、私の友人
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に内部疾患があって歩行が困難な方がいるんですけれ
ども、どうしても車椅子のマークのついた駐車場だと
気兼ねして駐車できないと。どうにかこのパーキング
パーミット制度を普及させていただきたいという彼の
要望から、ずっと訴えてきました。（資料を掲示）　
これが那覇市の利用証なんですけれども、こういうふ
うに妊婦、そして内部疾患があって見た目には元気そ
うに見えても歩行が困難な方とか、そういう今現在多
く設置されている駐車場の中で、使われていなくても
やっぱり気兼ねしている方々がいて使いづらいという
ことがありましたので、提案をさせていただいて、今
回本当にこの制度が７月から実施されるということで
大変うれしく思っております。本当にありがとうござ
いました。そして、各市町村への連携もしっかりやっ
ていただきたいと思っています。よろしくお願いしま
す。
　その中で、この一般施設への協力体制をどのように
今構築していこうと思っているのか、そして各市町村
とどのように連携していこうと思っているのかお伺い
します。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県では、
７月からの同制度の円滑な実施に向けまして、ただい
ま経済関係団体等にパーキングパーミット制度の周
知、そして協力区画の設置などの協力依頼を行ってい
るとともに、市町村に対しましては、許可証申請の受
付などに御協力いただくようにマニュアル等もお示し
しながら協力をお願いしているところです。４月から
は県民に広くこの制度の周知を呼びかけまして、円滑
な実施に向けさらに取組を進めてまいりたいと考えて
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　ぜひよろしくお願いします。
　続きまして(1)、沖縄県子どもの貧困対策推進基金
の設置期間の延長について知事の所見を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　子どもの貧困対策推進基金
ですが、就学援助の充実や放課後児童クラブ利用料の
負担軽減など、子供の貧困対策を推進する大きな力に
なったものと考えております。そこで、この子供の貧
困対策については、一過性のものとせず継続的に推進
していく必要があることから、今般この基金を60億
円に積み増した上で、設置期間を次期沖縄振興計画に
合わせて令和13年度までとしています。就学援助の
充実などの市町村支援、そしてヤングケアラーや若年
妊産婦などへの支援にしっかり取り組んでまいりたい

と思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○○新垣　光栄君　私はこの貧困対策、ヤングケアラー
の問題もそうなんですけれども、今学校がプラット
フォームになっています。しかし、教育現場はそれど
ころではないんですよ。今地域の問題、親の問題が全
部教育現場に集中していて、本来は地域が協力する、
家庭が協力して学校が成り立っているんですけれど
も、今は学校が協力しないと地域の維持もできない。
家庭の維持もできない。逆の現象が起こっています。
それで学校をプラットフォームにするのはもうやめて
ほしいという実情ではないかと思います。
　そこで地域の公民館も活用した政策ができればいい
なと思っています。最後に答弁をよろしくお願いいた
します。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　市町村に
おきましては、沖縄子供の貧困緊急対策事業補助金等
を活用しまして、子供たちの居場所づくりに取り組ん
でいるところでございますけれども、市町村におきま
しては、地域の資源を活用しまして、様々な場所、学
校を含めまして公共施設あるいは議員がおっしゃると
ころの公民館での居場所づくりにも取り組んでいると
ころでございます。令和３年10月現在で、県内で公
民館を活用した居場所が40か所ほど設置をされてい
るところでございます。今後とも市町村が行う居場所
づくりを支援してまいりたいと考えております。
○○新垣　光栄君　教育長、どうぞ。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　議員御指摘のように公民館
は社会教育を行う施設で、地域における日常生活上の
課題の解決、住民の教養向上に資する活動を行ってい
るところでございます。様々な活動を行っております
ので、先ほど子ども生活福祉部長からもございました
ように、いわゆる子供の居場所としての機能も持って
いるところでございます。しっかり市町村に情報を提
供しながら、いい活用の仕方を提供していきたいと思
います。
　以上でございます。
○○新垣　光栄君　最後に謝花副知事、退任、お疲れさ
までした。そして部長の皆さん、退職される皆さんも
本当にお疲れさまでした。
　ありがとうございます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時47分休憩
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　　　午後４時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　山里将雄君。
○○山里　将雄君　それでは、てぃーだ平和ネット山
里、一般質問をさせていただきたいと思います。
　よろしくお願いします。
　それではまず１、軽石漂着問題について(1)、現在
の軽石漂着状況と被害状況について。
　代表質問でも何件か取り上げられていますが、改め
て現在の軽石の漂着状況、被害等をお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　軽石の漂着は、38市町村の海岸、38港湾、61漁港
で確認されており、令和４年２月15日時点で、国、
県、市町村等で合計約３万6000立方メートルを回収
しております。軽石による被害としましては、これま
でに７港湾で船舶の運航に支障が生じたほか、漁業者
の出漁自粛、マリンレジャーのキャンセル等多岐にわ
たっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　この軽石、非常に大きな被害と
なっていますけれども、県内各地に漂着して回収作業
は――まだ新たな漂着も６月ぐらいまで続くと予想さ
れているようですので、県の対応も大変かと思います
けれども、引き続きしっかりと取り組んでいただきた
いと思います。
　そのような中であるんですけれども(2)、羽地内海
の軽石除去、その状況についてお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　運天港においては、
令和３年10月28日に軽石の漂着が確認され、伊平屋
及び伊是名航路の運航に支障が生じたことから、県で
は港湾災害復旧事業により軽石対策を行っているとこ
ろです。また令和３年12月10日からは、港湾法第55
条の３の３に基づき、国による港湾施設の一部管理が
行われており、現在、国と県で協同し軽石除去などに
取り組んでおります。今後も定期船の運航に支障が生
じないよう、軽石対策に努めてまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　（スクリーンに表示）　私も名護な
ので時々屋我地とか羽地とか見て回っているんですけ
れども、最近この土曜日26日ですけれども――４日
前ですね――回ってみたんですが、やっぱり羽地内海
の回収がなかなか進んでいない気がしております。ま
だまだひどい状況にあるということです。写真を見て

ほしいんですけれども、これが羽地内海の今の状況で
す。これ呉我というところ、羽地寄りの呉我なんです
けれども、このような状況になっています。これが同
じ呉我を先ほどとは逆方向から見た写真です。こんな
状況です。写真ではなかなか分からないと思いますけ
れども、相当な量、広さがまだこのようになっている
と。内海ですよ、これ。これが仲尾次漁港のところで
すね。すぐ隣に漁港があるんですけれども、その漁港
のすぐ隣がこのような状況です。さらにこれは今帰仁
側なんですけれども、湧川のほうですね。ここにもこ
んな状況です。これみんな国が設置したフロートとい
うもので、外に流れ出ないようにこうやって仕切って
といいますか、止めている、そういう状況ではあるん
ですけれども、いずれにしてもこのような状況であり
ます。この呉我の船揚げ場で県から委託されている業
者がユンボで回収しています、この写真もあるんです
けれども。こんな感じです。ユンボで取っているとい
うような状況です。
　ただ、これで一体いつまでかかるのかなというふう
に本当に心配になってしまいます。請け負っている業
者の方にも現場で聞いてみたんですけれども、事業の
期間は３月いっぱいということでした。これはそうな
んですか。羽地内海の軽石回収の予定はどうなってい
るか、３月で終わりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　運天港の軽石対策に
係る工事の工期は３月末となっておりますが、まだ漂
着軽石があることから、工期延長について請負者と協
議をしているところでございます。変更工期の設定に
ついては、現場状況を踏まえ今後延ばす方向で調整し
ていきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　そうですね、３月ではとても終わら
ない状況だと思います。今工期の延長ということでし
たけれども、新年度予算にこの羽地内海の撤去につい
て関連の予算は計上されているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　今現在行っている工
事を繰越しということで、繰越予算については予算を
確保しているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　分かりました。
　急ぎやっていただきたいと思うんですけれども、
やっぱり相当膨大な量の軽石があるんですね。回収に
は市町村とか県とかが難しい部分もあるんじゃないか
なというふうに思うんですね。運天港という港湾が羽
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地内海にはありますので、離島航路の船舶に支障がな
いように国がフロートを設置して、内海の軽石を閉じ
込めているという状況もありますので、回収について
は国に強く要請する必要があるのではないかというふ
うに思っています。
　先ほど国との関連のお話が少しあったんですけれど
も、今国との協力体制、これについてはどういうふう
になっているか少しお聞かせください。砂採取船での
回収も行ってはいましたけれども、その辺ちょっとお
聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　今国と県とで役割分
担をしまして、運天港の軽石の除去については対応し
ているところでございます。国におきましては、令和
３年12月10日に県の要請に基づきまして砂利採取運
搬船等により海上からの軽石の除去を行っておりま
す。一方で県のほうは、陸上からの回収を行うという
ことで対応しております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　県は先ほど言ったこの写真、こう
いった形で行っていると。国が――さっき言った砂採
取船ですか、それで行っておりました。砂採取船の現
場は海の上で見ることはできませんので、ユーチュー
ブ等にアップされているものがありましてそれを見た
んですけれども、非常に効率的に回収しているとい
うことで、これはいいなとすごいなと思ったんですけ
れども、今はやってないですよね。終わっていますよ
ね。今この採取船というのはどういうふうになってい
ますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　国におきましては、
管理の期限が令和４年３月９日までとなっておりまし
て、海上からの軽石回収は２月上旬でおおむね終了し
たというふうに聞いております。国におきましては、
一定程度の進捗が見られたというところで、残りにつ
いては陸上からの回収が効率的であるということで海
上作業を終了したと聞いております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　まだ軽石が内海で動いているといい
ますか、漂っていたりするものがあるので、まだ採取
船での採取が必要じゃないかと思ったんですけれど
も、分かりました。
　次、この写真を見ていただきたいんですけれども、
（スクリーンに掲示）　これ先ほども言った羽地内海
にある仲尾次漁港の様子です。これも４日前の26日

に撮影しました。漁師の方々に話を聞いたんですけ
れども、このとおり漁港の中は回収しても、してもし
ても内海の軽石がまた入り込んできて漁に出られない
と。何か自分たちだけが取り残されているんじゃない
かというようなこともおっしゃっていました。羽地漁
協の組合長さんにも話を聞いてみたんですけれども、
県と市で――これ県管理の漁港ですから、内海は県の
責任ということで、どっちがやるかということでなか
なか進まないと、回収が進まないという状況があると
おっしゃっていました。市にも電話して聞いてみたん
ですけれども、漁港の周りにフロートで閉じ込めてい
る軽石の回収も、この部分は、さっき呉我の部分は回
収を今しているんですが、この仲尾次寄りのところ
は実は手つかずなんです、回収そのものが。フロー
トで囲っているということで手つかずなんです。で
すから、市としては漁港内を回収してもそこから漏れ
たものが、あるいは波があるとあふれたりするので、
それでまた漁港に入り込んでくるという状況で、まず
漁港の外の回収をしてもらわないとあまり効果がない
と。だからまずはそこをしっかりやってもらわないと
市としてもやりようがないということでした。
　その辺、市と何か調整とかはしているんでしょう
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　今パネルに示されま
した仲尾次の漁港につきましては、市町村の管理する
漁港となっております。県では、市町村のほうに漁港
の災害復旧事業を活用するよう促しているところでご
ざいますけれども、市町村からは外海のほうに今軽石
が大分あって、取ってもまた入ってくる状況が考えら
れるので、ちょっと二の足を踏んでいる状況にありま
す。写真のほうにはオイルフェンス等がありませんで
したけれども、私も３週間ほど前に行きましたが、現
在は入り口のところにカーテンつきのオイルフェンス
を置きまして、漁港の中には入らないように工夫がさ
れているのかなというふうに考えております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　そうなんですね、入り口にこうある
んですけれども、どうしても船の出入りとか漁船の出
入りとかのときに開けるので、また入ってきてしまう
ということがあるようですね。その辺、市の言ってい
ることもそのとおりだと思います。やっぱり外をやら
ないと効果がないだろうと思いますので、そこをしっ
かりとやることが必要だと思いますので、ぜひそこを
よろしくお願いします。
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　羽地漁協の組合長さんに話を聞いたんですけれど
も、羽地漁協はここ数年、組織的にいろいろ困難な状
況が続いていたんですが、今新しい組合長さんの下で
一生懸命その再生に頑張っているところなんです。組
合員は81人いますけれども、漁業収入が少なくて、
漁業だけではなかなか生計を立てることができない
と、難しい組合員も多いということで、そんな中でコ
ロナがあって、さらにこの軽石漂着被害、本当に大変
だということでした。収入が全くないという組合員も
いらっしゃるということです。軽石の回収、これを速
やかに行って漁業振興にしっかり取り組んでいただき
たいと思います。
　海面に浮いている軽石は海の生物等生態系への影響
も非常に心配されます。羽地内海は優良な漁場であり
キス釣りの名所でもあるんですけれども、そういった
ことへの影響も心配であります。風光明媚で観光名所
でもあります。とにかく早く回収しなければならない
と思いますのでしっかり取り組んでいただきたいと思
います。
　次に(3)、漁業への被害状況と支援について御答弁
をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　県内漁業者は、軽石
の影響によりまして、操業自粛を余儀なくされるな
ど、漁業活動に多大な影響を受けております。そのた
め県では、協議会での議論を踏まえて、軽石により影
響を受けた漁業者への支援のため、海水こし器の設置
補助、またはモズク、アーサへの異物混入対策を実施
するほか、漁業者が円滑に漁業活動の再開ができるよ
う１か月分相当の燃油使用料を補助することにしてお
ります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　今お答えがあったんですけれども、
漁業者への支援については漁協等から要望を聴取して
いるというふうに伺っていますが、今こし器の件を
おっしゃっていますけれども、ほかにどんな要望があ
りますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　市町村及び漁協等か
らの要望につきましては、１つに漂流漂着している軽
石の撤去、２つ目には軽石の漂流漂着情報の発信、３
つ目には軽石の影響を受けた漁業者への休業補償、４
つ目には海水こし器設置に係る補助等の要望がありま
した。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。

○○山里　将雄君　私が話を聞いた中でも、こし器の件
と補償、やっぱり収入がなくなったことに対する補
償、それが非常に困っているんだということがありま
した。それで海水こし器等補償について聞いていきた
いと思うんですが、まず、国の海水こし器補助、これ
今行われていると思います。ちょっと確認したいんで
すけれども、国の海水こし器の補助については、競争
力強化型機器等導入緊急対策事業という事業を拡大し
た措置で行っているというふうに聞いています。この
対象は広域水産業再生委員会、この所属義務があると
伺ったんですね。
　まず、この広域水産業再生委員会というのは何で
しょうか。ちょっと説明していただけますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　広域水産業再生委員
会とは、漁協等で組織する地域水産業再生委員会が複
数集まって構成される委員会のことで、広域漁協の連
携によりまして浜の機能再生再編や中核的担い手育成
を推進するための計画である浜の活力再生広域プラ
ン、これを策定するための委員会のことを指しており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　再生委員会を組織しているところが
いろんな補助事業の対象になっているというふうに聞
いています。今現在県内の漁協は幾つあって、その委
員会を組織している、あるいは組織していない組合は
どれだけありますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　県内漁協のうちで広
域の構成員となっているのが21漁協、それから対象
となっていないところが15漁協あります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　その15漁協の組合員については、
国の補助は対象外となっていることになるんですね。
それから国の補助事業はこし器の購入費の50％のみ
で設置費は含まないと。それから先に自分でつけて
しまったものは対象外と、そういうことですよね。
こし器も大分結構な値段がするようなんですけれど
も。
　次に、県がソフト交付金でやっていると伺ったんで
すけれども、独自に行っている海水こし器設置補助、
これも12月くらいからやっているんですかね、これ
について聞きたいんですが、県のこし器の支援は国の
補助対象とならない。つまり先ほど言った広域水産業
再生委員会の未組織の組合員を対象とするとそういう
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認識でよろしいでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　基本的には広域プラ
ンをつくったそれ以外のところを県のソフト交付金で
対応するように考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　県の支援の対象は今伺いました。そ
れじゃ補助内容教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時28分休憩
　　　午後４時29分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　国の事業とほぼ同じ
ようにしておりまして、海水こし器当たり本体価格の
２分の１の補助、機器１台当たりの補助の上限額を
13万5000円というふうにしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　そうなんですよね、確認はしている
んですけれども、国と同じなんですよね。再生委員会
を組織していない組合員が対象というだけで、内容と
しては同じだというふうになっています。
　伺いますけれども、国のその事業に対する申請、こ
れは直接県ではないかもしれませんが、もしその数を
把握していれば申請の件数、それから県の事業への申
請の件数、国が何件で県が何件あるとか、分かったら
教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　国の事業につきまし
ては、沖縄県漁連からの聞き取りによりますと、現在
７件の申請があります。県の事業につきましては、要
望調査の結果５漁協から117件の要望がありまして、
現在４漁協40件の申請を受け付けて補助金の交付に
向けた手続を進めているところであります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　国が５件で、そして県については
117件、さらにあと40件ほどということなんですけ
れども、でも合わせても120件程度。漁船は相当数あ
ると思うんですけれども、この数は非常に少ないと思
うんですよね。名護漁協の安里組合長さんから話を聞
いたんですけれども、軽石被害は去年の10月ぐらい
から発生していますよね。既に５か月以上たっていま
す。その間当然漁業者の皆さんは漁に出ないわけには
いかないので、さらに名護漁協では11月ぐらいから
ソデイカ漁も始まっているので、海水こし器の取付け

は自費でやらざるを得ないということでほとんどがも
う終わっているんだそうですよ。ところが自費で取り
付けたものには遡っての補助はないということで、こ
の事業については、当然申請はもうできないとそうい
うことを聞いています。そういう話は把握しています
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時31分休憩
　　　午後４時32分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　議員からの御指摘の
とおり、漁に出るために補助事業の前に御自分で設置
をされている方は多数いるということは関係者の方々
から聞いております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　何が言いたいかというと、これやっ
ぱり県の補助も国と同じということでは、取り残され
た漁業従事者を支援するという意味であれば、それで
は支援にならないと思うんですね。やっぱりそうじゃ
ない。国がやらないこと、できないことを県がやる。
これが本当の支援だと思うんですよ。対象者も広げ
て、それから遡って支援すると、そういうことが必要
だと思うんですけれども、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時32分休憩
　　　午後４時33分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　海水こし器の設置は
水産庁が補助事業を実施しておりますが、同事業の採
択には条件があるため、県内の一部の漁協は対象と
なっていません。そのため県では、水産庁の事業を補
完するために同事業の補助事業を受けられない漁協を
対象に、ソフト交付金を活用してこし器の補助設置を
行うこととしたところであります。県事業の設計に
当たっては、水産庁事業との整合性を図る必要があ
ることから、補助率だとか対象経費のほか、遡及の可
否などの要件については水産庁事業と同じような基準
で実施することが必要というふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　そこはどうなんですか、やっぱり何
とか考えていただけたらと思うんですけれども、それ
は強く要望しておきたいと思います。海水こし器は今
後もぜひ必要なものになると思いますので。
　それでは、今度は補償について聞きたいんですけれ
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ども、補償について何か支援はあるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　災害等に伴う漁業者
の減収対策としては、国による漁業共済制度が整備さ
れております。そのため県では、漁業共済と重複、競
合しない形での支援をする必要があると考えておりま
す。そのような状況を踏まえて、漁業者が円滑に漁業
活動の再開ができるように、軽石被害に係る緊急支援
事業により、１か月分相当の燃油使用量を補助するこ
とにしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　燃料の補助については補正で組まれ
ているのは承知しているんですけれども、今漁業共済
とおっしゃっていましたが、漁業共済の加入率といい
ますか、どのくらい加入されているか分かりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　漁業共済の加入率に
つきましては、生産額ベースでは８割以上となってお
りますが、残念ながら経営体ベースの加入については
公表されておりません。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　そうなんですね。非常に加入率が低
いということは、漁業者の皆さんが被害を受けても、
全くそういう補償といいますか金銭面での支援がない
わけですね。今回軽石については、観光業とかいろん
な面に影響は出ているんですけれども、やはり直接被
害が大きいのは水産業だと思うんですね。漁業従事者
の皆さんが本当に困っていることをしっかり受け止め
て支援をしていただきたいというふうにお願いをした
いと思います。よろしくお願いします。
　次に(4)、回収した軽石の処分と利活用について伺
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　県が行った分析の結果、軽石中の重金属等は、土壌
汚染対策法に定める土壌溶出量基準及び含有量基準以
下であることが確認されており、環境安全性に問題は
ないと考えられますが、他方、塩分濃度が高いことか
ら、利活用について各部局で検討を行っているところ
であります。また、一般公募で集まった88件のアイ
デアの実現可能性等を検証しており、アイデア集とし
て公表し利活用を推進していくこととしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　回収の量について、代表質問等で質
問があって、２月15日時点で３万6000立方メートル

という回答があったんですけれども、これは今後の回
収予測と合わせてどれくらいになりますか。おおよそ
で構いませんが、分かりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　今後海岸でございますけ
れども、約15万5000立方メートルの回収の見込みが
報告されてございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　今回収しているのと合わせて15万
5000ということですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時37分休憩
　　　午後４時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○山里　将雄君　いずれにしても相当大きい数字を言
われても、どうも大き過ぎてぴんとこないんですけれ
ども。
　羽地内海から回収した軽石は、大宜味の仮置場が満
杯で今名護漁港に運んでいるようなんですけれども、
まだまだ回収はあると思います。県の仮置場を検討中
ということも答弁でありましたけれども、その仮置場
の検討状況、答えられるんであればお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　県では保管場所が不足し
た場合に備えまして、広域的な軽石の仮置場として北
部に約４万平方メートル、南部に約２万平方メートル
の仮置場を確保しておりまして、現在北部の仮置場に
つきましては、北部土木事務所が２月28日から一部
の軽石の搬入を開始しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　これ名護漁港以外でもう既に搬入し
ているところがあるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時38分休憩
　　　午後４時39分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　運天港で回収した港
湾の軽石については、名護漁港や名護商業高校跡地の
県有地に仮置きをしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　名護商業高校跡地ですね、結構広い
ですからね。
　でも仮置きしていてもずっと置いておくわけにはい
かないので、当然ながらその利活用を早めに検討し
て、利活用していく、減らしていくということが必
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要だと思いますけれども、88のアイデアの実現可能
性を検討中と答弁がありました。有効な活用法という
のはどうですか、何かありますか。例が挙げられるの
であればちょっと教えてもらいたいんですけれども。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時40分休憩
　　　午後４時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　現在88のアイデアのうちから４件につきまして、
各部局で引き続き検討を行っているところでござい
ますが、現在そのうちの13件につきまして、本日県
のホームページ上でアイデア集として公表するべく準
備を進めているところでございます。そこの中の事例
としましては、例えば釉薬、焼き物の上薬ですけれど
も、そういったものに使うアイデアですとか、あと敷
地内の敷材として使うといったアイデア等が提案され
てございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　いろいろ出ているようなんですけれ
ども、ぜひ活用の方法しっかりと検討していただいて
決定していただければ、それに期待をしたいと思いま
す。
　実は羽地漁協の組合長さんから一つおもしろい話を
聞いたんですけれども、羽地でのボランティアの軽石
回収、これネットでも上げられていたんですが、それ
を見た東京の中学校の校長会から羽地漁協に子供たち
の勉強に使いたいから回収した軽石を送ってほしいと
いうお願いがあったそうです。箱詰めにして送ったそ
うです、10箱ぐらい。全国の教育委員会とかそう
いった小学校に県から呼びかけて教材として使っても
らうのもいいんじゃないかなというふうに思ったんで
すね。海底火山の学習とか環境の問題の学習とかいろ
んな教材、理科の実験とかいろいろ使い道あると思う
んですけれども。これは一つのアイデアとして、もう
行われているところもあるんですかね。これは提案と
いうか、ちょっとした話です。
　それでは――相当時間が厳しい――次に２の北部広
域医療センターについてお伺いをしたいと思います。
　(1)、開院が当初予定より遅れる見通しとなってい
る理由を伺います。すみません、(2)の今後のスケ
ジュールを伺う、これまで併せて御答弁をお願いしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　公立沖縄北部医療

センターの開院時期につきましては、敷地の土壌汚染
調査と施設の解体撤去に約１年かかること、また450
床規模の病院の実施設計に約１年６か月を要するこ
と、それから災害拠点病院として免震構造を採用する
ことなど、地域住民の安心・安全のための対策に取り
組むため、令和８年度中旬から令和10年度当初に変
更したところでございます。
　スケジュールとしましては、今年度に整備基本計画
を策定し、令和４年度は基本設計、令和５年度から６
年度にかけて実施設計、令和７年度から建築工事に着
手し、令和10年度当初の開院を予定しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　このセンターの遅れについては、私
も北部の出身ですから、北部選出として、遅れる見通
しとの説明があったので質問はしたんですけれども、
同じ名護の先輩の末松文信議員からも、思いも含めて
聞いておられましたので、私も末松議員と右に同じと
いうことで、これ以上聞くことはしません。
　でも一つだけ、北部市町村の住民は、この病院につ
いてはこれまでずっと言ってきましたけれども、本当
に待ち遠しく、早く開院してほしいと望んでいるわけ
です。それが令和10年まで遅れるということになっ
ておりますので、これ以上遅れることはない。それで
いいですよね。どうですか知事。その辺ちょっと決意
をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　関係者、市町村としっかり
と話し合って、できるだけ前倒しを含めて早期に進め
られるよう取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　よろしくお願いします。期待してお
ります。
　それでは次に３、これまで辺野古ゲート前、安和桟
橋、本部塩川港において辺野古新基地建設土砂運搬に
関係する交通事故が数件発生しています。辺野古埋立
土砂の搬出・搬入に関係する車両が絡む交通事故の発
生状況を把握されているか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　基地建設工事に関連する辺野古ゲート、安和桟橋及
び塩川港付近における工事関係車両等が絡む交通事故
については、令和３年中、人身事故２件、物損事故３
件、令和４年は２月末現在、人身事故１件を把握して
おります。
　県警察といたしましては、交通事故が発生した際や
交通事故に発展する可能性のある行為を確認した場合
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には、交通事故防止の観点から必要な指導取締りを
行っているところであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　これは質問というよりも確認と要望
のようなものなんですけれども、今年１月に２件、安
和桟橋の前で７日と16日に土砂搬出のダンプと車が
接触するという事故があったようなんです。幸い人
身に関わる事故ではないんですけれども、これまでも
安和桟橋出口付近ではそういう事故が起きているんで
す。私も現場に行くことがありますけれども、交通
ルールをしっかり守ってさえいれば防げるんじゃな
いかと思うんです。ぜひ現場での交通事故防止につい
て、県警としてしっかり取り組んでいただきたい。こ
れは要望ということにしたいと思います。
　すみません、時間がありません。まだたくさん残っ
ているんですけれども、初めての一問一答方式だった
ものですから、なかなか時間配分がうまくいきません
でした。答弁を御準備いただいた職員の皆さんには、
本当にお詫びを申し上げます。
　これで一般質問を終わりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　こんにちは。
　てぃーだ平和ネット、玉城健一郎です。
　質問に移る前に、ロシア軍のウクライナ侵攻に対し
て、反対するとともに戦争で亡くなった全ての人たち
の御冥福をお祈りいたします。また、この戦争が早
く、平和的な方法で終結するよう求めてまいります。
　さて、それでは質問に移ります。
　米軍ゴルフ場の自衛隊、海保、民間人の利用につい
て伺います。
　新聞記事によりますと、沖縄市とうるま市にまたが
る米軍保養施設で、日本人による利用が常態化してい
る。県内の一般ゴルフ場の半額以下でプレーできるこ
ともあり、観光客らの利用が常態化し、客のほとんど
を日本人が占める状態が恒常的になっている。ゴルフ
場利用税や消費税は徴収されておらず、県内の業界団
体が民業圧迫、脱税行為として是正を求めてきた。今
回、この記事によりますと、関係者によりますと自衛
隊や海上保安庁等の国家公務員がゴルフ税や消費税を
払うことなく、米軍人並みの約2000円でプレーし、
多くは米軍人と関係なくプレーし、自衛隊だけのコン
ペが開かれることもあると証言。近くのゴルフクラブ
関係者は、自衛隊関係の客から、この米軍保養施設の
料金を引き合いに値下げが求められたこともあったと
のことです。記事が事実だとすれば、民業圧迫である

し、脱税行為といっても過言ではありません。国家公
務員としての倫理観が問われる問題です。沖縄県とし
て、県内のゴルフ場を守るためにも是正を求めるべき
だと考えますが、県の見解を伺う。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　外務省によりますと、基地内ゴルフ場は米軍関係者
の福利厚生施設として利用されており、米軍の友好親
善において米軍関係者の利用に支障のない範囲で日本
人の利用を認めたとしても、日米地位協定上は問題な
いというふうに考えているとのことでございます。一
方、利用者数等のゴルフ場の運営に関わることについ
ては、承知をしていないという回答がございました。
　県といたしましては、日米地位協定第15条におい
て、日本人が基地内ゴルフ場を含む基地内諸機関を利
用する際の制限の内容や利用手続等に関して、明確な
規定がないことから、日米両政府に対し日本人に対す
る役務の提供を制限する旨を明記することについて、
要請を行っているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　友好関係で使う、例えば米軍と自
衛隊が使うとかそういった理由だったら、一緒に使う
んだったら理由は分かりますけれども、今回の記事に
書かれているのは、観光客が使っている。日本人だけ
で使っているということが常態化されてしまうと、今
沖縄にゴルフ場がある中で、そこを圧迫する原因にな
ると思うんです。コロナ禍の厳しい状況の中で経営を
強いられている県内ゴルフ場、その中でこの方たちを
救っていくために県としても強い姿勢を示して、観光
客が利用できない、観光客はむしろ県内のゴルフ場を
使うように促していく必要があると思うんです。ぜひ
ともここを強く求めていただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　県として、議員御指摘
のとおり、米軍の福利厚生施設としての利用でござい
ます。米軍人・軍属、その家族ということでその前提
の上に、友好親善という観点であれば認められるとい
うことでございますけれども、議員から御指摘のよう
な形での利用の実態については、もしそういう事実が
あるのだとすれば、米軍の福利厚生施設の目的外使用
の問題やゴルフ場利用税、それから消費税等の課税の
公平性の観点、民業圧迫という問題があるかというふ
うに考えております。そういった観点から、まずは事
実関係の確認に努めた上で、適切に対処したいという
ふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
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○○玉城　健一郎君　よろしくお願いします。
　では、次の質問に移ります。
　ＰＦＯＳの問題について伺います。
　北谷浄水場でのＰＦＯＳへの対応について伺いま
す。
　国と協議をしていた北部ダム、国ダムからの融通に
ついて現在どのようになったのかお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○○企業局長（棚原憲実君）　企業局では令和２年４月
以降、沖縄総合事務局等と実務者間で渇水リスクに配
慮しつつ多様な水源の活用方策について協議を重ねて
きました。例年水事情が良好な時期はダム水を増量す
る等の対応を実施しており、原則として比謝川、長田
川、天願川の取水を停止し、嘉手納井戸群について
も、比較的濃度の高い井戸の取水を現在は停止してお
ります。また、さらなる増量のため、漢那ダム、金武
ダムの水利権の変更を行ったところです。水利権の変
更に当たっては、国会における議論も踏まえ、沖縄総
合事務局、国土交通省にも御尽力いただき、速やかに
手続を行うことができました。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　ありがとうございます。
　今回、11月から１月の水管工事をしている間、水
利権の変更をすることによって、国のダム水を融通す
ることができるようになったということなんですけれ
ども、この変更によってどれくらい効果が得られるの
か、もし分かっていたら御説明お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○○企業局長（棚原憲実君）　企業局では、北部ダムか
らの主要な導水路である東系列導水路トンネルの老朽
化に伴う改築工事を毎年、水需要が低下する冬場の
11月から１月に実施しております。その間、取水量
確保のため中部水源等から取水せざるを得ない状況と
なっています。その対策として、工事期間中は漢那ダ
ム、金武ダムからの取水量を増量することにより、日
量最大１万7000立方メートル確保できる予定で中部
水源等の取水抑制につながり、ＰＦＯＳ等の低減が期
待できるものと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　これまでの11月から１月の間、
水が使えないということで、中部水源を利用すること
があったと思います。今渇水リスク――今回こういっ
た変更をすることで、ＰＦＯＳの軽減はもちろんでき
たと思うんですけれども、企業局が渇水リスクがあ
るから取水するという判断をずっと言っているんで
すけれども、ＰＦＯＳが出ている嘉手納井戸群だった

り、中部河川にやっぱり県民として根強い拒否感があ
ると思うんです。ＰＦＯＳが検出されている中部水源
や井戸群からの取水ではなくて、今北谷浄水場には海
淡施設がありますけれども、この海淡施設を使うのは
どうかということと、使った場合、どれぐらいと試算
しているのか御説明お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○○企業局長（棚原憲実君）　今年度の北谷浄水場浄水
のＰＦＯＳ等の平均値は、１月末現在で１リットル当
たり13ナノグラムと暫定目標値より低いレベルにあ
ることから、水道水の安全性は確保されていると考え
ております。例年水事情が良好な時期は中部水源から
の取水を抑制し、ダム水を増量する対応を行っており
ます。海水淡水化施設は、渇水や事故等の緊急時の対
応もあるため、ダム貯水率の状況など水事情を踏まえ
た運用が必要であると考えております。
　なお、その時々の燃料費調整単価等により動力費は
変動しますが、海水淡水化施設の運転コストは、１日
４万立方メートル生産し続ける場合、１月当たり約１
億800万円、年間では約12億9000万円の増額になる
と試算されております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　分かりました。これだけの高額が
かかってくるという、これは元をただせば、もともと
中部水源にＰＦＯＳが出ているということが一番の問
題だと思います。そこに対して立入調査ができないか
ら根本的な対応ができていないと思うんです。ぜひと
も引き続き、国と米軍に対して求めていただきたいと
思います。
　今回また北谷浄水場が取水している倉敷ダムでもド
ラム缶や銃弾が見つかったということなんですけれど
も、こちらはその後どういった経緯になっています
か。御説明お願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　倉敷ダムにおいて発
見された不発弾及び空のドラム缶については、沖縄防
衛局へ早急に撤去及び土壌調査等を求めております。
現在、沖縄防衛局において詳細を検討中と聞いており
ます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　今、国ダムから融通させてもらっ
て何とかＰＦＯＳを抑える、使わないような状況をつ
くっていく中で、県ダムの倉敷ダムが長く使えないと
なってくると非常に大きな影響があると思うんです。
ぜひ水不足が起こる前に、早期に調査・撤去するよう
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防衛局に強く求めてほしいと思います。これは要望で
す。
　続きまして、米軍基地周辺でのＰＦＡＳ検出につい
て伺います。
　米軍普天間飛行場周辺での調査について伺います
が、今回、有機フッ素化合物環境中残留調査事業での
専門家会議が３回行われたということなんですけれど
も、この専門家会議はどのような内容だったのか御答
弁お願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　県のＰＦＯＳ等調査では、普天間飛行場周辺で高濃
度のＰＦＯＳ等が検出されており、令和３年度の夏季
調査では、同飛行場周辺20地点中11地点で暫定指針
値を超過しております。県は、令和３年度に専門家会
議を設置し、汚染源特定に向けた検討を進めていると
ころであります。同会議からは、地下水の流向等を明
らかにするため、ボーリング調査等を実施する必要が
あるとの意見が出されておりまして、令和４年度の実
施に向けて検討を進めているところであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　宜野湾市の普天間飛行場のＰＦＯ
Ｓの流出に関して言えば、地形的に言えば普天間飛行
場があって、そこの下流域から海側に向かってどんど
んＰＦＯＳが流出している。基地よりも高い位置にあ
るところというのは、ＰＦＯＳがほとんど検出されな
い、一切検出されないという状況にあります。ぜひと
も今回の調査をしっかりしていただきたいと思います
が、次年度の予算で普天間飛行場周辺のボーリング調
査を行うということなんですけれども、この目的、そ
して場所はどういったところをボーリング調査するの
か、御答弁をお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　専門家会議からは、普天
間飛行場内の地下水の流れを把握するための基地外で
のボーリング調査の実施や、ＰＦＯＳ等の変動をより
詳細に把握するための毎月調査の実施、または汚染源
特定に必要な地形地質に関する資料収集等に関する意
見が出されております。その意見を踏まえまして、現
在ボーリング地点等について検討を進めているところ
でございます。まだ地点については、詳細には決まっ
てございません。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　ぜひともよろしくお願いします。
　今回ボーリング調査ということで、水の流れとかを
取ると思うんですけれども、それと併せて行ってほし

いのが、今、米軍がＰＦＯＳの入った泡消火剤を使っ
ていないという説明にもかかわらず、いまだに湧水か
らＰＦＯＳやＰＦＡＳが検出されている状況を踏まえ
ると何らかの汚染、土壌の汚染というものが考えられ
ます。
　今回の調査の中で一緒に併せて土壌調査というのは
できないでしょうか。御答弁お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　現時点におきまして、土
壌中のＰＦＯＳ等を分析する方法は定まっておりませ
んけれども、また基準値の設定もされておりません。
土壌中のＰＦＯＳ等調査の実施につきましては、専門
家等の意見も聞きながら検討してまいりたいと考えて
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　ありがとうございました。
　基準値の設定について、大阪府の知事は、土壌中の
ＰＦＯＳの基準値を設定するように国に求めているん
です。大阪府は民間企業による汚染によって、そう
いった状況が生まれています。一方沖縄は、米軍基地
である蓋然性が高いと言われておりますけれども、ぜ
ひ大阪府とも一緒になって、基準値の設定を国に対し
て求めていく必要があると思うんですけれども、見解
お願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　議員御指摘の点について
は、大阪府とも連携を図りまして、必要な対応を図っ
ていきたいと思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　よろしくお願いいたします。
　今回普天間飛行場について専門家会議を開催してい
ます。普天間飛行場の中に入れない、だからその蓋然
性というのは確かなんだ、普天間飛行場から出てきて
いるというのは確かなんだということを確定させる材
料をつくるためにこういった調査をしていると思いま
す。一方、企業局へ先ほど質問をしましたけれども、
この嘉手納飛行場においても同じようにＰＦＯＳが出
ている状況、そして企業局が何度も要請しているにも
かかわらず、嘉手納基地に入れない。そして県民とし
ては大切な水源を利用できない、利用しにくい状況に
あるということを鑑みて、ぜひ嘉手納飛行場周辺でも
専門家会議、専門家の意見を聴取する必要があると思
いますけれども、見解をお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　嘉手納飛行場のＰＦＯＳの問題につきましては、同
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飛行場周辺で県企業局が水源として取水をしていると
いう観点から、今企業局が中心となって調査等に取り
組んでいるところでございます。同飛行場を対象とし
た専門家会議の設置については、企業局と調整をしな
がら今後検討してまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　やはりＰＦＯＳの問題、深刻な問
題ですので、ぜひとも調査をして、これまで企業局も
ＰＦＯＳの対策で国の補助があったとはいえ、単費で
お金を払っている状況、その状況もやはり県民からし
たらおかしな状況だと思いますので、それをただして
いくためにもぜひ引き続き調査をしていただきたいと
思います。
　次の質問に移ります。
　ヘイトスピーチ条例について質問をいたします。
　那覇市役所前でのヘイトスピーチというのが、私が
県議会議員になる前、那覇に来たとき、よく見られて
いたんです。それが2020年５月20日からヘイトス
ピーチを止めるために市民が頑張って体を張って止め
ている状況で、今日で94週目になるということなん
です、約２年。これだけ市民が体を張っている状況を
見て、私自身これ政治だったりとか行政がしっかり止
めていく、人権を守っていくために止めていく必要が
あると思っています。
　そこでお伺いいたしますけれども、このヘイトス
ピーチについて、どのように考えているのか、御答弁
をお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　全ての人
に対する不当な差別的言動が許されるものではないと
考えております。いわゆるヘイトスピーチにつきまし
ては、非常に判断の難しい部分もございます。ただ議
員がおっしゃいましたように、市民団体の皆様の活動
があったり、あるいは様々な陳情等も寄せられている
中で、県としてどのような条例ができるかというのを
この間検討してきたところであり、現在も検討を進め
ているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　本当に行政も同じ思いだというの
で安心しました。ヘイトスピーチ、今、実際行われた
場合、県としてどのような対応が今できるんでしょう
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県におい
ては、ただいまヘイトスピーチの条例制定に向けた案
を考えているところでございまして、まだ県案という

ものは策定していないのですけれども、専門家委員会
にかけた構成案の中では、具体的な規制の方法とし
て、行為の概要の公表、あるいは氏名の公表等を含め
てお示ししながら、様々な御意見を伺ったところでご
ざいます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　分かりました。
　今のお話の中で、氏名の公表と行為の公表というこ
とがございました。実際ヘイトスピーチを止めるため
に、この２つの公表でヘイトスピーチは止まると思い
ますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　不当な差
別的言動を解消するため、条例を制定している他の先
行県の例を見ますと、教育や啓発の実施ですとか、表
現内容の概要や表現活動を行った者の氏名の公表、そ
のほかにも表現内容の拡散防止措置、一定の言動を禁
止して違反した者への罰金を科したりといったよう
な、それぞれ地域の実情を踏まえた対策を規定してい
るところです。そういった先行事例も参考にいたしま
して、専門家の意見も聞きまして、本県の条例、どの
ような形で持っていくかというのを検討を進めている
ところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　分かりました。
　今回ヘイトスピーチに関する条例を制定するという
ことなんですけれども、ヘイトスピーチの条例の目的
と、これまでどのような検討がされてきたのか、御答
弁をお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　いわゆる
ヘイトスピーチ解消法が法律で制定をされまして、不
当な差別的言動、本邦外、外国人に対する不当な差別
的言動は許されないというところで、法律ができたと
ころでございます。県では、これまで条例制定に向け
まして、市町村への実態調査ですとか先進自治体の調
査、それから法制面からの準備検討会議を経て今回検
討委員会を新たに設置して、主な項目の構成案を具体
的に示しながら御意見を伺ってきたところです。第１
回委員会では目的や定義のほか、表現内容の概要の公
表、氏名の公表等について、構成案を示しながら御意
見を伺ってまいりました。委員からは、氏名の公表に
ついては段階を踏む必要があるとの慎重な意見も出た
ことから、第２回委員会では表現内容の概要のみを公
表することとした構成案を示し、御意見を伺ってきた
ところです。
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　県といたしましては、今後様々な意見を伺いなが
ら、県の骨子案を策定していく中で規制の効果、それ
から課題等も踏まえて検討してまいりたいと考えてい
るところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　今部長の話の中で、委員の中か
ら、氏名の公表について段階を踏むべきであるという
意見があったということなんですけれども、その逆の
発言もあったと思うんです。氏名だったり、より強い
罰則をやるべきだった、そういった意見はあったんで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　委員会で
は様々な御意見が出ていましたけれども、幾つか紹介
をさせていただきますと、法律より踏み込んだ条例を
制定すると法の範囲を超える危険性があるのではない
かといったような意見がある一方で、地域の実情がな
いとは言い切れない部分もある、法律があってもヘイ
トスピーチはなくならない中においては、罰則等も検
討してもいいのではないかといった御意見もございま
したし、また表現活動に強い制裁を科すとなると、対
象そのものを非常に客観的に細かく限定して記載をし
なければならない。そういった中で、それをかいくぐ
るような行為を助長させることにもつながるのではな
いかといったような意見もございました。様々な御意
見の中で、いろいろな案を示しながら、これから県案
を検討していくこととしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　様々な意見を考えながら、今回案
を出すということなんですけれども、そもそも委員の
中には刑事罰だったり、罰則規定を設けるべきだとい
う、そういった意見があったにもかかわらず、第１
回、第２回の県の示した方針案、そういったペナル
ティーというものがない。ペナルティーとして唯一
言えるのが氏名の公表だったり、発言の公表、そうい
ったものしか示していない状況、なぜこんな罰則規定
がない案を最初から出してきたのか。そもそも案とし
て、そういう部長の答弁であるならば、罰則規定も同
じように案として出すべきではなかったでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　構成案と
しては様々な案をお示しすることもできるかと思いま
すが、現段階で、様々な先進事例等も含めまして検討
した中で、想定した２つの案を示して御議論いただい
たというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。

○○玉城　健一郎君　現段階として想定したと言ってい
ますけれども、そういう姿勢が県としてヘイトスピー
チに対して弱腰じゃないかという姿勢に取られるんで
す。川崎市は実際、刑事罰つきの条例を制定していま
す。氏名公表に関しては、大阪市がヘイトスピーチの
解消法、国がつくる法律の前にそういった条例をつ
くっているんです。今回最高裁の判決も出ましたけれ
ども、そういった強い姿勢を出さないとヘイトスピー
チはなくならないと思うんです。そういった中、先ほ
ど部長、一番最初のほうで話されました、市民がこ
うやって体を張って止めている状況、そして観光立県
として――私の思いとして観光立県として、沖縄でそ
ういった観光客に対して、海外から来た方たちに対し
てヘイトスピーチがまかれている状況に対して、市民
は立ち上がって止めてきたんです。そういったものを
やっぱり行政だったり政治がしっかり直していかない
と、この社会はあまりよくならないと思うんです。ぜ
ひこの罰則規定というのを、刑事罰を求める声という
のがある中で、ぜひ刑事罰もしくは行政罰を今回のヘ
イトスピーチの条例に入れるべきだと思いますけれど
も、そういった考えはないでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　市民団体
の方々からも様々な御意見を頂戴しているところでご
ざいます。ただいま議員、観光立県というお言葉がご
ざいましたけれども、他県においては適法に在住する
外国人としているところを、本県の観光立県という特
徴を踏まえまして、滞在をする外国人の方も対象とす
るような案もお示ししながら、御意見は伺っていると
ころでございます。罰則につきましてですけれども、
先ほど判例の話がございましたが、大阪市の判例、最
高裁の判例などを見ると、表現の自由を一定の範囲で
制約するものであるわけですけれども、ヘイトスピー
チは抑止する必要性が高く、加えて条例制定時に市内
では過激で差別的言動を伴う街宣活動が頻繁に行われ
ていた中で、制限を加えることは合理的で必要やむを
得ない言動というような論旨もあるところでございま
して、その辺の公共の福祉との兼ね合い等も含めまし
て慎重に検討をしているところでございます。どのよ
うな規制が効果的で、課題を解決していくにはどのよ
うな法律上の問題があるのかについて、専門家の意見
を聞きながら検討をしているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　大阪市のほうでは、ヘイトスピー
チというものがあって、京都もそうですけれども、川
崎市のほうでもそういった被害があるから条例制定ま
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で来たという趣旨だと思います。
　沖縄において、ヘイトスピーチが今現在ない理由と
いうのは、市民団体が体を張って頑張っているからで
あって、その彼ら彼女たちがいなくなったら、ヘイト
スピーチはもっとひどくなっていたと思うんです。だ
からこそ被害というのが拡大しないように、ましてや
今、観光が厳しい状況にある中で、再度海外からの観
光客を呼ぶために、沖縄県として強いヘイトスピーチ
の条例をつくるべきだと思いますし、強いメッセージ
として出すためにも罰則、ある程度のペナルティーを
かける、それは必要だと思います。その点について御
答弁お願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　様々な御
意見も頂戴しながら今後、県案の策定に向けて検討し
てまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　ヘイトスピーチというのが、先ほ
ど話の中で大阪市の判例に関して、憲法の表現の自由
との兼ね合いというところで話をされています。表現
の自由というのは、何を守っているかというと、やっ
ぱり個人の尊厳だと思うんです。ヘイトスピーチは、
その尊厳を奪う卑劣な行動だと私は思います。そのヘ
イトスピーチを止めるためにつくった条例が――そう
いう目的なのに、なぜそうではなくて、憲法の表現の
自由を盾にそういったことができないという考えを示
しているのかちょっと私は理解に苦しむんですけれど
も、その点について御説明お願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　ヘイトスピーチ条例、今、
子ども生活福祉部のほうで委員会に諮りながらどのよ
うな条例として、その形をつくっていくべきかという
ことに懸命に取り組んでおります。その中で、憲法で
保障されている表現の自由というものと、それから現
に、例えばＳＮＳの中で非常に匿名性が高い言論空間
の中では、明らかに沖縄県民に向けられているような
ものもあるなど、やはりヘイトスピーチをどこまで広
げて、何をヘイトスピーチと定義づけるかというその
ものが非常に深い問題なんです。ですから、罰則の件
についてもそうなんですが、やはり研究を重ねていき
ながらどの条例にしたほうが外国人の方、居住してい
る方、あるいは旅行で来ている方、あるいは県民もそ
この中に入れるかどうかというふうなことも、非常に
様々な検討を今進めております。ですから、できるだ
け罰則規定を入れれば抑止効果が高まるのではないか
というような御意見なども含めて、罰則が罰則たり得

るのか、それとも罰則が本来期待していた効果を本当
にそれでかけられるかどうかということなど非常に複
雑な関係にあります。ですから一つ一つ丁寧に研究を
重ねながら、なおかつ条例のできる限りの早期の制定
に向けて、検討も早めていきたいというように取り組
んでいます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　ありがとうございます。
　ヘイトスピーチに関して、今、深く検討するという
話をしているんですけれども、専門家の検討委員会に
関して２回開かれて、今年度の３月31日が任期満了
で、２回目以降は開かないということを言っている
んです。本当に今、知事がおっしゃるように、ちゃん
と検討しながらしっかりとした条例、強い条例をつく
るというのであれば、もっと検討委員会を開いて、さ
らに専門的な意見を聞きながら精査していく必要はあ
るんじゃないでしょうか。今度、３月31日に終わっ
て、今の議論の中、段階で条例を出されて、本当に
それがヘイトスピーチを止める条例になるんでしょう
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　これまで
２回検討委員会を開催いたしまして、様々な御意見を
頂戴したところであります。今後県案を策定するに当
たりましては、その中で個別の課題、法律的な部分が
少し課題として主になってくるわけなんですけれど
も、それは個別の御専門の委員の方には引き続き御意
見を伺っていこうとは思っております。会合という形
では、一定程度意見を取りまとめていただきましたの
で、今後何かそういった御意見を伺う部分があれば、
個別に伺うことも考えているところではございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　今、子ども生活福祉部長
からございましたけれども、先ほど来、知事からも答
弁がありましたように、表現の自由との兼ね合いが大
変難しい部分があって、それを罰則で規制することが
いかがかということが、恐らく仮にこの罰則つきの条
例を制定して何か事案が出た場合に、最高裁で憲法違
反だと言われることのないような対応が必要だと思い
ます。それぐらい表現の自由というのは、我々学生時
代にも習いましたけれども、基本的人権の中でも極め
て重要な、最重要な人権だと言われて、そういったこ
とを踏まえての議論がどうしても必要だと思いますの
で、罰則を入れる入れないということについても、や
はりこれからまだ様々な議論が必要だと思います。ヘ
イトスピーチ条例を制定することが目的ではなく、つ
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くった後で実効あるものにするためにはどうしたらい
いのか。これは罰則つき、それから氏名等の公表、そ
ういったものと、それと表現の自由の問題、これは
しっかり議論は必要だと思いますので、この辺のとこ
ろはやはり今後も課題となりますので、また有識者会
議などを開いて慎重に対応する必要がある。それぐら
い重い問題だというふうに認識しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　今、謝花副知事がお話ございまし
た。表現の自由というのは、私も大学のときに習って
いる中で、とても重い基本的人権の一つであります
し、日本が過去の戦争のときに自由がなかったから
戦争に行ってしまった。そういった理由もあるからこ
そ、大切にされていることなんです。しかし表現の自
由が、だからといって完全な自由というわけではなく
て、ポルノ表現であったり様々なもの等、公共の福祉
の観点から考えて、駄目なものは駄目だというふうに
選別されているんです。そういった状況の中で、ヘイ
トスピーチという個人の尊厳を損なうような行為、そ
ういった表現をやはり表現の自由があるからというこ
とで逃げては駄目だと思うんです。
　今回、私は委員会も別ですし、正直この問題とい
うのをあまり――もともとできるんだろうなというぐ
らいに思っていました。知事があそこまで前向きな
表現をしている中。だけどあまりにも出てきたもの
が正直後ろ向き過ぎる。大阪市が出してきた解消法
ができる前の条例よりも後退している状況で、これ
はちょっと県政としていかがなものかなと私は思い
ます。ましてや沖縄で玉城デニー知事というのは、海
外にもルーツのある知事ですし、仲井眞元知事も海外
にルーツのある久米三十六姓ですから、海外にルーツ
のあるということで、解消法の中でも、守るべき対象
としてあるのが沖縄の歴代の知事なんです。だからこ
そ、やはりしっかり沖縄県として強い発信をするべき
だと思います。
　今回、沖縄市で少年が失明した事件では、ＳＮＳ上
で、沖縄人は土人といったり、劣等琉球人、沖縄は超
民度が低いんだなと、土人、し○ねよと伏せ字で出さ
れたり、そういった侮辱や差別、そうした事実に基づ
かないデマが多く出て、それで官房長官も沖縄の方々
の気持ちを傷つける投稿があるとすれば決して容認さ
れないというふうに表現されました。県知事もこれに
対して同じ思いだと思いますけれども、もう少し強い
この思い、こういったことが浴びせられる沖縄県だか
らこそ強いことを発するべきだと私は思います。
　約10年前、オスプレイの建白書で銀座でのパレー

ド、知事は当時衆議院議員で、副知事は共同代表とし
て参加されました。その際、日本から出ていけだった
り、様々なきつい言葉が浴びせられました。そのとき
の思いをお伺いしてもいいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時24分休憩
　　　午後５時24分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私が記憶している限りは、
沿道にたくさんの方々がいらっしゃって、我々は超党
派でその建白書を実現させるためのデモ行進をしてお
りました。私たちは静かに歩いていたのですが、周辺
の道路からは、やはり今議員がおっしゃるように、明
らかにヘイトと思われる言動が飛び交いました。一番
びっくりしていたのは、翁長知事御本人ではなかった
かと思うんですが、なぜ同じ日本人にこういうことを
言われなきゃいけないんだというような思いもなさっ
たということを何かの本で、その言葉を読んだことが
あります。それほどさように何がヘイトで、誰が誰に
対して発せられるかということも非常にそれを条例で
定義するということは、本当に研究を重ねないといけ
ないことなんだと思います。現に、私も経験上、そう
いう経験があります。私が４年前の選挙のときにＳＮ
Ｓの言論空間で放たれた言葉は、ほとんどがフェイク
であったり、あるいはヘイトであったりということが
きちんとファクトチェックをしていただいた団体の
方々の調査で明らかになったことも、やはりヘイト
がヘイトを生むというような社会、あるいは言論空
間であっては絶対にいけないと思います。そのため
に我々はしっかりと研究をして、ある程度拘束力もあ
る、そして社会的にもしっかりと認められるそういう
条例にしていきたいということで、今検討を進めてお
りますので、ぜひとも御理解をいただければと思いま
す。
○○玉城　健一郎君　もし副知事もそのときの感想があ
れば。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○○副知事（照屋義実君）　東京行動のときには、私は
共同代表でありましたので、私も日比谷公会堂から銀
座までパレードをいたしました。あの当時の写真を見
ますと、一様に顔をしかめたような表情しているんで
すよ。あれは街路から飛び交ってくる本当に口汚い罵
りに聞こえるような、お前らは何しに来たか、沖縄に
帰れ、売国奴というふうなヘイトだったというふうに
理解しております。あのときの本当に煮えたぎるよう
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な思いは、決して忘れることはないと思います。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　多くの県議会の先輩もそうです
し、私もあのとき実は現場にいて、この話の中に日
本から出ていけとか、そういった明らかにヘイトスピ
ーチ、この国が指定しているヘイトスピーチ、これは
外国にルーツのある方たちに対してのあれなんですけ
れども、この沖縄に対してのヘイトスピーチとしても
かなりひどい状況にあったと思うんです。だからこそ
やっぱり、県民の思いだったり私たちの思いというの
は、県として、これに対してしっかりと強い決意を持
って取り組んでほしい。ましてやその対象になり得る
知事だからこそ、強い決意を持ってヘイトスピーチの
条例について対処していただきたいと思います。
　最後に知事、今回ヘイトスピーチに関して、絶対こ
の沖縄でヘイトスピーチを許してはいけない、そう
いった強いメッセージを出していただきたいと思いま
すけれども、決意をお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　人は言葉によって意思を伝
え、言葉によって物事を考えてまいります。その私た
ちの共通の言語である言葉というコミュニケーション
ツールが、その人の存在そのものを消してしまいかね
ない、そういう言論であってはいけない、言葉であっ
てはいけないと思います。そういうこともしっかりと
見詰めつつ、どのような形にして県民の皆さんにも認
めていただける条例にしていくかということは、しっ
かりと取り組んでいきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　ありがとうございます。
　先ほど、委員会とかでしっかり審議をしながら、有
効的な条例をつくっていくということで専門家会議
が行われたということなんですが、議事録というの
は――議事概要は来ているんですけれども、議事録、
こちらの公表も求めたいんですがいかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　取り急
ぎ、議事概要という形で御報告をさせていただいてお
りますけれども、議事録に関しましても作業が結構か
かるものですから、すみません、作業中でございまし
て、できましたら公表してまいりたいと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　よろしくお願いします。
　次の質問に移ります。

　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時29分休憩
　　　午後５時29分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○玉城　健一郎君　最後、沖縄県の県営住宅の入居時
の連帯保証人の廃止についてですけれども、こちら県
議会のほうにも陳情が来ている中、こういった決断を
していただき本当にすばらしい決断だと思います。私
この問題に関して、市議会議員時代も取り組んでい
て、宜野湾市ではどうしてもできなくて、宜野湾市と
しては、やっぱり県の動向を見たいということを答弁
されていたので、県が踏み切ったことによって、多く
の市町村でそういった同じような連帯保証人の廃止の
動きができると思いますので、歓迎をしております。
ぜひともこの流れというのを止めないためにもお願い
します。
　県営住宅に入っている人たちに対しての連帯保証人
の廃止については、随時そういった要望があれば受け
付けるということでしたけれども、具体的にもう一度
説明お願いしてもいいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　現在入居している
方々につきましては、今後、名義変更ですとか、契約
の更新そういったタイミングを捉えて、新しい今回の
制度に順次移行することと考えております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○○玉城　健一郎君　ありがとうございました。
　住宅というのは本当に福祉の一番最初のものだと思
います。ぜひとも多くの県民が入れるように、困って
いる人たちが入れるように、配慮をお願いしますと同
時に、また県営住宅、今まだまだ需要がありますの
で、さらに増改築をして多くの人たちが入れるように
していただけますようお願い申し上げて質問を終わら
せていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○○仲宗根　悟君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　今日最後ですので、どうぞお付き合いよろしくお願
いします。
　今議会、３月別れの季節という議会でございまし
て、多くの議員の皆さんから退職なされる職員に対し
てのエールが送られておりますけれども、長い公務員
生活、頑張って県民のために、産業経済そして福祉医
療、教育、いろんな分野でナンジクンジ　アワリされ
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て、３月をもって退任をなされると、退職をされる皆
さんについては、この間、豚熱やらそれから鳥インフ
ルエンザ、首里城の火災あるいはコロナ、ここへ来て
また軽石の問題とかいろんなことが起こって、一つ一
つしっかり対応しなくてはいけないということで、職
員の皆さんには本当に寝る間も惜しみながらも頑張っ
ていただきました。本当に御苦労さまです。またヌー
ガ　ンジュティ　トゥーラ　ワカランシガ、３月まで
頑張っていただきたい。県の職員だという気概を持っ
て頑張っていただきたいというふうに私からもエール
を送りたいと思います。よろしくお願いします。
　それでは最初に、これはたくさんの議員からも質問
がありましたけれども、あえてまたお願いをしたいと
思います。
　知事の政治姿勢についてでありますけれども、令和
４年度を迎えるに当たり、本土復帰から50周年の節
目、その年にまた新たな振興計画がスタートをする
と。その下に県民の生活向上を目指して諸施策に取り
組むと所信で述べられておりましたけれども、改めて
県政運営に対する決意を伺いたいと思います。よろし
くお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　令和４年、本年は復帰から
50年目に当たるということで、今議員がおっしゃっ
ていただいた、この間、令和に入ってからはいろい
ろな出来事に対応せざるを得ない、沖縄県がかつてな
いほど本当に翻弄され続けている。しかしそれでも必
死に関係者の方々、特に今般はコロナウイルス対策で
医療関係者の方々、観光業界の方々、全ての方々とと
もに感染症対策に取り組ませていただいている意味で
は、非常に節目となる復帰から50年、令和４年にな
るだろうというように思っております。
　また、令和４年度は新たな振興計画がスタートす
る、これもまた大変意義深い年であり、党派を超えて
たくさんの方々がこの沖縄の将来に向かって、それぞ
れのポジションでしっかり前を向いて頑張っていこう
という思いでスタートできるのではないかという意味
でも、非常に強い決意と重い責任を持って臨んでいき
たいと考える次第です。
　この令和４年度から始まる新たな沖縄振興において
は、沖縄21世紀ビジョンで掲げる５つの将来像の実
現と４つの固有課題の解決を図り、沖縄県の自立的発
展と県民一人一人が豊かさを実感できる社会の実現を
目標とし、私が知事公約で掲げました新時代沖縄、誇
りある豊かさ、沖縄らしい優しい社会の実現に向け、
新たな振興計画を踏まえながら様々な施策を展開して

いきたいというように考えております。
　また、復帰50年目の節目となる本年、沖縄の思い
をしっかりと政府に届けるという強い決意でまとめら
れた、復帰措置に関する建議書においての当時の琉球
政府が将来を担う子や孫たちのために描いた新生沖縄
像と現状等を比較し、これからの沖縄を描く意味での
建議もしくは宣言の在り方についても検討してまいり
たいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○○仲宗根　悟君　ここで、頑張っていただきたいとい
うふうに締めくくりたいんですけれども、せっかく沖
縄振興というものがございますから、この沖縄振興特
別措置法に基づいて、この間、各種特別措置が講じら
れてきたわけなんですけれども、背景には４つの特殊
事情、歴史的事情それから地理的事情、自然的な事
情、そして社会的な事情、この４つでもって組み立て
られているんだというようなことなんですが、この歴
史的な事情というところで、県の皆さんはどのような
捉え方をされていらっしゃるのか。これをお聞かせい
ただけませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　まさしく歴史的事情、戦
後四半世紀にわたり我が国の施政権の外にあったとい
う特殊的な事情で、そのために社会インフラをはじ
め、様々な基盤整備が遅れてきた。そういう事情があ
って、その格差を埋めるために特別の措置が必要であ
るという考えの下に、ほかの特殊事情も含めてなんで
すが、沖縄振興特別措置法が制定されたというふうに
認識しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○○仲宗根　悟君　私はこの沖縄振興を語るとき
に――50年前にスタートをするわけなんですけれど
も、当時の初代沖縄開発庁長官の山中貞則氏ですか、
もうお亡くなりになりましたが、この方の沖縄に対す
る思いというんでしょうか、それは相当な思いがあっ
たことだと私自身も思っています。数々の功績を残
されていろんな――いろんなといったらあれなんです
が、名誉町民、村民、それから名誉市民と沖縄各地
の方々から、そういった彼をたたえる顕彰碑もできた
り、いろいろあって、この山中貞則氏の功績というの
は非常に忘れられないと。スタートする意味でもです
ね。
　彼の言った沖縄に対する思いの中で、この沖縄振興
そのものというのは償いの心だとおっしゃった。その
償いの心というのをどのように皆さんは捉えていらっ
しゃるか、そのところをぜひ御説明いただけません



– 418 –

か。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　先ほど申し上げた歴史的
事情の中には、さきの大戦で苛烈な戦禍を被ったこと
に加えて、その後27年間米国の施政権下にあったと
いうことが含まれていると考えます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○○仲宗根　悟君　歴史的な事情というようなお話の中
には、沖縄戦、地上戦があったということと、それか
らその後の施政権が米軍にあったという歴史的な事情
だという捉え方もあることはあると思うんですけれど
も、彼の中には、沖縄の人たちに琉球侵略を心からお
わびしなくちゃいけないというふうな、彼は就任して
からもずっとそう言っているんですよね。そして薩摩
藩の琉球侵攻は、昔の歴史とはいえ過ちは過ちであ
ると。島津の人間としては知らぬ顔をして見過ごす
ことができないとも彼は言っているんですよね。で
すから、歴史的な事情の中に、初代長官の思いの中
には、1609年ですか、薩摩が入ってきて268年もの
間、琉球から収奪をしていくというんでしょうか、
そういった扱いがやってきた。江戸時代が始まって
終わるまでの間、薩摩の支配下に琉球は置かれていっ
た歴史的な事情があるんだということを彼は実際は中
に秘めて、沖縄のことをしっかりと将来を見据えなが
ら振興していったのかなという思いがあるんですが、
そういった歴史の中、薩摩藩は結局は九州制覇を狙い
ながら幕府からしっぺ返しをくらって、制裁金を科さ
れると。この制裁金を払うために結局は琉球王国を占
領しに行って、そこから収奪をしていったというよう
な歴史の事実があるわけなんですけれども、当時500
万両と言われた制裁金、10年後には半減したと言っ
ていますね。500万両がどのぐらいかといったら、今
1660億円と言われているんですよね。それが琉球の
おかげと言ったらおかしいんですけれども、それを
収奪しながら、幕末には150億、蓄財を要していった
と。薩摩はそのお金を倒幕の軍資金にしたんだという
ような歴史の裏づけもあるわけです。それでもって山
中長官というのは、その償いの心というのはそこから
始まっているんじゃないのかというふうな気がしてな
らないんですよ。
　前も言ったんですが、首里城もこれから復興はしま
すけれども、そこから持ち出された財宝をぜひ返して
いただいて首里城に収めるということも、僕は一つの
これからの復帰50年に当たって、あるいは首里城復
興に当たってなすべき仕事じゃないのかなというふう
に思っています。この辺は答弁は要りませんので、私

の思いだけですのでよろしくお願いいたします。
　では次に移りましょうね。
　２番目が、アジア太平洋地域平和連携推進事業につ
いてであります。
　この事業の内容、目的についてお願いをいたしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県では、復帰50周年記念事業として、沖縄の平和
を希求する心や歴史的・地理的特性を生かし、アジア
太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成に寄与することを目
的に、アジア太平洋地域平和連携推進事業を実施した
いと考えております。本事業においては、沖縄県から
地域の平和と安定の重要性等を発信するとともに、ア
ジア太平洋地域の各国・地域と沖縄との連携可能性に
ついて検討し、可能な事項から連携協定を締結するな
ど、同地域の緊張緩和と信頼醸成に向けた取組を推進
してまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○○仲宗根　悟君　我が県がアジア太平洋地域の緊張緩
和、信頼醸成に取り組むと。そして積極的にその役割
を本県が担っていくんだというような事業展開なんで
すけれども、私はこのアジア地域においての沖縄の信
頼といいましょうか、やはり14世紀から17世紀にか
けてのアジアの交易、もちろん中国もそうですし朝
鮮半島、そして東南アジアから交易を繰り広げてきた
歴史があるわけですから、十分担えると私は思って、
非常にこの事業に対しては期待を持っております。ぜ
ひ頑張っていただきたいと思いますが、少し時間下さ
い。
　私も伝統工芸品に関わった時期がありましたので、
ヤチムンの陶器のほうは、ヤマトは700年、平安時代
から窯で作ってこしらえていたようなんですが、そ
れから遅れること1000年――1600年、17世紀あた
りからしか湧田窯ですとか喜納古窯ですとか、それを
集約しながら壺屋ができていくということになるわ
けなんですけれども、この陶器がどうしてヤマトか
ら1000年も遅れたかということは、作らなくてもあ
るんだということですよね、輸入して。グスクを掘っ
ていたら、がんがん出てくるということなんです。そ
の時代にはもう既に陶器があった、磁器があったとい
うことなんです。ですから、私たちはそこに目が向か
なかったんじゃないのかと。陶工の皆さんがそこで作
陶しなくてもよそからどんどん入ってくるので、そこ
はヤマトゥ　ウッサナー1000年ナー　ハナレトォー
ガヤーと思ったんですけれども、そういう理由があっ
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たと。それだけ東南アジアやいろんな諸国と交易をし
ながら、文化・文物を我が琉球のウヤファーフジは獲
得してきたと、取得してきたという意味では、私たち
はアジア諸国とこんなにも交易をしているわけですか
ら、この事業そのものというのが私たちは担えると。
沖縄県が非常に担えると。
　ロシアがウクライナに侵攻して、世界各国から平和
的、武力によらない解決を図るべきだと、どんどん声
が寄せられました。そのことだと思うんですよ。私た
ちが今なそうとするところは、私たちの交易によっ
て、文化・文物の交易によって、人との交流によって
平和を維持するんだと。平和を確立するんだというこ
とがこの事業に押し込まれているんじゃないのかなと
いう気がしてなりません。ぜひ決意のほどをお願いし
たいんですが、どうぞお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　東アジアの中心に位置する
ワシタ島沖縄県は、やはり議員御案内のように、古く
から東南アジア、中国大陸、朝鮮半島など多くの外
国、それから近隣は台湾などの生活風習なども取り
入れながら、この沖縄、琉球としての独自の歴史文化
などを歩み育んできたというように思います。ですか
ら、この沖縄が平和を希求する心、それは人と人との
つながり、人と地域とのつながり、人と時代とのつな
がりということが明確に発信できるだろうというよう
に思います。
　ですから、平和であるからこそこういう交流がで
き、お互いのそれぞれの地域の発展にもつながるとい
うことを多層的に考えていく意味でも、この取組に
我々の、ウチナーンチュのこれまでのいろいろな思い
を込めて、世界、特に東アジア、東南アジアの方々と
交流ができる大きなきっかけにしたいというように思
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○○仲宗根　悟君　大変すばらしい事業だというふうに
思います。積極的な役割を本県が担うんだという気概
を持って、ぜひ取り組んでいただきたいというふうに
思います。よろしくお願いします。
　さて地元の課題、続きまして、これも何回も何回も
土建部長が替わるたびに申し上げておりますが、この
読谷－沖縄間の道路の敷設についてであります。この
実現方について、地元読谷村あるいは中部市町村会か
らも長年要請が繰り返し繰り返し出されていますけれ
ども、その整備についてどういうふうなお考えなのか
お聞かせください。
○○土木建築部長（島袋善明君）　沖縄市－読谷村間の

道路については、沖縄北インターチェンジや国道329
号から読谷村を結ぶ、米軍嘉手納弾薬庫地区を横断す
る道路と認識をしております。同地区は、日米で合意
された返還予定地に含まれていないことから、現時点
において、当該道路の整備は困難であると考えており
ます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○○仲宗根　悟君　質問のたびに今お答えされた内容が
ずっとそのままなんですけれども、返還予定地じゃな
いのでできませんというような立場であるわけなんで
すが、以前そこにマスタープランとして位置づけられ
た経緯もありましたというようなことも伺いました。
同じ軍用地だったにもかかわらず、そこに位置づけを
したということについては何らかの理由があるんじゃ
ないのかなというところで、当時の土木委員会でした
か、私、質問した経緯があります。
　確かに軍用地の中で経緯がありましたと。どうして
位置づけましたかと言ったら、必要だから位置づけた
んですよというような答弁でした。そうであれば、今
おっしゃったような内容の返還予定地に含まれていな
いために計画していませんというのは違うんじゃない
かというふうなお話を申し上げましたら、部長が早速
議論を引き取っていただいて、分かりましたと。では
防衛局なり、実現可能性について少し話し合わせてく
ださいというような内容でした。
　そこで読谷村や県、防衛局、３者でもってこの議題
について話合いがされています。私もその内容を聞き
ました。防衛局のほうは軍用地返還、おっしゃるよう
に返還予定地ではないと、非常に厳しい、ハードルが
高い要請だというようなことはありましたけれども、
それでは本省に報告をしながらどういったことが可能
なのかどうかも含めて、本省に伺いますというところ
で話が止まっているんですね、あれ以来だと思うんで
すよ。それからどうなった、それからどうしたという
ところがまだ伝わってこないものですから、そのまま
の状態なのかと思っていますので、その後を含めて防
衛局とぜひ協議をしていただきたいんです。
　今後読谷のバイパス、国道ができてきますけれど
も、その延長線、弾薬庫から――もちろん私たちの考
え方からすると読谷村のど真ん中を通って――読谷飛
行場跡の村道中央残波線と呼んでいます――そこから
真っすぐ北インターチェンジ付近の329号につなげな
いかなというのが構想的にありますけれども、そこは
途中にダムがあると。いろんな弾薬庫もあるので、新
しい道、バイパスができて、へり、恩納村との境目の
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辺りからこうできないものかなという思いがあったも
のですから、それをぜひ協議していただきたいという
ようなお話なんですね。
　チャンスがありまして、私、嘉手納の農耕ゲートか
ら山の頂上なんですかね、あそこまで見に行きまし
た。そしたらやはり勝連半島、そして真栄田岬、残波
岬、もう手に取るようにすぐそこなんですよね。こん
なに近かったのかなと思うぐらい、私たちは、本当に
ヒージーの生活は遠回りさせられているんだという思
いがいたしました。ぜひこの道を実現可能なようにお
話合いを続けていただきたいんですが、いかがでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　沖縄防衛局とはこれ
までも意見交換を行っております。近年では令和３年
度、令和元年度にも意見交換を行っているところでご
ざいます。やはり米軍嘉手納弾薬庫に返還予定がない
ということで、実際進展が見えないという状況になっ
てございます。
　県としては、当該道路の必要性も含めて、やはり研
究を続ける必要があるのかなというふうに認識してお
りますので、今後も沖縄防衛局との意見交換を継続し
て行っていきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○○仲宗根　悟君　これはもう本当にハードルは高いと
思います。でもやりがいのある仕事じゃないのかなと
いうふうに思います。これは地元からの強い要請も何
年もかけて、戦後七十数年も基地に協力して提供して
きたわけだから、道１本ぐらいはというのがやはり地
元の皆さんとか中部市町村の皆さんの思いなんです
ね。ぜひとも汗をかいていただいて、実現可能な方
向で取り組んでいただきたいというふうに思いますの
で、よろしくお願いをいたします。
　最後に、爆音訴訟についてお聞きをしたいと思いま
す。
　普天間基地及び嘉手納基地周辺に住む住民が起こし
た裁判なんですけれども、これは第３次普天間爆音訴
訟、原告6354名、第４次嘉手納爆音訴訟で原告３万
5566人、どちらも過去最多の原告数であるというこ
とであります。米軍航空機の飛行訓練や外来機の飛来
に伴う爆音による生活環境破壊、健康被害に苦しめら
れ続けている基地周辺の住民の訴えであります。県は
どのように受け止めていらっしゃるか伺いたいと思い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　議員から御質問のある

ところの爆音訴訟の受け止めについてでございますけ
れども、普天間飛行場及び嘉手納飛行場をめぐる訴訟
については、これまでに環境基準を超える騒音被害に
対して国の賠償責任を認めておりますが、いずれの訴
訟においても飛行差止めには至っておりません。戦後
76年を経た今もなお、依然として過重な基地負担が
周辺住民に様々な影響を与える現況は誠に残念である
というふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○○仲宗根　悟君　私自身も嘉手納爆音訴訟の原告団の
一人なんですね。この差止めというのは、飛行機を朝
から晩まで飛ばすなというような訴えではないんです
よ。せめて夜間・早朝は止めて、やはり静かな夜で過
ごさせて朝まで寝かせてくれと。睡眠妨害や時々目が
覚めたりするものですから、それをやめてくれと、飛
行を。これが訴えの一つなんですね。
　1982年に最初の訴訟がスタートをいたしましたけ
れども、その間、1996年に米軍普天間飛行場とそれ
から嘉手納飛行場の航空機騒音規制措置と、いわゆる
騒音防止協定と呼ばれている規制措置ができてくるわ
けなんですけれども、この運用についての内容を御紹
介いただけますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　航空機騒音規制措置に
つきましては、夜間・早朝の訓練につきましては午後
の10時から翌朝の６時までについて制限をするとい
うこと、それから学校、病院等の人口稠密地域上空を
避けると。そういった形の内容になっておりますけれ
ども、実際に今米軍の運用に支障がない限りにおいて
という形でされている結果、現状としては、航空機騒
音規制措置が普天間飛行場、嘉手納飛行場周辺におい
てもしっかりと守られていないという現状があるかと
いうふうに認識をしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○○仲宗根　悟君　まさに今公室長がおっしゃったよう
に、この措置、協定そのものが形骸化しているという
ことが、やはりもう裁判に訴えるすべしかないのかと
いうようなことで、退けられても退けられても、それ
でも繰り返し繰り返し訴え続ける。その理由は、やは
り米軍機の飛行差止め請求を棄却する判例が相次いで
いる中で、今なお原告らが強く差止めを求めている。
そういうことは、これから極めて深刻な航空機騒音並
びにそれに起因する騒音被害の実態が歴然として存在
するということもあって訴えているわけです。爆音訴
訟団そのものというのは、この訴訟を通じて私たちの
隣り合わせにある基地の実態、基地の訓練のありよ
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う、これをしっかりと問うていきたいと。今、激化す
るばかりで一向に変えようとしないと。
　私たちも事件・事故のたびに外務省にも出向いて、
地位協定が諸悪の根源だと、これを変えろと、私たち
も対等な立場で、日本も物が言えるような協定にして
くれと言うんですが、彼らの言い分は、一つ一つ具体
的な問題に対しては効果的かつ機敏に対応できる最も
適切な取組をしていくんだと。これが返事なんですよ
ね。さっき申し上げたように、騒音防止協定も効果的
な取組の一つだというふうに言っているんですが、形
骸化しているということで、やはり訴えるしかないと
いう結論になるわけですよね。
　今後、皆さんもぜひ基地を取り巻く基地被害に対し
て、毅然とした態度で臨んでいただきたいというふう
に思っていますけれども、最後にお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　議員からございました
とおり、４次による訴訟を通じまして、原告の延べ人
数が６万4000人という数に上っています。これにつ
いては騒音が一向に軽減されない現状への地域住民の
不満であったりとか、それから原告団の活動の認知度
が高まったということ、それからせめて静かな夜を返
してほしいという地域住民の切実な思いの結果、この
数までいっているというふうに思います。
　行政といたしましては、航空機騒音規制措置の厳格

な運用というのは機会あるごとに大臣等にも求めて、
国に対して求めてきているところでございます。一方
で、嘉手納町及び三連協においては、基地使用協定と
いうのも求めているのもございます。この使用協定に
ついては現行の規制措置よりも、例えば夜間・早朝に
ついては午後の７時から翌朝の午前７時までは飛行し
ないこと、それから外来機の飛来、そういったものを
差し止めてほしいと、認めないといったような趣旨に
なっています。県が行った平成29年の日米地位協定
の見直しの中では、日米合同委員会が個々の施設につ
いて規定をする、その使用協定の中で地域住民の意向
を反映する旨も求めているところでございますので、
県としましては、そういったことも含めて、あらゆる
手法、取組を通じて嘉手納飛行場及び普天間飛行場周
辺における地域住民の航空機騒音の軽減に全力で取り
組んでまいりたいというふうに思います。
○○仲宗根　悟君　どうもありがとうございました。
　グブリーサビラ。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明３日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時４分散会
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議　　事　　日　　程　第８号
令和４年３月３日（木曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第24号議案まで、甲第26号議案から甲第37号議案まで及び乙第１号議案から乙第43
　　　号議案まで（質疑）
第３　乙第44号議案から乙第46号議案まで（知事説明、質疑）
第４　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光産業の再興に関する条例の一部を改正する条例
　　　　大浜　一郎君　　小渡良太郎君
　　　　新垣　淑豊君　　島尻　忠明君
　　　　仲里　全孝君　　新垣　　新君
　　　　下地　康教君　　石原　朝子さん
　　　　仲村　家治君　　西銘啓史郎君
　　　　座波　　一君　　呉屋　　宏君　　提出　議員提出議案第１号
　　　　花城　大輔君　　又吉　清義君
　　　　末松　文信君　　島袋　　大君
　　　　中川　京貴君　　照屋　守之君
　　　　仲田　弘毅君　　上原　　章君
　　　　金城　　勉君
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第24号議案まで、甲第26号議案から甲第37号議案まで及び乙第１号議案から乙
　　　　　第43号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　令和４年度沖縄県一般会計予算
　　　　　　甲第２号議案　令和４年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
　　　　　　甲第３号議案　令和４年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
　　　　　　甲第４号議案　令和４年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
　　　　　　甲第５号議案　令和４年度沖縄県下地島空港特別会計予算
　　　　　　甲第６号議案　令和４年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
　　　　　　甲第７号議案　令和４年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
　　　　　　甲第８号議案　令和４年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第９号議案　令和４年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
　　　　　　甲第10号議案　令和４年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第11号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第12号議案　令和４年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第13号議案　令和４年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
　　　　　　甲第14号議案　令和４年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
　　　　　　甲第15号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第16号議案　令和４年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算

令 和 ４ 年
第 １ 回

令和４年３月３日（木曜日）午前10時開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第８号）
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　　　　　　甲第17号議案　令和４年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
　　　　　　甲第18号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第19号議案　令和４年度沖縄県公債管理特別会計予算
　　　　　　甲第20号議案　令和４年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
　　　　　　甲第21号議案　令和４年度沖縄県病院事業会計予算
　　　　　　甲第22号議案　令和４年度沖縄県水道事業会計予算
　　　　　　甲第23号議案　令和４年度沖縄県工業用水道事業会計予算
　　　　　　甲第24号議案　令和４年度沖縄県流域下水道事業会計予算
　　　　　　甲第26号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第22号）
　　　　　　甲第27号議案　令和３年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第28号議案　令和３年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第29号議案　令和３年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第30号議案　令和３年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第31号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第32号議案　令和３年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第33号議案　令和３年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第34号議案　令和３年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第
　　　　　　　　　　　　　 １号）
　　　　　　甲第35号議案　令和３年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第36号議案　令和３年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第37号議案　令和３年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県首里城歴史文化継承基金条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び沖縄県職員の育児休業等
　　　　　　　　　　　　　 に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職
　　　　　　　　　　　　　 員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第６号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第７号議案　沖縄県石油価格調整税条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県行政書士試験手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第９号議案　沖縄県生活環境保全条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第10号議案　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第11号議案　沖縄県子どもの貧困対策推進基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第12号議案　沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の
　　　　　　　　　　　　　 一部を改正する条例及び沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する
　　　　　　　　　　　　　 基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第13号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める
　　　　　　　　　　　　　 条例
　　　　　　乙第14号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の設立に伴う関係条例の整理に関する条例
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県農作物種苗生産条例
　　　　　　乙第16号議案　沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条
　　　　　　　　　　　　　 例
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県新型コロナウイルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金条例の一部を
　　　　　　　　　　　　　 改正する条例
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　　　　　　乙第19号議案　沖縄県観光振興基金条例
　　　　　　乙第20号議案　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第21号議案　沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第22号議案　沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第23号議案　沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第24号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第25号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第26号議案　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する
　　　　　　　　　　　　　 条例
　　　　　　乙第27号議案　沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第28号議案　沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第29号議案　沖縄県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する
　　　　　　　　　　　　　 条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第30号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第31号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第32号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第33号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第34号議案　訴えの提起について
　　　　　　乙第35号議案　財産損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第36号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第37号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第38号議案　損害賠償請求事件の和解等について
　　　　　　乙第39号議案　損害賠償の額の決定について
　　　　　　乙第40号議案　包括外部監査契約の締結について
　　　　　　乙第41号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の中期目標を定めることについて
　　　　　　乙第42号議案　副知事の選任について
　　　　　　乙第43号議案　沖縄県教育委員会教育長の任命について
日程第３　乙第44号議案から乙第46号議案まで
　　　　　　乙第44号議案　沖縄県特別職に属する常勤の職員の期末手当の特例に関する条例
　　　　　　乙第45号議案　沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
　　　　　　乙第46号議案　沖縄県特定駐留軍用地等内土地取得事業基金条例の一部を改正する条例
日程第４　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光産業の再興に関する条例の一部を改正する条例
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22　番　　石　原　朝　子　さん
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23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲　村　未　央　さん
25　番　　平　良　昭　一　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　照　屋　大　河　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君

36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

玉　城　デニー　君
謝　花　喜一郎　君
照　屋　義　実　君
島　袋　芳　敬　君
金　城　　　賢　君
池　田　竹　州　君
宮　城　　　力　君
松　田　　　了　君
名渡山　晶　子　さん
大　城　玲　子　さん
崎　原　盛　光　君
嘉　数　　　登　君
宮　城　嗣　吉　君

知　念　弘　光　君
上　原　貴　志　君
佐久田　　　隆　君
城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君

知 事　　
副 知 事
副 知 事
政 策 調 整 監
知 事 公 室 長
総 務 部 長
企 画 部 長
環 境 部 長
子ども生活福祉部長
保 健 医 療 部 長
農 林 水 産 部 長
商 工 労 働 部 長
文化観光スポーツ部長

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長
課 長 補 佐
主 幹

土 木 建 築 部 長
企 　 業 　 局 　 長
病 院 事 業 局 長
会 計 管 理 者
知事公室秘書防災統括監
総 務 部 財 政 統 括 監
教 育 長
警 察 本 部 長
労働委員会事務局長
人 事 委 員 会 委 員
人事委員会事務局長
代 表 監 査 委 員

主 査

主 幹
主 任

島　袋　善　明　君
棚　原　憲　実　君
我那覇　　　仁　君
大　城　　　博　君
平　敷　達　也　君
平　田　正　志　君
金　城　弘　昌　君
日　下　真　一　君
山　城　貴　子　さん
金　城　　　稔　君
大　城　直　人　君
安慶名　　　均　君

親富祖　　　満　君

比　嘉　直　子　さん

新　崎　洋　子　さん
嶺　井　康太郎　君

○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　本日、知事の追加提出議案に対する意見を聴取する
ため出席を求めた人事委員会委員長島袋秀勝君は、所
用のため出席できない旨の届出がありましたので、そ
の代理として、人事委員会委員金城稔君の出席を求め
ました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。
　　　――――――――――――――――――

　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案か
ら甲第24号議案まで、甲第26号議案から甲第37号議
案まで及び乙第１号議案から乙第43号議案までを議
題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　上里善清君。
　　　〔上里善清君登壇〕

政 務 調 査 課
副 参 事 兼 課 長 補 佐
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○○上里　善清君　皆さん、おはようございます。
　てぃーだ平和ネットの上里善清といいます。
　ただいまより２月議会の一般質問をしていきたいと
思います。よろしくお願いします。
　まず１番目、知事の政治姿勢について。
　(1)、日米安全保障協議委員会（２プラス２）にお
いて、台湾有事を前提とした軍事作戦計画で自衛隊の
強化と米軍と一体化した施設共同訓練が明らかになっ
ております。沖縄県が訴えてきた負担軽減と逆行する
形で、県内の基地や訓練空域・訓練水域の使用頻度は
激しさを増しております。南西諸島が再び戦場となり
かねない訓練であり決して容認できません。見解をお
伺いします。
　(2)、在沖海兵隊は非戦闘員避難作戦の訓練を、那
覇軍港においてＭＶ22オスプレイやＣＨ53大型輸送
ヘリで実施しました。那覇軍港の使用主目的は港湾施
設及び貯油所であり、明らかに目的外使用でありま
す。米軍の身勝手な運用であり許せません。見解を伺
います。
　(3)、2016年に施行された戦没者遺骨収集推進法
は、遺骨収集を国の責務と定め、2024年度――これ
は再来年ですか――までを集中実施期間に位置づけて
おります。激戦地だった本島南部を中心に約2800柱
はまだ地中に眠ったままと見られております。しか
し、辺野古新基地建設の埋立資材として遺骨が混じっ
ている可能性がある土砂を使う計画が持ち上がってお
ります。人道に反する行為であり容認できません。遺
骨保全の条例制定ができないかお伺いします。
　(4)、日米地位協定の第３条は米軍に「公共の安全
に妥当な考慮」を義務づけています。昨年12月22
日、私たちてぃーだ平和ネットで外務省、防衛局に対
し軍人・軍属のＰＣＲ検査の実施と基地外への外出禁
止を求めてきました。これはキャンプ・ハンセンでク
ラスターが発生した後です。今回のオミクロン株感染
拡大は軍人・軍属が自由に移動していたことが原因で
あることは明白と私は思っております。県民の命や健
康を軽んじる米軍に怒り心頭であります。外務省は１
月28日、日米合同委員会の下に検疫・保健分科委員
会を新設しております。県として実効性のある委員会
となるよう関わっていくべきだと思いますが認識をお
伺いします。
　大きな２、新たな振興計画において下記の取組につ
いてお伺いします。
　(1)、大型ＭＩＣＥ施設の基本計画とスケジュール
についてお伺いします。
　(2)、鉄軌道導入の取組についてお伺いします。

　(3)、ＬＲＴ導入の取組についてお伺いします。
　(4)、公共工事の地元企業優先発注と県内製造業―
―これは建築関係でよろしいですので――の自給率向
上策について。自給率向上もうたっておりますので、
どのように取り組んでいくのかお伺いします。
　(5)、観光産業の復興策について。
　ある調査によると、日本のアンケートなんですが、
今一番行きたいところはどこですかというアンケート
を取ったらしいんですけれども、１番が北海道、２番
が京都、３番が沖縄らしいです。観光業の――コロナ
が収まったら間違いなく復興すると思いますので、自
信を持っていきたいと。その復興策を示してくださ
い。
　大きな３番目、誰一人取り残さない社会の実現に向
けて、子供の貧困対策を玉城県政は最重要課題に掲げ
ております。
　以下のことについて具体的な施策をお伺いします。
　(1)、子供貧困対策の取組。
　(2)、幼児教育無償化の取組。
　(3)、医療費助成の拡充。
　(4)、中高生のバスの無償化。
　(5)、ヤングケアラーの実態調査。
　(6)、少人数学級の拡大。
　(7)、待機児童対策。
　(8)、放課後児童クラブの待機児童対策。
　大きな４、昨年８月に発生した海底噴火による軽石
の漂流・漂着により漁業及びビーチ沿いのホテルやマ
リンレジャーなど観光産業に深刻な被害が出ておりま
す。被害を受けた方々に迅速な支援が必要であると考
えます。
　以下のことについてお伺いします。
　(1)、現在の漂流状況と回収量。
　(2)、軽石の利用方法の状況。
　(3)、漁業者への支援策。
　(4)、観光業への支援策。
　大きな５、2021年のジェンダーギャップ指数によ
ると、日本の総合スコアは0.656、順位は156か国中
120位で、先進国の中で最低になっております。世界
的にジェンダー平等の推進が求められており、管理職
への女性登用は重要であります。沖縄の現状と取組に
ついて以下のことについてお伺いします。
　(1)、県教育委員会事務局――これは登用状況で
す。
　(2)、県庁職員。
　(3)、市町村公共団体。
　(4)、県内企業の状況です。
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　６番目、かつては長寿の島として知られていた沖縄
だが、平均寿命とともに健康寿命も退潮傾向にありま
す。官民挙げての対策が必要と考えるが見解と取組を
お伺いします。
　よろしくお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時10分休憩
　　　午前10時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○上里　善清君　すみません。
　１の知事の政治姿勢についての(5)、２月17日、倉
敷ダムの湖内で小銃弾とドラム缶が見つかっておりま
す。発見地点は基地返還地点であり、米軍由来の可能
性が非常に高いです。国の責任でドラム缶の回収、不
発弾の処理及び周辺の土壌調査を求めるべきと考える
が見解をお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　上里善清議員の御質問にお
答えいたします。
　１、政治姿勢についての御質問の中の(1)、２プラ
ス２における自衛隊の強化と施設共同訓練についてお
答えいたします。
　昨年12月に報道された南西諸島への臨時の軍事拠
点配置を含む日米の共同計画については、去る12月
24日、私から鬼木防衛副大臣に対し、その詳細を明
らかにするよう強く要請しております。その後、１月
７日の２プラス２共同発表では、日米は、「同盟の役
割・任務・能力の進化及び緊急事態に関する共同計画
作業についての確固とした進展を歓迎し」、「南西諸
島を含めた地域における自衛隊の態勢強化の取組を含
め、日米の施設の共同使用を増加させる」旨が示され
ました。
　沖縄県としては、日米共同訓練の激化等、これ以上
の基地負担があってはならず、ましてや台湾有事等に
より沖縄、先島、与那国などが攻撃目標とされるよう
な事態は決してあってはならないと考えております。
引き続き情報収集を行った上で、適切に対応してまい
りたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(2)、那覇港湾施設での米軍の訓練について
お答えをいたします。

　今般の那覇港湾施設における米軍の訓練について
は、過重な基地負担を背負わされている県民に新たな
基地負担を強いるものであり、断じて容認できるもの
ではありません。このため、県は２月15日に外務省
特命全権大使沖縄担当及び沖縄防衛局長に対し、厳重
に抗議したところであります。
　県としては、引き続き米軍及び日米両政府に対し、
那覇港湾施設においては、いわゆる５・15メモに記
載されている使用主目的に沿って厳格に運用を行い、
今後、航空機の離着陸や訓練を一切行わないこと等に
ついて求めてまいります。
　同じく１の(4)、検疫・保健分科委員会についてお
答えをいたします。
　去る１月28日、外務省は、日米合同委員会の検疫
部会を格上げする形で改組し、新たに検疫・保健分科
委員会を設立したことを発表しました。検疫・保健分
科委員会においては、外務省及び在日米軍の政策部局
に加え、双方の保健当局も参加することとされており
ます。
　県としては、この仕組みが生かされるためには、米
軍基地が過度に集中する沖縄県当局との連携も重要で
あることから、去る１月31日に日米両政府に対し、
県への情報共有を求めたところであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、政治
姿勢についての御質問の中の(3)、戦没者遺骨保全の
条例制定についてお答えいたします。
　戦没者の遺骨収集等に係る事務は、厚生労働省設置
法に基づく国の事務であり、平成28年に施行された
戦没者遺骨収集推進法において、国の責任で実施する
ことが明確に規定されました。遺骨が残っている可能
性があることを理由とした保全については、県土のほ
とんどが戦場となった本県において、その可能性があ
る土地は県土全体に及び、対象の限定が困難であるこ
となど課題が多いものと考えております。
　条例制定につきましては、引き続き関係部局と連携
して研究してまいります。
　次に３、誰一人取り残さない社会の実現に係る子供
の貧困対策についての御質問の中の(1)、子供の貧困
対策の具体的な施策についてお答えいたします。
　県では、新たな子どもの貧困対策計画に基づき、令
和４年度から子供の居場所での保健に関する相談支
援、若年妊産婦や妊娠・出産期に困難を抱える保護者
への支援などを実施することとしております。また、



– 429 –

子どもの貧困対策推進基金を活用し、引き続き市町村
が行う就学援助を支援するとともに、低所得世帯への
ヘルパーの派遣や、ヤングケアラーなど困難を有する
家庭への訪問支援を実施するなど、市町村と連携し子
供の貧困対策を一層推進してまいります。
　同じく３の(2)、幼児教育・保育の無償化について
お答えいたします。
　幼児教育は生涯にわたる人格形成や教育の基礎を培
う重要なものであり、幼児教育・保育の無償化は、多
くの子供の育ちによい影響を与えるとともに、子育て
世帯の負担軽減につながるものと考えております。
　県としましては、引き続き市町村と連携し、保育所
整備や保育士の確保等に取り組むとともに、質の高い
幼児教育・保育の提供に取り組んでまいります。
　同じく３の(5)、ヤングケアラーの実態調査につい
てお答えいたします。
　県では、今年度、ヤングケアラーへの認識向上や概
数把握のため学級担任を対象にアンケートを実施しま
した。次年度は、児童生徒を対象とした実態調査を実
施し、課題等を明らかにした上で、支援体制の在り方
を検討するなど、ヤングケアラーへの支援促進を図る
こととしております。
　県としては、引き続き、教育、保健医療など関係部
局や市町村と連携し、適切な支援につなげていけるよ
う取り組んでまいります。
　同じく３の(7)、待機児童対策についてお答えいた
します。
　本県における待機児童数は、令和３年10月１日時
点で1309人で、前年度から1013人減少し、減り幅も
過去最大の43.6％減となっております。県では、市
町村と連携し、保育所整備のほか、保育士を確保する
ため、県外からの保育士の誘致や、潜在保育士の復職
支援、正規雇用化の促進に取り組んでいるところで
す。また、今般、国においては、保育士等の収入を
３％、月額9000円程度引き上げることとしておりま
す。
　県としましては、引き続き市町村と連携し、待機児
童対策に取り組んでまいります。
　同じく３の(8)、放課後児童クラブに登録できない
児童の解消についてお答えいたします。
　令和３年５月１日現在の放課後児童クラブの登録児
童数は２万3080人、登録できなかった児童数は786
人となっております。クラブ数は558か所で、前年度
と比較して26か所増加しておりますが、利用ニーズ
の高まり等により、登録できない児童が生じておりま
す。

　県では、引き続き市町村が行う施設整備や運営費等
に対する支援を行い、登録できない児童の解消に取り
組んでまいります。
　次に５、ジェンダー平等の推進についての御質問の
中の(3)及び(4)、市町村及び県内企業の女性管理職登
用の状況についてお答えいたします。５の(3)と５の
(4)は関連しますので一括してお答えいたします。
　内閣府の調査によると、令和３年４月時点の県内
市町村における課長級以上の女性管理職の割合は
14.8％となっており、前年度より0.8ポイント上昇し
ております。また、沖縄県労働条件等実態調査による
と、令和２年７月31日時点の県内事業所における女
性管理職の割合は20.6％となっており、前年度より
3.7ポイント上昇しております。男女が対等に意思決
定に関わることは非常に重要であり、県としまして
も、あらゆる分野において女性の積極的登用が促進さ
れるよう、市町村や関係部局と連携して取り組んでま
いります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　１、政治姿勢につい
て(5)、倉敷ダムで発見された不発弾等に係る県の対
応についてお答えいたします。
　去る２月７日、倉敷ダムにおいて不発弾及び空のド
ラム缶等が発見されております。不発弾類については
同日、自衛隊が処理を行っておりますが、ドラム缶等
については存置されたままとなっております。このた
め県は、沖縄防衛局に対し、存置されたドラム缶等の
撤去及び安全確認のため周辺土壌の調査等について迅
速に対応するよう求めております。また、どのような
経緯で不発弾等が残されたのか調査するとともに、貯
水池周辺の安全確認についても求めており、今後、調
査結果を踏まえ、適正なダム管理に努めていきたいと
考えております。
　次に２、新たな振興計画について(4)、公共工事の
地元企業優先発注についてお答えいたします。
　令和２年度における土木建築部発注工事について、
発注件数474件、契約金額約449億円のうち地元企
業は467件、約412億円を受注し、受注率は件数で
98.5％、金額で91.8％となっております。国発注の
公共工事においては、沖縄総合事務局と沖縄防衛局
を合わせた発注件数294件、契約金額約877億円のう
ち地元企業は259件、約506億円で受注率は件数で
88.1％、金額で57.7％とのことであります。
　以上でございます。
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○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　２、新たな
振興計画についての(1)、大型ＭＩＣＥ施設の基本計
画等についてお答えします。
　沖縄県では、県土の均衡ある発展と産業振興を図る
ため、大型ＭＩＣＥ施設整備を核とした沖縄県マリ
ンタウンＭＩＣＥエリア形成事業基本計画（案）を
取りまとめ、公表したところです。同計画（案）で
は、施設の拡張性を持たせた上で、１万平米の展示
場、7500平米の多目的ホール、会議室、立体駐車場
等を主な施設構成としております。今後は、基本計画
（案）に対するパブリックコメント等の実施や、ＰＦ
Ｉ法に基づく実施方針等の作成に向けて、さらなる検
討を進めてまいります。
　同じく２の(5)、観光産業の復興策についてお答え
します。
　県では、事業者支援策として、観光関連事業者等応
援プロジェクトや宿泊事業者感染症対策支援事業を実
施しております。県内外の感染状況等を見極めつつ、
感染のリバウンドを防止しながら、県民による県内旅
行を促進するおきなわ彩発見キャンペーンを再開し、
その後は、都道府県による新たなＧｏＴｏトラベル事
業を活用するなど、段階的に域内から県外、海外の旅
行需要を取り込むことにより、本県の観光産業の回復
に向け、全力で取り組んでまいります。
　次に４、軽石問題についての(4)、観光業への支援
策についてお答えします。
　観光関連事業者や団体を対象としたアンケート調査
により、令和３年10月末から12月末までに、マリン
レジャーや宿泊のキャンセル、ダイビングスポットや
フォトウエディング撮影場所の変更等を確認しており
ます。今後も継続的に情報を収集し、市町村や地域観
光協会と連携して、優先的に軽石の回収を実施する
ビーチや海岸等を特定し、順次、回収に取り組むとと
もに、影響を受けている事業者への効果的な支援に向
けて検討してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　２、新たな振興計画につ
いての(2)、鉄軌道導入の取組についてお答えいたし
ます。
　鉄軌道の導入に当たり、国から課題とされている費
用便益比について、精緻化した結果、１を超えるケー
スを確認し、内閣府に対し説明を行ったところです。

また、採算性については、鉄軌道の持続的運営を可能
とする特例制度の創設が不可欠であると考えておりま
す。そのため、令和４年度に復帰50周年事業に位置
づけ、鉄軌道の導入効果を広く県民に周知し、期成会
設立に向け、県民一丸となって機運醸成を図り、国に
対し特例制度の創設を求め、鉄軌道の導入実現に向け
て取り組んでまいります。
　同じく２の(3)、ＬＲＴの導入についてお答えいた
します。
　県では、フィーダー交通について、沖縄本島の北・
中・南部の圏域ごとに議論の場を設定しており、その
取組の中で、ＬＲＴなど様々なシステムを含め地域に
ふさわしい公共交通ネットワークの在り方について市
町村と協働で検討を行っていくこととしております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　２、新たな振興計画
についての(4)、県内製造業の自給率向上策について
お答えいたします。
　平成27年沖縄県産業連関表を基に算出した県内製
造業の自給率は23.6％であり、全産業の71.5％に比
べかなり低い数値となっております。一方、令和２年
度の公共工事に使用される建設資材については、鉄筋
やセメント等の主要11品目に係る使用状況調査によ
ると、県産品の割合は86.0％となっております。
　県としましては、公共工事の主な発注部局である土
木建築部、農林水産部などの職員を対象に、県内企業
による県産資材のプレゼンテーションや意見交換会を
開催し、今後とも県産品の優先使用に取り組んでまい
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　３、誰一人取り残
さない社会の実現に係る子供の貧困対策についての御
質問の中の(3)、こども医療費助成制度についてお答
えいたします。
　県では、こども医療費助成制度の対象年齢の拡大に
取り組んできたところ、県内各市町村の御理解をいた
だき、令和４年４月から県内全ての市町村において、
通院対象年齢の中学校卒業までの拡大と、現物給付、
いわゆる窓口無料化が実施される運びとなりました。
これにより、子供の疾病の早期発見、早期治療を促進
し、子供の健全な育成が図られるとともに、経済的理
由で受診を控えることがあった世帯においても、必要



– 431 –

な医療を受けることができることから、子供の貧困対
策にも寄与するものと考えております。
　県としましては、引き続き市町村等と連携し、円滑
な制度拡充に向け取り組んでまいります。
　次に６、平均寿命・健康寿命が退潮傾向にあること
への官民挙げての対策についての(1)、健康長寿おき
なわ復活についてお答えいたします。
　健康長寿おきなわの復活に向けては、県民一人一人
の健康づくりや生活習慣病予防に向けた取組を強化す
ることが重要であると認識しております。具体的に
は、健康的な生活習慣の習得に向けた各種イベントや
メディアを活用した普及啓発、副読本を活用した小中
学生の健康教育等に取り組みます。特に平均寿命の延
伸には、働き盛り世代の対策が重要であることから、
企業等が従業員の健康づくりに取り組む健康経営を推
進し、生活習慣病の発症と重症化の予防に向け、官民
一体となって取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　３、誰一人取り残さない社
会の実現に係る子供の貧困対策についての質問の中の
(4)、中高生のバスの無償化についてお答えします。
　県では、住民税所得割非課税世帯等の高校生を対象
として、令和２年10月１日からバス・モノレール通
学費の無料化を開始し、令和３年度からは、高校生に
加え、通学区域が全県域の中学校の生徒まで対象を広
げ実施しております。令和４年度は、在籍校が出席扱
いとするフリースクールに通学する生徒まで対象を広
げ、経済的負担の軽減を図っていく計画であります。
　同じく(6)、少人数学級の拡大についてお答えいた
します。
　県教育委員会では、小学校１年生及び２年生で30
人学級、小学校３年生から中学校３年生まで35人学
級を実施しているところであります。県内の市町村立
小中学校全学年で30人学級を実施した場合について
試算すると、現在よりも、教室数は約600教室、教員
数は約700人必要となると見込んでおり、教室及び教
員の確保が課題となります。
　県教育委員会としましては、30人学級を含め少人
数学級について、国の加配定数を活用し実施してお
り、国の動向を注視してまいります。
　次に５、ジェンダー平等の推進についての御質問の
中の(1)、県教育委員会事務局における女性管理職登
用の現状と取組についてお答えいたします。
　令和３年度の県教育委員会事務局における課長級以

上の女性管理職は６名、登用率は15.4％となってお
ります。県教育委員会では、令和３年３月に沖縄県教
育委員会特定事業主行動計画を策定し、学校現場を
含めた女性の管理職への登用率を令和７年度までに
26.0％まで引き上げることとしております。その達
成に向け、女性職員のマネジメント能力向上等の人材
育成、ワーク・ライフ・バランスの推進等、働きやす
い職場環境の整備に取り組んでおります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○○環境部長（松田　了君）　４、軽石問題について
の(1)、軽石の漂流状況と回収量についてお答えしま
す。
　沖縄島及び先島諸島周辺の軽石の漂流状況について
は、第11管区海上保安本部が航空機による漂流状況
調査を行い、ホームページ上で公開しておりますが、
１月12日以降、軽石の大量漂流に関する新たな情報
はありません。また、令和４年２月15日時点で、
国、県による回収が、港湾で１万7220立方メート
ル、県による回収が、漁港で2530立方メートル、海
岸で3932立方メートル、市町村等による回収が１万
1990立方メートルで、計約３万6000立方メートルを
回収しております。
　同じく(2)、軽石の利用方法の状況についてお答え
します。
　県が行った分析の結果、軽石中の重金属等は、土壌
汚染対策法に定める土壌溶出量基準及び含有量基準以
下であることが確認されており、環境安全性に問題は
ないと考えられますが、他方、塩分濃度が高いことか
ら、利活用について各部局で検討を行っているところ
であります。また、一般公募で集まった88件のアイ
デアの実現可能性等を検証し、アイデア集として公表
を開始したところであり、利活用を推進していくこと
としております。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　４の軽石問題につい
ての(3)、軽石に係る漁業者の支援策についてお答え
いたします。
　県内漁業者は、軽石の影響により、操業自粛を余儀
なくされるなど、漁業活動に多大な影響を受けており
ます。そのため県では、協議会での議論を踏まえ軽石
により影響を受けた漁業者への支援のため、海水こし
器の設置補助やモズク、アーサへの異物混入対策を実
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施するほか、漁業者が円滑に漁業活動の再開ができる
よう１か月分相当の燃油使用料を補助することとして
おります。
　県としましては、これらの支援が円滑に進むよう、
引き続き市町村や水産関係団体と連携して取り組んで
まいります。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○○総務部長（池田竹州君）　５、ジェンダー平等の推
進についての(2)、県の知事部局における女性管理職
登用の現状と取組についてお答えいたします。
　令和３年度の知事部局における課長級以上の女性管
理職は54名、16.4％であり、九州各県の中では福岡
県に次いで第２位となっております。沖縄県では、令
和３年３月に沖縄県特定事業主行動計画を策定し、令
和７年度までに女性の管理職への登用率を23.0％ま
で引き上げることとし、その達成に向け、女性職員の
職域拡大やマネジメント能力向上等の人材育成、ワー
ク・ライフ・バランスの推進等、働きやすい職場環境
の整備に取り組んでいるところでございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○○上里　善清君　順不同になりますけれども、再質問
していきます。
　まずＭＩＣＥ施設なんですが、これは中川京貴さん
の質問でもあったんですけれども、ＰＦＩでやると。
民活ですよね。約350億ぐらいかかると。私の感覚な
んですが、ＰＦＩは民活ですから民間が金を出して施
設を造るということになると思うんですが、後で起債
して県がその分をやるという。どうもちょっと理解で
きないんですけれども、もう一回説明できますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時42分休憩
　　　午後10時42分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今回の基本
計画案では、ＰＦＩ事業として実施することとし、民
間が資金調達を行い、設計・建設を実施、その後、県
に所有権を移転するビルドトランスファー方式、ＢＴ
方式とし、施設の運営管理業務を県が運営事業者に公
共施設運営権を設定するコンセッション方式を想定し
ておりまして、今後これらの方式を詳細に検討してい
くこととしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。

○○上里　善清君　まだちょっとしっくりいかないんで
すけれども。そうであれば最初から県のほうで起債を
して、調達は国庫のお金を導入するというほうがむし
ろいいのではないですか。この辺はどうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時43分休憩
　　　午前10時43分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＰＦＩ事業
による施設整備では、施工効率を踏まえた設計が可能
となることや民間事業者による新技術や創意工夫に
よって、工事完成までのプロセスにおいて包括的な資
機材調達、効率化によりコスト縮減や工期短縮につな
がる。それから、施設の利用のしやすさ、機能性が図
られ、ＭＩＣＥ主催者や参加者の利便性を高めること
ができる。施設完成後に施設整備費を運営期間にわた
り分割して支払うこととなるため、県の財政支出を長
期にわたって平準化することができるというようなメ
リットもありますし、また事業者側からしますと、大
規模なＭＩＣＥは３年から５年前に開催が決定される
ことから、ＭＩＣＥ誘致には長期的な視点を踏まえて
誘致活動が必要であり、ＰＦＩ事業により長期の事業
とすることで数年先を見据えた誘致活動を継続的に実
施することが可能等とのメリットがございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○○上里　善清君　分かったようで全然分かりません
ね。
　政治姿勢の中の(5)番、銃弾はもう処理されている
と、ドラム缶がまだ残ったままと。昔もたしかこう
いったものがあったような記憶があるんですけれど
も、以前にもこれはありましたよね実を言うと。どう
ですか。記録が残っていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時45分休憩
　　　午前10時45分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　平成21年に今回と
同じ箇所付近で不発弾が発見されております。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○○上里　善清君　そのときに土壌調査とかその辺は
行っておりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　平成21年の際は
行っておりません。
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○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○○上里　善清君　有害物質が含まれている可能性が非
常に高いと私は見ているんですけれども、今回はこれ
はきっちり土壌の調査まで国の責任でさせてくださ
い。要望いたします。
　２番に移りますけれども、ようやくＭＩＣＥも動き
出すということで、私たち、東そのまんまになるん
じゃないかととても心配しておりました。このＭＩＣ
Ｅが動いたら、サンライズベルト構想も前に動くと思
うんです。その中で土地の利活用も、これから市町村
が計画すると思うんですけれども、背後地の土地の活
用とか、あるいはＭＩＣＥができた場合に交通の面が
非常に心配になってくるんです。鉄軌道は南部から北
部までということなんですけれども、これはかなり
ビー・バイ・シー、１を超えるということで難しいよ
うな感じを受けるんです。
　３番目のＬＲＴなんですが、これは非常に有効にな
ると私は見ているんです。那覇からＭＩＣＥ施設まで
今高速で国道329バイパスができたら、30分以内に
は着くと思うのですが、それ以上にＬＲＴを敷設すれ
ばもっと交通の便はよくなると思うんです。この辺
は、与那原から南風原、豊見城、空港までと――モノ
レールは非常にお金がかかるので、ＬＲＴはこれは可
能性は高いと思うんですが、その辺の導入は検討され
ますか。今どういう取組になっていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　先ほど答弁申し上げまし
たフィーダー交通については、各圏域ごとにＬＲＴも
含めて、その地域にふさわしい公共交通ネットワーク
の在り方について市町村と協働で検討を行っていくこ
ととしております。平成29年度から令和３年度まで
に公共交通が分担すべき交通需要に対する現況交通
ネットワークの対応の可否、それからＬＲＴやＢＲＴ
等の新たな公共交通システムを導入した場合の影響調
査などを行ってきたところです。令和４年度調査に
あっては、那覇空港から大型ＭＩＣＥ施設まで公共交
通を使って移動する際の実態、所要時間、渋滞による
影響など、定時定速性を中心とした調査を行うことと
しております。これらの調査結果も含めて、この圏域
の市町村の皆様のまちづくりの観点も含めて、多角的
に検討してまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○○上里　善清君　ぜひよろしくお願いいたします。
　あと公共工事の地元受注はかなりいい線だと思うん
ですが、これは県の発注だと思うんですけれども、国
発注の、沖縄総合事務局あたりがやるものです。新聞

によると大手のゼネコンが落札して、沖縄の企業はほ
ぼ下請だと。45％が本土還流になっているんじゃな
いかと。よく言われるざる経済、漏れてしまっている
と、本土に利益が還流してしまっているというのが現
状だと思うんです。これを県としても、国にこの辺を
少し是正していただかないと、13兆円も公共事業を
やっても沖縄の企業があまり育たないという面はその
辺にあると私は見ているんです。この辺の、国に対し
ての取組といいますか、要請といいますか、ぜひ地元
企業を活用してくれと、元請になれるようにですね。
かなり技術もアップしてきているはずですので、これ
は可能だと僕は見ているんですがどうでしょうか、こ
の辺は。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　県では、国の関係機
関に対しまして、県内建設企業への受注機会の拡大の
要請をしております。令和３年度につきましても、８
月にウェブではございますけれども要請をしたところ
でございます。国においても、これまで分離・分割発
注や入札参加資格要件の緩和、あるいは総合評価方式
での評価項目の見直し等を行ってきているところでご
ざいます。
　沖縄総合事務局に関しましては、受注金額も年々右
肩上がりで受注率のほうはアップしてきているという
状況ではございます。引き続き、県内企業のさらなる
受注拡大に向けて要請を行っていきたいと考えており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○○上里　善清君　これもぜひ県内企業が受注するよう
に取り組んでください。
　製造業でやったんですけれども、県内の企業の自給
率を１％上げれば――たしかこれは新聞に載っていた
はずなんですけれども――300億くらいはアップする
と。これを本当にウチナーの資材を使うというだけ
で、沖縄にまたその金が落ちるということになります
ので、この辺の取組はぜひ必要だと思うんです。いろ
んな建設資材から様々なものを沖縄で完結させるとい
う取組は、ぜひ必要だと思うんですが、そのことにつ
いてちょっと考えを教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　製造業の自給率が低い要因としましては、まずは原
材料の域外調達、それからその県内需要に応えられる
産業集積が弱いといったようなことが考えられます。
そのため、自給率向上の戦略としましては、域内でも
一定の供給力を有する、例えば食料品あるいは鋼材、
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建設用・建築用の金属製品などの既存企業の技術力や
商品開発力、そういったものを増強させまして、県内
需要に応えていくことで自給率を向上させていくこと
は重要であるというふうに考えています。そのため、
新たな振興計画の案におきましては、域内自給率を高
めるものづくり産業の高度化を目指しまして、産学官
共同研究の促進により、商品開発力それから技術力の
強化を進め、加工、製造、メンテナンス等の県内調達
率の向上を目指すこととしております。今後は、成長
可能性の高いプロジェクトに対するハンズオン支援―
―専門家の派遣ですね――こういったことですとか、
県工業技術センターの支援等により産学官との連携に
よる優位性のある製品開発を推進してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○○上里　善清君　ぜひその取組は重要課題だと思いま
す。ウチナーがなかなかこれだけの振興策をやっても
自立できないという背景は、この辺にもあるわけで
す。自給率をもっとアップさせれば間違いなく所得向
上にもつながるというふうに私は思いますのでお願い
します。
　次に行きましょう。
　３番の(5)、ヤングケアラーの実態調査なんです
が、現在学校に対して調査を要請されていると思うん
ですが、地域で、やっぱりこの辺の地域は自治会ある
いは民生委員、その辺の方がかなりよく分かっている
ということがありますので、これは学校だけにやって
もちょっと難しいんじゃないですか。どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　今年度実
施した調査につきましては、ヤングケアラーに対する
認識の向上と、ヤングケアラーと思われる子供の概数
を把握するために学級担任を持つ先生方にさせていた
だきました。次年度は、子供たちへ実態調査をする予
定にしております。併せて研修を実施することとして
おりまして、ヤングケアラーという概念の認知度を上
げること、それからどういった見立てで気づき、そし
て支援につなげていくかという部分を研修することと
しておりますが、その中には、教員や市町村の職員、
併せて民生委員の方ですとか、学校関係者も含めて
様々な関わる機会のある方々をお招きしながら研修を
実施していきたいと思っておりますので、その中でお
力をお貸しいただける機会をつくっていきたいと思っ
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○○上里　善清君　これはなかなか発見しづらい事象で

すので、みんなで見つけていってあげるということが
重要だと思いますので、全部で関わったほうがいいと
私は思っています。
　(8)番の放課後児童クラブなんですが、私の提案な
んですけれども、公民館をうまく活用できないものか
とずっと思っているんです。地域では、学校の先生を
定年された方も結構いるわけです。大体一地域で10
名近くもいるんです。だからこの放課後児童クラブ、
公民館に広げるという方法も僕はあると思うんですが
この辺はどうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　放課後児
童クラブにつきましては、どこの場所という指定はご
ざいませんで、各市町村が様々な資源を活用しながら
展開しているというところもございまして、中には公
民館であったり児童館であったりというような場所を
活用した、そういった放課後児童クラブもあるという
ふうに聞いております。
　県としましては、市町村が実施する、そういった地
域の実情を踏まえた放課後児童クラブの設置促進に支
援してまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○○上里　善清君　次に移ります。
　軽石の問題ですけれども、観光業への支援は、今情
報収集の段階で、支援は全くやっていないということ
になるんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　これまでに
マリン事業者を対象にサービス提供中止やキャンセル
料等について調査を実施してきましたが、マリンレ
ジャーのオフシーズンであることや、コロナによる影
響等も複合的な要素がありますので、被害の実態やそ
の額の把握というところに課題があったところであり
ます。そのため県では、ＯＣＶＢや一般社団法人沖縄
県マリンレジャー事業者団体連合会と意見交換を行い
ながら、適切な実態把握ができる調査項目について調
整を行いまして、これまでのキャンセル件数等の調査
に加えて軽石の被害による売上げの減少額、船舶の補
修やメンテナンスに要した経費等について、今調査を
実施しているところでございます。この被害額や軽石
による影響の実態を取りまとめ次第、必要な効果的な
支援策について検討してまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○○上里　善清君　経労委で視察したときに、この方た
ちからの要望が強かったんです。何でいまだにそれが
されていないのか不思議でならないんですけれども。
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　あと漁業者に対する支援ですけれども、昨日山里議
員からもあったんですが、先んじてこし器を設置した
という場合は支援対象にならないというのは、ちょっ
と納得できないんですけれども、この辺、できるよう
にできないでしょうか部長。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　議員御指摘のとおり
本事業の開始を待たずに自ら海水こし器を設置し、操
業を再開している事業者が多数いるということは承知
しております。今般実施する補助事業では、遡及を認
めないということになっております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○○上里　善清君　国の支援策だけではなくて、県で検
討はできないでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　県では、水産庁の実
施する事業を補完するために、同事業の補助を受けら
れない漁協を対象に、ソフト交付金を活用してこし器
の設置補助を行うこととしているところでありますけ
れども、県事業の設計に当たりましては、水産庁の事
業と整合性を図る必要があることから、補助率だとか
対象経費のほか、遡及の可否などの要件については水
産庁事業と同じ基準で実施する必要があるというふう
に考えております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○○上里　善清君　最後に６番目に行きましょうね。
　ウチナー、昔は長寿県であったんですけれども、か
なり健康寿命も平均寿命も短くなっていると。ゆゆし
き問題だと僕は思っております。あと10年もすれば
本当に高齢化に入ってくるわけです、ウチナーも。こ
のまま対策しないで進むとえらいことになるんじゃな
いかと本当に思っています。ただ……。
　もう終わりましょうね、以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時３分休憩
　　　午前11時４分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　西銘純恵さん。
　　　〔西銘純恵さん登壇〕
○○西銘　純恵さん　こんにちは。
　日本共産党の西銘純恵です。
　ロシアがウクライナに軍事侵略をして、核兵器を先
制使用することも辞さないという威嚇をしています。
子供や女性、無辜の民が多数犠牲になっている許し難

い蛮行に強く抗議をします。国連憲章や国際法に違反
をしているロシアの侵略戦争を直ちにやめよと、沖縄
から県民世論を広げていこうではありませんか。
　それでは一般質問を行います。
　コロナ対策について。
　米軍基地とコロナ対策について。
　沖縄の感染が１桁台で推移していた昨年12月、米
軍基地で集団感染が起こりました。基地従業員の検査
でオミクロン株感染を確認した県は、デニー知事が日
米政府に要請をしています。要請の経緯と内容を伺い
ます。
　在日米軍の感染者の人数、そのうち在沖米軍の感染
者数と割合はどうなっていますか。
　県民へのコロナ対策について。
　迅速なワクチン接種のために、市町村の３回目接種
券の発行状況と接種体制を伺います。県の取組も伺い
ます。
　介護施設で深刻な施設内感染との報道があります。
県の見解と取組を伺います。通所介護の調査結果で稼
働68％、経営に打撃との報道があります。通所介護
の現場に必要な支援と丁寧な援助が求められます。コ
ロナに伴う加算金の取得状況など必要な支援が行き
渡っているのか伺う。
　子供の貧困対策について。
　県の基金を活用して就学援助を拡充しました。支給
人数や援助率は他県と比べてどうなりましたか。今後
の拡充の取組を伺います。
　県は学童保育料の補助を低所得世帯にも拡大しま
す。補助額と対象人数を伺います。
　県が行った生活困窮家庭への学習支援で、高校など
に進学した成果を伺います。
　ひとり親支援について。
　ひとり親家庭生活支援事業の実績、今後の拡充と周
知について伺います。
　ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業の実績、
今後の拡充と周知について伺います。
　県は独自に実施した小学校１・２年生の30人学
級、中学校３年生までの35人学級でも教員を増やし
てきました。デニー県政の３年間の教員の新規採用は
何人ですか。
　学童クラブ支援について。
　県が支援した学童クラブ施設整備と利用料補助に
よって利用者の拡大につながったと思います。成果を
伺います。
　県が新年度から、2014年以前の民間アパート利用
の学童クラブの家賃支援を始めます。国の制度で対象
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外とされてきた民間利用の学童クラブが今回の補助対
象になりますが学童クラブの数を伺います。また、補
助額で家賃を賄えない市町村もあると聞いています。
実態はどうですか。月25万円上限を適用するように
助言して改善すべきではないでしょうか。
　心臓病の子供の年間患者数の推移と県立こども医療
センターの役割を伺います。当事者から成人の移行期
医療を行う支援センターの設置が切望されています。
取組を伺います。
　全国と比べた児童虐待の実態、児童養護施設や里親
など社会的養護の状況を伺います。また、里親の元で
大学院までの支援延長を求めている学生がいます。支
援すべきです。
　那覇軍港での米軍訓練について。
　建物に向かって抗議する民間人に、銃を持って威
嚇、排除する訓練をしています。県民弾圧のための訓
練ではないか。見解を問います。
　非戦闘員の避難訓練というのは、沖縄が戦場になる
ことを想定した訓練ではありませんか。見解を問いま
す。
　安全な水道水を確保することについて。
　胎児に影響を与え、発がん性のあるＰＦＯＳ等の有
害物質が、県民のうち45万人の飲料水に混入してい
るのは、命と健康に関わる重大問題です。県の取組を
伺います。
　新聞報道によると、情報公開された資料で、米軍が
沖縄県の対応を批判しているといいます。知事の見解
を伺います。
　大量の米国製の不発弾やドラム缶が倉敷ダムで発見
されました。米軍基地として使われた当時に投棄され
たまま、ダム水が長年にわたり水道水とされてきたの
であれば人命軽視の人道に反する許し難いものです。
県の見解と取組、日米政府への対応を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　西銘純恵議員の御質問にお
答えいたします。
　１、コロナ対策についての御質問の中の(1)のア、
日米両政府への要請の経緯等についてお答えいたしま
す。
　在沖米軍基地においては、昨年12月、キャンプ・
ハンセンに異動してきた部隊で新型コロナウイルス感
染症の集団感染が発生した後、同基地に勤務する日本
人従業員のオミクロン株感染が判明しました。こうし
た状況は、基地周辺住民だけでなく、感染抑制に努め
てきた多くの県民や事業者の不安を高めるものであり

ます。このため、同月21日、私から在日米軍沖縄地
域調整官及び外務副大臣に対し、新型コロナウイルス
感染が収束するまでの米国本土からの軍人・軍属の異
動の停止、キャンプ・ハンセンに勤務する全ての軍
人・軍属に対するＰＣＲ検査の実施、在沖米軍基地の
健康保護態勢（ＨＰＣＯＮ）レベルの引き上げ、キャ
ンプ・ハンセンからの外出禁止、基地内外でのマスク
着用の徹底等、行動指針の遵守を求めたところであり
ます。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　１、コロナ対策
についての御質問の中の(1)のイ、在日米軍の感染者
数、在沖米軍の感染者数とその割合についてお答えい
たします。
　県では、在日米軍と日本国の衛生当局間における情
報交換に係る日米合同委員会合意等に基づき、海軍病
院との情報交換を行っており、令和２年７月２日以降
の在沖米軍基地の陽性者数の累計は１万740名の報告
を受けております。なお、在日米軍基地の感染者数の
累計については把握しておりません。
　同じく１の(2)のア、市町村の接種券の発行状況、
接種体制及び県の取組についてお答えいたします。
　市町村においては、２月末日までに58万5425人分
の接種券の発送が行われることとなっており、以降、
初回接種から６か月経過した県民に対して接種券が発
送されていくものと考えております。また、市町村の
接種体制については、１月末時点で県内344か所の集
団及び個別の接種会場の運営が見込まれているほか、
必要に応じて高齢者施設等への巡回接種も実施されて
いるところです。また、県の広域ワクチン接種セン
ター３か所においては、２回目接種から６か月以上経
過した18歳以上の全ての方を対象とし、接種を進め
ているほか、企業・団体枠を設け、エッセンシャル
ワーカーを含めた、あらゆる職種に対する接種に取り
組んでいるところであります。
　次に６、県立こども医療センターの役割等について
の御質問の(1)のうち、心臓病の子供の年間患者数と
移行期医療支援センターの設置についてお答えいたし
ます。
　県が実施している小児慢性特定疾病医療費助成事業
において、慢性心疾患として医療費助成を受けている
患者数は、平成30年度569人、令和元年度624人、令
和２年度686人となっております。また、移行期医療



– 437 –

支援センターについては、移行期にある患者の自立支
援や関係機関との連絡調整などを目的に、各都道府県
において確保することとされております。
　県においては、慢性疾患を抱える子供たちが成人後
も適切な医療を受けられるよう、小児及び成人診療科
の連携を支援し、患者家族からの相談に対応できる移
行期医療支援センターの設置に向けて、関係機関との
調整を進めているところです。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、コロ
ナ対策についての御質問の中の(2)のイ、介護施設及
び通所事業所への支援についてお答えいたします。
　県では、感染者が発生した高齢者施設に対し、必要
に応じ感染症対策専門家を派遣し指導を行うほか、人
員が不足する施設に対する応援職員の派遣調整や、衛
生資材の提供、かかり増し経費への補助などの支援を
行っております。また、通所系事業所で利用者が減少
した場合の支援については、基本報酬への３％加算や
規模区分の特例の適用などが可能であり、１月末現在
の適用率は9.7％となっております。
　県としましては、周知方法を工夫するなど、引き続
き制度の活用促進に取り組んでまいります。
　次に２、子供の貧困対策についての御質問の中の
(2)、学童保育料の補助についてお答えいたします。
　放課後児童クラブ利用料の負担軽減については、こ
れまで市町村が主にひとり親家庭等を対象として実
施してきている事業に対し、支援を行ってまいりま
した。令和２年度は、15市町村に約6000万円を交付
し、約2200人の負担軽減が図られたところです。次
年度は、支援対象を住民税非課税世帯等に拡大し、県
事業として実施することとしております。
　県では、次年度当初予算に約１億5000万円を計上
し、約3600名の支援を見込んでいるところであり、
市町村へ活用を呼びかけてまいります。
　同じく２の(3)、生活困窮家庭への学習支援の成果
についてお答えいたします。
　県では、無料塾を設置するなど、生活困窮家庭等の
児童生徒に対する学習支援を実施しているところで
す。支援した子供の高校合格率は、令和２年度実績で
99.5％となっており、平成23年度からの事業開始以
降で1090名が高校に進学しております。また、大学
等合格率は令和２年度実績で84.7％となっており、
高校生への学習支援を開始した平成26年度以降の合
格者数は累計で638名となっております。

　次に３、ひとり親支援についての御質問の中の
(1)、ひとり親家庭生活支援モデル事業の実績等につ
いてお答えいたします。
　本事業では、ひとり親家庭が地域の中で自立した生
活を営めるよう、民間アパートを借り上げ、生活、就
労、子育て等の支援を行い、事業開始から令和２年度
末までに196世帯が自立を実現しております。周知に
ついては、ホームページ等の活用のほか、児童扶養手
当の現況届の時期に、市町村担当課に窓口を設け直接
案内を行い、支援の開始につなげております。　
　県としましては、支援を必要とするひとり親の方々
に事業を活用いただけるよう、引き続き周知の強化と
適切な支援に努めてまいります。
　同じく３の(2)、ひとり親家庭高等職業訓練促進給
付金についてお答えいたします。
　本給付金は、看護師や保育士など、就職に有利な国
家資格取得のための訓練を受けている期間、生活費を
補助するもので、令和２年度までの直近３年間に延べ
439人のひとり親家庭に給付を行いました。令和３年
度からは、対象資格を情報技術関係資格等の民間資格
にも拡充し、支援を実施しております。周知について
は、市町村窓口、ハローワーク、専門学校等において
実施しておりますが、より多くのひとり親の皆さんが
活用できるようさらなる周知に努めてまいります。
　次に５、学童クラブ支援についての御質問の中の
(1)、放課後児童クラブ施設整備補助、利用料補助に
ついてお答えいたします。
　県では、平成24年度以降、公的施設を活用した放
課後児童クラブ53か所の整備を支援するとともに、
運営費の補助等を行ってまいりました。これらによ
り、平均月額利用料が10年間で1314円低減しており
ます。また、沖縄県子どもの貧困対策推進基金を活用
し、ひとり親世帯等の児童延べ7458人に対し、利用
料を軽減する支援を行ってまいりました。
　県としましては、引き続き放課後児童クラブの環境
整備や保護者負担の軽減に取り組んでまいります。
　同じく５の(2)、新たな賃借料支援等についてお答
えいたします。
　県では、令和４年度から、放課後児童クラブの利用
料低減を目的とした賃借料支援を実施する予定です。
既存の国庫補助事業の対象とならない、平成26年度
以前に設置されたクラブを対象とし、初年度は14市
町村118か所での実施を見込んでいます。なお、国庫
補助事業において上限額、月額25万円を独自に設定
している市町村は、４市町となっております。
　県としましては、引き続き市町村と連携して、クラ
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ブ利用料の低減に向けた取組を促進してまいります。
　次に７、児童虐待の実態等についての御質問の中の
(1)、児童虐待の実態、社会的養護の状況及び大学院
までの支援延長についてお答えいたします。
　令和２年度の児童虐待相談対応件数は、全国が20
万5029件、沖縄県が1835件であり、対前年度の増
加率で見ると、沖縄県は全国で11番目に高い状況と
なっております。社会的養護の状況については、全国
と比較する指標はございませんが、令和３年３月31
日時点の里親委託と施設入所を合わせた児童数は全国
が３万7362人、沖縄県が521人となっております。
また、児童養護施設や里親の元から措置解除となる方
への大学院進学に係る支援については、県と沖縄子ど
もの未来県民会議が連携し、給付型奨学金事業の拡充
による対応を検討しているところです。
　県としましては、引き続き児童等の置かれている状
況などを踏まえ自立支援に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○○教育長（金城弘昌君）　２、子供の貧困対策につい
ての御質問の中の(1)、就学援助拡充のための取組に
ついてお答えします。
　市町村及び県教育委員会では、子どもの貧困対策推
進基金を活用し、認定基準緩和や単価引上げのほか、
テレビによる周知広報事業等に取り組んできたところ
です。これにより、令和２年度の受給者数は、平成
27年度に比べ5722人増加し、また、就学援助率は、
3.74ポイント増の24.1％で、全国２位となっており
ます。基金の積み増しに伴い、市町村が行う就学援助
に基金を活用できることから、市町村と連携して就学
援助の充実に取り組みます。
　次に４、教員の新規採用人数についての御質問にお
答えします。
　県教育委員会では、小学校１年生及び２年生で30
人学級、小学校３年生から中学校３年生まで35人学
級を実施しているところであります。また、平成23
年度以降、正規教員の採用者数を増やす取組を実施し
ており、令和元年度から令和３年度までの３年間で、
958人を採用しております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　６、県立こども医
療センターの役割等についての御質問の中の(1)、県
立南部医療センター・こども医療センターの役割につ

いてお答えいたします。
　県立南部医療センター・こども医療センターは、成
人の医療に関する総合病院としての機能と併せ、子供
の専門医療を担う病院として、総合周産期母子医療セ
ンター、小児救命救急センター、小児集中治療室等を
備え、総合的に小児・周産期医療を提供する機能を有
しています。また、南部医療センター・こども医療セ
ンターは小児の心臓手術を行うことができる県内唯一
の病院となっており、年間120件から150件程度手術
を行っているところでございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○○知事公室長（金城　賢君）　８、那覇軍港での米軍
訓練についての(1)と(2)、那覇港湾施設における米軍
の訓練についてお答えをいたします。８の(1)と８の
(2)は関連いたしますので、恐縮ですが一括してお答
えいたします。
　今般、那覇港湾施設において実施された訓練につい
て、米海兵隊は、人道支援や大使館補強及び非戦闘員
避難等に携わり、技術を極めることを目的としてい
る、今回は主に人道支援・災害救助活動のシナリオの
下、同活動や大使館の警備強化、関係機関同士の調
整任務の確認を行った、第３海兵遠征軍は同様の訓
練を、2005年以降、フィリピン、ネパール、タイ、
九州、東北等で17回以上実施しているとしておりま
す。
　いずれにしても、県としましては、訓練が港湾施設
の主目的とは考えられず、このような米軍基地の使用
を許せば、県民の基地負担が増大することから、那覇
港湾施設は５・15メモに記載されている使用主目的
に沿って厳格に運用されるべきであり、同施設におい
て航空機の離発着や訓練は一切行われるべきではない
と考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○○企業局長（棚原憲実君）　９、安全な水道水を確保
することについての御質問の(1)、企業局のＰＦＯＳ
等対策の取組について答弁します。
　今年度の北谷浄水場浄水のＰＦＯＳ等の平均値は、
12月末現在で１リットル当たり13ナノグラムと暫定
目標値より低いレベルにあることから、水道水の安全
性は確保されていると考えております。企業局ではこ
れまで、中部水源からの取水停止や抑制、ダム水の増
量、粒状活性炭の定期的な入替えに取り組んでおりま
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す。また、さらなるダム水の増量を図るため、金武ダ
ム・漢那ダム等の水利権変更を行ったところです。今
後も引き続き、ＰＦＯＳ等対策に取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○○環境部長（松田　了君）　９、安全な水道水を確保
することについての(2)、米情報公開法に基づく情報
開示請求についてお答えいたします。
　県では、普天間飛行場周辺の地下水から高濃度のＰ
ＦＯＳが検出されたため、国を通じ米軍のＰＦＯＳの
管理状況等の情報の提供を求めましたが、情報は得ら
れませんでした。そのため、米国の情報公開法に基づ
き、普天間飛行場の泡消火薬剤使用履歴及び流出記録
等の開示請求を行っております。
　なお、米国の情報公開法は、米国政府機関の情報に
関し、外国人を含む何人もその記録を利用することが
できると定められていることから、県の開示請求は、
適正な請求であると考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　９、安全な水道水を
確保することについて(3)、倉敷ダムで発見された不
発弾等に係る県の見解と取組、日米政府への対応につ
いてお答えいたします。
　去る２月７日、倉敷ダムにおいて不発弾及び空のド
ラム缶等が発見されております。不発弾類については
同日、自衛隊が処理を行っておりますが、ドラム缶等
については存置されたままとなっております。このた
め県は、沖縄防衛局に対し、存置されたドラム缶等の
撤去及び安全確認のため周辺土壌の調査等について迅
速に対応するよう求めております。また、どのような
経緯で不発弾等が残されたのか調査するとともに、貯
水池周辺の安全確認についても求めており、今後、調
査結果を踏まえ、適正なダム管理に努めていきたいと
考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　再質問、最初に教育長からお伺い
をします。
　就学援助率が全国２位になったと答弁がありました
けれども、この事業をする前は何位だったでしょう
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。

○○教育長（金城弘昌君）　たしか全国９位だったかと
思っています。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　県の基金を使った事業で、本当に
全国２位といいますと、沖縄県の貧困率の高さからす
れば、全国１位まで持っていくというのが順当だとは
思うんですが、急速に９位から２位に上げたというの
は、私は県政が頑張っていると評価したいと思いま
す。
　それで、小学校１年生、中学１年生の入学準備金、
入学式前に支給する自治体はどれだけからどれだけに
増えましたか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　入学前支給の重要性は、大
変認識しておりました。平成28年度までは、入学前
支給をする市町村はございませんでした。令和３年度
ですと、現在30市町村が実施予定でして、実施する
市町村は年々増加しております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　次年度以降も就学援助、子供の貧
困対策を拡充していくということですけれども、さら
に推進していただきたいと思います。これがとても大
きな効果を上げていると思います。貧困解消に向けた
知事の決意について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　就学援助拡充も、このよう
にそれぞれの市町村において実施されることができれ
ば、確実にそれによって支援の幅が広がっていくもの
と思います。引き続き拡充していけるようにしっかり
頑張ってまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　次、学童クラブの家賃支援につい
てです。
　沖縄県が次年度から独自にやっていくということで
すが、そもそもこれ政府が2015年から家賃支援を決
めたときに、沖縄県が40年前から父母共同運営で、
公的支援がない中で父母がつくりだした――私もその
一人ではあるんですけれども、その長い間頑張ってき
た学童に家賃支援が届いていない、政府がそういうこ
とをやっていないということに対して、本当に関係者
やみんなが何でということ、声を何度も上げてきてい
ます。ですからそれに応えてくれた、家賃支援を沖縄
県が独自に今度118か所ですか、入れてくれたという
こと、本当に高く評価したいと思います。
　すみません、休憩。
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○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時37分休憩
　　　午前11時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　放課後児
童クラブの賃借料につきましては、議員がおっしゃい
ましたように、国庫補助事業が平成26年以前のクラ
ブは該当しないというところで、この間、県が提案を
いたしまして九州各県と連携して国に要望してきたと
ころではございます。このたび、沖縄県の一括交付金
を活用して賃借料の補助を実施することといたしまし
た。沖縄県の場合、民立民営の放課後児童クラブが多
くて、家賃負担が利用料を高くしているというような
ところもあったかと思いますので、この家賃負担を支
援することによって利用料も軽減につなげていきたい
と考えております。あわせて、低所得世帯の利用料支
援も続けてまいりますので、この取組の中で、また子
供の貧困対策の推進に役立てていけるように取り組ん
でまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　学童クラブは全国に30年ほど遅
れて、父母共同運営で始まった、民設民営で始まった
という沖縄の特殊な理由がありますよね。そこに、国
がまだ充てないけれども県が頑張ったということで
は、本当に高く評価します。
　それでは、米軍基地とコロナ対策について伺いま
す。
　米軍基地ごとで感染状況の特徴はありますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　米軍基地内で感染
者が急増した12月から２月におきまして、月ごとの
基地内全陽性者数の基地別割合を見ますと、12月は
陽性者の約７割をキャンプ・ハンセンが占めておりま
した。１月以降はキャンプ・ハンセン以外の基地にお
いても陽性者の増加が認められまして、２月末時点で
は嘉手納基地、キャンプ・ハンセン、キャンプ・フォ
スター、キャンプ・キンザーの４施設で全体の約７割
を占めている状況にございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　基地従業員の無症状者のＰＣＲ無
料検査をやっていますけれども、その結果と効果につ
いて伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　基地関係者につい
ては、12月17日に県内１例目のオミクロン株の陽性

例が確認されたことを受けまして、翌12月18日から
県の接触者ＰＣＲ検査において、基地従業員を対象と
した集中検査を実施したところでございます。早期に
集中検査を実施したことで、基地関係者での感染の広
がりを確認することができたことや、基地関係者やそ
の周辺の方々への注意喚起と不安の解消につながった
ものと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　昨年の米軍基地からの感染を含め
て、米軍のゲノム解析、県が厳しく、素早く提供して
ほしいとあったんですが、政府の対応をお尋ねしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　政府は昨年12月22日に米側が変異株の検査を実施
すると発表しておりましたけれども、発表から２か月
以上たった現在もゲノム解析結果は提供されていない
とのことでございます。また、結果判明の時期につい
ても、確たる見通しはないとのことでした。
　県としては、新型コロナウイルス感染症のデルタ株
が発生して以降、変異株検査の実施を米軍に求めてき
たところであり、昨年12月21日には再度知事から日
米両政府に対し、変異株のスクリーニング検査体制の
構築を要請しております。今回の感染拡大がどのよう
に始まり拡大していったかという経緯や、なぜ防げな
かったかという要因等を明らかにすることは、今後の
感染症対策において大変重要な教訓になることから、
県としては、引き続き日米両政府に対して、必要な情
報の提供を求めてまいりたいというふうに考えており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　基地外居住の実態把握についても
県は日米政府に求めていますけれども、どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　基地外居住者の詳細な情報は行政施策の基礎であ
り、新型コロナウイルス感染防止対策においても重要
な情報であると考えております。一方米軍は平成26
年度以降、国際社会における米軍に対する脅威等の懸
念から、基地外居住者を含め米軍人等の人数を公表し
ておりません。そのため、去る１月に県は、日米両政
府に対し、米軍関係者の外出制限措置の延長や感染拡
大防止措置の強化等と併せ、基地内外の在沖米軍人等
の総数、軍種別、市町村別の内訳及び軍人等の感染、
療養等の情報提供を求めましたが、現時点で情報の提
供はありません。
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　県としては、引き続き米軍構成員及び軍属等の総数
等や軍種別、市町村別の内訳など詳細な情報などにつ
いて、軍転協などとも連携しながら、引き続き公表を
求めてまいりたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　県が相当努力しているけれども答
えないと。日米地位協定を改定して、入国時の検疫を
実施させる。そして米軍にも県民と同様な措置が取れ
るように政府は責任を持つべきだと思うんですが、い
かがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　今回のこの県内における新型コロナウイルス感染拡
大は、米軍において、日本への入国時検査が日本の措
置とは整合的とは言えない運用が行われていたことが
端緒であると考えております。そのため、昨年12月
23日の軍転協要請においては、在沖米軍における新
型コロナウイルス感染症対策に関し、検疫について国
内法を適用するなど、日米地位協定の抜本的な見直し
を求めたところであります。
　県としては、引き続き全国知事会や渉外知事会など
とも連携し、検疫に関し国内法を適用するなど、日米
地位協定の見直しに向けた取組を強化してまいりたい
というふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　沖縄県民に膨大な米軍基地を押し
つけて、そして県が県民の命を守れと政府に何度言っ
ても、この米国に対して物を言うことができない、こ
んな政府でいいのかと私は厳しく抗議をしたいと思い
ます。
　それでは、那覇軍港での米軍訓練について伺いま
す。
　沖縄県民は今度の訓練について、銃を持って民間人
を威嚇するというのは県民弾圧じゃないか、そして非
戦闘員の避難訓練、沖縄から逃げていく訓練というの
は、沖縄が戦場になることを想定しているので、本当
に県民がこの訓練を見て、市街地――空港の近く、そ
ういうこともあるんですけれども、沖縄県民が最も恐
れている戦場ということを想定しているから、そうい
う声を上げているんですよね。ですから、そこもぜひ
厳しく日米政府に対しては沖縄県民の思いを伝えても
らいたいなと思います。
　２月15日、県が訓練に対して政府に抗議をしてい
ますけれども、政府の対応と知事の見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。

　先月15日に県が抗議要請を行った際、橋本外務省
特命全権大使沖縄担当及び小野沖縄防衛局長からは次
のような発言がございました。まず１点目として、今
般の訓練については、一般的に港湾の使用が想定され
る運用に関わる訓練と考えられ、那覇港湾施設の使用
主目的に沿ったものと認識をしているということ、２
点目として、政府としては今回の訓練についてのみな
らず、米軍機の運用によって地元に与える影響が最小
限になるように逐次米側に申し入れており、今回の
ケースについても同様の申入れを行ったということ、
さらに、本日要請いただいたことについても改めて東
京に報告をしたいという発言がございました。
　県としては、訓練が港湾施設の主目的とは考えられ
ず、このような米軍基地の使用を許せば県民の基地負
担が増大することから、那覇港湾施設は５・15メモ
に記載されている使用主目的に沿って厳格に運用され
るべきであり、同施設において航空機の離発着や訓練
は一切行われるべきではないというふうに考えており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　移設協議会、第４回が行われて、
そこで浦添市が軍港を受け入れたときの条件というの
は何だったんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　平成15年１月に開催されました第４回移設協議会
においては、浦添市から防衛施設庁に対し、代替施設
では機能が拡充・強化され、米軍艦艇の母港となった
り、空母や原潜が運用される軍港となるおそれはない
かなどの質問が行われております。これに対し、同庁
は、代替施設においても現有の那覇港湾施設の機能を
確保することを目的としており、米軍艦艇を恒常的に
展開する計画や、空母や原潜を運用する計画があると
は承知していないと回答をしております。また、防衛
施設庁は代替施設の機能に変更があった場合には改め
て相談を行う旨の説明を行っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　受入れのときに浦添市側が厳しく
そういう条件を付したと。そしてそのとき、基地内で
の訓練、もともと那覇軍港で訓練なんてなかったもの
ですから、それも当然ないと――水深が12メートル
に深くなる浦添の軍港では大型艦船、原子力潜水艦の
寄港が出てくるんじゃないかということで確認をし
て、現有機能だということで、浦添市側は受け入れ
た。県も那覇市もそうだということだと思うんですけ
れども、今浦添市が受け入れる現有機能でという条件
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は、もう崩れたということではありませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県としましては、市街地に多くの民間機が離着陸す
る那覇空港に近接している那覇港湾施設での訓練は、
戦後75年余にわたり過重な基地負担を背負わされて
きた県民の不安を増幅させ、新たな負担を強いるもの
であることから、断じて容認できるものではないと考
えております。また、那覇港湾施設の移設について
は、同施設の代替施設が現有の機能の確保を目的とし
ていることが、これまでの移設協議会において累次に
わたり確認をされてきたところでございます。
　県としましては、今後代替施設においても５・15
メモに記載された使用主目的に沿って厳格に運用を行
い、航空機の離着陸や訓練を一切行わないことについ
て、強く求めてまいりたいというふうに考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　知事は２月15日に厳格な運用を
求めるべきだということも話されております。日米政
府がいう軍港機能と、浦添市や那覇市や沖縄県がいう
機能というのは全く相入れることができない。はっき
りしたのではありませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
今後代替施設においても５・15メモに記載された使
用主目的に沿って厳格に運用を行い、航空機の離着陸
や訓練を一切行わないことについて移設協議会等で強
く求めてまいりたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　1999年頃、宮城悦二郎元琉球大
学教授が、公開された米軍の公文書を情報公開請求で
開示してもらった内容が、1970年５月付の米太平洋
司令部から統合参謀本部宛ての電文、それが情報開示
されております。これが米軍が那覇軍港を浦添に移設
する目的、これを述べていると思うんですが、何と
言っていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えします。
　1999年８月に那覇軍港の浦添移設に反対する市民
の会が、那覇港湾施設の移設は基地の整理縮小の観点
からではなく、あくまで米軍の軍事戦略上、基地の機
能強化の観点に立ったものであるとした記者会見を開
いたという新聞報道は承知をしております。同報道に
よりますと、市民の会は、1970年５月に米軍が作成
したとされる文書に基づき、移設は基地の整理統合に

より効率を高め、米国の沖縄での長期的関係を最大限
に生かすためのものであるとしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　米軍というのが復帰直前なんです
よね、70年５月の米軍の電文というのは。それが秘
密にされてきたけれども、情報開示で明らかになっ
た。そして浦添の移設というのが基地の整理統合で、
効率を高める。そして長期的に沖縄にこの基地を置く
と、そしてそれ以外にも開示された公文書、手に入れ
ていますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　議員から御質問のある
この文書については、1970年５月に米軍が策定をし
たとされておりますけれども、今後確認をしてまいり
たいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　この記者会見の場で、機密文書の
内容について、どのように――具体的に二、三点ある
と思うんですけれども、浦添の軍港は、那覇の軍港と
比べてどんな内容なのかというのを報告しています
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　あくまで新聞報道に基
づいてでございますけれども、浦添に移設された代替
施設は、西太平洋における任務を果たす兵站部隊に
とって適切で安全な港であるということ、それからサ
イズ、深さともに大きい船を現有の那覇港湾施設に入
港させるという現在の不適切性を取り除くことができ
ることなどといったような内容になっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　第４回移設協議会で、政府が現有
機能、大型艦船も浦添には入れないよというけれど
も、その前に、70年に米軍は、これは日本政府にも
伝わっていると思うんです。だからそういうことも含
めて、この米国が浦添の基地を整理統合していって、
そして機能強化された形で――軍港だけじゃないで
す。ほかの基地もそうです。米軍が長く使用できるよ
うにやっていくという考えの下に沖縄――私たち基地
の島で、ずっと住んできたということを検証してほし
いと思います。
　それで、次の移設協議会があるということで、浦添
の軍港の配置案が示されるということになっているん
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　次回の移設協議会の開催時期や議題につきまして
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は、現在防衛省において検討を行っているという状況
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　この間のどなたかの質問に配置案
が提示されるということで答えていると思うんです
が、それは間違いということですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　現時点でお答えしたの
は、その開催時期を含めて議題について、防衛省から
具体的にまだ示されてはないということは申し上げた
ところでございますけれども、これまでの移設協議会
の枠組みの中で、昨年、その民港の形状案が示されま
したので、これを踏まえて防衛省が国土交通省の協力
を得ながら、代替施設の配置案を検討していると。こ
れを踏まえて、恐らくといいますか、次の移設協議会
においては、防衛省のほうから代替施設の配置案が示
されるであろうということは想定をしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　米国は、この浦添軍港で――今の
那覇軍港で訓練でも何でもできると、そう言っている
んですよね。どんな使用もできると明言しています。
そして、日本政府はそれを追認、認めているんです。
だから配置案がどうのという前に、いかなる訓練もし
ない、オスプレイや米軍機が使用しない、大型艦船・
潜水艦が使用しないという沖縄県や那覇市や浦添市が
現有機能と言っているそこを、ちゃんとやらないとい
うことを３者で急いで使用条件を確認すべきだと思う
んです。日米政府がどうじゃなくて、沖縄県どうな
の、那覇もどうなの、浦添も市民に言ってきたのは、
現有機能と言ってきたんじゃないですか。だから３者
で、移設協議会をする前にきちんと確認をする、それ
が必要だと思うんですがいかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県といたしましては、那覇港湾施設の移設について
は、地元自治体との連携が重要であるというふうに考
えております。これまでも那覇市及び浦添市と機会あ
るごとに意見交換を行ってきたところであり、引き続
き両市とも連携をして適切に対応してまいりたいとい
うふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　前回までは浦添市から知事に対し
て、何度も話合いがしたいということで、知事も応え
て、いろいろやり取りをされてきました。今回につい
ては、まさしく使用条件そのものが、前提が崩れたと
いうことがあるわけです。県の抗議も聞かない、那覇

市の抗議も聞かない、そのまま何でもできるというこ
とを米国が言って、政府もそうだという立場を取って
いるのであれば――取っているわけですよ。だから、
沖縄県から浦添市、那覇市に声をかけて、急いで、ど
うなのというところを作業するというのが早急に県か
らやらなければいけないと私は思うんですが、知事い
かがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほど来、公室長から答弁
をさせていただいておりますが、那覇港湾施設におい
ては、先日ありましたような訓練などは、特に航空機
の離発着を伴う訓練については行うべきではないとい
うことは繰り返し申し上げております。その那覇港湾
施設の移設について、今般このような訓練が行われた
ことから、機会を設けて、県、那覇市、浦添市で意見
交換をしてみたいというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　とても重大な時期に来ていると思
うんです。本当に沖縄県民の目前で、そして表玄関
で、今の那覇軍港がまだしばらくは動かないだろうと
いう時期にこういう訓練が平気でされると。やって悪
いかと、理想的な場所だと米軍司令官は言うわけです
よね、大佐が。そういうことも含めて、本当に３者
で、急ぎ知事がおっしゃったように、それでいいのか
どうするのかを含めてぜひ急ぎ話合いをしてもらいた
いと思います。そして、少なくとも移設協議会が提案
をされて、日程が決まったというときに、配置案の提
示が来たときに、このままでは浦添移設は断じて認め
られないよということは言うべきではないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　まずは、どのようなお考え
でいらっしゃるのか、３者で意見交換をしてみたいと
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　浦添でも軍港受入れをする当時―
―当時の市長は民港を整備して、民港のバースの一部
を軍にも貸してあげようと、そうだったんですよ。軍
にも使わせましょうねと。それが専用軍港になって浦
添に大きな軍港ができると。水深も12メートル、そ
して大型艦船も接岸できるような回頭水域もできる。
このような軍港がその後、進められてきたというのが
――そして第４回移設協議会では、浦添市が市民から
やっぱりいろいろ問われて、大型艦船や原子力潜水艦
は入らないよね、現有機能だよねということを移設協
議会で確認したんですよね。やっぱりその原点に戻っ
て、知事が本当に３者で話合いをするというところを
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答えてくれましたので、ここはとても浦添市民にとっ
ても那覇にとっても県にとっても、沖縄県民が――米
国が言っている浦添に軍港を造ったら長い期間使える
ね、上等な基地ができるよと、使い勝手がいい基地が
できるよと、それも秘密文書でしょ。秘密文書なんで
すよ。私たち沖縄県民が知らないところで、米国が本
当に沖縄をどう統治していくかというのか、本当に占
領地のように考えている状況が、那覇だけじゃなく
て、軍港だけじゃなくて、普天間基地だって辺野古に
移すというのは60年代の話。那覇軍港も浦添にとい
うのは60年代、遡れば米軍はそういう計画があった
ということも既に出ているわけですから、そこら辺も
見て、ぜひこのままでは軍港を浦添に持ってくること
は認めることはできないということで対応していただ
きたい。少なくとも私たちは、那覇の軍港というのは
こんな危険で、玄関口にある。一日も早く無条件で撤
去してくれ。これが県民の声です。だからその立場で
取り組んでいただきたい。申し上げて質問を終わりま
すが、最後の答弁ありましたらよろしく。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　繰り返しになりますが、那
覇港湾施設における今回の訓練が行われたということ
につきましても、この組合を構成している３つの母体
で十分話合いをしてみたいと思います。
○○西銘　純恵さん　ありがとうございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時４分休憩
　　　午後１時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き、質問及び質疑を行います。
　玉城武光君。
○○玉城　武光君　議長、ちょっと休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時25分休憩
　　　午後１時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○玉城　武光君　こんにちは。
　日本共産党の玉城武光です。
　一般質問を行います。
　命と暮らし、営業を守ることは党派を超えた政治の
最優先課題であります。政府のまともな支援策が不十
分な中で、新型コロナウイルスの変異株オミクロンの
感染が急拡大し、必死に頑張ってきた中小企業・小規
模事業者がまたもや危機に見舞われております。
　１、観光、経済、雇用対策について。
　(1)、コロナ禍を乗り切るための支援、観光、経

済、雇用対策などの取組を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、事
業者支援策として観光関連事業者等応援プロジェクト
や宿泊事業者感染症対策支援事業を実施しておりま
す。県内外の感染状況等を見極めつつ、感染のリバウ
ンドを防止しながら、県民による県内旅行を促進する
おきなわ彩発見キャンペーンを再開し、その後は、都
道府県による新たなＧｏＴｏトラベル事業を活用する
など、段階的に域内から県外、海外の旅行需要を取り
込むことにより、本県の観光産業の回復に向け、全力
で取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　経済支援、雇用対策
についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルスに係る沖縄県の経済対
策基本方針に基づき、感染状況に応じた対策を重層的
に講じております。経済支援としましては、企業の事
業継続に資する資金繰り支援や事業復活支援金の相談
窓口の設置、経済回復を図る需要喚起策等に取り組ん
でおります。雇用対策としましては、雇用調整助成金
の活用促進や県独自の上乗せ助成を行うとともに、就
職困難者等への再就職支援や新規学卒者に対する相談
体制の強化など、雇用の維持と求職者の早期就職支援
に取り組んでおります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　再質問いたします。
　感染対策と経済の両立を図る域内需要喚起の彩発見
キャンペーン事業を高く評価いたします。知事は、昨
年の11月の定例会で、リーディング産業である観光
産業の回復なくして沖縄経済の回復はないものと答弁
されました。そのような思いが込められた377億円の
ＧｏＴｏおきなわキャンペーン事業だと思います。彩
発見キャンペーン事業の割引事業等から派生する経済
効果を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時29分休憩
　　　午後１時29分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＧｏＴｏお
きなわキャンペーンにつきましては、当初予算に377
億円計上しているところであります。このうち、旅行
割引や地域クーポンのプレミアに充当する予算は342
億円となっておりまして、その原資342億円を全て活
用できた場合には、約430万人泊分の旅行需要が創出
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されるものと考えておりまして、その誘発効果は――
試算ではありますけれども、約1200億円の誘発効果
になると試算しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　次、経済対策の県単融資事業費につ
いて再質問します。
　日本共産党は、コロナ対応の緊急借入れで積み上
がった中小企業の債務の軽減と免除の仕組みをつくる
ことが重要であると要求してきました。県単融資事業
費の令和２年、３年度の実績と事業費の拡充について
伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時30分休憩
　　　午後１時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　コロナ関係、令和３年度の融資実績ということでお
答えさせていただきます。令和３年度の県融資制度に
おける新規貸付分の実績は、12月末現在で2418件、
約365億1900万円となっております。このうち、新
型コロナウイルス感染症関連融資が1586件、約284
億900万円となっておりまして、金額ベースで全体の
８割を占めております。
　それから拡充という御質問もございました。
　令和３年度の新型コロナウイルス感染症関連融資と
いうことで、令和３年度からはこの新型コロナウイル
ス感染症対応伴走型支援資金というものを設けており
ます。これは融資限度額が4000万円、融資期間がこ
の運転・設備とも10年以内の据置きが５年、これは
借換えが可能となっております。融資利率について
は、利子補給で最大３年間が実質無利子、それから保
証料率はゼロということになっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　今大変な状況の中で、こういう県単
融資の借入れ、債務の軽減と免除の仕組みができたと
いうことは非常にいいことだと思います。頑張ってく
ださい。
　次に、若年者活躍促進事業について再質問ですが、
若年者の就業・定着の促進、県内就職の促進に向けた
取組事業となっておりますが、若年者の離職率の現状
と、就業・定着、県内就職につながる対策を伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　平成30年３月卒業者の３年以内離職率は、高校が

50.6％、大学が39.9％となっており、おおむね改善
傾向で推移しておりますが、依然として全国より高い
状況にあります。県では、インターンシップや合同企
業説明会、専任コーディネーターによる大学での就職
支援等を実施するほか、職場定着に向け、企業の取組
を支援するため、個別相談、専門家派遣等を実施する
こととしており、引き続き関係機関と連携しながら離
職率の改善に取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　もう一点、離職者就職促進事業につ
いて再質問ですが、離職者の実態と労働参加の促進、
安定雇用を図る取組を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時34分休憩
　　　午後１時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　この離職者等就職促進事業につきましては、令和４
年度からスタートすることとしておりまして、内容と
しましては、少子高齢化の進行による将来的な労働力
人口減少に対応するため、女性、ひとり親、中高年齢
者、障害者などの多様な人材の労働参加を促進し、安
定雇用と企業の生産性向上を図ることで所得の向上に
つなげるという目的で、中身としましては、細事業を
２本用意しておりまして、地域巡回マッチングプログ
ラム事業、それから女性の就職総合支援事業というも
のを予定しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　次に移ります。
　県中央卸売市場の再整備と中央卸売市場協会への支
援策を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　中央卸売市場につき
ましては、施設整備等の機能強化に取り組むととも
に、建て替えを含め老朽化に伴う各種対策を進めるこ
ととしており、令和４年度は、競り場の低温管理施設
の拡張及び将来的な再整備に係る調査事業を実施して
まいります。市場協会への支援につきましては、感染
症拡大の影響を受けた市場内事業者に対して、施設使
用料等の納付猶予や各種支援策の情報提供を実施して
いるところであります。市場協会から要望のある支援
策につきましては、他業種への支援内容等を踏まえつ
つ、検討していく必要があると考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　２点ほど再質問いたします。
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　中央卸売市場施設の機能強化と建て替えを含めた老
朽化対策の詳細なことについてお伺いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時37分休憩
　　　午後１時38分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　県におきましては、
令和４年度に競り場の低温管理施設の拡張など、市場
機能の強化につながる取組をするとともに、市場取扱
いの増につながるような市場の活性化に向けた取組な
ど、新型コロナウイルス感染症影響下の回復期に向け
た支援を検討してまいりたいというふうに考えており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　その調査とか、何年度に実施してと
いうその詳細なことはまだできていないんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時38分休憩
　　　午後１時39分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　令和４年度は競り場
の低温管理施設の拡張を行います。機能強化に向けた
調査事業につきましては、来年から調査を始めまし
て、その内容に沿って、また拡張する、もしくは再整
備する施設を決めていくことになります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　もう一点です。
　中央卸売市場協会から、支払いの猶予、そういう免
除をしてほしいという要請が来ていると思うんです
が、中央卸売市場協会は、県は各業界に対して支援策
を講じ、コロナ感染拡大の影響を最小限にするよう努
めていると存じますが、私たち青果物流通業界には、
効果的な支援が届いていないのが現状だと、こういう
訴えをしております。そのような悲痛な訴えにどのよ
うに効果的な支援ができるのか、もう一度検討する必
要があるんじゃないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時40分休憩
　　　午後１時41分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　市場協会からの要望
を受け、市場関係者からのヒアリングを行ったとこ

ろ、売上高の減少が少ない場合でも経営状況が厳し
く、何らかの支援を考えられないかという声がありま
した。
　県としましては、中央卸売市場が担う市場機能の維
持確保の観点から、引き続き市場関係者と意見交換を
行いまして、状況の把握に努めるとともに、どのよう
な取組が可能かを検討してまいりたいというふうに考
えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　どのような効果的な支援策ができる
のかということを検討して、これぜひ実施してほしい
と思います。
　次に移ります。
　県民の生活、事業の維持を図るために実施されるお
きなわ事業者復活支援金の概要を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　沖縄県で
は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上げ
が30％または50％以上減少し、国の事業復活支援金
を受給した県内事業者に対して、個人事業者へは最大
10万円、法人へは規模に応じて最大50万円を給付す
る県独自のおきなわ事業者復活支援金事業を令和４年
度において実施することとしておりまして、当初予算
に約21億円を計上しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　これ県独自の上乗せ助成ですよね。
その詳細をもう少し教えていただけませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時43分休憩
　　　午後１時43分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、2021年11月から
2022年３月までのいずれかの月の売上げが３年間
――前年、前々年その３年前までの同月比で30％以
上または50％以上減少し、国の事業復活支援金を受
給した県内事業者を対象に、50％以上の減少であれ
ば個人が10万円、法人につきましては、売上高に応
じまして１億円以下であれば20万円、１億円を超え
５億円以下であれば30万円、５億円を超える分につ
いて50万円、それから30％以上50％までの減少率で
あれば、同様な区分で個人が６万円、法人につきまし
ては12万円、18万円、30万円というような形で支給
することにしております。
　また、これまでの観光事業者等応援プロジェクトの
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違いにつきましては、今申し上げましたように30％
以上の売上げ減から対象にするというところと、規模
に応じた区分が２段階から３段階になるというとこ
ろ、それからコロナウイルス感染症の影響を受けた事
業者を幅広く対象とするというところで、事業が使い
やすくなるように改善された形で実施していく形に
なっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　これまで、県はこういう支援助成金
を上乗せしたことがあるんですが、これまで上乗せし
た助成金の支給件数と支給総額を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　令和３年度
におきましては、緊急事態措置等の影響により売上げ
が50％以上減少し、国の月次支援金を受給した県内
事業者に対して、県独自の支援として個人事業者へ最
大10万円、法人へは最大30万円を給付する観光事業
者等応援プロジェクトを実施しているところです。こ
れにつきましては２回の給付を行っておりまして、令
和４年２月28日時点で個人事業者から１万1584件、
法人事業者から3440件、合計１万5024件の申請があ
り、このうち給付済件数が１万4699件、給付済額が
17億2300万円となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　次、奨学金返還支援事業の概要を伺
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　県では、県内中小企
業における人材の確保と定着を図るため、企業が従業
員に対して奨学金返還支援を行う際に、企業が負担す
る費用の一部を補助する奨学金返還支援事業を令和４
年度から実施することとしております。
　県としては、新たに創設する所得向上応援企業認証
制度――これまだ仮称でございますが、それと併せて
運用することで、優秀な人材の獲得に向けた企業の人
材投資を促進するとともに、奨学金の返済負担を抱え
る従業員が安心して働ける環境づくりを支援してまい
りたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　この奨学金支援金は何名分を計上し
ているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　令和４年度は10社
50名程度への支援を想定しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　次に移ります。

　２年に及ぶ新型コロナ危機は、国民の命や暮らし、
環境の保全などを置き去りにして経済効率を優先する
日本社会のもろさを明らかにしました。食料と農業、
水産資源の減少なども危機的事態にあります。これら
の事態は社会の持続可能性を土台から脅かしておりま
す。農業、漁業と農漁村をどのように再生するか、
待ったなしの課題となっております。
　２、農林水産業の振興について。
　沖縄型耐候性園芸施設整備事業の整備状況と今後の
整備計画を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　県では、平成24年
度より一括交付金を活用し、災害に強い高機能型栽培
施設の導入推進事業に取り組んでおりまして、令和２
年度までに強化型パイプハウスなどの施設を約175ヘ
クタール整備したところであります。
　県としましては、令和４年度以降も沖縄型耐候性園
芸施設整備事業として後継事業を計画しておりまし
て、引き続き農作物の安定生産に向け、災害に強い施
設整備等を推進してまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　このパイプハウスとかその耐候性園
芸施設、これを整備したことによってどれぐらいの事
業効果が今出ておりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　事業効果の一つの指
標として、園芸品目の産出額につきまして、災害に強
い高機能型栽培施設の導入推進事業等によりまして、
新型コロナウイルス感染症の影響のなかった令和元
年、事業実施前の平成23年の265億円から34億円増
の299億円となるなど、順調に推移していると考えて
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　今、報告がありましたように、265
億円から令和元年の実績が299億円、こういう統計の
数字が出ていると、この農林水産部の取組を評価いた
します。さらなる御尽力をお願いいたします。
　次に移ります。
　畑人資金支援事業の概要を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　新規畑人資金支援事
業につきましては、就農に向けた研修資金及び就農直
後の経営安定のための経営開始資金の給付を行ってき
た農業次世代人材投資事業の後継事業として、令和４
年度から実施する事業となっております。なお、令
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和４年度は、研修資金については30名程度、経営開
始資金については90名程度に対して交付する計画と
なっております。
　県としましては、引き続き関係機関等と連携して、
次代を担う新規就農者の育成・確保に努めてまいりま
す。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　畑人資金支援事業、ぜひ実施して効
果を上げられるよう頑張っていただきたいと思いま
す。
　次に移ります。
　営農型太陽光発電システムの事業の概要と施設整備
の計画について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　営農型太陽光発電に
つきましては、農地の上部空間等に設置した太陽光パ
ネルによる発電と、農業生産の両立を図る取組とし
て、農業者の所得向上や環境負荷の軽減等の観点か
ら、導入の促進が期待されております。なお、新たな
振興計画（案）におきましては、当該発電を含む農山
漁村地域の地産地消型エネルギーシステムのモデル構
築や促進について取り組むこととしておりまして、他
府県での導入事例や本県の気候特性、営農形態等を踏
まえて、検討を進めてまいりたいというふうに考えて
おります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　これ既に農水省はこういう事例を発
表しているんですよね。ぜひこれ取組をよろしくお願
いいたします。
　次、畜産バイオマスプラント発電事業の事例と、今
後の整備計画について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　八重瀬町では、平成
26年度に、環境省直轄事業の地域循環型バイオガス
システム構築モデル事業を活用して、バイオガスプラ
ントを整備しております。本プラントでは、乳用牛の
ふん尿と地域で排出される食品残渣を処理し、発生す
るメタンガスや消化液を発電エネルギーやサトウキビ
等への肥料として有効活用しております。
　県としましては、耕畜連携を中心とした家畜排せつ
物の有効利用を図りつつも、新たなバイオガスプラン
ト等につきましては、八重瀬町の事例等も参考に検討
してまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。

○○玉城　武光君　各地域の畜産農家からこういう施設
が非常にいい結果を出していると、そういう要望があ
れば検討されるとありましたから、ぜひ頑張っていた
だきたいと思います。
　次、地域農林水産物活用支援事業の概要と支援計画
を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　地域農林水産物活用
支援事業は、県産農林水産物を活用した魅力ある加工
品の開発に取り組む人材を育成するため、商品開発、
販路開拓等を総合的に支援する事業内容となっており
ます。令和４年度における具体的な支援計画として
は、支援対象となる事業者に対して、１つには６次産
業化人材育成研修及び専門家派遣、２つには加工品グ
ランプリの開催、３つには他産業との連携支援、４つ
には商品改良、販路拡大に伴う経費補助等を実施して
まいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　次は水産関係に移ります。
　沖合操業の安全確保支援事業の概要と実績と支援計
画を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　県では、沖合域で操
業する漁業者の安全を確保するため、沖合操業の安全
確保支援事業により、マグロはえ縄漁やソデイカ漁業
等を行う漁船への長距離用の無線機の設置の補助を
行っております。平成24年度から令和３年度までの
10年間の実績は595隻となっておりまして、令和４
年度については、25ワット型を41隻、150ワット型
を１隻補助する計画となっております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　この長距離用無線機を設置する事業
は、沖合域で操業する漁業者の安全確保に大きく寄与
しております。高く評価いたします。引き続き漁業者
の安全確保のために頑張ってください。
　次、軽石漂着に対応する海岸漂着物等地域対策推進
事業を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　海岸漂着物等地域対策推進事業は、県や市町村が行
う海岸漂着物の回収・処理等費用に対し国が９割を補
助する制度であり、県は、同制度を活用し、令和３年
度は約17億円、令和４年度は約６億円の予算を計上
し、軽石の回収・処理に取り組んでおります。引き続
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き軽石も含め、海岸漂着物の対策に取り組んでまいり
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　ぜひ頑張っていただきたいと思いま
す。
　次に移ります。
　県産魚の高付加価値化に向けた資源管理体制構築を
伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　県では、これまで、
アカジンやマクブといった高級魚を対象に、単価が低
く未熟な小型魚の漁獲を制限する資源管理を推進して
まいりました。その結果、本島北部海域では、マクブ
の資源量が回復するとともに、平均単価が向上するな
ど、資源管理が高付加価値化に結びついた好事例が報
告されております。そのような事例も踏まえまして、
県では、令和４年度からサンゴ礁漁業におけるＳＤＧ
ｓブランド化推進事業によりまして、資源管理を高付
加価値化につなげる取組を推進することとしておりま
す。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　この資源管理体制の構築による魚価
の付加価値を向上させたということを高く評価いたし
ます。どのように単価が上昇したのか、その事例を伺
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　具体的な事例を報告
いたします。
　北部海域では、平成15年から体長35センチメート
ル未満のマクブの漁獲制限を継続しております。その
結果、当該海域におけるマクブの資源量は、資源管
理前と比べて約９トン、49％増加しました。また平
均単価は、1767円から1917円と約10％増加し、産
出額も456万円、73％増加しているところでありま
す。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　引き続き頑張ってください。
　次に移ります。
　知事は、医療の充実・健康社会の実現について、健
康長寿おきなわの復活を目指して、健康づくりに対す
る県民一人一人の意識の醸成、企業における健康経営
の推進や歯科口腔保健対策に取り組むと述べておりま
す。
　医療・福祉行政について、生活習慣病予防対策事業

の概要と計画を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　沖縄県では、肥満
や多量飲酒などの生活習慣の改善が依然として課題に
なっているところでございます。そのため、生活習慣
病予防対策事業においては、まず運動習慣の定着に向
け、持続的に行えるウオーキングを促進する取組、そ
れから健康経営に取り組む経済団体等にアドバイザー
を派遣するなど、働き盛り世代の健康づくりの企画・
実践等の支援や職場における食生活改善指導の取組、
さらにコロナ禍で急速に普及したオンラインによる情
報発信に対応した動画等のコンテンツの制作、イベン
トの創出などの取組を行ってまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　この生活習慣病の実態はどうなって
おりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　生活習慣病と申し
ますと、やはり肥満やメタボ等が問題になっておりま
して、沖縄県の状況としましては、まず20歳以上の
肥満者の割合として、男性が約４割、女性が約３割、
男女ともに全国より高くなっている状況がございま
す。また、メタボリックシンドロームについても、や
はり全国一高い割合になっている。それから飲酒につ
きましても、飲酒している人の割合についても男女と
もに全国よりも高いという状況にございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　この生活習慣病で若い世代の脳血管
疾患、心疾患の死亡率が高いということが言われてい
るんですが、それはどれぐらい高いんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時１分休憩
　　　午後２時１分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　心疾患や脳血管障
害等についての具体的な数字はちょっと持っておりま
せんけれども、20歳から64歳の働き盛り世代におい
て、年齢調整死亡率が全国より高いという状況にござ
います。それから、職場における定期健康診断結果に
おける有所見率も69.5％と、全国ワースト１位であ
る状況でございますので、そういった働き盛りに対す
る対策が重要であると考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　この働き世代の脳血管疾患、心疾患
の死亡率を減少させて、生活習慣病予防対策事業を
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行って、健康長寿おきなわの復活を目指して頑張って
ください。
　次に移ります。
　介護サービスの充実に向けて、地域包括ケアシステ
ムを推進し、認知症対策や介護人材確保対策、特別養
護老人ホーム等の整備支援に取り組むことが求められ
ております。
　認知症の実態と認知症疾患医療センターの運営事業
の概要と計画を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　令和２年
度の要介護・要支援認定者における認知症高齢者の数
は５万1539人で、このうち４万84人が何らかの支援
が必要と判定されております。認知症疾患医療セン
ター運営事業では、認知症の専門的医療提供体制を確
保するため、６機関を指定しておりまして、鑑別診断
と初期対応、専門医療相談等を実施しております。次
年度においては、新たに、診断後の相談支援及びこれ
まで未設置だった八重山圏域の指定に係る経費を予算
計上しているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　支援が必要な方が約４万人という今
の答弁でしたけれども、この４万人に対応できる体制
になっているのか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　何らかの
支援が必要と判定された認知症高齢者の数はおおむね
増加傾向にあるところです。県では、地域での認知症
医療提供体制の拠点として先ほども答弁申し上げまし
たけれども、県内６か所にセンターを設置いたしまし
て、かかりつけ医や地域包括支援センター等の関係機
関と連携をして、認知症の方に対する相談や早期診
断、早期治療等を提供する体制を構築しているところ
です。このほか、市町村における見守り体制の構築で
すとか、関係機関や市町村とそれぞれ連携をしなが
ら、認知症になっても安心して地域で暮らし続けられ
る基盤づくりに総合的に取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　この４万人に対応できる体制をつく
りつつあるということですね。分かりました。
　次、介護職員処遇改善事業の概要と改善計画を伺い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　国は、令
和３年11月に策定したコロナ克服・新時代開拓のた
めの経済対策において、介護職員を対象に、収入を

３％程度引き上げることとしております。介護職員の
処遇改善事業は、本年２月から賃金引上げを行う事業
所等に、介護職員１人当たり月9000円相当額を補助
することとしており、所要額について、次年度当初予
算に計上しているところです。
　県では、介護職員の処遇改善が確実に賃金に反映さ
れるように取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　対象職員は何名ですか。また支給さ
れる総額を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　支給対象
者は約１万7000人を見込んでおりまして、１人当た
り9000円相当額ですので、12億2400万円の額を当
初予算として計上しているところです。ただ、事業所
の判断によりまして、他の職員の処遇改善に補助額を
充てられるという柔軟な運用が認められているところ
ですので、事業所によっては一律9000円ではなく、
多くの職員で分けるというようなことも想定されると
ころではございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　今の答弁はちょっとおかしいです
よ。対象職員の賃金に確実に反映されるような指導助
言を行うのが県じゃないですか。そういう立場で頑
張ってください。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　積算とし
て、ケアマネージャー等が入っていないというような
ところもございまして、事業所によっては、ほかの職
員にも分けるということを考えているところもあるよ
うに聞いておりますけれども、いずれにしましても、
職員に対しまして確実に賃金上乗せが行われるように
実地指導等で確認をしてまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　特別養護老人ホームの整備計画を伺
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県では、
沖縄県高齢者保健福祉計画に基づき、令和３年度から
令和５年度までの３年間で、特別養護老人ホーム395
床をはじめ、認知症高齢者グループホーム等の整備に
より、1289床の定員増を図ることとしております。
　県といたしましては、必要なサービス量の確保がさ
れるように、引き続き市町村と連携して取り組んでま
いります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
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○○玉城　武光君　もう少し詳しく聞きます。
　地域別の特別養護老人ホームの整備内容とそれから
入所待機者の解消について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　地域ごと
の整備内容というところでございますが、令和３年
度から５年度までの３年間に特別養護老人ホーム395
床、圏域別でいいますと、広域型特別養護老人ホーム
として、南部で70床、八重山圏域で80床、合計150
床の整備を行うこととしております。
　次に、地域密着型の特別養護老人ホームにつきまし
ては、中部圏域で17床、南部圏域で228床というこ
とで、合計245床整備する計画となっております。
　次に、入所待機者の解消というところでございます
けれども、令和２年10月末現在で特別養護老人ホー
ムへの入所の必要性が高い待機者は772名となってお
ります。特別養護老人ホームなどの施設整備について
は、市町村において需要等も踏まえながら、必要量を
見込んだ介護保険事業計画――３年ごとに策定してお
りますが――これに基づいて整備をすることとなって
おります。県では、当該市町村計画を取りまとめた沖
縄県の高齢者保健福祉計画に基づき、計画的に施設整
備に取り組んでいるところでございまして、このよう
な先ほど申し上げましたような施設整備を進めること
で入所待機者の解消に寄与するものと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　722名の入所待機者は、その３年度
から５年度までの３か年の計画で解消するという予定
になっているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　計画の
トータルでまいりますと、令和３年度からの３年間で
特別養護老人ホーム、1289床整備する予定です。定
員増はそれが見込まれるところではございます。です
ので、数はただ毎年毎年増加傾向がございますので、
できる限り早期に待機者解消できるように、計画どお
りに進んでいくように努めてまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　できるだけ待機者が解消できるよう
に頑張ってください。
　次です。
　自然と調和した脱炭素島嶼型社会の実現について質
問します。
　知事は、昨年令和３年３月26日、沖縄県気候非常
事態宣言を発表しました。その中で、沖縄県において

も既に年平均気温が100年当たり摂氏1.19度の割合で
上昇しており、今世紀末には台風の強大化、豪雨、高
潮等による災害のほか、猛暑日、真夏日の日数が大幅
に増加することが予想されている。今後これらの変化
に伴う熱中症のリスクの増加や農作物への被害といっ
た県民の生命財産への影響や、サンゴ礁の白化現象な
どの自然生態系への影響が本県の主要産業である観光
業にも大きな損害を与えることが懸念されると述べて
おります。その気候非常事態宣言とともに、温室効果
ガスの削減を含む緩和策と気候変動に備える適応策を
両輪として、気候変動による影響の防止、軽減に努
め、誰一人取り残さない社会の実現のために、ユイ
マールの精神で一層取り組むということを述べており
ます。
　第２次沖縄県地球温暖化対策実行計画の概要と進捗
状況を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　沖縄県における平成30年度の温室効果ガス排出量
は1238万トンで、平成25年度と比較して1.7％減少
しております。ＬＮＧ発電所の稼働率向上や固定価格
買取制度導入による再生可能エネルギー導入量の増大
及び民生部門におけるＬＥＤ照明等の省エネ・高効率
機器導入によるエネルギー利用効率の改善により、平
成17年度のピークから徐々に減少しております。今
後は、令和３年３月に策定した第２次沖縄県地球温暖
化対策実行計画に基づき、さらなる対策の強化を図っ
てまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　３月１日の琉球新報に、「気候変動
30億人に影響　気温1.5度到達、災害増」の見出しの
記事が出ておりました。その国連の気候変動に関する
政府間パネルは28日、世界の33億人から36億人が気
候変動に対応できず、水害や高温などの悪影響を受け
やすい状況にあると報告書を発表しております。この
報告書は、産業革命前と比較した世界の平均気温が
1.5度上昇すると、サンゴ礁などの固有な環境への悪
影響の度合いが増し、２度程度になると熱波や大雨な
どの極端な気象現象が起こるリスクが増えると分析し
ております。
　緩和策としての温室効果ガスの削減目標と沖縄県の
気候変動の現状と将来予測について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　第２次地球温暖化対策実
行計画では、中期目標として、2030年度までに2013
年度比で26％削減することを、長期目標として2050
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年度に温室効果ガス排出量ゼロを目指すことを目標に
掲げております。昨年10月に国の中期目標が46％削
減に引き上げられたことを受けまして、令和４年度に
本県の計画を改定し、中期目標の引上げを行った上
で、地球温暖化対策を強化してまいりたいと考えてお
ります。また、沖縄県における気候変動の現状と将来
予測につきましては、昨年３月の沖縄気象台の報告で
は、沖縄地方の年平均気温は100年当たり1.21度上昇
しておりまして、それに伴いまして真夏日が10年当
たり2.8日、熱帯夜が10年当たり5.7日増加している
としております。さらに温室効果ガスが現状のまま増
加した場合、今世紀末には、沖縄地方の平均気温は
3.3度上昇すると予測しており、20世紀末にはほとん
ど現れなかった35度を超える猛暑日が57日に増加す
るとともに、真夏日、熱帯夜も倍増すると予測してお
ります。また、降水量につきましては、１時間に50
ミリメートル以上の降雨が発生する回数が2.1倍に増
加すると予測しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　知事は、そう予測されていることが
あって、昨年３月に、この気候非常事態宣言を発表し
たということなので、それと第２次沖縄県地球温暖化
対策実行計画を策定したということなんですね。
　次に、この農業、林業、水産業に気候変動対応策と
気候変動適応センター設置について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　地球温暖化対策実行計画
では、県内の気候変動による主な影響と対策として、
農業分野では高温によるマンゴーなどの果樹への影響
に対し、優良品種の開発や安定生産技術の開発を掲げ
ております。また、気候変動適応センターの設置につ
きましては、気候変動適応法第13条に基づき、本県
の気候変動の影響や適応に関する情報収集、整理、分
析等を行う拠点として、気候変動適応センターの設置
を検討しているところであります。国立環境研究所や
沖縄気象台などの関係機関との連携の在り方や、他都
道府県の状況も踏まえながら、情報発信における拠点
形成のため、どのような体制が望ましいか検討してま
いります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　知事、この第２次沖縄県地球温暖化
対策実行計画、非常に立派にまとめられております。
知事は宣言をした、それとその対策、知事の所見を伺
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　島嶼県である沖縄県は、特

にこの気候変動の影響を大きく受けやすいという環境
にあると思います。亜熱帯海洋性気候の特色あるその
島、それぞれの島は、また非常に海抜の低いところに
住宅があり、農地があり、その影響は当然海水面の上
昇やそれから気温そのものの上昇による農植物等への
影響が非常に大きいということが考えられます。その
ほか、当然我々エネルギーをできるだけクリーンなエ
ネルギーに変えていかなければならないというそうい
う取組も含めますと、この気候変動に対して、全体的
に取り組んでいく方向性をしっかりと示していくこと
が肝要であろういうことで、まとめたものでありま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　これ、行政として取り組むことと、
それから県民一人一人としてこういう取組をしないと
こういう気候温暖化が進みますよということも書かれ
ております。私たち一人一人もそれを十分認識して取
り組んでいきたいと思います。
　次に、2050年脱炭素社会の実現に向けた島しょ型
エネルギー社会基盤構築事業の概要と構築計画を伺い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　県では、沖縄県ク
リーンエネルギー・イニシアティブに基づき、令和４
年度の新規事業として、離島における太陽光発電事業
に対する補助のほか、県産木質バイオマス、水素及び
水溶性天然ガスの利活用促進に向けた可能性調査を予
定しています。本事業及びクリーンエネルギー設備導
入に係る税制優遇等により、条件不利性を抱える本県
において、これまでの実証事業成果等を活用した民間
投資を誘発する仕組みを確立し、エネルギーの脱炭素
化と自給率向上に向けて取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　この再エネ設備等の支援について、
もうちょっと詳細な説明をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　当該島しょ型エネル
ギー社会基盤構築事業の内容ですけれども、主な補助
対象設備はエネルギーマネジメントシステムの活用を
前提としまして、離島において民間事業者が行う第三
者所有モデル事業に係る太陽光パネルや蓄電池等を予
定しております。当該事業を実施することによって、
電力需要規模や輸送コスト等の課題から再エネ導入が
難しい離島において、第三者所有モデルを活用するこ
とで一般家庭などの需要側の初期投資の負担をするこ
となく太陽光発電システムの導入が可能になるという
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こと、それから一般家庭等における再エネの自家消費
が進む、さらには既存の電気料金に比べて安価な再エ
ネ由来の電気が購入可能と、こういったメリットが期
待できるというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　第三者何とかということをもう少し
詳しく教えてもらえませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　この第三者所有モデルですけれども、発電事業者は
一般家庭や会社の屋根や庭などに太陽光パネルや蓄電
池等の再エネ設備を設置すると。この場合、設備の設
置や維持管理の費用は発電事業者の負担ということに
なります。一方、その設備を設置する家庭や会社の所
有者――需要家――は、使用した分の電気料金を発電
事業者に支払うといったようなシステムを指しており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　少し分かってきました。
　再質問いたします。
　再エネ設備等支援の島しょ型エネルギー社会基盤構
築事業を実施することによる再生可能エネルギーの電
源比率の目標と補助対象、そのメリットについて伺い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　再エネ、エネルギー
電源比率目標についてお答えいたします。
　県では、脱炭素に向けた国の動向や、ＣＯＰ26等
の世界的潮流を踏まえまして、数値目標の見直し、そ
れからアクションプランの取組強化を行うため、年度
内のイニシアティブ改定に取り組んでおります。改定
案としまして、外部有識者、委員会の意見を踏まえま
して、2030年度の再エネ電源比率目標は着実に達成
すべき目標である現行の18％に加えまして、将来に
おける技術革新が実現し、これを利用する場合の挑戦
的目標として26％、これを併記することとしており
ます。あわせて次世代エネルギーとして水素、アンモ
ニアの活用に取り組むなど、本県のエネルギー脱炭素
化を積極的に推進することとしております。
　議員からそのメリットというお話がございました。
島しょ型エネルギー社会基盤構築事業によるメリット
につきましては、先ほども答弁させていただきました
けれども、３点ばかり繰り返しになりますがお答えい
たします。
　この電力事業規模や輸送コスト等の課題から再エネ
導入が難しい離島におきましても、この第三者所有モ

デルを活用することで、一般家庭などの需要側が初期
投資を負担することなく太陽光発電設備の導入が可能
であるということと、さらに一般家庭における再エネ
の自家消費というところが進むと、さらには既存の電
気料金に比べて安価な再エネ由来の電気が購入可能
と、こういったメリットが考えられております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　そろそろ時間になりました。
　最後に県道整備について質問します。
　2019年の議会でも質問しましたけれども、県道77
号糸満与那原線の八重瀬町東風平地内の道路改良整備
の進捗状況を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　糸満与那原線東風
平・屋宜原工区は、平成27年度に事業着手し、令和
２年度末の進捗率は、事業費ベースで約29％となっ
ております。また、令和２年度末の用地取得率は、用
地取得面積ベースで約19％となっております。引き
続き地元の協力を得ながら、早期完成に向けて取り組
んでまいります。
　以上です。
○○玉城　武光君　よろしくお願いします。ありがとう
ございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　ハイタイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。
　てぃーだ平和ネット山内末子でございます。
　ウクライナの惨状を見るにつけ本当に胸が張り裂け
る思いでございます。一日も早い停戦を祈るばかりで
ございます。
　せんだって私は、「命どぅ宝」という、沖縄の復興
と日本復帰に生涯をかけて闘った瀬長亀次郎さん、阿
波根昌鴻さんの不屈の闘いの公演を鑑賞いたしまし
た。戦争直後の悲劇、非暴力の闘い、そして命の貴
さ、ウチナーンチュとしての魂が本当に終戦直後から
復帰時、そして今に至るまで息づいている。変わらぬ
この基地の実態や、しかし決して諦めない闘い、死者
の魂とともに闘う生き抜く力強さ。どんな状況であっ
ても明るく前向きに生きていく。本当に尊いこの生き
ざま、誇り高き私たちの先人のたくましい生き方を学
び、未来へと引き継いでいく今の私たちの本当の責任
を実感いたしまして決意をしているところです。その
決意を持って一般質問に入らせていただきます。
　１点目の知事の政治姿勢について。
　まず１点目、来年日本で開催されるＧ７サミットの
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閣僚会議を本県に誘致したいと言っておりますけれど
も、その意義と実現に向けての決意を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　Ｇ７の関係
閣僚会合を誘致することは、沖縄県のさらなる認知度
向上、沖縄振興の重要な施策であるＭＩＣＥの推進
や、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた沖縄観
光回復の後押しにつながるものと期待しております。
関係閣僚会合の開催が決定されることは、復帰50周
年を迎える沖縄県にとって、インパクトのある事業と
なります。
　沖縄県としては、環境、情報産業、科学技術等の分
野の誘致が実現できるよう、知事を先頭に、外務省を
はじめ関係要路へ、積極的に働きかけてまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　大変意義深いことだと思いますけ
れども、決定までのスケジュール感を教えてくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　国において
今後いろんな情報が決定されることとなりますが、現
時点で詳細は未定であります。報道や過去の状況か
ら、今年の春から夏にかけて各種情報が順次発表され
ると見込んでおりますが、今年６月にドイツサミット
が開催されますので、その６月までには首脳会合の開
催地などが決定されると見込んでおります。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　今部長がおっしゃっていたよう
に、本当に意義深いサミットになると思いますので、
そういう意味では沖縄の自然、歴史、文化、伝統、人
の温かさ、そういうものをしっかりとアピールしなが
ら、来年になれば本当に今の沖縄の経済が少し再興し
ていくんじゃないかという期待が県民の中にはありま
すので、ぜひ実現に向けて知事を先頭に頑張っていた
だきたいと思います。
　続きまして昨年、全国初の、沖縄県性の多様性宣言
（美ら島にじいろ宣言）を発表いたしましたが、誰も
が自分らしく生きられる、そういう沖縄県の実現を目
指して期待する宣言の効果について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県では、
昨年３月の宣言発表後の取組といたしまして、性の多
様性に関する専用相談窓口を開設し、各学校等への周
知を図っております。また、啓発パンフレット等の作
成に当たりましては、県内高校生から希望者を募り、
イラスト制作に参加していただきました。このほか、

自治体職員向けハンドブックを今年度中に策定する予
定です。こうした取組を進めることにより、美ら島に
じいろ宣言、この宣言の趣旨の浸透を図ることで、個
人の尊厳や多様性が尊重される心豊かな活力ある沖縄
の実現につながるものと考えておりまして、引き続き
啓発活動などに取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　このパンフレット、私も手にして
おります。（資料を掲示）　高校生が手がけたという
ことで、大変温かみのある優しいパンフレットになっ
ております。こうして高校生や若者に関わりを持たせ
ることこそ、そういった意義のある制度だと思ってお
りますけれども、何しろ理解だけ、理念だけが広がっ
ていっても制度をしっかりと確立していかなければ、
課題解決にはやはりまだそこはほど遠いところがあり
ますので、そういった意味で、例えばですけれども
パートナーシップ制度、そういうことについては今後
どのような形で取り組んでいくのかお伺いいたしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　パート
ナーシップ制度は、同性カップル等を公的に婚姻相当
と認めて登録証を交付する制度でございまして、県内
では那覇市と浦添市が既に導入しているところです。
　県としましては、現在答弁申し上げましたような相
談窓口の設置ですとか啓発活動に取り組んでいるとこ
ろでございますけれども、このパートナーシップ制度
につきましても、全国の状況なども情報収集しなが
ら、県内市町村の先進的な取組も他の市町村と情報共
有して意見交換をしてまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　昨年の東京オリンピックでＬＧＢ
Ｔの選手が実に185人いたようです。これはその前の
オリンピックから３倍にも増えているということ。国
際的にはこの性の多様性ということにつきましては、
大変理解が広がっているんですけれども、日本ではま
だまだ理解度、制度の確立が遅れているということ。
　そういう意味では、沖縄県も早々と宣言をしたわけ
ですから、しっかりとした制度を確立していかなけれ
ば、例えば公営住宅に入居するにしても、家族として
のしっかりとした手続の中にそれが入っていなけれ
ば、制度がなければ利用できない。そういった課題が
ありますので、そういう観点からも、理解だけではな
くてしっかりとした制度の確立、これはもう必須だと
思っております。
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　今、沖縄県ではＳＤＧｓを観点としながら、学校や
社会、企業でもそういった取組も大変進んでおります
ので、そういう観点がしっかりとしたものをつくり上
げると思っていますので、そういう意味では、ぜひ条
例化に向けてもっと加速度的にやっていただきたいん
ですけれども、その件につきましては担当副知事、ど
なたかお願いいたします。知事よろしくお願いしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　沖縄県性の多様性尊重宣言
（美ら島にじいろ宣言）は、まず条例化する前に我々
の理念、思いを県民の皆さんと共有させていただき、
そしてその気持ちがやっぱりウチナーンチュのチムグ
クルとユイマールにしっかりとつながっていくよう
に、多層的にＳＤＧｓの理念なども含めながら、例え
ば幼稚園、保育所での子供たちの遊びから、小学校、
中学校の学生さんたちの教育の中にもそのような考え
方が広がっていけば、おのずとお互いがみんな違って
みんないいという考え方になっていくと思います。そ
れには、当然条例を制定し、その条例に沿った計画を
立てていくということが重要であろうということも考
えておりますので、その社会への啓発も含めながら、
しっかりとお互いが助け合っていく、多様性を尊重す
る沖縄らしい優しい社会をつくっていきたいというよ
うに思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　ぜひよろしくお願いいたします。
　次に、1955年に起きました幼女暴行殺人事件、私
の地元でございます。加害者は軍法会議で死刑の判決
を宣告されましたが、その後アメリカ本国に帰り、減
刑され、そして仮釈放され、死去後は従軍をたたえる
墓石までも米政府から贈られております。彼は米軍占
領下の中で、沖縄の反体制政治勢力をなだめるために
自分が犠牲になったということを主張しております。
あまりにも不条理な実態だと思いますけれども、知事
の見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　1955年に発生した幼女暴行殺人事件については、
当時６歳の幼い少女が米兵に暴行され、殺害されると
いう大変痛ましい事件であったと認識しております。
また、加害者の米兵が減刑された上に、米政府から従
軍をたたえる墓石が贈られたことなどについての報道
があることは承知しておりますが、事実であれば、県
民感情からも許されるものではないと考えておりま
す。

　県としましては、米軍人等による事件・事故が繰り
返される要因は、過重な基地負担や日米地位協定にあ
ると考えており、引き続き日米両政府に対し、在沖米
軍基地の整理縮小や基地負担の軽減、日米地位協定の
抜本的な見直しを強く求めてまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　国策で殺されたと言っても過言で
はないと思います。６歳の幼女が暴行されて、草を握
りしめてごみ捨て場に捨てられていた。この不条理、
そして加害者の人権が被害者の命よりも貴ばれている
ということ。そしてその大統領がこの減刑をし、あげ
くの果てのたたえるということ自体が、私は沖縄県民
の命が虫けら同然に扱われているんじゃないかとそう
いう憤りを感じております。その御両親は、亡くなる
まで自分の子供たちには一切その事件のことを言わず
に早くに亡くなっております。そういうことを考えま
すと、私たちのこの命が本当に地球よりも貴いという
こと、そのことをみんなでやっぱり考えなければなら
ないし、沖縄県民の命を預かるものとして、しっかり
ここは強く抗議をしていただきたい。そして墓石の―
―死人にむちを打つつもりではありませんけれども、
やっぱり墓石の撤去までも私は求めていかなければな
らないと、そういう思いを持っておりますので、その
ことについてぜひ知事に頑張っていただきたい。一言
お願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　1955年に発生した幼女暴
行殺人事件の経緯については、恐らく多くの県民の
皆さんも、特に我々世代50代、60代以上の皆さんに
は、非常に厳しい現実と悲しい命の尊厳というものを
胸に染み込ませられた悲しい、そして忘れてはならな
い事件であろうというように思います。今、山内議員
がおっしゃるように、やはりその国の制度や考え方の
違いはあっても、そこはしっかりと二度と繰り返さな
いということの確かさをお互いが確認をするというこ
とも重要ですし、またそれはこの過重な基地負担を
ずっと担わされ続けている我々沖縄県から声を出して
いかないといけない。またその責務でもあろうと思い
ます。引き続き、そのことをしっかりと胸に刻みなが
ら対応してまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　ぜひよろしくお願いいたします。
実は、この問題はこの事例だけではなくて、やはり沖
縄で重刑を受けながら、本国に帰ると減刑されている
という状況が多々出てきているようです。アメリカで
は、そういったことをしっかりと検証しているジャー
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ナリストの皆さんたちがいらっしゃいます。これはワ
シントン事務所の皆さんたちと連携を取りながら検証
していくべき。そういうことも、戦後50年の歩みの
中で、ここはしっかりやっていただきたいと思います
ので、これは要望として訴えたいと思います。
　それでは続きまして、今年は日中国交正常化50周
年、それから福建省との友好県省締結25周年、沖縄
県のこれまでの文化や経済の交流、日中両国が外交努
力を重ねてきた事実、その事実に基づいて、諸問題解
決を図るべきだと考えておりますけれども、知事の見
解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　本県は、
600年以上にわたる中国との交流の歴史等を踏まえ、
平成９年に福建省と友好県省を締結するなど、友好的
な関係を築いてきました。中国とは、留学生の受入
れ、派遣や次代を担う若者の交流を推進しているほ
か、複数の海外事務所を設置し、県産品輸出や県内企
業の海外展開等の経済交流を推進しております。ま
た、コロナ禍の前までは、直行便が６路線就航し、ク
ルーズ船の寄港も含め、多くの観光客が沖縄を訪れて
おりました。本年は、日中国交正常化50周年である
とともに、沖縄・福建友好県省25周年の節目の年と
なっており、県としましては、友好県省締結の意義を
再確認する機会とするとともに、沖縄ならではの交流
をさらに深めてまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　この問題は、私たちの会派の代表
質問の中で当山勝利議員からありました。自衛隊のミ
サイル基地配備について、関連しますのでこちらのほ
うで伺いたいと思います。
　公室長は、ミサイル配備について地元の理解が得ら
れることが重要だということを常々おっしゃっており
ますけれども、台湾有事や中国の脅威など、そういっ
たことに関連してのミサイル配備、それから自衛隊基
地の強化であったり、米軍の合同演習、訓練の激化、
そういうものが進んでおります。そういう観点からす
ると、今のロシアのウクライナへの侵攻は対岸の火事
ではないということ。そうなってきたときにやっぱり
基地があるところに攻撃が始まる。そうなると宮古島
市、石垣市、うるま市、そこに今配備が決まっており
ますけれども、この狭い沖縄でその地域だけの問題だ
けではないんじゃないかと。これはもう沖縄県全体が
地元であるというその意識を持って対応しないといけ
ないんじゃないかと私は思っておりますけれども、そ
の沖縄県が地元だという意識をどういうふうに考えて

いるのか、公室長、お聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　今年１月７日の日米の２プラス２の共同声明におい
ては、日本の南西諸島を含めた地域における自衛隊の
態勢強化の取組を含め、日米の施設の共同使用を増加
させることにコミットした旨が示されております。ま
た、昨年の日米共同作戦計画に係る報道におきまして
は、有事の初期段階で米海兵隊が鹿児島県から沖縄県
の南西諸島に臨時の攻撃用軍事拠点を置くこと、陸自
がミサイル部隊を配備している宮古島や、配備予定先
の石垣島も軍事拠点の可能性があることが報じられた
というように承知しております。
　県といたしましては、かねてから沖縄の米軍基地の
整理縮小、さらなる基地の返還を求めているところ
に、自衛隊の配備の増強と、さらに米軍による自衛隊
の基地の共同使用が重なりますと、県民に大きな不安
が生じるというふうに考えております。議員からござ
いましたとおり、こうした緊張関係が高まる中で、先
島を含めてでございますけれども沖縄が攻撃目標とな
るような事態は決してあってはならないというのが私
ども県の考えでございます。引き続き情報収集を行う
とともに、政府に対しては、アジア太平洋地域におけ
る緊張緩和と信頼醸成への取組の強化を求めてまいり
たいというふうに思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　沖縄県にとりまして自衛隊の役割
は、やっぱり人道支援であったり、防災支援であった
り、不発弾の処理であったりと危機管理の面でも大変
必要不可欠なところだということはもちろん認識をし
ている次第でございます。ただやはり軍備の強化につ
いては別だと思っています。そういうことをすること
によって、本当に市民の皆さんたちの不安、それは沖
縄戦の教訓、このことを忘れてはいけないというふう
に思っております。その観点からも、やはり何のため
の配備なのか。いざといったときに、市民を守るその
すべはできているのか。ロシア、ウクライナのように
シェルターもない沖縄で、何かが始まったときに市民
を守るすべが一体どこにあるのか。そういった議論も
しっかりとやっていかなければならないと私は思って
おります。その議論を差し置いて、有事であったり、
周辺地域の問題があるからということで額面どおりに
受け止めるのではなくて、しっかりとその議論の前に
先頭に立って、この問題に対しては対処していただき
たい。そのことを踏まえて、なし崩しになっていくこ
と、そのことこそが私は、県政の大変厳しい問題が出
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てくると思っていますので、その件についてもう一度
お願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、米中対立の激化とウクライナ
情勢が厳しさを増す中で、安全保障環境の観点から、
抑止力の強化が言われておりますけれども、ただ一方
で抑止力の強化だけでは、平和と安定というのはなか
なか難しいというふうに考えております。冷静かつ平
和的な外交対話による安全保障の確保というのも重要
だというふうに考えておりますので、県といたしまし
ても、引き続き日米両政府に対しましては、冷静かつ
平和的な外交による安全保障の確保というものについ
ても、しっかりと求めてまいりたいというふうに考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　よろしくお願いいたします。
　知事がせんだっておっしゃっていました。やっぱり
ここは日本だからこそ、経済の交流や文化交流、人間
の安全保障こそが大事だということ。そのことを踏ま
えてしっかりと頑張っていただきたいと思います。
　続きまして復帰50周年に向けてお伺いいたしま
す。
　１点目の、復帰50年に向けまして米国占領下の時
代で復帰に至る経緯、復帰後の歩み、児童生徒・若者
にどのように伝えるのか、沖縄の未来をどうつくって
いくのか。子供たちが中心に考える、主体となる事業
が必要だと考えますけれども、その取組について伺い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　県では、令和４年の復帰
50年の節目において、県内はもとより、国内外に向
けて、沖縄のこれまでの発展の歩みや将来の可能性を
発信していくため、外部有識者の意見も取り入れな
がら検討を行い、42の記念事業を決定したところで
す。これら事業の中には、初めての取組として、次世
代を担う高校生が企画立案し、参画する事業も位置づ
けており、効果的かつ魅力的な事業を展開してまいり
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　学校現場では、教育長、その復
帰50年に向けて生徒たちへどのような授業の展開が
今、取り図られているのかお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　今年は復帰50周年に当た
りますので、各学校では特設授業等を年間行事計画に

位置づけまして、沖縄戦から日本復帰に至る過程につ
いて学ぶことにしています。教育委員会のほうとして
は、参考資料を作成しまして学校のほうに配付したい
と思います。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　今年だけではなくて、これは引き
続きずっと教育の中ではやっていただきたいというふ
うに思います。お願いいたします。
　続きまして、沖縄の復帰を国内外に知らしめ、新た
な沖縄構築の議論を創出する情報発信に向けた取組に
ついて伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　復帰50周年記念事業に
おいては、「復帰から50年間の歴史を振り返り、先
人たちの労苦と知恵に学ぶとともに、誇りある豊かさ
に向けた展望を発信する」などの視点に基づき、様々
な事業を実施することとしております。具体的には、
沖縄における米軍基地問題を視覚的に分かりやすく整
理し、国内外に広く発信し、沖縄の米軍基地問題の解
決に向けた国民的議論を喚起し、全国的な機運の醸成
を図る米軍基地問題情報発信強化事業や、中国、韓国
等アジア太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成に向けた沖
縄との連携の方向性等についての調査を行うととも
に、その成果を広く発信するシンポジウムなどを行う
アジア太平洋地域平和連携推進事業等を実施すること
としております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　アジア諸国とのシンポジウム、大
変いいことだと思っておりますけれども、前に女性サ
ミットの計画がありましたが、これはその事業と一体
化をしているのかどうかお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　復帰50
周年を記念いたしまして、国際的に活躍している女性
たちを招聘いたしまして、シンポジウム等の開催を計
画しているところです。具体的な検討は、今後予算も
計上してからというところになりますけれども、引き
続きその方向で検討を進めてまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　なかなかその女性サミットの件
が――今回所信表明にもなかったものですから、なく
なったのかとちょっと心配いたしました。よろしくお
願いいたします。
　続きまして、この50年間に起きた米軍人・軍属に
よる犯罪検挙数、交通事故発生件数、日本が肩代わり
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した賠償額について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県警察本部によりますと、復帰から令和３年までの
米軍人・軍属による刑法犯検挙数は4949件、また、
統計のある昭和56年から令和３年までの交通事故発
生件数は3528件となっております。米軍人等による
公務外の事件・事故の賠償に関しましては、米国政府
が不法行為を認めないなどにより日米地位協定第18
条第６項の慰謝料が支払われない場合や、裁判による
確定判決額が米側の慰謝料提示額を上回る場合の差額
分などにおいて、これにつきまして日本政府が必要に
応じて被害者に対し見舞金を支給する制度でございま
す。同見舞金の額を沖縄防衛局に照会したところ、個
人情報の適正な管理のため、回答は差し控えるとのこ
とでありました。
　なお、報道によりますと、全国における同見舞金の
額は、平成26年４月から平成31年３月までの５年間
で約１億8000万円とのことであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時53分休憩
　　　午後２時53分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　山内末子さん。
○○山内　末子さん　公室長、ありがとうございます。
　事件と事故の件数につきましては資料が出ておりま
すけれども、今おっしゃっていましたが防衛局から賠
償額、見舞金については回答がないとのことでした。
私、今三役のほうに――参議院の伊波洋一議員のほう
から防衛省にお願いいたしまして資料をいただきまし
た。この50年間日本が肩代わりをした賠償額は、31
億円余りそういうような状況が、資料が出てきており
ます。恐ろしいほどの件数と恐ろしいほどの賠償額で
ございます。本当に戦後、私たちこの沖縄の中では変
わらぬ基地負担で、人権や命が尊厳が脅かされており
ます。そしてまた被害にあっても米軍が知らぬ顔。地
位協定に守られているということ。そして加害者が本
当に知らぬ顔で、私たちの税金が31億余りも賠償金
として使われていることのその意味ということを、大
変私たちは考えないといけないと思っております。他
国の地位協定の中でそういった賠償制度というのはあ
るのでしょうか。日本以外に。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　受入れ国が賠償金を肩代わりするような制度につき
ましては、さきに県が実施した他国地位協定調査にお

いては、近年沖縄県において米軍機による事故や訓練
に関する様々な問題が発生していることを踏まえ、調
査項目といたしましては米軍に対する受入れ国の国内
法の適用、基地の管理権、訓練・演習に対する受入れ
国の関与、航空機事故への対応といった４つの観点か
ら調査を行いました。したがいまして、議員から御質
問のあるところの賠償金の肩代わりにつきましては、
現時点において把握できていない状況でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時55分休憩
　　　午後２時55分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事公室長（金城　賢君）　私、今把握できていな
いと、ただ一点だけ確認できるところによると、米軍
人等に支払われる給料等に対して、ボン補足協定と同
様に我が国の裁判所の差押え、支払い禁止等の強制執
行を可能にする旨を明記する必要があるというような
ことでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　補足いたします。
　沖縄県が平成29年度に要請したものの中では、い
わゆる給料の差押えというものができない――今は明
記されているんですが、それを明記するようにと。そ
のよりどころとしてボン補足協定では、差押え、支払
い禁止等の強制執行を可能にすることがありますの
で、それと同様なことを明記してもらいたいという要
請をしているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　やはりこの問題というのは、知
事、全国民が分かっていないといけない。米軍の肩代
わりを自分たちの税金で払われているということを踏
まえて、全国知事会では、地位協定改定に向けては
日々前進していると思っていますので、このことも
しっかりとその中で議論していただいて、ぜひ改定に
向けても頑張っていただきたいと思っております。
　もう一点、防衛局がそのことを個人の情報だからと
いって出せないということも、私それはとても問題だ
と思っています。防衛省は出していただいておりま
す。防衛局は――私たち沖縄県はそれを知る権利があ
ると思っているんです。その出せないルールというも
のを改定していかなければならないと思いますので、
その辺はしっかりと副知事、今までずっといろんな事
件・事故のたびに防衛局と交渉しておりますけれど
も、そういったことは多々出てくるんですよ。沖縄県
にある防衛局がなぜ沖縄県のことが聞き入れられない
のか。その辺のことについても、しっかりとここは議
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論をすべき時期だと思っていますけれどもいかがで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　本省と支局に対応の違いが
あってはよくないといいますか、あってはならないこ
と、そもそも論だと思います。ですから防衛省からこ
のような資料が提出されたということについては、沖
縄防衛局に対してもこのような努力をしっかりと取る
ようにということで、機会を見てそのような要請もし
ておきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　よろしくお願いいたします。
　次に、アスベスト健康被害についてですけれども、
(1)についてはせんだってありましたのでよろしいで
す。
　(2)の特別遺族給付金の期限が今月いっぱいだとい
うことです。対象者への周知徹底が急務ですけれど
も、その辺についてはどのように進められているので
しょうか、お聞かせください。　
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　アスベスト健康被害により死亡した労働者の御遺族
で、時効により遺族補償給付を受けられない方を対象
とした特別遺族給付金の請求期限が令和４年３月27
日となっております。県が補助を行う沖縄駐留軍離職
者対策センターでは、沖縄労働局と連携し関係団体に
対し周知の強化を図るとともに、今後、新聞折り込み
チラシを配布するなど、対象遺族の救済に努めており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　時間がありませんのでよろしくお
願いいたします。
　続けます。若年出産につきまして、沖縄県の若年出
産の状況と課題、対応策を伺います。　
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　人口動態統計によ
りますと、沖縄県の出生のうち10代の母親の割合は
徐々に減少しているものの、令和２年は1.9％と全国
の0.8％に比べ高くなっております。若年妊婦は、妊
娠届出時において喫煙している割合や、痩せている割
合が他の妊婦に比べて高く、未婚や経済的困難がある
割合が高い等の課題がございます。県では、妊婦への
禁煙支援・栄養指導等を行う市町村や医療機関の保健
指導の充実を推進するほか、若年妊婦等が身近な地域
で必要な支援を受けられるよう、相談支援事業や産婦
人科への同行支援等を行ってまいります。

○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　実は私36歳のときに市議になり
まして――古いですね。30年近くなっていますけれ
ども、そのときにこのことを市議会の中で問題にしま
したら、女性の皆さんたちから、こういうことを議会
で発言するべきではないと。そういう時代でした。若
年出産が恥ずかしいという、隠していく時代があった
んです。それから今、本当に行政がしっかりと頑張っ
ていただいて、そういう支援をやっていこうと。ただ
沖縄県の貧困の連鎖というものは、やっぱりその辺の
ところにとても起因していると私は思っています。そ
の要因といたしましては、単なる男性関係だけの問題
ではなく、性暴行であったり性被害であったり、家族
を養わないといけない、風俗で働かなければならな
い、そういった闇の部分が多々あると思っています。
そういうところもしっかりとどういうふうに解決して
いけば若年出産が減っていくのか、課題解決ができる
のか。その要因もそれぞれですから、それぞれの要因
をしっかりと確認しながら、そしてそれに合った支援
の仕方をぜひ検討していただきたいと思います。いか
がでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　若年出産につきま
しては、背景にはいろいろな問題、課題があると思い
ます。議員おっしゃいますとおり、貧困の連鎖に関わ
る重要な事案でもございますので、県としましては、
若年妊婦支援事業というものを平成３年度より始めて
おりまして、そういった支援も行っておりますが、根
本的にはやはり母子健康包括支援センターにおいて、
妊娠・出産から子育てに至るまで包括的な支援が必要
だと考えております。そのような中で、事案に応じた
適切な相談体制へ引き継ぐというような体制を取るこ
とが一番だと思いますので、そういった対策を取って
まいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　これは皆さんだけではなくて、
やっぱり教育の現場、学校教育の中で性教育であった
り、思春期教育、とても大事だと思っております。命
の大切さや自分の命、そして人の命までも大切にして
いく。そういうことについては、広報活動も含めて、
教育長どのような形で進められておりますでしょう
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　国のほうでも、性被害に対
する取組、予防月間ということで令和４年度までやっ
ているところでございます。教育委員会のほうでも、
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学校保健計画等に位置づけてしっかり取り組むように
指導しているところですし、特に文科省のほうが分か
りやすい教材も作成しておりますので、そこをしっか
り低学年の段階から高校まで、これを活用した授業な
どを展開していただければと思っております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　施設の整備に対しましても、やっ
ぱり今、ほかの民間の皆様たちが頑張って宿泊型の施
設を造っておりますけれども、そういうことも――金
城議員からもありました。そういう意味では、全県的
にあと幾つか必要だと思っていますので、ぜひ御努力
をお願いいたしたいと思います。
　続きまして、本県の経済状況につきまして、コロナ
禍の中で疲弊する経済状況ですけれども、全国では緩
やかに回復しているという数字が出ております。本県
の情勢はどうなっておりますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　民間の調査会社によると、本県の実質経済成長率
は、2020年度が対前年度比マイナス5.6％と減少した
ものの、2021年度が同2.5％増の実績を見込み、ま
た、2022年度の見通しが同2.3％増になるとしてお
り、先行きは全国と同様に改善するものと考えており
ます。当面は、全国的にもオミクロン株の感染拡大に
よりまん延防止等重点措置が講じられていること等か
ら、引き続き感染症による経済への影響に注視する必
要があると考えております。そのため、まずは域内需
要から、段階的に域外への需要喚起策を実施するとと
もに、産業全般のＤＸ化とイノベーション創出による
稼ぐ力の強化に資する取組をきめ細やかに講じ、経済
活動の回復と成長に向けた取組を推進してまいりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　コロナ感染防止対策の協力金の中
で、支援策に係る課税が発生いたしますけれども、そ
の辺で大変迷っている方々がいらっしゃるということ
ですが、その辺のことについてはどのように把握して
いますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時６分休憩
　　　午後３時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　感染防止対策協力金等に
つきまして、直接課税の対象とするものではございま

せんが、収入でございますので、法人税等の税額計算
の基となる収入金額には含まれるものとなっておりま
す。具体的には、売上げや協力金等を含めた収入金額
から、事業運営に要した費用を差し引いて利益がある
場合に限り課税されるというような形になっておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　時間がありませんので進みます。
　次に、スポーツ振興について。
　まず、沖縄空手のユネスコ無形文化遺産登録に向け
ての取組状況を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、沖
縄が世界に誇る伝統文化である空手を次世代に保存・
継承し、空手発祥の地・沖縄を国内外に広く発信する
ため、知事を会長として幅広い関係機関で構成する沖
縄空手ユネスコ登録推進協議会を設置し、ユネスコ無
形文化遺産登録に向けた県民の機運醸成や調査研究に
取り組んでおります。昨年12月には、文化庁長官を
はじめ、スポーツ庁長官、観光庁長官、内閣府沖縄担
当大臣へ登録に向けた協力・支援の要請を行ったとこ
ろです。今後も、国の関係省庁と一層の連携を図りつ
つ、早期の登録実現を目指してまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　大変いい取組だと思いますけれど
も、クリアする課題や問題についてはどのようなもの
がありますでしょうか。また登録までのスケジュール
感についてもお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時８分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　沖縄空手
は、平和を尊ぶ精神性や地域社会、県民生活との密接
な関わりを持つこと等を特徴とし、ユネスコの登録基
準に示されている、口承の伝統表現、社会的慣習、儀
礼・祭礼行事、芸能の分野に該当する無形文化遺産で
ある旨の検討結果がまとめられたところでございま
す。また、国においては、これまで無形文化遺産の提
案対象としてこなかった生活分野の茶道であるとか書
道、和装等を新たな提案対象とする方向で検討が進め
られておりますので、こういった動きを捉まえなが
ら、県内の機運を盛り上げつつ、関係要路に働きかけ
ていきたいと思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
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○○山内　末子さん　県民に親しまれるということで
は、私は以前に空手会館で剛柔流の海外セミナーを拝
見したことがございます。人種も性別も国籍も違う皆
さんたちが、本当に全力で取り組んでいる姿、圧巻の
姿を見ながら、やはりこの空手が世界で重要視されて
いるということを実感いたしました。そういう観点か
らも、やはりこの無形文化遺産ということが登録され
れば、さらに広がると思いますので頑張っていただき
たいと思います。
　それから次の、沖縄空手振興ビジョンロードマップ
が昨年12月にスポーツ庁からスポーツ・健康まちづ
くり優良自治体表彰を受けたようですけれども、県は
空手振興として今後どのような施策に取り組んでいく
のか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　沖縄空手振興ビジョンロー
ドマップの各種施策の取組が、他の自治体を先導する
優良なスポーツ・健康まちづくりの取組であると評価
され、昨年12月にスポーツ庁長官より、スポーツ・
健康まちづくり優良自治体として表彰されましたこと
は、本当に心うれしく思います。
　沖縄県としましては、今回の受賞を契機に、空手発
祥の地・沖縄の認知度向上とブランディングを行って
いきたいというように計画をしております。また、沖
縄空手会館を拠点とした情報発信、世界大会や空手の
日記念演武祭の開催等による交流人口の拡大により、
観光産業をはじめとする各種産業への経済波及効果を
増大させていきたいと思います。世界中には、空手愛
好家と呼ばれる方々が１億2000万人を超えると言わ
れています。ですから、その人たちにとってのメッカ
は本当に沖縄だということで、沖縄に来て町道場で先
生方から指導を受ける。そのことに非常に誇りを持っ
ているということも、よく話に聞いております。その
ようにこの発祥の地における空手が、沖縄経済を成長
させる新エンジンとなれるよう、各種の施策に力強く
取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　オリンピックで喜友名選手が金メ
ダルを取って、世界にも本当に空手のすばらしさが広
がったと思いますけれども、残念なことにオリンピッ
クでは空手が次も次もないのかな。そういう意味では
さらなる、次、その次に向けて空手が参加できるよう
な取組、これも必要ではないかと思いますけれども、
知事どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　喜友名選手が、空手が初め

て正式種目となった大会で金メダルを取ったことは歴
史的なこと、本当に大変栄誉なことだと思います。そ
して喜友名選手は、また世界大会でも連覇を重ねてお
りますし、いろいろな大会においての活躍もそうです
が、やはり沖縄が子供からお年寄りまで空手に親しん
でいるという日常風景をユネスコの無形文化遺産とし
て登録することによって、なお一層興味や関心が高
まっていくと思いますので、そういう総合施策的な空
手のビジョンロードマップをしっかりと計画どおり進
めていきたいというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　頑張ってください。
　プロ野球キャンプ、今年は有観客で行われておりま
すけれども、経済効果の見通しについて伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　プロ野球
キャンプの経済効果は、令和元年度は約122億円、無
観客実施となった令和２年度は約23億円と試算され
ております。今年度の経済効果は今後試算される見通
しですが、有観客で開催されたことにより、地域経済
に対する一定の効果があったものと認識しておりま
す。
　県としましては、引き続き市町村等と連携し、本県
のスポーツ環境の魅力をアピールすることにより、プ
ロ野球キャンプをはじめ様々なキャンプ合宿の誘致に
努めるとともに、多くの方に見に来ていただけるよう
取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　全国的にコロナ対策が長引く中
で、沖縄県の職員の労働環境は厳しい状況だと思って
おりますけれども、県の実態と対応についてお聞かせ
ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　令和２年度以降、新型コ
ロナウイルス感染症対策に係る緊急的な業務などに対
応するため、職員の兼務発令や日々の動員等の結果、
職員の負担は増えている状況にございます。このよう
な状況を改善するため、令和４年度は２課を新設する
とともに、職員定数を53名増員したところでござい
ます。今後も、臨時的任用職員や会計年度任用職員の
増員、業務の委託化、業務継続計画による確実な業務
見直し等を一層進め、職員の負担軽減に努めていきた
いと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　今年は復帰50年という節目の年
になっております。これまでの50年、それから未来



– 462 –

へのバトンを渡していく、そういう責務を持った知事
をはじめとした県職員の皆さんたちの頑張りに心から
敬意を表しますとともに、知事におきましては、私た
ちもこれからの未来に向けてしっかりと皆さんを支え
ていくこともお約束をいたしたいと思います。
　それから、そういう中で先頭に立っていただきまし
た謝花副知事をはじめ、大城部長、金城教育長、棚原
企業局長――棚原企業局長におかれましては、座間味
村の問題であったり、ＰＦＯＳの問題であったり大変
厳しい状況があったと思いますが、しっかりと対応し
ていただきましてありがとうございました。これから
もまたひとつよろしくお願いいたします。
　そのことを申し上げて終わりたいと思います。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
　　　〔喜友名智子さん登壇〕
○○喜友名　智子さん　立憲おきなわの喜友名智子で
す。
　まず所感を述べたいと思います。
　昨日、ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻に
つきまして、早期停戦と撤退、平和的手段による早期
解決の決議を県議会でも可決いたしました。民間人を
巻き込む一方的な武力による侵攻、断固として反対を
いたします。そして同時にこの問題、旧ソ連邦が崩壊
した後、ロシア側がＮＡＴＯの東方拡大を警戒し、疑
心暗鬼が重なるに重なるに重なった結果ではないかと
いう指摘もあります。数十年の外交の失敗ではないか
という歴史的な重みも同時に考えながら、しかし民間
人の命を一方的に奪う行為は絶対に許されないことを
改めて確認いたしたいと思います。
　それでは、一般質問に入ります。
　１、男女共同参画社会推進について。
　３月８日は国際女性デーです。これは1904年に
ニューヨークで女性参政権を求めるデモが行われたこ
とがルーツと言われています。一方、沖縄では1945
年９月、米軍施政下だった時代に日本よりも早く女性
が参政権を得たという歴史があります。まず石川など
10を超える地区で戦後初の市議選、市長選が行われ
ました。そして1958年には女性初の立法院議員とし
て宮里初子さんが当選。政策決定の場に女性が登場す
ること、そしてその議席を増やしてきたこと、先輩方
のつくってきた道に感謝をしながら心からの敬意を表
します。
　さて、同じように県の幹部人事も沖縄県が男女共同
参画社会を進め、また同時にジェンダー問題にどれだ
け力を入れているかという社会へのメッセージになろ

うかと思います。
　そこで伺います。
　(1)、第６次沖縄県男女共同参画計画～ＤＥＩＧＯ
プラン～(案)に向けて、第５次計画までに達成した実
績、第６次計画での課題と目標を伺います。
　(2)、令和元年度女性の環境や能力向上に関する調
査の結果は、今後の県男女共同参画行政にどのように
生かされるでしょうか。
　(3)、県の管理職と審議会での女性比率の現状を伺
います。
　２、沖縄振興策について。
　(1)、新たな振興計画（案）の中で、今回、海洋島
嶼圏という言葉に非常に注目をしております。海洋島
嶼圏、離島の不利性克服、持続可能な島嶼地域につい
て、それぞれ何を問題意識とし、何を解決し、知事の
公約である新時代沖縄の実現につなげようとしている
でしょうか。
　(2)、計画（案）の展望値で令和13年度時点での１
人当たり県民所得を291万円とした経緯について伺い
ます。
　(3)、同じく展望値に新たに追加された域内自給率
を令和２年度の71.5％から73.4％とした経緯を伺い
ます。
　(4)、染織物産業の振興について現状と課題、今後
の取組について伺います。
　３、新型コロナウイルス対策について。
　年明けから急拡大した第６波は、新規感染者数が下
がり切ることなく、また増加しているようにも見受け
られます。これから年度末と新年度を控え、新しい変
異株が上乗せされて、さらに陽性者、感染者が拡大し
ないか懸念をしています。
　そこで伺います。
　(1)、今後のＰＣＲ検査体制と陽性者の入院・療養
体制について。
　ア、第６波では子供たちへの感染が多いことが指摘
されています。県内の保育園・幼稚園・こども園、小
中学校、高校における検査体制と感染――これは陽性
者です――が判明した際の対応について伺います。
　イ、令和３年度子育て世帯への臨時特別給付の県内
対象世帯と、そのうち子供を養育するにもかかわらず
受け取れなかったひとり親世帯、またその対応につい
て伺います。
　ウ、小学校休業等対応助成金の県内での実績につい
て伺います。
　エ、抗原定性検査・陽性者登録センターの運用実績
を伺います。
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　オ、ＰＣＲ検査、抗原検査の目的について伺いま
す。
　(2)、次年度の県コロナ対策体制について伺いま
す。県コロナ対策本部、感染症対策専門家会議、疫
学・統計解析委員会、緊急経済対策本部、経済対策関
係団体会議は今の体制で継続されるのでしょうか。
　(3)、これまでの新型コロナ対策の経験を通じて、
県行政としてどのような経験則を蓄積しているでしょ
うか。特に公衆衛生分野の分析をしたり、政策立案し
たりする人材は育っているでしょうか。
　４、我が党の代表質問との関連について。
　(1)、崎山嗣幸議員の代表質問11、県農産物種苗生
産に関する条例の取組について伺います。
　この条例は、昨年パブリックコメントを１度延期し
た経緯がありました。その分、多くの県民の意見が寄
せられたと思いますが、その内容について伺います。
　(2)、同じく代表質問の13、健康増進事業の推進に
ついて伺います。
　奥武山公園のラバーブロックの修繕について、地域
から相談がございました。担当課からは管理体制など
資料も御提供いただき、公園にも出向いてお話を伺い
ました。
　そこで伺います。
　ラバーブロックは消耗すると浮いたり、外れたりし
て足元が引っかかったり転んだりする危険性がありま
す。現状についてどう認識しているでしょうか。
　(3)、修繕に当たっては、ラバーブロックの値段の
高さが課題となっています。一方、市内の別の公園で
はブロックではなく、ゴムチップ舗装での修繕が進ん
でいます。奥武山公園についてはどう対応するでしょ
うか。
　以上、御答弁のほどよろしくお願いをいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　喜友名智子議員の御質問に
お答えいたします。
　２、沖縄振興策についての御質問の中の(1)、海洋
島嶼圏等の問題意識と新時代沖縄の実現についてお答
えいたします。
　海洋島嶼圏を構成する離島の振興に向けては、条件
不利性の視点に加え、島々によって異なる自然環境や
景観、個性と魅力に富んだ伝統文化等、離島が持つ潜
在力を一層発現させることで、新時代沖縄の実現につ
なげていく必要があります。新たな振興計画（案）に
おいては、離島の振興に向けて、引き続き離島住民等
の移動に係る負担軽減に取り組むほか、条件不利性の

克服のためデジタル化の推進として、５Ｇなど次世代
情報通信基盤の構築、ＩＣＴや先端技術を活用した遠
隔教育や遠隔医療の推進、そして電気自動車など島嶼
型モビリティーの導入やスマート農林水産業の確立等
に向けた取組を推進することとしております。加え
て、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた島
内電力の100％再生可能エネルギーの導入促進など、
世界に誇れる島嶼型環境モデル地域の形成や、島の自
然・文化を尊重した持続可能で質の高い離島観光の振
興等にも取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、男女
共同参画行政についての御質問の中の(1)、第６次沖
縄県男女共同参画計画の課題等についてお答えいたし
ます。
　今年度で終期を迎える第５次沖縄県男女共同参画計
画では、57の具体的施策により男女共同参画を総合
的に推進してきたところです。この間、育児及び介護
を支える環境づくりやひとり親家庭に対する支援な
ど、一定の成果を上げたと考えておりますが、一方で
県民意識調査によると、男女の不平等感は、依然とし
て高い状況にあります。次期計画においては、男性の
育児休業取得の促進や、政治・経済・社会などあらゆ
る分野の政策・方針決定過程への女性のさらなる参画
などに取り組み、性別に関わりなく個性や能力を十分
に発揮できるジェンダー平等の実現に力を尽くしてま
いります。
　同じく１の(2)、女性の環境や能力向上に関する調
査の活用についてお答えいたします。
　令和元年度に実施した女性の環境や能力向上に関す
る調査では、半数以上の女性が、家庭との両立を理由
に自身のキャリアアップを望んでいないことや、９割
以上の女性が毎日の家事を主で担っている実態などが
見えてきました。この調査を踏まえ、県では、女性人
材育成講座てぃるる塾の充実や、組織のリーダーによ
る女性のチカラ応援宣言、男性の家事・育児参画の促
進など、女性が活躍しやすい環境整備に取り組んでお
ります。
　同じく１の(3)の御質問のうち、県の審議会等委員
における女性比率についてお答えいたします。
　令和３年４月時点の県の審議会等における女性委員
の割合は、審議事項に係る専門分野や関係団体等の代
表者に女性が少ない現状も影響し、30.7％となって
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おり、第５次沖縄県男女共同参画計画で目標として定
めた40％には届かなかったところです。
　県としましては、次期計画の下、改選時の事前協議
や関係団体への女性候補者の推薦依頼等に取り組み、
令和８年度までに目標の40％を達成できるよう、引
き続き女性の政策・方針決定過程への参画促進に努め
てまいります。
　次に３、新型コロナウイルス対策についての御質問
の中の(1)のイ、子育て世帯への臨時特別給付につい
てお答えいたします。
　県内において、本給付金の対象となる児童は、18
歳以下の約31万人となっております。本給付金で
は、基準日以降の離婚等により、子供を養育している
にもかかわらず給付が受けられないケースがあります
が、離婚協議中などの理由により、世帯数の把握は困
難となっております。給付金の受け取りについては、
令和４年２月末時点で児童を養育している方が給付対
象となるよう見直されたところであり、県としまして
は、漏れなく支給されるよう、市町村と連携し周知に
努めてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○○総務部長（池田竹州君）　１、男女共同参画行政に
ついての(3)、県の女性管理職の比率についてお答え
いたします。
　内閣府がまとめた地方公共団体における男女共同参
画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況により
ますと、令和３年度における教職員を除く県全体の
課長級以上の女性管理職は85名、14.9％となってお
り、全国第６位となっております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○○企画部長（宮城　力君）　２、沖縄振興策について
の(2)、１人当たり県民所得についてお答えいたしま
す。
　１人当たり県民所得の展望値は、計画に位置づけら
れた諸施策事業の成果等を前提に、目標年次である令
和13年度の見通し値としての位置づけとなります。
１人当たり県民所得の推計に当たっては、令和13年
度における観光収入や農林漁業産出額などの成果目標
値を計量経済モデルに投入し推計しており、有識者か
ら成る委員会における審議を経て決定されたもので
す。本県経済の見通しとしては、令和５年度にはコ
ロナ前の水準に回復し、その後は、年平均2.1％程度

の経済成長率で推移し、その結果、令和13年度の１
人当たり県民所得は291万円になることが見込まれま
す。
　同じく２の(3)、域内自給率についてお答えいたし
ます。
　沖縄県は、農林水産業や製造業といった生産部門の
割合が低く、商品や原材料の多くを県外からの移入に
頼らざるを得ず、その結果、県外に所得が流出し、域
内経済循環が不十分であることが指摘されていたこと
から、県内外の総需要を県内総生産でどれだけ賄えた
かを表す新たな指標として、域内自給率を設定してお
ります。域内自給率の推計に当たっては、域内経済循
環に関係する公共工事の地元企業受注率や、農林漁業
産出額などの成果目標値等を踏まえ、計量経済モデル
により算出したものであり、有識者から構成された総
合部会等の審議を経て設定されたものです。域内自給
率の見通しとしては、域内経済循環を向上させる諸施
策の展開により、令和２年度の71.5％から令和13年
度は73.4％となると見込まれます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（嘉数　登君）　２、沖縄振興策につ
いての(4)、染織産業の振興についてお答えいたしま
す。
　令和２年度の県の調査によると、染織産業の生産額
は約９億6500万円、従事者数は795人、１人当たり
生産額は121万4000円であり、10年前の平成22年度
の生産額約12億6400万円、従事者数870人、１人当
たり生産額145万2000円と比較して、いずれも減少
傾向にあります。染織は技術習得に時間を要すること
や、市場ニーズに十分に対応し切れていない等の課題
があることから、今後はおきなわ工芸の杜を中心に、
段階的な人材育成を継続するとともに、普段使いも可
能な商品開発を後押ししながら、作り手と異業種の交
流を促進し、販路開拓に取り組んでまいります。
　次に３、新型コロナウイルス対策についての(1)の
ウ、小学校休業等対応助成金の県内実績についてお答
えいたします。
　沖縄労働局によると、同制度の適用が開始された令
和３年８月１日以降の県内支給実績は、令和４年２月
10日時点で、企業からの申請593件に対し、支給決
定件数は450件、支給金額は9491万3410円となって
おります。
　県としましては、国と連携し、県内事業主や労働
者、関係機関などに対し同制度の周知に努めるととも
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に、労働相談業務において情報提供を行っているとこ
ろであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○○保健医療部長（大城玲子さん）　３、新型コロナ
ウイルス対策についての御質問の中の(1)のア、保育
所、学校における検査体制についてお答えいたしま
す。
　学校、保育所等において、陽性者が発生した場合、
クラス単位で幅広く検査を実施してきたところです。
第６波における感染の急激な拡大に伴い、検査に時間
を要したことから、一時、学校については濃厚接触者
を対象として実施していたところですが、委託体制や
運営方法の見直しを図り、クラス単位の幅広い検査を
順次再開しているところです。
　なお、保育所等については、第６波においてもこれ
まで同様に接触者も含めた幅広い検査を継続しており
ます。
　同じく３の(1)のエ、抗原定性検査・陽性者登録セ
ンターの運用実績についてお答えいたします。
　県では、抗原定性検査キットを用いた自主検査の結
果に基づき、電話等のオンラインにより医師の診断を
受けることができる抗原定性検査・陽性者登録セン
ターを令和４年１月26日に開設しております。セン
ターでは、これまでに178件の発生届出を行い、速や
かな健康観察等の支援につなげてきたところでありま
す。なお、現在は、県民向けの一般無料検査や接触者
ＰＣＲ検査センター等による円滑な検査が可能であ
り、医療機関への受診が困難な状況も改善しているた
め、陽性者登録センターについては、即時に再開可能
な体制を維持しつつ、２月末をもって運用を一時休止
しておりますが、感染状況等に応じて迅速に対応して
まいります。
　同じく３の(1)のオ、ＰＣＲ検査、抗原検査の目的
についてお答えいたします。
　ＰＣＲ検査及び抗原定量検査については、検出感度
が高いことから、症状の有無を問わず診断に用いられ
ております。採取が容易な唾液を検体とすることが可
能でありますが、検査機器が必要であり、結果判明ま
でに一定の時間を要する検査となります。一方、キッ
トを用いる抗原定性検査については、ＰＣＲ検査等と
比べて感度がやや落ちるため、無症状者には推奨され
ておりません。鼻腔等から検体を適切に採取する必要
がありますが、その場でかつ短時間で結果が判明する
ため、迅速に診断する場合などに用いられます。それ

ぞれの特性を踏まえた検査が選択されるものと考えて
おります。
　同じく３の(2)、令和４年度のコロナ対策の体制に
ついてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症対策に係る重要事項の決
定に当たっては、新型インフルエンザ特別措置法に基
づき設置される沖縄県新型コロナウイルス対策本部に
おいて、知事を本部長として総合調整を図っていま
す。対処方針等の決定に当たっては、疫学・統計解析
委員会からの毎週の発生動向報告や分析結果の報告を
踏まえ、感染症対策専門家会議から科学的かつ専門的
な知見を得るとともに、経済対策関係団体会議から経
済対策に係る意見の提出を受けております。令和４年
度は、各分野の専門的な立場からの意見を反映させる
体制に拡充することとし、引き続き知事の陣頭指揮の
下、対策本部の体制により、全庁を挙げて、感染症対
策に取り組んでまいります。
　同じく３の(3)、コロナ対策に係る経験及び人材に
ついてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症については、一旦、感染
が収まっても、再拡大を繰り返すこと、幼年・若年
層、壮年層、高齢者など年齢階層により、感染の広が
り方や入院率が異なることなどから、流行状況に応じ
た措置を講ずる必要があります。これらの経験を踏ま
え、医療提供体制の確保、検査体制の拡充強化、ワク
チン接種の促進等に係る新たな課題については、適
宜、新チームを立ち上げ対応してきたところでありま
す。さらに、医療コーディネーターを含めたコア会議
において、医療、介護、福祉のネットワークを構築
し、現状共有、課題分析を行うとともに、衛生環境研
究所においては、多くの疫学データを収集・分析し、
蓄積されているところです。これらの取組が政策立案
を担う人材の育成につながっているものと認識してお
ります。今後も、政策立案と各種対策を並行して実施
することが求められるため、対策本部総括情報部の体
制については、新たに感染対策統括監を設置し、現在
の２課体制から３課体制へ拡充して対応してまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　４、我が会派の代表
質問との関連についての(1)、パブリックコメントの
主な意見についてお答えいたします。
　沖縄県農作物種苗生産条例の制定に当たり、県民の
意見等を把握するため、昨年10月15日から11月30日
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までの47日間に行ったパブリックコメントでは、80
の個人・団体等から意見が寄せられました。主な意見
としましては、１、伝統的農作物の保存・活用、２、
生産者の役割及び消費者の視点、３、生産者が行う自
家増殖、４、遺伝子組換え作物の取扱いの規制などの
意見がありました。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　４、我が会派の代表
質問との関連について(2)、奥武山公園のゴムブロッ
ク舗装の現状についてお答えいたします。
　奥武山公園のゴムブロック舗装については、整備後
約10年経過し、一部において経年劣化による、ひび
割れ、隙間、浮き等を確認しております。県は、修繕
の必要な箇所について、優先順位を決め、順次、修繕
工事に取り組んでいるところであります。引き続き、
適正な公園施設の維持管理に努めてまいります。
　同じく４の(3)、奥武山公園のゴムブロック舗装の
修繕についてお答えいたします。
　奥武山公園のゴムブロック舗装については、経年劣
化による、ひび割れ、隙間、浮き等が生じている状況
であります。その修繕については浮き等が生じにくい
ゴムチップ舗装に見直し、修繕工事に取り組んでいる
ところであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　御答弁ありがとうございまし
た。
　まず再質問、女性の管理職や審議会の登用について
お伺いをいたします。
　せんだって部局から各部局ごとの審議会における女
性の登用状況調査表、それぞれ数字としていただきま
した。大変参考になっております。これを見ますと、
特に女性を審議会で登用している率が部局によってか
なり差があるように見えるんです。その実態について
お伺いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県の様々
な審議会においては、答弁も申し上げましたけれど
も、専門分野であったり関係団体等の代表者に女性が
少ない等の理由により割合が低くなっている部局もご
ざいます。商工労働部などは低い状況となっていると
ころでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　ありがとうございます。

　数字を見ますと、平均が答弁いただいた30.7％
で、部局ごとに大体36％前後のところが多くて、
今、名渡山部長から答弁いただいたように商工労働部
が14％台と、かなり頑張っていただきたいなという
数字になっております。この数字、どのように今御認
識されているでしょうか。どのように人材選定を進め
ておられますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○○副知事（謝花喜一郎君）　商工労働部のものも含め
て、やはり先ほどありましたように、審議会は各界か
らもいろいろお願いしているところですけれども、そ
この役員等がやはり男性が多いというような実態があ
るようでございます。ただ、商工労働部のほうは会議
――私そこで会長を務めていますのでお聞きしました
ところ、やはり努力をしているということで、働きか
けを行って、必ずしも会長でなくてもいいので、その
団体の女性の方を、幹部として副でもいいので出して
もらいたいという働きかけを行って、僅かながら伸び
ているというような報告がございました。それからほ
かの土木関係では、そういった女性を登用することに
ついてまたある程度のインセンティブを与える工夫な
ども行ったらいかがでしょうかというような提案など
もありました。女性登用は玉城県政において重要な課
題だと考えておりますので、しっかりと取り組んでま
いりたいと思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　すみません。商工労働部など名
指しで言ってしまったようで。
　ただ、内訳を見てみると、商工労働部の中でも審議
会によって本当に差があるんですよね。委員会によっ
ては女性比率が50％のところもちゃんと３つありま
す。ただやっぱり、登用率がゼロの審議会もあって、
こういう差が平均値に出てきているのかなと思いま
す。今、副知事から御答弁ありましたように、女性を
委員会、審議会に選出していただきたいという働きか
け、ぜひ続けていただきたいです。
　これも県の取組で、人材情報提供事業というものを
女性力・平和推進課で行っていると承知しておりま
す。この取組について概要をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県では、
各分野で活躍している女性に関する情報を収集・登録
して公表することにより、県や市町村の各種審議会等
への女性の登用促進や諸活動への女性の参画促進を図
ることを目的として、人材情報提供事業を行っている
ところです。この事業で作成した女性の人材育成リス
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トは、県のホームページで公表しておりますので、こ
のような事業を通して引き続き活用を呼びかけて、女
性の政策方針決定過程への参画を促してまいりたいと
考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　このリストを取りまとめている
女性力・平和推進課が、さらにこの事業を拡充してい
くこと、そしてぜひ県の全ての部署が一元化されたこ
の情報を活用していただくことで、女性の審議会への
登用率、上がるのではないかと期待をしております。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時51分休憩
　　　午後３時51分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○喜友名　智子さん　次に、種苗条例についてお伺い
をいたします。
　昨年、パブリックコメントの募集期間を延長して、
今回議案として出てまいりました。まず、条例として
形になってきていること、これまでの農林水産部の職
員の皆様方の御尽力、本当に感謝をいたします。た
だ、パブリックコメントの全容と、あとそれに対して
の部局の見解、これがまだホームページなどに公開さ
れていないんですね。なので、それがどのように条例
案に反映されたのか、直接は私もまだ確認できていな
い部分がございます。
　そして答弁の中にあったパブリックコメントの中で
要望のあった点、４項目挙げていただきました。この
中でやはりぜひ条例の中に入れ込んでほしいというも
のが、種取り農家さんはじめ、種を自家採種するとい
うことを条例に含んでくれという要望、かなりあった
んじゃないかなと思っております。この自家採種につ
いては、条例の中でどのように反映されているでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　種苗法の改正により
まして、今年の４月から登録品種の自家増殖は、品種
育成者の許諾が必要となります。そのため県では、県
内生産者に対し、県が育成した登録品種について、第
三者に種苗を譲渡しないことなどの利用条件を遵守す
ることで、自己の栽培に用いるための増殖許諾手続を
不要とすること、また許諾料についても徴収しないこ
とについて昨年の10月、県のホームページ等で周知
を図ったところであります。そのため、種苗条例の中
には自家増殖については規定しておりません。
　以上です。

○○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　国の種苗法の改正に対応して、
取扱いの許諾料が必要ないという運用にしますという
文書を作り、それとは別に条例をつくったというふう
に理解をしています。ただ、これはやはりぜひ条例に
含めてほしい部分なんですね。県内の農家の多くが懸
念していることは、県が有する遺伝資源、サトウキビ
やサツマイモなどが引き続き、従来と同様に利用でき
るかどうかなんです。今はこの取扱いの文書で担保さ
れていますよということでしたけれども、この部内の
どなたが決裁権を持っているのか詳細把握しておりま
せんが、部内の中で決裁でなくなってしまうかもしれ
ないという文書、これは拘束力がどの程度あるのかと
いう不安、やはりございます。ぜひ条例の中に入れ込
んでほしいなと思っております。
　この文書、この条例とは別にした理由、いま一度お
聞かせいただけますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時55分休憩
　　　午後３時55分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　許諾等の条文につき
ましては、内部で検討しました結果、他府県の状況、
それからこれまでの取扱文書と勘案しまして、条例と
は別途に県民に対してホームページなどで公表するこ
とがより周知を図れるだろうということから、条例と
は別途に決めております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　やはりここは行く行く、条例の
中に一本化をして、拘束力の強いものにしてほしいと
要望をいたします。
　次に、この条例案の中で、種苗の治験提供の依頼が
民間からあったときに、審議会で議論をするとありま
す。その後、決定は知事がしますというふうになって
いますけれども、これ例えば国の方針と異なる場合、
知事が異なる決定をするのはなかなかにハードルが高
いのではないかと思われるんですね。国の種苗法につ
いての方針とこの審議会の方針が異なった場合、知事
が国の方針と違った判断をするということは実際に可
能なのかなと厳しく見ているんですけれども、いかが
でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時56分休憩
　　　午後３時56分再開
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○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　令和３年４月１日付
で、農林水産事務次官通知によりまして、都道府県が
有する種苗の生産に関する治験の民間事業者への提供
に当たっては、その考え方を確認した上で、我が国農
業の競争力の向上に資するか判断し提供することとさ
れております。このことから、種苗条例では、本県の
農業の振興に資するか審議をしまして、提供の可否を
判断することは可能というふうに考えております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　分かりました。
　次に、今、こういったちょっと手続論的なお話をさ
せていただいたんですけれども、やはり種苗条例を何
のために制定するのかという理念の部分、ここはまだ
突っ込んで検討する部分が、議論する部分がないかな
と思っております。例えば、長野県の種苗条例の場
合、理念の部分にこう書かれているんですね。「主要
農作物の種子の生産は、他の品種との交雑及び種子の
流通の国際化により種子の供給が不安定になるおそれ
がある」と、「優良な種子が消費者への安全で安心で
きる食料の安定的な供給に資するものであるという認
識の下に行われなければならない」と長野県は理念で
こううたっています。しかし沖縄県の種苗条例を見ま
すと、このような目的の部分が少し薄いかなと感じて
いるんですけれども、県の理念の部分、こういったこ
と議論されたことはあったんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　長野県の種苗条例を
見ますと、基本理念には、優良な種子の品質の確保及
び安定生産、消費者の安全で安心な食料の安定的な供
給、それから関係団体等が相互に連携して協力するこ
となどを定めているというふうに感じております。本
県の条例の基本理念も、長野県の条例の基本理念と同
様な扱いをしているというふうに考えております。
　県議からの御指摘のことにつきましては、この条例
以外にも、一昨年の答弁でもございますけれども、遺
伝子組換え作物等のガイドライン等についても検討す
るということも答弁しておりますが、この条例とは別
途、他府県等の事例も見ながら少し検討してまいりた
いと考えております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　ぜひよろしくお願いします。
　実はこの条例案が出てから、パブリックコメントの

ときにオープンになっていた条例案と今回議案として
提案された内容がかなり違うと。ちょっとありていに
言えば内容が薄くなっているという厳しい御指摘も少
なからず受けております。やはりここはパブリックコ
メントをもう一度議論していただいて、条例にできる
だけ生かしていくという方向性は持ち続けてもらいた
い。特に、先ほど申しました民間の業者へ種苗の治験
を提供されるときの審議会、この中に消費者、それか
ら農業生産者の代表という明記がございません。これ
はやはりしっかりと明記をしてほしい。さらに遺伝子
組換えとゲノム編集作物の取扱いもぜひ記載をしてほ
しいという声、やはり多いです。今部局から話を聞い
たときには、組換え作物、それからゲノム編集の作物
については、消費者行政の分野であろうという議論が
あったと聞いております。でしたらぜひ、この消費者
行政を担当する部署とも協議して、こういったパブ
リックコメントの声をぜひ反映させていただきたい
と、これは要望として述べておきます。
　休憩お願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時１分休憩
　　　午後４時１分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○喜友名　智子さん　新型コロナの次年度の県の体制
なんですけれども、この中でもまず経済部門について
お尋ねをさせてください。
　昨年の11月の一般質問で、那覇空港の国際線の再
開についてお尋ねをいたしました。そのときは感染状
況が落ち着くのを待ってからという答弁と覚えている
んですけれども、ただ国際線再開に向けての準備は着
手できるのではないかと申し上げた記憶がございま
す。その後進捗はどうなっているでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時２分休憩
　　　午後４時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　国際線の再
開に当たっては、空港内での人検疫に係る体制をどう
再開していくか、整備していくのかというのが課題と
なっております。その整備につきましては、基本的に
は国の責務で取り組むべきでありますけれども、県と
してどのように国に協力することができるのかと、そ
れを背景にどう求めていけるのかというところを検討
する必要がございます。感染状況が収束していた11
月から12月の時期において、感染症対策や医療体制
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を所管する保健医療部、それから那覇空港の施設管理
を所管する企画部、下地島空港・新石垣空港の施設管
理を所管する土木建築部、国際物流を所管する商工労
働部と、まずは個別で再開に向けた協力依頼と課題等
について意見交換を行ったところであります。この個
別の聞き取りを踏まえ、関係課で情報共有と共通認識
を持つ必要がありますので、１月に入りまして関係各
課でまた一堂に集まって意見交換を開催しまして、各
課の役割や再開に向けた取組について確認を行ったと
ころです。
○○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　今、国際線の再開は国の責務で
あって、県はどう協力するかとおっしゃっておいでで
した。この問題を取り上げたのは、文教厚生委員会に
上がってきた国際線の皆様からの陳情文書が基になっ
ております。彼らが求めているものは、県の協力とい
うよりももっと踏み込んで、一緒に国へ要請してほし
いということなんです。なので国の責務であるという
ことは分かりながらも、やはり県が業界団体と一緒に
なって国に働きかけをしなければ、なかなか感染が収
まるまでと言っていては、準備すら着手できないとい
う危機感を私持っております。特に去年お話を伺った
ときに、航空会社の方々がおっしゃっていたのは、次
のゴールデンウイーク、夏場、もう今年の５月と７～
８月ですよね。もうこのチャンスは失いたくないと。
これを逃したら撤退をするという判断もあり得ると
おっしゃっているんです。やはりもう今３月も末に
なって、近づいてきて、サマーダイヤ、夏の運航スケ
ジュールが出る時期です。この時期にやはり感染状況
がまだ下がらないということは、それはそれとして、
やはり準備の段取りだけは進めておかなくてはいけな
いと思います。このときに１月に集まって意見交換を
したという内容、少し教えていただけますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時６分休憩
　　　午後４時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　各課の役割
につきまして、保健医療部感染症対策課及びワクチン
接種等戦略課においては、県内の医療提供体制におけ
る検疫との連携や医療分野との調整、企画部交通政策
課については、那覇空港の施設部分に係る検疫との連
携、下地島空港及び新石垣空港の施設部分での連携に
ついては土木建築部の空港課、国際物流については商
工労働部アジア経済戦略課が、国際線再開を図るため

にそれぞれの各課のカウンターパート――国なり関係
機関のカウンターパートと調整を行うことについて確
認をしたところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　ありがとうございます。
　この中でどういった計画に基づいて那覇空港の国際
線の再開に向けて動くのだろうと。観光危機管理計
画、基本計画と実行計画のほう両方拝見をいたしまし
た。実行計画のほう、特に分かりやすい内容になって
おります。ただ、その中で一つ気になっているのが、
空港再開、空港復興についての計画がないということ
なんです。空港については、例えば地震だとか洪水だ
とか自然災害についてのリカバリープランは触れられ
ているんですが、感染症についてはなかったと。特
に、コロナのような長期な影響を恐らく想定していな
い計画ではないかと思います。今、実際目の前にある
この那覇空港国際線の再開の作業の中で、この観光危
機管理計画について何かコメントございますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時８分休憩
　　　午後４時８分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　観光危機管
理計画、その実行計画の中では、危機の発生時の手順
として、発生状況に応じて初動対応、応急対応、復興
対応のその各フェーズに応じて役割分担と対応が定め
られているところです。初動対応では、感染状況の情
報収集や観光客向けの情報発信体制設置など、応急対
応では、観光客向けの感染予防の情報の発信や事業継
続対策など、復興対応では、観光旅客プロモーション
の活動や事業継続対策、風評被害などというようなも
のが記載されておりまして、その中の感染症が収束す
る段階における復興対応においては、県は関係団体と
連携して観光産業の早期回復を図るためのプロモー
ション等と事業継続等の支援を迅速かつ効果的に推進
するための施策等を企画・実施するという規定がござ
います。この施策等を企画するという中に、危機事象
を捉えた――どのような危機が、影響が出ているかと
いうところがありますので、その中で国際線の再開が
必要ということであれば、それの対策についても盛り
込むと。それで、関係機関と連携して対応していくと
いうことになると考えています。
○○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　感染が収束して必要であれば計
画をつくるというふうに今聞こえたんですけれども、
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感染収束――もう今、なかなか新規感染者数が下がら
ず、変異株が来るとまた増えるのではないかという状
況の中で、当然のことながら感染対策は進めていただ
き、やはりそれとは別にきちんと観光業界、特に国際
線の皆さんに応える形で計画をつくることが必要じゃ
ないかと思います。今ならまだ夏場の需要にぎりぎり
間に合うと思いますが、計画を見直す気はありません
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。　
　　　午後４時11分休憩
　　　午後４時11分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　計画の見直
しという部分については、今般の感染症の影響が長期
にわたるというところで、その計画をつくった当時想
定されていない程度の長期にわたる影響があるという
部分では、今後見直しが必要になってくるかとは思っ
ております。
　国際線の再開に向けてはというところでは、現計画
の中でも、先ほど申しましたように施策等を企画実施
するという中に含まれてきますので、そこを捉まえま
して、具体的に国際線の再開に向けて、先ほどありま
したように、観光業界のみならず県経済界、医療分野
も含めて、沖縄県の総意として合意形成を図る必要が
ありますので、そういう合意形成に向けて先ほど確認
しました関係部局の役割分担を踏まえて取り組んでい
きたいと思っています。
○○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　振興策の中の海洋島嶼圏、新時
代沖縄、これをつなぐのはやはり島嶼圏では飛行機、
翼であろうと思います。ぜひ計画のほう策定いただく
ようにお願いをいたします。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後４時12分休憩
　　　午後４時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　議長、休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時35分休憩
　　　午後４時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○比嘉　瑞己君　よろしくお願いします。

　それでは最初に、我が党の代表質問との関連からお
聞かせください。
　玉城ノブ子議員の代表質問において、就学援助制度
の周知徹底に大きな役割を果たしてきたテレビコマー
シャルなどの再開を求めましたが、明確な答弁があり
ませんでした。就学援助のコマーシャル広報事業を急
いで再開するべきだと思いますが、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　就学援助コマーシャルの再開についてという御質問
でございます。
　平成30年度の沖縄県小中学生調査では、就学援助
を「知らなかった」と回答した保護者が、前回調査の
約20％から約６％と大幅に改善しました。このこと
から、一定の成果が得られたものと考え、就学援助制
度周知広報事業は、令和元年度で終了しております。
現在は、テレビ広報番組うまんちゅひろばやラジオ県
民室などの県や市町村の広報媒体を活用するほか、進
級時や入学時にチラシを配布するなど広く支援が届く
よう周知しておりまして、そういった形で就学援助制
度を周知しております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　知事に伺いたいと思います。
　知事は、このコマーシャルを聞いたことありますで
しょうか。この制度の周知徹底はもちろんなんです
が、明るい歌に乗せてこの就学援助制度を知らせるこ
のコマーシャルによって、多くの県民が就学援助を受
けることは恥ずかしいことではない、困ったときには
誰でも利用していいんだという、こうした認知がされ
たことも大きな成果だと思います。入学式の季節が来
ました。ランドセル４万円、中学校に上がるとき、制
服４万円、学校指定のジャージ、体育着、上履き、そ
して教科書も今は買うそうです。保護者の負担、大変
です。教育委員会の努力で制度の周知徹底は進みまし
たが、これから初めて入学式を迎える保護者の中に
は、制度を知らない方もまだいると私は思います。
　知事、このコマーシャルの事業の財源ですが、知事
が今回60億円に積み増しした子ども基金です。子供
の貧困解決に大きく貢献しているこうした事業にこそ
充てるべきだと私は思います。知事、どうでしょう
か。今コロナ危機でもあります。新学期が始まる今こ
そこのコマーシャル事業、一日も早く再開させるべき
だと思いますが、知事の見解をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御案内のこの就学援助
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制度についての基金の活用についてですが、この就学
援助制度、平成28年に設置した沖縄県子どもの貧困
対策推進基金を様々な場面で活用するということにつ
いても十分検討できると思います。これまで県の周知
広報事業や市町村における認定基準の緩和など、取組
によって全国２位の就学援助率ということになってい
るのも、各界の御協力あってのことだと思います。基
金を活用した就学援助の充実に向けては、今年度実施
いたしました沖縄子ども調査の結果や市町村との意見
交換を通して、援助が必要な児童生徒に支援が届くよ
うに、しっかりと頑張ってまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　コマーシャルの再開もよろしくお願
いします。
　それでは、ちょっと順番を変えまして、動物愛護の
ほうから行いたいと思います。
　(1)、犬・猫の殺処分の件数の推移、廃止に向けた
取組をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　犬・猫の殺処分数は、過去30年で最も多かった平
成８年度時点で年間２万4257頭でしたが、平成30年
度898頭、令和元年度643頭、令和２年度323頭と減
少しております。
　県としましては、引き続き適正飼養の啓発等に取り
組むとともに、譲渡推進棟の整備、譲渡ボランティア
への飼養費等支援などを行い、さらなる犬・猫殺処分
の削減に向けて取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　犬の殺処分の状況、お聞かせくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時40分休憩
　　　午後４時41分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　令和２年度の実績です
と、犬が41頭となってございます。
○○比嘉　瑞己君　譲渡可能な犬も。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時42分休憩
　　　午後４時42分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○環境部長（松田　了君）　失礼しました。
　譲渡可能な犬の殺処分数は、ゼロでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。

○○比嘉　瑞己君　これすばらしいことだと思うんで
す。犬については譲渡可能な犬ですけれども、そこは
もうゼロになったんです。
　ここから猫についてお聞きしたいと思います。
　今大分、殺処分は減りましたが、それでもやはり猫
はまだ多い状況です。しかもこの殺処分される猫のほ
とんどが生後間もない子猫です。これまでそうした殺
処分がされてきたわけですが、動物愛護管理法の改正
によって、飼い主がペットの命を最後まで責任を持っ
て飼育する終生飼養というものが法律に明示され、そ
して自治体は、所有者のいる犬や猫の引取りは拒否で
きるようになりました。
　そこで伺いますが、飼い主のいない猫の引取り件数
は、10年前と比較してどうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　飼い主のいない猫の引取り件数は、県全体で平成
22年度4809頭であったのが、令和２年度468頭と
なっており、約10分の１に減少しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　殺処分も減ったんですけれども、
引取りも10分の１になっているわけです。その一方
で、その苦情とか生活環境への相談というのは年々増
えている状況だと思います。この飼い主のいない猫
は、じゃどこに行ったのか。今、この地域のＮＰＯや
ボランティアの皆さんが一生懸命、地域猫の活動を
行っております。
　そこで(2)ですが、地域猫活動の実績と課題を伺い
たいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　地域の合意の下、地域住
民が主体となって、飼い主のいない猫に不妊去勢手術
を施し、その地域で衛生的に飼育管理を行う地域猫活
動に関して、県は、２地区をモデル地区として選定
し、不妊去勢手術等の支援を行っております。地域猫
活動の実施に当たって、地域で合意形成を図ることが
大変重要であると認識しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　この沖縄県の地域猫、これは飼い主
のいない猫対策マニュアルというのを沖縄県がつくり
ました。これは策定したのが2013年、大分前なのに
今でも試行版というふうになっているんです。10年
近くたっても、沖縄県がやっている地域猫がまだ２つ
の地域にとどまっているというのは、やはり改善が必
要じゃないかなと思います。ボランティアの皆さんの
話を聞きますと、やはりこの地域猫の活動に対する
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ハードルがあまりにも高過ぎる。とても理想ではある
んだけれども、現実的ではないとおっしゃっていまし
た。
　先進地の神奈川県、あるいは東京の練馬区では、地
域にボランティア２人がいれば、この地域猫活動を行
政も応援する、このようにマニュアルがつくられてい
るそうです。県も抜本的にこれを改定して本格運用す
るべきじゃないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　地域猫活動には地域の理
解と協力が必要と考えておりまして、まずは県の取組
について市町村等へ説明を行うとともに、また他県の
状況を調査しまして、地域猫活動を広めていく上で、
どのような改善が必要かということについて検討して
まいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　ぜひ早めにお願いします。
　それで今、行政がいろいろやっているんですけれど
も、実際に活動しているのはボランティアの皆さんな
んです。今この不妊去勢手術、ＴＮＲ活動と言われる
活動ですが、これもうほとんどボランティアの皆さん
が担っています。どうぶつ基金という民間の公益団体
の財源でもってやっていて、手術のお金はそれで賄え
るんだけれども、日々の活動というのはみんな自分た
ちのカンパだったりそういったので活動しているんで
す。そこでやはりこのボランティアの皆さんに、沖縄
県としてはどのように評価をしていらっしゃるのか。
一方で、県民もこの猫たちの殺処分をなくしたいと
思っている方、たくさんいます。私の元にも寄附をし
たい、こういった声も聞こえてきました。そこで私、
この猫のために何かをしたい、持続可能なこの地域猫
活動をしていく上で、私は沖縄県として基金をつくっ
てはいかがかと思いますが、２点お聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　沖縄県動物愛護管理推進
計画の基本理念であります、人と動物が共生できる沖
縄県の実現に向けまして、ボランティアの活動は非常
に大きな役割を果たしていると認識しております。
　県としましては、動物愛護思想の普及啓発や殺処分
ゼロに向けた取組等を推進するため、引き続きボラン
ティアと連携、協働してまいります。
　また、地域猫活動に係る基金の設置につきまして
は、他県の設置状況やその活用内容等について、情報
収集した上で検討してまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　この数年間で大分殺処分が減って前

進しているんですけれども、やはりこうした基金の設
置ももっと前もってできなかったかなと思いました。
それ見ていくと、その基本理念となる条例が沖縄県に
まだないんです。ただ、その動物愛護条例、全国の状
況を見ると、もう47都道府県のうち45都道府県がつ
くっています。私はこの際、沖縄県もこの動物愛護条
例を制定する必要があると思いますが、いかがです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　殺処分について、地域の皆
さん、それから県民の皆さん、もちろんボランティア
の方々含めていろんなその連帯の中で取り組まれてい
ることによって、救える命がどんどんつながっている
というように認識しております。実は私の家にも引取
り猫が１匹おりまして、先住猫と折り合いをつけなが
ら２匹一緒に暮らしているんですが、やはり生き物を
飼う責任というのは家族同様という気持ちで見ている
と、本当に日々の癒やしにもなりますし、またちょっ
とした会話のきっかけにもなるということも考える
と、本当に人と動物のこのいられる関係というのは非
常に重要だと思います。
　議員御案内の条例の件についても、基金の件も含め
てしっかり前向きに検討してまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　知事、よろしくお願いいたします。
　次に(3)番ですが、沖縄県議会は昨年、闘鶏禁止条
例の制定を求める陳情、これを全会一致で採択してお
ります。その後、闘鶏禁止条例制定へどのような動き
があったのか、見解をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　愛護動物の体の一部を切除したり、動物同士を戦わ
せて負傷した場合、適切な治療を施さずに放置・遺棄
する行為は、動物の愛護及び管理に関する法律第44
条第２項及び第３項に違反すると考えております。
　県としましては、市町村や県警など関係機関と連携
し、闘鶏に関する実態把握や情報収集に努め、同法違
反が確認される事案に対しては厳正に対処してまいり
たいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　警察本部長にお聞きします。
　先日、この陳情を提出したボランティアの方を私、
訪ねました。この方、５年前からこうした傷つき瀕死
の状態で遺棄されていた闘鶏を保護しているそうで
す。実際現場を見たら、まだ110羽、シャモが保護さ
れていました。多くの鳥たちが頭は陥没し、目は潰さ
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れ、本当に痛々しい姿でした。陳情者のこの独自の調
査では、現在行われている闘鶏というのは、人目を忍
んで行われていて、爪やくちばしを切断する。その受
け手と呼ばれる弱いシャモと、攻撃役のシャモを戦わ
せて、どれだけ何分耐えられるか、こういったことで
賭け事もしているらしいという情報が寄せられている
そうです。
　全国では、今５つの都道府県が闘鶏禁止条例を公安
委員会の所管として制定しているようであります。た
だ、この条例制定、この闘鶏の状況、現場の実態把握
が鍵を握っていると思いますので、やはり県警の果た
す役割が大きいと思います。私はこのような残酷な闘
鶏は、文化でも何でもないと思います。環境部長が
おっしゃったように、これは法律に違反しています。
　そこで、県警としてのこの問題意識についてお聞か
せください。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　今御指摘の点でござい
ますけれども、いろんな事案が我々情報として入って
くるわけでございますが、例えばこの動物愛護法違反
とか、そういったものを、要するに動物の虐待が疑わ
れる事案とかそういった事案を覚知した場合でありま
すとか、先ほどおっしゃられたような情報が寄せられ
た場合には、その辺の負傷の原因とかその経緯とか事
実確認、これを徹底いたしまして、法と証拠に基づい
て適切に対処していく所存でございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　ぜひ捜査のほうよろしくお願いいた
します。
　それでは、１番の新たな沖縄振興計画について伺い
ます。
　今回の計画案では、これから10年かけて県民所得
を291万円にすると、このように展望値が掲げられま
した。県民所得の向上の取組についてお聞かせくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　１人当たり県民所得は、
全国平均の７割程度にとどまっており、この要因とし
ましては、県内産業の労働生産性や経営基盤の弱さ等
に起因した課題があると認識しております。
　県としましては、産業のＤＸ導入や産業人材の育成
などを積極的に推し進め、労働生産性や稼ぐ力の向上
を図るとともに、域内経済循環を高める施策を総合的
に展開することで県民所得の向上に努めてまいりま
す。

○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　本土復帰から50年、これまで沖縄
振興予算、13兆円つぎ込まれたと言われています。
しかしいまだ県民所得は全国最下位クラス。今回のこ
の新たな計画において、域内自給率、こうした新しい
指針を設けたということに大変大きな期待を寄せたい
と思います。
　それで、部長にお聞きしたいんですが、これまで沖
縄振興が本土環流、ざる経済とも呼ばれてきました
が、分野ごとの具体的な事例について教えてくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　沖縄県は農林水産業や製
造業といった生産部門の割合が低く、商品や原材料の
多くを県外からの移入に頼らざるを得ず、その結果、
県外に所得が流出し、域内経済循環が不十分であるこ
とが指摘されてきているところです。また、例えば土
木建築分野においては、大型工事等の高い技術が必要
とされる案件は、県外大手企業が受注しているケース
があり、また建築資材等についても県外からの調達と
指摘されているところです。また、飲食料品製造業の
分野においては、パッケージ・ラベル等の梱包材のほ
とんどが県外事業者から調達されていることも指摘さ
れておりますし、情報サービス分野においては、下請
型ビジネスの割合が高く、賃金が域外へ流出と指摘さ
れているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　それぞれ課題があると思うんですけ
れども、私これからの振興計画で、第１次産業がもっ
ともっと重要視されたほうがいいんじゃないかなと
思っています。やはりサービス産業でも加工業にして
も、その根っこにある第１次産業をしっかりと振興し
ていかないといけないと思うんです。この第１次産業
の域内自給率を高めることによって、沖縄の経済の波
及効果とかはどのようになると皆さん考えています
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　第１次産業においては、
最も基本的な原材料を提供する産業でございます。第
２次、第３次産業との積極的な連携による地産地消の
量的拡大に取り組むことで、その波及効果は高くなる
ものと考えております。第３次産業である飲食店にお
いて使用される食材が県内産の場合、そのサプライ
チェーン上のあらゆる工程を県内事業者が担うことに
なります。関わった事業者の多くの所得が県内で循環
することになると考えております。
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○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　そのとおりだと思います。
　それで今回のこの新たな振興計画（案）、この冊子
を見ても、今回多くの議員の皆さんから域内自給率に
質問が集まりました。ですが、この肝腎の計画の中に
単語としてはあるんですけれども、なかなかはっきり
とした打ち出しができていないんじゃないかなと思い
ます。私はこれ一つ章立てをしてでも入れ込むべき大
きな挑戦だと思います。これをしっかりと明記すべき
だと思いますが、いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御案内のように、観光
産業と第１次産業が結びつくということは、実は沖縄
の観光の将来性もそこにかかっているだろうと思いま
す。域内自給率をしっかりと満たしていくことは、議
員が御案内のように様々な産業がそこに連携していく
わけですから、それだけでも域内の活性化が図られる
ということです。
　それからこれはまた別の視点ですが、なぜ観光と第
１次産業が関わっているかというと、ハワイはほとん
ど第１次産業から第３次産業に転換をしたがために、
非常に――こう言ったら失礼ですけれども、いびつな
形でのその経済の成り立ちになっているということを
ある専門家の方からお話を伺いました。ですから本来
であればしっかりとその全面展開していく場所がある
のであれば、その後方でそこに――何ていうんでしょ
う、運んでいく食材はやっぱり域内でしっかりと作る
べきであるというのもその専門家の方の御意見だった
んです。ですから、それは沖縄にとっても非常にハワ
イとはまた違う有利性のある場面でもあると思います
ので、この振興計画の中でもそこがしっかりと打ち出
していけるようにまた検討していきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　ありがとうございました。
　続いてですが、沖縄復帰特別措置法の期限を迎え
ます。これまで泡盛には35％、オリオンビールには
20％の酒税軽減措置が行われてきましたが、これが
これから段階的に10年後には廃止になってしまいま
す。この酒税軽減措置の廃止を見据えた取組が今求め
られていると思いますが、伝統文化、そして地場産業
としての琉球泡盛への支援についてお聞かせくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（嘉数　登君）　泡盛は、各種伝統行
事や料理等に用いられるなど、歴史的・文化的にも重
要な産品であり、また、泡盛製造業は、地域の活性化

や雇用の確保に寄与する重要な地場産業であります。
このため、県では、個別酒造所に対し、消費者の嗜好
に対応した商品開発やマーケティング強化のハンズオ
ン支援を行うとともに、業界全体で行う泡盛のブラン
ディングへの取組を支援しております。また、今後
は、令和２年11月に設置いたしました県、業界及び
有識者から成る県産酒類振興検討会におきまして、業
界の経営課題や振興策を検討することとしており、引
き続き自立的経営を目指す業界の取組を支援してまい
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　これまで泡盛は、この沖縄振興計画
の中でもこの地場産業としての支援でした。一方で、
このほど国が泡盛を含む日本の伝統的酒造りをユネス
コの無形文化遺産候補に推薦することを決めました。
　教育長に伺いたいんですが、この泡盛は琉球王国時
代から続く私たち沖縄の大切な文化だと思います。沖
縄県として泡盛の文化財指定も行うべきではないです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　先日、文化財保護法が改正をされました。それで国
において登録無形文化財への登録という――昨年12
月でございますけれども、日本酒、焼酎、泡盛などが
日本の伝統的酒造りに登録をされたというふうに聞い
ております。泡盛につきましては、文化財としての側
面からどのような取組が可能か研究してまいりたいと
思います。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　今、教育長が御案内していただいた
ように、今回政府はこの泡盛だけじゃなくて、日本国
内のお酒の伝統的な酒造りの過程を申請しているよう
です。一方で、私たちのこの泡盛は、この黒こうじ菌
を使って製造する。そして年月かけて古酒に育ってい
くという独自の文化だと思うんです。私その視点では
十分県の文化財にも指定できると思っております。
　企画部長に伺いたいんですが、この振興計画の中
で、今も地場産業だけの位置づけなんです。ですが、
戦前は各家庭に年代物の古酒の泡盛のかめが置かれて
いたそうです。戦争によってほとんどが失われてしま
いましたが、この新たな沖縄振興計画においては、地
場産業としての泡盛振興ももちろんですが、沖縄が世
界に誇る文化としての泡盛振興も位置づけるべきだと
思いますがいかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
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○○企画部長（宮城　力君）　伝統的食文化等について
は、基本施策「沖縄文化の保存・継承・創造と更なる
発展」の中で今位置づけているところでございます。
今議員御提案の琉球泡盛に係る件につきましては、ど
のような記載が可能か関係部局と調整してまいりたい
と思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　よろしくお願いします。
　それでは、２番の平和行政についてお聞きします。
　(1)番ですが、沖縄戦戦没者遺骨収集事業の実績を
お聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県では、
戦没者遺骨収集情報センターへの遺骨情報の一元化を
図るとともに、ボランティアへの活動支援を行うな
ど、遺骨収集の加速化に取り組んでいるところです。
令和３年３月末現在、戦没者18万8136人のうち18万
5342柱が収容されましたが、いまだ収容がかなって
いない御遺骨が2794柱残されているところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　政府は、2016年に戦没者遺骨収集
推進法を策定いたしました。そして今、2024年度ま
でを集中実施期間として取り組むことになっていま
す。国の責務として遺骨収集を実施すると明記されて
おりますが、実際にはそのほとんどが沖縄県に委託を
されており、また沖縄においても遺骨収集に当たって
いるのはボランティアの皆さんが多くいらっしゃいま
す。集中期間のこの５年間、沖縄県と国の遺骨収集の
実績はどうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　遺骨収集
事業におきましては、重機を使ったような大規模なも
のを国が直接、そして主に地表面は県が委託を受けて
実施をしているところでございます。遺骨収集法が制
定されました平成28年度から令和２年度までの実績
のうち、国が直接行って収容しました柱が４柱、県で
収容しました柱が138柱ということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　国はこの集中実施期間において現地
調査も集中的に行い、それらの情報等を基に戦没者の
遺骨収集を実施するといっております。昨年、沖縄県
と県戦没者遺骨収集情報センターの調査によって、糸
満市米須での土砂採掘予定地で、戦没者のものと見ら
れる骨片が十数個見つかっています。あの一帯の近く
には、シーガーアブと呼ばれる大きな自然壕がありま
す。沖縄戦の末期に有川中将が自決した壕としても知

られる大変大きなアブです。このシーガーアブの調
査、遺骨収集はこれまで行われていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　シーガー
アブにつきましてですが、昭和36年当時の新聞報道
で、魂魄の塔近くの――シーザー壕という書きぶりに
なっていますが恐らく同壕のことだと思っております
が――において、約70柱収集されたということが記
載されております。また昨年の２月に、遺骨収集ボラ
ンティアの具志堅氏が同アブの調査に入ったというこ
とも聞いているところでございます。
　今後、遺骨の存在が確認できる確度の高い未収骨情
報が得られた場合には、地権者等と調整しながら遺骨
収集を実施してまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　続いてお聞きします。
　沖縄の戦中・戦後に、捕虜になった県民や日本兵は
米軍の捕虜施設に収容されました。県内には幾つの収
容所があり、また収容所には埋葬地があった収容所も
あるそうですが、それら収容所の埋葬地、ここの調査
や遺骨収集というのは十分でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　沖縄県史
によりますと、収容所には捕虜収容所と民間人の収容
所があり、捕虜収容所が1946年４月末の時点で８か
所あったようでございます。また民間人収容所は各地
で適宜つくられ、移転・閉鎖または合併されたりし
て、1945年９月から10月頃の本島と周辺離島には12
か所の民間人収容所が設置されたと書いてございま
す。これらの収容所に埋葬地が併設されていたかなど
については、把握できていないところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　これら収容所の件についても、調査
はまだまだこれからだと思うんです。今、国はこの集
中期間を2024年、もうあと２年で終わるというふう
になっています。戦没者の遺骨収集に係る国の主体的
な役割というのを十分には果たしていないと思いま
す。沖縄県としてこの集中期間の延長、そして中身の
拡充を国にしっかりと求めるべきだと思いますがいか
がですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　新たな振
興計画につきましても、残された戦後処理問題の解決
といたしまして、戦没者遺骨収集の取組強化といたし
まして、遺骨所在の現地調査も含めて国による遺骨収
集活動を求めますということも記載しているところで
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ございます。
　県といたしましては、今後引き続き情報収集に努め
ながら、国とも連携をいたしまして、一日も早く一柱
でも多く御遺族の元に御遺骨がお返しできるように遺
骨収集に取り組んでまいります。
○○比嘉　瑞己君　議長、休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時９分休憩
　　　午後５時９分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　いまだ多
くの御遺骨が御遺族の元に返っていない現状を鑑みま
したら、今後引き続き連携して取り組みながら、この
集中取組期間の延長についても国に求めてまいりたい
と考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　続いて(2)番ですが、沖縄戦跡の文
化財指定の状況についてお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　戦争遺跡は、沖縄県の歴史の正しい理解のために欠
くことができないものであり、かつ歴史上、学術上の
価値を有する文化財であるというふうに認識しており
ます。
　県教育委員会では、過去に行った分布調査等におい
て1077か所の戦争遺跡を把握しております。そのう
ち、文化財指定を受けているものは、令和４年１月現
在で27件ございまして、内訳は県指定１件、市町村
指定26件となっています。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　これまで沖縄県としては調査を中心
にやってきて、1077か所はあるということは分かっ
ている。ただし文化財指定というのはまだまだだと思
います。県内には慰霊碑、慰霊の塔というのも数多く
あると思うんですが、その数や運営状況についてもお
聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　さきの大
戦により犠牲となった戦没者の御霊を慰めるためにと
いうことで建立された慰霊塔が、県内には440基建立
されているところでございます。令和２年度に保存状
況等調査いたしましたが、ひび割れやコンクリートの
剝がれが確認された慰霊塔もございましたが、安全面
で懸念のある慰霊塔は確認されなかったところです。
管理状況といたしまして、管理者不明な慰霊塔は48

基となっておりますが、不明な慰霊塔でも地域の住民
の方々が清掃などを行って、適宜管理はされている状
況であったということが調査結果で分かったところで
ございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　教育長に伺いたいと思います。
　戦後77年になりました。体験者や遺族も少なくな
る中、この戦争遺跡は沖縄戦を伝える語り部としての
役割もあると思います。これまでこの戦争遺跡という
と、戦中や戦争当時の、戦前のとかですが、対象だっ
たと思うんですけれども、慰霊碑や慰霊塔というのは
戦後になるわけです。ですがもう77年たって、この
慰霊碑・慰霊塔も私、戦争遺跡の対象にするべきだと
思うんです。教育長、どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　議員御指摘のとおり、戦争遺跡は戦前から戦中に形
成された戦争に関する施設、または戦災を受けた痕跡
等を指すものでございまして、戦後に建立された慰霊
碑や慰霊塔は現在のところ戦争遺跡というふうには認
識しておらず、文化財指定の対象ともしておりませ
ん。ただ、議員御指摘のように、慰霊碑・慰霊塔の中
には77年、かなり古いものもございます。今後関係
部局と連携して研究していきたいというふうに考えて
います。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　よろしくお願いします。
　(3)番、沖縄戦跡国定公園の在り方について、見解
をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　沖縄戦跡国定公園は、第
二次世界大戦における激戦地として知られる本島南部
の戦跡を保護し、戦争の悲惨さ、平和の尊さを認識
し、20万余りの戦没者の霊を慰めるとともに、雄大
な海蝕崖景観を保護することを目的に設けられた公園
であります。同公園は、戦跡としての性格を有する国
定公園としては我が国唯一のものであり、自然環境の
保全と利用の均衡を保ちつつ、次世代に受け継いでい
くことが重要であると考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　昨年、私たち県議会は、沖縄戦戦没
者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求め
る意見書を全会一致で可決をいたしました。私はあの
ときいろいろ調べて、平和祈念公園だけじゃなく糸満
市摩文仁を中心に広がる南部地域一帯が沖縄戦跡国定
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公園であることを初めて知りました。そしてその国定
公園が戦跡としては日本でただ唯一の沖縄の戦跡国定
公園であることも知りました。
　なぜ日本で唯一沖縄だけが戦跡国定公園として認め
られているのか、大変感銘を受けたんですが、その登
録された日を見てみると、今からちょうど50年前、
1972年５月15日、沖縄が本土に復帰したまさにその
日でした。日本にとっての沖縄返還の思いに触れたよ
うな気がして、大変感激をいたしました。もっと当時
のことを知りたいと思い、私いろいろ調べてみます
と、実は記録はさらに遡ることができました。
　ここに、私たちの議会事務局の図書室で琉球立法院
の議事録をお借りしております。（資料を掲示）　こ
の沖縄戦跡国定公園、復帰前は琉球政府立の戦跡公園
だったんです。そうした歴史を知ったわけですが、当
局にお聞きします。この琉球政府の沖縄戦跡政府立公
園が設置されたとき、当時の琉球政府や公園審議会、
そしてこの私たちの先輩である琉球立法院ではどのよ
うな議論が行われておりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　1962年12月、当時の琉
球政府は政府立公園審議会に政府立公園候補に係る諮
問を行っております。同審議会では、1965年５月に
琉球の優れた自然と史跡景観を対象とし、観光や住民
の保養に寄与するものとして南部戦跡等を政府立公園
候補地として答申しております。その後、1965年10
月に当時の琉球政府が沖縄戦跡政府立公園等として指
定したという経緯がございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　景勝地としてだけの視点でしたか。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　いわゆる現在の自然公園
法では、史跡という観点は含まれておりませんけれど
も、当時の議事録には、沖縄の場合は戦跡という特殊
性があるので、その点も加味すべきであるというふう
な御意見が記されてございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　当時の審議会の様子を見てみます
と、この景観はもちろんなんですけれども、やはり戦
跡としての南部地域というものがあると。この地域は
戦争の悲惨さを伝え、恒久平和を願う慰霊の地として
の史跡なんだということが明確に打たれているんで
す。今の日本の自然公園法には残念ながらその観点は
ありません。復帰に伴い琉球政府立公園は日本の国定
公園になっております。
　戦没者の遺骨が眠る土砂を埋立てに使ってはいけな

いと県議会決議のように私も思っています。琉球政府
立の公園だったこの経緯を踏まえて、戦争の記憶を風
化させない新たな条例制定が必要だと思いますが、い
かがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時18分休憩
　　　午後５時18分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　戦没者の
御遺骨がいまだ残されているかもしれない場所からの
土砂を使用することは、悲惨な戦争を体験した県民や
御遺族の思いを傷つけるものであると考えておりま
す。
　さきに答弁申し上げましたとおり、御遺骨が残って
いる可能性があること自体を理由として私権を制限す
るとした場合は、整理すべき課題があるものと認識し
ているところではございますが、県としましては、県
議会の決議を踏まえ、関係部局間で検討することとし
ておりまして、引き続きどのような対応が可能か検討
してまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　ここからは照屋副知事にお聞きした
いと思います。
　こうした歴史的な経過がありました。今年は戦後
77年です。祖父や祖母、父や母から沖縄戦の悲惨さ
を直接聞いてきた私たち最後の世代として、この沖縄
戦の記憶の継承、これは私たち世代の大きな責務だと
思います。琉球政府立の公園として、あの南部一帯の
地域に込められた慰霊と鎮魂の思いを、私たちは守り
続けていく責任があるのではないでしょうか。
　今部長は、これからも研究を続けていくと言うんで
すけれども、やはりここは三役の決意が必要だと思う
んです。この戦争の記憶を風化させない、この新たな
条例制定について副知事のお考えをお聞かせくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○○副知事（照屋義実君）　お答えしたいと思います。
　私も戦後２年目の生まれでありまして、直接両親あ
るいは近隣の親戚の方々から戦争体験の記憶について
聞かされることが数多くありました。その中で私自身
も祖父母の遺骨が返ってきていないということはさき
の議会でも申し上げたとおりでありますけれども、そ
ういうふうな中で、実際にその祖父母の亡くなったあ
の森の近辺を通りますときには、そういうふうなこと
を思い出したりしながら、そのよすがをしのんでいる
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わけであります。戦争の悲惨さ、平和の尊さというの
は、数多くの県民がひとしくそういうことがあっては
ならないというふうなことを常に言い続けてきたこの
77年間だっただろうというふうに考えております。
　物言わぬ語り部としての壕の存在も数多く県内には
あるわけでありまして、いまだに戦後処理は済んでい
ないというふうにも認識をいたしております。した
がってこの事案につきましては、ぜひ庁内で立ち上が
りましたワーキングチームの中で、前向きに検討して
いくというようなことを既に三役で申し合わせしてい
るところではありますけれども、これが規制条例にな
るか、あるいは理念型の条例になるかというふうなこ
との問題も含めて、その可否についてまず検討してい
こうというふうなことにしておりまして、願わくは議
会の議員の皆様方の中におかれましても、その条例づ
くりについてどのような立場で関わっていけるか、そ
の点も併せて御検討いただければというふうに願って
いるところであります。
　よろしくお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　私自身も研究を重ねていきたいと思
います。よろしくお願いします。
　次に(4)番です。
　平和祈念公園資料館の充実に向けた取組をお聞かせ
ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　沖縄県平
和祈念資料館は、沖縄戦の歴史的教訓を正しく次世代
に伝え、恒久平和の樹立に寄与するため、県民個々の
戦争体験を結集して設立されました。今年度から、新
たに正規雇用の学芸員を配置しておりまして、沖縄戦
や平和に関する継続的な調査研究を行うことで、展示
活動やレファレンス対応等の業務をさらに充実させる
ことができるものと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　ぜひ頑張っていただきたいと思いま
す。
　戦後の沖縄の歩み、この資料展示がされております
が、資料館入りますと、戦後の歩みがずっと展示され
ているんですが、一番最近の記録というのが、その
1995年少女暴行事件の際のその県民大会の様子が一
番最後の歴史になっているんですね。あれから大分年
月もたちましたし、ここもやはり本土復帰50年です
から、リニューアルが必要だと思いますがいかがです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。

○○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　常設展示
室は、証言映像や証言文を公開するなど、沖縄戦の歴
史を体験する５つの部屋から構成されております。そ
の見直しについてはこれまでの来館者からの意見を集
約するとともに、有識者による検討を行うなど段階的
に取り組んでまいりたいと考えております。令和４年
度は復帰50周年の節目に当たりまして、1950年代半
ばから1972年の本土復帰までの証言映像の収録など
に取り組むこととしておりまして、引き続き内容の充
実に努めてまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　時間がなくなってしまいました。
　離島振興１点だけお聞かせください。
　(4)番、久米島の松くい虫対策の現状をお聞かせく
ださい。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　久米島町では、森林
組合等と連携し、昨年９月から幹線道路周辺の松林で
被害木の伐倒駆除を実施するとともに、景観形成上重
要な松並木で樹幹注入による予防対策にも取り組んで
おります。また、今年１月には、同町の教育委員会が
主体となって、国指定天然記念物の久米の五枝の松
で、樹幹注入による予防対策を実施したと伺っており
ます。
　県としましては、引き続き同町や森林組合等と連携
をして、松くい虫の防除対策を進めてまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　大変ありがとうございます。
　この久米の五枝の松以外にも、久米島には地域で有
名な松がたくさんあるんです。その松も大変心配なん
ですが、この地域の重要な松のこの対策というのも引
き続きお願いしたいのと、あと１点。今回、久米島は
初めての経験なんです。それで技術者がいないという
課題がありますが、そこへの対策をお聞かせくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時25分休憩
　　　午後５時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　久米島町には久米の
五枝の松以外に、ナガタケ松並木やタキンダの松並
木、それから米原御嶽の一本松など、地域の貴重な松
がありますが、現時点では松くい虫被害は確認されて
おりません。またこれらの貴重な松については、久米
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島町役場及び同町教育委員会が連携をして樹幹注入に
よる予防対策を実施しておりまして、今後も重点的に
取り組むこととしております。
　県としましては、同町の要望等踏まえて、引き続き
必要な支援を実施してまいりたいと考えております。
　それからもう一点の、久米島町の松くい虫対策です
けれども、久米島町では大径木を伐倒駆除できる地元
業者の確保が難しいために、防除推進上の課題となっ
ております。このため県では、宮古森林組合に防除協
力を要請しまして、来る３月17日から久米の五枝の
松周辺の被害木の伐倒駆除を実施できるように支援を
行ってまいります。また、２月24日には地元業者等
へのチェーンソー講習会も開催しました。
　県としましては、同町の要望等踏まえて引き続き必
要な支援を実施したいというふうに考えております。
　以上です。
○○比嘉　瑞己君　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　会派立憲おきなわ、宮古選出の國仲
昌二です。
　まずは、宮古の方言、ミャークフツで御挨拶いたし
ます。
　ンーナ　ゾーカー　ウラーンマ　皆さん、御機嫌い
かがでしょうか。
　一般質問も最終日最後となります。ンーナ　ブガ
リーブガリ　ウズパズヤースガ　皆さん、大変、お
疲れだとは思いますが、バガ　パナスーマイ　ツキ
フィーサマチヨー　私の一般質問にお付き合いよろし
くお願いします。
　それでは質問に入ります。
　当局には県民に分かりやすい御答弁をよろしくお願
いいたします。
　１、米軍再編交付金について。
　(1)、米軍再編交付金とは、在日米軍の再編成に伴
い影響を受ける市町村に対して、公共の施設の整備等
に充てる目的で国から交付される交付金とのことです
が、一方で政府の政策に反対すれば交付しないなど、
国が交付するか否かを一方的に判断する仕組みになっ
ています。
　そこで質問いたします。
　ア、米軍再編交付金の根拠法令と目的について伺い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　まず根拠法令でござい
ますけれども、再編交付金につきましては、駐留軍等
の再編の円滑な実施に関する特別措置法が根拠法と

なっております。米軍再編交付金の目的でございます
けれども、再編交付金は、米軍再編を円滑に進めるこ
とを目的として、再編に伴い負担の増加する市町村に
対し、その負担の程度及び事業の進捗の度合いに応じ
て交付されるものであると理解しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　この特別措置法では、再編関連特定
防衛施設及び周辺市町村を指定して再編交付金を交付
することになっています。名護市に交付される再編交
付金の根拠となる再編関連特定防衛施設とは、今工事
中の辺野古新基地ということになるのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　名護市における再編関連特定防衛施設は、キャン
プ・シュワブとなっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　辺野古のキャンプ・シュワブでの埋
立工事は、まさに再編関連の施設工事であり再編交付
金の対象であるというふうに考えます。その再編交付
金ですが、名護市では誰が市長なのかによって交付さ
れたりされなかったりしています。また、そのことが
選挙の争点になったりします。
　そこで伺います。
　イ、再編交付金を交付するか否かの判断の根拠、基
準はどうなっているのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　再編交付金については、防衛施設における再編によ
る住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びそ
の範囲を考慮し、再編の実施に向けた措置の進捗状況
及びその実施から経過した期間に応じ、市町村に対
し、交付することができるとされております。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　今答弁がありましたように、この特
別措置法では、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措
置の進捗状況及びその実施から経過した期間に応じて
再編交付金を交付するというふうになっています。辺
野古新基地建設の埋立工事は、市長が新基地建設に賛
成しようが反対しようが進められています。工事を進
めるなら市長が誰であろうと交付すべきであり、交付
しないなら工事は中断すべきだと私は考えます。
　この再編交付金について知事の見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県といたしましては、米軍再編に伴い、新たな負担
を受け入れることになる地域に対し、政府がその負担
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を緩和するための措置を実施することは必要なことと
考えております。一方で、再編交付金は、再編関連特
定周辺市町村の指定について、明確には基準が規定さ
れておらず、交付金の支給の可否を含め法律の運用の
大部分が政省令に委任されていることなどについて
は、課題があるものというふうに認識をしておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　政府の政策を批判すれば交付され
ず、賛成すれば、あるいは黙っていたら交付される。
こんな制度は許されません。もしこの考え方が地方交
付税制度や国庫補助制度などに取り入れられれば、地
方自治は壊れてしまいます。新聞でも指摘しているよ
うに、このような制度の運用は、憲法や地方自治の観
点から看過できない重大な問題があるということを指
摘して次に移ります。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時33分休憩
　　　午後５時33分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○國仲　昌二君　次は、ちょっと順番を変えて大きい
５、宮古地域の課題についてを質問いたします。
　(1)、八重干瀬周辺地域の国立公園指定について。
　宮古には、大小100以上のサンゴ礁からなる八重干
潮という日本で一番大きなサンゴ礁群があります。国
指定名勝及び天然記念物になっていて、大潮の干潮時
に現れるその姿は幻の大陸と呼ばれています。
　ア、宮古島市は将来の目標として、八重干瀬及び周
辺陸地を範囲として世界遺産登録を目指すことを表明
しました。現実的な目標として、まずは国立公園等へ
の指定を目指すとしています。もちろん、道のりは長
く険しいものになると思いますが、やはり県からの支
援も必要かと思います。県としてどういった支援がで
きるのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（松田　了君）　宮古島市の八重干瀬は国
の名勝及び天然記念物に指定され、池間島等の沿岸域
は、自然環境の保全に関する指針で評価ランクⅠと評
価されております。さらに、池間島や島尻地区の一部
は国や県の鳥獣保護地区に指定されております。
　県としては、これらの地域は自然豊かな重要な地域
であると認識しております。国立公園の指定に当たっ
ては、国においてその手続が行われるものであること
から、国をはじめ関係機関との意見交換や宮古島市へ
の技術的支援を行ってまいりたいと考えております。

○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　支援のほうよろしくお願いします。
　それでは(2)、軽油引取税について。
　ア、県宮古事務所管内の免税軽油の使用者数や数
量、免税額が、他の県内４事務所管内に比べて極端に
少なくなっています。隣の八重山と比較しても使用
者で10分の１、数量及び免税額では６分の１以下と
なっています。その要因と今後の取組について伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（池田竹州君）　宮古事務所管内における
免税軽油の使用実績が少ない要因は、免税機械の使用
について複数の使用者が共同で申請する割合が小さい
ことから、免税軽油の使用対象となる農業従事者等に
よる申請が少なくなっていると考えております。今
後、免税軽油制度の活用が促進されるよう、宮古事務
所におきまして、ＪＡなど関係機関との調整を進めて
いるところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　取組よろしくお願いします。
　ただ、手続が煩雑で手間がかかり過ぎるというよう
な声もありますので、その辺についても考慮していた
だくようにお願いします。
　次いきます。
　(3)、多良間村前泊港の管理について。
　ア、多良間村前泊港は海の玄関口として重要な施設
ですが、雑木が茂り廃車や廃船も放置されて見苦しい
と指摘されています。多良間村から県のほうへ環境整
備の要請をしているということなんですが対応につい
て伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　離島港湾は、その島
の玄関口として第一印象につながることから、港内の
環境美化に努めることは重要だと考えております。多
良間港前泊地区については、港湾の維持管理を権限移
譲している多良間村において管理しているところです
が、廃車や廃船については、一義的には所有者の責任
で処理されるべきものと考えております。
　県としては、雑木対策を含む港湾の環境整備につい
ては、多良間村と意見交換を行いながら、対応を検討
していきたいと考えております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　多良間村と共同で協力して取り組ん
でいただきたいと要望します。
　次(4)、農林水産物不利性解消事業については、既
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に対象品目の拡大や離島と本島間の補助事業を実施す
るとの答弁をいただいております。離島にとっては喜
ばしいことですが、気になるのが予算が前年度比で減
額になっているということです。この減額によって予
算が不足するという心配はないのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えします。
　新たな不利性解消事業は、国との協議を踏まえまし
て、集配送料を除いた県外出荷に関する鹿児島県との
輸送費の差額に対する補助に見直すとともに、近年の
出荷状況等も十分に反映した予算措置となっておりま
す。前年度と比べまして約６億円の減額となっており
ますけれども、対象品目の拡大によるスケールメリッ
ト等の実現等により、適切な事業執行が図られるもの
というふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　それでもし予算が不足した場合は、
補正予算での対応というのは可能なのかどうか伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　令和４年度の予算措
置につきましては、近年の出荷状況等に基づきまして
所要額を確保しているものと考えております。
　県としましては、新たな不利性解消事業を着実に実
施できるよう、関係者とともに取り組んでまいりたい
というふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　それでこの制度設計など国との調整
があると思いますけれども、国との調整は済んでいる
のでしょうか。伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えいたします。
　現在、国との調整において新たに宮古、八重山など
離島地域から本島までの出荷コストの負担軽減措置な
どについて、一定の理解が得られております。引き続
き補助要件の調整なども含めて、全ての事業の内容が
実施できるように調整を図ってまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　この事業は、離島にとってはとても
喜ばしい事業です。しっかりと国と調整をして事業実
施につなげていただきたいと思います。
　次(5)、海岸、海浜の管理について。
　宮古島市内のビーチでは、夏場になると無許可でパ
ラソルやレジャー用品を貸し出すなど違法占拠、無秩
序な違法営業が行われております。県から移管された

４か所のビーチは宮古島市が管理運営を行っています
が、市内には県管理のビーチもあるので、県と市は協
力して市内のビーチを管理していくべきだと考えます
が、県の見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　宮古島市における海
岸の管理については、市民及び観光客の安心・安全・
快適な海岸利用を推進すること等を目的として、平成
30年度に県や宮古島市、関係団体等で構成する宮古
島市海岸利用促進連絡協議会が設立されております。
　県としては、引き続き、同協議会を通して快適な海
岸利用を推進するとともに、宮古島市と連携を図りな
がら、適正な海岸管理に取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　先日、県や市、海上保安庁、警察な
どで構成する、今お話ししていた宮古島市海岸利用促
進連絡協議会が開催されました。その中で県側から、
市内の海岸は、移管した海岸以外の海岸も含め全て宮
古島市で管理運営するように求めたという新聞報道が
ありました。この件については把握しているんでしょ
うか。協議会の中では、暴力団とつながっている可能
性が高い業者が各海岸で営業を行っている状況だと報
告されております。県と市は、速やかに協力体制を構
築して取り組むべきだと思います。再度見解を求めま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　２月に宮古島市海岸
利用促進連絡協議会が開催されたというところは承知
をしております。
　県としても、今後も協議会を通して、宮古島市と連
携しながら、快適な海岸利用の推進に取り組んでまい
りたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　しっかり連携して取り組んでいただ
きたいと思います。
　次(6)、下地島空港利活用第３期募集についてです
けれども、これは先日、現在選考作業を進めていると
いう答弁がありました。しっかりと取り組んで進めて
いただきたいと要望します。答弁は求めません。
　(7)、離島住民等交通コスト負担軽減事業につい
て。
　ア、いわゆる離島割事業は、離島住民にとっては大
きな支援措置です。それをさらに踏み込んで、高校生
以下に学生割が取り入れられないか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　県では、離島住民の定住
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条件の整備を図るため、離島住民の割高な船賃及び航
空運賃を低減する沖縄離島住民等交通コスト負担軽減
事業を実施しているところです。同事業においては、
12歳未満の小児運賃についても、大人運賃と同様な
負担軽減を図っており、また、離島地域から島外へ進
学した離島出身学生も、県内路線については運賃低減
の対象に含めているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　小・中・高校生の保護者というの
は、派遣費等で負担が大きいということがあって、学
生割ができると負担軽減につながるかと思っておりま
すので、ぜひ検討をよろしくお願いします。
　離島割について提案があります。現行の離島割で
は、宮古の住民が那覇から石垣に直行すると離島割が
適用されません。一方、那覇から宮古を経由して石垣
に行くと適用されます。もちろん直行する場合は適用
されないので、通常料金になります。宮古経由で離島
割が適用される運賃と比較すると、宮古経由で約１万
2000円以上も安くなります。ですから時間も手間も
かかりますが、利用者は宮古経由を選択することにな
ります。ただしこの場合は、宮古を経由した場合で
す。直行した場合より県の負担金が増えるということ
になります。同様に、八重山の住民が那覇から宮古に
行くときも、石垣を経由して行ったほうが利用者の料
金は安くなります。この場合も県の負担金は増えるこ
とになります。つまり現行では、那覇－宮古、那覇－
石垣間に関しては、利用者には不便ですけれども運賃
を考えたら経由で行くほうが得をする。ただし、県の
負担金は増えるということになります。この状況で利
用者の利便性、あるいは県の負担軽減を考えると宮古
と八重山の離島割の運用については、検討する余地が
あると思いますが、ぜひその辺検討していただきたい
のですがいかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（宮城　力君）　経由の問題については、
別途指摘をいただいているところでございます。これ
についてどのような対応をするか検討しているところ
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　利用者あるいは県の負担を考えても
検討する余地はあると思いますので、ぜひよろしくお
願いします。
　それでは次(8)、含蜜糖――黒糖ですね――の在庫
対応等支援について。
　ア、近年、県産含蜜糖は順調に増産傾向で推移して
いますけれども、県外卸売業者の取扱量が低迷して、

在庫量が増加し経営悪化を招いています。県としての
対策はどのようになっているのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　県産黒糖について
は、国内の砂糖消費の低迷や輸入黒糖等との競合に加
えまして、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り観光客向けお土産品の販売が落ち込み、卸売業者等
の取扱いが低迷しております。
　県としましては、これまでの販路開拓に加え、国と
連携し、新規事業として沖縄黒糖ブランディング実証
支援事業を立ち上げ、スポーツや観光と連携した沖縄
黒糖のＰＲ活動等を支援することとしております。引
き続き、黒糖の消費回復及び販路拡大に取り組んでま
いります。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　ぜひよろしくお願いします。
　次(9)、軽石による漁業への影響について。
　ア、宮古では、軽石の影響で出漁できない状況が続
いています。リスクを回避して近海で漁をしても捕っ
た魚から軽石が出てきて廃棄せざるを得ない状況で
す。軽石を吸い込みエンジンが故障する状況も頻発し
ている上、コロナ禍で魚の競り値も下がり燃料費が高
騰するなど、宮古の漁師は三重苦と言われています。
宮古島市の３漁協は、強い危機感を持って市に支援を
求め、市長は、県とも連携し早急に対応すると答えた
という新聞報道がありました。漁協側は、漁協も知恵
を絞る、一緒にやれることは全力でやる、行政に力を
貸してもらいたいと訴えています。県として、宮古島
市と協力して支援できないか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　県内漁業者は、軽石
の影響により、操業自粛を余儀なくされるなど、漁業
活動に多大な影響を受けております。そのため県で
は、軽石により影響を受けた漁業者への支援のため、
海水こし器の設置補助やモズク、アーサへの異物混入
対策を実施するほか、市町村と連携して、１か月分相
当の燃油使用料を補助することとしております。
　県としましては、これらの支援が円滑に進むよう、
宮古島市をはじめ、各関係市町村及び水産関係団体と
連携して取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　大変厳しい状況ですのでぜひ協力し
て支援していただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時50分休憩
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　　　午後５時50分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○國仲　昌二君　次は４、教育行政について伺いま
す。
　(1)、学校ＰＣＲ検査と職員の長時間労働につい
て。
　ア、学校職員の長時間労働が問題になっている中、
沖縄県のみが学校でのＰＣＲ検査を導入して、学校現
場はさらに重労働化しているといいます。体力がもた
ないといって、早期退職する職員が増えているとの指
摘もあるようです。
　そこで質問します。
　(ｱ)、重労働化する学校現場の状況をどう捉えてい
るのか認識を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　令和２年度の月80時間を超える長時間勤務者の全
職員に占める割合は、小中学校4.0％で前年度比1.5％
の減、県立学校2.7％で前年度比1.2％の減となってお
ります。ただやはり長時間勤務者の割合については、
減少傾向が見られますが、長時間勤務者が一定数いる
ということについては課題だというふうに認識してお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　学校でのＰＣＲ検査ですけれども、
県では教職員の業務負担と感染リスクの面から、外部
業者が保護者から直接検査キットを回収することにし
ていますが、現状では全体の７％しか回収できておら
ず、負担軽減につながっていないということです。ど
うしても学校ＰＣＲ検査を続けるのであれば、外部業
者の人員拡充を図るか、県が人員を学校に派遣するな
ど、教職員の負担軽減を図るべきだと思いますがいか
がでしょうか。伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時52分休憩
　　　午後５時52分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、感染状況
を踏まえまして、学校・保育ＰＣＲ検査支援チームと
いうものを立ち上げて、それを強化しております。第
６波におきましては、学校等で第５波を大きく超える
発生がありましたので、検査までに時間を要してい
た、あるいは外部業者による検体回収が追いつかない
というような状況があって、学校現場に御負担をおか
けしていたと思います。このたび検査枠を拡充しまし

て、また業務委託等についても強化しておりますの
で、順次全員検査が再開できるような体制で今組んで
いるところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　対応よろしくお願いします。
　次(ｲ)、学校現場での長時間労働がなかなか解決し
ない要因及びその対応策について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　まず県立学校における長時
間勤務の主な要因でございますけれども、部活動指導
が最も多く、次いで事務・報告書作成、授業準備とい
うふうになっております。県教育委員会では、沖縄県
教職員働き方改革推進プラン及び教職員の勤務実態調
査結果等を基に、学校の実情に応じた行事や会議等の
見直し、合理的でかつ効率的・効果的な部活動の推
進、また部活動指導員やスクール・サポート・スタッ
フの配置等の取組を進めております。引き続き実効性
のある取組を推進し、教職員の長時間勤務の縮減に努
めていきたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　先日の答弁で、過労死ラインを超え
た残業、小学校・中学校・県立高校全体で約6500人
いるということでした。教職員の長時間労働は深刻で
す。現場との意見交換、情報収集を行ってしっかりと
対策を取るようにお願いいたします。
　次に行きます。
　(2)、部活動について。
　部活の顧問を拒否することができる自由な雰囲気の
学校現場を目指したいとして、愛知県の教員が組合を
結成したということです。沖縄県内でも部活の顧問を
拒否する教員はいると聞いていますが、部活の顧問に
ついて県内の学校現場の状況を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　各学校における部活動顧問
につきましては、教職員の希望を調査した上で、校務
全体の効率的・効果的な実施となるよう留意し、校長
が決定しております。学校においては、原則として全
員顧問制を取っており、１人で複数の部活動を担当す
る場合もございます。
　教育委員会としましては、教職員の負担軽減を図る
ためにも、今後も部活動指導員の配置・拡充に努めて
いきたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　教員の長時間勤務を改善する流れと
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して部活の在り方も変化が求められています。部活動
指導員の派遣など新たな取組がありますので、その取
組による解消が図られるように期待しています。
　関連しますけれども、イ、愛知県ではオリンピック
に出場経験のあるトップアスリートなど、高い専門性
を持った外部人材を学校現場で活用する取組が行われ
ています。県内での取組状況について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　これまで複数の学校におきまして、県内のトップア
スリートを招聘して講話や指導等を行っているという
ふうに聞いております。東京オリンピック・パラリン
ピックに出場した県内選手の活躍により、今後ますま
す学校現場での指導のニーズが高まっていくものとい
うふうに考えています。
　県教育委員会としましては、可能な限り、県内の優
秀な人材を積極的に活用できるよう関係機関と連携し
取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　この取組は、実際に効果を上げてい
るということで指導を受ける生徒たちからも好評で好
意的な意見が多いといいます。また外部人材活用につ
いては、特別免許状制度もあるということです。この
制度はまだまだ浸透していないということで、活用も
低調ということですけれども、この制度の活用も検討
しながら取り組んでもらえたらと思います。
　次(3)、ヤングケアラーに関しては、何人かの議員
が質問して答弁されているので要望だけにとどめま
す。
　調査では、沖縄県内にヤングケアラーと思われる子
が1088人、現に学校生活に影響が出ている子が523
人いるということです。しかしながらこれだけ社会問
題化しているヤングケアラーについて、学級担任の約
３割が具体的に知らないと答えていたのには驚きまし
た。先日の答弁で、課題としては学級担任への継続的
な啓発を挙げていましたので、ぜひ課題を解決して切
実な支援につなげるよう、県、市町村、学校、地域、
家庭それぞれが連携して取り組んでいただくことを要
望します。
　次(4)、県立高校の端末環境整備の保護者負担につ
いても既に答弁されております。ただ子供たちに経済
的な理由によって教育格差が生じることがあってはな
りません。そのことをしっかりと踏まえて対応してい
ただくことをお願いいたします。
　休憩お願いします。

○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時58分休憩
　　　午後５時58分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○國仲　昌二君　次は大きい２番行きます。
　アジア太平洋の国々との地域連携については、昨
日、アジア太平洋地域平和連携推進事業に取り組んで
いくという旨の答弁がありました。沖縄の地理的特性
を生かして、アジア太平洋地域の平和と安定の構築に
向けて沖縄県が牽引役となって取り組むように期待い
たします。答弁はよろしいです。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時59分休憩
　　　午後５時59分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○國仲　昌二君　次３の少子化社会について行こうと
思ったんですけれども、ちょっと時間がないので飛ば
して、最後に大きい６、我が会派の代表質問との関連
について伺います。
　崎山嗣幸議員の１、知事の政治姿勢についての
(2)、南西諸島の軍事拠点について質問します。
　台湾有事の初動段階で、宮古島や石垣島を含めた南
西諸島に臨時の攻撃用軍事拠点を置く新たな日米共同
作戦計画の原案が策定されたという報道がありまし
た。実行されれば、南西諸島が攻撃対象になるのは必
至で住民が戦闘に巻き込まれる可能性が高く、住民の
安全を考慮しない計画だと批判されています。防衛
省、自衛隊の中からも、住民を戦闘に巻き込むリスク
が飛躍的に高まると懸念する声があるとのことです。
さらに驚くのは、制服組幹部の、台湾をめぐる有事に
巻き込まれることは避けられない、申し訳ないが住民
を退避させる余力はないだろうというコメントです。
先島の住民、沖縄県民が犠牲になっても仕方がないよ
うに受け止められ、許し難いコメントです。知事の見
解を求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　昨年12月に報道されたました南西諸島への臨時の
軍事拠点配置を含む日米の共同計画については、去る
12月24日、知事が防衛省に対し、その詳細を明らか
にするよう強く要請しております。その後、１月７日
の２プラス２共同発表では、日米は、「同盟の役割・
任務・能力の進化及び緊急事態に関する共同計画作業
についての確固とした進展を歓迎した」旨が示されて
おります。
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　県としては、日米共同訓練の激化等、これ以上の基
地負担があってはならず、ましてや台湾有事等により
沖縄が攻撃目標とされるような事態は決してあっては
ならないと考えており、引き続き情報収集を行った上
で、適切に対応してまいりたいというふうに考えてお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
○○國仲　昌二君　この計画の原案を策定したというこ
とに対して、県民からは、私たちはまた戦争の矢面に
立たされ犠牲者になるのではないか、命が奪われるこ
とは絶対に避けるべきだ、いつも奄美や沖縄が犠牲に
なりっ放しだと怒りの声が上がっています。私たちは
今、ロシアによるウクライナ侵攻の武力衝突により、
子供たちを含む多くの市民が巻き込まれ、犠牲になっ
ていく悲惨な状況をまざまざと見せつけられていま
す。子供たちが犠牲になっていくのを目の当たりにし
て、胸が張り裂ける思いです。やはりいかなる場合で
も武力行使は絶対に避けるべきです。近年、台湾問題
がクローズアップされていますが、日本政府には、
2014年に中国と合意した、いわゆる日中４項目合意
に基づき、中国との政治的相互信頼関係の構築に努め
てもらいたいと強く求めまして、私の一般質問を終わ
ります。
　タンディガータンディ。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって通告による一般
質問及び議案に対する質疑は終わりました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議案のうち、甲第１
号議案から甲第24号議案まで及び甲第26号議案から
甲第37号議案までについては、予算特別委員会に、
乙第11号議案については、子どもの未来応援特別委
員会にそれぞれ付託の上、審査することにいたしたい
と思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　ただいま予算特別委員会及び
子どもの未来応援特別委員会に付託されました議案を
除く乙第１号議案から乙第10号議案まで及び乙第12
号議案から乙第43号議案までについては、お手元に
配付してあります議案付託表のとおりそれぞれ所管の
常任委員会に付託いたします。

　　　――――――――――――――――――
　　　〔議案付託表　巻末に掲載〕
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時５分休憩
　　　午後６時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第３　乙第44号議案から乙第46号議案までを
議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事追加提出議案　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　令和４年第１回沖縄県議会
（定例会）に追加提出いたしました議案について、そ
の概要及び提案の理由を御説明申し上げます。
　追加提出いたしました議案は、条例議案３件であり
ます。
　まず初めに、乙第44号議案「沖縄県特別職に属す
る常勤の職員の期末手当の特例に関する条例」は、期
末手当に係る支給割合を引下げ改定する沖縄県の一般
職の職員との均衡を考慮し、特別職の常勤の職員の令
和４年６月に支給する期末手当に係る支給割合を引き
下げる措置を講ずる必要があるため、条例を制定する
ものであります。
　次に、乙第45号議案「沖縄県職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例」は、人事委員会の給与
勧告、国及び他の都道府県の職員の給与の状況等を考
慮し、県の職員及び県費負担教職員の期末手当の支給
割合を改定する等の必要があるため、条例を改正する
ものであります。
　最後に、乙第46号議案「沖縄県特定駐留軍用地等
内土地取得事業基金条例の一部を改正する条例」は、
特定駐留軍用地及び特定駐留軍用地跡地内における土
地を取得するための事業を引き続き実施するため、基
金の設置期間を延長する必要があることから、条例を
改正するものであります。
　以上、追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようよろしく
お願いいたします。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。ニフェーデービ
ル。
　ありがとうございます。
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○○議長（赤嶺　昇君）　ただいま議題となっておりま
す議案中、職員に適用される基準の実施、その他職員
に関する事項について必要な規定を定める条例につい
ては、地方公務員法第５条第２項の規定により人事委
員会の意見を聞く必要がありますので、この際、意見
を求めます。
　人事委員会委員。
　　　〔人事委員会委員　金城　稔君登壇〕
○○人事委員会委員（金城　稔君）　人事委員会の委員
を務めております金城でございます。
　ただいま議長から、地方公務員法の規定に基づき人
事委員会の意見を求められましたので、当委員会の意
見を申し上げます。
　乙第45号議案「沖縄県職員の給与に関する条例等
の一部を改正する条例」のうち、沖縄県職員の給与に
関する条例の一部改正、沖縄県一般職の任期付研究員
の採用等に関する条例の一部改正、沖縄県一般職の任
期付職員の採用等に関する条例の一部改正及び沖縄県
会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関
する条例の一部改正につきましては、昨年10月５日
に、当委員会が行った職員の給与に関する勧告、国及
び他の都道府県の状況等を考慮し、職員の給与に関し
て所要の改正を行うものとなっており、適当であると
考えます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　人事委員会委員の意見の開陳
は終わりました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議案のうち、乙第
46号議案については、新沖縄振興・公共交通ネット
ワーク特別委員会に付託の上、審査することにいたし
たいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　ただいま付託されました乙第
46号議案を除く乙第44号議案及び乙第45号議案につ

いては総務企画委員会に付託いたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時10分休憩
　　　午後６時12分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第４　議員提出議案第１号　新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けている観光産業の再興に関する
条例の一部を改正する条例を議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　大浜一郎君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第１号　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔大浜一郎君登壇〕
○○大浜　一郎君　提案理由を御説明するに当たり、ま
ずこの場をお借りして、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大が続く中、その最前線で従事されている医療
従事者の皆様をはじめ、感染拡大のさなかにあっても
県民生活に滞りがないよう、御尽力をされている全て
の関係者の皆様に対し、深く感謝を申し上げるととも
に、このたびの新型コロナウイルス感染症の罹患によ
り亡くなられた方々に哀悼の意を表します。
　ただいま議題となりました議員提出議案第１号につ
きまして、提出者を代表して提案理由を御説明申し上
げます。
　議員御承知のとおり、新型コロナウイルス感染症
は、県民の生命や健康はもとより、県民生活及び県民
経済に深刻な影響を及ぼし、特に、本県の基幹産業と
して極めて重要な地位を占め、県民生活の向上と県民
経済の発展に大きく貢献している観光産業は、今なお
危機的な状況にあります。
　そこで、観光産業が置かれている現状に鑑み、観光
産業分野における新型コロナウイルス感染症に対する
対策を引き続き強化し、再び、県内における新型コロ
ナウイルス感染症の感染状況が落ち着いた際に、来訪
者等が安全に安心して観光でき、かつ、県民が安全に
安心して生活や経済活動を行うことができる環境、す
なわち観光産業の再興と安全・安心の島沖縄の早期の
実現を図るため、さきの議会において全会一致をもっ
て制定されました新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている観光産業の再興に関する条例の期限を延長
するための条例を提案させていただいた次第でありま
す。
　次に、本条例の内容について、その概要を御説明申
し上げます。
　本条例は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け



– 487 –

ている観光産業の再興に関する条例の附則第２項で令
和４年３月31日限り失効することとしている同条例
の失効期限を１年延長し、令和５年３月31日限り失
効することとするものであります。
　以上、提案理由を御説明させていただきました。
　議員の皆様におかれましては、慎重に御審議の上、
本条例が、観光産業の再興にとどまらず、県民の生命
と暮らしを守ることにつながるものであること、ま
た、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観
光産業の再興に関する条例が３月31日をもって失効
することを踏まえ、本条例の速やかな制定に御理解と
御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。

　ただいま議題となっております議員提出議案第１号
については経済労働委員会に付託いたします。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案整理のため、明３月４日から８
日までの５日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明３月４日から８日までの５日間休会とす
ることに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、３月９日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時16分散会
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36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
47　番　　照　屋　守　之　君

46　番　　中　川　京　貴　君

知　念　弘　光　君
上　原　貴　志　君
佐久田　　　隆　君
城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長
課 長 補 佐
主 幹

主 査
政 務 調 査 課 副 参 事
主 幹
主 幹
主 幹

親富祖　　　満　君
中　村　　　守　君
嘉　陽　　　孝　君
下　地　広　道　君
新　垣　伸　弥　君

○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　諸般の報告については、お手元に配付の文書により
御了承願います。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　―――――――――――――――――― 
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　乙第３号議案、乙
第４号議案及び乙第７号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○○総務企画委員長（又吉清義君）　おはようございま
す。
　ただいま議題となりました乙第３号議案、乙第４号
議案及び乙第７号議案の条例議案３件について、以
下、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し
上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め、慎
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重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第３号議案「沖縄県職員の特殊勤務手当に
関する条例の一部を改正する条例」は、社会経済情勢
の変化や業務内容の特殊性等を勘案し、児童相談所に
勤務する児童福祉司等に係る社会福祉手当の支給額を
改める必要があるため条例を改正するものであるとの
説明がありました。
　本案に関し、今回の条例改正に伴う対象人数は何人
か、また、班長級とそれ以外の職員で手当額に差があ
るのはなぜかとの質疑がありました。
　これに対し、対象人数は中央児童相談所が39名、
コザ児童相談所が28名、計67名である。なお、宮古
と八重山については中央児童相談所に含まれている。
また、手当額に差があることについては、平成23年
に手当額を改定したときに班長級とそれ以外とで業務
負担の差があることから、手当額に差を設けていると
の答弁がありました。
　そのほか、当該特殊勤務手当以外の手当の有無、子
供の虐待に関する新たな枠組みの必要性、要保護児童
対策地域協議会との連携などについて質疑がありまし
た。
  次に、乙第４号議案「東日本大震災及び東日本大震
災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職
員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正す
る条例」は、新型コロナウイルス感染症の患者または
その疑いのある者に接触して行う作業等に従事した職
員に対し、特殊勤務手当を支給する必要があるため条
例を改正するものであるとの説明がありました。
  本案に関し、対象は警察職員を想定しているとのこ
とだが、具体的にどういう場合を想定しているのか、
また、対象人員は何人かとの質疑がありました。
　これに対し、警察官が現場において、警ら中にコロ
ナ感染者またはその疑いのある者に接した場合や、コ
ロナ感染の疑いのある御遺体を取り扱った場合などが
対象になる。また、対象人員は令和２年度が延べ643
名、令和３年度は、10月時点で216名が該当すると
の答弁がありました。
　そのほか、類型別事案の状況、実際に感染した事例
の有無、当該特殊勤務手当に関し財政当局に要望した
時期などについて質疑がありました。
  次に、乙第７号議案「沖縄県石油価格調整税条例の
一部を改正する条例」は、県内における石油製品の価
格の調整及び安定的供給を図るため、条例の有効期限
を令和６年３月31日まで延長し、引き続き石油価格

調整税を課する必要があるため条例を改正するもので
あるとの説明がありました。
  本案に関し、沖縄本島と県内離島のガソリン価格は
一緒になるべきだと思うが、現状はどうなっているの
かとの質疑がありました。
　これに対し、令和２年度に実施した調査によると、
平成24年度と比較するとガソリン１リットル当たり
の価格差は25円から15円に縮小しているが、各消費
者に実際販売する際の販売価格は依然として15円の
差が出ているとの答弁がありました。
　次に、離島のガソリン価格が高いのは人件費や設備
投資などに費用がかかるということなのか、それとも
競争原理が働いていないということなのかとの質疑が
ありました。
　これに対し、輸送費の補助を行っているので、仕入
価格ベースでは少し効果が見られる状態ではあるが、
販売量が少ないので、この単価に上乗せするコスト、
固定費が結構重くのしかかっているといった状況が見
られる。加えて店舗数が少ないことで、価格競争が起
きづらい環境も影響していると考えているとの答弁が
ありました。
　そのほか、セーフティーネットの検討状況、ガソリ
ン価格の店頭調査及び公表の有無、石油価格調整税率
の改定状況、離島を抱える他府県の状況などについて
質疑がありました。
　採決の結果、乙第３号議案、乙第４号議案及び乙第
７号議案の条例議案３件については、全会一致をもっ
て可決すべきものと決定いたしました。　
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第３号議案、乙第４号議案及び乙第７号
議案の３件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案３件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第３号議案、乙第４号議案及び乙第７号
議案は、原案のとおり可決されました。
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　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　乙第18号議案及
び議員提出議案第１号を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　おはようござい
ます。
　ただいま議題となりました乙第18号議案及び議員
提出議案第１号の議案２件について、以下、委員会
における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、商工労働部長及び議員提出
議案の提案者代表等の出席を求め、慎重に審査を行っ
てまいりました。
　審査の過程における執行部及び提案者の説明及び質
疑の概要等について申し上げます。
　乙第18号議案「沖縄県新型コロナウイルス感染症
対応中小企業事業資金調達支援基金条例の一部を改正
する条例」は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓
延防止のための措置により経営に影響を受けた中小企
業者の資金の借入れに関し、その利子の補給を行う事
業の財源に充てるために基金を処分することができる
こととする必要があるため、条例を改正するものであ
るとの説明がありました。
　本案に関し、アフターコロナの経済回復に係る戦略
をどのように立てているのか、また、これに関して経
済界を交えてどのような議論をしているのかとの質疑
がありました。
　これに対し、これまでに、事業継続と雇用維持を大
きな柱とした県の経済対策基本方針に基づいて様々な
需要喚起策等を展開してきたが、今後はＤＸ（デジタ
ルトランスフォーメーション）をさらに促進すること
で労働生産性を高め、雇用者の所得増につなげていく
ことが重要であると考えている。また、経済対策関係
団体会議等による経済界との意見交換において、経済
と感染対策の両立の観点から、３回目のワクチン接種
後におけるワクチンパスポートの活用等について議論
を行っているところであるとの答弁がありました。
　そのほか、新型コロナウイルス感染症対応伴走型支
援資金の実績について質疑がありました。
　次に、議員提出議案第１号「新型コロナウイルス感
染症の影響を受けている観光産業の再興に関する条例
の一部を改正する条例」については、提案理由の説明

を省略し、提案者を代表して大浜一郎委員外１名へ質
疑を行いました。
　まず、国の予備費の獲得についてはどのような状況
か、また、これまでの反省も踏まえて、今後の具体的
な成果につなげていくためにどのように取り組んでい
く必要があるかとの質疑がありました。
　これに対し、これまで国への要請をはじめ、予算編
成権を有する県とも議論や提案等を重ねて対応を促し
てきたところであるが、予備費も含めた予算の獲得に
ついてはあくまで交渉事でもあるため、県もまだ十分
な手だてを確保できていないのが現状である。また、
条例期限を１年延長する中で、基本的に県を窓口とし
つつも、今後も県議会と県がしっかりと連携しながら
危機感を持って取り組んでいく必要があると考えてい
るとの答弁がありました。
　そのほか、条例制定による効果について質疑があり
ました。
　採決の結果、乙第18号議案及び議員提出議案第１
号の２件については、全会一致をもって原案のとおり
可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第18号議案及び議員提出議案第１号の
２件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第18号議案及び議員提出議案第１号
は、原案のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　乙第30号議案及
び乙第31号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境副委員長下地康教君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――



– 493 –

　　　〔土木環境副委員長　下地康教君登壇〕
○○土木環境副委員長（下地康教君）　おはようござい
ます。
　ただいま議題となりました乙第30号議案及び乙
第31号議案の議決議案２件について、以下、委員
会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
す。            　
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第30号議案の「工事請負契約についての
議決内容の一部変更について」は、県道20号線（泡
瀬工区）橋梁整備工事（上部工その２）の設計の一部
変更に伴い契約金額を変更しようとするものである。
　主な内容は、契約金額を2244万1100円減額
し、14億9313万8900円に変更するものであり、今
回の変更は、架設桁損料日数の変更及び架設桁の支持
台基礎ぐいの高止まり等による減額を行うものである
との説明がありました。
  本案に関し、減額補正の理由と工事の進捗状況及び
完成のめどはいつかとの質疑がありました。
　これに対し、仮設支持ぐいについて、１本当たり支
持基盤まで打ち込む必要な延長として大体20メート
ルから36メートルと想定していたが、現場で実際に
施工すると３メートルから５メートル程度高止まりと
なったことから、所定の高さの位置でくいを切断して
廃材処分とした。高止まりに伴い不用となった現場の
資材についてスクラップ処理を行い、その買取価格の
分を減額した。
　また、橋梁整備の進捗状況については、令和３年度
末の予定で約64％となっており、令和５年度に暫定
供用２車線の完了となり、令和７年度に全体の４車線
の完了を予定しているとの答弁がありました。
　そのほか、トカゲハゼの保全対策などについて質疑
がありました。
　次に、乙第31号議案の「工事請負契約についての
議決内容の一部変更について」は、県道20号線（泡
瀬工区）橋梁整備工事（上部工その４）の設計の一部
変更に伴い契約金額を変更しようとするものである。
　主な内容は、契約金額を5848万4800円増額
し、20億3738万4800円に変更するものであり、今
回の変更は、特記仕様書に基づき週休２日の取組によ
る間接工事費の補正等による増額を行うものであると
の説明がありました。
  本案に関し、働き方改革を進める上で労働環境を守

る仕組みをつくり、それを普及させる必要があるが、
どのように取り組んでいるかとの質疑がありました。
　これに対し、建設業界における働き方改革は、我々
も非常に重要と考えている。現在、週休２日の取組、
社会保険の加入状況の確認及び発注時期の平準化等に
関しても見直しているところである。週休２日に関し
ては、まず国が先行して取り組んでおり、それに追随
する形で県も施策を進めている。こうした取組は沖縄
だけではなく九州全体で進めているところであり、働
き方改革をしなければ人材も建設業界に集まってこな
いので、土木建築部としてもしっかり取り組んでいき
たいとの答弁がありました。
　次に、県は沖縄県公契約条例をつくり労働者の環境
を守る立場であり、当初から週休２日を前提とした発
注方法にすべきではなかったのかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、今、試行的に進めていることもありこ
のような発注方法になっているが、次年度から積算を
前もって計上する等、令和６年の労働基準法の完全施
行までには週休２日を浸透させる取組を進めていきた
いとの答弁がありました。
　採決の結果、乙第30号議案及び乙第31号議案の議
決議案２件については、全会一致をもって可決すべき
ものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第30号議案及び乙第31号議案の２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第30号議案及び乙第31号議案は、委員
長の報告のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　甲第26号議案か
ら甲第37号議案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
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　予算特別委員長山内末子さん。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔予算特別委員長　山内末子さん登壇〕
○○予算特別委員長（山内末子さん）　おはようござい
ます。
　ただいま議題となりました甲第26号議案から甲第
37号議案までの予算議案12件について、委員会にお
ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長をはじめ関係部局
長等の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりまし
た。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず初めに、甲第26号議案「令和３年度沖縄県一
般会計補正予算（第22号）」は、決算補正として扶
助費等の義務的経費等について計上するものである。
　補正予算案の総額は、歳入歳出ともに、510億
8680万9000円で、補正後の改予算額は、１兆1194
億8233万9000円となる。
　歳入の主な内容は、県税の増、地方消費税清算金の
増、地方譲与税の増、地方交付税の増などである。
　歳出の主な内容は、令和２年度決算剰余金等の積立
てに伴う財政調整基金積立金の増、保育士を目指す者
に対する修学資金の貸付け及び市町村が実施する認可
保育所等への保育補助者等の配置に要する経費の増、
医療保険者である沖縄県後期高齢者医療広域連合や市
町村に対する負担金に要する経費の減、黒糖の新規販
路開拓のため食品製造業者等と連携した総合ブラン
ディング等に要する経費の増、新型コロナウイルス感
染症により経営に影響を受けた中小企業者の資金調達
支援のための基金に要する経費の増、まん延防止等重
点措置及び緊急事態措置期間中に県の時短営業要請・
休業要請に応じた大規模施設等への協力金支給に要す
る経費の減、県内旅行の割引事業実施に要する経費の
増、宿泊事業者における感染症対策の強化等に要する
経費の減、暴風・洪水・豪雨等により生じた公共土木
施設等に係る被災箇所の原形復旧に要する経費の減な
どである。
　なお、繰越明許費は、予算成立後の事由により、年
度内に完了しない見込みの事業や、新型コロナウイル
ス感染症対応のため継続して取り組む必要のある事業
について翌年度に繰り越して実施するため計上するも
のである。
　次に、甲第27号議案から甲第36号議案までの特別

会計補正予算は、中小企業高度化資金の貸付対象事業
費の変更に伴う減、沿岸漁業改善資金の貸付実績に伴
う減、宜野湾港整備事業及び中城湾港（新港地区）整
備事業における借入元金・利子の償還等を行うための
増、中城湾港マリン・タウンプロジェクトの計画変更
等に伴う減、新発債の借入利率が予定利率を下回った
ことに伴う減、令和３年度保険給付費が見込みを上
回ったことに伴う増及び令和２年度療養給付費負担金
等の精算などに伴う補正であるとの説明がありまし
た。
　次に、甲第37号議案「令和３年度沖縄県流域下水
道事業会計補正予算（第１号）」は、国の令和３年度
補正予算に係る社会資本整備総合交付金を活用し、中
部流域における終末処理場の耐震化を図るため、資本
的収支予算を増額するものである。補正予算の額は、
資本的収入及び資本的支出をそれぞれ３億5200万円
増額するものであるとの説明がありました。
　まず、甲第26号議案に関し、今回の補正予算の特
徴は何か、また税収が増額となる中で、地方交付税
も増額補正をしている理由は何かとの質疑がありまし
た。
　これに対し、今回の補正予算は、決算を見据えて歳
入、歳出それぞれ最終予算を計上しており、歳出は必
要額について所要額を計上して、また不用額が見込ま
れる部分は減額するという形で対応している。その
結果、増額補正としては全体で767億円、減額補正が
254億円でトータル約510億円の予算規模になってい
る。また、地方交付税が増額した理由として、当初見
込んでいた歳入よりも落ち込むという形で国に算定さ
れたことや、国勢調査人口が置き換わったことなどに
より約100億円ほど増えた。さらには、12月末に国
の補正予算が成立して、交付税原資が増え、本県に百
二、三十億円追加配分されたことなどにより、244億
円の増額補正をしているとの答弁がありました。
　次に、生活保護援護費受給の要件と受給実態はどう
なっているか、また、車社会の沖縄において自動車の
所有は特例でしか認められない事例があるがどのよう
に把握しているかとの質疑がありました。
　これに対し、生活保護の要件に関しては、まず稼働
能力を活用すること、資産を活用すること、他法他施
策の活用などの要件がある。生活保護受給実態は、令
和３年12月末現在の県内の生活保護受給世帯数は約
３万1000世帯、対前年度比2.9％の増、被保護人員数
は約３万1000人、対前年同月比1.8％の増となってい
る。また、自動車は資産に当たり、最低限度の生活の
維持のために自動車を生活費に充てるというのが原則
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だが、現在失業や傷病で就労を中断しているが、再開
後使用する見込みがある場合や、公共交通機関が利用
困難な場合の通勤用、あるいは障害者の通院等のよう
な事由がある場合は認められているケースがあるとの
答弁がありました。
　次に、沖縄黒糖ブランディング実証支援事業に関
し、県内の事業者との連携はどのように考えている
か、また、事業主体の沖縄県黒砂糖協同組合が事業を
執行する際のバックアップ体制をどう考えているかと
の質疑がありました。
　これに対し、これまでも県も一緒になってオキコや
オリオンビールなどと連携して黒糖を使った商品を出
している。そのほか、銀行協会や保険業界にも現状を
理解してもらい黒糖を使った商品をお願いしている。
また、県内のホテルにウエルカム黒糖ということで各
部屋に黒糖を置くということを国と調整して進めてい
るところである。また、沖縄県黒砂糖協同組合への
バックアップ体制については、月に２回ほど国、県、
事業主体とＪＡも含めて、事業の進捗状況などを確認
しながら事業を進めているとの答弁がありました。
　次に、新型コロナウイルス感染症対策事業で、高齢
者福祉施設ほか５事業の繰越しの理由は何かとの質疑
がありました。
　これに対し、今回、繰越しを行うのは、感染症等が
発生した場合のかかり増し経費及び簡易陰圧装置の設
置等の補助の繰越しである。
　理由としては、かかり増し経費については、県内の
感染状況の急激な拡大に伴い、年度末の申請が増加し
ており、年度内で執行が困難であることから、次年度
以降、確実に事業者に補助するための繰越しである。
また、簡易陰圧装置やゾーニング環境整備に係る経費
については、新型コロナウイルス感染症による世界的
な需要による機器の品薄とか、納品遅れ等が生じたこ
とにより、年度内完了が困難になったものを次年度に
繰り越すとの答弁がありました。
　次に、甲第33号議案に関し、県民広場地下駐車場
工事の概要及び固定納付金の収入見込み額について質
疑がありました。
  次に、甲第36号議案に関し、国民健康保険事業が補
正増となっているが、特徴的な内容はどういうものが
あるか、また、コロナ禍における国保会計について特
別な免除や猶予制度はどうなっているかとの質疑があ
りました。
　これに対し、市町村に交付する保険給付費の増額を
行う費用として約29億円、過年度の国庫支出金等の
精算を行うための費用として約45億円を計上してい

る。また、新型コロナウイルス感染症の影響による国
民健康保険税の減免については、令和２年度と同様、
令和３年度も全額国の財政支援が実施されており、令
和３年度分の保険税の減免は、11月末時点で1781世
帯、約２億5000万円となっているとの答弁がありま
した。
  採決の結果、甲第26号議案から甲第37号議案まで
の12件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべ
きものと決定いたしました。
  以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして、報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより、甲第26号議案から甲第37号議案までの
12件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案12件は、原案のとおり決すること
に御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第26号議案から甲第37号議案までは、
原案のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第５　陳情第31号及び
第36号の２の付託の件を議題といたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情２件については、米軍基地関係特別
委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思い
ます。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案整理のため、明３月10日から
29日までの20日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明３月10日から29日までの20日間休会と
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することに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。

　次会は、３月30日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前10時31分散会
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議　　事　　日　　程　第10号
令和４年３月30日（水曜日）

午前10時開議
第１　乙第１号議案、乙第２号議案、乙第５号議案、乙第６号議案、乙第８号議案、乙第27号議案から乙第29
　　　号議案まで、乙第44号議案及び乙第45号議案（総務企画委員長報告）
第２　乙第15号議案から乙第17号議案まで及び乙第19号議案（経済労働委員長報告）
第３　乙第10号議案、乙第12号議案から乙第14号議案まで及び乙第24号議案から乙第26号議案まで（文教厚
　　　 生委員長報告）
第４　乙第９号議案及び乙第20号議案から乙第23号議案まで（土木環境委員長報告）
第５　沖縄県議会議員の期末手当の特例に関する条例
　　　　島袋　　大君　　瑞慶覧　功君
　　　　渡久地　修君　　平良　昭一君
　　　　仲村　未央さん　金城　　勉君　　

提出　議員提出議案第６号

　　　　當間　盛夫君
第６　乙第11号議案（子どもの未来応援特別委員長報告）
第７　乙第46号議案（新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長）
第８　乙第35号議案、乙第38号議案、乙第40号議案、乙第42号議案及び乙第43号議案（総務企画委員長報
　　　 告）
第９　乙第36号議案及び乙第37号議案（経済労働委員長報告）
第10　乙第39号議案及び乙第41号議案（文教厚生委員長報告）
第11　乙第32号議案から乙第34号議案まで（土木環境委員長報告）
第12　甲第１号議案から甲第24号議案まで（予算特別委員長報告）
第13　那覇軍港における米軍の訓練に関する意見書
　　　　仲村　家治君　　小渡良太郎君
　　　　新垣　淑豊君　　島尻　忠明君
　　　　仲里　全孝君　　新垣　　新君
　　　　下地　康教君　　石原　朝子さん
　　　　西銘啓史郎君　　座波　　一君　　

提出　議員提出議案第３号
　　　　大浜　一郎君　　呉屋　　宏君
　　　　花城　大輔君　　又吉　清義君
　　　　末松　文信君　　島袋　　大君
　　　　中川　京貴君　　照屋　守之君
　　　　仲田　弘毅君
第14　那覇港湾施設における在沖米海兵隊の訓練に関する意見書
　　　　照屋　大河君　　玉城健一郎君
　　　　上里　善清君　　山里　将雄君
　　　　当山　勝利君　　山内　末子さん
　　　　瑞慶覧　功君　　比嘉　京子さん
　　　　島袋　恵祐君　　瀬長美佐雄君
　　　　玉城　武光君　　比嘉　瑞己君

令 和 ４ 年
第 １ 回

令和４年３月30日（水曜日）午前10時開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第 10号）
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　　　　玉城ノブ子さん　西銘　純恵さん　提出　議員提出議案第４号
　　　　渡久地　修君　　翁長　雄治君
　　　　次呂久成崇君　　新垣　光栄君
　　　　平良　昭一君　　仲宗根　悟君
　　　　喜友名智子さん　國仲　昌二君
　　　　仲村　未央さん　崎山　嗣幸君
第15　那覇港湾施設における在沖米海兵隊の訓練に関する抗議決議
　　　　照屋　大河君　　玉城健一郎君
　　　　上里　善清君　　山里　将雄君
　　　　当山　勝利君　　山内　末子さん
　　　　瑞慶覧　功君　　比嘉　京子さん
　　　　島袋　恵祐君　　瀬長美佐雄君
　　　　玉城　武光君　　比嘉　瑞己君　　

提出　議員提出議案第５号　　　　玉城ノブ子さん　西銘　純恵さん
　　　　渡久地　修君　　翁長　雄治君
　　　　次呂久成崇君　　新垣　光栄君
　　　　平良　昭一君　　仲宗根　悟君
　　　　喜友名智子さん　國仲　昌二君
　　　　仲村　未央さん　崎山　嗣幸君
第16　陳情令和２年第147号、同第179号、同第191号、同第192号、同第216号、陳情令和３年第103号及び陳
　　　 情第27号（経済労働委員長報告）
第17　陳情第７号、第17号及び第18号の２（文教厚生委員長報告）
第18　陳情令和２年第219号及び陳情令和３年第168号（土木環境委員長報告）
第19　陳情令和３年第83号（議会運営委員長報告）
第20　閉会中の継続審査の件
　　　　　　

本日の会議に付した事件
日程第１　乙第１号議案、乙第２号議案、乙第５号議案、乙第６号議案、乙第８号議案、乙第27号議案から乙第
　　　　　29号議案まで、乙第44号議案及び乙第45号議案
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県首里城歴史文化継承基金条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び沖縄県職員の育児休業等
　　　　　　　　　　　　　 に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第６号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県行政書士試験手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第27号議案　沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第28号議案　沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第29号議案　沖縄県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する
　　　　　　　　　　　　　 条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第44号議案　沖縄県特別職に属する常勤の職員の期末手当の特例に関する条例
　　　　　　乙第45号議案　沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
日程第２　乙第15号議案から乙第17号議案まで及び乙第19号議案
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県農作物種苗生産条例
　　　　　　乙第16号議案　沖縄県県民の森の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条
　　　　　　　　　　　　　 例
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　　　　　　乙第19号議案　沖縄県観光振興基金条例
日程第３　乙第10号議案、乙第12号議案から乙第14号議案まで及び乙第24号議案から乙第26号議案まで
　　　　　　乙第10号議案　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第12号議案　沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の
　　　　　　　　　　　　　 一部を改正する条例及び沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する
　　　　　　　　　　　　　 基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第13号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める
　　　　　　　　　　　　　 条例
　　　　　　乙第14号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の設立に伴う関係条例の整理に関する条例
　　　　　　乙第24号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第25号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第26号議案　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する
　　　　　　　　　　　　　 条例
日程第４　乙第９号議案及び乙第20号議案から乙第23号議案まで
　　　　　　乙第９号議案　沖縄県生活環境保全条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第20号議案　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第21号議案　沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第22号議案　沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第23号議案　沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
日程第５　沖縄県議会議員の期末手当の特例に関する条例
日程第６　乙第11号議案
　　　　　　乙第11号議案　沖縄県子どもの貧困対策推進基金条例の一部を改正する条例
日程第７　乙第46号議案
　　　　　　乙第46号議案　沖縄県特定駐留軍用地等内土地取得事業基金条例の一部を改正する条例
日程第８　乙第35号議案、乙第38号議案、乙第40号議案、乙第42号議案及び乙第43号議案
　　　　　　乙第35号議案　財産損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第38号議案　損害賠償請求事件の和解等について
　　　　　　乙第40号議案　包括外部監査契約の締結について
　　　　　　乙第42号議案　副知事の選任について
　　　　　　乙第43号議案　沖縄県教育委員会教育長の任命について
日程第９　乙第36号議案及び乙第37号議案
　　　　　　乙第36号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第37号議案　車両損傷事故に関する和解等について
日程第10　乙第39号議案及び乙第41号議案
　　　　　　乙第39号議案　損害賠償の額の決定について
　　　　　　乙第41号議案　公立大学法人沖縄県立看護大学の中期目標を定めることについて
日程第11　乙第32号議案から乙第34号議案まで
　　　　　　乙第32号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第33号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第34号議案　訴えの提起について
日程第12　甲第１号議案から甲第24号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　令和４年度沖縄県一般会計予算
　　　　　　甲第２号議案　令和４年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
　　　　　　甲第３号議案　令和４年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
　　　　　　甲第４号議案　令和４年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
　　　　　　甲第５号議案　令和４年度沖縄県下地島空港特別会計予算
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　　　　　　甲第６号議案　令和４年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
　　　　　　甲第７号議案　令和４年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
　　　　　　甲第８号議案　令和４年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第９号議案　令和４年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
　　　　　　甲第10号議案　令和４年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第11号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第12号議案　令和４年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第13号議案　令和４年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
　　　　　　甲第14号議案　令和４年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
　　　　　　甲第15号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第16号議案　令和４年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
　　　　　　甲第17号議案　令和４年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
　　　　　　甲第18号議案　令和４年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第19号議案　令和４年度沖縄県公債管理特別会計予算
　　　　　　甲第20号議案　令和４年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算
　　　　　　甲第21号議案　令和４年度沖縄県病院事業会計予算
　　　　　　甲第22号議案　令和４年度沖縄県水道事業会計予算
　　　　　　甲第23号議案　令和４年度沖縄県工業用水道事業会計予算
　　　　　　甲第24号議案　令和４年度沖縄県流域下水道事業会計予算
日程第13　那覇軍港における米軍の訓練に関する意見書
日程第14　那覇港湾施設における在沖米海兵隊の訓練に関する意見書
日程第15　那覇港湾施設における在沖米海兵隊の訓練に関する抗議決議
日程追加　 那覇軍港における米軍の訓練に関する意見書
日程追加　 那覇港湾施設における米海兵隊の訓練に関する意見書
日程追加　 那覇港湾施設における米海兵隊の訓練に関する抗議決議
日程第16　陳情令和２年第147号、同第179号、同第191号、同第192号、同第216号、陳情令和３年第103号及
　　　　　 び陳情第27号
　　　　　　陳情令和２年第147号　シークヮーサーの立ち枯れ対策に関する陳情
　　　　　　陳情令和２年第179号　忘年会・新年会・会議等のホテル利用促進に関する陳情
　　　　　　陳情令和２年第191号　ＧｏＴｏトラベルキャンペーンの延長等を求める陳情
　　　　　　陳情令和２年第192号　ＧｏＴｏトラベルキャンペーンの積極的な活用等を求める陳情
　　　　　　陳情令和２年第216号　コロナ禍における観光需要回復に向けた取組に関する陳情
　　　　　　陳情令和３年第103号　新型コロナウイルス感染拡大に伴う県内酪農家への経済的補塡に関する陳情
　　　　　　陳情第27号　新型コロナウイルス感染拡大に伴う県内酪農家への経済的補塡に関する陳情
日程第17　陳情第７号、第17号及び18号の２
　　　　　　陳情第７号　離島の児童生徒が沖縄県代表となった場合の派遣費用補助を求める陳情
　　　　　　陳情第17号　公共交通としての経営状況が深刻化する路線バス事業への緊急支援等に関する陳情
　　　　　　陳情第18号の２　新型コロナウイルスにより影響を受けた貸切りバス事業者への支援に関する陳情
日程第18　陳情令和２年第219号及び陳情令和３年第168号
　　　　　　陳情令和２年第219号　公営住宅の入居に保証人を不要とする条例改正等を求める陳情
　　　　　　陳情令和３年第168号　公営住宅の入居に保証人を不要とする条例改正等を求める陳情
日程第19　陳情令和３年第83号
　　　　　　陳情令和３年第83号　選挙管理委員会における女性委員の選出に関する陳情
日程第20　閉会中の継続審査の件
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出　席　議　員（47名）

欠　席　議　員（１名）

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　喜友名　智　子　さん
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　島　袋　恵　祐　君
４　番　　玉　城　健一郎　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　國　仲　昌　二　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　新　垣　光　栄　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

34　番　　呉　屋　　　宏　君

23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲　村　未　央　さん
25　番　　平　良　昭　一　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　照　屋　大　河　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

知　念　弘　光　君
佐久田　　　隆　君
城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君
知　花　美和子　さん

事 務 局 長
議 事 課 長
課 長 補 佐
主 幹
主 査
総 務 課 主 幹

政 務 調 査 課 副 参 事
主 幹
主 幹
主 幹
主 幹

中　村　　　守　君
嘉　陽　　　孝　君
下　地　広　道　君
具志堅　勝　也　君
新　垣　伸　弥　君

○○議長（赤嶺　昇君） これより本日の会議を開きま
す。
○○照屋　守之君　議長。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時０分休憩
　　　午前10時１分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程に入ります前に報告いたします。
　１月26日及び２月８日から３月９日までに受理い

たしました請願１件及び陳情24件は、３月16日に配
付いたしました請願及び陳情文書表のとおりそれぞれ
所管の常任委員会及び議会運営委員会に付託いたしま
した。
　次に、28日、仲村家治君外18人から議員提出議案
第３号「那覇軍港における米軍の訓練に関する意見
書」、照屋大河君外23人から議員提出議案第４号
「那覇港湾施設における在沖米海兵隊の訓練に関する
意見書」及び議員提出議案第５号「那覇港湾施設にお
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なった取組が必要だと認識している。そのため、保存
会の活動等については、地域団体それから関係機関と
のネットワークを活用した促進にもつながるとの認識
を持っており、その立ち上げについても検討していき
たいとの答弁がありました。
　そのほか、首里城復興寄附金の状況、本土における
歴史的建造物を守るための施策、基金を基にした他県
での研修制度導入の検討、基金の活用方策などについ
て質疑がありました。
　次に、乙第２号議案「沖縄県職員の勤務時間、休日
及び休暇等に関する条例及び沖縄県職員の育児休業等
に関する条例の一部を改正する条例」は、国及び他の
都道府県の状況を考慮し、妊娠・出産、育児等と仕事
との両立支援制度を充実させるため、不妊治療のため
の特別休暇を設けるほか、非常勤職員の育児休業及び
部分休業の要件を緩和するとともに、任命権者が講ず
べき措置を定める必要があるため条例を改正するもの
であるとの説明がありました。
　本案に関し、不妊治療の特別休暇について、国及び
他府県の状況はどうなっているかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、国においては令和４年１月１日から既
に施行されている。４月１日施行は本県以外に東京都
と神奈川県となっているとの答弁がありました。
　そのほか、非常勤職員の対象範囲などについて質疑
がありました。
　次に、乙第５号議案「沖縄県の事務処理の特例に関
する条例の一部を改正する条例」は、難病の患者に対
する医療等に関する法律に基づく知事の権限に属する
事務の一部を、権限移譲の協議が調った那覇市が処理
することとする等の必要があるため条例を改正するも
のであるとの説明がありました。
  本案に関し、県内における難病患者数は何名か、そ
のうち那覇市の患者数は何名か、また、権限移譲に伴
う那覇市の事務的負担はどうなるのかとの質疑があり
ました。
　これに対し、令和４年１月31日時点で難病の受給
対象者となるのは県全体で１万1084名で、そのうち
那覇市の患者は2471名となっている。また、権限移
譲に伴う那覇市の事務負担については、これまでも那
覇市に委託していた経緯があり、今回の権限委譲によ
る業務負担の変更はないものと考えているとの答弁が
ありました。
　そのほか、難病の種類、那覇市に権限移譲する理由
などについて質疑がありました。
　次に、乙第６号議案「沖縄県使用料及び手数料条例

ける在沖米海兵隊の訓練に関する抗議決議」の提出が
ありました。
　また、昨日、島袋大君外６人から議員提出議案第６
号「沖縄県議会議員の期末手当の特例に関する条例」
の提出がありました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　乙第１号議案、乙
第２号議案、乙第５号議案、乙第６号議案、乙第８号
議案、乙第27号議案から乙第29号議案まで、乙第44
号議案及び乙第45号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○○総務企画委員長（又吉清義君）　おはようございま
す。
　ただいま議題となりました乙第１号議案、乙第２号
議案、乙第５号議案、乙第６号議案、乙第８号議案、
乙第27号議案から乙第29号議案まで、乙第44号議案
及び乙第45号議案の条例議案10件について、以下、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、知事公室長、総務部長、企
画部長、警察本部生活安全部長及び同交通部長の出席
を求め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第１号議案「沖縄県首里城歴史文化継承基
金条例」は、首里城に象徴される沖縄の固有の歴史及
び文化の継承を目的として、沖縄県首里城歴史文化継
承基金を設置し、その管理及び処分に関し必要な事項
を定める必要があるため条例を制定するものであると
の説明がありました。
　本案に関し、伝統文化の継承については難しいもの
があり、人材を育成した後にも組織を立ち上げてサ
ポートすることも必要と思うが、そのことについてど
のように考えるかとの質疑がありました。
　これに対し、本県において伝統的建築技術に係る保
存会というものは存在していないが、継続的な取組に
つなげていくためには行政だけではなく県民と一体と
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の一部を改正する条例」は、工芸振興センターの機器
の使用料等について徴収根拠を廃止するほか、地方公
共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され
たことに伴い、電気工事士免許状書換え手数料の額を
改める必要があるため条例を改正するものであるとの
説明がありました。
  本案に関し、工芸振興センターの使用料を廃止する
理由は何か、また、廃止により利用者の不利益が生じ
ないかとの質疑がありました。
　これに対し、工芸振興センターが所有する染織、木
工、漆工関係の使用料28件を廃止するが、おきなわ
工芸の杜に21件を移管し、老朽化に伴う機器を７件
廃止する。また、機器がなくなることによって利用者
に不利益が生じないかということについては、おきな
わ工芸の杜に移管または設置する機器の中に代替機器
もあることから、特に工芸事業者の不利益は生じない
と考えているとの答弁がありました。
　次に、乙第８号議案「沖縄県行政書士試験手数料条
例の一部を改正する条例」は、地方公共団体の手数料
の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、
行政書士試験に係る手数料の額を改める必要があるた
め条例を改正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、手数料引上げに伴う受験者への影響を
どのように考えているかとの質疑がありました。
　これに対し、特定の受験者に対する試験問題の提供
という特定サービスの提供ということで、あくまでも
受益者負担の観点で支払ってもらうものである。当然
支払う額が増えることで受験者への影響は今後あり得
るかもしれないが、これまで受験者数が減ってきたこ
と等に伴って１人当たりの事務的経費が増えてきたこ
と等が改正の理由であるとの答弁がありました。
  そのほか、過去の手数料の改正状況などについて質
疑がありました。
  次に、乙第27号議案「沖縄県警察関係手数料条例の
一部を改正する条例」は、地方公共団体の手数料の標
準に関する政令の一部改正に伴い、許可証書換え手数
料の額を改めるほか、道路交通法の一部改正に伴い、
運転技能検査手数料の額を定める必要があるため条例
を改正するものであるとの説明がありました。
　次に、乙第28号議案「沖縄県風俗案内業の規制に
関する条例の一部を改正する条例」及び乙第29号議
案「沖縄県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用
を助長する行為等の規制に関する条例の一部を改正す
る条例」は、民法の一部が改正され、成年年齢が引き
下げられるとともに、女性の婚姻開始年齢が引き上げ
られること等を踏まえ、青少年の定義を改める必要が

あるため条例を改正するものであるとの説明がありま
した。
　まず、乙第28号議案に関し、当該条例により摘発
された事件の有無などについて質疑がありました。
  次に、乙第29号議案に関し、一部の規定を除き令和
６年４月１日から施行する理由は何かとの質疑があり
ました。
　これに対し、女性の婚姻年齢が法律で16歳から
18歳に引上げとなるが、例えば４月１日の法律施行
後、17歳に関しては法律上は未成年だが、まだ結婚
できる取扱いであることから、猶予期間を設けて２年
後に完全施行というような形になるとの答弁がありま
した。
  そのほか、犯罪に巻き込まれないための教育機関と
の連携などについて質疑がありました。
  次に、乙第44号議案「沖縄県特別職に属する常勤の
職員の期末手当の特例に関する条例」は、期末手当に
係る支給割合を引下げ改定する沖縄県の一般職の職員
との均衡を考慮し、特別職の常勤の職員の令和４年６
月に支給する期末手当に係る支給割合を引き下げる措
置を講ずる必要があるため条例を制定するものである
との説明がありました。
　次に、乙第45号議案「沖縄県職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例」は、人事委員会の給与
勧告、国及び他の都道府県の職員の給与の状況等を考
慮し、県の職員及び県費負担教職員の期末手当の支給
割合を改定する等の必要があるため条例を改正するも
のであるとの説明がありました。
　本案に関し、人事委員会が勧告する際に、民間は当
然調査すると思うが、県で働いている看護師や教員へ
の意見聴取なども行われているかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、この人事委員会の調査については企業
規模が50人以上、かつ事業所規模が50人以上の県内
の346の民間事業者から134事業所を無作為に抽出し
て実施調査をしたと聞いている。県においては、県立
病院や教員について任命権者から意見を聴取して報告
をしているとの答弁がありました。
  そのほか、令和３年度引下げ相当額の減額調整を行
う時期などについて質疑がありました。
　採決の結果、乙第１号議案、乙第２号議案、乙第５
号議案、乙第６号議案、乙第８号議案、乙第27号議
案から乙第29号議案まで、乙第44号議案及び乙第45
号議案の条例議案10件については、全会一致をもっ
て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
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げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第１号議案、乙第２号議案、乙第５号議
案、乙第６号議案、乙第８号議案、乙第27号議案か
ら乙第29号議案まで、乙第44号議案及び乙第45号議
案の10件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案10件は、原案のとおり決すること
に御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第１号議案、乙第２号議案、乙第５号議
案、乙第６号議案、乙第８号議案、乙第27号議案か
ら乙第29号議案まで、乙第44号議案及び乙第45号議
案は原案のとおり可決されました。
　　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　乙第15号議案か
ら乙第17号議案まで及び乙第19号議案を議題といた
します。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎登壇〕
○○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　おはようござい
ます。
　ただいま議題となりました乙第15号議案から乙第
17号議案まで及び乙第19号議案の条例議案４件につ
いて、以下、委員会における審査の経過及び結果を御
報告申し上げます。
　委員会におきましては、農林水産部長、商工労働部
長及び文化観光スポーツ部長の出席を求め、慎重に審
査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第15号議案「沖縄県農作物種苗生産条例」は、
良質な種苗の安定的な供給を図り、もって本県の農業
の持続的な発展に寄与するため、良質な種苗の生産の
推進に関する基本理念等を明らかにするとともに、県

が施策の実施により得た知見等の提供に関し調査審議
を行う附属機関を設置する必要があるため、条例を制
定するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、他府県の同様な条例と比較して特色の
ある部分は何かとの質疑がありました。
　これに対し、他府県のほとんどが稲、麦、大豆を対
象とするが、本県では島野菜等の在来種をはじめ多く
の品目を対象としたこと、民間事業者等へ種苗に関す
る知見等を提供する場合には、審議会を設けて厳正な
審査を行うことなどが、本条例案の特色であるとの答
弁がありました。
　次に、沖縄県登録品種の自家増殖は、許諾手続を不
要としている点については農家に不安を与えないよう
条文の文言に明記する必要があるのではないかとの質
疑がありました。
　これに対し、自家増殖については、本条例ではなく
種苗法の範疇と考えており、国や他府県と同様にまず
は県のホームページで手続が不要である旨を公表して
いる。また、公文書で市町村やＪＡ等の各種団体へも
通知しているほか、県の出先機関である農業改良普及
センターでの相談体制や、各地域での現地説明会等を
通して周知を徹底していきたいとの答弁がありまし
た。
　そのほか、登録品種等の海外持ち出し対策の強化に
ついて質疑がありました。
　次に、乙第16号議案「沖縄県県民の森の設置及び
管理に関する条例の一部を改正する条例」は、同施設
の改修に伴い、研修室の利用に係る料金の基準額を改
めるとともに、木工室及び冷房設備の利用に係る料金
の基準額を定める等の必要があるため、条例を改正す
るものであるとの説明がありました。
　本案に関し、公園管理に関する新たな民間の力の活
用の検討について質疑がありました。
　次に、乙第17号議案「沖縄県火薬類製造業許可、
高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する
条例」は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令
の一部が改正されたことに伴い、高圧ガス製造保安責
任者試験手数料の額を改める等の必要があるため、条
例を改正するものであるとの説明がありました。
　次に、乙第19号議案「沖縄県観光振興基金条例」
は、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図るこ
とを目的とした基金を設置し、その管理及び処分に関
し必要な事項を定める必要があるため条例を制定する
ものであるとの説明がありました。
　本案に関し、基金の設立について観光業界との間で
十分なコンセンサスは得られているのか。また、観光
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再興に向けた取組の中で本条例の立ち位置をどのよう
に考えているのかとの質疑がありました。
　これに対し、基金設立については、今年１月の沖縄
ツーリズム産業団体協議会の副会長会議や、２月に開
催した同協議会メンバーへの説明・意見交換会を通し
て、業界から一定の理解を得られたと認識している。
また、令和４年度は、国が実施する事業に上乗せする
おきなわ事業者復活支援金の21億円や、ＧｏＴｏお
きなわキャンペーン事業の約376億円と合わせ、既存
事業では十分に対応できない場合に機動的かつ柔軟に
本基金を活用していくことを想定しており、これらの
施策事業を総合的に実施することで、沖縄観光の回復
に向けて取り組んでいきたいとの答弁がありました。
　次に、本基金により具体的にどのような事業の実施
を想定しているのか、また、観光業界が疲弊している
現状への対応も含めて、業界が求めるものをどのよう
に反映させていくのかとの質疑がありました。
　これに対し、基金の使途については、同条例第６条
に掲げる４つの柱に沿って、例えば観光ＤＸの推進、
自然資源利用のルールづくりと周知、スポーツツーリ
ズムやサステーナブルツーリズムの推進等が考えられ
る。また、現在、庁内において具体的な事業の提案を
募集しており、集まった提案を精査した後、観光関連
団体や有識者等で構成する検討委員会において事業を
決定していくこととなるが、さらにそれ以外でも業界
団体から幅広く意見を聴きながら取り組んでいきたい
との答弁がありました。
　そのほか、国内外における目的税の現状と今後の本
基金への積立てについて質疑がありました。
　採決の結果、乙第15号議案から乙第17号議案まで
の条例議案３件については、全会一致をもって原案の
とおり可決すべきものと決定いたしました。
　また、乙第19号議案「沖縄県観光振興基金条例」
については、採決の結果、可否同数となり、委員長裁
決により、否決と決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより討論に入ります。
　乙第19号議案に対する討論の通告がありますの

で、発言を許します。
　玉城武光君。
　　　〔玉城武光君登壇〕
○○玉城　武光君　ただいま議題になりました乙第19
号議案「沖縄県観光振興基金条例」に賛成する立場か
ら討論を行います。
　この条例の目的、第１条は、国際競争力の高い魅力
ある観光地の形成を図る目的として、県が行う事業の
費用の財源に充てるため、沖縄県観光振興基金を設置
するとしています。
　今、沖縄県のリーディング産業である観光産業につ
いては、新型コロナウイルス感染症の影響を長期間に
わたり受けているところであり、支援の拡充強化が必
要となっています。沖縄観光の回復を目指し、感染症
拡大の抑止、水際対策の強化、観光事業者等の事業継
続支援、観光需要の喚起に加え、必要な施策を実施す
るための財源の確保が求められています。
　県は、これまで融資等による資金繰り支援や雇用継
続のための上乗せ助成など、事業継続のための支援、
那覇空港や離島空港における水際対策の体制整備など
安全・安心の島沖縄の構築に取り組みながら、感染状
況を見極めつつ、段階的に域内需要の喚起等に取り組
んできております。また、県内の平和学習や修学旅行
などの貸切りバス需要を喚起するため、おきなわ彩発
見バスツアー促進事業やおきなわ観光体験支援事業を
開始しています。県民向けのおきなわ彩発見キャン
ペーン第４弾を３月１日から再開しております。
　新年度当初予算においては、観光事業者等の支援
策として、国が実施する事業復活支援金に県独自に
上乗せし、個人事業者へは最大10万円、法人へは最
大50万円の支援金を給付するおきなわ事業復活支援
金に21億円、全国から沖縄への旅行需要を喚起する
ため、ＧｏＴｏおきなわキャンペーン事業に約377億
円、県内旅行需要を喚起するため、おきなわ彩発見
キャンペーンに2021年度予算から約80億円を繰り越
し、計上しています。
　さらに、新年度当初予算に計上する事業者への直接
支援策や旅行需要喚起策に取り組むとともに、既存事
業では十分に対応できない事業については、新たに、
沖縄県観光振興基金条例の下に40億円を創設し、観
光客の受入れ体制の充実強化、観光地における環境
及び良好な景観の保全、観光の振興に通じる文化芸
術の継承及び発展並びにスボーツの振興、持続可能な
沖縄観光の促進を図るための取組、沖縄観光のさらな
る発展を目指すとしています。その基金の活用につい
ては、有識者や観光関連団体等で構成する検討委員会
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で幅広く意見を聴取し、事業を決定するとしておりま
す。
　観光関連事業者に対する直接支援の予算措置を国に
求めつつ、既存事業と併せて基金を活用した事業を推
進することで、切れ目のない支援を実施し、観光の回
復につなげることが、今、重要であります。今、行政
と観光関連団体が一丸となって沖縄観光の回復のため
に取組を強化しなければなりません。
　議員提出議案第１号「新型コロナウイルス感染症の
影響を受けている観光産業の再興に関する条例の一部
を改正する条例」は、全会一致で可決されました。そ
の条例の第５条、県は、観光関連事業者等支援施策を
積極的に推進するため、必要な財政上の措置を講ずる
よう努めるものとするとなっております。このような
中、提案された沖縄県観光振興基金条例を否決するこ
とは、沖縄観光の回復に向けた取組を停滞させるもの
であり、また、観光産業の再興に関する条例の目的に
反し、県益を大きく損なうものと考えます。
　以上のことから、乙第19号議案「沖縄県観光振興
基金条例」に賛成します。
　議員各位におかれましては、何とぞ御理解いただ
き、沖縄県観光振興基金条例に賛同してくださるよ
う、よろしくお願い申し上げ賛成討論を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　以上で通告による討論は終わりました。
　これをもって討論を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時30分休憩
　　　午前10時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより乙第15号議案から乙第17号議案まで及び
乙第19号議案の採決に入ります。
　議題のうち、まず、乙第15号議案から乙第17号議
案までの３件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案３件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第15号議案から乙第17号議案までは、
原案のとおり可決されました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　次に、乙第19号議案を採決

いたします。
　本案に対する委員長の報告は否決でありますので、
原案について採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起
立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○○議長（赤嶺　昇君）　起立多数であります。
　よって、乙第19号議案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　乙第10号議案、
乙第12号議案から乙第14号議案まで及び乙第24号議
案から乙第26号議案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○○文教厚生委員長（末松文信君）　ただいま議題とな
りました乙第10号議案、乙第12号議案から乙第14号
議案まで及び乙第24号議案から乙第26号議案までの
条例議案７件について、以下、委員会における審査の
経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、子ども生活福祉部長、保健
医療部長及び教育長の出席を求め、慎重に審査を行っ
てまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第10号議案「沖縄県青少年保護育成条例
の一部を改正する条例」は、民法の一部が改正され、
成年年齢が引き下げられるとともに、女性の婚姻開始
年齢が引き上げられること等を踏まえ、青少年の定義
を改める等の必要があるため、条例を改正するもので
あるとの説明がありました。
  次に、乙第12号議案「沖縄県指定障害児入所施設等
の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の
一部を改正する条例及び沖縄県指定障害者支援施設の
人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一
部を改正する条例の一部を改正する条例」は、児童福
祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び
運営に関する基準等の一部を改正する省令等の一部が
改正されたことに伴い、特例に係る経過措置の期限を
延長する必要があるため、条例を改正するものである
との説明がありました。



– 509 –

　本案に関し、みなし規定の対象者数及びみなし規定
が延長されることによってどのような影響があるのか
との質疑がありました。
　これに対し、みなし規定が適用されているのは、
福祉型の障害児入所施設となっており、入所者56名
中、18歳以上の12名がみなし規定の対象者となって
いる。本来18歳未満の入所施設であるが、18歳以上
もとどまれるようにするための規定になっているとの
答弁がありました。
  そのほか、特別支援学校等を卒業した後の支援策な
どについて質疑がありました。
  次に、乙第13号議案「公立大学法人沖縄県立看護大
学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める
条例」は、公立大学法人沖縄県立看護大学の設立に伴
い、地方独立行政法人法第59条第２項の規定に基づ
き、同法人への職員の引継ぎに係る県の内部組織を定
める必要があるため、条例を制定するものであるとの
説明がありました。
　本案に関し、４月からの公立大学法人化に伴う退職
者や新採用者の有無について質疑がありました。　
  次に、乙第14号議案「公立大学法人沖縄県立看護大
学の設立に伴う関係条例の整理に関する条例」は、公
立大学法人沖縄県立看護大学の設立に伴い、公の施設
として設置する沖縄県立看護大学が設置及び管理を行
うこととなったことから、沖縄県立看護大学条例等を
廃止するとともに、関係条例の規定を整理するもので
あるとの説明がありました。
　本案に関し、沖縄県立看護大学の公立大学法人化に
おける意義について質疑がありました。
　これに対し、平成28年度に行われた沖縄県立看護
大学あり方検討委員会の報告書では、８つの課題が示
されており、これらの解決には、沖縄県立看護大学の
公立大学法人化が必要であるとされたところである。
また、公立大学法人化の目的は、人員及び運営費交付
金の削減といった行政改革の観点から行われるもので
はなく、自主的・自律的な大学運営と良好な教育体制
の整備を目的として行われるものであるとの答弁があ
りました。　
  次に、乙第24号議案「沖縄県立高等学校等の設置に
関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄県立名護
高等学校附属桜中学校を設置する必要があるため、条
例を改正するものであるとの説明がありました。
  次に、乙第25号議案「沖縄県学校職員定数条例の一
部を改正する条例」は、児童生徒数の増減等により、
学校職員の定数を改める必要があるため、条例を改正
するものであるとの説明がありました。

  次に、乙第26号議案「沖縄県教育委員会の権限に属
する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する
条例」は、沖縄県職員の給与に関する条例及び沖縄県
人事委員会規則に基づく町村立学校教職員の扶養手当
の認定に関する事務等沖縄県教育委員会の権限に属す
る事務の一部を、権限移譲の協議が調った町村が処理
することとする必要があるため、条例を改正するもの
であるとの説明がありました。
　採決の結果、乙第10号議案、乙第12号議案から乙
第14号議案まで及び乙第24号議案から乙第26号議案
までについては、全会一致をもって原案のとおり可決
すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第10号議案、乙第12号議案から乙第14
号議案まで及び乙第24号議案から乙第26号議案まで
の７件を一括して採決いたします。　
　お諮りいたします。
　ただいまの議案７件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第10号議案、乙第12号議案から乙第14
号議案まで及び乙第24号議案から乙第26号議案まで
は、原案のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　乙第９号議案及び
乙第20号議案から乙第23号議案までを議題といたし
ます。
　各議案に対し、委員長の報告を求めます。
　土木環境副委員長下地康教君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔土木環境副委員長　下地康教君登壇〕
○○土木環境副委員長（下地康教君）　ただいま議題と
なりました乙第９号議案及び乙第20号議案から乙第
23号議案までの条例議案５件について、以下、委員
会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
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す。
　委員会におきましては、環境部長及び土木建築部長
の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第９号議案「沖縄県生活環境保全条例の一
部を改正する条例」は、大気汚染防止法及び大気汚染
防止法施行令の一部が改正され、石綿を含有する全て
の建築材料が規制の対象とされたことを踏まえ、特定
粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者の届出等の
義務を廃止する等の必要があるため、条例を改正する
ものであるとの説明がありました。
　次に、乙第20号議案「沖縄県屋外広告物条例の一
部を改正する条例」は、屋外広告物法に基づく条例の
制定及び改廃に関する事務の一部を、権限委譲の協議
が調った景観行政団体である浦添市が処理することと
する等の必要があるため、条例を改正するものである
との説明がありました。
  本案に関し、屋外広告物条例の権限委譲に関する土
木建築部の方針及び条例改正の理由について質疑があ
りました。
　これに対し、沖縄県としても、各市町村の方針や実
情、地域の特性に応じて独自の屋外広告物条例をつく
るほうがまちづくりにはいいと考えており、各市町村
に対して権限委譲を推奨している。今回、浦添市から
協議の申出があり、協議が調ったことから条例改正を
行うことになったとの答弁がありました。
  次に、乙第21号議案「沖縄県国営沖縄記念公園内施
設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
例」は、沖縄県国営沖縄記念公園内施設のうち海洋博
覧会地区内施設の入場料について、限度額の適正化を
図る必要があるため、条例を改正するものであるとの
説明がありました。
  本案に関し、沖縄美ら海水族館の料金改定の理由に
ついて質疑がありました。
　これに対し、開館から20年が経過しているがこれ
まで増税以外では料金の値上げを行っていないことか
ら、全国並みの水準に料金を見直したい。また、社会
経済情勢が変わってきており、資材費、人件費、飼料
費、電気料等が年々上昇している状況にある。今後、
大規模修繕に係る費用の確保も必要となってくること
から、コロナの影響というよりは、入館料の上限額を
見直して、適正な管理運営を行っていくための必要な
見直しであるとの答弁がありました。
　次に、料金値上げに対する県民への配慮はどのよう
に考えているのかとの質疑がありました。

　これに対し、今後、県民を対象とした割引制度につ
いて検討していきたい。具体的には、年間パスポート
の県民価格の設定や閑散期の割引料金の設定など、指
定管理者から提案を受けた形で国と協議の上、実施し
ていきたいと考えているとの答弁がありました。
　そのほか、入館者予測と維持管理費用に関する収支
シミュレーションについての県の考え方、県民の入館
者が増加するような効果的な広報及び施策、県が大規
模修繕を行わなければならない理由、令和元年度に比
べ令和２年度の収入が36億円減少した理由及び今後
予定されている大規模修繕計画などについて質疑があ
りました。
  次に、乙第22号議案「沖縄県宅地建物取引業免許申
請等手数料条例の一部を改正する条例」は、地方公共
団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正された
ことに伴い、宅地建物取引士資格試験に係る手数料の
額を改める必要があるため、条例を改正するものであ
るとの説明がありました。
  次に、乙第23号議案「沖縄県営住宅の設置及び管理
に関する条例の一部を改正する条例」は、県営住宅の
設置の目的を踏まえ、連帯保証人の確保を前提とした
県営住宅の入居の手続を見直す等の必要があるため、
条例を改正するものであるとの説明がありました。
  本案に関し、連帯保証人制度の廃止により懸念され
る事項及びその対応策について質疑がありました。
　これに対し、これまで連帯保証人へ滞納した場合の
金銭債務の負担を求めていたが、制度の廃止により滞
納の増加について懸念される。その対応策として、指
定管理者に配置している専門相談員の活用による入居
者と福祉制度をつなぐ取組の強化、家賃の減免、収入
の再認定制度の活用、生活保護世帯の代理納付の徹
底、常習滞納者に対する法的措置の早期化などに取り
組み、滞納の縮減に努めていきたいとの答弁がありま
した。
　次に、県営住宅の約１割の世帯が入居資格の所得上
限を超えて入居を続けている実態があるが、高額所得
者が居座り続ける実態の改善に向けた根本的な対策は
どうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、３年収入超過を継続した収入超過者に
ついては、退去に努めることになっており、入居時に
説明を行っている。また、収入分位が25万9000円を
超えた世帯については、高額所得者という認定を行
い、その世帯は退去義務がある。この高額所得者に強
い姿勢で臨んでおり、明渡しの指導に従わない場合に
は法的措置を取っており、その効果は出ているとの答
弁がありました。
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　そのほか、緊急連絡人の役割、世帯収入認定の際の
配慮及び県営住宅の設置目的と北部地域への住宅政策
の在り方などについて質疑がありました。
  採決の結果、乙第９号議案及び乙第20号議案から乙
第23号議案までの条例議案５件については、全会一
致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたし
ました。
　なお、乙第21号議案については、沖縄・自民党所
属委員の提案により附帯決議案が提出され、採決の結
果、全会一致をもって可決されました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第９号議案及び乙第20号議案から乙第
23号議案までの５件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案５件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第９号議案及び乙第20号議案から乙第
23号議案までは、原案のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第５　議員提出議案第６
号　沖縄県議会議員の期末手当の特例に関する条例を
議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　島袋　大君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第６号　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔島袋　大君登壇〕
○○島袋　　大君　ただいま議題となりました議員提出
議案第６号「沖縄県議会議員の期末手当の特例に関す
る条例」につきまして、去る３月25日に開催された
各派代表者会において協議した結果、議員提出議案と
して提出することに意見の一致を見ましたので、提出
者を代表しまして提案理由及びその内容を御説明申し
上げます。
　提案理由は、今般、人事委員会勧告に基づき一般職

員の期末手当の支給割合が引下げ改定されること、及
び知事等の期末手当の支給割合が一定期間引き下げら
れること等から、本県議会議員の期末手当の支給割合
についても知事等と同様の内容で引き下げるため所要
の改正を行うものであります。
　改正内容は、令和４年６月に支給される期末手当の
支給割合を、現行の「100分の155」から「100分の
150」に改め、さらに、令和３年12月に支給された
期末手当の「155分の10」に当たる金額を令和４年
６月に支給される期末手当から減額調整するものであ
ります。
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時52分休憩
　　　午前10時52分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより質疑に入るのでありますが、ただいまのと
ころ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第６号
については、会議規則第37条第３項の規定により委
員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　これより議員提出議案第６号
「沖縄県議会議員の期末手当の特例に関する条例」を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第６号は、原案のとおり可決
されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第６　乙第11号議案を
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議題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　子どもの未来応援特別委員長西銘純恵さん。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔子どもの未来応援特別委員長　西銘純恵さん
　　　　登壇〕
○○子どもの未来応援特別委員長（西銘純恵君）　こん
にちは。
　ただいま議題となりました乙第11号議案の条例議
案について、以下、委員会における審査の経過及び結
果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、子ども生活福祉部長の出席
を求め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第11号議案「沖縄県子どもの貧困対策推進基金
条例の一部を改正する条例」は、子供の貧困対策を推
進するための事業を引き続き実施するため、沖縄県子
どもの貧困対策推進基金の設置期間を延長する必要が
あるため、条例を改正するものであるとの説明があり
ました。
　本案に関し、若年妊産婦に対する対策の内容につい
て質疑がありました。
　これに対し、令和４年度から新規事業として実施予
定の若年妊産婦支援促進事業については、若年妊産婦
の生活の安定や自立を図るため、出産や育児に関する
相談・支援を行うほか、就労や修学、ライフプラン等
に関する講座の開催を行うこととしている。また、若
年妊産婦の特徴としては、周囲に相談しづらく本人が
問題を抱え込む傾向があり、必要な支援に結びついて
いないという可能性が考えられることから、今回プロ
グラム講座の実施等によってニーズを把握し、どこに
どういった若年妊産婦がいて居場所の必要性があるの
かということを、この事業で明らかにしていきたいと
の答弁がありました。
  そのほか、就学援助における入学前支給の拡大、ひ
とり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業の内容、
本県の貧困の改善状況、根本的な貧困の解決策、次年
度における沖縄子供の貧困緊急対策事業の補助率など
について質疑がありました。
　採決の結果、乙第11号議案については、全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしま
した。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上

げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第11号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　異議なしと認めます。
　よって、乙第11号議案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第７　乙第46号議案を
議題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長中川
京貴君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員
　　　　長　中川京貴君登壇〕
○○新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長（中
川京貴君）　皆さん、おはようございます。
　ただいま議題となりました乙第46号議案の条例議
案について、以下、委員会における審査の経過及び結
果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、企画部長の出席を求め、慎
重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第46号議案「沖縄県特定駐留軍用地等内土地取
得事業基金条例の一部を改正する条例」については、
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用
の推進に関する特別措置法の期限を10年間延長する
法案が閣議決定されたことを踏まえ、基金の設置期間
を令和14年３月31日まで延長する必要があるため、
条例を改正するものであるとの説明がありました。
　採決の結果、乙第46号議案については、全会一致
をもって可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
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げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第46号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第46号議案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第８　乙第35号議案、
乙第38号議案、乙第40号議案、乙第42号議案及び乙
第43号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました乙第35号議案、乙第38号議案、乙第40号議
案、乙第42号議案及び乙第43号議案の議案５件につ
いて、以下、委員会における審査の経過及び結果を御
報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長及び警察本部警務
部長の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりまし
た。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第35号議案「財産損傷事故に関する和解
等について」は、財産損傷事故について和解をし、
及び損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条
第１項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであ
る。
  主な内容は、北部職員住宅（宇茂佐団地）において
県が設置した電気設備の故障により屋内配線に過電圧
が加わり一部の入居者の財産を損傷させたものであ
る。損害賠償金は２万5000円であるとの説明があり
ました。

　本案に関し、安全点検の状況はどうだったのかとの
質疑がありました。
  これに対し、電気事業法第57条において電気の供給
者である電力会社の委託を受けている一般財団法人沖
縄電気保安協会による調査点検が令和３年１月に実施
されたところである。また、それとは別に職員住宅の
管理業務を委託している沖縄県住宅供給公社において
も、故障した箇所については定期的に巡回を行うなど
目視で外観点検を行っていたところであるとの答弁が
ありました。
  そのほか、県職員住宅の老朽化の状況などについて
質疑がありました。
　次に、乙第38号議案「損害賠償請求事件の和解等
について」は、係争中の訴訟事件について和解をし、
及び損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条
第１項の規定により議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、原告が平成30年６月に泥酔して保護
された際、警察官が八重山署の保護室において原告
の安全を十分に確保しないまま漫然と保護室入り口の
扉を閉めたことにより、左手親指を扉に挟まれ切断さ
れた等として、県が提訴された損害賠償請求事件につ
いて、裁判所の勧告に基づき県は原告に解決金として
200万円を支払うことを主な内容とする和解であると
の説明がありました。
  本案に関し、再発防止策の検討状況及び過去の同様
な事例の有無などについて質疑がありました。
  次に、乙第40号議案「包括外部監査契約の締結につ
いて」は、地方自治法第252条の36第１項の規定に
基づき、議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、令和４年度における外部の専門家によ
る監査の実施及び結果の報告について、1071万3000
円を上限とし、弁護士の宮里猛氏と契約するものであ
るとの説明がありました。
　本案に関し、これまで行われた包括外部監査におけ
る指摘事項と措置状況はどうなっているかとの質疑が
ありました。
　これに対し、この11年間で指摘と意見含めて1094
件の助言、指摘があり、今年度末までに935件の措
置、改善等がなされる予定であるとの答弁がありまし
た。
  次に、乙第42号議案「副知事の選任について」は、
副知事１人が令和４年３月31日に任期満了するの
で、その後任を選任するため、地方自治法第162条の
規定により議会の同意を求めるものであるとの説明が
ありました。
　次に、乙第43号議案「沖縄県教育委員会教育長の
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任命について」は、教育委員会教育長が令和４年３
月31日に任期満了するので、その後任を任命するた
め、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条
第１項の規定により議会の同意を求めるものであると
の説明がありました。
　採決の結果、乙第35号議案、乙第38号議案及び乙
第40号議案の議決議案３件については、全会一致を
もって可決すべきものと決定いたしました。
　また、乙第42号議案及び乙第43号議案の同意議案
２件については、全会一致をもって同意すべきものと
決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前11時６分休憩
　　　午前11時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより乙第35号議案、乙第38号議案、乙第40号
議案、乙第42号議案及び乙第43号議案の採決に入り
ます。
　議題のうち、まず、乙第35号議案、乙第38号議
案及び乙第40号議案の３件を一括して採決いたしま
す。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案３件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　乙第35号議案、乙第38号議案及び乙第40号議案
は、委員長の報告のとおり可決されました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　次に、乙第42号議案及び乙
第43号議案の２件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、委員長の報告のとおり同意
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第42号議案及び乙第43号議案は、委員

長の報告のとおり同意することに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第９　乙第36号議案及
び乙第37号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました乙第36号議案及び乙第37号議案の議決議
案２件について、以下、委員会における審査の経過及
び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、農林水産部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第36号議案「車両損傷事故に関する和解等につ
いて」は、車両損傷事故について和解をし、損害賠償
の額を定めるため、地方自治法第96条第１項の規定
に基づき、議会の議決を求めるものである。
　事故の概要は、名護漁港において、県が設置した側
溝の一部に蓋がなく段差が生じ鉄筋等が露出していた
ため、広場に駐車しようとして臨港道路の側溝の上を
通過した車両のタイヤを損傷させたものである。損害
賠償金は１万3376円であるとの説明がありました。
　本案に関し、施設の管理不十分による同様な事案が
増えているようだが、管理体制の在り方について根本
的な議論が必要ではないかとの質疑がありました。
　これに対し、漁港の管理として、管理業務委託先の
漁協による月１回の目視点検や、県による年１回の巡
回点検等を行っているところであるが、委託管理の内
容や巡回点検の頻度に係る合理的な方法等について、
内部でしっかりと検討していきたいとの答弁がありま
した。
　そのほか、今回の損害賠償に係る保険対応の有無な
どについて質疑がありました。
　次に、乙第37号議案「車両損傷事故に関する和解
等について」は、車両損傷事故について和解をし、
損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第１
項の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。
　事故の概要として、海野漁港物揚げ場において、県
が設置したグレーチングの高さ調整用のパイプ位置が
ずれていたため、車両がその上を通過した際にグレー
チングが跳ね上がり、車両底面のオイルタンクを損傷
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させたものである。損害賠償金は２万7742円である
との説明がありました。
　採決の結果、乙第36号議案及び乙第37号議案の議
決議案２件については、全会一致をもって可決すべき
ものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第36号議案及び乙第37号議案の２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第36号議案及び乙第37号議案は、委員
長の報告のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第10　乙第39号議案及
び乙第41号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○○文教厚生委員長（末松文信君）　ただいま議題とな
りました乙第39号議案及び乙第41号議案の議決議案
２件について、以下、委員会における審査の経過及び
結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、保健医療部長及び病院事業
局長の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりまし
た。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第39号議案「損害賠償の額の決定につい
て」は、病院事業の業務に関し法律上県の義務に属す
る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第
１項並びに地方公営企業法第40条第２項及び沖縄県
病院事業の設置等に関する条例第８条の規定により議

会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
　本案に関し、損害賠償の原因となった脳腫瘍を見落
とした理由について質疑がありました。
　これに対し、当初けいれん症状で県立南部医療セン
ター・こども医療センターの救急外来を受診した患者
のＣＴ検査を実施したが、非常に腫瘍が小さくそれを
腫瘍と判断することができなかった。また、救急室で
のＣＴ画像等は患者が多いことから、全部専門医が診
る状況とはなっておらず、時間が経過して腫瘍が大き
くなり、その後、脳室が拡大して誰が見ても分かるよ
うな状況になってしまったとの答弁がありました。
　次に、乙第41号議案「公立大学法人沖縄県立看護
大学の中期目標を定めることについて」は、公立大学
法人沖縄県立看護大学の中期目標を定めるには、地方
独立行政法人法第25条第３項の規定により議会の議
決を求めるものであるとの説明がありました。
　本案に関し、公立大学の法人化に移行する中で、ハ
ラスメント等についてはどのように対応していくのか
との質疑がありました。
　これに対し、ハラスメントへの対応については、法
人化後の大学組織において、ハラスメント防止委員会
の設置を検討していると聞いている。また、全てのハ
ラスメント行為、その他の人権侵害行為を防止し、発
生時の適切な対応を確保するため、人権尊重に対する
役員、教職員、それから学生等の意識の向上を図るた
めの学内研修等も実施していくとの答弁がありまし
た。
　採決の結果、乙第39号議案及び乙第41号議案の議
決議案２件は、全会一致をもって可決すべきものと決
定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第39号議案及び乙第41号議案の２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
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　よって、乙第39号議案及び乙第41号議案は、委員
長の報告のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第11　乙第32号議案か
ら乙第34号議案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境副委員長下地康教君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔土木環境副委員長　下地康教君登壇〕
○○土木環境副委員長（下地康教君）　ただいま議題と
なりました乙第32号議案から乙第34号議案の議決議
案３件について、以下、委員会における審査の経過及
び結果を御報告申し上げます。            　
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第32号議案の「工事請負契約についての
議決内容の一部変更について」は、陽明高校校舎改築
工事（建築１工区）の設計の一部変更に伴い、契約金
額を変更するため、議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、契約金額を9216万9000円増額
し、15億2936万800円に変更するものであり、今回
の変更は、仮設構台リース費用の追加精算等に伴い増
額を行うものであるとの説明がありました。
  本案に関し、今回の変更に含まれる濁水処理機の追
加理由について質疑がありました。
　これに対し、当初、赤土流出対策として施工場所周
辺を土のうで囲み、雨水排水を外に出さないような計
画を立てていたが、施工する中で地形上少し外に出て
行く雨水排水もあることから、対策を強化し周辺に悪
影響を及ぼさないようにするため、濁水処理機を追加
したものであるとの答弁がありました。
　そのほか、当初予定していた契約及び追加分契約の
財源内訳などについて質疑がありました。
　次に、乙第33号議案の「工事請負契約についての
議決内容の一部変更について」は、陽明高校校舎改築
工事（建築２工区）の設計の一部変更に伴い、契約金
額を変更するため、議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、契約金額を2013万円増額し、10億
5897万円に変更するものであり、今回の変更は、土
工事の数量実績精算等に伴い増額を行うものであると
の説明がありました。
　次に、乙第34号議案「訴えの提起について」は、

県営住宅に入居する長期家賃滞納者に対し、建物の明
渡しと滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起するた
め、地方自治法第96条第１項の規定に基づき議会の
議決を求めるものであるとの説明がありました。
　採決の結果、乙第32号議案から乙第34号議案の議
決議案３件については、全会一致をもって可決すべき
ものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第32号議案から乙第34号議案までの３
件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案３件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第32号議案から乙第34号議案までは、
委員長の報告のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第12　甲第１号議案か
ら甲第24号議案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　予算特別委員長山内末子さん。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔予算特別委員長　山内末子さん登壇〕
○○予算特別委員長（山内末子さん）　ただいま議題と
なりました甲第１号議案から甲第24号議案までの当
初予算24件について、以下、委員会における審査の
経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、室部局長の出席を求め、総
務部長から概要説明を聴取した後、会派代表委員によ
る総括的な質疑を行いました。
　その後、各常任委員会に対し、所管の予算事項につ
いて調査を依頼し、本委員会での審査に加え、各常任
委員会において専門的な立場から慎重に調査を行って
まいりました。
　以下、審査及び調査の過程における執行部の説明及
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び質疑の概要等について申し上げます。
  委員会においては、まず初めに、令和４年度は、本
土復帰50周年を迎える節目の年であり、ＳＤＧｓを
取り入れ、アフターコロナの新しい生活様式に適合す
る安全・安心で幸福が実感できる島を形成し、自立的
発展と住民が豊かさを実感できる社会の実現を目標と
する新たな振興計画がスタートする重要な年でもある
ため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図
りつつ、県経済の回復に向けては、アフターコロナに
向けた将来を見通した、次の付加価値を生む事業再構
築につながる取組として、デジタルトランスフォー
メーション等の環境整備の促進を図り、将来を先取り
した経済の礎を築く取組を推進するとともに、誰一人
取り残さない優しい社会に向けた施策等を推進するこ
とが重要であるとの認識の下、予算を編成した。
　一般会計予算案の総額は、初めて8000億円を超
え、8606億2000万円で、前年度に比べ8.8％の増と
なっている。
　特別会計については、19会計の合計が2451億
2777万2000円で、前年度に比べ6.0％の増となって
いる。
　公営企業会計については、４会計の合計が1384億
581万8000円で、前年度に比べ0.7％の減となってい
る。
　一般会計予算案について、歳入の主な内容は、新型
コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ企業収
益の動向等を踏まえた県税の増、国の地方財政計画の
動向等を勘案した地方譲与税の増、国の地方財政計画
の動向や前年度実績等を勘案した地方交付税の増、新
型コロナウイルス感染症対応に要する国庫補助金の増
などである。
　歳出の主な内容は、市町村への沖縄振興特別推進交
付金など総務費の減、子どもの貧困対策推進基金積立
事業など民生費の増、新型コロナウイルス感染症宿泊
療養施設運営事業など衛生費の増、ＧｏＴｏおきなわ
キャンペーン事業など商工費の増、沖縄振興公共投資
交付金など土木費の減などであるとの概要説明があり
ました。
　次に、当初予算案に関し、７名の会派代表委員か
ら、予算編成の基本的な考え方、室部局の予算体系
及び主な事業の概要などについて質疑がありました。
　各常任委員会の調査においては、まず初めに、新規
事業の米軍基地問題情報発信強化事業の内容はどのよ
うなものか、また、この事業を実施するに当たり、ど
のような効果を求めているのかとの質疑がありまし
た。

　これに対し、復帰50年を迎えてもなお沖縄に米軍
基地が過度に集中し、県民がその過重な基地負担を強
いられ続けていることについて幅広く周知を図る必要
があると考えており、復帰50周年記念事業として、
当該事業を実施したいと考えている。具体的には、
海兵隊が日本本土から沖縄に移動した経緯を含め、沖
縄に基地が過度に集中してきた過程と、米軍関連の事
件・事故や米軍基地と県経済との関係など、沖縄にお
ける基地問題の内容について情報発信を行っていきた
いと考えている。また、効果については、基地問題の
解決につなげていきたいと考えているが、最近情報メ
ディアを通じて沖縄の基地問題等々についての誤解や
誹謗中傷等が散見されるので、県側から積極的に正確
な情報を発信していく必要があるとの答弁がありまし
た。
　次に、令和４年度一般会計当初予算の自主財源は
39.2％で2.5ポイント増えているが、自主財源を増や
すことについてどのような対策を取っているのかとの
質疑がありました。
　これに対し、自主財源の確保については、まず、県
税の増収というのが一番だと思っている。そのために
は、経済の活性化に結びつくような産業施策の推進に
よって税源の涵養を図ることが大事だと思っている。
それ以外にも、地道に県税の徴収強化に取り組み、さ
らに税以外の財源の確保についても取り組むことが肝
要と考えているとの答弁がありました。
　次に、沖縄イノベーション・エコシステム共同研究
推進事業に関して、沖縄科学技術大学院大学ＯＩＳＴ
は、これまで学術の論文等では、確かに世界的有数の
大学であると認識はしているが、スタートアップ企業
の設立等に関しては本県の経済面への寄与する率が低
いのではないかとの意見があるが、その辺はどう考え
ているのかとの質疑がありました。
　これに対し、ＯＩＳＴは恩納村漁協との共同でサン
ゴ礁の再生に向けた研究に取り組んでいるほか、沖縄
県水産海洋技術センターとの取組では、沖縄モズクの
全ゲノム解析に成功しており、産業利用への応用が期
待されている。また、ＯＩＳＴとは、平成30年度か
ら実施している起業家育成プログラムで、革新的な技
術を基に新規ビジネスの創出につながる技術を持った
起業家を世界中から公募し、沖縄県内で事業化支援を
しており、これにより県内での新規雇用の増加、関連
産業の波及効果、国内外からの投資、県内の人材育成
等が期待されている。
　ほかにも、ＯＩＳＴが持つ研究人材、科学者ネット
ワーク等を活用し、県内企業、大学等との共同研究な
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どの産学連携やＯＩＳＴ発ベンチャーの創出支援など
を推進しているとの答弁がありました。
　次に、サイバー犯罪の現状及びサイバーセキュリ
ティー対策に係る予算が増額されている理由は何かと
の質疑がありました。
　これに対し、県警における令和３年中の検挙件数
は、暫定値で170件と過去最多であり、前年比で35
件、25.9％の増加となっている。増加の主な理由
は、持続化給付金に係る詐欺事件、県内暴力団構成員
等による不正送金事件の検挙によるものである。
　令和４年度の予算増額の理由は、現在使用している
サイバー犯罪解析用の資機材のリースの期間延長に伴
う増額や児童生徒を対象としたサイバー防犯講習のボ
ランティアへの委託料の増額等で2549万円を計上し
ており、前年度と比較して829万4000円の増額と
なっているとの答弁がありました。
　次に、農林水産物条件不利性解消事業の減額の理由
と具体的な変更内容等はどうなっているか、また、周
知不足等により事業者から不安の声があることについ
てどう対応していくのかとの質疑がありました。
　これに対し、同事業は、補助単価や出荷見込み量等
の見直しにより対前年度比で約６億円減少している
が、新年度からは、これまでの県外出荷に係る輸送費
補助に加え、要望の多かった対象品目の拡充や本島北
部及び離島からの域外出荷への輸送費補助を新たに実
施する予定であり、総額約22億円のうち県外出荷分
に約16億円、北部離島分に約４億円、流通環境対策
分に約２億円を配分している。事業内容の変更に係る
周知方法については、本年２月上旬に離島も含め県内
４か所で６回の説明会を行ったところであるが、そこ
でいただいた意見も踏まえて激変緩和の経過措置等も
検討しており、決まり次第改めて詳細な事業説明会を
県内各地で開催していきたいとの答弁がありました。
　次に、今回増額された物産あっ旋費の事業内容はど
のようなものか、また、県産品のさらなる販路拡大へ
向けた効果的な支援の取組についてどう考えるかとの
質疑がありました。
　これに対し、県産品の販路拡大に向けた３事業があ
り、県外主要都市の百貨店で物産展を開催する事業に
約2900万円、県内製造業に対するマーケティング戦
略や品質管理等のセミナーの実施及び県外展開の支
援補助等の事業に約7500万円、Ｅコマースを活用し
て県外の消費者が県産品を購入する際の送料を支援す
る事業に約１億200万円を措置している。さらなる効
果的な支援の取組としては、農林・商工・観光の産業
間連携事業の中で４月から始まるドラマ「ちむどんど

ん」に合わせたＰＲや、復帰50周年に係る沖縄魅力
まるごと発信事業の活用による首都圏での販売や観光
との連携など、県内外で県産品が売れるための仕組み
づくりを計画しているとの答弁がありました。
　次に、観光の回復に関して修学旅行の状況等はどう
なっているか、また、ＧｏＴｏおきなわキャンペーン
の予算から教育旅行へ支援することについて検討でき
ないのかとの質疑がありました。
　これに対し、昨年の12月時点で、今年の１月から
３月の修学旅行予定が433校で８万5749人だった
が、新型コロナウイルスの影響により２月の時点で
358校の６万9919人がキャンセルとなった。ＧｏＴ
ｏおきなわキャンペーンの中身としては当然修学旅行
も対象になっており、これまで事業費377億円の10
分の１に当たる37億円を事務費としていたが、この
要件が６分の１まで緩和されたこともあり、この中に
おけるプロモーションも含めてどのような形で修学旅
行を呼び込めるか知恵を絞っていきたいとの答弁があ
りました。
  次に、これまで子供の貧困対策を６年間実施してき
たが、市町村格差が生じてきている。県民がひとしく
行政サービスを受けられるよう、県の役割としてどの
ように調整を行っていくのかとの質疑がありました。
　これに対し、基金規模を60億円とし、10年間の計
画で基金事業や様々な事業を実施していくこととし、
年間約６億円のうち３億円については市町村に配分す
る予定となっている。その内訳については、２億円を
就学援助の充実、残り１億円を市町村独自のそれぞれ
の地域特性に応じた子供の貧困対策の事業に交付して
いく予定である。例えば就学援助の充実に関しては、
ある程度就学援助率なども上がってきたことから、今
後は、市町村の準要保護児童数など、そういった規模
に応じて配分することとし、就学援助の内容をある程
度県のほうで就学援助をする対象の世帯を定めて、単
価も一部同じように引き上げたりということを考えて
おり、就学援助に取り組む市町村が全県的に広がって
いくことを期待して交付をすることとしているとの答
弁がありました。
　次に、次年度のコロナ関連予算における編成方針を
伺いたい、また、これまでのワクチン接種の状況を分
析した上で、令和４年度はどう取り組んでいくのかと
の質疑がありました。
　これに対し、令和４年度当初予算編成の考え方につ
いては、現在の県政の最重要課題である新型コロナウ
イルス感染症対策に重層的かつ効果的に取り組むた
め、約248億円の予算を計上している。また、令和４
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年度に取り組むべき事項については、３回目の接種
状況が３月９日現在、32万5805人、全人口の21％、
高齢者は21万2610人、高齢者全人口の64％へ接種を
行っており、次年度に向けては、医療従事者、高齢者
施設等の入所者、それから一般高齢者に優先的に追加
接種し、その他の県民については接種体制を勘案し順
次２回目接種から６か月経過後に接種していくことと
なっており、引き続き令和４年度も、あらゆる職種に
対する接種に取り組んでいくとの答弁がありました。
  次に、令和４年度当初予算について、入院収益、外
来収益の増を見込んだ根拠及び純損益が20億円余り
マイナスとなる要因は何かとの質疑がありました。
　これに対し、令和４年度の予算編成において、入院
収益については、急性期看護補助体制加算や救命救急
入院料加算などの施設基準を新たに取得したことによ
り、患者単価の増となっており、令和３年度に比べ
て約４億3800万円の収益の増となっている。外来収
益については、外来患者数の増及び外来単価の増に
より、令和３年度に比べて5568万円の増となってい
る。また、純損益が20億円余りマイナスとなる要因
は、収益的収支予算の収入において特別利益で前年
度の固定資産売却益９億5000万円の皆減、医業費用
において材料費や経費等の増による対前年度比15億
2000万円の増等が挙げられ、その結果、令和４年度
の純損益が20億4000万のマイナスとなっているとの
答弁がありました。
　次に、県内公立小・中・高校のＩＣＴ端末の配付状
況、ネット環境の整備状況及び教育現場におけるＩＣ
Ｔ端末の活用状況はどうなっているかとの質疑があり
ました。
　これに対し、小中学校は文部科学省の補助金等を活
用し、ネットワークも含めて１人１台端末環境の整備
が完了している。高等学校は、令和４年度に１人１台
端末環境で学んできた生徒が入学してくることから、
生徒が所有する端末を活用し１人１台端末環境を実現
することとしている。また、モバイルＷｉ－Ｆｉルー
ターについては、県及び８市町村が国の補助金を活用
し、貸出用のルーターを整備していて、県教育委員会
では、緊急事態宣言下におけるオンライン授業の際
に、家庭での通信環境が整っていない児童生徒への貸
出しや準要保護世帯の通信費の支援について、市町村
に対し検討を促したところである。
　小中学校におけるＩＣＴ端末の活用状況について
は、積極的にＩＣＴを活用した授業の改善が取り組ま
れており、県立高校では、教育用端末や全普通教室に
電子黒板等を整備し、教員は日々ＩＣＴを活用して授

業を行っているとの答弁がありました。
　次に、国立自然史博物館誘致推進事業の予算内容は
どうなっているか、また、誘致推進方策はどのように
考えているかとの質疑がありました。
　これに対し、誘致推進事業予算の主な用途として
は、誘致に係る周知啓発や関係団体への働きかけ及び
誘致会議の開催などに委託料として計上している。ま
た、今回、予算増となっているが、その予算で十分と
は考えておらず、今後どのように取組を行って誘致を
実現するかについて、日本学術会議の学者が中心に
なって立ち上げる国立沖縄自然史博物館設立準備委員
会と十分調整して、誘致活動を進めていきたいとの答
弁がありました。
  次に、ハード交付金の減額に伴う市町村への対応及
び下水道整備予算に関する助言内容はどのようなもの
かとの質疑がありました。
　これに対し、令和４年度における土木建築部の
ハード交付金は、対前年度で64億円の減となってい
るが、市町村への影響を最小限にとどめるため、市町
村分は前年度予算額に９億円をプラスし県とほぼ同額
を予算措置している。また、近年、ハード交付金の減
額もあり、下水道の整備にも影響が生じていることか
ら、県では地方創生汚水処理施設整備推進交付金を、
下水道の普及を推進するためのハード交付金の補完財
源として捉え、市町村へ同交付金の活用を促進してい
るとの答弁がありました。
  次に、水道事業会計予算について、収入よりも支出
が上回る赤字予算の編成となっているが、毎年同じよ
うな傾向にあるのか、また、今後の対策はどのように
考えているかとの質疑がありました。
　これに対し、今年度予算においては、動力費につい
て原油価格の高騰により電気料金が大分増額となって
いる関係で支出が収入を上回る予算編成となっている
が、平成27年度から令和３年度までは黒字予算であ
り、直近では平成26年度が赤字予算の編成となって
いる。また、短期的な収支不足については内部留保資
金で対応が可能だと考えているが、赤字の状況が長期
にわたると企業債の元金償還や老朽化施設の更新等の
対応が厳しくなるため、現在、省エネ機器の導入や効
率的な施設管理による動力費の縮減などに取り組んで
いるとの答弁がありました。
　また、各常任委員会の調査の過程で、22項目の総
括質疑の報告があり、３月18日に玉城知事に対する
総括質疑が行われました。
　総括質疑においては、ハード交付金の減額が続いて
いるが、予算確保をどのようにやってきたのか、ま
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た、その交渉において知事の政治姿勢が影響している
のではないかとの質疑がありました。
　これに対し、令和４年度の国庫要請に当たっては、
全市町村と意見交換を行った上で、昨年８月５日及び
６日に菅総理や麻生財務大臣など、同年10月９日に
は西銘沖縄担当大臣、同年11月18日及び19日には岸
田総理ほか松野官房長官、西銘沖縄担当大臣及び小渕
沖縄振興調査会会長など、同年12月14日には西銘沖
縄担当大臣に対して要請を重ね、トータルで内閣総理
大臣へ２回、官房長官３回、沖縄担当大臣４回、自民
党沖縄振興調査会会長に２回など、関係要路への要請
を行ってきたところである。また、知事の政治姿勢が
影響しているのではないかということについては、知
事の政治姿勢と振興予算についてそのような問題は存
在しないのではないかと思うとの答弁がありました。
　次に、ワシントン駐在員活動事業を現時点で知事と
してどのように評価しているか、また、今後の活動方
針をどのように考えているのかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、ワシントン駐在は連邦政府関係者や連
邦議会調査局との面談や有識者等との会議、県系人団
体との交流など、関係者とのネットワークの構築を地
道に取り組んできた。現在は従来の取組に加え、国防
権限法案に辺野古新基地建設問題やＰＦＯＳ等の問題
を反映させるため、連邦議会関係者への個別面談等を
行っており、沖縄の基地問題に関する積極的な働きか
けを実施しワシントン駐在の活動範囲を拡大させてい
る。また、今後の活動方針としては、令和４年度も引
き続きワシントン駐在を活用し、米国内での情報収集
や情報発信、有識者との会議の開催、連邦政府や連邦
議会関係者との面談等に取り組み、沖縄の米軍基地問
題に対する米国側の理解と協力をお願いしたいと考え
ている。また、令和４年度は復帰50年という大きな
節目の年であることから、この機会を捉えて、米国内
の大学等研究機関との連携、米国の外交安全保障分野
の専門誌や新聞などを活用した情報発信に取り組みた
いと考えている。さらに、今年はアメリカは連邦議会
の中間選挙があることから、改選された連邦議会議員
に対する働きかけも積極的に取り組んでいきたいとの
答弁がありました。
　甲第１号議案については、採決に先立ち、沖縄・自
民党所属委員から修正案が提出され、無所属の会所属
委員が意見を表明した後に退席し、採決の結果、修正
案は賛成少数で否決されました。
　修正案が否決されたことに伴い、甲第１号議案の原
案の採決に先立ち、沖縄・自民党、公明党及び無所属

の会所属委員が意見を表明した後に退席し、採決の結
果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと
決定いたしました。
　次に、甲第２号議案から甲第24号議案までの当初
予算23件は、全会一致をもって原案のとおり可決す
べきものと決定いたしました。
　なお、甲第１号議案については、経済労働委員会か
ら報告のあったその他委員から特に申出のあった事項
を基に協議し、附帯決議案として採決した結果、全会
一致で可決されました。
　以上、委員会における審査及び調査の経過及び結果
を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い
申し上げまして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　甲第１号議案に対しては、座波一君外18人から修
正の動議が提出されております。
　この際、提出者の説明を求めます。
　座波　一君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔甲第１号議案に対する修正案　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔座波　一君登壇〕
○○座波　　一君　ただいま議題となっております甲第
１号議案に対する修正動議について、提案者を代表し
提案理由を説明いたします。
　お手元に配付の甲第１号議案「令和４年度沖縄県一
般会計予算」に対する修正案を読み上げます。
　令和４年度沖縄県一般会計予算の一部を次のように
修正する。
　第１表中、歳入歳出予算の一部を次のように改
める。歳出の款２総務費、項１総務管理費を224億
8627万7000円に、款７商工費、項３観光費を449億
1190万5000円に、款14予備費、項１予備費を45億
6476万8000円とする。なお、歳入歳出の合計は変
わっておりません。詳細は添付の資料を御覧くださ
い。
　修正内容といたしましては、知事公室所管の事項、
基地対策調査費の中のワシントン駐在員活動事業費
6476万8000円を減額、文化観光スポーツ部所管の事
項、一般観光事業費の中の沖縄県観光振興基金積立事
業40億円を減額し、全て予備費に同額を増額するも
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のであります。
　次に、提案理由といたしましては、ワシントン駐在
員活動事業費6476万8000円の減額については、辺野
古移設を止めるために米国ワシントンにおける活動費
として、平成27年から７年連続で年間約１億円の予
算を計上して取り組んでいる。新年度で８年目に入る
ことになり、累計で約８億円となる。ひもつき事業に
換算したら40億円規模の事業ができたことになるわ
けであります。ワシントンでの活動の実態の詳細は把
握していないが、現実に辺野古の移設工事はとどまる
どころか着々と進んでおり、日米の国家間合意に基づ
いて進められている事業として、最高裁は事業の正当
性を認めているのであります。このように法治国家で
ある司法の場において決着していながら、沖縄県がい
まだに公式に辺野古移設を阻止するために県民の血税
を投入し続けることは、もはや無駄としか言えず、行
政法を逸脱しており許されることではありません。し
たがって、新年度からワシントン事務所の即時撤収を
求めるものであります。
　沖縄県観光振興基金積立事業40億円の減額につい
ては、観光再興条例が議会の全会一致で可決した際
の議論で、コロナで壊滅的な打撃を受けた観光業界
の再興を促すための短中長期的な支援のために、観光
再興に向けた基金の必要性に多くの意見が出ました。
執行部から提案された観光振興基金は、業界が最も必
要とする固定費や人件費等の経営支援が反映されてお
らず、コロナ危機からの脱却に対する対策が打てる内
容ではない。基金の目的・使途について、業界の声が
反映されていると言い難いのであります。また、基金
の規模にも期待が持てず、国の施策を補完する程度の
財源規模でしかなく、また、財源とする宿泊税に対し
て、業界の理解も得られていないため、宿泊税と切り
離し、国に財源支援を求める仕組みにしなければいけ
ない。
　よって、提案された基金事業に賛同することはでき
ないためであります。結果が伴わず、もはや政治闘争
の延長でしかないワシントン事務所の活動費と業界の
声が反映されていない観光振興基金への県単費の投入
は、むしろ沖縄の子供の貧困や高校生の端末機購入費
個人負担など、子供の教育に対する手厚い助成に必要
であると考えております。
　以上、提案理由を申し上げましたが、議員各位の御
賛同をよろしくお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより本修正案に対する質
疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はあ
りません。

　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって座波一君外18人から提出された修正
案に対する質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前11時54分休憩
　　　午後１時15分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き議事を続行いたします。
　これより討論に入ります。
　甲第１号議案に対する討論の通告がありますので、
順次発言を許します。
　玉城健一郎君。
　　　〔玉城健一郎君登壇〕
○○玉城　健一郎君　皆さん、こんにちは。
　午後も頑張ってまいりましょう。
　それでは、ただいま議題となりました甲第１号議案
「令和４年度沖縄県一般会計予算」修正案に反対し、
原案に賛成する立場から討論を行います。
　令和４年度沖縄県一般会計予算は、新型コロナ対策
など変化する社会情勢や県民の要望を盛り込み、過去
最大の総額約8606億円の予算となった。新年度の予
算は、新型コロナウイルス感染症の克服と県経済の回
復をはじめとした６つの重点テーマを掲げ、新たな沖
縄振興を力強く推進する施策に取り組むこととしてい
る。
　新型コロナウイルスに負けない社会の構築と県経済
を立て直すために、受入れ病床の確保や宿泊療養施設
の運営、ＰＣＲ検査の強化など医療提供体制の確保及
び検査体制の強化を図るとともに、市町村によるワク
チン接種を補完する広域ワクチン接種センターの設
置・運営、売上げが減少した事業者を支援するため、
国が実施する事業復活支援金に上乗せを行う県独自の
支援金を支給するとともに、感染拡大が落ち着いた後
の観光需要を喚起するため、県内旅行の割引事業、Ｇ
ｏＴｏおきなわキャンペーン事業を実施し、感染拡大
防止及び社会経済活動の回復に向け全力で取り組んで
いく姿勢が表れている。
　復帰50周年記念事業として、記念式典をはじめ沖
縄文化の魅力を県内外に発信するため、沖縄初となる
国民文化祭や全国障害者芸術・文化祭、新型コロナで
延期されていた第７回世界のウチナーンチュ大会など
開催が予定されており、２年以上にも及ぶ自粛生活を
送ってきた多くの県民が待ち望んでいたものだと考え
る。また、米軍基地問題について、米軍基地問題情報
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発信強化事業費を新たに計上し、次の50年を見据え
た沖縄の諸課題解決に向けた施策となっている。
　再生可能エネルギー設備の導入支援等を行う島しょ
型エネルギー社会基盤構築事業を新たに計上し、ク
リーンエネルギーの導入拡大を促進するとともに、
持続可能な観光地の形成を図るために沖縄県観光振興
基金を新たに設置し、本県のリーディング産業である
観光産業のさらなる振興につながると私は確信をして
おります。また、本県のかけがえのない自然環境・生
物多様性の保全・継承を図るため、外来種対策の拡充
を図るほか、国立自然史博物館の誘致の予算は倍増さ
れ県内の機運を高めていくことが期待される。
　子供の貧困施策では、切れ目ない支援を行うため、
沖縄子どもの貧困対策推進基金を積み増して60億円
を確保し、期間を10年間延長するとともに、市町村
が実施する就学援助や独自の取組を後押しする市町村
支援事業を新たに計上している。さらに、家庭内の問
題として表面化しにくいヤングケアラーの問題につい
ては、実態把握と早期発見に努め、適切な支援につな
げていけるよう、ヤングケアラー等寄り添い支援事業
を計上した。また、子供の医療費無料化については、
本年４月から、通院の対象年齢を中学校卒業までに拡
大し、現物給付を実現。さらに、介護サービスの充実
に向けて、介護事業所等が実施する職員の処遇改善の
取組に対して支援を行うとともに、女性活躍推進事業
として、国内外で活躍する女性を招聘し、シンポジウ
ムを開催し、ジェンダー平等や女性のキャリア形成の
促進に向けて取組を強化している。離島については、
オンライン教育や５Ｇ利活用等のデジタル社会の推進
を図るため、地域の通信需要増加を見据えた海底光
ケーブル通信設備の機能強化等を推進している。
　ＤＸとイノベーション等による稼ぐ力の強化への取
組としては、県内企業が進めるデジタルトランスフォー
メーションの取組を支援する沖縄ＤＸ促進支援事業を
新たに計上したほか、小規模事業者等の業務のデジタ
ル化支援や、農薬散布の低減を図るためのＡＩを活用
した作物障害画像診断に向けた体制整備事業を実施す
るなど、あらゆる産業におけるデジタルトランスフォー
メーションの取組を加速することにより労働生産性
を高めるとともに、県内中小企業者等の世代交代を契
機として再成長・発展を見据えた戦略的な事業承継を
促進するなど、県内産業の強化に力を入れている。ま
た、慢性的な交通渋滞緩和のため、公共交通の利用環
境改善を図り、シームレスな陸上交通体系構築に向け
た取組を実施するとともに、沖縄都市モノレールの３
両化による輸送力増強を図るなど、沖縄の自立的発展

に向けた基盤整備に取り組んでいる。
　北部地域における人材育成や教育環境の充実を図る
ため、中高一貫教育校として県立名護高等学校附属桜
中学校の令和５年度開校を目指し、施設整備に着手す
るとともに、中部地区における特別支援学校の過密化
解消に向け、新たな特別支援学校の設置に取り組むこ
ととしている。また、高等学校において進路決定率の
向上に向けたキャリア教育の充実を図るキャリア・ビ
ルドアップ事業を推進するとともに、地域の安心を支
える人材育成・確保の観点では、県内国公立大学への
薬学部設置に向けた基本方針の策定に取り組むほか、
農業分野においては、新規就農者の確保と定着を図る
ため、機械・施設の導入や就農相談員の配置等の支援
を実施。さらに、産業イノベーションを担う人材の育
成を図る観点から、県内企業の稼ぐ力の向上を目的と
した人材育成研修等の取組を推進するなど、幅広い分
野において様々な施策を推進しており、県内産業の底
上げに大いに寄与することが予想されます。
　このように令和４年度予算は、新たな振興計画等に
掲げた取組の推進を図るとともに、変化する社会経済
情勢や県民ニーズに的確に対応するため、様々な分野
に、くまなく目を配り、規模も初の8000億円台とな
るなど、必要な取組に適切に予算計上されているもの
と考えております。
　一方で、修正案はワシントン駐在員活動事業費と沖
縄県観光振興基金積立事業費を削除し、予備費に回す
としている。
　ワシントン駐在員活動事業費の減額修正について述
べますが、その設置目的については、翁長前知事は、
国土面積の約0.6％である本県に約70％の米軍専用施
設が置かれ、日米安保体制を一番支えている沖縄県
が、その中で基地被害を多数受けている。これをどの
ようにして伝えて基地の整理縮小につなげていくか。
ワシントンＤＣに私たちの気持ちを伝えたくて駐在を
置いていると答弁しており、御承知のとおり沖縄にあ
る米軍基地は、地域の産業振興や生活環境の整備、沖
縄の経済発展の大きな阻害要因になっているととも
に、米軍に起因する事件・事故や航空機騒音等や環境
問題等、基地被害が県民生活に多大な影響を与えてい
る。
　この現状をもう一方の当事者である米国政府に沖縄
の現状を訴えるため、米国ワシントンＤＣに、平成
27年度から職員２名を配置し、米国政府や連邦議会
関係者等に対し、沖縄の基地問題に関する情報提供等
の働きかけを精力的に行っており、平成27年度から
令和２年度までの間に、米国連邦議会関係者や米国政
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府関係者、報道関係、県人会、有識者等延べ2154名
の方々と意見交換等を行っている。
　令和３年度については、コロナ禍で活動が制約され
ている中、ワシントン駐在は連邦議会関係者等とオン
ラインで面談し、軟弱地盤など辺野古新基地建設の技
術的課題、在沖米軍基地におけるＰＦＡＳ問題、在沖
米軍における新型コロナウイルス対策について情報提
供を行うなど、沖縄の現状を伝えるため、精力的に活
動を行なっている。また、米軍に起因する事件・事故
が発生した場合には、速やかに米国政府関係者に県内
の状況を伝えるとともに、事故の再発防止策の実施等
を求めている。
　これまでも、普天間飛行場におけるＰＦＯＳを含む
泡消火剤の漏出事故や、在沖米軍に係る新型コロナウ
イルス感染症の発生、オスプレイからの水筒落下事故
等に係る抗議・要請の情報を適宜発信し、説明してい
る。
　これまでの実績として、2019年６月及び10月の
連邦議会調査局報告書において、沖縄は、在日米軍
専用施設・区域の約70％を抱えていることや、県民
投票で投票者の72％が反対したこと、基地沖合への
滑走路建設が物理的に困難などの記載がなされたほ
か、2020年６月には連邦議会下院軍事委員会即応力
小委員会が、大浦湾の海底での地震の可能性や２本の
活断層と50メートルの深海の存在等を理由に辺野古
新基地建設計画に対する懸念を示し、また、同年11
月には、外交・安全保障の分野を強みとする米国有
数のシンクタンク戦略国際問題研究所も、辺野古新基
地について、完成する可能性が低そうだと報告するな
ど、米国内においても沖縄の基地問題への認識が出て
きたことは大いに評価されるものであり、実績がない
という指摘は当たらないと考えている。
　令和４年度は、本土復帰50年という大きな節目の
年であり、沖縄の基地問題の実情を訴えるための好
機である。このため、引き続きワシントン駐在を活用
し、米国政府や連邦議会関係者等に対する働きかけ、
米国内の大学等研究機関との連携、米国の外交・安全
保障分野の専門誌や新聞等を活用した情報発信などに
積極的に取り組むことにより、沖縄県と米国との間に
ネットワークを構築し、基地問題の解決に向けて、米
側の理解と協力を得ることが大切であります。
　加えて、ワシントン駐在は、外国代理人登録法の登
録を行っているため、沖縄県知事の代理として、政府
要人や連邦議会議員と直接面談して働きかけるなど、
米国政策等に影響を与える活動が可能となっている。
このことは、外国から一時的に入国すること、あるい

は国外からオンラインで面談することなどに比べては
るかに信頼性や自由度が高く、極めて重要な利点にな
っており、ワシントン駐在は現地において活動するこ
とが重要である。 
　コロナ禍になり駐在の活動はリモートでも成り立っ
ており、米国にいる必要はないという意見があります
が、米国のロビー活動に関する法律（ロビー活動公開
法）では、ロビー活動については、依頼人の代理とし
て行う行政府や立法府の対象関係者に対する口頭もし
くは書面による接触（電子通信を含む）を指すと規定
されており、直接の面談のみならず、電話、電子メー
ル、ウェブ会議等による接触もロビー活動に該当する
と考えられることから、リモートによる面談等であっ
ても継続的に行う場合は、外国代理人登録法への登録
が必要となっている。ワシントン駐在が米国から撤退
して日本国内からリモート等で活動することは、外国
代理人登録法の登録を喪失することとなり、これまで
と同様の日常的・継続的な活動が極めて困難となる
等、駐在の存在意義に関わる重大な懸念がある。
　このような中、ワシントン駐在員活動事業費を削除
するということは、これまで築いてきた米国関係者と
の信頼関係が無に帰するのみならず、沖縄県の基地問
題に関する姿勢が後退したと日米両政府に受け取られ
かねず、また、米国の県系人や沖縄県民からも基地問
題の取組が弱体化したのではないかとの懸念を持たれ
かねない等、沖縄県の県益を大きく損なうものであ
り、あってはならないことだと考えています。また、
設置目的は辺野古新基地建設だけの問題ではなく沖縄
の米軍基地の現状を米国側に直接訴えることであるた
め、新基地建設の進捗は関係ない。米国ワシントンＤ
Ｃに駐在員を設置し、辺野古新基地建設の阻止、そし
て米軍基地から派生する諸問題の解決に向け、ワシン
トン駐在員による米国政府や連邦議会関係者への働き
かけ等の活動を継続的に行うことで、沖縄の米軍基地
問題に関する米国政府の理解と協力を促すことは非常
に重要である。
　さて次に、沖縄県観光振興基金積立事業費の減額修
正についてであります。
　沖縄県では、これまで新型コロナウイルス感染症が
本県の基幹産業である観光産業に深刻な影響を及ぼし
ていることに鑑み、観光産業の段階的な回復、復興を
目指し、必要な施策を実施するために取り組んでき
た。感染流行期においては、融資等による資金繰り支
援や雇用継続のための上乗せ助成など事業継続のため
の支援を行っており、資金繰り支援では、新型コロナ
ウイルス感染症関連融資に係る保証承諾実績は、12
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月31日時点で、宿泊業・飲食サービス業は、約330
億円。雇用継続支援では、雇用調整助成金の県単独
の上乗せ助成として雇用継続助成金事業を実施し、令
和４年３月４日時点で、宿泊業・飲食サービス業は約
13億円。経済的に影響を受けた事業者の支援では、
観光関連事業者等応援プロジェクトが令和４年１月
17日時点で支給決定額は約12億7000万円。宿泊事業
者の感染防止対策の強化等、事業継続のための前向き
な投資に対して経費を補助する宿泊事業者感染症対策
支援事業が令和４年１月26日時点で、交付決定額は
約14億9000万円となっている。
　回復期においては、感染防止対策認証制度の普及促
進や那覇空港や離島空港における水際対策の体制整備
など安全・安心の島沖縄の構築に取り組みながら、県
内の感染状況を見極めつつ、段階的に域内需要の喚起
に取り組んでいる状況です。
　県内の観光需要喚起としては、令和３年11月１日
から、県内の平和学習や修学旅行などの貸切りバス需
要を喚起するおきなわ彩発見バスツアー促進事業と、
観光体験・アクティビティー商品の需要を喚起するお
きなわ観光体験支援事業を開始している。令和３年
11月15日から、県民の県内旅行の需要を喚起するお
きなわ彩発見キャンペーン第４弾を一定条件の下、
段階的に開始し、その後の感染状況を踏まえ、島を
またぐ旅行についても11月17日から利用を開始して
いる。
　令和４年度当初予算においては、観光事業者等の支
援策として、国が実施する事業復活支援金に上乗せを
行うおきなわ事業者復活支援金に約21億円、全国か
ら沖縄への旅行需要を喚起するＧｏＴｏおきなわキャ
ンペーン事業に約377億円、令和３年度予算から繰り
越すおきなわ彩発見キャンペーンに約80億円を計上
している。
　執行部の提案理由によると、令和４年度当初予算に
計上する事業者への直接支援策や旅行需要喚起策に取
り組むとともに、既存事業では十分に対応できない
事業については、沖縄県観光振興基金40億円を活用
し、観光旅客の受入れ体制の充実強化、観光地におけ
る環境及び良好な景観の保全、観光の振興に通じる文
化芸術の継承及び発展並びにスポーツの振興、地域社
会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行の
促進を図るための事業などに取り組み、観光人材の確
保・育成、滞在型観光の推進や観光産業の高付加価値
化など質の向上による沖縄観光のさらなる発展に取り
組むこととしている。
　なお、基金の活用については、各部局から提案され

た事業について、基金の目的、優先度、効果等を勘案
し選定した上で、有識者や観光関連団体等で構成する
検討委員会で幅広く意見を聴取し、事業を決定すると
している。
　沖縄県議会は昨年の８月、新型コロナウイルス感染
症の影響を受けている観光産業の再興に関する条例を
議員提案で全会一致で制定した。同条例の目的にもあ
るように、観光産業の再興と安心・安全の島沖縄を実
現することは、今回の基金のその目的に沿うものだと
考える。
　修正案の提案理由の中に、事業者の必要な支援が入
っていないとしながらも、その予算を否決し、ほかに
回しなさいというのは、あまりにも矛盾していると私
は考えます。次年度に実施する施策事業を、観光関連
団体とも連携し、総合的に実施することにより沖縄観
光の回復、振興に向け、引き続き取り組む必要があ
る。このような中、沖縄県観光振興に関する予算を削
減することは、沖縄県が全力で観光の回復、観光の振
興を推進しようとする動きにブレーキをかけるという
ことになりかねず、大きく県益を損なうものであり、
沖縄県観光振興基金積立事業費をなくす予算削減は決
してあってはならないものだと考える。
　以上のことから、ワシントン駐在員活動事業費の削
減と沖縄県観光振興基金積立事業費の削減を求める予
算修正案には反対し、原案に賛成します。
　議員各位におかれましては、原案に賛同していただ
きますよう、よろしくお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
　　　〔新垣淑豊君登壇〕
○○新垣　淑豊君　会派沖縄・自民党の新垣淑豊でござ
います。
　私は２点に絞ってお話をいたします。
　令和４年度第１回沖縄県議会、甲第１号議案「令和
４年度沖縄県一般会計予算」に対する修正案に賛成の
立場から討論させていただきます。
　まず冒頭に、我々はこの一般会計予算、おおむねは
了としております。それは今新型コロナウイルスの感
染拡大で非常に県経済、また医療体制等々も弱ってい
る中で、早急に物事を進めていかなければいけないと
いうことでありますので、先ほども申しましたよう
に、我々はおおむねこれには賛同しております。しか
し、今回修正提案が出ている２つの件ですけれども、
まず観光振興基金、これは令和３年度に行われた観光
事業者への支援事業についても、これまで事業者の
方々と我々はしっかりと話をさせていただきました。
そのときに、県はこの事業の中身において、事業者と
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の意見交換が十分されていない、本当に必要なところ
に対して支援がされていないというような厳しい意見
を直接いただいたことがあります。そして今回の基金
についても、これは同様です。業界からも、県から唐
突に話があり、これに対してはいまだ十分な意見交換
ができていない。そしてこの基金の使われ方というの
が明確でない。またこの基金は業界の要望を取り入れ
たものであるかというのは不明である。また、7000
億とも１兆円とも言われる県の観光収入に対し40億
と。本当にこの金額に対しても望みを持てるもので
はないということを意見としていただいております。
　そしてこれまでの議会の議論の中で、今後財源どう
するんですかということでお話を伺ったところ、宿泊
税を検討する考えがあるというような話もされており
ます。しかし、この宿泊税についても、まだまだ業界
との議論も不十分なままであります。今回この基金が
できると、なし崩し的に基金と宿泊税がリンクして、
宿泊税が成り立ってしまうのではないかという懸念の
声も上がっています。
　なお、２月15日の基金の説明会の意見質問の中で
も、宿泊税はホテル組合として正式に反対している
という言葉がございました。先ほどの委員長の報告
では、業界から一定の理解が得られた認識でいるとい
うことがありましたが、この説明会の議事メモを見る
と、この基金の設置については、しっかり観光業界と
話し合い決定すべきであり、まだまだ時期尚早ではな
いかというふうに感じております。
　基金条例を議題とし、集中して議論をする経済労働
委員会での否決も、当該事業に関わる県民の意見を基
にしたものであります。先ほど観光基金条例は成立を
してしまいましたが、委員会による意見、業界の声を
本当に反映しているのでしょうか。本来、本会議の審
議においてもその意見、声は重視すべきものであると
考えます。私はこの基金の予算は項目から削除し、予
備費として計上すべきだと考えております。
　あわせて、沖縄県のワシントン駐在ですけれども、
これまでの７年間で人件費まで含めると毎年約１億円
の予算を投じて設置をされてきました。来年度までと
なると８億円です。提案理由にもあるとおり、このワ
シントン駐在が普天間の辺野古移設阻止に対しての成
果は、正直なところ全くと言っていいほど見えてはお
りません。我々会派は、このワシントン駐在の効果に
対してこれまでも疑義を抱き反対してまいりました。
やはり令和４年もこのような事業に対しての予算配分
を認めることはできません。この予算については、一
般財源というほかにも様々に活用できるものでありま

す。予算特別委員会でも取り上げられておりました
が、この金額を県負担分として国からの補助を活用
した際にはさらに県民生活の向上に活用することもで
きる。本県の課題の中でも未来を担う子供たちのため
に、教育に関わるもの、他県と比べてもいまだに高い
子供の貧困率を押し下げていく施策に充当すべきでは
ないでしょうか。
　先般も、沖縄県の高等学校に入学する生徒の保護者
からの要請でもＩＣＴ教育、ＧＩＧＡスクール対応の
ための負担が大きいというような声がありました。沖
縄県の子供たちやそれを支える保護者の皆様の負担を
少しでも軽減することは、県としてできることであり
ます。はるかに有意義な税の活用になるのではないか
と私は思っております。
　２年以上長引く新型コロナの影響で沖縄県としての
課題・問題は山積しておりますので、効果のないもの
は削減する。そしてできる限り有益な配分をすること
は当たり前であると考えます。
　よって、このワシントン駐在について削除し、先ほ
どの観光振興基金と合わせて予備費への組替えを行う
修正案に対して、私は賛成の立場でお話をさせていた
だきました。
　どうぞ議員各位の御検討のほどをよろしくお願いい
たします。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による討論は終わ
りました。
　これをもって討論を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午後１時42分休憩
　　　午後１時43分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより甲第１号議案から甲第24号議案までの採
決に入ります。
　議題のうち、まず甲第１号議案を採決いたします。
　まず、本案に対する座波一君外18人から提出され
た修正案について採決いたします。
○○上原　　章君　議長。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時43分休憩
　　　午後１時44分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　まず、本案に対する座波一君外18人から提出され
た修正案について採決いたします。
　お諮りいたします。
　本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
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○○議長（赤嶺　昇君）　起立少数であります。
　よって、修正案は、否決されました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時45分休憩
　　　午後１時46分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次に、原案について採決いたします。
　お諮りいたします。
　原案に賛成の諸君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○○議長（赤嶺　昇君）　起立全員であります。
　よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時46分休憩
　　　午後１時47分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次に、甲第２号議案から甲第24号議案までの23件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案23件は、原案のとおり決すること
に御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第２号議案から甲第24号議案までは、
原案のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　この際、日程第13　議員提
出議案第３号　那覇軍港における米軍の訓練に関する
意見書、日程第14　議員提出議案第４号　那覇港湾
施設における在沖米海兵隊の訓練に関する意見書及び
日程第15　議員提出議案第５号　那覇港湾施設にお
ける在沖米海兵隊の訓練に関する抗議決議を一括議題
といたします。
　まず、議員提出議案第３号について提出者から提案
理由の説明を求めます。
　仲村家治君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第３号　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔仲村家治君登壇〕
○○仲村　家治君　提案理由を説明する前に、ロシアに
よるウクライナ侵攻に対し強く抗議し、一日でも早く
停戦合意に至りウクライナの平和が戻ってくることを

切に願いまして提案理由を述べさせていただきます。
　提案理由は、那覇軍港における米軍の訓練について
関係要路に要請するためであります。
　議員提出議案第３号を朗読いたします。
　　　〔那覇軍港における米軍の訓練に関する意見書
　　　　朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　次に、議員提出議案第４号及び第５号について提出
者から提案理由の説明を求めます。
　照屋大河君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第４号及び第５号　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔照屋大河君登壇〕
○○照屋　大河君　ハイサイ　グスーヨー。こんにち
は。
　説明の前に一言申し上げたいと思います。
　復帰50年の節目の沖縄です。50年がたち、今なお
国土面積の僅か0.6％の沖縄に約70％の基地が集中す
る、基地と隣り合わせの生活を余儀なくされている。
そんな中に米軍の勝手な運用、勝手な訓練は許されな
いという立場から、今意見書と抗議決議を提案したい
というふうに思います。
　ただいま議題となりました議員提出議案第４号及び
同第５号につきまして、提出者を代表して、提案理由
を御説明申し上げます。
　提案理由は、那覇港湾施設における在沖米海兵隊の
訓練について関係要路に要請するためであります。
　まず、議員提出議案第４号を朗読いたします。
　　　〔那覇港湾施設における在沖米海兵隊の訓練に
　　　　関する意見書朗読〕
　次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同
じでありますので、宛先だけを申し上げます。
　　　〔那覇港湾施設における在沖米海兵隊の訓練に
　　　　関する抗議決議の宛先朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
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○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第３号
から第５号までについては、米軍基地関係特別委員会
に付託の上、審査することにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第３号から第５号までについ
ては、米軍基地関係特別委員会に付託の上、審査する
ことに決定いたしました。
　委員会審査のため、暫時休憩いたします。
　　　午後１時59分休憩
　　　午後４時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に米軍基地関係特別委員会に付託いたしまし
た議員提出議案第３号から第５号までについては、先
ほど米軍基地関係特別委員長からお手元に配付の委員
会審査報告書が提出されました。
　この際、お諮りいたします。
　議員提出議案第３号「那覇軍港における米軍の訓練
に関する意見書」、議員提出議案第４号「那覇港湾施
設における在沖米海兵隊の訓練に関する意見書」及び
議員提出議案第５号「那覇港湾施設における在沖米海
兵隊の訓練に関する抗議決議」を一括して日程に追加
し、議題といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第３号「那覇軍港における米
軍の訓練に関する意見書」、議員提出議案第４号「那
覇港湾施設における在沖米海兵隊の訓練に関する意見
書」及び議員提出議案第５号「那覇港湾施設における
在沖米海兵隊の訓練に関する抗議決議」を一括して日
程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　議員提出議案第３号　那覇軍
港における米軍の訓練に関する意見書、議員提出議案
第４号　那覇港湾施設における在沖米海兵隊の訓練に
関する意見書及び議員提出議案第５号　那覇港湾施設
における在沖米海兵隊の訓練に関する抗議決議を一括
議題といたします。

　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　米軍基地関係特別委員長照屋守之君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議員提出議案第３号から
　　　　第５号）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔米軍基地関係特別委員長　照屋守之君登壇〕
○○米軍基地関係特別委員長（照屋守之君）　ただいま
議題となりました議員提出議案第３号から同第５号に
ついて、以下、委員会における審査の経過及び結果を
御報告申し上げます。
　委員会においては、提案理由の説明を省略して直ち
に質疑に入りましたが質疑はありませんでした。
　採決に先立ち、公明党及び無所属の会所属委員が意
見を表明した後に退席し、採決の結果、議員提出議案
第４号及び議員提出議案第５号は、賛成多数をもって
原案のとおり可決することに決定いたしました。
　なお、議員提出議案第３号については、議員提出議
案第４号及び同第５号が可決されたことに伴い、議決
不要となりました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより討論に入ります。
　議員提出議案第３号から第５号までに対する討論の
通告がありますので、順次発言を許します。
　小渡良太郎君。
　　　〔小渡良太郎君登壇〕
○○小渡　良太郎君　それでは議案第３号「那覇軍港に
おける米軍の訓練に関する意見書」に対する賛成の立
場から討論を行います。
　あまり周知されていないことではあるんですが、さ
きの沖縄戦において住民の避難というものは、疎開等
の費用については全額国庫負担で行われたものではあ
りますが、あくまで沖縄県と警察が主体となって、軍
の協力を得て行ったということは歴史の事実でござい
ます。この住民の保護に関しては、地方行政が実施の
責任主体となるということについて、現代日本につい
てもこれは同じ状況でございます。
　今、世界を震撼させているロシアのウクライナ侵
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攻・軍事攻撃においても、住民の避難等は文民政府及
び地方行政が担っているというふうにお聞きしており
ます。ロシアの侵略攻撃については、国際法上許され
るものではなく、一日も早く軍事攻撃をやめるべきだ
と考えておりますが、一方で、私たちが77年前の沖
縄戦の教訓とウクライナの現状を鑑みて、改めて県民
の保護における沖縄県の役割と責任というものを真剣
に考え行動しなければならないタイミングではないの
かというふうに私は考えております。
　近年、尖閣諸島をめぐる諸事案や、台湾に係る問題
がちまたでもよく取り沙汰されております。県民に不
安や危機感を広げているという事実もございますが、
これについて沖縄県はただただ国防と外交は国の専権
事項という発言を繰り返すばかりでございます。
　さきにもお話ししたように、県民の生命と財産を守
るべき県民保護の主体は沖縄県にあるということであ
り、国防・外交と住民保護は切り分けて考えるべき事
柄とされている以上、県行政の近年の言動は国民保護
に係る地方行政の役割と責任を考慮しない、極めて無
責任なものであると私は考えております。また、沖縄
県国民保護計画の中には、米軍との意思疎通を図ると
いう取決めもございます。今回の那覇港湾施設内の非
戦闘員等の人命救助・退避訓練について、米軍は関係
諸部局と調整の上実行したというふうに聞いておりま
すが、本来であればその調整に県も加わっているべき
ではないのかというふうに考えます。
　なぜ加われていないか。それは、計画中に定めてお
きながらそれを実行せずにその責任を放棄し続けてき
た県行政の姿勢が招いたことであるというふうに言わ
ざるを得ません。有事の際に、地方行政に役割が振ら
れ責任があるとされている事項、特に我々沖縄にとっ
ては77年前の過去に苦い経験のある県民の保護に関
する事柄について、残念ながら現時点において行政が
行動した形跡はほとんど見られません。
　沖縄県は、県民の生命と財産を守るために自らが考
え行動しなければならない。その上で国や自衛隊、場
合によっては米軍と平素から意思の疎通を行って連携
体制を整備するということをやらなければならないは
ずですし、もしそれができていたら、今回のような訓
練についても事前の調整を成し得たかもしれない。
　対話による解決というのは、知事のキャッチフレー
ズでもございます。今後、米軍の訓練が今回のような
手法で継続されて行われることを防ぐためには、県は
ただ抗議をするのではなく、計画にも規定されている
平時より意思疎通を行い、連絡調整を求める努力を行
わなければならないというふうに考えます。

　私は当該米軍の訓練については、あくまで人道上の
救出訓練ですから、容認せざるを得ないという立場で
ございます。この意見書の記にもあるとおり、今後は
訓練の実施に当たって関係自治体を含めた調整と通知
を希望するものであります。それは、米軍がただ通知
をするというだけではなく、同時に沖縄県も私が今述
べた事柄について努力しなければならないと考えてお
ります。
　何とぞ意見書並びに討論の趣旨を御理解いただき、
議員諸兄の賛同を賜りますよう心よりお願い申し上
げ、私の賛成討論といたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
　　　〔比嘉瑞己君登壇〕
○○比嘉　瑞己君　私は日本共産党県議団を代表して、
沖縄・自民党会派より提出されました議員提出議案第
３号に反対し、与党会派より共同提案されました議員
提出議案第４号「那覇港湾施設における在沖米海兵隊
の訓練に関する意見書」並びに同趣旨の決議案である
議員提出議案第５号に賛成する立場から討論を行いま
す。
　去る２月、在沖米海兵隊は沖縄県や那覇市に事前の
連絡もなく、中止要請も無視して、那覇港湾施設（那
覇軍港）においてＣＨ53Ｅ大型輸送ヘリや欠陥機Ｍ
Ｖ22オスプレイなどの軍用機の離発着を伴う大規模
訓練を強行いたしました。
　これまで、ＣＨ53Ｅ大型輸送ヘリは、2017年10月
には東村高江での不時着炎上・大破事故を起こし、同
年12月には普天間第二小学校への窓枠落下事故や、
同型機のものと見られる部品が緑ヶ丘保育園に落下
する事故が起きています。また、欠陥機ＭＶ22オス
プレイをめぐっては、2016年12月に名護市安部で墜
落事故、2018年２月にうるま市伊計島での部品落下
事故、昨年11月には宜野湾市野嵩で金属製の水筒落
下事故を起こすなど、県議会においてもオスプレイ配
備撤回を求める意見書が幾度となく可決されていると
ころです。さらにＭＶ22オスプレイは、今月18日に
もノルウェーの北部で墜落事故を起こしております。
　このような危険な事故を繰り返している米軍機が、
那覇空港と近接している那覇軍港で訓練を実施し、万
が一にも墜落事故や部品落下事故が起きれば、取り返
しのつかない大惨事となります。県民の命や暮らしを
脅かす訓練の強行に、怒りを込めて抗議するものであ
ります。
　1972年の本土復帰時に交わされた日米合意（５・15
メモ）では、那覇軍港の使用目的は「港湾施設及び貯
油所」とされており、復帰からこれまで50年間、那
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覇軍港での米軍機の着陸を伴う訓練は行われておりま
せん。一方で日本政府は、今回の訓練について、那覇
港湾施設の使用の主目的に沿ったものとして、米軍の
言い分を追認、擁護しております。こうした日本政府
の認識は、過重な基地負担を背負わされている沖縄県
民に新たな基地負担を強いるものであり、絶対に認め
るわけにはいきません。
　ところで、今回の訓練に対して沖縄・自民党会派か
らも意見書が提案されております。同意見書案では、
今回の訓練は那覇軍港の主目的に沿うものとして、日
米両政府の姿勢を容認する立場に立っております。ま
た、要望事項では、訓練の実施に当たっては、関係自
治体を含めた調整及び通知を行うことを求めておりま
すが、たとえ事前に調整や通知があったとしても、こ
のような危険な訓練を容認するわけにはいきません。
　さて、今月22日、米海軍のヘリコプターが名護湾
でつり下げ訓練を実施いたしました。名護湾は日米
地位協定上も米軍の訓練が認められていない提供区域
外の場所です。それにもかかわらず外務省は地位協定
を拡大解釈し、ここでも米軍の訓練を容認しておりま
す。このままでは、問題だらけの日米地位協定の拡大
解釈に歯止めがなくなり、沖縄の基地負担は際限なく
増大してしまいます。
　私たちの島は植民地ではありません。施政権返還か
ら50年。日本政府はアメリカに対して、米軍のやり
たい放題を許している日米地位協定の抜本改定こそ求
めるべきです。
　那覇軍港の移設問題には各政党・会派にも様々な主
張があると思いますが、今回の那覇軍港での訓練は、
県民に新たな基地負担を強いるものであり、基地の機
能強化そのものです。今私たち県議会が地位協定の拡
大解釈を許さない、その明確な意志を示さなければ、
米軍の訓練はますます野放しになってしまいます。そ
の重要性に鑑み、意見書の文案については全ての会派
の皆さんが全会一致で可決できるように、考慮を重ね
てきたつもりであります。これ以上の基地機能強化は
許さない。那覇軍港は早期返還せよ。この一致点で沖
縄県議会の意志を示すことが、今県民から求められて
いるのではないでしょうか。
　よって、沖縄・自民党会派より提出されました議員
提出議案第３号に反対し、与党会派より共同提案され
ております議員提出議案第４号「那覇港湾施設におけ
る在沖米海兵隊の訓練に関する意見書」並びに議員提
出議案第５号の決議案に賛成する立場から討論を終わ
ります。
　議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。

○○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による討論は終わ
りました。
　これをもって討論を終結いたします。
　これより議員提出議案第３号「那覇軍港における米
軍の訓練に関する意見書」、議員提出議案第４号「那
覇港湾施設における在沖米海兵隊の訓練に関する意見
書」及び議員提出議案第５号「那覇港湾施設における
在沖米海兵隊の訓練に関する抗議決議」の採決に入り
ます。
○○金城　　勉君　議長。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時55分休憩
　　　午後４時56分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　議題のうち、まず、議員提出議案第４号「那覇港湾
施設における在沖米海兵隊の訓練に関する意見書」及
び議員提出議案第５号「那覇港湾施設における在沖米
海兵隊の訓練に関する抗議決議」の２件を一括して採
決いたします。
　両案に対する委員長の報告は、原案可決でありま
す。
　お諮りいたします。
　両案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の
諸君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○○議長（赤嶺　昇君）　起立多数であります。
　よって、議員提出議案第４号及び第５号は、委員長
の報告のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　ただいま議員提出議案第４号
「那覇港湾施設における在沖米海兵隊の訓練に関する
意見書」及び議員提出議案第５号「那覇港湾施設にお
ける在沖米海兵隊の訓練に関する抗議決議」が可決さ
れましたので、議員提出議案第３号「那覇軍港におけ
る米軍の訓練に関する意見書」は、その議決を要しな
いものとなります。
　休憩いたします。
　　　午後４時57分休憩
　　　午後４時58分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第16　陳情７件を議題といたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
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　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました陳情７件につきましては、慎重に審査いた
しました結果、審査報告書のとおり処理すべきものと
決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情７件を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情７件は委員長の報告のとお
り決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第17　陳情３件を議題
といたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○○文教厚生委員長（末松文信君）　ただいま議題とな
りました陳情３件につきましては、慎重に審査いたし
ました結果、審査報告書のとおり処理すべきものと決
定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情３件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。

　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情３件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第18　陳情２件を議題
といたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境副委員長下地康教君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔土木環境副委員長　下地康教君登壇〕
○○土木環境副委員長（下地康教君）　ただいま議題と
なりました陳情２件につきましては、慎重に審査いた
しました結果、審査報告書のとおり処理すべきものと
決定いたしました。
  よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情２件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第19　陳情１件を議題
といたします。
　本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　議会運営委員長當間盛夫君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議会運営委員長　當間盛夫君登壇〕
○○議会運営委員長（當間盛夫君）　ただいま議題とな
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りました陳情１件につきましては、慎重に審査をいた
しました結果、審査報告書のとおり処理すべきものと
決定をいたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告といたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第20　閉会中の継続審
査の件を議題といたします。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔閉会中継続審査及び調査申出書　巻末に掲載〕

　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　各常任委員長、議会運営委員
長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定に
よりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中
の継続審査の申出があります。
　お諮りいたします。
　各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審
査に付することに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位に
は長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長と
して心から感謝申し上げます。
　なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど
文書をもって報告いたします。
　以上をもって本日の会議を閉じます。
　これをもって令和４年第１回沖縄県議会（定例会）
を閉会いたします。
　　　午後５時４分閉会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議 長

会議録署名議員

会議録署名議員

赤 嶺 　 昇

比 嘉 瑞 己

大 浜 一 郎
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